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東北電力株式会社女川原子力発電所２号炉の発電用原子炉
設置変更許可について（案） 

 

令和２年２月２６日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

１．経緯 

原子力規制委員会は、平成２５年１２月２７日に東北電力株式会社から核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」とい

う。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された女川原子力発電所の発

電用原子炉設置変更許可申請書を受理した。また、令和元年９月１９日、１１月６

日、１１月１９日及び令和２年２月７日に、同社から当委員会に対し同申請書の補

正がなされた。 

当委員会は、本申請について、審査会合等において審査を進めてきたところ、

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６

第１項各号のいずれにも適合しているものと認められることから、令和元年１１月

２７日の第４４回原子力規制委員会において、審査の結果の案を取りまとめ、審

査書案等に対する科学的・技術的意見の募集を行うとともに、原子力委員会及

び経済産業大臣の意見を聴取することとした。 

今般、審査書案等に対する科学的・技術的意見の募集の結果並びに原子力

委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果を踏まえ、本申請に対する設置

変更許可の可否について判断を行うこととする。 

 

２．審査書案等に対する科学的・技術的意見の募集の結果 

（１）結果概要 

１） 期間：令和元年１１月２８日～令和元年１２月２７日（３０日間） 

２） 対象：東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申

請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第２号

（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）（案） 

３） 総数：９７９件1 

※  このほか、審査書案等に対する御意見でないもの（再生可能エネルギー

に関するもの等）が２５件寄せられた。 

 

（２）御意見の概要及び考え方 

寄せられた御意見の概要及び当該御意見への考え方を、以下のとおり取りま

とめる。 

                                                   
1 意見数は、総務省が実施する行政手続法の施行状況調査において指定された算出方法に基づくもの。 
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（別紙１）東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に

対する御意見への考え方（案） 

（別紙２）審査書案に対する直接の御意見ではないが関連するものへの考え

方（案） 

 

３．審査の結果について 

審査書については、寄せられた御意見を踏まえ、別紙３添付のとおりとする。

本申請が原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係るもの

に限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められるとの結論に変更は

ない。 

以上のことから、別紙３のとおり審査の結果を取りまとめる。 

 

４．原子力委員会への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の

６第３項に基づき、同条第１項第１号に規定する許可の基準の適用について原子

力委員会の意見を聴いたところ、別紙４のとおり「本件申請については、（略）発

電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められるとす

る原子力規制委員会の判断は妥当である」との回答があった。 

 

５．経済産業大臣への意見聴取の結果 

原子炉等規制法第７１条第１項に基づき、経済産業大臣の意見を聴いたところ、

別紙５のとおり「許可することに異存はない」との回答があった。 

 

６．発電用原子炉設置変更許可処分の取扱いについて 

以上を踏まえ、本申請は原子炉等規制法第４３条の３の６第１項各号に規定す

る許可の基準のいずれにも適合していると認められることから、同法第４３条の３

の８第１項の規定に基づき、別紙６のとおり許可することとする。 
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［附属資料一覧］ 

別紙１ 東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申

請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する御

意見への考え方（案）・・・・・・・・・・・・・・・・（通しＰ４～） 

別紙２ 審査書案に対する直接の御意見ではないが関連するものへの考え方

（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（通しＰ１６８～） 

別紙３ 東北電力株式会社女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請

書（２号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について

（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（通しＰ２２１～） 

添付 東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉設置変更

許可申請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条

の３の６第１項第２号（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号

関連）（修正案）・・・・・・・・・・・・・・（通しＰ２２３～） 

別紙４ 東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（２号発電用原子炉施設の変更）について（答申）・・（通しＰ７３３～） 

別紙５ 東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可

（２号発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について（回

答）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（通しＰ７３５～） 

別紙６ 女川原子力発電所の発電用原子炉の設置変更（２号発電用原子炉施

設の変更）について（案）・・・・・・・・・・・・・（通しＰ７３６～） 

 

参考資料 東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申

請書（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（核原料物質、核

燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第２号

（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連）（修正案）（令和元年

１１月２７日意見募集版からの変更見え消し）・・・・（通しＰ７３７～） 
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【別紙１】 

 

東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書 

（２号発電用原子炉施設の変更）に関する審査書（案）に対する御意見への考え方（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 

  

4



1 
 

Ⅰ はじめに 

御意見の概要 考え方 

 3 ページで、「なお、本審査は、1号炉及び 3号炉の原子炉圧力容

器には燃料を装荷しないことを前提としている」とあるので、3号

炉が仮に再稼働にむけて適合性審査の申請の対象となった場合

は、この 2号炉の「審査書案」は一からやり直しとなると理解す

るが、それで間違いないか？ 

 3 号炉の設置変更許可申請が行われた場合には、それに併せて、

2 号炉において必要な変更許可申請が行われているか、審査を実

施することとなります。 

 
 
Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

 ヒューマンエラーが頻発し、現在の東北電力社員の技術力の劣化

が激しい様で問題だ。非常事態に対応できるのか。 

 

 原子力施設の保全や運転に当たっては、事業者が自ら定める保安

規定において、原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要

員に対して必要な力量を明確にし、必要な力量が不足している場

合には、その必要な力量に到達することができるように教育・訓

練を行う等の保安活動を行うことを定めています。 

技術的能力の審査に当たっては、原子力事業者の技術的能力に関

する審査指針（以下「技術的能力指針」という。）に基づき、設計

及び工事並びに運転及び保守について 6項目に整理して、同指針

への適合性について確認しています。 

技術者に対しては、専門知識、技術及び技能を維持及び向上させ

るため、教育・訓練に係る実施計画を策定した上で必要な教育及

び訓練を実施すること、更に事務系職員及び協力会社社員に対し

ても、自然災害対策等における役割に応じて、教育及び訓練を実

施することなど、申請者の技術者等に対する教育及び訓練の方針

は適切なものであることを確認しています。 

また、実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の

発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

的能力に係る審査基準（以下「重大事故等防止技術的能力基準」

という。）１．０項の規定に対して、重大事故等に対処するための

手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備が適切に行われる方針

であることを確認しており、重大事故時に対応するために、知識

ベースの理解向上に資する教育や総合的な演習の実施及び普段

から保守点検活動を社員自らが行い実務経験を積むことなどに

より、発電用原子炉施設、予備品等について熟知するための保守

訓練を行う方針を確認しています。今後、これらの方針の実施状

況については、原子力規制検査において、必要に応じ確認してい

きます。 

 

 女川原発はニュースなどを見ている限りヒューマンエラーが多

い原発だ。職員への対応などについて問い質したのか技術ではな

いが東北電力の体質について求めていくべきだ。 

 

 同上 

 女川原発は、これまで数々のトラブルを引き起こし続けていま

す。直近でも、技術や知見不足によるトラブルが相次いでいます。

全く信用できません。 

 

 同上 

 原発の操作能力も不十分 

 

 同上 

 

 女川原発の歴史はトラブルの歴史でした。これまで数々のトラブ

ルを起こし、そのたびに対策を講じたはずですが、決して解消さ

れることはありませんでした。あの安全・保安院でさえ、「品質保

証体制は Cランク」の評定をくだしました(2006 年 7 月)。2011 年

の福島原発事故以降も、2015 年東北電力女川 1、2、3号機の地震

 同上 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

後の設備健全性確認の点検記録について再確認したところ、計

4188 件もの記録不備が見つかったと公表しました。2019 年に限

っても、2 号機の燃料プールのポンプ停止、モニタリングポスト

の伝送異常、3 号機において放射線モニタの数量を満たしていな

い保安規定違反など、技術や知見の不足によるトラブルが相次い

でいます。これで女川原発を安全に運転できる技術があるといえ

るでしょうか。万一、運転員の技術では対処できない事態が起き

大事故につながった場合、規制委員会の責任が問われます。 

 

 劣化損傷したプラントを 10 年ものブランクを経て（事業者の技

術力や人的エラーのリスクに目をつぶって）、敢えて稼動させる

ことは冒険的選択と思われる。 

 

 同上 

 

【組織】 【組織】 

 「自然災害及び重大事故等の非常事態に際しては、本発電所に設

置する原子力防災組織により、運転及び保守の業務を実施する。

また、これらの組織は、本店に設置する原子力防災組織とも連携

する。（5Ｐ）」について、福島第一原発事故の教訓を審査書等を見

ても読み取ることが出来ない。少なくても数日以内に十分なスキ

ルを有するメンバーに交代するべきであり、そのような対処を規

制委は求めるべきである。特に問題なのは、過酷事故の様態によ

っては、被曝線量が大きくなり、作業困難な事態に陥ることだ。

緊急で被曝線量限度を２５０ミリシーベルトにまで引き上げよ

うとした東日本大震災に伴う福島第一原発事故の例は、過酷事故

環境下で人権も踏みにじられる実態を露呈したことである。再発

させないためには十分な交代要員の待機と事前の体制準備を規

 技術的能力指針は、役割分担が明確化された組織の構築、技術及

び技能を有する技術者の確保等を求めており、審査においては、

原子力防災組織を含め、保安規定等で定めた業務所掌に基づき役

割分担が明確化された組織を構築すること等を確認しています。 

また、重大事故等が発生した場合は、外部からの支援がなくても、

重大事故等に対処できるよう必要な体制を整備する方針である

ことを確認しています。具体的には、重大事故等の対応に必要な

技能や資格を有する要員を確保する方針であること、高線量下で

の対応が必要な場合でも、被ばく線量の制限を守って作業できる

よう交替要員を確保する方針であること等を確認しています。 

体制については、夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）を含め、

発電所に常駐している要員により、重大事故等が発生した場合の
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

制要求としておこなうことである。 

 

対応が可能であることを確認しています。加えて、参集要員が複

数ルートから通行可能なルートを選択し、発電所へ参集する方針

としていることを確認しています。 

 

 「自然災害及び重大事故等の非常事態に対応するための組織と

して、・・略・・申請者の組織の構築については適切なものである

ことを確認した。」（意見）過酷事故対策において、事故対応にあ

たる作業員は、過酷な作業を強いられることになり、労働安全衛

生法違反状態に置かれ、憲法違反です。国としてこの問題が解決

できるまで、原発の稼働を許可してはならないはずです。（理由）

過酷事故が起こることを前提とした審査であるのに、肝心のそれ

を行う過酷事故対応者の権利が考慮されていません。福島第一原

発事故の緊急作業に携わった作業員（協力会社含む）のうち、被

ばく線量２５０ｍＳｖ超が６人、１００ｍＳｖ超が１７４人でし

た。労働契約に基づき指揮命令を受ける労働者が、過酷事故時に

は「志願者」という名目で駆り出されます。事業者には、労働者

の健康障害防止義務、危険から退避させる義務があり、労働安全

衛生法２２条、２５条、２７条に定められています。労働者が過

酷事故対応のために、労働安全衛生法に違反した状態におかれる

というのは、憲法違反であり法制度の欠陥です。国としてこの問

題が解決できない限り、過酷事故を前提とする原発の再稼働を認

めてはならないということを、原子力規制委員会は認識すべきで

す 

 

 同上 

なお、事業者には、原子炉等規制法のみならず、労働安全衛生法

等の他法令の遵守義務があります。 

【技術者の確保】 【技術者の確保】 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

 脱原発の動きのなかで、今後原発を適切に動かし管理できる人材

の確保は困難と言わざるをえない。 

 審査においては、技術者の確保について、採用、教育・訓練の実

績を確認するとともに、今後とも必要な技術者を確保していく方

針であることを確認しています。 

 

 ほぼ 10 年も止まった原発を動かす経験者や技術者が東北電力に

居るかどうか心配 

 

 同上 

 対応できる専門家、技術者、現場で働く人の数は、次の事故に対

応できるほどいない。万が一の時に対応できるマンパワーが足り

ない。 

 

 同上 

 

 人材確保、教育 

2011 年事故以来原発の稼働は停止している。その間、職員は設備

点検等で訓練を継続しているとしても、稼働時とは異なる。 

再開できる体制は作れるのか、ケアレスミスの許されない現場で

ある。 

 

 同上 

 

 女川原発は稼働してから 35 年たちますが、実際に動いた期聞は

短く、2011 年の東日本大震災以降止まったままです。運転の経験

者は激減しているのではないでしょうか。仮に再稼働が 2020 年

後半として、ほぼ 10 年以上止まったままの原発を動かす経験を

した人は東北電力に一人としていないと思います。ハインリッヒ

の法則がありますが、いつ大事故を起こしても不思議ではないほ

どトラブルを繰り返し、運転経験も少ない東北電力に、安全に原

発を動かす資格を与える規制委員会の見識が問われます。 

 

 同上 
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

【経験】 【経験】 

 6 ページ 

「経験」の「規制委員会は、・・（略）・・申請者の設計及び工事並

びに運転及び保守の経験並びに経験を蓄積する方針については

適切なものであることを確認した。」について、どのような根拠が

あってこうした記載がされているのか、具体的にいかなる成果を

蓄積してきたかを明記すべきである。 

 

 技術的能力指針では、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な

経験として、申請と同等又は類似の施設の経験を有していること

又は経験を蓄積する方針を示すことを求めており、審査において

は、東北電力株式会社が有している経験及び経験を蓄積する方針

が適切なものであることを確認しています。具体的には、申請者

が有する原子力発電所の建設時及び改造時の設計及び工事を通

した経験等を確認しています。なお、申請者が有する経験等を記

載した審査資料については、ホームページで公開しています。 

 

【品質保証活動体制】 【品質保証活動体制】 

 品質管理、品質保証等の活動は QMS の一環としてマネジメント対

象となるべきものである。現状の「品質保証活動体制」を「品質

マネジメント体制」に変換し、社内体制の全面的な見直しをおこ

なう必要がある。そのため、品質マネジメントシステム(QMS)を最

上位に置いた社内体制の構築を行なうべきである。 

 

 審査において、申請者は、品質保証活動の実施にあたっては、原

子力発電所の安全を達成、維持及び向上するために社長をトップ

マネジメントとした「原子力発電所における安全のための品質保

証規程（JEAC4111-2009）」及び「実用発電用原子炉に係る発電用

原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検

査のための組織の技術基準に関する規則」に基づく、品質マネジ

メントシステム（ＱＭＳ）を構築する方針を確認しています。 

 

【技術者に対する教育・訓練】 【技術者に対する教育・訓練】 

 「５．技術者に対する教育・訓練」の「事務系職員及び協力会社

社員に対しても・・（略）・・申請者の技術者等に対する教育及び

訓練の方針は適切なものであることを確認した。」（8Ｐ）につい

て、これらについて教育や訓練の方針、成果等について明記しな

ければ何も言っていないのと変わらない。どういう成果があった

かを明らかにすべきである。緊急事態であるからこそ法令淳書が

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について確

認した結果を記しています。 

審査においては、技術者に対する力量管理について、専門知識、

技術及び技能を維持及び向上させるための教育及び訓練を行う

こと、更に事務系職員及び協力会社社員に対しても、自然災害対

10
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Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

御意見の概要 考え方 

求められ、また、人身の保護は最優先でなければならない。規制

委としては、これら本来は原子炉の安全性に対して責任を有しな

い人々を、事故時にどうやって守るかこそ論じるべきであり、そ

のことを事業者に要求しなければならないので、これでは対策に

なっていない。 

 

応等の役割に応じて、教育及び訓練を行う方針を確認していま

す。また、自然災害や重大事故発生時等における訓練の具体的な

方針については、引き続き、保安規定変更に係る審査において確

認していきます。 

 

 4 ページ～9ページ 

「発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」は、前回ま

での申請では欠けていて、今回の変更申請で新たに申請したもの

か。欠けていたとすれば、驚くばかりだ。 

審査書(案)について全体に言えることだが、今回の変更申請部分

をはっきりさせて、法令等への適合性を議論すべきだ。 

 

 設置変更許可申請の審査に当たっては、変更に係る「発電用原子

炉の設置及び運転に関する技術的能力」も確認する必要があり、

これまでの変更申請の審査においてもその都度、確認されていま

す。 

 4 ページ 3 行以下 

ここで述べていることは、「東北電力は事故が起こらないように

設備と体制を整えると言っている。規制委員会はそれを信ずる」

と言っているだけである。委員会としては、設備と体制が第三者

の立場から見て実行可能なものか、事故対策に有効なものか、さ

らには、有効可能であるとした場合に、原子炉が稼働中に長期に

わたって途絶えることなく安全を担保できるかどうかも、独自に

評価・確認しなくてはならない。東北電力の言を転写するだけで

は審査書にはなりえない。 

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について確

認した結果を記しています。 

引き続き、事業者からの申請を踏まえ、工事計画及び保安規定の

変更について審査するとともに、運転段階における事業者の保安

活動については、原子力規制検査を通じて監視していきます。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

【基準地震動の策定について】  

 2008 年岩手・宮城内陸地震による防災科学技術研究所の基盤強震

観測網 KiK-net の観測点（KiK-net 一関
いちのせき

西
にし

）では、深さが 260m

の最大加速度が３成分合成で 1,077 ガルであったという。また、

地表面では 4,022 ガルの記録もある。想定されている地震動はあ

まりに小さい。 

 

 

 2004 年新潟県中越地震の最大加速度は 2,515 ガルであった。基

準地震動は低すぎる 

 2011 年東北地方太平洋沖地震では、最大の揺れで 2,933 ガルの

記録があり、女川原子力発電所の基準地震動はあまりに低すぎ

る。 

 

 

 2016 年熊本地震でも 1,580 ガルを経験していることから、女川

原発の現基準地震動はかなり低い。 

 

 

 

 

 地震動の大きさは、地層の硬さによって変わり、軟らかい地層で

は地震動は大きくなります。一般に地表付近は地中の岩盤に比べ

ると柔らかく、地震波が硬い岩盤から急に柔らかい岩盤に伝わる

ことや地表までに屈折や反射などにより干渉することで、地震動

が大きくなることがあります。以上のことから、同じ地震による

地震動であっても、観測される場所における地下の構造の違いに

よって地震動の大きさは異なります。 

基準地震動の策定に当たっては、過去にいずれかの地域で発生し

た最大の地震動を適用するのではなく、発電所ごとに敷地の地下

構造を踏まえた評価を行うことを要求しています。その評価は、

せん断波速度（以下「Ｓ波速度」という。）がおおむね 700m/s 以

上の硬質地盤の自由表面（仮想面：解放基盤表面）において実施

することを要求しています。 

御意見にある観測・報告された地震動の最大加速度は、いずれも

水平動 2成分と上下動との三成分を合成した値であり、基準地震

動で示す成分ごとの最大加速度よりは大きくなります。 

御意見のうち、2008 年宮城・岩手内陸地震による一関西観測点で

の地表記録は、水平動に比べ上下動が大きく、その要因として、

地震観測小屋のロッキング振動や上向きに大きく揺れる非対称

な片触れ現象（トランポリン効果）があったとの研究報告があり

ます。これは、表層地盤の増幅による影響を受けやすい地表記録

のみならず、地中観測点における記録にも現れているとの防災科

学技術研究所からの報告もあります。以上のことから、御意見に
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

ある一関西の観測記録については、特殊な効果が含まれているこ

とから、基準地震動における最大加速度とは直接比較できませ

ん。 

また、御意見にある 2004 年新潟県中越地震、2011 年東北地方太

平洋沖地震及び 2016 年熊本地震で観測された記録は、Ｓ波速度

が700m/sを下回る軟らかい地盤の地表で観測されたものであり、

基準地震動における最大加速度とは直接比較できません。 

 

【基準地震動の策定について】  

 2007 年新潟県中越沖地震(2007 年)の際に柏崎刈羽原発 1号機地

下の岩盤での揺れ（基準地震動と比較可能なもの）の最大加速

度が 1,699 ガルだったことが、最大水平加速度を少なくとも国

内原発での既往最大記録値である 1,700 ガルをもって評価すべ

きである。 

 基準地震動 Ss-D2 の最大水平加速度の 2倍は 2,000 ガルであ

り、2007 年新潟県中越沖地震の際に柏崎刈羽原発 1号機で経験

された国内原発の最大記録値 1,699 ガルを少し超える妥当な目

安値と思われる。基準地震動 Ss-D1 から Ss-D3、Ss-F1 から Ss-

F3 及び Ss-N1 の値を全て 2倍とするよう求める。 

 柏崎刈羽原発基準地震動 2,300 ガル（１～４号機）1,209 ガル

（５～７号機）浜岡原発 1,200 ガル、一部 2,000 ガルも策定さ

れた。 

 

 最大地震動を 2000 ガルに指導すべきである。 

 新規制基準は、地震動に影響を及ぼす震源、地質構造、伝播特性

等は敷地ごとに異なるため、過去にいずれかの地域で発生した最

大の地震動を全ての発電所に対して一律の地震動として適用す

るのではなく、発電所ごとに評価することを要求しています。ま

た、敷地の地下構造を踏まえ、ほぼ水平で相当な拡がりを持って

想定される硬質地盤の自由表面である解放基盤表面における評

価を行うことを要求しています。 

規制委員会は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」と

して、Ｆ－６断層～Ｆ－９断層による地震、仙台湾の断層群によ

る地震、2011 年東北地方太平洋沖型地震及び 2011 年 4 月 7 日宮

城県沖型地震による地震動評価並びに「震源を特定せず策定する

地震動」の地震動評価について審査した結果、本申請における基

準地震動は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確か

さを十分に考慮して、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤

構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から適切

に策定されていることから、設置許可基準規則解釈別記（以下「解
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

 地震の想定が原発付近で過去起きた最大規模、強さを想定して

いない。 

 当該審査書に記載されている基準地震動では不十分である。 

 

 

 女川原発は、2003 年 5 月 26 目宮城県沖の地震、2005 年 8 月 16

日宮城県沖の地震、2011 年 3 月 11 日東北地方太平洋沖地震、同

じく 4月 7日宮城県沖の地震の 4回それぞれの地震で、ことご

とく基準地震動を超える揺れが記録されている。 

 地震・津波の予測には限界があり、策定された基準地震動・基

準津波で十分だとは言い切れない。 

 想定した震源断層に即して計算した地震動が基準地震動を下回

ったとしても，その結果が女川原発敷地において基準地震動を

超える揺れをもたらす地震の発生可能性を否定する論拠とはな

らない。 

 これからも何度も巨大な地震や津波に見舞われるのは免れな

い。 

 再び宮城県沖での地震が起きたときに想定を上回らないとはい

えない。 

 

 女川原発はくり返し巨大地震と大津波を発生させている日本海

溝沿いの震源域に最も近い。 

 女川原発は、日本有数の地震の巣の中にある。 

 日本は地震多発地帯といわれている。 

釈別記」という。）２の規定に適合しており、妥当であると判断

しています。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

 小さな地震がほぼ毎日おきている。 

 日本は地震大国で、世界の地震の 1割が日本列島周辺で発生し

ている。 

 

 島崎邦彦・元原子力規制委員長代理（地震学）は「将来起こる

地震は、自然が決める」と地震・津波の予測の限界を指摘して

いる。 

 島崎邦彦・元規制委員長代理が、「3.11 の教訓は自然はごまかさ

ないという事。何の駆け引きもしないし、1厘たりともまけてく

れない。そういう自然があるという事を学ばなければならな

い」と述べている。 

 

【基準地震動の策定について】  

 東日本大震災が実際に起き、また巨大地震が来ないとも限ら

ず、予測も難しい。 

 いつ大きな地震が来るかわからない。 

 地震調査研究推進本部によると、女川原発が面する宮城県沖

は、2011 年までの 80 年余にマグニチュード７クラスの地震が６

～７回起きている。今後 30 年以内の発生確率は 90％とされてい

るなど、危険な地震帯に面している。 

 宮城県沖地震は今後 30 年以内にマグニチュード 7級のものが発

生する確率は 90％以上といわれている。 

 長町－利府線断層帯は地震の予測は困難とされるが、一説では

M7～7.5 の地震が 30 年以内に発生する確率がかなり高いとも言

 本申請における基準地震動は、前述の通り適切に策定されている

ことから、解釈別記２の規定に適合しており、妥当であると判断

しています。 

地震動の評価は、地震調査研究推進本部地震調査委員会による海

溝型地震及び主要活断層帯の長期評価による長期確率、また、同

委員会による全国地震動予測地図で示している地震動及びその

発生確率に基づいて評価を行っているものではありません。 

新規制基準では、敷地に大きな影響を与えると予想される地震

（検討用地震）が施設の供用期間中に必ず発生するものとして地

震動評価を実施し、基準地震動を策定することを要求していま

す。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

われている。 

 

 

【震源として考慮する活断層について】  

 女川原子力発電所近郊にあるＦ－６断層～Ｆ－９断層は本当に

敷地にもっと近づいていないのか。 

 御意見のＦ－６断層～Ｆ－９断層に関する評価については、規制

委員会は審査の過程において、断層端部の評価の根拠となるデー

タの拡充も含めて、明瞭な調査結果を提示した上で、検討するよ

う求めました。 

規制委員会は、敷地に近い側の北西端に重点をおいた追加調査

（海域における音波探査及び海底地形調査並びに陸域における

露頭調査及び地表地質調査）の結果を確認するとともに、断層端

部よりも北西側についても断層又は断層を示唆する変動地形は

認められないことを確認し、Ｆ－６断層～Ｆ－９断層に関する断

層端部の評価は妥当であると判断しています。 

 

【震源として考慮する活断層について】  

 長町
ながまち

―利府
り ふ

線断層帯については、どのような評価がなされてい

るのか。 

 御意見の長町－利府線断層帯は敷地から 30km 以遠にある断層で

あり、申請者は地震調査研究推進本部（2006）、今泉ほか（2018）

等を参考に長さ約 40 ㎞と評価し、震源として考慮する活断層の

一つとして抽出しています。 

規制委員会は、検討用地震の選定に係る地震規模と等価震源距離

との関係を確認した結果、長町－利府線断層帯による地震は、検

討用地震として選定されたＦ－６断層～Ｆ－９断層による地震

及び仙台湾の断層群による地震と比べて、敷地に及ぼす影響は小

さいことを確認しています。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

【「震源を特定せず策定する地震動」の評価について】  

 内陸直下型地震の場合には従来存在が知られていなかった未知

の断層が震源となったものも数多い。 

 震源と活断層を関連づけることが困難な内陸地殻内地震や活断

層が地表に見られぬ潜在的断層や未知の断層がある。 

 大きな断層に誘発されて動く"おつき合い断層"が今後頻繁に活

動する可能性が指摘されている。 

 それまで知られていなかった断層が動き、他にもたくさんの断

層が隠れている可能性が指摘されている。 

 

 解釈別記２では、敷地周辺の状況等を十分考慮した詳細な調査を

実施しても、なお敷地近傍において発生する可能性のある検討用

地震（内陸地殻内地震）の全てを事前に評価しうるとは言い切れ

ないことから、全ての発電所において考慮すべき地震動として

「震源を特定せず策定する地震動」についても評価を行い策定す

ることを要求しています。 

規制委員会は、本発電所についても、震源と活断層を関連づける

ことが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近

傍における観測記録を収集し、これらを基に、各種の不確かさを

考慮して「震源を特定せず策定する地震動」を策定していること

を確認し、妥当であると判断しています。 

 

【「震源を特定せず策定する地震動」の評価について】  

 女川原子力発電所の近くで発生した 2003 年宮城県北部連続地震

も，未知の断層が震源になったと言われている。 

 同上 

御意見にある 2003 年 7 月に発生した宮城県北部の地震について

は、規制委員会は、文献調査、変動地形学的調査、地表地質調査

等の結果に基づき、当該地震群の震源断層であった加護坊山
か ご ぼ う や ま

－

箟岳山
ののだけやま

断層、旭山
あさひやま

撓曲・須江
す え

断層及び 2003 年宮城県中部の地震

南部セグメント断層並びにこれらを連動させた石巻平野周辺の

断層群が震源として考慮する活断層として抽出され、活断層の位

置、形状等の評価がなされていることを確認し、妥当であると判

断しています。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

【「震源を特定せず策定する地震動」の評価について】  

 「震源を特定せず策定する地震動」の選定は、妥当なのか。  規制委員会は、「震源を特定せず策定する地震動」は、以下のこと

から、解釈別記２の規定に適合していることを確認しています。 

 2008 年岩手・宮城内陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震につ

いては、敷地近傍及び敷地周辺との地域性の違いを十分に評

価したうえで、地質学的背景等が異なることから、観測記録

収集対象外としていること 

 Mw6.5 未満の地震については、震源近傍における観測記録を

精査して抽出された、2004 年北海道留萌
る も い

支庁南部地震による

震源近傍の観測点における記録に各種の不確かさを考慮した

地震動を採用していること 

 

【「震源を特定せず策定する地震動」の年超過確率の参照について】  

 「「震源を特定せず策定する地震動」の年超過確率は、10-4～10-7

程度としている。」と記載がある。しかし、全国共通地震・報告

書（震源を特定せず策定する地震動）※における 15 頁ではコン

トロールポイントを超過する地震動が数 10 例あることが明示さ

れている。さらに、防災科学技術研究所（KiK-net）地震動デー

タ等を参考に、約 700 点ある KiK-net 観測点の最近 20 年におい

て全国で観測された地震動を基にすると、以下のようなデータ

など約 50 観測点で超過しており、正しい年超過確率は 10-2程度

（(50 観測点/700 観測点)/20 年 = 1/300 回/年）であり、100

倍を超える差異がある。 

 益城
ま し き

観測点 平成 28 年熊本地震 Mw6,1（2016 年 4 月 14 日） 

 追分
おいわけ

観測点 平成 30 年北海道胆振東部地震 Mw6.6（2018 年

 本審査では、震源を特定せず策定する地震動に関する検討チー

ム報告書に示されている標準応答スペクトルを対象に評価した

ものではありません。当該標準応答スペクトルの取り扱いにつ

いては、別紙 2に記載しています。 

御意見の「正しい年超過確率は 10-2程度」については、正確な

データの抽出方法及び計算方法は分かりかねますが、以下の点

などから適切ではないと考えます。 

 日本全国の KiK-net 約 700 観測点での観測地震動を対象と

し、女川原子力発電所のように、ある 1地点に着目したもの

ではない 

 「震源を特定せず策定する地震動」には該当しない海洋プレ

ート内地震である平成 13 年芸予地震による地震動も含まれ
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Ⅲ－１．１ 基準地震動（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

9 月 6 日） 

 御調
み つ ぎ

観測点 平成 13 年芸予地震 Mw6.7（2001 年 3 月 24 日） 

 

※http://www.nsr.go.jp/data/000280238.pdf 

ている 

 

 
 
Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

【女川２号炉の建物・構築物及び機器・配管系に係る耐震設計方針】  

 地震による剛性の低下が問題になっている。 

女川原発２号機原子炉建屋の場合、運転開始直前の１９９４年の

北海道東北沖地震と２０１１年３月１１日の地震時を比べると、

建屋の「固有振動数」が７割以下に低下していることがわかり、

剛性としては、建設当初と比べ全体で５割以下に低下したことが

わかる。 

元原発設計者は、 

・一般に鉄筋コンクリートの構造物は、震度７のような強い揺れ

でなくても内部に小さな割れ目が生じ、剛性が低下する。剛性低

下により、固有振動数が小さくなり、設計で考慮していた揺れ方

が大きく変わる 

・耐震裕度を評価する際、材料強度や剛性などを設計基準値では

なく、実力値(実際の強度など)を用いて十分な強度があると説明

している事例が多々あるが、コンクリートの実際の剛性は地震動

の増加とともに全く反対の傾向を示していることが危倶される 

・熊本地震のような場合や、強い余震の可能性を考えれば、剛性

が低下し、固有振動数が低下した場合の耐震性を事前に確認して

 構造物の固有振動数は、質量と剛性から決まるものであり、建物・

構築物の初期剛性の低下を考慮した地震応答解析を行うことで、

建物・構築物の固有振動数が低下することとなり、その固有振動

数に基づいて機器・配管系が設計されることになります。 

設置変更許可の審査においては、女川 2号炉の建物・構築物は、

2003 年 5 月 26 日及び 2005 年 8 月 16 日の宮城県沖地震（三陸南

地震、宮城県地震）、2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震等

の地震と乾燥収縮によるひび割れにより初期剛性が低下してい

ますが、東北地方太平洋沖地震後に実施した原子炉建屋の地震計

の観測記録に基づく解析により、鉄筋が降伏していないことを確

認しました。建物・構築物の機能維持限界耐力及び終局耐力につ

いては、試験等により、過去の工事計画認可申請において実績の

ある復元力特性の各耐力を上回っていることを確認したことか

ら、当該復元力特性に初期剛性低下を反映するとともに、今後発

生し得る地震による剛性低下を想定して、現状の初期剛性低下に

加えて、さらに、基準地震動相当の地震を経験した場合の剛性低

下を考慮することにより、今後のひび割れの進展及び増大を考慮
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

おく必要がある。現在の規制基準にはこの問題がまったく考慮さ

れていない 

と指摘している。 

多度津工学試験所では、8 分の１サイズの鉄筋コンクリート製格

納容器のモデルで、加振試験がおこなわれ、最大加速度 562 ガル

の揺れを加えると、固有振動数が 71%に低下。最終的には、19%ま

で低下した。 

この固有振動数の変化は、コンクリート構造物そのものの耐震性

評価に大きく影響する。建屋などの揺れ方(応答)が変化すること

で、中にある機器や配管の揺れも変化する。 

問題は、こうしたことを考慮せずに強い地震が、繰り返し原発を

襲うとどうなるかである。それまでの地震で剛性が低下したとこ

ろに、再び地震が襲うと、建屋の変形が設計想定より大幅に大き

くなり、損傷の可能性が大きくなる。 

また、固有振動数の低下にともない、使用済み燃料プールや原子

炉格納容器の圧力抑制プールの水面揺動(スロッシング)が大きく

なる可能性がある。基礎に伝わる地震の揺れが想定の範囲内であ

った場合でも、建屋の機器、配管は想定していない揺れとなる可

能性がある。 

原発が停止しでも、炉心は崩壊熱を出し続ける。強い揺れで原子

炉が緊急停止できても、短時間に再び強震が襲い、「冷やし」「閉

じ込める」機能がそこなわれれば、事故につながる。 

福島第1原発事故も停止後、冷却機能を失って大事故に発展した。 

 

した設計とする方針であることを確認しています。 

機器・配管系については、点検結果及び観測波に基づく地震応答

解析結果から、耐震重要度分類のＳクラス設備の地震による損傷

はなく、地震による影響が弾性範囲内であること、また、Ｂクラ

ス及びＣクラス設備のうち異常が確認された設備については、復

旧することから、これらを前提として、初期剛性低下を考慮した

建物・構築物の地震応答解析の結果を適用する方針であることを

確認しています。使用済燃料プールやサプレッションチェンバ

（圧力抑制プール）の水面揺動の評価についても同様の方針であ

ることを確認しています。 

なお、建物・構築物及び機器・配管系の設計の詳細については、

工事計画の審査の段階で確認します。 

以上のように、建物・構築物の初期剛性の低下を地震応答解析に

考慮することで、固有振動数の低下を機器・配管系の設計に反映

する方針であることを確認しています。 

 女川原発は、東日本大震災をはじめ大地震に何度も被災した原

発。建屋には多くのヒビが入り剛性が低下しているのではない

 同上 
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

か。 

 

 女川原発 2号では 1,130 ヶ所ものひび割れが見つかった。剛性の

低下は 25%～70%と驚くべきものである。 

申請者の東北電力は「初期剛性低下に加え、さらに基準地震動相

当の地震を経験した場合の剛性低下を考慮する方針」だそうだ

が、ひび割れの影響を過小評価していないだろうか。ひび割れは

伝播します。伝播して拡大していきます。そういった伝播の特性

を考慮することは可能なのだろうか。 

 

 同上 

 女川原発は、３・１１東日本大震災の震源に最も近い「被災原発」

である。加えて、２００３年の三陸南地震、２００５年の８・１

６宮城地震により、いずれも当時の基準地震動を超える振動で揺

さぶられた原発である。 

 

 同上 

 

 審査書案の中の「施設のコンクリートひび割れ」についての記載

について、疑問があります。①「東北地方太平洋沖地震等の地震

及び乾燥収縮の影響により発生したひび割れに伴う影響を適切

に考慮する方針であることを確認した」とありますが、どのよう

に具体的に確認して、1,000 ヶ所ほどもあるひび割れについて考

慮されていたのですか？回答をお願いします。被災した、傷つい

た原発を再び動かすには、それなりの手当が見えないと安心でき

ないでしょう。 

 

 設置変更許可の審査において、女川 2号炉は継続的に地震観測を

実施しており、その観測記録に基づく解析により検討を行うこと

で、複数の地震及び乾燥収縮により建物・構築物に発生したひび

割れ全体の影響を初期剛性の低下として地震応答解析に反映し、

基準地震動に対する耐震性を評価する方針であることを確認し

ています。なお、設計の詳細については、工事計画の審査におい

て確認します。 

 

 建屋のひびについて、事業者は損傷の１ケ所ずつについてはもっ

ともらしい安全宣言をしているが、複数の損傷による相乗作用に

 同上 
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

ついては明らかになっていない。 

 

 東日本大震災ではどうにか事故を起こさなかったものの、見えな

い箇所が傷んでいる可能性は否定できません。次の巨大地震に持

ち堪えられる確証はありません。 

 

 同上 

 「発生したコンクリートのひび割れに伴う初期剛性低下を・・・

このひび割れは、2011 年東北地方太平洋沖地震とコンクリートの

乾燥収縮・・・示した」とある。 

それを受けて、申請者とのやり取りが記述されているが、規制委

員会は「申請者が・・・ひび割れに伴う影響を適切に考慮する方針

であることを確認した」とある。 

規制委員会は、申請者の方針だけを確認したのではないか。実際

に、どのように確認したのか？申請者が適切に考慮するというの

は、どのよう「適切に」なのか、果たして可能なのか。是非とも、

その内容を記述してもらいたい。それがないと、この確認は信頼

性に欠ける。 

 

 同上 

 今回の２号機では、原子炉建屋で１１３０ヶ所ものひび割れが見

つかったことも問題だ。次の巨大地震などで、同じように耐えら

れるのかも疑問である。 

 

 同上 

 コンクリートのひび割れは、分かっているだけでも 1000 か所以

上に上り、また剛性の低下は 7割以上になったと報告されている

が、ひび割れの調査は 2号機全ての建物のすべての階で行ったの

かどうかが明記されていない。さらに、「東北地方太平洋沖地震等

 同上 

設置変更許可の審査においては、ひび割れの発生量が多い原子炉

建屋を代表として、ひび割れの調査結果を確認しています。原子

炉建屋以外の既設建屋については、工事計画の審査において確認
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

の地震及び乾燥収縮の影響により発生したひび割れに伴う影響

を適切に考慮する方針であることを確認した」というのは、どう

確認したのかが不明であり、より詳しく明記すべきである。 

 

します。 

 基準地震動を 1000 ガルに引き上げたからいいとなっているが、

3.11 の時に 2号機は、屋上で 1386 ガル、3階で 1002 ガルが観測

されているため見直すのは当然だが、想定値を超した振動を受け

た女川原発に「どんなひずみを与えたのか」見直した中で「どん

な耐震補強を行ったのか」明らかにしていない。それでは、1000

ガルにしたからいいではないですまされないこと明らかである。 

 観測された原子炉建屋の各階の加速度は、建屋の振動特性による

影響を受けているため、解放基盤表面である原子炉建屋基礎版の

下端で設定された基準地震動の加速度と直接比較はできません。

設計においては、基準地震動を基に、建屋の振動特性を考慮して

各階の地震応答を評価しています。 

設置変更許可の審査において、原子炉建屋については、東北地方

太平洋沖地震後に実施した地震計の観測記録に基づく解析によ

り、鉄筋が降伏していないこと並びに機能維持限界耐力及び終局

耐力については、試験等により過去の工事計画認可申請において

実績のある復元力特性の各耐力を上回っていることを確認して

います。相対的に耐力の小さい原子炉建屋上部について、より一

層の耐震性向上の観点から耐震壁及びブレースを追設した耐震

補強を実施しており、それを含めた設計の詳細については、工事

計画の審査において確認します。 

 

 東日本大震災の震源地にも近いし、何度も津波に襲われている土

地なのに、コンクリート強度試験は、モルタルなど補修状態から

の試験ではない。そんな状況で、次の地震に耐えられるか疑問で

ある。 

 

 コンクリート強度に関しては、ひび割れが生じた建屋の耐震壁か

らの抜き取り試験により、強度低下がないことを確認していま

す。 

 

 女川原発は東日本大震災で大きな揺れに見舞われ、わかっている

だけでも 1000 個所以上のひび割れが見つかった被災施設だ。審

 同上 

23



20 
 

Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

査に当たって仮定した性能・強度が実際には損なわれている危険

性は無視できない高さがある。 

 

 ふつうの住宅でも数千 gal に耐えると言われるのに、悪い冗談の

ようです。また、直下型地震で、数千 gal の加速度を現実に何度

も観測しています。このように耐震性の低い施設の再稼働は許容

できません。 

 

 御指摘の地震動は地表面におけるものと推察します。地表では柔

らかい地層により地震動が増幅されることから、硬質地盤である

解放基盤表面で設定される基準地震動と地表面における地震動

の加速度の比較はできません。 

新規制基準は、地震動に影響を及ぼす震源、地質構造、伝播特性

等は敷地ごとに異なるため、過去にいずれかの地域で発生した最

大の地震を全ての発電所に対して一律の地震動として適用する

のではなく、発電所ごとに基準地震動を評価することを要求して

います。 

また、基準地震動は、地表に設置された地震計による観測値を用

いて地震動評価を行うのではなく、敷地の地下構造を踏まえ、ほ

ぼ水平で相当な拡がりを持って想定される硬質地盤の自由表面

である解放基盤表面における評価を行うことを要求しています。 

建物・構築物については、策定された基準地震動を用いて、建物・

構築物の振動特性を考慮した地震応答解析を実施したうえで評

価する方針とすることを求めています。 

設置変更許可の審査において、申請内容がこの要求に適合する方

針であることを確認しています。 

なお、建物・構築物の設計の詳細は、工事計画の審査において確

認します。 

 

 2011 年 3 月 11 日の地震が将来にも最大規模のものであるという

保証は科学的に証明されていない。日本列島の成立ちを考える

 同上 

24



21 
 

Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

と、４プレートの接点にあることを考えれば、「絶対にこわれな

い」「想定外は許されない」強度の検討をすべき。 

 

 原発は戸建ての１／１０の強度。 

 

 同上 

 

【地震応答解析】  

 耐震安全性の評価ですが、女川原発２号機の基準地震動Ｓ２は３

５０ガルだったと思います。 

今度１０００ガルに引き上げましたが、約３倍です。そんなに裕

度があるのでしょうか。 

地震応答解析において、減衰定数をはじめいろいろなテクニック

を駆逐して、基準内に収める工夫などしていないのかと疑いを持

っています。御検討ください。 

 

 設置変更許可の審査において、地震応答解析は、耐震設計に関し

適用実績のある規格及び基準に基づいた手法及び条件を適用す

る方針を確認しています。減衰定数等を含む解析条件の妥当性に

ついては、工事計画の審査において確認します。 

 

【建屋・構築物及び機器・配管系の被害の検証と補修】  

 東北地方太平洋沖地震により損傷を受けた建物・構築物と設備・

機器の補修の実施とその実効性を検証したのかどうかについて、

審査書案には何ら記載がない。もし検証したのであれば、その内

容を審査書に明記するとともに、関連資料の公開を求める。もし

検証していないのであれば、再稼働の前提条件の一つである設置

変更許可を審査する規制機関として重大な不作為であり、審査の

やり直しを求める。その理由として、東北地方太平洋沖地震の際

に、女川 2号機では原子炉建屋の耐震壁に多数のひび割れ（1130

箇所）が確認され、東北電力は技術的評価にもとづき、同建屋の

剛性が顕著に（最大 70%）低下していることを規制委員会に報告

した。同報告後、建屋の剛性低下対策がどのように行われ、その

 法令上、地震等により損傷を受けた原子炉施設は、規制基準への

適合の維持及び補修等の必要な措置について、次のとおり要求さ

れています。 

原子炉等規制法において、発電用原子炉施設の設置者は、原子炉

施設を「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する

規則」（以下「技術基準規則」という。）に適合するよう維持する

ことが求められています。そのため設置者は、過去に発生した地

震等が施設の健全性に及ぼした影響について評価し、原子炉施設

の技術基準規則への適合が維持されているかどうかという視点

で確認し、必要に応じて修理することとなります。 

また、地震により原子炉の運転が停止した場合、申請者は、地震
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

実施効果がどのように確証されたのかを含めて、東北地方太平洋

沖地震による影響とそれへの対策の有効性を規制委員会はチェ

ックすべきである。 

による施設への影響を確認するために点検を行い、施設の異常の

有無や健全性を確認し、補修を行う等、必要な措置を講じること

が求められます。 

そのため、女川原子力発電所について、申請者は、東北地方太平

洋沖地震において、地震発生当時の女川原子力発電所における観

測記録から得られた解放基盤表面における地震動が基準地震動

（580Gal）を一部周期帯で上回ったため、原子炉施設がその保守

管理を行う観点から特別な状態にあると判断し、実用炉規則第８

１条第１項第７号に基づき、特別な保全計画を策定しました。申

請者はこの保全計画に基づき、建物・構築物及び機器・系統の健

全性確認を行っており、その実施状況については、原子力規制委

員会が保安検査等で確認しています。保全計画に基づいた保守管

理を実施しているかなどを含め、事業者の保安活動について、今

後、原子力規制検査を通じて監視していきます。 

女川原子力発電所の設置変更許可の審査においては、特別な保全

計画に基づく補修及びそれを踏まえた設計の方針について、以下

のとおり確認しています。 

建物・構築物については、現状のひび割れを踏まえた初期剛性低

下に加えて、さらに、基準地震動相当の地震を経験した場合の剛

性低下を考慮することにより、今後のひび割れの進展及び増大を

考慮した設計とし、基準地震動に対する耐震性を評価する方針と

しています。 

なお、建屋のひび割れについては、経年劣化を防止することを目

的として補修を行う方針としています。 

また、機器・配管系の設備については、申請者から、上記に基づ

き実施されている特別な保全計画としてこれまで実施した機器・
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

配管系の地震後の設備健全性確認に関して、耐震重要度分類のＳ

クラス設備に損傷はないこと及びＢ、Ｃクラス設備のうち異常が

確認された設備（蒸気タービン（Ｂクラス）他）については、取

替、補修等により復旧を行う方針であることが示されています。 

設備の耐震設計にあたっては、特別な保全計画の点検結果及び初

期剛性低下を考慮した地震応答解析の結果等を反映する方針と

していることを確認しています。 

建物・構築物及び機器・配管系の地震応答解析結果に基づいた耐

震設計の詳細については、工事計画の審査において確認します。 

建屋の耐震設計方針等、審査の根拠となった資料は、原子力規制

委員会ＨＰにて公開しています。 

なお、審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、

変更しようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等につ

いて確認した結果を記しています。建物・構築物及び機器・配管

系の補修方法の妥当性については、上記のとおり法令上の要求に

基づく規制の各段階において確認することとしており、設置変更

許可段階の審査書（案）には記載しておりません。 

 

 女川原発は、「3.11」はじめ何度も大地震に遭遇し、建屋や設備、

また機器や配管等が深刻な痛手を被り、安全余裕を蝕んでいるこ

とは明らかだ。 

 

 同上 

 女川原発は震災被災原発です。報道によりますと、1130 ヶ所もひ

び割れたところが見つかっており、個々のひび割れを手当てする

だけでは、安全性の確保はできないのではないかと考えます。 

 

 同上 
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

 女川原発は、東日本大震災で被災した原発であり、原子炉建屋の

コンクリート壁には、１１３７箇所のヒビ割れが確認されてい

た。宮城県の「女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会」

でも、稼働に耐えられるか討論になってきた。審査では、十分に

設備や機械、計器類の検証が行われたとはいいがたい。再稼働し

てはならない。 

 

 同上 

 女川原発は東日本大震災で被災した特別な原発です。タービンや

クレーンも破損しています。設備や機械類、計器、配管などの検

証はされているのですか。 

 

 同上 

 女川原発は、被災原発です。建物の老朽化に被災が輪をかけ、ひ

びまみれだったことは誰もが知っていること。それをちょいちょ

い、とメンテしたところでなぜ安全と言えるのですか。更にフク

イチは津波に合った、でも女川原発は大丈夫だった、と得意げに

語る方もいらっしゃいますが、それは自慢にはなり得ません。今

後も女川原発が多くの地震に見舞われることは必至、そのために

は今の不十分な被災検証で安全審査合格を出せるはずがありま

せん。完全に被災検証ができたとしても、原子力発電所は軒並み

即廃炉すべきと考えます。 

 

 同上 

 女川原発は、３・１１東日本大震災の震源に最も近い「被災原発」

である。加えて、２００３年の三陸南地震、２００５年の８・１

６宮城地震により、いずれも当時の基準地振動を超える振動で揺

さぶられた原発であって、「原子炉など主要設備をつなぐ配管の

接合部が弱点」との指摘（東北大災害科学国際研究所：源栄正人

 同上 
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

教授・地震、耐震工学）もあることからすると、日本が経験した

ことがない「被災原発の再稼働」の領域に踏み込むべきではない。 

 

 2011 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震で女川原発 2 号機は、

建屋に 1000 ヶ所におよぶひび割れが報告されていた。そのこと

によって建屋の耐震性は低下したことになる。問題は、補修する

ことによって、耐震性が以前よりも上がったかどうかである。少

なくとも 2011 年 3月 11日の地震以上の耐震性を持っているよう

になったか否かである。 

通常、ビル、橋等は新たに作り替える方が強度を増すことができ

るものである。 

 

 同上 

 原子力市民委員会、所属のプラント技術者は、女川原発２号機の

設計基準について、（III-1 地震による損傷の防止(第 4 条関

係)/p.10）、以下の意見を公開されている。１）東北地方太平洋沖

地震(2011 年 3 月 11 日)により損傷を受けた建物・構築物の補修

の実施とその実効性を検証したのかどうかについて、審査書案に

は何ら記載がない。もし検証したのであれば、その内容を審査書

に明記するとともに、関連資料の公開を求める。もし検証してい

ないのであれば、再稼働の前提条件の一つである設置変更許可を

審査する規制機関として重大な不作為であり、審査のやり直しを

求める。 

 

 同上 

 女川原発は３．１１以前から何度も大地震にあっており、その極

めつけが３．１１被災でした。福島第一原発と同じ状態になるの

を間一髪（生き残った電源１本だけ）で免れたものの、爆発こそ

 同上 
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

起こさなかったが、建屋には無数のヒビが入り、多数の設備・機

器類がこわれたと、事故当時聞いております。これらの修理が完

全になされたのでしょうか。確信がもてません。 

 

 「機噐・配管系については、耐震Ｓクラス設備に地震による損傷

はなく、観測波に基づく地震応答解析結果が弾性範囲内であるこ

と、・・・、復旧するため地震による損傷は残らないことから、機

器・配管系の設計において、・・・設計への反映事項はないとし

た。」と記載されているが、原子炉用配管の変形が弾性範囲内にと

どまっていたかは、計算上だけではなく実機について、どのよう

にして判断したのか。 

2007 年の新潟県中越沖地震(M6、8)で被災した東京電力柏崎刈羽

原発で、同じ問題が新潟県技術委員会で詳細に議論された。目視

検査、浸透探傷検査あるいは磁粉探傷検査、超音波探傷検査のい

ずれによっても、地震によって塑性変形したか否かを判定するの

は不適であることが合意された。特に、原子炉容器の入りロノズ

ル周辺の塑性ひずみは直に訊べようがない。シミュレーションに

頼るしかないと言うかもしれないが、しかし、それでいいのか？

大きな疑問と不安とが残る。もっと抜本的な、解体修復的な、披

査と対策が不可欠ではないのか。 

 

 同上 

 女川原発は2度に渡り過去の基準地震動を超える地震に見舞われ

ている。補強工事をしたにしても時間が経過すれば劣化が進むこ

とになる。原発は廃炉作業なども含めれば数十年先をも見越した

審査が必要と思うが、それまで持つのかどうか甚だ疑問だ。 

 

 同上 

なお、廃止措置については、設置変更許可とは別に、原子炉等規

制法に基づき、事業者は廃止措置計画を定め、原子力規制委員会

の認可を受ける必要があります。 
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

 大地震に被災した原発であり、その影響による剛性低下などを検

証した記述がない。その点をやり直す必要がある 

 御指摘の東北地方太平洋沖地震等による剛性低下については、審

査書（案）Ⅲ－１．２の３．（１）「地震応答解析による地震力」

に記載しています。 

 

【波及的影響】  

 排気筒（地上高さ 160m の鉄塔）の耐震安全性は信頼に足るもの

でしょうか。また、倒れた場合、２号機原子炉建屋にまで達する

可能性のある排気筒があるようです。（問合せたところ２号機ま

での距離はおおよそ150m位の排気筒と200m位の排気筒とがある

とのこと）、高さ 160m の排気筒の倒れ方次第では、建屋をはじめ

重要な諸設備、機器等を備えた他の建物や事務新館にも被害をも

たらすことが考えられるでしょう。排気筒の安全対策について、

信頼性を徹底したご審査を期したい。 

 

 2 号炉排気筒（高さ 160m）については、耐震重要度分類のＳクラ

スとしていることから、基準地震動により安全機能が損なわれる

おそれがない設計とする方針であることを確認しています。ま

た、1 号炉排気筒（高さ 125m）は、1 号炉排気筒下斜面の崩壊を

仮定した場合に最も近い2号炉排気筒へ到達する可能性があるた

め、耐震重要施設へ波及的影響を及ぼし得る施設として抽出し、

基準地震動により斜面が崩壊しないことを確認するとともに、1

号炉排気筒本体も基準地震動に対して倒壊することがない設計

とする方針であることを確認しています。なお、設計の詳細につ

いては、工事計画の審査において確認します。 

 

【耐震重要度分類】  

 非常用取水設備を構成する設備のうち、スクリーン室、取水路、

補機冷却用海水取水路、補機冷却用海水取水槽のいずれもがＣ

(Ss)クラスとされていることは誤りであり、本来はＣクラスでな

く最上位のＳクラスでなければならない。なぜならば、これらは

原子炉から崩壊熱を最終ヒートシンク(海)まで輸送する上で必

須の設備であり、「原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するため

の施設はＳクラスとすること（設置許可基準規則の解釈(別記２)

第 4条２の一）」に該当するからである。 

しかしながら、既存の原子力規制委員会のスクリーン室等に関す

 設置許可基準規則の解釈別記２第２項第１号において、耐震重要

度分類のＳクラスに分類される「原子炉停止後、炉心から崩壊熱

を除去するための施設」は、原子炉隔離時冷却系、高圧炉心スプ

レイ系、残留熱除去系等が該当し、具体的には、直接その安全機

能を有する各種ポンプ、配管等を指しています。 

女川 2号炉の非常用取水設備である取水口、取水路、海水ポンプ

室等は、原子炉補機冷却海水系統に使用する海水を取水する海水

ポンプ等へ導水するための流路を構築するための構造物であり、

「原子炉停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設」には該
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

る見解は、スクリーン室等が、ＳクラスでなくてＣクラスでよい

とする根拠は何も述べられていない。また、回答に「これらの設

備は、地震によるひび割れ等の損傷があっても通水性が損なわれ

ず、」とあることは、ひび割れを上回る規模の大きい損壊により通

水性が損なわれるおそれを無視した妥当性を欠く例示表現であ

る。 

それを踏まえ、耐震Ｃクラスの取水構造物について、以下の点を

明らかにされたい。（１）基準地震動によりコンクリートの損傷が

ひび割れ程度にとどまるとは、どの法規条文によって規定(担保)

されているのか。 

（２）女川第 2の設置変更許可申請書と関連書類のどこにその

設計方針と評価結果が記載されているのか。 

当しません。 

設置変更許可の審査において、取水構造物をＣクラスに分類した

上で、基準地震動に対して機能維持する方針であることを確認し

ていることから、流路の通水性が損なわれず、Ｓクラス設備であ

る海水ポンプの機能を損なわないと判断しています。 

設計の詳細については、工事計画の審査において確認します。当

該審査に用いられる、耐震設計に係る工認審査ガイドでは、非常

時における海水の通水機能を求められる土木構造物等を屋外重

要土木構造物と定義し、当該土木構造物については、基準地震動

による地震力と地震力以外の荷重の組合せに対して、施設に生じ

る応力又は変形等が限界値に対して妥当な余裕を有しているこ

とを確認することとしています。 

女川 2号炉の設置変更許可申請書の第一回補正書（令和元年 9月

19 日付け）の８－１－６６９に設計方針等が記載されています。 

 

 耐震重要度分類は不合理である。例えばＳクラスとされる冷却

系統について、通常圧力バウンダリを構成する部分については

Ｓクラスと指定されているのに、これを最終的に逃がす場所で

ある「最終ヒートシンク」の大半の部分はＣクラスとされてお

り、これでは冷却不能になる事態が想定されるからだ。具体的

には非常用取水設備を構成する設備のスクリーン室等について

は、Ｃクラスで設計されており、これらがＳクラスで設計され

ていないのは誤りである。これらは原子炉を冷却する際に、圧

力容器内の熱を海まで輸送する上で必須の設備であり、「原子炉

停止後、炉心から崩壊熱を除去するための施設はＳクラスとす

ること（設置許可基準規則の解釈）」に該当する。従って、冷却

 同上 
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

系統は一貫してＳクラスとしなければならない。 

 

 Ｂクラス、Ｃクラスに分類したものについても、実際の地震・

津波の際に壊れては重大な事故につながるおそれのあり、本来

は全てＳクラスにすべきではないか。そうしないのは、仮に全

てＳクラスにすると原発の稼働ができないという「経済的合理

性」に基づいているのではないか。 

 

 耐震重要度分類のＢクラスに分類される施設とは、Ｓクラス施設

と比べ、その安全機能の機能喪失によって生じる放射線による公

衆への影響が小さい施設であり、Ｃクラスはさらに影響が小さい

施設です。 

全ての施設を耐震重要度分類のＳクラスに分類するということ

は、特に重要な施設を確実に守るとの観点からは必ずしも有利に

ならない可能性があることから、施設の重要性に応じて耐震重要

度を分類することは合理的であると考えます。 

 

 2012 年 6 月に、女川原発１号機の天井クレーンの軸受けが損傷

した。軸受けは、基準地震動 Ss の地震力に対する機能要求はな

くＢクラスである。これは、非常事態でクレーンを動かそうと

した時に、燃料が取り出せないという事態が発生するのではな

いか。クレーンを動かすのに必要な軸受け等の機能要求は、Ss

クラスにすべきではないか？ 

 原子炉建屋クレーンは、原子炉内に装荷された燃料の取出し作業

には使用しません。 

また、重大事故等において、原子炉建屋クレーンを使用すること

は想定されておらず、重大事故等対処設備として位置付けられて

おりません。このため、非常事態を想定して原子炉建屋クレーン

を耐震重要度分類Ｓクラスとする必要はないと考えます。 

 

 同様に、「建物・構築物の水平地震力」についても「水平地震力

については、地震層せん断力係数に、施設の耐震重要度分類に

応じた係数（Ｓクラスは 3.0、Ｂクラスは 1.5 及びＣクラスは

1.0）を乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定する。」と

しているところも不合理であり、建屋毎に強度が異なるため、

それぞれの接続部において、大きな変位が発生することとな

る。そのため建屋間を通っている配管、電路系統などが破損し

て冷却不能となる事態を招いたり火災を生じさせる原因とな

 設置許可基準規則の解釈別記２では、耐震重要施設が、耐震重要

度分類の下位クラスに属するものの波及的影響によって、その安

全機能を損なわないように設計することを求めています。また、

この波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用い

る地震動又は地震力を適用することを求めています。設置変更許

可の審査において、耐震重要施設と耐震重要度分類の下位クラス

の施設との接続部における相互影響の評価も含めて、申請内容が

これらの要求に適合していることを確認しています。なお、設計
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

る。火災については 2007 年の中越沖地震において柏崎刈羽原発

3号機で実際に経験したことである。これらの反省を踏まえるな

らば、Ｓクラスに接続する施設設備はＳクラスの耐震重要度と

するべきである。 

 

の詳細については、工事計画の審査において確認します。 

 

【地下水位の設定】  

 防潮堤にしても、強固なものにした結果、逆に地下水の流れを

変えて、建屋側は水が溜まり液状化、海側は地盤沈下の恐れが

出てきます。地下水管理システムなどで管理すると言っても、

それは自然の冒とくであり、それが出来ない現実が福島第一原

発ではないでしょうか。 

 

 設置変更許可の審査においては、防潮堤下部を地盤改良すること

で敷地から海への地下水の流下がせきとめられるため、地下水位

が地表付近まで上昇する可能性があることから、耐震性を含め適

切に信頼性を確保した地下水位低下設備により一定の範囲に保

持した地下水位に基づいて、地震時の敷地の液状化及び沈下を評

価する方針とすることを確認しています。 

 

 防潮堤地盤改良工事による、地下水の影響をどのように考慮し

たのかが不明。そこに福島事故の汚染水の知見はどのように生

かされているのか。 

 

 同上 

 被災した原発の再稼動審査なのだから慎重に審査するべきで

す。東日本大震災の震源地にも近いし、何度も津波に襲われて

いる土地なのに、強度の防潮堤のため地下水の影響で沈下する

可能性さえある。そんな状況で、次の地震に耐えられるか疑問

である。 

 

 同上 
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針（第４条関係） 

御意見の概要 考え方 

 地震により建屋が損壊、沈降等して、地下水が流入する場合の

評価を記載するよう強く求める。本件原発では、防潮堤の地盤

改良工事により地下水が遮断され地下水位の上昇が見込まれる

ことから、事業者は地下水位低下設備を設置するとしている

が、地震により建屋が損壊、沈降等した場合には、同じく地震

によって地下水位低下設備も損壊、停止等する可能性が高く、

同設備が機能しないことを前提に建屋損壊による地下水流入を

評価すべきである。 

 

 耐震重要施設が設置された建屋については、岩盤上に設置されて

いることを確認しており、耐震重要施設に影響を与えるような沈

降はしません。また、これらの建屋は、基準地震動に対して機能

維持すること又は波及的影響を防止する観点から損傷等しない

設計とする方針であることを確認しています。 

地下水位低下設備についても、基準地震動に対して機能維持する

設計とする方針であることを確認しています。 

したがって、耐震重要施設が設置された建屋が地震により損壊、

沈降し、かつ、地下水位低下設備が損壊、停止するような状況を

想定して地下水の建屋への流入を評価する必要はないと考えら

れます。 
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Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係） 

御意見の概要 考え方 

【地盤の変位・支持について】 

 女川原子力発電所はもともと砂浜であった場所であり、もろいジ

ュラ紀の地層に立地しており、極めて危険である。また、敷地に

認められる断層は「将来活動する可能性のある断層等」に該当し

ないと認めたのはなぜなのか。 

 

 ジュラ紀の地層は新しい時代の地層と比べて一般的に硬いとさ

れています。敷地の地盤については、規制委員会は、基礎地盤

を構成する岩石に関する試験結果、対象施設の最大接地圧の評

価結果等から、施設を十分に支持することができることを確認

しています。 

また、規制委員会は、断層の新旧関係（切り切られ関係）並び

に断層の最新活動面に確認される鉱物脈の晶出状況及び生成環

境等から、重要施設を設置する地盤に確認された断層は前期白

亜紀の熱水活動が終息して以降に断層活動がないと評価でき、

「将来活動する可能性のある断層等」に該当しないことを確認

しています。 

 
 
Ⅲ－３．１ 基準津波（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

【基準津波の策定について】 

 津波の想定が原発付近で過去起きた最大規模、強さを想定して

いない。 

 再び宮城県沖での地震が起きたときに想定を上回らないとはい

えない。 

 地震・津波の予測には限界があり、策定された基準地震動・基

準津波で十分だとは言い切れない。 

 地震に伴う津波について書かれていますが、過去のデータやシ

ミュレーションなどで自然の脅威は計り知れません。 

 女川原発はくり返し巨大地震と大津波を発生させている日本海

 

 解釈別記３は、基準津波について、最新の科学的・技術的知見を

踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、地質構造及び地

震活動性等の地震学的見地から想定することが適切なものを策

定することを要求しています。また、津波の発生要因として、地

震のほか、地すべり、斜面崩壊その他の地震以外の要因、及びこ

れらの組合せによるものを複数選定し、不確かさを考慮して数値

解析を実施し、策定することを要求しています。 

規制委員会は、地震に伴う津波及び地震以外の要因による津波に

よる津波評価の内容について審査した結果、本申請による基準津
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Ⅲ－３．１ 基準津波（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

溝沿いの震源域に最も近い。 

 

 島崎邦彦・元原子力規制委員長代理（地震学）は「将来起こる

地震は、自然が決める」と地震・津波の予測の限界を指摘して

いる。 

 島崎邦彦・元規制委員長代理が、「3.11 の教訓は自然はごまかさ

ないという事。何の駆け引きもしないし、1厘たりともまけてく

れない。そういう自然があるという事を学ばなければならな

い」と述べている。 

 

波は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十

分に考慮して、策定されていることを確認し、解釈別記３の規定

に適合しており、妥当であると判断しています。 

 

【東北地方太平洋沖型の地震による津波等（パラメータ）について】  

 東北地方太平洋沖型の地震における基準断層モデル②におい

て、地震規模を Mw9.04 としたとあるが、委員会がこれで十分安

全側の評価ができるとして認めた値か、申請者の想定した値を

鵜呑みした数値か。この箇所以外にもパラメータをどう評価し

て使っているのか不明なものばかりである。 

 規制委員会は、東北地方太平洋沖型の地震に伴う津波のうち基準

断層モデル②の地震規模については、岩手県沖南部～茨城県沖に

設定したすべり領域（断層面積）から Mw9.04 と設定しているこ

とを確認しています。さらに、以下のことから、妥当であると総

合的に判断しています。 

 基準断層モデル②をベースに、海溝側のすべりを強調した基

準断層モデル③を設定していること 

 規制委員会の指摘を踏まえ、既往知見を参考に、広域の津波

特性を考慮した青森県東方沖及び岩手県沖北部～茨城県沖を

すべり領域（断層面積）とした基準断層モデル①（Mw9.13）

を設定していること 

また、規制委員会は、上記の基準断層モデルにおけるパラメータ

等については、以下の通り設定し、津波水位評価をしていること

から、妥当であると判断しています。 

 最新の知見を踏まえ、大すべり域及び超大すべり域の面積、
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Ⅲ－３．１ 基準津波（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

すべり量等について、不確かさを考慮して設定していること 

 規制委員会の指摘を踏まえ、大すべり域及び超大すべり域の

位置については、宮城県沖の大すべり域の位置を 10km 単位で

移動させたパラメータスタディを行い、敷地への影響が最も

大きい位置に設定していること 

 規制委員会の指摘を踏まえ、破壊開始点、破壊伝播速度及び

立ち上がり時間について敷地への影響について検証を行い、

破壊開始点に加え、破壊伝播速度の不確かさを考慮している

こと 

 

【アウターライズ地震による津波評価について】  

 アウターライズ地震による巨大津波の可能性がある。 

 津波解析シミュレーションで東北沖アウターライズ地震による

津波高さを確認するべき。アウターライズ地震による津波は巨

大である。例えば、明治三陸沖地震の 37 年後に発生した 1933

年の昭和三陸沖地震では震度５が記録され、大船渡で約 29ｍの

津波が観測されている。ところが審査書では、アウターライズ

地震について「観測記録を用いた検討による評価を実施した」

（審査書 P.17）とあるのみ。津波解析シミュレーションを実施

するべき。2011 年東北地方太平洋沖地震に続くアウターライズ

地震の発生が危惧されるのだから、津波解析シミュレーション

により、東北沖の各地点でアウターライズ地震を発生させて女

川原発敷地への来襲津波の最大高さを確認するべきだ。 

 規制委員会は、アウターライズ地震に起因する津波については、

最新の知見を踏まえ、1933 年昭和三陸沖地震津波の既往知見（最

大 Mw8.35）を上回る、保守性を考慮した波源モデル（Mw8.6）を

敷地前面の海溝軸付近に設定するとともに、波源の位置、走向及

び傾斜等、各種の不確かさを考慮して、津波シミュレーションを

実施し、敷地前面等の津波水位を適切に評価していることを確認

しています。 

また、御意見で引用している審査書（案）における記載は、地震

動評価における検討用地震の選定に係る記載であり、上記の津波

評価内容については当該審査書（案）の「Ⅲ－３．１ 基準津波 

１．地震に伴う津波 （３）地震に伴う津波評価 ③海洋プレー

ト内地震に起因する津波」に記載しています。 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

【２．基本事項 （１）敷地及び敷地周辺における地形と施設の配置】  

 女川原発は、東日本大震災の震源地に最も近いところに位置しま

す。3．11 の津波は敷地の 80 センチ下まで迫り、福島第一原発と

同じ運命を辿っていてもおかしくなかったと思う。いくら安全対

策工事が来年度中に終わるとはいえ、動かしちゃいけない危険な

原発であることに違いないはず。 

 新規制基準では、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏

まえて、基準津波の策定方法や津波防護対策に対する要求が大幅

に強化されています。 

設置変更許可の審査において、基準津波については、最新の科学

的・技術的知見を踏まえ、検討対象波源を適切に選定し、各種の

不確かさを十分に考慮して策定していることを確認しています。

また、防潮堤については、基準津波に対して津波防護機能を保持

できる設計とする方針を確認しています。具体的には、津波の流

入を防止するため、敷地前面の入力津波が O.P.＋24.4m であるの

に対し、O.P.＋13.8m の敷地前面に O.P.＋29.0m の高さの防潮堤

を設置する方針を確認しています。 

また、取水路、放水路等の経路から津波の流入を防止するため、

津波防護施設として防潮壁及び取放水路流路縮小工並びに浸水

防止設備として浸水防止蓋、水密扉、逆止弁付ファンネル及び逆

流防止設備を設置することを確認しています。 

なお、設計の詳細については、工事計画の審査において確認しま

す。 

 

 東日本大震災時、女川原発は、ほんの数メートルの差でたまたま

非常用電源の喪失を逃れた。この事実を決して忘れてはならな

い。所詮人の予測、規定などその程度のものであり、ケタ違いの

津波の到来を先の事故の教訓として生かすべきではないか。 

 

 同上 

 

 「3.11」を踏まえて 29m の防潮堤となったが、将来的な津波到来

において規模的にも質的にも充分だという保証はない。科学的知

 同上 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

見としてではなく、再稼動を前提として経済的に可能な水準で決

定したと思われる。女川原発はその立地上、津波常襲地域である

ことを大いに配慮し、その建設に当たっては、充分に余絡をもっ

て建てられたにも拘わらず、「3.11」では結果的に 1m に満たない

極めてスレスレの状態でかろうじて浸水を免れた経験を踏まえ

るとこれで充分と言えない。 

 

 防潮堤が何メートルだろうがどんな安全対策をしようが、事故が

起こる。 

 

 同上 

 

 規制委は、海からの高さ２９メートルの防潮堤を設置するなどの

東北電力の「対策」を了承したが、安全という保証はない。 

 

 同上 

 

 防潮堤は、巨大な津波に耐えられるのか。 

 

 同上 

 

 「津波防護対策として女川湾に面した13.8mの敷地前面に29mを

天端とする鋼管式鉛直壁と盛土堤防で構成される防潮堤を設置

する」と記載しているが、全長 800m の防潮堤のうち 10m おきに

１本だけが硬い岩盤に達しており、他の鋼管は達していない構造

と聞いている。このような構造で本当に津波による浸水を防げる

のか、3.11 大震災で釜石湾の高さ 60m の巨大な防潮堤が壊れた様

子から、不安であり、疑問がある。 

 

 同上 

防潮堤の長杭については、岩盤に直設支持され、長杭間にある短

杭については、改良地盤を介して岩盤に支持される設計とし、基

準地震動による支持地盤のすべり安定性を確保するために置換

コンクリートを防潮堤前面に設置する方針であることを確認し

ています。 

 

 防潮堤の一部のくいが岩盤に達せず、地盤改良し、さらに置換コ

ンクリートを設置するとのことだが果たしてそれで防潮堤は安

全と言えるのか。 

 同上 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

 

 防潮堤と接続している地盤は津波の弱部とならないか。  防潮堤と接続している地盤については、基準地震動に対する安定

性が確保された敷地内の岩盤と同等の岩盤であることを確認し

ています。なお、当該地盤の高さは、O.P.＋29.0m の防潮堤の高

さ以上であることを確認しています。 

 

 29m の防潮堤を新設したが、雄勝
お が つ

等は 38m まで津波が襲来した。 

 

 津波高さは、海底地形や遡上域の地形等の影響を受けるため、地

域や場所ごとに津波高さや遡上高さに差が生じます。 

設置変更許可の審査において、申請者が、最新の科学的・技術的

知見を踏まえ、検討対象波源を適切に選定し、各種の不確かさを

十分に考慮して、基準津波を策定した上で、公的機関等による陸

域及び海域の地形データを用いて、基準津波の波源からの数値解

析により、防潮堤前面の入力津波を設定することを確認していま

す。また、入力津波の設定において、地震による敷地周辺の地形

変化や潮位のばらつき等も考慮して保守的な値としていること

を確認しています。 

上記により設定された防潮堤前面の入力津波は、O.P.＋24.4m で

あり、これに対し、O.P.＋13.8m の敷地前面に O.P.＋29.0m の高

さの防潮堤を設置することで、津波が敷地に遡上しない設計とす

ることを確認しています。 

 

 よく津波が来る地域に、あの防潮堤では不十分だと思う。地盤沈

下するのであれば安全は守れない。また、最悪のシナリオだと、

津波の第一波目で傾き、二波目で壊れ、三波目で倒れる構造とな

り、3月 11 日の教訓を踏まえていないのではないか。 

 

 新規制基準では、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏

まえて、基準津波の策定方法や津波防護対策に対する要求が大幅

に強化されています。 

設置変更許可の審査においては、防潮堤下部を地盤改良すること

により、沈下しない構造とする方針であることを確認していま
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

す。また、防潮堤は、地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返

し作用に対して津波防護機能が維持できるように設計する方針

であることを確認しています。設計の詳細については、工事計画

の審査において確認します。 

 

 津波も何波にもわたって襲来し、東日本大震災では、岩手県宮古

市田老の防潮堤が粉みじんになるなど想定外の事態が起こった

が、それらの知見はいかされているのか。 

 

 同上 

 

 巨大な防潮堤直下の地盤改良という難工事を本当に完遂できる

のか。それによって十分な地盤強度が得られるのか。まったく保

証はない。そもそも基準に合致しない防潮堤を作ったことが問題

であり、そのような女川原発に「基準適合」という審査結果を出

すべきではない。「基準適合」との審査結果を出すのであれば、基

準に適合した防潮堤をいちから作り直させるべきではないか。 

 

 設置変更許可の審査においては、一般産業施設の施工事例や申請

者が実施した試験施工結果から、施工成立性の見通しを確認して

います。また、改良地盤の物性値については、申請者が所定の物

性値が確保されていることを施工時に確認する方針であること

を確認しています。詳細については、工事計画の審査において確

認します。 

 

 防潮堤直下の地盤改良は完遂できるとは思わない。地盤改良の工

事の具体的な計画を明示していない。さらには、工事後の検証を

どのような方法でするのかも説明できていないし、地盤の強度が

確保されたと実証するのか。上記の点から、地盤改良については

信用できない。 

 

 同上 

 

【３．津波防護の方針（２）敷地への浸水防止（外郭防護１）】  

 防潮堤の内側には山側からの雨水や地下水を放出するための排

水管を設置するのか。また、配水管を設置した場合、高波や津波

が入り込まないようにするためにどのような工事をするのか。 

 設置変更許可の審査において、本発電所敷地内の雨水、地下水に

ついては、屋外排水路により、防潮堤を横断し、海域に排水する

設計とすることを確認しています。また、屋外排水路が敷地への
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

 津波の流入経路となることから、津波の流入を防止するため防潮

堤の横断部に逆流防止設備を設置する方針を確認しています。 

 

 津波の流入防止対策に逆止弁を採用されていますが、バイパスラ

インがない事を確認すべき。また、東京電力福島第一原発事故の

際も運用を優先して、安全装置が働かなかったと疑われる事例も

有るのでオペレーションにより、すべての逆止弁の安全装置が機

能しない設計でない事を確認すべき。 

 

 設置変更許可の審査において、地下部の水路等から敷地内への流

入経路については、流入の可能性を網羅的に検討した上で特定

し、流入を防止する設計とすることを確認しています。さらに、

漏水する可能性を考慮しても重要な安全機能への影響を防止す

る方針であることを確認しています。  

なお、津波の流入防止対策として設置する逆流防止設備及び逆止

弁付ファンネルについては、流入方向に水圧がかかった場合に自

動的に閉じる構造となっているため、操作は不要です。 

 

 全ての浸水防止蓋について、点検で開放中に津波が来た際、作業

員の避難と浸水防止蓋の再閉止が、予想される津波の最短到達時

間までに間に合うか検討すべき。 

 

 設置変更許可の審査において、浸水防止蓋については、取水路等

からの津波の流入を防止する設計とし、常時閉止の運用とするこ

と、点検等に伴う開放時に津波の流入を防止するための手順を定

める方針であることを確認しています。 

また、保安規定変更認可に係る審査において、浸水防止蓋の点検

時の閉止を含めた津波発生時の手順を確認するとともに、今後、

これらの手順の遵守状況を含む事業者の保安活動については、原

子力規制検査を通じて監視していきます。 

 

【３．津波防護の方針（３）漏水による重要な安全機能を有する施設

への影響防止（外郭防護２）】 

 

 津波に対して、防潮堤を作ったが、29ｍを超えた海水が溜まった

のを「短期間」で、どう排水するのか。ポンプでは間に合わない

のではないか。 

 設置変更許可の審査において、申請者が、最新の科学的・技術的

知見を踏まえ、検討対象波源を適切に選定し、各種の不確かさを

十分に考慮して、基準津波を策定した上で、公的機関等による陸
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

 域及び海域の地形データを用いて、基準津波の波源からの数値解

析により、防潮堤前面の入力津波を設定することを確認していま

す。また、入力津波の設定において、地震による敷地周辺の地形

変化や潮位のばらつき等も考慮して保守的な値としていること

を確認しています。 

上記により設定された防潮堤前面の入力津波は、O.P.＋24.4m で

あり、これに対し、O.P.＋13.8m の敷地前面に O.P.＋29.0m の高

さの防潮堤を設置することで、津波が敷地に遡上しない設計とす

ることを確認しています。 

 

 「申請者は、…長期間の浸水が想定される場合は、…排水設備を

設置する方針としている。」と記載しているが、「長期間の浸水が

想定される」かを確認したのか。 

 設置変更許可の審査において、取水口を通じて海水ポンプ室に浸

水した海水は、海水ポンプ室床面に設置する逆止弁付ファンネル

から排水されることから、排水設備の設置は不要であることを確

認しています。なお、今後の設備の設置等に伴い、浸水量の評価

に影響を及ぼし、長期間の浸水が想定される場合には、排水設備

を設置する方針であることを確認しています。なお、設計の詳細

については、工事計画の審査において確認します。 

 

 「解釈別記３は、…影響がないことを確認することを要求してい

る。」、「申請者は、…影響がないことを確認するとしている。」、「規

制委員会は、…影響がないことを確認するとしており、これらの

方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを

踏まえていることを確認した。」と記載しているが、「確認」の結

果がなんら記載されておらず、要求事項に対し適合していると言

えるのか。 

 

 設置変更許可に係る審査においては、基本的な設計方針について

確認しています。 

そのため、設置許可の審査において、海水ポンプ室補機ポンプエ

リアに設置する逆止弁付ファンネルについて、漏水による浸水経

路となる可能性があるため、浸水量を評価し、原子炉補機冷却海

水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプへ影響を与

えない方針とすることを確認しています。なお、設置許可の審査

では、漏水量評価において重要な安全機能を有する設備の機能を
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

喪失する高さまで浸水しない見通しであることを確認していま

す。詳細な評価については、工事計画の審査において確認をしま

す。 

御意見を踏まえ、方針を確認している旨が明確になるよう修正し

ます。 

 

【３．津波防護の方針（５）水位変動に伴う取水性低下による重要な

安全機能を有する施設への影響防止】 

 

 女川原子力発電所では津波の引き波による海面の低下を考慮し

て原子炉冷却水の取水口が設計されていた。それにも関わらず、

東北地方太平洋沖地震に伴う最大の津波の後に発生した強い引

き波によって海面が下がったとき、短時間ではあるが海面が原子

炉冷却用の取水口よりも低くなっていた可能性が指摘されてい

る。 

 

 設置変更許可の審査において、取水口底盤に貯留堰を設置し、基

準津波の引き波時に非常用海水ポンプに隣接する循環水ポンプ

を停止する手順を整備することで、基準津波の引き波による水位

低下時に非常用海水ポンプの機能を維持できる設計とすること

を確認しております。具体的には、基準津波時に貯留堰を下回る

時間が約 4 分に対して、非常用海水ポンプが約 26 分間運転でき

る水量を確保していることを確認しています。 

 

 過去の津波による漂流物について評価したようだが、技術の進歩

が速い昨今、さらに大きな漂流物が現れる可能性があるのではな

いか。そのような漂流物には対応できるのか。 

 設置変更許可の審査において、申請者が、継続的に敷地内外の漂

流物調査を実施し、新たな漂流物が抽出された場合には、漂流物

による影響を再評価する方針としていることを確認しています。 

 

【４．施設又は設備の設計方針（５）】  

 津波防護設備は 19t の漁船の衝突に十分耐える構造としている

が、設定の船の大きさはこれで十分なのか。さらに作業船などに

ついては、束縛や緊急離岸を的確に行って漂流物を発生させない

としている。説明に窮すると最後は精神訓に頼るのは非科学的で

あり、危険で納得できない。当然、物理的に防潮堤を保護する対

 設置変更許可の審査において、漂流物評価の結果から、発電所敷

地内外の漂流物で最も重量が大きい物が19tの漁船であることを

確認しています。また、当該船舶も含め、抽出された漂流物が防

潮堤に衝突した場合においても、津波防護機能が保持できるよう

に設計する方針とすることを確認しています。設計の詳細につい
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

策が取られていなくてはならない。情報連絡が取れない船舶が原

因で防潮堤が破損し原子炉事故が起こった場合に、事故責任はど

こまで及ぶのか。原子炉が稼働するおかげで、女川湾に出入りす

る船舶が制限を受けるとなると、女川 2 号炉の再開は県知事、関

係市町村長のみならず全国の船舶関係者や、それ以外にも制限を

受ける各種団体からも合意を取り付ける必要が出てくる。そもそ

も、作業船の束縛や緊急離岸を的確行わなければ安全が保てない

地理的環境に原子炉を作って良かったのか。精神訓で事が解決で

きるのであれば、変更許可申請を膨大な資料付きで行う必要もな

かろう。「事故を起こすことがないよう原子炉を運転する。」なる

一行の変更許可申請で事足りるのである。 

 

ては、工事計画の審査において確認します。 

また、発電所敷地内に停泊する燃料等輸送船に関して、申請者は、

津波警報等が発表された場合は緊急退避することとして、緊急退

避に関する手順や船会社との連絡体制を整備しており、この手順

に沿って実施した訓練では基準津波の到達までに緊急退避が可

能であることを示したことから、燃料等輸送船は漂流物とならな

いことを確認しています。 

なお、その他の発電所敷地外を航行する船舶については、津波襲

来時の流速及び流向の経時変化等を考慮した上で、発電所に到達

する漂流物とならないことを確認しており、女川湾に出入りする

船舶に何かしらの制限を設けるものではありません。 

 

 「燃料輸送船等が挙げられるが、津波警報等発表時に緊急避難す

るため漂流物になりえない」と記載しているが、本当にこれで対

応できるのか。すべての船が緊急対応の教育訓練を受けていて、

常時緊急対応できる体制になっているのか。体制だけでは現実の

事故を防ぐことはできない。防護柵を設けるなど、まず物理的に

対策を施した上で体制に頼るべきだ 

 

 同上 

 

 「また、港湾内に停泊する燃料等輸送船、作業船、貨物船等につ

いては、津波警報等が発表された場合において、荷役作業等を中

断し、必要に応じ固縛等の措置を講じた上で、…緊急離岸を的確

に実施することにより漂流物としないとしている。」と記載して

いるが、確実に離岸できるという保証はない。燃料輸送船を漂流

物とした場合の評価を実施するべきではないか。 

 

 同上 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

 あらゆる可能性を排除しないことを考えれば、停泊する燃料等輸

送船も漂流物と考えるベきではないのか。 

 

 同上 

 

 「燃料等輸送船等は、津波警報等発表時に緊急退避するため漂流

物とならない。」と記載しているが、地震時の護岸への衝突による

損傷等を考慮すると、いかなる場合も津波襲来までに緊急退避が

完了するとは言い切れないのではないか。 

 

 同上 

 「燃料輸送船等」が、津波警報発令から津波到達までに必ず緊急

退避出来るとは限らないと思う。この輸送船等が運悪く取水口に

衝突した場合であっても、取水口が閉塞されて過酷事故につなが

る恐れは無いのか。 

 

 同上 

 

【耐津波設計方針等】  

 年超過確率の 10 の-7 乗のところまでは、40 メートルに達する高

さになる。さらに防潮堤を越える 30 メートルの発生確率（年超

過確率）は 10 の-5 乗付近になる。これは極めて高い。 

東北電力によるO.P.+29.0メートルまでの防潮堤による津波対策

は不十分。入力津波高さ O.P.+24.4m で対策されているが、この

地域では 30ｍを越える津波は通常起こりえるものであると考え

なければならない。 

引き波の時の水面低下の対策も不十分。引き波による海面低下に

ついては 10 の-6 乗で 15ｍから 22ｍまでも低下するが、最大水位

下降量は 10ｍ程度しか想定していない。 

設計基準を満たしていないから、新規制基準に適合していないの

で審査書は撤回すべきだ。 

 規制委員会は、基準津波について、最新の科学的・技術的知見を

踏まえ、適切に検討対象波源を選定し、各種の不確かさを十分に

考慮して、策定されていることを確認しています。 

その上で、公的機関等による陸域及び海域の地形データを用いて

基準津波の波源からの数値解析により、防潮堤前面の入力津波を

設定していることを確認しています。なお、入力津波の設定につ

いては、地震による敷地周辺の地形変化や潮位のばらつき等も考

慮して保守的な値としていることを確認しています。これらによ

り、防潮堤前面の入力津波が O.P.＋24.4m に対し、O.P.＋13.8m

の敷地前面に O.P.＋29.0m の高さの防潮堤を設置することで、津

波が敷地に遡上しない設計とすることを確認しています。 

また、設置変更許可の審査において、取水口底盤に貯留堰を設置
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針（第５条関係） 

御意見の概要 考え方 

 し、基準津波の引き波時に非常用海水ポンプに隣接する循環水ポ

ンプを停止する手順を整備することで、基準津波の引き波による

水位低下時に非常用海水ポンプの機能を維持できる設計とする

ことを確認しております。具体的には、基準津波時に貯留堰を下

回る時間が約４分に対して、非常用海水ポンプが約２６分間運転

できる水量を確保していることを確認しています。 

重大事故等の事故の想定において、津波が防潮堤を越え敷地に流

入する事象について、浸水範囲と安全機能への影響について評価

した結果、O.P.+33.9m までは浸水防止壁の設置等により安全機能

は喪失しないこと、O.P.+33.9m を超える場合は複数の安全機能が

喪失するおそれがあるものの、その発生頻度は約 7.3×10-7/炉年

であり、極めて低いことを確認しています。また、貯留堰を前提

とし、引き波による非常用海水ポンプの機能喪失等による炉心損

傷頻度を評価した結果、約 1.6×10-7/炉年であり、さらに低いこ

とを確認しています。 

さらに、防潮堤を越える津波など大規模な自然災害等により、大

規模な損壊が発生した場合でも可搬型設備による対応を中心と

して柔軟で多様性のある対応ができるよう設備を整備するとと

もに、関連する手順書、体制の整備を行う方針であることを確認

しています。 
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Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 竜巻により倒れた場合、２号機原子炉建屋にまで達する可能性の

ある排気筒があるようです。（問合せたところ２号機までの距離

はおおよそ 150m 位の排気筒と 200m 位の排気筒とがあるとのこ

と）、高さ 160m の排気筒の倒れ方次第では、建屋をはじめ重要な

諸設備、機器等を備えた他の建物や事務新館にも被害をもたらす

ことが考えられるでしょう。排気筒の安全対策について、信頼性

を徹底したご審査を期したい。 

 

 2 号炉排気筒(高さ 160m)については、設計対処施設として抽出し

ており、竜巻の風圧力による荷重に対して、構造健全性が維持さ

れ、安全機能を損なわない設計としていることを確認していま

す。また、竜巻による飛来物に対しても、構造健全性が維持され、

排気筒全体が倒壊しない設計としていることを確認しています。 

また、1号炉排気筒(高さ 125m※)は、2号炉原子炉建屋から十分に

離れており、最も近い 2 号炉排気筒からも 150m 以上離れている

ため、仮に竜巻により倒れた場合でも影響ないことから、竜巻に

より波及的影響を及ぼし得る可能性のある施設として抽出して

いないことを確認しています。 

※：1 号炉排気筒は 2 号炉排気筒の設置位置よりも 35m 高い土地

に設置されており、頂部の高さは2号炉排気筒と同じですが、

地上高さは 125m です。 

 

 昨今の気候変動を見れば、台風の規模も大きくなり、さらに東北

地方においても勢力を落とさず接近するようになっており、近海

水温の上昇により、今後更に大きな勢力の台風が発生しうると考

えられる。そのことから、過去の経験則により上限値を定めるこ

とは、竜巻災害についても過小評価となる。日本では、100m/s の

竜巻が最大級とされているが、米国では既に 100m/s クラスは毎

年のように発生しており、日本だから発生しないとは言えない。

少なくても 120m/s 以上を想定すべきである。（85p） 

 原子力発電所の設計上想定される竜巻に対する防護設計を行う

ため、当該竜巻検討地域においては、藤田スケール３（Ｆ３）の

竜巻はこれまで発生したことは確認されておりませんが、竜巻ガ

イドに基づき、設計竜巻の最大風速（92m/s）にさらに余裕を持た

せた竜巻（最大風速 100m/s）を想定していることを確認していま

す。設計竜巻の設定にあたっては、①国内において過去に発生し

た竜巻の最大風速（Ｆ３：70m/s～92m/s）と②竜巻検討地域にお

いて過去に発生した竜巻の規模や発生頻度、最大風速の年超過確

率等を考慮し竜巻最大風速のハザード曲線による最大風速

（86.7m/s）を比較し最も大きな値として 92m/s を基準竜巻とし

て設定していること確認しています。この基準竜巻の設定につい
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Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

ては、データの信頼性を考慮し設計基準として保守的な値を設定

していると判断しています。 

 
 
Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

【設計対応不可能な事象（火砕物密度流）について】  

 「火砕物密度流については、敷地周辺までの到達が認められな

いことから、妥当であると判断した。」と、火砕流は到達しない

とされている。十和田火砕流等を想定するべきである。 

 

 御意見の火砕物密度流については、「原子力発電所の火山影響評

価ガイド」(以下「火山ガイド」という。) において、敷地から半

径 160 ㎞以内（地理的領域）※）にある第四紀火山について、原子

力発電所に到達する可能性について評価することとしています。 

規制委員会は、火山ガイドを踏まえ、本発電所の運用期間に火砕

物密度流が本発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいとす

る評価は、地理的領域内の影響を及ぼし得る 11 火山による火砕

物密度流が敷地周辺までの到達が認められないことから、妥当で

あると判断しています。 

また、規制委員会は、本発電所において地理的領域外にある十和

田は火砕物密度流の評価の対象外であることを確認しています。 

※) 既往最大である阿蘇４の噴火による火砕流の到達距離から設定 

 

【火山事象の影響評価（降下火砕物）について】  

 降下火砕物については、降下火砕物の分布状況及び、降下火砕

物シミュレーション結果から総合的に判断し、鳴子
な る こ

荷坂
に さ か

テフラ

（鳴子カルデラ）を考慮し、敷地における最大層厚を申請時の

10cm から 15cm へ見直し、鳴子カルデラによる 15cm の最大層厚

を設定している。つまり対策と想定が同じ層厚であるから、想

 規制委員会は、降下火砕物の最大層厚 15cm については、 

 敷地及び敷地周辺の降下火砕物の分布状況、例えば敷地内で

確認された最大層厚が 10cm であること 

 鳴子カルデラを対象とした降下火砕物シミュレーションによ

る検討結果として、不確かさを考慮したケース（風向を敷地
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Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

定がギリギリである。想定の二倍の降下火砕物にも対策すべき

である。 

 

方向に卓越させた風が常時吹き続ける仮想風を考慮したケー

ス）での評価結果が 12.5 ㎝であること 

から総合的に評価し、不確かさを考慮して適切に設定されている

ことから、妥当であると判断しています。 

また、降下火砕物が堆積する建屋及び屋外施設については、想定

された降下火砕物の堆積荷重（層厚 15cm）に加え、常時作用する

荷重、運転時荷重等を考慮した設計荷重が、許容荷重に対して余

裕を有することにより構造健全性を失わず、安全機能が損なわれ

ない方針としていることを確認しています。 

引き続き、建屋等の構造成立性に係る詳細設計については、工

事計画の審査において確認します。 

 

【火山事象の影響評価（降下火砕物）について】  

 降下火砕物の層厚評価において、白頭山
ぺくとうさん

は評価を実施している

のか。 

 規制委員会は、降下火砕物に関する評価において、白頭山の降

下火砕物は、敷地及び敷地周辺に降灰実績がなく、その分布状

況から他の降下火砕物に比べて、敷地に及ぼす影響が小さいこ

とを確認しています。 
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Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 火山噴火では、周辺に火砕流等の直接的被害をもたらす事象の他

に、火山灰が周辺地域に広く降り被害をもたらす。ことに、粒子

の細かい火山灰はありとあらゆる隙間から建物や機械の内部に

入り込むことが知られている。原発の制御機器の内部に入り込む

可能性も当然考えられ、機械の停止や深刻な障害発生などをもた

らすであろう。ありとあらゆる隙間から入り込む火山灰をいかに

防ぎ、制御機器の動作を保証するか(東北電力の言い分を鵜呑み

にするのでは審査の意味がない)、今次審査をやり直して改めて

検討考査する必要があると考える。 

 電気系及び計測制御系の設計対処施設は、降下火砕物の特徴を踏

まえ、外気と遮断された全閉構造等により、安全機能が損なわれ

ない設計とする方針を確認しています。 

また、外気を取り入れる非常用ディーゼル発電機等の設計対処施

設については、フィルタによって降下火砕物が侵入し難い設計と

することとし、更に降下火砕物がフィルタに付着した場合でも取

替又は清掃が可能な構造とすることで、降下火砕物により閉塞し

ない設計とする方針を確認しています。 

今後は、保安規定変更認可に係る審査において、具体的なフィル

タの運用方法、体制等を確認することとしており、降下火砕物へ

の対策について、運転開始までに対策が適切に実施されることを

確認します。 

 

 下から４行目「また、降下火砕物がフィルタに付着した場合にお

いても取替え又は清掃が可能とする設計としている。」とあるが、

取り替え又は清掃がどのように可能なのか、具体的な根拠を明示

すべきである。火山灰により外部電源を喪失した場合に、非常用

ディーゼル発電機が重要となり、動機が空冷式の場合に吸気口の

フィルタの取り替え又は清掃がどのように可能かは焦点となる

ため。(97p) 

 

 同上 

 火山灰の影響による電気設備等の故障は、フィルタで防御できる

のか。フィルタが詰まった場合に、交換時間内に様々の問題に対

処できるのか。その他自動車のエンジン故障が様々な問題を引き

起こすのではないか。 

 

 同上 
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Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 ④に「また、電気系及び計装制御系のうち、空気を取り込む機構

を有する計測制御用電源設備（無停電電源設備）及び非常用所内

電源設備（所内低圧系）は、絶縁低下しないように外気取入口に

フィルタを設置する等の空調管理された場所に設置するとして

いる。」とあるが、「外気取入口にフィルタを設置」することが、

なぜ「空調管理」（温度・湿度の管理）することになるのか？「絶

縁低下」への対策になっていないのではないか？(97p) 

 空調管理とは、空気の温度や湿度、清浄度、気流などを調整・管

理することです。外気取入口にフィルタを設置することで、降下

火砕物等の微粒子の侵入を抑制し、清浄度を調整・管理すること

により、降下火砕物による絶縁低下を防止する方針としているこ

とを確認しています。 

 

 
 
Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 発電所敷地内における航空機落下等の火災について、後段の大規

模な自然災害又は大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対

応と整合していない。 

また、軍事行動も対象とはなっていないようであるが、そもそも

「テロ攻撃」とは軍事行動も含むものであるから、それへの対処

がないことは想定に問題がある。これら飛来物による攻撃につい

ても指摘をすべきである。（99p） 

 

 設置許可基準規則第６条において想定する発電用原子炉施設の

安全性を損なうおそれがある人為事象については、その想定から

故意によるものを除いています。このため、外部火災の影響評価

においては、故意によるものを除いた発電所敷地内の航空機落下

確率が 10-7 回/炉・年以上となる区域に航空機が落下し火災が発

生することを想定し、さらに発電所敷地内の危険物タンク等の火

災との重畳を考慮しても安全機能が損なわれない設計とするこ

とを確認しています。 

故意による大型航空機の衝突については、大規模損壊（大規模な

自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による発電用原子炉施設の大規模な損壊）における審査で確認し

ており、大規模損壊が発生した場合でも対処できるよう設備を整

備するとともに、関連する手順書、体制の整備が行われる方針で

あることを確認しています。 

なお、武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保
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Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

護法に基づき、必要な対策が講じられることとなります。 

 
 
Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 気候変動により今以上に危険な台風が発生する可能性が指摘さ

れており、原発事故を引き起こす可能性を否定できません 

 

 設置許可基準規則の解釈において、設計上想定する自然現象は、

最新の科学的技術的知見を踏まえて適切に予想されるものとす

る旨規定しており、過去の国内における記録等のみに基づくこと

なく、当該自然現象の特性を踏まえた評価が行われていることを

確認しています。自然現象の組合せについては、網羅的に検討し、

安全施設に与える影響を踏まえて抽出した上で、考慮すべき事象

を決定し、その影響に対して、施設の安全機能が損なわれない設

計としていることを確認しています。 

なお、今後、想定を超える自然現象の発生など新たな知見が得ら

れた場合には、発電所の安全性への影響について検討することと

なります。 

 

 温暖化で地球環境はこれからさらに悪化し、地震や津波などの自

然災害も今までの常識を超える規模になると思われます。 

 

 同上 

 日本は毎年災害があります。年々自然災害の頻度悲惨さが増して

きています 

 

 同上 

 特に今後の地球の変化による災害などを考えると、もう想定外で

したではすまされません。 

 

 同上 
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Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 自然災害は、だれにも予測しがたい災害であり、今年の度重なる

台風被害にもみられるように、容赦なく人間が作ったものを破壊

します。人間の苦い経験から生まれた類まれなる英知を結集して

つくられたものであっても、時間経過の影響予測と自然災害を完

全に防御する力など存在しません。 

 

 同上 

 科学的、技術的に合格したとして、科学と技術で事故は防げませ

ん。ただでさえ自然災害しかり、人工的に災害が引き起こされて

いる現状で稼動とは、日本人のこれからを考える思考ではありま

せん。 

 

 同上 

 今日本では、かつて経験したことのない大災害が続いています。

それが原発をおそったとなったら、考えただけでもおそろしいで

す。 

 

 同上 

 いくら対策は充分だと言っても自然災害は予測不可能であり、女

川原発の再稼働を中止する事がもっとも大事な選択であります。 

 

 同上 

 地球温暖化により想定以外の災害が起きている。 

 

 同上 

 災害の多い日本では危険なことだ。 

 

 同上 

 想定外の災害が多く不安だ。 

 

 同上 

 

 特に今後の地球の変化による災害などを考えると、もう想定外で

したではすまされません。 

 同上 
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Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 

 子供が小さいため予知できない自然災害など起きたときの安全

面が不安である。 

 

 同上 

 自然現象は想定外がつきものです。（82P） 

 

 同上 

 自然は、人間の予想を超えることがあります。「想定外」ではあり

ません。車が壊れるのとは、訳が違います。取り返しが付かない

のです 

 

 同上 

 これから温暖化に成り自然災害、例えば台風、竜巻等有事が起こ

った時、福島原発で起こった事も女川原発稼働にて同じ事に成る

可能性有ります。 

 

 同上 

 近年の自然災害の頻発する日本で、安全性に疑問のある原発はそ

もそも馴染まないのではないか。(150P) 

 

 同上 

 女川原発に対して、この頃の自然災害が予測できずにいる中で将

来最悪の事態に達した時に真実の説明をされず「被ばく」となり

地域防災を何展していても考えます。原発なしで、電気が足りて

いるならば一番の対策は、原発をやめることだと思います。 

 

 同上 

 こんなに自然災害が多発している時に、絶対に安全とは言い切れ

ないと思います。 

 

 同上 

 近年巨大化する台風や、災害が想定されますので、再稼働には断  同上 
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Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

固反対です。 

 

 3.11 の時点で、被害に上限のない自然災害、地震大国日本には原

子力発電は無理であると突きつけられたのと同じです。女川だけ

でなく、どんなに技術があろうとも、日本では無理です。 

 

 同上 

 原子力による被害は無限大だ。 

 

 同上 

 女川原発では、巨大・太陽フレアからの強力な電子等に対する防

御対策が策定されていない。 

 

 太陽活動に起因する大規模な電磁障害（太陽フレア）については、

磁気嵐により誘導電流が発生する可能性があります。日本では、

磁気緯度、大地抵抗率の条件から地磁気変動が影響を及ぼす可能

性は極めて小さく、その影響は欧米に比べて無視しうる程度であ

るため除外するとしていることを確認しています。 

 
 
Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 飛行機事故や飛行機によるテロ攻撃に関しては、攻撃されても物

理的な破壊は生じない構造であることを求めておらず、確率論で

対応を回避してしまったり、火災対応といった消極的なことしか

求めていない。これでは到底安全性が担保されているとは言えな

い。 

 

 航空機の落下（故意によるものを除く。）については、設置許可基

準規則第６条第８項において、「実用発電用原子炉施設への航空

機落下確率の評価基準について」に基づき、防護設計の要否につ

いて確認することを要求しており、防護設計の要否判断の基準を

航空機落下確率が 10-7回/炉･年を超えないこととしています。 

審査においては、航空機落下確率が10-7回/炉･年を超えないため、

航空機落下による防護については、設計上考慮する必要はないこ

とを確認しています。 

また、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発
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Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

電用原子炉施設の大規模な損壊については、施設の広範囲にわた

る損壊、不特定多数の機器の機能喪失及び大規模な火災等の発生

を考慮し、可搬型設備による対応を中心として柔軟で多様性のあ

る対応ができるように手順書や体制、設備等を整備する方針であ

ることを確認しています。 

武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保護法に

基づき、必要な対策が講じられることとなります。 

 

 テロや飛行物体から原発を守る方策はほとんど取られていない

ように見受けられます。先日も米軍機から模擬弾が演習場以外の

場所に落とされましたが、米軍に限らず、何らかの飛行物体が落

下しても爆発しないだけの措置がとられていると原子力規制委

員会は断言できるのでしょうか。 

 

 同上 

 飛来物について、自衛隊機と航空機以外の落下物に関する審査が

不適切・不十分。原発近傍の墜落事故等は極めて重大な事象なの

で、規制委員会は事故の詳細・原因・対策等を可能な限り確認し、

独自に調査・分析・評価し原発への落下確率等に反映すべき。戦

闘機や航空機以外の落下物として模擬弾等が原発に衝突した場

合を評価し審査すべき。 

 

 同上 

 自然災害その他想定外（飛行機その他の物体の落下）も起き得る

と思う。 

 

 同上 

 女川原発の 30km 付近には、自衛隊松島基地があり、そこを飛び

立つ飛行機が、原発上空で落下したり、テロによる大事故が発生

 同上 
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Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

したり、不測の事態に備えての「設計上考慮する必要」があるの

ではないか、との不安が残ります。 

 

 かつて、女川原発の近くに、自衛隊機が墜落したことがあります。

今年11月 20日の衆院経済産業委員会で示された電力事業者が施

設付近を航空機が通ったことを報告する「航空機飛行確認連絡

票」によると、この三年間で 57 件あったと。また、原発立地道県

の知事らが会長等を務める団体協議会が原子力施設周辺上空の

飛行禁止等の法制化を求めている。こうした危険のある原発の再

稼働を認めるわけには行きません。 

 

 同上 

 女川原発の半径 30km 付近に自衛隊松島基地があり、以前にはブ

ルーインパルスが牡鹿半島に墜落したこともある。また、将来、

最悪のテロとして、ミザイル等の高速飛行物体の意図的落下も考

えられ、これを「設計上考慮する必要はない」はいえない。 

 

 同上 

 女川原発の近くに航空自衛隊松島基地があり、過去、女川原発の

数キロメートル地点に自衛隊機が墜落した現実がある。さらに同

基地が自ら設定した飛行禁止区域、原発上空 3.6km の圏内に侵入

し飛行していたことも判明しました。今年、女川原発上空を 4回

にわたって飛行していたと国会で問題に。 

 

 同上 

 テロではなく、事故で航空機から物が落下したり、航空機が墜落

することがないとは、誰にも言えません。現に、近くに自衛隊松

島基地があっていつも危険な訓練をしており、かつてブルーイン

パルス飛行をしていて、牡鹿半島に墜落した実績もあります。そ

 同上 
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Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針（第６条関係） 

御意見の概要 考え方 

のような心配にどう答えるのでしょうか。 

 

 最近のサイバー攻撃についてはより巧妙化しているのが現実で

ある。単に「電磁波侵入防止対策」を講じただけでは不十分では

ないか。（82p） 

 

 審査においては、発電用原子炉施設への不正アクセス行為（サイ

バーテロを含む。）を防止するための設備を設ける方針であるこ

と及び安全保護回路の不正アクセス行為等による被害を防止で

きるよう設計する方針であることを確認しています。これに加え

て、核物質防護対策として、原子力施設では情報システムに対す

る外部からのアクセス遮断が規制要求されているなど、サイバー

セキュリティ対策が行われています。 

 

 「Ⅲ－４．２．５その他人為事象に対する設計方針」について、

一般にこれは安全保護系統以外のサイバー攻撃ないしは外部か

らシステムへの侵入についてを含むと考えられるが、その観点か

らの対策は記載されていない。特定重大事故対処等施設は原子炉

の冷却・放射性物質拡散防止等に関しての施設、設備についての

ものと思われるから、それに至る前のシステムへの侵入行為等に

ついて対策が記載されていないのは不備である。安全保護系以外

でも侵入されることで重大な機器を招く危険性はある。ウイルス

の侵入例はシステムの外部接続に寄らずとも発生しているし、従

業員によるデータの持ち出しなどは外部からの侵入にも大きな

侵入口になっている。このような対策について記述がないのは不

備である。（109p） 

 

 同上 

 サイバー攻撃への対策の不十分さ（110p)  同上 
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Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

御意見の概要 考え方 

 サイバーテロへの防御の検討が不十分である。 

 

 審査においては、発電用原子炉施設への不正アクセス行為（サ

イバーテロを含む。）を防止するための設備を設ける方針であ

ること及び安全保護回路の不正アクセス行為等による被害を防

止できるよう設計する方針であることを確認しています。ま

た、核物質防護対策として、原子力施設では情報システムに対

する外部からのアクセス遮断が規制要求されているなど、サイ

バーセキュリティ対策が行われています。 

 

 外部と遮断されたイントラネットに外部へのバックドアを開け

るため、業務に関わる人間の保有するコンピューターにウィルス

を仕込んだり、協力者を潜り込ませるなどの方法も考えられる。

審査書案作成について、悪意ある侵入の可能性について、専門家

の意見聴取や討論などをどの程度行ったのか。日進月歩と言われ

るコンピューター犯罪の手口についての認識、また制御システム

の独立性を確保するために東北電力がどの程度の備えを行い規

制委員会がそれを安全だと認めたのか、 

 

 同上 

また、出入管理（信頼性確認他）等の不審者の侵入防止対策が行

われています。 

 

 P112III-5 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止(第 7

条関係)3.情報システムの外部からのアクセス遮断だけでは、悪

意有る人の現場での不正アクセスが防げるとは言えません。現場

での不正アクセス対策の追加が必要と考えます 

 

 同上 
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Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

御意見の概要 考え方 

 P112 III-5 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止(第

7条関係)2.「発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有す

る物件等の持込みを防止するため、持込み点検が可能な設計とす

る。」とありますが、昨今のドローン技術の普及により、ドローン

による爆発物の持込み、毒ガスの散布(特に制御室吸気口付近で

の散布)を防止する方法を検討、明記すべきと考えます。また水中

ドローンによる爆発物持込みは、活動場所が水中である、現状で

は有線タイプが殆どである等、制限も有るものの空中用に比べ積

載重量が格段に大きく、大型の爆発物が持込まれる可能性が有

り、これも確実に防止できる方法を検討、明記下さい。 

 

 核物質防護対策については、核物質防護規定の認可等において確

認しています。 

なお、武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保

護法に基づき、必要な対策が講じられることとなります。 

 

 P112 III-5 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止(第

7条関係)第 7条に則り、不法な侵入の防止について確認する事も

必要ですが、悪意有る人が正規の手続きで中に入り破壊活動を行

う等の不法行為を行う可能性も十分に有るため、第 7条の適合の

みならず、作業員雇用段階での審査や内部での破壊活動対策等

は、必要な追加審査対象として審査して下さい。 

 

 同上 

 

 女川原発を含め、原子力発電所は海外の攻撃にとって、もっとも

攻撃されやすいターゲットになりかれない。武力行使による攻撃

があった場合、及びはハッキングが発生した場合の対策に関して

も、申し上げてもらいたいです。（現実で申し上げますと、不可能

に近いと私は考える） 

 

 同上 

 

 「III－５発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７

条関係）（112P）について。特に近年は、イスラエルによると思わ

 同上 
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Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

御意見の概要 考え方 

れるイラン原子力施設へのサイバー攻撃やアルジェリアにおけ

る日本企業への武装集団の攻撃が発生しており、日本の原発にそ

れらが及ばないとする根拠はない。侵入や武力行使について考慮

されていない審査書は不備でありやり直すべきである。ただし、

日本政府が対外武力行使に及ぶような事態にもなれば、事実上核

地雷化しかねない原発に対して、例えば自衛隊など武装組織で防

衛することは、武力攻撃をエスカレートさせるだけのものであり

民主国家として容認できるものではない。 

 

 原子炉制御系へのサイバー攻撃は設備の安全操業に直接関わる

深刻な事態を引き起こす可能性がある。脆弱性の検討と防護への

対処にはコンビュータに関する高度な知識と技術が必要である。

そのため、原子炉制御システムのサイバー攻撃に対するセキュリ

ティ専門家の選任を行うべき 

 同上 

 

 
 
Ⅲ―６ 火災による損傷防止（第８条関係） 

御意見の概要 考え方 

 P117 4.火災の感知及び消火に係る設計方針(1)火災感知設備②

複数の火災感知器を組合わせて設置するとしていますが、いず

れかが感知すれば感知と判断する or 条件と、全てが感知したら

感知と判断する and 条件が有りますが、どちらを使うのでしょ

うか？安全性を考えると or 条件の方が安全側であるため or 条

件とすべきと考えます。 

 

 火災の感知については、異なる種類の感知器が、「or 回路」で警

報を発生する設計方針を確認しています。 

なお、火災防護基準では、火災感知器について、火災を早期に感

知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等

の機能を有する機器を組合せて設置すること、また、その設置に

当たっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講じるこ

とを求めています。審査においては、火災感知器について、環境

条件等や火災感知器を設置する火災区域又は火災区画の安全機
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Ⅲ―６ 火災による損傷防止（第８条関係） 

御意見の概要 考え方 

能を有する機器の種類に応じて予想される火災の性質を考慮し、

火災を早期に感知できるよう、固有の信号を発するアナログ式の

煙感知器、アナログ式の熱感知器、炎感知器等から異なる種類の

感知器を組み合わせて設置する設計とすることを確認していま

す。 

 

 P118 4.火災の感知及び消火に係る設計方針(1)火災感知設備線

量の高いエリアではアナログ式は放射線による故障に伴う誤作

動が生じる可能性があるのではないでしょうか？その対策とし

て吸引式感知器を設置する場合、計測後の排ガスの処理方法、

吸引配管の破断の検知方法を明確にする必要が有ると考えま

す。また、吸引式の場合、サンプリングによる時間遅れが発生

しますので、時間遅れに対する許容値とその根拠を示して下さ

い。 

 

 同上 

なお、吸引式感知器は使用しない方針を確認しています。 

 

 P116 ケーブルについては全て例外なく難燃性にするのが大原

則であり、交換が難しいからといって、それ以外のケーブルを使

うべきではない。実際、これまで女川原発では何度も火災が起き

ており、ケーブルの材質はレベルを落とすべきではない 

 

 新規制基準においては、原則として、安全機能を有したケーブル

は難燃ケーブルを使用する旨規定されています。一方で、設置許

可基準規則に照らして十分な保安水準の確保が達成できる技術

的な根拠が示されれば当該規則に適合するものと判断する旨も

規定されています。 

審査においては、原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持

するための安全機能を有する構築物、系統及び機器と放射性物質

の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器に係るケ

ーブルについて、核計装ケーブル及び放射線モニタケーブルを除

き、難燃ケーブルを使用することを確認しています。核計装ケー

ブル及び放射線モニタケーブルは、専用電線管に収納するととも
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Ⅲ―６ 火災による損傷防止（第８条関係） 

御意見の概要 考え方 

に、電線管の両端は、酸素供給防止のための耐火性を有するシー

ル材により密封することにより、十分な保安水準が確保されるこ

とを確認しています。 

 

 P116 一、その他、ケーブルの問題（P１１６)。 

 

 同上 

 

 審査書では地震によるHEAF発生を抑制する方策等については特

に記述がない。地震による震動は最もHEAFを引き起こしやすい状

況であることは、わずか5年足らずで二度にわたり原子炉冷却系

統を含む冷却システムに電力を送る系統につながる場所で発生

していることは深刻な問題を提起しているのに、重要視していな

いのは間違いである。 

 

 高エネルギーアーク損傷火災対策については、発電用原子炉施設

における火災の発生防止に係る設計方針の審査（設置許可基準規

則第８条関係）において、電気系統の過電流による過熱、焼損の

防止等の対策を講じる設計とする方針を示しており、火災防護基

準の規定にのっとっていることを確認しています。 

高エネルギーアーク損傷対策については、平成29年8月8日に実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則等の一

部改正等が行われ、これに基づき、経過措置期間が終了するまで

の間に、今後、事業者から工事計画変更認可申請がなされ、当該

審査（技術基準規則第４５条第３項第１号関係）において詳細設

計等を確認する予定としています。 

 
 
Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係） 

御意見の概要 考え方 

 溢水に対し防護すべき設備を抽出するための方針「原子炉冷却材

喪失事故のための機器については、溢水の影響評価対象としな

い」としていますが、冷却材喪失と溢水が同時に起きない根拠を

示して下さい。冷却材が流れ出て溢水となる事は無いのでしょう

か？(126p) 

 原子炉冷却材喪失事故等を想定して設置する原子炉格納容器内

の機器については、没水、被水及び蒸気の影響を受けないことを

試験も含めて確認していることから、溢水による影響評価の対象

としないことを確認しています。 
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Ⅲ－９ 安全避難通路等（第１１条関係） 

御意見の概要 考え方 

 第十一条には“第 3 号"のみが存在しているのではなく、第 1 号

と第2号も存在しており、それぞれ個別の要求が展開されている。

審査書(案)には、第 3号以外の審査の経緯と審査結果その理由が

記載されておらず、設置許可基準規則第十一条の要求の全てを満

たしているとは断定できない。従って、原子炉等規制法第四十三

条の三の六の、第一項第 4号に適合と判断するための根拠が欠落

しており、同法同条第一項の規定により許可する事ができない。 

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について確

認した結果を記しています。設置許可基準規則第１１条第１号及

び２号については、新規制基準に変更がないことから、今回の審

査対象ではありません。 

 

 
 
Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

御意見の概要 考え方 

 事故時の原子炉の状態に応じた炉心冷却のための原子炉内高圧

時における注水機能、原子炉停止後における除熱のための原子炉

が隔離された場合の注水機能、事故時の原子炉の状態に応じた炉

心冷却のための原子炉内低圧時における注水機能のすべてに於

いて、設置許可基準規則第十二条の要求事項の多重性又は多様性

及び独立性の機能を満たしているとは断定できない。 

 

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について確

認した結果を記しています。事故時の原子炉の状態に応じた炉心

冷却のための原子炉内高圧時における注水機能及び原子炉内低

圧時における注水機能並びに原子炉停止後における除熱のため

の残留熱除去機能は、新規制基準に変更がないことから、今回の

審査対象ではありません。 

なお、設置許可基準規則第１２条第２項では、「安全機能を有す

る系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するも

の」として、上記の機能を有する系統については、外部電源が利

用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構成する

機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は

多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

御意見の概要 考え方 

ことを求めており、既許可において当該要求を満たした設計とな

っていることが確認されています。 

 

 動的機器の「多重性又は多様性及び独立性」については何も記載

されておらず、設置許可基準規則第十二条の要求事項を満たして

いるとは断定できない。ECCS 系に電力を供給する非常用電源を、

単系統としてのみ設置する方針が判明した。これは、第十二条第

2 項の「多重性又は多様性」の要求に不適合であり、原子炉等規

制法第四十三条の三の六の、第一項第 4号に不適合となるため、

このままでは、同法問条第一項の規定により「許可をしてはなら

な」事になる。 

 

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について確

認した結果を記しています。動的機器の多重性又は多様性及び独

立性については、新規制基準に変更がないことから、今回の審査

対象ではありません。 

なお、設置許可基準規則第１２条第２項では、「安全機能を有す

る系統のうち、安全機能の重要度が特に高い安全機能を有するも

の」として、上記の機能を有する系統については、外部電源が利

用できない場合においても機能できるよう、当該系統を構成する

機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は

多様性を確保し、及び独立性を確保するものでなければならない

ことを求めており、既許可において当該要求を満たした設計とな

っていることが確認されています。 

 

 p139III-10 安全施設(第 12 条関係)1.静的機器の多重性(2)単一

故障を仮定しても代替手段等により安全機能を確保できる場合

「格納容器スプレイ冷却系のスプレイ管は、全周破断を仮定した

としても、冷却機能、安全機能を維持でき、多重性は必要ない」

としていますが、この状態で他が故障すれば単一故障ではなくな

るため、早急に運転を停止して復旧する必要が有り、本事象発生

が適切に検知できる事を明確にすべきと考えます。 

 

 審査においては、格納容器スプレイ冷却系のスプレイ管（ドライ

ウェルスプレイ管及びサプレッションチェンバスプレイ管）につ

いて、想定される最も過酷な単一故障の条件として、配管 1箇所

の全周破断を想定した場合においても、原子炉格納容器の冷却機

能を達成し所定の安全機能を維持できる方針を確認しています。 

具体的には、ドライウェルスプレイ管の破損によって格納容器ス

プレイ冷却系のスプレイ機能が使用不可となることを想定し、残

留熱除去系統を用いたサプレッションプール水冷却モードを使

用することにより原子炉格納容器の冷却機能を達成できること
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

御意見の概要 考え方 

を確認しています。このサプレッションプール水冷却モードは、

残留熱除去系 2系統が使用でき、仮に 1系統が使用不可の場合で

あっても、他の 1系統を用いて原子炉格納容器の冷却機能を達成

できることを確認しています。 

 
 
Ⅲ－１１ 全交流電源喪失対策設備（第１４条関係） 

御意見の概要 考え方 

 蓄電池（非常用電源）が 8時間しかもたないのでは、全く不十分

ではないか。基準そのものが緩いと言わざるをえない。（140ｐ） 

 

 設置許可基準規則第１４条においては、全交流動力電源喪失（外

部電源喪失と設計基準対象施設の非常用所内交流動力電源喪失

の重畳をいう。以下同じ。）に備えて、非常用所内直流電源設備は、

原子炉の安全な停止、停止後の冷却及び原子炉格納容器の健全性

の確保のために必要とする電気容量を一定時間（重大事故等に対

処するための電源設備から電力が供給されるまでの間）確保でき

るよう設計することを要求しており、審査においては、蓄電池（非

常用）について、全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処す

るための電源設備によって電力が供給されるまでの約15分間に

対し、必要な設備に8時間以上の電源供給が可能な容量を備えた

設計する方針を確認しています。 

また、設置許可基準規則解釈第５７条において、重大事故等対処

設備としての蓄電池は原則負荷の切り離しを行わずに8時間、そ

の後、必要な負荷以外を切り離して16時間の合計24時間に渡り電

気の供給を行うことが可能であることを規定しており、当該申請

はそれに適合していることを確認しています。 

 

 蓄電池が 8時間しかもたないので不十分だと思います。  同上 
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Ⅲ－１２ 炉心等（第１５条関係） 

御意見の概要 考え方 

 福島第一原発事故での炉心溶融の原因究明がなされていないた

め、「Ⅲ－１２ 炉心等（第１５条関係）」の審査結果は絵に描い

た餅ではないのか。 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故については、国会、政府等に

おいて事故調査報告書がまとめられ、基本的な事象進展等につい

て整理されるとともに、日本国政府から IAEA に対し事故報告を

提出するなど、新規制基準策定時点において、福島第一原子力発

電所事故と同様の事故を防止するための基準を策定するために

十分な知見は得られていたと考えています。 

本節は、表現の適正化に係る設置許可基準規則及びその解釈の一

部改正に伴い、申請者から変更申請がなされた内容について審査

した結果を示しています。 

 
 
Ⅲ－１３ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

御意見の概要 考え方 

 原発内に保存される使用済み核燃料の保管状態は福島第一原発

事故以来、非常に危険性の高いものであることが判明している

が、何ら対策がなされていない。 

 

 使用済燃料貯蔵槽は、異常の発生を防止する対策や仮に水位が低

下しても給水することで異常の拡大を防止する対策が講じられ

ています。加えて、新規制基準では、水が漏えいした場合でも燃

料の損傷を防止する対策の整備を要求しています。さらに、大量

に水が漏えいし、水位が異常に低下した場合においても、燃料の

著しい損傷の進行を緩和するとともに、臨界を防止するための対

策を要求しています。審査では、それぞれの対策の有効性につい

て、確認しています。 

 

 p141 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設(第 16 条関係)「使用済燃

料貯蔵施設(乾式キャスクを除く。)における重量物の落下時にも

 御指摘の設置許可基準規則第１６条第２項第二号において「乾式

キャスクを除く」としているのは、使用済燃料施設のうち使用済
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Ⅲ－１３ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

御意見の概要 考え方 

貯蔵施設機能が損なわれない設計」とありますが、乾式キャスク

を除いて良い理由はなんでしょう？ 

 

燃料プールに適用される要求事項であることを明確にするため

です。乾式キャスクに適用される要求事項については、同条第４

項に規定されています。 

 
 
Ⅲ－１４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第１７条関係） 

御意見の概要 考え方 

 １４４ページ、４．〔上側〕：「新たに原子炉冷却材圧力バウンダリ

となる機器及び配管については、クラス１機器における要求を満

足していることを確認する。」とあるが、「新たに原子炉冷却材圧

力バウンダリとなる機器及び配管」とは具体的に何か？ 

 残留熱除去系停止時冷却モード戻りライン、残留熱除去系停止時

冷却モード吸込ライン、残留熱除去系ヘッドスプレイライン、原

子炉再循環系ドレンライン及び原子炉圧力容器ドレンラインの

第１隔離弁から第２隔離弁の範囲です。 

 
 
Ⅲ－１５ 安全保護回路（第２４条関係） 

御意見の概要 考え方 

 p144安全保護回路(第24条関係)1.「安全保護系のデジタル計算機

は、盤の施錠等により物理的に分離する」とありますが、鍵が管

理されていなかったり、盤の鍵が汎用的なもの(T社#200や#350

等)であったりしては意味が無いので、実効性まで含めて確認す

べきと考えます。 

 

 設置変更許可に係る審査においては、基本的な設計方針を確認し

ています。具体的な鍵管理を含め、原子力発電所の保安活動につ

いては、保安規定等に規定され、その遵守状況については、原子

力規制検査において、必要に応じ確認していきます。 

 

 基準規則第二十四条4号が未審査。また、第二十四条には"6号"の

みが存在しているのではなく、1号から5号までと7号も存在して

おり、それぞれ個別の要求が規定されている。審査書(案)には、

第二十四条6号以外の審査の経緯と審査結果その理由が記載され

ておらず、設置許可基準規則第十五条の要求の全てを満たしてい

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について確

認した結果を記しています。設置許可基準規則第２４条第１号、

２号、３号、４号、５号及び７号については、新規制基準に変更

がないことから、今回の審査対象ではありません。 
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Ⅲ－１５ 安全保護回路（第２４条関係） 

御意見の概要 考え方 

るとは断定できない。従って、原子炉等規制法第四十三条の三の

六の、第一項第4号に適合と判断できない。例えば、チャンネル間

の独立性要求に不適合な事例（女川含む）が多く、女川1，2，3号

の中央制御室床下において、ケーブルの不適切な敷設状態が発見

され、保安規定違反（違反２）と報告されている。 

 

なお、御指摘の不適切なケーブルの敷設に係る保安規定違反（違

反２）については、その是正処置、再発防止対策等を保安検査等

で確認しています。 

 

 審査漏れ:基準規則第二十四条第1項第1，2，3，4，5，7号が未審

査。その内、4号には不適合。第二十四条には“第1項第6号"のみ

が存在しているのではなく、第1号から第5号までと第7号も存在

しており、審査書(案)には、第1項第6号以外の審査の経緯と審査

結果その理由が記載されておらず、設置許可基準規則第十五条の

要求の全てを満たしているとは断定できない。第二十四条第1項

には重要な要求があり、例えば、女川1，2，3号の中央制御室床下

において、ケーブルの不適切な敷設状態が発見され、保安規定違

反と報告されている。 

 

 同上 

 

 基準規則第二十四条3号が未審査、しかも女川原発で、第二十四条

3号に不適合のための事故が最近発生している。第二十四条には"

第6号"のみが存在しているのではなく、第1号から第5号までと第

7号も存在しており、それぞれ個別の要求が規定されている。審査

書(案)には、第1項第6号以外の審査の経緯と審査結果その理由が

記載されておらず、設置許可基準規則第十五条の要求の全てを満

たしているとは断定できない。従って、原子炉等規制法第四十三

条の三の六の、第一項第4号に適合と判断するための根拠が欠落

して粘り、同法同条第一項の規定により許可する事ができない。

例えば、2019年10月26日に発生したモニタリングポストの伝送さ

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について確

認した結果を記しています。設置許可基準規則第２４条第１号、

２号、３号、４号、５号及び７号については、新規制基準に変更

がないことから、今回の審査対象ではありません。 

なお、御指摘のモニタリングポストの伝送不備については、女川

原子力発電所原子力施設保安規定に基づき、適切に不適合管理が

なされていることを保安調査において確認しています。 
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Ⅲ－１５ 安全保護回路（第２４条関係） 

御意見の概要 考え方 

れない状態。 

 

 「III－１５ 安全保護回路（第２４条関係）（144P）について。 

「安全保護系のデジタル計算機は、盤の施錠等により、ハードウ

ェアを直接接続させないことで物理的に分離する設計とする。」

盤の施錠は破壊されれば突破されるので根本的解決にはならな

い。 

 設置変更許可に係る審査においては、基本的な設計方針を確認し

ています。具体的な鍵管理を含め、原子力発電所の保安活動につ

いては、保安規定等に規定され、その遵守状況については、原子

力規制検査において、必要に応じ確認していきます。 

また、核物質防護対策についても、核物質防護規定の認可等にお

いて確認しています。 

 

 「２．安全保護系のデジタル計算機は、通信状態を監視し、送信

元、送信先及び送信内容を制限することにより、目的外の通信を

遮断した上で、通信を送信のみに制限することで機能的に分離す

る設計とする。」判然としないが送信のみとするのはハードウエ

ア上のことかソフトウエアでの設定か。後者ならばシステムエン

ジニアクラスにとっては簡単に解除できてしまうから解決には

ならない。前者の場合は、具体的どうするのか理解できないので

その旨の説明を求める。 

 

 審査において、一部デジタル演算処理を行う機器は、外部ネット

ワークへのデータ転送の必要がある場合は、防護装置を介して安

全保護回路の信号を一方向（送信機能のみ）通信に制限すること

で機能的に分離することを確認しています。なお、防護装置の具

体的な内容については、防護上の観点から非公開としています。 

 

 「３．安全保護系のデジタル計算機は、固有のプログラム言語を

使用し、一般的なコンピュータウイルスが動作しない環境となる

設計とする。」とは、固有の言語体系を開発したということか。そ

んなことをすれば、固有の言語を理解しないとメンテナンス一つ

出来なくなり、システムを脆弱化させる危険性が高まる。バグフ

ィックスも固有言語で行っていたのでは、開発した技術者がいな

くなれば直ちに危険な状態に陥るであろう。これは対策ではな

 固有のプログラム言語とは、汎用品のソフトウェアではないとい

う意味で使用しており、審査においては、固有のプログラミング

言語を使用することで、一般的なコンピュータウイルスが動作し

ない環境となる設計とする方針を確認しています。なお、固有の

プログラム言語については、既に使用されています。 

また、コンピュータウイルスの混入を含む不正アクセス等による

被害の防止については、上記に加え、一部デジタル演算処理を行
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Ⅲ－１５ 安全保護回路（第２４条関係） 

御意見の概要 考え方 

い。 どこかで使用実績のある言語ならば、「固有」ではありえず、

記載誤りである。このあたりをはっきりさせて、どういう対策な

のか明記すべきだ。また、「コンピュータウイルスが混入すること

を防止する等、承認されていない動作や変更を防ぐことができる

ものであることを確認した」と記載されているが、規制委はどう

やってこのようなことを「確認」し「承認する」こととしたのか。

規制委側にそのようなシステムスキルがあるのか。この点も明確

にしなければ妥当性は判断できない。 

う機器が収納された盤の施錠等による物理的な分離及び外部ネ

ットワークへのデータ伝送の必要がある場合は防護装置を介し

て安全保護回路の信号を一方向（送信機能のみ）通信に制限する

ことによる機能的な分離等により、外部からの不正アクセスを防

止する設計とすることを確認しています。 
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Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力 

御意見の概要 考え方 

 非常事態に対応できるかが不安です。  新規制基準は、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電

所事故の教訓を踏まえ、地震や津波への対策の強化に加え、重大

事故等が発生した場合にも、外部への影響を最小限に抑えるため

の十分な対策を要求しています。さらに、想定を超える大規模な

自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生し発電用原子炉施設に大規模な損壊が発生した場合でも

対処できるよう設備を整備するとともに、関連する手順書、体制

の整備を行うよう要求しています。これらに対して、申請者が整

備する対策が、新規制基準へ適合していることを確認していま

す。 

 

 ３ページの「なお、本審査は、1 号炉及び 3 号炉の原子炉圧力容

器には燃料を装荷しないことを前提としている。」について。原子

炉を運転していないとしても、使用済燃料プールには大量の燃料

が入ったままではないか。これらが乾式貯蔵等強制冷却を必要と

しない安定的な保管方法に移行しているのであればともかく、そ

うでないなら審査を行う際にこれら燃料プールの健全性や地震、

津波、その他過酷事故に遭遇するシーンの検証や、それらが特定

重大事故に至った場合の２号機への波及を防止するための対策

等を審査すべきである。これらをしないで１、３号機を審査から

除外するのは誤りである。 

 1 号炉及び 3 号炉の使用済燃料プールに使用済燃料が貯蔵されて

いる状況を踏まえて、それらの使用済燃料プールの冷却水が全量

喪失した場合等の評価を行い、各号炉の燃料集合体の健全性及び

2 号炉の重大事故等対処に支障を及ぼさないことを確認していま

す。 

 

 
 
Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

 福島第一原発 2号機では、圧力容器を破損させるほどの水蒸気爆  原子炉内における水蒸気爆発については、国内外における研究や
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

発か若しくはそれに近い激しい現象が起こったとされており、原

子炉圧力容器内での水蒸気爆発の「発生確率は極めて低い」とす

ることはできない。 

 

専門家による分析を踏まえ、BWR 体系では下部プレナム内の冷却

水は飽和状態であること、原子炉内には多数の構造物が存在して

おり、トリガリングが制約されることから、その発生確率は極め

て低いと判断しています。 

 

 格納容器破損モードの検討において、原子炉内の圧力容器内での

水蒸気爆発は、「実験的研究と専門家による物理現象分析では、発

生確率は極めて低いとされている」とし評価対象から除外してい

るが、数値で示されるべきである。 

 

 同上 

 

 格納容器隔離失敗を追加しない理由として「機能の確認は手順書

に基づく確実な操作を実施すること、（中略）隔離弁の閉止状態を

確認する手順となっていることなどにより、人的過誤による発生

確率は極めて低いと評価した」とあるが、人的過誤を想定し、そ

の発生確率を数値で示して評価すべきである。 

 

 格納容器隔離失敗における隔離機能喪失による格納容器破損頻

度の算定においては、ランダム要因による機器の故障のみならず

人的過誤も想定しており、当該破損モードの格納容器破損頻度は

9.4×10-10/炉年と十分低い値となっていることを確認していま

す。 

 

 「国内外の先進的な対策」とは具体的には何か？  米国及び欧州（ドイツ、スウェーデンなど）において整備してい

る先進的な対策です。具体的な事例は、申請書（追補２．Ⅰ）の

別紙 3「諸外国における炉心損傷防止対策の調査結果について」

にて確認できます。 

 

 防潮堤をいくら高くしてもそれ以上の津波が来る可能性があり、

再稼働に絶対反対です。 

 

 防潮堤については、最新の科学的・技術的知見を踏まえて策定し

た基準地震動及び基準津波に対して、津波防護機能を維持できる

設計とする方針を確認しています。また、基準津波を超える津波

など大規模な自然災害等により、大規模な損壊が発生した場合で

も可搬型設備による対応を中心として柔軟で多様性のある対応
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

ができるように手順書や体制、設備等を整備する方針であること

を確認しています。 

 

 防潮堤が壊れた場合を想定した対策はとられているのか。津波が

何波にもわたって襲来し、東日本大震災では、岩手県宮古市田老

の防潮堤が粉みじんになるなど想定外の事態が起こったが、それ

らの知見はいかされているのか？ 

 

 同上 

 

 「格納容器破損モードごとに最も厳しいプラント損傷状態を選

定し、さらにそのプラント損傷状態に至る最も厳しい事故シーケ

ンスを評価事故シーケンスとし、有効性評価ガイドを踏まえてい

ることを確認した。」とありますが、最も厳しいプラント損傷状態

となる条件が最も早く事態が深刻な状況に陥る条件と一致する

とは限らないのではないか。有効性評価ガイドの見直しを含めて

再検討すべき。 

 

 御指摘の「最も厳しいプラント損傷状態となる条件が最も早く事

態が深刻な状況に陥る条件と一致するとは限らないのではない

か。」という点について、評価事故シーケンスの選定に当たって

は、事象進展の厳しさの観点及び事象進展緩和の余裕時間の観点

から総合的に判断して選定されていることを確認しています。 

 

 これまでにも、柏崎刈羽６・７号機及び東海第２発電所に関する

審査書案に対してコメントを提出しましたが、貴委員会の「考え

方」では、納得しがたい理由により、いずれも考慮不要とされま

した。以下に、理由を付して再々度コメントしますので、厳正に

検討していただくとともに、判断の根拠となる実証的知見を示し

て下さい。 

 

（１）地震時の原子炉容器内冷却材密度分布の変動に伴う反応度投入

事象 

炉容器内に冷却水と蒸気が混在するＢＷＲでは、地震時に、炉心

 以下のとおり、地震時の起因事象として原子炉圧力容器内冷却水

密度分布の変動に伴う反応度投入事象を考慮することは不要と

判断しています。 

 

水平方向に地震による加速度が加わる場合、次の理由によりチャ

ンネルボックス内及び炉心全体としての大きな水密度分布の変

動は生じないことから、これに伴う著しい反応度の投入はないと

考えられます。 

① 炉心全体で有意な密度分布変動に発展するには、チャンネル

ボックス内の二相流動と下部プレナム及び上部プレナム内
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

内の減速材である水の密度分布が変動して反応度が投入される

可能性があることは否定できません。従って、その反応度の大き

さや投入の速さについて実証的な検討が必要となります。「考え

方」では、炉心全体でのスロッシングのような流動振動に発展す

る必要があると断定して、スクラムが間に合うので著しい反応度

の投入はない、との見解ですが、その断定の根拠が示されていま

せん。第一に検討すべき地震動は、水平方向に横ズレ断層を生じ

るような変位型の地震動だと考えられます。このような断層運動

に乗って炉容器が動くと、内部の炉心上・下部プレナム内及び炉

心チャンネルボックス間の水が同一方向に加速度を受けて片方

の半炉心側の水の量が瞬間的に増加する可能性があると考えら

れます。第二に検討すべき地震動は、加速度型の上下動です。炉

心チャンネルボックス内で燃料棒表面から発生している蒸気泡

の離脱が燃料棒の上下動によって促進され、流動抵抗が減少して

沸とう開始点が押し上げられたり、熱水中での突沸や気泡の巻き

込みが生じて、水塊が制御棒挿入率の小さい炉心上方へ移動する

ことも考えられます。以上の事象は、流路の複雑さや気液二相流

の加振特性なども考慮すると、実験を含む検討が不可欠だと考え

られます。 

 

の流動が連成し、ある程度の時間をかけて炉心規模でのスロ

ッシングのような流動振動に発展する必要があります。こう

した炉心規模の流動振動の固有周波数は低く、炉内構造物の

共振により増幅される卓越周波数からは離れているため継

続的に励起されるとは考えにくく、また、これよりも周波数

の高い地震加速度により自動スクラムし、制御棒が全挿入さ

れるため、こうした流動振動が発展する可能性は極めて低い

と考えられること。 

② チャンネルボックス内の水密度分布変動については、チャン

ネルボックス内には、燃料棒が稠密に存在していることから

気泡の横方向の移動が制限され、チャンネルボックス内での

水密度分布が変化しても、炉心全体としては有意な影響とは

ならないと考えられます。また、チャンネルボックス内のス

ロッシングが発生しても振幅は小さいと考えられること。 

また、鉛直方向に地震による加速度が加わる場合、次の理由によ

り水密度分布が有意に変化することはなく、これに伴う著しい反

応度の投入はないと考えられます。 

① 鉛直方向の加速度の卓越周波数は高く、燃料集合体に対して

継続的に大きな加速度が加わることは考えにくく、燃料集合

体の浮き上がり量はわずかであり冷却水との相対的な位置

関係は大きく変わることはないと考えられること。 

② 運転中の原子炉では、再循環系による強制対流が維持されて

います（流量約 10,680～35,600t/h）(※1)）。再循環系ポン

プは、地震により原子炉スクラムしても低速度で運転を継続

します。仮に再循環系ポンプの電源が喪失した場合でも、ポ

ンプ回転数半減時間は約 5秒であり、スクラムにより全制御

77



74 
 

Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

棒が挿入されるまで強制対流が維持されることを確認して

います。燃料有効長底部は液相の単相流、燃料有効長頂部は

約 70%から 80%のボイド率の二相流となっています。液相と

気相は、摩擦による相互作用を及ぼしながら、蒸気がやや大

きな速度を持ちながら上方に流れています。水と蒸気の密度

比は大きく、地震による加速度が鉛直方向に加わった場合、

慣性の大きな液相における速度変化は再循環系による強制

対流による速度に対して小さく、また慣性の小さな蒸気は周

囲の液相との摩擦により拘束されます。これにより、チャン

ネルボックス内の鉛直方向の水密度分布が有意に変化する

ことはないと考えられること。 

さらに、以下に示すように、過去の大規模地震時において BWR プ

ラントでの反応度投入事象は確認されていません。いずれのケー

スも地震加速度高で自動スクラムし制御棒が全挿入され原子炉

が停止に導かれることが確認されています。 

① 新潟県中越沖地震発生当時の柏崎刈羽原子力発電所におけ

る運転中のプラントの平均出力領域モニタ（APRM）の推移に

は大きな変動がないこと（※2）。 

② 東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第二原子力発電所に

おける運転中のプラントの平均出力領域モニタ（APRM）の推

移には大きな変動がないこと（※3）。 

③ 東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所で

は、2 号炉及び 3 号炉で中性子束高警報が発生しているもの

の、これは「D 格子」という、燃料集合体の配置が制御棒側

で広く、その反対側で狭いという偏心した配置となっている

プラント特有のものであり、反応度投入事象による平均出力
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

領域モニタ（APRM）の推移の変動ではないこと(※4）。なお、

D格子を採用していない女川 2号では発生しない事象です。 

 

(※1)保安規定(定格流量 35,600t/h、30%～100%の流量値) 

(※2)経済産業省ホームページ「新潟県中越沖地震発生時の柏崎刈羽

原子力発電所の運転データについて」 

(※3)東京電力ホールディングス(株)ホームページ 

(※4)D 格子を採用しているプラントの燃料集合体の濃縮度は、制御

棒側で低く、その反対側で高くなっており、地震により制御棒側

の間隔が狭く、その反対側の間隔が広くなると、制御棒側の中性

子束が下がる効果よりも、その反対側の中性子束が上がる効果が

上回ります。この事象による中性子束の上昇が、平均出力領域モ

ニタ（APRM）の警報設定値を上回り、中性子束高警報が発報され

たものです。（原子力安全委員会資料 第 28 回定例会「BWR プラ

ントにおける地震時炉内中性子束上昇事象に関する検討結果に

ついて」(平成 9年 5月)） 

 

（２）ＬＯＣＡ時の緊急炉心冷却水注入に伴う反応度投入事象 

ＬＯＣＡが発生し、緊急炉心冷却系（ＥＣＣＳ）による注入が遅

れて、燃料棒からのβ線及びγ線による発熱で燃料棒と制御棒が

昇温する場合、「考え方」では、制御棒が約 1200℃で溶け落ちる

時点の燃料被覆管温度は、伝熱条件やジルカロイ－水蒸気反応に

より 1200℃を大幅に上回っているので、炉心の幾何学的形状が維

持されるとは考えられない。従って、その時点でＥＣＣＳ水が注

入されても著しい反応度が投入されることはないとの見解です。

そして、DF-4 の模擬実験を参照しています。しかし、この見解が

LOCA が発生し注水が遅れた場合、以下のことから著しい反応度が

投入されることはないと考えられます。 

 

① BWR の制御棒では B4C をステンレス鋼製の被覆管に収納し、

その管をステンレス鋼構造で覆うことにより制御ブレード

を構成しています。燃料棒と制御ブレードの間にはジルカロ

イ製のチャンネルボックスが存在しています。制御棒の温度

は、燃料からの輻射熱により上昇することから、ステンレス

鋼と B4C との共晶反応により制御棒被覆が溶融する状態(約
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

当てはまるのは、十分多量の水蒸気の発生があり、その流動によ

る炉心の冷却や著しいジルカロイ－水蒸気反応が起り得る場合

に限定されると考えられます。大口径配管破断ＬＯＣＡ等で、急

速に炉心内の冷却水が喪失する場合、水蒸気の発生が殆ど無い真

の空焚き状態となり、燃料棒と制御棒は著しい温度差なく昇温

し、制御棒が約 1200℃で炉心下部に溶け落ちた後も、燃料棒はふ

くれや破裂を生じつつもほぼ炉心の幾何形状が維持される状態

がかなり広い範囲で起り得ると考えられます。その状態で大容量

のＥＣＣＳ水が急速に炉心内に注入されると、制御棒が存在しな

いため低水位で臨界となるので、その後の水位上昇による反応度

投入率が極めて大きく、ドプラー効果やボイド発生による負の反

応度効果が間に合わずに、燃料ペレットの融解温度に達し、水中

に噴出した溶融燃料が大規模な水蒸気爆発を生じて大きな破壊

力が発生する恐れがあります。全てのＥＣＣＳ水にほう酸をあら

かじめ混入することは最低限の安全対策として実施すべきです。

また、DF-4 は、水蒸気による冷却が存在する条件での実験だと思

います。 

 

1,200℃)では、燃料被覆管温度は、これを大幅に上回り、か

つ、蒸気の供給によるジルコニウム－水反応により急激に上

昇するため、炉心の幾何学的形状が維持されるとは考えられ

ません。 

② このような状態は、BWR の炉心を模擬した DF-4（※）の実験

でも見られています。 

また、炉心損傷後の手順として未臨界を維持するため、重大事故

等対処設備と位置付けている「ほう酸水注入系」によるほう酸水

を注入する手順を整備しており、ほう酸水注入系の電源は、重大

事故等対処設備である常設代替高圧電源装置から給電され、確実

に起動できるよう設計していることを確認しています。 

なお、御指摘の大破断 LOCA の場合においても、実機の下部プレ

ナム内には一定量の冷却材が存在しており、炉心溶融するまでの

間、炉内は水蒸気環境下であることに変わりはないと考えられま

す。 

(※) R.O. Gauntt, R.D. Gasser, L.J. Ott, “The DF-4 Fuel Damage 

Experiment in ACRR with a BWR Control Blade and Channel 

Box,” NUREG/CR-4671, SAND86-1443 (1989). 

 

 Ⅳ－１．１事故の想定(１５３ページ)、Ⅳ－１．２有効性評価の

結果(１６５ページ)運転中の事故シーケンスグループに「地震動

による反応度投入」を追加し、その安全性を評価することを求め

る。出力運転中の炉心内では、沸騰により生じる気液二相流が流

れている。この状態において、強い上下動の地震力を受けた場合

に、上向きの加振により瞬間的に水塊が上方に押し上げられて炉

心ボイド率が低下、それに伴って反応度が投入されて原子炉出力

 同上 
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Ⅳ－１．１ 事故の想定 

御意見の概要 考え方 

が過大上昇し、炉心損傷に至るおそれがある。 

 

 １６４ページの表について、単一事故を想定しコンピューター解

析して事故を安全に収束させるルートがあることを示したに過

ぎない。そのルートで、本当に安全に収束できるのか、人為的誤

操作も含めて、その確率の見積もりも示されるべきである。想定

にかからずシミュレーションできなかったケースも多々あろう。

東京電カの事故が詳しく解明されれば、シミュレーションしなく

てはいけない事例が出てくる可能性が高い。単一事故が複数の事

故を連鎖させて重大事故に拡大することも想定されていない。 

 

 審査書（案）１６４ページにある有効性評価における事故の想定

は、設計基準事故を超えた重大事故に至るおそれのある事故であ

り、起因事象に対して、設計基準事故対処設備の多重故障により

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定してい

ます。想定した重要事故シーケンス等については、有効性評価に

より原子炉及び原子炉格納容器を安定状態に移行できることを

確認しています。 

また、評価対象の重要事故シーケンス等の選定にあたって、人的

過誤を考慮した上で、炉心損傷頻度が評価されていることを確認

しています。具体的な人的過誤の発生確率については、申請書（追

補２.Ｉ）の別添「女川原子力発電所 2 号炉 確率論的リスク評

価（PRA）について」の「表 1.1.1.g-1 表 人的過誤の評価結果」

等に示されています。 

 

 ４２、１５０ページについて、人為的ミスもありうる、一度事故

がおきたら人間の手ではコントロールできない。 

 同上 

 
 
 
Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

御意見の概要 考え方 

 ２１１～２５６ページについて、事故時における綱渡り的対応に

ついて書かれている。このとおりに事象が進めば良いのだが、予

測通りに進む確率は小さいのではないか。現状の把握が間違って

いたり、時間どおりに進まなかったり、計器類が誤作動したり、

 有効性評価における運転員等の操作時間は、訓練等に基づく実移

動時間や操作等に必要な時間に対して、十分に時間的な余裕があ

るよう保守的に設定されていることを確認しています。さらに、

対策の有効性を確認するため、運転員操作の遅れ等の影響評価を
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Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

御意見の概要 考え方 

誤作動かどうかの確認も必要になろう。事故が想定外の方向に進

んでいくことも排除できない。 

 

要求し、操作が遅れた場合でも一定の余裕があることを確認して

います。 

計測機器については、故障した場合にも対処できるように、多重

性を有する計測機器の他チャンネルにより計測する手順が整備

されていることを確認しており、他チャンネルにより計測ができ

ない場合には、代替手段によりパラメータを推定する手順を整備

することを確認しています。 

また、重大事故等発生時における事象の種類及び事象の進展に応

じて的確かつ柔軟に対処できるよう、各要員の役割に応じた教育

及び訓練を実施し、計画的に評価することを確認しています。さ

らに、高線量下、夜間、悪天候等を想定した事故時対応訓練を実

施する方針であることを確認しています。 

 
 復旧作業に必要な要員は 30 名であるとして、中央制御室の運転

員、発電所対策本部要員および重大事故等対応要員は 30 名であ

り対応が可能としているが、必要人数と準備要員数が同じなの

で、事故時に落下物などで怪我人が出ると、たちどころに復旧作

業が停滞してしまう。余裕のある人員の配置をすべき。 

 

 重大事故等が発生した場合に必要な作業に応じた人員を夜間及

び休日（平日の勤務時間帯以外）を含め配置しているかを審査し、

重大事故等対応要員等 30 名で対応が可能であることを確認して

います。加えて、事象発生後 1 時間以内に重大事故等対策要員 4

名を確保する方針とし、さらに追加で 12 時間を目処に 50 名を確

保する方針としていることを確認しています。 

 

 ２１６ページ、「（３）必要な要員及び燃料等」については「本事

故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名である。

これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重

大事故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。」これでは他

の要素に対応できる要因がいなくなってしまう。又は他の要因に

人を取られていたら対応できない。 

 同上 
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Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

御意見の概要 考え方 

 

 必要要員と対応要員が同じではだめだ。余裕のある人員を配置す

べきだ。原子炉事故の重大性の認識が欠けている。 

 

 同上 

 

 事故時には多くの場所に分散して人員を配置しなくてはならな

い。30 名で足りるのか、整合性をつけて説明すべき。 

 同上 

 
 
Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

御意見の概要 考え方 

 １６８ページ下から７行について、{燃料被覆管の酸化量は酸化

反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となっている}、

この部分は、日本語として意味不明だ。ジルコニウム被覆管の使

用前の規格厚さはいくらなのか、使用中の腐蝕厚さは幾らまで許

容されるのか。 

おそらく、腐蝕は不均一に進行し、ピンホール状に腐蝕している

部分もあろう。いま、許容される限界まで腐蝕していた被覆管に、

{酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%(意味がよくわ

からない)}が腐蝕したとした場合、安全が保たれると言えるの

か。東北電力の変更申請を鵜呑みにしてはいけない。審査委員自

ら調べて、根拠を示して判断すべきである。 

 

 御指摘の「燃料被覆管の酸化量は『酸化反応が著しくなる前の燃

料被覆管厚さ』の 1%以下となっている」については、重大事故に

至るおそれがある事故が発生した場合において、「炉心の著しい

損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷

却できるものであること」を要求しており、この要件の 1つとし

て挙げられている、「燃料被覆管の酸化量は、『酸化反応が著しく

なる前の被覆管厚さ』の 15%以下であること」に対する評価結果

を記しています。 

燃料被覆管の酸化量が、『酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さ』

の 15%以下であれば、被覆管は脆化することなく、被覆管形状（燃

料棒形状）が維持され、これ以下であれば新規制基準に適合して

いると判断しています。 

なお、通常運転中における燃料体に用いるジルコニウム合金燃料

被覆材の腐食に関する事項については、実用発電用原子炉に使用

する燃料体の技術基準に関する規則第八条九号において、ジルコ

ニウム合金燃料被覆材に対する腐食試験の要求事項が規定され
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Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

御意見の概要 考え方 

ています。 

 

 １６９ページ８行目及び２２１ページ下から１行目について、法

令上で評価されるべきは実効線量等量率である。Sv/h と Sv/3 月

では数値が大きく違ってくる。入力数値と出力数値の単位の確認

をすべきである。さらに事故時には放射線の発生源が多数でき

る。それらを合算しでもなおかつ敷地境界では安全が担保される

のか。 

 炉心損傷防止対策の有効性評価ガイドにおいて、格納容器圧力逃

がし装置を使用する事故シーケンスグループでは、敷地境界での

実効線量を評価し、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリ

スクを与えないこと（発生事故当たり概ね 5mSv 以下）を確認す

るとされており、ここでは、発生事故当たりの実効線量（mSv）を

評価しています。敷地境界の実効線量評価においては、「発電用軽

水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（平成 2 年 8 月 30

日原子力安全委員会決定）等に基づいて放出放射能量や大気拡散

係数の評価条件を設定し適切に評価されていることを確認して

います。 

一方、御指摘の線量当量率については、放射線業務における作業

環境測定等を目的として、単位時間当たりの放射線量を用いてい

るものです。 
 
 
Ⅳ－１．２．１．１ 高圧・低圧注水機能喪失 

御意見の概要 考え方 

 申請者が行った解析の結果において、原子炉冷却材圧力バウンダ

リの最高圧力は約 7.69MPa[gage]とあるが原子炉圧力容器の耐圧

はいくらか、数値で示してほしい。 

 

 炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があるかを確認する

ための評価項目の一つとして、設置許可基準規則解釈第３７条 1-

3 において「原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使

用圧力の 1.2 倍又は限界圧力を下回ること」とされています。こ

のため、本評価においては、原子炉冷却材圧力バウンダリの最高

使用圧力の 1.2 倍が 10.34MPa[gage]であることから、これを下回

ることを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．１．１ 高圧・低圧注水機能喪失 

御意見の概要 考え方 

 
 配管に繋がる各種弁の耐圧性能は大丈夫か。そもそも圧力容器の

耐圧性能はいくらか。 

 

 同上 

 今回の変更申請では、当然のことながら多く施設に多くの改善が

図られているので、従来とは異なる事故からの回復作業が図られ

ていよう。たとえば炉の圧力を下げるべント装置についても、新

しい装置が使われていよう（審査書（案））には出てこない）。そ

の装置の性能や駆動条件なども変わっていよう。そうすると、装

置を通過する核種と数量、放射線量率も変わっているはずであ

る。フィルターでの除染係数が 10 倍(?)高くなれば、排気口での

放射能濃度は下がるものの、ベント装置周辺の線量率は 10 倍高

くなるはずだ。除染係数もその核種の化学形によって大きく変わ

るはずだ。管理区域内の各地点での線量率、事業所境界での線量

率、さらには核種の空気中濃度などを新たに算出し直して評価し

なければならない。復旧作業中の従事者の外部被ばくや内部被ば

くについても評価し直すべきである。 

 

 本申請において、申請者は、最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めの設備等として原子炉格納容器フィルタベント系を新たに整

備する方針としており、これは、審査書（案）３６７ページに記

載されています。 

原子炉格納容器フィルタベント系使用時の敷地境界での実効線

量については、炉心の著しい損傷が発生する前は、「周辺の公衆に

対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと（敷地境界の

実効線量が発生事故当たり概ね 5mSv 以下）」が求められており、

「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」（平成 2

年 8 月 30 日原子力安全委員会決定）等に基づき、改めて希ガス

及びよう素の放出量並びに敷地境界での実効線量を評価してい

るものです。 

なお、炉心損傷後における原子炉格納容器フィルタベント系を使

用した後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減するた

め、原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置等の周囲に

遮蔽等を設置することを確認しています。さらに、格納容器ベン

トの準備、実施、継続中及び停止の各段階で想定される作業項目

を抽出し、当該作業場所の放射線量等の作業環境を評価した結

果、作業が実施可能としていることを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．１．２ 高圧注水・減圧機能喪失 

御意見の概要 考え方 

 「高圧注水・減圧機能喪失」での必要な要員は 13 名であるとあ

るが、「高圧・低圧注水機能喪失」での必要な要員 30 名との関係

はどうなっているのか。 

 

 御指摘のとおり「高圧・低圧注水機能喪失」における必要な要員

は 30 名、「高圧注水・減圧機能喪失」における必要な要員は 13 名

です。想定している事故シーケンスグループごとに炉心損傷を防

止するための対策が異なることから、対策に必要な要員数も異な

っています。 

 

 「d. 不確かさの影響評価のまとめ」について、不確かさが運転

員等の操作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は

どの程度の大きさか、具体的に数値での説明が必要である。 

 

 御指摘の影響については、「a. 解析コードにおける不確かさの

影響」、「b. 解析条件の不確かさの影響」及び「c. 感度解析に

おける影響評価」において、具体的な数値を含めて記載していま

す。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．３ 全交流動力電源喪失 

御意見の概要 考え方 

 １８３ページ、１９１ページ及び１９６ページ、c.：「原子炉補機

代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）による炉

心の冷却と、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サ

プレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの

除熱を交互に切り替えることにより原子炉及び原子炉格納容器

を安定状態へ移行させることができる。」とあるが、切替えの判断

は？ 

 残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却は、原子炉水

位が原子炉水位低（レベル 3）に到達した場合に実施し、残留熱

除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納

容器からの除熱は、原子炉水位高（レベル 8)まで原子炉水位が回

復した後に切り替えて実施するとしていることを確認していま

す。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．４ 崩壊熱除去機能喪失 

御意見の概要 考え方 

 BWR における崩壊熱除去喪失時においては、ベント系の使用がシ  申請者は、炉心損傷後は、耐圧強化ベント系は使用せず、代替循
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Ⅳ－１．２．１．４ 崩壊熱除去機能喪失 

御意見の概要 考え方 

ビアアクシデント対策の中心手法となっている。しかし、周辺住

民の被ばくを前提としたベントをシビアアクシデント対策の中

心手法にすることは反対である。特に規制委員会は、Cs-137 の総

放出量を 100TBq 以下にすることを求めながら、ドライウエルか

らの耐圧強化ベント系の設置を認めている。東北電力の計算によ

れば、ドライウエルからの耐圧強化ベントを実施した場合、7 日

間で約 320TBq と上記制限を超え、福島事故の環境への放出量の

数分の 1 程度の大量の Cs-137 を環境に放出することが分かって

いる。（『自主対策設備に関する補足説明』東北電力、令和 1年 10

月 4 日）このため同文書の中で東北電力は「耐圧強化ベントは規

制基準の 100TBq を上回るので実施しません。」と述べている。そ

れならば、規制委員会は使用した多くの場合、規制基準違反とな

る耐圧強化ベント設備の撤去を命じるべきである。炉工学的安全

性の観点から言えば、事故が急進展した場合、あるいはフィルタ

ーベントが故障した場合、耐圧強化ベント装置を設置した方が、

格納容器破損の拡大防止、水素爆発防止の観点から、いわば保険

を掛ける形で、より「安全性」が増しているともいえる。しかし

ながら、100TBq の基準を設けながら、これを破るための手段を認

めることは、100TBq 制限を有名無実化することであり、ダブルス

タンダードといえる。このような矛盾が生じるのも、ベントとい

う手法そのものが、格納容器の閉じ込め機能を失わせることによ

り、原子力発電所の安全体系を否定する手法だからである。 

 

環冷却系又は原子炉格納容器フィルタベント系を使用する方針

としていることを確認しています。 

炉心損傷前の格納容器ベントについては、原子炉格納容器フィル

タベント系及び耐圧強化ベント系の 2つの対策がありますが、申

請者は、原子炉格納容器フィルタベント系を優先して使用し、原

子炉格納容器フィルタベント系が機能喪失した場合には、耐圧強

化ベント系を使用するとしていることを確認しています。原子炉

格納容器フィルタベント系は信頼性が高く、耐圧強化ベント系を

使用する可能性は極めて低いと考えますが、仮に、耐圧強化ベン

ト系を使用した場合として、炉心損傷防止対策の事故シーケンス

グループの中でベントまでの時間が最も短く、放射性物質の減衰

効果が少ない「LOCA 時注水機能喪失」で評価した結果、敷地境界

での実効線量は、5mSv 以下であることを確認しています。 

 

 

 

 もともと東北電力は、第１３３回審査会合（２０１４年８月２８

日）において、元からあった耐圧強化ベントも残しておくという

考え方を示していました。東北電力がフィルターベント系を設置

 同上 
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Ⅳ－１．２．１．４ 崩壊熱除去機能喪失 

御意見の概要 考え方 

した後も耐圧強化ベント系を温存しているのは、圧力の急激な上

昇が起こったりしてフィルターベントを使用できない場合があ

りえることや、フィルターベントが目詰まりしたりすることがあ

るからです。重要なことは、この時に更田委員（当時）も、何ら

かの理由でフィルタベントが使えないことがありうるという認

識にもとづいて発言していることです。ところが２０１９年１０

月４日、東北電力は事業者ヒアリングに「自主対策設備に関する

補足説明」を提出し、この中で耐圧強化ベントの使用は「炉心損

傷前」に限定し、「炉心損傷後は使用しない」としました。その理

由として東北電力は、ドライウェルからの耐圧強化ベント系を使

用した場合のＣs－１３７の放出量が、７日間で約３３０ＴＢq、

３０日間で約３６０ＴＢq に達するという解析結果を示し、規定

基準に定められている「１００ＴＢq を上回る」ことをあげて、

炉心損傷後に耐圧強化ベント系は使用しないことにしている」と

説明しています。この解析結果は、耐圧強化ベントの使用がいか

に深刻な影響を住民と環境に及ぼすかを示しています。それなら

ば、原子力規制委員会は耐圧強化ベント設備の撤去を求めるべき

です。耐圧強化ベント系の撤去を求めないのは、放出されるＣｓ

－１３７を１００ＴＢq 以下に抑えるという、自ら決めた規定を

自ら否定するものではないでしょうか。 

 

 東北電力から表明された、耐圧強化ベントの使用は「炉心損傷前」

に限定し、「炉心損傷後は使用しない」とする考え方についてです

が、これにはベントのタイミングをどうやって判断するのか、早

期のベントを運転員に強いることになるのではないかという疑

問がつきまといます。事故が急激に進行する場合は、炉心損傷が

 同上 

炉心損傷前ベントのタイミングの判断については、最終ヒートシ

ンクへ熱を輸送する機能が喪失し、原子炉格納容器内の圧力を規

定圧力（0.384MPa[gage]）に維持できない場合に準備に着手し、

原子炉格納容器内の圧力が最高使用圧力（0.427MPa[gage]）に到
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Ⅳ－１．２．１．４ 崩壊熱除去機能喪失 

御意見の概要 考え方 

すでに始まっていても、運転員が「炉心損傷前」と誤って判断し

て耐圧強化ベント系を使用すれば、規定基準を上回る放射能の放

出が現実になります。、放射能の直接放出である耐圧強化ベント

の可能性を残しておくことは、住民の深刻な被ばくにつながるも

のであり、合格させるべきではありません。 

達した場合に格納容器ベントを開始することとしています。ま

た、運転員による炉心損傷の判断については、格納容器雰囲気放

射線モニタで原子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事

故相当のガンマ線線量率の 10 倍を超えた場合、又は格納容器雰

囲気放射線モニタが使用できない場合には、原子炉圧力容器温度

が 300℃以上を確認した場合に炉心損傷と判断するとしており、

運転員が迷うことなく炉心損傷の有無が判断できるよう判断基

準を明確にした手順を整備する方針であることを確認していま

す。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．５ 原子炉停止機能喪失 

御意見の概要 考え方 

 原子炉停止失敗（ATWS）の発生は、特に地震との関係では重大な

問題を生じる。 

地震により制御棒駆動系統が全損し、選択制御棒挿入等の制御棒

駆動系を使った ATWS 緩和機能が使用できなくなる可能性が極め

て大きくなると同時に、原子炉全体が大きく揺さぶられることに

よる気液二相流のランダム発生により炉心出力の振動から発振

へとつながるリスクが高まるからである。 

この場合、原子炉を停止させる操作はほう酸注入系統を使うほう

酸注入が最も確実な方法であるが、制御棒駆動機構を破壊させる

ほどの地震の打撃があった場合、同時にほう酸注入系統の配管も

破損している恐れが大きくなる。こちらは一系統しか存在しない

から、制御棒駆動機構が全損するよりも発生しやすいと思われ、

なおさらリスクは高い。 

 ほう酸水注入系、制御棒駆動機構等は、重大事故等対処設備とし

て、基準地震動による地震力に対して必要な機能が損なわれるお

それがないように設計することを確認しています。また、ほう酸

水注入系は、制御棒駆動機構等に対して、原子炉建屋原子炉棟内

の異なる区画に設置することにより位置的分散が図られている

とともに、異なる駆動源を用いていることにより多様性を有して

いることなど、共通要因によって同時にその機能が損なわれるお

それがないように設計することを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．１．５ 原子炉停止機能喪失 

御意見の概要 考え方 

そのような状況下で原子炉出力振動から発振に至る場合、停止さ

せることは極めて困難であり、人為的に減速材である炉水を抜く

ことが必要になるかも知れない。 

それは同時に冷却材の喪失にもなるので、原子炉の安全にとって

は二律背反の状況になっている。これは極めて重大な事態だが、

分析と対策が成されていない。 

少なくても原子炉出力振動に関して、逆位相振動に関する安全解

析を行い、LPRM/OPRM による逆位相振動検知システムを設置し、

運転開始前に試験結果と解析内容を公表する必要がある。 

 

 「c. 感度解析による影響評価」の「PCT 及び燃料被覆管の酸化量

の評価においては、」「PCT は約 961℃及び燃料被覆管の酸化量は

酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となり、評価

項目を満足することに変わりはない。」と「d. 不確かさの影響評

価のまとめ」の「運転員等の操作時間の余裕について確認した結

果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。」の関係について

は、事態の進展速度がきわめて速いことから、余裕の範囲と逸脱

時間による影響度合いの範囲を明確にすべきである。 

 

 御指摘の解析結果においては、事象発生から約 2秒後に、中性子

束を低下させるため、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプト

リップ機能）により再循環ポンプがトリップし、事象発生から約

23 秒後に燃料被覆管最高温度（PCT）が約 961℃に到達しますが、

ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は自動で

動作し、運転員等による操作は行われないことから、PCT に対し、

運転員等の操作遅れによる影響がないことを確認しています。 

なお、運転員等の操作時間の余裕については、ほう酸水注入系の

起動操作等について確認した結果を記しています。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．６ LOCA 時注水機能喪失 

御意見の概要 考え方 

 申請者が行った解析の結果において、敷地境界での実効線量は約

8.3×10-2mSv となり 5mSv を下回るとあるが、ベント系から放出

される核種とその数量を想定して今回新たに算出した値なのか。 

 原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系使用時

の敷地境界での実効線量については、炉心の著しい損傷が発生す

る前は、「周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与
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Ⅳ－１．２．１．６ LOCA 時注水機能喪失 

御意見の概要 考え方 

 えないこと（敷地境界の実効線量が発生事故当たり概ね 5mSv 以

下）」が求められており、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に

関する審査指針」（平成 2年 8月 30 日原子力安全委員会決定）等

に基づき、改めて希ガス及びよう素の放出量並びに敷地境界での

実効線量を評価しているものです。 

 
 
Ⅳ－１．２．１．７ 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

御意見の概要 考え方 

 格納容器バイパス事故の評価対象として、「過渡事象（原子炉自動

停止）＋主蒸気隔離弁の閉止不能＋ECCS 注水機能喪失＋全交流動

力電源喪失」事故を取り上げることを求める。住民への放射線影

響及び環境汚染の上で極めて厳しい結果を生じるおそれのある

格納容器バイパス事故を想定していないことは不合理であり、こ

の事故想定に関する重大事故防止対策の有効性評価を求める。な

お、先んじて柏崎刈羽原発６、7 号機の審査書案及び東海第 2 号

機の審査書案に対するパブリックコメントにおいて上記と同趣

旨の意見が出され、それに対する規制委員会の考え方として、意

見に記された事故シーケンスについて、「地震 PRA にもとづいて

頻度及び影響度の観点から総合的に判断して排除することを妥

当とした」旨述べている。しかし、地震 PRA にもとづく頻度は何

ら検証されたものではなく、定量的に信頼できるものではない。

また、規制委員会の考え方には、影響度に関して「必要に応じて

放水砲等を用いた大規模損壊対策による影響緩和が図られるこ

とを確認しています。」と記述されているが、放水砲による原子炉

建屋から放出される放射性物質量の低減特性については実証試

 「原子炉自動停止＋主蒸気隔離弁の閉止不能＋ECCS 注水機能喪

失＋全交流動力電源喪失」の事故シーケンスは、審査書（案）Ⅳ

－１．１にある地震 PRA で「格納容器バイパス」として考慮して

おり、頻度及び影響度の観点から必ず想定する事故シーケンスグ

ループと比較し、総合的に判断して、新たな事故シーケンスグル

ープとして追加する必要はないとしていることは、妥当であると

判断しています。 

具体的には、以下のことを確認しています。 

頻度の観点からは、申請書（追補２．Ⅰ）の別添 1.2.1「地震 PRA」

において、1.0×10-7/炉年と示されており、全炉心損傷頻度に占

める割合が極めて小さいことを確認しています。また、影響度の

観点からは、基準地震動を超える大規模な地震では、機能喪失す

る設備（※）の組合せの特定は困難であり、影響度に大きな幅が

あるが、発生する事象の程度に応じて使用可能な設備を用いて炉

心損傷防止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとと

もに、必要に応じて放水砲等を用いた大規模損壊対策による影響

緩和が図られることを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．１．７ 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

御意見の概要 考え方 

験結果が何ら示されておらず、その効果に期待すること自体科学

的妥当性を欠いている。放水砲による放射性物質低減の実証デー

タがあるのか。 

放水による効果等については、空気中の微粒子状放射性物質が、

降雨により捕らえられる効果があることが知られており、雨量に

比べて多量の水量が確保できる放水砲により、拡散抑制効果があ

ると判断しています。また、浮遊する微粒子状放射性物質を水ス

プレイにより捕集する実験が過去に行われており、その効果が確

かめられています。 

（※）炉心損傷を防止するための設備 

 
 
Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

 格納容器下部に水を張って溶融炉心を受け止める対策は、水蒸気

爆発を招く大きなリスクがある。 

 実機において大規模な水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低い

と考えられる根拠については、審査書（案）Ⅳ－１．２．２．３

の３．（１）「水蒸気爆発が実機において発生する可能性」に記載

しています。水蒸気爆発は複雑な現象ですが、これまでの研究の

積み重ねに基づき、溶融物のプールへの落下から水蒸気爆発の発

生までの過程を、粗混合、トリガー、微粒化、急速熱伝達、膨張

による圧力波伝播及び機械的エネルギー発生に分解し、実験及び

解析モデル開発が行われています。 

これまでの水蒸気爆発実験には、こうした現象群を全体として把

握する積分実験、現象を個別に把握し、実機での影響評価や予測

モデル開発に役立てることを目的とした個別効果実験がありま

す。OECD/CSNI が実施した SERENA 実験を構成する KROTOS 及び

TROI は、いずれも積分実験として位置付けられます。ここで落下

させるウラン酸化物を主成分とする溶融物の重量は各々0.8kg～

3.9kg 及び 9.3kg～17.9kg であり、実機に対する MAAP 解析結果と
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Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

比較して少量であるものの、これは、装置の容量の範囲内で、落

下した溶融物の全量を装置内で混合させ、外部トリガーを作用さ

せやすくするという、意図的な条件で水蒸気爆発を発生させるた

めに設定された条件です。 

実規模の大量溶融炉心落下に関しては、こうした意図的に設定さ

れた条件の連鎖が発生する可能性は低いと考えます。実機の原子

炉圧力容器下部には、制御棒駆動機構ハウジング、炉内計装ハウ

ジング等の貫通部が複数あることから、原子炉圧力容器破損時に

は複数箇所から溶融炉心が落下すると考えられます。このため、

大量の溶融炉心が1箇所から落下するとした意図的なシナリオを

想定することは保守的であり、仮にそのような、まとまって同時

に溶融炉心の落下が発生すると仮定しても、勢いよく蒸気が発生

することで、溶融炉心と冷却水の接触を妨げ粗混合が抑制されま

す。 

また、水蒸気爆発に寄与する溶融炉心量は、その時点で流下して

いる溶融炉心量の一部であり、実現象において、原子炉格納容器

下部に蓄えられた水に落下させる溶融炉心量を増やしたとして

も、それに比例して現象が厳しくなることはありません。 

 

 加圧水型原発グループは、平成 25 年 12 月 17 日の第 58 回適合性

審査会に「溶融炉心と冷却水の相互作用について」の資料を提出

しています。この資料において、加圧水型原発グループは国際的

に行われてきた水蒸気爆発実験として「ＦＡＲＯ実験、ＫＲＯＴ

ＯＳ実験、ＡＬＰＨＡ実験、ＣＯＴＥＬＳ実験」を示しました。

これらの実験でも、Ａｌ2Ｏ3（アルミナ）を使用した実験では、ト

リガーを使用しない自発的な水蒸気爆発はたくさん発生してい

 同上 
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ます。世界的によく知られている４つの実験の中で、ＦＡＲＯ実

験は高圧下で行っています。ＣＯＴＥＬＳ実験は低サブクール度

下で行っています。それらの実験は自発的な水蒸気爆発の起こり

にくい条件で行われています。二酸化ウラン・ジルコニアに限定

した実験が極めて少ないのに、ＴＲＯＩ実験の大きな偽装を行

い、これらの実験を根拠として、女川原発には水蒸気爆発は起こ

らないとの決定は、大きな問題と思われます。 

 

 新規制基準適合性審査では規制委員会は、「大規模実験で水蒸気

爆発の発生の可能性が極めて低いことを確認した」としている

が、参照されている実験は実機条件に関する大規模実験（事例と

して、過去に原研で実施された ROSA-V 計画での大型非定常熱水

力試験装置 LSTF。そこでは 1100MWe 級 PWR と同じ高さでの機器配

置、1/48 の体積）からかけ離れた実験室での小規模実験であり、

妥当性のある確認にはなっていない。真に大規模実験と言える確

証試験は国内外を通じてなされておらず、水蒸気爆発の可能性が

極めて低いことを確証する大規模確証試験を行うべきである。 

 

 同上 

 FCI の脅威は「なるべく取り除いておく」ことですまされるもの

ではない。何故ならば、衝撃圧を伴う水蒸気爆発が生じると、格

納容器破壊という破滅的結果を招くおそれがあるからである。

MCCI と FCI は優先付けして対処する問題ではなく、どちらも同等

にその発生を防止すべきものである。 

 

 同上 

 「JAEA-Research 2007-072：軽水炉シビアアクシデント時の炉外

水蒸気爆発による格納容器破損確率の評価：2007 年 8 月」では、

 同上 

94



91 
 

Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

「４．水蒸気爆発によるソースタームに関する影響」の報告が行

われています。この論文では、原子炉ペデスタルに貯水された大

量の貯水の中で、水蒸気爆発が発生すると、溶融したウラン燃料

やプルトニウムが２ミクロンから 10 ミクロンほどの微細粒にな

り、格納容器、原子炉建屋から大気中に大量に浮遊する危険性が

大きいことを警告しています。この論文は、沸騰水型原発グルー

プが提出した、平成 27 年 6 月 9 日の第 236 回適合性審査会にお

いて出された「溶融炉心と冷却水の相互作用について」の資料に

も記載されています。また、平成 30 年（2018 年）7月 26 日の第

606 回適合性審査会において、資料 2-1-3、「女川原子力発電所２

号炉、重大事故対策等の有効性評価について」にも引用がありま

す。しかし、原発のメルトダウン事故の発生時もっとも検討が重

要な「水蒸気爆発によるソースタームに関する影響」については、

審査書案には全く記述がありません。審査書案には、「水蒸気爆発

によるソースタームに関する影響」の審査不備があると思われま

す。 

 

 水蒸気爆発実験の報告書では、水蒸気爆発発生時のデブリサイズ

の報告が多く行われていますが、水蒸気爆発が発生するとミクロ

ン単位の微細粒が大量に発生すると報告されています。 

そして、森山論文で報告されているように、メルトダウン発生時

には、プルトニウムを含むウラン燃料の微細粒が大気中に大量に

飛散する可能性がかなりあります。しかし、東北電力の提出資料

には、その検討が全くありません。また、審査書案にもその検討

は全くありません。メルトダウン事故の発生時、住民の安全にと

って、極めて重要な危険性について、まったく検討報告がないこ

 同上 
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とは、審査書の大きな不備と思われます。 

 

 水蒸気爆発の専門家が、プルトニウムで人が死ぬこともなければ

水蒸気爆発なんて起こらないと言っていたことがあった。口先だ

けでは信用できない。 

 

 同上 

 炉心損傷により、水蒸気爆発が起こり、大量の放射能が、ばら撒

かれるのではないか。 

 

 同上 

 地震に遭遇している環境などを考えれば、多角的な状況を考慮し

て水蒸気爆発を想定すべきである。 

 

 同上 

 圧力容器から溶融燃料が噴出した場合に起こり得る水蒸気爆発

についての認識が甘すぎる。 

 

 同上 

 水蒸気爆発が発生したら、どのようにすればよいですか。 

 

 同上 

 「FCI の方というのは、これは極めて実験でも起こさせるのに苦

労するような現象である」と述べているが、現実に TROI 実験で

は自発的水蒸気爆発が何度も生じているので、「極めて起こさせ

るのに苦労する」という表現は事実に反しているので、訂正すべ

きである。 

 

 同上 

 

 新規制基準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備さ

れているコアキャッチャーを要求しておらず、女川原発では、コ

アキャッチャーに代わる溶融炉心対策として、格納容器下部に水

 同上 

なお、新規制基準においては、個別の具体的な機器の設置を求め

るのではなく、炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策等のた
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を張って溶融炉心を受け止める「対策」がとられることになって

いるが、これは安全どころか水蒸気爆発を招いて東日本壊滅の事

態を引き起こす懸念がある。 

めに必要な機能を求めています。規制基準は、満足すべき性能水

準を要求し、それを実現する「技術」は指定しないのが国際的に

みても一般的です。規制要求を満たすのであれば、御指摘の設備

（コアキャッチャー）に限らず、他の方法でも問題ありません。 

 

 2017 年の OECD SERENA Report, SERENA REPORT (2017)15 Status 

Report on Ex Vessel Steam Explosion)によると，概要のところ

で，「(2) in most countries, if not all, the consideration 

of ex vessel steam explosion remains an open issue, mainly 

due to unresolved uncertainties;機械訳：（2）すべての国では

ないが、ほとんどの国では、主に未解決の不確実性により、炉外

蒸気爆発の考慮が未解決の問題のままである 」とある。水蒸気爆

発対策は，それぞれの国の規制基準と原子炉の型式によって異な

るがあらかじめ貯めてある水プールに溶融炉心を落とすことを

日本とスウェーデン（要確認）が認めたのに対し，そのほかのほ

とんどの国では，認めていないという意味だと思われる。これが

SERENA プロジェクトを経たうえでの世界の認識である．水張りは

認めるべきではない。 

 

 同上 

 水蒸気爆発対策に対する IAEA（国際原子力機関）の技術出版物

（IAEA TECDOC 1791, Considerations on the Application of 

the IAEA Safety Requirements for the Design of Nuclear 

Power Plants, INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY VIENNA, 

2016）の「原子力発電所の設計のための IAEA 安全要の適用に関

する考慮事項」の「APENDIX 4. LARGE STEAM EXPLOSION」におい

て，「格納容器バリアに損傷を与える可能性のある蒸気爆発をな

 同上 
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くすために、考えられる事故シナリオで溶融炉心が水に落ちない

ようにすることが好ましい方法である，とある。水に落とすこと

を避けるべきであるとしている。権威ある国際機関の報告は傾聴

すべきであろう．日本の対応は大きく逸脱している。少なくとも

「溶融炉心は水プールに落として冷却すべき」と積極的に支持す

る機関，国，研究論文は見当たらない。女川原発についても水張

は認めるべきではない。 

 

 従来の FCI 実験のうち日本の研究者が行ったものには COTELS 実

験がある．この実験では，８回の実験の結果が報告されているが，

ほとんどがサブクール度が小さい実験である．１点のみサブクー

ル度 86℃の実験が行われているが，この時は大気をアルゴンガス

にしている．つまり溶融物が水に突入する際，巻き込む気体が非

凝縮気体となる．従来から，非凝縮気体を巻き込んだ場合は水蒸

気爆発が発生しにくくなることが知られている．すなわち，

COTELS 実験は敢えて水蒸気爆発が起こりにくい条件を設定して

行われたといわれても仕方がない． 

 

 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による水蒸気爆

発については、二酸化ウランと酸化ジルコニウムの溶融燃料を模

擬した実験である COTELS、FARO、KROTOS 及び TROI において得ら

れたデータを整理し、実験条件と実機条件を比較した上で、実機

においては、大規模な水蒸気爆発の発生の可能性が極めて低いこ

とを確認しています。 

なお、高サブクール度での実験については、KROTOS 及び FARO で

も実施されており、外部トリガーを与えなければ水蒸気爆発は発

生しないことを確認しています。 
 

 FARO 実験では、L-33 において、水蒸気爆発とみなせるような激

しい現象が確認されたとしている論文もあり、水蒸気爆発が起こ

りにくいことのエビデンス（証拠）とするのは疑問。 
 

 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による水蒸気爆

発については、二酸化ウランと酸化ジルコニウムの溶融燃料を模

擬した実験である COTELS、FARO、KROTOS 及び TROI において得ら

れたデータを整理し、実験条件と実機条件を比較した上で、実機

においては大規模な水蒸気爆発の発生の可能性が極めて低いこ

とを確認しています。 

御指摘の FARO の試験ケース L-33 については、外部トリガーを作

用させた試験ケースであり、実機条件と異なることから、水蒸気
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爆発の発生の可能性は極めて低いと判断していることに変わり

はありません。 

なお、試験ケース L-33 では、2段階の外部トリガーを作用させて

おり、その 1回目に発生した圧力伝播に対して申請者が引用して

いる文献（※1）では、mild propagation（緩やかな伝播）の発生

とされており、水蒸気爆発の発生が確認されたとの報告はされて

いません。また、御指摘の文献（※2）では、2回目については有

意な圧力変化は見られなかったとされています。実験者によるこ

のような考察を踏まえて、試験ケース L-33 を自発的な水蒸気爆

発が発生しにくいことのデータの一部としています。 

（※1）申請書（追補２．Ⅲ）「重大事故等対策の有効性評価に係る

シビアアクシデント解析コードについて 第５部 MAAP 添付

2 溶融炉心と冷却材の相互作用について」参考文献[4]「D. 

Magallon, Characteristics of corium debris bed generated 

in large-scale fuel-coolant interaction experiments, 

Nucl. Eng. Des. 236 1998-2009, 2006.」 

（※2）「D． MAGALLON, I．HUHTINIEMI, ENERGETIC EVENT IN FUEL-

COOLANT INTERACTION TEST FARO L-33 Proc． 9th Int． Conf． 

Nucl． Eng．(ICONE-9), Nice, 2001,」 

 

 KROTOS 実験では、水槽の直径が 95mm（SERENA 計画で 200mm に変

更か？）で，水深が約 1000mm の水槽を使用している．このような

実験装置の形状は，およそ実機の条件（水深が数メートル，直径

が 10 メートル以上）とはかけ離れている．自発的な水蒸気爆発

が起こらなかった理由は，水槽の容量が非常に小さいことにも理

由の一つがあると推定される．つまり，KROTOS 実験では，初期状

 実験装置における水槽の内径は実験パラメータの一つですが、申

請者は、それだけでなく、溶融ジェット径、水深、サブクール度

等の実験パラメータも含めて、二酸化ウランと酸化ジルコニウム

の溶融燃料を模擬した実験である COTELS、FARO、KROTOS 及び TROI

において得られたデータを整理し、これらのパラメータについて

実験条件と実機条件を比較した上で、実機においては大規模な水
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態を常温程度（高サブクール度）の水としても，膜沸騰で沈降中

に水温が上昇し，沈降中に低サブクール度となり，水蒸気爆発が

起こりにくい条件を作り出していると考えられる．このためもあ

ってか，その後水槽の直径を 200ｍｍにしている．両者の実験は

区別して考えるべきである．少なくとも，95mm の水槽による実験

は，水温の上昇，管壁の影響を受けた流動状態になることから，

実機の現象の参考にするには無理がある．KROTOS 実験の結果を引

用するのであれば，どちらの水槽を用いた結果であるかを明記す

べきである．一連の実験として扱うことは不適切である.以上い

くつかの理由から KROTOS 実験の結果を実機に適用するのには無

理がある。 

 

蒸気爆発の発生の可能性が極めて低いことを確認しています。 

KROTOS よりも水槽の内径が大きい FARO では、外部トリガーを作

用させなければ水蒸気爆発は発生しないことを確認しています。

また、OECD/NEA/CSNI SERENA2 で実施された、水槽の内径が大き

い TROI-VISU 実験においても、外部トリガーを作用させなければ

水蒸気爆発は発生しないことを確認しています。 

 

 ＴＲＯＩ実験では、自発的な水蒸気爆発が発生したことが報告さ

れています。「J. H. Song et al., Spontaneous Steam Explosions 

Observed In The Fuel Coolant Interaction Experiments Using 

Reactor Materials Journal of the Korean Nuclear Society. 

33(4), 344-357 (2002)」のＴＲＯＩ2002 年論文では、ＴＲＯＩ

－１３試験で、試験デブリの落下時間と自発的水蒸気爆発の発生

時間より、水中に落下した試験デブリが粒状化し、その最初の粒

状試験デブリが試験水槽の底部に接触した直後に自発的水蒸気

爆発が発生したと推定されると報告されています。「J. H. Song 

et al., Insights from the Recent Steam Explosion 

experiments in TROI, Journal of NUCLEAR SCIENCE and 

TECHNOLOGY,40(10). p.784(2003)」ＴＲＯＩ2003 年論文では、Ｔ

ＲＯＩ－１５試験で、試験デブリの落下時間と自発的水蒸気爆発

の発生時間より、水中に落下した試験デブリが粒状化し、その最

 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による水蒸気爆

発については、実機において想定される溶融物（二酸化ウランと

酸化ジルコニウムの混合溶融物）を用いた実験である COTELS、

FARO、KROTOS 及び TROI において得られたデータを整理し、実験

条件と実機条件を比較した上で、実機においては大規模な水蒸気

爆発の発生の可能性は極めて低いことを確認しています。 

なお、TROI 装置による実験のうち、自発的な水蒸気爆発が生じた

実験については、溶融物に対して融点を大きく上回る加熱を実施

するなどの条件で実施しており、実機の条件とは異なっていま

す。国際協力の下で実施された OECD SERENA 計画では、TROI 装置

を用いて溶融物の温度を現実的な条件とした実験も行われ、自発

的な水蒸気爆発は生じていないことを確認しています。 

また、TROI-15 の溶融物組成については、御指摘の論文（※）に

おいて、UO2/ZrO2ではなく、ZrO2/Zr（99wt%/1wt%）とされており、
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初の粒状試験デブリが試験水槽の底部に接触した直後に自発的

水蒸気爆発が発生したと推定されると報告されています。ＴＲＯ

Ｉ－１３試験はＵＯ２－ＺｒＯ２の試験デブリで行われており、Ｔ

ＲＯＩ－１５試験はＵＯ２－ＺｒＯ２の試験デブリで行われてい

ます。 

実験にＡｌ２Ｏ３を使用した水蒸気爆発実験では、サンデアで行わ

れた溶融デブリによる水蒸気爆発実験でも、同じ現象が高速度カ

メラで何度も撮影されています。また、KROTOS、TROI の一部実験

では、トリガーが使用されて、水蒸気爆発実験が行われ、水蒸気

爆発が発生しています。しかし、このことはトリガーが無ければ

水蒸気爆発は起こらないことを証明しているのではありません。

SERENA プロジェクトは実炉における自発的な水蒸気爆発の可能

性を認めています。適合性審査案の実炉トリガーなし水蒸気爆発

不可能論は問題であると思われます。 

 

UO2を用いた試験とはされていません。 

（※）「J. H. Song et al., Insights from the Recent Steam 

Explosion Experiments in TROI, Journal of NUCLEAR 

SCIENCE and TECHNOLOGY, 40(10). (2003)」 

 

 2018 年 7 月 6 日に岡山県総社市の朝日アルミ産業岡山工場で溶

融アルミニウムの水蒸気爆発事故が発生しているが，この爆発の

発生のトリガーがどのようなものであったかなどというものは

わかりようがないのが現状である。このような実際の事故の多く

は実験室で発生するはずがないとされていた金属や実験条件で

発生しているのが実際である。原発事故時に生じる炉心溶融物で

も，自発的には発生しないという実験結果が報告されている一

方，TROI 実験のように自発的な爆発が起こることが確認されてい

るものもある。またジルコニウムといくつかの物性値が近い，溶

融シリコンなども極めて激しい爆発がトリガーなしで起こるこ

とが確認されている（森山ほか 2名，溶融シリコンの水蒸気爆発

 同上 
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Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

に関する研究，JAERI-Research 2000-021(2002)）．ことほど左様

にトリガーについてはわかっていないことが多い。安易にトリガ

ーが考えられないから爆発は起こらないなどと結論付けること

はできない。 

 

 ＴＲＯＩ実験の論文（J. H. Song, Fuel Coolant Interaction 

Experiments in TROI using a U02/Zr02 mixture, Nucl. Eng. 

Des., 222, 1-15, 2003.）では、CHINO の温度計の外挿値と IRCON

温度計の実測値の８００Ｋを超える大きな測定温度誤差が説明

されています。また、外挿値のピーク温度を不用意にＴＲＯＩ－

１０、ＴＲＯＩ－１２の実験溶融温度 3800Ｋ、ＴＲＯＩ－１１の

実験溶融温度 3800Ｋ以上と表示しています。ところが、この表示

が後から誤りで有ったことは、CHINO の温度計の外挿値と IRCON

温度計の実測値の比較からすぐに分かります。電力会社のやり方

は、あまり知られていないＴＲＯＩ実験の論文の中から、都合の

良い表やグラフなどを引用しています。審査書はＴＲＯＩ実験グ

ループの著者等が専門誌に発表した一連のＴＲＯＩ実験の報告

書の内容を検討せず、偽装された資料をそのまま使用し、審査を

了承したことは問題と思われます。 

 

 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による水蒸気爆

発については、実機において想定される溶融物（二酸化ウランと

酸化ジルコニウムの混合溶融物）を用いた実験である COTELS、

FARO、KROTOS 及び TROI において得られたデータを整理し、実験

条件と実機条件を比較した上で、実機においては大規模な水蒸気

爆発の発生の可能性は極めて低いことを確認しています。 

なお、御指摘の論文において、自発的な水蒸気爆発が発生した

TROI-14 の実験では、測定に使用した二つの温度計による最高温

度の指示値が 4,000K、3,200K と乖離が見られ、また、同様に自発

的な水蒸気爆発が発生した TROI-13 の実験では、溶融物温度をよ

り低い 2,600K としながらも、ガス発生による測定誤差により実

際には 3,500K 以上であると推測されると報告されています。こ

のように、これらの TROI 実験では、溶融物温度の計測法に大き

な不確かさがあったと考えられます。 

その後の OECD SERENA 計画における TROI 装置を用いた実験では、

印可出力と測定温度との関係から測定温度を較正する措置が講

じられるとともに、溶融物の温度を現実的な条件とし、外部トリ

ガーを作用させない試験ケースでは、自発的な水蒸気爆発は生じ

ていないことを確認しています。 

 

 東北電力が不正確に引用（あるいは誤った引用．意図的だとすれ  TROI の試験ケース 34 から 37 については、水蒸気爆発の発生が確
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Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

ば書き換え，あるいは改竄）した部分は，TROI 実験の実験番号 34

から 37 の溶融物の温度を，実験実施者の原著論文（J.H.KIM et 

al., Results of the triggered steam explosions from the 

TROI experiment, NUCLEAR TECHNOLOGY VOL.158-17 JUNE 

2007,pp.378-395.）からではなく，ストラスブール大学の学生の

学位（博士）論文（Vaclav Tyrpekl(2012), Material effect in 

the fuel-coolant interaction: structural characterization 

of the steam explosion debris and solidification mechanism, 

Ph. D. Thesis, Univ. DE STRASBOURG）の文献調査の表から引用

したもので，原著論文と博士論文の書式と数値が異なっているこ

とである．原著論文では，溶融物温度を「Measured melt 

temperature 溶 融 物 測 定 温 度 （ K) 」 と 「 Corrected melt 

temperature 補正溶融物 温度（K)」について，それぞれ「有効数

字 4桁」で示しているのに対し，東北電力の文書では「溶融物温

度（K)」「～3000」と記している．今回新たに不正確な引用が明ら

かになった以上審査をやり直すべきである． 

 

認されているものの、いずれも外部トリガーを作用させた実験と

なっていることから、水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いと

判断していることに変わりはありません。 

なお、申請書におけるTROIの試験結果は、御指摘の博士論文（※1）

のみでなく、実験実施者の原著論文（※2）も参考文献として引用

した上で整理されており、水蒸気爆発の発生の可能性の観点か

ら、両者の溶融物温度に大きな差違はないことを確認していま

す。 

 

（※1）「V. Tyrpekl, Material effect in the fuel – coolant 

interaction : structural characterization and 

solidification mechanism, 2012.」 

（※2）「J.H. Kim, Results of the Triggered Steam Explosions 

from the TROI Experiment, Nucl. Tech., Vol.158 378-

395, 2007.」 

 

 TROI-10,12,13,14 は酸化ウランとジルコニアの混合物，TROI-15

ではジルコニアについても自発的な水蒸気爆発を確認している．

これに対して，規制委員会は，「TROI 装置による実験のうち、自

発的な水蒸気爆発が生じた実験においては、溶融物に対して融点

を大きく上回る加熱を実施するなどの条件で実施しており、この

条件は実機の条件とは異なっています。国際協力の下で実施され

た OECD SERENA 計画では、TROI 装置を用いて溶融物の温度を現実

的な条件とした実験も行われ、その結果、本実験においては自発

的な水蒸気爆発は生じていないことを確認しています」と，その

 御指摘の OECD SERENA 計画における TROI 装置を用いた実験

（TROI-VISU）は、溶融物のプールへの落下から水蒸気爆発の発生

までの過程の一つである粗混合の可視化を目的とし、外部トリガ

ーを作用させず、溶融物温度を現実的な条件として実施した実験

です。当該実験の内容については、「OECD/SERENA Integrated 

Report 2014」に記載されていますが、当該報告書は現時点で非公

開とされています。 
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Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

後 SERENA計画で TROI装置によって自発的水蒸気爆発の発生の有

無に関する実験を行ったとしている．しかし，そのことを示す報

告書や文献を示していない．SERENA では TROI 装置を使用した実

験は 6回行われた旨が報告されているが，いずれも外部トリガー

を加えた実験であり，自発的に爆発が起こるか否かを明らかにし

た実験ではない．規制委員会が言うような実験が行われているの

であれば，そのエビデンスを示すべきである． 

 

 2019 年 11 月の東北電力の文書（東北電力株式会社，女川原子力

発電所２号炉重大事故等対策の有効性評価について補足説明資

料，2019 年 11 月，p.補足 43 3.3.）によると，水張りした水面

直下にコリウムバッファーという緩衝材を設ける予定のようで

ある．材料等の詳細は不明だが，金属製の金網状のものと推定さ

れる．落下する溶融炉心の水面での衝撃を避けようという意図の

ようであるが，細粒化を促進する可能性や，爆発の発生を遅らせ

てより多くの炉心溶融物の爆発を引き起こす危険がある．さら

に，バッファー自体が溶融することで，溶融物全体の質量を増加

させるだけという恐れもある．果たして東北電力は，実験的に有

効だという裏付けを持っているのであろうか？またコリウムシ

ールドを使用するかどうか定かではないが，仮に使用すのであれ

ば，水蒸気爆発対策になるかは疑問である．小生の計算では，崩

壊熱が出力の 1％程度でも，コリウムの厚さが 100mm 以上になる

と，コリウムシールドの使用条件(2400℃）を超える温度になる．

とても使える技術ではない． 

 

 御指摘のコリウムバッファは、更なる安全性向上を目的に、大規

模な水蒸気爆発の発生の可能性を更に低減する観点から、溶融炉

心の落下を一旦停止させるために自主対策設備として設置する

方針としているものです。コリウムバッファの材料や形状等は、

今後の設計において検討されるものであり、工事計画認可に係る

審査において、悪影響防止の観点等から確認します。 

 

 制御棒案内管は女川原発2号機では137本の制御棒に付随してあ  御指摘のとおり実機の原子炉圧力容器下部には、制御棒駆動機構
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Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

御意見の概要 考え方 

り、炉心溶融物は数百トン規模の量が想定されているので、複数

の部位が同時期に破損して長時間漏洩が続く可能性が否定出来

ない。もし、複数箇所から溶融物が落下している状況で圧力スパ

イクが生じた場合、圧力スパイクがトリガー（外乱）となって、

水蒸気爆発が生じる恐れがあると思われる。また、溶融物が爆発

せずにプールの底に層状に溜まった状況で、後続の漏洩で生じた

圧力スパイクが、ベーストリガ蒸気爆発のトリガーとなる可能性

も否定出来ない。例えば、以下の研究では「溶融物と水の間には

蒸気膜が存在している可能性が示唆され,熱的デトネーションモ

デルに基づく蒸気爆発素過程における蒸気膜崩壊プロセスがベ

ーストリガ蒸気爆発に対して適用できる可能性が示唆された.」

とある。（ベーストリガ蒸気爆発のトリガ条件に関する研究 2005

年）もし、層状の溶融物でも蒸気膜が存在するなら、圧力スパイ

クがその蒸気膜を消失ないし薄くする事で、溶融物から水への伝

熱が急激に進み蒸気爆発を引き起こすと考えられる。 

 

ハウジング、炉内計装ハウジング等の構造物があり、原子炉圧力

容器から流出した溶融炉心は、構造物との干渉により、冷却材中

において一様な安定した混合状態とはならないことから、大規模

な水蒸気爆発の発生の可能性は更に低減されると考えられます。 

また、御指摘の文献「ベーストリガ蒸気爆発のトリガ条件に関す

る研究」では、高温溶融物が水たまりあるいは湿気を帯びた床に

層状に堆積するような体系での水蒸気爆発をベーストリガ蒸気

爆発としています。このような体系のように、大量の溶融物が少

量の水を囲んだ場合、水蒸気爆発に関与する水が少ないことか

ら、水蒸気爆発が発生したとしても、発生する機械的エネルギー

による影響は無視できると考えています。 

 

 水張り水位 3.88m の科学的根拠を示してほしい BWR 型原発の審

査では，柏崎刈羽６，７号機については，水深 2m，東海第二につ

いては 1m という深さで審査を通過させている．一方，女川 2 号

機については 3.88m にするとしている（東北電力株式会社，女川

原子力発電所２号炉重大事故等対策の有効性評価について，2019

年 2 月，p.83.）．そもそも，この深さにする科学的根拠はあるの

だろうか？あるなら提示してほしい． 

 審査書（案）「Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料

－冷却材相互作用」に記載しているとおり、圧力スパイクが発生

した場合に原子炉格納容器バウンダリの機能を維持し、原子炉圧

力容器破損前の原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）によ

る逃がし安全弁の温度上昇の抑制及び溶融炉心・コンクリート相

互作用の緩和効果に期待できる水位として、原子炉格納容器下部

の初期水張り水位をドライウェル水位 0.02m（原子炉格納容器下

部水位 3.67m）から 0.23m（原子炉格納容器下部水位 3.88m）に設

定することを確認しています。 
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Ⅳ－１．２．２．４ 水素燃焼 

御意見の概要 考え方 

 申請内容(1)本格納容器破損モードの特徴及びその対策におい

て、「原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視を行う。」

とありますが、水素発生、酸素発生箇所では局所的に濃度が高い

はずです。水素濃度計、酸素濃度計は、局所的な濃度上昇も検知

可能である事、または、それができなくとも、局所的な濃度上昇

があっても問題無い根拠を示して下さい。その際、吸引式の場合

は、時間遅れも考慮下さい。 

 

 審査において、申請者は、格納容器内の気体について、格納容器

スプレイや温度差による自然対流に伴う攪拌効果がある場合に

は十分なミキシング効果が短時間に得られるとの既往の知見に

より、女川 2号の格納容器内の気体についてもミキシングの効果

が得られるとの考えを示していることを確認しています。 

また、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃

度計は、サンプリング装置による計測を実施しており、サンプリ

ングから、測定、排出までの工程による時間遅れを考慮して設計

することを確認しています。この時間遅れについては、有効性評

価における保守的なＧ値（水の放射線分解による水素及び酸素の

発生割合）を使用した解析結果による酸素濃度の上昇傾向から、

測定上の大きな問題にはならないと考えられます。 

 
 
Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

御意見の概要 考え方 

 MAAP の解析に使用されている DECOMP コードの「伝熱モデル概略」

は明らかに偽装モデルと思われる。MAAP の MCCI モデルでは、デ

ブリで構成される溶融プールの周りを下部クラスト、側面クラス

ト、上部クラストが取り囲んでいる構造とされているが、デブリ

の密度とコンクリートが MCCI 反応で溶解してできるクラストの

密度を比較すると、デブリが下に沈み、クラストがその上に浮い

て層をなすのが自然の姿と思われる。デブリが下に沈み、クラス

トがその上に浮いて層をなすモデルではクラストの厚みがもっ

と厚くなり、床と側壁のクラストによる断熱がなくなる。そして、

 審査書（案）「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」

にあるとおり、溶融炉心とコンクリート間の伝熱及びコンクリー

ト侵食挙動については、ACE 実験及び SURC 実験、また、より新し

い DEFOR 実験及び OECD-MCCI 実験の結果との比較により MAAP 解

析の妥当性確認を行っています。 
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Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

御意見の概要 考え方 

大量水でのデブリの冷却熱量は、東北電力のシミュレーション結

果よりもはるかに少なく成り、コンクリートの表面温度は非常に

高く成り、コンクリートの侵食量はもっと増えると推測される。 

 

 269 ページ「(3)必要な要員及び燃料等」について、窒素ガスの供

給は大丈夫か 

 

 当該評価事故シーケンスにおける必要な要員数については、可搬

型窒素ガス供給装置の設置に係る要員5名も含めて30名であり、

中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対応要

員の 30 名で対応が可能であることを確認しています。 

また、可搬型窒素ガス供給装置は、窒素ボンベではなく、当該装

置内で空気から窒素を分離して供給するものであり、審査書（案）

「Ⅳ－４．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止する

ための設備及び手順等（第５２条及び重大事故等防止技術的能力

基準１．９関係）」に記載しているとおり、炉心の著しい損傷が発

生した場合において、原子炉格納容器内を不活性化するために必

要な容量を有する設計としていることを確認しています。 

 
 
Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．３．１ 想定事故１ 

御意見の概要 考え方 

 ２７２ページ、１．（１）、丸数字１：「……使用済燃料プール内の

水温が徐々に上昇し、沸騰して蒸発することによって使用済燃料

プール水位が低下し、燃料が露出して損傷に至る。」とあるが、BWR

の使用済み燃料プールの最高使用温度は 66℃である。使用済み燃

料プール内の水が沸騰して 100℃になるということは、使用済み

燃料プールの最高使用温度 66℃を逸脱することを意味する。これ

 使用済燃料プールの最高使用温度は、使用済燃料プールの金属ラ

イナ外側の構造材であるコンクリートの長期健全性を確保する

ために設定しているものです。審査においては、コンクリートの

温度が短期的に 100℃に達しても、コンクリートの強度が失われ

るものではなく、使用済燃料プールへ注水することによりコンク

リートの健全性が大きく損なわれることはないことを確認して
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Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．３．１ 想定事故１ 

御意見の概要 考え方 

が、なぜ許容されるのか、理由を明らかにされたい。 

 

います。 

また、使用済燃料プールの沸騰に伴い発生する水蒸気による他の

設備への悪影響を防止するために、代替燃料プール冷却系を用い

て使用済燃料プールを冷却する手順が整備され、長期的な冷却が

可能であることを確認しています。 

 
 
Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード 

御意見の概要 考え方 

 申請者の事故解析に関して、規制委員会がクロスチェック解析を

まったく行うことなく、申請者の解析結果を妥当なものと判断し

ていることは、審査の科学的厳正さを欠いている。クロスチェッ

ク解析用として原子力規制庁が整備してきた過酷事故総合解析

コード MELCOR を用いて、対象ケースは抜き取りでよいからクロ

スチェック解析を実施することを求める。 

 シビアアクシデントの解析には比較的大きな不確かさを伴うこ

とを踏まえ、申請者が実施した解析の妥当性の確認においては、

規制委員会の所有する解析コードによる解析結果（以下「NRA の

解析」（※）という。）が申請者の解析コードによる解析結果（以

下「申請者の解析」という。）と同様の傾向であることを確認する

とともに、NRA の解析により同定された不確かさ要因が申請者の

解析においても考慮されていることを確認しています。 

なお、申請者の解析については、以下の点を審査で確認し、解析

結果の解釈が現在の技術レベルに照らして妥当と判断していま

す。 

① 炉心損傷後を含めた事象進展に係る重要現象の解析モデル

が説明されていること。 

② 使用された解析コードが、国際的に利用されている代表的な

コードであり、豊富な適用実績があるとともに、他のシビア

アクシデントコードとのベンチマーク計算により、一定の信

頼性が確認されていること。 
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Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード 

御意見の概要 考え方 

③ 不確かさにも適切に対応できるような考え方に基づいて対

策を要求していること。申請者が計画している対策の有効性

評価について、解析コードおよび解析結果の不確かさを考慮

しても、解析結果は評価項目を概ね満足することに変わりが

ないこと。 

（※）「炉心損傷防止対策の有効性評価（RELAP コードによる

解析）についての規制委員会の技術報告」、「格納容器破損

防止対策の有効性評価（MELCOR コードによる解析）につい

ての規制委員会の技術報告」 

 

 SAFER、CHASTE など、各種のソフトが使われているのはやむを得

ないが、ソフトの有効範囲は何処までか、入力データの数値とそ

の精度、次元の確認、さらには出カデータの妥当性には十分注意

すべき。 

 

 審査書（案）「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」

にあるとおり、SAFER、CHASTE 等の解析コードに対して、実験等

を基に妥当性が確認され、適用範囲が適切なコードが用いられて

いることを確認しています。 

 
 Ⅳ－１．２．５有効性評価に用いた解析コード（５）MAAP(３０７

ページ)「申請内容」の c.－７項に「炉心損傷後の原子炉格納容

器における重要現象（溶融炉心とコンクリートの伝熱、コンクリ

ート分解及び非凝縮性ガス発生）については、ACE 試験、SURC 試

験、DEFOR 試験、OECD－MCCI 実験等の解析により妥当性を確認し

ている。」とあるが、女川 2 号機で問題となる水中条件での MCCI

についての解析の妥当性は何ら確認されていない。 

 

 審査書（案）「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」

にあるとおり、溶融炉心とコンクリート間の伝熱及びコンクリー

ト侵食挙動については、ACE 実験及び SURC 実験、また、より新し

い DEFOR 実験及び OECD-MCCI 実験の結果との比較により MAAP 解

析の妥当性確認を行っています。また、御指摘の水中条件での溶

融炉心・コンクリート相互作用（MCCI）については、これまで、

複数の実験が実施され、実機における MCCI の現象を評価するに

は十分な知見が蓄積されています。 
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Ⅳ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重大事故等防止技術的能力基準１．０項関係） 

御意見の概要 考え方 

 保管している放射性廃棄物が、２号機の運転中に万が一事故が起

きたときに、どのような影響が起きるのか検討されたのでしょう

か？検討されているのであれば安全性に影響はないのでしょう

か。 

 

 女川原子力発電所では固体廃棄物貯蔵所に低レベル放射性廃棄

物が保管されていますが、2 号炉原子炉建屋と十分な離隔距離が

確保されています。 

また、2 号炉で重大事故が発生した場合の屋外のアクセスルート

に対しても、十分な離隔距離が確保されており、遮蔽能力を有し

た建物内に保管されていることから、低レベル放射性廃棄物から

の放射線による影響はないとことを確認しています。 

 

 449p、ヒューマンエラーも遅かれ早かれ起きる。3.11 で被災して

いてどこかがきっとうまくいってないはず、再稼働と同時に破局

的な事故になるのではないか？長い期間止まっていた被災原発

の再稼働によって起きる過酷事故に対処するマニュアルはあり

ますか？ 

 運転員の誤操作等による異常状態に対しては、警報により運転員

が措置し得るようにするとともに、もし、これらの修正動作が取

られない場合にも、発電用原子炉固有の安全性及び安全保護回路

の動作により、過渡変化を収束させる設計となっていることを確

認しています。 

さらに、万一重大事故等が発生した場合に備えた設備を整備する

とともに、関連する手順書、体制の整備を行うことで、重大事故

等にも対処できることを確認しています。また、手順書について

は、新規制基準では重大事故等が発生した場合に対処するために

必要な体制の整備を要求しており、重大事故等に的確かつ柔軟に

対処できるようあらかじめ整備する方針であることを確認して

います。 

 

 台風 19 号の様な災害と福島第一原発の様な事故が同時になった

ら女川町は全滅すると思うので再稼働は反対です。 

 

 審査においては、設置許可基準規則において、設計上想定する自

然現象は、最新の科学的技術的知見を踏まえて適切に予想される

ものとする旨規定しており、過去の国内における記録等のみに基

づくことなく、当該自然現象の特性を踏まえた評価が行われてい

ることを確認しています。さらに、自然現象の組合せにおいては、
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Ⅳ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重大事故等防止技術的能力基準１．０項関係） 

御意見の概要 考え方 

網羅的に検討し、安全施設に与える影響を考慮して抽出した上

で、考慮すべき事象を決定し、その影響に対して、安全施設の安

全機能が損なわれない設計としていることを確認しています。 

また、重大事故等発生時に悪天候であった場合においても、事象

の種類及び事象の進展に応じて的確かつ柔軟に対処できるよう、

高線量下、夜間、悪天候等を想定した事故時対応訓練を実施する

方針であることを確認しています。 

 
 2 号炉運転前に、1号炉、3号炉の燃料が全て搬出されている事を

規制委員会が責任を持って確認すべき。 

 

 1 号炉及び 3 号炉の燃料は、原子炉圧力容器から取り出され、使

用済燃料プールに保管されていることを確認しています。 

 

 降灰により、原発への通行上のアクセスが不可能であれば、仮に

設計対応は可能であったとしても、運転対応はできないことは自

明である。車輌使用による外部からの原発への通行アクセスや原

発ないしその周辺からの従業員や住民の避難や連絡が不可能な

まま、万が一のシビアアクシデント対応が不可能となることは言

をまたない。 

 

 審査においては、発電所内であらかじめ用意された重大事故等対

処設備、予備品、燃料等により、事故発生後 7日間は事故収束対

応を維持できる方針であることを確認しており、また、降下火砕

物の除去に必要な資機材を確保するとともに、手順等を整備する

方針であることを確認しています。 

 

 「重大事故等に対処するための手順に対する共通の要求事項」に

対し、運用手順などを「保安規定等において規定する方針である

ことで、また、その他の項目についても、「…する方針」であるこ

とで、規制委員会は、「要求事項に適合する。」としています。し

かし、「規定する方針」だけでは不十分です。「方針」だけで、「手

順書」の現物が未完成であったり、これに基づいた「訓練」が実

際に行われていないとすれば、それだけですでに、審査は不合格

です。 

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする原子炉施設の基本的な設計方針等について確認した

結果を記しています。引き続き、事業者からの申請を踏まえ、工

事計画や保安規定変更認可について審査するとともに、重大事故

等対処訓練については、原子力規制検査において、確認していき

ます。 
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Ⅳ－３．５ 重大事故等対処設備（第４３条関係） 

御意見の概要 考え方 

 単一事故を回避する方法について 審査書(案)を通して変更許

可申請書の内容を推定するに、申請書では、考えられる単一事故

を想定し、それらをいかにして安全側に収束させるか、多くのケ

ースについてその方法が書かれているのであろうが、見落とした

ケースがないと言えるのか。大災害の極度の緊張感の中で、限ら

れた時間内で、故障個所を適格に特定し、安全側に収束できると

はとても思えない。災害時には単一事故のような事故が各所で多

数発生しているであろう。周辺計測器も故障し、指示値が狂って

いることもあろう。それらを確実に判断し、しかも限られた時間

内で、安全側に収束させることは不可能であろう。 

 

 有効性評価における事故の想定は、設計基準事象を超えた重大事

故に至るおそれのある事故であり、設計基準事故対処設備の多重

故障により重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を

想定しています。 

有効性評価における運転員等の操作時間については、訓練等に基

づく実移動時間や操作等に必要な時間に対して、十分に時間的な

余裕があるよう保守的に設定されていることを確認しています。 

さらに、対策の有効性を確認するため、運転員操作の遅れ等の影

響評価を要求し、操作が遅れた場合でも一定の余裕があることを

確認しています。また、計測機器については、故障した場合にも

対処できるように、多重性を有する計測機器の他チャンネルによ

り計測する手順が整備されていることを確認しており、他チャン

ネルにより計測ができない場合には、代替手段によりパラメータ

を推定する手順を整備することを確認しています。 

さらに、重大事故等発生時における事象の種類及び事象の進展に

応じて的確かつ柔軟に対処できるよう、各要員の役割に応じた教

育及び訓練を実施し、計画的に評価することを確認しています。

なお、高線量下、夜間、悪天候等を想定した事故時対応訓練を実

施する方針であることを確認しています。 

 

 地震により非常用車両の通路が遮断されることはないのか。 

 

 可搬型重大事故等対処設備を運搬するためのアクセスルートは、

自然現象等を想定し、迂回路も考慮して複数確保する方針である

ことを確認しています。また、屋外アクセスルートに対する地震

による影響、その他自然現象による影響を想定し、複数のアクセ
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Ⅳ－３．５ 重大事故等対処設備（第４３条関係） 

御意見の概要 考え方 

スルートの中から早期に復旧可能なルートを確保するため、障害

物を除去可能なブルドーザ等の重機を保管、使用する方針である

ことを確認しています。 

 

 可搬型重大事故対処設備が必要なケースは常設設備が使えない

前提であり、計装設備のみ使えるとの前提だとすると無理が有る

のではないか。各所からの計器の配線を配線接続箱等からつなぎ

換えて可搬型重大事故対処設備につなぐのだとすると下記の点

について検討の上、問題無い事を示すべき。・可搬型重大事故対処

設備から各計器への電源供給ができる機能を持っている事・配線

接続箱等が放射線の影響が無く、作業可能な場所に設置されてい

る事・配線接続箱等が非危険場所(いわゆる非防爆場所)に設置さ

れている事 

 

 審査において、可搬型代替電源設備である電源車から各計装設備

に電源供給できる設計とし、想定される重大事故等時において、

通常時の系統構成から遮断器操作等により速やかに切り替えら

れる設計とする方針であることを確認しています。また、作業環

境（放射線量、温度等）についても審査し、作業に支障が無いこ

とを確認しています。 

 

 ３２８ページ Ⅳ－３．５ 重大事故等対処設備（第４３条関係） 

１．審査確認事項 （３）可搬型重大事故等対処設備（第４３条

第３項関係） ② 確実な接続「可搬型重大事故等対処設備を常

設設備と接続するものについては、容易かつ確実に接続できるよ

うに、ケーブルはボルト・ネジ接続等を用い」とあり、原則有線

により信号のやり取りか行われるものと読み取れますが、無線に

よるやり取りは無いのでしょうか？もし有る場合は、ノイズジャ

ミングの様な故意による妨害、傍受についての対策を検討し、問

題無い事を示して下さい。 

 可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続する場合には、容易

かつ確実に接続できるように、原則として、電力を供給するケー

ブルは、ボルト・ネジ接続又は簡便な接続規格を用いる方針であ

ることを確認しており、御指摘のとおり原則は有線による接続と

なります。 

一方で、御質問の「無線によるやり取り」に関しては、中央制御

室及び緊急時対策所までのデータ伝送系、モニタリング・ポスト

の伝送系に有線及び無線（衛星回線含む。）を使用すること、中央

制御室、緊急時対策所、原子炉施設の内外の通信連絡に衛星電話

設備、無線連絡設備（携帯型又は固定型）を使用することなどに

より、多様性を有する設計とする方針であることを確認していま

す。また、無線については、傍受されにくい仕様の機器を選定す
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Ⅳ－３．５ 重大事故等対処設備（第４３条関係） 

御意見の概要 考え方 

る方針であることを確認しています。 
 
 
Ⅳ－４．１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及び手順等（第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１関

係） 

御意見の概要 考え方 

 330 ページ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするため

の設備及び手順等 意見 緊急停止失敗時に必須となる作業員

の被曝対策を行なうこと。（理由）緊急停止失敗時に原子炉を未臨

界にするために計画する設備および手順について、予め整備し用

意した手順を遅滞なく遂行するためには、高線量下での作業、い

いかえれば被曝下での作業を余儀なくされることを想定する必

要があり、したがって被曝した作業員の手当て、すなわち緊急時

の被曝医療体制の整備計画が不可欠となるが、それが完全に欠如

している。 

 緊急停止失敗時については、有効性評価の事故シーケンスグルー

プ「原子炉停止機能喪失」において、ATWS 緩和設備（代替原子炉

再循環ポンプトリップ機能）により原子炉出力を低下させた後、

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により炉心の冷却

を維持し、ほう酸水注入系により未臨界を維持することで、原子

炉及び原子炉格納容器を安定状態に移行できることを確認して

います。また、これら発電用原子炉を未臨界にするための設備を

用いた操作は、自動又は中央制御室からの操作スイッチによる遠

隔操作であり、高線量下の作業は無いことを確認しています。 

 
 
Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクに熱を輸送するための設備及び手順等（第４８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．５関係） 

御意見の概要 考え方 

 審査書案 P367「４－４．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めの設備及び手順等（第４８条及び重大事故等防止技術的能力基

準１．５関係）」代替循環冷却系は全交流電源喪失下や RHR ポン

プ故障時でも、原子炉補機代替冷却とあいまって「第４８条等要

求事項イ）及び同ハ）」に対応する系統であるので代替循環冷却系

を４８条機能を果たすための一連の設備群の一部として重大事

故対処設備として扱うべきです。（理由）重大事故対処設備として

 申請書の添付書類十の「７．重大事故に至るおそれがある事故及

び重大事故に対する対策の有効性評価」の「第 7.1.4.2-4 図 崩

壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）の対応手順の

概要」に記載があるとおり、最終ヒートシンクに熱を輸送するた

めの手段として、使用が可能であれば、原子炉格納容器フィルタ

ベント系に優先して代替循環冷却系が使用されます。なお、設置

許可基準規則第４８条の解釈において、「残留熱除去系（RHR）の
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Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクに熱を輸送するための設備及び手順等（第４８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．５関係） 

御意見の概要 考え方 

設置許可基準規則第４８条で求めている機能は、「崩壊熱が蓄積

する原子炉圧力容器内の炉水やサプレッションプール水」から

「最終ヒートシンク」に至る独立性の高い一連のシステムが本来

必要です。残留熱除去系が運転できることを前提とした「原子炉

補機代替冷却」システム（二次系システム）だけでは不完全です。

代替循環冷却系は設計基準対象機器の一部を利用するものの「全

交流電源喪失」「残留熱除去系ポンプ故障」状態でも炉心損傷防止

機能の一部を担うことのできる信頼性の高いものです。規制側の

今までの解釈運用の観点では、第４８条等要求事項ロ）に対応し

ていない原子炉補機代替冷却を重大事故対処設備として扱って

きていること、代替循環冷却系は、設置許可基準規則第５０条と

して扱っている程信頼性の高い系統であることですので代替循

環冷却系を４８条要求の機能を果たす設備群の一部として取り

扱うべきです。 

 

使用が不可能な場合について考慮すること」としており、代替循

環冷却系は、残留熱除去系の水源（サプレッションプール水）や

熱交換器等が同じであることから、設置許可基準規則第４８条に

適合する設備ではなく、御指摘の箇所では記載していません。 

 審査書案 P371 最下段～P372L3「f)残留熱除去系又は代替循環冷

却系による原子炉格納容器内の除熱機能が 1系統回復し、・・・・

並びに可搬型窒素ガス供給装置を用いた原子炉格納容器内への

窒素封入が可能な場合には、S/C ベント用出口隔離弁又は D/W ベ

ント用出口隔離弁を全閉し、原子炉格納容器ベントを停止する」

としているが、サプレッションプール水温が高い状態でベントを

開けたままどのような原理で残留熱除去系又は代替循環冷却系

の機能が回復できるのかを確認する必要がある。特にポンプのサ

クションラインとサプレッションプール水面との高低関係を含

めた正味水頭を確認し、サクションラインの水張り方法も含めて

確認する必要がある。（理由）格納容器ベントを開けている限りは

 代替循環冷却系及び残留熱除去系のポンプの NPSH 評価について

は、サプレッションチェンバ圧力等の重大事故等時の使用環境条

件を考慮し、有効 NPSH が確保されることを工事計画認可申請に

係る審査において確認します。 

なお、残留熱除去系又は代替循環冷却系のポンプの吸込配管は、

サプレッションチェンバのプール水面より低い場所に設置され

ています。 
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Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクに熱を輸送するための設備及び手順等（第４８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．５関係） 

御意見の概要 考え方 

格納容器の内圧が低くプール水はほぼ気液平衡に近い状態にあ

る。このようにサプレッションプール水温が高く、格納容器内圧

が低い場合にはポンプの有効 NPSH（正味吸い込み水頭）が不足す

るので残留熱除去系ポンプ、代替循環冷却系ポンプいずれも運転

ができないはずである。またポンプのサクションラインの中にプ

ール水面よりも高い箇所があると水張りには特別な手順・設備が

必要である。 

 
 
Ⅳ－４．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備及び手順等（第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７関係） 

御意見の概要 考え方 

 福島と同型の女川原発は過酷事故で同様の経緯をたどることは

間違いないが、過酷事故を収束できたとして、放射能の放出量は

どの程度押さえられるのか、社会的に許容できるものなのか明ら

かにするべきだ。それでも許容できない量が放出されるのであれ

ば、再稼働はそもそもあり得ない。 

 

 設置許可基準規則では、原子炉格納容器の破損を防止するため

に、希ガスを含む放射性物質の放出を伴わない（※）代替循環冷

却系の設置を求めており、代替循環冷却系は格納容器圧力逃がし

装置に優先して使用することとしています。 

このため、格納容器ベントを行う可能性は極めて低いと考えます

が、仮に行った場合の評価として、放射性物質の異常な水準の放

出を防止するという観点から、原子力発電所の近隣の住民が長期

避難を余儀なくされる可能性がある放射性物質の放出を制限す

るため、想定される放出量が多く、半減期が約 30 年と長い Cs-

137 の放出量を基に評価し、100TBq を下回っていることを確認す

ることとしています。 

上記に関して、審査書（案）「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力･

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」に記載のとおり、

原子炉格納容器フィルタベント系を使用した場合、原子炉格納容

器から環境に放出される Cs-137 の放出量は、7 日間で最大約
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Ⅳ－４．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備及び手順等（第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７関係） 

御意見の概要 考え方 

1.4TBq であり、100TBq を下回っていることを確認しています。 

（※）原子炉格納容器バウンダリを維持することを意味し、限界圧

力及び限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい

率を超えることなく、原子炉格納容器内の放射性物質を閉じ

込めておくこと。 

 

 ベント多用方針は住民の被ばく機会が増えることでしょう。 

 

 同上 

 

 審査書案 P389 50 条における負圧破損防止「b. 残留熱除去系に

よる除熱機能が喪失した場合には、可搬型窒素ガス供給装置によ

る原子炉格納容器の負圧破損を防止するための手順に着手す

る。」とされているが「b. 残留熱除去系による除熱機能が喪失し

た場合には、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器の窒

素過圧するための手順に着手し、代替循環冷却系運転を行う。」と

すべき。 

原子炉格納容器の負圧破損が起きるのは、原子炉格納容器が隔離

されており外部からの気体流入が起きない、内部の冷却が進み原

子炉格納容器内部の蒸気の凝縮が進むの２つが重なることによ

り発生します。現状記載の「残留熱除去系による除熱機能が喪失」

だけでは格納容器の負圧破損は発生せず、むしろ格納容器の加圧

方向の作用をもたらします。 

 御指摘の可搬型窒素ガス供給装置の手順着手基準は、可搬型窒素

ガス供給装置の設置等の準備開始の基準を記載しています。な

お、原子炉格納容器の負圧破損を防止するために、可搬型窒素ガ

ス供給装置による窒素供給を開始するのは、原子炉格納容器ベン

トが停止可能となった場合（※）、又はサプレッションプール水温

度指示値が 104℃を下回る前としていることを確認しています。 

 

（※）残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の

除熱機能が 1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸

素濃度の監視が可能な場合 
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Ⅳ－４．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備及び手順等（第５３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１

０関係） 

御意見の概要 考え方 

 女川原発では１９個の水素再結合装置とフィルターベント、建屋

ベントなどを設置し水素爆発を未然に防ぐとしているが、９００

ｋｇも一気に生成される水素を結合装置だけで取り除くことは

できない。東北電力の試算は、数十時間で徐々に水素が漏れ出す

というシナリオで、とても実現出来ない。まして、建物ベントに

なれば水素ガスとともに大量の放射性物質が放出される。まさに

格納容器の閉じこめる機能の喪失であり、住民の安全を考える

と、女川原発２号機の再稼働は許されるはずがない。 

 炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉建屋等の水素

爆発による損傷を防止する必要がある場合には、自主対策設備で

ある原子炉建屋ベントよりも前に使用するものとして、水素濃度

の上昇を抑制するための静的触媒式水素再結合装置（PAR）、PAR 動

作監視装置及び手順等を整備することを確認しています。また、

これらの対策は、想定される重大事故時において、原子炉建屋原

子炉棟内の水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防

止するために必要な水素処理容量を有することを確認していま

す。 

なお、上記により規制要求を満足していることは確認しています

が、万が一これらの対策により原子炉建屋原子炉棟内に漏えいし

た水素を処理できず、水素の発生源を断つための格納容器ベント

を実施したにもかかわらず、原子炉建屋内の水素濃度が低下しな

い場合には、自主対策設備である原子炉建屋ベント設備を用いた

水素排出を行うこととなります。その際には、放射性物質の拡散

抑制を目的として放水砲を用いた原子炉建屋への放水を行うこ

とを確認しています。 

 
 
Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２項

関係） 

御意見の概要 考え方 

 汚染水事故に対応できない。 

 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴って発生した汚染水

については、まず、これを発生させないことが重要であり、新規

制基準では、仮に、炉心が損傷した場合でも放射性物質が格納容
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２項

関係） 

御意見の概要 考え方 

器から流出しない対策を要求しており、審査においてその対策を

確認しています。 

その上で、万一格納容器が破損した場合の事故後の処理のあり方

については、実際にどういった状況になるかを事前に想定し、規

制基準を特定するのではなく、事故の状況に応じ、臨機応変に対

応していくことが現実的かつ適切な考え方であり、特定原子力施

設の制度に基づき、状況に応じ規制することとなっています。 

 

 メルトダウンが遅かれ早かれ起きた場合、防潮堤のせいで福一の

ように汚染水問題が起きないのですか？起きないと言うのであ

れば、その理由を聞かせてください。 

 

 同上 

 適合性審査では、福島第一原発で現在大きな問題になっている汚

染水について検討していません。これは格納容器が破損した場合

でも放射能の大量の拡散で防止する策を講ずるよう要求する新

規制基準に違反します。 

 

 同上 

 

 海への放射能拡散を防ぐ対策としてシルトフェンスを使うとし

ていますが、これで防げるのは放水砲だけです。汚染水は防げま

せん。 

 

 同上 

 

 

 事故がおきたらすべて汚染されてしまいます。逃げ場がありませ

ん。 

 

 同上 
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２項

関係） 

御意見の概要 考え方 

 ４２６ページ、丸数字２、a.：「大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及

び放水砲は、海を水源とし、車両により運搬、移動でき、複数の

方向から原子炉建屋に向けて放水できるとともに、原子炉建屋の

最高点である屋上に放水できる容量を有する設計とする。」とあ

るが、「原子炉建屋の最高点である屋上に放水できる容量」は、ポ

ンプの揚程を決める根拠となるだけであり、本来の「容量」すな

わちポンプ・放水砲の流量はどのように決めているのかが不明で

ある。結局「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設

備」とは、ただ建屋の屋上に「放水」できればよい。それがどの

ような「放射性物質の拡散を抑制」する効果を持つかは問わない

という極めてずさんな要求であり、申請者の「設計方針」もそれ

に安易に乗っかったものでしかない。もし、「放水」により放射性

物質の放出を「抑制」できるというなら、定量的に、その評価結

果を示すべきである。 

 

 審査においては、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の容量について

は、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲の性能曲線から大

容量送水ポンプ（タイプⅡ）の放水流量及び放水砲の放水角度を

考慮した上で、原子炉建屋屋上まで放水できる吐出圧力及び容量

であることを確認しています。 

御指摘のとおり規制基準において放射性物質の除去効果に係る

要求はありませんが、放水による効果等については、空気中の微

粒子状放射性物質が、降雨により捕らえられる効果があることが

知られており、雨量に比べて多量の水量が確保できる放水砲によ

り、拡散抑制効果があると判断しています。また、浮遊する微粒

子状放射性物質を水スプレイにより捕集する実験が過去に行わ

れており、その効果が確かめられています。 

 

 発電所外の放射性物質の拡散を抑制するため、放水設備などを装

備するとされていますが、その保管する個数や作動に要する時間

等が記載されているのみであり、その効果に関する評価が示され

ていません。重大事故時に公衆の放射線被曝を低減する最後の砦

のはずですから、最も厳しい事故条件と気象条件を設定して、公

衆被曝の上限値等を評価することは、貴委員会の最終的な使命だ

と考えられます。 

 

 同上 

 設置許可基準規則 55 条では、格納容器の破損に至った場合等に

おいて「工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な

 同上 
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２項

関係） 

御意見の概要 考え方 

設備を設けなければならない」とされている。ところが、東北電

力の対策は、格納容器上部が破損し、気体の放射能が放出した場

合、それを放水砲で叩き落とすといっている。そんなことが可能

なのか？ 

 

 第 55 条の要求に対して、放水砲を設けるとしているが、宮城県

の安全性検討会でも指摘されているように、これがどれだけの効

果があるのか具体的な数値をあげての検証結果がない。ただ、形

として設置しているに過ぎないのではないか。少なくとも、その

効果についてのシミュレーションを東北電力に求めるべきでは

ないか（425 ページ） 

 

 同上 

 第 55 条の要求に対して、放水砲を設けるとしている。この種の

放水砲は、通常大規模な石油液面の火災に対する設備として使用

されるものであり、大気中を飛散するプルームの中の粉塵を補足

することには有効ではない。ましてや希ガスには無効である。ま

た、汚染水対策として、シルトフェンスを設置するとしているが、

これは一時的な溢水対策相当の対策である。量が多い場合には、

有効性が期待できない。 

 

 同上 

また、シルトフェンスについては、発電所から海洋への流出箇所

の南側及び北側排水路排水枡、タービン補機放水ピット及び取水

口の合計4箇所に海底まで届く長さで二重にして設置することで

設置許可基準規則第５５条において要求している海洋への放射

性物質の拡散を抑制する設備に対応するものであることを確認

しています。 

 

 原子炉建屋に放水し、大気への放射性物質の拡散の抑制、海洋へ

の放射性物質の拡散の抑制を期待して使われる放水砲について、

「大容量送水ポンプ（タイプ II）及び放水砲の放水設備により敷

地外への放射性物質の拡散を抑える対策及び海洋への拡散防止

対策が適切に実施される方針であることを確認」としているが、

 同上 
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２項

関係） 

御意見の概要 考え方 

この装置を使用する状況が極めて不自然である。建屋が損傷して

放射性物質を拡散させている時に大量の海水を掛けることは、放

射性物質を海に流し出すことを意味すると共に、大気放出される

ガス状の放射性物質にはほとんど効果がない。また、建屋が損傷

している段階では、溶融燃料も露出している危険性が高く、むし

ろ大量の水の投入は水蒸気爆発を誘発させ、放射性物質の拡散を

大規模にする危険性もある。放水砲で対処する状況と、使っては

ならない状況についての明確な切り分けと説明がなければ、風下

に位置する人々への重大な被爆を引き起こすことが懸念される。

当然、海洋への汚染拡大も危惧されるところである。 

 

 ２．シビアアクシデント時の放射性物質の拡散抑制方法のお粗末

さ（放水銃のみ） 

 同上 

 
 
Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４関係） 

御意見の概要 考え方 

 いくら第４予備電源（重油、灯油による）津波のない高所でも「ガ

ケくずれ」がおこればダメ。また雷が落ちてもダメ。 

 

 可搬型重大事故等対処設備である電源車については、非常用ディ

ーゼル発電機、ガスタービン発電機と同時に機能喪失しないよ

う、位置的分散を図り、複数の箇所に分散して設置する方針であ

ることを確認しています。 

 

 ４４０ページのチ）の２行目「メタクラ(MC)」は、第４４回原子

力規制委員会の配布資料の資料１－２の９０ページの「メタルク

ラッドスイッチギア(M/C)」と同じものか？ 

 御指摘のとおり、「メタクラ(MC)」と「メタルクラッドスイッチギ

ア(M/C)」は同じものとなります。 
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Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１５項関係） 

御意見の概要 考え方 

 p453、455IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事

故等防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及

び手順等(1)第58条等の規制要求に対する設備及び手順等 (マル

1) 対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により

計測する重要監視パラメータ「格納容器雰囲気放射線モニタ」、

「フィルタ装置出口放射線モニタ」、「耐圧強化ベント系放射線モ

ニタ」は多重化されていますが、多様性が無く他の方式も併用す

べきと考えます。 

 設置許可基準規則第５８条では、重大事故等が発生し、計測機器

の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、

当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備

を設けることを求めています。申請者は、御指摘のパラメータに

ついて、多重性を有する重要計器の他チャンネルを用いて計測す

る手段を示していることから、規制要求を満足していることを確

認しています。 

 

 p454IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等

防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手

順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及び手順等 (マル 1) 

対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計

測する重要監視パラメータ「フィルタ装置水位」は多重化されて

いますが、多様性が無く電波式、ガイドパルス式等、他の方式も

併用すべきと考えます。 

 

 同上 

 格納容器内酸素濃度計は多重化されていますが、多様性がなくジ

ルコニア式、電極式等、他の方式も併用すべきと考えます。 

 

 同上 

 福島第一事故において、水位計が原理的に誤作動を招きやすいも

のであったことが、冷却水の有無を誤判断させる致命的な欠陥に

なっていた。したがって、水位計を改善することが必要条件であ

った。柏崎刈羽原発 6・7号機のパブリック・コメントでこの問題

 設置許可基準規則第５８条では、重大事故等が発生し、計測機器

の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが

必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、

当該パラメータを推定するために有効な情報を把握できる設備
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Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１５項関係） 

御意見の概要 考え方 

を提起したところ、代替手段として注水量を確認して水位を推定

するという回答であった。注水量は動作過程を示し、水位計は結

果の静的な実体量を示すもので信頼性がまったく異なる。この点

の改善されていないとすると、重大な欠陥である。 

 

を設けることを求めています。 

御指摘の原子炉圧力容器への注水量(高圧代替注水系ポンプ出口

流量等)による原子炉水位の推定方法は、原子炉圧力容器への注

水流量と崩壊熱除去に必要な水量を算出すること等により原子

炉水位を推定するものであり、炉心冷却状態を把握する上での推

定手段として、有効性があるものと考えています。 

 

 原子炉の中の水位を判断する装置が原理的に、また、実際的に、

信頼できない。福島事故のさいに、水位計が正しく働かなかった。

今回の審査(案)においても、そこの改艮がなされたとの記述が無

い。福島原発事故時に、水位計の誤作動が大きな問題だった。水

位計の不完全性はどうしても克服すべき課題だと考える。そうで

ないと、重大事故に関するほとんどの事故シーケンスの検証が意

味を失うのではないか。東京電力柏崎刈羽 6・7 号機の審査にお

いて、明確な記述のないままに、今回の審査(案)と同じような記

述になっていた。極めて解せないことである。「多重性を有」して

いることで、過ちを繰り返さないことができるのか。実証と論証

が必要である。 

 

 同上 

原子炉水位を異なるパラメータにより推定する代替手段として

原子炉圧力容器への注水量(高圧代替注水系ポンプ出口流量等)

から原子炉水位を推定する手順を整備することを確認しており、

規制要求を満足していることを確認しています。 

 原子炉水位(広帯域)も原子炉水位(SA 広帯域)も、差圧式水位検出

器を使用している点、及び、原子炉水位(燃料域)も原子炉水位(SA

燃料域)も、差圧式水位検出器を使用している点で、設置許可基準

規則第四十三条第二項第三号の要求事項を満たしておらず、原子

炉等規制法第四十三条の三の六の、第一項第4号に不適合であり、

同法同条第一項の規定により許可する事ができない、ので、再稼

動の為に、申請者への変更指示と再審査とを求める。 

 同上 
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Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１５項関係） 

御意見の概要 考え方 

 

 p450～451IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事

故等防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及

び手順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及び手順等(マル

1) 対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により

計測する重要監視パラメータ原子炉圧力容器内の水位計測に差

圧式水位検出器を使用していますが、基準面器を使うウエットレ

グ方式と推測します。ウエットレグ方式は福島第一原発事故の際

も基準面器の液面の変動や密度変化により実際の液面と異なる

値を示した実績が有ります。同じ基準面器を用いる「他チャンネ

ル」の計測器や「原子炉水位（SA 広帯域）」の計測器、「原子炉水

位（SA 燃料域）」の計測器では、基準面器の液面変動や密度変化

に対しどの計測器も同様の傾向を示し、多重化の意味をなしませ

ん。また、「原子炉圧力（SA）」についても基準面器を使用してお

り、同様の現象を起こすため多様性が有るとは言えません。唯一、

高圧代替注水系ポンプ出口流量は多様性を持つと捉える事がで

きそうですが、注水量だけでは、原子炉圧力容器内の温度、圧力

の状態によって変わる液面を正確に把握する事はできず、正確性

に欠けると考えます。また、基準面器への注水や基準面器への温

度計設置は、一定の効果を示す可能性が有るものの多様性の欠如

と言う意味では、対策になりません。既に検討されている超音波

式、キャピラリ式、ヒーター感熱式等の他の方式も完全とは言え

ないまでも補完する計測器として多様性を持たせる事は十分に

可能であり、いずれかを設置すべきと考えます。 

 

 原子炉水位計の基準面器（凝縮槽）における基準水位の低下によ

り計器の指示値に疑いがある場合等には、代替手段として原子炉

圧力容器への注水量（高圧代替注水系ポンプ出口流量等）から原

子炉水位を推定する手順を整備することを確認しています。 

 

 直流電源の喪失を想定し、重大事故等時に監視することが必要な  御指摘の「直流電源の喪失を想定し、重大事故等時に監視するこ
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Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１５項関係） 

御意見の概要 考え方 

パラメータを計測するサポート系の機能を回復させるための設

備を用いた手順における人員と作業時間は十分か（審査書案 460

ページ下から 8行～次ページ 3行）。 

 

とが必要なパラメータを計測するサポート系の機能を回復させ

るための設備」は、自主的対策設備であり、規制要求の対象では

ありませんが、重大事故等への対処をより確実にするものである

ことを確認しています。 

なお、設置許可基準規則第５８条等の要求事項に対応するための

パラメータを計測する計器の故障時に状態を把握するための手

順等について、作業に必要な人員及び作業時間を配置しているか

を審査し、対応が可能であることを確認しています。 

 

 p459IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等

防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手

順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及び手順等 (マル 3) 

手順等の方針 c.「1 測定点当たり可搬型計測器の接続、計測等を

計 2 名により、55 分以内に実施する。」としており、実際はどれ

だけの計器不良が同時に起こるか分からないものの、最大で言え

ば項目だけで 60 項目有り、1 項目 1 測定すると 55 時間かかりま

す。人員配置の計画には保守的に見て最大値を反映すべきと考え

ますが、1 測定点当たりでなく、最大で何人何時間かかるかを人

員配置の計画に反映すべきと考えます。 

 審査において、申請者は、重大事故等対策要員の防護具の着用、

緊急時対策所から制御建屋地上 3階への移動、防護具の脱衣、身

体サーベイ及び制御建屋地上3階から中央制御室への移動のそれ

ぞれに要する時間を保守的に積み上げ、緊急時対策所から中央制

御室への移動時間を 50 分とし、中央制御室における 1 測定点の

計測を 5分で実施することにより、可搬型計測器による計測を 55

分以内に実施可能であることを示していることを確認していま

す。また、可搬型計測器による計測は、中央制御室のあらかじめ

定めた端子台にて、測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型

計測器を接続して測定するものであり、複数のパラメータを計測

する場合であっても、同じ中央制御室内での作業となるため、追

加計測は短時間で行うことができると考えられます。 

 
 
Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６関係） 

御意見の概要 考え方 

 炉心の著しい損傷が発生した場合における中央制御室内での運  新規制基準において、炉心の著しい損傷が発生した場合において
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Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６関係） 

御意見の概要 考え方 

転員等の被ばくによる実効線量は、変更申請で再評価しているの

か。 

 

も運転員が原子炉制御室にとどまるために必要な設備及び手順

等を要求しており、中央制御室内での運転員等の被ばくによる実

効線量については、今回の変更申請において新たに評価したもの

になります。 

 
 
Ⅳ－４．１７ 監視測定設備及び監視測定等に関する手順等（第３１条、第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７項関係） 

御意見の概要 考え方 

 重大事故等発生した後、発電用原子炉施設から放射性物質が放出

されるおそれがあると判断した場合には、空気中の放射性物質の

濃度を判定する手順に着手し、測定、記録等を計 2名により、最

も時間を要する場合でも1箇所当たり１００分以内に実施すると

あるが、時間がかかりすぎではないか。迅速にするには無理があ

り、危険性が増すと考えられる。 

 審査においては、監視測定の手順着手の判断を行ってから放射線

管理班員が、事前打合せ及び資機材準備を行った上で、移動し、

資料採取・測定を行う方針であることを確認しており、事前打合

せでは、現場の状況、放射線防護方針等を確認の上、適切に作業

が行われるよう調整する方針であることを確認しています。ま

た、測定時間については、最も時間を要する場合を保守的に示し

ており、時間設定は適切になされているものと判断しています。 

 

 477ページ、サーベイメーター類の台数は大丈夫か 

 

 監視測定設備については、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損が発生した場合に放出されると想定される放射性物質の

濃度及び放射線量を測定できる設計とし、必要な台数（バックア

ップ含む）を保管する方針としており、可搬型放射性測定装置の

うち、可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β

線サーベイメータ及び電離箱サーベイメータは、各2台と故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として各1台、

また、α線サーベイメータについては、1台と故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として1台を確保する方針を

確認しています。引き続き、工事計画認可申請に係る審査におい

127



124 
 

Ⅳ－４．１７ 監視測定設備及び監視測定等に関する手順等（第３１条、第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７項関係） 

御意見の概要 考え方 

て、その妥当性を確認していきます。 

 
 
Ⅳ―４．１８ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等（第３４条、第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８関係） 

御意見の概要 考え方 

 479 ページ、緊急時対策について記載されている。どのような事

故がどのくらいの規模で発生するのか、それすらも見積もられず

に、緊急対策を立てること自体が、滑稽だ。 

 設置許可基準第６１条等において、重大事故等が発生した場合に

おいても当該重大事故等に対処するために適切な措置が講じら

れるよう緊急時対策所の機能を設けることを求めています。本審

査においては、緊急時対策所の居住性を確保するため、福島第一

原子力発電所事故と同等の放射性物質の放出量を想定し、緊急時

対策所にとどまる要員の実効線量が事故後 7 日間で 100mSv を超

えない設計であることを確認しています。 

 

 対策要員の装備（線量計及びマスク等）で十分な放射線管理がで

きると記載されているが、重大事故等のときに、本当に今の技術

で放射線管理が十分にできるとは考えられない。 

 緊急時対策所の居住性については、緊急時対策所遮蔽、緊急時対

策所換気空調系、緊急時対策所加圧設備等により確保する設計方

針を確認しています。また、緊急時対策所に要員をとどめるため

の身体サーベイ、作業服の着替え等を行うためのチェンジングエ

リアの設置等の手順等については、重大事故等防止技術的能力基

準１．０項の規定に基づき、重大事故等に対処するための手順書

の整備、訓練の実施及び体制の整備が適切に行われる方針である

ことを確認しており、今後、重大事故等対処訓練については、原

子力規制検査において、確認していきます。 

 

 基準津波の影響を受けない位置に設置するとあるが、今回の基準

より越える津波が来ないとは言い切れない。 

 

 緊急時対策所は、敷地高さ O.P.＋62m に設置する方針を確認して

おり、入力津波高さ 0.P.＋24.4m を考慮しても影響を受けない位

置に設置される方針を確認しています。 
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Ⅳ―４．１８ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等（第３４条、第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８関係） 

御意見の概要 考え方 

 

 福島事故で作業員が頑張れたのは、免震重要棟があったからと考

えられる。今回、女川２号機で、なぜ、そのような施設を作らな

いのか？過酷事故時に頼りになる拠点を自ら放棄するように思

えてならない。女川原発の立地は、大地震時には、道路は寸断、

船も来れない（津波のため）、空か空輸しか人的・物的供給ができ

なくなる。このときに、長期間、頑張れる拠点を確保するのは当

然の話だ。代替の耐震施設では小さくて話にならない。 

 

 今回の新規制基準においては、重大事故等発生時において協力会

社社員を含めた事故対処要員が適切に対応できるよう、緊急時対

策所を初めとする重大事故等対処施設や要員を防護するための

手順、機材等の整備を求めており、その適合性について確認して

います。 

緊急時対策所の居住性については、緊急時対策所遮蔽、緊急時対

策所換気空調系、緊急時対策所加圧設備等により確保する設計方

針を確認しており、緊急時対策所の要員をとどめるための身体サ

ーベイ、作業服の着替え等の手順等については、重大事故等防止

技術的能力基準１．０項の規定に基づき、重大事故等に対処する

ための手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備が適切に行われ

る方針であることを確認しています。 

また、緊急時対策所には、少なくとも外部からの支援なしに 1週

間、重大事故対処のための活動をするために必要な飲料水及び食

料等を備蓄する方針であることを確認しています。また、発電所

外部から支援体制として、本店対策本部において必要な資機材の

輸送等を実施する体制を整備することを確認しています。 

なお、新規制基準では、重大事故等に対処するために適切な措置

が講じられるよう緊急時対策所の機能を設けることを求めてい

ますが、その構造等は特定していません。したがって、女川 2号

炉では、耐震構造とすることにより機能を確保し、新規制基準に

適合していることを確認しており、緊急時対策所の広さについて

は、災害対策本部として常時活動ができるよう、休憩所、トイレ

等の必要な設備及びスペース（約 460m2）、各作業班用の机の設備

等を配置し、活動に必要な広さを有する設計であることを確認し
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Ⅳ―４．１８ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等（第３４条、第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８関係） 

御意見の概要 考え方 

ています。 

 

 基準地震動による地震力に対して、免震機能等により、緊急時対

策所の機能を喪失しないようにするとあるが、免震機能だけでは

防げない不測の事態も予測しなければならばいと考える。防ぎき

れるのか。 

 規制委員会は、申請者が耐震構造の建物に緊急時対策所を設置す

ることとしており、当該建物を基準地震動 Ss に対して弾性範囲

内に収める方針としていることを確認しています。 

 
 
Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

御意見の概要 考え方 

 想定されている以上の地震・津波に耐えられますか。  新規制基準は、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電

所事故の教訓を踏まえ、地震や津波への対策の強化に加え、重大

事故等が発生した場合にも、外部への影響を最小限に抑えるため

の十分な対策を要求しています。さらに、想定を超える大規模な

自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

が発生し発電用原子炉施設に大規模な損壊が発生した場合でも

可搬型設備を中心とした対応ができるよう設備を整備するとと

もに、関連する手順書、体制の整備を行うよう要求しています。

これらに対して、申請者が整備する対策が、新規制基準へ適合し

ていることを確認しています。 

 

 ミサイル・航空機、テロ等の対策はどうですか。 

 

 同上 

なお、武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保

護法に基づき、必要な対策を講じることとしています。 
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Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

御意見の概要 考え方 

 

 一つにはテロ対策が不十分。敵国からすれば原子力発電所をミサ

イル攻撃すれば、日本は降伏せざるを得ないでしょう。 

 

 同上 

 

 テロ攻撃に原発は守れない。テロ攻撃が予想される社会で原発が

安全であるとは到底言えない。事前に十分な準備をし、訓練を積

み武器を持って集団で襲撃してくるテロ攻撃に対して、発電所の

民間人である従業員が防戦対応できるとはとても思えない。民間

人は武器の携帯や武闘は許されていないし、警察の出動を要請し

てもは時間的に間に合わない。それともいつ来るかわからない襲

撃に備えて武装警備員を置くことを想定するのか？ 

 

 同上 

 地震津波対策だけしてもテロに合ったら一たまりもないでしょ

う。北朝鮮のミサイルが飛んで来たらどうしますか。再稼働の事

はよーくもう一度考えなおして下さい。 

 

 同上 

 

 テロ対策もない  同上 

 

 テロ対策は、本意見で検討、試行するのか。 

 

 同上 

 地震や津波やテロなどの大規模損壊が発生して、常時完全な安全

な対策が必ずできるとはとても考えられない。どのような根拠で

適切と判断しているのか大いに疑問がある。 

 

 重大事故等が発生した場合にも対処できるよう設備を整備する

とともに、関連する手順書、体制の整備が行われる方針であるこ

とを確認しています。加えて、設計上の想定を超えるような事態

を想定外とせずに、大規模な自然災害又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる大規模損壊を想定すること、及

びその対策をとるための手順書等を作成し、対応する方針である
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Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

御意見の概要 考え方 

ことを確認しています。 

なお、具体的な想定や対策の具体的内容は、防護上の観点から公

開していません。 

 

 大規模な自然災害や航空機やテロに関しては、495 ページに対応

ができない旨の記載がある。その時に、重大事故を起こさない対

策だけでは全く役に立たない。 

 

 同上 

なお、御指摘の対応ができない旨の記載については、「大規模損壊

によって発電用原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大き

く、あらかじめシナリオを設定した対応操作は困難であると考え

られる」と記載しています。 

 

 大規模損壊の発生により重大事故発生の手順書を整備する方針

があると言うだけで適切なものと判断するのは、軽率と言わざる

をえない。 

 設置変更許可にかかる審査においては、基本設計ないし基本的設

計方針を確認するもので、大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムへの対応については、施設の広

範囲にわたる損壊、不特定多数の機器の機能喪失及び大規模な火

災等の発生を考慮し、可搬型設備による対応を中心として柔軟で

多様性のある対応ができるように手順書や体制、設備等を整備す

る方針であることを確認しています。 

また、大規模損壊への対応のために、重大事故等対策に関して実

施する教育及び訓練に加え、大規模損壊が発生した場合も想定し

た教育及び訓練を実施する方針であることを確認しています。 

なお、今後、これらの訓練の実施状況については、原子力規制検

査において、確認していきます。 

 

 被害範囲が不確定なことに対して、手順書の整備で対応できると

は思えない。よって女川原子力発電所２号炉の再稼働に反対で

す。 

 同上 
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Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

御意見の概要 考え方 

 

 「申請者において大規模な火災が発生した場合における消火活

動に関すること等の手順書が適切に整備されること又は整備さ

れる方針であること」をもって「規制委員会は適合していると判

断した」と述べている。つまり、まだ対策が現実化していない。

現実的に「テロ対策」が、発電所の従業員ではできないと考えら

れ、誰が見ても実効性はない。また、仮に武装警備員を配置した

としても、必ずしも制圧できるとは言えない。 

 

 同上 

なお、武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保

護法に基づき、必要な対策を講じることとしています。 

 高線量の環境下において、事故対応を行うために高線量対応防護

服等の必要な資機材を配備するとあるが、職員の健康を守り、長

時間の作業に、適応できる十分な資機材が現時点で実際に使用し

て確認されているとは考えにくい。 

 

 審査において、申請者が高線量下等を想定し、高線量対応防護服

等を着用した事故時対応訓練を実施する方針であること、放射線

防護具等の資機材を確保する方針であることを確認しています。 

 

 高線量の環境下において、事故対応を行うために高線量対応防護

服等の必要な資機材を配備するとあるが、大規模損壊発生となる

と長時間使用の作業になると予想されるが、職員の健康が守られ

るか心配だ。 

 

 同上 

 

 原子炉が大規模な損壊に至った場合、作業員の被ばく線量に上限

があると思うが、その上限をこえてしまった場合、どのように対

処するのか。（152ｐ） 

 

 同上 

 大規模な燃料火災の発生に備え、必要な消火活動を実施するため

に、消火薬剤等の資機材及び大容量送水ポンプ、放水砲等を配備

 地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク火災、又

は故意による大型航空機の衝突に伴う大規模な航空機燃料火災
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Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

御意見の概要 考え方 

するとあるが、限られた敷地内に十分な量を配備できるとは考え

にくい。 

の発生に備え、必要な消火活動を実施するために着用する防護

具、消火薬剤等の資機材及び大型送水ポンプ（タイプⅡ）や放水

砲等の消火設備を敷地内に配備する方針であることを確認して

います。 

 

 大規模損壊発生時に、同時の機能を有する設備の損傷の防止のた

めに、外部事象の影響を受けにくい場所に保管するとあるが、現

実に外部の影響を受けない場所があるのか疑問がある。 

 可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備する設備の

基本的な考え方を基に配備し，同等の機能を有する設計基準事故

対処設備及び常設重大事故等対処設備と同時に機能喪失するこ

とのないよう外部事象の影響を受けにくい場所に分散して保管

する方針であることを確認しています。 

 

 大規模な自然災害やテロへの対応として規制基準が求めている

ものは，いずれも，原発敷地内における対応に関する手順書，体

制，設備及び資機材の整備であり，また，審査書案を見る限り，

事前の整備完了ではなく計画の存在を条件としているように読

める。自然災害やテロは準備状況を忖度せずに発生しうるもので

あるから，事前の整備完了が再稼働の条件とならなければならな

い。 

 

 同上 

 P494～V 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．

１関係）これらへの対応が「整備される方針」を持って「了」と

されるのは、全く不合理である。対策は全て完了したうえで審査

を受けるのでなければ、審査は意味をなさない。 

 

 同上 
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Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

御意見の概要 考え方 

 人為的に航空機等がつっこんできたらどうなるのか。原発ができ

た見学へ行った時係の人に質問したら困ったように「まずそのよ

うなことはありません」と声を小さく答えていました。こんなあ

いまいな姿勢で今日まで語られずに経済優先できています。未来

の子のためにやめてください。 

 故意による大型航空機の衝突については、大規模損壊（大規模な

自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

による発電用原子炉施設の大規模な損壊）における審査で確認し

ており、その場合における体制の整備、消火活動の実施、炉心や

格納容器の損傷を緩和するための対策についても確認していま

す。 

 

 テロリズムへの対応については、まず、悪意を持った集団や国家

が標的とする可能性の高い、ぜい弱性が大きく、かつ破壊効果の

大きい設備を選定することが重要です。その最たるは炉心ではな

く、使用済燃料プール水だと考えられます。この設備は炉心の数

倍もの放射性物質を内蔵しているにもかかわらず、原子炉建屋の

最上階に位置して、上方からのテロ攻撃に対して薄い天井のみが

存在する極めてぜい弱な状況にあります。テロ対策の実効性のあ

るものとするため、この設備を特定して、破壊を防止するための

設備対応を事業者に求めるべきです。 

 武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保護法に

基づき政府が対策本部を設置し、必要な対策を講じることとして

います。 

使用済燃料プールについては、大規模損壊発生時における使用済

燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損

傷を緩和するための対策について確認しています。 

また、使用済燃料貯蔵槽からの大量の水の漏えいその他の要因に

より当該使用済燃料貯蔵槽の水位が異常に低下した場合におい

て、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を

防止するために必要な設備及び手順等を整備することを確認し

ています。 

なお、対策の具体的内容は、防護上の観点から公開していません。 

 

 建屋を丈夫にすれば災害にも事故にもテロにも耐えられます

か？ 

 審査においては、設置許可基準規則において、設計上想定する地

震や津波等の自然現象は、最新の科学的技術的知見を踏まえて適

切に予想されるものとする旨規定しており、過去の国内における

記録等のみに基づくことなく、当該自然現象の特性を踏まえた評

価が行われていることを確認しています。 

さらに、自然現象の組合せとして、網羅的に検討し、原子炉建屋
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Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

御意見の概要 考え方 

等の安全施設に与える影響を考慮して抽出した上で、考慮すべき

事象を決定し、その影響に対して、安全施設の安全機能が損なわ

れない設計としていることを確認しています。 

なお、武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保

護法に基づき、必要な対策を講じることとしています。 

 

 オリンピックを控えてのテロ対策が不十分です。再稼働反対しま

す。 

 設置許可基準規則第７条は、発電用原子炉施設への不法な侵入等

の防止を定めており、審査において適切な措置を講じる方針を確

認しています。また、核物質防護対策については、核物質防護規

定の認可等において確認します。 

 

 審査書案 p.494～498 大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムへの対応（重大事故等防止技術的能

力基準２．１関係）「１．手順書の整備」「２．体制の整備」につ

いて。「大型航空機の衝突その他のテロリズム」を想定した対策が

為されているとの事ですが、その対策には、対処要員がテロリス

トに脅迫される、或いは万万が一破壊工作員そのものだったとし

て、過酷事故に繋がるような意図的な誤操作等を行っても、安全

が確保出来るものと判断されているのでしょうか？関西電力に

おいて、外部の人間の脅迫めいた要求に屈して金品を受け取って

いた事例が有ったばかりですが、現場の人員がたとえ聖人君子で

無くても、安全が脅かされる恐れが無いような体制は築かれてい

るのでしょうか。 

 核物質防護対策については、核物質防護規定の認可等において確

認します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 ２ページの２行目「6月 28 日」の記載は不要と思います設置許可

基準規則解釈第１条１での引用の例では記載がないので。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 ５ページ、「２．技術者の確保」の（１）：「さらに、発電所では、

自然災害及び重大事故等の対応に必要な大型重機等を運転する

資格を有する技術者を確保する。」の「自然災害及び重大事故等

【の】対応」は、「自然災害及び重大事故等【への】対応」の方が

適切では？ 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 ８ページ、１～２行：「業務を主管する組織の長は、不適合を除去

し、原因を特定した上で是正処置を実施する。」の「是正処置」は

「是正措置」の方がよい。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 11 ページの注釈の半角「-」は全角「－」のほうがよいと思いま

す。 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 12 ページの 22 行目。「牡鹿」の振り仮名は、12 ページでは「おし

か」、59 ページでは「おじか」となっているが、147 ページ（牡鹿

幹線）での読みはどちらなのか？また、59 ページ 21 行目。「半

島」の振り仮名は不要と思います。 

 

 初出となる 12 ページにあるとおり、読みは「おしか」が正しいこ

とから、御意見を踏まえ、59 ページの振り仮名を削除します。 

 13 ページ 22 行目。「ＰＳ検層結果をもとに」は「ＰＳ検層結果を

もとにした」などのほうがよいと思います。原文では「結果をも

とに」申請者が何をしたかが不明なので。 

 13 ページ 23 行目の文末。「できること」は「できることを確認し

ていること」などのほうがよいと思います。申請者が何をしたか

 御意見を踏まえ、当該記載における「～こと」を「～としている

こと」に修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

が明確となるので。 

 

 13 ページ 24 行目。「当該地下構造モデル」の「当該」が何を指す

のかが曖昧であるので、ここは「モデル化した地下構造モデル」

などとしたほうがよいと思います。 

 

 御意見を踏まえ、「地下構造のモデル化に当たって」に修正しま

す。 

 13 ページ 25 行目「シミュレーション」は、同 1行目、15 行目の

「検証」のことを指しているのか？ 

 御意見を踏まえ、明確になるよう修正します。 

 15 ページの注釈の文末。「確認した」の主語は申請者であると理

解してよろしいか？同ページ 11 行目「考慮する。」の主語は申請

者であるから。 

 

 御意見を踏まえ、同注釈の最初に「申請者は、」と追記し、文末を

「確認している」と修正します。 

 15 ページでは「１測線でのみ認められる断層があることを根拠に

断層端部とし」とありますが，第 778 回審査会合資料 1-3-1 では

「１測線でのみ認められる断層の延長方向にある測線で断層が

認められない」ことを根拠とした記載となっております。この記

載の違いは，細かい端部の記述を意図している訳ではなく，大局

的には「Ｆ－６断層（単体）」の北西端ではなく「１測線でのみ認

められる断層まで含めて」北西端を規定しているという趣旨の記

述との理解でよろしいでしょうか。 

 

 御意見を踏まえ、文の構成を含めて、修正します。 

 

 19 ページでは、久田（1977）と記載されておりますが、久田（1997）

への記載の見直しが適切と考えられます。 

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 21 ページでは、「福島県沖及び茨城県沖で発生した地震の平均的

な応力降下量の1.4倍」と記載されておりますが、諸井ほか（2013）

のとおり福島県沖及び茨城県沖のほか宮城県沖の地震も含まれ

ることから、「宮城県沖」の追記見直しが適切と考えられます。 

 

 御意見を踏まえ、応力降下量の設定では、諸井ほか（2013）によ

る検討を踏まえていることから、「1978 年宮城県沖地震の地震動

レベルを踏まえ、諸井ほか（2013）による地震モーメントと短周

期レベルとの関係から求まる応力降下量24.6MPaの 1.4倍となる

34.5MPa を設定した」と修正します。 

 

 28 ページの基準地震動 Ss-F1 の記載では最大加速度の数値（水平

方向 717cm/s2、鉛直方向 393cm/s2）が示されていません。基準地

震動Ss-F1と Ss-F2のうち大きい数値を記載したとの理解でよろ

しいでしょうか。 

 

 御意見を踏まえ、Ss-F1、Ss-F2 それぞれについて、最大加速度を

記載することとします。 

 ３３ページの１行目「耐震Ｓクラス」は「Ｓクラス」のほうがよ

いと思います。同一のものであれば。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 ３７ページ、「丸数字２ 許容限界」：「Ｓクラスの機器・配管系に

ついて、……塑性域に達するひずみが生じる場合であっても、そ

の量が小さなレベルにとどまって破断延性限界のひずみに対し

て十分な余裕を有し、【その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い限度に応力、荷重等を制限する値を許容限界とする。】」の【】

部分の表現は日本語になっておらず、不適切。「応力、荷重等を制

限する値」の「値」とは何の値か？「荷重」は評価の条件であっ

て、許容限界ではないのでは？【】部分は「その施設の機能に影

響を及ぼすことがない最大の応力、ひずみ等を許容限界とする。」

又は「その施設の機能に影響を及ぼすことがない応力、ひずみ等

の制限値を許容限界とする。」といった文言にすべきでは？ 

 

 御指摘の「値」は、施設の機能に影響を及ぼすことがないように

制限する応力、ひずみ等の値のことですが、文意は変わりません

ので、原案のとおりとします。 

なお、施設の機能に影響を及ぼすことがないように制限する値に

は、応力やひずみに加えて、評価対象により支持構造物の荷重等

も含まれます。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 ４２ページの１０行目「弾性設計用」は「弾性設計用地震動」

のほうがよいと思います。 

 

 御意見は３６ページの１０行目と思われますが、「弾性設計用若

しくは共振影響検討用の地震動による地震力」という記載なので

原案のとおりとします。 

 

 44 ページ 14 行目「熱水活動が終了以降に」及び 45 ページの８行

目「熱水活動が終息した以降」は「熱水活動が終息して以降に」

などのほうがよいと思います。44 ページ 17 行目等と同様に。 

 

 御意見のとおりですので、「熱水活動が終息して以降」に統一しま

す。 

 44 ページ 21 行目「古い」。申請者はどの断層と比較して古いとし

ているのか？ 

 

 御意見の「古い」という「古い断層」とは、その直前に記載のあ

る「大島造山運動」のあった前期白亜紀に形成された「古い」断

層という意味で、他の断層と比較してという意味ではありませ

ん。 

 

 50 ページ（２）①のうち、数値計算に適用した潮位条件に関する

記載につきまして、朔望平均干潮位も適用していることから、「朔

望平均干潮位」の追記が適切と考えられます。 

 基準津波の策定に係る津波水位の評価は、相対評価であり、潮位

条件は考慮されていません。また、審査書案に記載している基準

津波定義位置における津波水位についても、潮位条件を考慮して

いない値です。以上のように、基準津波の策定に係る評価津波水

位では、潮位条件は考慮されていません。したがって、当該箇所

は、「基準津波の策定のための敷地前面等における津波水位評価

及び基準津波定義位置における津波水位評価では、潮位条件を考

慮していない。」と修正します。 

なお、入力津波の設定においては、「Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針 

２．基本事項 （４）津波防護の方針設定に当たっての考慮事項（水

位変動、地殻変動）① 潮汐による水位変更：に記載のとおり、

適切に考慮していることを確認しています。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 51 ページ（３）①のうち東北地方太平洋沖型の津波波源による「特

性化波源モデル」の記載につきまして、この「特性化波源モデル」

は後段に記載されております「基準断層モデル」や「特性化モデ

ル」と同義であることから、記載の見直しが適切と考えられます。 

 

 御意見にある「特性化波源モデル」は津波波源としての特性（巨

視的波源特性、微視的波源特性及び破壊伝播特性）を主要なパラ

メータで表した波源モデルに関する一般的な用語として使用し

ています。それに対して、「特性化モデル」及び「基準断層モデル」

は申請者が特定した津波波源モデルに対応して記載しておりま

すので、「特性化波源モデル」とは同義ではありません。そのため、

原案のとおりとします。 

 

 53 ページ「d. 考慮する不確かさ」：「…評価に当たり考慮する不

確かさについては、破壊開始点、破壊伝播速度及び立ち上がり時

間について検証した上で、評価への影響が大きい破壊開始点及び

破壊伝播速度とした。」は日本語として成立していない。「評価に

当たり、破壊開始点、破壊伝播速度及び立ち上がり時間について

検証した上で、評価への影響が大きい破壊開始点及び破壊伝播速

度について不確かさを考慮するものとした。」とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 55 ページ③のうち宮城県沖の「地域特性」を考慮した特性化モデ

ルの記載につきまして、同モデルは、審査書（案）52 ページのう

ち b．アに記載の宮城県沖の大すべり域の「破壊特性」を考慮し

た特性化モデルと同じモデルであるとの理解でよろしいでしょ

うか。 

 

 御意見を踏まえ、申請者が特定した「宮城県沖の大すべり域の破

壊特性を考慮した特性化モデル」に統一します。 

 

 55 ページ③のうち、未知なる「活断層」の記載につきまして。同

活断層は、審査書（案）53 ページのうち１行目に記載の未知なる

「分岐断層」のことであると判断されることから、記載の見直し

が適切と考えられます。 

 御意見のとおりですので、「未知なる分岐断層」に統一します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 

 56 ページ（４）のうち海底地形判読方法に関する記載につきまし

て、敷地前面の「音波探査記録」を用いた旨の記載がございます

が、「日本水路協会（2006）による地形データ」を用いていること

から、記載の見直しが適切と考えられます。 

 

 御意見にある「日本水路協会（2006）による地形データ」は文献

調査の一つであると位置づけて記載しています。また、御意見に

ある「音波探査記録」については、徳山ほか（2001）が示す福島

県沖の海底地すべりについて、文献に示される音波探査記録を申

請者自らで確認したことから、記載したものです。 

 

 ６２ページの注釈の「確認」の主語は申請者であると理解して

よろしいか？ 同ページの１行目「考慮する。」の主語は申請者

であるから。(妥当性の確認は規制庁がすべきものではないかと

思われるが。） 

 

 当該確認の主語は、原子力規制委員会です。 

 ７４ページ、１～３行目：「さらに、上記の貫通部止水処置等を実

施したとしても、地震時における原子炉建屋地下外壁の【貫通部

等から地下水の流入】を考慮し、浸水防護重点化範囲が受ける影

響を評価する。」の【】部は「貫通部等からの地下水の流入」とす

べき。〔から→からの〕 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 審査書案 74 ページでは，「取水口前面」に貯留堰を設置すると

記載されていますが，女川２号炉の設置変更許可申請書では

「取水口底盤」に設置するとしているため，記載の見直しが適

切と考えられます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 ７６ページの１９行目の市町名にも振り仮名を記載したほうが

良いと思います。１２ページと同様に。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 竜巻による設計飛来物の速度等の特性値を算出する条件の設定

方針について、柏崎刈羽原子力発電所 6,7 号炉の審査との相違

点として重要と考えられることから、審査の過程における主な

論点として審査書に明記すべきである。(87,88p) 

 

 本審査書（案）においては、先行炉で審査実績のない事項につい

て、新たに主な論点として記載しました。 

 

 91 ページ 12 行目。「または」は「又は」のほうがよいと思います。

また、321 ページ 2行目。「または」は「又は」のほうがよいと思

います。 

 

 御意見のとおりですので、「又は」に統一します。 

 93 ページの「当初、申請者は、設計上考慮する降下火砕物の層厚

を検討するための数値シミュレーションについては、建設時の敷

地における地質調査結果で確認された十和田及び肘折カルデラ

を対象に実施した上で、」とあるが、当初申請者が実施したのは、

敷地内で確認された十和田及び肘折カルデラを噴出源とする降

下火砕物のうち、層厚が大きく、敷地からの距離が近い肘折カル

デラのみを対象にシミュレーションを実施したことから、記載の

見直しが適切と考えられます。 

94 ページの「当初の肘折カルデラ及び十和田に加え、鳴子カル

デラ及び蔵王山を評価対象として抽出し、」の記載については、

上記の通り、肘折カルデラに加えて、鳴子カルデラ、蔵王山及

び十和田をシミュレーション対象に追加したことから、記載の

見直しが適切と考えられます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 １１５ページ、丸数字１：「火災区域に、発火性又は引火性物質

を内包する設備を設置する場合、以下を考慮した設計とする。」

の「発火性又は引火性物質」は「発火性又は引火性【の】物

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

質」とすべき。〔「発火性物質」又は「引火性物質」の意味であ

るので。〕 

 

 １１５ページ、丸数字１、ａ．：「発火性又は引火性物質の漏え

いやその拡大の防止」の「発火性又は引火性物質」は「発火性

又は引火性【の】物質」とすべき。〔「発火性物質」又は「引火

性物質」の意味であるので。〕 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 １１５ページ、丸数字１、ｂ．：「発火性又は引火性物質を内包

する設備との離隔距離等の確保」の「発火性又は引火性物質」

は「発火性又は引火性【の】物質」とすべき。〔「発火性物質」

又は「引火性物質」の意味であるので。〕 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 １１５ページ、丸数字１、ｅ．：「発火性又は引火性物質の貯蔵

量の制限」の「発火性又は引火性物質」は「発火性又は引火性

【の】物質」とすべき。〔「発火性物質」又は「引火性物質」の

意味であるので。〕 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 １１８ページ、（２）、丸数字１、第１段落：「……自動消火設備

又は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備を設置す

る。」の「中央制御室【からの手動操作による】固定式消火設

備」は、表現不適切。「中央制御室【での遠隔手動操作が可能

な】固定式消火設備」とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 １１８ページ、（２）、丸数字１、第２段落：「また、……自動起

動の消火設備又は中央制御室からの手動操作による固定式消火

 同上 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

設備を設置する。」の「中央制御室【からの手動操作による】固

定式消火設備」は表現不適切。「中央制御室【での遠隔手動操作

により作動する】固定式消火設備」とすべき。 

 

 １１９ページ、丸数字６，f.「管理区域内での消火活動による

放射性物質を含むおそれがある水の管理区域外への流出防止」

は「管理区域内での消火活動によ【り発生す】る放射性物質を

含むおそれがある水の管理区域外への流出防止」 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 １２０ページ、（４）、１行目：「申請者は、消火設備の放水によ

る溢水に対して、安全機能を有する機器等の安全機能が損なわ

れないよう設計するとしている。」の「消火設備の放水」は「消

火設備【から】の放水」とすべき。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 １２０ページの７行目半角「-」は全角「－」のほうがよいと思

います。他の箇所と同様に。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 １２０ページの１４行目「耐震クラス」は「耐震重要度分類」

のほうがよいと思います。同一のものであれば。 

 

 御意見を踏まえ、「耐震重要度分類のクラス」に修正します。 

 

 １２０ページの１５行目「耐震Ｂクラス」は「Ｂクラス」のほ

うがよいと思います。同一のものであれば。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 １２３ページ、丸数字５：「原子炉起動時において原子炉格納容

器内に窒素が満たされるまでの間は、アナログ式である熱感知

器及び煙感知器を設置する。」となっているが、熱感知器及び煙

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

感知器が「設置」されるのは「窒素が満たされるまでの間」で

はないので、表現不適切。「原子炉起動時において原子炉格納容

器内に窒素が満たされるまでの間【の監視のために】、アナログ

式である熱感知器及び煙感知器を設置する。」とするべき。 

 

 １２３ページ、下から２行目：「規制委員会は、申請者による原

子炉格納容器における火災の影響軽減対策が、……」の「原子

炉格納容器における火災」は「原子炉格納容器【内】における

火災」とすべき。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 １２６ページ、１．、第２段落、５行目：「……使用済燃料プール

の冷却機能及び給水機能を維持するために……」となっている

が、プールに「給水機能」があるわけではないので、「……使用済

み燃料プールの冷却機能及び【同プールへの】給水機能を維持す

るために……」とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 １２７ページ、１～２行目：「……使用済燃料プールの冷却機能及

び給水機能を維持するために……」は「……使用済み燃料プール

の冷却機能及び【同プールへの】給水機能を維持するために……」

とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 １２７ページ、（２）の上：「規制委員会は、……単一の破損を設

定する方針としていることを確認した。」の「単一の破損を設定す

る」という表現は分かりにくい。「隔離範囲内で単一の破損箇所を

設定する」とすべきではないか。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 １３４ページ、（６）、第１段落：「……使用済み燃料プールの冷却

及び給水機能……」は「……使用済み燃料プールの冷却【機能】

及び【同プールへの】給水機能……」とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 １３４ページ、（６）、第２段落：「……使用済み燃料プールの冷却

及び給水機能……」は「……使用済み燃料プールの冷却【機能】

及び【同プールへの】給水機能……」とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 審査書案「Ⅲ－１２ 炉心等（第１５条関係）」にある、「なお、

申請者が本申請以前から運転時の異常な過渡変化時における荷

重も考慮した評価を行っていたことは、過去の申請から確認でき

る。」との記載は、バランスを欠いた不適切な文章で審査書として

ふさわしくない。 

 

 本節は、表現の適正化に係る設置許可基準規則及びその解釈の一

部改正に伴い、申請者から変更申請がなされた内容について、審

査した結果を適切に記載していますので、原案のとおりとしま

す。 

 

 １４８ページの最下行から上に２行目「非常用ディーゼル発電

機等」の「等」は何を指しているのか？ 

 

 燃料移送ポンプ等の附属設備を指します。 

 １５０ページ、１．の上：「また、Ｖ章においては、重大事故等防

止技術的能力基準２．１項に適合しているか否かを審査した。審

査の概要は、以下のとおりである。」とあるが、「また、Ｖ章にお

いては、重大事故等防止技術的能力基準２．１項に適合している

か否かを審査した。」はＶ章に記述すべき文章であり、ここでは不

要。ここでは「審査の概要は、以下のとおりである。」のみを記述

すればよい。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 １５２ページ：「３．大規模損壊対策（重大事故等防止技術的能力  文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

基準２．１）」は、ここでは不要であり、Ｖ章（494 ページ）に移

すべき。 

 

 １５２ページ、注記（※9）：「停止中評価ガイドには、「原子炉運

転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉起動過程にお

ける主発電機の並列まで」を原子炉の運転停止中の期間と示して

いる。」は「停止中評価ガイド【で】は、「原子炉運転停止の過程

における主発電機の解列から、原子炉起動過程における主発電機

の並列まで」を原子炉の運転停止中の期間と【定義】している。」

とすべき。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 １５２ページの「３．大規模損壊対策（重大事故等防止技術的能

力基準２．１）」の記載を、４９４ページ、Ｖ、第２段落：「加え

て、大規模損壊に対する対応を要求している。本章において、申

請者の方針が要求事項を踏まえた適切なものであるか審査し

た。」のところに移し、「申請者は、原子炉施設が大規模な損壊に

至った場合に対しても、事故の影響を緩和する対策を整備してお

く必要がある。重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、大規

模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」

という。）に対する対応を要求している。本章において、申請者の

方針が要求事項を踏まえた適切なものであるかを審査した。審査

の概要は、以下のとおりである。」とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 １５４ページ、丸数字３、a.：「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は

注水機能の喪失」は「使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は【同貯蔵

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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御意見の概要 考え方 

槽への】注水機能の喪失」とすべき。 

 

 １５５ページ、ｂ．、１行目：「内部事象、地震及び津波以外の事

象について、現時点では、内部事象レベル 1PRA の手法と工学的

判断により事故シーケンスを検討した。」の「現時点では」は「現

時点での知見に基づき」といった表現にすべきでは？ 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 １５５ページ、d.：「上記の 8の事故シーケンスを…」は「上記の

8【つ】の事故シーケンスを…」とすべき。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 １５７ページ、b.、１行目：「内部事象以外の事象については、現

時点では、内部事象レベル 1.5PRA（※13）の手法と工学的な判断

により検討を実施した。」の「現時点では」は「現時点での知見に

基づき」といった表現にすべきでは？ 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 １５８ページの１行目「a.」は「上記 a.」のほうがよいと思いま

す。他の箇所と同様に。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 １５８ページの１７行目「女川 2 号炉」は「2 号炉」のほうがよ

いと思います。他の箇所と同様に。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 審査書案 161 ページでは，「地震及び津波については階層イベン

トツリーと炉心損傷イベントツリーを構築して行う」と記載があ

りますが，津波は階層イベントツリーを構築せず炉心損傷イベン

トツリーのみを構築し評価しているため，記載の見直しが適切と

考えられます。 

 学会のPRAに関する実施基準にのっとった標準的な手法で行って

いることから、原案のとおりとします。 
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御意見の概要 考え方 

 

 １６４ページの表の「高圧溶融物放出/格納容器雰囲気直接加熱」

の選定理由欄の２行目「格納容器直接加熱」： 格納容器雰囲気直

接加熱（DCH)との違いは何か？ 

 

 御意見を踏まえ、「格納容器雰囲気直接加熱」に統一します。 

 １７０ページの最下行から上に１行目「至るまでの時間は・・・

事象発生から約 51 時間後であり」は「至る時間は・・・事象発生

から約 51 時間後であり」などとしたほうがよいと思います。こ

の「約 51 時間後」は（時の長さではなく）時刻を意味しているの

であろうから。（１７８ページ等にも同様の箇所あり。） 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 １７６ページの d.の８行目「水位回復後」は「原子炉水位回復後」

のほうがよいと思います。１８２ページの４行目と同様に。 

 

 御意見を踏まえ、「原子炉水位回復後」に統一します。 

 

 １８０ページの９行目「原子炉隔離時冷却系」は「RCIC」のほう

がよいと思います。５０２ページで略語の定義がなされているか

ら。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 １８１ページの１７行目「に整備するともに」は、「に整備すると

ともに」と改める。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 １８９ページの２１行目「直流電源が機能を喪失するため、」の次

に「プラント状態の把握に齟齬を来すとともに」を挿入する。ま

た、２４行目「代替直流電源を確保し」の次に「プラント状態の

把握環境を改善しながら、」を挿入する。理由は、次の通り。東日

本大震災に被災した福島第一原子力発電所（1F）と福島第二原子

 事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBD）」の特徴及

び対策の考え方として、原子炉隔離時冷却系の機能喪失要因及び

その対策の考え方に着目した記載であることから、原案のとおり

とします。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

力発電所（2F）は共に原子力緊急事態に陥ったが、その後の経過

は全く異なることとなった。その大きな理由の一つに直流電源確

保によるプラント状態の把握の容易性の違いがあったものと思

われる（2F は、外部からの直流電源の 1ルートが生きていたこと

もあり、直流電源の確保は 1F よりもかなり確実に出来た。）。 

 

 ２２０ページ、c.、第１／２段落：「破断面積は、1.4cm2とする。

…／破断位置は、原子炉圧力容器に接続された配管の中で接続位

置が低く最大口径である再循環系配管（出口ノズル）（最大破断面

積：約 2,100cm2）とする。」の「（最大破断面積：約 2,100cm2）」は

「（最大配管内断面積：約 2,100cm2）」とすべき。〔破断面積は、

1.4cm2であるのだから。〕 

 

 御指摘の「再循環系配管（出口ノズル）（最大破断面積：約

2,100cm2）」とは、再循環系配管（出口ノズル）が両端破断した場

合の等価面積を示しており、原案のとおりとします。 

 ２２６ページ、１行目～：「具体的には、事故条件において原子炉

圧力容器に接続された配管の中で接続位置が低く最大口径であ

る配管における破断 1.4cm2 を解析における事故条件として選定

し、…」の「配管における破断 1.4cm2」は「配管における破断（破

断面積 1.4cm2）」とすべき。２２６ページ、（※32）：「…気相部配

管（主蒸気系配管）における破断約 318cm2 に相当する。」の「破

断約 318cm2」は「破断（破断面積約 318cm2）」とすべき。 

 

 御意見を踏まえて、「配管における破断 1.4cm2」を「配管における

破断（破断面積 1.4cm2）」に、「破断約 318cm2」を「破断面積約

318cm2」に修正します。また、２２６ページ３行目の「3.2cm2 の

破断」を「3.2cm2の破断面積」に修正します。 

 

 ２２６ページの２行目「破断」は「破断面積」のほうがよいと思

います。 

 

 同上 

 ２２６ページの注釈３２の２行目「破断」は「破断面積」のほう

がよいと思います。注釈３３と同様に。 

 同上 
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御意見の概要 考え方 

 

 ２２８ページの e.の７行目「温度までに低下する」は「温度まで

低下する」のほうがよいと思います。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 246 ページの注釈の「原子力発電技術機構」は「NUPEC」のほうが

よいと思います。502 ページで略語の定義がなされているから。

（306 ページの注釈についても同様） 

 

 御指摘の箇所については、報告書の名称を記載していることから

原案のとおりとします。 

 

 審査書案 257 ページの「マル 1 本格納容器破損モードの特徴：ジ

ルコニウム－水反応、水の放射線分解等によって水素が発生し、

発生した酸素と原子炉格納容器内の酸素が反応することにより

激しい燃焼が生じ、原子炉格納容器の破損に至る。」の記載につい

て，263 ページの同じ内容の記載である，「コンクリート侵食等に

よって水素が発生し、発生した水素と原子炉格納容器内の酸素が

反応することにより」と記載されているため，適切と思われる 263

ページの記載と整合させる必要があると考えられます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 266 ページの a. 6 行目「コンクリートの侵食量」は「コンクリー

ト侵食量」のほうがよいと思います。他の箇所と同様に。 

 

 御意見を踏まえ、「コンクリート侵食量」に統一します。 

 

 ２７２ページ、１．（１）、丸数字１：「……使用済燃料プールの冷

却機能又は注水機能の喪失……」は「……使用済燃料プールの冷

却機能又は【同プールへの】注水機能の喪失……」とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 ２７４ページ、丸数字２：「……使用済燃料プールの冷却機能及び

注水機能の喪失により、……」は「……使用済燃料プールの冷却

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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御意見の概要 考え方 

機能及び【同プールへの】注水機能の喪失により、……」とすべ

き。２７７ページ、丸数字２の上、b.：「……使用済燃料プールの

冷却機能及び注水機能の喪失……」は「……使用済燃料プールの

冷却機能及び【同プールへの】注水機能の喪失……」とすべき。 

 

 ２８７ページ d.の２行目「未臨界は維持されている」と、２９２

ページの d.の「未臨界は維持される」との違いは、何を意味して

いるのか？ 

 

 御意見を踏まえ、「未臨界は維持される」に統一します。 

 ２９３ページの（３）の３行目「重要事故シーケンス」は「本重

要事故シーケンス」の誤記ではないか？ 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 ２９９ページの１１行目「見なし」は「みなし」のほうがよいと

思います。他の箇所と同様に。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 ２９９ページの１６行目「原子炉格納容器破損モード」：５００ペ

ージの略称等の「格納容器破損モード」との違いは何か？ 

 

 御意見を踏まえ、「格納容器破損モード」に統一します。 

 ３００ページの（２）の３行目の「核分裂生成物」の略語の定義

は、初出箇所の１４１ページで記載したほうがよいと思います。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 ３０１ページの６行目「FIST-ABWR の解析結果」と１１行目「FIST-

ABWR 試験の解析結果」との違いは、何か？ 

 

 意味に違いはありません。 

 ３０２ページの最下行から上に２行目「c.」は「上記 c.」のほう

がよいと思います。他の箇所と同様に。 

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 

 ３０８ページの b.の２行目「ひとつ」は「１つ」のほうがよいと

思います。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 ３０８ページの最下行から上に７行目「上記の a.」は「上記 a.」

のほうがよいと思います。他の箇所と同様に。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 ３０８ページ、（※52）：「R. Gauntt et. al, "MELCOR Computer 

Code Manuals Vol.2:Reference Manuals Ver1.8.5.," NUREG/CR-

6119, Vol.2, Rev.2 / SAND2000-2417/2, （May 2000）」の「et. 

al,」は「et al.,」が正。「Ver1.8.5.」は「Ver.1.8.5.」とすべ

き。３０８ページ、（※53）：「R. Gauntt et. al, "MELCOR Computer 

Code Manuals Vol.3: Demonstration Problems," NUREG/CR-

6119, vol.3, NRC. （2001）」の「et. al,」は「et al.,」が正。

「vol.3」は「Vol.3」とすべき。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 ３１５ページのマル２「c. 火災発生時に消火活動を実施する自

衛消防隊」と記載がありますが、女川２号炉の設置変更許可申請

書では、火災対応を実施する要員は保修班に属する初期消火要員

としているため、記載の見直しが適切と考えられます。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 

 ３２４ページ、１～４行目：「……塑性域に達するひずみが生じる

場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限

界のひずみに対して十分な余裕を有し、【その施設の機能に影響

を及ぼすことがない限度に応力、荷重等を制限する値を許容限界

とする。】」の【】部分の表現は日本語になっておらず、不適切。

 御指摘の「値」は、施設の機能に影響を及ぼすことがないように

制限する応力、ひずみ等の値のことですが、文意は変わりません

ので、原案のとおりとします。 

なお、施設の機能に影響を及ぼすことがないように制限する値に

は、応力やひずみに加えて、評価対象により支持構造物の荷重等
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

「応力、荷重等を制限する値」の「値」とは何の値か？「荷重」

は評価の条件であって、許容限界ではないのでは？【】部分は「そ

の施設の機能に影響を及ぼすことがない最大の応力、ひずみ等を

許容限界とする。」又は「その施設の機能に影響を及ぼすことがな

い応力、ひずみ等の制限値を許容限界とする。」といった文言にす

べきでは？ 

 

も含まれます。 

 

 ３３１ページの１１行目「代替制御棒挿入回路」は「ARI」とした

ほうがよいと思います。３３０ページで略語が定義されているか

ら。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 ３３２ページ、１～４行目：「規制委員会は、これらの確認に当た

って、申請者が、第４３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

０項（重大事故等対処設備及び手順等に関する共通的な要求事

項。以下「第４３条等」という。）【等】に従って重大事故等対処

設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。」

の【】内の「等」は不要。〔「（第４３条等）等」となり、「等」が

重複するため。〕なお、「等」については、以下の第４４条以下の

記述に頻出するので、同様に訂正すべき。 

 

 御意見の「等」については、要求事項への適合性確認にあたり、

要求事項ばかりでなく、要求事項の解釈や要求事項に照らして十

分な保安水準が達成できる科学的根拠の有無をも含めて、その適

合性を判断しています。したがいまして、御意見の「等」につい

ては、これら、要求事項の適合性確認にあたり活用する要求事項

の解釈等を指していることから、原案のとおりとします。 

 

 ３３４ページの８行目「制御棒駆動機構」と３３９ページの２０

行目「制御棒駆動機構（CRD）」とは、それぞれ「制御棒駆動機構

（CRD）」、「CRD」としたほうがよいと思います。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 ３３４ページ、脚注（※62）：「以降、ATWS 緩和設備（代替制御棒

挿入機能）の手動操作を実施した場合であって、制御棒 1本より

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

も多くの制御棒が未挿入の場合”を、”ATWS 緩和設備（代替制御

棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止が失敗した場合”

という”。」の「以降」は「以下」とすべき。〔「以降」は時間につ

いて「ある時より後」の意味であるので。〕 

 

 ３３５ページ、e.の下、第２段落：「以上の確認などから、規制委

員会は、申請者が丸数字１に掲げる設備を用いた手順等につい

て、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共

通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であること

を確認した。」の「重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順

等に関する共通的な要求事項）【等】」の「等」は何を意味するの

か？この最後の「等」は不要であり、「重大事故等防止技術的能力

基準１．０項（手順等に関する共通的な要求事項）」とすべきでは

ないか。もし「等」をつけるのであれば、「重大事故等防止技術的

能力基準１．０項」以外の要求事項を明示すべき。なお、この「重

大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通的な

要求事項）等」という表現は、以下の記述に頻出するので、同様

に訂正すべき。 

 

 １．０項以外に本該当条文である１．１項があるため、原案のと

おりとします。 

 

 審査書案 335 ページ IV－４．１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉

を未臨界にするための設備及び手順等（第４４条及び重大事故等

防止技術的能力基準１．１関係）２．（１）３（丸数字）手順等の

方針 ,e. 審査書では，「中央制御室でのほう酸水注入の準備

を・・・5 分以内に実施する」としているが，申請書（添付書類

十 追補 1 1.1.2.1(2)非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度

制御」）「c. 操作の成立性」では，「ほう酸水注入系の起動操作完

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

了：5 分以内で可能」となっており，整合していない（対応する

「b. 操作手順５（丸数字）」も注入準備ではなく，ほう酸水注入

系ポンプの起動操作を実施する（原子炉圧力容器へのほう酸水注

入が開始される）旨が記載されている）。申請書と整合させるべき

である。 

 

 審査書案 334，335 ページ IV－４．１ 緊急停止失敗時に発電用

原子炉を未臨界にするための設備及び手順等（第４４条及び重大

事故等防止技術的能力基準１．１関係）２．（１）３（丸数字）手

順等の方針 c.,d.,e. 審査書では，「停止していない原子炉再

循環ポンプの手動停止」，「中央制御室での ATWS 緩和設備（自動

減圧系作動阻止機能）の手動操作」及び「中央制御室でのほう酸

水注入の準備」の要員数及び所要時間について，申請者は，それ

ぞれ「計 3 名により，1 分以内」，「同 1 分以内」及び「同 5 分以

内」に実施する手順等としている旨が記載されている。（例）c. 

ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原

子炉再循環ポンプの自動停止機能が作動していない場合には，停

止していない原子炉再循環ポンプを手動により停止する手順に

着手する。この手順では，中央制御室での操作を計 3名により，

1 分以内に実施する。一方，申請書（添付書類十 追補 1 

1.1.2.1(2)非常時操作手順書（徴候ベース）「反応度制御」）では，

「b.操作手順２，３，５（丸数字）」において，上記いずれの操作

も「運転員（中央制御室）B」が実施する旨が記載されており，整

合していない。審査書案記載の「計 3名」は，同申請書「c.操作

の成立性」記載の「上記の操作は，運転員（中央制御室）3 名に

て作業を実施した場合…」を根拠としたものと推察するが，同記

 御意見を踏まえ、それぞれ「計 3名」を「1名」と修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

載は「b.操作手順１～１０（丸数字）」の一連の操作を行う要員数

を示したものであり，操作毎の要員数ではない。したがって，そ

の旨がわかる記載とするか，「b.操作手順２，３，５（丸数字）」

記載の操作毎の要員数と整合させるべきである。なお，柏崎刈羽

6,7 号炉及び東海第二の審査書では，当該箇所はいずれも「1 名

により」実施するとしており，申請書「b.操作手順２，３，５（丸

数字）」記載の操作毎の要員数と整合している（申請書「c.操作の

成立性」記載の一連の操作を行う要員数「上記の操作は，…2 名

にて作業を実施した場合…」を用いていない）。 

 

 ３３７ページの表の選択制御棒挿入機構の理由欄の１行目「機能

であり」は「機能を有する機構であり」などのほうがよいと思い

ます。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 ３３７ページ、表ＩＶ－４．１－１、「スクラム・ソレノイドヒュ

ーズ」の欄：「当該ヒューズを引抜く」の「引抜く」は「引き抜く」

とするべき。〔公用文表記に準拠。〕 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 ３４１ページの e.の冒頭「ほう酸水注入系」は「SLCS」のほうが

よいと思います。３３９ページで略語が定義されているから。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 ３５２ページ、脚注（※73）：「低圧注水系又は低圧代替注水系の

うち１系統以上の起動」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系、低圧炉心ス

プレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）及び復水給水系のう

ち１系統以上起動すること、また、それができない場合は低圧代

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直

流駆動低圧注水系ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）、代替循環

冷却系及びろ過水系のうち１系統以上起動することをいう。（以

降、本節において同じ）」の「以降」は「以下」とすべき。〔「以降」

は時間について「ある時より後」の意味であるので。〕 

 

 ３５２ページ、脚注（※74）：「「低圧注水系１系統」とは、低圧炉

心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）、復水給水系、代

替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧

代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、低圧代替注水

系（可搬型）又はろ過水系のいずれか１系統をいう。（以降、本節

において同じ）」の「以降」は「以下」とすべき。〔「以降」は時間

について「ある時より後」の意味であるので。〕 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 審査書案 352 ページから 353 ページにおいて、常設直流電源系統

喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減圧機能）を遠隔

操作できない場合に対し、可搬型代替直流電源設備による逃がし

安全弁（自動減圧機能）の開放の手順着手の条件が記され、審査

書案 353 ページに逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動用の窒素

ガスが確保されている場合と記載されているが、女川２号炉では

アキュムレータに期待していることから、記載の見直しが適切と

考えられます。 

 

 御意見を踏まえ、「逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動用の窒素

ガスが確保されている場合」を削除します。 

 審査書案 366 ページでは、「マル 3 原子炉停止中においては、残

留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による原子炉の除熱ができな

い場合」と記載がありますが、女川２号炉の設置変更許可申請書

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

では「残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）」としているため、

記載の見直しが適切と考えられます。 

 

 審査書案 371 ページでは、「b. 原子炉格納容器フィルタベント系

による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手する。この

手順では、系統の構成等を計 3名により、中央制御室から操作可

能な場合 15 分以内、中央制御室から操作できず現場で操作を行

う場合 75 分以内に実施する。」及び「c. 耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手する。この手順で

は、系統の構成等を計 3名により、中央制御室から操作可能な場

合 20 分以内、中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合

80 分以内に実施する。」と記載がありますが、これらの時間は系

統構成完了までの時間であり、出口隔離弁の操作時間を含んでい

ないため、これらを含む時間とすることが適切と考えられます。 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 審査書案 P372L3 および注釈（85）「S/C ベント用出口隔離弁又

は D/W ベント用出口隔離弁を全閉し」→「S/C ベント用出口隔離

弁および D/W ベント用出口隔離弁を全閉し」（理由）ベントの際

にどちらか一方しか開けないと決めているところが無いので２

つのラインが空いている可能性もある。一方のラインを閉めると

いう表現だけでは意味に不足がある。 

 

 ベントを実施する場合には S/C ベント用出口隔離弁、D/W ベント

用出口隔離弁のどちらか一方しか開いていないため、原案のとお

りとします。 

 

 384 ページの２行目「SGTS」は、フルネームで「非常用ガス処理

系」と記載したほうがよいと思います。ここだけ略語で記載する

意味はないと思われるので。 

 

 御指摘の箇所は、設置許可基準規則解釈第５０条を引用している

ことから、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 審査書案 389 ページでは，酸素濃度の単位を「％」で記載されて

いるが，女川２号炉の設置変更許可申請書では「vol％」と記載し

ているため，記載の見直しが適切と考えられます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 審査書案 409 ページでは，「これらの対策は（１）マル 1a.、c.及

び d.と同じであるため」と記載がありますが，ｄの項目がないた

め，記載の見直しが適切と考えられます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 ４１９ページ、d.「使用済燃料プールの冷却設備又は注水設備が

機能喪失し、又は水の漏えいその他の要因により水位が低下した

場合」は「使用済燃料プールの冷却設備又は【同プールへの】注

水設備が機能喪失し、又は水の漏えいその他の要因により水位が

低下した場合」とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 ４２０ページ、丸数字３－１）、a.：「使用済燃料プールの冷却機

能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない場合」は「使用済燃料

プールの冷却機能又は【同プールへの】注水機能が喪失し復旧が

見込めない場合」とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 ４２３ページ、（１）、丸数字１：「使用済燃料プールの冷却機能又

は注水機能が喪失し復旧が見込めない場合」は「使用済燃料プー

ルの冷却機能又は【同プールへの】注水機能が喪失し復旧が見込

めない場合」とすべき。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 審査書案 423 ページの(2)3 行目「代替燃料プール冷却系」との記

載がありますが、女川２号炉の設置変更許可申請書では「燃料プ

 御意見のとおりですので、修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

ール冷却浄化系」と記載しているため、記載の見直しが適切と考

えられます。 

 

 女川２号炉では設計基準事故対処設備として燃料プールへのス

プレイ機能を有していないため、審査書案の 423 ページから 424

ページにおける「代替スプレイ」の記載は「スプレイ」が適切と

考えられます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 審査書案 434 ページの c.では淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽

（No.2）又は海を水源とした注水設備として大容量送水ポンプ

（タイプ 1）のみを記載しているが、２段落目の c)の記載では大

容量送水ポンプ（タイプ 2）も記載されているため記載の見直し

が適切と考えられます。 

 

 御意見を踏まえ、「大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水

ポンプ（タイプⅡ）」を「大容量送水ポンプ（タイプⅠ）」と修正

します。 

 

 審査書案 436 ページの i.3 行目「復水貯蔵タンクへの補給を淡水

から海水に切り替える手順は、d．の手順と同様である」と記載が

ありますが、復水貯蔵タンクへの補給手順は、ｆ．に記載されて

いるため、記載の見直しが適切と考えられます。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 ４５１ページ、表ＩＶ－４．１５－１、「重要計器の計測範囲を超

えた場合」欄〔8 箇所〕：「最大注水量」は「最大注水流量」とす

べきでは？〔単位が m3/h であるので。〕 

 

 申請書に記載のとおりであり、文意は通じるものであることか

ら、原案のとおりとします。 

 

 ４５２ページ、表ＩＶ－４．１５－１、「重要計器の計測範囲を超

えた場合」欄〔6 箇所〕：「最大注水量」は「最大注水流量」とす

べきでは？〔単位が m3/h であるので。〕 

 申請書に記載のとおりであり、文意は通じるものであることか

ら、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 

 ４５３ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「代替循環冷

却系原子炉注水流量」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄：

「重大事故等時の代替循環冷却系による原子炉圧力容器注水時

における最大注水量（100m3/h）を監視可能。」の「最大注水量」

は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h であるので。〕 

 

 申請書に記載のとおりであり、文意は通じるものであることか

ら、原案のとおりとします。 

 p453IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等

防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手

順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及び手順等 (マル 1) 

対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計

測する重要監視パラメータ（※136）「基準点（0m）は通常運転水

位（O.P.－3,850mm）」とありますが、O.P.の説明を記載すべきと

考えます。 

 

 審査書（案）「Ⅲ―１．１ 基準地震動」にて、御指摘の O.P.は

女川原子力発電所工事用基準面であることを記載しています。 

 p454IV-4.15 計装設備及びその手順等（第 58 条及び重大事故等

防止技術的能力基準 1.15 関係）2.規制要求に対する設備及び手

順等(1)第 58 条等の規制要求に対する設備及び手順等 (マル 1) 

対策と設備表 IV-4.15-1 申請者が重大事故等対処設備により計

測する重要監視パラメータ「起動領域モニタ」、「平均出力領域モ

ニタ」の表現はより分かりやすくするため、「～領域中性子束モニ

タ」としてはどうでしょうか？ 

 

 申請書の記載を引用しているため、原案のとおりとします。 

 ４５４ページ、表ＩＶ－４．１５－１、重要計器欄「低圧代替注

水系の系統流量」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄〔2 箇

所〕：「最大注水量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が

 申請書に記載のとおりであり、文意は通じるものであることか

ら、原案のとおりとします。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

m3/h であるので。〕 

 

 ４５５ページ、表ＩＶ－４．１５－１、最下欄「残留熱除去系系

統水流量」、「重要計器の計測範囲を超えた場合」欄：「最大注水

量」は「最大注水流量」とすべきでは？〔単位が m3/h であるの

で。〕 

 

 申請書に記載のとおりであり、文意は通じるものであることか

ら、原案のとおりとします。 

 

 ４５８ページの１６行目「安全パラメータ表示システム（SPDS）」

は「SPDS」のほうがよいと思います。４４９ページで略語が定義

されているから。 

 

 申請書に記載のとおりであり、文意は通じるものであることか

ら、原案のとおりとします。 

 

 審査書案 460 ページの 2行目「この手順では、電路の構成、電源

からの給電操作、給電の確認等を計 8 名により、225 分以内に実

施する。」と記載がありますが、女川２号炉の設置変更許可申請書

では 7名と記載しているため、記載の見直しが適切と考えられま

す。 

 

 御意見は 461 ページの 2行目と思われますが、御意見のとおりで

すので、修正します。 

 ４７６ページの g.の１行目、４８５ページの１８行目の「（平成

11 年法律第 156 号）」の記載は不要では？４６９ページですでに

記載されているから。 

 

 文意は変わりませんので、原案のとおりとします。 

 

 ４７８ページの表のモニタリングポストの理由欄の「機能喪失の

可能性がある」との記載は、適切か。 

 

 御意見のとおりですので、修正します。 

 

 ４７８ページの表の放射能測定車搭載機器の理由欄の「十分では

なく、・・・有効な手段となり得る」は論拠として適当ではないと

 御意見を踏まえて修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

思います。 

 

 ４８６ページ、（１）：「申請者は、発電所内外の通信連絡を行うた

めの設備（ＩＶ－４．１９－１参照）を用いた主な手順等として、

以下のとおりとしている。」の「ＩＶ－４．１９－１参照」は「【表】

ＩＶ－４．【１８】－１参照」では？ 

 

 御意見を踏まえて修正します。 

 審査書案 487 ページでは，「この手順では、電源車の準備及び起

動操作を重大事故等対応要員 3 名により、120 分以内に実施す

る。」と記載がありますが，女川２号炉の審査資料では 125 分以

内と記載しているため，記載の見直しが適切と考えられます。 

 

 御意見のとおりですので、125 分以内と修正します。 

 

 ４９４ページ、Ｖ：「III 章及びＩＶ章において、設計基準対象施

設に関して変更申請がなされた内容について審査し、結果を示し

た。また、ＩＶ章において、重大事故等に対処するために必要な

設備及び手順等に関して適切に整備する方針であるか審査し、結

果を示した。」は表現不適切。「III 章において設計基準対象施設

に関して、また、ＩＶ章において重大事故等対処施設及び重大事

故等対処に係る技術的能力等に関して、変更申請がなされた内容

について審査し、結果を示した。」とすべき。 

 

 Ⅲ章及びⅣ章において、設計基準対象施設に関して変更申請がな

された内容について審査し、結果を示したことから、原案のとお

りとします。 

 

 ４９４ページ、Ｖ、第２段落：「加えて、大規模損壊に対する対応

を要求している。本章において、申請者の方針が要求事項を踏ま

えた適切なものであるか審査した。」となっているが、日本語にな

っていない。 

 

 御指摘を踏まえて修正します。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 ５０２ページの「非常用炉心冷却装置」：２０３ページ等の「非常

用炉心冷却系」との違いは何か？ 

 

 御指摘の「非常用炉心冷却装置」と「非常用炉心冷却系」は同じ

意味です。なお、御意見を踏まえ、「非常用炉心冷却系」に統一し

ます。 

 

 ５０２ページの「冷却材喪失事故」：１２６ページ等の「原子炉冷

却材喪失事故」との違いは何か？ 

 

 御指摘の「冷却材喪失事故」と「原子炉冷却材喪失事故」は同じ

意味です。なお、御意見を踏まえ、「原子炉冷却材喪失事故」に統

一します。 

 

 ５０２ページの略語等に「FP」、「NF シート」、「PC」、「T.P.」の説

明も追加したほうがよいと思います。 

 

 御指摘の略語については、審査書（案）本文において定義を説明

しているため、原案のとおりとします。 

 

 フィルタの性能で、除染係数 1000（78 ページ他）と除去効率 99.9%

（40 ページ）は、どちらかに統一すべきでは 

 

 申請書に記載のとおりであり、文意は通じるものであることか

ら、原案のとおりとします。 

 

 [dif]（62 ページ他）は「差圧」と書くべき 

 

 審査書（案）において、御指摘の[dif]は用いていません。 

 

 第688回審査会合で設置することになった代替循環冷却系が記載

されていない。 

 

 審査書（案）Ⅳ－４．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止する

ための設備及び手順等（第５０条及び重大事故等防止技術的能力

基準１．７関係）に記載しています。 

 

 第796回審査会合で設置することになったコリウムバッファが記

載されていない。 

 御指摘のコリウムバッファの有無は基準適合性に影響しないた

め、審査書（案）には記載していません。 

 

 第688回審査会合で設置することになったコリウムシールドが記

載されていない。 

 御指摘のコリウムシールドの有無は基準適合性に影響しないた

め、審査書（案）には記載していません。 
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審査書案の表記 

御意見の概要 考え方 

 沸騰水型原発については、先行して審査が行われた、東京電力柏

崎刈羽原発６、７号炉、日本原子力発電東海第二原発については、

万一の場合を考えて、水蒸気爆発が発生した場合の、ペデスタル

に貯水された冷却水の各水深によるＭＣＣＩの発生程度と水蒸

気爆発発生時のペデスタルの強度の検討書が提出され、適切な水

深が報告されています。女川原発２号炉も、水蒸気爆発問題の詳

しい審議が行われていますが、適合性審査書案には、この審議結

果は何も記載されていません。 

 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による水蒸気爆

発について、実機においては、大規模な水蒸気爆発の可能性が極

めて低いことを確認しています。仮に水蒸気爆発が発生した場合

に想定される原子炉圧力容器の支持機能への影響については、参

考として確認したものであることから、審査書（案）には記載し

ていません。 
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【別紙２】 

 

審査書案に対する直接の御意見ではないが 

関連するものへの考え方（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日 
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御意見の概要 考え方 

【原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用関係】 【原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用関係】 

 森山らが設定したBWR型軽水炉の炉外水蒸気爆発による格納容器

破損モードのうち、(a)圧力抑制プールで爆発が発生した場合は、

ペデスタル壁の破損を想定している。(b)ペデスタルで爆発が発

生した場合は、ペデスタル側壁と圧力容器の突き上げを想定して

いる（森山ほか 4名、軽水炉シビアアクシデント時の炉外水蒸気

爆発による格納容器破損確率の評価、JAEA-Research 2007-

072(2007)、p.12.）。女川原発 2号機のような MARK-I 改型格納容

器では、（ｂ）の圧力容器の突き上げの発生の可能性が最も高いと

思われる。この時の破壊確率は、95％の確率で破損する現象が起

こる確率を 0.65％としている。(a)の場合は 27％、PWR の場合は

3％となっているのに対していちじるしく低い値となっている。

これは水深を 2m と浅く設定したことによると思われる。一方、

東北電力の解析の条件では、溶融炉心の量などの記述がない。当

然、粗混合する量によって結果は大きく異なる。たとえば、同じ

JASMINE を使った森山らの計算では、ケース名 No.のように条件

によっては粗混合量が 6.47 トンとなりこの時の流体の運動エネ

ルギーは 197MJ となるとしている。東北電力の計算（東北電力株

式会社、女川原子力発電所２号炉重大事故等対策の有効性評価に

ついて、2019 2 月、p.82.）の 37MJ の 5 倍以上である。すなわ

ち、条件次第で結果は大きく変わる。仮に、運動エネルギーが 2

倍になるだけで、格納容器下部構造物の降伏応力を容易に上回る

応力が加わることが推定できる。計算条件の設定が不十分と言わ

ざるを得ない。 

 

 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による水蒸気爆

発について、実機においては、大規模な水蒸気爆発の可能性が極

めて低いことを確認していますが、BWR プラントでは、仮に水蒸

気爆発が発生した場合においてペデスタルの有する原子炉圧力

容器の支持機能への影響が生じる可能性があることから、審査の

過程において、参考として、水蒸気爆発が発生した場合に想定さ

れる原子炉圧力容器の支持機能への影響について確認していま

す。 

なお、御指摘の文献における解析ケースの条件と申請者の解析条

件において主に異なっている条件は、原子炉圧力容器の破損径と

考えられます。申請者の解析では、制御棒駆動機構ハウジングの

逸出を想定した口径を設定しています。実機では、制御棒駆動機

構ハウジングには支持金具が設置されていることから現実的に

は制御棒駆動機構ハウジングの逸出は考えにくく、保持された状

態を想定した場合、貫通部溶接の破損によって制御棒駆動機構ハ

ウジングと原子炉圧力容器の下鏡部との間に生じる隙間から溶

融物が放出されると考えられます。このため、申請者の解析条件

は保守的な設定であることを確認しています。 

 実際の水蒸気爆発時には、圧力波は構造物の外側面で反射が繰り

返されたり、圧力波の重なりが生じたりするなど、時間的、空間

 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による水蒸気爆

発について、実機においては、大規模な水蒸気爆発の可能性が極
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御意見の概要 考え方 

的に複雑な応力分布となり、降伏応力を上回ることも予想でき

る。ご案内のように、衝撃圧力波が反射波となる壁面では、圧縮

応力が反転した形の引張応力が生じる。とりわけ外側外壁や亀裂

部分は、大きなダメージを受ける。このような破壊は「スポール

破壊」と呼ばれる。コンクリート構造物は、圧縮荷重には大きい

強度を示すが、引張荷重に対しては、圧縮荷重に対する強度の８

から 10％程度しかなく極めてもろい。コンクリート自体は 10MPa

以下の強度しかない。これを補うため鉄筋を入れ、内側外側に鋼

板を張り付けるものと思われる。しかし、内部でコンクリートに

亀裂が入るなどすることで、原子炉圧力容器を支えることが出来

なくなれば、圧力容器が倒壊または脱落する危険がある。さらに、

格納容器の破損などに至り、原発の健全性を脅かすことになる。

東北電力ではスポール破壊の検討は行ったのであろうか？ 

 

めて低いことを確認していますが、BWR プラントでは、仮に水蒸

気爆発が発生した場合にペデスタルの有する原子炉圧力容器の

支持機能への影響が生じる可能性があることから、審査の過程に

おいて、参考として、水蒸気爆発が発生した場合に想定される原

子炉圧力容器の支持機能への影響について確認しています。 

ペデスタルの原子炉圧力容器の支持機能については、コンクリー

トの強度に期待することなく、鋼板のみで維持する設計としてい

ることから、本解析においては、鋼板の応力を評価し、原子炉圧

力容器の支持機能への影響はないことを確認しています。 

【審査全般】 【審査全般】 

 被災した女川原発 2号機の審査は計算上の安全性であり、実際の

試運転での確認は省かれています。このまま稼働した場合には予

期せぬトラブルや事故が起きることは否定できず、また隠蔽され

る懸念も払拭できません。宮城県が設置した、「女川原発 2 号機

の安全性に関する検討会」において、委員から「今後、事故時に

2 秒以内に制御棒が作動するか確認できたのか」という質問が出

されています。実際に試運転し作動確認をせぬまま、審査に適合

しているという結論を出すのは原子力規制委員会として無責任

だと思います。 

 

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について確

認した結果を記しています。引き続き、事業者からの申請を踏ま

え、機器等の詳細設計に関する工事計画や保安規定について審査

していきます。また、原子力規制委員会は、事業者が実施する使

用前事業者検査に立ち会うことや事業者の検査記録を確認する

ことを通じて、認可された工事等が適切に行われ、許認可事項・

基準要求に適合しているかを確認します。 

その後の運転段階における事業者の保安活動については、原子力

規制検査を通じて適切に実施されているかを監視していきます。 

 

170



3 
 

御意見の概要 考え方 

 被災原発の再稼働の場合、本当に不具合がないかどうか、点検で

はなく、試験運転する必要があるのでは。再稼働したら怖くて眠

れない日々が続くでしょう。 

 

 同上 

 念のため、RCIC 系の動作確認・動作手順確認を行ったほうがよい

でしょう。これについては営業運転の前、試運転時に実際に動作

させたほうがよいかと思います。温度センサーについても従来の

ものに加えサーミスタ式の配管表面温度が参考になるかと思い

ます。 

 

 同上 

 3.11 では福一の外部電源の鉄塔があっけなく倒壊したのは、なぜ

ですか？ 

 政府事故調査報告書によれば「福島第一原発構内にある夜の森線

1L 及び 2L を支持する鉄塔（No.27）が地震による周辺の法面崩壊

の影響を受け倒壊した」とされています。 

新規制基準では、設置許可基準規則第３３条において、外部電源

系の強化のため、発電所構内における電気系統の信頼性向上、電

線路の独立性・物理的分離、複数号炉を設置する場合における電

力供給確保を要求しています。さらには、外部電源喪失時におい

ても発電所内で必要となる電力を供給できるよう、ディーゼル発

電機等の 7日間の連続運転を要求しています。 

 

 8 年以上も止まっていた間にあちこち不具合が起きていると思い

ます。 

 原子力規制委員会は、事業者が策定した原子炉の運転の長期停止

を考慮した特別な保全計画のとおりに、設備等の健全性確認及び

評価を実施しているかを確認しています。また、新規性基準に適

合するため、新たに設置された設備等については、技術基準に適

合しているかを原子力規制検査で確認することとしています。 

 

 八年、十年もの間停止していた原発です。稼働は本当に大丈夫で  同上 
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すか。表面だけ点検しての運転開始は反対です。 

 

 あの大震災から 10 年近く動いていない傷だらけの原発が試験運

転もなしに動かして何で安全といえるのでしょうか。 

 

 同上 

 10 年近く動いていない計器の精度は継続されているのか。充分な

検証なしに合格判定したのではないか。 

 

 同上 

 福島原発事故で「安全神話」は見事に打ち砕かれたことが証明さ

れました。絶対安全はないのです。 

 

 今回の審査は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて定

めた新規制基準への適合性を確認したものであり、地震、津波と

いった自然現象の想定や、重大事故に対応するための設備及び手

順等の実現可能性などを厳しく審査しました。しかしながら、こ

れを満たすことによって絶対的な安全性が確保できるわけでは

ありません。原子力の安全には終わりはなく、常により高いレベ

ルのものを目指し続けていく必要があります。 

 

 女川原発2号機の新規制基準に適合するとの審査書案を了承した

ということですが、国。県、立地自治体では、世界で一番厳しい

基準に合格したのだといいます。新規制基準に適合したからと言

って、原発の安全性を保証するものなのでしょうか。原子力規制

委員会では、その安全性を保障し、責任を持てるんでしょうか。

この辺で手を打って、原発を再稼働させるためのものでしかない

のではないでしょうか。 

 

 同上 

 審査書は所定の審査基準に適合している旨のことが変更許可申

請書に書かれていた、原子炉規制委員会は、その旨が書かれてい

た事を確認した書面でしかない。人間が考えること、想定外の事

 同上 
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故や人的過誤による小さな事故は必ず発生する。小さな事故を解

消して安全に収束させ、大事故に至らしめない方法があるのか、

そのことを確認するのがこの審査書の使命という認識でいいの

か。しかし、審査書が通ってしまうと、女川原発 2号機の安全が

証明された安全認定書として独り歩きを始める可能性が高い。規

制委員会には、この審査書が安全であることを証明する書ではな

いこと、および過剰な安全宣伝に利用されることがないことを明

確にアピールされるようお願いする。原発の安全性や大規模事故

に対する資料のないままに避難計画が練られている。政府は大規

模事故を想定した資料を、本審査委員会とは別の組織で作成し、

開示提供する義務がある。 

 

 施設としての安全確保や技術者など人的資源の工面などが解決

されたとしても、依然として事故が起こらないか不安である。 

 

 同上 

 日本は火山・地震国です。原発に絶対安全ということはありえな

い。 

 

 同上 

 この新規制基準は「原子力施設の設置や運転等の可否を判断する

ためのものであり、これを満たすことによって絶対的な安全性が

確保できるわけではない」と原子力規制員会が明確に示してい

る。更に前原子力規制委員長の田中氏は「規制員会は再稼働する

かどうかについては判断しない」「規制基準の適合性審査であっ

て安全だとは言わない」「絶対安全、ゼロリスクではない」と繰り

返し発言していた。これは原子力規制委員会が策定した原子力災

害対策指針では、概ね 30ｋｍ圏避難計画の求めており、過酷事故

 同上 
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に備え安定ヨウ素剤の配布備蓄をするよう指示していることか

らも明らかである。 

 

 この安全審査は、原発プラントのハードウエアの基本設計方針の

審査にとどまっている。事故の原因は、外力による損壊に限るも

のではなく、たとえば施工や運転に伴う人為ミスに起因するもの

もある。したがって、現在の審査で安全を保障されるものではな

い。田中前規制委員長が「審査を通過しても安全とは言わない」

という主旨の発言をされたが、その通りである。 

 

 同上 

 原子力規制庁はこれまで、新規制基準に適合しているからと言っ

て原発の絶対安全性を担保するものではない、と述べて来たが、

それは自己矛盾ではないか。そもそも何のための仕事をしている

のかを聞きたい。 

 

 同上 

 原子力規制委員会の規制委員長自らが「安全は保障しない」とず

っと言い続けている。本年 11 月にも、茨城県東海村の山田修村

長の「規制庁が、十分に安全性は高まっている、と言うべきだ」

との発言に対して、更田委員長は「絶対に申し上げるつもりはな

い」と否定した。 

 

 同上 

 

 格納容器に隙問ができ、放射性物質が外部に漏れるような事が無

視され、耐震安全性が確保されていると判断され、運転が許され

るのか、原子力安全・保安院の審査に疑問を感じています。こう

した問題は、新規制基準の審査で克服されているのでしょうか。 

 

 新規制基準では、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を

踏まえ、地震や津波への対策の強化に加え、万一重大事故が発生

した場合の十分な対策を要求しています。女川原子力発電所 2号

炉に係る申請について、新規制基準に基づいて、厳格に審査を行

いました。 
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 変更申請は、前回の申請で許可された項目について繰り返して述

べるものではなくて、①東京電力福島原子力発電所の事故を踏ま

えた新たなる対策について、②規制委員会が新たに提示したガイ

ドやその他法令についての新たなる対策について、必要十分に示

されていなくてはならない。この審査書(案)を通して見る限り、

前回の申請書で承認されていた内容と今回の変更申請部分が混

在して書かれていて、今回の変更内容がわかりにくい。新たに施

設の性能や手順が変更された場合には、最終的に評価すべき安全

にかかわる数値も変更されよう。変更された条件での再評価がほ

とんどされていない。数値で安全性を再評価すべきである。重要

な要件が欠けているのではないか。 

 

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について確

認した結果を記しています。 

また、基本的な設計方針等の成立性については、審査会合におい

て、具体的な数値等をもとに確認しています。 

審査会合の資料等については、ホームページで公開しています。 

 原子力規制委員会による審査そのものが提出書類を中心とした

審査であり、現物確認を行っておらず、他の原発では実際に不正

が発覚しているなど、不十分である。 

 

 審査の過程において、現地調査やボーリングコアの直接確認等を

行っています。 

 

 重大事故が発生した場合、被災者へ十分な補償ができる経理的責

任を求めるべき。 

 

 

 原子力事故による被害者の救済等を目的として、「原子力損害の

賠償に関する法律」に基づく原子力損害賠償制度が設けられてい

ます。 

 

 重大事故時には、多くの作業員は放射線量の高い環境の中で、過

酷な作業に従事しなければならない。そのような作業は、警察・

消防・自衛隊など生命の危険を伴う作業と同等である。そういう

職業に従事する人々に対しては特別の労働契約が必要である。そ

のような労働契約を行わない状態では審査内容に実効性は期待

できない。 

 

 審査においては、外部からの支援がなくても、重大事故等に対処

できるよう必要な体制を整備する方針であることを確認してい

ます。具体的には、重大事故等の対応に必要な技能や資格を有す

る要員を確保する方針であること、高線量下での対応が必要な場

合でも、被ばく線量の制限を守って作業できるよう交替要員を確

保する方針であること等を確認しています。その上で、重大事故

等発生時における外部からの支援計画を定める方針であること
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を確認しています。なお、労働条件等については他の法律で規制

されています。 

 

 日韓関係、北朝鮮との関係が悪化する中、テロやサイバー攻撃と

いった可能性は否定できない。テロ対策は果たして充分といえる

のだろうか。 

 サイバーテロ対策については、審査において、発電用原子炉施設

への不正アクセス行為を防止するための設備を設ける方針であ

ることを確認しています。 

また、核物質防護対策については、核物質防護規定の認可等にお

いて確認します。 

なお、武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保

護法に基づき必要な対策を講じることになります。 

 

 テロなどの標的とされる可能性は否定できない。 

 

 同上 

 今後、縮小するにしても、原子力エネルギーの利用は、日本にと

って重要な技術だと思っていますので、再稼働後も、関連技術の

蓄積はもとより、技術者の育成にも力を入れていただきたいと思

います。 

 

 審査においては、技術者の確保について、採用、教育・訓練の実

績を確認するとともに、今後とも必要な技術者を確保していく方

針であることを確認しています。 

 

 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 原子炉圧力容器

破損部から流出する溶融炉心を冷却するために「格納容器下部注

水系」（常設）を設置して原子炉格納容器下部への注水する方式

は、労働安全衛生規則の第 249 条、第 250 条にある「溶融高熱物

は水蒸気爆発を生じさせないために、溶融高熱物を取り扱うピッ

トの内部には水を浸入させないこと」「そのピットが存在する構

築物の床面には水が滞留しないこと」の規定に違反するものであ

り、設置許可の取り消しを求める。東京電力柏崎刈羽６・７号機

及び東海第二発電所の審査書案に対する同主旨の意見に対して、

 労働安全衛生規則第２４９条の適用対象となるピットについて

は、「高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。」と規定され、解

釈通達に「高熱の鉱(こう)滓(さい)に注水して冷却処理するも

の」が例示されていることから、原子炉格納容器下部注水設備の

ように、水の注入による冷却処理を前提とした設備に適用される

ものではないと承知しております。また、第２５０条の適用対象

は、「溶融高熱物を取り扱う設備」ではなく、当該設備を内部に有

する「建築物」であることから、同条は、原子炉格納容器下部の

注水設備には適用されないと承知しています。 
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原子力規制委員会の「考え方」として「第 249 条の適用対象とな

るピットについては、「高熱の鉱さいを水で処理するものを除く」

と規定されていること、第 250 条の適用対象は、「溶融高熱物を

取り扱う設備」ではなく、当該設備を内部に有する「建築物」で

あることから、同条は、原子炉格納容器下部の注水設備には適用

されないと承知しています。」と記されている。上記の規制委員会

の考え方は、溶融炉心を除外対象の鉱さいと同一視している点で

科学的妥当性を欠いている。一般に鉱さいとは、電気炉または高

炉を用いた製鉄工程で除去される不純物「スラグ」や、鋳造製品

の鋳型として使われた「鋳物砂」などを指し、その性状や温度レ

ベルは溶融金属混合物主体の溶融炉心とは著しく異なるからで

ある。溶融炉心の方が鉱さいよりも水と接触して生じる水蒸気爆

発の可能性が著しく高い。また、原発で溶融炉心が水と接触する

場所は格納容器下部のスペースであり、構築物の一区画なのであ

るから、第 250 条の適用対象になり、そこに水を貯めることは同

条違反である。規制委員会の考え方『適用対象は、「溶融高熱物を

取り扱う設備」ではなく、当該設備を内部に有する「建築物」で

あることから、同条は、原子炉格納容器下部の注水設備には適用

されないと承知しています。』は、論点を外した不適切な記述であ

る。第 249 条、第 250 条ともに、「適用されるものではないと承

知しています。」との表現がなされているが、何にもとづいて承知

しているのか、その出処あるいは照合先を明確に示すべきであ

る。 

 

なお、新規制基準においては、原子炉格納容器外の溶融炉心と冷

却水の相互作用は必ず想定し、その場合原子炉格納容器が機能喪

失しないことを求めています。原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷

却材相互作用で想定される水蒸気爆発に関する二酸化ウランと

酸化ジルコニウムの溶融燃料を模擬した大規模実験としては、

COTELS、FARO、KROTOS 及び TROI を参照し、大規模実験の条件と

実機条件とを比較した上で、実機においては、水蒸気爆発の発生

の可能性が極めて低いことを確認しています。これらから、原子

炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用で想定される物理現

象のうち、原子炉格納容器の構造に有意な影響を与えるような大

規模な水蒸気爆発の可能性が極めて低いことを確認しています。

また、当該条文に係る記述の照会先は厚生労働省労働基準局安全

衛生部安全課です。 

 溶融炉心を冷却するために原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

により格納容器下部に注水するという対策は、水蒸気爆発を起こ

す可能性のある無謀な対策であり、労働安全衛生規則にも違反す

 同上 
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るので、許可の取り消しを求めます。福島第一はマークＩ型で溶

融炉心と水との接触を避ける構造になっていたので、格納容器外

の水蒸気爆発は起こりませんでした。マークＩ改良型の女川２号

機は、その設計思想に反して、格納容器下部注水系により溶融炉

心を冷却することにしたのは、世界の常識に逆らう選択です。不

確実性が高いにもかかわらず、意図的に溶融高熱物を水と接触さ

せる操作は、水蒸気爆発防止のために溶融高熱物と水との接触を

厳しく禁じる労働安全衛生規則２４９条、２５０条に違反してい

ます。 

 

 設置許可基準規則第十三条が未審査。審査書（案）には、設置許

可基準規則第十三条の審査の経緯と審査結果その理由が記載さ

れていない。そのために、設置許可基準規則第十三条の要求事項

を満たしているとは断定できない。原子炉等規制法第四十三条の

三の六の、第一項第 4号に適合と判断するための根拠が欠落して

おり、同法同条第一項の規定により許可する事ができない。例え

ば、チャンネル間の独立性要求に不適合な事例（女川含む）が多

く、女川 1，2，3号の中央制御室床下において、ケーブルの不適

切な敷設状態が発見され、保安規定違反（違反２）と報告されて

いる。 

 

 審査書（案）は、設置変更許可申請に対するものであり、変更し

ようとする発電用原子炉施設の基本的な設計方針等について確

認した結果を記しています。設置許可基準規則第１３条について

は、新規制基準に変更がないことから、今回の審査対象ではあり

ません。 

なお、御指摘の不適切なケーブルの敷設に係る保安規定違反（違

反２）については、その是正処置、再発防止対策等を、保安検査

等で確認しています。 

 

 1 号機の廃炉が計画されていますが、２号機の運転中での廃炉作

業は2号機の安全に全く影響はないのでしょうか？影響がないと

いう技術的な根拠について明示してください。 

 

 1 号炉の廃止措置による 2 号炉の運転への影響がないことについ

ては、1 号炉の廃止措置計画認可申請の審査の中で確認をしてい

きます。 

 

 1994 年試運転中、マニュアル通りに行ったところ、マニュアル不

備により安全保護装置が働き、原子炉が停止した。 

 個別の不適合については、発生の都度、原因の特定、是正処置等

を行うべきものです。 
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御意見の概要 考え方 

2002 年炉心から 20 メートルの付近で、火災が発生した。2006 年

配管に穴があいていた。2007 年配管に穴を確認。 

以上の事からも安全面には不備があり不安がある。設置変更を求

める。 

 

なお、審査書（案）は、変更しようとする発電用原子炉施設の基

本的な設計方針等について確認した結果を記しています。 

【審査基準・審査ガイド】 【審査基準・審査ガイド】 
 福島第一原発事故の原因究明がなされていないのに、同じ沸騰水

型（BWR）である女川原発の審査が十分に出来るはずがない。 

 

 東京電力福島第一原子力発電所事故については、国会、政府等に

おいて事故調査報告書がまとめられ、基本的な事象進展等につい

て整理されるとともに、日本国政府から IAEA に対し事故報告を

提出するなど、新規制基準策定時点において、福島第一原子力発

電所事故と同様の事故を防止するための基準を策定するために

十分な知見は得られていたと考えています。 

新規制基準は、これらに加え、IAEA や諸外国の規制基準も確認し、

外部専門家の協力も得て策定しており、最新の科学的・技術的知

見を踏まえた合理的なものとなっています。 

原子力規制委員会では、国会事故調報告書において未解明問題と

して規制機関に対し実証的な調査が求められていた事項を対象

に検討を行い、これについて中間報告をとりまとめました。同報

告を考慮しても、新規制基準は合理的なものであると考えていま

す。 

なお、安全の追求には終わりはなく継続的な安全向上が重要であ

ることから、最新の技術的・科学的知見や適合性審査から得られ

た経験などを踏まえ、基準を見直すこととしています。 

 

 女川原発２号機は、事故を起こした福島第一原発と同じ沸騰水型

原子炉（ＢＷＲ）であり、格納容器は圧力上昇が早く事故に至る

危険性が高いマーク１改であることから、福島第一原発事故の調

 同上 
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御意見の概要 考え方 

査結果を踏まえる必要がある。福島原発事故では、地震動による

事故の可能性も指摘されており、現在事故調査が再度進められて

おり、その結果によれば、新規制基準の見直しも考えられる。被

災原発であり福島原発と同型の原発ゆえに、事故調査結果を最低

でも踏まえるべきである。 

 

 福島第１事故の再現はないといえるのでしょうか？ 

 

 同上 

 福島第一原発の事故処理が未だ収束していない中、いくら安全対

策をしても事故が起きればとてつもない被害が出る事は経験か

ら想定出来る。 

 

 同上 

 福島第一原発事故は収束しておらず、検証も終わっていません。 

 

 同上 

 原発の究明能力も不十分です。 

 

 同上 

 新規制基準の適合性審査もまた、「自分の頭の中に事故のモデル

さえ持っていない人たち(規制委員会)によって審査をしている」

と言えるのではないでしょうか。福島第一原発事故の検証を行

い、実規模での実証試験に基づき、自前の解析プログラムを開発

し、それを基礎にして、適合性審査をやり直すべきです。 

 

 同上 
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御意見の概要 考え方 

 『国会事故調報告書』では、事故の進展を決定的に悪化させた全

交流動力電源喪失（ＳＢＯ）について、津波による浸水が真因で

あると断定する前にこの基本的な疑問に筋の通った説明が必要

との指摘がある。１４０頁の下から４行目から１４１頁１１行目

まではＳＢＯ対策設備（第１４条関係）の審査結果の内容である

が、１４１頁８行目から１１行目までの貴委員会の判断は不十分

に過ぎて信頼できない。「適合する」と断ずる「設置許可基準規則」

が貴委員会マターのものか分からないが、規制当局たる貴委員会

としては、同型ＢＷＲ基の許可に係る審査に当たっては、ＳＢＯ

の真因究明を踏まえた当該基準規則のゼロベースの見直しの有

無は喫緊の課題であることは理の当然である。この基準規則のゼ

ロベースからの見直しが行われているか否かを明らかにした上

での審査でなければならない。 

 

 同上 

 

 福島原発事故の反省を踏まえた審査基準になっていないのでは

ないか。 

 

 同上 

 

 外国の原発事故をなぜに学ばなかったのか。 

 

 同上 

 福島原発の事故を経験して、原発は、大変危険なものだと痛感し

ました。 

 

 同上 

 

 東日本大震災の最大の教訓は「人類と原発は共存できない」とい

うことです。 

 

 同上 

 

 東日本大震災の際、世界中が科学も技術もなすすべがなく原発が

壊れてゆくのを目の当たりにした。そしてこの日本と日本人に

 同上 
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御意見の概要 考え方 

は、そもそも原発は扱えないことが証明された。科学的にも技術

的にも無理なことをしてはいけない。 

 

 今の審査基準は科学的経済的合理性をはるかに超えて過剰に厳

しく、日本のエネルギー安全保障を大きく阻害している。 

 

 同上 

 

 まだ他の原発も含め原発に対しての問題は山積みなのに稼働さ

せる必要はないです。 

 

 同上 

 

 地震、津波、火山等に関する評価で使用されているのであろう各

種の数値は国際的にはどの程度評価をされているものなのか。 

 

 同上 

 

 日本の規制基準そのものが「答え合わせ」ができていない。地震

の予測と結果。被害の大きさの見積もり。曖昧さが大きすぎ、発

電用大型原子炉の「安全」を現実的に見積れているか否かの判定

の物差しそのものの信頼性が十分ではない。 

 

 同上 

 

 原子力発電所は建設すること自体がまちがっている。単なる工場

設置、単なる構造物の建設と同じ手法で安全性を審査しようとい

う原子力規制のやりかたがまちがっている。 

 

 同上 

 

 新規制基準は、国民のコンセンサスがないままに策定され、適合

性審査は全体として国民の安全よりも既存原発の再稼働に道を

開くことが優先になっている。 

 

 同上 

 機器・配管系の耐震Ｓクラスの損傷について福島の事故について

少なくとも、一部の配管が破壊し「蒸気」が漏れていたことは民

 配管設計については、設置許可基準規則第４条（地震による損傷

の防止）において、設計基準対象施設に対して、地震力に十分に
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御意見の概要 考え方 

間企業事故調による現場作業証言でも記述されており、また、配

管の小さな破壊が後の事故対策過程でのベントや注水を困難に

した可能性があることがＮＨＫの独自調査でも指摘されている

とおりである。無数の配管で連なっている原発が地震による損傷

を受ける可能性は極めて大きく危険性がある。このことだけでも

再稼働は絶対に認められない。 

耐えることができるものでなければならないことを要求してい

ます。 

なお、原子力規制委員会の福島第一原子力発電所事故分析検討会

においてとりまとめた中間報告書(NREP-0001)においても「地震

発生から津波到達までの間には、原子炉圧力バウンダリから漏え

いが発生したことを示すプラントデータは見いだせない。仮に、

漏えいが発生した場合であっても、少なくとも保安規定上何らか

の措置が要求される漏えい率と同程度の原子炉冷却材の漏えい

を超えるものではなかったと判断される。」と事故分析の結果と

してまとめられています。 

 

 福一のメルトダウンに至った原因は津波の前に地震によって配

管が破断したという根拠ある説明を信じています。 

 

 同上 

 1 号機の主な事故原因が本当に津波なのか、それともその前に来

た地震ですでに配管が壊れていたのかもまだ不明である。 

 

 同上 

 元東電の社員として福島第一原発の炉心管理を担当する、いわゆ

る炉心屋だった人から公にされた見解が知られるようになって

いる。圧力容器につながる細い配管からなるジェットポンプ計測

配管の地震動に伴う破損により、炉心の万が一に際しての装置で

ある「自然循環」系がやられて燃料被覆管の表面にびっしり付着

した気泡体が空気の層となって冷却材から隔離され、溶融の真因

となった可飴性が極めて大であるとする見解であるが、この見解

に対する東電や規制当局からの反論等が公表されていないので

はないか。 

 

 同上 
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御意見の概要 考え方 

 安全基準が世界レベルではない。  原子力規制委員会は、これまでに明らかになった東京電力福島第

一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、IAEA や諸外国の規制基準も

確認しながら、外部専門家の協力も得て、規制基準を策定してお

り、最新の科学的技術的知見を踏まえた規制基準は、合理的なも

のであると考えています。また、安全の追求には終わりはなく継

続的な安全向上が重要であることから、最新の技術的・科学的知

見や適合性審査から得られた経験などを踏まえ、基準を見直すこ

ととしています。 

 

 「世界一厳しい安全基準」とする安倍首相のことばは全く信用で

きなく、大きなウソを日本国民と世界に発したと思っています。 

 

 同上 

 

 既存の原発を稼働させる為の「緩やかに過ぎ合理性を欠く」世界

最低水準の「新規制基準」を作り、甘い甘い審査をしている。 

 同上 

なお、原子力規制委員会は、事業者から提出があった設置変更許

可申請について、審査会合等において厳格に審査を進めてきてお

り、その結果として、新規制基準に適合しているものと認められ

ることから、今回の審査書（案）を取りまとめたものです。 

 

 ガイドラインが年月の経過と共にアップデートされているのは

従来のガイドラインに不備や不十分な点があるからであり、過去

の設備は日 「々最新の知見が反映されていない、不備のある施設」

へと時代遅れ化が進んでいく。この審査書案に“最新の科学的・

技術的知見を踏まえ”が繰り返し現れていることが、裏返せば過

去の基準は常に不十分なものとなり続けていく不可避な現実の

現れである。 

 

 安全の追求には終わりはなく継続的な安全向上が重要であるこ

とから、最新の技術的・科学的知見や適合性審査から得られた経

験などを踏まえ、基準を見直すこととしています。 

また、見直しを行った基準については、その基準の対象となる全

ての発電用原子炉が適合することを求めています。 
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御意見の概要 考え方 

 原子力発電所の再稼動のためには、１原子炉あたり 100 万年に 1

回以下の、安全目標審査で承認される必要がある。しかしながら、

安全目標審査は今まで行われていないことから女川原発は極め

て危険であり、規制基準審査のやり直しが必要である。 

 原子力規制委員会は、科学的・技術的見地から、原子力発電所の

規制に必要な基準を策定し、原子力発電所がその基準に適合して

いるか否かを確認することが役割です。なお、安全目標は、規制

基準として直接的に用いられるものではありませんが、東京電力

福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえ策定された新規制

基準を満たした原子炉については、この安全目標についても概ね

達成できるものと考えています。 

 

 地震大国の日本で、原発は危険です。これから、さらに地震が増

える可能性もあります。 

 新規制基準では、東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を

踏まえ、地震や津波の想定を厳しくした上で、必要となる対策を

強化しており、審査においては、その対策の妥当性を確認してい

ます。 

 

 地震で原発は安全ではない事がはっきりしたはずです。 

 

 同上 

 原発は地震を想定して設計されていない。 

 

 同上 

 津波の国に原発はいらない。 

 

 同上 

 地震や津波は学問的に確立されておらず、それをもとにした安全

基準は疑問が残る。 

 

 同上 

 地震・津波の予測には限界があり、どんなに安全基準を満たした

といっても充分に安心できない。 

 

 同上 

 

 津波と東日本大震災の例を考えただけでも、当該地域は本来、原

発を稼働させるに不適切な場所であったことがわかる。施設設備

 同上 
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御意見の概要 考え方 

に主眼をおいて判断することは、生活圏を破壊されるリスクを、

再び東日本に課すことである。 

 

 従来からある耐震基準を大幅に、二倍にも下げての再稼働の許可

など、絶対にしてはならないことです。今、現在も大震災の影響

でどうなるか分からない状況下での耐震基準までを緩和しての

再稼働。また大地震が来たらどうするつもりなんですか。 

 

 同上 

 

 地震によって使用済み燃料プールの冷却機能が喪失しないよう、

使用済み燃料プールの冷却系の耐震クラスはＳクラスにするべ

きである。同時に、使用済み燃料プールの冷却系を多重性を有す

る安全系として扱うよう安全重要度分類及び設計を見直すべき

である。 

 使用済燃料貯蔵施設のうち、貯蔵槽及びプール水補給設備（残留

熱除去系）については耐震重要度分類上、Ｓクラスとして分類し

ています。なお、御指摘の使用済燃料貯蔵施設の冷却系について

は、使用済燃料貯蔵槽で貯蔵する使用済燃料が炉内の燃料と比較

すると発熱量も小さいことから、冷却系（燃料プール冷却浄化系）

の機能を喪失した場合においてもプール水補給設備により冷却

機能を代替できるため、耐震重要度分類上はＢクラスに分類して

います。 

 

 地震だけでなく自然災害が多い中、自然には勝てない部分が多

い。なのであればリスクを減らす事から進めて行ってほしい。 

 新規制基準では、地震、津波、火山、竜巻、降水といった発電所

の安全機能に影響を及ぼすような自然条件について厳しく想定

することを要求しています。 

 

 海に面し、津波の影響から逃れられないだけでなく、日本は火山

の国である。 

 

 同上 

 最近の自然災害（豪雨、大型台風）は巨大化しています。女川原

発立地町としては巨大津波が深刻化して毎日の生活が不安で仕

方ありません。 

 同上 
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御意見の概要 考え方 

 

 福島の原発事故処理の目処も他所の原発の抜本的な安全対策も

できていない状況でこれ以上抱えることはするべきではない。日

本という災害の多い国では別の発電方法を考えた方がいいです。 

 

 同上 

 

 人間がどんなに基準を設けても自然の力の前では無力です。 

 

 同上 

 再び大地震、大津波がおし寄せれば、女川原発は重大事故のおこ

る危険性がある。 

 

 新規制基準は、東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電

所事故の教訓を踏まえ、地震や津波への対策の強化に加え、重大

事故等が発生した場合の十分な対策を要求しています。さらに、

想定を超える大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムが発生し発電用原子炉施設に大規模な損

壊が発生した場合でも可搬型設備を中心とした対応ができるよ

う設備を整備するとともに、関連する手順書、体制の整備を行う

よう要求しています。 

 

 事故を起こした場合の対応、対策が何もされていない現状での再

稼働はあり得ません。 

 

 同上 

 原発の事故に想定外はあってはならないと思います。 

 

 同上 

 新規制基準は事故が起きないように安全性を高めたものではな

く事故が起きた時の対応を今までよりマシにするものでしかな

い。 

 

 同上 

 基準以上の地震動によって原子力発電所が過酷事故が起こした

場合、「想定外」との言い訳は通用しない。 

 基準地震動を超えるような地震が発生する可能性は否定できま

せんが、基準地震動は想定外の事象を可能な限り少なくする手法
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御意見の概要 考え方 

 で評価することを求めています。具体的には、地震動の評価に当

たっては、敷地ごとに震源を特定して策定する地震動においては

各種の不確かさの考慮を求めるとともに、さらに、震源を特定せ

ず策定する地震動として、震源と活断層を関連付けることが困難

な過去の内陸地殻内地震を評価することを求めています。その上

で、基準地震動を超える地震による施設の大規模な損壊が発生し

た場合でも可搬型設備を中心とした対応ができるよう設備を整

備するとともに、関連する手順書、体制の整備を行うよう要求し

ています。 

 

 策定された基準地震動・基準津波を超える地震・津波が来ること

も十分にあり得る。 

 

 同上 

 地震や津波の予測は、不可能に近い。想定外のそれらに対応する

事は、十分なのか。 

 

 同上 

 地震、津波、テロ等の影響は、はかり知れず、その点での安全が

保障されない限り、審査案を受け入れられません。 

 

 東京電力福島第一原子力発電所において、自然現象に対する備え

が不十分だったという反省も踏まえ、新規制基準では、発電所の

安全機能に影響を及ぼすような自然条件や社会条件についてよ

り厳しく想定することを要求しています。具体的には、地震、津

波、火山、竜巻といった自然現象や、近隣の工場の火災・爆発、

危険物を搭載した車両や航空機墜落事故といった人為事象につ

いて検討することを求めています。 

さらに、想定を超える大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムが発生し発電用原子炉施設に大規

模な損壊が発生した場合でも可搬型設備を中心とした対応がで
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きるよう設備を整備するとともに、関連する手順書、体制の整備

を行うよう要求しています。 

 

 最近の自然災害でも「想定」を超える規模や被害が起きています。

私たちが「想定」すべきなのは最悪の事態、すなわち「原発は壊

れるもの」「テロは起きるもの」ということであると思います。つ

まり原発の審査においても原発が壊れても、テロが起こっても国

民や周辺住民の人名や生活が守れるのか？という前提で考えら

れるべきです。 

 

 同上 

 

 地震、津波、噴火など、自然現象相手に完全な予測は不可能です。 

 

 同上 

 

 今回自然災害の想定を大幅に引き上げたそうですが、地震・津波、

台風・竜巻など想定をはるかに超える災害が頻発していること

は、今では私たちの共通認識です。 

 

 同上 

 

 女川原発は自然災害に対しても突発的な事故に対しても何ら十

分な対策はとられていないので再稼働には反対です。 

 

 同上 

 

 シビアアクシデント対策というのであれば、福島事故の教訓を踏

まえて炉心溶融に万全の対策をとらなければならない。ところが

新規制基準は、欧州で認証されている最新鋭の原発に標準装備さ

れているコアキャッチャーを要求しておらず、安倍首相の言う

「世界で最も厳しい水準」どころか、世界のレベルには程遠い。 

 新規制基準においては、個別の機器の設置を求めるのではなく、

炉心損傷防止対策や格納容器破損防止対策等のために必要な機

能を求めています。規制基準は、満足すべき性能水準を要求し、

それを実現する「技術」は指定しないのが国際的にみても一般的

です。規制要求を満たすのであれば、御指摘の設備に限らず、他

の方法でも問題ありません。 

なお、御指摘の欧州各国電力会社のさらなる安全性に関する要求

をまとめた European Utility Requirement（EUR）においては、
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新設の原子炉に対する設計として、メルトダウンに至る事象の始

まりから 12 時間格納容器保護のために人的対応に依存してはな

らないなどの要求があること等も把握しています。しかし、既設

の原子炉に対して、御指摘のあった技術の導入を義務付けるよう

な基準にはなっていないと承知しています。 

 

 大型商用航空機の衝突に耐え、設計圧力を高めた二重構造の格納

容器の設置が必要とされていない。 

 

 同上 

 

 格納容器の下部に水を張って溶融炉心を受け止めるという「対

策」を採用するよう、ＯＥＣＤの加盟国にその根拠を示して働き

かけるべきですが、お答えください。 

 

 同上 

 

 安全上重要な系統設備の多重性として、欧州では独立した４系統

が求められているのに対して２系統しかない。 

 

 同上 

 

 格納容器内の空気を放出するベントの多用で、放射能を「閉じ込

める」方針が「放出する」に変わっている。 

 

 新規制基準においては、まず、第一に格納容器外部への放射性物

質の放出を防止するために、炉心損傷防止対策を求めています。

それでも仮に事象進展に伴い外部への放出に至る場合を想定し、

「放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視

点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものである

こと。」を求めています。そのため、排気中に含まれる放射性物質

を低減する格納容器圧力逃がし装置の設置を要求しています。 

 

 格納容器にベントをつける、という時点で原発の安全性は破綻し

ている。 

 

 同上 
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 重大事故時における格納容器破損防止対策として、代替循環冷却

系を用いる対策(以下、対策 Aという)と格納容器圧力逃し装置を

用いる対策(以下、対策 Bという)の 2通りがある。対策 Aおよび

対策Bのいずれの場合もほぼ同じ結果であり、設置基準を満たし、

環境への放出量も基準値を大幅に下回っている。従って、両設備

を重複設置する必要性について検討が必要と考える。対策 Aと対

策 Bの重複設置の必要性については、規制当局として明確なスタ

ンスと位置づけを示す必要があると考える。 

 

 BWR プラントについては、相対的に原子炉格納容器の容積が小さ

く炉心損傷後の事象進展が速いことから、原子炉格納容器バウン

ダリを維持しながら原子炉格納容器の圧力及び温度を低下させ

るために必要な設備に加え、格納容器圧力逃がし装置又は同等以

上の効果を有する措置を行うための設備を要求しています。 

 

 Cs-137 だけでなく Cs-136 や放射性ヨウ素についても考慮すべき

ではないか。炉が緊急停止した時点では、Cs-136 の評価の方が重

要ではないか。 

 

 新規制基準における放射性物質の放出量の制限値は、シビアアク

シデントが発生した場合の格納容器内への放射性物質の放出を

具体的に想定した上で、格納容器の破損による放射性物質の大量

放出を防止するための対策の有効性を評価するためのものです。 

東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえ、重大事故により避

難を余儀なくされた住民の方々の帰還が困難となる区域を発生

させない観点から、諸外国の安全目標も参考にしつつ、放出量が

多く半減期が比較的長い核種である Cs-137 を対象に、100TBq 下

回っていることを確認することを求めています。 

 

 「格納容器破損防止対策の評価項目」として、「周辺の公衆に対し

て放射線障害を与えないこと。そのめやす線量を敷地境界での全

身に対して 100mSv とする。」を追加すべきである。 

 

 同上 

 

 汚染水事故に対応できない。適合性審査では、福島第一原発で現

に起きている汚染水事故…格納容器下部が破損して冷却水が漏

れ、汚染水となって外部に放射能が大量に拡散している…につい

て検討しておらず、防止策もとられていません。これは、格納容

 東京電力福島第一原子力発電所におけるような汚染水について

は、まず、これを発生させないことが重要であり、新規制基準で

は、仮に、炉心が損傷した場合でも放射性物質が格納容器から流

出しない対策を要求しています。 
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器が破損した場合でも、放射能の大量の拡散を防止する策を講ず

るよう要求する新規制基準に違反します。 

その上で、万一格納容器が破損した場合の事故後の処理のあり方

については、実際にどういった状況になるかを事前に想定し、規

制基準を特定するのではなく、事故の状況に応じ、臨機応変に対

応していくことが現実的かつ適切な考え方であり、特定原子力施

設の制度に基づき、状況に応じ規制することとなっています。 

 

 原発が稼働すれば、1 リットルの水で６万ベクレルまでトリチウ

ムを海に放出することが許されています。トリチウムは「膀胱癌」

や「前立腺癌」の原因です（イギリス王室医学院）。また貝や魚で

３千倍濃縮されます（イギリス食品基準局）。カナダではトリチウ

ムの放出でダウン症の患者が8割増えたことが確認されています

（カナダ原子力委員会）。 

 御指摘の内容については、どのような根拠で述べられているかは

わかりませんが、原子力発電施設から放出される放射性物質につ

いては、国際放射線防護委員会の勧告を踏まえ、周辺監視区域外

における一般公衆の被ばく線量が1ミリシーベルト以下になるよ

うに放射能濃度等の限度が定められており、トリチウムについて

も放出形態に応じた規制がなされています。また、通常運転時に

おいては、既存の設置許可時に、敷地境界外における実効線量が

トリチウムを含む液体廃棄物の放射性物質の摂取に伴う内部被

ばくによる実効線量を含めても、1、2及び 3号炉の合計で「発電

用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」に示される

線量目標値の年間 50 マイクロシーベルトを下回ることを確認し

ています。 

 

 原発が稼働すれば、放射性物質が海に放出され、大きな環境汚染

となり、人体にも癌などの影響が起こります。 

 

 同上 

 貴職（規制委員会）の審査は「新規制基準」に限定しているよう

に思われます。私は住民の安全・安心をおびやかす全てについて

検討してしかるべきと考えます。まして、原発を稼働させれば

日々排出されるトリチウム水について真剣に誠実に検討され、そ

の害毒について国民に知らせるべきではありませんか。通常水と

 同上 

192



25 
 

御意見の概要 考え方 

トリチウム水の区別ができない生物は、体内にとりこみ、遺伝子

へ入り込む危険があります。遺伝子に取り組まれたトリチウム

が、どんな悪さをするとの認識なのでしょうか。福島原発事故で

大量に排出されているトリチウム水は、タンク貯蔵されてきまし

た。先日「放出」案が示されましたが、とんでもない誤りです。

原発は、日常的に公害（トリチウム水）を垂れ流すことになりま

す。SDGｓがさけばれている中、人類の生存をも左右しかねない現

実に目をそむけたままで女川再稼働は認めることはできません。 

 

 2004 年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動をもとに、基準

地震動 Ss-N1(最大加速度：水平方向 620 ガル、鉛直方向 320 ガ

ル)を設定しているが、現時点までの最新の知見にもとづいた規

制委員会の「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チー

ム」の報告書(2019 年 8 月 7 日)にもとづいて東北電力は設定見直

しを行い、規制委員会はその妥当性を審査すべきである。上記報

告書は、「震源を特定せず策定する地震動」のうち「地表地震断層

が出現しない可能性がある地震」「モーメントマグニチュード

(Mw)6.5 程度未満の地震」について、これまでの「審査ガイド」

を見直す必要性を述べたものである。この報告書は 2019 年 8 月

28 日の規制委員会において承認された。この承認以降の審査にお

いては、この報告書の内容を反映すべきである。 

〇引用資料：震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム

『全国共通に考慮すべき「震源を特定せず策定する地震動」に関

する検討報告書』(令和元年 8月 7日) 

 

 令和元年度第 28 回原子力規制委員会（令和元年 9月 11 日）にお

いて、ご指摘の検討チームが策定した標準応答スペクトルと、留

萌地震の応答スペクトル※との間に大きな差はないことから、こ

れまでの留萌地震を基にした基準地震動を用いた審査を否定す

るものではなく、また、新しい標準応答スペクトルによる手法で

評価を行った結果、基準地震動が見直される可能性はあるもの

の、施設・設備に対する要求レベルそのものを変更するものでは

ないと判断しています。 

また、これらを踏まえ、留萌地震を基に基準地震動を策定した原

子力施設に対して、現時点で直ちに使用の停止や標準応答スペク

トルの審査・検査での適用を求める必要はないと判断していま

す。 

今後、安全上の重要性、事業者が対応するために必要な期間等を

総合的に判断し経過措置を設定した上で、設置許可基準規則解釈

等を改正することとしています。 

 

※留萌地震の K-NET 港町観測点の解放基盤波に余裕を持たせた

地震動（硬岩サイトで使用されているレベル）に対して試行的に
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Noda et al.(2002)の地盤増幅率により地震基盤相当面に補正し

た地震動を推定して設定した応答スペクトル。なお、ここでの地

盤物性補正においては地盤の卓越周期は考慮していない。 

 

 防災科学技術研究所による KiK-net では以下の地震動が観測さ

れており、震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム

による標準応答スペクトルの 3倍超の地震動が多数観測されて

いる。よって、基準地震動は、水平動 1800gal/0.02s 上下動

1200gal/0.02s 前後が適切である 

 平成 28 年熊本地震 Mw6,1（2016 年 4 月 14 日） 

益城
ま し き

観測点 上下動：5,000gal 

 平成 30 年北海道胆振東部地震 Mw6.6（2018 年 9 月 6 日） 

追分
おいわけ

観測点 水平動：6,000gal 

 平成 13 年芸予地震 Mw6.7（2001 年 3 月 24 日 

御調
み つ ぎ

観測点 水平動：3,500gal 

 

 御意見にある 3つの観測記録のガル数について、防災科学技術研

究所の KiK-net の値を確認したところ、いずれも地表面（益城：

Vs110m/s、追分：Vs130m/s、御調： Vs370m/s）の周期 0.02 秒よ

りも長周期における応答値であると考えられます。基準地震動の

最大加速度は、Vs700m/s 以上の解放基盤表面における 0.02 秒の

周期に対する応答値にあたりますので、御意見の 3つのガル数と

直接比較できません。なお、ご指摘のうち、益城地点の地中はぎ

とり波（Vs2,700m/s）は、NS 成分：377 gal、EW 成分：235 gal、

UD 成分：207 gal となります（震源を特定せず策定する地震動に

関する検討チームにおける解析値）。 

また、平成 30 年北海道胆振東部地震については、観測記録収集

期間外であること、また、平成 13 年芸予地震については、海洋

プレート内地震であることから、当該標準応答スペクトルの設定

に係る収集の対象外の地震です。 

いずれにせよ、震源を特定せず策定する地震動に関する検討チー

ム報告書（全国共通に考慮すべき「震源を特定せず策定する地震

動」に関する検討）における標準応答スペクトルは、収集したデ

ータ（対象地震動：Vs2,200m/s 以上のもの）の非超過確率 97.7%

の応答スペクトルレベルに基づき、不確かさを考慮して設定され

たものです。なお、対象地震動は地盤特性や解析・処理に係る不

確実さを含むこと、また、個々の応答スペクトルには大きな山谷

はあるが周期ごとに算出した応答値をつなげていることから、保
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守的であると考え、対象地震動の応答スペクトルを最大包絡する

考え方は採らないこととしています。よって、当該標準応答スペ

クトルに対して、超過している観測記録があることを理由に標準

応答スペクトルを再設定するものではなく、また、それによって

基準地震動を定めるものでもありません。さらに、前述のとおり、

現在のところ、当該標準応答スペクトルは新規制基準の審査の対

象ではありません。 

 

 設置許可基準規則における耐震基準に、熊本地震(2016 年 4 月 14

日、16 日)で発生した短期間における激しい地震の繰り返し（繰

り返し地震）を新たな知見と経験として取り入れて、審査をやり

直すことを求める。その理由は次のとおりである。 

熊本地震では、活断層が動いて震度 7 の激震が短期間に 2 回（4

月 14 日と 16 日、時間間隔は約 28 時間）続き、気象庁はこのよ

うな激震の繰り返しは「過去の経験則にはない」と公表した。す

なわち、「激震の繰り返し」という重要な新たな知見と経験が得ら

れたことになる。このような短期間内での地震の繰り返しに対し

ては、最初の地震の影響に関する施設の点検、保守、補修では対

応できず、施設の頑健性で耐えぬくしかなく、従って繰り返し地

震に対する耐震健全性の要求が不可欠である。設置許可基準規則

の第 5条の別記３（津波による損傷の防止）の３・六には、「地震

（本震及び余震）による影響を考慮すること」が明記されている。

しかし、同第 4条の別記２（地震による損傷の防止）には、「本震

及び余震による影響を考慮すること」は要求されていない（本震、

余震の用語すら出てこない）。福島原発事故以前の原発の安全設

計審査指針には、「本指針については、今後の新たな知見と経験に

より、適宜見直しを行うものとする」ことが謳われていた。同審

 熊本地震については、公表された観測記録や各研究機関の研究報

告等の知見について、収集・分析を行っており、これまでのとこ

ろ規制基準等を直ちに見直す必要があるとの知見は得られてい

ないと考えています。 

原子力発電所で想定される最大規模の地震動である基準地震動

に対しては、施設の一部の変形が塑性領域に達する可能性もあり

ますが、塑性変形の程度を小さなレベルに留めることを要求して

います。さらに、地震発生時に講ずべき措置について定めること

を要求しており、地震により運転が停止した場合には、事業者は

地震による施設への影響を確認するために点検を行い、施設の異

常の有無や健全性を確認し、補修を行う等、必要な措置を講じら

れるとしていることを確認しています。例えば、地震加速度が大

きいことによる原子炉の自動停止等をこれまでに経験した原子

力発電所では、地震観測記録の分析や建屋の地震時の健全性評価

を基に、施設が基準地震動を越える影響を受けたかどうか評価し

た上で、詳細な点検、補修等の特別な保全計画を策定し運用され

ています。 

なお、熊本地震の分析については、平成 29 年 4 月 26 日の原子力

規制委員会において、原子力規制庁から報告されています。 
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査指針に置き換えて福島原発事故の教訓を反映して策定された

設置許可基準規則に関しても、「新たな知見と経験により、適宜見

直しを行うものとする」ことは、受け継がれて当然のことである。

しかしながら、熊本地震後３年余を経過した現時点に至っても、

原発の設置許可基準規則の中の「地震による損傷の防止」の条項

に関して、本震と余震の影響の考慮、すなわち熊本地震の知見を

反映しての、激震の繰り返しの影響を考慮する見直しは何らなさ

れておらず、従って女川２号機はその耐震設計方針として激震の

繰り返しに対して安全性が担保されていないことになる。 

なお、設置変更許可と工事計画認可がすでに出された PWR に関し

て、設計基準動地震レベルの繰り返し地震に見舞われると、蒸気

発生器伝熱管及び原子炉格納容器の伸縮式配管貫通部について

安全機能が損なわれるおそれがある原発が存在する。PWR と BWR

ともに繰り返し地震に対して安全性を担保する規制要求が必要

である。 

 

 

 熊本地震では震度７の揺れが２回も起こり、震度４以上の余震は

１００回を超えている。現在の審査は１回の強い揺れに耐えられ

ればよいというもので、このような短期間で複数回の揺れに対す

る耐震安全性の評価はされていない。 

 

 同上 

 熊本地震では強い揺れがくり返し発生しましたが、耐震評価では

くり返しの強い揺れを想定していません。熊本地震では、最大震

度が７の地震が間を置かずに２度発生しました。その後も１か月

の間に最大震度が６強の地震が２回、６弱の地震が３回も発生し

ています。原発の耐震審査では、通常運転による影響に加えて、

基準地震動による１回の揺れに耐える設計であればよいことに

 同上 
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なっており、熊本地震の教訓が反映されていません。 

 

 火山噴火の予知はできない。噴火予測を前提においた火山ガイド

は不合理であり、審査は無効です。 

 火山ガイド策定に当たっては、火山の専門家から御意見を伺うと

ともに、原子力規制委員会や旧独立行政法人原子力安全基盤機構

でこれまでに蓄積された火山に関する専門的知見を活用しまし

た。安全への取組に終わりはなく、今後新たな知見が得られた場

合には、必要に応じて発電所の安全性への影響について検討する

こととなります。 

 

 最近の火山ガイドの改悪など真っ当な火山学者は誰一人受け入

れられない。 

 

 同上 

 原子力発電所から160キロメートル以内に限定して抽出する火山

ガイドの基準が妥当ではない。過去 12 万年に 10 回発生し、今後

100 年間に１%の発生確率が見込まれる巨大カルデラ噴火は、九州

で発生した場合その火山灰は北海道にまで及び、青森でも 10 セ

ンチの火山灰が積もり、交通網をはじめ全国のライフラインは完

全に停止すると予想されており、救援活動がほとんど不可能にな

る中で本発電所のみが安全機能を維持できるとは到底考えられ

ない。 

 

 同上 

なお、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山を抽出する際に考慮

する地理的領域（原子力発電所から 160km の範囲の領域）につい

ては、既往最大である阿蘇４の噴火による火砕流の到達距離を踏

まえて設定しています。 

また、火山ガイドでは、火山の現在の活動状況は巨大噴火が差し

迫った状態ではないと評価でき、運用期間中における巨大噴火の

可能性を示す科学的に合理性のある具体的な根拠が得られてい

ない場合は、運用期間中における巨大噴火の可能性は十分に小さ

いと判断できるとしています。 

九州で過去に巨大噴火を発生させたカルデラについては、川内原

子力発電所等の新規制基準適合性に係る審査で、原子力発電所の

運用期間における火山活動に関する個別評価において、噴火履歴

の特徴及び地下構造から、火山の現在の活動状況は巨大噴火が差
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し迫った状態ではないこと等から、原子力発電所の運用期間中に

巨大噴火が発生する可能性は十分小さいと判断しています。 

 

 火山の影響に対する設計方針火山について、藤井敏嗣・元火山噴

火予知連絡会会長は、「地震の場合は、13 万年までに活断層が動

いたという事であれば、その上に原発施設建設できない」ことを

指摘し、火山の場合でも、１万年前に起こっていても「可能性は

十分に小さい」として巨大噴火を考慮の対象外にした「火山影響

評価ガイド」批判している。 

 

 同上 

なお、火山ガイドでは、第四紀（258 万年前から現在までの期間）

に活動した火山を対象に評価を行うこととしています。 

 

 98 頁に規制委員会は、降下火砕物の間接的影響として外部電源喪

失及び交通の途絶を想定し、非常用ディーゼル発電機及び軽油タ

ンクを備え、非常用ディーゼル発電機の 7日間の連続運転を可能

とするもので、火山ガイドを踏まえたものであることを確認した

としているが、外部電源の復旧の見込みがない中で、わずか 7日

間非常用電源が機能したとしてもその後は崩壊熱によるメルト

ダウンを引き起こすことになる。 

 新規制基準では、東京電力福島第一原子力発電所事故の例におい

て、免震重要棟のガスタービン発電機の燃料供給に 3日程度を要

したため、保守的に少なくとも 7日間は外部と途絶されても、構

内の人員や物資により必要な活動を継続できるようにすること

及び6日間までに外部からの支援が受けられるようにすることを

要求しています。 

審査において、申請者は、降下火砕物の間接的影響として外部電

源喪失及び交通の途絶を想定し、非常用ディーゼル発電機の 7日

間の連続運転を可能とする方針であること及び「Ⅳ－２ 重大事

故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重大事故

等防止技術的能力基準１．０関係）」において、事象発生後 6日間

までに発電所外に保有している資機材、燃料等による支援が受け

られる計画であることを確認していることから、7 日間の設定は

適切であると判断しています。 

 

 火山灰の危険性について、たとえば国の機関たる気象庁の「降灰

の影響と対策」に基づくだけでも、10cm 未満の降灰（降雨を伴え

 同上 
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ばミリ単位の降灰）で通行不能の事態が発生する。2011 年の霧島

山噴火に際しては 5cm 未満で通行不能との記録もある。 

「火山ガイド」の 23 頁の「基本フロー」で言う「個別評価」で、

火山灰については一言も触れずに度外視したまま「影響を及ぼす

可能性は十分に小さい」と断じ、まず「立地不適」の結論を回避

しておいてから、92 頁下から 12 行目以降 94 頁 16 行目までにお

いて、「3.個別評価の結果を受けた原子力発電所への火山事象の

影響評価」を審査し、その結論を 94 頁 10 行目から 16 行目まで

のとおり断じている。 

そして審査のこのプロセスに至って始めて降下火砕物（これには

火山灰が含まれることを、「火山ガイド」2頁の定義は明示してい

る。しかも「火山灰」という判然とした文言表現は審査書案の論

旨、文脈上を通じても慎重に避けていることが見てとられる。）に

触れることになっているが、貴委員会マターの内規たる「火山ガ

イド」を改めた上で審査が行なわれるべきである。 

 

また、火山ガイドの基本フローにおける個別評価では、設計対応

不可能な火山事象が原子力発電所の運用期間中に影響を及ぼす

可能性について評価することを求めています。降下火災物（火山

灰）については、IAEA SSG-21 等の国際基準を踏まえ、設計対応

が可能な火山事象としており、立地評価段階の個別評価ではな

く、影響評価の段階でその影響を評価することを求めています。 

 

 テロ対策施設建設に 5 年の猶予を与える合理的理由はない。5 年

間テロに遭わない保証はどこにもない。 

 特定重大事故等対処施設については、本審査に係る設置変更許可

申請には含まれていません。特定重大事故等対処施設の変更許可

申請が提出された場合は厳格に審査していきます。 

なお、新規制基準においては、重大事故を起こさないための対策

に加えて、大規模自然災害やテロを含めて様々な事象により万一

重大事故が起きた場合の対策として必要な機能を全て備えてい

ることを求め、事業者の対策がこれらへ適合していることを確認

しています。特定重大事故等対処施設の設置は、これらの必要な

機能を満たした上でのその信頼性をさらに向上させるための対

策であることから、その設置に猶予期間を設けたものです。 
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 いわゆるテロ対策施設である「特定重大事故等対処施設」を設置

していないのに、再稼働を認めることはできない。 

 

 同上 

 テロ対策施設の設置も新規制基準には含まれているはずです。九

電がその工事の遅れと理由に原発停止を決めたばかりです。東北

電力に対しても同じ基準で審査すべきです。この事にふれていな

いのはおかしい。 

 

 同上 

 

 テロ対策施設への 5年の猶予は、日本の安全保障に大きな穴を開

けることとなり、リスクが大き過ぎる。 

 

 同上 

 

 高浜原発 3，4号機がテロ対策遅れで停止するという。ならば、テ

ロ対策を考慮に入れない審査は不合理である。 

 

 同上 

 

 テロ対策を 5 年も先に延ばして稼働しようとしていますがいつ

「ドローン」に攻撃されないとも限らないと思う。万一、稼働中

に「ド口ーン」の攻撃を受けたら猛烈な濃度の放射能汚染により

関東以北迄、全域全滅になると予測されると思いますので少なく

ともテロ対策を実行してから稼働を検討すべきと思います。 

 

 同上 

なお、武力攻撃事態に対しては、武力攻撃事態対処法及び国民保

護法に基づき必要な対策を講じることになります。 

 

 原発が放射性物質として制御しにくい物を扱う装置であり、テ

ロ、或いは他国からのミサイル攻撃によって原爆が投下されたり

してしまうもの、つまり本質的に人類と共存できない装置である

ことを認識しなければならない。 

 

 同上 

【審査及び意見募集の進め方】 【審査及び意見募集の進め方】 
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 「科学的、技術的意見」に限って意見を求めることは、社会的、

歴史的な議論を排除し視野を非科学的に限定し、市民が広く参加

して議論することをきわめて困難にするやり方である。国や自治

体が真実の情報を全面公開し、市民の声を真摯に受けとめるよう

になり、市民が 3.11 で出てきた諸問題を、キチンと総括し、議論

できるようになるまでは、再稼働の是非を論じることはできな

い。 

 

 本意見募集は、今回の審査がこれまでの基準を抜本的に改正した

新規制基準に基づくものであることから、基本的な判断となる設

置変更許可に係る審査結果を取りまとめた審査書（案）に対し、

科学的・技術的意見を広く募集することとしたものです。 

いただいた御意見については、集約した上で、原子力規制委員会

の考え方を示すとともに、必要な場合には審査書（案）に反映す

ることとしています。また、いただいた御意見を、ホームページ

で公開します。さらに、電子政府の総合窓口（e-Gov）にも、結果

を速やかに公示します。パブリックコメントから新たな知見が得

られた場合には、必要に応じ、規制に取り込みさらなる安全の向

上に取り組んでいくこととしています。 

 

 502 ページにも及ぶ膨大な文書への意見提出期限が僅か 30 日と

いうのは、あまりにも短すぎて本当に国民の意見を求めようとい

う意図があるのか疑ってしまう。法に定められた 30 日以上とい

う要件さえ満たせばよいとする形式的な対応に思えてしまう。 

 

 同上 

 テロ対策、避難計画、水蒸気爆発対策、廃炉対策…完備したもの

の公募（パブコメ）をしろ！ 

 

 同上 

 今回のパブリックコメントでは技術的・科学的コメントだけでは

なく、原発反対の意見も含めた幅広いコメントが寄せられるだろ

うが、それらを門前払いすることなく、懇切丁寧に返答されるよ

うお願いする。 

審査書(案)について技術的・科学的コメントを求めているわけだ

が、本書が科学書としての様式を備えているかと言われれば、否

と言わざるを得ない。計算手法は確からしさや各パラメーターの

 同上 
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精度を踏まえ、不確かさを考慮して、具体的数値で示される必要

がある。 

 

 文書が長すぎること、また、意見を求めたいポイントが不明瞭で

あることを指摘します。 

 

 女川原子力発電所の審査に当たっては、申請された内容について

基準への適合性をひとつひとつ丁寧に確認しました。審査書（案）

には、これまでの審査書と同様に、単に審査結果を示すだけでは

なく、審査で主に論点となった点を示すなどの工夫を行っていま

す。 

今後の審査においても、より良い審査書を作成するよう努めてい

きます。 

 
 1F 最寄の女川原子力発電所については、東海第二原子力発電所の

適合性審査書よりも丁寧に説明することが、地元の方々をはじめ

とする関心のある方々に対して、より丁寧な審査書となるものと

思われる。 

 

 同上 

 少なくとも、女川原発２号機の立地地域から 100 キロ圏内全自治

体での住民への説明意見交換会開催を求めます。 

 

 審査結果に関する説明については、立地自治体等からの具体的な

要望を踏まえて、対応を検討してまいります。 

 日本国内に居住しているのは日本語を母語とする方だけではあ

りません。少なくとも、英語、ハングル、中国語、スペイン語で

の審査書案翻訳・公表、意見募集を受けつけてください。 

 

 提出する意見等は、日本語に限ることとしています。これは、意

見募集の趣旨に照らしても、問題ないと考えています。 

【原子力規制委員会の体制、方針】 【原子力規制委員会の体制、方針】 

 審査は東北電力のペースで進んだように見えた。まるで規制委員

会の審議は東北電力の言い分を聞く会であるかのように。東北電

力が「設備を改修した上で再稼働させる」方針に基づいて提案し、

 原子力規制委員会は、事業者から提出があった設置変更許可申請

について、審査会合等において厳格に審査を進めてきており、そ
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議論自体がそれに引きずられて進められた。例えば火山噴火の可

能性やその影響など議論が深められないままに終わった議題や、

水蒸気爆発の問題など実験データを不適切に引用したと疑われ

る議論もあった。このような審査書案に正当性はあるのだろう

か。 

 

の結果として、新規制基準に適合しているものと認められること

から、今回の審査書（案）を取りまとめたものです。 

 災害やその他の影響で、今回のような事が起こってしまったら、

大量の放射線物質が放出され深刻な被害が出るだけではなく、将

来にわたり影響してしまう可能性がある中で再稼働するよりは、

しっかりとしたエビデンスに基づいて慎重に行うべきだと思う。 

 

 同上 

 電力会社の隠ぺい体質からデータ自体の信憑性が危惧される。 

 

 同上 

 どんな輩が委員会のメンバーになっているかは知らないが、この

団体自体は、不必要であり、住民の方達が諸手を挙げて賛成する

訳がない。規制委員会なるものを即刻廃止し、全ての原発をすぐ

に廃炉にしないと、どんなことが起きるか判らない。 

 

 原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の

保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における

安全の確保を図ることを任務とし、原子力規制委員会設置法に基

づき設置された組織です。 

 

 福島第一原発事故が示した様に一旦事故が起きれば人間や自然

に未曾有で甚大な被害を長期間に渡って与え続ける原発を一企

業に任せる訳にはいかない、原子力規制委員会は第三者の目で府

託なく厳しい審査をお願い致します。 

 

 原子力規制委員会は、独立した立場で、科学的・技術的見地から

審査し、自ら責任を持って判断することが役割です。審査は、委

員及び規制庁職員に加え、平成 26 年に原子力規制委員会に統合

した JNES が蓄積した専門的知見等を活用しつつすすめてきてお

り、また、必要に応じ、外部専門家の意見を聴取していきます。 
 

 審査書（案）全体に言えることだが、申請者が安全であると言っ

ていることを確認したと言っているだけで、審査員が自ら積極的

に安全の確認をしたと思われる事例が少ない。申請書に書いてあ

 同上 
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ることを確認しただけでは責任ある評価ができたとは言えない。

委員会は、委員会の責務を全うすべきである。 

 

 現在の原子力規制委員会には、地質学の専門家は居ても、地震学

の専門家は選出されておらず、原子力発電所再稼働における安全

性を審査するに充分な能力が備わっているとは言えない状況に

ある。 

 

 同上 

 人類が制御不可能な原子力発電所の再稼働を進めようという意

図が到底理解できない。 

 

 原子力規制委員会は、原子炉等規制法に基づき、原子力発電所の

規制に必要な基準を設定し、原子力発電所がその基準に適合して

いるか否かを確認することが役割です。 

 

 原発再稼働よりも、自然エネルギー再生可能エネルギーへの転換

を切に望むものである。 

 

 同上 

 

 女川原発を再稼働するメリットとデメリットを理解できるよう

もう少し詳しく教えて欲しいです。 

 

 同上 

 

 田中前規制委員長は自ら「（「新基準適合」とはいえ）安全とは申

しません」との趣旨の発言をしている。一方で現首相はじめ政権

側は「世界一厳しい基準」と無根拠にもち上げ、その言葉が一人

歩きする形で世間に流布し、その後の手続きを経て、実際に原発

再稼動につながっていると思われる。事実上原発再稼動の「お墨

付き」に機能している実態を不問に付した上で、手続きが進めら

れることは、大いに正当性を欠くと言わざるを得ない。その基本

的位置付けについて、規制委自らが政権側（延いては国民全般）

への「誤解」を解く努力を積極的に行う必要があると考える。 

 同上 
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 多数存在する沸騰水型原発の再稼働を促進させたい狙いがある

とも指摘されていることも大きな問題である。 

 

 同上 

 

 

 原子力規制委員会は原子力事業が日本経済への悪影響について

も発言すべきだ。 

 

 同上 

 

 「日本から商業原子力を消し去るための道筋を作り上げる」こと

に全力を傾けるのが委員会の使命である。 

 

 同上 

 福島原発事故から、9 年近くたつのに、今だに事故以前の生活を

とりもどせない人たちが大勢いることを、もう一度認識し、考え

て欲しい。 

 

 同上 

 福島の住民、女川原発周辺の住民の心のうちを思いやって、必ず

踏みとどまって下さい。規制委員会の名にかけて・・・。 

 

 同上 

 安全基準を満たしているなら何も問題ないので再稼働すべきで

す。 

 

 同上 

 危ないので再稼働に反対です。 

 

 同上 

 原発から出た汚染水の行方も定まらないのに再稼働なんてあり

えない。 

 

 同上 

 そもそも原発と人類は共存できません。再稼働など百害あって一

利無しです。 

 同上 
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 原発を全てとめても、電力は充分とのこと。再稼働は必要ありま

せん。 

 

 同上 

 

 今もまだ福島の事故は収束していない状況のなか、生み出した副

産物の安全な処理方法もない中、再稼働することに恐ろしさを感

じます 

 

 同上 

 ３４００億もの安全投資は２号機の建設費に匹敵するものでは

ないか。その費用で廃炉も可能な筈だ。再稼働には経済的合理性

が無い。 

 

 同上 

 

 

 「安全とは申しません」と最初から安全確保の責任を回避する姿

勢もって規制委の判断や言動に、どれだけ信頼性を獲得できるも

のか、根本的な疑念を禁じ得ない。福島の過酷事故を防ぎ得なか

った保安院とは、機構組織としても決別し、いかなる反省のもと

に進化を遂げたものになっているのか。 

 

 これまでは、原子力「利用」の推進を担う経済産業省の下に、原

子力の安全「規制」を担う原子力安全・保安院が設置されていま

した。そうした「利用の推進」と「安全規制」を同じ組織の下で

行うことによる問題を解消するため、経済産業省から、安全規制

部門を分離し、環境省の外局組織として原子力規制委員会を新設

しました。原子力規制委員会は、独立性の高い三条委員会（※）

です。 

また、委員長及び委員は、人格が高潔であって、原子力利用にお

ける安全の確保に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を

有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣により

任命されています。 

（※）いわゆる三条委員会（国家行政組織法第３条第２項に規定

される委員会）とは、上級機関（例えば、設置される府省の大臣）

からの指揮監督を受けず、独立して権限を行使することが保障さ

れている合議制の機関です。 
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 関西電力高浜原発に関わるヤミ献金事件は、原発マネー、原子力

ムラの実態が明らかになったが、中立公正な原子力行政は期待で

きない。 

 

 同上 

 

 原発は事故が起きると取り返しがきかない。福島の原発事故がお

きたにもかかわらず隠ぺい体質無責任体質が変わらない。 

 

 同上 

 

 関電高浜原発に係る闇献金事件で、原発マネーが原子力行政を歪

めていることがあらためて明白になった。原子力規制庁の職員は

約 1000 人だが、そのうち 150 人以上が電力会社や原発関連企業

からの出向社員で占められており、中立・公正な原子力行政は期

待できない。どんな世論調査でも多数の国民が原発再稼働に反対

しているのは、国民がこのような原子力行政に不信を抱いている

からである。東北電力女川原発２号機の規制委の審査に不安があ

り、疑問に思っている。 

 

 同上 

なお、原子力規制庁には、電力会社や原発関連企業からの出向職

員はおりません。 

 

 原発マネーに寄生して、住民の未来を奪うのは止めるべきだ。原

発マネーは、関電ばかりではなく、東北電力にも還流している。

さらには原子力規制員会にも、たくさんの電力系技術者が出向し

て業務を「支え」「協力」してはいないか。 

 

 同上 

 規制委員会は、運用状況はもちろんのこと、事故の大小にかかわ

らず、嘘偽りのない情報公開をお願いします。 

 

 「原子力規制委員会の業務運営の透明性の確保のための方針」に

のっとり、原子力規制委員会や適合性審査に係る審査会合は、原

則として全て公開で実施するとともに、資料や議事録も全てイン

ターネットを通じて公開するなど、適切な情報提供に努めていま

す。 
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 万が一、事故が起きてしまった場合、「合格」の判断を下した規制

委員会はどのように責任を取ることになるでしょうか。 

 ｢安全確保の一義的責任は事業者が負う｣というのが世界共通の

考え方となっています。原子力規制委員会は、事業者から提出が

あった設置変更許可申請について、新規制基準への適合性を厳格

に審査しています。 

 

 福島原発事故が発生しても原子力安全委員会は責任を取らなか

った。原子力規制委員会は原発事故の責任を取って被害者に賠償

できるのか。 

 同上 

なお、原子力事故による被害者の救済等を目的として、「原子力損

害の賠償に関する法律」に基づく原子力損害賠償制度が設けられ

ています。 

 

 原子力委員会は新規制基準を定めて適合を了承したが、責任の所

在を明確にするために地域住民に対して委員の存在を分かり易

い形で告知し責任を担うべきではないのか。 

 

 原子力規制委員会の科学的判断やそれに至った過程については、

地元自治体からの要望に応じて、原子力規制委員会として、しっ

かりと説明していきたいと考えています。 

 
【高経年化対策】 【高経年化対策】 

 原子炉の厚い鋼鉄の壁が、中性子によってもろくなっている可能

性も指摘されています。 

 

 高経年化対策については、設置変更許可とは別に、原子炉等規制

法に基づき、運転開始後 30 年を経過する原子炉施設について、

10 年ごとに、機器等の劣化評価を実施すること、それを踏まえた

長期保守管理方針を含む保安規定の変更を行うこと、変更後の保

安規定を遵守することを義務付けています。 

 

 規制委員会の従前の説明では「運転延長認可の申請については、

設置変更許可で審査した基本設計を前提に、審査基準に基づき、

高経年評価等の事実確認を行うものである事から、科学的・技術

的意見の募集は行わない。」としていますが、40 年を超える高経

年設備についての審査基準が新設の設備と同じはずはなく、高経

 本審査書（案）は、設置変更許可申請に対する審査書（案）であ

るため、運転期間延長に係る認可の基準等については記載してい

ません。 

なお、運転期間延長については、基準への適合性として確認すべ

き事項を定めた実用発電用原子炉の運転の期間の延長の審査基
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年設備についての審査基準が明確にされていない状態です。運転

延長認可の申請についての科学的・技術的意見の募集を行わない

のであれば、本審査書の中で高経年設備についての審査基準を明

確にして下さい。 

 

準、必要な手続き等について定めた実用発電用原子炉の運転期間

延長認可申請に係る運用ガイドがあります。 

また、高経年化技術評価については、同様に実用発電用原子炉施

設における高経年化対策審査ガイド、実用発電用原子炉施設にお

ける高経年化対策実施ガイドがあります。 

 

【平和利用・使用済燃料】 【平和利用・使用済燃料】 

 現在まで保管された１・２・３号機の使用済み核燃料を処理する

事が出来るのか。 

 

 使用済燃料については、国内再処理を原則とし、再処理されるま

での間、適切に貯蔵・管理するとの方針を確認しています。 

 

 使用済燃料の具体的な処理法や処分地の提示を事業者に求める

べき。 

 

 同上 

 

【立地評価】 【立地評価】 

 「放射能を生活圏に放出」を前提とした新規制基準は容認できな

い。新規制基準では、原発の敷地境界で最高被曝を「甲状腺に対

して 3Sv、全身に対して 0.25Sv」と定めた「原子炉立地審査指針

及びその適用に関する判断の目安について」（1964 年制定）の適

用を除外し、フィルターベントの設置により「セシウム 137 で 100

兆ベクレルを下回っていること」を求めているだけであることか

ら、生活圏への放射能の放出を前提とした原発の再稼働はあり得

ず、廃炉が必然である。 

 放射線リスクの社会的影響に対する評価として、立地審査指針で

は、大人口が極めて低線量の被ばくを受けることを含んだ集団線

量の見地に基づいて評価していましたが、東京電力福島第一原子

力発電所事故を踏まえ、半減期の長い放射性物質の総放出量とい

う観点から規制を行うことが合理的であり、環境保全の観点から

も適切と言えます。そのため、新規制基準においては、原子力発

電所の近隣に住む住民が長期避難を余儀なくされる可能性があ

る放射性物質の放出を制限するため、想定される放出量が多く、

半減期が約30年と長いCs-137の放出量を元に評価することとし

ており、放射性物質の異常な水準の放出を防止するという観点か

ら重大事故等対策の有効性を確認しています。 

 

 福島第一原発事故後、立地審査指針を適用しないことになりまし  同上 
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たが、立地審査指針にかわる新しい指針は作られていません。住

民の被ばく限度がなくなっています。 

 

 

 福島事故において過酷事故を起こした結果、「立地審査指針」を守

れないことが明らかになった。そのことは、原発立地の大原則を

守り得ないことを示している。 

 

 同上 

 

 新規制基準は、生活圏への放射能の放出を前提としていることか

らすると、住民の避難が安全かつ確実にできることも適合の要件

にすべきである。 

 

 同上 

なお、原子力防災については、原子力災害対策特別措置法に基づ

き、対策が講じられます。 

【トラブル】 【トラブル】 

 女川原発２号機は、大地震時、外部電源５系統のうち、４系統を

失い、原子炉建屋に海水が流れ込むなど重大事故と紙一重でし

た。火災も発生している。 

 東京電力福島第一原子力発電所において、自然現象に対する備え

が不十分だったという反省も踏まえ、新規制基準では、発電所の

安全機能に影響を及ぼすような自然条件や社会条件についてよ

り厳しく想定することを要求しています。 

また、新規制基準では、設置許可基準規則第３３条において、外

部電源系の強化のため、発電所構内における電気系統の信頼性向

上、電線路の独立性・物理的分離、複数号炉を設置する場合にお

ける電力供給確保を要求しています。さらには、外部電源喪失時

においても発電所内で必要となる電力を供給できるよう、ディー

ゼル発電機等の 7日間の連続運転を要求しています。 

なお、東北地方太平洋沖地震において、女川原子力発電所は、地

震による影響により外部電源の5回線のうち4回線が停止しまし

たが、残りの 1回線及び非常用ディーゼル発電機により電源は確

保され、通常運転中であった 1号炉及び 3号炉については、原子

炉は冷温停止に移行し、起動中であった 2号炉については、未臨
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界であったため適切に停止操作を行ったとの報告がなされてい

ます。 

上記の原子炉停止の後、1 号炉においては、火災の影響により外

部電源からの受電が停止したものの、非常用ディーゼル発電機に

より電源の確保がなされたこと、2 号炉においては、地震に伴う

津波の影響により原子炉建屋内等に浸水し一部の系統が機能喪

失したものの、原子炉の冷却機能及び使用済燃料プールの冷却機

能に影響がなかったことが報告されており、現地の原子力保安検

査官が「止める」「冷やす」「閉じ込める」の機能に異常がないこ

とを確認しています。 

 

 先の震災時には、外部電源５系統のうち４系統が失われ、原子炉

建屋に海水が流れこみ甚大な被害を受け深刻な事態となった。 

 

 同上 

 女川原発は３．１１の地震でも大丈夫だったと言っているが実際

電源喪失はおきていたし、たった一つ電源がつながっていたおか

げで何とか福島の二の舞を踏まずに済んだだけ、かなり危険な状

態になっていたことは確かです、その時の検分をしっかり行った

うえで審査するべきなのではないか。 

 

 同上 

 3.11 の地震時、女川ではこれらの対応のうちのどこまでを実際に

行ったのか、どこがうまくいかずに、どこがうまくいったかをオ

ープンして欲しい。明らかにすることで事業者がどれだけ自信を

持って再稼働しようとしているのかが、判明します。 

 

 同上 

 東北電力は事故損傷（1 号機を含め）詳細をかくしているのでは

ないか。いわゆる合格は納得できない。 

 同上 
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 10 ページの、「設計基準対象施設」だが、今回の対象のプラント

は、東日本大震災で被災した女川原発が対象ということを考えれ

ば、2 号機だけではなく、1 号機や 3 号機の被災状況を精査・分

析することが必要ではないか？ 

 

 同上 

 2011 年 3 月 13 日 2 時頃、宮城県の中で女川だけが桁違い高い（福

島中通りよりも高い）毎時 21 マイクロシートベルトという線量

になった。福島由来の放射能が原因なら、女川原発敷地境界の各

所の計器は、ほぼ同じ値を示すはずであるが、極端にバラツキが

あった。ということは、女川原発自身が放射能を漏らしたと疑う

のが科学的に当たり前である。なのに、これの検証が、全然なさ

れていない。今年になって何故か突然廃炉が決まった炉が、2011

年 3 月 13 日 2 時頃に放射能漏洩をおこしたのではないか。とい

うのも、その炉の近く（風下）の計器だけが、著しい高線量にな

ったからである。 

 

 御指摘のモニタリングポスト指示値上昇について、平成 23 年 3

月 13 日に東北電力より敷地境界放射線量上昇のため原子力災害

対策特別措置法第１０条に基づく通報がなされております。この

通報については、平成 23 年に、福島第一原子力発電所第 1 号機

で発生した爆発や福島第一原子力発電所と女川原子力発電所と

の位置関係や気象条件によるものと考えられるとしています。 

なお、女川原子力発電所から、外部への放射性物質の漏えいに関

する報告は受けておらず、現地の原子力保安検査官も「止める」

「冷やす」「閉じ込める」の機能に異常がないことを確認していま

す。 

 

 タービーン動翼の損傷について女川原発では東日本大震災時に

タービン動翼に損傷が生じた。動翼が破損配管への損傷が生じれ

ば一次系の外部流出もありうる。実際浜岡原発では腐食によるも

のとされているが炉心への海水流入が生じている。この審査書に

はこの点が評価されておらず不十分である 

 平成 23 年に女川 2 号炉及び 3 号炉で確認された蒸気タービン動

翼の損傷について、東北電力の公表資料によれば、取替又は表面

研磨等の手入れを行った後、当該蒸気タービンの健全性を確認し

ていることが示されています。こうした東北電力の保安活動は、

原子力規制検査を通じて監視していきます。 

 

 女川原発のトラブルで、私が一番印象深いのは美浜原発の配管破

断事故後に、女川原発の配管を調べた結果、異物が入っていたり、

配管の減肉が激しかったり、唖然とする事態が続々出てきまし

た。もし、美浜原発事故がなかったら、配管や原子炉に異物が入

 平成 16 年第 2 回定期検査において確認された異物については、

東北電力の公表資料によれば、異物が確認された機器を含め、原

子炉圧力容器内部および給水・復水系等の主要機器について幅広

く点検調査をし、機器の健全性を確認するとともに、機器の購入
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御意見の概要 考え方 

ったまま運転していたのかと思うと皆筋が寒くなりました。そし

て配管に穴が開きました。私たちがその現象を調査し、配管の減

肉の原因を突き詰めて、このような配管の管理ではまた配管の減

肉が予想され、絶対に穴が開くと対策を求めたにもかかわらず、

東北電力は放置したのです。そして私たちの指摘した通り、再び

穴が開く事態になりました。東北電力の企業体質、住民のまじめ

な指摘にこたえられない体質だと痛感しました。 

時や作業時における異物混入防止対策の改善を図ったことが示

されています。また、平成 16 年に確認された配管の減肉事象に

ついては、再発防止対策実施計画の策定、保守管理（配管肉厚管

理、配管の交換等）の実施等、女川原子力発電所原子炉施設保安

規定に基づき適切に不適合管理がなされていることを保安検査

等において確認しています。 

異物混入については、他の原子力発電所においても過去に発生し

ており、各事業者により異物混入防止対策が見直されているとこ

ろですが、原子力規制検査等を通じて、必要に応じこうした事業

者の対応については確認していきます。 

 

 そもそも2号炉は震災前に配管の不備が発覚した原発で地震動に

よる内部配管のダメージの有無が検証されていない。津波対策だ

けでは不十分である。 

 

 同上 

 3・１１からもう 9 年になろうとしています。女川原発 2 号機の

全ての配管の減肉など調査しているのですか。異物の存在も調査

しているのでしょうか。2 号機では１１回の定期検査を行ってい

ますが、定期検査の業務内容はどのようなものですか。9 年間で

原子炉全体、すべてを点検したと思うのですが、不具合はなかっ

たのでしょうか。運転をしてから取り返しのつかない事態になる

のではないかと不安です。 

 

 同上 

なお、原子力規制委員会は、事業者が各機器の検査、点検を定め

られた点検計画に基づき適切に実施しているかどうか、施設定期

検査等により確認しています。 

 

 2002 年 8 月、東京電力でシュラウドや再循環配管にひび割れが発

生し、シュウドの交換など、国に報告せず行っていたとの「事故

隠し」が発覚しました。そして女川原発でも同様のひび割れがな

かったか調査が行われ、シュラウドの全周にひび割れがあるこ

 発電用原子炉施設における欠陥については、事業者に対し、定期

事業者検査を行い、ひびの発生の有無、ひび割れがある場合は、

定期的にひび割れの進行状況を確認すること、ひび割れの進展を

予測して安全性への影響（設備の健全性）を評価することを義務

213



46 
 

御意見の概要 考え方 

と、再循環配管でも、以前の定検でひびの兆候を確認していたが

報告していなかったことなどが続々発覚しました。「応力腐食割

れは解決済み」どころか現在進行形の重大な問題でした。 

再循環配管や圧力容器の配管のノズルを含め溶接部分を徹底的

に調査し、根本的な対策を立てるべきです。そうしなければ、重

大な冷却材喪失事故がいつ起きても不思議ではありません。 

 

づけています。原子力規制委員会は、これらの設備の健全性評価

の結果を確認します。 

溶接部については、事業者が規格基準に従い点検範囲及び点検時

期を定めて検査を実施しています。原子力規制委員会は、事業者

が定められた点検計画に基づき適切に点検しているかどうか、原

子力規制検査で確認します。 

 

 2002 年の秋、女川原発２号機のシュラウドは全周にひびが入って

いることが発見され、それらひびは貫通する可能性もあると東北

電力も認めています。 

東北電力はタイロット工法という工事を行い、4 本の棒でひびの

入ったシュラウドを支え、これまで運転をしてきました。そして

安全・保安院も「妥当」と認めてきました。しかし、タイロット

工法での対応は女川原発 2号機以外国内では見当たらず、他の原

発ではひびが入ったシュラウドは新しいものと交換してきたの

ではないでしょうか。 

このひび割れのシュラウドを交換もせず、女川原発 2号機を規制

基進の下でも、動かしていいのでしょうか。取り換えさせるべき

ではありませんか。 

机の上だけの審査でなく、女川原発のトラブルと対応を調べその

「妥当性」を検証すべきです。 

 

 女川 2号炉の炉心シュラウドについては、旧原子力安全・保安院

により、第 6回定期検査（平成 15 年 5 月 22 日～平成 15 年 12 月

25 日）において、応力腐食割れによるひびが確認されています。 

当該事象に対しては、東北電力から工事計画が届け出られてお

り、炉心シュラウドとシュラウドサポートの間に炉心シュラウド

支持ロッドを取り付けることにより、炉心シュラウドが十分な強

度を持つことが確認されています。また、当該工事計画に基づき

工事が行われていることが、使用前検査において確認されていま

す。 

なお、同様の補修工事については、女川原子力発電所 2号炉と同

様に、他プラントにおいても実施されています。 

 

【原子力防災】 【原子力防災】 

 何故、住民の「避難計画」を審査の対象としないのか。避難計画

の責任は自治体に押し付けられ、およそ実効性のない机上のプラ

ンとなっている。 

 

 原子力防災については、原子力災害対策特別措置法に基づき、対

策が講じられます。 
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御意見の概要 考え方 

 日本の規制委員会は「避難計画」を審査しないのですか？本当に

住民の安全を確保することを再稼働の前提条件とするなら、アメ

リカのように、周辺住民の避難計画を審査対象とすべきです。 

 

 同上 

 規制委員会は、「原子力災害対策指針」を策定していながら、審査

では指針に基づいて策定された自治体の避難計画の実効性をま

ったく検討していない。その理由を規制委員会は、災害対策基本

法が、原子力災害時の避難に関しては、地方自治体を中心にした

地域防災会議に権限を委ねているからだと説明している。しか

し、ＩＡＥＡ（国際原子力機関）で採用されている「深層防護」

の考え方によれば、その第５層において、原子力規制機関による

緊急時計画等の整備が必要だとされている。短時間で広がる放射

能への迅速な対応や、他都道府県にまたがる広域的な避難行動は

国が全面的に統括すべきであり、重大事故時に住民の深刻な被曝

を回避することができない場合に、規制委員会は稼働を認めない

措置をとるべきである。 

 

 同上 

 もし事故が発生した際の避難方法は十分なのか（道路渋滞、車両

の確保、避難場所の確保） 

 

 同上 

 万が一の時の避難経路や避難方法が明確ではない。 

 

 同上 

 重大事故に備えて福島原発を教訓に事前に周辺住民全員の甲状

腺ガン有無を実施すべきである。又、測定地点を決めてセシウム

濃度の事前調査を実施して公表すべきである。 

 

 同上 

 各地域から提出された避難計画の検証を実施して避難計画の妥  同上 
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御意見の概要 考え方 

当性を調査して下さい。 

 

 国は女川原発が稼働した際にどのような重大事故が発生するか

を、いくつかのレベルに分類して示し、それぞれのケースについ

て避難計画の指針を発表すべきである。 

 

 同上 

 危険なものだから避難計画が必要。 

 

 同上 

 事故が起きたときの避難計画がきちんと作られていないし、訓練

もなされていません。 

 

 同上 

 事故が起きた時の自力避難手段がない。 

 

 同上 

 オフサイトセンターが、旧女川高校敷地にあるが、不適切である。

過酷事故の際に近すぎて機能が果たせない。なぜ、福島原発の教

訓を無視するのか。 

 

 同上 

 隣接市町のみが関係自治体のように扱われているが、原子力規制

委員会においては、全ての自治体が避難時のマニュアルを作成定

着させる方向での働きかけを優先して欲しい。 

 

 同上 

 原子炉の事故のために近隣住民の避難が必要な場合に、住民が被

ばくしない安全な避難方法が確保されていません。 

 

 同上 

 「事故が起きたら地元自治体、地域で対策を考えて、好きに逃げ

なさい」では、あまりにも無責任である。国家が責任を持たずコ

ミットもしないというのであれば、原子力発電所を保有する各企

 同上 
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御意見の概要 考え方 

業は、現在のように立地自治体とその自治体が所属する都道府県

との間で協定を結ぶのではなく、住民の安全に直接的に責任を持

つ各基礎自治体との間で改めて運転に関する協定を結び直す必

要があると考えるか、どうか。そのように制度改正を行わないの

であれば国家の責任放棄であろう。 

 

 事故時に避難計画が必要なものは、再稼動することは許されない

と考えます。 

 

 同上 

 事故発生時の風向が南東方向からでも避難指定地の栗原市に避

難するよう指示するのですか。私は、より線量の低い値へ避難し

たい。私は家族を守りたい。 

 

 同上 

 万が一事故の事も予想し避難するための道路の整備を早急に行

ってほしい。 

 

 同上 

 訓練は全住民で行うべきである。 

 

 同上 

【その他関連する御意見】 【その他関連する御意見】 

 今回の審査では議題になっていないようであるが、2 号機と同じ

構造になっている3号機についても何ら触れられていないのは疑

問である。 

 

 今回の意見募集は東北電力株式会社女川原子力発電所の発電用

原子炉設置変更許可申請書（２号炉発電用原子炉施設の変更）に

関する審査書（案）に対する科学的・技術的意見が対象です。 

 

 放射性廃棄物の適正な処分方法等が確立されていない。  同上 

 

 女川原発が重大事故を起こさずに運転を終了したとしても、処理

する方法がない「核のゴミ」を増やすだけである。 

 同上 
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御意見の概要 考え方 

 

 原子力発電によって発生する使用済み核燃料の最終処理につい

ても、課題が解決していません。 

 

 同上 

 

 広大な土地を持つアメリカやロシアは原発事故の地を放棄しま

す。日本に原発事故が起きれば、移住する場所はありません。 

 

 同上 

 原発を動かすことにより温排水で海水の温度を上げることは地

球温暖化にもつながると思います。原発に寄らない安全な発電技

術を推進してください。 

 

 同上 

 

 日本は地震が多いので、原発に代わる自然エネルギー開発に切り

替えていくべきです。 

 

 同上 

 福島でクローズアップされているのが、甲状腺がん、白血病の急

激な患者増加です。実際の医療データを開示し、宮城県民に賛否

を問うべきです。 
 

 同上 

 

 

 水素爆発もあるような恐ろしい原発はなくとも電気はつくれま

す。福島の二の舞を女川原発ではゴメンです。 

 

 同上 

 特に被災時での汚染水の海上及び大気への放出によるセシウム、

トリチウム等による人命・環境破壊は、その後核廃棄物処理場と

なり、隣接する自治体・地域・全体を不毛の地になってしまいま

す。 

 

 同上 
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御意見の概要 考え方 

 堅固に作られたはずの防潮堤や鉄筋コンクリート製の建物が何

百何千と崩壊したではありませんか？人間が安全と思っても全

く外れたではありませんか？ 

 

 同上 

 

 テロ対策や住民の避難、汚染の対策など問題は山積。そのうえ原

発業界は隠蔽、技術不足、データ改竄など住民の生命を守ること

が第一に考えていません。 

 

 同上 

 災害や事故等で放射能がまき散らされることが恐怖です。 

 

 同上 

 福島原発事故による被害状況は広範に深刻に存在しております。

事故の責任を東電も政府も誰ひとり取っておりません。 

 

 同上 

 「廃炉」に莫大な金と時間がかかる。 

 

 同上 

 立地自治体への補助金・交付金漬けの弊害である。 

 

 同上 

 なぜ「女川町」と「石巻市」それに県のみでよしとするのか。少

なくとも、県内すべての自治体の判断を必ず求めるべきです。 

 

 同上 

 

 女川原発再稼働の是非を問う県民投票条例制定を求めた署名は、

１１万人にのぼりました。同条例案は県議会で自民・公明が否決

しましたが、住民の声を真剣に受けとめるべきです。 

 

 同上 

 

 女川原発の再稼働は急ぐべきでなく、広範な県民の意見を「住民

投票」など含めて行ってから、その結果により判断すべきと考え

ます。 

 同上 
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御意見の概要 考え方 

 

 委員等の指示により宮城県の課長が女川原発２号炉に査察を行

った際、テレビ放送で東北電力女川の仮線量計が 0.000 を示して

いたことにひとつもふれていない。 

 

 同上 

 茨城は地震が多く 30 年間で 90％の確率で地震が起こる。危ない

防潮堤 23ｍを立ててもそれ以上の津波がきたら防げない。首都圏

に近く、原発付近の住人が多い茨城県 96 万人を避難させるのは

難しい。 

 

 同上 

 2011 年 3 月、女川原発のオフサイトセンターの被害写真を初めて

見たときの衝撃をいまだに忘れることができません。 

 同上 
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【別紙３】 

東北電力株式会社女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可

申請書（２号発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適

合について（案） 

 

番        号 

年    月    日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

平成２５年１２月２７日付け東北電原技第８号（令和元年９月１９日付け

東北電原技第３号、令和元年１１月６日付け東北電原技第５号、令和元年１１

月１９日付け東北電原技第６号及び令和２年２月７日付け東北電原技第７号

をもって一部補正）をもって、東北電力株式会社 取締役社長 社長執行役員 

原田 宏哉から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の８第１項の規

定に基づき提出された女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書

（２号発電用原子炉施設の変更）に対する法第４３条の３の８第２項におい

て準用する法第４３条の３の６第１項各号に規定する許可の基準への適合に

ついては以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実

施に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」

という。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受

託した、法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行

うことを原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するとい

う方針に変更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国

が原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再

処理事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウ

ムは国内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海

外に移転しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更は

ないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２

年３月３０日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更は

ないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認
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められる。 

 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る重大事故等対処設備他設置工事に要する資金に

ついては、自己資金、社債及び借入金により調達する計画としている。 

申請者における工事に要する資金の額、総工事資金の調達実績、その調達

に係る自己資金及び外部資金の状況、調達計画等から、工事に要する資金の

調達は可能と判断した。このことから、申請者には本件申請に係る発電用原

子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認められる。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更

するために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に

遂行するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が

核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉に

よる災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基

準に適合するものであると認められる。 
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Ⅰ はじめに 

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

の規定に基づいて、東北電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委

員会（以下「規制委員会」という。）に提出した「女川原子力発電所発電用原子炉

設置変更許可申請書（2 号発電用原子炉施設の変更）」（平成 25 年 12 月 27 日申

請、令和元年 9月 19 日、令和元年 11 月 6 日、令和元年 11 月 19 日及び令和 2年

2月 7日補正。以下「本申請」という。）の内容が、以下の規定に適合しているか

どうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の８第２項の規定により準用する同法第４３

条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置するために必要な技術

的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能力に係る規定。 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行する

に足りる技術的能力があること。）。 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質

若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の

防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合す

るものであること。）。 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）及び同項第２号の規定のうち

経理的基礎に係る規定に関する審査結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力

に係る規定に関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審

査指針（平成 16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」

という。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電

用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第

1306197 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等

防止技術的能力基準」という。）。 
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（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年原子力規制委

員会規則第 5号。以下「設置許可基準規則」という。）、実用発電用原子炉及

びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発

第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「設置許

可基準規則解釈」という。）及び実用発電用原子炉及びその附属施設の火災

防護に係る審査基準（原規技発第 1306195 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規

制委員会決定）。以下「火災防護基準」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた以下のガイド等を参照するとと

もに、その他法令で定める基準、学協会規格等も参照した。 

（１） 原子力発電所の火山影響評価ガイド（原規技発第 13061910 号（平成 25

年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「火山ガイド」という。） 

（２） 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（原規技発第 13061911 号（平成 25

年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「竜巻ガイド」という。） 

（３） 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（原規技発第 13061912 号（平

成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「外部火災ガイド」と

いう。） 

（４） 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（原規技発第 13061913 号（平

成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「溢水ガイド」という。） 

（５） 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（原規技発第 13061914 号（平

成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。 

（６） 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061915 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「有効性評価ガイド」という。） 

（７） 実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061916 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「SFP 評価ガイド」という。） 

（８） 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061917 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「停止中評価ガイド」という。） 

（９） 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061918 号（平成

25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「被ばく評価ガイド」とい

う。） 

（１０）敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（原管地発
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第 1306191 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地

質ガイド」という。） 

（１１）基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306192 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地震ガイド」と

いう。） 

（１２）基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306193 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「津波ガイド」と

いう。） 

（１３）基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（原管地発第

1306194 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地盤ガ

イド」という。） 

 

なお、本審査は、1 号炉及び 3 号炉の原子炉圧力容器には燃料を装荷しないこ

とを前提としている。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅲ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則のうち設計基準対象施設に

適用される規定への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」には、設置

許可基準規則のうち重大事故等対処施設に適用される規定及び重大事故等防止

技術的能力基準への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係）」には、重大事故等防止

技術的能力基準のうち「２．１ 可搬型設備等による対応」への適合性に関する

審査内容を示した。 

「Ⅵ 審査結果」には、規制委員会としての結論を示した。 

 

なお、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の双方の機能を有する施設の

うち、原子炉制御室等、監視設備、緊急時対策所及び通信連絡設備に関する審査

内容については、「Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能

力」において、設計基準対象施設としての基準適合性に関する審査内容と併せて

示した。 

 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文
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章の要約、言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを要求している。 

また、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、原子炉を設置するために必要な技術的能力及び原子炉の運転を

適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。なお、東京電

力福島第一原子力発電所事故を踏まえて新たに要求された重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力についての審査結果は、

Ⅳ－２、Ⅳ－４及びⅤで記載する。 

規制委員会は、申請者の当該技術的能力を技術的能力指針に沿って審査した。具

体的には、本申請が既に運転実績を有する原子炉に関するものであることに鑑み、

技術的能力指針の項目を以下の項目に整理して審査を行った。 

１．組織 

２．技術者の確保 

３．経験 

４．品質保証活動体制 

５．技術者に対する教育・訓練 

６．発電用原子炉主任技術者等の選任・配置 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．組織 

技術的能力指針は、原子炉施設の設計及び工事並びに運転及び保守を実施する

ために、役割分担が明確化された組織を構築すること又は構築する方針を示すこ

とを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 
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（１）設計及び工事並びに運転及び保守の業務は、女川原子力発電所原子炉施設

保安規定（以下「保安規定」という。）等で定めた業務所掌に基づき実施する。 

（２）設計及び工事の業務は、本店の原子力部及び土木建築部並びに本発電所の

担当グループそれぞれにおいて実施する。なお、設計及び工事の業務のうち、

現地における管理は本発電所の担当グループにおいて実施する。 

（３）運転及び保守の業務は、本店の原子力部及び土木建築部並びに本発電所の

担当グループそれぞれにおいて実施する。なお、自然災害及び重大事故等の

非常事態に際しては、本発電所に設置する原子力防災組織により、運転及び

保守の業務を実施する。また、これらの組織は、本店に設置する原子力防災

組織とも連携する。 

（４）保安規定等の法令上の手続きを要するものについては、本店の原子炉施設

保安委員会において審議し、本発電所で使用する手順については、本発電所

の原子炉施設保安運営委員会において審議する。 

 

規制委員会は、設計及び工事並びに運転及び保守の業務を実施する本店の原子

力部及び土木建築部並びに本発電所の担当グループ並びに本店の原子炉施設保

安委員会及び本発電所の原子炉施設保安運営委員会については、保安規定等で定

めた業務所掌に基づき本店と本発電所の役割分担を明確化した上で業務を実施

するとしており、更に自然災害及び重大事故等の非常事態に対応するための組織

として、原子力防災組織を設置し、対応するとしていることなど、申請者の組織

の構築については適切なものであることを確認した。 

 

２．技術者の確保 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守を行うための専門知識、

技術及び技能を有する技術者を確保すること又は確保する方針を示すことを要

求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）本店及び本発電所においては、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な

技術者の人数を確保するとともに、原子炉主任技術者、放射線取扱主任者、

ボイラー・タービン主任技術者等の資格を有する技術者を確保する。さらに、

本発電所では、自然災害及び重大事故等への対応に必要な大型自動車等を運

転する資格を有する技術者を確保する。 

（２）設計及び工事に必要な技術者は、業務の各工程において必要な人数を配置

する。また、運転及び保守に必要な技術者及び有資格者である技術者につい

ても、業務を実施するために必要な人数を配置する。 

（３）さらに、必要な技術者については、採用、教育及び訓練を行うことにより、
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今後とも継続的に確保する方針とする。 

 

規制委員会は、本店及び本発電所における、技術者数の推移、採用実績、教育

及び訓練実績により、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な技術者及び有資

格者である技術者を確保していること、今後とも計画的かつ継続的に採用、教育

及び訓練を実施するとしていることなど、申請者における技術者の確保について

は適切なものであることを確認した。 

 

３．経験 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な経験として、本

申請と同等又は類似の施設の経験を有していること又は経験を蓄積する方針を

示すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）本発電所 3基及び東通原子力発電所 1基の建設及び改造を通じた設計及び

工事の経験に加えて、約 35 年にわたる運転及び保守の経験を有する。 

（２）また、東京電力福島第一原子力発電所事故以前に自主的なアクシデントマ

ネジメント対策として原子炉再循環ポンプトリップ、代替制御棒挿入、原子

炉又は原子炉格納容器への代替注水、原子炉自動減圧、耐圧強化ベント及び

非常用電源のユニット間融通を可能とするための設備改造を実施した経験

を有していることに加えて、経済産業大臣の指示に基づき実施した緊急安全

対策である電源車、消防ポンプ等の配備を通じた設計及び工事並びに運転及

び保守の経験を有する。 

（３）さらに、国内外の関連施設への技術者の派遣並びにトラブル対応に関する

情報の収集及び活用により、設計及び工事並びに運転及び保守の経験を蓄積

する。 

 

規制委員会は、緊急安全対策も含めたこれまでの設計及び工事並びに運転及び

保守の経験に加えて、国内外の関連施設への技術者派遣実績並びにトラブル対応

情報の収集及び活用の実績があること、また、今後ともこれらを適切に継続する

方針であることなど、申請者の設計及び工事並びに運転及び保守の経験並びに経

験を蓄積する方針については適切なものであることを確認した。 

 

４．品質保証活動体制 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守を遂行するために必要な

品質保証活動を行う体制を構築すること又は構築する方針を示すことを要求し

ている。 
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申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）社内の体制 

① 品質保証活動の実施に当たっては、原子力発電所の安全を達成、維持

及び向上することを目的として、安全文化を醸成するための活動並びに

関係法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るための活動を

含めた品質マネジメントシステムを構築するため「原子力発電所におけ

る安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）」及び「実用発電用原子

炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及

びその検査のための組織の技術基準に関する規則」（以下「品質管理基準

規則」という。）に基づいて原子力発電の安全に係る品質保証計画及び原

子力品質保証規程を品質マニュアルとして定める。 

② 本店の各業務を主管する実施部門及び発電所並びに監査部門である

本店の原子力考査室においては、品質マニュアルに基づき、手順及び記

録に関する文書体系を定める。 

③ 社長は、品質マニュアルに基づく品質方針を定め、原子力安全の重要

性を組織内に周知する。また、実施部門の管理責任者である原子力本部

長の下、本店各室部長及び発電所長は、同方針に基づき各実施部門にお

ける品質保証活動に関する計画を策定、実施、評価及び改善する。 

④ 監査部門の管理責任者である原子力考査室長は、実施部門とは独立し

た立場で監査を実施する。 

⑤ 社長は、管理責任者から品質保証活動に関する報告を受け、その実施

状況を踏まえた改善の必要性についてマネジメントレビューを行う。 

⑥ さらに、品質マネジメントシステムの有効性を維持あるいは向上させ

るために、実施部門に共通する活動については本店の原子力安全推進会

議において審議し、また、本発電所において実施する活動は本発電所の

品質保証会議において審議し、それぞれの審議結果を業務へ反映する。 

（２）設計及び工事並びに運転及び保守の品質保証活動 

① 設計及び工事は、各業務を主管する組織の長が、品質マニュアルに従

い、その重要度に応じて実施する。調達する場合には、供給者に対して

要求事項を明確にするとともに、重要度に応じて管理を行い、試験及び

検査等により調達する製品等が要求事項を満足していることを確認す

る。 

② 運転及び保守は、各業務を主管する組織の長が、品質マニュアルに従

って、個々の業務を計画し、実施する。調達する場合には、設計及び工

事と同様に管理、確認する。 

③ 設計及び工事並びに運転及び保守において不適合が発生した場合、各

235



 

8 

 

業務を主管する組織の長は、不適合を除去し、原因を特定した上で是正

処置を実施する。調達においては、これらを供給者に行わせ、各業務を

主管する組織が確認する。 

 

規制委員会は、設計及び工事並びに運転及び保守を遂行するために必要な品質

保証活動体制については、品質管理基準規則等に基づいて品質マニュアルを定め

た上で、その品質マニュアル等の下で調達管理を含めた品質保証活動に関する計

画、実施、評価、改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築してい

ることなど、申請者の設計及び工事並びに運転及び保守を遂行するために必要な

品質保証活動体制の構築が適切なものであることを確認した。 

 

５．技術者に対する教育・訓練 

技術的能力指針は、技術者に対して、専門知識、技術及び技能を維持及び向上

させるための教育及び訓練を行う方針を示すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）新たに配属された技術者に対しては、原子力発電の基礎知識の習得を図る

ため、基礎教育及び訓練を実施する。 

（２）設計及び工事並びに運転及び保守に従事する技術者に対しては、専門知識、

技術及び技能の習得を図るため、本発電所の訓練施設に加え、株式会社ＢＷ

Ｒ運転訓練センター等の国内の原子力関係機関において能力に応じた机上

教育及び実技訓練を実施する。 

（３）教育・訓練は、専門知識、技術及び技能の習得状況に応じて対象者、内容

及び時間等に関する実施計画を策定し実施する。 

（４）自然災害及び重大事故等に対応する技術者、事務系社員及び協力会社社員

に対しては、各役割に応じて必要な教育及び訓練を実施する。 

 

規制委員会は、技術者に対しては専門知識、技術及び技能を維持及び向上させ

るため、教育・訓練に係る実施計画を策定した上で必要な教育及び訓練を実施す

ること、更に事務系職員及び協力会社社員に対しても、自然災害対応等の役割に

応じて、教育及び訓練を実施することなど、申請者の技術者等に対する教育及び

訓練の方針は適切なものであることを確認した。 

 

６．発電用原子炉主任技術者等の選任・配置 

技術的能力指針は、発電用原子炉主任技術者及び運転責任者をその職務が適切

に遂行できるよう配置していること又は配置する方針を示すことを要求してい

る。 
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申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者の免状を有し、実務経験を

有する者から、原子炉ごとに選任する。 

（２）発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を

誠実かつ最優先に行うこととし、発電用原子炉施設の運転に関して必要な指

示ができるよう、職務の独立性を確保するために社長が選任し配置する。 

（３）発電用原子炉主任技術者の代行者は、発電用原子炉主任技術者の要件を有

する特別管理職の職位の者から選任する。 

（４）運転責任者は、規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任し、当

直の責任者である発電課長の職位として配置する。 

 

規制委員会は、発電用原子炉主任技術者については、必要な要件を踏まえた上

で選任し、独立性を確保した職位として配置すること、運転責任者については、

基準に適合した者の中から選任し、発電課長の職位として配置することなど、申

請者の有資格者等の選任及び配置の方針については適切なものであることを確

認した。 
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Ⅲ 設計基準対象施設 

本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 

 

 

Ⅲ－１ 地震による損傷の防止（第４条関係） 

第４条は、設計基準対象施設について、地震により発生するおそれがある安全機

能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」

という。）に応じた地震力に十分に耐えることができる設計とすることを要求して

いる。また、耐震重要施設については、基準地震動による地震力及び基準地震動に

よって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対してその安全機能が損なわれるおそれ

がない設計とすることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅲ－１．１ 基準地震動 

１．地下構造モデル 

２．敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

３．震源を特定せず策定する地震動 

４．基準地震動の策定 

Ⅲ－１．２ 耐震設計方針 

１．耐震重要度分類の方針 

２．弾性設計用地震動の設定方針 

３．地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定方針 

４．荷重の組合せと許容限界の設定方針 

５．波及的影響に係る設計方針 

６．炉心内の燃料被覆材の設計方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

なお、規制委員会は、耐震重要施設の周辺斜面については、本申請の内容を確認

した結果、斜面法尻から対象施設までの離間距離が十分にあることから耐震重要施

設の安全機能に影響を与える斜面は存在しないことを確認し、設置許可基準規則に

適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動 

設置許可基準規則解釈別記２（以下「解釈別記２」という。）は、基準地震動につ

いて、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、

地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適

切なものを策定することを要求している。また、「敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について、敷地の解放基盤表

面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定することを要求し

ている。 

 

規制委員会は、申請者が行った地震動評価の内容について審査した結果、本申請

における基準地震動は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十

分に考慮して、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等

の地震学及び地震工学的見地から適切に策定されていることから、解釈別記２の規

定に適合していることを確認した。 

 

１．地下構造モデル 

（１）解放基盤表面の設定 

解釈別記２は、解放基盤表面について、著しい高低差がなく、ほぼ水平で相

当な拡がりを持って想定される自由表面であり、せん断波速度（以下「Ｓ波速

度」という。）がおおむね 700m/s 以上の硬質地盤であって、著しい風化を受け

ていない位置に設定することを要求している。 

申請者は、解放基盤表面の設定に関する評価について、以下のとおりとして

いる。 
・敷地内で実施した地表地質調査結果、ボーリング調査結果及びＰＳ検層結

果より、砂岩、頁岩、砂岩頁岩互層が、相当な広がりを持って、地表面付

近から女川原子力発電所工事用基準面（※1）（以下「O.P.」という。）－200m

まで分布していることを確認した。また、ＰＳ検層結果によると、敷地の

速度構造が概ね水平な成層構造をなし、O.P.－14.1m 以深で概ねＳ波速度

が 1,500m/s 以上となり硬質岩盤で著しい風化がみられない。以上のこと

から、2 号炉原子炉建屋設置レベル O.P.－14.1m に解放基盤表面を設定し

た。 
 
規制委員会は、本申請における解放基盤表面は、必要な特性を有し、要求さ

れるＳ波速度を持つ硬質地盤の表面に設定されていることから、解釈別記２の

規定に適合していることを確認した。 
                             
（※1）東京湾平均海面（以下「T.P.」という。）－0.74m 相当。 

239



 

12 

 

 

（２）敷地地盤の地下構造及び地震波の伝播特性の評価 

解釈別記２は、地震動評価においては、適用する評価手法に必要となる特性

データに留意の上、敷地地盤の地下構造及び地震波の伝播特性に係る以下の項

目を考慮することを要求している。 
① 敷地及び敷地周辺の調査については、地域特性及び既往文献の調査、既

存データの収集・分析、地震観測記録の分析、地質調査、ボーリング調査

並びに二次元又は三次元の物理探査等を適切な手順との組合せで実施す

ること。 
② 敷地及び敷地周辺の地下構造（深部・浅部地盤構造）が地震波の伝播特

性に与える影響を検討するため、敷地及び敷地周辺における地層の傾斜、

断層及び褶曲構造等の地質構造を評価するとともに、地震基盤の位置及び

形状、岩相・岩質の不均一性並びに地震波速度構造等の地下構造及び地盤

の減衰特性を評価すること。 
申請者は、敷地地盤の地下構造及び地震波の伝播特性の評価について、敷地

及び敷地周辺における地質調査、地震観測記録の分析等に基づき以下のとおり

としている。 
① 敷地及び敷地近傍において、文献調査、変動地形学的調査、地表地質調

査、ボーリング調査、試掘坑調査、トレンチ調査、弾性波探査等を実施し

た。調査の結果、敷地には、砂岩、頁岩及び砂岩頁岩互層の中生界ジュラ

系堆積岩類が広く分布し、部分的にこれらを貫く白亜系ひん岩脈が分布す

る。また、一部海岸付近及び低地周辺には、第四紀層が分布する。敷地の

ジュラ系は、牡鹿
お し か

層群月
つき

の
の

浦
うら

累層及び荻
おぎ

の
の

浜
はま

累層に区分される。 

② 敷地内で得られた地震観測記録を、地震波の到来方向ごとに応答スペク

トル比を比較した結果、到来方向による大きな違いは見られず、ばらつき

も小さいことを確認した。また、敷地内のＰＳ検層から、敷地地盤の速度

構造は概ね水平な成層構造をなすことを確認した。以上のことから、一次

元の速度構造でモデル化できることを確認した。 

③ 統計的グリーン関数法に用いる地下構造モデルとして、解放基盤表面を

含む層から O.P.－128.4m 以浅（以下「浅部」という。）をモデル化した（以

下「浅部地下構造モデル」という。）。速度構造は自由地盤観測点の地質柱

状図及びＰＳ検層より初期値を与え、敷地における中小地震の地震観測記

録を用いて最適化して設定した。また、減衰定数については 2003 年 5 月

26 日及び 2005 年 8 月 16 日宮城県沖の地震による強震動シミュレーショ

ンに基づき、3%と設定した。さらに、当該モデルについては、2011 年 3月

11 日東北地方太平洋沖地震及び 2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震を対象に
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伝達関数シミュレーションによる検証を行い、各地震観測記録と整合して

いることを確認した。なお、浅部地下構造モデルの最下層（浅部以深）は、

S波速度を 3,000m/s とし、減衰定数をプレート間地震及び内陸地殻内地震

の場合は地震調査研究推進本部（2005）に基づき、海洋プレート内地震の

場合は佐藤（2004）に基づき、それぞれ設定した。 

④ 理論的手法に用いる地下構造モデルとして、解放基盤表面を含む層以深

をモデル化した。速度については、浅部は浅部地下構造モデルの採用値を、

浅部直下の 1層は防災科学技術研究所（2012）を、さらに深部は地震調査

研究推進本部（2012）を用いて設定した。また、減衰定数については解放

基盤表面を含む層から浅部直下の 1 層までは防災科学技術研究所（2012）

を、さらに深部は地震調査研究推進本部（2012）を用いて設定した。当該

モデルについては、内陸地殻内地震の地震動評価で用いることから、内陸

地殻内地震のうち長周期成分を比較的含む 2003 年 8 月 8 日宮城県北部の

地震、2012 年 10 月 1 日宮城県沖の地震及び 2014 年 2 月 12 日金華山
きんかざん

の地

震を対象に強震動シミュレーションによる検証を行い、各地震観測記録と

整合していることを確認した。 

 
規制委員会は、申請者が実施した本発電所敷地及び敷地周辺の敷地地盤の地

下構造及び地震波の伝播特性の評価については、以下のことから、解釈別記２

の規定に適合していることを確認した。 

・調査の手法が地質ガイドを踏まえた適切なものであること 

・調査結果に基づき、敷地及び敷地周辺における到来方向別の複数の地震観

測記録を分析し、地震波の到来方向の違いによる特異な伝播特性は認めら

れないとしていること、及び敷地内のＰＳ検層結果をもとに敷地地盤の速

度構造は概ね水平な成層構造をなすことから一次元構造でモデル化でき

るとしていること 

・地下構造のモデル化に当たって、ＰＳ検層、地震観測記録を用いた解析、

文献における知見等から地震波速度、減衰定数等を適切に設定するととも

に、シミュレーション解析を行い、地震観測記録との整合を確認している

こと 
 

２．敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

解釈別記２は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地

震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、敷地に大きな影響を与え

ると予想される地震（以下「検討用地震」という。）を複数選定し、選定した検討

用地震ごとに、不確かさを考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層
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モデルを用いた手法による地震動評価を、解放基盤表面までの地震波の伝播特性

を反映して策定することを要求している。 

 

規制委員会は、申請者が実施した「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

の評価については、適切に選定された複数の検討用地震ごとに、各種の不確かさ

を十分に考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた

手法による地震動評価を適切な手法で行っていることから、解釈別記２の規定に

適合していることを確認した。 

 

（１）震源として考慮する活断層 
解釈別記２は、内陸地殻内地震に関し、震源として考慮する活断層の評価に

当たっては、調査地域の地形及び地質条件に応じ、文献調査、変動地形学的調

査、地質調査、地球物理学的調査等の特性を活かし、これらを適切に組み合わ

せた調査を実施した上で、その結果を総合的に評価し活断層の位置、形状、活

動性等を明らかにすることを要求している。 
申請者は、調査内容、調査結果及びその評価について、以下のとおりとして

いる。 
① 敷地周辺及び敷地近傍の地質及び地質構造を把握するため、陸域につい

ては、文献調査、変動地形学的調査、地表地質調査、反射法地震探査、ボ

ーリング調査等を実施した。海域については、文献調査、音波探査、ボー

リング調査、海底地形面調査、既往音波探査記録の再解析等を行い、地質・

地質構造の検討を実施した。 

② 敷地周辺及び敷地近傍では、産業技術総合研究所が発行している地質図、

地質調査所編（1992）、地震調査研究推進本部（2006）、今泉ほか編（2018）

等の文献調査を含む調査結果に基づき、震源として考慮する活断層として

次の断層を抽出し、活断層の位置、形状等を評価した。 

a. 敷地から 30km 以遠 

（陸域）長町
ながまち

―利府
り ふ

線断層帯、北上
きたかみ

低地
て い ち

西縁
せいえん

断層帯、山形
やまがた

盆地
ぼ ん ち

断層

帯、福島
ふくしま

盆地
ぼ ん ち

西縁
せいえん

断層帯、双葉
ふ た ば

断層、横手
よ こ て

盆地
ぼ ん ち

東縁
とうえん

断層帯、1962 年宮

城県北部地震震源断層 

（海域）Ⅲ断層、Ⅳ断層、Ⅴ断層 

b. 敷地から 30km 圏内の境界を横断する断層 

（陸域）加護坊山
か ご ぼ う や ま

－箟岳山
ののだけやま

断層 

（海域）Ｆ－２断層・Ｆ－４断層、Ｆ－６断層～Ｆ－９断層（４つ

の断層から構成）、Ｆ－１２断層～Ｆ－１４断層（３つの断層から構成）、

Ｆ－１５断層・Ｆ－１６断層 
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c. 敷地から 30km 圏内 

（陸域）旭山
あさひやま

撓曲・須江
す え

断層、2003 年宮城県中部の地震南部セグメ

ント断層 

（海域）Ｆ－５断層、ｆ－１３断層、ｆ－１４断層、ｆ－１５断層、

網地
あ じ

島
しま

南西沖で１測線のみで認められる断層 

d. また、敷地近傍においては、震源として考慮する活断層に該当する

断層等（断層及びリニアメント）は認められない。 

③ 震源として考慮する活断層のうち、北上低地帯から仙台湾海域にかけて

分布する断層については、連動しやすい断層群について検討を行った。断

層面の傾斜方向が互いに反対方向で断層面が離れていくような配置の断

層については連動しにくいこと、一方で、ほぼ同一線上の位置関係又は弧

状に配列し断層面が互いに接するような方向・配置の位置関係にある場合

は連動しやすいことから、北上低地帯～宮城県北部の断層群、石巻平野周

辺の断層群及び仙台湾の断層群の 3断層群について、各々連動を考慮する

（※2）こととした。 

このうち、仙台湾の断層群については、断層群の連続性を考慮して、重

力異常及び音波探査結果を踏まえ、仙台湾北部に南傾斜の仮想震源断層を

設定した。 

④ 敷地においては、文献調査、変動地形学的調査、地表地質調査、ボーリ

ング調査等を行い、地質・地質構造の検討を実施した。敷地には新しい時

代の活動を示唆するリニアメント等は判読されず、敷地に認められる断層

は、震源として考慮する活断層には該当しないと評価した。 

 

当初、申請者は、Ｆ－６断層～Ｆ－９断層に関する北西端の評価については、

他機関による取得データをもとに評価を行っていた。その評価は、Ｆ－６断層

の北西延長方向において１測線でのみ認められる断層があることから、当該断

層のさらに北西延長方向にある断層が認められない測線までをＦ－６断層～

Ｆ－９断層として、その断層長さを約 22km としていた。 

規制委員会は、審査の過程において、Ｆ－６断層～Ｆ－９断層に関する評価

に関して、その根拠となるデータの拡充も含めて、明瞭な調査結果を提示した

上で、検討するよう求めた。 

これに対して、申請者は、北西端に重点をおいた追加調査（音波探査及び海

底地形調査）を実施し、さらに、断層の北西延長方向に当たる寄
より

磯崎
いそざき

において

も追加調査（露頭調査及び地表地質調査）を実施した。調査の結果、Ｆ－６断

                             
（※2）申請者は、北上低地帯から仙台湾の断層群全てが連動をすることは考えにくいが、連動した場合の影

響検討を行ったところ、「４．基準地震動の策定」で示す「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

による基準地震動を超えないことを確認している。 
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層～Ｆ－９断層について、その位置（端部）を見直し、断層長さを約 23.7km と

評価を見直した。 

 

規制委員会は、申請者が実施した震源として考慮する活断層の評価について

は、調査地域の地形・地質条件に応じて適切な手法、範囲及び密度で調査を実

施した上で、その結果を総合的に評価し、活断層の位置、形状、活動性等を明

らかにしていることから、解釈別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

（２）検討用地震の選定 

解釈別記２は、内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震に

ついて、活断層の性質や地震発生状況を精査し、中・小・微小地震の分布、応

力場及び地震発生様式（プレートの形状・運動・相互作用を含む。）に関する既

往の研究成果等を総合的に検討し、検討用地震を複数選定することを要求して

いる。また、内陸地殻内地震に関しては、震源モデルの形状及び震源特性パラ

メータ等の評価に当たっては、孤立した短い活断層の扱いに留意するとともに、

複数の活断層の連動を考慮することを、プレート間地震及び海洋プレート内地

震に関しては、国内のみならず世界で起きた大規模な地震を踏まえ、地震の発

生機構及びテクトニクス的背景の類似性を考慮した上で震源領域の設定を行

うことを要求している。 

申請者は、検討用地震の選定について、以下のとおりとしている。 

 

① 内陸地殻内地震 

内陸地殻内地震については、被害地震、震源として考慮する活断層によ

る地震及び連動を考慮する断層群による地震のそれぞれについて、敷地に

影響を及ぼす地震を抽出した。被害地震については、敷地周辺で震度 5弱

（1996 年以前は震度Ⅴ）程度と推定される 1900 年宮城県北部の地震及び

同地震よりも地震規模が小さいものの敷地に最も近い 2003 年宮城県中部

の地震を抽出した。また、震源として考慮する活断層による地震及び連動

を考慮する断層群による地震については、地震規模と等価震源距離の関係

から、敷地に影響を及ぼす地震をそれぞれで抽出した。このように抽出し

た敷地に影響を及ぼす地震について、 Noda et al.(2002)の方法により求

めた応答スペクトルの比較を行った結果、敷地への影響が大きいＦ－６断

層～Ｆ－９断層による地震及びＦ－１２断層～Ｆ－１４断層と仙台湾北

部の南傾斜の仮想地震断層の連動を考慮した断層（以下「仙台湾の断層群」

という。）による地震を検討用地震として選定した。 
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② プレート間地震 

プレート間地震については、過去の地震及び知見から敷地の震度が 5弱

（1996 年以前は震度Ｖ）程度以上であったと推定される地震を抽出した。 

このように抽出した敷地に影響を及ぼす地震のうち、2011 年東北地方太

平洋沖地震は、敷地を含む広い領域で震度 6弱となっており、他の被害地

震と比較して敷地への影響が大きく、マグニチュード（以下「M」という。）

と震央距離との関係（M －⊿図）による検討からも、敷地への影響が最も

大きい。また、地震調査研究推進本部(2012)においても、プレート間地震

として、複数の領域を震源域とする東北地方太平洋沖型の地震を想定して

いる。なお、地震調査研究推進本部(2019)においては同想定地震を超巨大

地震（東北地方太平洋沖型）としている。以上のことから、2011 年東北地

方太平洋沖地震を代表とする三陸沖中部から茨城県沖で発生するモーメ

ントマグニチュード（以下「Mw」という。）9.0 の地震（以下「2011 年東北

地方太平洋沖型地震」という。）を検討用地震として選定した。 

 

③ 海洋プレート内地震 

海洋プレート内地震については、発生機構等の違いを踏まえ、地震タイ

プ別に海洋プレート内地震の検討対象地震を想定し、予め不確かさを考慮

した敷地への影響検討を行ったうえで、最も影響の大きい地震タイプを検

討用地震として選定することとした。 

a. 二重深発地震面上面の地震 2011 年 4 月 7日宮城県沖型地震 

b. 二重深発地震面上面の地震 2003 年 5 月 26 日宮城県沖型地震 

c. 二重深発地震面下面の地震 

d. 沖合いのやや浅い地震 

e. アウターライズ地震 

これらのうち、a、c及び dについては、断層モデルを用いた手法による

地震動評価、b 及び e については観測記録を用いた検討による評価を実施

した。 

影響検討を行った結果、応答スペクトルの比較により、a.の二重深発地

震面上面の地震である 2011 年 4 月 7 日宮城県沖型地震を検討用地震とし

て選定した。 

 

当初、申請者は、海洋プレート内地震における検討用地震の選定については

定性的な影響検討から 2011 年 4 月 7 日宮城県沖型地震を検討用地震としてい

た。 

規制委員会は、審査の過程において、検討用地震の選定過程について、その
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詳細を提示するよう求めた。 

これに対して、申請者は、発生タイプごとに断層モデルを用いた手法による

地震動評価又は観測記録を用いた検討による評価を実施し、応答スペクトルの

比較検討結果を提示し、検討用地震の選定結果の妥当性を示した。 

 
規制委員会は、申請者が実施した検討用地震の選定に係る評価については、

活断層の性質や地震発生状況を精査し、地震発生様式等に関する既往の研究成

果等を総合的に検討することにより複数の検討用地震を適切に選定している

とともに、評価に当たっては複数の活断層の連動も考慮していることから、解

釈別記２の規定に適合していることを確認した。 
 

（３）地震動評価 

解釈別記２は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」について、検討

用地震ごとに、敷地における地震観測記録を踏まえて、地震発生様式及び地震

波の伝播経路等に応じた諸特性を十分に考慮して、応答スペクトルに基づく地

震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を実施して策定する

ことを要求している。また、内陸地殻内地震に関しては、震源モデルの形状及

び震源特性パラメータ等の評価に当たっては、複数の活断層の連動を考慮する

ことを要求している。また、プレート間地震及び海洋プレート内地震に関して

は、国内のみならず世界で起きた大規模な地震を踏まえ、地震の発生機構及び

テクトニクス的背景の類似性を考慮した上で震源領域の設定を行うことを要

求している。さらに、基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさについては、

敷地における地震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメ

ータについて分析した上で、必要に応じて不確かさを組み合わせるなど適切な

手法を用いて考慮することを要求している。 

申請者は、検討用地震として選定したＦ－６断層～Ｆ－９断層による地震、

仙台湾の断層群による地震、2011 年東北地方太平洋沖型地震及び 2011 年 4 月

7 日宮城県沖型地震について、震源モデル及び震源特性パラメータの設定並び

に地震動評価の内容を以下のとおりとしている。検討用地震のうち、2011 年東

北地方太平洋沖型地震及び 2011 年 4 月 7 日宮城県沖型地震の地震動評価に当

たって、地震調査研究推進本部（2019）等の最新の知見による影響はないこと

を確認している。なお、水平方向の地震動評価に当たっては、施設の配置を考

慮して、概ね北西―南東方向の方向を基本とし、2 方向を評価する際はそれと

直交する概ね北東―南西方向としている。 

 

① Ｆ－６断層～Ｆ－９断層による地震 
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a. 基本ケースは、地質調査結果及び地震調査研究推進本部による「震

源断層を特定した地震の強震動予測手法（2017）（「レシピ」）」（以下「レ

シピ」という。）に基づき、震源モデル及び震源特性パラメータを設定

した。 

b. 基本ケースにおける主なパラメータとして、金華山付近で限定的で

はあるが、地震が深さ 20 ㎞付近で発生していることから、当該地域の

微小地震分布等を踏まえ、断層上端深さを 3km、断層下端深さを 22km 

と設定した。また、調査結果に基づき、断層長さを 23.7km とし、傾斜

角を西傾斜 60°、逆断層と設定した。アスペリティは、構成する 4断

層のうち 3 断層が比較的密に分布する位置に大きなアスペリティを、

敷地に近いＦ－６断層の位置に小さなアスペリティを、断層上端にそ

れぞれ配置した。破壊開始点は断層の破壊が敷地に向かう位置に複数

設定した。 

c. 基本ケースに対して、地震動評価に影響が大きいと考えられるパラ

メータの不確かさを考慮したケースとして、2007 年新潟県中越沖地震

の知見を踏まえた短周期の地震動レベルを基本ケースの 1.5倍とした

ケース、断層傾斜角の不確かさとしての断層傾斜角を 45°としたケー

ス及びアスペリティ位置の不確かさとしてのアスペリティを敷地寄

り断層上端の一つに集約したケースについても設定した。 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価は、解放基盤表面における水平

方向及び鉛直方向の地震動の応答スペクトルを評価することができ

る Noda et al.(2002)の方法を用いた。地震動評価に当たって使用す

る M は、当該断層の断層幅の観点から、断層長さから求める松田（1975）

ではなく、M が大きく推定されるよう、断層長さ及び断層幅から武村

（1990）により求めた。なお、地震動評価上は、内陸地殻内地震の補

正係数は適用しない。 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価では、短周期側に統計的

グリーン関数法を、長周期側に理論的手法（久田（1997）による波数

積分法）を用いたハイブリッド合成法により評価した。震源特性パラ

メータのうち、地震モーメントは入倉・三宅（2001）により断層面積

から設定し、平均応力降下量は 円形クラックの式により、アスペリテ

ィの面積は短周期レベルの式を介し、アスペリティの応力降下量は平

均応力降下量及びアスペリティの断層全体面積に対する面積比（以下

「アスペリティ面積比」という。）から設定した。 

 

② 仙台湾の断層群による地震 
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a. 基本ケースは、地質調査結果及びレシピに基づき、震源モデル及び

震源特性パラメータを設定した。 

b. 基本ケースにおける主なパラメータとして、敷地周辺の微小地震分

布等を踏まえ、断層上端深さを 3km、断層下端深さを 15km と設定し

た。また、断層長さを仙台湾北部の南傾斜の仮想震源断層とＦ－１２

断層～Ｆ－１４断層とを合わせた 2 つのセグメントからなる 43.1km

とし、傾斜角をレシピに基づき西傾斜 60°、逆断層と設定した。アス

ペリティは２つのセグメントそれぞれに敷地に近い位置の断層上端

に集中して配置した。破壊開始点は断層の破壊が敷地に向かう位置に

複数設定した。 

c. 基本ケースに対して、地震動評価に影響が大きいと考えられるパラ

メータの不確かさを考慮したケースとして、2007 年新潟県中越沖地震

の知見を踏まえた短周期の地震動レベルを基本ケースの 1.5倍とした

ケースについても設定した。 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価は、解放基盤表面における水平

方向及び鉛直方向の地震動の応答スペクトルを評価することができ

る Noda et al.(2002)の方法を用いた。地震動評価に当たって使用す

る M は、断層長さから松田（1975）により求めた。なお、地震動評価

上は、内陸地殻内地震の補正係数は適用しない。 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価では、活断層の連動によ

る規模の大きな地震であることを踏まえ、表面波の卓越が反映できる

ように、経験的グリーン関数法により評価した。これに用いる要素地

震については、仙台湾の断層群より北方で発生した地震ではあるが、

地震発生様式、震源特性、伝播経路特性及び敷地地盤の振動特性を適

切に反映していることを確認した上で、宮城県中部で発生した地震

（2003 年 7 月 26 日、M5.5）の敷地での観測記録を採用した。なお、

同記録を分析し、表面波の卓越も確認した。震源特性パラメータのう

ち、地震モーメントは入倉・三宅（2001）により断層面積から設定し、

平均応力降下量は円形クラックの式により、アスペリティの面積は短

周期レベルの式を介し、アスペリティの応力降下量は平均応力降下量

及びアスペリティ面積比から設定した。 

 

③ 2011 年東北地方太平洋沖型地震 

a. 諸井ほか（2013）によりレシピの適用性及び統計的グリーン関数法

による評価と敷地での観測記録との整合性が確認されていることか

ら、基本ケースはレシピに基づき、諸井ほか（2013）を参考に震源モ
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デル及び震源特性パラメータを設定した。地震規模は、前述の通り、

2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえ、Mw9.0 とした。断層面は、前

述の通り、三陸沖中部から茨城県沖にかけて太平洋プレートの形状を

考慮して設定した。断層面積は地震規模から佐藤 (1989）により設定

し、断層長さを 500 ㎞、断層幅を 200 ㎞とした。 

b. 基本ケースにおける主なパラメータとして、強震動生成域（以下

「SMGA」という。）の位置及び数は、過去に発生した M7～8の地震の震

源域を考慮して、地震調査研究推進本部（2012）の領域区分に対応す

るよう 5 領域に M8 クラスの大きさで 1 個ずつ設定した。諸井ほか

（2013）による検討を参考に宮城県沖の地域性を考慮して、全ての

SMGA の応力降下量は 1978 年宮城県沖地震の地震動レベルを踏まえ、

諸井ほか（2013）による地震モーメントと短周期レベルとの関係から

求まる応力降下量 24.6MPa の 1.4 倍となる 34.5MPa を設定した。諸井

ほか（2013）に従い、SMGA の断層全体面積に対する面積比（以下「SMGA

面積比」という。）は 0.125 とした。破壊開始点については、影響検討

により最も敷地に影響が大きい傾向にあることを確認した破壊が敷

地に向かう位置となる 2011 年東北地方太平洋沖地震の本震の破壊開

始点とした。 

c. 基本ケースに対して、地震動評価に影響が大きいと考えられるパラ

メータの不確かさを考慮したケースとして、宮城県沖の陸寄りの 

SMGA の応力降下量（短周期レベル）を基本ケースの 1.14 倍（諸井ほ

か（2013）による地震モーメントと短周期レベルとの関係から求まる

応力降下量 24.6MPa の 1.6 倍相当）である 39.4MPa としたケースにつ

いても設定した。この不確かさケースにおいては、提案されている

2011 年東北地方太平洋沖地震の震源モデルの中で、宮城県沖の SMGA

の面積を最大のまま据え置き、応力降下量が最大である佐藤（2012）

と同等となるように割り増した。 

さらに、宮城県沖の陸寄りの SMGA について、その応力降下量（短

周期レベル）を基本ケースの 1.14 倍（諸井ほか（2013）による地震モ

ーメントと短周期レベルとの関係から求まる応力降下量 24.6MPa の

1.6 倍相当）である 39.4MPa とし、かつ、その位置を敷地に対して最

も近い位置に設定した、不確かさを重畳して考慮したケースについて

も設定した。 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価は、M9クラスの地震に関しては

地震規模と距離減衰式の適用について課題とされていること、さらに、

敷地では 2011 年東北地方太平洋沖地震の観測記録が得られているこ
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とから、敷地での地震観測記録より求めた解放基盤波を包絡した応答

スペクトルを用いた。 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価では、統計的グリーン関

数法による評価と敷地での観測記録との整合性が確認されているこ

とから、統計的グリーン関数法により評価した。地震調査研究推進本

部（2005）による宮城県沖地震に関する検討を踏まえ、放射特性係数

は一定値を採用したことから、水平方向は概ね北西―南東方向のみの

1 方向のみでの評価とした。震源特性パラメータについては、地震モ

ーメントは地震規模から Kanamori(1977)による Mwの定義式により設

定した。次に地震モーメント及び断層面積から円形クラックの式より

平均応力降下量を設定し、諸井ほか(2013)による SMGA 面積比 0.125 を

用いて算出される応力降下量を 1.4 倍した値を各 SMGA の応力降下量

とした。 

 

当初、申請者は、プレート間地震の検討用地震による地震動評価においては、

2011 年東北地方太平洋沖地震についての文献調査等に基づき、当該地震は敷地

にとって最も影響の大きい SMGA を有した地震であったことから、観測記録を

最重要視することとし、敷地における 2011 年東北地方太平洋沖地震の観測記

録より求めた解放基盤波を採用していた。 

規制委員会は、審査の過程において、プレート間地震による地震動評価につ

いては、各種の不確かさを考慮すると、全周期帯にわたって既往の観測記録が

最大とまではいえないことから、応答スペクトルに基づく評価及び断層モデル

を用いた手法による評価を適切に実施するよう求めた。 

これに対して、申請者は、プレート間地震による地震動評価について、応答

スペクトルに基づく評価では敷地での地震観測記録より求めた解放基盤波を

上回る、包絡した応答スペクトルとして評価を行った。また、断層モデルを用

いた手法による地震動評価では、諸井ほか（2013）を参考に基本ケースを設定

するとともに、不確かさも考慮した地震動評価を行った。 

 

④ 2011 年 4 月 7 日宮城県沖型地震 

a. 原田・釜江（2011）を参考に設定した断層モデルを用いた統計的グ

リーン関数法による評価結果と敷地での観測記録との整合性が確認

されていることから、基本ケースは原田・釜江（2011）、レシピ等を参

考に震源モデル及び震源特性パラメータを設定した。地震規模は 2011

年 4 月 7日宮城県沖の地震（M7.2）の震源域の広がりの特徴を考慮す

るとともに、東北地方で過去に発生した沈み込んだ海洋プレート内地
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震の最大規模（M7.3）を上回る規模として M7.5（Mw7.4）を設定した。

また、この規模の設定は北海道と東北地方では海洋プレート内地震の

発生機構や地震テクトニクスに違いはあるものの、沈み込んだ海洋プ

レート内地震として最大規模の 1993 年釧路沖地震と同規模である。

断層面は 2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震の断層位置及び形状が敷地

に対して厳しい位置であることから、原田・釜江（2011）及び東北大

学（2011）に基づき、同位置となる海洋性マントル内に配置した。 

b. 基本ケースにおける主なパラメータとして、断層傾斜角やずれは、

原田・釜江（2011）による知見を踏まえ 37°の逆断層として設定した。

SMGA の位置及び数は、南側には原田・釜江（2011）による知見を踏ま

え断層下端及び断層上端に 1つずつ、さらに北側には断層上端に１つ

の計 3個を設定した。破壊開始点は、敷地に影響が大きい傾向となる

ように破壊の伝播が敷地に向かう位置に複数設定した。また、短周期

レベルは 2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震における短周期レベルを考

慮して、レシピによる短周期レベルの 1.5 倍とした。さらに、SMGA 面

積比 0.4 として、SMGA の応力降下量は 119.6MPa とした。 

c. 基本ケースに対して、地震動評価に影響が大きいと考えられるパラ

メータの不確かさを考慮したケースとして、断層位置の不確かさを考

慮し敷地に近づくように断層位置を海洋地殻から海洋性マントルに

かけて設定し SMGA を海洋地殻内に配置したケース（以下「SMGA 海洋

地殻内ケース」という。）を設定した。なお、SMGA 海洋地殻内ケース

では海洋地殻と海洋性マントルの物性の違いを踏まえ、SMGA の応力降

下量を 93.1MPa とした。 

また、地震動評価に影響の大きい SMGA 位置等の不確かさを考慮した

ケースとして、SMGA の位置を全て海洋性マントル内の断層上端にした

ケース及び海洋性マントル内で SMGA を断層上端で 2 つに集約したケ

ースについても設定した（以下、基本ケース及び SMGA 海洋地殻内ケー

スを除いた不確かさケースを合わせて「SMGA 海洋性マントル内ケース」

という）。 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価は、解放基盤表面における水平

方向及び鉛直方向の地震動の応答スペクトルを評価することができ

る Noda et al.(2002)の方法を用いた。また、敷地での観測記録を基

にした補正係数を適用した。 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価では、SMGA 海洋性マント

ル内ケースについては統計的グリーン関数法による評価と敷地での

観測記録との整合性が確認されていることから、統計的グリーン関数
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法により評価した。地震調査研究推進本部（2005）による宮城県沖地

震に関する検討を踏まえ、放射特性係数は一定値を採用したことから、

水平方向は概ね北西―南東方向のみの 1方向のみでの評価とした。ま

た、SMGA 海洋地殻内ケースについては、海洋地殻の地震動特性が反映

できるように経験的グリーン関数法により評価した。これに用いる要

素地震については、地震発生様式、震源特性、伝播経路特性及び敷地

地盤の振動特性を適切に反映していることを確認した上で、宮城県沖

で発生した地震（2012 年 3 月 30 日、M4.6）の敷地での観測記録を採

用した。震源特性パラメータについては、地震モーメントは 

Kanamori(1977)による Mw の定義式 から設定し、次に地震モーメント

と断層面積より求めた平均応力降下量と SMGA面積比から SMGAの応力

降下量を設定した。 

 

当初、申請者は、海洋プレート内地震については、2011 年 4 月 7 日宮城県沖

の地震を参考とし、予め不確かさが考慮されているとして M7.5 の基本ケース

のみで地震動評価を実施していた。 

規制委員会は、審査の過程において、断層位置や SMGA 位置等の不確かさの

考慮についても検討するよう求めた。 

これに対して、申請者は、海洋プレート内地震による地震動評価における不

確かさについて再検討を実施し、断層位置及び SMGA 位置等について不確かさ

ケースを設定した地震動評価を行った。 

 

規制委員会は、申請者が評価した「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」は、検討用地震ごとに、各種の不確かさを十分に考慮して「応答スペクト

ルに基づく地震動評価」及び「断層モデルを用いた手法による地震動評価」に

基づき適切に行われており、以下のことから、解釈別記２の規定に適合してい

ることを確認した。 

① 内陸地殻内地震であるＦ－６断層～Ｆ－９断層による地震及び仙台湾

の断層群による地震の地震動評価においては、 

・文献調査、地質調査等を踏まえ、複数の活断層の連動を考慮した震源

モデル及び震源特性パラメータを設定するとともに、敷地での地震動

が大きくなるよう予め敷地に近い位置にアスペリティを配置した基

本ケースを設定して適切に評価を実施していること 
・短周期の地震動レベルを基本ケースの 1.5 倍としたケース等の不確か

さを十分に考慮した評価を実施していること 
② プレート間地震である 2011 年東北地方太平洋沖型地震の地震動評価に
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おいては、 

・過去の地震発生状況及び敷地での既往観測記録を十分に検討するとと

もに、レシピの適用性及び統計的グリーン関数法による評価と観測記

録との整合性が確認されている諸井ほか（2013）を参考に震源モデル

及び震源特性パラメータを設定していること 

・応答スペクトルに基づく地震動評価では、2011 年東北地方太平洋沖地

震の敷地での地震観測記録を包絡した応答スペクトルを設定してい

ること 

・基本ケースにおいて、宮城県沖の地域性を考慮して、すべての SMGA の

応力降下量を平均的な応力降下量の 1.4倍として大きく設定するなど

予め不確かさを考慮していること 

・不確かさケースとして、SMGA の応力降下量を基本ケースの 1.14 倍と

したケース、また、SMGA の応力降下量の不確かさと SMGA の位置を敷

地に最も近づけた不確かさとの重畳を考慮したケースを設定し、不確

かさを十分に考慮した評価を実施していること 

③ 海洋プレート内地震である 2011 年 4 月 7 日宮城県沖型地震の地震動評

価においては、 

・過去の地震発生状況及び敷地での既往観測記録を十分に検討するとと

もに、2011 年 4月 7 日宮城県沖の地震の知見を参考に設定した当該地

震の断層モデルを用いた統計的グリーン関数法による評価と観測記

録との整合性を確認した上で、当該地震及び既往の同タイプの地震を

上回る予め地震規模を大きくした震源モデル及び震源特性パラメー

タを設定していること 

・基本ケースにおいて、敷地に対して厳しい位置に断層位置を設定する

とともに、宮城県沖の地域性を考慮して、短周期レベルをレシピの 1.5

倍として予め大きく設定して適切に評価を実施していること 

・不確かさケースとして、SMGA の位置及び数に関する複数のケース、ま

た、断層全体を近づけるケースを設定し、不確かさを十分に考慮した

評価を実施していること 
 

３．震源を特定せず策定する地震動 

解釈別記２は、「震源を特定せず策定する地震動」について、震源と活断層を関

連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍にお

ける観測記録を収集し、これらを基に、各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物

性に応じた応答スペクトルを設定して策定することを要求している。 
申請者は、地震ガイドに例示された収集対象となる内陸地殻内地震の評価につ
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いて、以下のとおりとしている。 

（１）地震規模が Mw6.5 以上の地震については、2008 年岩手・宮城内陸地震及び

2000 年鳥取県西部地震を検討対象とした。 

（２）2008 年岩手・宮城内陸地震については、震源域近傍は、新第三紀～第四紀の

火山岩及び堆積岩が厚く堆積し、中新世以降に形成された褶曲及び断層が分布

する。また、震源域は火山フロントに位置し、火山活動が活発な地域である。

さらに、地質学的・測地学的ひずみ集中帯の領域内にある。 

一方、敷地近傍及び周辺は、中・古生代の硬質な砂岩及び頁岩を主とする堆

積岩類が褶曲構造による繰り返しを伴いながら広く分布し、変動地形の疑いの

あるリニアメント等が認められない。また、敷地は火山フロントの東側（前弧

側）の地域に位置し、第四紀の火山活動などは知られておらず、ひずみ集中帯

からも外れた地域に位置している。 

以上のことから、2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域は、敷地近傍及び周辺

とは地質・地質構造、活断層・リニアメントの分布状況及びひずみ集中帯との

関係に違いが認められ、地質学的背景等が異なることから、観測記録収集対象

外とした。 

（３）2000 年鳥取県西部地震については、震源域近傍は、主に古第三紀の花崗岩及

び貫入岩体としての新第三紀中新世の安山岩～玄武岩の岩脈が分布する。また、

地震地体構造からみると、地形地質上、安定隆起とされている。また、島弧の

内帯に位置する中でも、断層数及び断層の分布密度が比較的少ないが、地震活

動は高い傾向にある。さらに、第四紀中期以降に新たに断層面を形成して、断

層が発達しつつあり、活断層の発達過程としては初期ないし未成熟な段階であ

るとされており、リニアメントの集中が見られる地域とされている。 

一方、敷地近傍及び周辺は、中・古生代の堆積岩が広く分布し、それらは白

亜紀前期に形成された。また、地震地体構造からみると、地形地質上、外弧隆

起帯、安定域とされており、島弧の外帯に位置するため、地震活動が著しく少

なく、断層数も少なく、地震・断層の分布密度も低い。さらに、敷地周辺の北

上山地南部には活断層がみられず、変動地形の疑いのあるリニアメント等は認

められない。 

以上のことから、2000 年鳥取県西部地震の震源域は、敷地近傍及び周辺とは

地質・地質構造、活断層・リニアメントの分布状況及び成熟度に違いが認めら

れ、地質学的背景が異なることから、観測記録収集対象外とした。 

（４）また、Mw6.5 未満の地震については、収集した観測記録を、加藤ほか（2004）

に基づき設定した応答スペクトルと対比させ、その結果、加藤ほか（2004）を

一部周期帯で上回ることから敷地に及ぼす影響の大きい地震観測記録として、

5 地震（2004 年北海道留萌
る も い

支庁南部地震、2011 年茨城県北部地震、2013 年栃
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木県北部地震、2011 年和歌山県北部地震、2011 年長野県北部地震）による記

録を抽出した。このうち、2004 年北海道留萌支庁南部地震による震源近傍の K-

NET 港町観測点における地震観測記録については、佐藤ほか（2013）でボーリ

ング調査等による精度の高い地盤情報を基に基盤地震動が推定されている。佐

藤ほか（2013）等の知見を参考に、K-NET 港町観測点の地盤モデルの不確かさ

等を考慮した基盤地震動に保守性を考慮した地震動を「震源を特定せず策定す

る地震動」として採用した。なお、地盤物性のうち地震波速度は、K-NET 港町

観測点で基盤地震動を推定した位置では敷地の解放基盤表面の値よりも遅い

ため、敷地の解放基盤表面の地震波速度相当位置では地震動が小さくなること

について、その影響を考慮していない。 

 

規制委員会は、申請者が評価した「震源を特定せず策定する地震動」は、以下

のことから、解釈別記２の規定に適合していることを確認した。 

・2008 年岩手・宮城内陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震については、敷地近

傍及び敷地周辺との地域性の違いを十分に評価したうえで、地質学的背景等

が異なることから、観測記録収集対象外としていること 

・Mw6.5 未満の地震については、震源近傍における観測記録を精査して抽出さ

れた、2004 年北海道留萌支庁南部地震による震源近傍の観測点における記録

に各種の不確かさを考慮した地震動を採用していること 
 

４．基準地震動の策定 

解釈別記２は、基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及

び「震源を特定せず策定する地震動」について、解放基盤表面における水平方向

及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定することを要求している。 

申請者は、施設の耐震設計に用いる基準地震動について、敷地の解放基盤表面

における水平方向及び鉛直方向の地震動として基準地震動 Ss-D1 から Ss-D3、Ss-

F1 から Ss-F3 及び Ss-N1 を以下のとおり策定している。 

 

（１）敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

① 応答スペクトルに基づく手法による地震動 

a. 基準地震動 Ss-D1（最大加速度：水平方向 640cm/s2、鉛直方向

430cm/s2） 

基準地震動 Ss-D1 は、プレート間地震による応答スペクトルに基づ

く地震動評価結果を包絡させて策定した地震動 

b. 基準地震動 Ss-D2（最大加速度：水平方向 1,000cm/s2、鉛直方向

600cm/s2） 
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基準地震動 Ss-D2 は、海洋プレート内地震による応答スペクトルに

基づく地震動評価結果のうち、SMGA 海洋性マントル内ケースを包絡さ

せて策定した地震動 

c. 基準地震動 Ss-D3（最大加速度：水平方向 800cm/s2、鉛直方向

500cm/s2） 

基準地震動 Ss-D3 は、海洋プレート内地震による応答スペクトルに

基づく地震動評価結果のうち、SMGA 海洋地殻内ケースを包絡させて策

定した地震動 

なお、内陸地殻内地震による応答スペクトルに基づく地震動評価結果及

び断層モデルを用いた手法による地震動評価結果は、全ての周期帯で基準

地震動 Ss-D1、Ss-D2 及び Ss-D3 に包絡されている。 

② 断層モデルを用いた手法による地震動 

a. 基準地震動 Ss-F1（最大加速度：水平方向 717cm/s2、鉛直方向

393cm/s2）及び Ss-F2（最大加速度：水平方向 722cm/s2、鉛直方向

396cm/s2） 

基準地震動 Ss-F1 及び Ss-F2 は、プレート間地震の断層モデルを用

いた手法による地震動評価結果のうち一部の周期帯で基準地震動 Ss-

D1 の応答スペクトルを上回る 2ケースの地震動 

b. 基準地震動 Ss-F3（最大加速度：水平方向 835cm/s2、鉛直方向

443cm/s2） 

基準地震動 Ss-F3 は、海洋プレート内地震の断層モデルを用いた手

法による地震動評価結果のうち時刻歴波形の主要動の継続時間及び位

相特性の特徴を考慮して選定した 1ケースの地震動 

 

（２）震源を特定せず策定する地震動 

① 基準地震動 Ss-N1（最大加速度：水平方向 620cm/s2、鉛直方向 320cm/s2） 

基準地震動 Ss-N1 は、一部の周期帯で「敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動」に基づく基準地震動の応答スペクトルを上回る 2004 年北海

道留萌支庁南部地震を考慮した地震動 

 

当初、申請者は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」に基づく基準

地震動のうち、基準地震動 Ss-D1 については、長周期側で速度応答値が低下し

ている形状で評価しており、時刻歴波形を作成する際の振幅包絡線における地

震規模を M8.0 としていた。 

規制委員会は、審査の過程において、M9 クラスのプレート間地震による基準

地震動であることを踏まえ、基準地震動 Ss-D1 の応答スペクトルの形状を再検
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討した上で、時刻歴波形を作成する際、その振幅包絡線の経時的変化について

は 2011 年東北地方太平洋沖地震の記録長と比較するとともに、2011 年東北地

方太平洋沖地震による最大加速度等の距離減衰式との比較検討等による知見

を再確認した上で採用すべき地震規模について、再検討するように求めた。 

これに対して、申請者は、基準地震動 Ss-D1 の速度応答値を周期 0.51 秒以

上の長周期側で一定値に変更するとともに、時刻歴波形の振幅包絡線を 2011

年東北地方太平洋沖地震の観測記録に基づく分析を踏まえ M8.3 に基づき設定

した。 

また、当初、申請者は、海洋プレート内地震について、SMGA 海洋性マントル

内ケース及び SMGA 海洋地殻内ケースのそれぞれで断層モデルを用いた手法に

よる地震動評価を含めた評価結果の全てを包絡するよう応答スペクトルに基

づく手法による基準地震動を策定していた。 

規制委員会は、審査の過程において、海洋プレート内地震による断層モデル

を用いた手法による地震動については、断層モデルの設定において宮城県沖の

地域性も考慮して SMGA の応力降下量を大きく設定しており短周期成分に富ん

でいることから、応答スペクトルに基づく手法による Ss-D2 及び Ss-D3 のみを

基準地震動としたことについて、再検討することを求めた。 

これに対して、申請者は、海洋プレート内地震による断層モデルを用いた手

法による地震動評価結果について、主要動の継続時間及びその位相特性につい

て検討し、短周期が卓越し主要動の継続時間が最も短く地震波が緻密であると

いう特徴を有している海洋性マントル内で SMGA を 2 つに集約したケースを基

準地震動 Ss-F3 として採用した。 

 

規制委員会は、本申請における基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策

定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」に関し、最新の科学的・

技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して、敷地の解放基盤表面に

おける水平方向及び鉛直方向の地震動として適切に策定されていることから、解

釈別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

なお、申請者は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」のうち、短周期

側で最も大きい基準地震動 Ss-D2 の年超過確率は 10-4～10-6程度、長周期側で最

も大きい基準地震動 Ss-D1 の年超過確率は 10-6より小さいとしている。また、基

準地震動Ss-F1及び Ss-F2の年超過確率は基準地震動Ss-D1を超過する周期帯で

は 10-6より小さく、基準地震動 Ss-F3 の年超過確率は概ね 10-4程度である。さら

に、「震源を特定せず策定する地震動」の年超過確率は 10-4～10-7程度としている。 
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Ⅲ－１．２ 耐震設計方針 

１．耐震重要度分類の方針 

解釈別記２は、耐震重要度に応じて、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラスに設計基

準対象施設を分類すること（以下「耐震重要度分類」という。）を要求している。 

申請者は、以下のとおり、耐震重要度分類を適用する方針としている。 

 

（１）施設の分類 

設計基準対象施設については、地震により発生するおそれがある安全機能の

喪失による影響及び公衆への放射線による影響を踏まえ、Ｓクラス、Ｂクラス、

Ｃクラスに分類する。また、津波による安全機能の喪失を防止するために必要

となる施設もＳクラスとする。 

 

（２）設備の区分 

設計基準対象施設を構成する設備については、その施設に要求される安全機

能の役割に応じて、主要設備、補助設備、直接支持構造物、間接支持構造物及

び波及的影響を評価すべき施設に区分する。 

 

（３）検討用地震動の設定 

間接支持構造物及び波及的影響を評価すべき施設については、それぞれに関

連する主要設備、補助設備及び直接支持構造物の耐震設計に適用する地震力を

踏まえ、検討用地震動（当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動及び当該施設に波及的影響を及ぼさないことを確認する

地震動）を設定する。 

 

規制委員会は、申請者が、耐震重要度分類の適用について、津波による安全機

能の喪失を防止するために必要となる施設をはじめとする設計基準対象施設を、

耐震重要度に応じて、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラスに分類する方針としている

こと、さらに、分類した施設を、安全機能の役割に応じた設備に区分する方針と

し、安全機能に間接的な役割を担う設備については、それに関連する設備に適用

する地震力を踏まえ検討用地震動を設定する方針としていることから、これらの

方針が解釈別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえているこ

とを確認した。 

 

２．弾性設計用地震動の設定方針 
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解釈別記２は、工学的判断に基づき、基準地震動との応答スペクトルの比率が

目安として 0.5 を下回らないように弾性設計用地震動を設定することを要求し

ている。 

申請者は、以下のとおり、弾性設計用地震動を設定する方針としている。 

 

（１）地震動設定の条件 

弾性設計用地震動と基準地震動との応答スペクトルの比率については、工学

的判断として以下を考慮し Ss-F1～F3 及び Ss-N1 に対して 0.5、Ss-D1～D3 に

対しては 0.58 と設定する。 

① 弾性設計用地震動と基準地震動との応答スペクトルの比率は、弾性限界

と安全機能限界それぞれに対する入力荷重の比率に対応し、その値は 0.5

程度である。 

② 弾性設計用地震動は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

（昭和 56年 7月 20 日原子力安全委員会決定、平成 13 年 3月 29 日一部改

訂）における基準地震動 S1が耐震設計上果たしてきた役割を一部担うもの

であることを踏まえ、その応答スペクトルは、基準地震動 S1の応答スペク

トルをおおむね下回らないようにする。 

 

（２）弾性設計用地震動 

前項の条件で設定する弾性設計用地震動は、最大加速度が Sd-D1 については

水平方向 371cm/s2及び鉛直方向 249cm/s2、Sd-D2 については水平方向 580cm/s2

及び鉛直方向 348cm/s2、Sd-D3 については水平方向 464cm/s2 及び鉛直方向

290cm/s2、Sd-F1 については水平方向 359cm/s2及び鉛直方向 197cm/s2、Sd-F2 に

ついては水平方向 361cm/s2及び鉛直方向 198cm/s2、Sd-F3 については水平方向

418cm/s2及び鉛直方向 222cm/s2、Sd-N1 については水平方向 310cm/s2及び鉛直

方向 160cm/s2である。 

 

規制委員会は、申請者が、弾性限界と安全機能限界に対する入力荷重の比率を

考慮すること及び基準地震動 S1 の応答スペクトルをおおむね下回らないように

考慮すること、これらの工学的判断に基づき、基準地震動との応答スペクトルの

比率を Ss-F1～F3 及び Ss-N1 に対しては 0.5、Ss-D1～D3 に対しては 0.58 として

弾性設計用地震動を適切に設定する方針としていることから、この方針が解釈別

記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

なお、申請者は、弾性設計用地震動の年超過確率は短周期側で 10-2～10-4程度、

長周期側で 10-3～10-5程度としている。 
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３．地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定方針 

（１）地震応答解析による地震力 

解釈別記２は、基準地震動又は弾性設計用地震動を用いて、水平 2方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせたものとして、地震応答解析による地震力

を算定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、地震応答解析による地震力を算定する方針として

いる。 

 

① Ｓクラスの施設の地震力の算定方針 

基準地震動及び弾性設計用地震動から定まる入力地震動を用いて、建

物・構築物の三次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮

し、水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ、地震応答解析に

よる地震力を算定する。なお、地震応答解析には、建物・構築物と地盤と

の相互作用、地盤等の非線形性を考慮する。 
 

② Ｂクラスの施設の地震力の算定方針 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については、弾性設計用

地震動に 2分の 1を乗じたものから定まる入力地震動（以下「共振影響検

討用の地震動」という。）を用いることとし、加えてＳクラスと同様に、水

平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ、地震力を算定する。 
 

③ 入力地震動の設定方針 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動については、対象建物・

構築物の地盤の非線形特性等の条件を考慮し、必要に応じて二次元有限要

素法、一次元波動理論又は一次元地盤応答解析を用いて設定する。この際、

地盤条件については、敷地全体の地下構造との関係に留意し、地盤の非線

形応答に関する動的変形特性を考慮する。 
また、必要に応じて敷地における観測記録による検証や最新の科学的・

技術的知見を踏まえる。 
 

④ 地震応答解析方法 

対象施設の形状、構造特性、振動特性等を踏まえ、解析手法の適用性、

適用限界等を考慮のうえ、地震応答解析方法を選定するとともに、十分な

調査に基づく解析条件を設定する。地震時における地盤の有効応力の変化

に伴う影響を考慮する場合には、有効応力解析を実施する。有効応力解析
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に用いる液状化強度特性は、敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏

まえた上で実施した試験の結果に基づいて、保守性を考慮して設定する。 

また、対象とする施設の形状、構造特性等を踏まえたモデル化を行う。 
 

なお、審査の過程において、申請者は、2011 年東北地方太平洋沖地震後に実

施した点検及び設置されていた地震計の観測記録に基づく解析により検討を

行った結果、建物・構築物に発生したコンクリートのひび割れに伴う初期剛性

低下を建物・構築物の地震応答解析に考慮する方針を示すとともに、このひび

割れは、2011 年東北地方太平洋沖地震等の地震とコンクリートの乾燥収縮が重

畳したものであることを示した。ただし、建物・構築物のうち、屋外重要土木

構造物はひび割れが認められず、かつ、構造物の剛性が高い方が、地中構造物

にとって支配的な地震時荷重である土圧を保守的に評価することになるため、

初期剛性低下を考慮しない方針を示した。 

機器・配管系については、Ｓクラス設備に地震による損傷はなく、観測波に

基づく地震応答解析結果が弾性範囲内であること、また、Ｂクラス及びＣクラ

ス設備のうち異常を確認した設備については、復旧するため地震による損傷は

残らないことから、機器・配管系の設計において、初期剛性低下を考慮した建

物・構築物の地震応答解析の結果を適用すること以外は、設計への反映事項は

ないとした。 

これに対して規制委員会は、ひび割れの影響を網羅的に整理した上で、設計

への反映の考え方について説明を求めた。 

これに対し申請者は、これらのひび割れは、鉄筋コンクリート造耐震壁の初

期剛性及びその後の剛性を低下させるが、機能維持限界耐力及び終局耐力は、

工事計画認可申請の審査において実績のある復元力特性の各耐力を上回って

いることが試験等により確認されたことから、この復元力特性に初期剛性低下

を反映して適用できることを示した。 

これに対して規制委員会は、乾燥収縮ひび割れの今後の進展に伴う剛性低下

及び今後発生し得る地震による剛性低下の設計への反映の考え方について説

明を求めた。 

これに対し申請者は、乾燥収縮ひび割れは建設後 25 年程度経過しており、

おおむね収束していると考えられること及び今後発生し得る地震による剛性

低下を想定して、現状の初期剛性低下に加えて、さらに基準地震動相当の地震

を経験した場合の剛性低下を考慮する方針を示した。 

規制委員会は、申請者が、建物・構築物の構造特性に関して、2011 年東北地

方太平洋沖地震等の地震及び乾燥収縮の影響により発生したひび割れに伴う

影響を適切に考慮する方針であることを確認した。 
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なお、「３．（１）④地震応答解析方法」に示された有効応力解析における地

下水位の設定については、「７．地下水位低下設備の効果を考慮した地下水位

の設定に関する審査の経緯」に示す。 

 

規制委員会は、申請者が、施設、地盤等の構造特性、振動等の施設の応答特

性、施設と地盤との相互作用及び地盤等の非線形性を適切に考慮し、水平 2方

向及び鉛直方向を適切に組み合わせたものとして地震応答解析による地震力

を算定する方針としていることから、この方針が解釈別記２の規定に適合して

いること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（２）静的地震力 

解釈別記２は、耐震重要度分類に応じて水平方向及び鉛直方向の静的地震力

を算定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、静的地震力を算定する方針としている。 

 

① 建物・構築物の水平地震力 

水平地震力については、地震層せん断力係数に、施設の耐震重要度分類

に応じた係数（Ｓクラスは 3.0、Ｂクラスは 1.5 及びＣクラスは 1.0）を

乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定する。 
ここで、地震層せん断力係数は、標準せん断力係数を 0.2 以上とし、建

物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 
 

② 建物・構築物の保有水平耐力 

保有水平耐力については、必要保有水平耐力を上回るものとし、必要保

有水平耐力については、地震層せん断力係数に乗じる係数を 1.0、標準せ

ん断力係数を 1.0 以上として算定する。 
 

③ 建物・構築物の鉛直地震力 

鉛直地震力については、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動

特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度よ

り算定する。 
 

④ 機器・配管系の地震力 

機器・配管系の地震力については、建物・構築物で算定した地震層せん

断力係数に施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水平震度とみ

なし、その水平震度と建物・構築物の鉛直震度をそれぞれ 20%増しとして
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算定する。 
 

⑤ 水平地震力と鉛直地震力の組合せ 

Ｓクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方

向の組合せで作用するものとする。 
 

⑥ 標準せん断力係数等の割増し係数 

標準せん断力係数等の割増し係数については、耐震性向上の観点から、

一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。 
 

規制委員会は、申請者が、施設の振動特性等を考慮し、算定に用いる係数等

の割増しをして求めた水平震度及び鉛直震度より静的地震力を算定する方針

としていることから、この方針が解釈別記２の規定に適合していること及び地

震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

４．荷重の組合せと許容限界の設定方針 

（１）建物・構築物 

解釈別記２は、設計基準対象施設のうちの建物・構築物についての荷重の組

合せと許容限界の考え方に対し、以下を満たすことを要求している。 

① Ｓクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時

に作用する荷重と基準地震動による地震力との組合せに対する評価にお

いて、構造物全体としての変形が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を

有し、部材・部位ごとの応力、ひずみ等が終局耐力時の応力、ひずみ等に

対して妥当な安全余裕を有していること。 

② Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については、常時作用

している荷重及び運転時に作用する荷重と、弾性設計用地震動（Ｂクラス

は共振影響検討用の地震動、Ｃクラスは考慮せず。）による地震力又は静的

地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等の安

全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする

こと。 

申請者は、以下のとおり、建物・構築物の荷重の組合せ及び許容限界を設定

する方針としている。 

 

① 荷重の組合せ 

Ｓクラスの建物・構築物について、基準地震動による地震力、弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、常時作用し
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ている荷重（固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件による

荷重）、運転時に作用する荷重（通常運転時に作用する荷重及び運転時の異

常な過渡変化時に生じる荷重）、設計基準事故時に生じる荷重（設計基準事

故が発生し長時間継続する事象による荷重）及び設計用自然条件（積雪、

風荷重等）とする。Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物について、共振

影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、

常時作用している荷重、運転時に作用する荷重及び設計用自然条件（積雪、

風荷重等）とする。なお、運転時及び設計基準事故時の荷重には、機器・

配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、

機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとす

る。 

 
② 許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物について、「４．（１）①荷重の組合せ」におけ

る荷重と基準地震動による地震力との組合せに対する評価において、構造

物全体としての変形（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対

して十分な余裕を有し、部材・部位ごとの応力、ひずみ等が終局耐力時の

応力、ひずみ等に対して妥当な安全余裕を有することとする。なお、終局

耐力は、構造物又は部材・部位に荷重が作用し、その変形が著しく増加し

て破壊に至る過程での最大の荷重とし、既往の実験式等に基づき定めるも

のとする。 
Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については、「４．（１）

①荷重の組合せ」における荷重と弾性設計用若しくは共振影響検討用の地

震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する評価において、建築

基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 
 

規制委員会は、申請者が、荷重の組合せについて、耐震重要度分類に応じて

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重を地震力と適切に組み合わ

せる方針としており、荷重の組合せに対する許容限界については、基準地震動

による地震力との組合せの場合は、構造物全体としての変形が終局耐力時の変

形に対して十分な余裕を有し、部材・部位ごとの応力、ひずみ等が終局耐力時

の応力、ひずみ等に対して妥当な安全余裕を有する方針としており、また、そ

の他の地震力との組合せの場合は、安全上適切と認められる規格及び基準によ

る許容応力度を許容限界とする方針としていることから、これらの方針が解釈

別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていること、これら
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に加え、設計基準事故時に生じる荷重及び自然事象による荷重についても適切

に考慮する方針としていることを確認した。 
 

（２）機器・配管系 

解釈別記２は、設計基準対象施設のうちの機器・配管系について、荷重の組

合せと許容限界の考え方に対し、以下を満たすことを要求している。 

① Ｓクラスの機器・配管系については、通常運転時に作用する荷重、運転

時の異常な過渡変化時に生じる荷重又は設計基準事故時に生じる荷重と

基準地震動による地震力との組合せに対する評価において、その施設に要

求される機能を保持すること。組合せ荷重により塑性域に達するひずみが

生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界

のひずみに対して十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を

及ぼさないこと。 

② Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系については、通常運転

時に作用する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重又は設計基準

事故時に生じる荷重と、弾性設計用地震動（Ｂクラスは共振影響検討用の

地震動、Ｃクラスは考慮せず。）による地震力又は静的地震力を組み合わせ

た荷重条件に対して、応答が全体的におおむね弾性状態にとどまること。 

③ 運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生じる荷重について

は、次の荷重を考慮すること。 

a. 地震によって引き起こされるおそれのある事象により生じる荷重 

b. 地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、事象の

発生頻度、継続時間及び地震動の年超過確率との関係を踏まえ長時間

継続する荷重 
申請者は、以下のとおり、機器・配管系の荷重の組合せ及び許容限界を設定

する方針としている。 

 

① 荷重の組合せ 

Ｓクラスの機器・配管系について、基準地震動による地震力、弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、通常運転時

に作用する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重、設計基準事故

時に生じる荷重及び設計用自然条件（積雪、風荷重等）とする。 

Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系について、共振影響検討用の地震

動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、通常運転時に作用

する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重及び設計用自然条件

（積雪、風荷重等）とする。 
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なお、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生じる荷重は、

地震によって引き起こされるおそれのある事象による荷重及び地震によ

って引き起こされるおそれはないが、事象の発生頻度、継続時間及び地震

動の年超過確率との関係を踏まえ長時間継続する事象による荷重とする。 
 

② 許容限界 

Ｓクラスの機器・配管系について、「４．（２）①荷重の組合せ」におけ

る荷重と基準地震動による地震力との組合せに対する評価において、塑性

域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとど

まって破断延性限界のひずみに対して十分な余裕を有し、その施設の機能

に影響を及ぼすことがない限度に応力、荷重等を制限する値を許容限界と

する。なお、地震時又は地震後の機器等の動的機能要求については、実証

試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 

Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系については、「４．（２）

①荷重の組合せ」における荷重と弾性設計用若しくは共振影響検討用の地

震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する評価において、応答

が全体的におおむね弾性状態にとどまることを許容限界とする。 
 

規制委員会は、申請者が、荷重の組合せについて、耐震重要度分類に応じて

運転状態の荷重を地震力と適切に組み合わせる方針としており、荷重の組合せ

に対する許容限界については、基準地震動による地震力との組合せの場合は、

破断延性限界のひずみに対して十分な余裕を有し、その施設の機能に影響を及

ぼすことがないように、また、その他の地震力との組合せの場合は、応答全体

がおおむね弾性状態にとどまるように、適切に設定する方針としていることか

ら、これらの方針が解釈別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏

まえていること、これらに加え、自然事象による荷重についても適切に考慮す

る方針としていることを確認した。 

 

（３）津波防護施設、浸水防止設備等 

解釈別記２は、津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物並

びに浸水防止設備及び津波監視設備についての荷重の組合せと許容限界の考

え方に対し、以下を満たすことを要求している。 
① 常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による

地震力の組合せに対して、その施設、設備に要求される機能（津波防護機

能、浸水防止機能及び津波監視機能）を保持すること。 
② これらの荷重の組合せに関しては、地震と津波が同時に作用する可能性
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について検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波による荷重

の組合せを考慮すること。 
申請者は、以下のとおり、津波防護施設、浸水防止設備等の荷重の組合せ及

び許容限界を設定する方針としている。 

 

① 荷重の組合せ 

基準地震動による地震力と組み合わせる荷重は、津波防護施設及び浸水

防止設備が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重（固

定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件による荷重）、運転時に

作用する荷重（通常運転時に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時

に生じる荷重）及び設計用自然条件（積雪、風荷重等）とする。浸水防止

設備及び津波監視設備については、通常運転時に作用する荷重、運転時の

異常な過渡変化時に生じる荷重、設計用自然条件（積雪、風荷重等）及び

設計基準事故時に生じる荷重とする。また、必要に応じて津波による荷重

の組合せを考慮する。なお、津波以外の地震力に組み合わせる荷重は、「４．

（１）建物・構築物」又は「４．（２）機器・配管系」の荷重の組合せの荷

重に準じるものとする。 
 

② 許容限界 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物の許容限界は、

構造物全体としての変形が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有す

るとともに、その施設に要求される津波防護機能及び浸水防止機能を保持

できることとする。また、浸水防止設備及び津波監視設備について、常時

作用している荷重及び運転時に作用する荷重等と基準地震動による地震

力の組合せに対して、要求される浸水防止機能及び津波監視機能が保持で

きることを許容限界とする。 

 
規制委員会は、申請者が、津波防護施設、浸水防止設備等の荷重の組合せ

と許容限界について、Ｓクラスの建物・構築物又は機器・配管系に準じて設

定する方針とすること、また、基準地震動による地震力には必要に応じて津

波による荷重を組み合わせる方針としていることから、これらの方針が解釈

別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認

した。 

 

５．波及的影響に係る設計方針 
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解釈別記２は、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響によ

って、耐震重要施設の安全機能を損なわないように設計することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、波及的影響の評価に係る事象選定及び影響評価を行

う方針としている。 

（１）敷地全体を俯瞰した調査・検討の内容等を含めて、以下に示す 4つの影響

（視点）について、波及的影響の評価に係る事象選定を行う。 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈

下による影響 
② 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 
③ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下等による耐震

重要施設への影響 
④ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下等による耐震

重要施設への影響 
（２）これら 4つの影響（視点）以外に追加すべきものがないかを、原子力発電

所の地震被害情報を基に確認し、新たな検討事象が抽出された場合には、そ

の影響（視点）を追加する。 

（３）各影響（視点）より選定した事象に対して波及的影響の評価を行い、波及

的影響を考慮すべき施設を摘出する。 

（４）波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は

地震力を適用する。また、水平 2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用す

る場合の影響も考慮して評価する。 

（５）波及的影響の評価においては、溢水防護及び火災防護の観点からの波及的

影響についても確認する。 

 

規制委員会は、申請者が、波及的影響の評価に係る事象選定及び影響評価につ

いて、以下のとおりの方針としており、これらの方針が解釈別記２の規定に適合

していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

（１）波及的影響の評価に係る事象選定については、敷地全体を俯瞰した調査・

検討の内容等を含めて波及的影響の評価に係る事象選定を行う方針として

いることに加え、原子力発電所の地震被害情報についても併せて検討する方

針としていること。 

（２）影響評価については、選定された事象による波及的影響を評価した上で影

響を考慮すべき施設を摘出する方針としていることに加え、溢水防護及び火

災防護の観点も踏まえて影響を考慮すべき施設を摘出する方針としている

こと。 
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６．炉心内の燃料被覆材の設計方針 

第４条第５項の規定は、炉心内の燃料被覆材について、基準地震動による地震

力に対して放射性物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならないことを要求している。 

また、第４条の設置許可基準規則解釈ただし書第１号及び第２号の規定におい

て、炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、通常運転時

及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と地震力との組合せが、

弾性設計用地震動による地震力等との組合せに対しては炉心内の燃料被覆材の

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまること、基準地震動による地震力との

組合せに対しては塑性ひずみが生じる場合であっても破断延性限界に十分な余

裕を有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないこととしている。 

 

申請者は、炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込め機能について、以下の

とおり設計するとしている。 

 

（１）通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設

計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力を組み合

わせた荷重条件に対して、炉心内の燃料被覆管の応答が全体的におおむね弾性

状態にとどまる設計とする。 
（２）通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と基準地

震動による地震力を組み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場合であ

っても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、

放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさない設計とする。 
 

規制委員会は、申請者による炉心内の燃料被覆材に係る荷重の組合せと許容限

界の設定方針が、炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と地震力と

の組合せが、弾性設計用地震動による地震力等との組合せに対しては炉心内の燃

料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態にとどまること、基準地震動による

地震力との組合せに対しては塑性ひずみが生じる場合であっても破断延性限界

に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込め機能に影響を及ぼさないこととして

いることを確認した。 

 

７．地下水位低下設備の効果を考慮した地下水位の設定に関する審査の経緯 

審査の過程において、申請者は、本発電所に特有な事象として、防潮堤下部を

地盤改良することで敷地から海への地下水の流下がせき止められるため、地下水
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位が地表面付近まで上昇する可能性があることを考慮して、地下水位低下設備に

より一定の範囲に保持される地下水位を前提として、建屋の範囲だけではなく、

敷地広範囲の設計用地下水位を適切に設定することで、建物・構築物の設計及び

その水位に基づく液状化評価を実施し、地盤変状が生じた場合においても機能が

保持できる設計とする方針を示した。 

これに対して規制委員会は、地下水位低下設備は供用期間全てにおいて機能を

有している必要があり、地下水位低下設備が機能喪失した場合には、重要安全施

設等に影響を及ぼすことから、耐震性を含めた信頼性確保の考え方についての説

明を求めた。 

これに対し申請者は、地下水位低下設備について、以下の方針を示した。 

（１）基準地震動に対して機能維持する設計とする。 

（２）設置許可基準規則第１２条第２項に規定する多重性又は多様性及び独立

性が確保された設計とする。 

（３）全交流動力電源の喪失を想定し、常設代替交流電源設備からの電源供給

が可能な設計とする。 

（４）地下水位低下設備の機能喪失への対応として、可搬型設備等を確保する

とともに、当該設備に対する運転上の制限（以下「ＬＣＯ」という。）及び

ＬＣＯを満足していない場合に要求される措置等を含めた運転管理にお

ける手順及び体制を整備する。 
 

以上のことから、規制委員会は、申請者が、地下水位低下設備について適切に

信頼性を確保した上で、その効果を考慮して設計用地下水位を設定する方針であ

ることを確認した。 

 

 

Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係） 

第３条は、設計基準対象施設は、当該設計基準対象施設を十分に支持することが

できる地盤に設けなければならないこと並びに耐震重要施設は、変形した場合にお

いてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならないこと

及び変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならないことを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．地盤の変位 

２．地盤の支持 

３．地盤の変形 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結
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果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．地盤の変位 

設置許可基準規則解釈別記１（以下「解釈別記１」という。）は、耐震重要施設

を「将来活動する可能性のある断層等」の露頭が無いことを確認した地盤に設置

することを要求している。 

申請者は、耐震重要施設を設置する地盤における断層の活動性評価について、

敷地における文献調査、変動地形学的調査、地表地質調査、ボーリング調査、試

掘坑調査、弾性波探査、トレンチ調査、立坑調査等に基づく検討結果から、評価

結果を以下のとおりとしている。 

（１）敷地には、砂岩、頁岩及び砂岩頁岩互層の中生界ジュラ系堆積岩類が広く分

布し、部分的にこれらを貫く白亜系ひん岩脈が分布する。また、一部海岸付近

及び低地周辺には、第四紀層が分布する。原子炉建屋設置位置付近には、中生

界ジュラ系堆積岩類を構成する荻の浜累層の一部である狐崎
きつねざき

砂岩頁岩互層、

緊急時対策建屋付近は、荻の浜累層の一部である牧
まき

の
の

浜
はま

砂岩部層が分布してい

る。 

（２）敷地の中生界ジュラ系の地質構造には、小屋
こ や

取
とり

背斜と鳴
なる

浜
はま

向斜に代表される

NNE-SSW～NE-SW 走向の顕著な褶曲構造が確認される。 

（３）敷地には、褶曲構造の形成と関連性が示唆される断層が認められ、断層走向

と褶曲軸の走向との関係から、褶曲軸の方向と同方向に延びる「走向断層」、褶

曲軸の方向とほぼ直交する走向の「横断断層」及び褶曲軸の方向と斜交する走

向の「斜交断層」の３つのタイプに分類される。 

（４）敷地には、褶曲構造及びひん岩脈を切り、顕著な変位量を有し、かつ比較的

破砕幅があり、さらに連続性のある断層として、走向断層は 2条（ＳＦ－１～

２）、横断断層は 7 条（ＴＦ－１～７）及び斜交断層は 7 条（ＯＦ－１～７）

の計 16 条の断層が認められ、これらのうち、耐震重要施設を設置する地盤に

は、ＳＦ－２、ＯＦ－１～４及びＴＦ－１～４の 9条の断層が認められる。Ｔ

Ｆ－１断層及びＯＦ－４断層以外の断層は、他の断層との新旧関係（切り切ら

れ関係）から、ＴＦ－１断層又はＯＦ－４断層より古い断層であり、活動性評

価の対象に該当しない。ＴＦ－１断層は、敷地内において破砕規模が最大であ

り、敷地の地質構造を規制する最も主要な断層である。また、ＯＦ－４断層に

ついては、規模は小さいものの、延長が短く他の断層により切られておらず、

ＴＦ－１断層との新旧関係が判断できなかったため、ＴＦ－１断層及びＯＦ－

４断層の 2条の断層を活動性評価の対象断層として、詳細な評価を行った。 
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（５）ＴＦ－１断層及びＯＦ－４断層は、評価に有効な上載地層は認められなかっ

たものの、断層活動の最新面に確認される熱水活動に伴う鉱物脈の晶出状況等

に着目し評価を行った。 

（６）ＴＦ－１断層の薄片観察等によれば、断層活動最新面には方解石（カルサイ

ト）脈が面を横断して連続的に分布していることが確認されるが、断層活動に

より変形を受けたカルサイト脈及び自形のカルサイト脈が共存していること

から、ＴＦ－１断層面の最終活動と同じ時期にカルサイトが断層面破砕部に複

数回晶出していると考えられ、また流動的な変形も認められることから、高温

環境下にあったものと考えられる。特に、自形のカルサイト脈が存在している

ことから、ＴＦ－１断層はカルサイト晶出終了以降は活動していないものと考

えられる。さらに、トレンチ調査の結果、ＴＦ－１断層はひん岩脈を切ってい

る状況を確認している。 

（７）ＯＦ－４断層の薄片観察等によれば、鉱物を伴う比較的連続性の良い断層活

動最新面が認められ、最新面より上盤側には細粒な変形ゾーンが確認される。

細粒な変形ゾーン内には緑泥石が脈状に晶出しており、断層活動に伴う変形は

確認されない。また、最新面の形成に伴う逆断層センスの変形構造を切るよう

に晶出している。 

さらに、ＯＦ－４断層の最新面自体には、せん断面に垂直な方向に成長して

いる熱水由来のスメクタイト脈及び緑泥石脈が晶出しており、いずれも変形は

認められない。以上のことから、これらの鉱物の生成以降、ＯＦ－４断層の活

動はなかったものと考えられる。 

（８）ＴＦ－１断層及びＯＦ－４断層に生成している鉱物の生成環境を推定するた

め、カルサイトの流体包有物の均質化温度測定や他の鉱物の生成状況等につい

て検討した。その結果、ＴＦ－１断層及びＯＦ－４断層で確認された脈状のカ

ルサイトや緑泥石等は前期白亜紀に終息した熱水活動により生成されたもの

であると考えられ、ＴＦ－１断層及びＯＦ－４断層は前期白亜紀の熱水活動が

終息して以降に活動していないと判断される。 

（９）以上の結果、耐震重要施設を設置する地盤に確認される断層は、前期白亜紀

の熱水活動が終息して以降は活動していないと考えられることから、「将来活

動する可能性のある断層等」に該当しないと評価した。 

 

当初、申請者は、敷地に認められる断層の活動性の評価については、主として

地質構造発達史の観点から、前期白亜紀中に終了した大島造山運動に伴う褶曲構

造と密接に形成された古い断層であることから、「将来活動する可能性のある断

層等」に該当しないと評価していた。 
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規制委員会は、審査の過程において、断層面と鉱物脈との関係について、断層

の最新面を切る鉱物脈の存在が断層の活動性評価に重要であることから、詳細な

評価を行うことを求めた。 

これに対して、申請者は、ＴＦ－１断層及びＯＦ－４断層について、薄片観察

等を実施し、評価の対象となる鉱物（カルサイト、緑泥石等）の晶出状況及び生

成環境等を確認することにより、前期白亜紀の熱水活動が終息して以降は活動し

ていないことを確認した。 

 

規制委員会は、耐震重要施設を設置する地盤の変位については、以下のことか

ら、解釈別記１の規定に適合していること及び地質ガイドを踏まえていることを

確認した。 

・敷地に確認される断層走向と褶曲軸の走向との関係から３つのタイプに分類

し、それぞれについて、変位量、破砕幅及び連続性の観点から、活動性の検

討対象となる断層（16断層）を抽出していること 

・上記の断層から、耐震重要施設を設置する地盤に確認される断層（9 断層）

を抽出し、これらの断層について、その破砕規模や活動の新旧関係を確認し

た上で活動性評価の対象となる断層（2断層）を抽出していること 

・当該 2断層の活動性について、上載地層を用いた方法は適用できないものの、

断層活動により変形を受けていない高温環境下で晶出された鉱物脈が断層

の活動最新面に確認されており、当該鉱物脈の流体包有物の均質化温度測定

や他の鉱物の生成状況等について検討した結果、前期白亜紀の熱水活動が終

息して以降に断層の活動がないものと評価し、当該断層は「将来活動する可

能性のある断層等」には該当しないとしていること 
 

２．地盤の支持 

解釈別記１は、設計基準対象施設について、耐震重要度分類の各クラスに応じ

て算定する地震力（耐震重要施設にあっては、基準地震動による地震力を含む。）

が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設けな

ければならないこと、さらに、耐震重要施設については、基準地震動による地震

力が作用することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、基準地震動

による地震力に対する支持性能が確保されていることを確認することを要求し

ている。 

申請者は、設計基準対象施設に対する設計方針及び耐震重要施設に対する動的

解析の内容を以下のとおりとしている。 

（１）設計基準対象施設については、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定した

地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤
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に設置する。 

（２）耐震重要施設は、直接又はマンメイドロックあるいは杭を介して十分な支持

性能を有する岩盤及び改良地盤に支持されるよう設計する方針とする。なお、

改良地盤については、各種試験から物性値を設定し、十分な支持性能を有する

ことを確認する。 

（３）耐震重要施設については、当該施設の基礎形式及び施設規模等を踏まえ、原

子炉建屋、防潮堤（盛土堤防）及び防潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部を代表施設

として選定した上で、これらの施設を対象に、基礎地盤の支持力、基礎地盤の

すべり及び基礎底面の傾斜に対する安全性を評価した。 

（４）基準地震動による地震力を作用させた動的解析は、原子炉建屋については、

周辺の地質、振動方向等を考慮し、炉心を通り、褶曲軸に概ね平行及び直交す

る2断面を評価対象断面として選定した上で、二次元有限要素法により行った。

また、防潮堤（盛土堤防）及び防潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部については、延

長の長い線状構造物であることから、置換コンクリート底面のせん断力及び防

潮堤背面の土圧並びに地質等を主な観点とし、防潮堤の方向に直交する複数の

評価断面候補を選定した上で、地震応答解析により防潮堤（盛土堤防）及び防

潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部それぞれに評価断面として１断面を選定し、二次

元有限要素法により行った。 

（５）動的解析に用いる地盤パラメータについては、各種の調査結果を基に設定し

た。解析に当たっては、せん断強度のばらつき、入力地震動の位相の反転につ

いても考慮した。また、地下水位については、原子炉建屋の地下水位は、「Ⅲ－

１．２ 耐震設計方針」で示す設計水位を参照の上、基礎版中央高さに設定し、

それ以外の施設及び周辺地盤については、地表面に設定した。なお、基礎地盤

のすべり評価に当たっては、地下水位以深の盛土・旧表土が入力地震動による

繰り返しの振動により軟化し、強度が低下する可能性を考慮し、盛土・旧表土

のすべり抵抗力に期待せず、岩盤部のみのすべりに対する安全性の検討を行っ

た。 

（６）動的解析の結果から得られた基礎底面における最大接地圧及び支持力試験の

結果から得られた評価基準値は以下のとおりであり、いずれの施設も評価基準

値を満足することを確認した。なお、防潮堤については、解析断面において、

改良地盤支持部と岩盤支持部が存在することから、それぞれの部位において評

価を実施した。 

・原子炉建屋最大接地圧：3.9N/mm2（評価基準値：13.7N/mm2） 

・防潮堤（盛土堤防）最大接地圧：改良地盤支持部 1.4N/mm2（評価基準値：

4.4N/mm2）、岩盤支持部 2.9N/mm2（評価基準値：11.4N/mm2） 

・防潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部最大接地圧：改良地盤支持部 1.3N/mm2（評
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価基準値：4.4N/mm2）、岩盤支持部 6.7N/mm2（評価基準値：11.4N/mm2） 

（７）動的解析の結果から得られた原子炉建屋、防潮堤（盛土堤防）及び防潮堤（鋼

管式鉛直壁）一般部の基礎地盤の最小すべり安全率は、評価基準値の 1.5 を上

回る。 

（８）動的解析の結果から得られた基準地震動による原子炉建屋基礎底面の最大傾

斜は、評価基準値の目安である 1/2,000 を下回る。なお、防潮堤（盛土堤防）

及び防潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部については、傾斜は津波防護機能に影響を

及ぼすものではないことから、評価対象外とした。 

 

規制委員会は、設計基準対象施設を設置する地盤の支持については、以下のこ

とから、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえているこ

とを確認した。 

・設計基準対象施設について、要求される地震力が作用した場合においても、

接地圧に対する十分な支持力を有する岩盤（マンメイドロック、杭、改良地

盤を含む）に設置すること 
・耐震重要施設について、申請者が実施した動的解析の手法、地盤パラメータ

の設定方法等が適切であり、基準地震動を用いた評価を行った結果、評価基

準値又は評価基準値の目安を満足していること 
 

３．地盤の変形 

解釈別記１は、耐震重要施設について、地震発生に伴う地殻変動によって生じ

る支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液

状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状が生じた場合においてもその安全

機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならないことを要求してい

る。 

申請者は、耐震重要施設の支持地盤に係る設計方針及び地殻変動による傾斜に

関する評価を以下のとおりとしている。 

（１）耐震重要施設は、直接又はマンメイドロック、杭を介して岩盤及び改良地盤

の上に設置されていることから、不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等による

影響を受けるおそれはないが、液状化による地盤変状を考慮した場合において

も、その安全機能が損なわれないよう、適切な対策を講ずる設計とする。 

（２）その際、液状化対策として、本発電所では、防潮堤下部の地盤改良等により

地下水の流れが遮断され地下水位が地表面付近まで上昇するおそれがあるこ

とを踏まえ、地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備を設置し、同

設備の効果が及ぶ範囲においてはその機能を考慮した設計用地下水位を設定

する。地下水位低下設備の効果が及ばない範囲においては、自然水位より保守
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的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定する。 
（３）耐震重要施設の支持地盤の地殻変動による傾斜については、敷地及び敷地近

傍には、「将来活動する可能性のある断層等」は認められないことから、地震

活動に伴い生じる地殻変動による本発電所への影響は小さいと考えられるが、

敷地周辺に想定される断層のうち、「Ⅲ－３．１ 基準津波」において設定し

た東北地方太平洋沖型地震を想定した波源モデルである基準断層モデル③に

よる地震並びに本発電所に比較的近い活断層であるＦ－６断層～Ｆ－９断層

による地震及び仙台湾の断層群による地震について、Okada(1992)の手法によ

り、原子炉建屋の傾斜を評価した結果、評価基準値の目安である 1/2,000 を下

回る。また、基準地震動による傾斜との重畳を考慮した場合においても、

1/2,000 を下回る。 

 

規制委員会は、耐震重要施設を設置する地盤の変形については、以下のことか

ら、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえていることを

確認した。 

・耐震重要施設は、不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等による影響を受ける

おそれはないが、液状化による地盤変状を考慮した場合においても、その安

全機能が損なわれないよう、適切な対策を講ずる設計とする方針としている

こと 
・地殻変動による傾斜に関する評価が適切であり、評価基準値の目安を満足し

ていること 
 

 

Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係） 
第５条は、設計基準対象施設について、基準津波に対して安全機能が損なわれる

おそれがない設計とすることを要求している。 
このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 
Ⅲ－３．１ 基準津波 

１．地震に伴う津波 

２．地震以外の要因による津波 

３．地震に伴う津波と地震以外の要因による津波の組合せ 

４．基準津波の策定等 

Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針 

１．防護対象とする施設の選定方針 

２．基本事項 

３．津波防護の方針 
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４．施設又は設備の設計方針 
 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 
 
 

Ⅲ－３．１ 基準津波 

設置許可基準規則解釈別記３（以下「解釈別記３」という。）は、基準津波につい

て、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、

地質構造及び地震活動性等の地震学的見地から想定することが適切なものを策定

することを要求している。また、津波の発生要因として、地震のほか、地すべり、

斜面崩壊その他の地震以外の要因、及びこれらの組合せによるものを複数選定し、

不確かさを考慮して数値解析を実施し、策定することを要求している。 
 

規制委員会は、申請者が実施した津波評価の内容について審査した結果、本申請

における基準津波は、津波の発生要因として、地震のほか、地すべり、斜面崩壊そ

の他の地震以外の要因、及びこれらの組合せによる津波を複数選定し、最新の科学

的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して数値解析を実施し、適

切に策定されていることから、解釈別記３の規定に適合していることを確認した。 

 

１．地震に伴う津波 

解釈別記３は、地震に伴う津波について、プレート間地震、海洋プレート内地

震及び海域の活断層による地殻内地震に伴う津波を考慮し、津波の発生要因に係

る調査及び波源モデルの設定に必要な調査、敷地周辺に襲来した可能性のある津

波に係る調査及び津波の伝播経路に係る調査を行うことを要求している。また、

基準津波の策定に当たっては、適切な規模の津波波源を考慮するとともに、不確

かさの考慮に当たっては、基準津波の策定に及ぼす影響が大きいと考えられる波

源特性の不確かさの要因及びその大きさの程度並びにそれらに係る考え方及び

解釈の違いによる不確かさを十分踏まえた上で、適切な手法を用いることを要求

している。 

申請者は、地震に伴う津波評価について、以下のとおりとしている。 

 

（１）検討波源の選定 

① 敷地周辺の既往津波及び痕跡高等についての文献調査の結果、敷地周辺
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に影響を与えたと考えられる津波には、近地津波と遠地津波があり、近地

津波については、日本海溝沿いの 869 年貞観の津波、1611 年慶長の津波、

1896 年明治三陸地震津波、1933 年昭和三陸地震津波及び 2011 年東北地方

太平洋沖地震に伴う津波がある。これらのうち、敷地に最も影響が大きい

津波は 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波である。また、869 年貞観

の津波は、2011 年東北地方太平洋沖地震と同型のプレート間地震による津

波とされており、宍倉ほか（2011）によれば、仙台平野及び石巻平野では、

2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波と同規模の浸水域であったとさ

れているが、津波堆積物に関する文献調査において、菅原ほか（2011、2013）

によれば、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波は、869 年貞観の津波

とほぼ同等、もしくは上回っていたと考えられることを確認した。また、

これ以外の近地津波では、千島海溝沿いの巨大地震による津波があるが、

内閣府中央防災会議によるシミュレーション結果によれば、敷地への影響

は 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波より小さいことを確認した。

さらに、遠地津波については、文献調査の結果、1960 年チリ地震による津

波が敷地周辺の津波痕跡高として最大となるが、敷地への影響は 2011 年

東北地方太平洋沖地震に伴う津波より小さいことを確認した。 

② 文献調査の結果を踏まえ、検討波源としては、敷地への影響が大きいと

考えられる日本海溝沿いで発生する東北地方太平洋沖型の地震（869 年貞

観の津波、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波）、津波地震（1611 年

慶長の津波、1896 年明治三陸地震津波）及び海洋プレート内地震（1611 年

慶長の津波、1933 年昭和三陸地震津波）による津波を選定した。これらの

うち、1611 年の津波については、プレート間地震における津波地震と海洋

プレート内地震における正断層型の地震の波源モデルが提案されている

ことから、両方について検討を行うこととした。なお、海域の活断層につ

いては、既往津波の記録はないが、後期更新世以降の活動性を考慮してい

る断層を選定して評価を行った。推定津波高は、阿部（1989）の簡易予測

式を用いて評価を行った結果、プレート間地震に起因する津波及び海洋プ

レート内地震に起因する津波を上回るものではないことを確認した。 

 

（２）津波伝播の数値計算手法 

① 津波に伴う水位変動の評価は、敷地前面海岸を評価対象とし、範囲内の

最大値を評価するものとして、非線形長波理論に基づき、差分法による平

面二次元モデルによる津波シミュレーションプログラムを用いて実施し

た。なお、基準津波の策定のための敷地前面等における津波水位評価及び

基準津波定義位置における津波水位評価では、潮位条件を考慮していない。
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また、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う地殻変動を考慮し、敷地は一様

に約 1m 沈下した状態として評価を行った。 

② 津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについては、計算領域は

日本海溝沿い・千島海溝沿い南部の津波発生領域が含まれる範囲及び北海

道・東日本沿岸からの反射波が発電所に与える影響を考慮して設定した。

計算格子間隔は、最大 2,500m から最小 5m まで徐々に細かい格子サイズを

設定した。 

③ 津波シミュレーションの再現性については、評価の指標としては、相田

（1977）による既往津波高と数値シミュレーションにより計算された津波

高さとの比から求める幾何平均値 K 及びばらつきを表す指標κを用い、検

討波源を用いた検証を行い、土木学会（2016）に基づく再現性の目安を満

足することを確認した。 

 

（３）地震に伴う津波評価 

① 東北地方太平洋沖型の地震（プレート間地震）に起因する津波 

東北地方太平洋沖型の津波波源による特性化波源モデルについては、

2011 年東北地方太平洋沖地震の地震特性を再現する各種の震源断層モデ

ルのすべり領域と、広域の津波特性を再現する津波波源モデルのすべり領

域に違いが見られることを踏まえ、大すべり域の不確かさを考慮できるモ

デル（以下「特性化モデル」という。）として、広域の津波特性を考慮した

特性化モデルである基準断層モデル①、宮城県沖の大すべり域の破壊特性

を考慮した特性化モデルである基準断層モデル②及び当該モデルの海溝

側すべり量を強調した基準断層モデル③を次のとおり設定した。なお、設

定に当たっては、地震調査研究推進本部(2019)等の内容が評価に影響を与

えないことを確認した。 

a. 基準断層モデル① 

ア．広域の津波特性を考慮した特性化モデルについては、すべり領

域を内閣府（2012a）、Satake et al.(2013)及び杉野ほか（2013）

を参考に、青森県東方沖及び岩手県沖北部～茨城県沖に設定した。

地震規模は、断層面積から Mw9.13 とした。平均応力降下量は、杉

野ほか(2014)を参考に 3.26MPa とした。平均すべり量は、地震の

規模に関するスケーリング則及び地震モーメントの定義式から算

定した。すべり量の不均一性については、内閣府（2012b）で示さ

れている大すべり域、超大すべり域の面積よりも大きい面積を示

している杉野ほか（2014）を参考に、超大すべり域、大すべり域

及び背景領域のすべり量をそれぞれ平均すべり量の3倍、1.4倍、
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0.33 倍に、面積をそれぞれ全体の面積の 15％、25％、60％程度と

なるように設定した。超大すべり域、大すべり域の位置について

は、Seno(2014)を参考にした各領域の固着等に関する分析結果を

踏まえ、超大すべり域は岩手県沖南部と宮城県沖に、大すべり域

は超大すべり域を取り囲むように設定した。また、立ち上がり時

間は 60 秒とした。 

イ．この広域の津波特性を考慮した特性化モデルについて、土木学

会(2016)の再現性の基準を満足するとともに、敷地を含む宮城県

周辺については、痕跡高に対して計算値の方が大きく、保守的な

モデルとなっていることを確認した上で、基準断層モデル①とし

た。 

ウ．さらに、当該モデルの宮城県沖の大すべり域の位置を南北に約

10 ㎞単位で移動させたパラメータスタディを行い、敷地への影響

が最も大きいケースを抽出した。 

b. 基準断層モデル② 

ア．宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデルにつ

いては、すべり領域を地震調査研究推進本部（2012、2014、2019）

と同様に、岩手県沖南部～茨城県沖に設定した。地震規模は、断

層面積から Mw9.04 とした。平均応力降下量は、内閣府（2012b）

を参考に 3.13MPa とした。平均すべり量は、地震の規模に関する

スケーリング則及び地震モーメントの定義式から算定した。すべ

り量の不均一性を考慮した超大すべり域、大すべり域の設定につ

いて、国内外の巨大地震の解析事例の調査に基づく内閣府（2012b）

を参考に、すべり量はそれぞれ平均すべり量の 4倍、2倍とした。

位置及び面積については、内閣府（2012b）を踏まえ、超大すべり

域、大すべり域の合計面積を全体の 20％程度とすることを基本と

し、杉野ほか（2013）で用いられている Wu et al.(2012)による

長周期地震動に基づいて設定された震源断層モデルのすべり分布

の範囲と比較し、位置については同モデルと同等の宮城県沖に、

面積については、内閣府（2012b）に示されている面積比率よりも

大きくなるように設定した。また、立ち上がり時間は 60 秒とし

た。大すべり域・超大すべり域を設定することによる地震モーメ

ントの調整は、宮城県沖の大すべり域の破壊特性を反映するため

基本すべり域を含めた波源全体で調整した。設定した特性化モデ

ルについては、2011 年東北地方太平洋沖地震の地殻変動量を上回

っているとともに、同地震の沖合いの観測波形及び津波水位を良
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好に再現できていることから、宮城県沖の大すべり域の破壊特性

を適切に考慮していることを確認した。さらに、当該モデルの宮

城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置を南北に約 10 ㎞単位で

移動させたパラメータスタディを行い、敷地への影響が最も大き

いケースを抽出した。 

イ．基準断層モデル②は、宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮

した特性化モデルが、広域の津波特性を再現する津波波源モデル

と比較してすべり領域の面積が小さいことを踏まえ、上記で設定

した特性化モデルの超大すべり域及び大すべり域のすべり量を

20%割り増ししたモデルとした。 

c. 基準断層モデル③ 

基準断層モデル③は、基準断層モデル②をベースに、杉野ほか（2013）

を参考に、短周期の波の要因となる未知なる分岐断層の活動や海底地

すべりの発生等の可能性を考慮し、海溝側のすべりを強調するように、

大すべり域及び超大すべり域の形状を変更し、さらに中間大すべり域

を配置したモデルとした。 

d. 考慮する不確かさ 

基準断層モデル①、基準断層モデル②及び基準断層モデル③の評価

に当たり考慮する不確かさについては、破壊開始点、破壊伝播速度及

び立ち上がり時間について検証した上で、評価への影響が大きい破壊

開始点及び破壊伝播速度とした。 

 

当初、申請者は、東北地方太平洋沖型の地震を津波波源とする波源モデ

ルについては、広域～敷地周辺の痕跡高及び観測波形を良好に再現できる

モデル（以下「再現モデル」という。）及び特性化モデルを設定し、特性化

モデルについてすべり量を 20％割り増しした基準断層モデル②、及び未知

なる分岐断層の活動や海底地すべりの発生等の可能性を考慮した基準断

層モデル③を設定していた。 

規制委員会は、審査の過程において、基準津波（水位上昇側）の津波波

源として選定されていた特性化モデルは、敷地前面では再現モデルを上回

ることは確認できるものの、それ以外の評価点では必ずしも保守性を有し

ていないことについて指摘した。 

これに対して、申請者は、広域の津波特性を考慮した特性化モデルを設

定し、内閣府（2012a）のほか、Satake et al.(2013)や杉野ほか（2013）

等を参考に、すべり領域や断層パラメータを見直し、広域の津波高を再現

できる波源モデルである基準断層モデル①を設定した。 
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また、当初、申請者は、東北地方太平洋沖型地震を津波波源とする波源

モデルの不確かさの考慮として、大すべり域の位置を南北に約 50 ㎞単位

で移動させた評価を行った上で、破壊開始点を複数設定して評価を行って

いた。 

規制委員会は、審査の過程において、波源特性の不確かさについては、

大すべり域の位置が、敷地に最も影響が大きい位置となっていることにつ

いて、さらに詳細な検討を行うこと、また、破壊開始点のみでなく、破壊

伝播速度や立ち上がり時間の不確かさについても検討するよう求めた。 

これに対して、申請者は、以下のとおり対応した。 
・大すべり域の位置については、南北に約 10 ㎞単位で移動させた評価

を実施した。 

・破壊開始点、破壊伝播速度及び立ち上がり時間について敷地への影響

について検証を行い、破壊開始点に加え、破壊伝播速度の不確かさを

考慮することとした。 

 
② 津波地震（プレート間地震）に起因する津波 

津波地震に起因する津波については、地震規模に関する知見の整理を行

い、地震調査研究推進本部(2012､2019)によれば、1896 年明治三陸地震は

国内外で最大規模の津波地震であることを踏まえ、同地震による津波の再

現モデルを上回る規模の津波波源を設定した。波源モデルは土木学会

（2016）に基づき、Mw8.5 にスケーリングしたモデルとし、すべり領域は

地震調査研究推進本部（2014)による津波地震の断層面の設定方法を参考

に、敷地に与える影響が大きい位置である宮城県沖から福島県沖までとし

た。さらに、不確かさを考慮したケースとして、位置、走向、傾斜角及び

すべり角を変動させて、敷地への影響が最も大きくなる波源モデルを確認

した。 

 

③ 海洋プレート内地震に起因する津波 

海洋プレート内地震に起因する津波については、地震規模に関する知見

の整理を行い、地震調査研究推進本部(2012、2019)等、及び 2011 年東北地

方太平洋沖地震発生後の応力状態を考慮して、1933 年昭和三陸地震津波を

再現するモデルのうち最大規模のもの(Mw8.35)を基本とし、津波波源につ

いてはこれを上回る土木学会（2016）に基づく Mw8.6 にスケーリングした

モデルとした。すべり領域は波源モデルの南端が北緯約 38°付近となるよ

うに設定した。不確かさを考慮したケースとして、土木学会(2002，2016)

及び地震調査研究推進本部(2014)を参考に、位置、走向、傾斜及び断層上
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縁深さについて変動させて、敷地への影響が最も大きくなる波源モデルを

確認した。 

 

④ 地震に伴う津波の波源の選定 

以上の検討結果から、地震に起因する津波のうち、敷地への影響が大き

い津波波源として、東北地方太平洋沖型の地震に伴う津波波源を選定した。

なお、津波波源の選定に当たっては、防波堤の有無が基準津波の選定の評

価に影響しないこともあわせて確認した。 
 

規制委員会は、申請者が実施した地震に伴う津波の評価については、以下のこ

とから、解釈別記３の規定に適合していることを確認した。 

① 津波堆積物調査を含む文献調査により、波源モデルの設定等に必要な検

討波源の選定が適切に行われていること 
② 津波計算の数値計算手法について再現性の確認が適切に行われている

こと 
③ 東北地方太平洋沖型の地震に伴う津波については、 

・申請時に考慮していた宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特

性化モデルに加え、広域の津波特性を考慮した特性化モデルを設定し

ていること 
・広域の津波特性を考慮した特性化モデルについては、敷地を含む宮城

県周辺において、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波の痕跡高よ

りも評価結果の方が大きく、保守的なモデルとなっていること 
・宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデルについては、

2011 年東北地方太平洋沖地震の地殻変動量、沖合いの観測波形及び発

電所の津波水位を良好に再現するモデルを設定した上で、既存の 2011
年東北地方太平洋沖地震の津波特性を再現するモデルと当該モデル

との断層面積の違いを考慮し、大すべり域・超大すべり域のすべり量

を 20％割増したモデルを設定していること。また、未知なる分岐断層

による地震や海底地すべりの発生を考慮し、海溝側のすべりを強調し

たモデルを設定していること 
・これらの特性化モデルは、最新の知見を踏まえ、大すべり域及び超大

すべり域の位置、面積、すべり量等について、不確かさを考慮して設

定していること。大すべり域及び超大すべり域の位置については、宮

城県沖の大すべり域の位置を 10km単位で移動させたパラメータスタ

ディを行い、敷地への影響が最も大きい位置を抽出していること 
・敷地への影響が大きいパラメータについて検証した上で、詳細なパラ
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メータスタディを行っていること 
④ 津波地震による津波及び海洋プレート内地震による津波についても、最

新の知見を踏まえ、津波波源及びその規模について保守性を考慮して設定

するとともに、波源の位置、走向及び傾斜等、各種の不確かさを考慮して

適切に評価していること 
 

２．地震以外の要因による津波 

解釈別記３は、地震以外の要因による津波について、地すべり、斜面崩壊その

他の地震以外の要因を考慮し、津波の発生要因に係る調査及び波源モデルの設定

に必要な調査、敷地周辺に襲来した可能性のある津波に係る調査及び津波の伝播

経路に係る調査を行うことを要求している。また、基準津波の策定に当たっては、

適切な規模の津波波源を考慮するとともに、不確かさの考慮に当たっては、基準

津波の策定に及ぼす影響が大きいと考えられる波源特性の不確かさの要因及び

その大きさの程度並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いによる不確かさを

十分踏まえた上で、適切な手法を用いることを要求している。 

申請者は、地震以外の要因による津波評価について、以下のとおりとしている。 

（１）文献調査の結果、敷地周辺において、陸域及び海底での地すべり、斜面崩壊

並びに火山現象による歴史津波の記録は認められなかった。 

（２）防災科学技術研究所（2009）等によれば、敷地周辺陸域の海岸付近には大規

模な地すべり地形及び斜面崩壊地形は認められなかった。 

（３）日本海溝付近の海底地すべりについて、小平ほか(2012)では、2011 年東北

地方太平洋沖地震を起因とする海底地すべりが発生していた可能性を示して

いることを踏まえ、海底地すべり地形を検討し、Watts et al.(2005)の予測式

を用いて数値シミュレーションを実施した。その結果、地震に伴う津波を上回

るものではないことを確認した。 
（４）この他の海底地すべりについては、文献調査に加え、敷地前面の音波探査に

よる海底地形判読の結果、海底地すべりの可能性のある地形は認められないこ

とを確認した。また、ハワイ付近に認められる海底地すべりによる津波につい

ても、敷地への影響が小さいことを確認した。 
（５）火山現象に起因する津波については、海上保安庁等によれば、敷地周辺及び

敷地前面海域には、敷地に影響を及ぼす津波の要因となる海底火山は認められ

ないことから、敷地への影響は小さいことを確認した。 
（６）以上の検討から、地震以外の要因による津波は、地震に伴う津波と比較して

敷地への影響は十分に小さいと評価した。 

 

284



 

57 

 

規制委員会は、申請者が実施した地震以外の要因による津波の評価については、

波源モデルの設定等に必要な調査を実施し、敷地への影響を評価しており、その

結果、地震に伴う津波のうち、各種の不確かさを十分に考慮した東北地方太平洋

沖型の地震による津波波源と比較し、敷地への影響は十分に小さいとしているこ

とは妥当であると判断した。 

 

３．地震に伴う津波と地震以外の要因による津波の組合せ 

解釈別記３は、津波発生要因に係る敷地の地学的背景及び津波発生要因の関連

性を踏まえ、地震及び地すべり又は斜面崩壊等の組合せについて考慮することを

要求している。 
申請者は、地震による津波と地震以外の要因による津波の組合せについて、地

震以外を要因とする津波については、地震に伴う津波のうち、東北地方太平洋沖

型の地震による津波波源と比較して、敷地に及ぼす影響が十分に小さいと考えら

れること、また、地震に伴う津波の評価のうち、プレート間地震に起因する津波

の評価においては、未知なる分岐断層の活動や海底地すべりの発生等の可能性を

考慮していることから、これらの津波の組合せの必要はないとしている。 
 
規制委員会は、申請者が実施した地震に伴う津波と地震以外の要因による津波

の組合せについては、地震以外を要因とする津波が敷地に及ぼす影響は十分に小

さく、組合せを考慮した場合でも、敷地への津波の遡上の検討には影響がないも

のと考えられること、また、地震に伴う津波の評価においては、未知なる分岐断

層の活動や海底地すべりの発生等の可能性を考慮した評価を行っているため、組

合せの必要がないことを確認した。 
 

４．基準津波の策定等 

解釈別記３は、基準津波の時刻歴波形について、敷地前面海域の海底地形の特

徴を踏まえ、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となるよう、施

設から離れた沿岸域における津波を用いることを要求している。また、基準津波

による遡上津波は、敷地周辺における津波堆積物等の地質学的証拠及び歴史記録

等から推定される津波高及び浸水域を上回っていること、行政機関により敷地又

はその周辺の津波が評価されている場合には、波源設定の考え方及び解析条件の

相違点に着目した上で、安全側の評価を実施するとの観点から必要な科学的・技

術的知見を基準津波の策定に反映することを要求している。さらに、砂移動の評

価に必要な調査を行い、基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積に対して

取水口及び取水路の通水性が確保できることを要求している。 

申請者は、基準津波の策定の内容を以下のとおりとしている。 
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（１）基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となるよう、

敷地前面の沖合い約 10km の水深 100m 地点で定義した。 

（２）津波シミュレーションによる計算の結果から、水位上昇側で敷地に最も影響

のある波源モデルは、東北地方太平洋沖型の地震に伴う津波のうち、基準断層

モデル③による津波（大すべり域・超大すべり域を波源モデルの基準位置、同

時破壊、立ち上がり時間 60 秒）である。また、水位下降側で敷地に最も影響の

ある波源モデルは、東北地方太平洋沖型地震による津波のうち、基準断層モデ

ル②による津波（大すべり域・超大すべり域を波源モデルの基準位置、破壊開

始点は超大すべり域の中央に配置、破壊伝播速度は 1.0 ㎞/s、立ち上がり時間

60 秒）である。 

（３）基準津波定義位置における上昇側の基準津波による最高水位は T.P.＋8.63m、

最低水位は T.P.－3.57m である。また、下降側の基準津波による最高水位は T.P.

＋6.61m、最低水位は T.P.－3.30 m である。 

（４）基準津波の規模が敷地周辺における津波堆積物等から推定される津波の規模

を超えていることについては、「１．地震に伴う津波」において、基準断層モ

デル①は、敷地を含む宮城県周辺の痕跡高に対して計算値の方が大きく、保守

的なモデルになっていることによって確認した。 

（５）行政機関による既往評価との比較として、「１．地震に伴う津波」において、

基準断層モデル①は、内閣府（2012a）を踏まえて設定されており、必要な科学

的・技術的知見を基準津波の策定に反映していることを確認した。 

（６）基準津波に伴う砂移動の数値計算では、藤井ほか（1998）及び高橋ほか（1999）

の方法を用いて砂の堆積厚を評価し、非常用海水ポンプの取水に支障が生じな

いことを確認した。 

 

規制委員会は、本申請による基準津波は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、

各種の不確かさを十分に考慮して、適切な位置で適切に時刻歴波形として策定さ

れていること、基準津波による津波高さは、敷地周辺の津波堆積物調査結果及び

行政機関が行った津波評価を上回っていること、また、基準津波による水位変動

に伴う砂移動の評価が適切に行われていることから、解釈別記３の規定に適合し

ていることを確認した。 

 

なお、申請者は、基準津波定義位置における基準津波による水位上昇側の年超

過確率は 10-6～10-7程度、水位下降側の年超過確率は 10-3～10-4程度としている。 
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Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針 

１．防護対象とする施設の選定方針 

解釈別記３は、設計基準対象施設に対して基準津波によって安全機能が損なわ

れるおそれがないことを要求している。また、津波ガイドでは、重要な安全機能

を有する施設は、基準津波に対して、その安全機能を損なわない設計であること

を基本方針として示している。 

申請者は、設計基準対象施設のうち、耐震重要度分類におけるＳクラスの施設

を防護対象とする施設として選定する方針としている。これに加えて、「発電用

軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成 2年 8月 30

日原子力安全委員会決定）に示された、安全機能を有する構築物、系統及び機器

に対する設計上の考慮（自然現象に対する設計上の考慮）を参考にして、安全重

要度分類におけるクラス１及びクラス２に属する構築物、系統及び機器に加え、

安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、系統及び機器について

も防護対象とする施設として選定する方針としている。また、上記以外のクラス

３に属する構築物、系統及び機器は代替設備によって必要な機能を確保する等の

対応を行うよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、防護対象とする施設の選定について、申請者が、設計基準対象

施設のうち耐震重要度分類におけるＳクラスの施設及び重要な安全機能を有す

る施設を選定することに加え、安全評価上その機能を期待する施設にも着目して

選定することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること

及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

２．基本事項 

（１）敷地及び敷地周辺における地形と施設の配置 

津波ガイドでは、耐津波設計の前提条件に関する基本事項として、敷地及び

敷地周辺における地形、施設の配置等について、以下の事項についてそれぞれ

を網羅的に示すこととしている。これらの事項は、遡上域及び浸水域の評価並

びに漂流物の評価において必要な情報である。 

① 敷地及び敷地周辺における地形、標高並びに敷地周辺における河川の存

在 

② 敷地における施設の位置、形状等 

③ 敷地周辺における人工構造物等の位置、形状等 

申請者は、敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について、図面等を用い

て以下のように示している。 

① 敷地は宮城県の女川
お な が わ

町及び石巻
いしのまき

市の牡鹿半島のほぼ中央東部に位置し
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ており、敷地の北方約 17km のところに一級河川の北上
き た か み

川、牡鹿半島を流

れる二級河川及び準用河川が複数あり、敷地に最も近い河川として、南方

約 3km のところに二級河川の後
うしろ

川がある。 

② 施設、設備が設置される敷地の高さは、主に O.P.＋2.5m、O.P.＋13.8m

及びO.P.＋59m以上の高さに分かれている。なお、敷地の高さについては、

2011 年東北地方太平洋沖地震に伴い生じた沈降を考慮している。 

③ 防護対象とする施設を内包する建屋及び区画として、原子炉建屋、ター

ビン建屋及び制御建屋をO.P.＋13.8mの敷地に設置する。屋外設備として、

排気筒、海水ポンプ室補機ポンプエリア、軽油タンクエリア及び復水貯蔵

タンクを O.P.＋13.8m の敷地に、原子炉建屋と接続する海水ポンプ室補機

ポンプエリア、軽油タンクエリア及び復水貯蔵タンクからの配管を敷設す

る地下構造物、排気筒連絡ダクトはO.P.＋13.8mの敷地地下部に設置する。 

④ 津波防護施設として女川湾に面した O.P.＋13.8m の敷地前面に O.P.＋

29m を天端とする鋼管式鉛直壁と盛土堤防で構成される防潮堤を設置する。

また、2 号炉海水ポンプ室スクリーンエリア及び 3 号炉海水ポンプ室スク

リーンエリアの開口部並びに2号炉放水立坑及び3号炉放水立坑の開口部

を取り囲むようO.P.＋13.8m の敷地面に O.P.＋19m又は O.P.＋20mを天端

とする防潮壁を、3 号炉海水熱交換器建屋取水立坑の開口部を取り囲むよ

う O.P.＋14.0m の位置に O.P.＋20m を天端とする防潮壁を設置する。さら

に、1号炉取水路及び 1号炉放水路に取放水路流路縮小工（※3）を、取水

口底盤に O.P.－6.3m を天端とする貯留堰を設置する。 

⑤ 津波監視設備として原子炉建屋の屋上O.P.＋49.5m及び防潮堤北側エリ

ア O.P.＋29.0m に津波監視カメラを海水ポンプ室補機ポンプエリア O.P.

＋2.0m の位置に取水ピット水位計を設置する。 

⑥ 敷地内の防潮堤外側の遡上域の建物・構築物等として、O.P.＋2.5m の敷

地に放水口モニタ建屋、屋外電動機等点検建屋等がある。 

⑦ 敷地内の港湾施設として物揚岸壁、防波堤がある。 

⑧ 敷地外の港湾施設として女川港のほか、8 つの漁港があり、敷地周辺で

最も規模の大きい女川港及び発電所に最も近い小屋
こ や

取
と り

漁港には防波堤が

ある。 

⑨ 敷地外の海上設置物として女川港及び小屋取漁港に係留船舶があり、女

川湾に養殖筏等がある。 

⑩ 敷地周辺には民家、漁具、配電柱等がある。 

⑪ 海上交通として本発電所沖合約 2km 及び 12km に航路がある。 

                             
（※3）取水路及び放水路にコンクリートを打設し、水路内の断面積を縮小して、敷地への流入を防止する施

設 
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規制委員会は、耐津波設計の前提条件における必要な事項として、申請者が、

敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について図面等を用いて網羅的に示し

ており、これらの事項が津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（２）基準津波による敷地周辺の遡上域及び浸水域 
解釈別記３は、遡上域及び浸水域の評価に当たって、敷地及び敷地周辺の地

形及びその標高、河川等の存在、沿岸域の海底地形、津波の侵入角度及び伝播

経路上の人工構造物等を考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り込みを含

め敷地への遡上の可能性を検討することを要求している。また、地震時の変状

（地盤の液状化）又は津波襲来時の洗掘と堆積を起因とする地形及び河川流路

の変化が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討することを

要求している。 

申請者は、以下のとおり遡上解析を実施するとしている。 

 

① モデル 

a. 敷地及び敷地周辺の地形とその標高について、解析上影響を及ぼす

斜面、道路等を考慮してモデル化する。 

b. 津波の伝播経路上の人工構造物について、図面を基に解析上影響を

及ぼす構造物の設置状況を考慮してモデル化する。また、2011 年東北

地方太平洋沖地震により被災した地域での防波堤及び防潮壁等の建

設を目的とした復旧・改修工事計画を考慮する。なお、モデル化につ

いては、2011 年東北地方太平洋沖地震による広域的な地殻変動等を反

映する。 

c. 敷地沿岸域及び海域については、一般財団法人日本水路協会及び深

浅測量等による地形データを使用する。また、陸域については 2011 年

東北地方太平洋沖地震後に整備された国土地理院等による地形デー

タを使用し、取水路及び放水路等の諸元、敷地標高については本発電

所の竣工図等を使用する。なお、一般財団法人日本水路協会による地

形データ及び本発電所の竣工図には、2011 年東北地方太平洋沖地震に

よる広域的な地殻変動等を反映する。 

 

② 考慮事項 

a. 敷地前面、側面及びその周辺における津波の流向、流速及びそれら

の経時変化を把握する。 

b. 敷地の地形、標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込

289



 

62 

 

みについて、敷地周辺の遡上域における津波の流向及び流速に留意し

た上で考慮する。 

c. 地震による液状化、流動化、すべり、標高変化を考慮する。 

d. 敷地の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障壁となってい

る箇所はない。 

e. 敷地の北方約 17km に位置する北上川、南方約 3km に位置する後川

等、全ての河川は敷地と標高 100m 以上の山地を隔てた位置にあるこ

とから、これら河川における遡上波は敷地に影響しない。 

f. 揺すり込み及び液状化に伴う盛土・旧表土の変形及び沈下、本発電

所港内の防波堤の損傷について検討し、検討結果に基づき解析条件を

設定する。 

g. 遡上の可能性を検討するに当たって、初期潮位は、朔望平均潮位と

し、潮位のばらつきについては遡上解析から算定した津波水位に加え

ることで考慮する（※4）。 

 

規制委員会は、遡上解析について、申請者が、公的機関による信頼性の高い

データや最新技術に基づいたデータを用いてモデルを作成すること及び地震

による影響を適切に考慮した上で敷地への遡上の可能性を検討することとし

ており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイド

を踏まえていることを確認した。 

 

（３）入力津波の設定 

解釈別記３は、基準津波の波源からの数値解析により、各施設、設備等の設

置位置において算定される水位変動の時刻歴波形を入力津波として設定する

ことを要求している。また、入力津波の設定に当たっては、津波による港湾内

の局所的な海面振動の励起を適切に評価し考慮することを要求している。 

申請者は、基準津波の波源からの津波伝播等の数値解析により、各施設、設

備等の設置位置において、海水面の基準レベルからの水位変動量を算定し、時

刻歴波形として入力津波を設定するとしている。津波による本発電所港湾内の

局所的な海面振動については、本発電所港口、本発電所港奥の取水口前面にお

ける最高水位分布や時刻歴水位に大きな差異はないことから励起しないと評

価している。なお、基準津波策定位置と本発電所港口における時刻歴水位につ

いても大きな差異はないと評価している。 

                             
（※4）朔望平均潮位、潮位のばらつきを含む遡上解析の条件の妥当性については「２．（４）津波防護の方針

設定に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動）」で確認 
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さらに、津波防護施設の設計に用いる入力津波の設定については、敷地及び

その周辺の遡上域、津波の伝播経路の不確かさ並びに施設の広がりを考慮する

としている。また、各施設、設備等の設置位置において算定された津波高さ、

速度、衝撃力等に対して、保守的な設計又は評価となるよう考慮して入力津波

高さや速度を設定するとしている。 

 

なお、審査の過程において、申請者は、入力津波の評価について、2011 年東

北地方太平洋沖地震後の女川町等の復旧・改修工事計画を地形データに反映し

ない条件での評価結果を示していた。 

これに対して規制委員会は、復旧・改修工事計画による地形改変が入力津波

へ及ぼす影響を確認するよう求めた。 

これに対し申請者は、2011 年東北地方太平洋沖地震後の復旧・改修工事計画

を反映した入力津波の評価を実施し、上昇側の入力津波に与える影響がないこ

と、また、下降側の入力津波は、復旧・改修工事計画を反映しない入力津波の

評価結果より最低水位は低くなるものの非常用海水ポンプの取水性に影響が

ないことから復旧・改修工事計画を反映しない入力津波を採用する方針を示し

た。 

これに対して規制委員会は、復旧・改修工事計画の完了前及び完了後のいず

れにおいても保守的な入力津波を採用するよう求めた。 

これに対し申請者は、復旧・改修工事計画の反映前後の入力津波の評価結果

を比較した上で、双方の評価結果から保守的な入力津波を採用することを示し

た。 

 

規制委員会は、入力津波の設定について、申請者が、基準津波の波源からの

数値解析により、各施設、設備等の設置位置において、海水面からの水位変動

量の時刻歴波形で設定すること、本発電所港奥の取水口前面における局所的な

海面振動の励起を評価し、その結果を考慮することとしており、これらの方針

が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていること

を確認した。これに加えて、津波防護施設及び浸水防止設備の設計に用いる入

力津波の設定について、敷地及びその周辺の遡上域、津波の伝播経路の不確か

さ並びに施設の広がりを考慮することを確認した。 

 

（４）津波防護の方針設定に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動） 

解釈別記３は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉補機冷却

海水系の評価に当たって、潮汐に加え高潮等の要因による水位変動も考慮して

保守的な評価を実施することを要求している。また、地震に伴う広域的な地殻
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変動による敷地の隆起又は沈降を考慮して保守的な評価を実施することを要

求している。 

申請者は、津波防護施設、浸水防止設備の設計及び原子炉補機冷却海水系の

評価について、以下のとおり実施するとしている。 

 

① 潮汐による水位変動 

敷地周辺の観測地点「鮎川
あゆかわ

検潮所」における潮位観測記録に基づき求め

た朔望平均満潮位を、入力津波による上昇側水位変動に対して考慮すると

ともに、朔望平均干潮位を入力津波による下降側水位変動に対して考慮す

る。また、観測地点「鮎川検潮所」における潮位観測記録に基づき求めた

潮位のばらつきを考慮する。 

 

② 高潮による水位変動 

潮汐以外の要因による潮位変動については、影響の大きなものとして高

潮を抽出する。観測地点「鮎川検潮所」における過去 41 年の潮位観測記録

に基づき高潮の発生状況の調査及び高潮のハザードの評価を行い、基準津

波の超過確率を踏まえ、再現期間 100 年の高潮を算定し、これと基準津波

との重畳を考慮する。 

 

③ 地殻変動による隆起又は沈降の影響 

地震に伴う地殻変動による敷地の隆起又は沈降は、地殻変動解析に基づ

き設定する。基準津波の波源である東北地方太平洋沖型の地震による地殻

変動に伴い敷地全体が 0.72m 沈降すると評価され、2011 年東北地方太平洋

沖地震による広域的な地殻変動に伴い敷地で 1m の沈降が観測されたこと

から、上昇側（寄せ波）の水位変動に対してそれらを合わせた 1.72m の沈

降を考慮する。また、下降側（引き波）の水位変動に対しては、2011 年東

北地方太平洋沖地震による広域的な地殻変動に伴い敷地で観測された 1m

の沈降を考慮するが、余効変動として沈降が解消された場合も考慮する。 

 
規制委員会は、水位変動及び地殻変動について、申請者が、朔望平均満潮位

を入力津波の上昇側水位変動に対して考慮し、朔望平均干潮位を入力津波の下

降側水位変動に対して考慮するとともに、潮汐以外の要因の中で最も影響の大

きな高潮による水位変動をハザードの評価に基づき保守的に評価すること、ま

た、地震に伴う地殻変動による沈降を上昇側の水位変動に対して考慮し、下降

側の水位変動に対しては、地震に伴う地殻変動による沈降が余効変動として解

消された場合も考慮する保守的な評価をすることとしており、これらの方針が
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解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを

確認した。 

 

３．津波防護の方針 

（１）津波防護の基本方針 

津波ガイドでは、津波防護の基本方針が敷地の特性に応じたものであること、

また、津波防護の概要を敷地及び敷地周辺全体図、施設配置図等に明示するこ

とを示している。 

申請者は、敷地の地形及び人工構造物等の位置、形状等に基づく津波の遡上

解析及び管路の水理解析（※5）（以下「管路解析」という。）等の結果を踏まえ

て、津波防護の対象となる敷地の範囲を特定した上で、津波防護の概要を以下

のように示している。 

① 防護対象とする施設を内包する建屋及び区画が設置された敷地に基準

津波による遡上波を到達又は流入させないように津波防護施設を設置す

る。また、取水路、放水路等の地下部を介して、防護対象とする施設を内

包する建屋及び区画に津波を流入させないように津波防護施設及び浸水

防止設備を設置する。 

② 取水施設、放水施設、地下部等については、漏水の可能性を考慮のうえ、

漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能を有する施設への影響を

防止できる設計とする。 

③ 建屋内の海水を内包する耐震性の低い配管等が地震により破断するこ

とを想定し、そこからの津波の流入に対して防護対象とする施設の安全機

能が損なわれない設計とする。 

④ 津波の引き波時の水位低下により非常用海水冷却系の取水性が損なわ

れないよう津波防護施設として貯留堰を設置する。 

⑤ 津波の襲来等を監視できるよう津波監視設備を設置する。 

以上の津波防護の概要に沿って、防護対象とする施設を内包する建屋及

び区画、津波防護のために設置する施設等（津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備）の位置を敷地全体図に示している。 
 

規制委員会は、申請者の津波防護の基本方針が、敷地の特性に応じた方針で

あること及び申請者が、当該方針に基づく津波防護施設、浸水防止設備、津波

監視設備等の配置を図面により示していることから、この方針が津波ガイドを

踏まえていることを確認した。 
                             
（※5）取水路及び放水路の水路形状、材質及び水路表面の状況を考慮したモデル化を行い実施する管路の水

理解析 
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（２）敷地への浸水防止（外郭防護１） 

① 遡上波の到達、施設等への流入防止 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び重要な

安全機能を有する屋外の施設を、基準津波による遡上波の到達しない十分

高い場所に設置することを要求している。また、到達する高さにある場合

には、津波防護施設、浸水防止設備を設置することを要求している。 

申請者は、遡上波の到達、流入を防止するため、以下の方針を示してい

る。 

a. 基準津波による遡上解析について、地震による地盤沈下量、水位変

動等を初期条件として考慮して実施した。その結果、入力津波高さは

O.P.＋24.4m（敷地高さ O.P.＋13.8m に対する浸水深は 11m 程度）と設

定する（※6）。 
b. 防護対象とする施設を内包する建屋が設置されている敷地は、入力

津波高さ O.P.＋24.4m に対してその敷地高さが O.P.＋13.8m であり、

津波による遡上波が到達する高さにあることから、津波防護施設とし

て敷地前面に O.P.＋29m を天端とする防潮堤を設置する。 

c. 津波が遡上する防潮堤外側の O.P.＋2.5m の敷地に、防護対象とす

る施設を内包する建屋及び区画はない。 

d. 屋外設備が設置されている敷地高さは、軽油タンクエリア、海水ポ

ンプ室補機ポンプエリア、復水貯蔵タンク及び排気筒が O.P.＋13.8m、

原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポン

プが O.P.＋2.0m であり、津波による遡上波が到達する高さにあるこ

とから、津波防護施設として敷地前面に O.P.＋29m を天端とする防潮

堤を設置する。 

 

規制委員会は、遡上波の到達、流入の防止の要求に対して、申請者が、

基準津波による遡上域を把握するために実施した解析の結果に基づき、防

護対象とする施設を内包する建屋及び区画が設置された敷地に遡上波が

到達しないよう津波防護施設を設置することとしており、これらの方針が

解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえているこ

とを確認した。 

 

② 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 

                             
（※6）入力津波高さのうち、＋24.4m の数値は、基準津波（沖合約 10km、水深 100m）に基づき、海底地形、

防波堤の影響、潮位のばらつき等の条件を考慮した遡上解析の結果であり、なお、この遡上解析におけ

る各条件の妥当性は「２．基本事項」の（１）～（４）で確認 
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解釈別記３は、取水路、放水路等の経路から防護対象とする施設を内包

する建屋及び区画への津波の流入の可能性について検討した上で、流入経

路を特定し、それらに対して対策を施すことにより、津波の流入を防止す

ることを要求している。 
申請者は、以下のとおり、津波の流入経路を特定した上で、流入防止対

策を施す方針としている。 
 

a. 流入経路の特定 

海域とつながる取水路、放水路等の開口部の設置位置において、入

力津波高さと開口部の高さとを比較することにより、津波が防護対象

とする施設を内包する建屋及び区画へ流入する可能性を検討する。流

入経路として、以下を特定した。 
ア．2 号炉取水路から海水ポンプ等を設置するエリアへの津波の流

入については、管路解析により評価を行い、2 号炉海水ポンプ室

の入力津波高さ O.P.＋18.1m に対し、2 号炉海水ポンプ室スクリ

ーンエリアの開口部が O.P.＋14.0m、2 号炉海水ポンプ室防潮壁

内の揚水井戸、補機冷却系トレンチへのアクセス用入口が O.P.＋

14.0m、海水ポンプ室補機ポンプエリア床面の開口部が O.P.＋

2.0m に位置することから、流入経路として 2号炉海水ポンプ室ス

クリーンエリア、2 号炉海水ポンプ室防潮壁内の揚水井戸、補機

冷却系トレンチへのアクセス用入口、海水ポンプ室補機ポンプエ

リア床面の開口部を特定した。 

イ．1 号炉取水路から敷地地上部への津波の流入については、管路

解析により評価を行い、1号炉海水ポンプ室の入力津波高さ O.P.

＋10.4m に対し、1 号炉海水ポンプ室スクリーンエリアの開口部

が O.P.＋14.0m に位置することから、流入経路として、1 号炉海

水ポンプ室スクリーンエリアの開口部を特定した。3 号炉取水路

から敷地地上部への津波の流入については、管路解析により評価

を行い、3 号炉海水ポンプ室及び 3 号炉海水熱交換器建屋の入力

津波高さ O.P.＋19.0m に対し、3 号炉海水ポンプ室スクリーンエ

リア、3号炉海水ポンプ室防潮壁内の揚水井戸、3号炉海水熱交換

器建屋取水立坑の開口部が O.P.＋14.0m、3 号炉海水熱交換器建

屋補機ポンプエリア床面、3 号炉海水熱交換器建屋取水立坑への

アクセス用入口が O.P.＋2.0m に位置することから、流入経路と

して、3号炉海水ポンプ室スクリーンエリア、3号炉海水熱交換器

建屋取水立坑、3号炉海水ポンプ室防潮壁内の揚水井戸、3号炉海
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水熱交換器建屋補機ポンプエリア床面の開口部、3 号炉海水熱交

換器建屋取水立坑へのアクセス用入口を特定した。 
ウ．1 号炉放水路から敷地地上部への津波の流入については、管路

解析により評価を行い、1 号炉放水立坑の入力津波高さ O.P.＋

11.8m に対し、1 号炉放水立坑の開口部が O.P.＋14.0m に位置す

ることから、流入経路として 1号炉放水立坑の開口部を特定した。

2 号炉放水路から敷地地上部への津波の流入については、管路解

析により評価を行い、2号炉放水立坑の入力津波高さ O.P.＋17.4m

に対し、2号炉放水立坑の開口部が O.P.＋14.0m、2 号炉補機冷却

海水系放水路の防潮壁横断部が O.P.＋11.4m に位置することから、

流入経路として 2 号炉放水立坑の開口部、2 号炉補機冷却海水系

放水路の防潮壁横断部を特定した。3 号炉放水路から敷地地上部

への津波の流入については、管路解析により評価を行い、3 号炉

放水立坑の入力津波高さ O.P.＋17.5m に対し、3号炉放水立坑、3

号炉補機冷却海水系放水ピットの開口部が O.P.＋14.0m に位置す

ることから、流入経路として 3 号炉放水立坑、3 号炉補機冷却海

水系放水ピットの開口部を特定した。 

エ．屋外排水路から敷地地上部への津波の流入については、遡上解

析により評価を行い、敷地北側の屋外排水路の入力津波高さ O.P.

＋24.4m 及び敷地南側の屋外排水路の入力津波高さ O.P.＋24.4m

に対し、屋外排水路が O.P.＋2.5m に位置することから、流入経路

として屋外排水路を特定した。 

 

b. 津波の流入防止対策 

特定した経路から津波が流入することを防止するため、以下の対策

を講じる。 
ア．2号炉取水路からの津波の流入に対し、津波防護施設として、2

号炉海水ポンプ室スクリーンエリアの開口部を取り囲むように防

潮壁、浸水防止設備として、補機冷却系トレンチへのアクセス用

入口、2 号炉海水ポンプ室防潮壁内の揚水井戸の開口部に浸水防

止蓋、海水ポンプ室補機ポンプエリア床面の開口部に逆止弁付フ

ァンネルを設置する。 

イ．1 号炉取水路から敷地地上部への津波の流入に対し、津波防護

施設として、1 号炉海水ポンプ室スクリーンエリアの開口部から

津波が流入しないように、1 号炉取水路内に取放水路流路縮小工

を設置する。3 号炉取水路からの津波の流入に対し、津波防護施
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設として、3号炉海水ポンプ室スクリーンエリア、3号炉海水熱交

換器建屋取水立坑の開口部を取り囲むように防潮壁、浸水防止設

備として、3号炉海水ポンプ室防潮壁内の揚水井戸、3号炉海水熱

交換器建屋補機ポンプエリア床面の開口部に浸水防止蓋、3 号炉

海水熱交換器建屋補機ポンプエリア床面の開口部に逆止弁付ファ

ンネル、3 号炉海水熱交換器建屋取水立坑へのアクセス用入口に

水密扉を設置する。 

ウ．1 号炉放水路から敷地地上部への津波の流入に対し、津波防護

施設として、1 号炉放水立坑の開口部から津波が流入しないよう

に、1号炉放水路内に取放水路流路縮小工を設置する。2号炉放水

路から敷地地上部への津波の流入に対し、津波防護施設として 2

号炉放水立坑の開口部を取り囲むように防潮壁、浸水防止設備と

して、2 号炉補機冷却海水系放水路の防潮壁横断部に逆流防止設

備を設置する。3 号炉放水路から敷地地上部への津波の流入に対

し、津波防護施設として 3号炉放水立坑の開口部を取り囲むよう

に防潮壁、浸水防止設備として、3 号炉補機冷却海水系放水ピッ

トの開口部に浸水防止蓋を設置する。 

エ．屋外排水路からの津波の流入に対し、浸水防止設備として屋外

排水路の防潮堤の横断部に逆流防止設備を設置する。 

 

規制委員会は、申請者が、取水路、放水路等の開口部から防護対象とす

る施設を内包する建屋及び区画へ津波が流入する可能性を検討し、津波防

護施設及び浸水防止設備を設置することにより津波の流入を防止するこ

ととしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び

津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（３）漏水による重要な安全機能を有する施設への影響防止（外郭防護２） 

① 浸水対策 

解釈別記３は、設置される設備の構造上の特徴等を考慮して、取水施設、

放水施設、地下部等における漏水の可能性を検討し、漏水の継続による浸

水の範囲を想定（以下｢浸水想定範囲｣という。）するとともに、漏水箇所か

ら浸水想定範囲内の経路を特定し、それらに対して浸水対策を施すことに

より、浸水範囲を限定することを要求している。 
申請者は、以下のとおり、浸水想定範囲を設定した上で、浸水対策を施

す方針としている。 
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a. 浸水想定範囲 

設置される設備の構造上の特徴等を考慮して、取水施設、放水施設、

地下部等における漏水の可能性を検討し、津波が取水口を通じて海水

ポンプ室床面から流入する可能性があり、漏水が継続するものと仮定

して、海水ポンプ室を浸水想定範囲として設定する。 
 

b. 浸水対策 

漏水の可能性のある経路として、海水ポンプ室床面に開口部が存在

するため、これらに逆止弁付ファンネルを設置する。 
 

規制委員会は、申請者が、重要な安全機能を有する施設への漏水による

影響を防止するため、海水ポンプ室を浸水想定範囲として設定した上で、

浸水防止設備を設置し浸水範囲を限定することとしており、これらの方針

が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえている

ことを確認した。 

 

② 重要な安全機能を有する施設への影響評価 

解釈別記３は、浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備があ

る場合は、防水区画化するとともに、必要に応じて同区画内の浸水量評価

を実施して、重要な安全機能を有する設備への影響がないことを確認する

ことを要求している。 
申請者は、浸水想定範囲である海水ポンプ室に津波防護対象設備である

原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプを

設置しているため、海水ポンプ室補機ポンプエリアのうち、原子炉補機冷

却海水ポンプ（Ａ）（Ｃ）室、原子炉補機冷却海水ポンプ（Ｂ）（Ｄ）室及

び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室を防水区画化する方針として

いる。また、海水ポンプ室補機ポンプエリアに設置する逆止弁付ファンネ

ルについて、漏水による浸水経路となる可能性があるため、浸水量を評価

し、原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ

への影響がないことを確認する方針としている。 
 

規制委員会は、重要な安全機能を有する施設への影響評価について、申

請者が、浸水想定範囲である海水ポンプ室補機ポンプエリアのうち、原子

炉補機冷却海水ポンプ（Ａ）（Ｃ）室、原子炉補機冷却海水ポンプ（Ｂ）（Ｄ）

室及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室、それぞれを防水区画化し

た上で、区画内の浸水量評価によって原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧
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炉心スプレイ補機冷却海水ポンプへの影響がないことを確認する方針と

しており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波

ガイドを踏まえていることを確認した。 

 
③ 排水設備設置の検討 

解釈別記３は、長期間の浸水が想定される浸水想定範囲には、排水設備

を設置することを要求している。 
申請者は、浸水想定範囲における上記②の浸水量評価に基づき、長期間

の浸水が想定される場合は、原子炉補機冷却海水ポンプ（Ａ）（Ｃ）室、原

子炉補機冷却海水ポンプ（Ｂ）（Ｄ）室及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水

ポンプ室に排水設備を設置する方針としている。 
 
規制委員会は、申請者が、上記②の浸水量評価に基づき、長期間の浸水

の有無に応じて排水設備を設置する方針としており、この方針が解釈別記

３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認

した。 

 

（４）重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画につい

て、浸水防護重点化範囲として明確化することを要求している。また、津波の

流入による浸水範囲及び浸水量（※7）を保守的に想定した上で、耐震性の低い

配管等の破断箇所から浸水防護重点化範囲への流入経路を特定し、それらに対

して流入防止の対策を施すことにより、防護対象とする施設が津波による影響

を受けない設計とすることを要求している。 

申請者は、防護対象とする施設を内包する建屋及び区画について、浸水防護

重点化範囲として設定した上で、以下のとおり津波の流入防止対策を施す方針

としている。 

 

① 浸水防護重点化範囲の設定 

津波に対する浸水防護重点化範囲として、原子炉建屋、制御建屋、海水

ポンプ室補機ポンプエリア、軽油タンクエリア、復水貯蔵タンク、排気筒

及び排気筒連絡ダクト並びに海水ポンプ室補機ポンプエリア、軽油タンク

エリア及び復水貯蔵タンクから原子炉建屋に接続する配管を敷設する地

下構造物を設定する。 
                             
（※7）屋内の海水を内包する耐震性の低い配管等が地震により破断することによって、当該箇所から内部保

有水及び津波による海水等が溢水し、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画に流入する

ことを考慮した浸水範囲及び浸水量 
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② 浸水防護重点化範囲への流入量評価 

浸水防護重点化範囲への津波の流入については、屋内配管の損傷による

溢水及び浸水量並びに屋外配管や屋外タンクの損傷による溢水及び浸水

量を以下のとおり検討し、浸水防護重点化範囲への流入経路を特定する。 
 

a. 屋内配管の損傷による浸水防護重点化範囲の溢水及び浸水量 

ア．タービン建屋内の主復水器エリアに流入した津波により、ター

ビン建屋に隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建屋、制御建屋）

が受ける影響を評価する。また、タービン補機冷却海水系配管を

敷設する補機冷却系トレンチ及びタービン建屋タービン補機冷却

水系熱交換器・ポンプ室に流入した津波により、タービン建屋に

隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建屋、制御建屋、海水ポン

プ室補機ポンプエリア）が受ける影響を評価する。 

イ．地震に起因する、タービン建屋内の循環水系配管伸縮継手及び

耐震性の低い配管の破断を想定し、当該箇所から循環水ポンプ停

止及び復水器水室出入口弁閉止までに生ずる溢水量、保有水によ

る溢水量の合計からタービン建屋内の浸水量を算定する。なお、

循環水ポンプの停止及び復水器水室出入口弁の閉止までに生ずる

浸水量については、インターロック（原子炉スクラム及びタービ

ン建屋復水器室の漏えい信号で作動）による循環水ポンプの停止

及び復水器水室出入口弁の閉止までに生ずる溢水量を算出する。

また、地震に起因する、タービン補機冷却海水系配管（補機冷却

系トレンチ及びタービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室に敷設

している部分に限る。）及び耐震性の低い配管の破断を想定し、当

該箇所からタービン補機冷却海水ポンプ停止及び同ポンプ吐出弁

閉止までに生ずる溢水量、保有水による溢水量の合計からタービ

ン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ及びタービ

ン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室の浸水量を算定

する。なお、同ポンプの停止及び吐出弁の閉止までに生ずる浸水

量については、インターロック（原子炉スクラム及びタービン補

機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチの漏えい信号又

は原子炉スクラム及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換

器・ポンプ室の漏えい信号で作動）による同ポンプの停止及び吐

出弁の閉止までに生ずる溢水量を算出する。 
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ウ．循環水系配管の破断による津波の流入については、津波が襲来

する前に復水器水室出入口弁を閉止するインターロック（原子炉

スクラム及びタービン建屋復水器室の漏えい信号で作動）を設け、

津波の流入を防止することから、流入量は考慮しない。また、タ

ービン補機冷却海水系配管の破断による津波の流入については、

津波が襲来する前にタービン補機冷却海水ポンプ吐出弁を閉止す

るインターロック（原子炉スクラム及びタービン補機冷却海水系

配管を敷設する補機冷却系トレンチの漏えい信号又は原子炉スク

ラム及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室

の漏えい信号で作動）を設け、津波の流入を防止することから、

流入量は考慮しない。 

エ．地震に起因する地下水の流入については、地震により揚水ポン

プが停止することを想定し、建屋周囲の水位が建屋周辺の地下水

位まで上昇するとして浸水量を評価する。 

 

b. 屋外配管や屋外タンクの損傷による浸水防護重点化範囲の溢

水及び浸水量 

ア．海水ポンプ室循環水ポンプエリア内に流入した津波により浸水

防護重点化範囲（海水ポンプ室補機ポンプエリア）が受ける影響

を評価する。また、海水ポンプ室補機ポンプエリアのタービン補

機冷却海水ポンプ室に流入した津波により浸水防護重点化範囲

（海水ポンプ室補機ポンプエリアの原子炉補機冷却海水ポンプ室

及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室）が受ける影響を評

価する。 
イ．海水ポンプ室循環水ポンプエリア内の循環水系配管伸縮継手及

び海水ポンプ室補機ポンプエリア内のタービン補機冷却海水系機

器・配管は、基準地震動による地震力に対し、バウンダリ機能を

維持する設計とすることから、津波の流入は考慮しない。 
ウ．屋外タンクの損傷による溢水について、別途溢水に対する評価

を実施する。 
 

③ 浸水防護重点化範囲への流入防止対策 

a. 屋内配管の損傷による浸水防護重点化範囲への流入防止対策 

浸水防護重点化範囲への流入防止対策については、特定した経路に

対して、タービン建屋と隣接する原子炉建屋及び制御建屋の境界に水

密扉を設置するとともに、配管等の貫通部への止水処置等を実施する。 

301



 

74 

 

 

b. 屋外配管や屋外タンクの損傷による浸水防護重点化範囲への

流入防止対策 

浸水防護重点化範囲への流入防止対策については、特定した経路に

対して、海水ポンプ室補機ポンプエリア周りに浸水防止壁を設置する

とともに、軽油タンクエリアに浸水防止蓋の設置及び貫通部への止水

処置を実施する。 

 

c. 地下水の浸水防護重点化範囲への流入防止対策 

地震により揚水ポンプが停止し、原子炉建屋周囲の水位が地表面ま

で上昇するとして、原子炉建屋等の地下外壁に貫通部止水処置等を実

施する。さらに、上記の貫通部止水処置等を実施したとしても、地震

時における原子炉建屋等の地下外壁の貫通部等からの地下水の流入を

考慮し、浸水防護重点化範囲が受ける影響を評価する。 
 

d. 施設・設備の施工上生じうる隙間部に対する流入防止対策 

施工上生じ得る建屋間の隙間部が津波及び溢水の流入経路となるこ

とを想定し、その隙間部に止水処置を実施する。 
 

規制委員会は、申請者が、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び

区画を浸水防護重点化範囲としていること、浸水防護重点化範囲への流入量を

評価していること、浸水防護重点化範囲への流入防止対策を施すことにより重

要な安全機能を有する設備が津波等による影響を受けない設計としているこ

とから、これらが解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏ま

えていることを確認した。 

 

（５）水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設への影

響防止 

① 海水ポンプの取水機能を維持する方針 

解釈別記３は、基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能を

維持できる設計であることを要求している。 
申請者は、非常用海水ポンプの取水性について、以下の方針としている。 

 
a. 水位低下に対する非常用海水ポンプの機能維持 

引き波による水位低下時において非常用海水ポンプの機能が維持で

きるよう、取水口底盤に貯留堰を設置する。 
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b. 循環水ポンプの運用 

循環水ポンプと非常用海水ポンプは隣設していることから、引き波

時の水位低下を抑制し非常用海水ポンプの取水量を確保するために循

環水ポンプを停止する手順を整備する。 
 

規制委員会は、申請者が、引き波による水位低下時において非常用海水

ポンプの機能を維持できる設計とすること及び隣設している循環水ポン

プを停止して非常用海水ポンプの水位低下を抑制する運用とすることか

ら、これらが解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏ま

えていることを確認した。 

 
② 津波の二次的な影響に対する原子炉補機冷却海水系の機能維持確

認 

解釈別記３は、基準津波による水位変動に伴う取水口付近の砂の移動及

び堆積並びに漂流物について評価することを要求している。また、原子炉

補機冷却海水系は、砂の移動及び堆積並びに漂流物に対して通水性を確保

できること、砂の混入に対して機能を維持できることを要求している。 
申請者は、取水口前面の砂の移動及び堆積並びに取水口付近の漂流物の

評価並びに原子炉補機冷却海水系の機能が維持できることについて、以下

のとおりとしている。 

 

a. 取水口付近の砂の移動及び堆積 

基準津波による砂移動解析を実施した結果、取水口前面における砂

の堆積が少ないことから取水路は閉塞しない。 
 

b. 砂の混入に対する海水ポンプの機能維持 

非常用海水ポンプは砂が混入しても軸受が固着しにくい構造とする。

具体的には、取水時に砂がポンプの軸受に混入したとしても、約 4.5mm

（原子炉補機冷却海水ポンプ）、約 2.5mm（高圧炉心スプレイ補機冷却

海水ポンプ）の異物逃がし溝から排出される構造とする。一方で、本

発電所付近の砂の平均粒径が約 0.2mm で、数 mm 以上の砂は僅かであ

り、海水ポンプ室内に流入した津波の流速に対し、数 mm 以上の砂は浮

遊しにくいことから、大きな粒径の砂はほとんど混入せず、非常用海

水ポンプの取水機能は維持できる。 
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c. 取水口付近の漂流物 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物について、以下のとおり非常用

海水ポンプの取水性に影響を与えないと評価している。 
ア．津波の数値解析の結果及び 2011 年東北地方太平洋沖地震の被害

実績を踏まえ、津波の流速、流向を考慮し、本発電所敷地内及び

本発電所西側の女川港を含む範囲で漂流物となる可能性のある施

設、設備等を調査して抽出する。 

イ．上記ア．について、地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊す

るものとみなして漂流物を抽出する。 

ウ．地震に起因する敷地地盤の変状、標高変化等を保守的に考慮す

る。 

エ．これらの結果、本発電所敷地内で漂流物となる可能性があるも

のとして、津波が遡上する護岸部にある鉄骨造建物、屋外中継盤、

車両等を抽出した。これらの設置位置及び津波の流向を踏まえる

と、漂流物が取水口に到達する可能性があるが、取水口呑口が十

分に大きいことから取水口が閉塞することはなく、通水性は確保

できる。なお、上記以外に本発電所敷地内の物揚岸壁に停泊する

燃料等輸送船等が挙げられるが、津波警報等発表時に緊急退避す

るため漂流物とならない。 

オ．本発電所敷地外で漂流する可能性があるものとして、車両、コ

ンテナ・ユニットハウス、小型船舶、油槽所のタンク、がれき及

び本発電所港湾近傍で航行不能となった漁船等を抽出したが、取

水口呑口が十分に大きいことから取水口が閉塞することはなく、

通水性は確保できる。 

 

なお、審査の過程において、申請者は、漂流物評価について、2011

年東北地方太平洋沖地震により敷地内に到達した漂流物の実績を考慮

した上で、津波の影響を受ける場所に設置している施設・設備そのも

のの比重が海水の比重より小さい物を漂流物として抽出する方針とし

ていた。 

これに対して規制委員会は、南三陸
みなみさんりく

町、気仙沼
けせんぬま

市の港湾部において

も 2011 年東北地方太平洋沖地震による漂流物が報告されていること

から、これらの港湾部における漂流物の実績を調査した上で、漂流物

の抽出の網羅性を示すこと、また、女川町で 4階建ての鉄筋コンクリ

ート造建物が約 70m 漂流したことから、敷地内の鉄筋コンクリート造

建物において開口部から天井まで空気が溜まるとした場合の浮力を考
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慮した漂流物評価を行うことを求めた。 

これに対し申請者は、南三陸町、気仙沼市等における漂流物の調査

を実施し、抽出した漂流物と差異がなく、抽出した漂流物が網羅され

ていることを示した。また、敷地内の鉄筋コンクリート造建物に対し

ても浮力を考慮した漂流物評価を実施し、漂流しないことを示した。 

 

規制委員会は、申請者が、基準津波による取水口前面の砂の移動、堆積

及び非常用海水ポンプへの砂の混入並びに取水口付近の漂流物の影響を

評価し、それらの結果を踏まえ原子炉補機冷却海水系の機能を維持できる

こととしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及

び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（６）津波監視 

津波ガイドでは、津波監視設備を設置して敷地への津波の襲来を確実に監視

できることを確認するとしている。 

申請者は、津波監視設備として、原子炉建屋の屋上 O.P.＋49.5m、防潮堤北

側エリア O.P.＋29.0m の位置に津波監視カメラを、海水ポンプ室補機ポンプエ

リア O.P.＋2.0m に取水ピット水位計を設置するとしている。津波監視カメラ

は昼夜問わず監視できる設計、取水ピット水位計は測定範囲（O.P.－11.25m～

＋O.P.19.00m）として上昇側（寄せ波）及び下降側（引き波）の津波高さを計

測し、いずれも中央制御室から監視できる設計としている。 

 

規制委員会は、津波監視について、申請者が、敷地への津波の襲来を昼夜問

わず原子炉制御室から監視できるカメラを設置すること、また、上昇側及び下

降側の津波高さを原子炉制御室から計測できる取水ピット水位計を設置する

ことにより、敷地への津波の襲来を監視できる方針としていることから、津波

ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

４．施設又は設備の設計方針 

津波ガイドでは、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等の設計方針を

確認するとしている。 
 
（１）津波防護施設の設計 

解釈別記３は、津波防護施設について、侵食及び洗掘に対する抵抗性並びに

すべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性も考慮した上で、入力

津波に対して津波防護機能が維持できるよう設計することを要求している。 
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申請者は、津波防護施設（防潮堤、防潮壁、取放水路流路縮小工及び貯留堰）

について、侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性

を評価し、越流時の耐性及び止水性も考慮した上で、入力津波に対して津波防

護機能が維持できるよう設計するとしている。 

防潮堤、防潮壁、取放水路流路縮小工等に作用する荷重の組合せは、漂流物

による荷重、余震による荷重、自然条件（積雪、風荷重等）と入力津波の荷重

を適切に組み合わせるとしている。また、許容限界は、地震後、津波後の再使

用性や津波の繰り返し作用に対して津波防護機能が維持できるよう設定する

としている。 

 

① 防潮堤 

申請者は、防潮堤について、以下のとおり設計する方針としている。 
a. 防潮堤として、鋼管杭を基礎構造とし鋼管と遮水壁による上部構造

とした鋼管式鉛直壁及びセメント改良土による盛土堤防を設置する。 

b． 防潮堤においては、十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に設

置するとともに、基準地震動による地震力に対して津波防護機能が十

分に保持できる設計とする。 

c. 主要な構造体の境界部には、想定される荷重及び相対変位を考慮し、

止水ジョイント等を設置し、止水処置を講じる設計とする。 

 
② 防潮壁 

申請者は、防潮壁について、以下のとおり設計及び運用する方針として

いる。 
a. 防潮壁として、鋼管杭とフーチングによる基礎又は既存の躯体に支

持され、上部を鋼板、鋼桁又はコンクリート製の遮水壁とした構造を

設置する。 

b. 防潮壁においては、十分な支持性能を有する岩盤又は既存の躯体に

設置するとともに、基準地震動による地震力に対して津波防護機能が

十分に保持できる設計とする。 

c. 主要な構造体の境界部には、想定される荷重及び相対変位を考慮し、

止水ジョイント等を設置し、止水処置を講じる設計とする。 

d. 防潮壁鋼製扉については、原則閉運用とするが、開放後の確実な閉止操

作の手順を整備する。 

 

③ 取放水路流路縮小工 
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申請者は、取放水路流路縮小工について、以下のとおり設計する方針と

している。 
a. 取水路、放水路から津波が敷地へ流入することを防止するため、1号

炉取水路及び 1 号炉放水路内にコンクリート製の取放水路流路縮小工

を設置する。 

b. 取放水路流路縮小工においては、十分な支持性能を有する岩盤に設

置するとともに、基準地震動による地震力に対して津波防護機能が十

分に保持できる設計とする。 

c. 取放水路流路縮小工の設置により、1 号炉に悪影響を与えない設計

とする。 

 
なお、審査の過程において、①防潮堤（鋼管式鉛直壁及び盛土堤防）の構造

成立性、止水性の確保、②杭基礎構造の防潮壁の構造成立性が主な論点となっ

た。それらについて以下に示す。 
① 申請者は、防潮堤（鋼管式鉛直壁）の構造成立性、止水性の確保につい

て、岩盤上の盛土・旧表土の上部に改良地盤、背面補強工を設置し、鋼管

杭及び遮水壁を支持する構造とし、地震時に盛土・旧表土に液状化等によ

る不等沈下が生じたとしても、長杭を岩盤に支持させることで構造成立性

を確保し、短杭については、岩盤に支持させず、盛土・旧表土の変位に追

従させる構造とし、鋼管杭の周囲に粘性土の長期圧密沈下対策用のシート

（以下「NF シート」という。）を施工することで、盛土・旧表土の不等沈

下に、改良地盤を含む防潮堤の上部構造が追従し、津波の流入経路が生じ

ず止水性を確保する設計としていた。 
また、防潮堤（盛土堤防）の構造成立性、止水性の確保について、岩盤

上の盛土・旧表土の上部にセメント改良土を設置する構造とし、地震時に

盛土・旧表土の不等沈下が発生したと仮定しても、セメント改良土が変位

に追従するため、構造成立性、止水性が確保される設計としていた。 
これに対して規制委員会は、鋼管式鉛直壁について止水性確保の観点か

ら、盛土・旧表土が地震時に不等沈下し、用途が異なる NFシートが機能し

なかった場合には、改良地盤を含む防潮堤の上部構造と盛土・旧表土との

間に間隙が生じ津波の流入経路となる可能性があることから、NF シートが

確実に機能することを実証試験等で確認することを求めた。また、盛土堤

防について構造成立性の確保の観点から、盛土堤防下部の盛土・旧表土が

地震時に不等沈下した場合に生じうる変状を把握するため、3 次元的な広

がりを考慮した沈下量を詳細な解析等で確認することを求めた。 
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これに対し申請者は、実証試験、詳細な解析等で追加的に検討するので

はなく、止水性及び構造成立性の抜本的な改善をはかるため、防潮堤直下

の盛土・旧表土を地盤改良し、不等沈下をしない構造とするとともに、支

持地盤のすべり安定性を確保するため鋼管式鉛直壁の海側前面に施設と

して置換コンクリートを設置する方針を示した。 
② 申請者は、杭基礎構造の防潮壁の構造成立性について、フーチング基礎

に設置した H型の鋼製支柱間にプレキャストコンクリート（以下「PC」と

いう。）パネルを多層に分割してはめ込む PC パネル遮水壁を採用し、PCパ

ネルと鋼製支柱の間は止水性を兼ねたゴム支承を介してボルトで固定し

支持する構造とし、さらに、上下の PC パネル間に止水性を兼ねたゴム支

承を設置することで、遮水壁の変形によって PC パネル間に生じる相対変

位に対して追従性を確保する方針としていた。 

これに対して規制委員会は、止水性、支持性、変位追従性を同時に担う

ゴム支承の採用は先行実績がなく、振動性状が把握できていないこと、か

つ、適用できる規格基準がないことから、構造及び設計の成立性について

振動試験等で確認することを求めた。 

これに対し申請者は、振動試験等で追加的な検討をするのではなく、構

造及び設計の成立性の抜本的な改善をはかるため、PC パネル遮水壁を取り

やめ、先行実績のある構造として、鋼製遮水壁を採用するとともに、支柱

と鋼板をボルトで接合し、遮水壁間の継ぎ手部に止水性及び変位追従性の

ある止水ゴムを設置する方針を示した。 

 

規制委員会は、津波防護施設の設計について、申請者が、防潮堤、防潮壁、

取放水路流路縮小工等に作用する荷重を適切に組み合わせること及び地震後、

津波後の再使用性や津波の繰り返し作用を考慮して許容限界を設定すること

により入力津波に対して津波防護機能を維持できるよう設計することとして

おり、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを

踏まえていることを確認した。 

 

（２）浸水防止設備の設計 

解釈別記３は、浸水防止設備について、浸水時の荷重等に対する耐性を評価

し、越流時の耐性も考慮した上で、入力津波に対して浸水防止機能が維持でき

るよう設計することを要求している。 

申請者は、浸水防止設備（逆流防止設備、水密扉、浸水防止蓋、浸水防止壁、

逆止弁付ファンネル及び貫通部止水処置）について、浸水時の荷重等に対する

耐性を評価し、浸水防止機能が維持できるよう設計するとしている。 
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浸水防止設備に作用する荷重の組合せは、漂流物による荷重、余震による荷

重、自然条件（積雪、風荷重等）と入力津波の荷重を適切に組み合わせるとし

ている。許容限界は、地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返し作用に対し

て浸水防止機能が維持できるよう設定するとしている。また、浸水防止設備の

うち水密扉及び浸水防止蓋は、確実に閉止できる手順を整備する方針としてい

る。 

 

規制委員会は、浸水防止設備の設計について、申請者が、設備に作用する荷

重を適切に組み合わせること及び地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返し

作用を考慮して許容限界を設定すること並びに水密扉及び浸水防止蓋につい

て津波の襲来時に確実に閉止できる手順を整備することにより入力津波に対

して浸水防止機能を維持できるよう設計することとしており、これらの方針が

解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを

確認した。 

 

（３）津波監視設備の設計 

解釈別記３は、津波監視設備について、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）

を受けにくい位置への設置又は影響の防止、緩和等の対策を検討した上で、津

波監視機能が維持できるよう設計することを要求している。 

申請者は、津波監視カメラ及び取水ピット水位計について入力津波に対して

波力及び漂流物の影響を受けにくい位置に設置し、津波監視機能を維持できる

よう設計するとしている。また、余震による荷重、自然条件（積雪、風荷重等）

と入力津波による荷重の組合せを考慮するとしている。 

 

規制委員会は、津波監視設備の設計について、申請者が、津波の影響を受け

にくい位置に設置すること及び設備に作用する荷重を適切に組み合わせるこ

ととしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波

ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（４）津波による荷重及び余震荷重並びに津波の繰り返し作用に対する設計 

解釈別記３は、津波防護施設、浸水防止設備等の設計について、津波による

荷重及び余震荷重並びに津波の繰り返し作用に対して十分な余裕を考慮して

設計する方針であることを要求している。 

申請者は、津波防護施設、浸水防止設備の設計について、以下の方針として

いる。また、津波による荷重の設定において、津波の数値解析に含まれる不確

かさ等を考慮する方針としている。 
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① 各施設、設備に作用する荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力、浮力等）

に対して、十分な余裕を考慮して設計する。 

② 基準津波と余震とが重なる可能性を検討し、余震による荷重と入力津波

による荷重との組合せを考慮する。余震による荷重については、基準津波

の最大水位が発生する時間帯に起きる余震を全ての周期において包絡す

る地震動を弾性設計用地震動の中から設定する。 

③ 入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの作用が津波防護機能

及び浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。 

 
規制委員会は、申請者が、津波荷重の設定において不確かさを考慮すること、

余震による荷重を適切に組み合わせること、津波の繰り返し作用を検討するこ

となどにより、十分な余裕を考慮し津波防護施設及び浸水防止設備を設計する

こととしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津

波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 
（５）漂流物による波及的影響に対する設計 

解釈別記３は、発電所敷地内及び近傍における漂流物が、津波防護施設及び

浸水防止設備に波及的影響を与えないよう、漂流物の発生を防止する措置又は

津波防護施設及び浸水防止設備への影響を防止する措置を要求している。 

申請者は、「３．（５）②津波の二次的な影響に対する原子炉補機冷却海水系

の機能維持確認」において検討した漂流物のうち、最も重量が大きい総トン数

19t（排水トン数 57t）の漁船による荷重と入力津波による荷重の組合せを考慮

することで、津波防護施設及び浸水防止設備が入力津波による波力及び漂流物

の衝突力に対して十分耐える構造として設計する方針としている。また、港湾

内に停泊する燃料等輸送船、作業船、貨物船等については、津波警報等が発表

された場合において、荷役作業等を中断し、必要に応じ固縛等の措置を講じた

上で、陸側作業員を退避させるとともに、緊急離岸する船側との退避状況に関

する情報連絡を行う手順等を整備して、緊急離岸を的確に実施することにより

漂流物としないとしている。 

 

規制委員会は、漂流物による波及的影響について、申請者が、荷重の組合せ

を考慮して津波防護施設及び浸水防止設備が漂流物による波及的影響を受け

ないよう設計することとしており、この方針が解釈別記３の規定に適合してい

ること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。また、本発電所港湾内

に停泊する燃料等輸送船等については、津波襲来時に退避する手順を整備して

的確に実施することにより、漂流物としないことを確認した。 
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Ⅲ－４ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

第６条の規定は、設計上考慮すべき自然現象（地震及び津波を除く。以下本節に

おいて同じ。）及びその組合せ（地震及び津波を含む。）並びに人為事象（故意によ

るものを除く。以下本節において同じ。）により、安全施設の安全機能が損なわれ 

ないよう設計することなどを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出 

１．自然現象の抽出 

２．人為事象の抽出 

Ⅲ－４．２ 外部事象に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針 

Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ 

Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する重

要安全施設への考慮 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

 

Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出 

安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る外部事象として、自然現象及び人為事象

を抽出する必要がある。 

 

１．自然現象の抽出 

自然現象に対する設計方針を検討するためには、自然災害や自然現象の知見・

情報を収集した上で、発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境を踏まえ、安全施設

の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象に加え、当該自然現象に関連して発生す

る可能性がある自然現象も含めて、抽出する必要がある。 
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申請者は、国内外の基準や文献等に基づき自然現象の知見・情報を収集し、海

外の選定基準を考慮の上、本発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境を踏まえ、安

全施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、竜巻、火山の影響、

森林火災、風（台風）、降水、落雷、生物学的事象、凍結、積雪、地滑り、高潮及

び洪水を抽出している。 

また、これらの自然現象ごとに、関連して発生する可能性がある自然現象も含

めている。 

 

規制委員会は、申請者による自然現象の抽出が、自然災害や自然現象に関する

国内外の知見・情報を収集し、設置許可基準規則解釈に具体的に例示したもの及

び個々の自然現象に関連して発生する可能性があるものを含めた自然現象を検 

討対象とした上で、本発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境を踏まえ、客観的な

選定基準に基づき安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象を抽出して

いることから、その抽出の考え方に合理性があることを確認した。 

 

２．人為事象の抽出 

人為事象に対する設計方針を検討するためには、人為事象に関する知見・情報

を収集した上で、発電所の敷地及び敷地周辺の状況を踏まえ、安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る人為事象を抽出する必要がある。 

申請者は、国内外の基準や文献等に基づき人為事象の知見・情報を収集し、海

外の選定基準を考慮の上、本発電所の敷地及び敷地周辺の状況を踏まえ、安全施

設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象として、爆発、近隣工場等の火災、有

毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害、飛来物（航空機落下）及びダムの崩壊を抽出

している。 

 

規制委員会は、申請者による人為事象の抽出が、人為事象に関する国内外の知

見・情報を収集し、設置許可基準規則解釈に具体的に例示したものを含めた人為

事象を検討対象とした上で、本発電所の敷地及び敷地周辺の状況を踏まえ、客観 

的な選定基準に基づき安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象を抽出

していることから、その抽出の考え方に合理性があることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４．２ 外部事象に対する設計方針 

発電用原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべき外部事象（設計上考慮

すべき自然現象及び設計上考慮すべき人為事象をいう。）によって、安全施設の安

全機能が損なわれないよう設計する必要がある。 
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申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機能

に影響を及ぼし得る自然現象について、自然現象ごとに発電用原子炉施設に与える

影響を評価した上で、設計上考慮すべき自然現象に対する設計方針又は設計上考慮

する必要はないとする設計方針を策定している。 

これらの安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象に対する設計方針に

ついて、竜巻については「Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針」、火山の影響に

ついては「Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」、森林火災については外

部火災の一部として「Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針」、風（台風）、

降水、落雷、生物学的事象、凍結、積雪、地滑り、高潮及び洪水（以下「その他自

然現象」という。）については「Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方

針」において記載している。 

また、申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の２．で抽出した安全施設の安

全機能に影響を及ぼし得る人為事象について、人為事象ごとに発電用原子炉施設に

与える影響を評価した上で、設計上考慮すべき人為事象に対する設計方針又は設計

上考慮する必要はないとする設計方針を策定している。 

これらの安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象に対する設計方針に

ついて、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスについては外部火災の一部として「Ⅲ

－４．２．３ 外部火災に対する設計方針」、船舶の衝突、電磁的障害、飛来物（航

空機落下）及びダムの崩壊（以下「その他人為事象」という。）については「Ⅲ－

４．２．５ その他人為事象に対する設計方針」において記載している。 

 

 

Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項の規定は、想定される自然現象（竜巻）が発生した場合

においても安全施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求してい

る。 

規制委員会は、竜巻に対する防護に関して、以下の項目について審査を行った。 

１．設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

２．発生を想定する竜巻の設定 

３．設計荷重の設定 

４．設計対処施設の設計方針 

５．竜巻随伴事象に対する設計対処施設の設計方針 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．設計上対処すべき施設を抽出するための方針 
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竜巻に対して、安全施設の安全機能が損なわれないようにする必要がある。こ

のため、竜巻に対してその施設の安全機能が損なわれないように防護する必要が

ある施設（以下本節において「竜巻防護対象施設」という。）及び竜巻防護対象施

設に対して影響を及ぼし得る施設に区分して抽出した上で、設計上対処すべき施

設（以下本節において「設計対処施設」という。）を特定する方針が示されること

が必要である。 

 

（１）竜巻防護対象施設を抽出するための方針 

申請者は、竜巻によって安全機能が損なわれないことを確認する必要がある

施設を安全重要度分類のクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系

統及び機器としている。 

その上で、竜巻防護対象施設として上記構築物、系統及び機器の中から、ク

ラス１、クラス２及び安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、

系統及び機器に加え、それらを内包する建屋を抽出する方針としている。これ

らの抽出した施設について、屋外施設、外気と繋がっている施設及び外殻とな

る施設による防護機能が期待できない施設に整理し、設計対処施設としている。 

なお、建屋に内包され防護される設備及び代替手段があることなどにより必

要な安全機能が維持される設備については、竜巻による影響評価の対象としな

い方針としている。 

規制委員会は、申請者による竜巻防護対象施設を抽出するための方針が安全

機能を有する全ての設備を検討対象とした上で、安全機能の重要度を踏まえて

竜巻から防護すべき設備を抽出するとしていることを確認した。 

 

（２）竜巻防護対象施設に影響を及ぼし得る施設を抽出するための方針 

申請者は、竜巻防護対象施設に影響を及ぼし得る施設を、倒壊による機械的

影響の観点及び付属設備の破損等による機能的影響の観点から抽出する方針

としている。 

規制委員会は、申請者が竜巻防護対象施設に影響を及ぼし得る施設を抽出す

る方針について、安全機能への影響を網羅的な観点で検討するものであること

を確認した。 

なお、竜巻防護対象施設への竜巻による影響として飛来物によるものもある

が、この点については「３．（１）設計竜巻荷重の設定」にて記載している。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による設計対処施設を抽出するための方

針が、竜巻防護対象施設と竜巻防護対象施設に対して影響を及ぼし得る施設に区

分した上で、それぞれについて安全機能への影響を網羅的に検討し、抽出するも
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のであることを確認した。 

 

２．発生を想定する竜巻の設定 

竜巻に対する防護設計を行うためには、発電所敷地への襲来を想定する竜巻

（以下「設計竜巻」という。）を設定することが必要である。竜巻ガイドは、この

設定について、竜巻発生の観点から、発電所が立地する地域及び類似の気象条件

等を有する地域（以下「竜巻検討地域」という。）を設定した上で、竜巻検討地域

への竜巻襲来実績を踏まえて設計対処施設の安全性に影響を与えるおそれがあ

る竜巻（以下「基準竜巻」という。）を設定することを示している。さらに、発電

所が立地する地域の特性等を踏まえて基準竜巻に対して最大風速を割り増す必

要性を検討した上で、設計竜巻を設定することを示している。 

 

（１）竜巻検討地域の設定 

申請者は、本発電所が立地する地域と気象条件の類似性の観点から検討を行

い、竜巻検討地域を設定している。 

 

（２）基準竜巻の最大風速の設定 

申請者は、基準竜巻の最大風速の設定に当たり竜巻検討地域において過去に

発生した竜巻の規模や発生頻度、最大風速の年超過確率等を考慮し、過去に発

生した竜巻による最大風速（VB1）と、竜巻最大風速のハザード曲線による最大

風速（VB2）を求め、その結果、大きい方を基準竜巻の最大風速として設定して

いる。 

具体的には VB1 として竜巻検討地域で過去に発生した最大の竜巻である藤田

スケール 3（風速 70～92m/s）の最大値（92m/s）を選定している。VB2として、

竜巻検討地域におけるハザード曲線を基に、年超過確率 10-5 に相当する風速

（86.7m/s）を選定している。その上で、VB1と VB2を比較し、大きい方の VB1を

基準竜巻の最大風速として設定している。 

 

（３）設計竜巻の最大風速等の設定 

申請者は、設計竜巻の最大風速の設定に当たり本発電所の地形等を踏まえれ

ば基準竜巻の最大風速を割り増す必要はないが、将来の竜巻発生に関する不確

実性を踏まえ、基準竜巻の最大風速を安全側に切り上げて設計竜巻の最大風速

（100m/s）とするとしている。また、設計竜巻の最大接線風速等の特性値の設

定に当たり、米国原子力規制委員会（NRC）の基準類を参考とするとしている。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による設計竜巻の設定が竜巻ガイドを踏
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まえたものであることに加え、保守性を考慮したものであることを確認した。 

 

３．設計荷重の設定 

竜巻に対する防護設計を行うためには、設計竜巻による荷重（以下「設計竜巻

荷重」という。）とその他の荷重を適切に組み合わせた荷重（以下「設計荷重」と

いう。）を設定することが必要である。 

 

（１）設計竜巻荷重の設定 

申請者は、竜巻に対する防護設計を行うため、設計竜巻荷重としては、風圧

力による荷重、設計対処施設内外の気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を

設定している。このうち飛来物の衝撃荷重の設定に当たっては、本発電所構内

において飛来物となり得るものを現地調査等により抽出した上で、運動エネル

ギー及び貫通力の大きさから設計上考慮すべき飛来物（以下「設計飛来物」と

いう。）を設定している。その上で、衝突時に設計対処施設に与えるエネルギー

が設計飛来物によるものより大きくなるものについては、固定、固縛等により

確実に飛来物とならないようにする運用としている。 

規制委員会は、風圧力による荷重、設計対処施設内外の気圧差による荷重及

び飛来物の衝撃荷重の設定について、竜巻ガイドを踏まえたものであることを

確認した。また、飛来物の衝撃荷重の設定において、飛来物となり得るものを

現地調査等により網羅的に抽出した上で設計飛来物を選定していること、飛来

物の運動エネルギー又は貫通力が設計飛来物より大きくなる場合には固縛等

の飛来物発生防止対策を講じる方針としていることを確認した。 

 

（２）設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

申請者は、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定に当たり、設計対処施設

に常時作用する荷重、運転時荷重を適切に組み合わせるとしている。 

また、竜巻と同時に発生し得る自然現象による荷重については、竜巻と同時

に発生し得る自然現象が与える影響のモードを踏まえた検討により、設計竜巻

荷重に包絡されるとしている。 

さらに、設計基準事故時の荷重との組合せを適切に考慮する設計としている。 

規制委員会は、申請者が、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重を設定するとし

ていることについて、竜巻ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

なお、設計基準事故時の荷重との組合せについては「Ⅲ－４．４ 大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する重要安全施設への考

慮」で記載している。 
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以上のとおり、規制委員会は、申請者による設計荷重の設定が、竜巻ガイドを

踏まえたものであり、設計竜巻荷重とその他の荷重を適切に組み合わせたもので

あることを確認した。 

 

４．設計対処施設の設計方針 

設計対処施設については、設計荷重に対してその構造健全性が維持され、竜巻

防護対象施設の安全機能が損なわれない設計とすることが必要である。 

申請者は、以下のとおり、竜巻に対して竜巻防護対象施設の安全機能が損なわ

れないように設計するとしている。 

 

（１）屋外の竜巻防護対象施設（竜巻防護対象施設を内包する施設も含む） 

屋外の竜巻防護対象施設は、設計荷重により安全機能が損なわれない設計と

する。安全機能が損なわれる場合には、必要に応じ竜巻防護ネット等の防護対

策を講じることにより安全機能が損なわれない設計としている。 

 

（２）外気と繋がっている建屋内の竜巻防護対象施設 

外気と繋がっている建屋内の竜巻防護対象施設は、設計荷重により安全機能

が損なわれない設計とする。安全機能が損なわれる場合には、必要に応じ防護

鋼板の設置等の防護対策を講じることにより安全機能が損なわれない設計と

している。 

 

（３）外殻となる施設による防護機能が期待できない竜巻防護対象施設 

外殻となる施設による防護機能が期待できない竜巻防護対象施設は、設計荷

重により安全機能が損なわれない設計とする。設計飛来物の衝突により、開口

部の開放又は開口部建具の貫通が発生することを考慮し、開口部建具の補強等

の防護対策を講じることにより安全機能が損なわれない設計としている。 

 

（４）竜巻防護対象施設に影響を及ぼし得る施設 

竜巻防護対象施設に影響を及ぼし得る施設については、設計荷重による影響

を受ける場合においても竜巻防護対象施設に影響を与えないように設計する

としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、竜巻ガイドを踏まえたものであり、設計

荷重によって生じる影響を考慮し、必要に応じて設計対処施設に対して防護対策

を講じることにより、竜巻防護対象施設の安全機能が損なわれないようにするも

のであることを確認した。 
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５．竜巻随伴事象に対する設計対処施設の設計方針 

竜巻に伴い発生が想定される事象（以下「竜巻随伴事象」という。）の考慮につ

いては、竜巻ガイドにおいて、竜巻防護対象施設の安全機能が損なわれない設計

とすることを示している。 

申請者は、竜巻随伴事象として、過去の他地域における竜巻被害状況及び本発

電所のプラント配置から想定される事象として、火災、溢水及び外部電源喪失を

抽出している。 

火災については、屋外にある危険物貯蔵施設等からの火災を想定し、火災源と

竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上で、竜巻防護対象施

設の許容温度を超えないように必要に応じて防護対策を講じる方針としている。 

なお、詳細については、「Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針」にて記

載する。 

また、建屋内に竜巻防護対象施設が設置されている区画の開口部には飛来物が

侵入することによる火災の発生を防止するための防護鋼板等の竜巻防護対策を

講じる方針としている。 

溢水については、屋外タンク等からの溢水を想定し、溢水源と竜巻防護対象施

設の位置関係を踏まえた影響評価を行った上で、竜巻防護対象施設の安全機能が

損なわれないよう必要に応じて防護対策を講じる方針としている。なお、詳細に

ついては、「Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係）」にて記載する。 

外部電源喪失については、竜巻防護対象施設として抽出される非常用ディーゼ

ル発電機の安全機能が損なわれないように防護する設計とする方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、竜巻ガイドを踏まえたものであり、危険

物貯蔵施設等と竜巻防護対象施設の位置関係を本発電所の図面等により確認す

る等、竜巻随伴事象の影響を適切に設定した上で、その竜巻随伴事象に対して竜

巻防護対象施設の安全機能が損なわれないようにするものであることを確認し

た。 

 

 

Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項の規定は、想定される火山事象が発生した場合において

も安全施設の安全機能が損なわれないよう設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

 

１．原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 
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２．原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価 

３．個別評価の結果を受けた原子力発電所への火山事象の影響評価 

４．火山活動に対する防護に関して設計対処施設を抽出するための方針 

５．降下火砕物による影響の選定 

６．設計荷重の設定 

７．降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

８．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 
１．原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

火山ガイドは、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出について、地理的

領域にある第四紀火山の完新世における活動の有無を確認するとともに、完新世

に活動を行っていない火山については過去の活動を示す階段ダイヤグラムを作

成し、将来の火山活動可能性が否定できない場合は、個別評価対象とすることを

示している。 

申請者は、本発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出について、以下のとおりと

している。 

（１）文献調査等の結果より、敷地から半径 160km の地理的領域内にある 31 の第

四紀火山のうち、完新世に活動を行った火山として、鳥海山
ちょうかいさん

、栗駒山
くりこまやま

、肘
ひじ

折
おり

カ

ルデラ、鳴子
な る こ

カルデラ、蔵王山
ざおうさん

、吾妻山
あづまやま

、安達
あ だ

太良山
た ら や ま

及び磐梯山
ばんだいさん

の 8火山を抽

出した。 

（２）完新世に活動を行っていない火山については、階段ダイヤグラムを作成し、

最後の活動終了からの期間が全活動期間より長いこと、又は、最後の活動終了

からの期間が過去の最大休止期間より長いことから 20 火山を原子力発電所に

影響を及ぼし得る火山ではないと評価した。また、最後の活動終了からの期間

が過去の最大休止期間より短いことから、将来の活動可能性が否定できない火

山として焼石
やけいし

岳
だけ

、月山
がっさん

及び笹森山
ささもりやま

の 3火山を抽出した。 

 

規制委員会は、申請者が実施した本発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出は、

火山ガイドを踏まえたものであり、完新世における活動の有無及び階段ダイヤグ

ラムの作成等により火山活動履歴を評価して行われていることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が完新世に活動を行っていない火山のうち 20 火

山を原子力発電所に影響を及ぼし得る火山ではないとする評価については、火山

ガイドを踏まえたものであり、最後の活動終了からの期間が全活動期間又は過去

の最大休止期間より長いことによる評価であることから、妥当であると判断した。 
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２．原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価 

火山ガイドは、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山について、原子力発電所

の運用期間における火山活動の可能性を総合的に評価し、可能性が十分小さいと

判断できない場合は、設計対応が不可能な火山事象が運用期間中に原子力発電所

に影響を及ぼす可能性の評価を行うことを示している。 
申請者は、本発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価について、

以下のとおりとしている。 
（１）原子力発電所に影響を及ぼし得る火山（11火山）と敷地との位置関係より、

敷地まで十分に離隔距離があることから、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜

面崩壊については、本発電所敷地に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価

した。 

（２）新しい火口の開口及び地殻変動については、敷地から火山フロントまでの距

離は約 60 ㎞であり、敷地周辺では第四紀の火山活動は確認されていないこと

から、敷地において発生する可能性は十分に小さいと評価した。 

（３）火砕物密度流については、各火山の火砕物密度流を伴う火山事象の活動履歴

及び過去最大規模の火砕物密度流の分布から到達可能性範囲を検討した結果、

焼石岳については活動履歴及び噴出物に関する文献調査結果から、火砕物密度

流の発生は認められないこと、また、それ以外の火山については、火砕物密度

流の到達範囲が山体周辺に限られ、敷地から十分に離れていることから、本発

電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。 
（４）このように、本発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価を行っ

た結果、既往最大規模の噴火を考慮しても、設計対応不可能な火山事象が本発

電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。 
 
規制委員会は、申請者が実施した本発電所の運用期間における火山活動に関す

る個別評価は、火山ガイドを踏まえたものであり、活動履歴の把握等に基づき適

切に実施されていることを確認した。 
また、規制委員会は、申請者が本発電所の運用期間に設計対応不可能な火山事

象が本発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいとする評価は、火山ガイドを

踏まえたものであり、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊は、敷地まで十

分に離隔距離があることから敷地に到達しないこと、新しい火口の開口及び地殻

変動は、敷地周辺では第四紀の火山活動が確認されておらず敷地において発生し

ないこと、並びに、火砕物密度流については、敷地周辺までの到達が認められな

いことから、妥当であると判断した。 
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３．個別評価の結果を受けた原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

が原子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山

について、それが噴火した場合に原子力発電所の安全性に影響を与える可能性の

ある火山事象を原子力発電所との位置関係から抽出し、各火山事象に対する設計

対応及び運転対応の妥当性について評価を行うことを示している。 

申請者は、設計対応可能な火山事象の影響評価について、以下のとおりとして

いる。 

（１）火山性土石流、火山泥流及び洪水、火山から発生する飛来物（噴石）、火山ガ

ス、津波及び静振、大気現象、火山性地震とこれに関連する事象並びに熱水系

及び地下水の異常の影響については、文献調査の結果、敷地までの離隔距離及

び敷地の地形条件から、本発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価

した。 

（２）降下火砕物については、文献調査結果、地質調査結果及び敷地と各火山との

位置関係も含めて検討した結果、敷地に影響を及ぼす可能性があるものとして、

以下のとおり、評価対象となる給源火山を抽出した。 

① 文献調査の結果、町田・新井（2011）、宍倉ほか（2007）等によれば、敷

地及び敷地周辺に降灰した可能性のあるテフラは、肘
ひじ

折
おり

尾花沢
おばなざわ

、十和田
と わ だ

ａ、

榛名
は る な

二ツ岳
ふたつだけ

伊香保
い か ほ

、蔵王
ざ お う

川崎
かわさき

、鳴子
な る こ

柳沢
やなぎさわ

、鳴子
な る こ

荷坂
に さ か

、鳴子
な る こ

一迫
いちはさま

、安達
あ だ ち

愛
めで

島
しま

等が挙げられるが、その層厚はいずれも敷地付近で数㎝以下とされる。

地質調査の結果、敷地内においては、最大層厚 6㎝の十和田を給源とする

十和田 a と、10 ㎝の肘折カルデラを給源とする肘折尾花沢が確認された。 

② さらに、敷地における降下火砕物の層厚を検討するため、数値シミュレ

ーションを行うこととし、以下の条件を満たす対象火山を抽出した。 

a. 敷地内及び敷地周辺において、降下火砕物の分布状況を調査し、そ

の分布状況が広がりを有している降下火砕物の給源火山 

b. 原子力発電所に影響を及ぼし得る 11 火山及び十和田について火山

タイプを確認し「溶岩卓越タイプ」と判断される火山以外の給源火

山 

（３）上記（２）の検討から、評価対象火山として、鳴子カルデラ、蔵王山、肘折

カルデラ及び十和田を抽出し、これらの火山について不確かさを考慮した数値

シミュレーションを実施した結果、敷地における最大の層厚となる降下火砕物

は、鳴子カルデラを給源とする鳴子荷坂テフラの 12.5 ㎝であった。 

（４）鳴子荷坂テフラの層厚の評価に当たっては、文献調査の結果、町田・新井

(2011)に示される鳴子荷坂テフラの等層厚線は複数の噴火による層厚であり、

１回のシミュレーションにおいて再現は困難であることから、露頭調査及び文
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献調査により、各噴火の等層厚線図及び再現可能な噴出量を算出し、それらを

合算した噴出量として 3.33 ㎞ 3を設定した上で、不確かさを考慮した数値シミ

ュレーションを実施した。 

（５）上記（２）～（４）の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 15cm

と設定した。降下火砕物の密度は、文献調査を踏まえた湿潤密度 1.5g/cm3、粒

径は顕微鏡観察の結果 0.25 ㎜以下と設定した。 

 

当初、申請者は、設計上考慮する降下火砕物の層厚を検討するために、建設時

の敷地における地質調査結果で確認された降下火砕物のうち、層厚が厚く、かつ、

敷地からの距離が近い肘折カルデラを対象に数値シミュレーションを実施した

上で、層厚については、文献調査、地質調査結果も総合的に判断し、10㎝として

いた。 

規制委員会は、審査の過程において、数値シミュレーションの対象となる火山

については、敷地で確認された降下火砕物の給源火山のみではなく、敷地周辺の

地理的領域内外の火山を含め、これまでの活動履歴を踏まえた発電所への影響を

考慮して改めて検討するよう求めた。 

これに対して、申請者は、敷地及び敷地周辺で確認される降下火砕物の分布状

況が広がりを有している火山であって噴出物が溶岩主体ではない火山として、当

初の肘折カルデラに加え、鳴子カルデラ、蔵王山及び十和田を評価対象として抽

出し、これらの火山について数値シミュレーションを実施した結果、敷地におい

ては、鳴子カルデラの降下火砕物である鳴子荷坂テフラの層厚が最大となること

を確認した。 

 

規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本発電所

への影響を適切に評価していることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、降下火砕物シミュレーション結果から総合的に評価し、不確かさ

を考慮して適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 

 
４．火山事象に対する防護に関して設計対処施設を抽出するための方針 

火山事象の影響評価により発電所に影響を及ぼす可能性のある事象として降

下火砕物が抽出されたことから、降下火砕物によって安全施設の安全機能が損な

われないようにする必要がある。このため、降下火砕物に対して防護すべき施設

を抽出した上で、設計上対処すべき施設（以下本節において「設計対処施設」と
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いう。）を特定する方針が示されることが必要である。 

申請者は、降下火砕物によって安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設を安全重要度分類のクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、

系統及び機器としている。 

このうち、降下火砕物に対して防護すべき施設として上記構築物、系統及び機

器の中から、クラス 1及びクラス２に属する構築物、系統及び機器に加え、安全

評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、系統及び機器を抽出する方

針としている。その上で、屋内設備の外殻となる建屋、屋外に設置されている施

設、降下火砕物を含む海水又は空気の流路となる施設及び外気から取り入れた屋

内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設を設計対処施設としている。 

なお、代替設備があることなどにより必要な安全機能が維持される施設につい

ては、降下火砕物による影響評価の対象としない方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による設計対処施設を抽出するための方針が、安全機能

の重要度を踏まえて、降下火砕物によって安全機能が損なわれるおそれがある構

築物、系統及び機器について、火山ガイドに沿って降下火砕物の特徴を考慮した

上で適切に抽出するものであることを確認した。 

 
５．降下火砕物による影響の選定 

降下火砕物に対する防護設計を行うためには、設計対処施設の機能に及ぼす影

響を選定することが必要である。火山ガイドは、この選定について、降下火砕物

が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。）とそれ以外の影響（以下「間接

的影響」という。）をそれぞれ選定することを示している。 

 

（１）直接的影響 

申請者は、降下火砕物の特徴から荷重、閉塞、摩耗、腐食、大気汚染、水質

汚染及び絶縁低下を検討対象として設定した上で、直接的影響の主な因子とし

て、構造物に対する静的負荷及び化学的影響（腐食）、水循環系に対する機械的

影響（閉塞、摩耗）及び化学的影響（腐食）、換気系、電気系及び計装制御系に

対する機械的影響（摩耗、閉塞）及び化学的影響（腐食）、建屋及び屋外施設に

対する粒子の衝突、本発電所周辺の大気汚染並びに計装盤の絶縁低下を選定し

ている。 

 

（２）間接的影響 

申請者は、間接的影響として、本発電所外で生じる影響である外部電源の喪

失及び本発電所へのアクセスの制限を選定している。 
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規制委員会は、申請者による降下火砕物の直接的影響及び間接的影響の選定が、

火山ガイドを踏まえたものであり、降下火砕物の特徴及び設計対処施設の特徴を

考慮していることを確認した。 

 

６．設計荷重の設定 

降下火砕物に対する防護設計を行うためには、その堆積荷重に加え、火山事象

以外の自然事象や設計基準事故時の荷重との組合せを設定する必要がある。 

申請者は、降下火砕物に対する防護設計を行うために、個々の設計対処施設に

応じて常時作用する荷重、運転時荷重を適切に組み合わせる設計としている。 

火山事象以外の自然事象による荷重との組合せについては、同時発生の可能性

のある風（台風）及び積雪を対象としている。さらに、設計基準事故時の荷重と

の組合せを適切に考慮する設計としている。 

 

規制委員会は、申請者による設計荷重の設定が、設計対処施設ごとに常時作用

する荷重、運転時荷重等を考慮するものであることを確認した。 

なお、同時発生の可能性のある風（台風）及び積雪による荷重の組合せの抽出

については「Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ」、設計基準事故時の荷重との組合せ

については「Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現

象に対する重要安全施設への考慮」で記載している。 

 

７．降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

設計対処施設については、降下火砕物の直接的影響によって安全機能が損なわ

れない設計方針とする必要がある。 

 

（１）構築物等の健全性の維持（荷重）に対する設計方針 

申請者は、設計対処施設のうち降下火砕物が堆積する建屋及び屋外施設につ

いて、設計荷重が許容荷重に対して安全裕度を有することにより構造健全性を

失わず、安全機能を損なうことのない設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計について、設計荷重が許容荷重に対して余裕を

有することにより構造健全性を失わず、安全機能が損なわれない方針としてい

ることを確認した。 

 

（２）安全上重要な設備の機能の維持に対する設計方針 

申請者は、降下火砕物による構造物への化学的影響（腐食）、水循環系の閉

塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食）、電気系及び計装制御系に対する
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機械的影響（閉塞、摩耗）及び化学的影響（腐食）等によって、以下のとおり

安全機能が損なわれないように設計するとしている。 

 

① 構造物への化学的影響（腐食） 

設計対処施設である建屋及び屋外施設は、外装塗装等を実施し、降下火

砕物に含まれる腐食性ガスによる化学的影響（腐食）に対して、安全機能

が損なわれないように設計するとしている。 

 

② 水循環系の閉塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食） 

設計対処施設である水循環系を有する施設は、降下火砕物の粒径に対し

て、その施設の狭隘部に十分な流路幅を設け閉塞しないように設計すると

している。降下火砕物の性状の変化による閉塞については、降下火砕物が

粘土質でないため考慮する必要はないとしている。 

また、降下火砕物から海水に溶出した腐食性成分による腐食に対しては、

塗装又は耐食性を有する材料の使用等により影響を及ぼさないように設

計するとしている。摩耗については、降下火砕物の硬度が砂と同等又は砂

よりも硬度が低くもろいことから摩耗による影響は小さく、保守管理等に

より補修が可能としている。 

 

③ 電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞、摩耗）及び化

学的影響（腐食） 

電気系及び計装制御系の設計対処施設は、外気と遮断された全閉構造等

により機械的影響（閉塞、摩耗）を受けず、また塗装等により化学的影響

（腐食）を受けないように設計するとしている。 

 

④ その他の影響 

設計対処施設への直接的影響としては、上記の①から③の他に、降下火

砕物の粒子の衝突、水質汚染の影響が考えられるが、降下火砕物の粒子の

衝突については、竜巻における砂等の飛来物の評価に包絡されるとし、水

質汚染の影響については、設計対処施設の構造上、有意な影響を受ける可

能性がないとしている。 

また、電気系及び計装制御系のうち、空気を取り込む機構を有する計測

制御用電源設備（無停電電源装置）及び非常用所内電気設備（所内低圧系

統）は、絶縁低下しないように外気取入口にフィルタを設置する等の空調

管理された場所に設置するとしている。 
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規制委員会は、申請者の設計が、降下火砕物の特徴を踏まえ、設計対処施設

に与える化学的影響、機械的影響その他の影響に対して、安全機能が損なわれ

ない方針としていることを確認した。 

 

（３）外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針 

申請者は、降下火砕物を含む空気の流路となる設計対処施設（外気を取り入

れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設を含む。）については、

機械的影響（閉塞、摩耗）に対して、降下火砕物が侵入し難い設計とするとと

もに、バグフィルタ等の設置、換気空調系の停止等により、閉塞及び摩耗に対

して機能が損なわれないよう設計するとしている。また、降下火砕物がフィル

タに付着した場合においても取替え又は清掃が可能とする設計としている。 

当該施設については、化学的影響（腐食）に対して、金属材料の使用等によ

り、降下火砕物に含まれる腐食性成分による腐食に対して機能が損なわれない

よう設計するとしている。 

中央制御室は、降下火砕物により大気汚染が本発電所で発生した場合、外気

を遮断するため中央制御室換気空調系の事故時運転モード等を実施できるよ

うにした上で、酸素濃度及び二酸化炭素濃度について影響評価を実施し、居住

性を確保できる設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が降下火砕物や設計対処施設の特徴を踏まえて、

降下火砕物の侵入防止対策として、バグフィルタ等の設置や換気空調系の停止

等により、安全施設の安全機能が損なわれないようにするとともに、原子炉制

御室にあっては事故時運転モード等により居住性を確保する方針としている

ことを確認した。 

 

（４）降下火砕物の除去等の対策 

申請者は、設計対処施設に、長期にわたり静的荷重がかかることや化学的影

響（腐食）が発生することを避け、機能を維持するために、降下火砕物の除去

等の対応を適切に実施する方針としている。 

規制委員会は、申請者が、降下火砕物の除去等に必要な資機材を確保すると

ともに、手順等を整備する方針としていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が、降下火砕物の直接的影響により安全

機能が損なわれないとしており、この設計方針が火山ガイドを踏まえていること

を確認した。 

 

８．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 
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火山ガイドは、降下火砕物による間接的影響として長期間の外部電源の喪失及

び発電所へのアクセスの制限を想定し、外部からの支援がなくても、原子炉及び

使用済燃料プールの安全性を損なわないように対応が必要であることを示して

いる。 

申請者は、原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないように非常用デ

ィーゼル発電機の７日間の連続運転により、電力の供給を可能とする設計として

いる。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、降下火砕物の間接的影響として外部電源

喪失及び交通の途絶を想定し、非常用ディーゼル発電機及び軽油タンクを備え、

非常用ディーゼル発電機の７日間の連続運転を可能とするものであり、火山ガイ

ドを踏まえたものであることを確認した。 

 
 
Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針 

第６条第１項から第３項までの規定は、敷地及び敷地周辺で想定される自然現象

及び人為事象による火災等（以下「外部火災」という。）が発生した場合において

も、その影響によって、安全施設の安全機能が損なわれないよう設計することを要

求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．外部火災に対して、設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

２．考慮すべき外部火災 

３．外部火災に対する設計方針 

（１）森林火災 

（２）近隣の産業施設の火災・爆発 

（３）発電所敷地内における航空機落下による火災 

（４）二次的影響 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．外部火災に対して、設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

外部火災によって安全施設の安全機能が損なわれないようにする必要がある。

このため、外部火災に対して防護すべき設備（以下「外部火災防護対象施設」と

いう。）を抽出した上で、外部火災に対して設計上対処すべき施設（以下本節にお

いて「設計対処施設」という。）を特定する方針が示されることが必要である。 

申請者は、外部火災により発生する火炎及び輻射熱の直接的影響並びにばい煙
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等の二次的影響によって安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施

設を、安全重要度分類のクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統

及び機器としている。その上で、外部火災防護対象施設として上記構築物、系統

及び機器の中から、クラス１及びクラス２に属する構築物、系統及び機器に加え、

安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、系統及び機器を抽出す

る方針としている。 

これらの抽出した施設について、施設を内包する建屋、屋外に設置されている

施設及び二次的影響を受ける施設に整理し、設計対処施設としている。 

なお、代替手段があることなどにより必要な安全機能が維持できる施設につい

ては、外部火災による影響評価の対象としない方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による設計対処施設の特定する方針について、外部火災

によって安全機能が損なわれるおそれがある構築物、系統及び機器を、火炎及び

輻射熱の影響並びにばい煙等の二次的影響の特徴を考慮した上で、安全機能の重

要度を踏まえて抽出するものとしていることを確認した。 

 

２．考慮すべき外部火災 

外部火災ガイドは、外部火災に対して安全施設の安全機能が損なわれないよう

な設計方針を策定するために、考慮すべき種々の火災とその二次的影響について

示している。 

申請者は、外部火災として、森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発（発電所

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災等を含む。）及び航空機落下火災によ

る熱影響等並びに二次的影響としてばい煙及び有毒ガスによる影響を考慮する

としている。 

 

規制委員会は、申請者による外部火災の設定が、外部火災ガイドを踏まえたも

のであることを確認した。 

 

３．外部火災に対する設計方針 

（１）森林火災 

外部火災ガイドは、森林火災に対して安全施設の安全機能が損なわれないよ

う防護設計を行うために、発電所周辺で発生し得る森林火災の設定方法及び森

林火災による発電所への影響を評価する方法を示している。 

申請者は、以下のとおり森林火災を設定し、その影響を評価した上で、森林

火災に対する設計方針を策定している。 
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① 発生を想定する森林火災による影響評価 

外部火災ガイドは、森林火災による影響の評価について、発生を想定す

る森林火災の設定方法、延焼速度、火線強度及び火炎輻射強度の算出方法

を示すとともに、延焼速度を基に発火点から発電所までの到達時間を、火

線強度を基に防火帯幅を、火炎輻射強度を基に危険距離（火災の延焼防止

に必要な距離をいう。以下本節において同じ。）を算出する方法を示してい

る。 

 

a. 発生を想定する森林火災の設定 

申請者は、発生を想定する森林火災の条件として、本発電所周辺の

可燃物の量（植生）、気象条件、発火点等を以下のように設定している。 

 

ア．可燃物の量（植生）の設定 

申請者は、宮城県及び東北森林管理局から入手した森林簿、現

地調査等により得られた樹種、林齢を踏まえ、可燃物量が多くな

るように植生を設定している。 

 

イ．気象条件の設定 

申請者は、宮城県における森林火災発生頻度が年間を通じて比

較的高い月の過去10年間の気象データとして、石巻特別地域気象

観測所及び江ノ島気象観測所のものを採用し、その中から最小湿

度、最高気温及び最大風速をそれぞれ抽出し、それらの組合せを

気象条件として設定している。また、風向については、上記の気

象データの中から最大風速における風向と卓越風向を調査し、こ

れらを基に風向を設定している。 

 

ウ．発火点の設定 

申請者は、発火点について、人為的行為を考慮し、火を扱う可

能性がある箇所で、火災の発生頻度が高いと想定される居住地区、

道路沿い等に設定するとともに、風向を考慮し、本発電所の風上

の 4地点を設定している。 

また、いずれの発火点も本発電所からの直線距離が 10km までの

範囲内である。 

 

エ．土地の利用状況及び地形の設定 

申請者は、土地利用データについて、国土交通省により提供さ
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れている国土数値情報の 100m メッシュのデータを用い、地形デー

タについては国土地理院により提供されている基盤地図情報の

10m メッシュの土地の標高、地形等のデータを用いている。 

 

オ．発火時刻の設定 

申請者は、森林火災の発火時刻について、日照時間による火線

強度の変化を考慮し、火線強度が最大となる時刻を採用している。 

 

規制委員会は、発生を想定する森林火災の設定が、外部火災ガイド

を踏まえたものであり、植生、気象条件等の設定が本発電所周辺の特

徴を考慮した上で、パラメータごとに厳しい値を採用していること、

発火時刻の設定が火線強度又は反応強度を最大にするものであり保守

的なものであることを確認した。 

 

b. 森林火災による影響評価 

申請者は、保守的に火炎をモデル化した上で、上記の設定を基に森

林火災シミュレーション解析コード（FARSITE）を用いて、延焼速度、

火線強度及び火炎輻射強度を算出し、延焼速度を基に発火点から防火

帯までの到達時間を、火線強度を基に防火帯幅を算出している。具体

的には、延焼速度は 0.49m/s と算出され、これを基に、発火点から防

火帯までの火災の到達時間を約 1.8 時間としている。防火帯の外縁で

の最大火線強度は 4,428kW/m と算出され、これに必要な防火帯幅を

19.7m としている。また、最大の火炎輻射強度は 477kW/m2と算出され

ている。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災の影響評価が、外部火災ガイ

ドを踏まえたものであり、受熱側の輻射強度が保守的に評価されるよ

うモデル化するとともに、延焼速度、火線強度及び火炎輻射強度を評

価し、防火帯幅を導出していることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災の設定及び森林火災による影響評

価が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、必要なパラメータが適切に

設定及び算出されていることを確認した。 

 

② 森林火災に対する設計方針 

外部火災ガイドは、発生を想定する森林火災の設定等について、発火点
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から発電所敷地境界までの到達時間の算出及び防火帯幅の設定の考え方

を示している。 

申請者は、発火点から防火帯までの到達時間が約 1.8 時間と算出された

ことから、本発電所に常駐する自衛消防隊により、万が一の飛び火等によ

る火炎の延焼を防止することが可能であるとしている。 

防火帯は、必要な防火帯幅が 19.7m と算出されたことから、約 20m 以上

確保した上で、防火帯内に可燃物を含む機器等を設置する場合は、必要最

小限とする運用としている。また、森林火災による熱影響（最大の火炎輻

射強度）が 477kW/m2と算出されたことから、これを設計方針の策定に用い

る火炎輻射強度とし、これに対する危険距離を算出した上で、危険距離に

応じた離隔距離を確保するとしている。 

これら森林火災に対する設計方針は、防火帯幅及び離隔距離の設定を前

提として、以下のように策定するとしている。 

設計対処施設のうち建屋について、防火帯外縁における森林火災から最

も近い建屋の外壁温度が許容値を下回り、かつ、建屋内の温度上昇により

建屋内部の外部火災防護対象施設の機能が損なわれないよう設計すると

している。設計対処施設のうち屋外の施設については、森林火災に伴う温

度上昇により機能が損なわれないよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災に対する設計方針が、外部火災ガ

イドを踏まえたものであり、必要な防火帯幅及び外部火災防護対象施設と

の離隔距離を確保するものであることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災に対する設計方針が、森林火災による

影響に対して必要な防火帯を確保すること等により、安全機能が損なわれない

ようにするものであることを確認した。 

 

（２）近隣の産業施設の火災・爆発 

外部火災ガイドは、近隣の産業施設の火災・爆発に対して、安全施設の安全

機能が損なわれないよう防護設計を行うために、発電所敷地外の石油コンビナ

ート等に火災・爆発が発生した場合における発電所への影響（飛来物による影

響を含む。）を評価する方法を示している。 

申請者は、以下のとおり近隣の産業施設の火災・爆発による影響を評価した

上で、火災・爆発の発生が想定される地点から設計対処施設までの距離が危険

距離及び危険限界距離（爆発の爆風圧が 0.01MPa 以下になる距離をいう。以下

本節において同じ。）以上となるように、設計方針を策定している。 
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① 近隣の産業施設の火災・爆発の発生の想定 

近隣の産業施設の火災・爆発による影響を評価するためには、発電所に

影響を及ぼすような火災・爆発を発生し得る近隣の産業施設を抽出する必

要がある。 

また、外部火災ガイドは、具体的な火災・爆発の設定方法、危険距離及

び危険限界距離の算出方法を示している。 

 

a. 近隣の産業施設の火災・爆発の設定 

申請者は、本発電所敷地外の半径 10km 以内に存在する産業施設とし

て危険物貯蔵施設及び高圧ガス貯蔵施設を抽出するとともに、本発電

所敷地に接近する可能性のある車両及び敷地周辺を航行する船舶の港

湾内への漂流についても想定した上で、それらの火災やガス爆発を想

定し、危険距離及び危険限界距離を算出している。 

 

規制委員会は、申請者による近隣の産業施設（本発電所敷地に接近

する可能性のある車両及び敷地周辺を航行する船舶を含む。以下「近

隣の産業施設等」という。）の火災・爆発の発生の想定が、外部火災ガ

イドを踏まえたものであり、地図等を用いて近隣の産業施設等が抽出

された上で、その施設における危険物等の火災やガス爆発の発生が想

定され、近隣の産業施設等の火災・爆発による危険距離及び危険限界

距離が算出されていることを確認した。 

 

b. 発電所敷地内の危険物による火災等の設定 

申請者は、発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等についても考

慮し、危険物の保有量と設計対処施設との距離から、輻射強度が最大

となる火災を想定している。タービン建屋等の近傍に設置されている

変圧器についても、危険物を内包していることから、これらによる火

災も考慮するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による発電所敷地内の危険物タンク等による

火災の設定が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、火災源等とし

て、発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等を特定し、これらによ

る火災が設定されていることを確認した。 

 

② 想定される近隣の産業施設等の火災・爆発に対する設計方針 
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a. 近隣の産業施設等の火災・爆発等に対する設計方針 

発生を想定する近隣の産業施設等の火災・爆発に対して防護設計を

行うために、設計方針を策定する必要がある。外部火災ガイドは、近

隣の産業施設等と発電用原子炉施設の間の距離を、評価上必要とされ

る危険距離及び危険限界距離以上に確保することを示している。 

申請者は、近隣の産業施設等において想定される火災・爆発に対し

て算出された危険距離及び危険限界距離を上回る離隔が確保されると

している。また、近隣の産業施設等の爆発に伴い発生が想定される飛

来物については、過去の実績を踏まえた算出方法等によって求められ

た最大の飛距離を上回る離隔距離が確保されるとしている。 

 

b. 発電所敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する設計方針 

申請者は、発電所敷地内の危険物貯蔵施設等による火災を想定し、

輻射強度を算出している。その上で、設計対処施設のうち建屋につい

て、算出された輻射強度に対し、建屋の外壁温度が許容値を下回り、

かつ、建屋内の温度上昇により建屋内部の外部火災防護対象施設の機

能が損なわれないよう設計するとしている。 

また、設計対処施設のうち屋外の施設については、危険物貯蔵施設

等による火災に伴う温度上昇により機能が損なわれないよう設計する

としている。 

敷地内の変圧器（2号炉所内変圧器、2号炉起動変圧器等）について

は、変圧器本体の火災を想定した場合の輻射強度に対して建屋の外壁

温度が許容値を下回り、かつ、建屋内の温度上昇により建屋内部の外

部火災防護対象施設の機能が損なわれないよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による発電所敷地内の危険物貯蔵施設等によ

る火災に対する設計方針が、算出された輻射強度を用いて外壁温度を

評価し、建屋の外壁温度を許容値以下とするものであることを確認し

た。 

 

規制委員会は、申請者による近隣の産業施設等の火災・爆発に対する設計方

針が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、算出された危険距離及び危険限

界距離等に対して、必要な離隔を確保することで、安全施設の安全機能が損な

われないようにするものであることを確認した。 

 

（３）発電所敷地内における航空機落下による火災 
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外部火災ガイドは、航空機落下による火災に対して安全施設の安全機能が損

なわれないよう防護設計を行うために、発電所敷地内における航空機落下の想

定の方法、この火災による発電所への影響を評価する方法を示している。 

申請者は、以下のとおり本発電所敷地内における航空機落下による火災を設定

した上で、設計方針を策定している。その際、航空機落下による火災と発電所敷地

内の危険物貯蔵施設等による火災の重畳を考慮している。 

 

① 発生を想定する発電所敷地内における航空機落下による火災の設

定等 

外部火災ガイドは、航空機落下による影響の評価について、落下を想定

する航空機の条件及び落下地点の設定方法、輻射強度の算定方法を示して

いる。 

申請者は、航空機落下事故の最新の事例、機種による飛行形態の違いを

基に、航空機を種類別に分類し、その種類ごとに燃料積載量が最大の航空

機を選定している。また、航空機の種類ごとの落下確率に関するデータを

基に、敷地内において航空機落下確率が10-7回/炉･年以上となる区域を設

定し、その中で設計対処施設から最も近い場所に航空機が落下し、搭載さ

れた全燃料が発火した場合の火災を想定している。なお、落下事例がない

航空機については、保守的に落下事故の発生件数を0.5件としている。その

上で、選定された航空機ごとの燃料積載量と落下地点から設計対処施設ま

での距離を基に、輻射強度が最大となる航空機の種類を特定し、その落下

による火災を想定している。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下による火災の設定が、外部火災

ガイドを踏まえたものであり、航空機落下確率が 10-7回/炉・年以上となる

範囲が設定されていること、搭載された全燃料が燃焼した場合を想定して

いること、その上で輻射強度が最大となる航空機の種類と落下地点を想定

することにより、航空機落下による火災が保守的に設定されていることを

確認した。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下による火災の設定について、外

部火災ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

 

② 航空機落下による火災に対する設計方針 

発生を想定する発電所敷地内における航空機落下による火災の設定等

に基づき、外部火災防護対象施設に対する設計方針を策定する必要がある。 
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申請者は、航空機落下による火災を想定した場合について輻射強度を算

出している。その上で、設計対処施設のうち建屋について、算出された輻

射強度に対し、建屋の外壁温度が許容値を下回り、かつ、建屋内の温度上

昇により建屋内部の外部火災防護対象施設の機能が損なわれないよう設

計するとしている。 

また、設計対処施設のうち屋外の施設については、航空機落下による火

災に伴う温度上昇により機能が損なわれないよう設計するとしている。 

さらに、航空機落下による火災と発電所敷地内の危険物貯蔵施設等によ

る火災の重畳について、同様に建屋の外壁温度を評価し、離隔距離を確保

することにより、外壁温度が許容値を下回り、かつ、建屋内の温度上昇に

より建屋内部の外部火災防護対象施設の機能が損なわれないように設計

するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下による火災に対する設計方針が、

外部火災ガイドを踏まえたものであり、航空機火災の設定において発電所

敷地内の危険物貯蔵施設等による火災との重畳を考慮し、より厳しい火災

に対する輻射強度が算出されていること、算出された輻射強度を用いて外

壁温度を評価し、建屋の外壁温度を許容値以下とするものであることを確

認した。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下火災に対する設計方針が、外部火災

ガイドを踏まえたものであり、当該火災が保守的に評価された上で策定されて

いることを確認した。 

 

（４）二次的影響 

外部火災による二次的影響に対して、安全施設の安全機能が損なわれないよ

うに、発生を想定する二次的影響を適切に考慮した上で、その二次的影響に対

する設計方針について策定する必要がある。外部火災ガイドは、考慮すべき二

次的影響として、ばい煙、有毒ガス、爆風等による影響等を示している。 

申請者は、火災に伴い発生を想定する二次的影響として、ばい煙及び有毒ガ

スによる影響を抽出している。 

なお、爆風等による影響については、「（２）近隣の産業施設の火災・爆発」

において記載している。 

これら二次的影響に対する設計として、外気を取り入れる設計対処施設につ

いては、ばい煙に対して、フィルタにより一定以上の粒径のばい煙粒子を捕獲

すること等により、機能が損なわれないよう設計するとしている。 
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さらに、中央制御室の居住性を確保する必要のある場所は、ばい煙及び有毒

ガスに対して、外気を遮断するため換気空調系の事故時運転モード等を実施で

きる設計とした上で、酸素濃度及び二酸化炭素濃度について影響評価を実施し、

居住性を確保する設計方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による外部火災の二次的影響に対する設計方針が、外

部火災ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針 

発電用原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべきその他自然現象によっ

て、安全施設の安全機能が損なわれないよう設計する必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機能

に影響を及ぼし得る自然現象のうち、その他自然現象によって安全施設の安全機能

が損なわれないようにするため、その他自然現象に対して防護すべき施設を「Ⅲ－

４．２．１ 竜巻に対する設計方針」等と同様に安全重要度分類のクラス１及びク

ラス２に属する構築物、系統及び機器に加え、安全評価上その機能を期待するクラ

ス３に属する構築物、系統及び機器とし、以下のとおり設計するとしている。 

なお、建屋による防護が期待できる場合は、建屋を設計上対処する施設としてい

る。 

１．風（台風）に対しては、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し機

械的強度を有する設計とする。 

２．降水に対しては、本発電所近隣の気象観測所で観測された最大 1時間降水量

を上回る処理能力を持つ排水口及び構内排水路を設置して海域に排水すると

ともに浸水防止のための建屋止水処置等を行う設計とする。 

３．落雷に対しては、JEAG4608 等の民間規格に基づき、雷撃電流値を設定し、こ

れに対し避雷針、接地網等を設置するなど雷害防止対策を行う設計とする。 

４．生物学的事象に対しては、クラゲ等の発生を考慮して原子炉補機冷却海水系

等に除塵装置及び海水ストレーナを設ける設計とする。小動物の侵入に対して

屋外設備の端子箱貫通部の閉止処置等を行う設計とする。 

５．凍結に対しては、本発電所近隣の気象観測所で観測された最低気温を考慮し、

屋外設備で凍結のおそれがあるものは保温等の凍結防止対策を行う設計とす

る。 

６．積雪に対しては、本発電所近隣の気象観測所で観測された月最深積雪の最大

となる積雪量から積雪荷重を設定し、これに対し機械的強度を有する設計とす

る。 
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７．高潮に対しては、本発電所近隣の検潮所での過去最高潮位以上の敷地高さに

安全施設を設置し、高潮により影響を受けることのない設計とする。 

８．地滑りに対しては、本発電所敷地内に地滑りの素因となるような地滑り地形

の存在は認められず、地滑りが発生しないことから、設計上考慮する必要はな

い。 

９．洪水に対しては、本発電所周辺には河川が存在せず、洪水による被害を受け

ないことから、設計上考慮する必要はない。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、以下のとおり、安全施設の安全機能が損な

われないようにするものであることを確認した。 

１．風（台風）については、信頼性のある過去の記録等を調査し、安全施設への

影響として考えられる最大の風速を考慮して風荷重を設定し、これに対して機

械的強度を有する方針としていること。なお、風（台風）に対する防護対策は、

「Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針」に包絡される。 

２．降水については、信頼性のある過去の記録等を調査し、安全施設への影響と

して考えられる最大の降水量を考慮し、これに対して構内排水設備等を設計す

るとしていること。なお、降水に対する防護対策は、「Ⅲ－７ 溢水による損傷

の防止等（第９条関係）」に包絡される。 

３．落雷については、信頼性のある過去の記録等を調査し、安全施設への影響と

して考えられる最大の雷撃電流値を考慮し、これに対して避雷針、接地網等を

設計するとしていること。 

４．生物学的事象については、個々の生物学的事象に対してそれぞれ防護措置を

とる方針としていること。 

５．凍結については、信頼性のある過去の記録を調査し、安全施設への影響とし

て考えられる最低気温を考慮し、これに対して凍結防止対策を行う方針として

いること。 

６．積雪については、信頼性のある過去の記録等を調査し、安全施設への影響と

して考えられる最大の積雪量を考慮して積雪荷重を設定し、これに対して機械

的強度を有する方針としていること。なお、積雪に対する防護対策は、地震及

び火山の影響による設計荷重の評価に包絡される（地震については「Ⅲ－１ 

地震による損傷の防止（第４条関係）」、火山の影響については「Ⅲ－４．２．

２ 火山の影響に対する設計方針」）。 

７．高潮については、信頼性のある過去の記録を調査し、高潮の影響を受けない

よう安全施設への影響として考えられる最大の潮位を考慮して安全施設を設

置する方針としていること。なお、高潮に対する防護対策は、「Ⅲ－３ 津波に

よる損傷の防止（第５条関係）」に包絡される。 
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８．地滑りについては、本発電所の敷地の地形状況から、地滑りが発生しないと

して設計上考慮する必要はないとしていることは合理性があること。 

９．洪水については、本発電所周辺の地形状況から判断して、洪水による被害を

受けないとして設計上考慮する必要はないとしていることは合理性があるこ

と。 

 

 

Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針 

発電用原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべきその他人為事象によっ

て、安全施設の安全機能が損なわれないよう設計する必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の２．で抽出した安全施設の安全機能

に影響を及ぼし得る人為事象のうち、その他人為事象については、以下のとおり、

安全施設の安全機能が損なわれないよう設計するとしている。 

１．船舶の衝突については、一般航路は本発電所から離隔距離が確保されている。

また、小型船舶が本発電所近傍で漂流した場合でも、敷地前面の防波堤等に衝

突して止まることから取水性に影響はない。船舶の座礁により重油流出事故が

発生した場合は、オイルフェンスを設置する措置を講じる。 

２．電磁的障害については、安全保護系に対し、電磁的障害による影響を受けな

い設計とする。 

３．飛来物（航空機落下）については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確

率の評価について（平成14･07･29原院第4号）」等に基づき、航空機落下確率を

評価した結果、約5.0×10-8回/炉･年であり、防護設計の要否判断の基準である

10-7回/炉･年を超えないため、航空機落下による防護については、設計上考慮

する必要はない。 

４．ダムの崩壊については、崩壊により本発電所に影響を及ぼすようなダムはな

いことから、設計上考慮する必要はない。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、以下のとおり、安全施設の安全機能が損な

われないようにするものであることを確認した。 

１．船舶の衝突に対しては、本発電所周辺の航路や船舶漂流等の可能性も踏まえ

た対策を講じるとしていること。 

２．電磁的障害に対しては、計測制御回路を構成する機器に電磁波侵入防止対策

を講じるとしていること。 

３．飛来物（航空機落下）に対しては、最新の航路、飛行実績等の情報を踏まえ

て航空機落下確率を評価し、防護設計の要否判断の基準である10-7回/炉･年を

超えていないことから、設計上考慮する必要はないとしていることは合理性が
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あること。 

４．ダムの崩壊に対しては、本発電所周辺にダムはないことから、設計上考慮す

る必要はないとしていることは合理性があること。 

 

 

Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ 

安全施設の設計に当たっては、設計上考慮すべき自然現象の組合せを検討する必

要がある。なお、安全施設の安全機能が損なわれないことを広く確認する観点から、

地震と津波についても、組み合わせる自然現象の対象に含める必要がある。 

その上で、その組合せによる影響（地震と津波に係る影響は「Ⅲ－１ 地震によ

る損傷の防止（第４条関係）」及び「Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係）」

において検討していない影響）により、安全施設の安全機能が損なわれないよう設

計する必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機能

に影響を及ぼし得る自然現象に地震及び津波を加えたものから、「Ⅲ－４．２．４ 

その他自然現象に対する設計方針」で本発電所の敷地では発生しないと評価した洪

水、地滑り及び「Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係）」において評価した

高潮を除いた事象について、組合せを検討している。その際、各自然現象によって

関連して発生する可能性がある自然現象も考慮し、自然現象の組合せについて網羅

的に検討している。 

この組合せが発電用原子炉施設に与える影響について、①個々の自然現象の設計

に包絡されている、②発電用原子炉施設に与える影響が自然現象を組み合わせるこ

とにより、個々の自然現象がそれに与える影響より増長しない、③同時に発生する

とは考えられない、という 3つの観点から検討している。 

その結果、上記の①から③までのいずれかに該当する自然現象の組合せについて

は、安全施設の安全機能が損なわれないとしている。また、①から③までのいずれ

にも該当しない設計上考慮すべき自然現象の組合せとして、「火山の影響、風（台

風）及び積雪の組合せ」が抽出され、それら組合せに対して安全施設の安全機能が

損なわれないよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による自然現象の組合せが、安全施設に与える影響を考慮

して検討されていること、また、自然現象の組合せが安全施設に与える影響につい

ては、安全機能が損なわれないようにするとしていることを確認した。 

なお、設計上考慮すべき自然現象の組合せのうち、「火山の影響、風（台風）及び

積雪」に対する設計方針については、「Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方

針」において記載している。 
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Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対

する重要安全施設への考慮 

重要安全施設の設計に当たっては、これに大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象（組合せを含む。）により作用する力（衝撃）に設計基準事故時の

荷重（応力）を適切に考慮する必要があり、それぞれの因果関係や時間的変化を踏

まえて、適切に組み合わせる必要がある。 

申請者は、重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現

象は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した自然現象に含まれるとして

いる。また、これらの自然現象又は「Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ」で抽出した

自然現象の組合せにより、重要安全施設を含む安全施設の安全機能が損なわれない

よう設計するとしていることから、これらの自然現象により設計基準事故は発生し

ないため、当該自然現象と設計基準事故を組み合わせる必要はないとしている。ま

た、設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる自然現象により重要安

全施設に作用する衝撃と設計基準事故時に生じる応力を適切に考慮する設計とし

ている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、当該自然現象によって設計基準事故が発生

しないものであること、また、設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えら

れる自然現象により、重要安全施設に作用する力と設計基準事故時の荷重を適切に

組み合わせるものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

第７条の規定は、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、爆発性又は易燃性を有

する物件等が不正に持ち込まれること及び不正アクセス行為のそれぞれを防止す

るための設備を設けることを要求している。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し、その

区域を人の侵入を防止できる障壁により防護し、巡視、監視等を行うことによ

り人の侵入防止及び出入管理が行える設計とする。 

２．発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件等の持込み（郵便

物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。）が行われる

ことを防止するため、持込み点検が可能な設計とする。 

３．発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の
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操作に係る情報システムが、電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバ

ーテロを含む。）を受けることがないように、当該情報システムに対する外部

からのアクセスを遮断する設計とする。 

４．これらは、核物質防護対策の一環として実施する。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、核物質防護対策として上記の対策１．から

３．を講じるものであることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するも

のと判断した。 

 

 

Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 

第８条の規定は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火

災の発生を防止すること、かつ、早期に火災を感知及び消火すること並びに火災の

影響を軽減することができるよう設計することを要求している。また、消火設備の

破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させる

ための機能が損なわれないように消火設備を設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．火災区域又は火災区画の設定 

２．火災防護計画を策定するための方針 

３．火災の発生防止に係る設計方針 

４．火災の感知及び消火に係る設計方針 

５．火災の影響軽減に係る設計方針 

６．特定の火災区域又は火災区画における対策の設計方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、火災防護基準にのっとり、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．火災区域又は火災区画の設定 

第８条第１項の規定は、設計基準対象施設に対し、火災により発電用原子炉施

設の安全性が損なわれないよう措置を講ずることを要求している。 

また、火災防護基準は、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じるために、火災区域又は火災区

画を設定することを要求している。 

申請者は、設計基準対象施設について火災により発電用原子炉施設の安全性が
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損なわれないように措置を講ずるとしている。 

その上で、火災によってその安全機能が損なわれないことを確認する施設を安

全重要度分類のクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器

としている。 

火災から防護する対象（以下本節において「防護対象設備」という。）について

は、上記構築物、系統及び機器の中から、原子炉を安全に停止する（原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し、これを維持することをいう。以下本節において同

じ。）ために必要な安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに放射性物質の

貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器として、クラス１及びクラ

ス２に属する構築物、系統及び機器に加え、安全評価上その機能を期待するクラ

ス３に属する構築物、系統及び機器を抽出する方針としている。 

これらの抽出した原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する構

築物、系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、

系統及び機器（以下本節において「安全機能を有する機器等」という。）を設置す

る区域であって、耐火壁によって他の区域と分離されている区域を火災区域とし

て、また、火災区域を耐火壁等によりさらに細分化したものを火災区画として設

定している。 

なお、設計基準対象施設については、消防法、建築基準法等に基づく火災防護

対策を行うとしている。 

 

規制委員会は、申請者による防護対象設備を抽出するための方針が、安全機能

を有する全ての設備を検討対象とした上で、安全機能の重要度を踏まえたもので

あることを確認した。また、安全機能を有する機器等を設置する場所を、火災区

域又は火災区画として設定する方針としていることを確認した。 

 

２．火災防護計画を策定するための方針 

火災防護基準は、火災防護対策を実施するために必要な手順、機器、体制等を

定める火災防護計画を策定することを要求している。 

申請者は、火災防護対策を適切に実施するため、以下の方針で火災防護計画を

定めるとしている。 

 

（１）発電用原子炉施設全体を対象とする。 

（２）安全機能を有する機器等を火災から防護するため、火災の発生防止、火災

の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれの目的を達成するための

火災防護対策について定める。 
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（３）火災防護計画を実施するために必要な手順（可燃物の持込管理、火気作業

管理等に係るものを含む。）、機器、組織体制を定める。 

 

規制委員会は、申請者による火災防護計画を策定する方針が、火災防護基準の

規定にのっとっているものであることを確認した。 

 

３．火災の発生防止に係る設計方針 

火災防護基準は、発電用原子炉施設に対して火災の発生を防止するための対策

を講じること、安全機能を有する機器等に対して不燃性材料又は難燃性材料、難

燃ケーブルを使用すること、並びに発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器

に対して自然現象によって火災が発生しないように対策を講じることを要求し

ている。 

 

（１）発電用原子炉施設における火災の発生防止 

申請者は、以下のとおり対策を講じるとしている。 

① 火災区域に、発火性又は引火性物質を内包する設備を設置する場合、以

下を考慮した設計とする。 

a. 発火性又は引火性物質の漏えいやその拡大の防止 

b. 発火性又は引火性物質を内包する設備との離隔距離等の確保 

c. 火災区域の換気 

d. 防爆型の電気・計装品の使用及び電気設備の接地 

e. 発火性又は引火性物質の貯蔵量の制限 

② 可燃性の蒸気が滞留するおそれがある火災区域においては、換気により

可燃性の蒸気を滞留させない設計とする。 

③ 火災区域には、可燃性の微粉が発生する設備を設置しない設計とする。 

④ 発電用原子炉施設には、火花が発生する設備等を金属製の筐体に収納す

る等の対策を行い発火源となる設備を設置しない設計とする。 

⑤ 水素が発生又は漏えいするおそれがある火災区域においては、換気設備

を設置する。また、水素の漏えいを検知し中央制御室に警報を発するよう

対策を講じる設計とする。 

⑥ 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子

炉の安全性を損なうおそれのある場所には、社団法人火力原子力発電技術

協会「ＢＷＲ配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイ

ドライン（平成 17 年 10 月）」等に基づき、水素の蓄積を防止する設計と

する。 

⑦ 発電用原子炉施設は、電気系統の過電流による過熱、焼損の防止等の対
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策を講じる設計とする。 

 

規制委員会は、申請者による発電用原子炉施設における火災の発生防止に係

る設計方針が、火災防護基準の規定にのっとっているものであることを確認し

た。 

 

（２）安全機能を有する機器等における火災の発生防止 

申請者は、以下のとおり対策を講じるとしている。 

① 機器等及びそれらの支持構造物のうち、主要な構造材には不燃性材料を

使用する。 

② 建屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していな

いものを使用する。 

③ 難燃ケーブルは、実証試験によりケーブル単体で自己消火性及び延焼性

を確認したケーブルを使用する。難燃ケーブルとすべき原子炉格納容器内

の核計装用ケーブルは、実証試験において、それ単体で延焼を防止するこ

とが確認できないものの、通常運転時に原子炉格納容器内に窒素を満たす

こと等により、火災の発生を防止する。 

④ 換気設備のフィルタは、チャコールフィルタを除き難燃性材料を使用す

る。 

⑤ 保温材は、不燃性材料を使用する。 

⑥ 建屋内装材は、不燃性材料を使用する。 

 

規制委員会は、申請者による安全機能を有する機器等における火災の発生防

止に係る設計方針が、火災防護基準の規定にのっとっているものであることを

確認した。 

ただし、原子炉格納容器外に敷設される難燃ケーブルでない核計装用ケーブ

ルについては、チャンネルごとに専用電線管に収納し、電線管外部からの酸素

の供給防止のため、両端は耐火性を有するシール材で処置する設計とすること

により、十分な保安水準が確保されることを確認した。 

原子炉格納容器内の核計装用ケーブルについて、原子炉起動時において原子

炉格納容器内に窒素が満たされるまでの間は、火災が発生したとしても、当該

火災を早期に感知し、原子炉を確実に停止できる設計とすることにより、十分

な保安水準が確保されることを確認した。 

 

（３）自然現象による発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器における

火災の発生防止 
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申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」において抽出された自然現象のう

ち、火災区域内において火災を発生させるおそれのあるものとして、地震と落

雷を想定している。その上で、安全機能を有する機器等を十分な支持性能をも

つ地盤に設置し、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止するこ

と、発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器について、落雷による火災の

発生防止対策として建屋等への避雷設備の設置及び接地網の敷設を行うとし

ている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、自然現象により発電用原子炉施設内の

構築物、系統及び機器における火災の発生を防止するものであり、火災防護基

準の規定にのっとっていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による火災の発生防止に係る設計方針が、

火災防護基準の規定にのっとっているものであることを確認した。 

 

４．火災の感知及び消火に係る設計方針 

火災防護基準は、火災感知設備及び消火設備について、早期の火災感知及び消

火を行える設計とすることを要求している。また、これらの火災感知設備及び消

火設備は、地震等の自然現象に対して機能及び性能を維持すること、消火設備の

破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても、安全機能を有する機器等の安

全機能が損なわれないよう消火設備を設計することを要求している。 

 

（１）火災感知設備 

申請者は、火災感知設備について、以下の設計方針としている。 

① 火災区域又は火災区画における環境条件や想定される火災の性質を考

慮して設置する。 

② 早期に火災を感知するため、煙感知器、熱感知器及び炎感知器から異な

る種類の感知器を組み合わせて設置するとともに、火災の発生場所を特定

することができるものとする。 

③ 感知器の誤作動を防止するため、平常時の状況（温度、煙の濃度）を監

視し、急激な温度上昇や煙の濃度上昇を把握することができる方式（以下

「アナログ式」という。）の火災感知器を使用する。 

④ 外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう蓄電池を設置

するとともに、非常用電源に接続する設計とする。 

⑤ 火災感知設備の作動状況が中央制御室で監視できるものとする。 

⑥ 赤外線感知機能を備えた監視カメラシステムを用いる場合は、死角とな
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る場所がないように当該システムを設置する。 

⑦ 発火源がなく可燃物を置かない運用とすることで火災を発生させない

火災区域又は火災区画は、火災感知器を設置しない。 

⑧ 原子炉格納容器内では、通常運転時に窒素が満たされることにより火災

が発生するおそれはなく、火災感知器を設置する必要はない。原子炉起動

時において原子炉格納容器内に窒素が満たされるまでの間は、アナログ式

である熱感知器及び煙感知器により火災を感知する。通常運転時は比較的

温度及び線量が高くなり、故障するおそれがあることから、当該感知器に

ついては、窒素封入後中央制御室から遠隔操作により電源を切り、運転停

止後に交換する運用とする。 

 

規制委員会は、申請者による火災感知設備の設計方針が、火災防護基準の規

定にのっとっているものであることを確認した。 

ただし、一部の火災区域又は火災区画については、アナログ式の火災感知器

では有効に機能しないことから、環境を考慮し、以下の対応により十分な保安

水準が確保されることを確認した。 

① 屋外エリアでは、降水等の浸入による火災感知器の故障に伴う誤作動を

防止するため、屋外仕様のアナログ式の熱感知カメラ（赤外線方式）及び

アナログ式でない炎感知器（赤外線方式）を設置する。 

② 水素等により発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所では、火災感

知器の作動時の爆発を防止するため、防爆型のアナログ式でない熱感知器

及びアナログ式でない煙感知器を設置する。 

 

（２）消火設備 

申請者は、消火設備について、以下の設計方針としている。 

 

① 煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域

又は火災区画に設置する消火設備の設計方針 

原子炉を安全に停止するために必要な構築物、系統及び機器を設置する

火災区域又は火災区画のうち、火災時の煙の充満又は放射線の影響により

消火活動が困難となるおそれのある火災区域には、自動消火設備又は中央

制御室からの手動操作による固定式消火設備を設置する。ただし、放射線

の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画であって、

火災が発生しても煙が大気に放出され充満するおそれがない火災区域若

しくは火災区画、可燃物がほとんどなく煙が充満しにくい火災区域若しく

は火災区画又は運転員が常駐し高感度煙検出設備を設置することにより
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早期の消火活動が可能である火災区域若しくは火災区画においては、消火

器等で消火する。 

また、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機

器を設置する火災区域のうち、火災時の煙の充満又は放射線の影響により

消火活動が困難となるおそれがある火災区域には、自動起動の消火設備又

は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備を設置する。ただし、

放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域であって、可燃物

がほとんどなく煙が充満しにくい火災区域においては、消火器等で消火す

る。 

 

② 消火用水供給系の多重性又は多様性の確保 

消火用の水源は、消火水槽（屋内消火用）1 基、消火水タンク（屋内消

火用）1基及び屋外消火水タンク（屋外消火用）2基とし、水道水系とは共

用しない。消火ポンプは、屋内消火用として電動機駆動消火ポンプ 2台及

び屋外消火用として電動機駆動消火ポンプとディーゼル駆動消火ポンプ

を各々1台設置する。 

 

③ 消火設備の系統分離に応じた独立性の確保 

系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置するガ

ス消火設備等は、動的機器である弁等の単一故障（単一の原因によって一

つの機械又は器具が所定の機能を失うこと（従属要因による多重故障を含

む。）をいう。）を仮定しても、同時に消火機能を失うことがないようにす

る。 

 

④ 火災に対する二次的影響の考慮 

煙等による二次的な影響が、火災が発生していない安全機能を有する機

器等に及ばない設計とする。 

 

⑤ 消火設備の電源確保 

消火設備は、外部電源喪失時においても消火が可能となるように、非常

用電源から受電する若しくは蓄電池を有する設計又は電源が不要な設計

とする。 

 

⑥ その他 

上記①から⑤に加えて、以下の対策を講じる。 

a. 消火剤及び消火用水の確保 
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b. 移動式消火設備の配備 

c. 中央制御室に消火設備の故障警報を発するための吹鳴機能の確保 

d. 火災区域及び火災区画の消火活動を可能とするための消火栓の配

置 

e. 固定式ガス消火設備の作動前における退出警報を発するための吹

鳴機能の確保 

f. 管理区域内での消火活動による放射性物質を含むおそれがある水

の管理区域外への流出防止 

g. 消火活動を行うために必要となる照明の設置 

 

規制委員会は、申請者による消火設備の設計方針が、火災防護基準の規定に

のっとっているものであることを確認した。 

ただし、復水貯蔵タンク、使用済燃料プール、使用済樹脂貯蔵槽及び浄化系

沈降分離槽に消火設備を設置しないとしていることについては、発火源がなく

可燃物を置かない運用とすることで火災を発生させないとしていることを確

認した。 

 

（３）地震等の自然現象に対する火災感知設備及び消火設備の機能等の維持 

申請者は、消火設備及び火災感知設備について、凍結、風水害及び地震時に

おける地盤変位を以下のとおり考慮するとしている。 

① 凍結を防止するために、屋外消火栓は不凍式消火栓を採用する。また、

屋外の火災感知設備は－14.6℃の環境下でも使用可能なものとする。 

② 屋外消火栓を除き、消火設備は屋内設置することとし、外部からの浸水

防止対策を講じる。屋外消火栓は風水害の影響を受けないよう機械式を用

いる。 

③ 屋外の火災感知設備は、屋外仕様とした上で、風水害の影響を受けた場

合にも、早期に取替えを行うことにより当該機器の機能及び性能の維持が

できる運用とする。 

④ 火災感知設備及び消火設備は、安全機能を有する機器等の耐震重要度分

類のクラスに応じて火災区域及び火災区画に設置することとし、Ｂ、Ｃク

ラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合においても

安全機能を有する機器等の機能及び性能の維持ができるものとする。 

⑤ 消火配管の建屋接続部付近は、地盤変位による影響を直接受けないよう

に、当該変位を吸収できる設計とする。消火配管は、地上又はトレンチ内

に設置する。消火配管接続口は、建屋の外部に設置する。 
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規制委員会は、申請者の設計方針が、火災防護基準の規定にのっとっている

ものであることを確認した。 

 

（４）消火設備の破損、誤作動又は誤操作による安全機能への影響 

申請者は、消火設備からの放水による溢水に対して、安全機能を有する機器

等の安全機能が損なわれないよう設計するとしている。 

また、水以外を用いる消火設備として、ハロゲン化物消火剤を用いることと

しているが、ハロゲン化物消火剤は電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから、

消火設備の破損、誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても、電気及び機

械設備に影響を与えないとしている。なお、消火設備からの放水による溢水に

対する防護設計については、「Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係）」

において記載する。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、火災防護基準の規定にのっとっている

ものであることを確認した。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者による火災感知設備及び消火設備の設

計方針が、火災防護基準の規定にのっとっているものであることを確認した。 

 

５．火災の影響軽減に係る設計方針 

火災防護基準は、原子炉を安全に停止するために必要な構築物、系統及び機器

について、発電用原子炉施設内のいかなる火災による影響を考慮しても、互いに

異なる系統を分離することにより、多重化された系統が同時に機能を喪失するこ

とがないように設計することを要求している。また、火災によって運転時の異常

な過渡変化又は設計基準事故が発生した場合にも、原子炉を安全に停止できるよ

う設計することを要求している。 

 

（１）原子炉を安全に停止するために必要な構築物、系統及び機器を設置す

る火災区域の分離 

申請者は、原子炉を安全に停止するための構築物、系統及び機器を設置して

いる屋内の火災区域は、3 時間以上の耐火能力を有する壁、床、天井又は耐火

壁（貫通部シール、防火扉、防火ダンパ）で分離するとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、火災耐久試験により耐火性能を確認した隔壁等に

より互いに異なる系統を分離する設計方針としており、火災防護基準の規定に

のっとっているものであることを確認した。 
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（２）原子炉を安全に停止するために必要な構築物、系統及び機器の系統分

離 

申請者は、発電用原子炉施設において火災が発生した場合に、原子炉を安全

に停止するために必要な構築物、系統及び機器（以下「火災防護対象機器」と

いう。）及び火災防護対象機器を駆動又は制御するケーブル（以下「火災防護対

象ケーブル」といい、これらを総称して「火災防護対象機器等」という。）を防

護し、同機器等の相互の系統分離を行うとしている。また、火災防護対象ケー

ブルの系統分離においては、火災防護対象ケーブルと同じトレイに敷設される

などにより火災防護対象ケーブルの系統と関連することとなる火災防護対象

ケーブル以外のケーブルも当該系統に含め、他系統との分離を行うとしている。

系統分離に当たっては、火災区画内及び隣接火災区画間の延焼を防止するため、

以下のいずれかに該当する設計とするとしている。 

 

① 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、3 時間以上の耐火能力を有

する隔壁等により分離する｡ 

 

② 水平距離 6m 以上の距離等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、互いの系統間の水平距離を

6m 以上とし、これらの系統を含む火災区画に火災感知設備及び自動消火設

備を設置する｡さらに、互いの系統間には仮置きするものを含め可燃性物

質を置かない。 

 

③ 1 時間の耐火能力を有する隔壁等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、1 時間の耐火能力を有する

隔壁等により分離し、かつ、これらの系統を含む火災区画内に火災感知設

備及び自動消火設備を設置する｡ 

 

規制委員会は、申請者による火災の影響軽減に係る設計方針（中央制御室の

うち中央制御盤内及び原子炉格納容器内を除く。）が、火災防護基準の規定に

のっとっているものであり、火災耐久試験により耐火性能を確認した隔壁等に

より互いに異なる系統を分離することを確認した。 

ただし、原子炉制御室のうち制御盤内及び原子炉格納容器内の区画における

影響軽減に係る設計方針については、（３）及び（４）で記載している。 
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（３）原子炉制御室制御盤内における火災の影響軽減対策 

申請者は、中央制御室中央制御盤内で発生が想定される火災に対して、運転

員の操作性及び視認性向上を目的として機器等を近接して設置することから

上記（２）の系統分離対策を講じることができないものの、以下のとおり対策

を講じるとしている。 

① 中央制御盤内において火災が発生した場合であっても、近接する他の構

成部品に影響がないことを実証試験により確認する。 

② ケーブルは、当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず、また、周囲に

火災の影響を与えない耐熱ビニル電線、フッ素樹脂電線及び難燃ケーブル

を使用する。 

③ 中央制御室に設置する異なる種類の火災感知器とは別に、直ちに煙を検

知できる高感度煙検出設備を中央制御盤内に設置する。 

④ 常駐する運転員により早期の消火活動が実施できるよう手順を定めて

訓練を実施する。 

⑤ 火災の発生箇所の特定ができるようサーモグラフィカメラ等を配備す

る。 

⑥ 中央制御盤の一つの区画内で火災が発生し当該区画の安全機能が全て

喪失した場合であっても、他の区画の制御盤による運転操作、現場での操

作により原子炉を停止することができるものとする。 

 

規制委員会は、申請者による原子炉制御室制御盤内における火災の影響軽減

対策が、火災防護基準に規定している対策と同一ではないものの、複数の運転

員が常駐していることを踏まえ、申請者が上記①から⑥までの対策を講じるこ

とにより十分な保安水準が確保されることを確認した。 

 

（４）原子炉格納容器内における火災の影響軽減対策 

申請者は、原子炉格納容器内については、機器やケーブルが密集して設置さ

れていることから上記（２）の系統分離対策を講じることができないものの、

以下のとおり対策を講じるとしている。なお、通常運転時は、原子炉格納容器

内に窒素が満たされることにより火災が発生するおそれはないとしている。 

① 火災防護対象機器等は、6m以上の水平距離を確保することを原則とする

が、6m 以上の水平距離を確保することが困難である箇所については、可能

な限り離隔を確保した上で、火災の延焼や火災からの影響を抑制するため

金属製の蓋付ケーブルトレイ等で覆う。 

② 電気盤又は油を内包した機器は、金属製の筐体又はケーシング等により、

原子炉格納容器内における火災の影響を限定する。 
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③ 火災源となり得る油を内包した機器は、堰等により油が漏れた場合でも

拡大しないように設計する。 

④ 原子炉格納容器内は、可燃物の持込み管理を行う。 

⑤ 原子炉起動時において原子炉格納容器内に窒素が満たされるまでの間

の監視のために、アナログ式である熱感知器及び煙感知器を設置する。な

お、通常運転時は比較的温度及び線量が高くなり、故障するおそれがある

ことから、運転停止後に交換する運用とする。 

⑥ 原子炉起動時に原子炉格納容器内で火災が発生した場合は、消防要員又

は運転員の進入が困難なため、速やかに原子炉を停止することとする。そ

の上で、原子炉格納容器内への窒素注入を継続し、窒息消火を行う又は窒

素注入作業を中止し、早期に消火活動を実施する運用とする。 

 

規制委員会は、申請者による原子炉格納容器内における火災の影響軽減対策

が、火災防護基準に規定している対策と同一ではないものの、通常運転時には

窒素が充填されることにより火災が発生するおそれはないことを踏まえ、申請

者が上記①から⑥までの対策を講じることにより十分な保安水準が確保され

ることを確認した。 

 

（５）その他の影響軽減に対する設計上の考慮 

申請者は、放射性物質の貯蔵及び閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機

器が設置される火災区域は、3 時間以上の耐火能力を有する壁等によって他の

火災区域から分離すること、他の火災区域又は火災区画へ火炎、熱、煙が悪影

響を及ぼさないよう換気空調設備には防火ダンパを設置する設計とすること、

中央制御室の火災発生時の煙を排気するために建築基準法に準拠した容量の

排煙設備を配備すること、油タンク付近の火災により油タンク内で発生するガ

スをベント管等により屋外へ排気する設計とすることとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、火災防護基準の規定にのっとったもの

であることを確認した。 

 

（６）火災影響評価 

申請者は、火災による影響を考慮しても安全機能が失われない設計とすると

し、評価に当たっては、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指

針」（平成 2 年 8 月 30 日原子力安全委員会決定。以下「安全評価指針」とい

う。）に基づき、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するための

機器の単一故障を想定しても異常状態を収束できることを確認するとしてい
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る。 

 

規制委員会は、申請者が、火災により運転時の異常な過渡変化又は設計基準

事故が発生したとしても設計基準事故等を収束できるよう設計するとしてい

ることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による火災の影響軽減に係る設計方針が、

火災防護基準の規定にのっとっているものであることを確認した。 

 

６．特定の火災区域又は火災区画における対策の設計方針 

火災防護基準は、上記１．から５．までの項目に加え、安全機能を有する機器

等それぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じた設計とすることを要求して

いる。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）ケーブル処理室は、自動消火設備である全域ガス消火設備により消火する

設計とする。また、ケーブルトレイ間は分離した設計とする。 

（２）電気室は、電源供給のみに使用する設計とする。 

（３）蓄電池室には、蓄電池のみを設置し直流開閉装置やインバータは設置しな

い設計とする。蓄電池室の換気空調設備は、水素の排気に必要な換気量以上

となるように設計するとともに、当該設備が停止した場合には、中央制御室

に警報を発する機能を有する設計とする。 

（４）ポンプ室には、煙を排気するための可搬型の排煙装置を設置できる設計と

する。 

（５）中央制御室を含む火災区画の換気空調設備には、防火ダンパを設置する設

計とする。また、中央制御室の床面には、防炎性を有するカーペットを使用

する設計とする。 

（６）使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備は、消火水が入ったとしても臨界

にならないように、燃料の配置及びラックの材料を考慮することにより、水

中において未臨界となるよう設計とする。 

（７）放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域は、

換気空調設備が排気筒に繋がるダンパを閉止し隔離できるように設計する。

また、放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、濃縮廃液、チャコールフ

ィルタ及び HEPA フィルタは、固体廃棄物として処理を行うまでの間、金属

製の容器や不燃シートに包んで保管する設計とするとともに、崩壊熱による

火災の発生を考慮する必要がある放射性物質を貯蔵しない設計とする。 
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規制委員会は、申請者による特定の火災区域又は火災区画における火災防護対

策の設計方針が火災防護基準の規定にのっとっており、安全機能を有する機器等

それぞれの特徴を考慮した対策を講じるものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係） 

第９条第１項の規定は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合におい

ても安全施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。また、

同条第２項の規定は、設計基準対象施設について、発電用原子炉施設内の放射性物

質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふ

れ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないように設計することを

要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．溢水に対し防護すべき設備を抽出するための方針 

２．溢水源及び溢水量を設定するための方針 

３．溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

４．建屋内の防護対象設備を防護するための設計方針 

５．建屋外の防護対象設備を防護するための設計方針 

６．溢水防護区画を内包する建屋外で発生した溢水に対する流入防止に関する設

計方針 

７．放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えいを防止するための設計方針 

８．溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．溢水に対し防護すべき設備を抽出するための方針 

発電用原子炉施設内で発生する溢水に対して安全施設の安全機能が損なわれ

ないようにする必要がある。このため、溢水に対して防護すべき設備（以下本節

において「防護対象設備」という。）を抽出する方針が示されることが必要であ

る。 

申請者は、溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要があ

る施設を、安全重要度分類のクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、

系統及び機器としている。その上で、防護対象設備として上記構築物、系統及び
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機器の中から、原子炉の高温停止、低温停止を達成し、これを維持するため、放

射性物質の閉じ込め機能を維持するため並びに使用済燃料プールの冷却機能及

び給水機能を維持するために必要なクラス１及びクラス２に属する構築物、系統

及び機器に加え、安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、系統

及び機器を抽出する方針としている。 

なお、溢水によって機能が損なわれない静的機器、動作機能を損なってもその

ままで機能を維持できる弁等の機器及び損傷した場合であっても代替手段があ

ることなどにより機能を維持できる機器並びに原子炉冷却材喪失事故等を想定

して設置する原子炉格納容器内の機器については、溢水による影響評価の対象と

しない方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による防護対象設備を抽出するための方針について、安

全機能を有する全ての設備を検討対象とした上で、それらの中から、原子炉の高

温停止、低温停止を達成し、これを維持するために必要な設備、放射性物質の閉

じ込め機能を維持するために必要な設備並びに使用済燃料プールの冷却機能及

び給水機能を維持するために必要な設備を抽出するものであることを確認した。 

 

２．溢水源及び溢水量を設定するための方針 

防護対象設備を防護するための設計方針を検討するに当たり、機器の破損等に

より生じる溢水（以下「破損による溢水」という。）、異常状態（火災を含む。）の

拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水（以下「消火水等の放水

による溢水」という。）及び地震による機器の破損等により生じる溢水（以下「地

震による溢水」という。）を含む発電用原子炉施設内における溢水を想定し、溢水

源及び溢水量を設定する方針が示されることが必要である。 

申請者は、発電用原子炉施設内で発生する溢水として、（１）破損による溢水、

（２）消火水等の放水による溢水、（３）地震による溢水及び（４）その他の要因

による溢水を想定している。 

 

（１）破損による溢水 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、単一の機器の破損等により生じる溢水を想

定して、配管の破損箇所を溢水源として設定している。溢水量の算出に当たっ

ては、配管の破損箇所から流出した漏水量と隔離範囲内の系統保有水量を合算

して溢水量を設定する方針としている。ここで、漏水量は、配管の破損形状を

考慮した流出流量と漏水箇所の隔離までに必要な時間（以下「隔離時間」とい

う。）を乗じて設定するとしている。配管の破損形状については、配管が内包す

る流体のエネルギーに応じて高エネルギー配管と低エネルギー配管に分類し
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た上で、高エネルギー配管については応力評価の結果に応じて完全全周破断又

は貫通クラックを、低エネルギー配管については貫通クラックを設定する方針

としている。 

なお、想定する機器の破損箇所は防護対象設備への溢水影響が最も大きくな

る位置とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者による溢水源及び溢水量の設定が、溢水源については

全ての高エネルギー配管及び低エネルギー配管を対象として破損を想定する

配管を抽出した上で単一の破損を設定する方針としていることを確認した。ま

た、溢水量については操作時間を踏まえた隔離時間や漏水量が最大となる破損

位置等を検討の上、保守性を有するよう設定する方針としていることを確認し

た。 

 

（２）消火水等の放水による溢水 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、消火設備（「Ⅲ－６ 火災による損傷の防止

（第８条関係）」において設置するとしたものを含む。以下本節において同じ。）

からの放水を溢水源として設定している。溢水量の算出に当たっては、単位時

間当たりの放水量と放水時間から溢水量を設定する方針としている。消火栓か

らの放水時間は 3時間に設定する方針としている。 

なお、消火設備のうちスプリンクラについては、防護対象設備が設置される

建屋にスプリンクラは設置しないことから、溢水源として想定しないとしてい

る。また、消火設備以外の溢水源として原子炉格納容器スプレイを想定した上

で、単一故障による誤作動が発生しないよう設計上考慮されていることから、

誤作動による溢水は想定しないとしている。 

 

規制委員会は、申請者による溢水源及び溢水量の設定が、溢水源については

火災発生時の消火設備からの放水とする設計方針としていること、溢水量につ

いては保守性を有するよう設定する設計方針としていることを確認した。 

 

（３）地震による溢水 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、基準地震動による地震力により本発電所内

で発生する溢水を想定するとしている。 

具体的な溢水源として、基準地震動による地震力に対して耐震性が確保され

る機器以外の機器であって流体を内包する配管及び容器並びにスロッシング

により溢水する可能性がある使用済燃料プール等の設備を想定している。 

356



 

129 

 

地震時には機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性があることから、

漏えい検知による自動隔離機能に期待する場合を除き隔離による漏えい停止

には期待しないとしている。 

溢水量の算出に当たっては、配管の破損により生じる流出流量と隔離時間と

を乗じて得られる漏水量と、隔離範囲内の保有水量を合算して溢水量を設定す

る方針としている。容器の破損により生じる溢水量は、容器内保有水の全量流

出を想定している。 

なお、想定する機器の破損箇所は、防護対象設備への溢水影響が最も大きく

なる位置とするとしている。 

使用済燃料プール等からの溢水量については、基準地震動により発生するス

ロッシングによる当該プール等の外への漏えい量としている。 

 

規制委員会は、申請者が、溢水源については、基準地震動による地震力に対

する評価を行った上で、耐震性が確保される機器以外の機器であって流体を内

包する配管、容器その他の設備の全てを対象とする方針としていること、また、

溢水量の設定においては、自動隔離機能に期待する場合に限り隔離時間を考慮

する方針としていることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者がスロッシングによる溢水量について、評価条

件を保守的に設定するとともに実績のある解析プログラムを使用する方針と

していることを確認した。 

 

（４）その他の要因による溢水 

申請者は、地震以外の自然現象による屋外タンクの破損、降水、地下水、機

器の誤作動その他の要因による溢水を想定している。 

 

規制委員会は、申請者が上記の（１）から（３）以外の要因による溢水につ

いても設定する方針としていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による溢水評価において本発電所の状況

を踏まえた検討を行った上で、溢水源を網羅的に想定し、保守的な溢水量の設定

を行う方針としていることを確認した。 

 

３．溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

防護対象設備の設計方針を検討するに当たり、防護対象設備が設置される区画

及び溢水経路を設定する方針が示されることが必要である。 
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（１）溢水防護区画の設定 

申請者は、溢水ガイドを踏まえて、防護対象設備が設置されている全ての場

所並びに中央制御室及び現場操作が必要な防護対象設備へのアクセス通路を

対象に溢水防護区画を設定する方針としている。 

 

規制委員会は、申請者が防護対象設備が設置されている場所及び現場操作が

必要な防護対象設備へのアクセス通路を対象に、壁、扉、堰、床段差等によっ

て溢水防護区画を設定する方針であることを確認した。 

 

（２）溢水経路の設定 

申請者は、溢水ガイドを踏まえて、溢水防護区画内外で発生する溢水を想定

した上で、床ドレン、開口部、扉（水密扉を除く。）等からの流入又は流出につ

いて溢水経路を設定する方針としている。ただし、消火活動時など、溢水時に

水密扉の開放が想定される場合は、当該扉を溢水経路として設定するとしてい

る。 

溢水影響を軽減することを期待する壁、堰、床段差等については、基準地震

動による地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対し健

全性を維持できる設計とするとともに、水密扉の閉止等の運用を含め、これら

の設計を維持するための保守管理を適切に実施するとしている。また、火災に

より貫通部の止水機能が損なわれる場合には、当該貫通部からの消火水の流入

を考慮するとしている。なお、溢水経路上の溢水防護区画の水位評価において

は、当該区画内で発生する溢水は他区画への流出を想定しないこと及び当該区

画外で発生する溢水は当該区画への流入が最も多くなるよう保守的に条件設

定することとしている。 

 

規制委員会は、申請者による溢水経路の設定が、溢水防護区画の水位が最も

高くなるように行われる方針としていること、また、溢水経路上の壁、水密扉、

堰等に溢水影響の軽減又は止水機能を期待する場合は、基準地震動や火災等に

対して当該機能が維持されることを評価するとともに、それらを維持するため

の保守管理や運用を適切に実施する方針としていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による溢水防護区画の設定が防護対象設

備が設置されている場所及び当該場所へのアクセス通路を対象になされる方針

であることを確認した。また、申請者による溢水経路の設定が、溢水防護区画の

水位が最も高くなるような保守的な条件でなされる方針であることを確認した。 
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４．建屋内の防護対象設備を防護するための設計方針 

防護対象設備は、破損による溢水、消火水等の放水による溢水、地震による溢

水及びその他の要因による溢水に関して、没水影響、被水影響及び蒸気影響の観

点で、安全機能が損なわれないよう防護される方針であることが必要である。ま

た、原子炉制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路については、環境

条件等を考慮しても、アクセス性が失われない設計方針であることが必要である。 

さらに、使用済燃料プール水が地震に伴うスロッシングによって漏えいしても、

当該プールに対し冷却及び給水ができる方針であることが必要である。 

 

（１）没水の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、没水による影響について評価した上で、溢

水により溢水防護区画に滞留する水の水位（以下「溢水水位」という。）が、流

入状態、溢水源からの距離、没水域での人員のアクセス等による水位変動を考

慮しても、防護対象設備の機能が損なわれるおそれがある高さ（以下「機能喪

失高さ」という。）を上回らないこと又は多重性若しくは多様性を有する防護

対象設備を別区画に設置することにより安全機能が損なわれないように設計

するとしている。 

なお、没水により安全機能が損なわれるおそれがあると評価された場合には、

溢水源若しくは溢水経路又は防護対象設備に対して以下の対策を行う方針と

している。 

 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

a. 溢水の発生を早期に検知し、中央制御室からの遠隔操作（自動又は

手動）又は現場操作により溢水箇所を隔離する。 

b. 溢水源とならぬよう、想定する溢水源に対して、基準地震動による

地震力に対して耐震性を確保し、又は補強工事等により発生応力を低

減する。 

c. 壁、水密扉、堰等による溢水防護区画への流入防止対策を行う。 

d. 上記に加え、その他の要因による溢水のうち機器の誤作動等による

溢水については、漏えい検知システム等による溢水の発生の早期検知

を行う。 

 

② 防護対象設備に対する対策 

a. 防護対象設備の機能喪失高さが溢水水位を十分な裕度を持って上

回るよう、設備設置高さをかさ上げする。 

b. 防護対象設備の周囲に浸水防護堰を設置する。 

359



 

132 

 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が防護対象設備ごとに現場の設置状況を踏

まえて機能喪失高さを評価した上で、水位変動等を考慮した溢水水位が防護対

象設備の機能喪失高さを上回らないように設置すること、多重性又は多様性を

有する防護対象設備については、同時に没水により機能が損なわれない別区画

に設置することにより安全機能が損なわれないようにすることを確認した。ま

た、没水により安全機能が損なわれるおそれがある場合には流入防止等の対策

を行うことにより防護対象設備の機能が損なわれないようにすることを確認

した。 

 

（２）被水の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、被水による影響として、溢水源からの飛散

による被水及び天井面等の開口部や貫通部からの被水による影響を評価して

いる。 

その上で、これら被水による影響について、被水試験等により確認された防

滴機能を有していること若しくは防護対象設備に対して保護カバー等による

被水対策を実施すること又は多重性若しくは多様性を有する防護対象設備を

同時に被水影響が及ばない別区画に設置することにより安全機能が損なわれ

ないように設計するとしている。 

なお、被水により安全機能が損なわれるおそれがあると評価された場合には、

溢水源若しくは溢水経路又は防護対象設備に対して以下の対策を行う方針と

している。 

 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

a. 溢水源とならぬよう、想定する溢水源に対して、基準地震動による

地震力に対して耐震性を確保し、又は補強工事等により発生応力を低

減する。 

b. 壁、水密扉、堰等による溢水防護区画への流入防止対策を行う。 

c. 溢水防護区画内の火災に対しては、原則として水消火以外の消火手

段を採用することとし、水消火を行う場合には、防護対象設備に対し

て不用意な放水を行わない運用とする。 

 

② 防護対象設備に対する対策 

a. 防護対象設備を被水試験等により確認された防滴機能を有してい

るものにする。 
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b. 防護対象設備に対して保護カバー等による被水防護対策を実施す

る。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が被水試験等により確認された防滴機能を

有していること又は防護対象設備に対して保護カバー等による被水対策を実

施すること、多重性又は多様性を有する防護対象設備については、同時に被水

影響が及ばない別区画に設置することで安全機能が損なわれないようにする

ことを確認した。また、被水により安全機能が損なわれるおそれがある場合に

は流入防止等の対策を行うことにより防護対象設備の機能が損なわれないよ

うにすることを確認した。 

 

（３）蒸気放出の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、蒸気影響として、溢水源からの漏えい蒸気

の直接噴出及び拡散による影響を受ける範囲内にある防護対象設備への影響

を評価している。その上で、これら蒸気影響について、防護対象設備が耐蒸気

仕様を有すること又は多重性若しくは多様性を有する防護対象設備を同時に

蒸気影響が及ばない別区画に設置することにより安全機能が損なわれないよ

うに設計するとしている。また、蒸気影響により安全機能が損なわれるおそれ

があると評価された場合には、溢水源若しくは溢水経路又は防護対象設備に対

して以下の対策を行う方針としている。 

 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

a. 蒸気影響を緩和するための対策として、蒸気の漏えいを自動検知し、

自動又は手動による隔離を行う設計とする。当該対策だけでは、その

防護対象設備の健全性が確保されない想定破損箇所については、防護

カバーを設置する。 

b. 溢水源とならぬよう、想定する溢水源に対して、基準地震動による

地震力に対する耐震性の確保又は補強工事等により発生応力を低減す

る。 

c. 壁、水密扉等による溢水防護区画への流入防止対策を行う。 

 

② 防護対象設備に対する対策 

a. 防護対象設備を蒸気暴露試験又は机上評価により蒸気影響に対し

て耐性を有しているものにする。 

b. 防護対象設備に対して蒸気暴露試験等により確認したシール、パッ

キン等による蒸気防護対策を実施する。 
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規制委員会は、申請者の設計方針が、防護対象設備の健全性が確認されてい

る条件を超えることがないよう防護対象設備が耐蒸気仕様を有すること、多重

性又は多様性を有する防護対象設備については、同時に蒸気影響が及ばない別

区画に設置することで安全機能が損なわれないようにすることを確認した。ま

た、蒸気放出の影響により安全機能が損なわれるおそれがある場合には流入防

止等の対策を行うことにより防護対象設備の機能が損なわれないようにする

ことを確認した。 

 

（４）その他の要因による溢水に対する設計方針 

申請者は、地震以外の自然現象による屋外タンクの破損、降水、地下水の流

入等による溢水が溢水防護区画に流入するおそれがある場合には、壁、扉、堰

等により溢水防護区画を内包するエリア及び建屋内への浸水を防止する設計

としている。また、機器の誤作動等による漏えいに対して、漏えい検知システ

ム等による早期検知が可能とし、防護対象設備の安全機能が損なわれない設計

としている。 

 

規制委員会は、申請者が、地震以外の自然現象による屋外タンクの破損等に

よる溢水に対して、壁、扉、堰等により溢水防護区画内への浸水を防止し、防

護対象設備の安全機能が損なわれない設計としていることを確認した。 

 

（５）アクセス通路の設計方針 

申請者は、溢水が発生した場合においても現場操作が必要な設備に対して、

アクセス通路の環境の温度及び放射線量並びに溢水水位を考慮しても、運転員

による操作場所までのアクセスが可能な設計とする方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が現場操作が必要な設備へのアクセス通路

について、環境条件等を考慮しても、アクセス性が失われないものであること

を確認した。 

 

（６）使用済燃料プールのスロッシング後の機能維持に関する設計方針 

申請者は、使用済燃料プールの冷却及び給水機能の維持に必要な設備の没水、

被水、蒸気放出の影響に対する安全機能維持に係る設計に加え、使用済燃料プ

ールが、スロッシング後においても、プール冷却機能及び遮蔽に必要な水位を

確保する設計を行う方針としている。 
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規制委員会は、申請者の設計方針が、使用済燃料プールのスロッシング後に

おいても使用済燃料プールの冷却及び給水機能が維持されることから、水温を

維持し、遮蔽水位を維持できるものであることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による溢水に対する設計方針が没水、被水、蒸気放出に

対して防護するものであること、アクセス通路のアクセス性を確保するものであ

ること及び使用済燃料プールの機能を維持するものであることを確認した。 

 

５．建屋外の防護対象設備を防護するための設計方針 

建屋外の防護対象設備については、溢水に対して安全機能が損なわれない設計

方針であることが要求される。 

申請者は、建屋外の防護対象設備である海水ポンプについて、海水ポンプエリ

ア内外で生じる溢水に対して安全機能が損なわれない設計方針としている。具体

的には、海水ポンプエリア外で生じる溢水が流入しないようにするために、壁、

閉止板等による溢水伝播防止対策を図る方針としている。当該エリア内で生じる

溢水に対しては、想定される溢水源が、地震により溢水源とならぬよう基準地震

動による地震力に対する耐震性を確保する。また、破損による溢水により多重性

を有する防護対象設備が同時に機能を損なわないよう別区画に設置し、壁、閉止

板等による溢水伝播防止対策を図る方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、溢水防護区画内外からの溢水に対して壁、

閉止板等による溢水伝播防止対策等を図ることを確認した。 

 

６．溢水防護区画を内包する建屋外で発生した溢水に対する流入防止に関す

る設計方針 

防護対象設備が設置されている溢水防護区画については、溢水防護区画外から

の溢水に対する流入防止を講じる設計方針であることが必要である。 

申請者は、溢水防護区画外の溢水源に対して、防護対象設備が設置されている

溢水防護区画へ流入しないようにするため、溢水防護区画又は溢水防護区画を内

包する建屋に壁（壁貫通部の止水措置を含む。）、水密扉、堰等の設置等の流入防

止対策を講じる設計とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、溢水防護区画を内包する建屋外からの溢

水経路を特定した上で、それぞれの流入経路に対して流入防止対策を講じるもの

であることを確認した。 
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７．放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えいを防止するための設計

方針 

第９条第２項の規定は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包す

る容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、

当該液体が管理区域外へ漏えいしないことを要求している。 

申請者は、放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損等によって当

該容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、

溢水経路に壁、扉、堰等による漏えい防止対策を講じることにより、当該液体が

管理区域外へ漏えいしない設計方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が建屋内の壁、堰等の設置によって、放射性

物質を含んだ液体の管理区域外への溢水経路に対策を実施することにより、当該

液体が管理区域外へ漏えいしないものであることを確認した。 

 

８．溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

溢水に対する設計方針を踏まえた上で、溢水により原子炉に外乱が及び、かつ、

安全保護系、原子炉停止系の作動が要求される場合には、溢水の影響を考慮して

も安全機能が失われないことを確認するため安全評価指針に基づき安全解析を

行うことが必要である。 

申請者は、溢水により防護対象設備の安全機能が損なわれない設計とし、評価

に当たっては、安全評価指針に基づき、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事

故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる

設計とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、安全評価指針に基づき、運転時の異常な

過渡変化又は設計基準事故に対処するための機器の単一故障を考慮しても異常

状態を収束できるものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－８ 誤操作の防止（操作の容易性）（第１０条関係） 

第１０条第２項の規定は、安全施設は、容易に操作できるよう設計することを要

求している。 

申請者は、想定される地震や外部電源喪失等の環境条件下においても、運転員が

容易に安全施設を操作できるよう、以下の設計方針としている。 

１．中央制御室の盤面器具は、系統ごとにグループ化した配列にするとともに、

操作器具は、形状や色等の視覚的要素により識別を容易にする設計とする。 
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２．現場の弁等については、系統等による色分け及び弁等への銘板取り付けによ

り識別管理できる設計とする。 

３．中央制御室については、制御盤等の固定、手すりの設置等により、地震発生

時においても運転操作に影響を与えない設計とする。 

４．中央制御室等の操作場所は、地震や外部電源喪失等の事象が発生した場合に

おいても、操作に必要な環境が維持される設計とする。 
 
規制委員会は、申請者の設計方針が、原子炉制御室や現場で操作する機器等の識

別管理等を行うものであること及び想定される地震や外部電源喪失等の環境条件

下においても、運転員が安全施設を容易に操作できるようにするものであることを

確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
 

 

Ⅲ－９ 安全避難通路等（第１１条関係） 

第１１条第３号の規定は、設計基準事故が発生した場合に用いる照明（避難用の

照明を除く。）及びその専用の電源を備える設計とすることを要求している。 

申請者は、以下の設計方針としている。 

１．原子炉の停止、停止後の冷却、監視等の操作が必要となる可能性のある中央

制御室、現場作業場所（計測制御電源室等）及び当該現場へのアクセスルート

に、避難用照明とは別に非常用電源から給電できる作業用照明を設置する設計

とする。 

２．作業用照明として、非常用母線から給電できる非常用照明、非常用母線及び

蓄電池（非常用）から給電できる直流照明兼非常用照明又は蓄電池（非常用）

から給電できる直流照明を設置するとともに、全交流動力電源喪失時に操作が

必要な場所には、作業用照明のうち直流照明兼非常用照明又は直流照明を設置

する設計とする。 

３．全交流電源喪失時における作業を実施する場合等を想定し、随時使用可能な

ように、中央制御室等に電池を内蔵した可搬型照明を備える。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、設計基準事故が発生した場合に用いる作業

用照明及びその専用の電源を備える方針としていること、また、可搬型照明を時間

的余裕も考慮し準備可能とすることにより、昼夜及び場所を問わず作業可能とする

ものであることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
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Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

第１２条第２項の規定は、重要度が特に高い安全機能を有する系統に対して、原

則として多重性又は多様性及び独立性の確保を要求している。当該系統のうち静的

機器については、長期間（24 時間以降又は運転モードの切替時点以降をいう。以下

本節において同じ。）において想定される静的機器の単一故障を仮定しても、所定

の安全機能が達成できるよう設計することを要求している。 

また、同条第６項の規定は、重要安全施設について、二以上の発電用原子炉施設

において共用し、又は相互に接続するものであってはならないこととした上で、共

用又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合は、この限りではないとしている。 

さらに、同条第７項の規定は、重要安全施設以外の安全施設について、二以上の

発電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施

設の安全性が損なわれないものであることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．静的機器の多重性 

２．共用又は相互接続（重要安全施設及び重要安全施設以外の安全施設） 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．静的機器の多重性 

第１２条第２項の規定は、重要度が特に高い安全機能を有する系統を構成する

設備のうち、静的機器であって長期間の機能維持を期待するものに対して、当該

系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は

多様性を確保し、及び独立性を確保した設計とすることを要求している。 

ただし、想定される静的機器の単一故障を仮定すべき長期間の安全機能の評価

に当たっては、想定される最も過酷な条件下においても、その単一故障が安全上

支障のない期間に除去又は修復できることが確実であれば、その単一故障を考慮

しなくてもよいとされている。また、単一故障の発生の可能性が極めて小さいこ

とが合理的に説明できる場合又は単一故障を仮定することで系統の機能が失わ

れる場合であっても、他の系統を用いて、その機能を代替できることが安全解析

等により確認できる場合は、当該機器に対する多重性の要求は適用しないとされ

ている。 
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申請者は、重要度が特に高い安全機能を有する系統を構成する設備のうち、多

重性を有しない静的機器であって、設計基準事故が発生した場合に、長期間にわ

たり機能が要求される設備として、非常用ガス処理系の配管の一部及びフィルタ

装置、中央制御室換気空調系のダクトの一部及び再循環フィルタ装置並びに格納

容器スプレイ冷却系のスプレイ管を抽出している。 

抽出された設備については、以下のとおり、（１）単一故障が安全上支障のない

期間に除去又は修復できることが確実である場合又は（２）単一故障を仮定して

も代替手段等により安全機能を確保できる場合に該当するとしている。 

 

（１）単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できることが確実で

ある場合 

非常用ガス処理系の配管の一部及びフィルタ装置並びに中央制御室換気空

調系のダクトの一部及び再循環フィルタ装置については、当該設備に要求され

る原子炉格納容器内又は放射性物質が原子炉格納容器内から漏れ出た場所の

雰囲気中の放射性物質の濃度低減機能等が喪失する単一故障として、想定され

る最も過酷な条件となる故障を、配管及びダクトについては全周破断を、フィ

ルタ本体については閉塞を想定している。 

いずれの故障においても、単一故障による放射性物質の放出に伴う被ばくの

影響を最小限に抑えるよう、安全上支障のない期間に故障を確実に除去又は修

復できる設計とし、長期間の安全機能の評価に当たってその単一故障を考慮し

ないとしている。 

安全上支障のない期間については、故障を確実に除去又は修復するまでの間

の周辺公衆の放射線被ばくが、安全評価指針に示された設計基準事故時の判断

基準を十分下回る期間であること及び除去又は修復作業にかかる作業員の被

ばくが、緊急時作業に係る線量限度以下とすることができる期間であることと

し、3日間としている。 

なお、除去又は修復ができない場合であっても、周辺公衆の放射線被ばくが、

安全評価指針に示された設計基準事故時の判断基準を十分下回るとしている。 

 

（２）単一故障を仮定しても代替手段等により安全機能を確保できる場合 

格納容器スプレイ冷却系のスプレイ管は、安全機能に最も影響を与える単一

故障として静的機器である配管一箇所の全周破断を仮定したとしても、原子炉

格納容器の冷却機能を達成し、所定の安全機能を維持できる設計とするとして

いる。 
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規制委員会は、申請者の設計方針が、重要度が特に高い安全機能を有する系統

を構成する設備のうち、静的機器であって長期間の機能維持を期待するものを抽

出した上で、以下のとおりとしていることを確認した。 

（１）申請者が単一故障を仮定しないとした非常用ガス処理系の配管の一部及び

フィルタ装置並びに中央制御室換気空調系のダクトの一部及び再循環フィ

ルタ装置については、設計基準事故時に、ダクト、配管の全周破断又はフィ

ルタ本体の閉塞を仮定したとしても、放射性物質の漏えいに伴う周辺の公衆

に対する被ばくによる実効線量の評価値が、安全評価指針に示された設計基

準事故時の判断基準を十分下回るよう安全上支障のない期間内に除去又は

修復できるとしていること。 

（２）申請者が、多重性は必要ないとした格納容器スプレイ冷却系の格納容器ス

プレイ管については、配管一箇所の全周破断を仮定した場合であっても、原

子炉格納容器の冷却機能を達成し所定の安全機能を維持できることが、安全

解析等により適切に確認されていること。 

 

２．共用又は相互接続 

第１２条第６項の規定は、二以上の発電用原子炉施設における重要安全施設の

共用又は相互接続について、これらを行うことは原則せず、二以上の発電用原子

炉施設の安全性が向上する場合にのみ認められることを規定している。また、同

条第７項においては、重要安全施設以外の安全施設について、二以上の発電用原

子炉施設において共用又は相互に接続する場合、発電用原子炉施設の安全性が損

なわれないことを要求している。 

申請者は、発電用原子炉施設間で共用又は相互に接続する重要安全施設はない

としている。 

重要安全施設以外の安全施設のうち、通信連絡設備等については、1号炉、2号

炉及び 3号炉で共用するとし、液体窒素蒸発装置等については、2号炉及び 3号

炉で共用するとし、加熱蒸気及び復水戻り系については、1 号炉及び 2 号炉で共

用するとしている。共通用所内高圧母線については、1号炉と 2 号炉との間及び

2号炉と 3号炉との間で相互に接続するとしている。 

これらの設備については、以下の理由から、2 号炉の安全性が損なわれないと

している。 

 

（１）共用 

通信連絡設備は、共用する 1 号炉、2 号炉及び 3 号炉で同時に通信連絡を行

っても支障のない設計とすること。 
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液体窒素蒸発装置並びに加熱蒸気及び復水戻り系は、共用する号炉で必要な

容量を確保するとともに、接続部の弁において隔離できる設計とすること。 

 

（２）相互接続 

共通用所内高圧母線は、電源融通時に何らかの要因で電気故障が発生した場

合、遮断器により故障箇所を隔離し、他の号炉へ影響を及ぼさない設計とする

こと。 

 

規制委員会は、申請者による安全施設の共用又は相互接続の設計方針について、

発電用原子炉施設間で共用又は相互に接続する重要安全施設はないことを確認

した。また、重要安全施設以外の安全施設である通信連絡設備、液体窒素蒸発装置並

びに加熱蒸気及び復水戻り系を共用し、共通用所内高圧母線を相互に接続すること

は、本発電所の安全性を損なわないと判断した。 

 

 

Ⅲ－１１ 全交流動力電源喪失対策設備（第１４条関係） 

第１４条の規定は、全交流動力電源喪失（外部電源喪失と設計基準対象施設の非

常用所内交流動力電源喪失の重畳をいう。以下同じ。）に備えて、非常用所内直流

電源設備は、原子炉の安全な停止、停止後の冷却及び原子炉格納容器の健全性の確

保のために必要とする電気容量を一定時間（重大事故等に対処するための電源設備

から電力が供給されるまでの間）確保できるよう設計することを要求している。 

申請者は、蓄電池（非常用）について、全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するための電源設備によって電力が供給されるまでの約 15 分間に対し、原子

炉を安全に停止し、停止後に冷却し、及び原子炉格納容器の健全性を確保するため

に必要な設備に 8 時間以上の電源供給が可能な容量を備えた設計とするとしてい

る。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、重大事故等対処設備からの電力供給が可能

となるまでの間、原子炉停止等のために必要な設備に対し電源供給が可能な容量を

有する蓄電池（非常用）を備えるものであることを確認したことから、設置許可基

準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅲ－１２ 炉心等（第１５条関係） 

第１５条第６項第１号の規定は、燃料体について、通常運転時及び運転時の異常

な過渡変化時における発電用原子炉内の圧力等の燃料体に加わる負荷に耐えるも
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のとすること等を要求している。 

申請者は、燃料体は通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における発電用原

子炉内の圧力、自重、附加荷重、核分裂生成物（以下「FP」という。）の蓄積による

燃料被覆管の内圧上昇、熱応力等の荷重に耐える設計とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者による炉心等の設計方針が、運転時の異常な過渡変化時に

おける荷重に対しても耐える設計としていることを確認したことから、設置許可基

準規則に適合するものと判断した。 

なお、申請者が本申請以前から運転時の異常な過渡変化時における荷重も考慮し

た評価を行っていたことは、過去の申請から確認できる。 

 

 

Ⅲ－１３ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

第１６条第２項第２号ニの規定は、使用済燃料の貯蔵施設（乾式キャスクを除く。）

において想定される燃料体等の落下時だけでなく、他の重量物の落下時においても、

使用済燃料の貯蔵施設の機能（遮蔽能力、最終ヒートシンクへの崩壊熱の輸送、漏

えい検知等）が損なわれないよう設計することを要求している。 

同条第３項第１号の規定は、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場

所の放射線量について、その異常を検知し、原子炉制御室における監視等が可能な

設計とすることを要求している。同項第２号は、外部電源が利用できない場合であ

っても、使用済燃料貯蔵槽のパラメータの監視が可能な設計とすることを要求して

いる。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．使用済燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策 

２．使用済燃料貯蔵槽を監視する機能の確保 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．使用済燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策 

第１６条第２項第２号ニの規定は、想定される重量物の落下時においても、使

用済燃料の貯蔵施設の機能が損なわれないよう設計することを要求している。 

申請者は、使用済燃料の貯蔵施設内において落下のおそれがある重量物を抽出

した上で、使用済燃料の貯蔵施設の機能を損なうおそれがある重量物の落下を防
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止できるよう、以下の設計方針としている。 

 

（１）落下のおそれがある重量物の抽出 

落下時に使用済燃料プールの機能に影響を及ぼす重量物については、使用済

燃料プール周辺の状況、現場における作業実績、図面等にて確認することによ

り、落下のおそれがある重量物の落下時のエネルギーを評価し、気中における

落下試験時のチャンネルボックスを取り付けた燃料集合体の落下エネルギー

以上となる設備等を抽出している（原子炉建屋原子炉棟の構造物、燃料交換機

及び原子炉建屋クレーン）。 

 

（２）抽出された各重量物に対する設計又は運用に関する方針 

抽出したそれぞれの重量物に対して、以下のような対策を講じる。 

① 原子炉建屋原子炉棟の構造物については、基準地震動による地震力に対

して使用済燃料プール内への落下を防止できるように設計する。 

② 燃料交換機については、基準地震動による地震力に対して、燃料交換機

本体、転倒防止装置及び走行レールに発生する荷重により生ずる応力が許

容応力以下となるように、吊荷の重量を考慮し保守的に設計する。 

③ 原子炉建屋クレーンについては、基準地震動による地震力に対して、ク

レーン本体及び脱線防止ラグに発生する荷重により生ずる応力が許容応

力以下となるように、吊荷の重量を考慮し保守的に設計する。また、重量

物の移送時には、走行範囲を制限する措置を講ずることで、仮に走行レー

ルから脱落したとしても、クレーン本体及び吊荷が使用済燃料プールに落

下しない設計とする。さらに使用済燃料輸送容器をキャスクピット上で取

り扱う場合は、落下物とならないよう運用上の措置を講ずる。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、現場状況及び作業実態を調査した上で、

当該貯蔵施設の機能に影響を与えないことが既に確認されているチャンネルボ

ックスを取り付けた燃料集合体の落下時のエネルギーと比べてその値が大きい

物を、落下によって使用済燃料の貯蔵施設の機能を損なうおそれがある重量物と

して抽出し、それぞれの重量物に対して落下を防止するものであることを確認し

た。 

 

２．使用済燃料貯蔵槽を監視する機能の確保 

第１６条第３項第１号の規定は、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料

取扱場所の放射線量について、その異常を検知し、原子炉制御室における監視等

が可能なように設計することを要求している。また、同項第２号の規定は、外部
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電源が利用できない場合においても、使用済燃料貯蔵槽の状態を示すパラメータ

の監視が可能であることを要求している。 

申請者は、使用済燃料プールの水位及び水温、燃料取扱場所の放射線量を中央

制御室において監視し、異常時に警報を発信するように設計するとしている。さ

らに、外部電源が利用できない場合においても、非常用所内電源からの給電によ

り、使用済燃料プールの水位及び水温、燃料取扱場所の放射線量を監視できるよ

うに設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、使用済燃料貯蔵槽を監視するために必要

なパラメータとして、放射線量に加え、水位及び水温についても、異常の検知や

原子炉制御室における監視を可能とし、外部電源喪失時においても監視を可能と

するものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－１４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第１７条関係） 

第１７条の規定は、発電用原子炉施設には原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る機器を設けることを要求している。原子炉冷却材圧力バウンダリに接続している

配管（以下「接続配管」という。）のうち、通常時及び設計基準事故時ともに閉とな

るべきにもかかわらず、通常時又は設計基準事故時に開となるおそれがある弁を有

する配管については、原子炉側からみて、第 2隔離弁を含むまでの範囲を、原子炉

冷却材圧力バウンダリ（クラス１機器）とすることとしている。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．通常時又は設計基準事故時に開となるおそれがある通常時閉及び設計基準事

故時閉となる弁を有する接続配管は、原子炉側からみて、第 2隔離弁までの範

囲を原子炉冷却材圧力バウンダリとする。 

２．通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有する接続配管のうち、弁の施錠

管理を行うことにより開とならない運用とする場合は、原子炉側からみて、第

1隔離弁までの範囲を原子炉冷却材圧力バウンダリとする。 

３．原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及び配管については、原子炉冷却材

圧力バウンダリに加わる負荷に耐えるとともに、瞬間的破壊が生じないよう十

分なじん性を有する設計とする。また、クラス１機器としての供用期間中検査

を可能とする。 

４．新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及び配管については、クラス

１機器における要求を満足していることを確認する。また、クラス１機器とし

ての供用期間中検査を継続的に行い、健全性を確認する。 
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規制委員会は、申請者の設計方針が、原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及

び配管を抽出するとしていること、当該機器及び配管をクラス１機器として位置付

けるとしていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断

した。 

 

 

Ⅲ－１５ 安全保護回路（第２４条関係） 

第２４条第６号の規定は、安全保護回路は不正アクセス行為等による被害を防止

できるよう設計することを要求している。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．安全保護系のデジタル計算機は、盤の施錠等により、ハードウェアを直接接

続させないことで物理的に分離する設計とする。 

２．安全保護系のデジタル計算機は、通信状態を監視し、送信元、送信先及び送

信内容を制限することにより、目的外の通信を遮断した上で、通信を送信のみ

に制限することで機能的に分離する設計とする。 

３．安全保護系のデジタル計算機は、固有のプログラム言語を使用し、一般的な

コンピュータウイルスが動作しない環境となる設計とする。 

４．安全保護系のデジタル計算機の設計、製作、試験及び変更管理の各段階にお

いて、「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」（JEAC4620-2008）

及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指針」（JEAG4609-

2008）に準じて、検証及び妥当性確認がなされたソフトウェアを使用する設計

とする。 

５．発電所出入管理により、物理的アクセスを制限する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、物理的分離及び機能的分離を適切に講じる

とともに、使用するソフトウェアについては検証及び妥当性確認により、コンピュ

ータウイルスが混入することを防止する等、承認されていない動作や変更を防ぐこ

とができるものであることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するもの

と判断した。 

 

 

Ⅲ－１６ 放射性廃棄物の処理施設（第２７条関係） 

申請者は、新たに重大事故等対処施設を設置するためのスペースを確保するため、

サプレッションプール水貯蔵タンク等（放射性液体廃棄物の処理施設に関連する設

備であり、サプレッションプール水を一時的に貯留する等の能力を有するが、放射

性液体廃棄物を処理する能力を有しない。）を撤去するとしている。 
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当該設備の撤去後においても、放射性液体廃棄物を処理する施設は、その能力に

変更はないとしており、かつ、放射性液体廃棄物の処理施設から液体状の放射性廃

棄物が漏えいすることを防止する設計に変更はないとしている。 

なお、設備の撤去に伴い発生する放射性廃棄物は除染後、金属製の容器等に収納

し、固体廃棄物の貯蔵施設で貯蔵するとしている。 

 

規制委員会は、当該設備の撤去後においても、放射性廃棄物を処理する能力に変

更がないこと及び液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止する方針として

いることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅲ－１７ 保安電源設備（第３３条関係） 

第３３条の規定は、保安電源設備について、安全施設への電力の供給が停止する

ことがないよう設計することを要求している。また、外部電源喪失時における発電

所構内の電源として、必要な電力を供給するよう設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の事項について審査を行った。 

１．保安電源の信頼性 

（１）発電所構内における電気系統の信頼性 

（２）電線路の独立性 

（３）電線路の物理的分離 

（４）複数号炉を設置する場合における電力供給確保 

２．外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保 

（１）非常用電源設備等 

（２）隣接する発電用原子炉施設に属する非常用電源設備等への依存 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．保安電源の信頼性 

（１）発電所構内における電気系統の信頼性 

第３３条第３項の規定は、保安電源設備について、電線路、発電用原子炉施

設において常時使用される発電機及び非常用電源設備から安全施設への電力

の供給が停止することがないよう、機器の損壊、故障その他の異常を検知する

とともに、その拡大を防止するよう設計することを要求している。 
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申請者は、保安電源設備について、安全施設への電力の供給が停止すること

がないよう設計するとしている。安全施設に対する電気系統を構成する機器は、

短絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流等を検知し、検知した場合

には遮断器により故障箇所を隔離することにより故障による影響を局所化す

ることができるとともに、他の安全機能への影響を限定できるよう設計すると

している。また、1 相開放時は、電力の供給の安定性を回復できる設計として

いる。重要安全施設に対する電気系統については、開閉所の母線について 275kV

母線を 4母線、66kV 母線を 1母線、所内の非常用高圧母線について 3母線で構

成することにより、多重性を有し、系統分離が可能である母線構成としており、

電気系統を構成する機器は、規格等で定められた適切な仕様とするとともに、

非常用所内電源系からの受電時等の母線の切替操作が容易な設計としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、以下の点を考慮する方針としていることを

確認した。 

① 保安電源設備については、安全施設への電力の供給が停止することがな

いようにすること、電力系統の異常の検知とその拡大防止については、遮

断器により短絡等の故障による影響を局所化するとともに、他の安全機能

への影響を限定できること。 

② 外部電源に直接接続している変圧器の 1 次側において、3 相のうちの 1

相の電路の開放が生じた場合にあっては、安全施設への電力の供給が不安

定になったことを検知し、保護継電器が作動することによる故障箇所の隔

離又は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策を行う

ことによって、安全施設への電力の供給の安定性を回復できること。 

③ 重要安全施設に対する電気系統については、系統分離を考慮した母線に

よって構成されるとともに、電気系統を構成する個々の機器が信頼性の高

いものであって、非常用所内電源系からの受電時等の母線の切替操作が容

易であること。 

 

（２）電線路の独立性 

第３３条第４項の規定は、設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なく

とも 2回線について、それぞれ互いに独立しているものであって、当該施設に

おいて受電可能なものであり、かつ、それにより当該施設を電力系統に連系す

る設計とすることを要求している。 

申請者は、本発電所について、送受電可能な 275kV 送電線（牡鹿幹線及び松

島幹線）2ルート各 2回線と、受電可能な 66kV 送電線（塚浜支線（鮎川線 1号

を一部含む。））1 ルート 1 回線の 3 ルート 5回線で電力系統に連系しており、
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275kV 送電線は約 28 ㎞離れた石巻変電所及び約 84km 離れた宮城中央変電所に

連系し、66kV 送電線は約 8km 離れた女川変電所及び万石線を経由し、上流側の

接続先である約 22 ㎞離れた西石巻変電所に連系するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、発電用原子炉施設に接続する電線路の

上流側の接続先の変電所等が停止した場合であっても、当該発電用原子炉施設

に接続された送電線による電力の供給が停止しないとしており、独立性を有す

るものであることを確認した。 

 

（３）電線路の物理的分離 

第３３条第５項の規定は、設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なく

とも 1回線について、当該設計基準対象施設において他の回線と物理的に分離

して受電できる設計とすることを要求している。 

申請者は、275kV 送電線（牡鹿幹線）2 回線と、275kV 送電線（松島幹線）2

回線及び 66kV 送電線（塚浜支線（鮎川線 1号を一部含む。）及び万石線）1 回

線について、同一の送電鉄塔に架線しない設計とした上で、大規模な盛土崩壊、

大規模な地すべり等による被害の最小化を図るため、鉄塔基礎の安定性を確保

するとともに、強風又は着氷雪による事故防止対策の実施により、外部電源系

からの電力供給が同時に停止することのないよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、地滑り等の共通要因にて電力の供給が全て

同時に停止しないように、電線路のうち少なくとも一回線は、他の回線と物理

的に分離して受電できるものであることを確認した。 

 

（４）複数号炉を設置する場合における電力供給確保 

第３３条第６項の規定は、設計基準対象施設に接続する電線路について、同

一の発電所の二以上の発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には、いず

れの2回線が喪失した場合においても電力系統からこれらの発電用原子炉施設

への電力の供給が同時に停止しないよう設計することを要求している。 

申請者は、設計基準対象施設に連系する送電線について、受電可能な 5回線

を有し、いずれの 2回線が喪失しても、それ以外のいずれかの 1 回線により 2

号炉に必要な電力を供給し得る容量を備える構成とし、275kV 送電線は、母線

連絡遮断器を介し、母線のタイラインにより起動変圧器を介して 2号炉に接続

するとともに、66kV 送電線は予備変圧器を介して接続する設計としている。ま

た、開閉所から主発電機側の送受電設備は、十分な支持性能を持つ地盤に設置

する設計とした上で、遮断器等の機器についても、耐震性の高いものを使用す
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るとしている。また、当該開閉所等は、防潮堤等により津波に対して防護する

とともに、塩害を考慮する設計としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、設計基準対象施設に接続する電線路の

いずれの2回線が喪失した場合でも他の1回線によって2号炉に電力を供給で

きるものであることを確認した。 

 

２．外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保 

（１）非常用電源設備等 

第３３条第７項の規定は、非常用電源設備及びその附属設備について、多重

性又は多様性、及び独立性を確保し、その系統を構成する機器又は器具の単一

故障が発生した場合であっても、設計基準事故に対処するための設備がその機

能を確保するために十分な容量を有する設計とすることを要求している。 

申請者は、非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）及びその附属設備は、多重性及び独立性を考慮し、必要な容量のもの

を各々別の場所に 3 台備え、それぞれ非常用高圧母線に接続するとしている。

設計基準事故に対処するために必要な非常用ディーゼル発電機等の連続運転

に必要とする燃料を貯蔵する設備として、軽油タンクを設置し、7 日間の連続

運転に必要な容量以上の燃料を貯蔵するとしている。 

蓄電池は、非常用 3系統を各々異なる区画に設置し、多重性及び独立性を確

保することで、いずれか 1系統の単一故障が発生した場合でも、残りの 2系統

により設計基準事故に対処するための設備の機能を確保する容量を有する設

計とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、非常用電源設備について、多重性及び

独立性を考慮し、それぞれ別の場所に設置することにより、その系統を構成す

る機器又は器具の単一故障が発生した場合であっても、設計基準事故に対処す

るための設備の機能が損なわれないよう十分な容量を有するものであること

を確認した。 

 

（２）隣接する発電用原子炉施設に属する非常用電源設備等への依存 

第３３条第８項の規定は、設計基準対象施設について、隣接する発電用原子

炉施設に属する非常用電源設備及びその附属設備から受電する場合にあって

も、これに過度に依存しない設計とすることを要求している。 

申請者は、非常用電源設備及びその附属設備は号炉ごとに単独で設置し、他

の発電用原子炉施設と共用しない設計としている。 
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規制委員会は、申請者が、他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設備等

を共用しない設計とすることを確認した。 
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Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力 

東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて原子炉等規制法は、重大事故（炉

心の著しい損傷その他の重大な事故）への対策を規制の対象と位置付け、平成 25

年 7 月に施行された。この際、設置許可基準規則及び重大事故等防止技術的能力基

準が併せて施行されている。 

本章においては、申請者の計画が、設置許可基準規則第三章「重大事故等対処施

設」及び重大事故等防止技術的能力基準のうち１．０から１．１９項に適合してい

るか否かを審査した。 

また、Ⅴ章においては、重大事故等防止技術的能力基準２．１項に適合している

か否かを審査した。審査の概要は、以下のとおりである。 

 

１．重大事故等の拡大の防止等（第３７条） 

申請者は、事故の想定を幅広く行い、その想定した事故に対して有効な対策を

計画しなければならない。 

 

（１）事故の想定 

事故の原因となる事象の抽出、起因事象（※8）と安全機能の喪失の組合せを

網羅的かつ体系的に行っているかを審査する。 

起因事象と安全機能の喪失の組合せは多数存在することから、効率的に対策

を計画するため、起因事象、安全機能の喪失状況、対策の共通性に着目して少

数の事故シーケンスグループ等に類型化する。その上で、事故シーケンスグル

ープ等ごとに事故の進展や対策の実施等の観点から最も厳しい重要事故シー

ケンス等を選定する。すなわち、重要事故シーケンス等に対して対策が有効で

あれば、その対策は当該重要事故シーケンス等が含まれる事故シーケンスグル

ープ等に対して有効であるものと判断できる重要事故シーケンス等を選定す

る。これらが適切に行われているかを審査する。 

 

（２）有効性評価 

事故シーケンスグループ等ごとに、申請者の計画する対策が、当該事故シー

ケンスグループ等の特徴を踏まえたものか審査する。その上で、重要事故シー

ケンス等に対して申請者が計画している対策の有効性について、適切な解析手

法を用いているか、解析結果が評価項目を満たしているか、解析コード等の不

確かさを考慮しても評価項目を満たしていることに変わりはないかを審査す

                             
（※8）通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷、格納容器破損及び燃料損傷に波及する可能性のあ

る事象（外部電源喪失、LOCA 等）。以下この章において同じ。 
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る。また、当該対策が要員及び燃料等の観点からも対応可能であるかを審査す

る。 

 

２．設備及び手順等（第３８～第４１条、第４３～第６２条、重大事故等防

止技術的能力基準１．０～１．１９） 

申請者は、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた対策や前記のように網

羅的かつ体系的に想定した事故への対策に関する設備及び手順等を適切に整備

する必要がある。さらに、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施

する必要がある。 

 

（１）設備及び手順等に対して要求される共通事項（第３８～第４１条、第

４３条、重大事故等防止技術的能力基準１．０） 

地震及び津波などにより機能を喪失しないこと、炉心損傷防止などに必要な

性能を確保することなどは、重大事故等に対処するための設備及び手順に対し

て要求される共通の事項であり、これらが適切になされる方針であるか審査す

る。 

 

（２）機能ごとに要求される事項（第４４～第６２条、重大事故等防止技術

的能力基準１．１～１．１９） 

① 設置許可基準規則等の逐条において必要とされる設備及び手順等 

設置許可基準規則第三章「重大事故等対処施設」及び重大事故等防止技

術的能力基準第１項は、主として福島第一原子力発電所事故の教訓から導

かれた要求事項から構成されている。申請者が設備及び手順等を整備する

上での申請者の方針が、要求事項にのっとった適切なものであるかについ

て審査する。 

 

② 有効性評価において必要とされる設備及び手順等 

上記有効性評価において必要とされた重大事故等対処設備及びその手

順等の整備が、適切な方針の下に行われるかを審査する。 

 

③ 申請者の自主的な設備及び手順等 

機能喪失の原因分析などを行った上で、さらなる対策の抽出を行い、上

記以外の設備及び手順等を整備するなど自主的な対応を含め重大事故等

への対処を確実に実施する方針であることを確認する。なお、有効性評価

においては厳しい条件で解析を行うため、故障した設備の復旧などは見込

まないが、実際には復旧対策などの自主的な対応が行われる。このため、
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全体としての対策の実現性を検討するためには、自主的な対応も確認する

ことが必要である。 

 

３．大規模損壊対策（重大事故等防止技術的能力基準２．１） 

申請者は、原子炉施設が大規模な損壊に至った場合に対しても、事故の影響を

緩和する対策を整備しておく必要がある。 

重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊

（以下「大規模損壊」という。）が発生した場合における手順書、当該手順書に従

って活動を行うための体制及び資機材を適切に整備する方針であることを要求

している。 

Ⅴ章において、申請者の計画が、大規模損壊に対する手順書、体制及び資機材

の整備が大規模損壊発生時の特徴を踏まえた適切な方針であるかを審査する。 

 

 

Ⅳ－１ 重大事故等の拡大の防止等（第３７条関係） 

第３７条は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、重大

事故が発生した場合においては、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物

質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じることを要求している。 

また、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下｢貯蔵槽内燃料体等｣と

いう。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、運転停止中（※9）

における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の

著しい損傷を防止するために必要な措置を講じることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅳ－１．１ 事故の想定 

Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策  

Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．４ 運転停止中の原子炉の燃料損傷防止対策 

また、規制委員会は、申請者が有効性評価に用いた解析コードについて、その適

用性を確認した。 

 

                             
（※9）停止中評価ガイドでは、「原子炉運転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉起動過程におけ

る主発電機の並列まで」を原子炉の運転停止中の期間としている。ただし、全燃料が使用済燃料貯蔵槽

に取り出され、原子炉に燃料がない場合は除くとしている。 
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規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。なお、以下において位置付けた重大

事故等対処設備及びその手順等の整備の方針は、Ⅳ－２からⅣ－４に示している。 

 

 

Ⅳ－１．１ 事故の想定 

第３７条の設置許可基準規則解釈は、評価対象とする原子炉施設において「想定

する事故シーケンスグループ（※10）」若しくは「想定する格納容器破損モード（※
11）」は、以下に示す事故シーケンスグループ等を必ず含めた上で、当該プラントに

対する確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）などを実施し、有意な頻度又は

影響がある事故シーケンスグループ等が見いだされた場合には、これを追加するこ

とを求めている。 

有効性評価ガイドは、想定する事故シーケンスグループごとに、炉心の著しい損

傷に至る重要な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス」という。）を選定し、

有効性評価の対象とするとしている。また、格納容器破損モードごとに、格納容器

の破損に至る重要な事故シーケンス（以下「評価事故シーケンス」という。）を選定

するとしている。 

また、SFP 評価ガイドは、使用済燃料貯蔵槽内の燃料の著しい損傷防止について

は、想定事故１及び想定事故２を想定するとしている。 

さらに、停止中評価ガイドは、燃料の著しい損傷に至る重要事故シーケンスを選

定し、有効性評価の対象とするとしている。 

 

事故シーケンスグループ等（設置許可基準規則解釈において、必ず想定すること

を要求しているもの）は、以下のとおり。 

 

① 運転中の事故シーケンスグループ 

a. 高圧・低圧注水機能喪失 

b. 高圧注水・減圧機能喪失 

c. 全交流動力電源喪失 

d. 崩壊熱除去機能喪失 

e. 原子炉停止機能喪失 

f. LOCA 時注水機能喪失 

                             
（※10）起因事象、安全機能の喪失状況に着目して事故シーケンスを類型化したもの。単数若しくは複数の事

故シーケンスを含む。 

（※11）格納容器破損に至る格納容器への負荷の種類に着目して類型化したもの。 
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g. 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

 

② 格納容器破損モード 

a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

b. 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

c. 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

d. 水素燃焼 

e. 格納容器直接接触（シェルアタック） 

f. 溶融炉心・コンクリート相互作用 

 

③ 想定事故１及び想定事故２ 

a. 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能の喪失 

b. 使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失 

 

④ 運転停止中の事故シーケンスグループ 

a. 崩壊熱除去機能喪失（RHR の故障による停止時冷却機能喪失） 

b. 全交流動力電源喪失 

c. 原子炉冷却材の流出 

d. 反応度の誤投入 

 

１．申請内容 

申請者は、事故シーケンスグループ等の特定及び事故シーケンスグループ等ご

との重要事故シーケンス等の選定については、以下のとおりとしている。 

 

（１）運転中の原子炉において炉心損傷に至るおそれがある事故 

① 事故シーケンスグループの特定 

a. イベントツリーによる炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出 

内部事象レベル 1PRA（※12）の手法を活用し、各起因事象と炉心損

傷を防止するための手段等との組合せをイベントツリーで分析し、炉

心損傷に至る事故シーケンスを抽出した。また、地震 PRA 及び津波 PRA

の手法を活用し、複数機能の同時喪失を伴う事象の発生を想定し、起

因事象をプラントに与える影響度の高いものから順に並べた起因事象

階層イベントツリーと、炉心損傷を防止する手段等の状況を示すイベ

                             
（※12）PRA には、①偶発故障又は人的過誤により発生する事故と、②地震等特定の事象により発生する事故

を対象とするものがある。①を「内部事象 PRA」と呼ぶ。なお、IAEA ガイド(SSG-3)ではレベル 1PRA の

評価対象として偶発故障、内部ハザード（内部火災等）及び外部ハザード（地震等）の 3つとしてい

る。 
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ントツリーによって分析し、炉心損傷に至る事故シーケンスを抽出し

た。 

 

b. PRA に代わる方法による炉心損傷に至る事故シーケンスの検

討 

内部事象、地震及び津波以外の事象について、現時点では、内部事

象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シーケンスを検討した。 

具体的には、内部溢水及び内部火災の事故シーケンスについては、

溢水、火災により様々な同時故障が発生しても、炉心損傷を防止する

ための手段等との組合せは内部事象レベル 1PRA と同じであるため、

内部事象レベル 1PRA により抽出された事故シーケンスと同じ事故シ

ーケンスになると推定される。 

また、風（台風）、竜巻等の事故シーケンスは、安全上の重要度の高

い建屋内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低く、建屋外部に

設置された設備への影響として海水ポンプ及び変圧器・送電線等の機

能喪失による全交流動力電源喪失があるが、これは内部事象レベル

1PRA の手法を活用したイベントツリーにより抽出済みの事故シーケ

ンスである。よって、新たに炉心損傷に至る事故シーケンスは抽出さ

れなかった。 

 

c. 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

上記 a.においてイベントツリーにより網羅的に抽出した炉心損傷

に至る事故シーケンスを起因事象及び安全機能の喪失状況に着目し類

型化して事故シーケンスグループを特定するため、まず、抽出された

炉心損傷に至る事故シーケンスと、必ず想定する 7つの事故シーケン

スグループとの対応関係を整理した。その結果、抽出した炉心損傷に

至る事故シーケンスのうち、地震特有の 7つの事故シーケンス（原子

炉建屋損傷、制御建屋損傷、格納容器損傷、圧力容器損傷、計測・制

御系喪失、格納容器バイパス、Excessive LOCA）、津波特有の 1つの事

故シーケンス（複数の安全機能喪失）が、必ず想定する事故シーケン

スグループに含まれなかった。 

 

d. PRA の結果を考慮した事故シーケンスグループの特定 

上記の 8 つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループとし

て追加するか否かを、PRA の結果も考慮し、頻度及び影響度の観点か

ら必ず想定する事故シーケンスグループとの比較により検討した。そ
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の結果、地震特有の 7つの事故シーケンスは、頻度の観点からは、全

炉心損傷頻度に占める割合が極めて小さいことを確認した。また、影

響度の観点からは、建屋損傷等により機能喪失する炉心損傷を防止す

るための設備の組合せの特定は困難であり、影響度に大きな幅がある

が、発生する事象の程度に応じて使用可能な設備を用いて炉心損傷防

止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、必要に応

じて放水砲等を用いた大規模損壊対策による影響緩和が図られること

（「Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムへの対応」を参照）を確認した。また、津波特有の 1つの

事故シーケンスについては、頻度の観点から、全炉心損傷頻度に占め

る割合が極めて小さいことを確認した。また、影響度の観点からは、

津波の建屋内への流入により機能喪失する炉心損傷を防止するための

設備の組合せの特定は困難であり、影響度に大きな幅があるが、発生

する事象の程度に応じて使用可能な設備を用いて炉心損傷防止対策や

格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、必要に応じて放水

砲等を用いた大規模損壊対策による影響緩和が図られることを確認し

た。 

以上より、頻度及び影響度の観点から必ず想定する事故シーケンス

グループと比較し、総合的に判断して、地震特有の 7つの事故シーケ

ンス及び津波特有の 1つの事故シーケンスは新たに追加する必要はな

いとした。 

よって、想定する事故シーケンスグループは、設置許可基準規則解

釈が必ず想定することを要求しているものと同一である。 

 

e. 原子炉格納容器の機能に期待する事故シーケンス 

国内外の先進的な対策と同等のものが講じられた上で、炉心損傷防

止が困難であって、原子炉格納容器の機能に期待できる事故シーケン

スは、想定する事故シーケンスグループに含めないが、格納容器破損

防止対策における評価事故シーケンスに包絡させるものとする。 

 

② 重要事故シーケンスの選定 

有効性評価ガイドの指定する 4つの着眼点（系統間機能依存性、余裕時

間、設備容量、代表性）に沿って事故シーケンスグループごとに重要事故

シーケンスを選定した。4つの着眼点の各々について、影響度を「高」、「中」、

「低」で整理し、選定に用いた。また、選定の際に複数の事故シーケンス
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が重要事故シーケンスの候補となる場合には、事象進展が早いものなど、

より厳しいシーケンスを選定した。具体的には表Ⅳ－１のとおり。 

 

（２）運転中の原子炉において格納容器破損に至るおそれがある事故 

① 格納容器破損モードの抽出 

a. PRA の知見を活用した格納容器破損モードの検討 

内部事象については、プラント状態を分類し、事象の進展に伴い生

じる格納容器の健全性に影響を与える負荷を分析して、格納容器バイ

パス、格納容器隔離失敗及び格納容器物理的破損（※13）に係る以下の

水素燃焼を除く 11 の格納容器破損モードを一般社団法人日本原子力

学会（以下「日本原子力学会」という。）の PRA に関する実施基準（※
14）にのっとって検討対象とした。また、水素燃焼については、その対

策として原子炉格納容器内を窒素置換していることから、日本原子力

学会の PRA 実施基準の BWR 分類例では対象外としているが、窒素置換

対策の有効性を確認する目的で検討対象とした。 

1) インターフェイスシステム LOCA 

2) 格納容器隔離失敗 

3) 原子炉圧力容器内での水蒸気爆発 

4) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界確保失敗）） 

5) 原子炉圧力容器外での水蒸気爆発 

6) 格納容器雰囲気直接加熱 

7) 溶融物直接接触 

8) 溶融炉心・コンクリート相互作用 

9) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過温破損） 

10) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（崩壊熱除去失敗）） 

11) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（長期冷却失敗）） 

12) 水素燃焼 

 

b. PRA に代わる方法による格納容器破損モードの検討 

内部事象以外の事象については、現時点では、内部事象レベル

1.5PRA（※15）の手法と工学的な判断により検討を実施した。 

                             
（※13）日本原子力学会標準においては、事故後に限界耐力以上の負荷によって構造的な損傷を引き起こす原

子炉格納容器の状態として、格納容器バイパス、格納容器隔離失敗と並び用いられている。 

（※14）「日本原子力学会標準 原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基

準」（レベル 2PSA 編）：2008 

（※15）レベル 1.5PRA とは、炉心損傷後の格納容器破損確率を求めるまでの PRA をいう。 
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検討の結果、地震特有の格納容器破損モードとして、格納容器隔離

機能喪失、格納容器圧力抑制機能喪失及び地震による格納容器本体の

損傷が考えられるが、格納容器隔離機能喪失、格納容器圧力抑制機能

喪失については上記 a.の 12 の破損モードで抽出されていること、地

震による格納容器本体の損傷については構造的な損傷による直接的な

閉じ込め機能喪失であり国内外の先進的な対策と同等のものを講じて

も、原子炉格納容器損傷防止が困難であることから、格納容器破損防

止対策の有効性評価の対象とせず、大規模損壊対策で対応することと

し、新たに追加すべき格納容器破損モードはないとした。 

津波、火災、溢水及びその他の自然現象については、内部事象レベ

ル 1PRA で抽出された事故シーケンス以外の事故シーケンスはなく、

炉心損傷後の格納容器内物理現象（※16）による影響についても上記 a.

の 12 の破損モードで想定するものと同じと考えられることから、新

たに追加すべき格納容器破損モードはないとした。 

 

c. 評価対象とする格納容器破損モードの抽出 

上記 a.において検討対象とした 12 の格納容器破損モードには、必

ず想定する 6つの格納容器破損モードが含まれる。なお、必ず想定す

る格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触（シェルアタック）

（※17）については、BWR の一部の原子炉格納容器（MARK-I 型）に特有

の事象であるため、MARK-I 改良型である女川 2号炉では評価の対象外

とする。 

原子炉圧力容器が高圧状態で破損した場合に溶融炉心が急激に噴出

（高圧溶融物放出）した後の格納容器破損モードとして、溶融物直接

接触（シェルアタックは対象外とする。）及び格納容器雰囲気直接加熱

を考慮している。両者とも、原子炉圧力容器の破損までに原子炉圧力

容器を減圧することが格納容器破損防止対策となるため、必ず想定す

る格納容器破損モードである格納容器雰囲気直接加熱としてまとめる。 

必ず想定する格納容器破損モードに分類されない 2 つの破損モード

（原子炉圧力容器内での水蒸気爆発及び格納容器隔離失敗）及び 3つ

の破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界

確保失敗））、インターフェイスシステム LOCA 及び雰囲気圧力・温度に

                             
（※16）日本原子力学会標準では、格納容器破損の原因となる物理現象として水蒸気爆発、過圧破損、格納容

器雰囲気直接加熱等を格納容器内物理現象と呼んでいる。 

（※17）日本原子力学会の PRA に関する実施基準では、溶融物直接接触に格納容器直接接触（シェルアタッ

ク）が含まれている。 
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よる静的負荷（過圧破損（崩壊熱除去失敗）））については、以下の理

由から新たな格納容器破損モードとして考慮する必要はない。 

原子炉圧力容器内での水蒸気爆発については、国内外における実験

的研究と専門家による物理現象に関する分析により、発生確率は極め

て低いと判断されていること。 

格納容器隔離失敗については、定期検査及び原子炉起動前の格納容

器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施すること、原子

炉運転時には原子炉格納容器圧力を 1日に 1回確認する運用であるこ

と及び事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態

を運転員が確認する手順となっていることなどにより、人的過誤によ

る発生確率は極めて低いと評価したこと。 

3 つの破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未

臨界確保失敗））、インターフェイスシステム LOCA 及び雰囲気圧力・温

度による静的負荷（過圧破損（崩壊熱除去失敗）））については、事故

シーケンスグループに含め炉心損傷防止対策として評価すること。 

さらに、雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（長期冷却失

敗））及び雰囲気圧力・温度による静的負荷（過温破損）は、選定され

る事故シーケンスが同一となるため、必ず想定する格納容器破損モー

ドである雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

としてまとめる。 

よって、想定する格納容器破損モードは以下の 5つとする。 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（過

圧破損（長期冷却失敗）、過温破損） 

・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（溶融物直接接触、格

納容器雰囲気直接加熱） 

・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（原子炉圧力容器

外での水蒸気爆発） 

・溶融炉心・コンクリート相互作用（溶融炉心・コンクリート相互

作用） 

・水素燃焼（水素燃焼） 

 

② プラント損傷状態の特定 

炉心損傷後のプラント損傷状態（以下「PDS」という。）は、レベル 1PRA

で抽出された炉心損傷に至る事故シーケンスから、原子炉格納容器破損時

期、原子炉圧力容器圧力、炉心損傷時期及び電源有無の 4種類の属性を用

いて分類した。 
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さらに、PDS ごとに、原子炉格納容器冷却の分岐・ヘディングを考慮し

設備の動作状態及び各種現象の発生状態を検討して、格納容器イベントツ

リーを作成し、格納容器破損に至る事故シーケンスが、①c．の 5つの格納

容器破損モードのいずれかに対応することを確認した。この結果を用いて、

格納容器破損モードごとに PDS を整理した。 

 

③ 評価事故シーケンスの選定 

格納容器破損モードごとの PDS から、格納容器への圧力又は温度による

負荷の大きさの観点で最も厳しくなる PDS を選定した。この PDS を構成す

る事故シーケンスから、事象進展が最も厳しくなる事故シーケンスを抽出

し、有効性評価の評価事故シーケンスとした。 

さらに、事象進展を厳しくする観点から複数の機能の喪失の重畳を考慮

した。具体的には表Ⅳ－１のとおり。 

 

（３）使用済燃料貯蔵槽内の燃料の著しい損傷に至るおそれがある事故 

想定事故１及び想定事故２を想定する。 

 

（４）運転停止中の原子炉において燃料の著しい損傷に至るおそれがある事

故 

① 事故シーケンスグループの特定 

運転停止中について、各起因事象と燃料損傷を防止するための手段等と

の組合せをイベントツリーで網羅的に分析し、燃料損傷に至る事故シーケ

ンスを抽出した。 

抽出した燃料損傷に至る事故シーケンスについて、喪失した機能及び炉

心損傷に至った原因の観点から、必ず想定する 4つの事故シーケンスグル

ープとの関係を整理した。その結果、必ず想定すべき事故シーケンスグル

ープに含まれない燃料損傷に至る事故シーケンスは新たに抽出されなか

った。 

 

② 重要事故シーケンスの選定 

停止中評価ガイドの指定する 3つの着眼点（余裕時間、設備容量、代表

性）に沿って事故シーケンスグループの中から有効性評価の代表シーケン

スとする重要事故シーケンスの選定を実施した。3 つの着眼点の各々につ

いて、影響度を「高」、「中」、「低」で整理して、選定に用いた。具体的に

は表Ⅳ－１のとおり。 
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２．審査結果 

（１）運転中の原子炉において炉心損傷に至るおそれがある事故 

規制委員会は、申請者が、炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出を、内部事

象については炉心損傷イベントツリー、地震及び津波については階層イベント

ツリーと炉心損傷イベントツリーを構築して行うという日本原子力学会の PRA

に関する実施基準にのっとった標準的な手法で行っていることを確認した。ま

た、内部事象、地震及び津波以外の事象について、当該事象を対象とする PRA

に代わる方法として、内部事象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シ

ーケンスを検討していることは妥当と判断した。 

規制委員会は、申請者が、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しな

い地震特有の7つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループとして追

加しないとしていることについて、設置許可基準規則解釈にのっとって、頻度

は全炉心損傷頻度に占める割合が極めて小さいことを確認し、加えて、大規模

損壊対策などにより緩和措置を図ることができるとしていること、津波特有の

1 つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループとして追加しないとし

ていることについて、設置許可基準規則解釈にのっとって、頻度は全炉心損傷

頻度に占める割合が極めて小さいことを確認し、加えて、大規模損壊対策など

により緩和措置を図ることができるとしていることから、妥当であると判断し

た。 

また、事故シーケンスには、国内外の先進的な対策と同等のものを講じても、

炉心損傷の防止が困難なものがあり、申請者がこれらの事故シーケンスを炉心

損傷防止対策における事故シーケンスグループに含めず、格納容器破損防止対

策において考慮するとしたことは、設置許可基準規則解釈にのっとった考え方

であることから、妥当であると判断した。 

規制委員会は、事故シーケンスグループごとの重要事故シーケンスの選定は、

有効性評価ガイドの考え方を踏まえ4つの着眼点に沿って行われていることを

確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した事故シーケンスグループ及

び選定した重要事故シーケンスは、上記の確認と判断から、妥当であると判断

した。 

 

（２）運転中の原子炉において格納容器破損に至るおそれがある事故 

規制委員会は、申請者が、内部事象による格納容器破損モードを日本原子力

学会の PRA に関する実施基準にのっとって検討対象としていることを確認し

た。また、申請者が、自然現象について、新たに追加すべき格納容器破損モー
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ドはないとしていることは、最新の技術に基づく内部事象レベル 1.5PRA の手

法と工学的な判断により検討していることから、妥当と判断した。検討対象と

した12の格納容器破損モードについては、発生する可能性が極めて低いもの、

炉心損傷防止対策において評価するものを除き、すべて評価対象としているこ

とから、妥当であると判断した。評価対象とした5つの格納容器破損モードは、

格納容器直接接触（シェルアタック）を当該評価の対象から除外する以外は、

設置許可基準規則解釈における必ず想定する格納容器破損モードと一致する

ことを確認した。 

規制委員会は、申請者が、格納容器破損モードごとに最も厳しいプラント損

傷状態を選定し、さらにそのプラント損傷状態に至る最も厳しい事故シーケン

スを評価事故シーケンスとし、有効性評価ガイドを踏まえていることを確認し

た。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した格納容器破損モード及び選

定した評価事故シーケンスは、上記の確認と判断から、妥当であると判断した。 

 

（３）運転停止中の原子炉において燃料の著しい損傷に至るおそれがある事

故 

規制委員会は、申請者が、各起因事象と燃料損傷に至ることを防止するため

の手段等との組合せをイベントツリーで分析し、運転停止中に燃料損傷に至る

事故シーケンスを抽出しており、これは日本原子力学会の PRA に関する実施基

準にのっとった標準的な手法であることを確認した。 

規制委員会は、事故シーケンスグループごとの重要事故シーケンスの選定は、

停止中評価ガイドの考え方を踏まえ3つの着眼点に沿って行われていることを

確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した事故シーケンスグループ及

び選定した重要事故シーケンスは、上記の確認から、妥当であると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

（１）「津波が防潮堤を超え敷地に流入する事象」の安全機能への影響につ

いて 

申請者は、当初、津波が防潮堤の高さ O.P.＋29m を超え敷地に流入する事象

に対し、安全機能への影響について、その根拠を明確に示していなかった。 

このため、規制委員会は、申請者に、津波が防潮堤を超えた場合の浸水範囲

を特定し、安全機能への影響を検討するように求めた。 
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申請者は、原子炉建屋等に津波が流入する前に海水ポンプが機能喪失するこ

とを防止するため、新たに海水ポンプエリア周辺に浸水防止壁を設置すること

とし、その上で、浸水範囲と安全機能への影響について検討を行った。その結

果、津波高さ（※18）により次の 2つに区分されることを示した。 

① 津波分類 A（津波高さ O.P.＋29m～O.P.＋33.9m）：浸水防止壁の設置等

により、津波は海水ポンプエリア内へ浸水しないため、海水ポンプは機能

喪失せず、また、原子炉建屋及び制御建屋の入口扉に到達しないため、建

屋内に設置されている設備の安全機能は喪失しない。 

② 津波分類 B（複数の安全機能喪失）（津波高さ O.P.＋33.9m 超過）：原子

炉建屋及び制御建屋の入口扉の高さを超えて建屋内に大量浸水が発生し、

複数の安全機能が喪失するが、当該区分の津波発生の頻度は極めて低く、

全炉心損傷頻度に対する寄与は極めて小さい。 

規制委員会は、申請者が、津波が防潮堤を超え敷地に流入する事象について、

浸水防止壁を設置した上で浸水範囲を特定し、津波高さと安全機能への影響と

の対応を整理した結果、津波分類 Bの発生頻度は極めて低く、全炉心損傷頻度

に対する寄与は極めて小さいこと、また、大規模損壊対策などにより緩和措置

を図るとしていることから、新たな事故シーケンスグループとして抽出しない

としていることは、妥当であると判断した。 

  

                             
（※18）ここでいう「津波高さ」とは、防潮堤の位置に無限の高さの壁があると仮定し、津波が防潮堤に衝突

したとき、せり上がった津波の高さをいう。 
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炉
心
損
傷
防
止
対
策 

事故シーケンスグループ 重要事故シーケンス 選定理由 

高圧・低圧注水機能喪失 
過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS

失敗 

起因事象として抽出された「過渡事象」、「手動停止」、「サポート系喪失」

のうち、事象進展が早い過渡事象を選定する。過渡事象後、逃がし安全弁の

再閉成功が、逃がし安全弁の再閉失敗に比べて、減圧時の設備容量の観点で、

原子炉圧力容器内が高圧状態に維持され、減圧のために逃がし安全弁の大き

な吹き出し容量を必要とすることから、より厳しい事故シーケンスとなる。 

高圧注水・減圧機能喪失 
過渡事象＋高圧注水失敗＋手動減圧

失敗 

起因事象として抽出された「過渡事象」、「手動停止」、「サポート系喪失」

のうち、事象進展が早い過渡事象を選定する。 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失 

・長期 TB 
外部電源喪失＋DG 失敗＋HPCS 失敗

（蓄電池枯渇後 RCIC 停止） 

全交流動力電源喪失時は、外部電源喪失後非常用ディーゼル発電機 2 台の機

能喪失及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失により（HPCS が

機能喪失に至る。）、原子炉隔離時冷却系を除く設計基準事故対処設備の注水

機能及び除熱機能が喪失する。原子炉隔離時冷却系の機能達成を阻害する要

因である、「蓄電池枯渇後原子炉隔離時冷却系停止」、「原子炉隔離時冷却系本

体の機能喪失」、「SRV 再閉失敗」及び「直流電源の喪失」に事故シーケンスグ

ループを分類した。 

・TBU 
外部電源喪失＋DG 失敗＋高圧注水失

敗（RCIC 本体の機能喪失） 

・TBP 
外部電源喪失＋DG 失敗＋SRV 再閉失

敗＋HPCS 失敗 

・TBD 
外部電源喪失＋DG 失敗＋直流電源喪

失＋HPCS 失敗 

崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失 

・取水機能が喪失した

場合※1 
過渡事象＋崩壊熱除去失敗 

起因事象として抽出された「LOCA」、「過渡事象」、「手動停止」、「サポ

ート系喪失」のうち、事象進展が早い過渡事象を選定する。代表性（炉心損

傷頻度が高い。）の観点から、逃がし安全弁の再閉成功を選定する。なお「LOCA」

は、原子炉格納容器内に蒸気が放出されるため原子炉格納容器内の圧力上昇

の観点で厳しいが、中小破断 LOCA は LOCA 時注水機能喪失シーケンス、大破

断 LOCA は格納容器過圧・過温破損シーケンスで評価する。 

・残留熱除去系が故障

した場合※1 
過渡事象＋崩壊熱除去失敗 

原子炉停止機能喪失 過渡事象＋原子炉停止失敗 

起因事象として、「過渡事象」を選定する。これは、出力上昇の評価の観点

で、原子炉圧力容器内の圧力上昇による正の反応度印加が生じるなど、原子

炉冷却材圧力バウンダリが破断している「LOCA」に比べ、より厳しい事故シ

ーケンスとなる。 

LOCA 時注水機能喪失 
中破断LOCA＋HPCS失敗＋低圧ECCS失

敗 

起因事象として、「中破断 LOCA」を選定する。これは、破断口径が大きく冷

却材の流出量が多いため、要求される設備容量の観点で、より厳しい事故シ

ーケンスとなる。 

格納容器バイパス インターフェイスシステム LOCA 格納容器バイパスに係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。 

格
納
容
器
破
損
防
止
対
策 

格納容器破損モード 
PRA で選定された 

評価事故シーケンス※2 
選定理由 

雰囲気圧力・温度による静的

負荷（格納容器過圧・過温破損） 

大破断LOCA＋HPCS失敗＋低圧ECCS失

敗＋全交流動力電源喪失 

起因事象として、破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却

材が放出され、原子炉格納容器内への注水により圧力上昇が抑制されない「大

破断 LOCA」を選定する。 

高圧溶融物放出／格納容器雰

囲気直接加熱 

過渡事象＋高圧注水失敗＋手動減圧

失敗＋炉心損傷後の原子炉減圧失敗

（＋DCH 発生） 

原子炉圧力容器が高圧で維持され、原子炉格納容器内への注水がなく高圧溶

融物放出時の格納容器雰囲気直接加熱が抑制されない過渡事象を選定する。

DCH 発生時の原子炉圧力の厳しさの観点から、高圧で維持される逃がし安全

弁の再閉成功時が、より厳しい事故シーケンスとなる。 

原子炉圧力容器外の溶融燃料

－冷却材相互作用 

過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS

失敗＋損傷炉心冷却失敗（＋FCI 発

生） 

原子炉格納容器下部へ一体となって落下する溶融炉心の割合が多くなる原子

炉圧力容器が低圧で破損する過渡事象又は LOCA から選定する。LOCA は、冷

却材が流出することからジルコニウムの酸化割合が小さく、デブリの保有熱

量が小さくなることから、「高圧・低圧注水機能喪失」を選定する。 

水素燃焼 
大破断LOCA＋HPCS失敗＋低圧ECCS失

敗＋全交流動力電源喪失 

原子炉格納容器内を窒素で置換しているため、PRA では水素燃焼による格納

容器破損シーケンスは選定されない。 

国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷を防止することができない事故

シーケンスである、大破断 LOCA＋ECCS 機能喪失とした。 

溶融炉心・コンクリート相互作

用 

過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS

失敗＋損傷炉心冷却失敗（＋デブリ冷

却失敗） 

原子炉格納容器下部へ一体となって落下する溶融炉心の割合が多く、原子炉

圧力容器が低圧で破損する過渡事象又は LOCA から選定する。「LOCA」は、事

象初期から原子炉格納容器下部に原子炉冷却材が流入する可能性があること

から、「高圧・低圧注水機能喪失」を選定する。 

運
転
停
止
中
の
原
子
炉
に
お
け
る 

燃
料
破
損
防
止
対
策 

事故シーケンスグループ 重要事故シーケンス 選定理由 

崩壊熱除去機能喪失 
崩壊熱除去機能喪失＋崩壊熱除去・炉

心冷却失敗 

起因事象として、残留熱除去系のフロントライン系故障を選定する。これは、

残留熱除去系のフロントライン系故障、残留熱除去系のサポート系故障及び

外部電源喪失のうち、残留熱除去系のフロントライン系故障と残留熱除去系

のサポート系故障では崩壊熱除去機能への影響は同じであるが、余裕時間の

観点で残留熱除去系のフロントライン系故障が厳しい。なお、外部電源喪失

後の崩壊熱除去機能は「全交流動力電源喪失」に包絡される。 

全交流動力電源喪失 
外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩壊

熱除去・炉心冷却失敗 
起因事象として、外部電源喪失時の交流電源喪失を選定する。 

原子炉冷却材の流出 

原子炉冷却材の流出（RHR 切替時の冷

却材流出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失

敗 

起因事象として、事象認知までに要する時間、代表性（炉心損傷頻度が高い。）

の観点から残留熱除去系系統切替え時のミニマムフロー弁操作誤りを選定す

る。 

反応度の誤投入 制御棒の誤引き抜き 反応度の誤投入に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。 

※1 有効性評価ガイドの要求を踏まえ、崩壊熱除去機能喪失のシーケンスグループを「取水機能が喪失した場合」及び「残留熱除去系が故障した場合」に事故シ

ーケンスグループを分類した。 

※2 有効性評価における評価事故シーケンスでは、事象進展をより厳しくする観点などから、PRA で選定された評価事故シーケンスに複数の機能の喪失の重畳を

考慮している。 

表Ⅳ－１ 申請者の重要事故シーケンス等の選定について 
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Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

第３７条は、想定する事故シーケンスグループ等ごとに、その対策に有効性があ

ることを確認することを要求している。 

事故シーケンスグループ等ごとの申請内容、審査結果及び審査過程における主な

論点は以下のとおりである。 

 

 

Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

第３７条第１項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもの

でなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈において、「炉心の著しい損傷を防止するため

に必要な措置を講じたもの」とは、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があ

ることを確認するという要件を満たすものとしている。「有効性があることを確認

する」とは、以下の（a）から（d）の項目（以下「炉心損傷防止対策の評価項目」

という。）を概ね満足することを確認するとしている。 

（a）炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に

冷却できるものであること（※19）。 

（b）原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の 1.2 倍又は限

界圧力を下回ること。 

（c）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下

回ること。 

（d）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下

回ること。 

また、有効性評価ガイドでは、格納容器圧力逃がし装置による排気（以下「格納

容器ベント」という。）を実施する場合には、「敷地境界での実効線量を評価し、

周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと（発生事故当たり

概ね 5mSv 以下）を確認する」としている。 

なお、上記の評価項目（c）及び（d）において限界圧力又は限界温度を評価項目

として用いる場合の根拠と妥当性については、「Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防

止対策」に示している。 

 

                             
（※19）「炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであるこ

と」とは、以下に掲げる要件を満たすものであること。ただし、燃料被覆管の最高温度及び酸化量につ

いて、十分な科学的根拠が示される場合には、この限りでない。 
（a）燃料被覆管の最高温度が 1,200℃以下であること。 

（b）燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であること。 
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Ⅳ－１．２．１．１ 高圧・低圧注水機能喪失 

事故シーケンスグループ「高圧・低圧注水機能喪失」（以下本節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

（LOCA を除く。）の発生後、高圧注水機能の喪失と低圧注水機能の喪失が重畳した

場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故（LOCA を除く。）の発生後、高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失

する。原子炉圧力の上昇に伴う逃がし安全弁からの水蒸気の流出により原

子炉水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉圧力容器を強制的

に減圧するとともに、代替注水設備により低圧注水を行い、炉心を冷却す

る必要がある。さらに、原子炉格納容器内を冷却し、原子炉格納容器から

の除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減

圧及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施

する。このため、逃がし安全弁（自動減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水

貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける（※20）。 

④ 安定状態（※21）に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持

及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により、炉心の冷却を継続

するとともに、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子

炉格納容器内の冷却を実施する。その後、原子炉格納容器からの除熱を実

施する。この場合、低圧注水機能を有している残留熱除去系が機能喪失し

ていることから、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系

のいずれかを用いる。このため、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ガスター

ビン発電設備軽油タンク、タンクローリ、原子炉格納容器フィルタベント

系及び耐圧強化ベント系を重大事故等対処設備として新たに整備する。な

                             
（※20）本審査書においては、既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備とする場合には「重大事

故等対処設備として位置付ける」とし、それ以外については「重大事故等対処設備として新たに整備す

る」と整理した。 

（※21）有効性評価ガイド 2.2.1(4)では、「原子炉が安定停止状態」と示しているが、原子炉及び原子炉格納

容器を安定させる必要がある場合は「安定状態」としている。 
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お、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系には、サプレ

ッションチェンバ側及びドライウェル側の 2経路がある。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び事象進展解析に用いるコー

ド（以下「解析コード」という。）の選定、解析条件の設定を以下のとおり

としている。 

a. 重要事故シーケンス：「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失

敗＋低圧 ECCS 失敗」を選定する。（ここで、逃がし安全弁の再閉は成

功している。）これは、対策の実施に対する余裕時間の観点では、給水

流量が全喪失しているため、事象進展が早いこと、また、対策に必要

な設備容量の観点では、逃がし安全弁の再閉失敗に比べて、原子炉圧

力容器内が高圧状態に維持され、減圧のために逃がし安全弁の大きな

吹出し容量を必要とすることなど、より厳しい事故シーケンスである

ことから選定する。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達等を取り扱う

ことができる SAFER を用いる。また、本重要事故シーケンスでは、炉

心露出時間が長く、燃料被覆管最高温度（以下「PCT」という。）が高

くなるため、この評価に当たっては、輻射による影響が詳細に考慮で

きる CHASTE を用いる。さらに、原子炉格納容器における各領域間の流

動、構造材との熱伝達等を取り扱うことができる MAAP を用いる。 

c. 評価上想定する事故の条件（以下「事故条件」という。）：外部電源

はあるものとする。これは、事象発生と同時に原子炉再循環ポンプ（以

下「再循環ポンプ」という。）が停止しないことにより、原子炉水位低

（レベル 3（※22））による原子炉スクラムまでは原子炉出力が高く維

持されるため、原子炉水位の低下が早く、炉心冷却の観点では厳しい

設定となる。 

d. 重大事故等対処設備の機器条件（以下「機器条件」という。）：低圧

代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水

流量は、原子炉圧力に応じた復水移送ポンプ 2台の注水特性に従うも

のとし（設計値として最大 199m3/h）、原子炉水位回復後は炉心の冠水

を維持する流量とする。原子炉圧力容器の減圧には、逃がし安全弁（自

                             
（※22）申請者は、燃料有効長頂部より上の原子炉水位について、低い方よりレベル 1（燃料有効長頂部から

＋47cm）からレベル 8（燃料有効長頂部から＋560cm）までの水位を設定している。水位レベルは原子炉

隔離時冷却系等の機器動作条件と関連づけられている。その他の水位レベルは略語等を参照。 
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動減圧機能）6個を使用するものとし、1個当たりの容量は設計値とす

る。大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いる原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（可搬型）によるスプレイ流量は、原子炉格納容器内の圧

力及び温度の抑制に必要な量を考慮して 88m3/h とする。原子炉格納容

器フィルタベント系の排気流量は、原子炉格納容器第一隔離弁を全開

として、原子炉格納容器内の圧力が 0.427MPa[gage]において、

10.0kg/s とする（※23）。 

e. 重大事故等対処設備の操作条件（以下「操作条件」という。）：原子

炉圧力容器の減圧の開始時間は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）の準備時間等を考慮し、事象発生から 25分後とする。原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却

は、原子炉格納容器内の圧力が、0.384MPa[gage]に到達した場合に実

施する。外部水源注水量限界（サプレッションプール水位が真空破壊

装置下端－0.4m（通常運転水位＋約 2m））に到達後、原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系（可搬型）を停止し、原子炉格納容器内の圧力が

0.427MPa[gage]に到達した場合に、原子炉格納容器フィルタベント系

又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器からの除熱を実施する。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 給水流量の全喪失の発生後、原子炉水位が低下する。原子炉水位低

（レベル 2）における主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉圧力容器内

が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により原

子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.69MPa[gage]に抑えられ

る。また、逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減

圧に伴い、原子炉水位が低下し、炉心が露出することにより燃料被覆

管温度は上昇するが、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）によ

る炉心の冷却により、PCT は約 859℃に抑えられる。また、燃料被覆管

の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下とな

る。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることで原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇するが、原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却、

原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原子

                             
（※23）耐圧強化ベント系を用いた場合は、原子炉格納容器フィルタベント系を用いた場合と比較して、排気

流量は大きくなり、原子炉格納容器内の圧力の低下傾向は大きくなることから、原子炉格納容器フィル

タベント系を用いた場合の条件に包絡される。以下同じ。 
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炉格納容器からの除熱（事象発生から約 45 時間後）により、原子炉格

納容器の最高圧力は約 0.427MPa[gage]、最高温度は約 154℃に抑えら

れる。 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系使用時の

敷地境界での実効線量は、格納容器ベントをより早期に実施する事故

シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」での評価結果（原子炉格

納容器フィルタベント系によるベント時：約 8.3×10-2mSv、耐圧強化

ベント系によるベント時：約 7.9×10-2mSv）以下であり、5mSv を下回

る。 

d. 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を継続

し、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納

容器内の冷却及び原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベ

ント系による原子炉格納容器からの除熱により、原子炉及び原子炉格

納容器を安定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。また、c．より、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスク

を与えることはない。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER（※24）及び CHASTE は、試験データと比較して燃料被覆管温度

を高く評価する傾向がある。このため、実際の燃料被覆管温度は解析

結果より低くなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。また、燃料

被覆管温度を起点としている操作はないことから、解析コードにおけ

る特有の傾向が運転員等の操作時間に与える影響はない。 

MAAP の原子炉格納容器の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の検

証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃程

度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体とし

ては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現すること

が確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。また、原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）の操作は原子炉格納容器内の圧力及び温度を起点と

                             
（※24）SAFER の適用性については「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」において記載してい

る。以下、CHASTE、REDY、SCAT、MAAP 及び APEX についても同様。 

398



 

171 

 

するが、MAAP の不確かさがこれらのパラメータに与える影響は小さい

ため、運転員等の操作時間に与える影響も小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は、

解析結果よりも緩和されることから、評価項目に対する余裕は大

きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉圧力容器の減圧の操作開始時間を事象発生から 25 分後

としているが、この時間は保守性を考慮して遅めに設定されてお

り、実際の開始時間は早まる。この操作を行う運転員は、他の操

作との重複がないことから、操作開始時間が早まっても、他の運

転員等の操作時間に与える影響はない。また、この場合、低圧代

替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却も早まるこ

ととなり、燃料被覆管温度は解析結果より低くなることから評価

項目に対する余裕は大きくなる。原子炉圧力容器の減圧の操作開

始時間が遅れた場合、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

による炉心の冷却も遅れることとなる。事象発生から 40 分後（解

析上の開始時間に対して 15 分遅れ）に低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却を開始した場合、一時的に炉心

が露出するものの、再冠水し、PCT は約 966℃となる。この結果よ

り、PCT が 1,200℃以下であるという評価項目を満足することに変

わりはない。また、この場合の原子炉格納容器フィルタベント系

使用時の敷地境界での実効線量の評価結果は、約 3.5×10-1mSv、

耐圧強化ベント系使用時の敷地境界での実効線量の評価結果は、

約 3.4×10-1mSv であり、5mSv を下回ることから、周辺の公衆に対

して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 

原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器からの除熱は、原子炉格納容器内の圧力が

0.427MPa[gage]に到達したとき（事象発生から約 45 時間後）に中

央制御室からの遠隔操作で開始する。当該操作に失敗した場合は、

現場操作にて対応することとなり、約 1.5 時間操作開始が遅れる

可能性がある。その場合であっても、原子炉格納容器の限界圧力

の 0.854MPa[gage]に至る時間は、過圧の観点で厳しい「Ⅳ－１．

２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・
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過温破損）」においても事象発生から約 51 時間後であり、約 5 時

間以上の余裕があることから時間余裕がある。 

c. 不確かさ影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスにおいて、対応及び復旧作業に必要な要員は、30

名である。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び

重大事故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）による炉心の冷却及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

による原子炉格納容器内の冷却を事象発生から7日間行った場合に必要と

なる水は、約 3,800m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3、

淡水貯水槽に約 10,000m3の水を保有しており、対応が可能である。 

本重要事故シーケンスにおいて、仮に外部電源が喪失しても、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を最大負荷で 7

日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）による復水貯蔵タンクへの給水及び格納容器代替スプレイを 7日

間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 32kL、外部電源喪失に伴い自

動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電

を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計 792kL 必要で

ある。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用軽

油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能

である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「高圧・低圧注水機能喪失」に対して

申請者が炉心損傷防止対策として計画している逃がし安全弁（自動減圧機能）に

400



 

173 

 

よる原子炉圧力容器の減圧、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉

心の冷却等が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS

失敗」において、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却等

を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評価項目をいず

れも満足しており、また、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与

えることはなく、さらに、申請者が使用した解析コード及び解析条件の不確かさ

を考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりがないことを確

認した。 

なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を

喪失した設備（高圧炉心スプレイ系、残留熱除去系等）の復旧を期待していない

が、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止

対策となり得る。 

また、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却等により炉

心の損傷を回避した後、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系

による原子炉格納容器からの除熱等の対策をとることにより、原子炉及び原子炉

格納容器を安定状態へ導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失敗

＋低圧 ECCS 失敗」における対策の有効性を確認したことにより、その対策が本

事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「高圧・低圧注水機能

喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると

判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）炉心損傷前の原子炉圧力容器の減圧開始判断 

原子炉圧力容器の減圧は、原子炉冷却材の保有水量の低下を伴うため、その

開始判断を適切に行う必要がある。 
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申請者は、当初、逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減

圧の判断基準を明確に示していなかった。 

このため、規制委員会は、減圧開始の判断基準を明確にするように求めた。 

申請者は、これに対して、低圧注水への移行を目的として、炉心損傷前にお

いて、低圧注水系又は低圧代替注水系のうち 1 系統以上の起動（※25）を確認

できた場合に原子炉圧力容器を減圧すると説明した。 

これにより、規制委員会は、炉心損傷前の原子炉圧力容器の減圧開始判断が

適切に行われることを確認した。 

 

（２）燃料被覆管の破裂が敷地境界における実効線量に与える影響 

申請者は、当初、本重要事故シーケンスでは燃料被覆管の破裂が生じないと

し、炉心損傷が発生する前の原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベ

ント系使用時の敷地境界での実効線量を、燃料被覆管の破裂が生じないという

条件で評価していた。申請者は、燃料被覆管の破裂の有無を判断するために試

験データに基づく破裂判定曲線を用いたが、本重要事故シーケンスの解析結果

は破裂条件に接近しており、試験データのばらつきや解析の不確かさを考慮し

た場合、破裂の可能性を否定できず、敷地境界の実効線量が 5mSv 以下となる

ことが根拠とともに示されていなかった。 

このため、規制委員会は、申請者に対して、燃料被覆管の破裂が原子炉格納

容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系使用時の敷地境界の実効線量に

与える影響を評価し、解析の不確かさを考慮した場合の成立性を示すことを求

めた。 

申請者は、燃料被覆管の破裂及びそれらからの放射性物質の放出の影響を確

認するため、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却の開

始時間を 15 分遅らせた場合の敷地境界での実効線量を評価し、その結果が上

記１．（２）③ｂ．イ．のとおり約 3.5×10-1mSv 以下であることを示した。 

これにより、規制委員会は、燃料被覆管の破裂が敷地境界での実効線量に及

ぼす影響を評価していること及び炉心損傷を判断した場合には炉心損傷後の

対策を行う手順が整備されることを確認した。 

 

（３）長期的な原子炉格納容器の安定状態の維持 

                             
（※25）申請者は、「低圧注水系又は低圧代替注水系のうち 1系統以上の起動」を、原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧

注水モード）及び復水給水系のうち 1系統起動すること、また、それができない場合は低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）及び低圧代替注水系

（可搬型）のうち 1系統以上起動することとしている。 
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申請者は、事象発生から約 168 時間後における原子炉格納容器内の温度につ

いて、評価項目を満足するものの、高め（約 112℃）に推移している解析結果

を示している。 

このため、規制委員会は、長期的に原子炉格納容器の安定状態を維持するた

めの対策として、残留熱除去系の復旧並びに残留熱除去系の熱交換器が使用で

きない場合の対応を示すことを求めた。 

申請者は、残留熱除去系の復旧手順を整備し残留熱除去系ポンプ、原子炉補

機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却海水ポンプ電動機並びにポンプ部品の予

備品を確保すること、また、残留熱除去系の復旧が困難な場合には、自主対策

として、可搬型原子炉格納容器除熱系による原子炉格納容器除熱、原子炉補機

代替冷却水系を用いた原子炉冷却材浄化系による原子炉除熱及び原子炉補機

代替冷却水系を用いたドライウェル冷却系による原子炉格納容器除熱を整備

することを示した。 

これらにより、規制委員会は、長期的に原子炉格納容器からの除熱を行うた

めの対策が整備されることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．２ 高圧注水・減圧機能喪失 

事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能喪失」（以下本節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

（LOCA を除く。）の発生後、高圧注水機能の喪失と原子炉減圧機能の喪失が重畳し

た場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故（LOCA を除く。）の発生後、高圧注水機能及び原子炉減圧機能（自

動減圧機能）が喪失し、原子炉圧力容器の減圧ができず高圧状態が継続す

る。逃がし安全弁（※26）（逃がし弁機能）によっても高圧状態が継続し低

圧注水が実施できず、原子炉圧力の制御に伴う水蒸気の流出により原子炉

                             
（※26）逃がし安全弁には、原子炉冷却系の過度の圧力上昇を抑えるために、弁入口圧力がスプリング荷重に打

勝って開放する安全弁機能のほか、外部からの信号(原子炉圧力高）により強制的に開放する逃がし弁機

能がある｡さらに、事故時に低圧注水系が運転可能な圧力まで原子炉圧力を速やかに低下させるために、

原子炉水位低（レベル 1）及びドライウェル圧力高の同時信号により逃がし安全弁を強制的に開放する自

動減圧機能がある。 
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水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、自動減圧系の作動ロジッ

クを追加することにより原子炉圧力容器を減圧するとともに、低圧注水を

行い、炉心を冷却する必要がある。さらに、原子炉圧力容器及び原子炉格

納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：代替自動減圧回路を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）

による原子炉圧力容器の減圧並びに低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去

系（低圧注水モード）による炉心の冷却を実施する。このため、代替自動

減圧回路を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安

全弁（自動減圧機能）、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及びサプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持並びに

低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）により、炉心の

冷却を継続するとともに、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モ

ード）による原子炉格納容器からの除熱を実施する。その後、残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除

熱を継続し、残留熱除去系（低圧注水モード）から残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）に切り替えて原子炉圧力容器からの除熱を実施する。

このため、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）、残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）及びサプレッションチェンバを重大事故

等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失

敗＋原子炉手動減圧失敗」を選定する。（ここで、逃がし安全弁の再閉

は成功している。）これは、対策の実施に対する余裕時間の観点では、

給水流量が全喪失しているため、事象進展が早いことなど、より厳し

い事故シーケンスであることから選定する。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達等を取り扱う

ことができる SAFER を用いる。さらに、原子炉格納容器における各領

域間の流動、構造材との熱伝達等を取り扱うことができる MAAP を用

いる。 
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c. 事故条件：外部電源はあるものとする。これは、事象発生と同時に

再循環ポンプが停止しないことにより、原子炉水位低（レベル 3）に

よる原子炉スクラムまでは原子炉出力が高く維持されるため、原子炉

水位の低下が早く、炉心冷却の観点では厳しい設定となる。 

d. 機器条件：代替自動減圧回路を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）

による原子炉圧力容器の減圧の開始時間は、原子炉水位低（レベル 1）

到達から 10 分後とする。原子炉圧力容器の減圧には、逃がし安全弁

（自動減圧機能）2個を使用するものとし、1個当たりの容量は設計値

とする。低圧炉心スプレイ系及び 3系統の残留熱除去系（低圧注水モ

ード）は、原子炉水位低（レベル 1）で自動起動するものとする。低

圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉圧力

に応じた注水特性に従うものとし（最大 1,135m3/h）、原子炉水位回復

後は、原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で

維持する。残留熱除去系（低圧注水モード）3 系統による原子炉圧力

容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性に従うもの（1 系

統当たり最大 1,191m3/h）とする。残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード及び原子炉停止時冷却モード）の伝熱容量は設計性能

に基づき、熱交換器 1基当たりサプレッションプール水温又は原子炉

冷却材温度 52℃、海水温度 26℃において約 8.8MW とする。 

e. 操作条件：残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）に

よる原子炉格納容器からの除熱は、原子炉水位高（レベル 8）を確認

後、実施する。また、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）によ

る原子炉圧力容器からの除熱の開始時間は、事象発生から 12 時間後

とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 給水流量の全喪失の発生後、原子炉水位が低下する。原子炉水位低

（レベル 2）における主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉圧力容器内

が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により原

子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.69MPa[gage]に抑えられ

る。また、代替自動減圧回路を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）

による原子炉圧力容器の減圧に伴い、原子炉水位が低下し、炉心が露

出することにより燃料被覆管温度は上昇するが、低圧炉心スプレイ系

及び残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却により、PCT は

約 749℃に抑えられる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著し
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くなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることで原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇するが、残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器から

の除熱及び残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉圧

力容器からの除熱により、原子炉格納容器内の最高圧力は約

0.034MPa[gage]、最高温度は約 83℃に抑えられる。 

c. 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉

格納容器からの除熱及び残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる炉心の冷却により、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ移行

させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER は、試験データと比較して燃料被覆管温度を高く評価する傾

向がある。このため、実際の燃料被覆管温度は解析結果より低くなり、

評価項目に対する余裕は大きくなる。また、燃料被覆管温度を起点と

している操作はないことから、解析コードにおける特有の傾向が運転

員等の操作時間に与える影響はない。 

MAAP の原子炉格納容器の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の検

証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃程

度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体とし

ては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現すること

が確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。また、原子炉格納容器内の圧力及び

温度を起点としている操作はないことから、運転員等の操作時間に与

える影響はない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は、

解析結果よりも緩和されることから、評価項目に対する余裕は大
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きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の操作開

始は、事象発生から約 40 分後としている。操作開始が遅れた場合

であっても、原子炉格納容器の最高使用圧力の 0.427MPa[gage]に

至る時間は、「Ⅳ－１．２．１．１ 高圧・低圧注水機能喪失」に

おいて事象発生から約 45 時間後であり、44 時間以上の余裕があ

ることから十分な時間余裕がある。 

c. 感度解析による影響評価 

本重要事故シーケンスでは、低圧炉心スプレイ系及び 3 系統の残留

熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却に期待しているが、仮

に 1 系統の残留熱除去系（低圧注水モード）のみによる炉心の冷却の

場合でも、PCT は約 797℃及び燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しく

なる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となり、評価項目を満足することに

変わりはない。 

d. 不確かさ影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、13 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事

故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスでは、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却並びに残留熱除去系（サプレッションプ

ール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレ

ッションプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇することは

ないため、対応が可能である。 

本重要事故シーケンスにおいて、仮に外部電源が喪失しても、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を最大負荷で 7

日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、外部電源喪失に伴い自

動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電
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を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計約 760kL 必要

である。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用

軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可

能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能喪失」に対して

申請者が炉心損傷防止対策として計画している代替自動減圧回路を用いた逃が

し安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧、低圧炉心スプレイ系及

び残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却等が、事象進展の特徴を捉

えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失敗＋原子炉

手動減圧失敗」において、代替自動減圧回路を用いた逃がし安全弁（自動減圧機

能）による原子炉圧力容器の減圧、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧

注水モード）による炉心の冷却等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉

心損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解

析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足

することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より

厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（高圧炉心スプレイ系等）

の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回

復も重要な炉心損傷防止対策となり得る。 

また、代替自動減圧回路を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉

圧力容器の減圧、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る炉心の冷却等により炉心の損傷を回避した後、残留熱除去系（サプレッション

プール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱等の対策をとることによ

り、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失敗

＋原子炉手動減圧失敗」における対策の有効性を確認したことにより、その対策

が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 
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以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能

喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると

判断した。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．３ 全交流動力電源喪失 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」では、外部電源、非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失後（※27）、交流動

力電源を必要とする安全機能を有する機器が機能を喪失する「全交流動力電源喪失

（長期 TB）」において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

さらに、「全交流動力電源喪失（長期 TB）」に原子炉隔離時冷却系の本体故障によ

る高圧注水失敗が重畳する「全交流動力電源喪失（TBU）」、直流電源の喪失が重畳

する「全交流動力電源喪失（TBD）」及び逃がし安全弁の開固着による再閉失敗が重

畳する「全交流動力電源喪失（TBP）」を考慮し、計 4つの事故シーケンスグループ

において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

１－１ 全交流動力電源喪失（長期 TB） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」（以下

本節において「本事故シーケンスグループ」という。）の特徴及びその対策を以

下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：外部電源、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能を喪失する。原子炉隔離

時冷却系が起動し炉心の冷却が維持されるが、その後、直流電源の枯渇に

より炉心を冷却できなくなり、逃がし安全弁からの水蒸気の流出により原

子炉水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、直流電源を確保し原子炉

隔離時冷却系による原子炉圧力容器への高圧注水によって原子炉水位を

維持しつつ、ガスタービン発電機による給電、原子炉圧力容器の減圧及び

原子炉圧力容器への低圧注水を行い、炉心を冷却する必要がある。さらに、

原子炉格納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉隔離時冷却系により炉心を冷却する。このため、125V

蓄電池 2A を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、原子炉

                             
（※27）ここでの非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失とは、設計基

準事故対処設備に位置付けている発電機の喪失をいう。 
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隔離時冷却系及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付け

る。 

さらに、ガスタービン発電機による給電を開始した後、逃がし安全弁（自

動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧及び低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施する。このため、ガスタービン発

電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタンクローリを

重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動

減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持並びに

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉補機代替冷却水系を

用いた残留熱除去系（低圧注水モード）により、炉心の冷却を継続すると

ともに、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッション

プール水冷却モード）により原子炉格納容器からの除熱を行う。このため、

原子炉補機代替冷却水系、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽

油タンク、軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新た

に整備するとともに、残留熱除去系（低圧注水モード）、残留熱除去系（サ

プレッションプール水冷却モード）及びサプレッションチェンバを重大事

故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失

敗）＋HPCS 失敗（蓄電池枯渇後 RCIC 停止）」を選定する。PRA の手法

により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認する必要があると

された事故シーケンスは上記のとおりであるが、ここでは「原子炉補

機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失」の重畳を考

慮する。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達等を取り扱う

ことができる SAFER を用いる。さらに、原子炉格納容器における各領

域間の流動、構造材との熱伝達等を取り扱うことができる MAAP を用

いる。 

c. 事故条件：外部電源、全ての非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心
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スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失し、全交流動力電源喪失に至

るものとする。 

d. 機器条件：原子炉隔離時冷却系は原子炉水位低（レベル 2）で自動

起動し、原子炉水位回復後は、原子炉水位低（レベル 2）から原子炉

水位高（レベル 8）の間で維持する。原子炉圧力容器への注水流量は

設計値である 90.8m3/h とする。原子炉圧力容器の減圧には逃がし安全

弁（自動減圧機能）2個を使用するものとし、1個当たりの容量は設計

値とする。減圧後の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性（最大

130m3/h）に従うものとする。ガスタービン発電機による給電を開始し

た後の残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注

水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性に従うものとし（最大

1,191m3/h）、原子炉水位回復後は、原子炉水位低（レベル 3）から原子

炉水位高（レベル 8）の間で維持しつつ、原子炉注水の停止期間中に

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格

納容器からの除熱を実施する。原子炉補機代替冷却水系を用いた残留

熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）等の伝熱容量は設計

性能に基づき、熱交換器1基当たりサプレッションプール水温154℃、

海水温度 26℃において約 16MW とする。 

e. 操作条件：ガスタービン発電機による給電の開始時間は、事象発生

から 24 時間後とする。この条件に関連して、逃がし安全弁（自動減圧

機能）による原子炉圧力容器の減圧及び低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による炉心の冷却開始時間は事象発生から 24 時間後と

し、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッション

プール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱開始時間は事

象発生から 25 時間後とする。残留熱除去系（低圧注水モード）による

炉心の冷却は、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱開始後に、原子炉水位が原子炉水位

低（レベル 3）に到達した場合に実施する。 

原子炉隔離時冷却系を含めて必要な直流電源については、事象発生

から 1時間後までに中央制御室において不要な負荷を切り離し、事象

発生から 8時間後に現場において不要な負荷の切離しを実施する。こ

れにより、事象発生から 24 時間にわたり、直流電源を確保する。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 
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a. 全交流動力電源喪失の発生後、主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉

圧力容器内が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作

動により原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.77MPa[gage]

に抑えられる。原子炉隔離時冷却系による炉心の冷却によって、原子

炉水位は維持される。また、事象発生から 24 時間後のガスタービン発

電機による給電の開始後、逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子

炉圧力容器の減圧に伴い、原子炉水位は低下するが、低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水により原子

炉水位は回復し、炉心の冷却が維持されることによって、PCT は事象

発生前の値を上回ることがなく約 309℃となる。また、燃料被覆管の

酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度は徐々に上昇するが、

事象発生から 25 時間後、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）により原子炉格納容器か

らの除熱を実施する。これにより、原子炉格納容器バウンダリにかか

る最高圧力は約 0.366MPa[gage]、最高温度は約 153℃に抑えられる。 

c. 原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却と、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系

（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの

除熱を交互に切り替えることにより原子炉及び原子炉格納容器を安

定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER の燃料被覆管温度の評価結果は、炉心が冠水維持される場合

において、試験データと概ね一致する。有効性評価解析においても、

炉心の冠水が概ね維持され、燃料被覆管温度は事象発生前の値を上回

ることがないことから、評価項目となるパラメータに与える影響はな

い。また、燃料被覆管温度を起点としている操作はないことから、解

析コードにおける特有の傾向が運転員等の操作時間に与える影響はな

い。 
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MAAP の原子炉格納容器の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の検

証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃程

度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体とし

ては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現すること

が確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。また、格納容器圧力及び温度を起点

としている操作はないことから、運転員等の操作時間に与える影響は

ない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は

緩和されるが、炉心の冷却は原子炉隔離時冷却系の自動起動によ

り行われ、燃料被覆管温度を操作開始の起点としている運転員等

の操作はないため、運転員等の操作時間に与える影響はない。ま

た、炉心の冠水が概ね維持されており、燃料被覆管温度は事象発

生前の値を上回ることがないことから、評価項目を満足すること

に変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

現場における直流電源の負荷切離しは、事象発生 8 時間後から

操作時間 60 分で実施するとしているが、負荷切離しの対象となる

負荷について 9.5 時間以上給電を継続可能であるため、時間余裕

がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の

操作時間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の

余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は30名である。

これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等

対応要員は 30 名であり対応が可能である。 
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② 本重要事故シーケンスにおいて、原子炉隔離時冷却系及び低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行っ

た場合に必要となる水は、約 760m3 である。これに対して、復水貯蔵タン

クに約 1,192m3の水を保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッ

ションプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇することはな

いため、対応が可能である。 

ガスタービン発電機を7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

414kL、原子炉補機代替冷却水系用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日

間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 42kL、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）により復水貯蔵タンクへ 7日間給水した場合に必要となる軽油量

は約 32kL であり、合計約 488kL 必要である。これに対して、軽油タンクに

約 755kL、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の

軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスター

ビン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。さら

に、必要な直流負荷に対して、不要な直流負荷の切離しを行うことから、

蓄電池の容量は十分大きいため、対応が可能である。 

 

１－２ 全交流動力電源喪失（TBU） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBU）」（以下本節

において「本事故シーケンスグループ」という。）の特徴及びその対策を以下の

とおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：外部電源、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能を喪失すると同時に原

子炉隔離時冷却系の本体故障により原子炉隔離時冷却系が機能を喪失す

る。このため、炉心を冷却できず、逃がし安全弁からの水蒸気の流出によ

り原子炉水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、直流電源を確保し高圧代

替注水系による原子炉圧力容器への高圧注水によって原子炉水位を維持

しつつ、ガスタービン発電機による給電、原子炉圧力容器の減圧及び原子

炉圧力容器への低圧注水を行い、炉心を冷却する必要がある。さらに、原

子炉格納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：高圧代替注水系により炉心を冷却する。このため、高圧代
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替注水系及び125V蓄電池 2Bを重大事故等対処設備として新たに整備する

とともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、ガスタービン発電機による給電を開始した後、逃がし安全弁（自

動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧及び低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施する。このため、ガスタービン発

電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタンクローリを

重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動

減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失

（長期 TB）」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失

敗）＋高圧注水失敗（RCIC 本体の機能喪失）」を選定する。 

PRA の手法により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認する

必要があるとされた事故シーケンスは上記のとおりであるが、ここで

は「原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失」

の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期

TB）」と同一である。 

c. 事故条件：外部電源、全ての非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失し、全交流動力電源喪失に至

るものとする。さらに、原子炉隔離時冷却系が本体故障により機能喪

失するものとする。 

d. 機器条件：高圧代替注水系は中央制御室から遠隔で手動起動し、原

子炉水位回復後は原子炉水位低（レベル 2）から原子炉水位高（レベ

ル 8）の間で維持する。原子炉圧力容器への注水流量は設計値である

90.8m3/h とする。 

その他の機器条件は、原子炉隔離時冷却系が機能喪失している点を

除き、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同

一である。 
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e. 操作条件：高圧代替注水系による炉心の冷却開始時間は、事象発生

から 15 分後とする。 

ガスタービン発電機による給電、原子炉圧力容器の減圧、低圧代替

注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却、原子炉補機代替

冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱及び残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却の操作の条件は事故シーケンスグループ「全交流動

力電源喪失（長期 TB）」と同一である。 

高圧代替注水系を含めて必要な直流負荷については、事象発生から

1 時間後までに中央制御室において不要な負荷を切り離し、事象発生

から 8時間後に現場において不要な負荷の切離しを実施する。これに

より、事象発生から 24時間にわたり、直流電源を確保する。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源喪失の発生後、原子炉隔離時冷却系の起動に失敗す

るが、高圧代替注水系による炉心の冷却によって原子炉水位は維持さ

れる。 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と比較

した場合、手動起動の高圧代替注水系は、原子炉隔離時冷却系の機能

喪失の確認及び起動操作に時間を要するため、自動起動の原子炉隔離

時冷却系よりも起動の開始が遅れ、原子炉水位は原子炉水位低（レベ

ル 2）程度まで低下するが、その後の高圧代替注水系による炉心の冷

却により原子炉水位は回復する。原子炉水位回復後において、原子炉

隔離時冷却系及び高圧代替注水系以外の操作条件は同一であるため、

事象進展の過程を通して、解析結果は「全交流動力電源喪失（長期 TB）」

と概ね同様となる。 

以上のことから、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足してい

る。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一

である。 

416



 

189 

 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は

緩和されるが、炉心の冷却は原子炉隔離時冷却系の機能喪失の確

認を起点とした高圧代替注水系の手動起動により行われ、燃料被

覆管温度を操作開始の起点としている運転員等の操作はないため、

運転員等の操作時間に与える影響はない。また、炉心の冠水が概

ね維持されており、燃料被覆管温度は事象発生前の値を上回るこ

とがないことから、評価項目を満足することに変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

高圧代替注水系による炉心の冷却開始時間は事象発生から 15

分後としているが、この時間は保守性を考慮して遅めに設定され

ており、実際の開始時間は早まる。この操作を行う運転員は、他

の操作との重複がないことから、高圧代替注水系による炉心の冷

却開始時間が変動しても、他の運転員等の操作時間に与える影響

はない。 

高圧代替注水系による炉心の冷却開始が遅れた場合でも、事象

発生から 50 分後（解析上の開始時間に対して 35 分の遅れ）に炉

心の冷却を開始した場合、炉心が一旦露出して燃料被覆管温度が

上昇するものの、その最高温度は約 458℃であり 1,200℃を超えな

いため、評価項目を満足することに変わりはない。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の

操作時間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の

余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、事故シーケ

ンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可

能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、高圧代替注水系及び低圧代替注水系
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（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行っ

た場合に必要となる水は、約 730m3 である。これに対して、復水貯蔵タン

クに約 1,192m3の水を保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッ

ションプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇することはな

いため、対応が可能である。 

軽油量については、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長

期 TB）」と同一であり、対応が可能である。 

また、重大事故等対策に必要な電力供給量については、事故シーケンス

グループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可能で

ある。さらに、必要な直流負荷に対して、不要な直流負荷の切離しを行う

ことから、蓄電池の容量は十分大きいため、対応が可能である。 

 

１－３ 全交流動力電源喪失（TBD） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBD）」（以下本節

において「本事故シーケンスグループ」という。）の特徴及びその対策を以下の

とおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：外部電源、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能を喪失すると同時に直

流電源が機能を喪失するため、原子炉隔離時冷却系を起動できない。この

ため、炉心を冷却できず、逃がし安全弁からの水蒸気の流出により原子炉

水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、代替直流電源を確保し高

圧代替注水系による原子炉圧力容器への高圧注水によって原子炉水位を

維持しつつ、ガスタービン発電機による給電、原子炉圧力容器の減圧及び

原子炉圧力容器への低圧注水を行い、炉心を冷却する必要がある。さらに、

原子炉格納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：高圧代替注水系により炉心を冷却する。このため、高圧代

替注水系及び 125V 代替蓄電池を重大事故等対処設備として新たに整備す

るとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、ガスタービン発電機による給電を開始した後、逃がし安全弁（自

動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧及び低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施する。このため、ガスタービン発

電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタンクローリを
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重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動

減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失

（長期 TB）」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失

敗）＋直流電源喪失＋HPCS 失敗」を選定する。 

PRA の手法により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認する

必要があるとされた事故シーケンスは上記のとおりであるが、ここで

は「原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失」

の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期

TB）」と同一である。 

c. 事故条件：外部電源、全ての非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失し、全交流動力電源喪失に至

るものとする。さらに、原子炉隔離時冷却系が直流電源喪失により機

能喪失するものとする。 

d. 機器条件：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBU）」

と同一である。 

e. 操作条件：高圧代替注水系による炉心の冷却開始時間は、125V 代替

蓄電池からの受電操作等を考慮し、事象発生から 40 分後とする。 

ガスタービン発電機による給電、原子炉圧力容器の減圧、低圧代替

注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却、原子炉補機代替

冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱及び残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却の操作の条件は事故シーケンスグループ「全交流動

力電源喪失（長期 TB）」と同一である。 

高圧代替注水系を含めて必要な直流負荷については、事象発生から

8時間後に現場において不要な負荷の切離しを実施する。これにより、

事象発生から 24時間にわたり、直流電源を確保する。 
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② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源喪失の発生後、主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉

圧力容器内が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作

動により原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.77MPa[gage]

に抑えられる。原子炉圧力の上昇に伴う逃がし安全弁からの水蒸気の

流出により原子炉水位が低下し、一時的に炉心が露出することにより

被覆管温度は上昇するが、高圧代替注水系による炉心の冷却により、

PCT は約 309℃に抑えられる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が

著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度は徐々に上昇するが、

事象発生から 25 時間後、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）により原子炉格納容器か

らの除熱を実施する。これにより、原子炉格納容器バウンダリにかか

る最高圧力は約 0.375MPa[gage]、最高温度は約 155℃に抑えられる。 

c. 原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却と、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系

（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの

除熱を交互に切り替えることにより原子炉及び原子炉格納容器を安

定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER は、試験データと比較して燃料被覆管温度を高く評価する傾

向がある。このため、実際の燃料被覆管温度は解析結果より低くなり、

評価項目に対する余裕は大きくなる。また、燃料被覆管温度を起点と

している操作はないことから、解析コードにおける特有の傾向が運転

員等の操作時間に与える影響はない。 

MAAP の不確かさの影響については、事故シーケンスグループ「全交

流動力電源喪失（長期 TB）」と同一である。 
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b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は

緩和されるが、炉心の冷却は原子炉隔離時冷却系の機能喪失の確

認を起点とした高圧代替注水系の手動起動により行われ、燃料被

覆管温度を操作開始の起点としている運転員等の操作はないため、

運転員等の操作時間に与える影響はない。また、実際の燃料被覆

管温度の上昇は、解析結果よりも緩和されることから、評価項目

に対する余裕は大きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

高圧代替注水系による炉心の冷却開始時間は事象発生から 40

分後としているが、この時間は保守性を考慮して遅めに設定され

ており、実際の開始時間は早まる。この操作を行う運転員は、他

の操作との重複がないことから、高圧代替注水系による炉心の冷

却開始時間が変動しても、他の運転員等の操作時間に与える影響

はない。 

高圧代替注水系による炉心の冷却開始が遅れた場合でも、事象

発生から 50 分後（解析上の開始時間に対して 10 分の遅れ）に炉

心の冷却を開始した場合、炉心が一旦露出して燃料被覆管温度が

上昇するものの、その最高温度は約 458℃であり 1,200℃を超えな

いため、評価項目を満足することに変わりはない。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の

操作時間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の

余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、事故シーケ

ンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可

能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、高圧代替注水系及び低圧代替注水系
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（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行っ

た場合に必要となる水は、約 730m3 である。これに対して、復水貯蔵タン

クに約 1,192m3の水を保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッ

ションプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇することはな

いため、対応が可能である。 

軽油量については、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長

期 TB）」と同一であり、対応が可能である。 

また、重大事故等対策に必要な電力供給量については、事故シーケンス

グループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可能で

ある。さらに、必要な直流負荷に対して、不要な直流負荷の切離しを行う

ことから、蓄電池の容量は十分大きいため、対応が可能である。 

 

１－４ 全交流動力電源喪失（TBP） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBP）」（以下本節

において「本事故シーケンスグループ」という。）の特徴及びその対策を以下の

とおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：外部電源、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能を喪失すると同時に1個

の逃がし安全弁が開状態のまま固着する。このため、原子炉隔離時冷却系

が起動して炉心が冷却されるが、開固着した逃がし安全弁からの水蒸気の

流出により原子炉圧力が低下する。原子炉隔離時冷却系が機能喪失した後、

原子炉水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉隔離時冷却系が停

止し炉心損傷に至る前に、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポ

ンプ）による原子炉圧力容器への低圧注水を行い、炉心を冷却する必要が

ある。さらに、原子炉格納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉隔離時冷却系により炉心を冷却する。このため、125V

蓄電池 2A を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、原子炉

隔離時冷却系及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付け

る。 

また、原子炉隔離時冷却系が機能喪失した後、逃がし安全弁（自動減圧

機能）により原子炉圧力容器を減圧し、低圧代替注水系（常設）（直流駆動

低圧注水系ポンプ）により炉心を冷却する。このため、直流駆動低圧注水
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系ポンプ、125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B 及び 250V 蓄電池を重大事故等

対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動減圧機能）

を重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、ガスタービン発電機による給電を開始した後、低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施する。このため、ガス

タービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタン

クローリを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、復水移送

ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失

（長期 TB）」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失

敗）＋SRV 再閉失敗＋HPCS 失敗」を選定する。 

PRA の手法により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認する

必要があるとされた事故シーケンスは上記のとおりであるが、ここで

は「原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失」

の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期

TB）」と同一である。 

c. 事故条件：外部電源、全ての非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失し、全交流動力電源喪失に至

るものとする。さらに、1個の逃がし安全弁が開固着するものとする。 

d. 機器条件：原子炉隔離時冷却系は原子炉水位低（レベル 2）で自動

起動し、原子炉圧力が 1.04MPa[gage]に低下するまで炉心の冷却を継

続するものとする。原子炉圧力容器への注水流量は設計値である

90.8m3/h とする。原子炉圧力容器の減圧には逃がし安全弁（自動減圧

機能）1個（開固着している弁を除く。）を使用するものとし、1個当

たりの容量は設計値とする。減圧後の低圧代替注水系（常設）（直流駆

動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉

圧力に応じた注水特性（最大 80m3/h）に従うものとする。 

ガスタービン発電機による給電を開始した後の低圧代替注水系（常
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設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉

圧力に応じた注水特性（最大 130m3/h）に従うものとする。原子炉補機

代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性に従うものと

し（最大 1,191m3/h）、原子炉水位回復後は、原子炉水位低（レベル 3）

から原子炉水位高（レベル 8）の間で維持しつつ、原子炉注水の停止

期間中に残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による

原子炉格納容器からの除熱を実施する。 

原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプ

ール水冷却モード）等の伝熱容量は設計性能に基づき、熱交換器 1基

当たりサプレッションプール水温 154℃、海水温度 26℃において約

16MW とする。 

e. 操作条件：低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）に

よる炉心の冷却開始時間は、系統の構成等に要する時間を考慮して、

事象発生から 52分後とする。逃がし安全弁（自動減圧機能）による原

子炉圧力容器の減圧は、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系

ポンプ）による原子炉注水の準備が終了し、原子炉隔離時冷却系によ

る原子炉注水が停止した時点で実施する。ガスタービン発電機による

給電、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却、

原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱及び残留熱除去系

（低圧注水モード）による炉心の冷却の操作の条件は、事故シーケン

スグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一である。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）を含めて必要

な直流負荷については、事象発生から 1時間後までに中央制御室にお

いて不要な負荷を切り離し、事象発生から 8時間後に現場において不

要な負荷の切離しを実施する。これにより、事象発生から 24 時間にわ

たり、直流電源を確保する。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源喪失の発生後、主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉

圧力容器内が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作

動により原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.77MPa[gage]

に抑えられる。原子炉隔離時冷却系による炉心の冷却によって、原子

炉水位は維持されるが、逃がし安全弁が開固着しているため、事象発
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生から約 52 分後に原子炉隔離時冷却系が停止する。また、逃がし安全

弁（自動減圧機能）の手動操作による原子炉圧力容器の減圧に伴い、

原子炉水位は低下するが、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水

系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水により原子炉水位は回復し、

炉心の冷却が維持されることによって、PCT は事象発生前の値を上回

ることがなく約 309℃となる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応

が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度は徐々に上昇するが、

事象発生から 25 時間後、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）により原子炉格納容器か

らの除熱を実施する。これにより、原子炉格納容器バウンダリにかか

る最高圧力は約 0.345MPa[gage]、最高温度は約 147℃に抑えられる。 

c. 原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却と、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系

（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの

除熱を交互に切り替えることにより原子炉及び原子炉格納容器を安

定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一で

ある。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は

緩和されるが、速やかに低圧注水手段を準備する手順に変わりは

なく、燃料被覆管温度を操作開始の起点としている運転員等の操

作はないため、運転員等の操作時間に与える影響はない。また、

炉心の冠水が概ね維持されており、燃料被覆管温度は事象発生前

の値を上回ることがないことから、評価項目を満足することに変
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わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による炉

心の冷却開始時間は事象開始から 52 分後としている。この操作を

行う運転員は、他の操作との重複がないことから、低圧代替注水

系による炉心の冷却開始時間が変動しても、他の運転員等の操作

時間に与える影響はない。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による炉

心の冷却開始が遅れた場合でも、事象発生から 85 分後（解析上の

開始時間に対して 33 分の遅れ）に低圧代替注水系（常設）（直流

駆動低圧注水系ポンプ）による炉心の冷却を開始した場合、PCT は

約 743℃となり 1,200℃を超えないため、評価項目を満足すること

に変わりはない。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の

操作時間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の

余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、事故シーケ

ンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可

能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系

（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行った場合に必要と

なる水は、約 780m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3の

水を保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッションプール水を

水源とし循環させることから、水源が枯渇することはないため、対応が可

能である。 

軽油量については、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長
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期 TB）」と同一であり、対応が可能である。 

また、重大事故等対策に必要な電力供給量については、事故シーケンス

グループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可能で

ある。さらに、必要な直流負荷に対して、不要な直流負荷の切離しを行う

ことから、蓄電池の容量は十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」に

対して申請者が炉心損傷防止対策として計画している直流電源を用いた蒸気駆

動の原子炉隔離時冷却系による炉心の冷却、事故シーケンスグループ「全交流動

力電源喪失（TBU）」に対して申請者が炉心損傷防止対策として計画している直流

電源を用いた蒸気駆動の高圧代替注水系による炉心の冷却、事故シーケンスグル

ープ「全交流動力電源喪失（TBD）」に対して申請者が炉心損傷防止対策として計

画している代替直流電源を用いた蒸気駆動の高圧代替注水系による炉心の冷却、

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBP）」に対して申請者が炉心損

傷防止対策として計画している直流駆動低圧注水系ポンプによる炉心の冷却、さ

らに、これらの事故シーケンスグループに対して計画しているガスタービン発電

機による給電、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッション

プール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱、復水移送ポンプによる

炉心の冷却又は原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却等が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

各事故シーケンスグループにおいて、原子炉隔離時冷却系、高圧代替注水系、

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低

圧注水系ポンプ）又は残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却等を行

った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評価項目をいずれも

満足しており、さらに、申請者が使用した解析コード及び解析条件の不確かさを

考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりがないことを確認

した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機

能を喪失した設備（非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機、原子炉補機冷却水系等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当

たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対策となり得る。 

また、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）又は低圧代替注水系（常設）

（直流駆動低圧注水系ポンプ）による炉心の冷却により炉心の損傷を回避した後、

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器から

の除熱等の対策をとることにより、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導く

ことができることを確認した。 
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さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、事故シーケンスグループ「全交

流動力電源喪失」を 4つの事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期

TB）」、「全交流動力電源喪失（TBU）」、「全交流動力電源喪失（TBD）」及び「全交流

動力電源喪失（TBP）」に分割し、各事故シーケンスグループにおける対策の有効

性を確認したことにより、その対策が事故シーケンスグループ「全交流動力電源

喪失」に対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」

に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると判断し

た。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）重要事故シーケンスの選定及び事故シーケンスグループの分割 

申請者は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に対する重大事

故等対策の有効性を確認するための重要事故シーケンスとして、当初は「全交

流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失敗）＋HPCS 失敗」のみを選定し、他の事

故シーケンスは他の事故シーケンスグループにおける評価により包絡される

としていた。 

規制委員会は、機能喪失及び事象進展に関する事故シーケンスグループ間の

包絡関係を明確化することを求めた。 

申請者は、原子炉隔離時冷却系の機能喪失要因及び対策の包絡性の観点から、

4 つの事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」、「全交流動

力電源喪失（TBU）」、「全交流動力電源喪失（TBD）」及び「全交流動力電源喪失

（TBP）」を選定するとともに、各事故シーケンスグループから重要事故シーケ

ンスを選定した上で有効性評価を実施するとした。 

これにより、規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」

に対する重要事故シーケンスの選定及び事故シーケンスグループの分割が適

切であることを確認した。 

 

（２）事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBU）」及び「全交流

動力電源喪失（TBD）」に対する有効性評価 

428



 

201 

 

これらの事故シーケンスグループでは、原子炉隔離時冷却系が本体の故障又

は直流電源の喪失により機能を喪失する。規制委員会は、この条件下において

も炉心損傷を回避するための対策を求めた。 

申請者は、原子炉隔離時冷却系の代替となる高圧代替注水系を用いて、原子

炉隔離時冷却系の機能喪失確認に要する時間、高圧代替注水系の起動操作に要

する時間等を考慮した上で有効性評価を実施した。高圧代替注水系は、直流電

源を喪失しても負荷の切離しを行うことで代替直流電源のみで 24 時間の運転

が可能であり、原子炉隔離時冷却系と同一の注水特性であることから、事故シ

ーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と概ね同様の手順により

炉心損傷が回避できることが示された。 

これにより、規制委員会は、高圧代替注水系及び代替直流電源を用いた重大

事故等対策の有効性を確認した。 

 

（３）事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBP）」に対する有効

性評価 

本事故シーケンスグループでは、原子炉圧力が低下し続けるため蒸気駆動の

原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系が短時間で停止するとともに、開固着

した逃がし安全弁から冷却材が流出し続ける。このため、申請者は、炉心損傷

を防止できないとし、有効性評価ガイドの解析条件「交流動力電源は 24 時間

使用できないものとする」の適用を除外するとしていた。 

規制委員会は、この場合、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられて

いるとは言えないことから、本事故シーケンスグループに対しても解析条件

「交流動力電源は 24 時間使用できないものとする」を適用した上で、駆動源

の異なる注水等、多様な手段による対策を検討するよう求めた。 

申請者は、本事故シーケンスグループにおいてこの解析条件を設定し、全交

流動力電源喪失環境下における系統の構成等の成立性を考慮した上で、直流駆

動低圧注水系ポンプによる原子炉圧力容器への注水等による対策の有効性を

示した。 

これにより、規制委員会は、本事故シーケンスグループにおいて、重大事故

等対策の有効性が示されたことを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．４ 崩壊熱除去機能喪失 

事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」では、崩壊熱除去系のサポート
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系（※28）故障とフロントライン系（※28）故障の場合とでは、炉心損傷防止対策が

異なることを踏まえて、両故障についてそれぞれ事故シーケンスを選定する。サポ

ート系故障の事故シーケンスグループとして、１）「崩壊熱除去機能喪失（取水機

能が喪失した場合）」を、フロントライン系故障の事故シーケンスグループとして、

２）「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」を選定し、各事故シ

ーケンスグループについて、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

１－１ 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失

した場合）」（以下本節において「本事故シーケンスグループ」という。）の

特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故（LOCA を除く。）の発生後、原子炉圧力容器への注水により炉心冷

却には成功するが、海水を取水する機能を喪失することに伴い最終ヒート

シンクへ熱を輸送できなくなることにより、原子炉格納容器からの除熱機

能を喪失し、原子炉格納容器内の圧力上昇を抑制できないため、原子炉格

納容器が先行破損に至る。これに伴い原子炉圧力容器への注水の継続がで

きなくなる場合、原子炉水位の低下により炉心が露出し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉格納容器からの除

熱を実施し、炉心の冷却を継続する必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉隔離時冷却系による炉心の冷却を実施し、逃がし安

全弁（自動減圧機能）により原子炉圧力容器を減圧した後は、低圧代替注

水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施する。このため、

125V 蓄電池 2A、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、

軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備す

るとともに、原子炉隔離時冷却系、逃がし安全弁（自動減圧機能）、復水

移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持及び低

圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により、炉心の冷却を継続する。

その後、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱を交互に実施する。このため、原子炉補

                             
（※28）フロントライン系とは、設計基準事故対処設備のうち、所要の安全機能を直接果たす設備をいい、フ

ロントライン系が機能を果たすのに必要な設備をサポート系という。以下同じ。 
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機代替冷却水系、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、

軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備す

るとともに、残留熱除去系（低圧注水モード）、残留熱除去系（サプレッ

ションプール水冷却モード）及びサプレッションチェンバを重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定を以下の

とおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除

去失敗（取水機能が喪失した場合）」を選定する。（ここで、逃がし

安全弁の再閉は成功している。）これは、対策の実施に対する余裕時

間の観点では、給水流量が全喪失しているため、事象進展が早いこと

など、より厳しい事故シーケンスであることから選定する。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達等を取り扱う

ことができる SAFER を用いる。さらに、原子炉格納容器における領域

間の流動、構造材との熱伝達等を取り扱うことができる MAAP を用い

る。 

c. 事故条件：外部電源はないものとする。海水を取水する機能を喪失

することに伴い、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機の使用ができなくなる。これに、外部電源の喪失を重

畳させることにより全交流動力電源喪失となり、ガスタービン発電機

による重大事故等対処設備への給電が必要になることなどにより、要

員及び資源等の観点では、厳しい設定となる。 

d. 機器条件：原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注

水モード）による原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じ

た注水特性（最大 1,191m3/h）に従うものとする。原子炉補機代替冷却

水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の

伝熱容量は設計性能に基づき、熱交換器 1基当たりサプレッションプ

ール水温 154℃、海水温度 26℃において 16MW とする。 

e. 操作条件：ガスタービン発電機からの給電の開始時間は、事象発生

から 15 分後とする。逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力

容器の減圧、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心

の冷却開始時間は、サプレッションプール熱容量制限値を考慮し、事
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象発生から 8時間後とする。原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱

除去系（サプレッションプール水冷却モード）の開始時間は、原子炉

補機代替冷却水系の準備時間を考慮して、事象発生から 24 時間後と

する。原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モー

ド）による原子炉圧力容器への注水は、原子炉水位が原子炉水位低（レ

ベル 3）に到達した場合に実施する。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 海水を取水する機能を喪失することに伴い、従属的に、残留熱除去

系の除熱の機能、非常用炉心冷却系の機能、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能が喪失する。原子炉

隔離時冷却系により炉心を冷却するとともに、逃がし安全弁（逃がし

弁機能）の作動により原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は、約

7.68MPa[gage]に抑えられる。 

事象発生から 8時間後、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動操作

による原子炉圧力容器の減圧に伴い、原子炉水位は低下するが、低圧

代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により炉心の冷却を維持する

ことによって、PCT は事象発生前の値を上回ることがなく約 309℃と

なる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被

覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が、原子炉格納容器内に流入す

ることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度は徐々に上昇するが、

事象発生から 24 時間後、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）により原子炉格納容器か

らの除熱を実施する。これにより、原子炉格納容器バウンダリにかか

る最高圧力は約 0.311MPa[gage]、最高温度は約 143℃に抑えられる。 

c. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持及び原子炉補機代替冷却水

系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却の継続、

原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱により、原子炉及

び原子炉格納容器を安定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 
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申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER の燃料被覆管温度の評価結果は、炉心が冠水維持される場合

において、試験データと概ね一致する。有効性評価解析においても、

炉心の冠水が概ね維持され、燃料被覆管温度は事象発生前の値を上回

ることがないことから、評価項目となるパラメータに与える影響はな

い。また、燃料被覆管温度を起点としている操作はないことから、解

析コードにおける特有の傾向が運転員等の操作時間に与える影響はな

い。 

MAAP の原子炉格納容器の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の検

証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃程

度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体とし

ては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現すること

が確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。また、原子炉格納容器内の圧力及び

温度を起点としている操作はないことから、解析コードにおける特有

の傾向が運転員等の操作時間に与える影響はない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は、

解析結果よりも緩和されることから、評価項目に対する余裕は大

きくなる。また、減圧後速やかに低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による炉心の冷却に移行する手順に変わりはなく、

燃料被覆管温度を操作開始の起点としている運転員等の操作はな

いため、運転員等の操作時間に与える影響はない。また、炉心の

冠水が概ね維持されており、燃料被覆管温度は事象発生前の値を

上回ることがないことから、評価項目を満足することに変わりは

ない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉補機代替冷却水系の運転開始時間は事象発生の 24 時間

後としており、準備時間の余裕も含めて設定していることから、

実際の開始時間は早まる可能性がある。実際の開始時間が早まる

場合には、原子炉格納容器内の圧力及び温度を早期に低下させる

ことから、評価項目に対する余裕が大きくなる。 
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原子炉補機代替冷却水系の操作開始が遅れる場合においても、

原子炉格納容器の限界圧力 0.854MPa［gage］に至る時間は、過圧

の観点で厳しい「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」においても事象発生約 51

時間後であり、約 26 時間以上の余裕があることから、十分な時間

余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事

故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、原子炉隔離時冷却系及び低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行っ

た場合に必要となる水は、約 770m3 である。これに対して、復水貯蔵タン

クに約 1,192m3の水を保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッ

ションチェンバのプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇す

ることはないため、対応が可能である。 

ガスタービン発電機を7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

414kL、原子炉補機代替冷却水系用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日

間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 42kL、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）により復水貯蔵タンクへ 7日間給水した場合に必要となる軽油量

は約 32kL であり、合計約 488kL 必要である。これに対して、軽油タンクに

約 755kL、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の

軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスター

ビン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 
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１－２ 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が

故障した場合）」（以下本節において「本事故シーケンスグループ」という。）

の特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故（LOCA を除く。）の発生後、原子炉圧力容器への注水により炉心冷

却には成功するが、残留熱除去系の故障により原子炉格納容器からの除熱

機能を喪失し、原子炉格納容器内の圧力上昇を抑制できないため、原子炉

格納容器が先行破損に至る。これに伴い、原子炉圧力容器への注水の継続

ができなくなる場合、原子炉水位の低下により炉心が露出し、炉心損傷に

至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉格納容器内の冷却

及び原子炉格納容器からの除熱を実施し、炉心の冷却を継続する必要があ

る。 

③ 初期の対策：原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による炉心の

冷却を実施し、原子炉圧力容器を減圧した後は、高圧炉心スプレイ系によ

る炉心の冷却を継続する。このため、逃がし安全弁（自動減圧機能）、原

子炉隔離時冷却系、高圧炉心スプレイ系、サプレッションチェンバ及び復

水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持及び高

圧炉心スプレイ系により、炉心の冷却を継続するとともに、原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却を実施す

る。その後、原子炉格納容器からの除熱を実施する。この場合、残留熱除

去系が機能喪失していることから、原子炉格納容器フィルタベント系又は

耐圧強化ベント系のいずれかを用いる。このため、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）、ガスタービン発電設備軽油タンク、タンクローリ、原子炉格納

容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を重大事故等対処設備とし

て新たに整備する。なお、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化

ベント系には、サプレッションチェンバ側及びドライウェル側の 2経路が

ある。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定を以下の
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とおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除

去失敗（残留熱除去系が故障した場合）」を選定する。選定の理由は、

事故シーケンスグループ「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除

去失敗（取水機能が喪失した場合）」と同一である。 

b. 解析コード：事故シーケンスグループ「過渡事象（給水流量の全喪

失）＋崩壊熱除去失敗（取水機能が喪失した場合）」と同一である。 

c. 事故条件：外部電源はあるものとする。これは、事象発生と同時に

再循環ポンプが停止しないことにより、原子炉水位低（レベル 3）に

よる原子炉スクラムまでは原子炉出力が高く維持されるため、原子炉

水位の低下が早く、事象初期における炉心冷却の観点では厳しい設定

となる。 

d. 機器条件：高圧炉心スプレイ系は原子炉水位低（レベル 2）で自動

起動し、原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた注水特

性（最大 1,050m3/h）に従うものとする。原子炉隔離時冷却系は原子炉

水位低（レベル 2）で自動起動し、原子炉圧力容器への注水流量は設

計値である 90.8m3/h とする。原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可

搬型）によるスプレイ流量は、原子炉格納容器内の圧力及び温度の抑

制に必要な量を考慮して 88m3/h とする。原子炉格納容器フィルタベン

ト系の排気流量は、原子炉格納容器第一隔離弁を全開として、原子炉

格納容器内の圧力が 0.427MPa[gage]において、10.0kg/s とする。 

e. 操作条件：逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉減圧操作は、

サプレッションプール熱容量制限値を考慮し、事象発生から 8時間後

に実施する。高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系による原子

炉水位の回復後は、高圧炉心スプレイ系により原子炉水位を原子炉水

位低（レベル 2）から原子炉水位高（レベル 8）に維持する（※29）。

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却は、原子炉格納容器内の圧力が、0.384MPa[gage]に到達した

場合に実施する。サプレッションプール水位が真空破壊装置下端－

0.4m（通常運転水位＋2.0m）に到達後、原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）を停止し、原子炉格納容器内の圧力が 0.427MPa[gage]

に到達した場合に、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベ

ント系による原子炉格納容器からの除熱を実施する。 

                             
（※29）原子炉圧力容器への注水に原子炉隔離時冷却系を用いた場合は、高圧炉心スプレイ系を用いた場合と

比較して、原子炉隔離時冷却系の駆動蒸気として原子炉圧力容器内の蒸気を消費することになり、原子

炉格納容器内の圧力及び温度の上昇は緩和されることから、高圧炉心スプレイ系を用いた場合の条件に

包絡される。 
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② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 給水流量が全喪失した後、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系により炉心を冷却する。また、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の

作動により原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は、約

7.68MPa[gage]に抑えられる。 

原子炉水位が回復し、事象発生から 8時間後、逃がし安全弁（自動

減圧機能）により原子炉圧力容器を減圧し、高圧炉心スプレイ系によ

り炉心の冷却を継続する。これらにより、PCT は事象発生前の値を上

回ることがなく約 309℃となる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反

応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が、原子炉格納容器内に流入す

ることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度は徐々に上昇するが、

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器

内を冷却し、事象発生から約 44 時間後、原子炉格納容器フィルタベン

ト系又は耐圧強化ベント系により原子炉格納容器からの除熱を実施す

る。これらにより、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度

の最大値は、約 0.427MPa[gage]及び約 154℃に抑えられる。 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系の使用時

の敷地境界での実効線量は、事象発生から格納容器ベント実施までの

時間が同等である事故シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」で

の評価結果（原子炉格納容器フィルタベント系によるベント時：約

8.3×10-2mSv、耐圧強化ベント系によるベント時：約 7.9×10-2mSv）と

同等であり、5mSv を下回る。 

d. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持、高圧炉心スプレイ系によ

る炉心の冷却を継続し、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

による原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器フィルタベント系

又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器からの除熱により、原子

炉及び原子炉格納容器を安定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。また、c.より、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスク

を与えることはない。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

437



 

210 

 

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER の不確かさの影響については、「過渡事象（給水流量の全喪失）

＋崩壊熱除去失敗（取水機能が喪失した場合）」と同一である。 

MAAP の不確かさの影響についても、「過渡事象（給水流量の全喪失）

＋崩壊熱除去失敗（取水機能が喪失した場合）」と同一である。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は

緩和されるが、炉心の冷却は高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離

時冷却系の自動起動により行われ、燃料被覆管温度を操作開始の

起点としている運転員等の操作はないため、運転員等の操作時間

に与える影響はない。また、炉心の冠水が概ね維持されており、

燃料被覆管温度は事象発生前の値を上回ることがないことから、

評価項目を満足することに変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器からの除熱は、原子炉格納容器内の圧力が

0.427MPa[gage]に到達した時（事象発生から約 44 時間後）に中央

制御室からの遠隔操作で開始する。当該操作に失敗した場合は、

現場操作にて対応することとなり、約 1.5 時間操作開始が遅れる

可能性がある。その場合であっても、原子炉格納容器の限界圧力

の 0.854MPa[gage]に至る時間は、過圧の観点で厳しい「Ⅳ－１．

２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）」においても事象発生から約 51 時間後であり、約 6時

間以上の余裕があることから時間余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 
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① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事

故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時

冷却系による炉心の冷却並びに原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型）による原子炉格納容器内の冷却に必要となる水は、7 日間の対応を考

慮すると、約 3,750m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3、

淡水貯水槽に約 10,000m3、合計約 11,192m3の水を保有しており、対応が可

能である。 

本重要事故シーケンスにおいて、仮に外部電源が喪失しても、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を最大負荷で 7

日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）による復水貯蔵タンクへの給水及び格納容器代替スプレイを 7日

間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 32kL、外部電源喪失に伴い自

動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電

を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計 792kL 必要で

ある。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用軽

油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能

である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグル－プ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪

失した場合）」に対して、申請者が炉心損傷防止対策として計画している原子炉

隔離時冷却系等による炉心の冷却、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱等、

また、事故シーケンスグル－プ「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した

場合）」に対して、申請者が炉心損傷防止対策として計画している高圧炉心スプ

レイ系等による炉心の冷却、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベン

ト系による原子炉格納容器からの除熱等が、事象進展の特徴を捉えた対策である

と判断した。 

重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除去機能喪失（取

水機能が喪失した場合）」及び「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除去機

能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」において、原子炉隔離時冷却系による
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炉心の冷却等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評

価項目をいずれも満足しており、また、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばく

のリスクを与えることはなく、さらに、申請者が使用した解析コード及び解析条

件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりが

ないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定す

る観点から、機能を喪失した設備（残留熱除去系等）の復旧を期待していないが、

実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対

策となり得る。 

また、原子炉隔離時冷却系による炉心の冷却等により炉心の損傷を回避した後、

原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モ

ード）又は原子炉格納容器フィルタベント系若しくは耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器からの除熱等の対策をとることにより、原子炉及び原子炉格納容器

を安定状態へ導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除去機

能喪失（取水機能が喪失した場合）」及び「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩

壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」における対策の有効性を確

認したことにより、その対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると

判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」

に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると判断し

た。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．５ 原子炉停止機能喪失 
事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」（以下本節において「本事故シ

ーケンスグループ」という。）では、主蒸気隔離弁の誤閉止及び負荷の喪失等の運

転時の異常な過渡変化の発生後、原子炉停止機能が喪失した場合において、炉心損

傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 
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申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化の発生後に

原子炉停止機能が作動せず、原子炉出力を低下させることができないこと

から、原子炉圧力容器内の圧力が上昇することにより逃がし安全弁からの

水蒸気の流出が継続し、原子炉水位が低下することにより炉心が露出し、

炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉出力を低下させた

後、原子炉水位を維持することにより炉心の冷却を維持し、原子炉を停止

する必要がある。 

③ 初期の対策：ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）に

より原子炉出力を低下させる。その後、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心

スプレイ系により炉心の冷却を維持し、ほう酸水注入系により原子炉を未

臨界にする。なお、原子炉圧力容器内の圧力上昇は、逃がし安全弁（逃が

し弁機能）にて抑制する。また、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）

により自動減圧を阻止し、急減圧に伴う原子炉圧力容器への冷却水注水量

の増加による原子炉出力の急上昇を防止する。このため、ATWS 緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプトリップ機能）及び ATWS 緩和設備（自動減圧系作

動阻止機能）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、ほう

酸水注入系、逃がし安全弁（逃がし弁機能）、原子炉隔離時冷却系、高圧炉

心スプレイ系、復水貯蔵タンク及びサプレッションチェンバを重大事故等

対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：高圧炉心スプレイ系により炉心の冷却を継続す

るとともに、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）により

原子炉格納容器からの除熱を行う。このため、高圧炉心スプレイ系、残留

熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）、復水貯蔵タンク及びサプ

レッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「過渡事象（主蒸気隔離弁の誤閉止）＋原子炉

停止失敗」を選定する。これは、出力上昇の評価の観点では、主蒸気
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隔離弁の誤閉止に伴う原子炉圧力容器内の圧力上昇による正の反応度

印加が生じることから、より厳しい事故シーケンスとして選定する。 

b. 解析コード：炉心における核分裂出力、反応度フィードバック効果、

沸騰・ボイド率変化、原子炉圧力容器における冷却材流量変化等を取

り扱うことができる REDY を用いる。さらに、燃料棒内温度変化、燃料

棒表面熱伝達、沸騰遷移等を取り扱うことができる SCAT を用いる。な

お、同コードでは、リウェット現象の効果を考慮して評価する場合、

日本原子力学会標準で公開された相関式を用いる。 

c. 初期条件：炉心の状態は、平衡炉心のサイクル末期とする。これは、

サイクル末期の方がサイクル初期に比べて動的ボイド係数の絶対値が

大きいことから、主蒸気隔離弁閉止に伴う原子炉圧力上昇による正の

反応度印加の観点では厳しい設定となる。炉心流量は、原子炉定格出

力時の 85%とする。これは、初期炉心流量が小さいほど、初期のボイ

ド率が大きくなることから、主蒸気隔離弁閉止に伴う原子炉圧力上昇

による正の反応度印加の観点では厳しい設定となる。 

d. 事故条件：原子炉スクラムが失敗すること、手動での原子炉スクラ

ムは実施できないこと及び代替制御棒挿入機能は作動しないこととす

る。 

外部電源はあるものとする。これは、事象発生と同時に給復水及び

再循環ポンプがトリップしないことにより、原子炉出力が高く維持さ

れることから、PCT、原子炉格納容器内の圧力及びサプレッションプー

ル水温の上昇の観点では厳しい設定となる。 

e. 機器条件：ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

により、原子炉圧力高（7.35MPa[gage]）又は原子炉水位低（レベル 2）

で再循環ポンプが全台トリップするものとする。また、再循環ポンプ

が 1台以上トリップしている状態で、運転点（原子炉出力－炉心流量）

が運転特性図上の高出力－低炉心流量領域に入った場合に作動する選

択制御棒挿入についても作動しないものとする。ATWS 緩和設備（自動

減圧系作動阻止機能）により、中性子束高（10%以上）及び原子炉水位

低（レベル 2）で、自動減圧系及び代替自動減圧回路の作動が阻止さ

れるものとする。逃がし安全弁（逃がし弁機能）の自動作動により原

子炉圧力容器内の圧力上昇を抑制するものとし、1 個当たりの容量は

設計値とする。高圧炉心スプレイ系はドライウェル圧力高

（0.0137MPa[gage]）で自動起動し、原子炉圧力容器への注水流量は、

原子炉圧力に応じた大きめの注水特性（最大 1,190m3/h）に従うものと

し、原子炉出力の観点では厳しい設定となる。原子炉隔離時冷却系は
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原子炉水位低（レベル 2）で自動起動し、原子炉圧力容器への注水流

量は、設計値である 90.8m3/h とする。 

f. 操作条件：ほう酸水注入系によるほう酸水の注入開始時間は、原子

炉スクラム失敗の確認から 10 分後とする。 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉

格納容器からの除熱開始時間は、サプレッションプール水温が 32℃以

上であることを確認してから、優先して実施されるほう酸水注入系の

起動操作等に要する時間等を考慮し事象発生から 20 分後とする。 

高圧炉心スプレイ系の水源切替操作は、サプレッションプール水温

が 100℃に到達する前として、事象発生から 15分後とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 0 秒から約 60 秒の期間 

主蒸気隔離弁の誤閉止の発生後、原子炉スクラムに失敗し、原子炉

圧力上昇によるボイド率の減少によって正の反応度が印加され、中性

子束が増加する。これに伴い、燃料被覆管温度が上昇し、燃料被覆管

表面で沸騰遷移が生じるため、燃料被覆管温度は急激に上昇する。約

2秒後に ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）によ

り再循環ポンプ全台がトリップし、炉心流量が低下することにより一

時的にボイド率が増加して中性子束が低下し、燃料被覆管温度が低下

する。以上により、中性子束は最高673%まで上昇するが、PCTは約961℃

に抑えられ、また、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、逃

がし安全弁（逃がし弁機能）により約 9.56MPa[gage]に抑えられる。

なお、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚

さの約 1%以下である。 

b. 約 60 秒から約 10分の期間 

主蒸気隔離弁の閉止により主蒸気が遮断され、給水加熱が喪失し、

炉心冷却材温度が低下する。このため、正の反応度が印加されること

により中性子束が徐々に上昇する。これに伴い、燃料被覆管温度が上

昇し、燃料被覆管表面で沸騰遷移が生じると、燃料被覆管温度が急激

に上昇するが、PCT は約 818℃に抑えられる。その後、主復水器ホット

ウェルの水位低下により電動機駆動原子炉給水ポンプがトリップする

ため原子炉水位が低下し、炉心流量及び中性子束が低下する。中性子

束の低下に伴い蒸気発生量が低下する過程において、逃がし安全弁（逃

がし弁機能）の開閉により一時的に原子炉圧力の変動が大きくなるこ
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とで、中性子束も変動するが、PCT は約 611℃に抑えられ、再度、大き

な上昇に転ずることはない。原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系により炉心の冷却は維持される。 

c. 約 11 分以降 

事象発生から 11 分後、ほう酸水注入系を中央制御室より手動にて

操作する。中性子束は徐々に低下して、原子炉は未臨界状態に至る。

また、事象発生から 20分後、残留熱除去系（サプレッションプール水

冷却モード）を中央制御室より手動にて操作する。原子炉格納容器内

の圧力及びサプレッションプール水温は、それぞれ約 0.21MPa[gage]、

約 116℃に抑えられる。 

d. ほう酸水注入系による未臨界の維持、高圧炉心スプレイ系による炉

心の冷却の継続、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱により、原子炉及び原子炉格納容器

を安定状態へ移行させることができる。 

上記 a.から c.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

REDY では、ATWS 時の中性子動特性挙動は一点近似動特性モデルを

用いて評価され、その不確かさは、反応度フィードバック効果の不確

かさに含まれる。反応度フィードバック効果の不確かさは、REDY の入

力値である動的ボイド係数及び動的ドップラ係数の不確かさの影響を

受けるため、「b. 解析条件の不確かさの影響」に記載する。 

SCAT では、燃料表面熱伝達等を概ね保守的に評価する相関式を採用

しているため、PCT が高く評価される。このため、実際の PCT は解析

結果より低くなり、評価項目に対する余裕が大きくなる。 

また、REDY 及び SCAT ともに、事象進展中の炉心の出力分布変化を

取り扱うことができないが、保守的に中央がピークとなる軸方向出力

分布を代表的に与えることにより、PCT が高く評価される。このため、

実際の PCT は解析結果より低くなり、評価項目に対する余裕が大きく

なる。いずれも、燃料被覆管温度をパラメータとして操作開始の起点

としている運転員等の操作はないことから、運転員等の操作時間に与

える影響はない。 
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b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

動的ボイド係数には、平衡サイクル末期の値を 1.25 倍した値が

一律に設定され、動的ドップラ係数には、平衡サイクル末期の値

を 0.9 倍した値が一律に設定されている。事象進展中の動的ボイ

ド係数及び動的ドップラ係数の変動範囲における感度解析により、

プラント挙動への影響が小さいこと及び PCT 評価値の上昇幅も

数℃程度であることが確認されていることから、評価項目となる

パラメータに与える影響は小さい。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

高圧炉心スプレイ系の水源切替操作については、本操作の解析

上の開始時間は、サプレッションプール水温 100℃到達前を考慮

して事象発生から 15 分後と設定しているが、この時間はサプレッ

ションプール水温が80℃に到達した時点から約6分を想定してお

り、本操作が中央制御室内での簡易なスイッチ操作であることか

ら、時間余裕がある。 

ほう酸水注入系運転操作の開始時間については、事象発生から

11 分後としているが、実際の操作は原子炉スクラムの失敗を確認

次第、再循環ポンプの停止確認及び解析上考慮していない自動減

圧系作動阻止機能の手動操作後に速やかに実施する手順となって

おり、実際の操作は早まることから、原子炉格納容器内の圧力及

び温度は解析結果よりも低くなる可能性があり、評価項目に対す

る余裕は大きくなる。 

c. 感度解析による影響評価 

PCT 及び燃料被覆管の酸化量の評価においては、燃料被覆管表面で

沸騰遷移（ドライアウト）が生じた際にリウェット現象を考慮してい

るが、リウェット現象を考慮しない場合でも、PCT は約 961℃及び燃料

被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以

下となり、評価項目を満足することに変わりはない。 

d. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 
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申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名である。こ

れに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対

応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスでは、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ

系による炉心の冷却については、サプレッションプール水を水源として使

用できるようになるまでに必要となる水の量は、約 840m3 である。これに

対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3 の水を保有しており、対応が可能で

ある。水源を切り替えた後は、サプレッションプール水を水源とし循環さ

せることから、水源が枯渇することはないため、対応が可能である。残留

熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器か

らの除熱については、サプレッションプール水を水源とし循環させること

から、水源が枯渇することはないため、対応が可能である。 

本重要事故シーケンスが発生し、仮に外部電源が喪失しても、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を最大負荷で 7

日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 735kL、大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの給水を 7日間運転継続した場合に

必要となる軽油量は約 32kL、外部電源喪失に伴い自動起動するガスタービ

ン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電を想定した場合に必要

となる軽油量は約 25kL であり、合計約 792kL 必要である。これに対して、

軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用軽油タンクに約 300kL、

合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による電力供

給量が十分に大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」に対して、申

請者が炉心損傷防止対策として計画している ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環

ポンプトリップ機能）による原子炉出力の低下、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心スプレイ系による炉心の冷却の維持、ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へ

のほう酸水の注入、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による

原子炉格納容器からの除熱等が事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「過渡事象（主蒸気隔離弁の誤閉止）＋原子炉停止失敗」

において、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉
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出力の低下等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評

価項目をいずれも満足しており、さらに、申請者が使用した解析コード及び解析

条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足することに変わり

がないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定

する観点から、機能を喪失した設備（原子炉停止機能）の復旧を期待していない

が、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止

対策となり得る。 

また、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉出

力の低下等により炉心損傷を回避した後、ほう酸水注入、残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱等の対策をとる

ことにより、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導くことができることを確

認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「過渡事象（主蒸気隔離弁の誤閉止）＋原子炉停

止失敗」における対策の有効性を確認したことにより、その対策が本事故シーケ

ンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」

に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると判断し

た。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．６ LOCA 時注水機能喪失 

事故シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」（以下本節において「本事故シ

ーケンスグループ」という。）では、中小破断 LOCA の発生後、高圧注水機能の喪失

と低圧注水機能の喪失が重畳した場合において、炉心損傷防止対策に有効性がある

かを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：中小破断 LOCA の発生後、高圧注水

機能及び低圧注水機能が喪失し、破断箇所からの原子炉冷却材の流出によ
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り原子炉水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉圧力容器を強制的

に減圧するとともに、代替注水設備により低圧注水を行い、炉心を冷却す

る必要がある。さらに、原子炉格納容器内を冷却し、原子炉格納容器から

の除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減

圧及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施

する。このため、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、

軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備す

るとともに、逃がし安全弁（自動減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水貯蔵

タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持及び低

圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により、炉心の冷却を継続すると

ともに、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納

容器内の冷却を実施する。その後、原子炉格納容器からの除熱を実施する。

この場合、低圧注水機能を有している残留熱除去系が機能喪失しているこ

とから、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系のいずれ

かを用いる。このため、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ガスタービン発電

機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク、タンクローリ、原子

炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を重大事故等対処設

備として新たに整備する。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「中破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗」

を選定する。（ここで、逃がし安全弁の再閉は成功している。）これは、

対策の実施に対する余裕時間の観点では、原子炉冷却材の流出流量が

多いことから、より厳しい事故シーケンスとして選定する。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達等を取り扱う

ことができる SAFER を用いる。また、本重要事故シーケンスでは、炉

心露出時間が長く、PCT が高くなるため、この評価に当たっては、輻

射による影響が詳細に考慮できる CHASTE を用いる。さらに、原子炉格

納容器における各領域間の流動、構造材との熱伝達等を取り扱うこと
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ができる MAAP を用いる。 

c. 事故条件：破断面積は、1.4cm2とする。これは、破断を想定する配

管に対して、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）を用いた炉心

の冷却等による炉心損傷防止対策の有効性の確認を行う範囲として

設定したものである。 

破断位置は、原子炉圧力容器に接続された配管の中で接続位置が低

く最大口径である原子炉再循環配管（出口ノズル）（最大破断面積：約

2,100cm2）とする。この場合、大きな水頭がかかるとともに液相状態

での流出となるため、気相状態での流出に比べて原子炉冷却材の流出

量が大きいことにより、炉心の冷却の観点では、厳しい設定となる。 

また、外部電源はないものとする。これは、外部電源が喪失するこ

とにより、原子炉圧力容器への給水が行えなくなるため、原子炉水位

の低下が早くなり、炉心冷却の観点では、厳しい設定となる。さらに、

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失を想

定することから、非常用所内電源設備（交流）の使用ができなくなる。

これに、外部電源の喪失を重畳させることによって、ガスタービン発

電機による重大事故等対処設備への給電が必要になることなどにより、

要員及び資源等の観点でも、厳しい設定となる。 

d. 機器条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉

圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた復水移送ポンプ 2台の

注水特性に従うものとし（設計値として最大 199m3/h）、原子炉水位回

復後は炉心の冠水を維持する流量とする。原子炉圧力容器の減圧には、

逃がし安全弁（自動減圧機能）6個を使用するものとし、1個当たりの

容量は設計値とする。大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いる原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）によるスプレイ流量は、原子

炉格納容器内の圧力及び温度の抑制に必要な量を考慮して 88m3/h と

する。原子炉格納容器フィルタベント系の排気流量は、原子炉格納容

器第一隔離弁を全開として、原子炉格納容器内の圧力が

0.427MPa[gage]において、10.0kg/s とする。 

e. 操作条件：原子炉圧力容器の減圧の開始時間は、低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）の準備時間等を考慮し、事象発生から 20 分後

とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容

器内の冷却は、原子炉格納容器内の圧力が、0.384MPa[gage]に到達し

た場合に実施する。サプレッションプール水位が真空破壊装置下端－

0.4m（通常運転水位＋約 2m）に到達後、原子炉格納容器代替スプレイ
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冷却系（可搬型）を停止し、原子炉格納容器内の圧力が 0.427MPa[gage]

に到達した場合に、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベ

ント系による原子炉格納容器からの除熱を実施する。 

f. 敷地境界の実効線量評価の条件：原子炉格納容器フィルタベント系

又は耐圧強化ベント系を用いた場合の敷地境界の実効線量評価では、

冷却材中の FP は運転上許容される最大濃度で存在するとし、原子炉

圧力の低下に伴う燃料棒からの FP の放出量は過去の実測値に基づき

余裕を考慮して設定するなど、保守的な設計基準事故時の評価手法を

用いる。また、サプレッションチェンバ内でのスクラビング等による

除染係数並びに格納容器内での自然沈着及び格納容器スプレイによる

無機よう素の除染係数は 5、原子炉格納容器フィルタベント系による

有機よう素の除染係数は 50、無機よう素の除染係数は 500 とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生後、外部電源喪失による原子炉水位の低下に伴い、原子炉

水位低（レベル 2）による主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉圧力容

器内が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動によ

り原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.69MPa[gage]に抑え

られる。 

また、逃がし安全弁（自動減圧機能）の中央制御室からの手動遠隔

開操作による原子炉圧力容器の減圧に伴い、原子炉水位が低下し、炉

心が露出することにより燃料被覆管温度は上昇するが、低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却により、PCT は約 872℃

に抑えられる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前

の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることで原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇するが、原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却、

原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原子炉

格納容器からの除熱（事象発生から約 44 時間後）を行うことにより、

原子炉格納容器の最高圧力は約 0.427MPa[gage]、最高温度は約 155℃

に抑えられる。 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系を用いた場合の敷地境界での実

効線量は約 8.3×10-2mSv となり 5mSv を下回る。また、耐圧強化ベン

450



 

223 

 

ト系を用いた場合でも約 7.9×10-2mSv となり 5mSv を下回る（※30）。 

d. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持、低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を継続し、原子炉格納容器代替

スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却及び原子炉

格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容

器からの除熱により原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ移行させ

ることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。また、c.より、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスク

を与えることはない。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER 及び CHASTE は、試験データと比較して燃料被覆管温度を高く

評価する傾向がある。このため、実際の燃料被覆管温度は解析結果よ

り低くなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。また、燃料被覆管

温度を起点としている操作はないことから、解析コードにおける特有

の傾向が運転員等の操作時間に与える影響はない。 

MAAP の原子炉格納容器の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の検

証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃程

度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体とし

ては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現すること

が確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。また、原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）の操作は原子炉格納容器内の圧力及び温度を起点と

するが、MAAP の不確かさがこれらのパラメータに与える影響は小さい

ため、運転員等の操作時間に与える影響も小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は、

緩和されることから、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

                             
（※30）原子炉格納容器フィルタベント系を用いた場合の評価では、保守的に地上放出としているため、排気

筒放出としている耐圧強化ベント系を用いた場合と比較して敷地境界での実効線量が僅かに高い結果と

なっている。 
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破断面積の大きさにより原子炉圧力容器からの原子炉冷却材の

流出量が変動し、初期の原子炉水位低下挙動に影響を与えるが、

破断面積が設定値より小さければ運転員等の操作時間の余裕は大

きくなる。 

なお、破断面積が大きく、炉心損傷（燃料被覆管破裂を含む。）

に至る場合については、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度

による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において格納容器破

損防止対策の有効性を確認した。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉圧力容器の減圧の操作開始時間を事象発生から 20 分後

としているが、この時間は保守性を考慮して遅めに設定されてお

り、実際の開始時間は早まる。この操作を行う運転員は、他の操

作との重複がないことから、操作開始時間が早まっても、他の運

転員等の操作時間に与える影響はない。また、この場合、低圧代

替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却も早まるこ

ととなり、燃料被覆管温度は解析結果より低くなることから評価

項目に対する余裕は大きくなる。原子炉圧力容器の減圧の操作開

始時間が遅れた場合、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

による炉心の冷却も遅れることとなる。事象発生から 25 分後（解

析上の開始時間に対して 5分遅れ）に低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却を開始した場合、一時的に炉心

が露出するものの、再冠水し、PCT は約 877℃となる。この結果よ

り、PCT が 1,200℃以下であるという評価項目を満足することに変

わりはない。 

原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器からの除熱は、原子炉格納容器内の圧力が

0.427MPa[gage]に到達した時（事象発生から約 44 時間後）に中央

制御室からの遠隔操作で開始する。当該操作に失敗した場合は、

現場操作にて対応することとなり、約 1.5 時間操作開始が遅れる

可能性がある。その場合であっても、原子炉格納容器の限界圧力

の 0.854MPa[gage]に至る時間は、過圧の観点で厳しい「Ⅳ－１．

２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）」においても事象発生から約 51 時間後であり、約 6 時

間以上の余裕があることから十分な時間余裕がある。 

c. 不確かさ影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操
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作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の

操作時間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の

余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスにおいて、対応及び復旧作業に必要な要員は、30

名である。これに対して中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重

大事故等対応要員は 30名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）による炉心の冷却及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

による原子炉格納容器内の冷却を事象発生から7日間行った場合に必要と

なる水は、約 3,770m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3、

淡水貯水槽に約 10,000m3、合計約 11,192m3の水を保有しており、対応が可

能である。 

ガスタービン発電機を7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

414kL、原子炉補機代替冷却水系用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日

間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 42kL、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）により復水貯蔵タンクへの給水及び格納容器代替スプレイを 7日

間継続した場合に必要となる軽油量は約 32kL であり、合計約 488kL 必要

である。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備軽

油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能

である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスター

ビン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」に対して申請

者が炉心損傷防止対策として計画している逃がし安全弁（自動減圧機能）の中央

制御室からの手動遠隔開操作による原子炉圧力容器の減圧、低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却等が、事象進展の特徴を捉えた対策であ

ると判断した。 

重要事故シーケンス「中破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗」において炉心

の損傷を回避するための低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の
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冷却等を行い、さらに、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導くために、原

子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器か

らの除熱等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評価

項目をいずれも満足しており、また、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくの

リスクを与えることはないことを確認した。 

さらに、申請者が使用した解析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、

解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりがないことを確認した。なお、

申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した

設備（高圧炉心スプレイ系、残留熱除去系等）の復旧を期待していないが、実際

の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対策と

なり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「中破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗」にお

ける対策の有効性を確認したことにより、その対策が本事故シーケンスグループ

に対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」

に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると判断し

た。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）中小 LOCA 時の破断の考え方 

規制委員会は、重要事故シーケンス「中破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失

敗」において、申請者が設定した破断に関する解析条件の妥当性について説明

を求めた。 

申請者は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）を用いた炉心の冷却等

による炉心損傷防止対策の有効性の確認を行うとの観点から、燃料被覆管の破

裂を回避できる範囲（※31）を考慮し、破断面積及び破断位置を設定している

ことを示した。 

                             
（※31）燃料被覆管の破裂が生じた場合、敷地境界での実効線量の目安（発生事故当たり概ね 5mSv 以下）を満

足できなくなる。 
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具体的には、事故条件において原子炉圧力容器に接続された配管の中で接続

位置が低く最大口径である配管における破断（破断面積 1.4cm2）を解析におけ

る事故条件として選定し、また、破断面積の不確かさを考慮し 3.2cm2（※32）

の破断面積まで燃料被覆管の破裂の回避が可能であることを示した。 

加えて、本重要事故シーケンスにおいて、破断面積 1.4cm2 及び 3.2cm2 の事

象進展の比較により、これらに大きな差は生じず（※33）、中破断 LOCA の破断

面積の設定による影響が非常に小さいことを示し、破断面積 1.4cm2が本重要事

故シーケンスの特徴を代表できることを示した。 

なお、破断面積が大きく、炉心損傷（燃料被覆管破裂を含む。）に至る場合に

ついては、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）」において格納容器破損防止対策の有効性を確認した。 

これにより、規制委員会は、破断に関する解析条件が妥当であるものと判断

した。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．７ 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」（以下本節において「本事故シー

ケンスグループ」という。）では、原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統

の破断の発生後、破断箇所の隔離に失敗した場合において、炉心損傷防止対策に有

効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉冷却材圧力バウンダリ機能の

喪失に伴い、原子炉冷却材の原子炉格納容器外への漏えいが継続すること

で、保有水量が減少し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、炉心の冷却を行うととも

に、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行うことで、原子炉格納容器外

への漏えいを抑制する必要がある。さらに、破断箇所の隔離を行うことで、

原子炉格納容器外への漏えいを停止する必要がある。 

                             
（※32）液相状態での流出となるため、気相状態での流出に比べて原子炉冷却材の流出量が大きく、気相部配

管（主蒸気系配管）における破断面積約 318cm2に相当する。 

（※33）破断面積 1.4cm2の場合では、事象発生から約 20 分後に原子炉圧力容器の減圧を開始し PCT は約 872℃

となり、破断面積 3.2cm2の場合では、事象発生から約 20 分後に原子炉圧力容器の減圧を開始し PCT は

約 875℃となる。 
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③ 初期の対策：原子炉隔離時冷却系、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去

系（低圧注水モード）により、炉心の冷却を維持する。また、逃がし安全

弁（自動減圧機能）により原子炉圧力容器の減圧を実施する。その後、破

断箇所の隔離を行う。このため、軽油タンクを重大事故等対処設備として

新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動減圧機能）、原子炉隔離時冷

却系、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）、復水貯蔵タ

ンク、サプレッションチェンバ、非常用ディーゼル発電機、HPCS 注入隔離

弁及び原子炉建屋ブローアウトパネルを重大事故等対処設備として位置

付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注

水モード）による炉心の冷却を継続しつつ、残留熱除去系（サプレッショ

ンプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱を実施する。こ

のため、軽油タンクを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）、サプレッションチェ

ンバ及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「インターフェイスシステム LOCA」を選定す

る。PRA の手法により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認す

る必要があるとされた事故シーケンスは「インターフェイスシステム

LOCA」のみである。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、気液熱非平

衡等を取り扱うことができる SAFER を用いる。 

c. 事故条件：原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統の隔離弁

の故障等により、開閉試験中にインターフェイスシステム LOCA が発

生するものとする。原子炉冷却材の漏えい箇所は、高圧炉心スプレイ

系の吸込配管とする。これは、他の系統（※34）では隔離弁の開閉試験

が行われないか又は開閉試験中に2弁以上で隔離機能が維持されるこ

                             
（※34）具体的には、残留熱除去系（低圧注水モード）、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び低圧炉

心スプレイ系が挙げられている。低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）は低圧設計

配管まで 3弁設置されている。また、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は低圧設計配管まで 2

弁であるものの、運転中の開閉試験は行われない。 
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とに対して、高圧炉心スプレイ系は開閉試験時に隔離弁が 1弁となる

ことから漏えいが発生する系統として想定する。破断面積は、低圧設

計部の耐圧バウンダリとなる箇所において、保守的に約 35cm2とする。 

外部電源はないものとする。これは、外部電源が喪失することによ

り、給復水系による原子炉圧力容器への給水が行えなくなるため、原

子炉水位の低下が早くなり、炉心の冷却の観点では、厳しい設定とな

る。 

d. 機器条件：原子炉隔離時冷却系は原子炉水位低（レベル 2）で自動

起動し、原子炉圧力容器の減圧と同時に停止するものとする。原子炉

圧力容器への注水流量は設計値である 90.8m3/h とする。原子炉圧力容

器の減圧には、逃がし安全弁（自動減圧機能）2 個を使用するものと

し、1 個当たりの容量は設計値とする。低圧炉心スプレイ系及び残留

熱除去系（低圧注水モード）は、原子炉水位低（レベル 1）で自動起

動するものとする。低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注

水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性（最大 1,135m3/h）に従うもの

とし、原子炉水位回復後は、原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水

位高（レベル 8）の間で維持する。残留熱除去系（低圧注水モード）

による原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性

（1系統当たり最大 1,191m3/h）に従うものとする。 

e. 操作条件：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧の開始時間は、イン

ターフェイスシステム LOCA の発生確認、中央制御室からの遠隔操作

による破断箇所の隔離操作及び隔離操作の失敗判断を考慮し、事象発

生から 30 分後とする。中央制御室からの遠隔操作による破断箇所の

隔離は失敗することとし、破断箇所隔離操作は、原子炉冷却材漏えい

により温度が上昇した原子炉建屋内のアクセスルート及び現場操作

場所が作業可能な温度まで低下するまでの時間を考慮して、事象発生

から 4 時間 20 分後に開始するものとし、現場操作場所への移動時間

と現場での隔離操作時間の合計約 40 分を考慮し、事象発生から 5 時

間後に終了するものとする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は以下のとおりである。 

a. 高圧炉心スプレイ系の破断箇所からの原子炉冷却材の流出により、

原子炉建屋ブローアウトパネルが開放するとともに、原子炉水位が低

下するが、原子炉隔離時冷却系により、炉心の冷却は維持される。ま

た、炉心の冷却を継続しつつ、逃がし安全弁（自動減圧機能）により
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原子炉圧力容器を減圧することで、破断箇所からの原子炉冷却材の漏

えいが抑制される。逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力

容器の減圧に伴い、原子炉水位が低下し、炉心が露出することにより

燃料被覆管温度は上昇するが、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系

（低圧注水モード）による炉心の冷却により、PCT は約 357℃に抑えら

れる。原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は、約 7.68MPa[gage]

に抑えられる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前

の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 現場における弁操作により高圧炉心スプレイ系の破断箇所の隔離

を行うことで、高圧炉心スプレイ系からの漏えいが停止する。また、

逃がし安全弁の作動による原子炉格納容器内への水蒸気の流入によ

り、原子炉格納容器内の圧力及び温度が上昇するが、原子炉格納容器

の限界圧力及び温度を下回る。 

c. 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉

格納容器からの除熱を開始することで、原子炉及び原子炉格納容器を

安定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.により、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足

している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER は、試験データと比較して燃料被覆管温度を高く評価する傾

向がある。このため、実際の燃料被覆管温度は解析結果より低くなり、

評価項目に対する余裕は大きくなる。また、燃料被覆管温度を起点と

している操作はないことから、解析コードにおける特有の傾向が運転

員等の操作時間に与える影響はない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は、

解析結果よりも緩和されることから、評価項目に対する余裕は大

きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧操
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作開始は事象発生から 30 分後としている。原子炉圧力容器の減圧

により、原子炉隔離時冷却系が機能喪失するものの、減圧操作の

開始前に低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）

が自動起動していることから炉心の冷却が維持されるため、操作

開始が変動したとしても、評価項目を満足することに変わりはな

い。破断箇所の隔離操作は事象発生から 5 時間後に終了するとし

ているが、隔離の有無に関わらず、低圧炉心スプレイ系及び残留

熱除去系（低圧注水モード）により、炉心は再冠水することから、

操作時間には余裕がある。 

c. 不確かさ評価の影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目に与える影響は小さい。また、対策の有効性が確

認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認し

た結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事

故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、炉心の冷却を行った場合に必要となる

水は、約 450m3となる。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3の水を

保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッシ

ョンプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇することはない

ため、対応が可能である。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

最大負荷で 7 日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの給水を 7日間運転継続し

た場合に必要となる軽油量は約 32kL、外部電源喪失に伴い自動起動するガ

スタービン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電を想定した場

合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計約 792kL 必要である。これ

に対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用軽油タンクに

約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

459



 

232 

 

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」に対して申請者

が炉心損傷防止対策として計画している原子炉隔離時冷却系、低圧炉心スプレイ

系及び残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却等が、事象進展の特徴

を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「インターフェイスシステム LOCA」において、原子炉隔離

時冷却系、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心

の冷却等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評価項

目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード及び解析条件の

不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりがない

ことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観

点から、機能を喪失した設備（高圧炉心スプレイ系）の復旧を期待していないが、

実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対

策となり得る。 

また、原子炉隔離時冷却系、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水

モード）による炉心の冷却、逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉減圧及

び運転員の破断箇所隔離により炉心の損傷を回避した後、残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱等の対策をとる

ことにより、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導くことができることを確

認した。 

さらに、規制委員会は、対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者の計

画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「インター

フェイスシステム LOCA」における対策の有効性を確認したことにより、その対策

が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」

に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると判断し

た。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 
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（１）インターフェイスシステム LOCA 発生時の現場環境 

申請者は、インターフェイスシステム LOCA の漏えい箇所の隔離は、中央制

御室での遠隔操作が失敗することを想定して、インターフェイスシステム LOCA

の発生箇所とは異なる区画にて現場における隔離操作を行うとした。しかし、

その現場操作の成立性について十分な説明がなされなかった。 

このため、規制委員会は、その成立性を詳細に示すよう求めた。 

申請者は、発生し得るインターフェイスシステム LOCA 時における隔離操作

を行う現場環境を評価した結果、事象発生から約 4時間後のアクセスルート及

び隔離操作場所の雰囲気温度の最大値は約 44℃、空間線量率の最大値は約

4mSv/h であり、防護具（自給式呼吸器及び耐熱服）を着用することにより確実

に現場作業が成立することを示した。 

これにより、規制委員会は、インターフェイスシステム LOCA における漏え

い箇所の現場での隔離操作に成立性があるものと判断した。 

 

（２）インターフェイスシステム LOCA の確認 

申請者は当初、インターフェイスシステム LOCA 発生の確認の実現性につい

て明確にしていなかった。 

このため、規制委員会は、インターフェイスシステム LOCA の確認の実現性

を示すよう求めた。 

申請者は、インターフェイスシステム LOCA の発生を原子炉水位、原子炉圧

力、格納容器内圧力（ドライウェル）、ドライウェル雰囲気温度及び系統のポン

プ吐出圧力により確認することを示した。 

これにより、規制委員会は、インターフェイスシステム LOCA の発生の確認

が可能であることを判断した。 

 

 

Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策 

第３７条第２項は、発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原

子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準の放出を防止する

ために必要な措置を講じたものでなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、想定する格納容器破損モードに対して、原

子炉格納容器の破損を防止し、かつ、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出され

ることを防止する対策に有効性があることを確認するとしている。「有効性がある

ことを確認する」とは、以下の（a）から（i）の項目（以下｢格納容器破損防止対策

の評価項目｣という。）を概ね満足することを確認するとしている。 
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（a）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下

回ること。 

（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下

回ること。 

（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環

境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること（※35）。 

（d）原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減されて

いること。 

（e）急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的

荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。 

（f）原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。（ドラ

イ条件に換算して水素濃度が 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下である

こと。） 

（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足するこ

と。 

（h）原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格納容器

バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

（i）溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪

失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

上記の評価項目（a）及び（b）において、限界圧力又は限界温度を評価項目とし

て用いる場合には、その根拠と妥当性を示すこととしている。 

申請者は、上記の評価項目（a）及び（b）について、重大事故時に作用する荷重

として、自重、圧力、機械的荷重を考慮し、格納容器破損防止対策における原子炉

格納容器の放射性物質の閉じ込め機能を確認する圧力（以下「限界圧力」という。）

及び温度（以下「限界温度」という。）として最高使用圧力の 2倍（2Pd）及び 200℃

を定めている。その根拠として、原子炉格納容器本体及び実機条件下でリークパス

となる可能性が考えられるドライウェル主フランジ部、エアロック、配管貫通部等

を対象として、設計・建設規格に基づく評価結果、評価対象機器を模擬した試験体

による実測値及び有限要素法による解析結果を示した。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者が格納容器破損防止対策において、原子

炉格納容器の閉じ込め機能に期待できる根拠と妥当性を示した上で、評価項目とし

て原子炉格納容器の限界圧力及び限界温度を設定していることを確認した。 

 

                             
（※35）有効性評価ガイドでは、「想定する格納容器破損モードに対して、Cs-137 の放出量が 100TBq を下回っ

ていること」としている。 
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Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損） 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」（以下本節において「本格納容器破損モード」という。）では、雰囲気圧力及び

温度による静的負荷の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格

納容器破損の防止及び放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止

する対策に有効性があるかを確認した。対策の一部である原子炉格納容器からの除

熱のための手段として、代替循環冷却系を用いる対策と、格納容器圧力逃がし装置

を用いる対策の 2通りの対策に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち、｢（a）

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回るこ

と。｣、｢（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度

を下回ること。｣、｢（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染

の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。｣及び

｢（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足するこ

と。｣について、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。ただし、評価

項目（g）に関しては、可燃性ガスの燃焼が生じた場合においても（a）の要件を満

足するかは「Ⅳ－１．２．２．４ 水素燃焼」において確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、原子炉圧力容器の破損が回避される場合につ

いて、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。原子炉圧力容器が破損

する場合について、格納容器破損防止対策に有効性があるかは、「Ⅳ－１．２．２．

５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」において確認した。 

 

１．申請内容 

１－１ 代替循環冷却系を使用する場合 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：配管破断等により流出した高温の原子炉

冷却材、崩壊熱及びジルコニウム－水反応の熱により発生した水蒸気並び

にジルコニウム－水反応及び水の放射線分解による非凝縮性ガスによっ

て、原子炉格納容器内の圧力及び温度が上昇する。事故発生から数時間後

には最高使用圧力又は最高使用温度に到達し、その後、放置すれば原子炉

格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：原子炉格納容器の破損を防止するためには、原子炉格納
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容器内の圧力の上昇を抑制する観点及び原子炉格納容器雰囲気の過熱を

防止する観点から、炉心へ注水する必要がある。さらに、原子炉格納容器

内を冷却し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送することによって、原子炉

格納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷

却を実施する。このため、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽

油タンク、軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新た

に整備するとともに、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対

処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：代替循環冷却系による原子炉格納容器からの除

熱を実施する。このため、代替循環冷却ポンプ、原子炉補機代替冷却水系、

ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及び

タンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、サプ

レッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋

全交流動力電源喪失｣を選定する。 

これは、原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇並びに時間余裕の

観点から、原子炉格納容器への冷却材流出量が大きくなるとともに炉

心損傷が早まること、原子炉格納容器圧力上昇の抑制の観点から、高

圧注水機能、低圧注水機能及び格納容器スプレイ機能を喪失している

こと、環境に放出される放射性物質量の観点では、原子炉格納容器圧

力が高く推移することなど、より厳しい事故シーケンスであることか

ら選定する。PRA の手法により抽出され、格納容器破損防止対策の有

効性を確認する必要があるとされた事故シーケンスは、過圧・過温破

損に対しては「LOCA」であり、対応時間などを厳しく評価する観点か

ら、LOCA と全交流動力電源喪失との重畳を考慮する。さらに、原子炉

補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：原子炉格納容器における区画内や区画間の流動、構造

材との熱伝達、格納容器スプレイ冷却、サプレッションプール水冷却

などの現象を取り扱うことができる MAAP を用いる。 
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c. 事故条件：起因事象として大破断 LOCA を仮定し、原子炉圧力容器内

の保有水量並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度を厳しく評価す

るため、破断箇所は再循環配管（出口ノズル）とする。安全機能の喪

失に対する仮定として、高圧炉心スプレイ系及び低圧注水系の機能が

喪失するものとし、さらに全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機

能喪失との重畳を考慮する。また、原子炉格納容器内の圧力及び温度

の評価においては、炉心損傷時のジルコニウム－水反応による水素発

生及び化学反応熱を考慮する。 

d. 機器条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉

圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた復水移送ポンプの注水

特性に従うものとし（設計値として最大 130m3/h）、原子炉水位回復後

は炉心の冠水を維持する流量とする。代替循環冷却系による循環流量

は、原子炉格納容器からの除熱に必要な量を考慮して 150m3/h とする。 

e. 操作条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉

圧力容器への注水の開始時間は、ガスタービン発電機からの受電操作

を考慮し、事象発生から 25 分後とする。代替循環冷却系による原子炉

格納容器からの除熱の開始時間は、原子炉補機代替冷却水系の準備時

間を考慮し、事象発生から 24 時間後とする。代替循環冷却系による原

子炉格納容器からの除熱の開始に伴い、低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を停止する。 

f. Cs-137 の放出量評価の条件：事象発生まで、定格出力の 100%で長期

間にわたって運転されていたものとする。その運転時間は、燃料を約

1/4 ずつ取り替えていく場合の平衡炉心を考えて、最高 50,000 時間と

する。 

Cs-137 は、原子炉格納容器から漏えいし原子炉建屋を経由して環境

に放出されるものとする。原子炉圧力容器から原子炉格納容器内への

漏えい量は、炉心に内蔵される Cs-137 が事象進展に応じた割合で原

子炉格納容器内に漏えいするものとし、代表的なソースタームに関す

る報告書である NUREG-1465 の放出割合よりも大きい値を示す傾向の

ある MAAP を用いて算出する。また、原子炉格納容器内での Cs-137 の

除去効果については、格納容器スプレイ及びサプレッションプールで

のスクラビング等による効果を考慮する。原子炉格納容器から原子炉

建屋への漏えい率は、原子炉格納容器内の圧力に応じて設計漏えい率

を基に評価した値を用いる。原子炉格納容器貫通部内における粒子状

放射性物質の捕集効果による除染係数は 10 とする。また、非常用ガス

処理系により原子炉建屋原子炉棟内の負圧が達成されるまでの 70 分
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間は、原子炉建屋に漏えいした全量が大気に放出されるものとする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は以下のとおりである。 

a. 大破断 LOCA 時に高圧注水機能、低圧注水機能及び全交流動力電源

の機能が喪失するため、原子炉水位が急速に低下し炉心が露出するこ

とから、事象発生から約 4 分後に PCT が約 727℃に到達するが、事象

発生から約 15 分後にガスタービン発電機による給電を開始し、事象

発生から 25 分後に低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉圧力容器への注水を行うことにより、原子炉水位が回復し炉心

は再冠水し、原子炉圧力容器は破損しない。 

b. 原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇するが、代替循環冷却系に

よる原子炉格納容器からの除熱（事象発生から 24 時間後）により、原

子炉格納容器の最高圧力は約 0.536MPa[gage]、最高温度は約 178℃に

抑えられる。以降、原子炉格納容器内の圧力及び温度は下降傾向が維

持されており、安定状態となっている。 

c. 原子炉格納容器内が最高圧力となる時点における原子炉格納容器

内の非凝縮性ガスの総量に対し、水の放射線分解による水素及び酸素

の発生量は 1%以下であり、その影響を考慮しても限界圧力に到達する

ことはない。 

d. 原子炉格納容器から原子炉建屋へ漏えいし環境に放出される Cs-

137 の放出量は、7 日間で約 9.9×10-1TBq であり、100TBq を下回って

いる。 

上記 b.、c.及び d.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目

（a）、（b）及び（c）を満足している。さらに、後述する格納容器破損モー

ド「Ⅳ－１．２．２．４ 水素燃焼」において水素燃焼の防止を確認して

いること及び上記 c.より、評価項目（g）を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP の原子炉格納容器内の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の

検証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃

程度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体と

しては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現するこ
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とが確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となる

パラメータに与える影響は小さい。また、原子炉格納容器内の圧力及

び温度を操作開始の起点としている運転員等の操作はないことから、

運転員等の操作時間に与える影響はない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

燃焼度は、解析条件の33GWd/tに対して最確条件では約31GWd/t

である。このため、実際の崩壊熱は小さくなり格納容器圧力及び

温度の上昇は遅くなるため、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

ガスタービン発電機からの受電後の低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却開始時間は、事象発生から 25 分

後であり、保守的な作業時間を設定している。このため、実際の

注水開始時間は早まり、ジルコニウム－水反応による発熱量が増

加するが、注水の開始時間も早まっており、評価項目となるパラ

メータに与える影響は小さい。ガスタービン発電機からの受電開

始時間が遅れた場合、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

の注水開始時間も遅れることとなるが、事象発生から 50 分（解析

上の開始時間に対して 25 分遅れ）に原子炉圧力容器への注水を開

始した場合、原子炉圧力容器は破損しない評価結果となり、注水

を継続することで炉心を冷却できるため、評価項目を満足するこ

とに変わりはない。 

代替循環冷却系による原子炉格納容器からの除熱は、事象発生

から 24 時間後であるが、本操作が遅れた場合でも原子炉格納容器

内の圧力が 0.854MPa[gage]に到達するのは約 51 時間後であるこ

とから十分な時間余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要となる要

員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスにおいて、対応及び復旧作業に必要な要員は 30 名で
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ある。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大

事故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本評価事故シーケンスにおいて、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）による原子炉圧力容器への注水を事象発生から 7日間行った場合に必

要となる水は、約 890m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3

の水を保有しており、対応が可能である。代替循環冷却系による原子炉格

納容器からの除熱については、サプレッションプール水を水源とし循環さ

せることから、水源が枯渇することはないため、対応が可能である。 

ガスタービン発電機を7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

414kL、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日間運転継続した場合に必要と

なる軽油量は約 32kL、原子炉補機代替冷却水系を 7日間運転継続した場合

に必要となる軽油量は約 42kL であり、合計約 488kL 必要である。これに

対して、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、軽油タンクに約

755kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスター

ビン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

１－２ 格納容器圧力逃がし装置を使用する場合 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：代替循環冷却系を使用する場合と同一で

ある。 

② 対策の考え方：代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

③ 初期の対策：代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

④ 安定状態に向けた対策：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）によ

る原子炉圧力容器への注水により、炉心の冷却を継続するとともに、原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却

を実施する。その後、原子炉格納容器フィルタベント系（※36）による原子

炉格納容器からの除熱を実施する。このため、大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）、軽油タンク、タンクローリ及び原子炉格納容器フィルタベント系を重

大事故等対処設備として新たに設備する。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

                             
（※36）申請者は、格納容器圧力逃がし装置の名称を「原子炉格納容器フィルタベント系」としている。 
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申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

b. 解析コード：代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

c. 事故条件：代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

d. 機器条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に係る機器条

件は、代替循環冷却系を使用する場合と同一である。原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系（可搬型）によるスプレイ流量は、原子炉格納容

器内の圧力及び温度の抑制に必要な量を考慮して 88m3/h とする。原子

炉格納容器フィルタベント系の排気流量は、原子炉格納容器第一隔離

弁を全開とした流量とする。 

e. 操作条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に係る操作条

件は、代替循環冷却系を使用する場合と同一である。原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却は、原

子炉格納容器内の圧力が 0.640MPa［gage］に到達した場合に開始し、

0.540MPa[gage]に低下した場合又はサプレッションプール水位が真

空破壊装置下端－0.4m（通常運転水位＋約 2m）に到達した場合に停止

する。 

原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの除熱

は、サプレッションプール水位が真空破壊装置下端－0.4m（通常運転

水位＋約 2m）到達から 5分後に実施する。なお、中央制御室からの弁

の開操作に失敗した場合でも、原子炉格納容器内の圧力が

0.854MPa[gage]に到達する前に現場において弁の開操作を実施するこ

とができる。 

f. Cs-137 の放出量評価の条件：事象発生までの運転時間、原子炉格納

容器から原子炉建屋への漏えい率、原子炉格納容器貫通部内における

粒子状放射性物質の捕集効果による除染係数、非常用ガス処理系を考

慮した原子炉建屋から大気への放出等の条件は、代替循環冷却系を使

用する場合と同一である。 

Cs-137 は、原子炉格納容器から漏えいし原子炉建屋を経由して環境

に放出されるとともに、原子炉格納容器フィルタベント系によるベン

トにより原子炉格納容器から環境に放出されるものとする。原子炉格

納容器フィルタベント系の粒子状放射性物質に対する除染係数は

1,000 とする。 
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② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は以下のとおりである。 

a. 大破断 LOCA 時に高圧注水機能、低圧注水機能及び全交流動力電源

の機能が喪失するため、原子炉水位が急速に低下し炉心が露出するこ

とから、事象発生から約 4 分後に PCT が約 727℃に到達するが、事象

発生から約 15 分後にガスタービン発電機による給電を開始し、事象

発生から 25 分後に低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉圧力容器への注水を行うことにより、原子炉水位が回復し炉心

は再冠水し、原子炉圧力容器は破損しない。 

b. 原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇するが、原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却及び原子

炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの除熱（事象

発生から約 45 時間後）を行うことにより、原子炉格納容器の最高圧力

は約 0.640MPa[gage]、最高温度は約 178℃に抑えられる。以降、原子

炉格納容器内の圧力及び温度は下降傾向が維持されており、安定状態

となっている。 

c. 原子炉格納容器内が最高圧力となる時点における原子炉格納容器

内の非凝縮性ガスの総量に対し、水の放射線分解による水素及び酸素

の発生量は 2%以下であり、その影響を考慮しても限界圧力に到達する

ことはない。 

d. 原子炉格納容器から原子炉建屋へ漏えいし環境に放出される Cs-

137 の放出量は、7 日間で約 9.9×10-1TBq である。これに加え、原子

炉格納容器フィルタベント系を経由して原子炉格納容器から環境に

放出される Cs-137 の放出量は、サプレッションチェンバ側からベン

トした場合は 7 日間で約 8.0×10-4TBq、ドライウェル側からベントし

た場合は 7日間で約 3.2×10-1TBq となる。原子炉格納容器から環境に

放出される Cs-137 の放出量は、7日間で最大約 1.4TBq であり、100TBq

を下回っている。 

上記 b.、c.及び d.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目

（a）、（b）及び（c）を満足している。さらに、後述する格納容器破損モー

ド「Ⅳ－１．２．２．４ 水素燃焼」において水素燃焼の防止を確認して

いること並びに上記 c.より、評価項目（g）を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

470



 

243 

 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP については、代替循環冷却系を使用する場合と同一である。ま

た、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の操作は原子炉格

納容器内の圧力を起点とするが、MAAP の不確かさがこれらのパラメー

タに与える影響は小さいため、運転員等の操作時間に与える影響も小

さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

ガスタービン発電機からの受電後の低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却開始時間等に係る操作条件の不

確かさの影響は、代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの

除熱は、事象発生から約 45 時間後であることから十分な時間余裕

がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要となる要

員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスにおいて、対応及び復旧作業に必要な要員は 30 名で

ある。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大

事故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本評価事故シーケンスにおいて、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却

系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却を事象発生から 7日間行った

場合に必要となる水は、約 3,480m3 である。これに対して、復水貯蔵タン

クに約 1,192m3、淡水貯水槽に約 10,000m3、合計約 11,192m3の水を保有し

ており、対応が可能である。 

ガスタービン発電機を7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

414kL、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日間運転継続した場合に必要と
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なる軽油量は約 32kL、原子炉補機代替冷却水系を 7日間運転継続した場合

に必要となる軽油量は約 42kL であり、合計約 488kL 必要である。これに

対して、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、軽油タンクに約

755kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスター

ビン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧・過温破損）」に対して申請者が格納容器破損防止対策として計画して

いる低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水及

び代替循環冷却系又は原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器

からの除熱、さらに、原子炉格納容器フィルタベント系を使用する場合には原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却が、事

象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電

源喪失｣において、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力

容器への注水及び代替循環冷却系又は原子炉格納容器フィルタベント系による

原子炉格納容器からの除熱、さらに、原子炉格納容器フィルタベント系を使用す

る場合には原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却を行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損防止対策の評

価項目（a）、（b）、（c）及び（g）を満足している。さらに、申請者が使用した解

析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目（a）、（b）、（c）及び（g）

を概ね満足しているという判断は変わらないことを確認した。なお、申請者が行

った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（残留

熱除去系等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの

設備の機能回復も重要な格納容器破損防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

｢Ⅳ－１．１ 事故の想定｣で示したように、評価事故シーケンス｢大破断 LOCA

＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失｣における対策の有効性を確

認したことにより、その対策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断

できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」に対して申請者が計画している格納容器破
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損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）代替循環冷却系による安定状態に向けた対策 

申請者は、代替循環冷却系を使用する場合における安定状態に向けた対策と

して、原子炉補機代替冷却水系を用いてサプレッションプール水を冷却して循

環させる代替循環冷却系により原子炉注水を行う一方、淡水貯水槽を水源とし

た原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の間欠運転による原子炉格納

容器内の冷却により、原子炉格納容器内の温度を抑制することとしていた。 

これに対し、規制委員会は、事象発生から約 168 時間後における原子炉格納

容器内の温度について、評価項目を満足するものの、高め（約 147℃）に推移

していることから、より効率的に原子炉格納容器内の温度を低下させる対策を

求めた。 

申請者は、原子炉補機代替冷却水系を用いてサプレッションプール水を冷却

して循環させる代替循環冷却系について、原子炉注水及び格納容器スプレイを

同時に実施できるよう設計変更し、原子炉格納容器からの除熱を行う方針を示

した。また、この対策により、事象発生から約 168 時間後における原子炉格納

容器内の温度が約 94℃に低下することを示した。 

これにより、規制委員会は、代替循環冷却系による安定状態に向けた対策の

有効性を確認した。 

 

（２）原子炉圧力容器が破損する場合の評価 

申請者は、MAAP を用いた解析の結果に基づき、本評価事故シーケンス｢大破

断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失｣においては事象発

生から 25 分後に原子炉圧力容器への注水を開始することで原子炉圧力容器の

破損を回避できるとし、原子炉圧力容器が破損する場合の評価は不要としてい

た。 

これに対し、規制委員会は、炉心損傷後の事故進展挙動の解析は現時点にお

ける最新の知見をもってしても不確かさが大きく、原子炉圧力容器の破損の有

無という大きな事象分岐をその解析結果を根拠に決定論的に判断すべきでは

ないとの観点から、原子炉圧力容器が破損する場合についても評価を求めた。 

申請者は、原子炉圧力容器破損後の格納容器破損防止対策の有効性を評価す

る「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」の解析結果により、原子炉圧
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力容器が破損する場合に対する格納容器過圧・過温破損の防止対策の有効性を

確認できることを示した。 

これにより、規制委員会は、原子炉圧力容器が破損に至る場合の格納容器過

圧・過温破損防止対策の有効性についても、格納容器破損モード「高圧溶融物

放出／格納容器雰囲気直接加熱」により確認した。（「Ⅳ－１．２．２．５ 溶

融炉心・コンクリート相互作用」を参照） 

 

（３）Cs-137 の放出量評価におけるベント経路の影響 

申請者は、Cs-137 の放出量評価において、原子炉格納容器フィルタベント系

による格納容器ベントをサプレッションチェンバ側から実施した場合の放出

量をもって最大放出量としていた。 

これに対し、規制委員会は、原子炉格納容器フィルタベント系の実施手順に

ドライウェル側からベントを行う場合も含まれることから、ベント時にサプレ

ッションプール水でのスクラビングに期待できないドライウェル側からのベ

ントについても放出量の評価を求め、さらに、原子炉格納容器から漏えいし原

子炉建屋を経由して環境に放出される量についても考慮した評価を求めた。 

申請者は、ドライウェル側からベントした場合の放出量を評価するとともに、

原子炉格納容器から原子炉建屋への漏えい率は、原子炉格納容器内の圧力に応

じて設計漏えい率を基に評価した値を用い、さらに、評価を厳しくするために

原子炉建屋内での沈着等による放射性物質除去効果を考慮しないものとして、

原子炉格納容器から漏えいし原子炉建屋を経由して環境に放出される Cs-137

の量を評価し、それらの合計が 100TBq より十分低いことを示した。 

これにより、規制委員会は、本評価事故シーケンスにおける Cs-137 の放出

量が、代替循環冷却系及び格納容器圧力逃がし装置のいずれを使用した場合に

おいても、100TBq を下回ることを確認した。 

 

（４）Cs-137 の放出量評価等における原子炉格納容器から漏えいする際の

除染係数 

申請者は、原子炉格納容器から原子炉建屋へ漏えいする際の原子炉格納容器

貫通部における粒子状放射性物質の除染係数について、当初、除染効果には期

待しないとして除染係数 1を設定することとしていた。 

これに対し、規制委員会は、重大事故等時の対応判断を適切に行う観点から、

Cs-137 の放出量や作業員の被ばくによる実効線量を適切に評価するため、より

現実的な除染係数を設定するよう求めた。 

申請者は、原子炉格納容器の限界温度及び限界圧力を超える条件下で破損さ
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せた貫通部及びフランジ部を対象とした除染係数の実験結果（※37）を基に、

健全な状態の貫通部及びフランジ部における除染係数として 10 を設定するこ

ととした。 

これにより、規制委員会は、Cs-137 の放出量評価等において、原子炉格納容

器から漏えいする粒子状放射性物質の除染係数として、十分な保守性を担保し

つつ、より現実的な値を設定した上で評価した結果、Cs-137 の放出量に係る評

価項目を満足していることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」（以下本節に

おいて「本格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器が高い圧力の状況

で損傷する観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器の破

損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策に

有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（d）

原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減されているこ

と。」について、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。 

なお、原子炉圧力容器の破損後については、「Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容

器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンク

リート相互作用」において、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉圧力容器が高い圧力の状況で損傷

し、溶融炉心等が急速に放出され、原子炉格納容器雰囲気が直接加熱され

ることで、原子炉格納容器内の温度及び圧力が上昇し、原子炉格納容器の

破損に至る。 

② 対策の考え方：高圧溶融物放出に伴う格納容器雰囲気直接加熱を防止す

るためには、原子炉圧力容器破損前までに原子炉圧力容器の減圧を行う必

要がある。 

③ 初期の対策：原子炉圧力容器破損前までに逃がし安全弁（自動減圧機能）

                             
（※37）「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関する総括報告書（原子力発電技術機構 

平成 15 年 3月）」で報告されている放射性物質捕集特性試験 
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による原子炉圧力容器の減圧を実施する。また、逃がし安全弁の温度上昇

を抑制するため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子

炉格納容器内の冷却を実施する。このため、逃がし安全弁（自動減圧機能）、

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク及び非常用ディーゼル発電機を重大事故

等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート

相互作用」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：「過渡事象＋高圧注水失敗＋手動減圧失敗＋

炉心損傷後の原子炉減圧失敗（＋DCH 発生）」を選定する。これは、PRA

の手法により抽出されたシーケンスであり、時間余裕の観点から、事

象進展が早く炉心損傷までの経過時間がより短くなるような過渡事

象（給水流量の全喪失）を起因事象とし、原子炉圧力容器の破損時に

おける原子炉圧力の厳しさの観点から、原子炉圧力容器内が高圧で維

持される状態を想定することで、より厳しい事故シーケンスであるこ

とから選定している。 

なお、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」の格納容器破損

防止対策の有効性を評価するためには、原子炉圧力容器の破損まで事

象を進展させる必要がある。そのため、原子炉圧力容器への注水手段

の全てが使用できないものと仮定することで、事象を炉心損傷に進展

させ、さらに、原子炉圧力容器の破損に進展させるものとする。 

「Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互

作用」及び「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」

において、原子炉圧力容器の破損まで事象を進展させるために、原子

炉圧力容器への注水手段の全てが使用できないと仮定した場合、事象

進展及び運転員等の操作時間は本評価事故シーケンスと同じとなる。 

b. 解析コード：逃がし安全弁からの冷却材流出（臨界流・差圧流）、原

子炉圧力容器における溶融炉心のリロケーション、原子炉圧力容器内

溶融炉心－冷却材相互作用、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達、原

子炉圧力容器破損等を取り扱うことができる MAAP を用いる。 

c. 事故条件：起因事象として、給水流量の全喪失が発生するものとす
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る。 

高圧注水機能及び低圧注水機能が全て喪失するとし、これに伴い、

自動減圧系は作動しないものとする。さらに、低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系

ポンプ）による原子炉圧力容器への注水にも期待しないものとする。 

外部電源はないものとする。これは、非常用ディーゼル発電機にて

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）等への給電が可能である

ことから外部電源がある場合と事象進展は同等となるが、資源の確保

の観点では、厳しい設定となる。原子炉圧力を厳しく評価するため、

原子炉冷却材圧力バウンダリ、逃がし安全弁等については破損や漏え

い等は考慮しない。 

d. 機器条件：原子炉圧力容器の減圧には逃がし安全弁（自動減圧機能）

2個を使用し、1個当たりの容量は設計値とする。原子炉格納容器代替

スプレイ冷却系（常設）の流量は、88m3/h とする。その他は、「Ⅳ－１．

２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」と同一である。 

e. 操作条件：原子炉圧力容器の減圧操作は、原子炉水位が燃料有効長

底部から燃料有効長の 20%上の位置に到達した場合に実施し、減圧操

作後は、原子炉圧力容器破損時まで、逃がし安全弁（自動減圧機能）

を開状態に維持する。原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）に

よる原子炉格納容器内の冷却は、原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃

に到達した場合に開始する。その他は、「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉

心・コンクリート相互作用」と同一である。 

 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は以下のとおりとしている。 

a. 原子炉圧力容器への注水ができないことから、原子炉水位は急速に

低下して炉心が露出し、事象発生から約 43 分後に炉心損傷に至る。事

象発生から約 43 分後に、原子炉水位が燃料有効長底部から燃料有効

長の 20%上の位置に到達し、逃がし安全弁（自動減圧機能）による減

圧を実施することから、原子炉圧力容器破損の時点（事象発生から約

4.3 時間後）の圧力は約 0.1MPa[gage]となり、2.0MPa[gage]以下に抑

えられる。 

b. 原子炉圧力容器破損後の事象進展解析結果は、「Ⅳ－１．２．２．５ 

溶融炉心・コンクリート相互作用」と同一である。 

 

上記 a.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（d）を満足
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している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP による原子炉水位の低下は、より精緻なモデルを備えた SAFER

による評価結果とは異なるものの、その差は小さい（原子炉水位が、

燃料有効長底部から燃料有効長の 20%上の位置に到達するのが数分程

度異なる。）ため、原子炉水位を起点とする減圧操作の開始時間への影

響は小さく、評価項目となるパラメータに与える影響も小さい。 

炉心ヒートアップ、原子炉圧力容器における溶融炉心のリロケーシ

ョン、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達、原子炉圧力容器破損に係

る不確かさがある。これらについては、感度解析を実施しており（※
38）、いずれのケースにおいても、原子炉圧力への影響が小さいことが

確認されており、原子炉圧力容器破損に至るまでの間に原子炉圧力が

2.0MPa[gage]を下回ることに変わりはない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

解析条件では、高めの燃焼度を想定することで崩壊熱に保守性

を持たせているため、最確条件の場合には原子炉水位の低下は緩

慢になり、原子炉水位を起点とする減圧操作の開始が遅くなるこ

とから、時間余裕が大きくなる。この場合、原子炉圧力容器の破

損も遅くなるため、原子炉圧力容器破損に至るまでの間に原子炉

圧力が 2.0MPa[gage]を下回ることに変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉圧力容器の破損までに減圧操作を完了する必要があるが、

操作時間は 5 分であり、原子炉圧力容器は事象発生から約 4.3 時

間後に破損することから十分な時間余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

                             
（※38）「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」２．（５）MAAP を参照 
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（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、同一の評価事故シーケンスである「Ⅳ－１．２．２．５ 

溶融炉心・コンクリート相互作用」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱」に対して、申請者が格納容器破損防止対策として計画している逃がし安全弁

（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧等が高圧溶融物放出／格納容器雰

囲気直接加熱に至る可能性のある事象進展の特徴を捉えた対策であると判断し

た。 

評価事故シーケンス「過渡事象＋高圧注水失敗＋手動減圧失敗＋炉心損傷後の

原子炉減圧失敗（＋DCH 発生）」において、逃がし安全弁（自動減圧機能）による

原子炉圧力容器の減圧を行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損

防止対策の評価項目（d）を満足している。 

さらに申請者が使用した解析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価

項目を概ね満足しているという判断は変わらないことを確認した。なお、申請者

が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（非

常用炉心冷却系等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこ

れらの設備の機能回復も重要な格納容器破損防止対策となり得る。 

また、原子炉圧力容器の減圧により、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接

加熱」を防止した後、「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」

への対策と同一の対策をとることにより、原子炉格納容器を安定状態に導くこと

ができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、当該対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等につい

ても、申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した評価事故シーケンス「過渡事象＋高圧注水失敗＋手動減圧失敗＋炉心

損傷後の原子炉減圧失敗（＋DCH 発生）」における対策の有効性を確認したことに

より、その対策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容

器雰囲気直接加熱」に対して申請者が計画している格納容器破損防止対策は、有

効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 
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審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）逃がし安全弁の開保持機能の維持 

申請者は、本評価事故シーケンスにおいて、原子炉圧力容器が破損するまで

（事象発生から約 4.3 時間後）、逃がし安全弁の開保持により過熱蒸気の流出

を継続するとしていた。 

規制委員会は、過熱蒸気が長時間にわたり逃がし安全弁を通過しても、開保

持機能が維持されることの確実性について説明を求めた。 

申請者は、原子炉圧力容器の減圧中における環境を想定し、逃がし安全弁の

本体部と補助作動装置の温度上昇を評価し、機能確認試験の結果との比較によ

り、開保持機能を維持できることを示した。さらに、原子炉圧力容器の減圧を

継続している状況で、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）により逃が

し安全弁の温度上昇を抑制する手順とすることで、減圧中の開保持をより確実

にする方針であることを示した。 

これにより、規制委員会は、原子炉圧力容器を減圧する過程において、過熱

蒸気が逃がし安全弁を通過しても、開保持機能の信頼性は高いことを確認した。 

 

（２）原子炉圧力容器への注水手段がない場合の原子炉減圧の考え方 

申請者は、当初、原子炉水位が燃料有効長底部から燃料有効長の 10%上の位

置に到達した時点で、減圧の観点からより厳しい条件として逃がし安全弁（自

動減圧機能）1個を用いて、原子炉圧力容器の減圧を実施するとしていた。 

規制委員会は、事象進展への影響を踏まえて減圧開始の条件の考え方を説明

するように求めた。 

申請者は、減圧開始のタイミングについては、原子炉圧力容器内の保有水に

より燃料を冷却する効果を期待するために原子炉減圧を遅らせる観点のみな

らず、ジルコニウム－水反応による水素発生量を抑制する観点も考慮し、原子

炉水位が燃料有効長底部から燃料有効長の 20%上の位置に到達した時点で実施

する手順に変更することとした。また、開放する逃がし安全弁（自動減圧機能）

の数については、1 個の場合は水素発生量が大きくなること、他方で弁の個数

を多くするほど、原子炉圧力容器内の蒸気流量が大きくなり、燃料被覆管に対

する負荷が増加することを考慮し、開放する弁数を 2個とすることとした。 

これにより、規制委員会は、原子炉減圧の考え方が妥当であることを確認し

た。 
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Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」（以下本

節において「本格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器外の溶融燃料

－冷却材相互作用（以下「FCI」という。）により生じる一時的な圧力の急上昇の観

点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器破損を防止し、放

射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策に有効性がある

かを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（e）

急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によ

って原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと」について、格納容器破損

防止対策に有効性があるかを確認した。 

本節では、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」及

び｢Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用｣と共通する事項を省略

し、本格納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉圧力容器外の FCI には、衝撃を伴

う水蒸気爆発と、溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急

激な圧力上昇（以下｢圧力スパイク｣という。）があるが、水蒸気爆発の発生

の可能性は極めて低いと考えられるため、圧力スパイクについて考慮する。

本格納容器破損モードの特徴として、溶融炉心と原子炉圧力容器外の冷却

水が接触して、圧力スパイクが生じる可能性があり、このときに発生する

エネルギーが大きいと構造物が破壊され、原子炉格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：原子炉格納容器の破損を防止するためには、原子炉格納

容器を冷却及び除熱し、水蒸気発生に伴う原子炉格納容器圧力の上昇を抑

制する必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉圧力容器破損前の対策は「Ⅳ－１．２．２．２ 高

圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子炉圧力容器

の減圧開始後は｢Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用｣

と同一である。初期の対策のうち本格納容器破損モードに対するものは、

圧力スパイクが発生した場合に原子炉格納容器バウンダリの機能を維持

し、原子炉圧力容器破損前の原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）

による逃がし安全弁の温度上昇の抑制及び溶融炉心・コンクリート相互作
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用の緩和効果に期待できる水位として、ドライウェル水位を 0.02m（原子

炉格納容器下部水位 3.67m）から 0.23m（原子炉格納容器下部水位 3.88m）

に設定することである。このため、原子炉格納容器下部水位計及びドライ

ウェル水位計（※39）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

④ 安定状態に向けた対策：「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート

相互作用」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋

損傷炉心冷却失敗（＋FCI 発生）｣を選定する。 

これは、溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生の観点から、

原子炉圧力容器下部からまとまって落下する溶融炉心の割合が多くな

る原子炉圧力容器が低圧で破損する過渡事象及び LOCA のうち、冷却

材が流出することからジルコニウムの酸化割合が小さく溶融炉心の保

有熱量が小さくなる LOCA を除外し、溶融炉心の保有熱量が大きい上

記の過渡事象を選定した上で、さらに、事象進展の観点から、過渡事

象のうち、事象初期の高圧注水が行えず水位低下が早くなる｢過渡事象

＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗｣が、より厳しい事故シーケンスであ

ることから選定する。 

b. 解析コード：原子炉格納容器における各領域間の流動、構造材との

熱伝達、格納容器スプレイ冷却、炉心損傷後の原子炉圧力容器外の FCI

等を取り扱うことができる MAAP を用いる。 

c. 事故条件：「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」と同一である。 

d. 機器条件：原子炉圧力容器破損前は「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶

融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子炉圧力容器

破損後は「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」

と同一である。 

e. 操作条件：原子炉圧力容器破損前は「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶

                             
（※39）申請者が用いている水位計の名称は「原子炉格納容器下部水位」及び「ドライウェル水位」である

が、計測器であることが判別できるように原子炉格納容器下部水位計及びドライウェル水位計と記載し

ている。また、本審査書では、その他の計測器についても同様に計測器名称であることが判別できるよ

うに記載している。 
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融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子炉圧力容器

破損後は「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」

と同一である。 

 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融

物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。なお、本格納容器破損

モードにおける評価項目に関連する解析結果は以下のとおりである。 

a. 事象発生から約 4.3 時間後には原子炉圧力容器破損に至り、圧力ス

パイクが生じることにより原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇

するが、溶融燃料流出停止までの期間の原子炉格納容器の最高圧力・

最高温度はそれぞれ約 0.23MPa[gage]及び約 128℃にとどまる。 

上記 a.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（e）を満足

している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

原子炉圧力容器外の FCI 現象に関する大規模実験の知見から、圧力

スパイクへの影響因子として、原子炉格納容器下部水位、破損口径、

エントレインメント係数及びデブリ粒子径を挙げ、これらの影響因子

に対する感度解析等を実施した。その結果、これらのパラメータが圧

力スパイクに与える影響は小さいことが確認されている（※40）ことか

ら、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響

は小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

事故シーケンスを評価事故シーケンスとして選定していない

「大破断LOCA＋HPCS失敗＋低圧ECCS失敗＋全交流動力電源喪失」

とし、原子炉冷却材圧力バウンダリの機能の喪失を仮定した場合、

原子炉冷却材の放出量が増加することにより、原子炉圧力容器破

損に至るまでの事象進展は早まるが、圧力スパイクによる原子炉

格納容器内の圧力の最大値は約 0.30MPa[gage]であり、限界圧力

には至らず、評価項目を満足することに変わりはない。 

                             
（※40）「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」２．（５）MAAP を参照 
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イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納

容器下部への注水操作は、原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に

到達した時点で開始するとしているが、この温度に到達するまで

の時間は事象発生から約 2.5 時間後であり、操作は原子炉圧力容

器下鏡部温度の上昇傾向を監視しながらあらかじめ準備すること

が可能であることから、操作が遅れる可能性は小さい。また、原

子炉格納容器下部への注水の開始操作の所要時間は約 10 分であ

り、原子炉格納容器下部への注水水位の下限であるドライウェル

水位 0.02m（原子炉格納容器下部水位 3.67m）までの注水は約 1.2

時間で完了する（事象発生から約 3.7 時間後）ことから、事象発

生から約 4.3 時間後の原子炉圧力容器の破損まで、約 0.6 時間の

時間余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが評価項目とな

るパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認でき

る範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認した結果、

操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相

互作用」において、申請者が水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしている

ことは妥当と判断した。その上で、規制委員会は、格納容器破損防止対策として

申請者が計画している、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」及び「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」と同

一の対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋損傷炉心冷

却失敗（＋FCI 発生）｣において、原子炉格納容器下部への注水等を行い、さらに、

原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導くために、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧

溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」及び｢Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コ

ンクリート相互作用｣に示した対策を行った場合に対する申請者の解析結果は、
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格納容器破損防止対策の評価項目（e）を満足している。さらに、申請者が使用し

た解析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目（e）を概ね満足して

いるという判断は変わらないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（非常用炉心冷却系等）

の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たっては、これらの設備の機能

回復も重要な格納容器破損防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

｢Ⅳ－１．１ 事故の想定｣で示したように、より厳しい事故シーケンスとして

選定した評価事故シーケンス｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋損傷

炉心冷却失敗（＋FCI 発生）｣における対策の有効性を確認したことにより、その

対策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融

燃料－冷却材相互作用」に対して申請者が計画している格納容器破損防止対策は、

有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）水蒸気爆発が実機において発生する可能性 

申請者は、原子炉圧力容器外の FCI のうち、水蒸気爆発は、実機において発

生する可能性は極めて低いとしている。 

これに対して、規制委員会は、その根拠を整理して提示するよう求めた。 

申請者は、実機において想定される溶融物（二酸化ウランとジルコニウムの

混合溶融物）を用いた大規模実験として、COTELS、FARO、KROTOS 及び TROI を

挙げ、これらのうち、水蒸気爆発が発生した KROTOS、TROI の一部実験の特徴

としては、外乱を与えて液－液直接接触を生じさせていること、又は溶融物の

初期の温度を高く設定することで、溶融物表面の蒸気膜が安定化する反面、溶

融物表面が冷却材中で固化しにくくさせていることが要因であることを示し

た。さらに、大規模実験の条件と実機条件とを比較した上で、実機においては、

液－液直接接触が生じるような外乱となり得る要素は考えにくいこと、実機で

想定される溶融物の初期の温度は実験条件よりも低く、冷却材中を落下する過

程で溶融物表面の固化が起こりやすいことを示した。 

これにより、規制委員会は、原子炉圧力容器外の FCI で生じる事象として、
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水蒸気爆発は除外し圧力スパイクを考慮すべきであることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．２．４ 水素燃焼 

格納容器破損モード「水素燃焼」（以下本節において「本格納容器破損モード」と

いう。）では、水素燃焼の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子

炉格納容器の破損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを

防止する対策に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（f）

原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。（ドライ条件

に換算して、水素濃度が 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であること）」につ

いて、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。 

本節では、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過

圧・過温破損）」と共通する事項を省略し、本格納容器破損モードに特有の事項を

中心に記載する。 

また、本節においては、原子炉圧力容器の破損が回避される場合について対策に

有効性があるかを確認した。なお、原子炉圧力容器が破損する場合についての対策

に有効性があるかは、「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」に

おいて確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：ジルコニウム－水反応、水の放射線分解

等によって水素が発生し、発生した水素と原子炉格納容器内の酸素が反応

することにより激しい燃焼が生じ、原子炉格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：原子炉起動時に原子炉格納容器内を不活性化し、水素濃

度及び酸素濃度が可燃領域に至ることを防止する。 

③ 初期の対策：原子炉起動時に、窒素ガス置換により原子炉格納容器内を

不活性化する。これに用いる原子炉格納容器調気系は、重大事故等が発生

した際に使用するものではないため設計基準対象施設とする。その他の対

策は、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

④ 安定状態に向けた対策：原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監

視を行う。このため、格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度
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計（S/C）及び格納容器内雰囲気水素濃度計を重大事故等対処設備として新

たに整備するとともに、格納容器内雰囲気酸素濃度計を重大事故等対処設

備として位置付ける。その他の対策は、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用

する場合と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：PRA の手法では抽出されないものの、「Ⅳ－１．

２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一の事故シーケンス「大

破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失」を選定

する。 

原子炉運転中は窒素ガス置換により原子炉格納容器内の酸素濃度が

低く保たれていることから、水素燃焼防止の観点では酸素濃度が重要

となる。大破断 LOCA 時には、水素濃度が 13vol%を上回るものの、そ

の他のプラント損傷状態に比べてジルコニウム－水反応に寄与する冷

却材の量が少なくなり水素発生量が抑えられることから酸素濃度が相

対的に高くなることなど、より厳しいシーケンスであることから選定

する。なお、原子炉格納容器フィルタベント系を使用する場合、原子

炉格納容器内の気体が排出され、水素及び酸素の絶対量が減少すると

ともに、サプレッションチェンバのプール水の減圧沸騰等によって発

生する水蒸気により水素及び酸素の分圧が低く維持されることで原子

炉格納容器内での水素燃焼の可能性が無視できる状態となる。このた

め、水素燃焼の観点で厳しくなる代替循環冷却系を使用する場合を評

価する。 

b. 解析コード：｢Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同

一である。 

c. 事故条件：｢Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一

である。なお、ジルコニウム－水反応による水素発生量は、MAAP の評

価結果から得られた値を用いる。これは、全炉心内のジルコニウム量

487



 

260 

 

の 75%が水と反応した場合には MAAP による評価結果に比べて原子炉

格納容器内の水素濃度が増加するため酸素濃度が低下すること及び

MAAPによる評価結果においても水素濃度が 13vol%を超えることから、

水素燃焼の観点で厳しい設定となる。原子炉格納容器内の初期酸素濃

度は、2.5vol%とする。水の放射線分解による水素及び酸素の発生割合

（以下「G値」という。）は、それぞれ 0.06 分子/100eV、0.03 分子/100eV

とする。 

d. 機器条件：「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一

である。 

e. 操作条件：「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一

である。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は以下のとおりである。 

a. 炉心の露出から再冠水までの間に、原子炉圧力容器内の全ジルコニ

ウム量の約 13%が水と反応して水素が発生する。これにより、事象発

生直後から原子炉格納容器内の水素濃度は 13vol%（ドライ条件）を上

回る。また、水の放射線分解によって水素及び酸素が発生する。 

b. ドライ条件に換算したドライウェル内の酸素濃度は、事象発生の約

11 時間後から約 24 時間後まで 5vol%を上回るが、この期間は LOCA 破

断口からの水蒸気によりドライウェル内が満たされ、ドライウェル内

の酸素濃度は約 0.007vol%（ウェット条件）である。 

c. 事象発生から 7 日後におけるドライウェル内の酸素濃度は約

2.8vol%（ドライ条件）、サプレッションチェンバ内の酸素濃度は約

3.4vol%（ドライ条件）であり、5vol%を下回る。 

d. その後も水素濃度及び酸素濃度を監視し、原子炉格納容器内の酸素

濃度が上昇した場合には原子炉格納容器内に窒素を注入するととも

に、水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に至る場合については、格納容

器ベントによって、水素濃度及び酸素濃度を低減することで安定状態

を維持できる。 

e. その他の事象進展解析結果は、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を

使用する場合と同じである。 

上記 b.及び c.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（f）
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を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容

器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

G 値の不確かさから、水の放射線分解による酸素の発生が大幅

に増加する場合、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が可

燃領域に至る可能性がある。G 値を設計基準事故対処設備である

可燃性ガス濃度制御系の性能評価に用いる G 値（（沸騰状態の場

合）水素:0.4 分子/100eV、酸素:0.2 分子/100eV、（非沸騰状態の

場合）水素:0.25 分子/100eV、酸素:0.125 分子/100eV）とした場

合の評価を実施した。その結果、原子炉格納容器からの除熱を開

始した後、事象発生から約 48 時間後に原子炉格納容器内の酸素濃

度が 4.0vol%（ドライ条件）に到達し、可搬型窒素ガス供給装置に

よる原子炉格納容器内への窒素注入を実施することで、原子炉格

納容器内の酸素濃度の上昇は抑制され、事象発生から 7 日後まで

のドライウェル内の酸素濃度の最高値は約 4.1vol%（ドライ条件）、

サプレッションチェンバ内の酸素濃度の最高値は約 4.0vol%（ド

ライ条件）であり、5vol%を下回ることから、評価項目を満足する

ことに変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格

納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一

である。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 
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申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一として

いる。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「水素燃焼」に対して、申請者が格納容器

破損防止対策として計画している「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一

の対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電

源喪失」において、原子炉起動時に原子炉格納容器調気系を用いた原子炉格納容

器内の不活性化等を行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損防止

対策の評価項目（f）を満足している。さらに、申請者が使用した解析コード、解

析条件の不確かさを考慮しても、評価項目を概ね満足しているという判断は変わ

らないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定

する観点から、機能を喪失した設備（残留熱除去系等）の復旧を期待していない

が、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な格納容器破損

防止対策となり得る。 

また、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合に示した対策と同一の対策をとる

ことにより、原子炉格納容器を安定状態に導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した評価事故シーケンス「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交

流動力電源喪失」における対策の有効性を確認したことにより、その対策が本格

納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、格納容器破損モード「水素燃焼」に対して申請

者が計画している格納容器破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 
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（１）評価に用いる G値の妥当性 

申請者は、解析条件に用いる G 値を水素 0.06 分子/100eV、酸素 0.03 分子

/100eV としている。 

規制委員会は、知見が少ない G値について、不確かさに対する検討が不足し

ている点を指摘し、G 値の不確かさを踏まえた酸素発生について検討すること

を求めた。 

申請者は、これに対し以下のように説明した。 

① G 値の不確かさを考慮し、設計基準事故対処設備である可燃性ガス濃度

制御系の性能評価に用いる G値（（沸騰状態の場合）水素:0.4 分子/100eV、

酸素:0.2 分子/100eV、（非沸騰状態の場合）水素:0.25 分子/100eV、酸

素:0.125 分子/100eV）とした場合、原子炉格納容器内の酸素濃度は、事象

発生から約 48 時間後に 4.0vol%（ドライ条件）に到達する（※41）。 

② 上記①の場合、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器内への窒

素注入を実施することにより、原子炉格納容器内の酸素濃度の上昇は抑制

され、事象発生から 7日後までのドライウェル内の酸素濃度の最高値は約

4.1vol%（ドライ条件）、サプレッションチェンバ内の酸素濃度の最高値は

約 4.0vol%（ドライ条件）であり、5vol%を下回る。 

③ さらに、対策の手順には、原子炉格納容器内の酸素濃度計に基づく判断

が含まれており、原子炉格納容器からの除熱を開始した後、原子炉格納容

器内の酸素濃度が 4.0vol%（ドライ条件）到達時に窒素注入を行い、原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に至る前（酸素濃度が

4.3vol%（ドライ条件）かつ 1.5vol%（ウェット条件）到達時）に、原子炉

格納容器フィルタベント系を用いて原子炉格納容器内の気体を排出する

手順としている。 

これらにより、規制委員会は、G 値の不確かさを考慮した場合においても、

格納容器破損防止対策に有効性があることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」（以下本節において「本

格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器から流出した溶融炉心によ

るコンクリートの侵食という観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原

子炉格納容器の破損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されること

を防止する対策に有効性があるかを確認した。 

                             
（※41）原子炉格納容器からの除熱を開始する前は、ドライ条件に換算した原子炉格納容器内の酸素濃度は、

5vol%を上回る期間があるものの、その期間は水蒸気で原子炉格納容器内が満たされており、このような

雰囲気下において水素濃度及び酸素濃度は可燃領域に達しない。 
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本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち｢（a）

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回るこ

と｣、｢（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度

を下回ること｣、｢（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の

視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること｣、「（f）原

子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること（ドライ条件に換

算して、水素濃度が 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であること）」、｢（g）可

燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足すること｣及び

「（i）溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失

しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること」について、対策に有効性がある

かを確認した。 

なお、｢（d）原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低

減されていること｣については「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰

囲気直接加熱」において、｢（e）急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互

作用による熱的・機械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しな

いこと｣については「Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相

互作用」においてそれぞれ確認した。 

本格納容器破損モードの有効性評価においては、原子炉圧力容器が破損する場合

について格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。原子炉圧力容器の破

損が回避される場合について格納容器破損防止対策に有効性があるかは、「Ⅳ－１．

２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」におい

て確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉格納容器下部への溶融炉心の落下

に伴い発生する水蒸気及び非凝縮性ガスによって、原子炉格納容器内の圧

力及び温度が上昇し、原子炉格納容器の破損に至る。また、ジルコニウム

－水反応、水の放射線分解、コンクリート侵食等によって水素が発生し、

発生した水素と原子炉格納容器内の酸素が反応することにより激しい燃

焼が生じ、原子炉格納容器の破損に至る。さらに、原子炉圧力容器から溶

融炉心が原子炉格納容器内の床上に流出し、溶融炉心と接触した床コンク

リートが溶融炉心により侵食され、原子炉格納容器の構造部材の支持機能

が喪失し、原子炉格納容器の破損に至る。 
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② 対策の考え方：溶融炉心を冷却し、溶融炉心によるコンクリート侵食を

抑制するためには、原子炉圧力容器破損前に原子炉格納容器下部へ注水す

る必要がある。さらに、原子炉圧力容器破損後に原子炉格納容器内の圧力

及び温度を抑制するため、原子炉格納容器内を冷却し、原子炉格納容器か

らの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉圧力容器破損前の対策は「Ⅳ－１．２．２．２ 高

圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子炉圧力容器

の減圧後は原子炉圧力容器破損による溶融炉心の落下に備え、原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水を実

施する。原子炉圧力容器破損後には、原子炉格納容器下部注水系（常設）

（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水に切り替えるとと

もに原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却を実施する。このため、原子炉格納容器下部水位計、ドライウェ

ル水位計、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ガスタービン発電設備軽油タン

ク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備するととも

に、復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク及び非常用ディーゼル発電機を重大

事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：原子炉格納容器からの除熱を実施するため、代

替循環冷却系により、原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内のス

プレイを同時に行う。このため、代替循環冷却ポンプ、原子炉補機代替冷

却水系、ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリを重大事故等

対処設備として新たに整備するとともに、サプレッションチェンバ及び非

常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋

損傷炉心冷却失敗（＋デブリ冷却失敗）｣を選定する。これは、溶融炉

心の冷却の観点から、原子炉格納容器下部に落下する溶融炉心の細粒

化割合が小さく冷却が厳しくなる原子炉圧力容器が低圧で破損する

シーケンスのうち、事象初期から原子炉格納容器下部に原子炉冷却材

が流入する可能性がある「LOCA」を除外し、原子炉格納容器下部に落
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下する溶融炉心を冷却するための対策実施の時間余裕がより厳しく

なるシーケンスであることから選定する。 

b. 解析コード：炉心損傷後の原子炉圧力容器内の溶融炉心のリロケー

ション、原子炉圧力容器破損、溶融炉心によるコンクリート分解等を

取り扱うことができる MAAP を用いる。 

c. 事故条件：「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」と同一である。 

d. 機器条件：原子炉圧力容器破損前の機器条件は「Ⅳ－１．２．２．

２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子

炉圧力容器の破損後の原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）による原子炉格納容器下部への注水流量は、溶融炉心の冠水継

続が可能な流量を考慮して 50m3/h とする。原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系（可搬型）の流量は、原子炉格納容器内の圧力及び温度の抑

制に必要なスプレイ流量を考慮して 88m3/h とする。代替循環冷却系の

循環流量は、原子炉格納容器内のスプレイに 100m3/h、原子炉圧力容器

への注水に 50m3/h の流量配分とし、同時に注水及びスプレイを実施す

る。 

e. 操作条件：原子炉圧力容器破損前の操作条件は「Ⅳ－１．２．２．

２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子

炉圧力容器破損前において、原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到

達した場合に開始する原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）に

よる原子炉格納容器下部への注水は、ドライウェル水位が 0.23m（原

子炉格納容器下部水位 3.88m）に到達した場合に停止する。原子炉圧

力容器の破損後の原子炉格納容器下部への注水は、ドライウェル水位

が 0.02m（原子炉格納容器下部水位 3.67m）まで低下した場合に実施

し、ドライウェル水位が 0.23m（原子炉格納容器下部水位 3.88m）に到

達した場合に停止する。原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

による原子炉格納容器内の冷却は、原子炉格納容器内の圧力が

0.640MPa[gage]に到達した場合に開始し、代替循環冷却系による原子

炉格納容器からの除熱を開始した場合に停止する。代替循環冷却系に

よる原子炉格納容器からの除熱の開始時間は、原子炉補機代替冷却水

系への切替えの準備時間等を考慮して、事象発生から 24 時間後とす

る。 

f. Cs-137 の放出量評価の条件：事象発生まで、定格出力の 100%で長期

間にわたって運転されていたものとする。その運転時間は、燃料を約
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1/4 ずつ取り替えていく場合の平衡炉心を考えて、最高 50,000 時間と

する。 

Cs-137 は、原子炉格納容器から漏えいし、原子炉建屋を経由して環

境に放出されるものとする。原子炉圧力容器から原子炉格納容器内へ

の漏えい量は、炉心に内蔵される Cs-137 が事象進展に応じた割合で

原子炉格納容器内に漏えいするものとし、代表的なソースタームに関

する報告書である NUREG-1465 の放出割合よりも大きい値を示す傾向

のある MAAP を用いて算出する。また、原子炉格納容器内での Cs-137

除去効果については、格納容器スプレイ及びサプレッションプールで

のスクラビング等による効果を考慮する。原子炉格納容器から原子炉

建屋への漏えい率は、原子炉格納容器内の圧力に応じて設計漏えい率

を基に評価した値を用いる。原子炉格納容器貫通部内における粒子状

放射性物質の捕集効果による除染係数は 10 とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生から約 43 分後に炉心損傷に至る。事象発生から約 2.5 時

間後に原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した時点で原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注

水を開始する。原子炉圧力容器が破損に至り溶融炉心が原子炉格納容

器下部に落下する時点（事象発生から約 4.3 時間後）において約 3.8m

の原子炉格納容器下部水位が確保され、溶融炉心は冷却される。コン

クリート侵食量は原子炉格納容器下部の床面及び壁面ともに約 2cmで

あり、原子炉格納容器の構造部材の支持機能に及ぼす影響はない。 

b. 炉心損傷に伴うジルコニウム－水反応及び水の放射線分解により、

事象発生から 7 日後において、ドライ条件に換算して、水素濃度は

13vol%を超えるが、ドライウェル内の酸素濃度は約 2.3vol%、サプレ

ッションチェンバ内の酸素濃度は約 3.2vol%であり、可燃限界である

5vol%を下回る。 

c. 原子炉圧力容器の破損時に、溶融炉心が原子炉格納容器下部の水中

に落下する際、圧力スパイクが生じるが、原子炉格納容器内の圧力は

約 0.23MPa[gage]、温度は約 128℃に抑えられる。 

d. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下後は、継続的に原子炉格納

容器への下部注水を行うことで溶融炉心を冷却するとともに原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器内を冷
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却することから、原子炉格納容器内の最高圧力は 0.640MPa[gage]、最

高温度は約 180℃に抑えられる。 

e. 事象発生から 24 時間後、原子炉補機代替冷却水系による代替循環

冷却を開始することにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇

は抑制され低下傾向に転じ、原子炉格納容器を安定状態へ移行させる

ことができる。 

f. 原子炉格納容器から環境への Cs-137 の放出について、原子炉格納

容器から原子炉建屋への漏えい率は、原子炉格納容器内の圧力に応じ

て設計漏えい率を基に評価した値を用いる。保守的に原子炉建屋内で

の除去効果を考慮せず評価した場合の放出量は約 1.2×10-1TBq（7 日

間）となり、100TBq を下回っている。 

上記 a.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（i）を、上

記 c.及び d.により評価項目（a）及び（b）を、上記 f.より評価項目（c）

を、上記 b.より評価項目（f）を満足している。さらに、上記 b.及び d.よ

り、評価項目（g）を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

溶融炉心とコンクリートとの間の伝熱及びコンクリート侵食挙動に

ついては、ACE 実験及び SURC 実験、また、より新しい DEFOR 実験、

OECD-MCCI 実験等の結果により MAAP 解析の妥当性が確認されている。 

しかし、これらの現象は不確かさが大きいことからコンクリート侵

食量に影響を与えるパラメータについて検討し、感度解析を実施した。 

コンクリート侵食量に対して支配的な溶融炉心の上面熱流束につい

て感度解析を実施した。上面熱流束が圧力に依存しないとした場合、

コンクリート侵食量は原子炉格納容器下部の床面及び壁面ともに約

18cm であり、評価項目（i）を満足することに変わりはない。また、コ

ンクリート侵食量の増加に伴い溶融炉心・コンクリート相互作用によ

る可燃性ガスの発生量が増加することとなるが、溶融炉心・コンクリ

ート相互作用によって酸素が発生することはなく、可燃性ガスの発生

量の増加は相対的に酸素濃度を下げる要因となり、事象発生から 7日

後において、ドライ条件に換算して、水素濃度は 13vol%を上回るが、

酸素濃度は約 3.2vol%以下であり、評価項目（f）を満足することに変

わりはない。さらに、コンクリート侵食の発生を操作の起点とする運
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転員等の操作はないため、運転員等の操作時間に与える影響はない。

なお、コンクリート侵食量については、原子炉格納容器下部において、

溶融炉心が均一に堆積する場合を想定して解析を実施している。仮に

溶融炉心が均一に堆積しない場合を想定すると、溶融炉心と水の伝熱

面積が大きくなるため、溶融炉心の冷却が促進される傾向となること

から、評価項目（i）及び（f）を満足することに変わりはない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

解析条件では高めの燃焼度を想定することにより、崩壊熱に保

守性を与えている。最確条件の場合には、崩壊熱は解析条件より

も小さく、原子炉圧力容器破損までの事象進展が緩やかになるた

め、原子炉格納容器下部への注水操作に対する準備時間の余裕は

大きくなる。また、溶融炉心の持つエネルギが小さくなることか

ら、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなる。 

解析条件では、原子炉格納容器内の構造部材について、コンク

リート以外（内側鋼板、外側鋼板及びリブ鋼板）は考慮していな

い。最確条件の場合には、内側鋼板、外側鋼板及びリブ鋼板はコ

ンクリートより融点が高いため、コンクリート侵食量が抑制され

ることから、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくな

る。なお、仮に内側鋼板が侵食され、その支持機能に期待できな

い場合でも、外側鋼板のみで支持機能を維持できることから、原

子炉格納容器の構造部材の支持機能に及ぼす影響はない。 

評価事故シーケンスを「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失

敗＋全交流動力電源喪失」とし、原子炉注水機能についても原子

炉圧力容器破損まで使用できない場合、事象発生後の原子炉水位

の低下が早いため原子炉圧力容器破損までの時間が約 3.0 時間と

短くなり、溶融炉心の崩壊熱が大きくなるが、溶融炉心によるコ

ンクリート侵食量は原子炉格納容器下部の床面及び壁面ともに約

3cm であり、評価項目（i）を満足することに変わりはない。さら

に、炉心損傷に伴うジルコニウム－水反応、水の放射線分解及び

溶融炉心・コンクリート相互作用により発生する水素濃度及び酸

素濃度は、ドライ条件に換算して、それぞれ 13vol%以上及び約

3.2vol%以下であり可燃限界に至らないことから、評価項目（f）

を満足することに変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 
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原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納

容器下部への注水操作は、原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に

到達した時点で開始するとしているが、この温度に到達するまで

の時間は事象発生から約 2.5 時間後であり、操作は原子炉圧力容

器下鏡部温度の上昇傾向を監視しながらあらかじめ準備すること

が可能であることから、操作が遅れる可能性は低い。また、原子

炉格納容器下部への注水の開始操作の所要時間は約 10 分であり、

原子炉格納容器下部への注水水位の下限であるドライウェル水位

0.02m（原子炉格納容器下部水位 3.67m）までの注水は約 1.2 時間

で完了する（事象発生から約 3.7 時間後）ことから、事象発生か

ら約 4.3 時間後の原子炉圧力容器の破損まで、約 0.6 時間の時間

余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスにおいて、対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名で

ある。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大

事故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本評価事故シーケンスにおいて、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（常設）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉格納容器下部への注水並びに原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却を事象発生から 7日間継続した

場合に必要となる水は、約 590m3 である。これに対して、復水貯蔵タンク

に約 1,192m3、淡水貯水槽に約 10,000m3、合計約 11,192m3の水を保有して

おり、対応が可能である。代替循環冷却系による原子炉格納容器からの除

熱については、サプレッションプール水を水源とし循環することから、水

源が枯渇することはないため、対応が可能である。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

全出力で 7 日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 735kL、大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は
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約 32kL、原子炉補機代替冷却水系を 7日間運転継続した場合に必要となる

軽油量は約 42kL、外部電源喪失に伴い自動起動するガスタービン発電機に

ついて緊急用電気品建屋に 24 時間給電を想定した場合に必要となる軽油

量は約 25kL であり、合計約 834kL 必要である。これに対して、軽油タンク

に約 755kL、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL

の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」に対

して申請者が格納容器破損防止対策として計画している原子炉格納容器への下

部注水、原子炉格納容器代替スプレイ冷却等の対策が、事象進展の特徴を捉えた

対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋損傷炉心冷

却失敗（＋デブリ冷却失敗）｣において、原子炉格納容器への下部注水、原子炉格

納容器代替スプレイ冷却等を行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器

破損防止対策の評価項目（a）、（b）、（c）、（f）、（g）及び（i）を満足している。

さらに、申請者が使用した解析コード、解析条件及び現象の不確かさを考慮して

も、評価項目（a）、（b）、（c）、（f）、（g）及び（i）を概ね満足しているという判

断は変わらないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条

件を設定する観点から、機能を喪失した設備（非常用炉心冷却系等）の復旧を期

待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な

格納容器破損防止対策となり得る。 

また、代替循環冷却系による原子炉格納容器からの除熱等の対策をとることに

より、原子炉格納容器を安定状態に導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した評価事故シーケンス｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋損

傷炉心冷却失敗（＋デブリ冷却失敗）｣における対策の有効性を確認したことに

より、その対策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 
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以上のとおり、規制委員会は、格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート

相互作用」に対して申請者が計画している格納容器破損防止対策は、有効なもの

であると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）原子炉格納容器下部への注水に係る水位の確認 

申請者は、原子炉格納容器下部へ落下した溶融炉心の冷却のための事前注水

については、注水流量に基づき原子炉格納容器下部水位 3.4m が確保されてい

ることを確認するとしていた。 

規制委員会は、溶融炉心・コンクリート相互作用を抑制するため、原子炉格

納容器下部へ落下した溶融炉心が確実に冷却される必要があるとの観点から、

下部注水による水位を確実に把握できることを求めた。 

申請者は、原子炉格納容器下部へ溶融炉心が落下する前に注水水位が確保さ

れていることが確認できるようにドライウェル水位計を重大事故等対処設備

として新たに整備するとともに、ドライウェル水位計の設置高さ（※42）を考

慮し、ドライウェル床面から 0.23m（原子炉格納容器下部から 3.88m）まで注

水することとした。 

これにより、規制委員会は、下部注水による水位を確実に把握できることを

確認した。 

 

（２）溶融炉心によるドライウェル床ドレンサンプへの影響について 

申請者は、ドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入はないとしてい

た。 

規制委員会は、知見が少ない溶融炉心挙動について不確かさに対する検討が

不足している点を指摘し、溶融炉心がドライウェル床ドレンサンプへ流入した

場合の影響を評価することを求めた。 

申請者は、仮にドライウェル床ドレンサンプに溶融炉心が流入した場合を想

定し、ドライウェル床ドレンサンプのコンクリート侵食量を評価した。その結

果、侵食量は壁面で約 16cm、床面で約 20cm であり、この場合であっても、原

子炉格納容器バウンダリまで侵食は到達しないこと、また、原子炉格納容器の

構造部材の支持機能に与える影響はないことを示した。 

                             
（※42）ドライウェル水位計は、ドライウェル床面から 0.02m（原子炉格納容器下部から 3.67m）、0.23m（原子

炉格納容器下部から 3.88m）及び 0.34m（原子炉格納容器下部から 3.99m）の高さに設置する。 
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これらにより、規制委員会は、溶融炉心挙動の不確かさを考慮し、仮にドラ

イウェル床ドレンサンプに溶融炉心が流入した場合でも、原子炉格納容器バウ

ンダリ機能が維持されること及び原子炉格納容器の構造部材の支持機能に与

える影響がないことを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

第３７条第３項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽

内燃料体等」という。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもので

なければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷を防止す

るために必要な措置を講じたもの」とは、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機

能が喪失することにより、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、蒸発により水

位が低下する事故（以下「想定事故１」という。）及びサイフォン現象等により使用

済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料貯蔵槽の水位が低下する

事故（以下「想定事故２」という。）に対して、以下の（a）から（c）の項目（以下

「燃料損傷防止対策の評価項目」という。）を満足することを確認するとしている。 

（a）燃料有効長頂部が冠水していること。 

（b）放射線の遮蔽が維持される水位が確保されていること。 

（c）未臨界が維持されていること。 

なお、本節において、「使用済燃料貯蔵槽」を申請者が用いている名称である「使

用済燃料プール」と言い換える。 

 

 

Ⅳ－１．２．３．１ 想定事故１ 

「想定事故１」では、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失すること

により、使用済燃料プール内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する場合

において、燃料損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）想定事故の特徴及びその対策 

申請者は、「想定事故１」の特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故の特徴：使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失に

より、使用済燃料プール内の水温が徐々に上昇し、沸騰して蒸発すること

によって使用済燃料プール水位が低下し、燃料が露出して損傷に至る。 
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② 対策の考え方：必要な水位を維持し、燃料の損傷を防止するために、使

用済燃料プールへの注水を行う。 

③ 対策：燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注

水を行う。このため、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ガスタービン発電

設備軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整

備する。また、使用済燃料プールの状態を監視する。このため、使用済燃

料プール水位／温度計（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度

計（ガイドパルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、

低線量）及び使用済燃料プール監視カメラを重大事故等対処設備として新

たに整備する。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、「想定事故１」に対する燃料損傷防止対策の解析手法を、以

下のとおりとしている。 

a. 評価の考え方：使用済燃料プールにおける放射線の遮蔽を維持でき

る最低水位の確保をもって、使用済燃料プールにおける燃料損傷防止

対策の評価項目（a）及び（b）を満たすものとする。ここで、放射線

の遮蔽に対する判断の目安を 10mSv/h（※43）とし、この線量率に対応

する水位（通常水位－約 1.3m）を「放射線の遮蔽を維持できる最低水

位」とする。 

b. 事故条件：燃料プール冷却浄化系、残留熱除去系、復水補給水系等

の機能喪失により、使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能が喪失

するものとする。事象発生時の使用済燃料プールに貯蔵されている使

用済燃料の崩壊熱は約 6.7MW、初期水温は運転上許容される上限の

65℃、初期水位は通常水位とする。使用済燃料プールと原子炉ウェル

との間に設置されているプールゲートは、保有水量を厳しく評価する

観点から閉とする。また、外部電源の有無は事象進展及び運転員等の

操作時間に影響を及ぼさないが、必要な燃料等を厳しく評価する観点

から外部電源はないものとする。 

c. 機器条件：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の流量は 114m3/h とする。 

d. 操作条件：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による注水の準備は、冷

却機能の喪失を確認した時点から開始するものとし、運転員及び重大

                             
（※43）原子炉建屋燃料取替床での作業及び退避の時間は 3.5 時間以内であり、運転員及び重大事故等対応要

員の被ばく量は最大でも 35mSv となるため、緊急作業時における被ばく限度の 100mSv に対して余裕があ

る値 
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事故等対応要員の移動及び準備に必要な時間等を考慮して、事象発生

から 13 時間後に注水を開始するものとする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能の喪失により、使用済燃

料プール内の水温が約 8 時間後に 100℃に到達し、水位が緩慢に低下

し始める。 

b. 事象発生から 13 時間後、使用済燃料プールの水位は通常水位から

約 0.36m 低下するが、放射線の遮蔽を維持できる最低水位は確保され

ている。この時点で使用済燃料プールへの代替注水を開始する。 

c. 代替注水の流量は 114m3/h であり、崩壊熱により使用済燃料プール

水温が 100℃に到達した時の蒸発量を補うために必要な注水量である

約 12m3/h を上回っていることから、通常水位に回復され、維持される。 

d. 使用済燃料プールにおいて、燃料はボロン添加ステンレス鋼製ラッ

クセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水

密度の状態によらず未臨界が維持される。 

上記 b.、c.及び d.より、評価結果は使用済燃料プールにおける燃料損

傷防止対策の評価項目（a）、（b）及び（c）を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が用いた解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

崩壊熱、初期水温及び初期水位の変動を考慮した場合、使用済

燃料プールの水温上昇速度及び水位低下速度は変動するが、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）等を用いた注水操作の開始は冷却機能

喪失の確認を起点とするため、運転員等の操作時間に与える影響

はない。 

初期水温の最確値を用いた場合、解析条件として設定している

初期水温より低い側への変動となるため、評価項目に対する余裕

は大きくなる。初期水位の変動を考慮し、解析条件である通常水

位より厳しい水位低警報レベル（通常水位－約 0.17m）として評

価した結果、放射線の遮蔽を維持できる最低水位に到達するまで

の時間は約 23 時間となるが、使用済燃料プールへの注水は、事象
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発生から 13 時間後に開始することが可能であるため、評価項目と

なるパラメータに与える影響は小さい。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

使用済燃料プールへの注水の開始時間は事象発生から 13 時間

後としているが、実際には冷却機能喪失を確認した時点で準備を

開始し、事象発生から 10時間後には注水が可能となる。このため、

水位回復が早まり、評価項目に対する余裕は大きくなる。また、

注水が遅れた場合でも、使用済燃料プールの水位が放射線の遮蔽

を維持できる最低水位に到達するのは事象発生から約 1 日後であ

り、十分な時間余裕がある。 

b. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、「想定事故１」に対する燃料損傷防止対策に必要な要員及び燃料

等を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故が発生した場合の対応及び復旧作業に必要な要員は、28 名で

ある。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大

事故等対応要員は 28 名であり対応が可能である。 

② 本想定事故において、燃料プール代替注水系（可搬型）による注水を事

象発生から 7 日間行った場合に必要となる水は、約 1,970m3である。これ

に対して、淡水貯水槽に約 10,000m3の水を保有しており、対応が可能であ

る。 

③ 本想定事故において、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を最大負荷で7日間運転継続した場合に必要となる軽油

量は約 735kL、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7 日間運転継続した場合

に必要となる軽油量は約 32kL、外部電源喪失に伴い自動起動するガスター

ビン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電を想定した場合に必

要となる軽油量は約 25kL であり、合計約 792kL 必要である。これに対し

て、軽油タンクに約755kL、ガスタービン発電設備用軽油タンクに約300kL、

合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

 

２．審査結果 
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規制委員会は、使用済燃料プールの「想定事故１」に対して申請者が計画して

いる燃料損傷防止対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

「想定事故１」において、使用済燃料プールへの代替注水を行った場合に対す

る申請者の解析結果は、燃料損傷防止対策の評価項目をいずれも満足している。

さらに、申請者が使用した解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目をいずれ

も満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（燃料プール冷却浄化

系等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の

機能回復も重要な燃料損傷防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、使用済燃料プールの「想定事故１」に対して申

請者が計画している燃料損傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

 

Ⅳ－１．２．３．２ 想定事故２ 

「想定事故２」では、サイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の小規模

な流出が発生し、使用済燃料プールの水位が低下する場合において、燃料損傷防止

対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）想定事故の特徴及びその対策 

申請者は、「想定事故２」の特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故の特徴：サイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の

小規模な流出が発生し、使用済燃料プール水位が低下し、燃料が露出して

損傷に至る。 

② 対策の考え方：必要な水位を維持し、燃料の損傷を防止するために、使

用済燃料プールへの注水を行う。 

③ 対策：「想定事故１」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、「想定事故２」に対する燃料損傷防止対策の解析手法を、以下

のとおりとしている。 

a. 評価の考え方：「想定事故１」と同一である。 
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b. 事故条件：使用済燃料プール水位を最も低下させるサイフォン現象

の起因として、燃料プール冷却浄化系配管のうち系統最下部の配管の

破断が発生すると想定する。同時に、燃料プール冷却浄化系配管に設

置された逆止弁が開固着し、逆止弁機能が十分に働かないと想定する。

このため、水位は瞬時に低下するが、サイフォンブレーク孔の効果に

より、通常水位－0.5m で水位の低下が停止すると想定する。これらに

重畳して、使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能の喪失を考慮す

る。事象発生時の使用済燃料プールに貯蔵されている使用済燃料の崩

壊熱は約 6.7MW、初期水温は運転上許容される上限の 65℃、初期水位

は通常水位とする。使用済燃料プールと原子炉ウェルとの間に設置さ

れているプールゲートは、保有水量を厳しく評価する観点から閉とす

る。また、外部電源の有無は事象進展及び運転員等の操作時間に影響

を及ぼさないが、必要な燃料等を厳しく評価する観点から外部電源は

ないものとする。 

c. 機器条件：「想定事故１」と同一である。 

d. 操作条件：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による注水の準備は、注

水機能の喪失を確認した時点から開始するものとし、運転員及び重大

事故等対応要員の移動及び準備に必要な時間等を考慮して、事象発生

から 13 時間後に注水を開始するものとする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 燃料プール冷却浄化系の配管破断により使用済燃料プール内の水

位が通常水位から 0.5m 下まで低下した後、使用済燃料プール内の水

温が約 7時間後に 100℃に到達し、水位が緩慢に低下し始める。 

b. 事象発生から 13 時間後、使用済燃料プールの水位は通常水位から

約 0.89m 低下するが、放射線の遮蔽を維持できる最低水位は確保され

ている。この時点で使用済燃料プールへの代替注水を開始する。 

c. 代替注水の流量は 114m3/h であり、崩壊熱により使用済燃料プール

水温が 100℃に到達した時の蒸発量を補うために必要な注水量である

約 12m3/h を上回っていることから、通常水位に回復され、維持される。 

d. 使用済燃料プールにおいて、燃料はボロン添加ステンレス鋼製ラッ

クセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水

密度の状態によらず未臨界が維持される。 

上記 b.、c.及び d.より、評価結果は使用済燃料プールにおける燃料損傷

防止対策の評価項目（a）、（b）及び（c）を満足している。 
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③ 不確かさの影響評価 

申請者が用いた解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

崩壊熱、初期水温及び初期水位の変動を考慮した場合、使用済

燃料プールの水温上昇速度及び水位低下速度は変動するが、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）等を用いた注水操作の開始は、注水機

能喪失の確認を起点とするため、運転員等の操作時間に与える影

響はない。 

初期水温の最確値を用いた場合、解析条件として設定している

初期水温より低い側への変動となるため、評価項目に対する余裕

は大きくなる。初期水位の変動を考慮し、解析条件である通常水

位より厳しい水位低警報レベル（通常水位－約 0.17m）とした場

合であっても、漏えいによる水位低下は、サイフォンブレーク孔

の効果により通常水位－0.5m で停止するとしていることから、評

価項目となるパラメータに与える影響はない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

使用済燃料プールへの注水の開始時間は事象発生から 13 時間

後としているが、実際には注水機能喪失を確認した時点で準備を

開始し、事象発生から 10時間後には注水が可能となる。このため、

水位回復が早まり、評価項目に対する余裕は大きくなる。また、

注水が遅れた場合でも、使用済燃料プールの水位が放射線の遮蔽

を維持できる最低水位に到達するのは事象発生から約 18 時間後

であり、十分な時間余裕がある。 

b. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響はない。また、対策の有効性が確

認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認し

た結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、「想定事故２」に対する燃料損傷防止対策に必要な要員及び燃料

等を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故が発生した場合の対応及び復旧作業に必要な要員について

は｢想定事故１｣と同一である。 
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② 本想定事故において、燃料プール代替注水系（可搬型）による注水を事

象発生から 7 日間行った場合に必要となる水は、約 2,070m3となる。これ

に対して、淡水貯水槽に約 10,000m3の水を保有しており、対応が可能であ

る。 

③ 本想定事故の対応に必要な燃料については｢想定事故１｣と同一である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、使用済燃料プールの「想定事故２」に対して申請者が計画して

いる燃料損傷防止対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

「想定事故２」において、使用済燃料プールへの代替注水を行った場合に対す

る申請者の解析結果は、燃料損傷防止対策の評価項目をいずれも満足している。

さらに、申請者が使用した解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目をいずれ

も満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（燃料プール冷却浄化

系等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の

機能回復も重要な燃料損傷防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、使用済燃料プールの「想定事故２」に対して申

請者が計画している燃料損傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

 

Ⅳ－１．２．４ 運転停止中の原子炉の燃料損傷防止対策 

第３７条第４項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を

防止するために必要な措置を講じたものでなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、「運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために必要な措置を講じたもの」とは、想定する運転停止中事故シーケ

ンスグループに対して、以下の（a）から（c）の項目（以下「運転停止中原子炉内

燃料体の損傷防止対策の評価項目」という。）を満足することを確認するとしてい

る。 

（a）燃料有効長頂部が冠水していること。 

（b）放射線の遮蔽が維持される水位が確保されていること。 

（c）未臨界が確保されていること（ただし、通常の運転操作における臨界、又は

燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は除
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く。）。 

 

 

Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機能喪失 

運転停止中事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障

による停止時冷却機能喪失）」（以下本節において「本事故シーケンスグループ」と

いう。）では、原子炉の運転停止中に、残留熱除去系の故障等により崩壊熱除去機

能が喪失した場合において、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策に有効性が

あるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：残留熱除去系の故障に伴う崩壊熱除

去機能の喪失に起因して、原子炉圧力容器内の保有水が炉心崩壊熱により

継続的に蒸発して減少し、運転停止中の原子炉内燃料体の損傷に至る（※
44）。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するた

めには、原子炉圧力容器への注水手段を確保し、原子炉水位を回復する必

要がある。さらに、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送を確保し、原子炉

内燃料体からの除熱を継続的に実施する必要がある。 

③ 初期の対策：待機している残留熱除去系（低圧注水モード）による原子

炉圧力容器への注水を開始し、原子炉水位を回復する。このため、軽油タ

ンクを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁

（自動減圧機能）、残留熱除去系（低圧注水モード）、サプレッションチェ

ンバ及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

④ 安定状態に向けた対策：残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

水位の回復後、中央制御室にて残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

へ切り替えることにより、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送を行い、原

子炉圧力容器からの除熱を実施する。このため、軽油タンクを重大事故等

対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置

                             
（※44）原子炉補機冷却機能喪失に従属して崩壊熱除去機能が喪失する場合については、全交流動力電源喪失

にて燃料損傷防止対策の有効性を確認する。 
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付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉内燃料

体の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンスの選定、

評価の考え方及び解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「崩壊熱除去機能喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却

失敗」を選定する。PRA の手法により抽出され、運転停止中原子炉内

燃料体の損傷防止対策の有効性を確認する必要があるとされた事故

シーケンスは上記のとおりである。対策の実施に対する余裕時間及び

燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、プラント

状態については、崩壊熱が高く、原子炉圧力容器内の原子炉冷却材の

保有水量が少なく、保有水が炉心崩壊熱により継続的に蒸発して減少

する状態として、原子炉格納容器蓋は開放、原子炉圧力容器は未開放

の状態とする。 

b. 評価の考え方：燃料の崩壊熱により原子炉冷却材が蒸発することか

ら、原子炉の水位が低下する。原子炉圧力容器が未開放状態では、放

射線の遮蔽に対する判断の目安である原子炉建屋内の空間線量率

10mSv/h（※43）に対応した原子炉水位は、燃料有効長頂部の約 2.0m 上

である。原子炉水位が燃料有効長頂部の約 2.0m 上に到達するまでの

時間及び冠水維持に必要な注水流量を評価し、原子炉水位が燃料有効

長頂部の約 2.0m 上に到達する前に蒸発量を上回る流量で注水を開始

できることを確認する。 

c. 初期条件：本評価では、原子炉格納容器蓋は開放、原子炉圧力容器

は未開放の状態であり、運転中の残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）1系統のほかに、残留熱除去系（低圧注水モード）1系統が待機

状態とする。原子炉停止後の炉心の崩壊熱は、原子炉水位の低下を厳

しく評価するために、評価期間を通して原子炉停止 1日後の崩壊熱の

値（約 14MW）を用いる。この崩壊熱に相当する原子炉圧力容器内の蒸

発量は約 24m3/h である。 

事象発生前の原子炉水位は通常運転水位とし、また、水温は、残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）にて原子炉が冷却されているた

め、設計値である 52℃とする。 

原子炉の初期圧力は大気圧とする。また、事象発生後において、水

位低下量を厳しく評価するために、逃がし安全弁（自動減圧機能）の
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手動開操作によって水蒸気を流出させ原子炉圧力を大気圧に維持する

ものとする。 

d. 事故条件：外部電源はないものとする。これは、非常用ディーゼル

発電機にて残留熱除去系への給電が可能であることから外部電源が

ある場合と事象進展は同等となるが、非常用ディーゼル発電機への燃

料補給が必要になることから、必要な要員及び燃料等の観点では、厳

しい設定となる。 

e. 機器条件：残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器

への注水流量は、設計値の 1,136m3/h とする。 

f. 操作条件：残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器

への注水の開始時間は、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の

故障に伴う崩壊熱除去機能喪失の確認に要する時間を考慮して、事象

発生から 2時間後とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生後、原子炉圧力容器内の水温が上昇し、事象発生から約 1

時間後に、沸騰することにより原子炉水位は低下し始める。事象発生

から 2時間後の原子炉圧力容器への注水の開始により、原子炉水位は

回復する。この過程において、原子炉水位は約 0.9m 低下して、燃料有

効長頂部の約 4.2m 上となるが、冠水は維持される。 

b. 原子炉格納容器蓋は開放、原子炉圧力容器は未開放の状態では、原

子炉水位が燃料有効長頂部の約 4.2m 上に低下しても、原子炉建屋内

の空間線量率は、放射線の遮蔽に対する判断の目安である原子炉建屋

内の空間線量率 10mSv/h（※43）を上回ることはない。 

c. 原子炉水位が回復後、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる原子炉圧力容器からの除熱を実施することで、安定状態に移行す

ることができる。 

d. 本重要事故シーケンスにおいて、全制御棒全挿入状態が維持されて

いるため、未臨界は維持される。 

上記 a.から d.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 
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ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

解析条件の燃料の崩壊熱、初期水温及び初期水位の変動を考慮

した場合、原子炉水温上昇速度及び水位低下速度は変動するが、

原子炉圧力容器への注水操作の開始は、崩壊熱除去機能喪失の確

認を起点とするため、運転員等の操作時間に与える影響はない。 

解析条件の燃料の崩壊熱（原子炉停止 1 日後）及び初期水温

（52℃）より厳しい原子炉停止 7 時間後の崩壊熱及び水温 100℃

として評価した結果、原子炉水位が放射線の遮蔽を維持できる最

低水位まで低下するのは事象発生から約 2.2 時間後となるが、原

子炉圧力容器への注水は、事象発生から 2 時間後に開始すること

が可能であるため、評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、解析条件の初期水位（通常運転水位）に対して最確

条件は通常運転水位以上であり、原子炉水位が燃料有効長頂部ま

で低下する時間は長くなることから、評価項目となるパラメータ

に対する余裕が大きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉圧力容器への注水操作開始時間を事象発生から 2 時間後

としているが、原子炉水位低下時に原子炉注水の必要性を確認し

操作を実施することは容易であり、実際の注水開始時間は早くな

ることから、原子炉水位の回復が早くなることにより、評価項目

に対する余裕が大きくなる。また、注水操作を開始するまでの時

間は事象発生から 2 時間後としているが、原子炉水位が放射線の

遮蔽が維持される水位まで低下するのは事象発生から約 4 時間後

であることから、注水操作の準備時間が確保できるため、時間余

裕がある。 

b. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料体の損傷防止対策に必要

な要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、11 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事
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故等対応要員は 28 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る原子炉圧力容器への注水については、サプレッションプール水を水源と

し循環させることから、水源が枯渇することはないため、対応が可能であ

る。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

最大負荷で 7 日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 735kL、外部

電源喪失に伴い自動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品

建屋に 24 時間給電を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、

合計 760kL 必要である。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスター

ビン発電設備用軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄して

おり、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、運転停止中事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（残

留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）」に対して、申請者が運転停止中

原子炉内燃料体の損傷防止対策として計画している待機中の残留熱除去系（低圧

注水モード）による原子炉圧力容器への注水及び残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）への切替えによる炉心の冷却が、事象進展の特徴を捉えた対策である

と判断した。 

重要事故シーケンス「崩壊熱除去機能喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」にお

いて、待機中の残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水

を行い、さらに、原子炉を安定状態へ導くために、残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）による原子炉圧力容器からの除熱を行った場合に対する申請者の解

析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目をいずれも満足

している。解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を満足するこ

とに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい

条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（残留熱除去系の 1系統）の復旧

を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重

要な運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策となり得る。 

さらに規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「崩壊熱除
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去機能喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」における対策の有効性を確認したこと

により、その対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失

（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）」に対して申請者が計画して

いる運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 
 

Ⅳ－１．２．４．２ 全交流動力電源喪失 

運転停止中事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」（以下本節において

「本事故シーケンスグループ」という。）では、外部電源、非常用ディーゼル発電

機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失し、さらに、原子炉補機冷

却機能が喪失する場合において、運転停止中の原子炉内燃料体の損傷防止対策に有

効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：外部電源、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失に起因して、残留熱

除去系等の炉心注水機能が喪失し、さらに、原子炉補機冷却水系（原子炉

補機冷却海水系を含む。）の機能喪失に起因する残留熱除去系の崩壊熱除

去機能喪失により、原子炉圧力容器内の保有水が炉心崩壊熱により継続的

に蒸発して減少することで、運転停止中の原子炉内燃料体の損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するた

めには、代替交流動力電源を確保するとともに、原子炉圧力容器への注水

手段を確保し、原子炉水位を回復する必要がある。さらに、最終的な熱の

逃がし場への熱の輸送を確保し、原子炉内燃料体の除熱を継続的に実施す

る必要がある。 

③ 初期の対策：ガスタービン発電機による給電を開始した後、低圧代替注

水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を開始し、

原子炉水位を回復する。このため、125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B、ガス

タービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタン

クローリを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安
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全弁（自動減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等

対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）による炉心の冷却を実施する。なお、残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプの軸受等の冷却は、原子炉補機

代替冷却水系で実施する。このため、原子炉補機代替冷却水系、ガスター

ビン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタンクロ

ーリを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉内燃料

体の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンスの選定、

評価の考え方及び解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：外部電源、非常用ディーゼル発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失する「外部電源喪失＋交

流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を選定する。PRA の手法に

より抽出され、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性を

確認する必要があるとされた事故シーケンスは上記のとおりであるが、

ここでは原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機

能喪失の重畳を考慮する。プラント状態については、「Ⅳ－１．２．

４．１ 崩壊熱除去機能喪失」と同一である。 

b. 評価の考え方：「Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機能喪失」と同

一である。 

c. 初期条件：「Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機能喪失」と同一で

ある。 

d. 事故条件：全交流動力電源喪失により残留熱除去系の炉心注水機能

が喪失し、さらに、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含

む。）の機能喪失により残留熱除去系の崩壊熱除去機能が喪失するも

のとする。 

e. 機器条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉

圧力容器への注水流量は設計値の 100m3/h とする。 

原子炉補機代替冷却水系の伝熱容量は原子炉冷却材温度 154℃、海

水温度 26℃における設計値の約 16MW とする。 
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f. 操作条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子

炉圧力容器への注水の開始時間は、事象発生から 2時間後とする。ま

た、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）による炉心の冷却の開始時間は、原子炉補機代替冷却水系

の準備に要する時間を考慮して、事象発生から 24 時間後とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生後、原子炉圧力容器内の水温が上昇する。約 1時間後に沸

騰し原子炉水位は低下し始める。事象発生から 2時間後の低圧代替注

水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水によ

り、原子炉水位は回復する。この過程において、原子炉水位は、燃料

有効長頂部の約 4.2m 上までの低下にとどまり、冠水は維持される。 

b. 原子炉格納容器蓋は開放、原子炉圧力容器は未開放の状態であり、

原子炉水位が燃料有効長頂部の約 4.2m 上まで低下しても、原子炉建

屋内の線量率は、放射線の遮蔽に対する判断の目安である原子炉建屋

内の空間線量率 10mSv/h（※43）を上回ることはない。 

c. 原子炉水位が回復後、事象発生から 24 時間後に原子炉補機代替冷

却水系を用いた残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子

炉圧力容器からの除熱を実施することで、安定状態に移行することが

できる。 

d. 本重要事故シーケンスにおいて、全制御棒全挿入状態が維持されて

いるため、未臨界は維持される。 

上記 a.から d.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

解析条件の燃料の崩壊熱、初期水温及び初期水位の変動を考慮

した場合、原子炉水温上昇速度及び水位低下速度は変動するが、

原子炉圧力容器への注水準備操作の開始は、全交流動力電源喪失

の確認を起点とするため、運転員等の操作時間に与える影響はな

い。 
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解析条件の燃料の崩壊熱（原子炉停止 1 日後）及び初期水温

（52℃）より厳しい原子炉停止 7 時間後の崩壊熱及び水温 100℃

として評価した結果、原子炉水位が放射線の遮蔽を維持できる最

低水位まで低下するのは事象発生から約 2.2 時間後となるが、原

子炉圧力容器への注水は、事象発生から 25 分後に開始することが

可能であるため、評価項目となるパラメータに与える影響は小さ

い。また、解析条件の初期水位（通常運転水位）に対して最確条

件は通常運転水位以上であり、原子炉水位が燃料有効長頂部まで

低下する時間は長くなることから、評価項目となるパラメータに

対する余裕が大きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

全交流動力電源喪失後、ガスタービン発電機から給電し、低圧

代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による注水準備操作を終

了する時間は、事象発生から 25 分後であるが、本操作が遅れた場

合でも通常運転水位から放射線の遮蔽を維持できる最低水位に到

達するまでの時間は、事象発生から約 4 時間後であることから、

十分な時間余裕がある。 

b. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料体の損傷防止対策に必要

な要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、28 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大

事故等対応要員は 28 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行った場合に必要となる

水は、約 534m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3の水

を保有しており、対応が可能である。 

ガスタービン発電機を 7 日間運転継続した場合に必要となる軽油量は

約 414kL、原子炉補機代替冷却水系用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

を 7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 42kL、大容量送水ポ

517



 

290 

 

ンプ（タイプⅠ）により復水貯蔵タンクへ 7日間給水した場合に必要と

なる軽油量は約 32kL であり、合計約 488kL 必要である。これに対して、

軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、合

計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスタ

ービン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、運転停止中事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に

対して、申請者が運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策として計画している

ガスタービン発電機による給電、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に

よる原子炉圧力容器への注水及び原子炉補機代替冷却水系による炉心冷却が、事

象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失

敗」において、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容

器への注水を行い、さらに、原子炉を安定状態へ導くために、原子炉補機代替冷

却水系を用いた残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による炉心の冷却を行

った場合に対する申請者の解析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対

策の評価項目をいずれも満足しており、さらに解析条件の不確かさを考慮しても、

解析結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請

者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備

（非常用ディーゼル発電機等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当

たってはこれらの設備の機能回復も重要な運転停止中原子炉内燃料体の損傷防

止対策となり得る。 

さらに規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「外部電源

喪失＋交流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」における対策の有効性を確認

したことにより、その対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判

断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」

に対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有

効なものであると判断した。 
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Ⅳ－１．２．４．３ 原子炉冷却材の流出 

事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」（以下本節において「本事故シ

ーケンスグループ」という。）では、原子炉運転停止中に、原子炉冷却材圧力バウン

ダリに接続された系統から誤操作等による漏えいが発生する場合において、運転停

止中の原子炉内燃料体の損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉冷却材圧力バウンダリに接続

された系統から誤操作等により原子炉冷却材が原子炉圧力容器に戻らず

にサプレッションチェンバ側に流出する。これにより、原子炉圧力容器内

の保有水が継続的に減少し、運転停止中の原子炉内燃料体の損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中の原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止する

ためには、原子炉冷却材の流出を止めるとともに、原子炉圧力容器に注水

し、原子炉水位を回復する必要がある。さらに、最終的な熱の逃がし場へ

の熱の輸送を確保し、原子炉内燃料体からの除熱を継続的に実施する必要

がある。 

③ 初期の対策：残留熱除去系系統切替時の原子炉冷却材の流出箇所を特定

し、流出元の弁を閉止することにより流出を止めた後、待機している残留

熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水を開始し、原

子炉水位を回復する。このため、軽油タンクを重大事故等対処設備として

新たに整備するとともに、残留熱除去系（低圧注水モード）、サプレッショ

ンチェンバ及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

水位の回復後、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水を停止し、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）で原子炉圧力

容器からの除熱を実施する。このため、軽油タンクを重大事故等対処設備

として新たに整備するとともに、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉内燃料
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体の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンスの選定、

評価の考え方及び解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「原子炉冷却材の流出（RHR 切替時の冷却材流

出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を選定する。PRA の手法により抽

出され、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性を確認す

る必要があるとされた事故シーケンスは上記のとおりである。これは、

対策の実施に対する余裕時間の観点では、事象の認知までに要する時

間が長く、原子炉冷却材の流出量が多いことから、より厳しい事故シ

ーケンスとして選定する。 

b. 評価の考え方：操作の誤り等による原子炉冷却材の系外への流出に

より原子炉水位が低下するが、燃料有効長頂部の冠水及び未臨界を維

持できることを評価する。さらに、放射線の遮蔽が維持される水位を

確保できることを確認する。 

c. 初期条件：原子炉圧力容器の開放時について評価する。保有水量を

厳しく評価する観点から、プールゲートは閉とする。また、水温は、

原子炉は残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）にて冷却されてい

るため、その設計値である 52℃とする。 

d. 事故条件：残留熱除去系系統切替時の残留熱除去系ポンプミニマム

フロー弁開防止措置忘れによるサプレッションチェンバへの流出流

量は 100m3/h とする。 

崩壊熱除去機能喪失を仮定した場合においても、事象発生から原子

炉ウェル満水まで水位が回復する約 2.2 時間に対して、原子炉冷却材

の水温が 100℃に至るまでの時間が約 3.6 時間と長いため、崩壊熱に

よる原子炉冷却材の水温上昇及び蒸発については考慮しない。 

外部電源はないものとし、非常用ディーゼル発電機によって給電を

行うものとする。 

e. 機器条件：残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器

への注水流量は設計値である 1,136m3/h とする。 

f. 操作条件：運転停止中における原子炉水位の確認は運転員により 1

時間ごとに確認を行うことから、水位低下の確認は、事象発生から 1

時間後とする。流出の停止時間及び待機している残留熱除去系（低圧

注水モード）による注水は、水位低下の確認に要する時間及び操作時

間を考慮して、事象発生から 2時間後とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 
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a. 事象発生後、原子炉冷却材が残留熱除去系の残留熱除去系ポンプミ

ニマムフロー弁からサプレッションチェンバへ流出することにより

原子炉水位は低下する。事象発生から 2時間後に原子炉圧力容器への

注水を行うことで、原子炉水位は回復する。この過程において、原子

炉水位は燃料有効長頂部の約 14m 上まで低下するが、冠水は維持され

る。 

b. 放射線の遮蔽が維持される水位は燃料有効長頂部の約 3.0m 上であ

り、燃料有効長頂部の約 14m 上まで水位が低下しても、放射線の遮蔽

に対する判断の目安である原子炉建屋内の空間線量率 10mSv/h（※43）

を上回ることはない。 

c. 原子炉水位が回復後、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる原子炉圧力容器からの除熱を実施することで、安定状態に移行す

ることができる。 

d. 本重要事故シーケンスにおいて、全制御棒全挿入状態が維持されて

いるため、未臨界は維持される。 

上記 a.から d.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

初期条件の原子炉初期水位及び原子炉圧力容器の状態について、

原子炉圧力容器が未開放の場合には、原子炉圧力容器等の遮蔽に

期待でき、放射線の遮蔽を維持できる原子炉の最低水位に到達す

るまでの時間（約 43 分）は原子炉圧力容器への注水が可能となる

時間（約 30 分）に対して、時間余裕があり、事象の認知も容易で

あることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

また、燃料有効長頂部まで原子炉水位が低下するまでの時間は

1時間以上であり、時間余裕がある。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉冷却材流出の停止操作は、水位低下の認知に要する時間

及び隔離操作を考慮して、事象発生から 2 時間後としている。実

際の操作は、運転員の残留熱除去系系統切替時のプラント状態の

把握による早期の認知に期待でき、その開始時間は早くなること

から、十分な時間余裕がある。 
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原子炉注水の開始時間は、事象発生から 2時間後としているが、

原子炉ウェル満水から必要な遮蔽を確保できる最低水位に低下す

るまでの時間は事象発生から約 8 時間後であることから、十分な

時間余裕がある。 

b. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料体の損傷防止対策に必要

な要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、11 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事

故等対応要員は 28 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスでは、残留熱除去系（低圧注水モード）による原

子炉圧力容器への注水については、サプレッションプール水を水源とする

ことから、水源が枯渇することはないため、対応が可能である。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

最大負荷で 7 日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、外部電源

喪失に伴い自動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品建屋

に 24 時間給電を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計

約 760kL 必要である。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービ

ン発電設備用軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄してお

り、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、運転停止中事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に

対して、申請者が運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策として計画している

原子炉冷却材の流出停止、待機していた残留熱除去系（低圧注水モード）による

原子炉圧力容器への注水が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「原子炉冷却材の流出（RHR 切替時の冷却材流出）＋崩壊
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熱除去・炉心冷却失敗」において、待機中の残留熱除去系による原子炉圧力容器

への注水を行った場合に対する申請者の解析結果は、運転停止中原子炉内燃料体

の損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに解析条件の不確かさ

を考慮しても、解析結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確認し

た。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、原子

炉冷却材の流出が発生した残留熱除去系の 1系統について、流出停止後の注水機

能の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能

回復も重要な運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策となり得る。 

さらに規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「原子炉冷

却材の流出（RHR 切替時の冷却材流出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」における

対策の有効性を確認したことにより、その対策が本事故シーケンスグループに対

して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」

に対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有

効なものであると判断した。 

 
 

Ⅳ－１．２．４．４ 反応度の誤投入 

運転停止中事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」（以下本節において「本

事故シーケンスグループ」という。）では、原子炉の運転停止中に、制御棒の誤引

き抜き等によって炉心に反応度が投入される場合において、運転停止中原子炉内燃

料体の損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉の運転停止中に、制御棒の誤

引き抜き等によって、臨界又は臨界近傍にある炉心に正の反応度が急激に

投入され、これに伴い原子炉出力が上昇することにより運転停止中の原子

炉内燃料体の損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の損傷を防止するためには、

未臨界に必要な負の反応度を投入する必要がある。 
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③ 初期の対策：原子炉停止機能による原子炉自動スクラムにより制御棒全

挿入とする。このため、原子炉スクラム信号を発する起動領域モニタを重

大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：初期の対策により原子炉の未臨界状態を維持す

る。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉内燃料

体の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンス及び解

析コードの選定、解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：反応度誤投入として、「停止中に実施される

試験等により、制御棒 1 本が全引き抜きされている状態から、他の 1

本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜かれ、

異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故」を想定す

る。 

原子炉運転停止中において、炉心が臨界又は臨界近傍の状態になり

得る試験として、制御棒 1本が全引き抜きされている状態から、他の

1 本の制御棒が引き抜かれる試験が実施されている。この試験におい

て、運転員が操作量の制限を超える誤った制御棒引き抜きの操作を実

施することとする。 

b. 解析コード：炉心平均中性子束の過渡応答の評価を行うため、炉心

における核分裂出力、反応度フィードバック効果、制御棒反応度効果

等を取り扱うことができる APEX を用いる。 

さらに、燃料エンタルピの過渡応答の評価により燃料健全性を確認

するため、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達等を取り扱うことが

できる SCAT（RIA 用）を用いる。 

c. 初期条件：余剰反応度を大きくするため、炉心状態は、燃料交換後

である平衡炉心のサイクル初期とする。炉心の実効増倍率は 1.0、原

子炉出力は定格値の 10-8、原子炉圧力は 0.0MPa[gage]、燃料被覆管表

面温度及び冷却材の温度は 20℃、燃料エンタルピの初期値は

8kJ/kgUO2とする。 

d. 事故条件：運転停止中の原子炉において、制御棒 1本が全引き抜き

されている状態から、他の 1本の制御棒が操作量の制限を超える誤っ

た操作によって連続的に引き抜かれる事象を想定する。運転停止中に

実施される試験等の方法を考慮し、制御棒引き抜きによる正の反応度
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投入量を大きくするため、全引き抜きされている制御棒と誤引き抜き

される制御棒は、実効増倍率が最も高くなる対角隣接の組合せのもの

とする。誤引き抜きされる制御棒の反応度価値は、臨界近接時に引き

抜かれる制御棒の最大反応度価値の制限値（1.0%Δk 以下）を超える

約 1.93%Δk とする。制御棒の引き抜き操作には、外部電源が必要とな

るため、外部電源はあるものとする。 

e. 機器条件：制御棒は、引抜速度の上限値 9.1cm/s にて連続で引き抜

かれるものとする。原子炉自動スクラムは、起動領域モニタの原子炉

周期短（原子炉周期 10秒）信号により作動するものとする。 

f. 操作条件：運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策としての運転

員等の操作はない。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 制御棒の引き抜き開始から約9.3秒後に起動領域モニタの原子炉周

期短（原子炉周期 10 秒）信号が発信することにより、原子炉が自動ス

クラムする。原子炉出力は定格値の約 4.4%までの上昇にとどまり、制

御棒全挿入状態になることにより、原子炉は未臨界になる。この過程

で投入される反応度は約 1.14 ドル（投入反応度最大値:約 0.71%Δk）

であることから、反応度投入事象（※45）に至るが、燃料エンタルピは

最大で約 37kJ/kgUO2 であり、「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入

事象に関する評価指針」（昭和 59年 1月 19 日原子力安全委員会決定）

に示された燃料の許容設計限界のうち最も厳しいしきい値である

272kJ/kgUO2（65cal/gUO2）を超えることはなく、また、燃料エンタル

ピ増分の最大値は約 29kJ/kgUO2 であり、「発電用軽水型原子炉施設の

反応度投入事象における燃焼の進んだ燃料の取扱いについて」（平成

10 年 4 月 13 日 原子力安全委員会了承）に示された燃料ペレット燃

焼度65,000MWd/t以上の燃料に対するペレット－被覆管機械的相互作

用を原因とする破損のしきい値であるピーク出力部燃料エンタルピ

の増分 167kJ/kgUO2（40cal/gUO2）を超えることはなく、燃料の健全性

は維持される。 

b. 原子炉水位に有意な変動はないため、燃料有効長頂部は冠水が維持

されている。 

                             
（※45）「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」（昭和 59年 1月 19 日原子力安全委員

会決定）において、反応度投入事象は、「臨界又は臨界近接の原子炉に、原則的に 1ドル以上の反応度が

急激に投入されることによって、原子炉出力の上昇とそれに伴う原子炉燃料のエンタルピ増大が生じる

事象をいう。」と定義されている。 
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c. 原子炉水位に有意な変動はないため、放射線の遮蔽は維持されてい

る。 

上記 a.から c.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。なお、本重要事故シーケンスでは、原子炉停止機能が自

動で働くため、運転員等の操作はなく、運転員等の操作時間に与える影響

等の評価は不要である。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

解析コードの不確かさとして、ドップラ反応度フィードバック効果、

制御棒反応度及び実効遅発中性子割合の不確かさを試験データとの比

較により評価している。感度解析の結果から、これらの不確かさが、

燃料エンタルピに与える影響は小さいことから、評価項目となるパラ

メータに与える影響は小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

初期条件の不確かさとして、炉心燃焼度、装荷されている燃料

タイプ、初期出力、初期燃料温度等が考慮されている。感度解析

の結果から、これらの不確かさが、燃料エンタルピに与える影響

は小さいことから、評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。 

c. 不確かさ影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが評価項目とな

るパラメータに与える影響は小さい。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料体の損傷防止対策に必要

な要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスにおいては、原子炉停止機能が自動で働くため運

転員等の操作はないが、原子炉自動スクラム後の原子炉状態を確認するた

めに必要な要員は 1名である。これに対して、中央制御室には 5名の運転

員がおり、対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスでは、原子炉圧力容器への注水等はない。また、

外部電源がある状態を想定しているため軽油等の燃料の消費はない。 
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２．審査結果 

規制委員会は、運転停止中事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に対し

て、申請者が運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策として計画している原子

炉停止機能による原子炉自動スクラムが、事象進展の特徴を捉えた対策であると

判断した。 

重要事故シーケンス「停止中に実施される試験等により、制御棒１本が全引き

抜きされている状態から、他の 1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作

によって引き抜かれ、異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故」

において、原子炉停止機能による原子炉自動スクラムが作動した場合に対する申

請者の評価結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目をいず

れも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード及び解析条件の不確かさ

を考慮しても、評価結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確認し

た。 

また、原子炉自動スクラムにより運転停止中原子炉内燃料体の損傷を回避（※
46）し、未臨界状態に到達した後は、未臨界状態の維持が可能であることを確認

した。 

さらに、規制委員会は、当該対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者

の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「停止中に実施される試験等により、制御棒 1本

が全引き抜きされている状態から、他の 1本の制御棒が操作量の制限を超える誤

った操作によって引き抜かれ、異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に

至る事故」における対策の有効性を確認したことにより、その対策が本事故シー

ケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に

対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有効

なものであると判断した。 

 

 
Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード 

申請者が使用している解析コードのうち、炉心損傷防止対策の有効性評価で使用

する解析コードについては、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としていることから、

                             
（※46）一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は発生するものの、燃料の健全性に影響を与えないことを確認

した。 

527



 

300 

 

原則として従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同様な妥当性

確認方法が適用可能であると考えられる。よって、これらのコードに対しては、有

効性評価ガイドを踏まえ、実験等を基に妥当性が確認され、適用範囲が適切なコー

ドを用いているかという観点を主とし、不確かさ幅が大きいと思われる場合に感度

解析による不確かさ評価が行われているかという観点を従として審査を行う。 

他方、原子炉格納容器破損防止対策の有効性評価で使用する解析コードは、炉心

が損傷した後の事象進展を解析対象としており、個々の解析モデルについては部分

的に実験による妥当性の確認が行われているものの、実験と実機のスケールの差を

含めた条件の違いや、実機の事故では複数の現象が同時進行することから、不確か

さの幅が大きいと考えられる。このため、有効性評価ガイドの「不確かさが大きい

モデルを使用する場合」に該当するとみなし、有効性評価への適用に際しては、感

度解析による不確かさ評価結果から、解析結果の適切性に係る確認が行われている

かという観点を主とした審査を行う。 

以下、コードごとに申請内容とその確認内容について示す。 

 

１．申請者が使用している解析コード 

申請者は、評価対象の事故シーケンスグループ及び格納容器破損モードで考慮

すべき現象を踏まえて、有効性評価に使用するコードを以下のとおりとしている。 

 

（１）炉心損傷防止対策の有効性評価 

①－１ 起因事象発生時に原子炉の停止に成功する事象で、炉心の冷却状態

を解析する上で原子炉格納容器の状態からは有意な影響がない「高圧

注水・減圧機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱除去機能喪失」

及び「格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）」の評価

については、長期間の原子炉内熱水力過渡変化を解析することが可能

な SAFER を使用している。また、「高圧・低圧注水機能喪失」及び「LOCA

時注水機能喪失」の評価においては、燃料露出時において燃料被覆管

の温度が 900℃以上の高温になる場合もあることから、詳細な燃料被

覆管の温度評価が必要になるため、SAFER に加えて、燃料棒間等の輻

射熱伝達を詳細に解析することが可能な CHASTE を併用している。 

①－２ 起因事象発生時に原子炉の停止に失敗し、炉心の熱水力挙動に応じ

て原子炉出力が変動する「原子炉停止機能喪失」の評価については、

炉心の熱水力挙動及び出力変化を同時に解析することが可能な REDY

を使用している。PCT の評価については、REDY の計算結果を入力とし

て、単一チャンネルの熱水力挙動を解析することが可能な SCAT を使

用している。 
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② 「原子炉停止機能喪失」及び「格納容器バイパス（インターフェイスシ

ステム LOCA）」以外の事故シーケンスグループに対する評価については、

原子炉圧力容器内で発生した水蒸気及び非凝縮性ガスが原子炉格納容器

内へ長期間にわたり放出され、原子力格納容器内の温度及び圧力が上昇す

ることから、原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の熱水力挙動を解析

することが可能な MAAP を使用している。 

 

（２）原子炉格納容器破損防止対策の有効性評価 

① いずれの格納容器破損モードについても、原子炉圧力容器内及び原子炉

格納容器内の熱水力挙動を解析でき、炉心損傷後特有の溶融炉心挙動及び

FP 挙動に関するモデルを有する MAAP を使用している。 

 

（３）運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価 

① 「反応度の誤投入」の評価については、制御棒誤引抜き時の炉心の出力

変化等を解析することが可能な APEX 及び SCAT（RIA 用）を使用している。

他の 3事故シーケンスグループ（崩壊熱除去機能喪失、全交流動力電源喪

失、原子炉冷却材の流出）については、崩壊熱曲線や水の物性値を用いて

原子炉圧力容器内の水インベントリ変化を算出しており、解析コードを使

用していない。 

 

２．解析コードの妥当性確認及び有効性評価への適用性 

（１）SAFER 

① 申請内容 

申請者は、SAFER の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のと

おりとしている。 

a. SAFER は、原子炉内熱水力過渡変化、炉心ヒートアップ、熱構造材、

燃料被覆管の膨張等の計算機能及び燃料被覆管の破裂判定機能を有し、

原子炉圧力容器に接続する原子炉冷却材圧力バウンダリの各種配管の

破断事故、原子炉冷却材の喪失事故、原子炉冷却材保有量の異常な変

化等を評価することが可能な熱水力過渡変化解析コードである。 

b. 本コードは、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」

（昭和 56年 7月 20 日原子力安全委員会決定。以下「ECCS 性能評価指

針」という。）において使用の妥当性が認められている解析モデルを有

しており、BWR プラントの設計基準事故の LOCA 解析（ECCS の性能評価

解析）に適用実績がある。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析により妥当
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性の確認を行っている。 

c.－１ 炉心における重要現象（燃料棒表面熱伝達、二相流体の流動）

のモデルについては、総合効果試験である TBL（※47）、ROSA-Ⅲ（※
47）及び FIST-ABWR（※48）の解析結果により妥当性を確認してい

る。 

c.－２ 逃がし安全弁を含む原子炉圧力容器における重要現象のうち

臨界流のモデルについては、TBL 試験、ROSA-Ⅲ試験及び FIST-ABWR

試験の解析結果により妥当性を確認しており、二相流体の流動モ

デルについては FIST-ABWR 試験の解析結果により妥当性を確認し

ている。 

c.－３ 炉心（燃料）における重要現象（燃料棒表面熱伝達）のモデル

に用いる熱伝達相関式については、熱伝達相関式の実験データベ

ースの参照及び妥当性確認実験の結果との比較より、有効性評価

解析に対しても適用できることを確認している。 

d. 不確かさ評価としては、設計基準事故解析と同様に有効性評価解析

においても、燃料棒表面熱伝達モデル、二相流体の流動モデル等は、

PCT の評価において保守性を確保していることを確認している。 

 

② 確認内容 

規制委員会は、SAFER についての申請者の説明内容について、以下のと

おり確認した。 

a. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失

を除く。）における炉心及び原子炉圧力容器内の熱流動に係る重要現象

に対する解析モデルが説明されている。 

b. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルは、「ECCS 性能評価指針」で適

用性が認められており、BWRプラントの設計基準事故のLOCA解析（ECCS

の性能評価の解析）に適用実績がある。 

c. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、対象となる炉心損傷

防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失を除く。）に

対しても、実験等を基に妥当性の確認が行われ、適用範囲が示されて

いる。 

さらに、規制委員会は、RELAP5/MOD3.3（※49）を用いて、モデルプラン

                             
（※47）TBL と ROSA-Ⅲは、BWR5 を模擬した LOCA 実験装置 

（※48）FIST-ABWR は、ABWR を模擬した LOCA 実験装置 

（※49）Information Systems Laboratories, Inc，”RELAP5/MOD3.3 CODE MANUAL, VOLUME I: CODE 

STRUCTURE, SYSTEM MODELS, AND SOLUTION METHODS”, （December 2001，Rockville, Maryland, Idaho 

Falls, Idaho.） 
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トを対象に重要事象の解析を実施し、炉心損傷防止対策の有効性を評価す

る上で重要となる現象及び評価項目に関連するパラメータ（※50）の傾向

を確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の SAFER の特

性に応じた使用方法は、妥当と判断できる。 

 

（２）CHASTE 

① 申請内容 

申請者は、CHASTE の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のと

おりとしている。 

a. CHASTE は、燃料棒間や燃料棒－チャンネルボックス間等の複雑な輻

射伝熱等の計算機能を有し、炉心露出・ヒートアップ時の PCT を評価

することが可能な解析コードである。なお、本コードの入力の一部は、

SAFER の解析結果を引き継いでいる。 

b. 本コードは、「ECCS 性能評価指針」で使用の妥当性が認められてい

る解析モデルを有しており、BWR プラントの設計基準事故の LOCA 解析

（ECCS の性能評価解析）に適用実績がある。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析により妥当

性の確認を行っている。 

c.－１ 炉心における重要現象モデル（燃料棒表面熱伝達、輻射熱伝達）

のモデルについては、BWR-FLECHT 実験、炉心冷却実験及びスプレ

イ熱伝達実験の解析結果により妥当性を確認している。また、BWR-

FLECHT 実験では、PCT が高温領域のケースについてもデータがあ

り、さらに、スプレイ冷却特性実験では、スプレイを作動させな

い試験も実施していることから、この試験の解析結果により輻射

熱伝達モデル単独の妥当性も確認している。 

d. 不確かさ評価としては、上記 c.－１の実験の解析結果が実験結果を

上回っていることから、本コードの燃料表面熱伝達モデルは PCT の評

価に対して保守性を確保していることを確認している。 

 

② 確認内容 

規制委員会は、CHASTE についての申請者の説明内容について、以下のと

おり確認した。 

a. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失

                             
（※50）評価項目に関連するパラメータ：燃料被覆管温度等 
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を除く。）における炉心の熱流動に係る重要現象に対する解析モデルが

説明されている。 

b. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルは、「ECCS 性能評価指針」で適

用性が認められており、BWRプラントの設計基準事故のLOCA解析（ECCS

の性能評価の解析）に適用実績がある。 

c. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、対象となる炉心損傷

防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失を除く。）に

対しても、実験等を基に妥当性の確認が行われ、適用範囲が示されて

いる。 

さらに、規制委員会は、RELAP5/MOD3.3 を用いて、モデルプラントを対

象に重要事象の解析を実施し、炉心損傷防止対策の有効性を評価する上で

重要となる現象及び評価項目に関連するパラメータの傾向を確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の CHASTE の特

性に応じた使用方法は、妥当と判断できる。 

 

（３）REDY 

① 申請内容 

申請者は、REDY の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のとお

りとしている。 

a. REDY は、制御系、熱水力、炉心動特性（一点炉近似動特性）、原子

炉圧力容器内のほう酸濃度変化等の計算機能を有し、原子炉冷却材圧

力バウンダリ全体の熱流動と炉心動特性との相互作用を評価すること

が可能なプラント過渡特性解析コードである。 

b. 本コードは、実機プラントの起動試験などで妥当と確認されたもの

であり、BWR の原子炉設置許可申請書等において、「運転時の異常な過

渡変化」及び「事故」におけるプラント過渡動特性解析に適用実績が

ある。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等により妥当性の確認を行っている。 

c.－１ 炉心の中性子動特性挙動に係る重要現象（核分裂出力、反応度

フィードバック効果（ボイド、ドップラ））と炉心全体の熱流動に

係る重要現象（沸騰、ボイド率変化）のモデルについては、ABWR

実機試験等における中性子束、シュラウド外水位等の過渡変化挙

動の解析結果により、妥当性を確認している。 

c.－２ 炉心全体の熱流動に係る重要現象（沸騰、ボイド率変化）のモ
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デルについては、日本国内で実施されたボイドマップ確認試験等

の解析結果により妥当性を確認している。 

c.－３ 再循環系における重要現象（冷却材流量変化）のモデルについ

ては、実機試験の解析結果により制御系の応答特性等の妥当性を

確認している。 

c.－４ 給水系（代替注水設備を含む。）における重要現象（ECCS 注水）

のモデルについては、実機試験の解析結果等により妥当性を確認

している。 

c.－５ 逃がし安全弁における重要現象（冷却材流出（臨界流、差圧流））

のモデルについては、実機試験の解析結果により妥当性を確認し

ている。 

c.－６ 原子炉圧力容器内へのほう酸水注入に係る重要現象（ほう酸水

拡散）のモデルについては、実機を模擬した試験装置（縮尺モデ

ル）の試験結果を根拠に、ほう酸水が拡散しにくい保守的な設定

をしている。 

c.－７ 原子炉格納容器における重要現象（サプレッション・プール冷

却）のモデルについては、空間的に原子炉格納容器を一体とし、

基礎的な物理法則を適用した単純計算により保守性を確保してい

る。 

d. 不確かさ評価としては、「原子炉停止機能喪失」時の過渡事象に伴う

原子炉出力評価に対して影響が大きいとされる動的ボイド係数及び

動的ドップラ係数について、当該事象の進展に係る変化の様相の影響、

一点炉近似動特性モデルの影響、炉心内の空間的な過渡変化による影

響、評価炉心変更の影響等を考慮して、感度解析を実施し、PCT の評

価への影響が限定的であることを確認している。 

本コードが、事象進展中の原子炉出力分布が一定として取り扱うこ

とについても、感度解析等により PCT の評価への影響が限定的である

ことを確認している。 

一点炉近似動特性モデルにおけるボロン反応度の不確かさについて

は、三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードによる詳細計算等により未

臨界を確保できることを確認している。 

 

② 確認内容 

規制委員会は、REDY についての申請者の説明内容について、以下のとお

り確認した。 

a. 「原子炉停止機能喪失」時における原子炉冷却材圧力バウンダリ内
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の熱流動と炉心動特性との相互作用に係る重要現象に対する解析モデ

ルが説明されている。 

b. 本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、BWR の

原子炉設置許可申請書等において、「運転時の異常な過渡変化」及び「事

故」におけるプラント過渡動特性解析に適用実績がある。 

c. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、「原子炉停止機能喪

失」時の事象に対しても、試験結果を基にした妥当性の確認や感度解

析により検討が行われ、適用範囲が示されている。 

d. 不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析

による不確かさ評価を行っている。 

さらに、規制委員会は、RELAP5/MOD3.3 を用いて、モデルプラントを対

象に「原子炉停止機能喪失」の代表事故シーケンスの解析を実施し、炉心

損傷防止対策の有効性を評価する上で重要となる現象及び評価項目に関

連するパラメータの傾向を確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の REDY の特性

に応じた使用方法は概ね妥当と認められる。 

 

（４）SCAT 

① 申請内容 

申請者は、SCAT の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のとお

りとしている。 

a. SCAT は、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、沸騰遷移等が計算

でき、燃料の熱的余裕及び PCT を評価することが可能な単チャンネル

熱水力解析コードである。 

b. 本コードは、BWR の原子炉設置許可申請書等において、「運転時の異

常な過渡変化」及び「事故」における最小限界出力比（MCPR）の評価

に適用実績がある。一方、有効性評価では、新たに、原子炉停止機能

喪失の事象で生じる沸騰遷移後の PCT 及び燃料被覆管表面の酸化量を

評価する。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等により妥当性の確認を行っている。 

c.－１ 炉心内の燃料棒表面熱伝達に係る重要現象（被覆管表面熱伝達、

リウェット）のモデルについては、NUPEC が実施した BWR 燃料集
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合体熱水力試験（※51）の解析結果により妥当性を確認している。 

c.－２ 炉心内の沸騰遷移に係る重要現象（沸騰遷移）のモデルについ

ては、ATLAS 試験データの解析結果により妥当性を確認している。 

c.－３ 炉心内の気液熱非平衡に係る重要現象（被覆管表面熱伝達、リ

ウェット）のモデルについては、NUPEC が実施した BWR 燃料集合

体熱水力試験の解析結果により妥当性を確認している。 

c.－４ 炉心内の燃料被覆管における重要現象（燃料被覆管酸化）につ

いては、「ECCS 性能評価指針」において使用の妥当性が認められ

ている Baker-Just 式により評価している。 

d. 不確かさ評価としては、燃料棒表面熱伝達や気液熱非平衡に係る重

要現象のモデル（被覆管表面熱伝達モデル、リウェットモデル）に用

いる相関式が、有効性評価で着目する燃料被覆管温度の高温領域でも

PCT を高めに評価する傾向を示すことを根拠に、PCT 評価の保守性が

維持されていることを確認している。 

 

② 確認内容 

規制委員会は、SCAT についての申請者の説明内容について、以下のとお

り確認した。 

a. 「原子炉停止機能喪失」時における炉心の熱流動と燃料に係る重要

現象に対する解析モデルが説明されている。 

b. 本コードは、沸騰遷移に至る前の炉心を対象としており、BWR の原

子炉設置許可申請書等の「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」に

おける沸騰遷移に至るまでの安全余裕の解析に適用実績がある。 

c. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、「原子炉停止機能喪

失」時の事象に対しても、試験結果を基にした妥当性の確認により検

討が行われ、PCT 評価に係る適用範囲が示されている。 

d. 不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析

による不確かさ評価を行っている。 

さらに、規制委員会は、RELAP5/MOD3.3 を用いて、モデルプラントを対

象に「原子炉停止機能喪失」の代表事故シーケンスの解析を実施し、炉心

損傷防止対策の有効性を評価する上で重要となる現象及び評価項目に関

連するパラメータの傾向を確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の SCAT の特性

                             
（※51）平成 8年度「燃料集合体信頼性実証試験に関する報告書（BWR 新型燃料集合体熱水力試験編）」、(財)

原子力発電技術機構、平成 9年 3月（本試験は、平成 9年度、平成 10 年度及び平成 11 年度にも実施さ

れている。） 
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に応じた使用方法は概ね妥当と認められる。 

 

（５）MAAP 

① 申請内容 

申請者は、MAAP の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のとお

りとしている。 

a. MAAP は、シビアアクシデントの事象進展の各段階を網羅し、炉心、

原子炉圧力容器内、原子炉格納容器内で起こると考えられる重要な事

故時の物理現象をモデル化するとともに、工学的安全施設のモデル化

や重大事故等対策として用いる各種機器の取扱いが可能である。また、

広範囲の物理現象を評価することが可能な総合解析コードであり、シ

ビアアクシデントで想定される種々の事故シーケンスについて、起因

事象から安定した状態、あるいは過圧・過温により原子炉格納容器の

健全性が失われる状態まで計算が可能であることが特徴である。 

b. 国内外でシビアアクシデント時の評価に広く利用されており、欧米

では許認可にも適用された実績がある。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等による妥当性の確認を行っている。 

c.－１ 炉心における重要現象（燃料内温度変化、燃料棒表面熱伝達、

被覆管酸化・変形）については、TMI 事故ベンチマーク解析及び

BWRの炉心溶融過程を模擬したCORA実験解析により妥当性を確認

している。 

c.－２ 主蒸気逃がし安全弁における重要現象（冷却材放出）について

は、放出流量が設計値に基づいて設定されている。 

c.－３ LOCA 破断口における重要現象（臨界流：Henry-Fauske のモデ

ル）については、Marviken 試験装置による実験の結果より、妥当

性を確認している。 

c.－４ 格納容器の重要現象（区画間の流動、構造材との熱伝達及び内

部熱伝導、沸騰・水素濃度）については、HDR 実験及び CSTF 実験

の解析により妥当性を確認している。 

c.－５ 炉心損傷後の原子炉圧力容器における重要現象（リロケーショ

ン、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達、原子炉圧力容器内 FP 挙

動）については、TMI 事故ベンチマーク解析及び PHEBUS-FP 実験

解析により妥当性を確認している。 

c.－６ 炉心損傷後の原子炉格納容器における重要現象（格納容器内 FP

挙動）については、PHEBUS-FP 実験及び ABCOVE 実験の解析により
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妥当性を確認している。 

c.－７ 炉心損傷後の原子炉格納容器における重要現象（溶融炉心とコ

ンクリートの伝熱、コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生）に

ついては、ACE 試験、SURC 試験、DEFOR 試験、OECD-MCCI 実験等の

解析により妥当性を確認している。 

d. 不確かさ評価としては、「高圧注水・減圧機能喪失」及び「LOCA 時

注水機能喪失（中小破断 LOCA）」の事象進展中における炉心露出開始

時間について、SAFER との比較により不確かさを評価している。また、

FCI、DCH、MCCI の各事象について、感度解析による不確かさ評価を行

っている。 

 

② 確認内容 

規制委員会は、MAAP についての申請者の説明内容について、以下のとお

り確認した。なお、シビアアクシデントの解析は一般的に不確かさが大き

く、申請者の解析結果の解釈においては、不確かさを踏まえて判断を下す

必要がある。 

a. 炉心損傷後を含めたシビアアクシデントの事象進展に係る重要現

象に対する解析モデルが説明されている。 

b. シビアアクシデントの分野においては、国際的に広く利用されてい

る最も代表的なコードの 1 つであり、BWR 実機を対象とした安全解析

への豊富な適用実績がある。 

c. 実験による妥当性の確認や他のシビアアクシデントコードとのベ

ンチマーク計算を通じて、一定の信頼性が確認されている。これを前

提として、上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて感度解析を行

い、解析結果が概ね妥当と見なせることを確認している。 

d. 規制委員会は、これまでに MELCOR（※52-53）によりモデルプラント

を対象とした複数の事故シーケンスについて解析を行い、解析結果の

解釈において考慮すべき主要な不確かさ要因について確認している。

また、多くの事故シーケンスで、MAAP による解析と比較可能な結果を

得ている。これらで抽出された不確かさ要因について、申請者は感度

解析による不確かさ評価を行っている。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の MAAP の解析

                             
（※52）R. Gauntt et al., "MELCOR Computer Code Manuals Vol.2:Reference Manuals Ver.1.8.5.," 

NUREG/CR-6119, Vol.2, Rev.2 / SAND2000-2417/2, （May 2000）. 

（※53）R. Gauntt et al., "MELCOR Computer Code Manuals Vol.3: Demonstration Problems," NUREG/CR-

6119, Vol.3, NRC. （2001） 
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結果の解釈は現在の技術レベルに照らして妥当であり、適切に不確かさを

考慮することで有効性評価に適用が可能と考えている。 

 

（６）APEX 

① 申請内容 

申請者は、APEX の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のとお

りとしている。 

a. APEX は、一点炉近似動特性方程式、定常の二次元（RZ）拡散方程式

等を用いて、反応度投入事象における炉心の中性子動特性等を評価す

ることが可能な解析コードである。燃料エンタルピの増分については、

APEX の解析結果を入力として、SCAT（RIA 用）を用いて単チャンネル

熱水力解析を行うことにより評価する。 

b. APEX と SCAT（RIA 用）は、BWR の原子炉設置許可申請書等において

「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」の解析において燃料エンタ

ルピ増分の評価に使用されているものと同一である。「反応度の誤投入」

時の物理事象が、「原子炉起動時の制御棒の異常な引き抜き」と基本的

に同一の物理現象を扱い、反応度の投入量も少ないことから、本コー

ドは「反応度の誤投入」時の有効性評価に対して適用性がある。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等により妥当性評価を行っている。 

c.－１ APEX の炉心の核特性に係る重要現象（中性子動特性、ドップラ

反応度フィードバック効果等）については、SPERT-Ⅲ E-core 実

験の解析結果により、総合的に妥当性を確認している。 

c.－２ ドップラ反応度フィードバック効果については、核定数として

のドップラ反応度係数（※54）を Hellstrand らの実効共鳴積分の

実験式との比較により検証し、また、実効遅発中性子発生割合（※
55）を MISTRAL 臨界試験の解析結果により妥当性を確認している。 

c.－３ 制御棒反応度価値（※56）については、実機での制御棒価値測定

試験の解析結果により妥当性を確認している。 

d. 不確かさ評価としては、「反応度の誤投入」時において、投入反応度

量及び燃料エンタルピ増分の評価に対して影響が大きいと思われるド

                             
（※54）核定数は APEX の入力データであり、単位燃料集合体核計算コードにより求めている。Hellstrand の

式の実効共鳴積分の温度依存性と単位燃料集合体核計算コードによる実効共鳴積分の温度依存性の比較

をしている。 

（※55）実効遅発中性子割合は APEX の入力データであり、単位燃料集合体核計算コードにより求めている。単

位燃料集合体核計算コードによる解析値と試験の測定値を比較している。 

（※56）制御棒反応度価値は APEX の入力データであり、三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードにより求めてい

る。 
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ップラフィードバック効果及び制御棒反応度価値について、感度解析

による不確かさ評価を行っている。 

 

② 確認内容 

規制委員会は、APEX についての申請者の説明内容について、以下のよう

に確認した。 

a. 「反応度の誤投入」時の事象進展中における炉心の中性子動特性等

と単チャンネル熱水力解析に係る重要現象に対する解析モデルが説明

されている。 

b. 本コードについては、BWR の原子炉設置許可申請書等において「運

転時の異常な過渡変化」及び「事故」の解析において燃料エンタルピ

増分の評価に適用実績がある。 

c. 上記 a.の重要現象が「原子炉起動時の制御棒の異常な引き抜き」の

物理現象に包含されることから、本コードは「反応度の誤投入」時の

解析に適用できる。 

d. 不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析

による不確かさ評価を行っている。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の APEX の特性

に応じた使用方法は概ね妥当と認められる。 

 

 

Ⅳ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重

大事故等防止技術的能力基準１．０関係） 

重大事故等防止技術的能力基準１．０項「共通事項」は、重大事故等に対処する

ために必要な手順等に関し共通の要求事項、全社的な体制の整備など重大事故等に

対処するための基盤的な要求事項を満たす手順等を、保安規定等において規定する

方針であることを要求している。 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項及び同項

の解釈を踏まえ必要な検討を加えた上で策定されており、重大事故等に対処するた

めに必要な手順等に関し、設置許可基準規則に基づいて整備される設備の運用手順

等も含め、共通の要求事項を満たす手順等を保安規定等で規定する方針であること

を確認したことから、重大事故等防止技術的能力基準１．０項の要求事項に適合す

るものと判断した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 
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なお、各手順等における固有の要求に対する審査については、Ⅳ－４．１からⅣ

－４．１９で行っている。 

また、重大事故等対策については、1号及び 3号炉の原子炉圧力容器に燃料を装

荷しないことを前提とした手順等として確認した。 

 

１．重大事故等対処設備に関する手順等に係る共通の要求事項 

（１）切替えの容易性 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（１）

①にのっとって、重大事故等に対処するための系統構成を速やかに整えられる

よう必要な手順を整備するとともに、確実に行えるよう訓練を実施する方針で

あることを確認した。 

 

（２）アクセスルートの確保 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（１）

②にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 

① 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処

設備を運搬するため、又は他の設備の被害状況を把握するため、発電所内

の道路及び通路が確保できるよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルー

トを確保する方針であること。 

② 障害物を除去可能なブルドーザ等の重機を保管し、それを運転できる要

員を確保する等、実効性のある運用管理を行う方針であること。 

なお、規制委員会は、設計基準において想定している規模を超える自然現象

が生じた場合の対応等を示すよう求めた。申請者は、設計基準上の想定を超え

る自然現象等の発生によりアクセスルートの確保が困難になる場合を想定し、

迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保した上で、被害状況に応じて複

数のアクセスルートの中からルートを選択するなどの措置を講ずることを示

した。 

 

２．復旧作業に係る要求事項 

（１）予備品等の確保 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

①にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 
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① 優先順位を考慮して重要安全施設の取替え可能な機器、部品等の復旧作

業を実施することとし、そのために必要な予備品及び予備品への取替えの

ために必要な資機材等を確保すること。 

② 有効な復旧対策についての継続的な検討を行うとともに、必要な予備品

の確保に努めること。 

 

（２）保管場所の確保 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

②にのっとって、地震による周辺斜面の崩落、津波による浸水等の外部事象の

影響を受けにくい場所に位置的分散を考慮して予備品等を保管する方針であ

ることを確認した。 

 

（３）アクセスルートの確保 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

③にのっとって、設備の復旧作業を行うためのアクセスルートの確保について、

「１．（２）アクセスルートの確保」と同じ運用管理を実施する方針であること

を確認した。 

 

３．支援に係る要求事項 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（３）

にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 

（１）本発電所内であらかじめ用意された重大事故等対処設備、予備品、燃料等

により、事故発生後 7日間は事故収束対応を維持できる方針であること。 

（２）プラントメーカ、協力会社、燃料供給会社、他の原子力事業者等関係機関

と協議及び合意の上、外部からの支援計画を定める方針であること。 

（３）本発電所は、発電所外に保有している重大事故等対処設備と同種の設備、

予備品、燃料等について、事象発生後 6日間までに支援を受けられる計画で

あること。 

 

４．手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

（１）手順書の整備 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈１にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 

① 情報の収集及び判断基準【解釈１a)】 
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全ての交流動力電源及び常設直流電源の喪失、安全系の機器若しくは計

測器類の多重故障、複数号炉の同時被災等の過酷な状態において、発電用

原子炉施設の状態の把握及び重大事故等対策の適切な判断を行うため、必

要な情報が速やかに得られるように情報の種類及び入手方法を整理すると

ともに、判断基準を明確にし、手順書にまとめる方針であること。 

② 判断に迷う操作等の判断基準の明確化【解釈１b)】 

海水の使用等、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐため

に優先すべき操作等の判断基準をあらかじめ明確にした手順書を整備する

方針であること。 

③ 財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針【解釈１c)】 

a. 財産（設備等）保護よりも安全を優先する共通認識を持ち、行動で

きるよう、社長があらかじめ方針を示すこと。 

b. 発電課長が躊躇せず指示できるよう、財産（設備等）保護よりも安

全を優先する方針に基づき定めた判断基準を運転操作手順書に整備す

る方針であること。 

c. 発電所の発電所対策本部長が、財産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針に従った判断を実施すること。同方針に基づき定めた判断

基準を発電所対策本部用手順書に整備する方針であること。 

④ 手順書の構成及び手順書相互間の移行基準の明確化【解釈１d)】 

a. 事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するため

の運転員用及び支援組織用の手順書を整備する方針であること。 

b. 運転操作手順書は、事故の進展状況に応じて構成を明確化し、手順

書相互間の移行基準を明確にする方針であること。 

⑤ 状態の監視及び事象進展の予測に係る手順書の整備【解釈１e)】 

a. 重大事故等に対処するために監視することが必要である計測可能

なパラメータをあらかじめ選定し、運転操作手順書及び発電所対策本

部用手順書に明記する方針であること。 

b. 重大事故等対策実施時におけるパラメータ挙動予測、影響評価すべ

き項目、監視パラメータ等を発電所対策本部用手順書に整理する方針

であること。 

c. 有効性評価等にて整理した有効な情報を、運転員が使用する運転操

作手順書、重大事故等対策要員（運転員を除く。）が使用する発電所対

策本部用手順書に整理する方針であること。 

⑥ 前兆事象の確認を踏まえた事前の対応手順の整備【解釈１f)】 
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a. 前兆事象として把握ができるか、重大事故を引き起こす可能性があ

るかを考慮して、設備の安全機能の維持及び事故の防止対策をあらか

じめ検討する方針であること。 

b. 前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制及び手順書を

整備する方針であること。 

c. 大津波警報が発令された場合、原子炉を停止し、冷却操作を開始す

る手順書を整備する方針であること。 

 

（２）訓練の実施 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈２にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 

① 教育及び訓練の実施方針【解釈２a)】 

重大事故等対策は、発電用原子炉施設の状況に応じた幅広い対策が必要

であることを踏まえ、重大事故等発生時の発電用原子炉施設の挙動に関す

る知識の向上を図る教育及び訓練を実施する方針であること。 

② 知識ベースの理解向上に資する教育及び総合的な演習の実施【解釈２b)】 

a. 要員の役割に応じて重大事故等の内容、基本的な対処方法等、定期

的に知識ベースの理解向上に資する教育を行う方針であること。 

b. 現場作業を行う重大事故等対策要員（運転員を除く。）と運転員が連

携して一連の活動を行うための訓練及び実施組織と支援組織の実効性

等を総合的に確認するための演習等を定期的に計画する方針であるこ

と。 

③ 保守訓練の実施【解釈２c)】 

普段から保守点検活動を社員自らが行って部品交換等の実務経験を積む

ことなどにより、発電用原子炉施設、予備品等について熟知する方針であ

ること。 

④ 高線量下等を想定した訓練の実施【解釈２d)】 

高線量下、夜間、悪天候等を想定した事故時対応訓練を実施する方針で

あること。 

⑤ マニュアル等を即時利用可能とするための準備【解釈２e)】 

設備及び資機材等に関する情報並びに手順書が即時に利用できるよう、

普段から保守点検活動等を通じて準備し、それらの情報及び手順書を用い

た事故時対応訓練を行う方針であること。 

なお、規制委員会は、重大事故等対策要員の力量付与について申請者に示す

よう求めた。 
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申請者は、各要員の役割に応じた教育及び訓練を実施し、力量を付与された

要員を必要人数配置することを示した。 

これにより、規制委員会は、重大事故等対策に必要な力量を有する要員が確

保される方針であることを確認した。 

 

（３）体制の整備 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈３にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 

① 役割分担及び責任者の明確化【解釈３a)】 

a. 重大事故等対策を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を

行う支援組織の役割分担、責任者等を定める方針であること。 

b. 専門性及び経験を考慮した作業班の構成を行う方針であること。 

c. 指揮命令系統を明確にし、効果的な重大事故等対策を実施し得る体

制を整備する方針であること。 

② 実施組織の構成【解釈３b)】 

重大事故等対策を実施する実施組織を、 

a. 事故の影響緩和及び拡大防止に関わるプラントの運転操作等を実

施する発電管理班 

b. 事故の影響緩和及び拡大防止に関わる可搬型重大事故等対処設備

の操作、不具合設備の復旧、火災発生時の消火活動等を実施する保修

班 

で構成し、必要な役割分担を行い、重大事故等対策が円滑に実施できる体

制を整備する方針であること。 

③ 複数号炉の同時被災への対応【解釈３c)】 

a. 複数号炉での対処が必要な事象が発生した場合において、運転号炉

及び停止号炉に配置された統括は、発電所対策本部長の活動方針の下、

対象号炉の事故影響の緩和及び拡大の防止に関わる運転操作への助言、

可搬型重大事故等対処設備を用いた対応、不具合設備の復旧等に関す

る統括を行い、重大事故等対策を実施する方針であること。 

b. 必要な重大事故等に対処する要員を発電所内に常時確保し、複数号

炉の同時被災等が発生した場合においても対応できる体制とする方針

であること。 

④ 支援組織の構成【解釈３d)】 
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a. 発電所対策本部に支援組織として、実施組織に対して技術的助言を

行う技術支援組織、実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整

える運営支援組織を設ける方針であること。 

b. 技術支援組織は、プラント状態の進展予測、評価等を行う班、発電

所内外の放射線及び放射能の状況把握、影響範囲の評価、被ばく管理、

汚染拡大防止措置に関する指示等を行う班で構成すること。 

c. 運営支援組織は、発電所対策本部の運営支援、対外関係機関への通

報連絡等を行う班、要員の呼集、資材の調達及び輸送に関する一元管

理等を行う班、社外対応情報の収集、報道機関対応者の支援等を行う

班で構成すること。 

⑤ 対策本部の設置及び要員の招集【解釈３e)】 

a. 所長（原子力防災管理者）を本部長とする発電所対策本部を設置し、

その中に実施組織及び支援組織を設置する方針であること。 

b. 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において重大事故等が発生

した場合に速やかに対応を行うため、発電所内に、重大事故等対策要

員（2 号炉運転員 7名を含む。）30 名、1 号炉及び 3 号炉の運転員計 8

名及び初期消火要員（消防車隊）6名の合計 44名を常時確保する方針

であること。なお、事象発生後約 12 時間を目途に重大事故等対策要員

54 名を確保する方針とし、このうち、事象発生後約 1時間以内に重大

事故等対策要員 4名を確保する方針としている。 

c. 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）を含めて必要な要員を非常

招集できるよう、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、定期的に連絡

訓練を実施する方針であること。 

また、申請者は、所定の重大事故等に対処する要員に欠員が生じた場合

の対応に備え、重大事故等に対処する要員の体制に係る管理を行うこと、

重大事故等に対処する要員の補充の見込みが立たない場合は、原子炉停止

等の措置を実施し、確保できる要員で、安全が確保できる発電用原子炉の

運転状態に移行することを示した。 

これにより、規制委員会は、重大事故等対策に必要な力量を有する要員

が確保される方針であることを確認した。 

⑥ 各班の役割分担及び責任者の明確化【解釈３f)】 

重大事故等対策の実施組織及び支援組織について、上記４．（３）②項及

び４．（３）④項に示す各班の機能を明確にするとともに、対策の実施責任

を有する各班の班長及び発電課長並びにその代行者を配置する方針である

こと。 

⑦ 指揮命令系統及び代行者の明確化【解釈３g)】 
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発電所対策本部における指揮命令系統を明確にすること、指揮者等が欠

けた場合に備え、代行者と代行順位をあらかじめ定め明確にする方針であ

ること。 

⑧ 実効的に活動するための設備等の整備【解釈３h)】 

a. 実施組織及び支援組織が定められた役割を遂行するため、発電所内

外に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統合原子力防災ネッ

トワークに接続する通信連絡設備等（テレビ会議システムを含む。）を

備えた緊急時対策所を整備する方針であること。 

b. 中央制御室、緊急時対策所及び現場との連携を図るため、携行型通

話装置等を整備する方針であること。 

⑨ 発電所内外への情報提供【解釈３i)】 

発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、発電

所内外の組織への通報及び連絡を実施できるよう、衛星電話設備及び統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を用いて、広く情報提供

を行うことができる体制を整備する方針であること。 

⑩ 外部からの支援体制の整備【解釈３j)】 

a. 発電所外部からの支援を受けることができるよう、緊急体制を発令

した場合に本店対策本部を設置する等の体制を整備する方針であるこ

と。 

b. 本店対策本部は、発電所対策本部が事故対応に専念できるよう、店

所対策本部及び関係店所との連絡を行う事務局、応急復旧の総括、官

公庁及び地方自治体への報告及び連絡、放射性物質による被害状況の

把握、事故影響範囲の評価、他原子力事業者及び原子力緊急事態支援

組織への応援要請、原子力事業所災害対策支援拠点の開設及び運営等

を行う班、報道関係に対する情報提供等を行う班、土地の被害調査等

を行う班、復旧活動従業員の安全対策、医師・病院の手配等を行う班、

復旧用資材の調達及び輸送、輸送用機動力の調達及び確保、一般交通

関係情報の収集等を行う班、ヘリコプタ－の確保及び運用、供給対策

等を行う班、応急復旧対策及び本復旧計画の策定等を行う班、保安通

信回線の確保、電気通信事業者回線及び社外非常用通信設備の利用対

策を行う班で構成し、技術面及び運営面で支援する方針であること。 

c. 本店対策本部は、原子力事業所災害対策支援拠点の設置を行うこと、

他の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織からの技術的な支援が

受けられる体制を整備する方針であること。 

d. 本店対策本部は、原子力部門のみでなく他部門を含めた全社体制に

て原子力災害対策活動を実施する方針であること。 
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⑪ 事故後の中長期的な対応に備えた体制の整備【解釈３k)】 

a. 重大事故等発生後の中長期的な対応が必要になる場合に備えて、社

内外の関係各所と連係し、適切かつ効果的な対応を検討できる体制を

整備する方針であること。 

b. 重大事故等時に、機能喪失した設備の復旧を実施するための放射線

量低減活動、放射性物質を含んだ汚染水が発生した場合の対応等につ

いて、事故の収束活動を円滑に実施するため、平時から連絡体制を構

築するとともに、必要な対応を検討できる協力体制を整備する方針で

あること。 

 

 

Ⅳ－３ 重大事故等対処施設に対する共通の要求事項（第３８条～第４１

条及び第４３条関係） 

第３８条から第４１条は、重大事故等対処施設に対して、必要な機能が地盤の変

位等、地震、津波及び火災によって損なわれるおそれがないことを要求している。

第３８条から第４１条の審査においては、重大事故等対処施設の設計方針等につい

て、設計基準対象施設の設計方針等との相違を踏まえた審査を行った。 
また、第４３条においては、重大事故等に対処するため、重大事故等対処設備に

ついて、必要な容量の確保や悪影響の防止等の適切な措置等を講じることを要求し

ている。 
なお、各設備における固有の要求に対する審査内容については、Ⅳ－４．１から

Ⅳ－４．１９で示している。 
 

 
Ⅳ－３．１ 重大事故等対処施設の地盤（第３８条関係） 

第３８条は、重大事故等対処施設について、施設の区分に応じて適用される地震

力が作用した場合においても、十分に支持することができる地盤に設けなければな

らないことを要求している。 
また、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備（※57）が設置されるものに限る。）は、変形した場合においても重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければなら

ないこと、及び変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならないことを要求

している。 
申請者は、「Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係）」において評価され

                             
（※57）「常設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設重大事故緩和設備」は、第３８条において定義されて

いるものである。以下同様。 
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ている地盤に設置される重大事故等対処施設については、同項の評価内容で代表で

きるものとし、当該地盤以外に設置される重大事故等対処施設については、施設規

模等を踏まえ、緊急時対策建屋を代表施設に選定し、当該建屋を対象に評価を行っ

ている。 
規制委員会は、この施設を対象に評価を行うことは妥当であると判断し、以下の

項目について審査を行った。 
１．地盤の変位 
２．地盤の支持 
３．地盤の変形 

 
規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．地盤の変位 

第３８条において準じて適用する解釈別記１は、重大事故等対処施設（常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置されるものに限る。以

下この項において同じ。）を「将来活動する可能性のある断層等」の露頭が無いこ

とを確認した地盤に設置することを要求している。 
申請者は、重大事故等対処施設を設置する地盤における断層の活動性評価につ

いて、評価結果を以下のとおりとしている。 

（１）緊急時対策建屋を設置する地盤には、断層を示唆する系統的な不連続や累積

的な変位・変形は認められず、「将来活動する可能性のある断層等」は認めら

れないと評価した。 

（２）なお、「Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係）」において評価され

ている地盤に設置される重大事故等対処施設については、同項に示すとおり、

重大事故等対処施設を設置する地盤には、「将来活動する可能性のある断層等」

に該当する断層は認められないと評価した。 
 

規制委員会は、重大事故等対処施設を設置する地盤の変位については、申請者

が実施した調査及び評価手法が適切であり、その結果、「将来活動する可能性の

ある断層等」に該当する断層は認められないことを確認していることから、解釈

別記１の規定に適合していること及び地質ガイドを踏まえていることを確認し

た。 
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２．地盤の支持 

第３８条において準じて適用する解釈別記１は、重大事故等対処施設について、

施設の区分に応じた地震力（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力）

が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設けな

ければならないこと、さらに、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力

が作用することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、基準地震動に

よる地震力に対する支持性能が確保されていることを確認することを要求して

いる。 

申請者は、重大事故等対処施設に対する設計方針及び重大事故等対処施設に対

する動的解析の内容を以下のとおりとしている。 

（１）常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設については、基準地震動による地震力が作用した場合において

も、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。また、常設耐震重

要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設については、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される地震力が作用した場合においても、接地圧に

対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

（２）重大事故等対処施設については、十分な支持性能を有する岩盤に直接支持す

る設計方針としている。 

（３）緊急時対策建屋を対象に、基礎地盤の支持力、基礎地盤のすべり及び基礎底

面の傾斜に対する安全性を評価した。 

（４）基準地震動による地震力を作用させた動的解析は、緊急時対策建屋の振動方

向及び地質を考慮し、当該施設を通り直交する 2断面を評価対象断面として選

定した上で、二次元有限要素法により行った。 

（５）動的解析に用いる地盤パラメータについては、各種の調査結果を基に設定し

た。解析に当たっては、せん断強度のばらつき、入力地震動の位相の反転につ

いても考慮した。また、地下水位については、地表面に設定した。 

（６）動的解析の結果から得られた緊急時対策建屋の基礎底面における最大接地圧

は 1.0N/mm2であり、支持力試験の結果から得られた評価基準値（11.4N/mm2）を

下回る。 

（７）動的解析の結果から得られた緊急時対策建屋の基礎地盤の最小すべり安全率

は、評価基準値の 1.5 を上回る。 

（８）動的解析の結果から得られた緊急時対策建屋の基礎底面の最大傾斜は、評価

基準値の目安である 1/2,000 を下回る。 
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（９）「Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係）」において評価されている

地盤に設置される重大事故等対処施設については、同項「２．地盤の支持」に

示すとおり、原子炉建屋の評価に代表され、評価基準値又は評価基準値の目安

を満足する。 

 

規制委員会は、重大事故等対処施設を設置する地盤の支持については、以下の

ことから、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえている

ことを確認した。 

・重大事故等対処施設について、要求される地震力が作用した場合においても、

接地圧に対する十分な支持力を有する岩盤に設置すること 
・重大事故等対処施設について、申請者が実施した動的解析の手法、地盤パラ

メータの設定方法等が適切であり、基準地震動を用いた評価を行った結果、

評価基準値又は評価基準値の目安を満足していること 
 

３．地盤の変形 

第３８条において準じて適用する解釈別記１は、重大事故等対処施設（常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置されるものに限る。以

下この項において同じ。）について、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支

持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化

及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状が生じた場合においてもその重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければ

ならないことを要求している。 

申請者は、重大事故等対処施設の支持地盤に係る設計方針、地殻変動による傾

斜に関する評価を以下のとおりとしている。 

（１）重大事故等対処施設は、直接又はマンメイドロックを介して岩盤及び改良地

盤の上に設置されていることから、不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等によ

る影響を受けるおそれはないが、液状化による地盤変状を考慮した場合におい

ても、その安全機能が損なわれないよう、適切な対策を講ずる設計とする。 

（２）重大事故等対処施設の支持地盤の地殻変動による傾斜については、敷地及び

敷地近傍には、「将来活動する可能性のある断層等」は認められないことから、

地震活動に伴い生じる地殻変動による本発電所への影響は小さいと考えられ

るが、敷地周辺に想定される断層のうち、「Ⅲ－３．１ 基準津波」において設

定した東北地方太平洋沖型地震を想定した波源モデルである基準断層モデル

③並びに本発電所に比較的近い活断層であるＦ－６断層～Ｆ－９断層による

地震及び仙台湾の断層群による地震について、Okada(1992)の手法により、緊急

時対策建屋の傾斜を評価した結果、評価基準値の目安である1/2,000を下回る。
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また、基準地震動による傾斜との重畳を考慮した場合においても、1/2,000 を

下回る。 

（３）「Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係）」において評価されている

地盤に設置される重大事故等対処施設については、同項「３．地盤の変形」に

示すとおり、原子炉建屋の評価に代表され、評価基準値の目安を満足する。 

 

規制委員会は、重大事故等対処施設を設置する地盤の変形については、以下の

ことから、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえている

ことを確認した。 

・重大事故等対処施設は、不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等による影響を

受けるおそれはないが、液状化による地盤変状を考慮した場合においても、

その安全機能が損なわれないよう、適切な対策を講ずる設計とする方針とし

ていること 
・地殻変動による傾斜に関する評価が適切であり、評価基準値の目安を満足し

ていること 

 

 

Ⅳ－３．２ 地震による損傷の防止（第３９条関係） 

第３９条は、重大事故等対処施設が、施設の区分に応じて適用される地震力に対

して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

ること等を要求している。 

また、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩

和設備が設置されるものに限る。）が、基準地震動による地震力によって生ずるお

それのある斜面の崩壊に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計とすることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．耐震設計方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

なお、規制委員会は、重大事故等対処施設の周辺斜面については、本申請の内容

を確認した結果、斜面法尻から対象施設までの離間距離が十分にあることから耐震

重要施設の安全機能に影響を与える斜面は存在しないことを確認し、設置許可基準

規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 
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１．耐震設計方針 

申請者は、重大事故等対処施設について、設計基準対象施設の耐震設計におけ

る動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故等対処施設の

構造上の特徴、重大事故等時における運転状態、重大事故等の状態で施設に作用

する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないことを目的として、以下のとおり耐震設計を行

うとしている。 

 

（１）重大事故等対処施設の施設区分に応じた耐震設計 

① 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、基

準地震動による地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう設計する。 

② 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設は、代替する機能を有する設計基準事故対処設備

が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震動による地震力及び

静的地震力に十分に耐えることができるよう設計する。 

③ 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、基準地震動

による地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないよう設計する。 

 

（２）地震力の算定方針 

地震力の算定は、設計基準対象施設の耐震設計に用いる地震力の算定等を適

用する。 

 

（３）荷重の組合せと許容限界の設定方針 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、運転時

の状態で施設に作用する荷重、設計基準事故の状態で施設に作用する荷重及び

重大事故等の状態で施設に作用する荷重と基準地震動による地震力を組み合

わせた荷重条件に対して、構造物全体としての変形（耐震壁のせん断ひずみ等）

が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し、部材・部位ごとの応力、ひず

み等が終局耐力時の応力、ひずみ等に対して妥当な安全余裕を有するよう設計

する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転、運転時の異常な過渡
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変化、設計基準事故及び重大事故等の状態で作用する荷重と基準地震動による

地震力を組み合わせた荷重条件に対して、塑性域に達するひずみが生じる場合

であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界のひずみに対し

て十分な余裕を有し、その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力、

荷重等を制限する値を許容限界とする。「運転時の異常な過渡変化、設計基準

事故及び重大事故等の状態で作用する荷重」のうち、 

① 地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重

は、地震力と組み合わせる 

② 地震によって引き起こされるおそれはないが、いったん発生した場合、

長時間継続する事象による荷重は、事象の発生頻度、継続時間及び地震動

の年超過確率との関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる 

ものとする。 

 

（４）波及的影響に係る設計方針 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設は、Ｂクラス及びＣクラスの施設等の波及的影響によって、

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

規制委員会は、申請者が重大事故等対処施設について、設計基準対象施設の耐

震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故

等対処施設の構造上の特徴、重大事故等時における運転状態、重大事故等の状態

で施設に作用する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計するとしており、解釈

別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

 

Ⅳ－３．３ 津波による損傷の防止（第４０条関係） 

第４０条は、重大事故等対処施設が基準津波に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない設計とすることを要求している。 

申請者は、重大事故等対処施設について、基準津波に対して以下の方針としてい

る。 

１．防護対象とする施設を内包する建屋及び区画に設置する重大事故等対処施設

は、設計基準対象施設と同じ耐津波設計方針とする。 

２．それ以外の建屋及び区画に設置する重大事故等対処施設は、設計基準対象施

設と同じ耐津波設計方針とし、可搬型重大事故等対処設備保管場所である第 3

保管エリアについては浸水防止対策を実施するとともに、緊急時対策建屋、緊
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急用電気品建屋、ガスタービン発電設備タンクピット及び可搬型重大事故等対

処設備保管場所である第 1保管エリア等は、津波による遡上波が到達しない高

さの敷地に設置する。 

 

規制委員会は、申請者が、設計基準対象施設と同じ耐津波設計方針により、重大

事故等対処施設が基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれない設計としていることから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ－３．４ 火災による損傷の防止（第４１条関係） 

第４１条は、重大事故等対処施設が、火災によって必要な機能を損なうおそれが

ないよう、火災の発生を防止すること、かつ、火災を感知及び消火することを要求

している。 
申請者は、重大事故等対処施設は、火災により必要な機能を損なうおそれがない

よう、設計基準対象施設の火災防護対策に準じて、火災の発生防止、火災の感知及

び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じた設計とするとしている。 
 
規制委員会は、重大事故等対処施設について、火災防護基準に基づく火災防護設

計が行われる方針であり、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ－３．５ 重大事故等対処設備（第４３条関係） 

第４３条は、重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要

求している。 

① 環境条件及び荷重条件（43-1-1（※58）） 

② 操作性（43-1-2） 

③ 試験又は検査（43-1-3） 

④ 切替えの容易性（43-1-4） 

⑤ 他の設備に対する悪影響防止（43-1-5） 

⑥ 現場の作業環境（43-1-6） 

また、常設重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要求

している。 

① 容量（43-2-1） 

② 共用の禁止（43-2-2） 

③ 設計基準事故対処設備との多様性（43-2-3） 

                             
（※58）「43-1-1」は、第４３条において該当する条項「第４３条第１項第１号」を示す。以下同様。 
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さらに、可搬型重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を

要求している。 

① 容量（43-3-1） 

② 確実な接続（43-3-2） 

③ 複数の接続口（43-3-3） 

④ 現場の作業環境（43-3-4） 

⑤ 保管場所（43-3-5） 

⑥ アクセスルートの確保（43-3-6） 

⑦ 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（43-3-7） 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

なお、各設備が第４３条に適合しているかはⅣ－４．１からⅣ－４．１９で示し

ている。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．審査確認事項 

（１）重大事故等対処設備（第４３条第１項関係） 

申請者は、重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する方針と

している。 

① 環境条件及び荷重条件 

重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における

温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発

揮できるよう、その設置場所（使用場所）又は保管場所に応じた耐環境性

を有する設計とするとともに、操作が可能な設計とする。 

② 操作性 

想定される重大事故等が発生した場合においても、重大事故等対処設備

の操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作

場所での操作が可能な設計とする。 

③ 試験又は検査 

重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉

の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できる

よう、機能・性能の確認、漏えいの有無の確認、分解点検等ができる構造

とする。 

④ 切替えの容易性 

555



 

328 

 

重大事故等対処設備のうち、本来の用途以外の用途として重大事故等に

対処するために使用する設備は、通常時に使用する系統から速やかに切替

操作が可能なように、系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

⑤ 他の設備に対する悪影響防止 

重大事故等対処設備は、発電用原子炉施設内の他の設備（設計基準対象

施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪

影響を及ぼさない設計とする。 

⑥ 現場の作業環境 

重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合において

も操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少

ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により設置場所で操作できる設計又は

放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作

できる設計とする。 

 

規制委員会は、本申請が、重大事故等対処設備の設備共通の設計方針等とし、

他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計方針とするなど、第４３条第１項及

び同項の設置許可基準規則解釈を踏まえた設計方針としていることから、適切

なものであると判断した。 

 

（２）常設重大事故等対処設備（第４３条第２項関係） 

申請者は、常設重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する方

針としている。 

① 容量 

常設重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、想

定する事象及びその事象の進展等を考慮し、重大事故等時に必要な目的を

果たすために、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。 

② 共用の禁止 

常設重大事故等対処設備の各機器は、二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

③ 設計基準事故対処設備との多様性 

常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備、使用済燃料プールの

冷却機能又は注水機能を有する設備等（以下「設計基準事故対処設備等」

という。）の安全機能と、環境条件、地震、津波その他の自然現象、人為事

象、溢水、火災及びサポート系の故障による共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限

り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とする。 
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規制委員会は、本申請が、常設重大事故等対処設備の設備共通の設計方針等

について、想定される重大事故等の収束に必要な容量を有する設計とするなど、

第４３条第２項及び同項の設置許可基準規則解釈を踏まえた設計方針として

いることから、適切なものであると判断した。 

 

（３）可搬型重大事故等対処設備（第４３条第３項関係） 

申請者は、可搬型重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する

方針としている。 

① 容量 

可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、

想定する事象及びその事象の進展を考慮し、系統の目的に応じて必要な容

量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備

を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等に加え、十分に余裕

のある容量等を有する設計とする。 

② 確実な接続 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては、容易

かつ確実に接続できるように、ケーブルはボルト・ネジ接続等を用い、配

管は配管径や内部流体の圧力によって、大口径配管又は高圧環境において

はフランジを、小口径かつ低圧環境においてはより簡便な接続方式等を用

いる設計とする。また、同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等、

複数の系統での接続方法の統一も考慮する。 

③ 複数の接続口 

可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供

給する設備と常設設備との接続口は、故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム等の共通要因によって接続することができなくなることを

防止するため、建屋の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適

切に離隔した位置に複数箇所設置する。 

④ 現場の作業環境 

可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障がないように、放射線量が高く

なるおそれの少ない場所の選定、遮蔽の設置等により、当該設備の設置及

び常設設備との接続が可能な設計とする。 

⑤ 保管場所 

可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処
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設備等及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、

原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに、

可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対

処設備及び常設重大事故等対処設備からも 100m 以上の離隔距離を確保し

た上で、複数箇所に分散するなどして保管する。 

⑥ アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処

設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、本発電所内の道

路及び通路が確保できるよう設計する。 

屋内及び屋外において、想定される重大事故等への対処に必要な可搬型

重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬する

ためのアクセスルート、又は他の設備の被害状況を把握するためのアクセ

スルートは、自然現象、人為事象、溢水及び火災を想定し、迂回路も考慮

して複数を確保する。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響、その他自然現象による影

響を想定し、複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能なルートを確

保するため、障害物を除去可能なブルドーザ及びバックホウをそれぞれ 1

台（予備 1台）保管、使用する。 

⑦ 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性 

可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故

防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能と、環境条件、地震、津波その他の自然現象、人為事象、溢水、火災及

びサポート系の故障による共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独立

性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とする。 

 

規制委員会は、本申請が、可搬型重大事故等対処設備の設備共通の設計方針

について、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した場所

に複数箇所に分散して保管するなど、第４３条第３項及び同項の設置許可基準

規則解釈を踏まえた設計方針としていることから、適切なものであると判断し

た。 

 

 

Ⅳ－４ 重大事故等対処設備及び手順等 

第４４条から第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１項から１．１９

項は、原子炉設置者に対し、重大事故等に対処するために必要な設備及び手順等を
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整備することを要求している。このうち、手順等については、保安規定等において

規定する方針であることを要求している。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の要求事項に対応し、適切に整備する方針

であるか、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等が、適切に整備される方針であるかを審査した。さらに、申請者が、自主的な

対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるかを審査した。 

 

 

Ⅳ－４．１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及

び手順等（第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１関係） 

本節では、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために申請者が計画する設備

及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１項（以下「第４４条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第４４条等は、運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停

止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生

した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、原子炉を未臨界に移

行するために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第４４条等における「原子炉を未臨界に移行するために必要な設備及び手順

等」とは、「原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するお

それがある場合」において、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以

上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）手動による原子炉の緊急停止操作を実施する手順等 

ロ）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スクラム系統か

ら独立した代替制御棒挿入回路（ARI） 

ハ）原子炉出力を抑制するため、原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止さ

せる設備 
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二）原子炉出力を抑制するため、原子炉冷却材再循環ポンプが自動停止しな

い場合は、手動操作により停止させる手順等 

ホ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備及び手順等 

また、上記ホ）の設備及び手順等については、以下の措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うこととしている。 

へ）ほう酸水注入設備を起動する判断基準を明確に定めること。 

ト）緊急停止することができない事象の発生時に不安定な出力振動が検知さ

れた場合には、ほう酸水注入設備を作動させること。 

 

申請者は、第４４条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 手動による原子炉の緊急停止操作を実施するための設備及び手順等 

② センサー出力から最終的な作動装置の入力までが原子炉スクラム系統

から独立した代替制御棒挿入回路 

③ 原子炉出力を抑制するため、原子炉再循環ポンプトリップ機能（※59）の

代替機能を有する設備及び手順等 

④ 原子炉出力を抑制するため、原子炉再循環ポンプが自動停止しない場合

は、手動により停止させるための設備及び手順等 

⑤ 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系及び手順等 

⑥ 原子炉圧力容器の自動減圧により原子炉圧力容器への冷却水注水量は

増加する。これに伴う原子炉出力の急上昇を防止するため、自動減圧を阻

止するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※60）において、緊急停止失敗時に原子

炉を未臨界にするための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備す

る方針としている。 

① 原子炉出力を抑制するため、原子炉再循環ポンプトリップ機能の代替機

能を有する設備及び手順等 

② 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系及び手順等 

③ 原子炉圧力容器の自動減圧により原子炉圧力容器への冷却水注水量は

増加する。これに伴う原子炉出力の急上昇を防止するため、自動減圧を阻

止するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために申請者が計画

する設備及び手順等が、第４４条等における各々の要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であることから、第４４条等に適合するものと判断した。

                             
（※59）タービントリップ又は発電機負荷遮断時に原子炉再循環ポンプ全 2台を自動停止させる原子炉再循環

ポンプトリップ機能 

（※60）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「原子炉停止機能喪失」についての有効性評価をいう。 
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また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条及び重大事故

等防止技術的能力基準１．０項（重大事故等対処設備及び手順等に関する共通

的な要求事項。以下「第４３条等」という。）等に従って重大事故等対処設備及

び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４４条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 手動操作により代替制御棒挿入回路を作動させることによる原子

炉緊急停止。そのために、ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）を重

大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. センサー出力から最終的な作動装置の入力までが原子炉スクラム

系統から独立した代替制御棒挿入回路による自動制御棒全挿入。その

ために、ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）を重大事故等対処設備

として新たに整備する。 

c. 原子炉再循環ポンプの自動トリップによる原子炉出力の抑制。その

ために、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を重

大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 原子炉再循環ポンプが自動トリップしない場合における原子炉再

循環ポンプの手動停止による原子炉出力の抑制。そのために、ATWS 緩

和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を重大事故等対処設

備として新たに整備する。 

e. ほう酸水注入系を用いたほう酸水の注入による原子炉の未臨界へ

の移行。そのために、ほう酸水注入系ポンプ、ほう酸水注入系貯蔵タ

ンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 
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f. ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の信号又は手動操作によ

る自動減圧の阻止。そのために、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止

機能）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、a.の対策が第４４条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に、c.の対策が同ハ）に、d.の対策が同ニ）に、e.の対策が同ホ）、同へ）

及び同ト）に対応するものであることを確認した。 

f.の対策が第４４条等要求事項のうち発電用原子炉を未臨界に移行す

るための対策に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び ATWS 緩和設備（代替原

子炉再循環ポンプトリップ機能）は、設計基準事故対処設備に対して

独立性を有する設計とする。 

b. ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、緊急停

止失敗の場合に、必要な負の反応度を投入できるように原子炉再循環

ポンプ全 2台を自動停止又は手動停止（※61）できる設計とする。 

c. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び ATWS 緩和設備（代替原

子炉再循環ポンプトリップ機能）は、設計基準事故対処設備に対して

多様性を有する設計とする。 

d. ほう酸水注入系は、緊急停止失敗の場合に原子炉を未臨界状態にす

るために十分な反応度制御能力を有する設計とする。 

e. ほう酸水注入系は、設計基準事故対処設備に対して位置的分散を図

り、多様性を有する設計とする。 

f. ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、信号による自動作動

又は起動スイッチによる手動操作により自動減圧を阻止する設計と

する。なお、自動作動させる信号は、中性子束高及び原子炉水位低（レ

ベル 2）とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)ATWS 緩和設備（代替制御棒挿

入機能）及び ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、

検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁又は代替原子炉再循環ポンプト

                             
（※61）炉心流量の減少により過渡的に原子炉圧力容器内のボイド率が増加し、ボイド反応度係数の負の反応

度帰還効果により、原子炉出力を降下させる。 
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リップ遮断器までを設計基準事故対処設備である多重化された原子炉保

護系に対して独立した構成とすることにより、共通要因により同時に機能

を喪失しない設計であること、b)ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）は、著しい炉心損傷の防止に必要な原子炉出力降下をさせ

るために原子炉再循環ポンプ全2台を自動停止及び手動停止できる設備で

あること、c)ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び ATWS 緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、設計基準事故対処設備である原

子炉保護系に対して、異なる電源を用いることにより多様性を有している

こと、d)ほう酸水注入系は、緊急停止失敗時において原子炉を未臨界にす

るために十分な反応度制御能力を有する設備であること、e)ほう酸水注入

系は、設計基準事故対処設備である制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆

動水圧系水圧制御ユニットに対して、原子炉建屋原子炉棟内の異なる区画

に設置することにより位置的分散が図られており、異なる駆動源を用いる

ことにより多様性を有していること、f)ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻

止機能）は、自動減圧を阻止できることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 原子炉の自動スクラム失敗を、全制御棒全挿入ランプ等により確認

した場合には、手動スクラムを実施するとともに、重大事故等対処設

備である ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作の手順に着

手する。この手順では、中央制御室での操作を 1 名により、2 分以内

に実施する。 

b. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作を実施した場合で

あって、制御棒 1本よりも多くの制御棒が未挿入の場合（※62）には、

ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉

再循環ポンプの自動停止の確認の手順に着手する。この手順では、中

央制御室での確認を 1名で実施する。 

c. ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子

炉再循環ポンプの自動停止機能が作動していない場合には、停止して

                             
（※62）以降、”ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作を実施した場合であって、制御棒 1本より

も多くの制御棒が未挿入の場合”を、”ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉

緊急停止が失敗した場合”という。 
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いない原子炉再循環ポンプを手動により停止する手順に着手する。こ

の手順では、中央制御室での操作を 1名により、1分以内に実施する。 

d. ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子

炉再循環ポンプのトリップ状況を確認した後、自動減圧の阻止の手順

に着手する。この手順では、中央制御室での ATWS 緩和設備（自動減圧

系作動阻止機能）の手動操作を 1名により、1分以内に実施する。 

e. ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子

炉出力の抑制を図った場合には、不安定な出力振動の発生の有無にか

かわらずほう酸水注入の手順に着手する。この手順では、中央制御室

でのほう酸水注入の準備を 1名により、5分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を、a.、b.、

c.、d.、e.の順に設定して明確化していること、b)上記の全ての操作を中

央制御室で行えることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上により、規制委員会は、①a.の対策が第４４条等要求事項イ）に、①b.

の対策が同ロ）に、①c.の対策が同ハ）に、①d.の対策が同ニ）に、①e.の対

策が同ホ）、同へ）及び同ト）に対応するものであること、①f.の対策が第４４

条等要求事項のうち発電用原子炉を未臨界に移行するための対策に対応する

ものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等

に従って適切に整備される方針であることから、第４４条等に適合するものと

判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、緊急停止失敗時に原子炉

を未臨界にするために、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ

機能）により原子炉出力を抑制すること、ほう酸水注入系を用いたほう酸

水の注入により原子炉を未臨界に移行すること及び原子炉出力の急上昇

を防止するため自動減圧を阻止することを必要な対策としている。 
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これらの対策は、（１）①c.、e.及び f.と同じであるため、必要な重大

事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処設備

の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、緊急停止

失敗時に原子炉を未臨界にするための重大事故等対処設備及び手順等と

して位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方

針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉緊急停止失敗時において原子炉出力を抑制し

未臨界にする機能が喪失した場合に、その機能を構成する機能を回復するための

自主対策設備（※63）及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にする機能を構成するフロント

ライン系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１－１参照）を用いた主

な手順等は以下のとおりとしている。 

① 運転時の異常な過渡変化時において、原子炉が自動スクラムしなかった

場合には、設計基準事故対処設備である原子炉手動スクラムボタンを操作

するとともに原子炉モードスイッチを「停止」とする手順に着手する。こ

の手順では、中央制御室での操作を１名により実施する。 

② ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、選択制御棒挿入機

構を手動操作することによる原子炉出力抑制の手順に着手する。この手順

では、中央制御室での操作を計 2名により、1分以内に実施する。 

③ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、スクラムソレノイ

ドヒューズの引抜き操作による制御棒挿入の手順に着手する。この手順で

は、中央制御室での操作を計 2名により、10 分以内に実施する。 

                             
（※63）申請者は、「自主対策設備」を、「技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況に

おいて使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備」と定義してい

る。以下同じ。 
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④ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、スクラムテストス

イッチによるシングルロッドスクラム操作の手順に着手する。この手順で

は、中央制御室での操作を計 2名により、20 分以内に実施する。 

⑤ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、スクラムパイロッ

ト弁用制御空気の排気操作による制御棒挿入の手順に着手する。この手順

では、現場での操作を計 2名により、50 分以内に実施する。 

⑥ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、原子炉手動制御系

による制御棒挿入の手順に着手する。この手順では、中央制御室での操作

の準備を計 2名により、1分以内に実施する。 

⑦ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、原子炉出力が基準値以上の場合又は原子炉が隔

離状態の場合には、給水系（タービン駆動原子炉給水ポンプ、電動機駆動

原子炉給水ポンプ）による給水量の調整等により、レベル 1 より 1,000mm

以上を維持するように原子炉水位の低下操作の手順に着手する。この手順

では、中央制御室での操作の準備を計 2名により、1分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対

処が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉手動スクラ

ムボタン及び原子

炉モードスイッチ 

設計基準事故対処設備である原子炉保護系の一部であ

り、主スクラム回路を自動スクラムと共有しているも

のの、原子炉手動スクラムボタン及び原子炉モードス

イッチ「停止」を操作することで制御棒のスクラム動

作が可能となる場合があるため、制御棒を挿入する手

段となり得る。 

選択制御棒挿入機

構 

あらかじめ選択した制御棒を自動的に挿入する機能で

あり、全ての状況に対応した未臨界の維持は困難であ

るものの、原子炉出力を抑制する手段となり得る。 

スクラムソレノイ

ドヒューズ 

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、中

央制御室に設置している当該ヒューズを引き抜くこと
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でスクラムパイロット弁電磁コイルの電源を遮断する

ことにより、制御棒を緊急挿入する手段となり得る。 

スクラムテストス

イッチ 

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、当

該スイッチを操作することで制御棒の緊急挿入が可能

であるため、制御棒を挿入する手段となり得る。 

スクラムパイロッ

ト弁用制御空気配

管・弁 

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、ス

クラムパイロット弁用制御空気配管内の計装用圧縮空

気を排出することで制御棒のスクラム動作が可能であ

るため、制御棒を挿入する手段となり得る。 

原子炉手動制御系 全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、制

御棒を手動挿入することにより、原子炉出力を抑制す

る手段となり得る。 

給水制御系及び給

水系（タービン駆

動原子炉給水ポン

プ、電動機駆動原

子炉給水ポンプ） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分

ではないものの、常用電源が健全であれば給水系によ

る原子炉への給水量の調整により原子炉水位を低下さ

せることができるため、原子炉出力を抑制する手段と

なり得る。 

 

 

Ⅳ－４．２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備及び手順等（第４５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

２関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において発電用原子炉を冷

却するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．２項（以下「第４５条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 
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（１）第４５条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する冷却機能（※64）が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備及び手順

等を整備することを要求している。第４５条等における「発電用原子炉を冷却

するために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこ

れらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

①－１ 全交流動力電源の喪失及び常設直流電源系統の喪失を想定し、原子

炉隔離時冷却系により原子炉を冷却するため、以下の設備及び手順等

を整備すること。 

イ）可搬型重大事故防止設備 

現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ

等）を用いた弁の操作により原子炉隔離時冷却系の起動及び十分な期

間（※65）の運転継続を行う設備及び手順等（ただし、下記ロ）の人力

による措置が容易に行える場合を除く。） 

ロ）現場操作 

現場での人力による弁の操作により、原子炉隔離時冷却系の起動及

び十分な期間の運転継続を行うために必要な設備及び手順等 

ハ）監視及び制御 

ハ）－１ 原子炉水位を推定する手順等 

ハ）－２ 原子炉隔離時冷却系等の安全上重要な設備の作動状況を確認

する手順等 

ハ）－３ 原子炉水位を制御する手順等 

①－２ 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において、注水すること

及び原子炉を冷却できる設備に電源を接続することにより、起動及び

十分な期間の運転継続ができる手順等 

①－３ 重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は制

御棒駆動機構（CRD）等から注水できる手順等 

 

申請者は、第４５条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

②－１ 現場での人力による弁の操作により、原子炉隔離時冷却系及び高圧

代替注水系を起動・運転継続するための設備及び手順等 

                             
（※64）申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態における設計基準事故対処設備が有する冷却機

能について、以下のとおりとしている。 

・原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による冷却機能 

（※65）「十分な期間」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整うまでの期間のことをいう。 

568



 

341 

 

②－２ 計測設備により監視及び制御するための手順等 

a. 原子炉水位を監視又は推定するための手順等（※66） 

b. 原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の作動状況を確認するた

めの手順等 

c. 原子炉水位の制御のための手順等 

②－３ 原子炉隔離時冷却系を起動及び運転継続するための可搬型代替直

流電源設備、代替交流電源設備等の設備及び手順等（※67） 

②－４ 原子炉圧力容器へほう酸水を注入するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※68）において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態において発電用原子炉を冷却するための重大事故等対処

設備及び手順等として、中央制御室からの起動による原子炉圧力容器への注水

のための高圧代替注水系等の設備及び手順等を整備する方針としている。 

（３）規制委員会は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に発電用原子炉を冷却

するために申請者が計画する設備及び手順等が、第４５条等における各々の要

求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第４５条等に

適合するものと判断した。 

また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び

手順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４５条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４５条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

                             
（※66）監視又は推定するための手順等については、「Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等」において整理 

（※67）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順

等」において整理 

（※68）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 
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a. 原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉圧力容器への注水。そ

のために、原子炉隔離時冷却系ポンプ（現場手動操作）及び復水貯蔵

タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 高圧代替注水系の現場操作による原子炉圧力容器への注水。そのた

めに、高圧代替注水系ポンプ（現場手動操作）を重大事故等対処設備

として新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設

備として位置付ける。 

c. 原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の作動状況並びに原子炉

水位の監視及び制御。そのために、原子炉水位計（SA 広帯域）、原子

炉水位計（SA 燃料域）、原子炉圧力計（SA）、高圧代替注水系ポンプ出

口流量計及び復水貯蔵タンク水位計を重大事故等対処設備として新

たに整備するとともに、原子炉水位計（広帯域）、原子炉水位計（燃料

域）及び原子炉圧力計を重大事故等対処設備として位置付ける。 

d. 原子炉隔離時冷却系を復旧するための設備及び手順等。そのために、

可搬型代替直流電源設備、ガスタービン発電機及び可搬型代替交流電

源設備（電源車）を重大事故等対処設備として新たに整備するととも

に、原子炉隔離時冷却系ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処

設備として位置付ける。 

e. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入。そのため

に、ガスタービン発電機及び可搬型代替交流電源設備（電源車）を重

大事故等対処設備として新たに整備するとともに、ほう酸水注入系ポ

ンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位

置付ける。 

 

規制委員会は、a.及び b.の対策が第４５条等要求事項ロ）に、c.の対策

が同ハ）に、d.の対策が同①－２に、e.の対策が①－３に対応するもので

あることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は、設計基準事故対処設

備に対して弁の駆動方法について多様性を有する設計とする。 

b. 高圧代替注水系は、設計基準事故対処設備に対して多様性を有し、

位置的分散を図る設計とするとしている。また、炉心の著しい損傷を

防止するために必要な流量を確保する設計とする。 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)原子炉隔離時冷却系の起動に

必要な電動弁は、現場での手動操作を可能とすることで、設計基準事故対

処設備である非常用直流電源設備からの給電による遠隔操作に対して、弁

の駆動方法について多様性を有する設計とすること、b)高圧代替注水系ポ

ンプは、タービン駆動であり、電動機駆動である設計基準事故対処設備で

ある高圧炉心スプレイ系ポンプに対して、ポンプの駆動方法について多様

性を有していること、c)高圧代替注水系の起動に必要な電動弁は、所内常

設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設

備からの給電並びに現場での手動操作を可能とすることにより、設計基準

事故対処設備である非常用交流電源設備から給電される高圧炉心スプレ

イ系及び非常用直流電源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対し

て、弁の駆動方法について多様性を有していること、d)高圧代替注水系ポ

ンプは、原子炉建屋原子炉棟内の高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔

離時冷却系ポンプとは異なる区画に設置することにより位置的分散が図

られていること、想定している重大事故等に対処するために必要な容量を

確保する設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル 3）以上に維持できない場合であって、中央制御室から

の操作により高圧代替注水系を起動できない場合には、現場手動操作

による高圧代替注水系起動の手順に着手する。この手順では、現場で

の RCIC 蒸気供給ライン分離弁の手動閉操作、HPAC 注入弁及び HPAC タ

ービン止め弁の手動開操作等を計 3 名により、35 分以内に実施する。 

b. 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により原子炉圧力

容器への注水ができず、中央制御室からの操作により高圧代替注水系

を起動できない場合であって、高圧代替注水系が現場起動できない場

合、又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル 3）以上に維持できない場合には、現場手動操作による原
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子炉隔離時冷却系起動の手順に着手する。この手順では、現場での

RCIC 蒸気供給ライン分離弁及び RCIC タービン止め弁の手動開操作、

HPAC 蒸気供給ライン分離弁の手動閉操作等を計 5名により、110 分以

内に実施する。 

c. 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ

系、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、ほ

う酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水の注入の手順に着

手する。この手順では、中央制御室におけるほう酸水注入系ポンプ起

動、運転状況の確認等を 1名により、15 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順を設定して明確化してい

ること、b)人力による原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧代替注水系ポン

プの起動等について、弁の手動操作、ポンプの流量調整の手順等を定め、

必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)照明

により夜間等でのアクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡設備

を確保していること、e)弁の手動操作、ポンプの流量調整等を行う作業環

境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.及び b.の対策が第４５条等要求事項ロ）

に、①c.の対策が同ハ）に、①d.の対策が同①－２に、①e.の対策が同①－３

に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が

第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第４５条等に適合

するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要となる以下の対策と

そのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 高圧代替注水系の中央制御室からの操作による原子炉圧力容器へ

の注水。そのために、高圧代替注水系ポンプを重大事故等対処設備と
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して新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備

として位置付ける。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

①に掲げる重大事故等対処設備については、（１）①b.と同じであるため、

重大事故等対処設備の設計方針も同じである。 

よって、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備につい

て、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）に適合す

る措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原

子炉注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）以上に維持できない場合には、中央制御室からの高圧代替注水系起

動の手順に着手する。この手順では、中央制御室での RCIC 蒸気供給ラ

イン分離弁の閉操作、HPAC 注入弁及び HPAC タービン止め弁の開操作

等を 1名により、15 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の判断基準が明確である

こと、b)原子炉圧力容器への注水の手順等について、高圧代替注水系ポン

プの起動の手順等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行

うとしていることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧時に発電用原子炉を冷却するための重大事故等対処設

備及び手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に

整備する方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 
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規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時において発電

用原子炉の冷却機能が喪失した場合に、その機能を構成するサポート系の機能を

回復するため、重大事故等の進展を抑制するため並びに監視及び制御を行うため

の自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）サポート系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリの冷却機能を構成するサポート系の

機能を回復させるための設備を用いた主な手順として、代替電源設備からの給

電による原子炉隔離時冷却系の復旧に関する手順等については、「Ⅳ－４．１

４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理するとしている。 

 

（２）重大事故等の進展を抑制するための設備及び手順等 

申請者は、重大事故等の進展を抑制するための設備（表Ⅳ－４．２－１参照）

を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、制御棒駆動水

圧系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、制

御棒駆動水ポンプ起動、運転状況の確認等を 1名により、20分以内に実施

する。 

② 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、純水補給水系

を水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水の手順に着

手する。この手順では、ほう酸水注入系ポンプ起動、系統の構成等を計 3

名により、35 分以内に実施する。 

 

（３）監視及び制御を行うための設備及び手順等 

申請者は、監視及び制御を行うための設備を用いた主な手順等として、原子

炉水位（狭帯域）、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の現場起動時に使

用する現場監視計器に関する手順等については、「Ⅳ－４．１５ 計装設備及

びその手順等」において整理するとしている。 
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規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対

処が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．２－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

制御棒駆動水圧

系 

原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず、重大事

故等対処設備に要求される設備としての耐震性は確保され

ないものの、原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における重

大事故等の進展を抑制する手段となり得る。 

ほう酸水注入系

（原子炉へ注水

する場合） 

原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず、純水補

給水系において、重大事故等対処設備に要求される設備とし

ての耐震性は確保されないものの、水源を純水補給水系に切

り替えることができれば、ほう酸水注入系による原子炉への

注水が可能となることから、原子炉冷却材圧力バウンダリ高

圧時における重大事故等の進展を抑制する手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備及び手順

等（第４６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．３関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事

項を確認した。 

・第４６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．３項（以下「第４６条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第４６条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する減圧機能（※69）が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウン

                             
（※69）申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態における設計基準事故対処設備が有する減圧機

能について、以下のとおりとしている。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能 
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ダリを減圧するために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。

第４６条等における「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設

備及び手順又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）原子炉の水位が低下した状態であって、低圧注水系が利用可能な状態で

ある場合に、逃がし安全弁を作動させる減圧自動化ロジックの追加 

ロ）可搬型重大事故防止設備 

ロ）－１ 常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし安全弁）

を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える手動設

備又は可搬型代替直流電源設備及び手順等 

ロ）－２ 減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子

炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える可搬型コンプレッサー

又は窒素ボンベ及び手順等 

ハ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧操作が行えるよう代替電源による復旧手順等が整備

されていること。 

ニ）インターフェイスシステム LOCA 発生時において、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの損傷箇所を隔離するための手順等。隔離できない場合に原子炉

を減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑制するために、逃がし安全弁を作動

させることなどにより原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える

手順等 

また、上記ロ）－１及びロ）－２については、以下の措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うこととしている。 

ホ）減圧用の弁は、作動可能な環境条件を明確にするとともに、想定される

重大事故等が発生した場合の環境条件において確実に作動すること。 

 

申請者は、第４６条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能喪失時において、逃がし

安全弁（自動減圧機能）を作動させるための代替自動減圧回路（代替自動

減圧機能）等の設備 

② 常設直流電源系統喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機

能を回復するための可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充電器及

び 125V 代替蓄電池）、125V 直流電源切替盤、主蒸気逃がし安全弁用可搬型
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蓄電池等の設備及び手順等（※70） 

③ 逃がし安全弁（自動減圧機能）作動窒素ガス喪失時において、逃がし安

全弁（自動減圧機能）の機能を回復するための高圧窒素ガスボンベ等の設

備及び手順等 

④ 常設直流電源喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を

回復するための可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充電器及び

125V 代替蓄電池）、ガスタービン発電機等の設備及び手順等（※70） 

⑤ インターフェイスシステム LOCA 発生時において、漏えい箇所を隔離す

るための HPCS 注入隔離弁等の設備及び手順等。また、漏えい箇所の隔離

ができない場合に原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行うための逃が

し安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

⑥ 上記②及び③の設備については、減圧用の弁の作動可能な環境条件を明

確にするとともに、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件にお

いて確実に作動する設計とする。 

⑦ 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合にお

いて、高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器

破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための逃が

し安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※71）において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態において原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としている。 

① 逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能喪失時において、逃がし

安全弁（自動減圧機能）を作動させるための代替自動減圧回路（代替自動

減圧機能）等の設備 

② 常設直流電源系統喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機

能を回復するための可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充電器及

び 125V 代替蓄電池）等の設備及び手順等 

③ 常設直流電源喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を

回復するためのガスタービン発電機等の設備及び手順等 

④ インターフェイスシステム LOCA 発生時において、漏えい箇所を隔離す

るための HPCS 注入隔離弁等の設備及び手順等。また、漏えい箇所の隔離

                             
（※70）代替電源（主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び 125V 直流電源切替盤を除く。）に関する設備及び

手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 

（※71）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「高圧・低圧注水機能喪失」、「高圧注水・減圧機能喪失」、「全

交流動力電源喪失」、「崩壊熱除去機能喪失」、「LOCA 時注水機能喪失」及び「格納容器バイパス（インタ

ーフェイスシステム LOCA）」、原子炉格納容器破損防止対策の有効性評価のうち、「高圧溶融物放出／格

納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリ

ート相互作用」をいう。 
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ができない場合に原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行うための逃が

し安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

⑤ 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合にお

いて、高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器

破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための逃が

し安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

（３）規制委員会は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するために申請者が計画する設備及び手順等が、第

４６条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

ることから、第４６条等に適合するものと判断した。また、有効性評価（第３

７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備され

る方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４６条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４６条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）を用いて逃がし安全弁（自

動減圧機能）を作動させることによる原子炉冷却材圧力バウンダリの

減圧。そのために、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）を重大事

故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動減

圧機能）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 可搬型重大事故防止設備等を用いた原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧。そのために、可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充

電器及び 125V 代替蓄電池）、125V 直流電源切替盤、主蒸気逃がし安全

弁用可搬型蓄電池及び高圧窒素ガスボンベを重大事故等対処設備と

して新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大
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事故等対処設備として位置付ける。 

c. 代替電源による復旧。そのために、可搬型代替直流電源設備（電源

車、125V 代替充電器及び 125V 代替蓄電池）及びガスタービン発電機

を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁

（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

d. インターフェイスシステム LOCA発生時における漏えい箇所の隔離。

そのために、HPCS 注入隔離弁及び原子炉建屋ブローアウトパネルを重

大事故等対処設備として位置付ける。漏えい箇所の隔離ができない場

合の原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧。そのために、逃がし安全弁

（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

e. 原子炉格納容器高圧時に逃がし安全弁（自動減圧機能）を確実に動

作させるための背圧対策。そのために、代替高圧窒素ガス供給系とし

て高圧窒素ガスボンベを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

f. 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合

において、高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉

格納容器破損を防止するための原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧。

そのために、逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

 

規制委員会は、a.の対策が第４６条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に、c.の対策が同ハ）に、d.の対策が同ニ）に、e.の対策が同ホ）に対応

するものであることを確認した。f.の対策が第４６条のうち原子炉格納容

器の破損を防止するための対策に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の論理回路は、設計基準事

故対処設備に対して可能な限り多様性を備えた設計とする。なお、本

論理回路は、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）（※72）により、

自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）による自動減

圧を阻止する設計とする。 

b. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源である高圧窒素ガスボンベ

及び主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、必要な容量を確保した設

                             
（※72）ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）による自動減圧の阻止に係る手順等については、「Ⅳ－

４．１ 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備及び手順等（第４４条及び重大事故等防止

技術的能力基準１．１関係）」において整理 
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計とする。 

c. 高圧窒素ガスボンベ及び主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、逃

がし安全弁（自動減圧機能）の駆動方法について、設計基準事故対処

設備に対して多様性を備え、位置的分散が図られた設計とする。 

d. HPCS 注入隔離弁は、漏えい箇所を隔離できる設計とする。また、原

子炉建屋ブローアウトパネルは、内圧が上昇した場合に自動的に開放

し、原子炉建屋原子炉棟内の圧力及び温度を低下させることができる

設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)代替自動減圧回路（代替自動

減圧機能）の論理回路は、設計基準事故対処設備である自動減圧機能の論

理回路に対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する

設計とするとともに、自動減圧系の制御盤とは別の制御盤に収納すること

により位置的分散を図る設計とすること、b)逃がし安全弁（自動減圧機能）

は、電磁弁の電源を 125V 直流電源切替盤を用いて可搬型代替直流電源設

備（電源車、125V 代替充電器及び 125V 代替蓄電池）又は主蒸気逃がし安

全弁用可搬型蓄電池から給電すること、駆動用窒素を高圧窒素ガスボンベ

から供給すること、これらにより、弁の駆動方法について、常設直流電源

系統及びアキュムレータを用いた弁操作に対して多様性を有しているこ

と、c)高圧窒素ガスボンベは、原子炉建屋付属棟内に分散して保管し、原

子炉格納容器内の逃がし安全弁のアキュムレータと位置的分散を図るこ

と、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、制御建屋内の異なる区画に保

管し、125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B 及び 125V 代替蓄電池と位置的分散

を図ること、d)逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源である高圧窒素ガ

スボンベ及び主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、想定される重大事故

に対処するために必要な容量を確保するとともに、予備を確保することに

より必要な容量以上を確保していること、e)HPCS 注入隔離弁は、インター

フェイスシステム LOCA 発生時に現場で弁を操作することにより、原子炉

冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計とすること、原子炉建屋ブローアウ

トパネルは、高圧の原子炉冷却材が原子炉建屋原子炉棟内へ漏えいして蒸

気となり、圧力が上昇した場合において、外気との差圧により自動的に開

放し、原子炉建屋原子炉棟内の圧力及び温度を低下させることができる設

計とすること、f)逃がし安全弁（自動減圧機能）は、駆動用の高圧窒素ガ

スボンベから供給される駆動用窒素の設定圧力について、想定される原子

炉格納容器内の圧力に対し十分な余裕を考慮して設定が可能とすること

により確実に操作できる設計とすることを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第４６条等要求事項ホ）に適合する措置等を講じた設計とする方針である

ことを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能のみが喪失した場合

であって、以下の条件のいずれかが成立した場合には、中央制御室か

らの逃がし安全弁（自動減圧機能）を用いた手動による原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧の手順に着手する。 

（ア）原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合であって、

主復水器が使用できない場合 

（イ）急速減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代替注水系の

うち１系統以上の起動（※73）により原子炉圧力容器への注水手

段が確保された場合 

（ウ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用できな

いが、低圧注水系 1系統（※74）以上が使用可能である場合、又

は、原子炉圧力容器への注水手段が確保できず、原子炉水位が

規定水位（燃料有効部の下端から燃料有効長の 20%上の位置）に

到達した場合（※75） 

この手順では、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を 1

名により、5分以内に実施する。 

b. 常設直流電源系統喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減

圧機能）を遠隔操作できない場合であって、以下（ア）及び（イ）の

両方が成立した場合には、可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代

                             
（※73）「低圧注水系又は低圧代替注水系のうち１系統以上の起動」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び復水給水系のうち１系統以上起動すること、また、それができない場合は低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、低圧代替注水系（可搬

型）、代替循環冷却系及びろ過水系のうち１系統以上起動することをいう。（以降、本節において同じ） 

（※74）「低圧注水系１系統」とは、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）、復水給水系、代

替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水

系ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）又はろ過水系のいずれか１系統をいう。（以降、本節において同

じ。） 

（※75）当該条件により、「手動による原子炉減圧」の手順に着手することで、原子炉格納容器破損防止対策の

うち「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」への対策を行う。 
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替充電器及び 125V 代替蓄電池）による逃がし安全弁（自動減圧機能）

の開放の手順に着手する。 

（ア）以下の条件のいずれかが成立した場合 

ⅰ）炉心損傷前の減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代

替注水系のうち１系統以上の起動により原子炉圧力容器へ

の注水手段が確保されている場合 

ⅱ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用でき

ないが、低圧注水系 1 系統以上が使用可能である場合、又

は原子炉水位が規定水位（燃料有効部の下端から燃料有効

長の 20%上の位置）に到達した場合 

（イ）逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動に必要な直流電源が可

搬型代替直流電源設備より給電可能な場合 

この手順では、125V 直流電源切替盤の操作、逃がし安全弁（自動減

圧機能）の手動開操作等を計 3名により、30 分以内に実施する。 

c. 常設直流電源系統喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減

圧機能）を遠隔操作できず、かつ、可搬型代替直流電源設備が使用で

きない場合であって、以下の条件のいずれかが成立した場合には、主

蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし安全弁（自動減圧機能）

の開放の手順に着手する。 

（ア）炉心損傷前の減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代替

注水系のうち 1 系統以上の起動により原子炉圧力容器への注水

手段が確保されている場合 

（イ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用できな

いが、低圧注水系 1 系統以上が使用可能である場合、又は注水

手段がない場合で原子炉水位が規定水位（燃料有効部の下端か

ら燃料有効長の 20%上の位置）に到達した場合 

この手順では、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続、逃がし

安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計 3名により、45分以内に

実施する。 

d. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な作動窒素ガスの供給

圧力が低下し、高圧窒素ガス供給系原子炉格納容器入口圧力低警報が

発生した場合には、高圧窒素ガス供給系（常用）から高圧窒素ガス供

給系（非常用）への切替えの手順に着手する。この手順では、高圧窒

素ガス供給系（非常用）への切替操作等を 1 名により、5 分以内に実

施する。 

e. 高圧窒素ガス供給系（常用）及び高圧窒素ガス供給系（非常用）の
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喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減圧機能）を遠隔操作

できない場合には、代替高圧窒素ガス供給系による逃がし安全弁（自

動減圧機能）の開放の手順に着手する。この手順では、逃がし安全弁

（自動減圧機能）の手動開操作等を計 3名により、25 分以内に実施す

る。 

f. 炉心損傷を判断した場合には、代替高圧窒素ガス供給系による逃が

し安全弁（自動減圧機能）の開放の手順に着手する。この手順では、

逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計 3名により、25分

以内に実施する。 

g. 非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の出口配管の圧力上昇、

原子炉建屋原子炉棟内の温度上昇、エリア放射線モニタ指示値の上昇

等を示すパラメータの変化及び漏えい関連警報の発生により、インタ

ーフェイスシステム LOCA の発生を判断した場合には、漏えい箇所の

隔離の手順に着手する。また、中央制御室からの遠隔隔離を実施でき

ない場合には、逃がし安全弁（自動減圧機能）による急速減圧を行い、

原子炉建屋原子炉棟内への原子炉冷却材の漏えいを抑制する。その後、

現場で隔離操作を実施する。この手順では、漏えい箇所の隔離操作、

必要に応じて、逃がし安全弁（自動減圧機能）による急速減圧等を以

下のとおり実施する。 

（ア）中央制御室からの隔離操作を行う場合、計 3名により、20 分

以内 

（イ）遠隔操作による隔離ができない場合であって、現場での隔離

操作を行う場合、計 5名により、300 分以内 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順を設定して明確化してい

ること、b)高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁（自動減圧機能）の機

能回復の手順等について、系統の構成、設定圧力等を定め、必要な人員を

確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)照明により夜間等

でのアクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡設備を確保してい

ること、e)高圧窒素ガス供給系（非常用）への切替操作、代替高圧窒素ガ

ス供給系による逃がし安全弁（自動減圧機能）の開放操作、インターフェ

イスシステム LOCA の発生時の漏えい箇所の隔離等を行う作業環境（作業

空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確
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認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第４６条等要求事項イ）に、①

b.の対策が同ロ）に、①c.の対策が同ハ）に、①d.の対策が同ニ）に、①e.の

対策が同ホ）に対応するものであること、①f.の対策が第４６条のうち原子炉

格納容器の破損を防止するための対策に対応するものであること、①に掲げる

重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される

方針であることから、第４６条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するために、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）により逃

がし安全弁（自動減圧機能）を作動させることによる原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧、可搬型代替直流電源設備を用いた逃がし安全弁（自動減

圧機能）の機能回復による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧、ガスター

ビン発電機を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能回復による原子

炉冷却材圧力バウンダリの減圧、インターフェイスシステム LOCA 発生時

の漏えい箇所の隔離及び原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧並びに高圧

溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器破損を防

止するための原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を必要な対策としてい

る。これらの対策は、（１）①a.、b.、c.、d.及び f.と同じであるため、

必要な重大事故等対処設備も同じであり、これらの重大事故等対処設備の

設計及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、原子

炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において発電用原子炉を減圧するため

の重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３

条等に従って適切に整備する方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機能が喪失した

場合に、その機能を構成するフロントライン系及びサポート系の機能を回復する
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ための自主対策設備並びにインターフェイスシステム LOCA が発生した場合に対

応するための自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）フロントライン系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機能を構成するフロントライ

ン系の機能を回復させる設備（表Ⅳ－４．３－１参照）を用いた主な手順等は

以下のとおりとしている。 

主蒸気隔離弁が全開状態であり、かつ常用電源が健全で、主復水器の真空状

態が維持できている場合であって、以下の条件のいずれかが成立した場合には、

中央制御室からのタービンバイパス弁を用いた手動による原子炉冷却材圧力

バウンダリの減圧の手順に着手する。 

① 原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合であって、主復水器が

使用可能であり、タービンバイパス弁の開操作が可能な場合 

② 急速減圧の場合であって、逃がし安全弁が使用できず、主復水器が使用

可能であり、タービンバイパス弁の開操作が可能な場合 

この手順では、タービンバイパス弁の手動開操作等を 1 名により、5 分以内

に実施する。 

 

（２）サポート系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機能を構成するサポート系の

機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．３－１参照）を用いた主な手順等は

以下のとおりとしている。 

常設直流電源喪失により、逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合には、

125V 代替充電器用電源車接続設備による逃がし安全弁の復旧の手順に着手す

る。この手順では、125V 代替充電器用電源車接続設備による 125V 代替充電器

への給電操作等を計 6名により、140 分以内に実施する。 

 

（３）インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応のための設備及び手順

等 

申請者は、インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応のための設備（表

Ⅳ－４．３－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の出口配管の圧力上昇、原子炉建

屋原子炉棟内の温度上昇、エリア放射線モニタ指示値の上昇等を示すパラメー

タの変化及び漏えい関連警報の発生により、インターフェイスシステム LOCA

の発生を判断した場合には、漏えい箇所の隔離の手順に着手する。また、中央

制御室からの隔離操作を実施できない場合であって、主復水器が使用可能な場
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合には、逃がし安全弁に加えてタービンバイパス弁を用いた減圧の手順に着手

する。その後、現場で隔離操作を実施する。この手順では、漏えい箇所の隔離

操作、必要に応じて、逃がし安全弁及びタービンバイパス弁による急速減圧等

を以下のとおり実施する。 

① 中央制御室からの隔離操作の場合、計 3名により、20分以内 

② 遠隔操作による隔離ができず、現場で隔離操作を行う場合、計 5名によ

り、300 分以内 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．３－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

タービンバイ

パス弁及びタ

ービン制御系 

炉心損傷前及びインターフェイスシステムLOCA発生時におい

て、主蒸気隔離弁が全開状態であり、かつ、常用電源が健全で、

主復水器の真空が維持できていれば、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの減圧手段となり得る。 

125V 代替充電

器用電源車接

続設備 

給電開始までに時間を要するものの、逃がし安全弁の作動に

必要な直流電源を確保する手段となり得る。 

 

４．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）逃がし安全弁の耐環境性向上に向けた取組 

申請者は、原子炉圧力容器の減圧中における環境を想定し、逃がし安全弁の

温度上昇を評価し、機能確認試験の結果との比較により、開保持機能を維持で

きることを示した（※76）。また、合わせて、逃がし安全弁の耐環境性向上対策

に継続的に取り組むとの方針を示した。 

これに対して、規制委員会は、逃がし安全弁の耐環境性向上に向けた取組の

具体的な内容について説明を求めた。 

 

申請者は、逃がし安全弁の補助作動装置（逃がし安全弁用電磁弁）について、

                             
（※76）逃がし安全弁の開保持機能の維持については、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲

気直接加熱」において整理 
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駆動用の高圧窒素ガスを供給する際の流路のバウンダリのシール部を、従来の

フッ素ゴムより高温耐性が優れた改良エチレンプロピレンゴム材に変更する

方針であること、変更後の高温蒸気環境下におけるシール性能を蒸気暴露試験

により確認していることを示した。 

さらに、申請者は、逃がし安全弁本体のシリンダ部について、ピストンの動

作に影響のないシール部のＯリングを改良エチレンプロピレンゴム材に変更

するとともに、全開状態を保持した場合の駆動用の窒素ガスの漏えいを防止す

るため、従来材を使用するシール部に追加して、新たに改良エチレンプロピレ

ンゴム材を用いたシール部（バックシートＯリング）を設置するとの改良を行

う方針としていること、改良シリンダについては、高温蒸気環境下における健

全性確認試験を実施しており、動作に影響がないこと等を確認していることを

示した。なお、シリンダ部の改良については、耐環境性の設計目標として原子

炉格納容器の限界温度・限界圧力に耐えることを目指す設計とするとともに、

今後信頼性確認試験を実施し、プラント運転に影響を与えないことを確認する

予定としている。 

これにより、規制委員会は、申請者が逃がし安全弁の耐環境性向上対策に継

続して取り組んでいることを確認した。 

 

 

Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備及び手順等（第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

４関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するために

申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．４項（以下「第４７条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 
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（１）第４７条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する冷却機能（※77）が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却する

ために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第４７条等にお

ける「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷却するために

必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等

以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）可搬型重大事故防止設備。その運搬、接続及び操作に関する手順等 

ロ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合には、これに対応

するための常設重大事故防止設備 

ハ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより、起動及び十分

な期間の運転継続ができる手順等 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立

性を有し、位置的分散が図られた設計とすること。 

 

申請者は、第４７条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 可搬型重大事故防止設備として低圧代替注水系（可搬型）を用いた原子

炉圧力容器への注水（以下「Ⅳ－４ 重大事故等対処設備及び手順等」に

おいて、常設重大事故防止設備として低圧代替注水系（常設）を用いた原

子炉圧力容器への注水と合わせて、「低圧代替注水」という。）のための大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設備及び手順等 

② 低圧代替注水系（常設）を用いた低圧代替注水のための復水移送ポンプ、

直流駆動低圧注水系ポンプ等の設備及び手順等 

③ 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポ

ンプを用いた炉心注水又は原子炉除熱のためのガスタービン発電機等の

設備及び手順等（※78） 

④ 上記①及び②の設備については、設計基準事故対処設備に対して多様性

及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

                             
（※77）申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態における設計基準事故対処設備が有する冷却機

能について、以下のとおりとしている。 

・残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉内低圧時における冷却機能 

また、申請者は、原子炉停止中において、発電用原子炉を長期的に冷却するために設計基準事故対処

設備が有する原子炉の冷却機能について、以下のとおりとしている。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉内の崩壊熱除去機能 

（※78）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順

等」において整理 
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⑤ 炉心の著しい損傷及び溶融が発生した場合において、原子炉圧力容器に

残存する溶融炉心を冷却するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※79）において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための重大事故等対処設備及び手順

等として以下を整備する方針としている。 

① 低圧代替注水系（可搬型）及び低圧代替注水系（常設）による低圧代替

注水のための設備及び手順等 

② 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポ

ンプを用いた炉心注水又は原子炉除熱のための設備及び手順等 

③ 代替循環冷却系による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の

ための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るために申請者が計画する設備及び手順等が、第４７条等における各々の要求

事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第４７条等に適

合するものと判断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重

大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４７条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

                             
（※79）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「高圧・低圧注水機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱

除去機能喪失」及び「LOCA 時注水機能喪失」、格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧

力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、

「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作

用」並びに運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」についての有効

性評価をいう。 
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a. 可搬型重大事故防止設備を用いた低圧代替注水。そのために、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備す

る。 

b. 炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応する

ための常設重大事故防止設備を用いた低圧代替注水。そのために、直

流駆動低圧注水系ポンプ、ガスタービン発電機及び常設代替直流電源

設備（250V 蓄電池）を重大事故等対処設備として新たに整備するとと

もに、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

c. 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去

系ポンプを用いた炉心注水又は原子炉除熱及び低圧炉心スプレイ系

ポンプを用いた炉心注水。そのために、ガスタービン発電機を重大事

故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系ポンプ

（低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード）及び低圧炉心スプレ

イ系ポンプを重大事故等対処設備として位置付ける。 

d. 炉心の著しい損傷及び溶融が発生した場合において、原子炉圧力容

器に残存する溶融炉心を冷却するための炉心冷却。そのために、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）及び代替循環冷却ポンプを重大事故等対処

設備として新たに整備するとともに、復水移送ポンプ、復水貯蔵タン

ク及びサプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付

ける。 

 

規制委員会は、a.の対策が第４７条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に、c.の対策が同ハ）に対応するものであることを確認した。また、d.の

対策が第４７条のうち、原子炉格納容器の破損を防止するための対策に対

応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計基準事故対処設備に対して

多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。また、

低圧代替注水のために必要な流量を確保する設計とする。 

b. 復水移送ポンプ及び直流駆動低圧注水系ポンプは、設計基準事故対

処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計
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とする。また、低圧代替注水のために必要な流量を確保する設計とす

る。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は、ディーゼル駆動であり、淡水（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））

又は海水を水源とすることにより、電源を非常用ディーゼル発電機とし、

水源をサプレッションチェンバとする設計基準事故対処設備である残留

熱除去系ポンプ（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系ポンプに対し

て多様性を有していること、さらに、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、

屋外に保管することにより、原子炉建屋原子炉棟内に設置する設計基準事

故対処設備である残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード）及び低圧炉心ス

プレイ系ポンプに対して独立性を有し、位置的分散が図られていること、

想定される重大事故等に対処するために必要な容量を確保する設計とす

ること、b)復水移送ポンプは、空冷式のガスタービン発電機又は可搬型代

替交流電源設備（電源車）からの給電による電動機駆動であり、復水貯蔵

タンクを水源とすることにより、設計基準事故対処設備である残留熱除去

系ポンプ（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系ポンプに対して、多

様性を有していること、さらに、復水移送ポンプは、残留熱除去系ポンプ

及び低圧炉心スプレイ系ポンプとは原子炉建屋原子炉棟内の異なる区画

に設置することにより独立性を有し、位置的分散が図られていること、想

定される重大事故等に対処するために必要な容量を確保する設計とする

こと、c)直流駆動低圧注水系ポンプは、常設代替直流電源設備（250V 蓄電

池）からの給電による電動機駆動であり、復水貯蔵タンクを水源とするこ

とにより、設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心

スプレイ系ポンプに対して、多様性を有していること、さらに、直流駆動

低圧注水系ポンプは、原子炉建屋付属棟内に設置することにより、原子炉

建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプに

対して独立性を有し、位置的分散が図られていること、想定される重大事

故等に対処するために必要な容量を確保する設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備

について、第４７条等要求事項ニ）に適合する措置等を講じた設計とする

方針であることを確認した。 
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③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水

ができず、かつ、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持

できない場合には、低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水の手

順に着手する（※80）。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を計 13名により、

385 分以内に実施する。 

b. 復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水

ができず、かつ、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持

できない場合には、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、復水移送

ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施する。 

c. 復水給水系、非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送

ポンプ）及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、

かつ、原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、低圧

代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉注水の

手順に着手する。この手順では、系統の構成、直流駆動低圧注水系ポ

ンプの起動等を計 3名により、35分以内に実施する。 

d. 全交流動力電源喪失時、ガスタービン発電機による非常用高圧母線

2C 系及び 2D 系への給電が完了した場合であって、残留熱除去系ポン

プの電源が復旧された場合には、原子炉停止中においては残留熱除去

系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉除熱、原子炉運転中にお

いては残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注

水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、残留熱除去系ポン

プの起動等を以下のとおり実施する。 

（ア）原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉除熱を行う場合、1名により、30 分以内 

（イ）原子炉運転中においては残留熱除去系（低圧注水モード）に

よる原子炉圧力容器への注水を行う場合、1 名により、15 分以

内 

                             
（※80）低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

代替注水の準備を同時並行で行う。注水に使用する手段は、準備が完了したもののうち、低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系（自主対策設備）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低

圧注水系ポンプ）、ろ過水ポンプ（自主対策設備）、低圧代替注水系（可搬型）の順で選択する。 
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e. 全交流動力電源喪失時、ガスタービン発電機による非常用高圧母線

2C 系への給電が完了した場合であって、残留熱除去系（低圧注水モー

ド）の電源が復旧できず、低圧炉心スプレイ系ポンプの電源が復旧さ

れた場合には、低圧炉心スプレイ系による原子炉注水の手順に着手す

る。この手順では、系統の構成、低圧炉心スプレイ系ポンプの起動等

を 1名により、15 分以内に実施する。 

f. 原子炉圧力容器が破損したと判断（※81）した場合には、代替循環冷

却系による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着

手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を

1名により、15分以内に実施する。 

g. 原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却

系が使用できない場合には、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手す

る。この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名によ

り、15 分以内に実施する。 

h. 原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却

系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合

には、低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器内に残存する

溶融炉心の冷却の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を計

12 名により、385 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)フロントライン系故障時の優

先順位を b.、c.、a.の順に、サポート系故障時の手順は d.、e.の順に、溶

融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の優先順位を f.、g.、h.の順に、

設定して明確化していること、b)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等による

原子炉注水等の手順等について、送水ホース等の運搬、接続作業等を定め、

必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)照明

により夜間等でのアクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡設備

を確保していること、e)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の運搬、接続等

を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

                             
（※81）原子炉格納容器下部温度の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下、原子炉格納容器

内の圧力の上昇、原子炉格納容器下部の雰囲気温度の低下、原子炉格納容器内の水素濃度の上昇により

確認する。（以降、本節において同じ。） 
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る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第４７条等要求事項イ）に、①

b.の対策が同ロ）に、①c.の対策が同ハ）に対応するものであること、①d.の

対策が第４７条のうち、原子炉格納容器の破損を防止するための対策に対応す

るものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条

等に従って適切に整備される方針であることから、第４７条等に適合するもの

と判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に原子炉を冷却するために、低圧代替注水系（可搬型）、低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系

ポンプ）による炉心注水並びに残留熱除去系ポンプ電源復旧による炉心注水又

は原子炉除熱並びに代替循環冷却系による原子炉圧力容器内に残存する溶融

炉心の冷却を必要な対策としている。これらの対策は（１）①a.、b.、c.及び

d.と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じであり、これらの重大

事故等対処設備の設計及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための重大事故等対処設

備及び手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に

整備する方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に原子炉を冷

却するために必要となる重大事故等対処設備及び手順等を整備するとともに、原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する機能が喪失した場

合に、その機能を構成するフロントライン系の機能を回復するための自主対策設

備及び手順等、原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却のための自主対策設

備及び手順等を整備するとしている。 

 

594



 

367 

 

（１）フロントライン系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に原子炉を冷却する機能を

構成するフロントライン系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．４－１

参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 復水給水系、非常用炉心冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）による原子炉注水ができず、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）

以上に維持できない場合には、代替循環冷却系による原子炉注水の手順に

着手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1

名により、15 分以内に実施する。 

② 復水給水系、非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポ

ンプ）による原子炉注水ができず、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）

以上に維持できない場合には、ろ過水ポンプによる原子炉注水の手順に着

手する。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、

20 分以内に実施する。 

③ 原子炉停止中においては、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる原子炉の除熱ができない場合であって、非常用交流電源設備又は常設

代替交流電源設備が使用可能な場合には、原子炉冷却材浄化系により原子

炉を除熱する手順に着手する。この手順では、系統の構成、原子炉冷却材

浄化系ポンプの起動等を 1名により、35 分以内に実施する。 

 

（２）原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却のための設備及び手順等 

申請者は、炉心の著しい損傷及び溶融の発生により、原子炉圧力容器内に残

存する溶融炉心を冷却するための設備（表Ⅳ－４．４－１参照）を用いた主な

手順等は以下のとおりとしている。 

① 原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却系及

び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合には、残

留熱除去系ヘッドスプレイ配管を使用したろ過水ポンプによる原子炉圧

力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手する。この手順では、系

統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対

処が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．４－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 
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代替循環冷却ポ

ンプ 

重大事故等対処設備に要求される原子炉を冷却するための

復水移送ポンプと同等の流量は確保できないものの、炉心

注水の代替手段となり得る。 

ろ過水ポンプ、ろ

過水タンク等 

重大事故等対処設備に要求される設備としての耐震性は確

保されず、復水移送ポンプと同等の流量は確保できないも

のの、炉心注水の代替手段となり得る。また、原子炉圧力

容器内に残存する溶融炉心を冷却する手段となり得る。 

原子炉冷却材浄

化系ポンプ、原子

炉冷却材浄化系

非再生熱交換器

等 

原子炉停止直後の原子炉を除熱するための十分な熱交換量

が確保できず、また、重大事故等対処設備に要求される設

備としての耐震性は確保されないものの、原子炉冷却材浄

化系非再生熱交換器への原子炉補機冷却水系（原子炉補機

冷却海水系を含む。）の通水が可能であれば、原子炉を除熱

する手段となり得る。 

残留熱除去系ヘ

ッドスプレイ配

管 

残留熱除去系注入配管からの注水と同等の流量は確保でき

ないものの、残留熱除去系注入配管からの注水ができない

場合において、原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心を冷

却する手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び手順等（第４

８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．５関係） 

本節では、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下

の事項を確認した。 

・第４８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．５項（以下「第４８条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針である

か。 

 

１．審査の概要 
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（１）第４８条等は、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能（※82）が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止す

るため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備及び手順等を整備

することを要求している。第４８条等における「最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこ

れらと同等以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失する

ことを想定した上で、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉

冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替

の最終ヒートシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし

場への熱の輸送ができる設備及び手順等 

ロ）残留熱除去系（RHR）の使用が不可能な場合について考慮し、炉心の著し

い損傷等を防止するための設備及び手順等 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）上記ロ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重

性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とすること。 

ニ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、後述する第５０条等要求事

項ハ）に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価

を行うこと。 

 

申請者は、第４８条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 所内車載代替の最終ヒートシンクシステムとして熱交換器ユニット及

び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた原子炉補機冷却（※83）（以下、

Ⅳ－４において「原子炉補機代替冷却」という。）を実施するための設備及

び手順等 

② 原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施するための原子炉格納容器フ

ィルタベント系、耐圧強化ベント系及び手順等 

                             
（※82）申請者は、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は以下のとおりとし

ている。 

・炉心の熱を残留熱除去系から原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）を介して最終ヒー

トシンクへ輸送する機能 

（※83）熱交換器ユニットの淡水側を原子炉補機冷却水系に接続し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により熱

交換器ユニットに海水を送水することで、熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送する。 
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（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※84）において、最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針

としている。 

① 原子炉補機代替冷却を実施するための熱交換器ユニット、大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）及び手順等 

② 原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施するための原子炉格納容器フ

ィルタベント系、耐圧強化ベント系及び手順等 

（３）規制委員会は、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために申請者が計画する設

備及び手順等が、第４８条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に

整備される方針であることから、第４８条等に適合するものと判断した。また、

有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が第４３条等に従って重大

事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者がフォールトツリー解析等により機能喪失の原

因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載さ

れたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を

確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４８条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は第４８条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策と

そのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉

補機代替冷却。そのために、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱。そのために、フィルタ装置及び遠隔

手動弁操作設備を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

                             
（※84）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「高圧・低圧注水機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱

除去機能喪失」及び「LOCA 時注水機能喪失」並びに運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性評価のうち

「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 
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規制委員会は、a.の対策が第４８条等要求事項イ）及び同ハ）に、b.の

対策が同ロ）、同ハ）及び同ニ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針は、

以下のとおりとしている。 

a. 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計基準

事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る設

計とする。 

b. 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、必要な容

量を確保した設計とする。 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は、設計基

準事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る

設計とする。 

d. 原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系の隔離弁

は、想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できる

設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)原子炉補機代替冷却に用いる熱

交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）をディーゼル駆動とする

ことにより、非常用電源から給電される設計基準事故対処設備である原子炉

補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却海水ポンプに対して電源の多様性を有し

ていること、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計

基準事故対処設備である原子炉建屋付属棟内の原子炉補機冷却水ポンプ及

び海水ポンプ室の原子炉補機冷却海水ポンプと離れた屋外に保管及び設置

することにより独立性を有し、位置的分散が図られていること、b)熱交換器

ユニットは 2台確保し、さらに、故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップとして 1台を確保することで、必要な容量を確保

した設計とすること、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は 2台 1セットを 2セ

ット確保し、さらに、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時

のバックアップとして 1台を確保することで、必要な容量を確保した設計と

すること、c)原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は、代

替電源からの給電とし、非常用電源から給電される設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系に対して電源の多様性を有していること、原子炉格納容器

フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は、原子炉建屋原子炉棟内の設計基

準事故対処設備である残留熱除去系と離れた位置に設置することにより独
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立性を有し、位置的分散が図られていること、d)原子炉格納容器フィルタベ

ント系及び耐圧強化ベント系の隔離弁は、遠隔手動弁操作設備又は操作ハン

ドルを設け手動操作を可能とすることにより、想定される重大事故等が発生

した場合において確実に操作できる設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処

設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）

に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第４８条等要求事項ハ）及び同ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方

針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障等によ

り原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能が喪失

した場合には、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

による原子炉補機代替冷却の手順に着手する。この手順では、計 9名

により、系統の構成等を 20 分以内、補機冷却水供給開始を 540 分以内

に実施する。 

b. 炉心損傷前において、残留熱除去系ポンプの故障等による最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であって、原子炉格納容

器内の圧力を規定圧力（0.384MPa[gage]）以下に維持できない場合に

は、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱の手順に着手する。この手順では、系統の構成等を中央制御

室から操作可能な場合、1名により、20 分以内、中央制御室から操作

できず現場で操作を行う場合、計 3名により、170 分以内に実施する。 

c. 炉心損傷前において、残留熱除去系ポンプの故障等による最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失し、原子炉格納容器内の圧力を規

定圧力（0.384MPa[gage]）以下に維持できない場合であって、原子炉

格納容器フィルタベント系の機能が喪失した場合には、耐圧強化ベン

ト系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手する。この

手順では、系統の構成等を中央制御室から操作可能な場合、1 名によ

り、25 分以内、中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合、計

3名により、175 分以内に実施する。 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)現場での手動操作等の手順等

について定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしてい

ること、b)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、c)必要

な通信連絡設備を確保していること、d)現場での手動操作等を行う作業環

境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していること、e)炉心損

傷前の原子炉格納容器ベントの開始圧力を原子炉格納容器の最高使用圧

力（0.427MPa[gage]）としていること、f)残留熱除去系又は代替循環冷却

系による原子炉格納容器内の除熱機能が 1系統回復し、原子炉格納容器内

の水素濃度及び酸素濃度の測定が可能な場合、並びに可搬型窒素ガス供給

装置を用いた原子炉格納容器内への窒素封入が可能な場合には、S/C ベン

ト用出口隔離弁又は D/W ベント用出口隔離弁を全閉し、原子炉格納容器ベ

ントを停止する（※85）ことを基本とし、その他の要因を考慮した上で総合

的に判断し適切に対応することなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上より、規制委員会は、①の対策が第４８条等要求事項イ）及び同ロ）に

対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備が第４８条等要求事

項ハ）及び同ニ）に適合する措置を講じた設計とする方針であること、①に掲

げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備さ

れる方針であることから、第４８条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉

補機代替冷却、並びに原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系

による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を必要な対策としている。これらの対

策は、（１）①a.及び b.と同じであるため必要な重大事故等対処設備も同じで

ある。また、これらに関する重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針

も同じである。 

 

                             
（※85）なお、S/C ベント用出口隔離弁又は D/W ベント用出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能

がさらに 1系統回復するなど、より安定的な状態になった場合に FCVS ベントライン隔離弁を全閉にする

としている。 
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よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するための重大事故等対処設備及び手順等として位置付

けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確

認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、サポート系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための機能が喪失した場合に、その機能を代替するための自主対策設

備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）サポート系の機能喪失時に最終ヒートシンクに熱を輸送する機能を代

替するための設備及び手順等 

申請者は、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を代替するための大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）（表Ⅳ－４．５－１参照）を用いた主な手順等は以下のと

おりとしている。ここで、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉補機代替

冷却の場合は重大事故等対処設備として使用するが、原子炉補機冷却水系に直

接海水を注水する場合は自主対策設備として使用する。 

① 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの故障等により原子炉補機

代替冷却ができない場合には、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子

炉補機冷却水系への海水注水の手順に着手する。この手順では、系統の構

成、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動等を計 9 名により、575 分以内

に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．５－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）（原

子炉補機冷却水

系に直接海水を

注水する場合） 

原子炉補機冷却水系の淡水側に直接海水を注水するため、

熱交換器の破損や配管の腐食が発生する可能性があるもの

の、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サプレッシ

ョンプール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モー
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ド）と合わせて使用することで、最終ヒートシンク（海）

へ熱を輸送する手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備及び手順等（第４９条

及び重大事故等防止技術的能力基準１．６関係） 

本節では、原子炉格納容器内の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等

について、以下の事項を確認した。 

・第４９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．６項（以下「第４９条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第４９条等は、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能

（※86）が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、また、炉

心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第４９条等におけ

る「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと

同等以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した

場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ注水設

備（ポンプ又は水源）が機能喪失しているものとして、格納容器スプレイ

代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

に必要な設備及び手順等 

ロ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため、格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪失して

いるものとして、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器

                             
（※86）申請者は、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能は以下のとおりとしている。 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モ

ード）の冷却機能 
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内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設

備及び手順等 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対処設備に対して、多

様性及び独立性を有し、位置的分散を図る。 

なお、上記イ）の炉心損傷防止目的の設備とロ）の格納容器破損防止目的の

設備は、同一設備であってもよい。 

 

申請者は、第４９条等の要求事項に対応するため、炉心の著しい損傷の防止

及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の冷却等の

ための以下の設備及び手順等を整備する方針としている。 

① 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）（※87）を用いた格納容器ス

プレイ（※88）を実施するための復水移送ポンプ等の設備及び手順等 

② 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）（※87）を用いた格納容器

スプレイ（※88）を実施するための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の設備及

び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※89）において、炉心の著しい損傷の防

止及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の冷却等

のための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としてい

る。 

① 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系（可搬型）による格納容器代替スプレイを実施するための設備及

び手順等 

② 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポ

ンプ（格納容器スプレイ冷却モード）を用いた格納容器除熱を実施するた

めのガスタービン発電機等の設備及び手順等（※90） 

                             
（※87）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、

第４９条等の要求事項における「格納容器スプレイ代替注水設備」に該当する。 

（※88）以下、Ⅳ－４において、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系（可搬型）を用いた格納容器スプレイを「格納容器代替スプレイ」という。 

（※89）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「高圧・低圧注水機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱

除去機能喪失」及び「LOCA 時注水機能喪失」並びに格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気

圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」につ

いての有効性評価をいう。 

（※90）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順

等」において整理 
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③ 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポ

ンプ（サプレッションプール水冷却モード）を用いたサプレッションプー

ル水除熱を実施するためのガスタービン発電機等の設備及び手順等（※90） 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器内の冷却等のために申請者が計画する設備及

び手順等が、第４９条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備

される方針であることから、第４９条等に適合するものと判断した。また、有

効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４９条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４９条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）を用いた格納容器代替

スプレイ。そのために、可搬型代替交流電源設備（電源車）及びガス

タービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するととも

に、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として

位置付ける。 

b. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代

替スプレイ。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、a.及び b.の対策が第４９条等要求事項イ）及びロ）に対

応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 
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申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた格納容

器代替スプレイは、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設

計とする。 

b. 復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた格納容

器代替スプレイは、原子炉格納容器内の放射性物質濃度を低下できる

設計とする。 

c. 復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計基準事

故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る設

計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)復水移送ポンプ及び大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な

スプレイ流量を有すること、b)復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）を用いた格納容器代替スプレイを行うことにより原子炉格納容器

内の放射性物質の濃度を低下できること、c)復水移送ポンプは、電源を空

冷式のガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備（電源車）とし、

水源を復水貯蔵タンクとすることにより、電源を非常用ディーゼル発電機

とし、水源をサプレッションチェンバとする設計基準事故対処設備である

残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）に対して多様性を有

していること、さらに、復水移送ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内の残留

熱除去系ポンプとは異なる区画に設置することにより独立性を有し、位置

的分散が図られていること、d)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、ディー

ゼル駆動であり、淡水（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））又は

海水を水源とすることにより、設計基準事故対処設備である残留熱除去系

ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）に対して多様性を有していること、

また、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管することにより、原

子炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去系ポンプに対して独立性を有

し、位置的分散が図られていることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備

について、第４９条等要求事項ハ）に適合する措置等を講じた設計とする

方針であることを確認した。 
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③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容

器内へのスプレイができない場合であって、原子炉格納容器内の圧力、

温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準（※91）に到達

した場合には、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）を用いた

格納容器代替スプレイの手順に着手する。この手順では、系統の構成、

復水移送ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

b. 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による格納容器スプ

レイができない場合には、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型）を用いた格納容器代替スプレイの手順に着手する（※92）。この手

順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統の

構成、ポンプ起動等を計 13 名により、385 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a.、b.の順

に設定して明確化していること、b)原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納

容器代替スプレイについて、系統の構成、ポンプの起動等の手順等を定め、

必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)接続

等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認している

こと、d)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、e)必要な

通信連絡設備を確保していることなどを確認した。 

                             
（※91）以下のいずれかの条件に該当（以降、本節において同じ） 

(1)炉心損傷前（炉心の著しい損傷防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力が 13.7kPa[gage]以上で、原子炉水位が－3,660mm 以下を経験した場合 

b. 圧力抑制室圧力が 0.384MPa[gage]に到達した場合 

②温度に係る条件 

a. ドライウェル温度が 171℃以上の場合 

b. 圧力抑制室空気温度が 104℃以上の場合（サプレッションチェンバ内へのスプレイ） 

③水位に係る条件 

a. 圧力抑制室水位が通常水位＋1.8m に到達した場合 

(2)炉心損傷後（原子炉格納容器破損防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力又は圧力抑制室圧力が 0.640MPa[gage]に到達した場合 

②温度に係る条件 

a. ドライウェル温度が 190℃以上の場合 

b. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合 

（※92）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代替スプレイは、原子炉格納容器内

の圧力、温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準に到達した場合に実施する。判断基準

に到達した場合の格納容器代替スプレイに使用する手段は、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常

設）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、ろ過水ポンプ（自主対策設備）の順で選択する。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.及び b.の対策が第４９条等要求事項イ）、

ロ）及びハ）に対応するものであること、①a.及び b.に掲げる重大事故等対処

設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であること

から、第４９条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、炉心の著しい損傷の防止

及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の冷却

等のために、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代替スプレイ並びに

全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポン

プを用いた格納容器除熱及びサプレッションプール水除熱を必要な対策

としている。このうち、格納容器代替スプレイの対策は（１）①と同じで

あるため、必要な重大事故等対処設備も同じであり、これらの重大事故等

対処設備の設計及び手順等の方針も同じである。全交流動力電源喪失時に

電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプを用いた格納容器除熱

及びサプレッションプール水除熱については、以下の対策とそのための重

大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去

系ポンプを用いた格納容器除熱。そのために、ガスタービン発電機を

重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系ポ

ンプ（格納容器スプレイ冷却モード）を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

b. 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去

系ポンプを用いたサプレッションプール水除熱。そのために、ガスタ

ービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、

残留熱除去系ポンプ（サプレッションプール水冷却モード）を重大事

故等対処設備として位置付ける。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 
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申請者は、①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計

方針を「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」におい

て整理している。 

よって、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備につい

て、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）に適合す

る措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 炉心損傷前の全交流動力電源喪失時又は炉心損傷を判断した場合

において、ガスタービン発電機により非常用高圧母線 2C 系又は 2D 系

への給電が完了し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

使用可能な状態に復旧された場合であって、原子炉格納容器内の圧力、

温度等について、残留熱除去系による格納容器スプレイ開始の判断基

準（※93）に到達した場合には、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）による格納容器除熱の手順に着手する。この手順では、系統

の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施

する。 

b. 炉心損傷前の全交流動力電源喪失時又は炉心損傷を判断した場合

において、ガスタービン発電機により非常用高圧母線 2C 系又は 2D 系

への給電が完了し、残留熱除去系が使用可能な状態に復旧された場合

には、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）によるサ

プレッションプール水除熱の手順に着手する。この手順では、系統の

構成、残留熱除去系ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施す

る。 

 

                             
（※93）以下のいずれかの条件に該当 

(1)炉心損傷前（炉心の著しい損傷防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力が 13.7kPa[gage]以上で、原子炉水位が－3,660mm 以下を経験した場合 

b. 圧力抑制室圧力が 13.7kPa[gage]以上の場合（サプレッションチェンバ内へのスプレイ） 

c. 圧力抑制室圧力が 0.098MPa[gage]以上で 24 時間継続した場合 

d. 圧力抑制室圧力が 0.245MPa[gage]以上の場合 

②温度に係る条件 

a. ドライウェル温度が 171℃以上の場合 

b. 圧力抑制室空気温度が規定値以上の場合（サプレッションチェンバ内へのスプレイ） 

③水位に係る条件 

a. 圧力抑制室水位が通常水位＋1.8m 以上の場合 

(2)炉心損傷後（原子炉格納容器破損防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力又は圧力抑制室圧力が 0.245MPa[gage]以上の場合 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a.、b.の順

に設定して明確化していること、b)作業環境（作業空間、温度等）に支障

がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において

原子炉格納容器内の冷却等のため重大事故等対処設備及び手順等として位置

付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であること

を確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、フロントライン系の機能が喪失し、原子炉格納容器

内の冷却等のための機能が喪失した場合に、その機能を代替するための自主対策

設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）フロントライン系の機能喪失時に原子炉格納容器内の冷却等のための

機能を代替するための設備及び手順等 

申請者は、炉心の著しい損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合に

おける原子炉格納容器内の冷却等のための機能を回復させるための設備（表Ⅳ

－４．６－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）、原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）に

よる格納容器スプレイができない場合であって、原子炉格納容器内の圧力、

温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準に到達し、ガスタ

ービン発電機等により必要な電源が確保された場合には、ろ過水ポンプに

よる格納容器スプレイの手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ

過水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

② 残留熱除去系による原子炉格納容器の除熱ができない場合であって、非

常用交流電源設備又はガスタービン発電機により原子炉補機冷却水系（原

子炉補機冷却海水系を含む。）が復旧可能である場合には、ドライウェル冷

610



 

383 

 

却系による原子炉格納容器内の除熱の手順に着手する。この手順では、系

統の構成、ドライウェル冷却系下部送風機の起動等を 1名により、65 分以

内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．６－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

ろ過水ポンプ、ろ

過水タンク等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されておら

ず、復水移送ポンプと同等の流量は確保できないものの、

ろ過水系が健全であれば、原子炉格納容器内を冷却する手

段となり得る。 

ドライウェル冷

却系 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されておら

ず、除熱量は小さいものの、原子炉格納容器内への冷却水

通水及びドライウェル冷却系下部送風機の起動が可能であ

る場合、原子炉格納容器内を除熱するための手段となり得

る。また、ドライウェル冷却系下部送風機が停止している

場合においても、冷却水の通水を継続することにより、ド

ライウェル冷却系下部冷却器のコイル表面で蒸気を凝縮

し、原子炉格納容器内の圧力上昇を緩和する手段となり得

る。 

 

 

Ⅳ－４．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備及び手順等

（第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７関係） 

本節では、原子炉格納容器の過圧破損を防止するために申請者が計画する設備及

び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７項（以下「第５０条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針である

か。 

 

１．審査の概要 
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（１）第５０条第１項及び重大事故等防止技術的能力基準１．７項（以下「第５０

条第１項等」という。）は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを維持し

ながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備及び

手順等を整備することを要求している。第５０条第２項及び重大事故等防止技

術的能力基準１．７項（以下「第５０条第２項等」という。）は、発電用原子炉

施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した場合において短

時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそれがあるもの

に限る。）には、第５０条第１項等の設備及び手順等に加えて、原子炉格納容器

内の圧力を大気中に逃がすために必要な設備及び手順等を整備することを要

求している。また、第５０条第３項では、第５０条第２項の設備は、共通要因

によって第５０条第１項の設備の過圧破損防止機能（炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するために必要な

機能をいう。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置

を講じたものでなければならないことを要求している。 

上記の第５０条第１項における「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、

限界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超え

ることなく、原子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、第

５０条第２項における「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生する

おそれがあるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進

展が速い発電用原子炉施設であるBWR及びアイスコンデンサ型格納容器を有す

る PWR をいう。 

 

第５０条第１項等における「原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備及び手順等」とは、

以下に掲げる設備及び手順又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手

順等をいう。 

イ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニット及びそれら設備に

より原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等 

 

第５０条第２項等における「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすため

に必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順又はこれらと同等

以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

ロ）格納容器圧力逃がし装置及びその設備により原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために必要な手順等 
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ハ）上記ロ）の格納容器圧力逃がし装置は、以下の措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うこと。 

ハ）－１ 排気中に含まれる放射性物質を低減するものであること。 

ハ）－２ 可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられていること。 

ハ）－３ 配管等は、他の系統・機器（例えば SGTS）や他号機の格納容器圧

力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影響がない場

合を除く。 

ハ）－４ 使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防

止する設備及び手順等を整備すること。 

ハ）－５ 隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作ができること。 

ハ）－６ 炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で隔離弁の

操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされてい

ること。 

ハ）－７ 隔離弁の駆動源が喪失した場合においても、格納容器圧力逃がし

装置の隔離弁を操作できるよう、必要な資機材を近傍に配備する等

の措置を講じること。 

ハ）－８ ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置するこ

と。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、

十分に低い圧力に設定されたラプチャーディスク（原子炉格納容器

の隔離機能を目的としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を

目的としたもの）を使用する場合又はラプチャーディスクを強制的

に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

ハ）－９ 長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない場所に接続され

ていること。 

ハ）－１０ 使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減するため

の遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 

 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）多様性及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ホ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットによる原子炉格納

容器内の圧力及び温度の低下の手順は、格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器の圧力及び温度の低下の手順に優先して実施されるもので

あること。 

 

申請者は、第５０条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

613



 

386 

 

整備する方針としている。 

① 代替循環冷却ポンプを用いた残留熱除去系熱交換器によるサプレッシ

ョンプール水の冷却並びに原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器

内へのスプレイ（以下Ⅳ－４において「代替循環冷却」という。）により原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための代替循環冷却系及び

手順等 

② 原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための原子炉格納容器

フィルタベント系及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※94）において、原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるための重大事故等対処設備及び手順等として、以下の

設備及び手順等を整備する方針としている。 

① 代替循環冷却により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるた

めの代替循環冷却系及び手順等 

② 原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための原子炉格納容器

フィルタベント系及び手順等 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために申請者

が計画する設備及び手順等が、第５０条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第５０条等に適合するものと判

断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設

備及び手順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

に記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等へ

の対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５０条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５０条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱。そのため

                             
（※94）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作

用」、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価をいう。 
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に、代替循環冷却ポンプ、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、サプ

レッションチェンバ及び残留熱除去系熱交換器を重大事故等対処設備

として位置付ける。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱。そのために、フィルタ装置、フィルタ装置出口側圧力開放

板、可搬型窒素ガス供給装置及び遠隔手動弁操作設備を重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、a.の対策が第５０条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

 

②－１）代替循環冷却系 

a. 代替循環冷却ポンプ、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）は、原子炉格納容器内の雰囲気を除熱できる容量を確保した

設計とする。また、想定される重大事故等が発生した場合において確

実に操作できる設計とする。 

 

②－２）原子炉格納容器フィルタベント系 

a. 原子炉格納容器フィルタベント系は、排気中に含まれる放射性物質

を低減し、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための容量

を確保した設計とする。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系は、可燃性ガスによる爆発を防ぐ

ことが可能な設計とする。 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系は、他の系統・機器に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

d. 原子炉格納容器フィルタベント系は、原子炉格納容器の負圧破損を

防止する設計とする。 

e. 原子炉格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な隔

離弁は、作業員の放射線防護を考慮し、遠隔手動弁操作設備によって

人力で容易に操作可能な設計とする。 

f. フィルタ装置出口側圧力開放板は、原子炉格納容器からの排気圧力
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と比較して十分に低い圧力で破裂し排気の妨げとならない設計とする。 

g. 原子炉格納容器フィルタベント系は、長期的にも溶融炉心及び水没

の悪影響を受けない設計とする。 

h. 原子炉格納容器フィルタベント系使用時に高線量となるフィルタ

装置等からの被ばくを低減するための遮蔽壁等の放射線防護を考慮し

た設計とする。 

i. 原子炉格納容器フィルタベント系は、代替循環冷却系と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう、多様性及び可能な限りの独立性

を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、①に掲げる重大事故等対処設備

について以下のことを確認した。 

a)代替循環冷却系は、系統の圧力損失を考慮しても、原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な除熱能力を有すること、また、代替

循環冷却系の使用時は、系統配管の周辺が高線量となるため、使用

開始後に操作が必要な弁及びポンプは遠隔操作ができる設計とする

こと。 

b)原子炉格納容器フィルタベント系は、粒子状放射性物質に対して

99.9%以上、無機よう素に対して 99.8%以上、有機よう素に対して 98%

以上の除去効率を有すること、また、系統の圧力損失を考慮しても、

原子炉格納容器の破損を防止するために必要な減圧能力を有するこ

と。 

c)原子炉格納容器フィルタベント系は、系統内をあらかじめ不活性化

しておくこと、可燃性ガスが局所的に蓄積する可能性のある箇所に

ついては、可燃性ガスを排出するためのバイパスラインを設置する

ことで可燃性ガスによる爆発を防ぐことが可能なこと。 

d)原子炉格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を隔離する弁は、

直列で二重に設置し、確実に隔離することで悪影響を及ぼさないこ

と。 

e）格納容器スプレイを行う場合において、原子炉格納容器の負圧破損

を防止するため、原子炉格納容器内の圧力を監視し、規定の圧力ま

で減圧した場合は格納容器スプレイを停止する運用とすること、ま

た、原子炉格納容器フィルタベント系の使用後においても原子炉格

納容器の負圧破損を防止するために、可搬型窒素ガス供給装置を用

いて原子炉格納容器内に窒素を供給する設計とすること。 

f)原子炉格納容器フィルタベント系の隔離弁は、遠隔手動弁操作設備

により原子炉建屋付属棟内から人力操作が可能であること、遠隔手
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動弁操作設備の操作場所には、必要に応じて遮蔽材を設置すること。 

g)フィルタ装置出口側圧力開放板は、原子炉格納容器からの排気圧力

と比較して十分に低い約 100kPa[gage]にて破裂し排気の妨げとな

らないこと。 

h)原子炉格納容器フィルタベント系は、サプレッションチェンバ側及

びドライウェル側のいずれからも排気を可能とし、サプレッション

チェンバ側からの排気では水面からの高さを確保すること、また、

ドライウェル側からの排気では燃料有効長頂部よりも高い位置に接

続箇所を設けることにより、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響

を受けないこと。 

i)原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置等の周囲に遮蔽壁

を設置すること。 

j)原子炉格納容器フィルタベント系は、代替循環冷却系に対して原理

の異なる冷却及び減圧手段を用いることにより多様性を有する設計

とすること。 

k)原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置

出口側圧力開放板は、原子炉建屋原子炉棟内に設置すること、代替

循環冷却系の代替循環冷却ポンプは原子炉建屋付属棟内に設置する

こと、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は原子

炉建屋から離れた屋外に分散して保管すること並びに原子炉格納容

器フィルタベント系と代替循環冷却系は流路を分離することにより

可能な限りの独立性を有し、位置的分散が図られていること。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①b.に掲げる重大事故等対処設備につい

て、第５０条等要求事項ハ）及び同ニ）に適合する措置等を講じた設計と

する方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

 

③－１）代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手

順 
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a. 炉心損傷を判断（※95）し、残留熱除去系の復旧に見込みがなく、原

子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3vol%（ドライ条件）以下の場合（※
96）には、代替循環冷却の手順に着手する。この手順では、系統の構成、

代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、30 分以内に実施する。な

お、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）が使用でき

ない場合には、代替循環冷却の手順に着手する前に、熱交換器ユニッ

ト及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉補機代替冷却の手

順に着手する。この手順では、計 9名により、系統の構成、熱交換器

ユニットの移動等を 535 分以内に実施する。 

 

③－２）原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱の手順 

a. 炉心損傷を判断し、残留熱除去系及び代替循環冷却系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱ができず、原子炉格納容器内の圧力が

0.640MPa[gage]に到達（※97）した場合、又は原子炉建屋地上 3階（原

子炉建屋原子炉棟内）の水素濃度が 2.0vol%に到達した場合には、原

子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるための手順に着手する（※98）。この手順では、中央制

御室から操作可能な場合、格納容器ベントのための系統の構成等を 1

名により、15 分以内、出口隔離弁の開操作を 1名により、5分以内に

実施する。中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合、格納容

器ベントのための系統の構成等を計 3名により、75 分以内、遠隔手動

弁操作設備による出口隔離弁の開操作を計 3 名により、115 分以内に

実施する。 

b. 残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合には、可搬型窒素ガス

供給装置による原子炉格納容器の負圧破損を防止するための手順に着

手する。この手順では、可搬型窒素ガス供給装置の配備及びホース接

続、系統の構成、装置の起動等を計 8 名により、315 分以内に実施す

る。 

                             
（※95）格納容器内雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10 倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。以下同じ。 

（※96）ただし、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3%（ドライ条件）を超えている場合において、酸素濃度が

1.5vol%（ウェット条件）未満の場合は、代替循環冷却系による原子炉格納容器内へのスプレイを実施す

ることで、ドライウェル側とサプレッションチェンバ側のガスの混合を促進させる。 

（※97）この場合、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）又は原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器内の冷却の実施と同時に、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手する。 

（※98）ただし、発電用原子炉の冷却ができない場合、又は原子炉格納容器内の冷却ができない場合は、速や

かに格納容器ベントの準備を開始する。 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)代替循環冷却系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱の手順は、原子炉格納容器フィルタベント系に

よる原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に優先して実施するとして

いること、b)系統の構成、隔離弁の手動開操作等の手順等を定め、必要な

人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)照明により

夜間等でのアクセス性及び作業性を確保していること、d)必要な通信連絡

設備を確保していること、e)外部水源により格納容器スプレイを継続して

いる状態において、サプレッションプール水位が通常運転水位＋約 2m に

到達した場合又は原子炉建屋地上 3階（原子炉建屋原子炉棟内）の水素濃

度が 2.3vol%に到達した場合には格納容器ベントを実施することなどを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、上記 a)の確認から、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用

いた手順等について、第５０条等要求事項ホ）を満たす手順等を整備する

方針であることを確認した。 

 

以上より、規制委員会は、①の対策が第５０条等要求事項イ）、同ロ）、同ハ）、

同ニ）及び同ホ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備

及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、

第５０条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために、代替循環冷却及び格納容器ベントを必要な対策とし

ている。これらの対策は、（１）①a.及び①b.と同じであるため必要な重大事故

等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処設備の設計方

針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が有効性評価（第３７条）において原子炉格

納容器の過圧破損を防止するため重大事故等対処設備及び手順等として位置

付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であること

を確認した。 

619



 

392 

 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉格納容器外へのよう素の放出量を低減するた

めの自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）原子炉格納容器外へのよう素の放出量を低減するための設備及び手順

等 

申請者は、原子炉格納容器外へのよう素の放出量を低減するための原子炉格

納容器 pH 調整系（表Ⅳ－４．７－１参照）を用いた主な手順等は以下のとお

りとしている。 

① 炉心損傷を判断した場合には、原子炉格納容器 pH 調整系による原子炉

格納容器内への薬液（水酸化ナトリウム）注入の手順に着手する。この手

順では、系統の構成、薬液注入等の操作を 1名により、20 分以内に実施す

る。 

なお、申請者は、上記の自主対策を行った場合においても、pH 制御した

サプレッションプール水の水酸化ナトリウムは低濃度であり、原子炉格納

容器バウンダリを主に構成しているステンレス鋼及び炭素鋼の腐食領域

ではないこと、原子炉格納容器のシール材が耐アルカリ性を有しているこ

と等から他の設備に与える悪影響がないとしている。 

 

規制委員会は、原子炉格納容器 pH 調整系等の効果は確認していないものの、

申請者の計画が、重大事故が発生した場合には、他の設備に悪影響を与えること

なく実施される方針であることを確認した。また、申請者の自主的な対応を含め、

重大事故等への対処が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．７－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉格納容器 pH

調整系ポンプ等 

サプレッションチェンバのプール水が酸性化すると、水

中に溶解しているよう素が有機よう素としてサプレッシ

ョンチェンバの気相部へ放出されるという知見がある。 

重大事故等対処設備である原子炉格納容器フィルタベン

ト系のフィルタ装置により中央制御室の被ばく低減効果

が一定程度得られるものの、原子炉格納容器外へのよう

素放出量をさらに低減する手段となり得る。 
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４．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置の並列設置 

申請者は、原子炉格納容器フィルタベント系について、フィルタ装置 3台を

並列に設置する系統構成とし、この場合においても原子炉格納容器フィルタベ

ント系の性能に影響はないとしていた。 

これに対し、規制委員会は、その根拠について、各フィルタ装置へ流入する

排気流量に差が生じた場合の性能への影響も含め、整理して提示するよう求め

た。 

申請者は、原子炉格納容器フィルタベント系の性能への影響を網羅的に抽出

した上で、フィルタ装置 1台当たりに流入する排気流量比の差を一定以内とす

る配管ルートとすることなど設計上の考慮事項を示した。 

これにより、規制委員会は、フィルタ装置 3台を並列に設置する系統構成で

も、原子炉格納容器フィルタベント系の性能への影響はないことを確認した。 

 

 

Ⅳ－４．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備及び手

順等（第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８関係） 

本節では、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するために申請者が計画する設

備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８項（以下「第５１条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５１条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却す

るために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第５１条等に

おける「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要
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な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上

の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するための原子炉格納容

器下部注水設備及び手順等 

ロ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、原子

炉圧力容器へ注水する手順等 

また、上記イ）の設備及び手順等については、以下の措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）可搬型の原子炉格納容器下部注水設備を用いる場合は、接続する建屋内

の流路をあらかじめ敷設すること。 

ニ）原子炉格納容器下部注水設備は多重性又は多様性及び独立性を有し、位

置的分散を図ること（ただし、建屋内の構造上の流路及び配管を除く。）。 

ホ）交流又は直流電源が必要な場合は、代替電源からの給電を可能とするこ

と。 

 

申請者は、第５１条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水を実施

するための復水移送ポンプ等の設備及び手順等 

② 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替循環

冷却系による原子炉格納容器下部への注水を実施するための代替循環冷

却ポンプ等の設備及び手順等 

③ 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水を実施するための大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設備及び手順等 

④ 原子炉圧力容器への注水を実施するための高圧代替注水系ポンプ、復水

移送ポンプ、代替循環冷却ポンプ、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設

備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※99）において、原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として、以下を整備

する方針としている。 

                             
（※99）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作

用」、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価をいう。 
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① 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水を実施

するための復水移送ポンプ等の設備及び手順等 

② 代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水を実施するための

代替循環冷却ポンプ等の設備及び手順等 

③ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下

部への注水を実施するための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設備及び

手順等 

④ 原子炉圧力容器への注水を実施するための復水移送ポンプ、代替循環冷

却ポンプ等の設備及び手順等 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するために申請者が計

画する設備及び手順等（※100）が、第５１条等における各々の要求事項に対応

し、かつ、適切に整備される方針であることから、第５１条等に適合するもの

と判断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対

処設備及び手順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

に記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等へ

の対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５１条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５１条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注

水。そのために、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対

処設備として位置付ける。 

b. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替

循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水。そのために、代替循

                             
（※100）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、原子炉圧力容器へ注水する手順等

を含む。 
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環冷却ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、

サプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水。そのため

に、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新た

に整備する。 

d. 原子炉圧力容器への注水。そのために、高圧代替注水系ポンプ、代

替循環冷却ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対

処設備として新たに整備するとともに、復水移送ポンプ、復水貯蔵タ

ンク及びサプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付

ける。 

 

規制委員会は、a.、b.及び c.の対策が第５１条等要求事項イ）、d.の対

策が同ロ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 復水移送ポンプ、代替循環冷却ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は、互いに多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設

計とする。また、復水移送ポンプ及び代替循環冷却ポンプは、全交流

動力電源が喪失した場合でも代替電源設備により給電が可能な設計と

する。さらに、復水移送ポンプ及び代替循環冷却ポンプによる原子炉

格納容器下部への注水は、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器

下部に必要な水量を蓄水できるとともに、溶融炉心が落下した後に溶

融炉心を冠水できる設計とする。大容量送水ポンプ（タイプⅠ）によ

る原子炉格納容器下部への注水は、溶融炉心が落下した後に溶融炉心

を冠水できる設計とする。 

b. 高圧代替注水系ポンプ及び復水移送ポンプは、設計基準事故対処設

備に対して多様性を有し、位置的分散が図られた設計とする。また、

全交流動力電源が喪失した場合でも代替電源設備により給電が可能な

設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)復水移送ポンプは、電源を非

常用ディーゼル発電機又は空冷式のガスタービン発電機若しくは可搬型

代替交流電源設備（電源車）とし、水源を復水貯蔵タンクとすること、代
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替循環冷却ポンプは、電源を非常用ディーゼル発電機又は空冷式のガスタ

ービン発電機とし、水源をサプレッションチェンバとすること、大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）は、ディーゼル駆動であり、水源を淡水（淡水貯水

槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））又は海水とすることにより、互いに多

様性を有していること、b)さらに、復水移送ポンプは原子炉建屋原子炉棟

内に設置すること、代替循環冷却ポンプは原子炉建屋付属棟内に設置する

こと、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は原子炉建屋から離れた屋外に保管

することにより、互いに独立性を有し、位置的分散が図られていること、

c)復水移送ポンプ及び代替循環冷却ポンプは全交流動力電源が喪失した

場合でも代替電源設備から給電が可能であること、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）はディーゼル駆動であり、電源を必要としないこと、d）原子炉格

納容器下部への注水は、原子炉格納容器下部へ接続された配管により直接

注水すること又はドライウェル内にスプレイした水が原子炉格納容器下

部開口部を経由して原子炉格納容器下部へ流入することで、溶融炉心が落

下するまでに、溶融炉心を冷却するために必要な水量としてドライウェル

水位 0.02m（原子炉格納容器下部水位 3.67m）を蓄水できるとともに、溶融

炉心が原子炉格納容器下部に落下した場合において、崩壊熱相当以上の注

水を行うことにより溶融炉心を冠水できる設計とすること、e)高圧代替注

水系ポンプは、高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプ

に対して多様性を有し、位置的分散が図られた設計とすること、また、全

交流動力電源が喪失した場合でも常設代替直流電源により給電が可能な

設計とすること、復水移送ポンプは、残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心ス

プレイ系ポンプに対して多様性を有し、位置的分散が図られた設計とする

ことを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５１条等要求事項ハ）、ニ）及びホ）に適合する措置等を講じた設計とす

る方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

 

③－１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却（初期水張り） 
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a. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合には、溶融炉心

が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、代替循

環冷却系による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この

手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、

20 分以内に実施する。 

b. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循

環冷却系が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ

落下する前の初期水張りを行うため、原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。

この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名により、

20 分以内に実施する。 

c. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循

環冷却系及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用でき

ない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水

張りを行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポ

ンプ）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手

順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、20

分以内に実施する。 

d. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循

環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格

納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）が使用できない場合

には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行

うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統

の構成、復水移送ポンプの起動等を1名により、15分以内に実施する。 

③－２）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却（落下後の崩壊熱相

当以上の注水） 

a. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合に

は、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水

を行うため、代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水の手

順に着手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起

動等を 1名により、5分以内に実施する。 

b. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、代替循環冷却系が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格
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納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格納

容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器

下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、代替循

環冷却ポンプの起動等を 1名により、5分以内に実施する。 

c. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、代替循環冷却系及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循

環冷却ポンプ）が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器

下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水の手順

に着手する（※101）。この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起

動等を 1名により、5分以内に実施する。 

d. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環

冷却ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用

できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱

相当以上の注水を行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する

（※101）。この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名

により、5分以内に実施する。 

e. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合に

は、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水

を行うため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水の手順に着手する（※101）。この手順では、

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統の構成、ポ

ンプの起動等を、計 12名により、385 分以内に実施する。 

f. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用できない

場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上

の注水を行うため、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水の手順に着手する（※101）。この手順では、大

                             
（※101）原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水は、ドライウェル水位を 0.02m（原子炉格納容

器下部水位 3.67m）から 0.23m（原子炉格納容器下部水位 3.88m）の範囲に維持する。 
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容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統の構成、ポン

プの起動等を、計 12 名により、385 分以内に実施する。 

③－３）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止 

a. 炉心損傷を判断した場合であって、原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧であり、復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ

系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、高圧代替注水

系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、

系統の構成、高圧代替注水系ポンプの起動等を 1名により、15分以内

に実施する。 

b. 炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系及び非常用炉心冷却

系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、代替循環冷却

系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、

代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施する。 

c. 炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系

及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合に

は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器

への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、復水移送ポ

ンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施する。 

d. 炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系及び非常用炉心冷却

系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、低圧代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この

手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統

の構成、ポンプの起動等を計 12 名により、385 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を、原子炉格

納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための手順として初期水張りに

ついて③－１）a.、b.、c.、d.の順に、また、溶融炉心が原子炉格納容器

下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水について③－２）a.、b.、c.、d.、

e.、f.の順にそれぞれ設定して明確化していること、b)原子炉格納容器下

部への注水、原子炉圧力容器への注水等について現場での手動操作等の手

順等について定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとし

ていること、c)作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認し

ていること、d)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、e)

必要な通信連絡設備を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す
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る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、上記③－１）及び③－２）の手順等が第５１条等

要求事項イ）、③－３）の手順等が同ロ）に対応するものであることを確認

した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.、b.及び c.の対策が第５１条等要求事項

イ）に、①d.の対策が同ロ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故

等対処設備が同ハ）、同ニ）及び同ホ）に適合する措置を講じた設計とする方針

であること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従

って適切に整備される方針であることから、第５１条等に適合するものと判断

した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器下部の溶融炉

心を冷却するための原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）、原

子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、代替循環冷却系及び原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水並びに溶

融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注

水を必要な対策としている。これらの対策は、（１）①a.、b.、c.及び d.と同

じであるため必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する

重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するため重大事故等対処設備及び手順等とし

て位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であ

ることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、全交流動力電源喪失を想定することにより、自主対

策設備及び手順等を整備するとしている。 
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（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための設備及び手順

等 

申請者は、全交流動力電源が喪失した場合において、原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための機能を回復する設備（表Ⅳ－４．８－１参照）を用

いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却（初期水張り） 

a. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であって、代替循

環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器

下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び原子炉格納容器下部注水

系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合において、代替電源設

備により、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納

容器下部への注水に必要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原子

炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、ろ過水ポンプ

（ペデスタル注水配管使用）を用いた原子炉格納容器下部への注水の手

順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1

名により、20 分以内に実施する。 

b. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であって、代替循

環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器

下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系

（常設）（復水移送ポンプ）及びろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）

が使用できない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポンプ（ス

プレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電源が確保

された場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水

張りを行うため、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）を用いた原子炉格納

容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過

水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

② 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却（落下後の崩壊熱相当以

上の注水） 

a. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器

内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合であ

って、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷

却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納

容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合において、

代替電源設備により、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）による原子炉格

納容器下部への注水に必要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原

子炉格納容器下部へ落下した後の溶融炉心の冷却を行うため、ろ過水ポ
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ンプ（スプレイ管使用）を用いた原子炉格納容器下部への注水の手順に

着手する（※101）。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を

1名により、5分以内に実施する。 

b. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器

内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合であ

って、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷

却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容

器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及びろ過水ポンプ（スプレイ管

使用）が使用できない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポン

プ（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水に必

要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下

した後の溶融炉心の冷却を行うため、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配

管使用）を用いた原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する（※101）。

この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1 名により、5 分

以内に実施する。 

 

（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための設備

及び手順等 

申請者は、全交流動力電源が喪失した場合において、溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下の遅延又は防止するための機能を回復する設備（表Ⅳ－４．

８－２参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 炉心損傷を判断した場合であって、代替電源設備により、制御棒駆動水

圧系による注水に必要な電源が確保された場合には、制御棒駆動水圧系に

よる高圧での原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、

系統の構成、制御棒駆動水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施

する。 

② 炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系、代

替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による注水が

できない場合において、系統構成が可能な場合には、低圧代替注水系（常

設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水の手順に

着手する。この手順では、系統の構成、直流駆動低圧注水系ポンプの起動

等を 1名により、20 分以内に実施する。 

③ 炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系、代

替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注

水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水

ができない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポンプによる注水
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に必要な電源が確保された場合には、ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器

への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの

起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．８－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

（落下溶融炉心の冷却） 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

ろ過水ポンプ、ろ過

水タンク等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は有しておら

ず、復水移送ポンプと同等の流量は確保できないもの

の、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却する

手段となり得る。 

 

表Ⅳ－４．８－２ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

（溶融炉心の落下の遅延又は防止） 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

制御棒駆動水ポンプ

等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は有しておら

ず、原子炉圧力容器内を冷却するためには十分な容量は

有していないものの、重大事故の進展抑制の手段となり

得る。 

直流駆動低圧注水系

ポンプ等 

全交流動力電源喪失の場合には、系統構成のために現場

での操作が必要であるものの、系統構成が可能な場合に

は、原子炉圧力容器への注水手段として有効である。 

ろ過水ポンプ、ろ過

水タンク等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は有しておら

ず、復水移送ポンプと同等の流量は確保できないもの

の、重大事故の進展抑制の手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

及び手順等（第５２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９関係） 

本節では、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために申請者が計画

する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９項（以下「第５２条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 
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・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５２条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素爆発による破損を防止する必要がある場合には、そのために必要

な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第５２条等における「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）原子炉格納容器内を不活性化する設備及び手順等 

ロ）水素を原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路での水素爆発を

防止する設備、放射性物質を低減する設備並びに水素及び放射性物質濃度

を測定する設備及びそれらの手順等 

ハ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定でき

る水素濃度監視設備及び手順等 

また、上記イ）、ロ）及びハ）については、以下の措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）交流又は直流電源を必要とする場合は代替電源設備からの給電を可能と

すること。 

ホ）水－ジルコニウム反応及び水の放射線分解による水素及び酸素の水素爆

発による原子炉格納容器の破損を防止する手順等を整備すること。 

 

申請者は、第５２条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉格納容器内を不活性化するための設備及び手順等 

② 原子炉格納容器内から水素及び酸素を排出するための原子炉格納容器

フィルタベント系及び手順等 

③ 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視するための格納容器

内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水

素濃度計、格納容器内雰囲気酸素濃度計及び手順等（※102） 

                             
（※102）原子炉補機冷却機能が喪失した場合にサンプルガスの海水冷却に用いる大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）等に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

及び手順等」において整理 
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④ 上記設備のためのガスタービン発電機等の代替電源設備及び手順等（※
103） 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※104）において、水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止するための設備及び手順等として以下を整備する方針

としている。 

① 原子炉格納容器内を不活性化するための設備及び手順等 

② 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視するための設備及び

手順等 

③ 上記設備のための代替電源設備及び手順等 

（３）規制委員会は、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために申請

者が計画する設備及び手順等が、第５２条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第５２条等に適合するものと判

断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設

備及び手順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

に記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等へ

の対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５２条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５２条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための設備を整備するとしている。 

a. 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器内の不活性化。

そのために、可搬型窒素ガス供給装置を重大事故等対処設備として新

たに整備する。なお、原子炉格納容器内は、原子炉の通常運転中にお

いては原子炉格納容器調気系（※105）により不活性化した状態が維持

されている。 

                             
（※103）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手

順等」において整理 

（※104）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち、「水素燃焼」についての有効性評価をいう。 

（※105）申請者は、通常運転中に原子炉格納容器内の不活性化に用いる設備を原子炉格納容器調気系と称して

いる。原子炉起動時に原子炉格納容器調気系を用いて原子炉格納容器内を窒素ガスにより置換し、原子

炉運転中においては原子炉格納容器内を不活性化した状態を維持するとしている。 
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b. 原子炉格納容器フィルタベント系を用いた原子炉格納容器からの

水素及び酸素の排出。なお、系統内を窒素ガスで置換することにより

排出経路での水素爆発を防止すること、フィルタ装置により放射性物

質を低減すること並びに排出経路にフィルタ装置出口水素濃度計及び

フィルタ装置出口放射線モニタを設置することを含む。そのために、

フィルタ装置、フィルタ装置出口側圧力開放板、可搬型窒素ガス供給

装置、フィルタ装置出口水素濃度計及びフィルタ装置出口放射線モニ

タを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視。そのために、格

納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）及び格納容

器内雰囲気水素濃度計を重大事故等対処設備として新たに整備すると

ともに、格納容器内雰囲気酸素濃度計を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

 

規制委員会は、a.の対策が第５２条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に、c.の対策が同ハ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 可搬型窒素ガス供給装置は、炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて、原子炉格納容器内を不活性化するために必要な容量を有する設

計とする。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系は、排出経路での水素爆発を防止

できる設計とする。また、原子炉格納容器内から排出されるガスに含

まれる放射性物質を低減できる設計とする。さらに、排出経路の水素

濃度の監視及び放射性物質濃度の推定ができる設計とする。 

c. 格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納

容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は、原子炉

格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の測定ができる計測範囲とし、他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

d. 原子炉格納容器フィルタベント系、格納容器内水素濃度計（D/W）、

格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納

容器内雰囲気酸素濃度計は、代替電源設備からの給電に対応した設計

とする。 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)可搬型窒素ガス供給装置は、

原子炉格納容器内に窒素を供給することで原子炉格納容器内の水素濃度

及び酸素濃度を可燃域とならないよう抑制できる設計とすること、b)原子

炉格納容器フィルタベント系は、あらかじめ配管内を窒素で置換しておく

ことで、使用時に排出経路内の水素濃度及び酸素濃度が可燃域とならない

ようにすること、フィルタ装置により原子炉格納容器から排出されるガス

に含まれる放射性物質を低減すること、排出経路の配管にフィルタ装置出

口放射線モニタを設置することにより放射線量率を測定し放射性物質濃

度を推定すること、排出経路にフィルタ装置出口水素濃度計を設置するこ

とにより水素濃度を監視すること、c)格納容器内水素濃度計（D/W）、格納

容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰

囲気酸素濃度計は、計測誤差を考慮した上で、適切な計測範囲を確保して

いること（※106）、他の設備と電気的な分離をすることで他の設備に悪影響

を及ぼさないこと、d)格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃

度計（S/C）は代替電源設備である 125V 代替蓄電池等からの給電に対応し

た設計とすること、e)原子炉格納容器フィルタベント系、格納容器内雰囲

気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は代替電源設備であるガ

スタービン発電機等からの給電に対応した設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。ま

た、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、第

５２条等要求事項ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針であるこ

とを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 炉心損傷を判断し、可燃性ガス濃度制御系による水素濃度及び酸素

濃度の制御ができず、原子炉格納容器内の酸素濃度が 3.5vol%（ドラ

イ条件）に到達した場合には、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉

                             
（※106）格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納

容器内雰囲気酸素濃度計について、申請者は、想定される重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度

及び酸素濃度が変動する可能性のある範囲を監視すること、可燃限界濃度を監視することを目的として

いる。具体的な計測範囲は次のとおりであり、適切な計測範囲を確保していることを確認した。 

格納容器内水素濃度計（D/W）：0～100vol% 

格納容器内水素濃度計（S/C）：0～100vol% 

格納容器内雰囲気水素濃度計：0～30vol%及び 0～100vol% 

格納容器内雰囲気酸素濃度計：0～30vol% 
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格納容器内の不活性化の手順に着手する。この手順では、可搬型窒素

ガス供給装置の配備、ホース接続、系統の構成、装置の起動等を計 8

名により、315 分以内に実施する。なお、原子炉格納容器調気系を用

いた原子炉格納容器内の不活性化は、重大事故等が発生した際に実施

するものではなく、通常の運転操作により実施する。 

b. 炉心損傷を判断し、可燃性ガス濃度制御系による水素濃度及び酸素

濃度の制御ができず、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.0vol%（ドラ

イ条件）かつ 1.5vol%（ウェット条件）に到達した場合には、原子炉

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの水素及び酸

素の排出の手順に着手する。この手順では、系統の構成等を 1名によ

り、20 分以内に実施する。 

c. 炉心損傷を判断した場合には、格納容器内水素濃度計（D/W）及び格

納容器内水素濃度計（S/C）による原子炉格納容器内の水素濃度の監視

の手順に着手する。全交流動力電源又は直流電源が喪失している場合

には、代替電源設備からの給電を確認した後に手順に着手する。この

手順では、中央制御室での監視を 1名で実施する。 

d. 炉心損傷を判断した場合には、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格

納容器内雰囲気酸素濃度計による原子炉格納容器内の水素濃度及び

酸素濃度の監視の手順に着手する。全交流動力電源及び原子炉補機冷

却機能が喪失した場合には、代替電源設備からの給電を確認及び原子

炉補機代替冷却水系による冷却機能を確保した後に手順に着手する。

この手順では、水素濃度及び酸素濃度の計測に必要なサンプリングポ

ンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)必要な手順等を明確化してい

ること、b)必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うこと、c)照明

により夜間等でのアクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡設備

を確保していること、e）弁操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に

支障がないことを確認していること、f）原子炉格納容器からの水素及び酸

素の排出は、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に至る

前に実施することなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 
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また、上記 a.、b.、c.及び d.の確認から、規制委員会は、申請者が①に

掲げる設備を用いた手順等について、第５２条等要求事項ホ）を満たす手

順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が、第５２条等要求事項イ）、同ロ）、

同ハ）、同ニ）及び同ホ）に対応するものであること、また、①に掲げる重大事

故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針で

あることから、第５２条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、評価項目（f）「原子炉格納容

器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること」を満足するために必要

な対策を、原子炉格納容器内の不活性化、水素濃度及び酸素濃度の監視、及び

それらの設備の代替給電としている。これらの対策は（１）①a.及び c.と同じ

であるため、必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する

重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、水素

燃焼による原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備及び

手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備す

る方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉格納容器内の水素濃度制御及び低減のための

自主対策設備及び手順等を整備するとした。 

 

（１）原子炉格納容器内の水素濃度を制御するための可燃性ガス濃度制御系

及び手順等 

申請者は、原子炉格納容器内の水素濃度を制御するための可燃性ガス濃度制

御系（表Ⅳ－４．９－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸

素濃度が上昇し、原子炉格納容器内の圧力が可燃性ガス濃度制御系運転時

の制限圧力以下であり、残留熱除去系が使用可能な場合には、可燃性ガス

濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御の手順に着手する。こ
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の手順では、可燃性ガス濃度制御系の起動操作等を 1名により、20分以内

に実施する（※107）。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４.９－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

可燃性ガス濃度

制御系 

炉心損傷による大量の水素が発生するような状況下での水

素の処理に期待できず、また、原子炉格納容器内の圧力に

対して使用範囲に制限があるものの、原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度を低減する手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

及び手順等（第５３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１０関係） 

本節では、水素爆発による原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気

体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」という。）の損傷を

防止するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１０項（以下「第５３条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５３条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水

素爆発による損傷を防止する必要がある場合には、そのために必要な設備及び

手順等を整備することを要求している。 

第５３条等における「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等

以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがない

ことを示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する機

能を付けること。放射性物質低減機能を付けること。）。その設備により、

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等 

                             
（※107）可燃性ガス濃度制御系起動後、再結合運転開始までの予熱時間は、180 分以内としている。 
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ロ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる

監視設備 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）交流又は直流電源を必要とする場合は代替電源設備からの給電を可能と

すること。 

 

申請者は、第５３条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 水素濃度の上昇を抑制するための静的触媒式水素再結合装置（以下

｢PAR｣という。）、PAR 動作監視装置及び手順等 

② 水素濃度を測定し監視するための原子炉建屋内水素濃度計及び手順等 

③ 上記設備のための 125V 代替蓄電池等の代替電源設備及び手順等（※108） 

（２）規制委員会は、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために申請者

が計画する設備及び手順等が、第５３条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第５３条等に適合するものと判

断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）に

記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への

対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５３条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５３条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉建屋内の水素濃度上昇の抑制。そのために、PAR（電源を必要

としない。）及び PAR 動作監視装置を重大事故等対処設備として新た

に整備する。 

                             
（※108）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順

等」において整理 
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b. 原子炉建屋内の水素濃度監視設備による水素濃度の測定及び監視。

そのために、原子炉建屋内水素濃度計を重大事故等対処設備として新

たに整備する。 

 

規制委員会は、a.の対策が第５３条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. PAR 及び PAR 動作監視装置は、他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

b. PAR は、適切な位置に配置され、水素濃度の上昇を抑制できる設計

とする。 

c. 原子炉建屋内水素濃度計は、適切な位置に配置され、原子炉建屋内

の水素濃度の測定ができる計測範囲を有する設計とする。 

d. PAR 動作監視装置及び原子炉建屋内水素濃度計は、代替電源設備か

らの給電に対応した設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)PAR は、重大事故等時の再結

合反応による温度上昇が重大事故等対処に必要となる他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とすること、PAR 動作監視装置は水素処理性能へ悪影響

を及ぼさない設計とすること、b)PAR は、水素の効率的な除去を考慮して

原子炉建屋燃料取替床内に分散させた配置とすること、PAR の台数の設定

に当たっては、水素発生量は有効燃料部の被覆管がジルコニウム―水反応

により全て反応したときに発生する量（約 990 ㎏）、原子炉格納容器漏え

い率は保守的に設定した値（10%/日）とし、ガス状よう素による性能低下

及び水素再結合反応開始の不確かさを考慮しても原子炉建屋原子炉棟内

の水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止するために必要

な水素処理容量を有する設計（19 個）とすること、c）原子炉建屋内水素

濃度計は、原子炉建屋原子炉棟内に分散させた配置とし、計測誤差を考慮

した上で、0～10vol%を計測範囲としていることにより適切な計測範囲を

確保していること、d)PAR 動作監視装置及び原子炉建屋内水素濃度計は代

替電源設備である 125V 代替蓄電池等からの給電が可能であることを確認

した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５３条等要求事項ハ）に適合する措置等を講じた設計とする方針である

ことを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. PAR は、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇に伴って触媒反応

を開始するため、運転員による準備や起動操作は不要である。炉心損

傷を判断した場合には、PAR 動作監視装置の作動状況確認及び原子炉

建屋原子炉棟内の水素濃度監視の手順に着手する。電源が喪失してい

る場合には、代替電源設備からの給電を確認した後に手順に着手する。

この手順では、中央制御室での監視等を 1名で実施する。なお、非常

用ガス処理系が運転している際に、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度

の上昇を確認した場合には、非常用ガス処理系の系統内での水素爆発

を回避するため、非常用ガス処理系を停止する（※109）。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)必要な手順を明確化してい

ること、b)必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしている

ことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用い

た手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に

関する共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であるこ

とを確認した。 

 

よって、規制委員会は、①の対策が第５３条等要求事項イ）、同ロ）及び同ハ）

に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及び手順等が第４３

条等に従って適切に整備される方針であることから、第５３条等に適合するもの

と判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

                             
（※109）非常用ガス処理系に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住

性等に関する手順等」において整理 
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規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉格納容器外への水素の漏えい抑制及び原子炉

建屋原子炉棟内からの水素排出のための自主対策設備及び手順等を整備すると

している。 

 

（１）原子炉格納容器外への水素の漏えい抑制のための設備及び手順等 

申請者は、ドライウェル主フランジのシール材の熱劣化を防止することによ

り水素の漏えいを抑制するための原子炉格納容器頂部注水系（常設）及び原子

炉格納容器頂部注水系（可搬型）（表Ⅳ－４.１０－１参照）を用いた主な手順

等は以下のとおりとしている。 

① 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の温度が 171℃を

超えるおそれがある場合には、原子炉格納容器頂部注水系（常設）による

原子炉ウェルへの注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、燃

料プール補給水ポンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施する。 

② 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の温度が 171℃を

超えるおそれがある場合には、原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）によ

る原子炉ウェルへの注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）の配備、ホースの接続等を計 10 名により、380 分以内に

実施する。 

なお、申請者は、上記の自主対策を行った場合、注水によりドライウェ

ル主フランジ締付ボルトが冷却されたときに発生する応力が降伏応力を

下回っており、ボルトが破損することはないことなどから他の設備に与え

る悪影響がないとしている。 

 

（２）原子炉建屋原子炉棟内からの水素排出のための設備及び手順等 

申請者は、原子炉建屋原子炉棟内からの水素排出のための原子炉建屋ベント

設備（表Ⅳ－４.１０－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

① 原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇により格納容器ベントを実施

したにもかかわらず原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度が低下しない場合

には、原子炉建屋ベント設備による水素排出の手順に着手する。この手順

では、原子炉建屋ベント設備の開放等を計 3名により、60 分以内に実施す
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る。なお、上記の原子炉建屋ベント設備を開放する場合には、放水砲を用

いた原子炉建屋への放水を実施する（※110）。 

 

以上により、規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事

故等への対処が確実に実施される方針であることを確認した。なお、規制委員会

は、原子炉格納容器頂部注水系（常設）又は原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）

による原子炉ウェルへの注水については、他の対策との優先度を考慮しつつ早期

に手順着手することが望ましいと考える。 

 

表Ⅳ－４.１０－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉格納容器頂

部注水系（常設）及

び原子炉格納容器

頂部注水系（可搬

型） 

原子炉格納容器からの水素の漏えいを防止する効果に不

確かさがあるものの、原子炉格納容器頂部を冷却するこ

とで、ドライウェル主フランジのシール材の熱劣化を緩

和することにより、原子炉建屋原子炉棟内への水素の漏

えいを抑制するための手段となり得る。 

原子炉建屋ベント

設備 

放射性物質の低減機能がないものの、原子炉建屋原子炉

棟内に漏えいした水素が PAR で処理しきれない場合は、

原子炉建屋原子炉棟内における水素の滞留を防止するた

めの手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備及び手順等（第５４

条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１関係） 

本節では、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等

について、以下の事項を確認した。 

・第５４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１項（以下「第５４条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

なお、本節において、「使用済燃料貯蔵槽」を申請者が用いている名称である「使

用済燃料プール」と言い換える。 

                             
（※110）放水砲に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するための設備及び手順等」において整理 
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１．審査の概要 

（１）第５４条第１項及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１項は、使用済燃

料プールの冷却機能又は注水機能が喪失（以下「想定事故１」という。）し、又

は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因（以下「想定事故２」とい

う。）により当該使用済燃料プールの水位が低下した場合において貯蔵槽内燃

料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備及び

手順等を整備することを要求している。また、第５４条第２項及び重大事故等

防止技術的能力基準１．１１項は、使用済燃料プールからの大量の水の漏えい

その他の要因により当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合にお

いて貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するため

に必要な設備及び手順等を整備することを要求している。 

 

第５４条等における「想定事故１」又は「想定事故２」に対する「貯蔵槽内

燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備及

び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上の効果を

有する設備及び手順等としている。 

イ）可搬型代替注水設備（注水ライン、ポンプ等）及び手順等 

ロ）使用済燃料プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を

及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止するために必要な手順等 

 

大量の水の漏えいその他の要因による水位の異常な低下に対する「貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備

及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上の効果

を有する設備及び手順等としている。 

ハ）可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプレイライン、ポンプ等）及

び手順等 

ニ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための

設備及び手順等 

 

さらに、使用済燃料プールの監視のための以下の設備及び手順等を整備する

としている。 

ホ）使用済燃料プールの水位、水温及び上部の空間線量率を計測するための

設備及び手順等 

ヘ）使用済燃料プールの状態をカメラにより監視するための設備及び手順等 
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また、上記イ）、ハ）及びホ）については、以下の措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うこととしている。 

ト）上記イ）の代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備

が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料プール

の水位を維持できるものであること。 

チ）上記ハ）のスプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料プールの

水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

リ）上記ホ）の計測設備は、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する

可能性のある範囲にわたり測定可能であること。 

ヌ）上記ホ）の計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には代替電源設

備からの給電を可能とすること。 

 

申請者は、第５４条等の要求事項を満たすため、以下の設備及び手順等を整

備する方針としている。 

① 使用済燃料プールへの代替注水のための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

等の設備及び手順等 

② 使用済燃料プールからの除熱のための設備及び手順等 

③ 使用済燃料プールへのスプレイのための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

等の設備及び手順等 

④ 原子炉建屋への放水のための大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等の

設備及び手順等（※111） 

⑤ 状態監視（使用済燃料プールの温度、水位等の計測）のための設備及び

手順等 

⑥ 状態監視設備に給電するためのガスタービン発電機等の代替電源設備

及び手順等（※112） 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、「想定事故１」及び「想定事故

２」における燃料損傷を防止するための重大事故等対処設備及び手順等として

以下を整備する方針としている。 

① 使用済燃料プールへの代替注水を行うための設備及び手順等 

② 使用済燃料プールを監視するための設備及び手順等 

③ 上記設備のための代替電源設備及び手順等 

                             
（※111）原子炉建屋への放水に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１２ 工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための設備及び手順等」において整理 

（※112）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手

順等」において整理 
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また、使用済燃料プールで発生した熱を燃料プール冷却浄化系から原子炉補

機代替冷却水系を介して最終ヒートシンクへ輸送するため、以下の設備及び手

順等を整備するとしている。 

④ 使用済燃料プールからの除熱のための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、使用済燃料プールの冷却等のために申請者が計画する設備及

び手順等が、第５４条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備

される方針であることから、第５４条等に適合するものと判断した。また、有

効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

に記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等へ

の対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５４条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 使用済燃料プールへの代替注水。そのために、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）、燃料プール代替注水系（常設配管）、ホース、ホース延長回

収車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱。そのた

めに、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事

故等対処設備として新たに整備する。 

c. 使用済燃料プールへのスプレイ及び原子炉建屋への放水砲等によ

る放水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル、

燃料プールスプレイ系（常設配管）、ホース、ホース延長回収車、注水

用ヘッダ、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲を重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

d. 使用済燃料プールの状態監視。そのために、使用済燃料プール水位

／温度計（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度計（ガイド

パルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）
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及び使用済燃料プール監視カメラを重大事故等対処設備として新たに

整備する。 

 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５４条等要求事項イ）に、b.の対策が

同ロ）に、c.の対策が同ハ）及び同ニ）に、d.の対策が同ホ）及び同ヘ）

に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計基準対象施設の注水設備に

対して多様性を有し、また、位置的分散が図られる設計とする。 

b. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びスプレイノズルによる代替注水

及びスプレイは、使用済燃料プールの水位が低下した場合でも放射線

量が高くなるおそれの少ない屋外で操作可能な設計とする。 

c. 使用済燃料プールへの代替注水設備及び状態監視設備は他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

d. 代替注水設備は、使用済燃料プールの冷却設備又は注水設備が機能

喪失し、又は水の漏えいその他の要因により水位が低下した場合にお

いて、使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及

び臨界を防止することができる設計とする。 

e. スプレイ設備は、使用済燃料プールからの大量の水の漏えいが発生

し、使用済燃料プールへの注水を実施しても水位の低下が継続する場

合に、燃料損傷の進行を緩和できる設計とする。 

f. 状態監視設備は、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわ

たり測定可能な設計とする。 

g. 状態監視設備は、代替電源設備からの給電に対応した設計とする。 

h. 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、使用済燃

料プールを除熱できる容量を確保した設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は、ディーゼル駆動であり、淡水（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））

又は海水を水源とすることにより、電源を非常用ディーゼル発電機とし、

水源をサプレッションチェンバとする設計基準事故対処設備である残留

熱除去系ポンプに対して多様性を有していること、また、大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）は屋外に保管することにより、原子炉建屋原子炉棟内に設
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置する残留熱除去系ポンプに対して独立性を有し、位置的分散が図られて

いること、b)燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プールスプレイ系（常

設配管）及びスプレイノズルを使用した代替注水及びスプレイは、使用済

燃料プール付近の線量率が上昇した場合でも使用済燃料プールに接近す

る必要がないよう、原子炉建屋の外での操作が可能な設計とすること、c)

ポンプ類、発電機類、水位計、温度計、線量率計等は他の設備に悪影響を

及ぼさないよう通常運転時には系統から分離された設計とすること、d)大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）が使用済燃料プールの水位を維持するために

必要な容量を有すること、e)燃料損傷を緩和するため、スプレイ設備は使

用済燃料プール全域に必要な流量でスプレイできる設計とすること、f)使

用済燃料プール水位／温度計（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／

温度計（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高

線量、低線量）は、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり

状態監視が可能な設計とすること、g)状態監視設備は代替電源設備である

ガスタービン発電機等からの給電に対応した設計とすること、h)熱交換器

ユニットは、使用済燃料プールを冷却するために必要な除熱能力を有する

こと、i)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、使用済燃料プールの冷却を行

うために必要な量の水を熱交換器ユニットへ給水できるものであること、

j)熱交換器ユニットは、3台（1台 1セットを 2セット及び予備 1台）、大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、5台（2台 1セットを 2セット及び予備 1

台）を保有することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５４条等要求事項ト）、同チ）、同リ）及び同ヌ）に適合する措置等を講

じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

 

③－１）使用済燃料プールへの注水の手順 

a. 燃料プール水位低警報又は温度高警報が発生した場合、若しくは、

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない

場合には、燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プー
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ルへの代替注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13 名により、380 分以内に

実施する。 

b. a.の手順着手の条件に至った場合であって、燃料プール代替注水系

（常設配管）が使用できない場合には、原子炉建屋大物搬出入口を経

由し、燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの

代替注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13 名により、380 分以内に実施す

る。 

c. b.の手順着手の条件に至った場合であって、原子炉建屋大物搬出入

口を経由できない場合には、原子炉建屋扉を経由し、燃料プール代替

注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの代替注水の手順に着手

する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統

の構成等を計 13名により、380 分以内に実施する。 

 

③－２）使用済燃料プールへのスプレイの手順 

a. 使用済燃料プールへの注水を行っても、水位低下が継続する場合又

は使用済燃料貯蔵ラック上端＋6m を下回る水位低下を確認した場合

には、燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへ

のスプレイの手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成等を計 13 名により、380

分以内に実施する。 

b. a.の手順着手の条件に至った場合であって、燃料プールスプレイ系

（常設配管）が使用できない場合には、原子炉建屋大物搬出入口を経

由し、燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへの

スプレイの手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13 名により、380 分以内に実施す

る。 

c. b.の手順着手の条件に至った場合であって、原子炉建屋大物搬出入

口を経由できない場合には、原子炉建屋扉を経由し、燃料プールスプ

レイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイの手順に着手

する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統

の構成等を計 13名により、380 分以内に実施する。 

 

③－３）使用済燃料プールの監視 
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重大事故等対処設備のうち、常設設備である使用済燃料プール水位

／温度計（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度計（ガイド

パルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）

及び使用済燃料プール監視カメラは、設置作業等を必要としないため、

通常時から継続的に状態の監視が可能である。なお、全交流動力電源

又は直流電源が喪失している場合には、代替電源設備からの給電を確

認する。 

 

③－４）燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱 

a. 全交流動力電源の喪失及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海

水系を含む。）の機能喪失により使用済燃料プールからの除熱機能が失

われた後、常設代替電源設備等からの給電が完了している場合であっ

て、原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水が確保されている場合

には、燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱の手

順に着手する。この手順では、燃料プール冷却浄化系ポンプの起動等

を 1名により、20 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)必要な手順等を明確化してい

ること、b)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等による代替注水及びスプレイ

の手順等について、接続作業、ポンプの起動等を定め、必要な人員を確保

するとともに必要な訓練を行うこと、c)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の

配置、ホースの接続等、冷却水の供給作業の手順等を定め、必要な人員を

確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、d)大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）の配置、ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）

に支障がないことを確認していること、e)移動経路を確保していること、

f)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、g)必要な通信連

絡設備を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順

等が、第５４条等要求事項イ）、同ロ）、同ハ）、同ニ）、同ホ）、同ヘ）、同ト）、

同チ）、同リ）及び同ヌ）に対応するものであること、また、第４３条等に従っ
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て適切に整備される方針であることから、第５４条等に適合するものと判断し

た。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、使用済燃料プールへの注水、

燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱、使用済燃料プール

の監視、及びそれらの設備への代替給電を必要な対策としている。これらの対

策は（１）①a.、b.及び d.と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同

じである。また、これらに関する重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の

方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、使用

済燃料プールの冷却等のための重大事故等対処設備及び手順等として位置付

けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを

確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、使用済燃料プールへの代替注水、スプレイ及び漏え

い緩和のための自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）使用済燃料プールへの代替注水のための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料プールへの代替注水のための設備（表Ⅳ－４.１１－１

参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 燃料プール水位低警報又は温度高警報が発生した場合、若しくは、使用

済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない場合であ

って、ろ過水タンクが使用できる場合には、ろ過水ポンプ等による使用済

燃料プールへの代替注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、

ろ過水ポンプ等の起動、使用済燃料プールへの注水を計 3名により、45分

以内に実施する。 

 

（２）使用済燃料プールへのスプレイのための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料プールへのスプレイのための設備（表Ⅳ－４.１１－１

参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 
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① 燃料プール水位低警報が発生した場合であって、使用済燃料プールへの

注水を行っても水位低下が継続する場合、又は使用済燃料貯蔵ラック上端

＋6m を下回る水位低下を確認した場合であって、火災が発生していない場

合には、化学消防自動車及び大型化学高所放水車による燃料プールスプレ

イ系（常設配管）を用いた使用済燃料プールへのスプレイの手順に着手す

る。水源としてろ過水タンクを使用する。この手順では、ホースの敷設、

化学消防自動車及び大型化学高所放水車の起動、使用済燃料プールへのス

プレイを計 7名により、125 分以内に実施する。 

 

（３）使用済燃料プールからの水の漏えいを緩和するための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料プールからの大量の水の漏えいを緩和するための設備

（表Ⅳ－４.１１－１参照）を用いた主な手順等を以下のとおりとしている。 

① 燃料プール水位低警報が発生した場合であって、使用済燃料プールへの

注水を行っても水位低下が継続する場合、又は使用済燃料貯蔵ラック上端

＋6m を下回る水位低下を確認した場合には、使用済燃料プールにおいて、

ステンレス鋼板等を用いた水の漏えいの緩和に着手する。この手順では、

漏えい部への鋼板の設置等を計 3名により、180 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４.１１－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

ろ過水ポンプ、ろ

過水タンク等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されてい

ないものの、使用済燃料プールへの注水の代替手段となり

得る。 

化学消防自動車、

大型化学高所放水

車及びろ過水タン

ク 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されてい

ないものの、使用済燃料プールへのスプレイの代替手段と

なり得る。 

ステンレス鋼板、

シール材、接着剤

及び吊り降ろしロ

ープ 

使用済燃料プールに接近可能な場合にしか実施できず、ま

た、効果に不確実性はあるものの、大量の水の漏えいを緩

和する手段となり得る。 
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び

手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関係） 

本節では、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２項（以下「第５５条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５５条等は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するために必要な設備及び手順等の整備を要求している。 

第５５条等における「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要

な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上

の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）原子炉建屋に放水できる設備及び手順等 

ロ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備及び手順等 

また、上記イ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うこととしている。 

ハ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

に対応できること。 

ニ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水す

ることが可能なこと。 

ホ）放水設備は、複数の原子炉施設の同時使用を想定し、発電所内原子炉施

設基数の半数以上を配備すること。 

 

申請者は、第５５条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉建屋に放水し、大気への放射性物質の拡散を抑制するための大容

量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等の設備及び手順等 

② 放水砲による放水に伴う海洋への放射性物質の拡散を抑制するための

シルトフェンス及び手順等 

③ 航空機燃料火災に対して泡消火するための大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅱ）、放水砲、泡消火薬剤混合装置等の設備及び手順等 
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（２）規制委員会は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するために申請者が計画する設備及び手順等が、第５５条等における各々

の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第５５条

等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）に

記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への

対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５５条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５５条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 放水設備による原子炉建屋への放水。そのために、大容量送水ポン

プ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置を重大事故等対処設備

として新たに整備する。 

b. 原子炉建屋への放水に伴う海洋への放射性物質の拡散の抑制。その

ために、シルトフェンスを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５５条等要求事項イ）に、上記 b.の対

策が同ロ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲は、海を水源とし、車両

により運搬、移動でき、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水でき

るとともに、原子炉建屋の最高点である屋上に放水できる容量を有す

る設計とする。大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、2台（故障時、保守

点検用のバックアップを含めて、合計 3台）、放水砲は、1台（故障時、

保守点検用のバックアップを含めて、合計 2 台）を保管する。なお、
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本申請が複数の原子炉施設の同時使用を想定するものでないため、第

５５条等要求事項ホ）は、適用しない。 

b. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、

海を水源とし、車両により運搬、移動でき、航空機燃料火災に対応す

るため、泡消火薬剤と混合しながら複数の方向から原子炉建屋周辺に

向けて放水できる設計とする。泡消火薬剤混合装置は、1台（故障時、

保守点検用のバックアップを含めて、合計 2台）を保管する。 

c. 海洋への放射性物質の拡散を抑制するシルトフェンスは、設置場所

に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は、南側排水路排水

枡、タービン補機放水ピット、北側排水路排水枡及び取水口の設置場

所に各 2組（バックアップを含めて、各 3組）とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、

放水砲等は、放射性物質の拡散を抑制するために原子炉建屋の屋上まで放

水できること、車両により運搬、移動できるため、原子炉建屋に対して、

複数の方向から放水できること、b)航空機衝突による航空機燃料火災に対

しては、泡消火薬剤混合装置等により泡消火薬剤を混合し、放水砲等によ

る泡消火ができる仕様であること、c)放水砲等による放水後の放射性物質

の海洋への流出に対しては、発電所から海洋への流出箇所の南側排水路排

水枡、タービン補機放水ピット、北側排水路排水枡及び取水口にシルトフ

ェンスを設置することにより放射性物質の拡散の抑制を図る方針である

ことを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）

に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、①a.に掲げる重大事故等対処設備について、第５

５条等要求事項ハ）及び同ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針

であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 炉心損傷を判断した場合であって、あらゆる注水手段を講じても原

子炉圧力容器への注水が確認できない場合、使用済燃料プールの水位

が低下した場合であって、あらゆる注水手段を講じても水位低下が継

続する場合、又は原子炉建屋外観で大きな損傷を確認した場合には、
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原子炉建屋への放水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポ

ンプ（タイプⅡ）を取水箇所周辺に配置し、大容量送水ポンプ（タイ

プⅡ）から放水砲までホースを敷設し、放水準備の完了までの作業を

計 6 名により、395 分以内に実施する。手順に着手したときの状況が

継続している場合であって、原子炉格納容器の破損のおそれがあると

判断した場合、原子炉建屋内の水素濃度が低下しないことにより原子

炉建屋ベント設備を開放する場合、燃料プールにスプレイができない

場合、又はモニタリングポストの指示値が一桁上昇した場合には、大

容量送水ポンプ（タイプⅡ）を起動し放水砲による放水を開始する。

この手順では、放水開始までの作業を計 6名により、10 分以内に実施

する。 

b. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲による放射性物質の大気

への拡散抑制を行うと判断した場合には、シルトフェンスを用いた汚

染水の海洋への拡散抑制の手順に着手する。この手順では、南側排水

路排水桝及びタービン補機放水ピットへの 1 重目の設置を計 10 名に

より、75分以内に実施し、南側排水路排水桝及びタービン補機放水ピ

ットへの 2重目のシルトフェンス設置並びに北側排水路排水枡及び取

水口へのシルトフェンスの設置を計 10 名により、190 分以内に実施す

る。 

c. 航空機燃料火災が発生した場合には、原子炉建屋周辺への泡消火の

手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を取

水箇所周辺に配置し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）から、泡消火薬

剤混合装置及び放水砲までホースを敷設後、大容量送水ポンプ（タイ

プⅡ）及び泡消火薬剤混合装置を起動し、放水砲による泡消火を開始

するまでの作業を計 6名により、205 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)必要な手順を明確化している

こと、b)大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等により、原子炉建屋又は

原子炉建屋周辺へ放水するための手順等について、重大事故等時に原子炉

建屋等への放水を的確かつ柔軟に対処できるよう人員を確保するととも

に必要な訓練を行うとしていること、c)照明により夜間等でのアクセス性

を確保していること、d)必要な通信連絡手段を確保していること、e)大容

量送水ポンプ（タイプⅡ）等の移動、接続等を行う作業環境（作業空間、

温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す
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る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第５５条等要求事項イ）に、①b.

の対策が同ロ）にそれぞれ対応するものであること、①a.に掲げる重大事故等対

処設備が同ハ）及び同ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針であること、

①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整

備される方針であることから、第５５条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、海洋への放射性物質の拡散を抑制するための自主対

策設備及び手順等、航空機衝突による航空機燃料火災時に泡消火を実施するため

の自主対策設備及び手順等、原子炉建屋から大気へ放出される放射性物質等を検

出するための自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）海洋への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等 

申請者は、海洋への放射性物質の拡散を抑制するための設備（表Ⅳ－４．１

２－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲による放射性物質の大気への

拡散抑制を行うと判断した場合には、放射性物質吸着材を用いた汚染水の

海洋への拡散抑制の手順に着手する。この手順では、南側排水路集水桝及

び北側排水路集水枡への吸着材の設置の作業を計 4 名により、190 分以内

に実施する。 

 

（２）航空機燃料火災に対する初期対応における延焼を防止するための設備

及び手順等 

申請者は、泡消火を実施することによって初期対応における延焼を防止する

ための設備（表Ⅳ－４．１２－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりと

している。 

① 航空機燃料火災が発生した場合において、放水砲等による消火が開始さ

れる前の初動対応の場合には、化学消防自動車及び泡原液搬送車並びに大

型化学高所放水車及び泡原液備蓄車による泡消火の手順に着手する。この

手順では、水源として耐震性防火水槽、防火水槽、ろ過水タンク又は屋外

消火栓を使用し、ホースを敷設後、化学消防自動車、大型化学高所放水車
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等を起動し泡消火を開始する。以上の作業を、化学消防自動車を使用する

場合、計 6名により、40分以内に実施し、大型化学高所放水車を使用する

場合、計 6名により、120 分以内に実施する。 

 

（３）原子炉建屋から大気へ放出される放射性物質等を検出するための設備

及び手順等 

申請者は、原子炉建屋へ放水する場合には、原子炉建屋から大気へ放出され

る放射性物質等を検出するための設備（表Ⅳ－４．１２－１参照）を必要に応

じて用いるとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１２－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

放射性物質吸着材 吸着材を設置するために時間を要するものの、放射性物質

の吸着効果が期待でき、海洋への放射性物質の拡散を抑制

するための手段となり得る。 

化学消防自動車、

泡原液搬送車、大

型化学高所放水車

及び泡原液備蓄車 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）に比べ、流量が少ないため、

重大事故等対処設備と同等の放水効果は得られにくいも

のの、早期に消火活動を開始できるため、航空機燃料飛散

によるアクセスルート及び建屋への延焼拡大を防止する

ための手段となり得る。 

ガンマカメラ及び

サーモカメラ 

大気への放射性物質の放出を直接抑制する手段ではない

ものの、原子炉建屋へ放水する際に、放射性物質及び熱を

検出するための手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順等（第

５６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３関係） 

本節では、重大事故等の収束に必要となる水を供給するために申請者が計画する

設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３項（以下「第５６条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 
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・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５６条等は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準

事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な設備及び手順等を整備することを要

求している。 

具体的には、第５６条等における「設計基準事故の収束に必要な水源とは別

に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保すること

に加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手

順等又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる設備

及び手順等 

ロ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ハ）海を水源として利用できること。 

また、上記イ）、ロ）及びハ）については、以下の措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ホ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

へ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めること。 

 

申請者は、第５６条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心注水するための代替水源

（復水貯蔵タンク）の確保と水を供給するための設備及び手順等 

② 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に炉心注水するための代替水源

（サプレッションチェンバ）の確保と水を供給するための設備及び手順等 

③ 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するため

の代替水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））の確保と水を供

給するための設備及び手順等 

④ 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するため

の代替水源として海水を供給するための設備及び手順等 

⑤ 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへ水を
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補給するための設備及び手順等 

⑥ 復水貯蔵タンクへ海水を補給するための設備及び手順等 

⑦ 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）へ海水を補給するための設

備及び手順等 

⑧ サプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替のための設

備及び手順等 

⑨ 淡水から海水への水源切替のための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、重大事故等の収束までの間、

十分な量の水を供給するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を

整備する方針としている。 

① 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心注水するための代替水源

（復水貯蔵タンク）の確保と水を供給するための設備及び手順等 

② 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に炉心注水するための代替水源

（サプレッションチェンバ）の確保と水を供給するための設備及び手順等 

③ 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するため

の代替水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））の確保と水を供

給するための設備及び手順等 

④ 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへ水を

補給するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、重大事故等の収束に必要となる水を供給するために申請者が

計画する設備及び手順等が、第５６条等における各々の要求事項に対応し、か

つ、適切に整備される方針であることから、第５６条等に適合するものと判断

した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等が、第５６条等と同じく適切に整備される方針であることを確認し

た。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５６条等の規制要求に対する設備及び手順 
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① 対策と設備 

申請者は、第５６条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備等を整備するとしている。 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時の高圧代替注水系による炉

心注水。そのために、高圧代替注水系ポンプを重大事故等対処設備と

して新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備

として位置付ける。 

b. 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時の残留熱除去系（低圧注水モ

ード）による炉心注水。そのために、サプレッションチェンバ及び残

留熱除去系を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水する

ための淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）からの注水。その

ために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホース、ホース延長回収車及

び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水する

ための海水の注水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホー

ス、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

e. 復水貯蔵タンクへの淡水の補給。そのために、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）、ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

f. 復水貯蔵タンクへの海水の補給。そのために、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）、ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

g. 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への海水の補給。その

ために、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、ホース及びホース延長回収車

を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

h. サプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替。そのた

めに、サプレッションチェンバ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処

設備として位置付ける。 

i. 淡水から海水への水源切替。そのために、大容量送水ポンプ（タイ

プⅡ）を新たに重大事故等対処設備として整備する。 

 

規制委員会は、上記 a.、b.、c.、d.、e.、f.及び g.の対策が第５６条等

要求事項イ）に、c.の対策が同ロ）に、d.、f.及び g.の対策が同ハ）に、

a.、b.、c.、d.、e.、f.及び g.の対策が同ニ）に、c.、d.、e.、f.及び g.
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の対策が同ホ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 高圧代替注水系に使用する復水貯蔵タンクは、屋外に設置し、原子

炉建屋原子炉棟内に設置するサプレッションチェンバと位置的分散を

図る設計とする。 

b. 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に炉心注水するための残留

熱除去系（低圧注水モード）は、重大事故の収束に必要な容量に対し

て十分な容量を有する設計とする。 

c. 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）又は海を水源として原

子炉圧力容器又は原子炉格納容器へ注水するために使用する大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管し、原子炉建屋原子炉棟内に設

置する残留熱除去系ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

d. 復水貯蔵タンク、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への

淡水又は海水の補給に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大

容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、屋外の異なる位置に分散して保管す

ることで位置的分散を図る設計とする。また、復水貯蔵タンクの代替

水源として、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を複数の淡

水源として確保する設計とする。 

e. 淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）又は海を水源として使用済

燃料プールへの注水を行うために使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は、屋外に保管し、原子炉建屋原子炉棟内の燃料プール冷却浄化

系ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)復水貯蔵タンクは、屋外に設

置し、原子炉建屋原子炉棟内に設置するサプレッションチェンバと位置的

分散を図ること、b)残留熱除去系ポンプの容量は、重大事故の収束に必要

な容量に対して十分な容量を有すること、c)淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水

槽（No.2）又は海を水源とした注水を行うための大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は屋外に保管することとし、原子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系

ポンプと位置的分散を図るとともに、重大事故等の収束に必要となる十分

な量の水を供給できること、d)復水貯蔵タンク、淡水貯水槽（No.1）及び

淡水貯水槽（No.2）への淡水又は海水補給に使用する大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、屋外の異なる位置に分散
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して保管することで位置的分散を図るとともに、設計基準事故対処設備の

水源枯渇に対する代替淡水源として、複数の淡水源が確保できること、e)

淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）又は海を水源として注水を行うた

めに使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は屋外に保管され、原子炉建

屋原子炉棟内の燃料プール冷却浄化系ポンプに対して位置的分散を図る

とともに、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給できること

を確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）

に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 重大事故等の発生時において、復水給水系、原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系により炉心注水ができず、かつ、原子炉水位低

（レベル 3）以上を維持できない場合の復水貯蔵タンクを水源とした

炉心注水の手順の整備については「Ⅳ－４．２ 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等」に

おける手順等と同じである。 

b. 重大事故等の発生時において、全交流動力電源が喪失し、常設代替

交流電源設備から非常用高圧母線 2C 系又は 2D 系への受電の完了後、

残留熱除去系ポンプが使用可能な状況に復旧された場合のサプレッシ

ョンチェンバを水源とした残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉圧

力容器への注水の手順の整備については「Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順

等」における手順等と同じである。 

c. 重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンク又はサプレッション

チェンバを水源とした注水ができない場合には、淡水貯水槽（No.1）

及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした注水の手順に着手する。この手

順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計

9名により、380 分以内に実施する。 

d. 重大事故等の発生時において、淡水の注水ができない場合には、海

を水源とした注水の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 9 名により、380 分以内

に実施する。 
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e. 重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンクへの補給が必要な場

合には、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タ

ンクへの補給の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10名により、380 分以内に実

施する。 

f. 重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）

及び淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給ができない場合には、海

水を復水貯蔵タンクに補給する手順に着手する。この手順では、ホー

スの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10 名により、

380 分以内に実施する。 

g. 重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽

（No.2）が枯渇するおそれがある場合には、海水を淡水貯水槽（No.1）

及び淡水貯水槽（No.2）に補給する手順に着手する。この手順では、

ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の起動等を計 9名によ

り、295 分以内に実施する。 

h. 重大事故等の発生時において、サプレッションプール水温度が 80℃

に到達した場合のサプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへの水

源切替の手順の整備については、「Ⅳ－４．２ 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等」にお

ける手順等と同じである。 

i. 重大事故等の発生時において、淡水を水源とした送水又は補給がで

きない場合には、水源を淡水から海水へ切り替える手順に着手する。

復水貯蔵タンクへの補給を淡水から海水に切り替える手順は、f.の手

順と同様である。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、復水貯蔵タンク又はサプレッシ

ョンチェンバが水源として使用できない場合、代替水源である淡水貯水槽

（No.1）、淡水貯水槽（No.2）及び海水の選択を明確化して水の供給が中断

することがないように水源切替えの優先順位を設定し、重大事故等の収束

までの間、十分な量の水を供給できること、代替水源から水を供給するた

めの設備及び手順等について、ホース及び移送ルートの確保、接続作業等

を定め、重大事故等時に的確かつ柔軟に対処できるよう人員を確保すると

ともに必要な訓練を行うとしていること、照明により夜間等でのアクセス

性を確保していること、必要な通信連絡手段を確保していること、大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温

度等）に支障がないことなどを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、申請者が①i.に掲げる対策について、第５６条等

要求事項へ）に適合する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記①a.、b.、c.、d.、e.、f.及び g.に掲げ

る対策が第５６条等要求事項イ）に、①c.に掲げる対策が同ロ）に、①d.、f.

及び g.に掲げる対策が同ハ）に、①a.、b.、c.、d.、e.、f.及び g.に掲げる対

策が同ニ）に、①c.、d.、e.、f.及び g.に掲げる対策が同ホ）に、①h.及び i.

に掲げる対策が同ヘ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処

設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であること

から、第５６条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、炉心を十分に冷却するため、

原子炉格納容器の破損を防止するため及び使用済燃料プールの冷却をするた

めに、復水貯蔵タンク又はサプレッションチェンバを水源とする原子炉圧力容

器及び原子炉格納容器への注水、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）

を水源とする注水、復水貯蔵タンク又は淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽

（No.2）への補給に必要な対策とそのための重大事故等対処設備及び手順等を

整備するとしている。これらの対策は、（１）①a.、b.、c.及び e.と同じであ

るため、必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大

事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、重大

事故等の収束に必要となる水を供給するための重大事故等対処設備及び手順

等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方

針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、重大事故等の収束に必要となる水を供給するための

自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 
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（１）淡水タンク（純水タンク等）から原子炉圧力容器、原子炉格納容器又

は使用済燃料プールへ注水する設備及び手順等 

申請者は、淡水タンクを水源とした注水のための設備（表Ⅳ－４．１３－１

参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 重大事故等の発生時に、復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ、淡

水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした注水ができない場

合には、淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による注

水の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）の起動等を計 9名により、380 分以内に実施する。 

 

（２）復水貯蔵タンクへ補給する設備及び手順等 

申請者は、復水貯蔵タンクから炉心等へ注水する場合において、復水貯蔵タ

ンクへの補給のための設備（表Ⅳ－４．１３－１参照）を用いた主な手順等は

以下のとおりとしている。 

① 重大事故等の発生時に、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）か

ら復水貯蔵タンクへの補給ができない場合には、淡水タンクを水源とした

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給の手順に着

手する。この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の

起動等を計 10 名により、380 分以内に実施する。 

② 重大事故等の発生時に、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）か

ら復水貯蔵タンクへの補給ができない場合であって、淡水タンク及び海を

水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給

ができない場合で、火災が発生していない場合には、耐震性防火水槽を水

源とした化学消防自動車による復水貯蔵タンクへの補給の手順に着手す

る。この手順では、ホースの敷設、化学消防自動車の起動等を計 6名によ

り、65 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１３－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

淡水タンク（純水

タンク、ろ過水タ

ンク及び原水タン

ク） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、代替水源としての設備となり得る。また、

補給に必要な水量は確保できない場合はあるものの、淡

水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タ
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ンクへの補給ができない場合には、復水貯蔵タンクへの

淡水を補給するための代替手段としての設備となり得

る。 

化学消防自動車及

び耐震性防火水槽 

補給に必要な水量が確保できない場合はあるが、淡水貯

水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンク

への補給ができない場合で、重大事故等へ対処するため

に消火が必要な火災が発生していない場合には、耐震性

防火水槽の水を復水貯蔵タンクへ補給する手段として有

効である。 

 

 

Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条及び重大

事故等防止技術的能力基準１．１４関係） 

本節では、電源の確保に関して申請者が計画する設備及び手順等について、以下

の事項を確認した。 

・第５７条第１項及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４項（以下「第５７

条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

るか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５７条等は、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における原子炉内の燃料体の著しい

損傷を防止するために必要な電力を確保するため、必要な設備及び手順等を整

備することを要求している。第５７条等における「必要な電力を確保するため

に必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）及び手順等 

ロ）常設代替電源設備として交流電源設備及び手順等 

ハ）上記イ）及びロ）の代替電源設備は、設計基準事故対処設備に対して、

独立性を有し、位置的分散を図る設計とすること。 
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ニ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8時間、電気

の給電が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わず」には原子炉制

御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う

場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計

24 時間にわたり、電気の給電を行うことが可能であること。 

ホ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の給電

を行うことが可能である可搬型直流電源設備 

ヘ）所内直流電源設備から給電されている 24 時間内に、十分な余裕を持っ

て可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できる手順等 

ト）複数号機が設置されている発電所では、号機間の電力融通を行えるよう

にあらかじめ手動で接続可能なケーブル等を敷設しておくこと。また、敷

設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備のケーブル等を用意す

る手順等 

チ）所内電気設備（モーターコントロールセンター（MCC）、パワーセンター

（P/C）及び金属閉鎖配電盤（メタクラ）（MC）等）は、代替所内電気設備

を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系

統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

 

申請者は、第５７条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 常設代替交流電源設備としてガスタービン発電機により給電を実施す

るための設備及び手順等 

② 号炉間電力融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）

により代替電源（交流）からの給電を実施するための設備及び手順等につ

いては、本申請が当該号炉のみであるため適用されない。 

③ 可搬型代替交流電源設備として電源車により給電を実施するための設

備及び手順等 

④ 所内常設蓄電式直流電源設備として 125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B

により給電するための設備及び手順等 

⑤ 常設代替直流電源設備として125V代替蓄電池及び250V蓄電池により給

電するための設備及び手順等 

⑥ 可搬型代替直流電源設備として 125V 代替蓄電池、250V 蓄電池、125V 代

替充電器、250V 充電器及び電源車により給電するための設備及び手順等 

⑦ 代替所内電気設備により代替電源から給電を実施するための設備及び

手順等 
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（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、電源の確保に関する重大事故

等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としている。 

① ガスタービン発電機を代替交流電源として給電を実施するための設備

及び手順等 

② 125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B、125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池を代

替直流電源として給電を実施するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、電源の確保のために申請者が計画する設備及び手順等が、第

５７条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

ることから、第５７条等に適合するものと判断した。また、有効性評価（第３

７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備され

る方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５７条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 常設代替交流電源設備からの給電。そのために、ガスタービン発電

機、ガスタービン発電設備軽油タンク、ガスタービン発電設備燃料移

送ポンプ、軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

b. 可搬型代替交流電源設備からの給電。そのために、電源車、軽油タ

ンク、ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリを重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

c. 所内常設蓄電式直流電源設備からの給電。そのために、125V 蓄電池

2A 及び 125V 蓄電池 2B を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 常設代替直流電源設備からの給電。そのために、125V 代替蓄電池及

び 250V 蓄電池を重大事故等対処設備として新たに整備する。 
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e. 可搬型代替直流電源設備からの給電。そのために、電源車、125V 代

替蓄電池、250V 蓄電池、125V 代替充電器及び 250V 充電器を重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

f. 代替所内電気設備による給電。そのために、ガスタービン発電機接

続盤、緊急用高圧母線 2F 系、緊急用高圧母線 2G 系、緊急用動力変圧

器 2G 系、緊急用低圧母線 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2G 系、緊急用

交流電源切替盤 2C 系及び緊急用交流電源切替盤 2D 系を重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、a.の対策が第５７条等要求事項ロ）、b.及び e.の対策が

同イ）、c.及び d.の対策が同ニ）、f.の対策が同チ）に対応するものである

ことを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 緊急用高圧母線に接続されたガスタービン発電機及び電源車は、設

計基準事故対処設備の非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機含む。以下本節において同じ。）に対して独立性を有

し、位置的分散が図られた設計とする。 

b. 125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B、125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池

は、必要な期間にわたり給電が可能な設計とする。 

c. 電源車、125V 代替蓄電池、250V 蓄電池、125V 代替充電器及び 250V

充電器は、設計基準事故対処設備の非常用ディーゼル発電機、蓄電池

及び充電器に対して独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。

また、電源車は、必要な期間にわたり給電が可能な設計とする。 

d. ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F 系、緊急用高圧母線

2G 系、緊急用動力変圧器 2G 系、緊急用低圧母線 2G 系、緊急用交流電

源切替盤 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2C 系及び緊急用交流電源切替

盤 2D 系は、設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備に対して独

立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。また、これらは、設

置場所で操作可能な設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)ガスタービン発電機、電源車、

ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F系、緊急用高圧母線 2G系、

緊急用動力変圧器 2G 系、緊急用低圧母線 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2G
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系、緊急用交流電源切替盤 2C 系及び緊急用交流電源切替盤 2D 系は設計基

準事故対処設備に対して独立した電路で接続されることなどにより独立

性を有していること、設計基準事故対処設備とは異なる区画において整備

するなど位置的分散を図ること、b)電源車は、燃料の補給が可能であり 24

時間にわたり給電が可能な設計とすること、c)125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄

電池 2B は、1時間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以

外の負荷の切離しを行わずに 8 時間、必要な負荷以外を切り離して計 24

時間の給電が可能な設計とすること、125V 代替蓄電池は、負荷の切離しを

行わずに 8 時間、必要な負荷以外を切り離して計 24 時間の給電が可能な

設計とすること、250V 蓄電池は、1時間以内に中央制御室において行う簡

易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わずに 24 時間の給電が可能

な設計とすること、d)所内電気設備は、ガスタービン発電機接続盤、緊急

用高圧母線 2F 系、緊急用高圧母線 2G 系、緊急用動力変圧器 2G 系、緊急

用低圧母線 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2C

系及び緊急用交流電源切替盤 2D 系を設けることなどにより共通要因で機

能を失うことなく、少なくとも一系統は機能が維持され、これらは設置場

所で操作が可能であり接近性を有する設計であることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５７条等要求事項ハ）、同ニ）、同ホ）及び同チ）に適合する設計方針で

あることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 外部電源及び非常用ディーゼル発電機による非常用高圧母線 2C 系

及び 2D 系への給電ができない場合には、ガスタービン発電機を代替

交流電源とした非常用所内電気設備への給電の手順に着手する。この

手順では、起動状態確認、給電の確認等を計 2名により、15分以内に

実施する。 

b. 外部電源及び非常用ディーゼル発電機による非常用高圧母線 2C 系

及び 2D 系への給電ができない場合には、電源車を代替交流電源とし

た非常用所内電気設備への給電の手順に着手する。この手順では、電
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源車の配置、ケーブルの敷設、給電操作、給電の確認等を計 7名によ

り、125 分以内に実施する。 

c. 全交流動力電源が喪失し、125V 充電器 2A 及び 125V 充電器 2B の交

流入力電源が喪失した場合には、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B

を代替直流電源とした給電の手順に着手する。この手順は自動動作と

なるため、動作状況を 125V 直流主母線 2A 電圧、125V 直流主母線 2B

電圧、125V 直流主母線 2A-1 電圧及び 125V 直流主母線 2B-1 電圧で確

認する。また、250V 充電器の交流入力電源が喪失した場合には、250V

蓄電池を代替直流電源とした給電の手順に着手する。この手順は自動

動作となるため、動作状況を 250V 直流主母線電圧で確認する。その

後、中央制御室における 1時間以内の不要な負荷の切離しを 1名によ

り、5分以内に実施する。 

d. 全交流動力電源が喪失し、1 時間以内に代替交流電源設備による給

電が完了する見込みがない場合には、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池

2B の不要な負荷の切離しの手順に着手する。この手順では、中央制御

室における 1 時間以内の不要な負荷の切離しを 1 名により、5 分以内

に実施する。また、現場における 8時間以内の不要な負荷の切離しを

計 2名により、60 分以内に実施する。 

e. 全交流動力電源が喪失し、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B によ

る給電ができない場合には、125V 代替蓄電池を代替直流電源とした給

電の手順に着手する。この手順では、125V 代替蓄電池の給電切替操作

を計 3名により、50 分以内に実施する。また、現場における 8時間以

内の不要な負荷の切離しを計 2名により、15 分以内に実施する。 

f. 全交流動力電源が喪失し、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B によ

る給電ができない場合には、電源車を用いた可搬型代替直流電源設備

による給電の手順に着手する。この手順では、ケーブル敷設、電源か

らの給電操作、給電の確認等を計 6名により、130 分以内に実施する。 

g. 非常用所内電気設備の非常用高圧母線 2C系及び 2D系が同時に機能

喪失して電源からの給電ができない場合には、ガスタービン発電機を

用いた緊急用低圧母線 2G 系への給電の手順に着手する。この手順で

は、電路の構成、電源からの給電操作、給電の確認等を 1名により、

15 分以内に実施する。 

h. 非常用所内電気設備の非常用高圧母線 2C系及び 2D系が同時に機能

喪失して電源からの給電ができない場合には、電源車を用いた緊急用

低圧母線 2G 系への給電の手順に着手する。この手順では、電路の構
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成、電源からの給電操作、給電の確認等を計 6 名により、130 分以内

に実施する。 

i. 各機器の燃料が規定油量以上であることを確認した上で運転開始

後、燃料保有量及び燃料消費率からあらかじめ算出した給油時間とな

った場合には、電源車、ガスタービン発電機等への燃料補給の手順に

着手する。この手順では、タンクローリの準備、ホースの敷設、給油

等を計 2名により、電源車等への燃料補給を 175 分以内に実施し、ガ

スタービン発電設備軽油タンクへの燃料補給を 185 分以内に実施する

（※113）。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を交流電源喪

失時の対応手順として a.、b.の順に、また、直流電源喪失時の対応手順と

して c.、d.、e.、f.の順に設定して明確化していること、b)代替電源から

の給電、燃料補給の手順等について、必要な人員を確保するとともに必要

な訓練を行うとしていること、c)照明により夜間等でのアクセス性を確保

していること、d)必要な通信連絡設備を確保していること、e)作業環境（作

業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、上記 b.及び e.の手順等が第５７条等要求事項へ）

に対応するものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第５７条等要求事項イ）、同ロ）、

同ニ）及び同チ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備

が同ハ）、同ニ）、同ホ）及び同チ）に適合する設計方針であること、③b.及び

f.の手順等が第５７条等要求事項ヘ）に対応するものであること、①に掲げる

重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される

方針であることから、第５７条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、必要な電力を確保するために、

ガスタービン発電機を常設代替交流電源設備とした給電並びに 125V 蓄電池 2A、

                             
（※113）軽油タンクからタンクローリへの燃料補給を 135 分以内に実施し、タンクローリから電源車等への燃

料補給を 40 分以内に実施する。また、軽油タンクからタンクローリへの燃料補給を 135 分以内に実施

し、タンクローリからガスタービン発電設備軽油タンクへの燃料補給を 50 分以内に実施する。 
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125V 蓄電池 2B、125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池を代替直流電源とした給電

を必要な対策としている。これらの対策は、（１）①a.、c.、d.及び e.と同じ

であるため、必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する

重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、電源

の確保に関して必要となる重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた

設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確認

した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、電源の確保に関する機能が喪失した場合に、その機

能を代替するための自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）電源の確保に関する機能を代替するための設備及び手順等 

申請者は、電源の確保に関する機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１

４－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 全交流動力電源喪失後、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B による給電

ができない場合であって、可搬型代替直流電源設備である電源車による給

電ができない場合には、125V 代替充電器用電源車接続設備による 125V 代

替充電器への給電の手順に着手する。この手順では、電路の構成、給電操

作等を計 6名により、140 分以内に実施する。 

② 外部電源、非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による非常

用高圧母線 2C 系及び 2D系への給電ができない場合には、号炉間電力融通

ケーブル（常設）を用いた 3号炉の非常用ディーゼル発電機による非常用

所内電気設備への給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を計

3名により、30分以内に実施する。 

③ 外部電源、非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による非常

用高圧母線 2C 系及び 2D系への給電ができない場合には、号炉間電力融通

ケーブル（可搬型）を用いた 3号炉の非常用ディーゼル発電機による非常

用所内電気設備への給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を

計 8名により、225 分以内に実施する。 
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④ 非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失

して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブル（常設）

を用いた 3 号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線 2G 系へ

の給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を計 2名により、35

分以内に実施する。 

⑤ 非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失

して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）を用いた 3 号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線 2G

系への給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を計7名により、

225 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１４－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

125V 代替充電器用

電源車接続設備 

給電開始までに時間を要するものの、可搬型代替直流電

源設備である電源車の代替手段となり得る。 

号炉間電力融通設

備 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、重大事故等の対処に必要な電源を確保す

る手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技術

的能力基準１．１５関係） 

本節では、計測機器（非常用のものを含む。以下同じ。）の故障により、重大事故

等に対処するために必要なパラメータを計測することが困難となった場合におい

て、当該パラメータを推定するための有効な情報を把握するために申請者が計画す

る必要な設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 
・第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１５項（以下「第５８条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るかを確認した。 

 

１．審査の概要 
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（１）第５８条等は、計測機器の故障により、重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、当該

パラメータを推定するために有効な情報を把握するための必要な設備及び手

順等を整備することを要求している。第５８条等における「当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難とな

った場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めの必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場

合の発電用原子炉施設の状態を推定するための設備及び手順等 

イ）－１ 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位の推定 

イ）－２ 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量の推定 

イ）－３ 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの

中から確からしさを考慮した優先順位を定める。 

ロ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想

定される重大事故等の対応に必要となるパラメータを計測、監視又は記録

する設備及び手順等 

ハ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視する手順等（テ

スター又は換算表等） 

また、以下の措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うこととし

ている。 

ニ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明

確化する。（最高計測可能温度等） 

 

申請者は、第５８条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の

状態を把握するための設備及び手順等 

② 計測に必要な計器電源が喪失した場合の設備及び手順等 

③ 重大事故等時のパラメータを記録するための設備及び手順等 

④ パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握

するための設備及び手順等 

⑤ 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を

明確化する。（最高計測可能温度等） 
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（２）規制委員会は、重大事故等に対処するために必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において、当該パラメータを推定するために有効な情報

を把握するために申請者が計画する必要な設備及び手順等が、第５８条等に基

づく要求事項に対応し、適切に整備される方針であることから、第５８条等に

適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）に記載された

もの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処をより

確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５８条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５８条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超え

た場合において、発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメー

タの推定及び優先順位の設定。そのために、重要監視パラメータ（※114）

（表Ⅳ－４．１５－１参照）を選定し、代替パラメータを計測する計

器（以下「重要代替計器」という。）を重大事故等対処設備として位置

付け、可搬型計測器等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の給電及び可搬型計測器に

よる計測。そのために、可搬型計測器並びに常設代替交流電源設備及

び可搬型代替直流電源設備（※115）を重大事故等対処設備として新た

に整備する。 

c. 重大事故等時のパラメータの記録。そのために、安全パラメータ表

示システム（SPDS）として SPDS 表示装置、データ収集装置及び SPDS

伝送装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

                             
（※114）申請者は、基準で要求される重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを「重要

監視パラメータ」と定義し、当該パラメータを計測する機器を「重要計器」と定義している。また、重

要監視パラメータを推定するための代替パラメータを「重要代替監視パラメータ」と定義している。 

（※115）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する設

備及び手順等」において整理 
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d. 重大事故等の対処に必要なパラメータを計測する計器の故障時に

おいて、発電用原子炉施設の状態を把握するための当該パラメータの

他チャンネル（※116）による計測及び代替パラメータの計測による当

該パラメータの推定。そのために、当該パラメータの他チャンネルの

重要計器（以下「重要計器（他チャンネル）」（※117）という。）及び重

要代替計器を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

規制委員会は、a.の対策が第５８条等要求事項イ）及び同ロ）に、b.の

対策が同ハ）に、c.の対策が同ロ）に対応するものであること、d.の対策

が第５８条等要求事項のうち、計測機器の故障により、重大事故等に対処

するために必要なパラメータを計測することが困難となった場合におい

て当該パラメータを推定するために有効な情報を得るための対策に対応

するものであることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１５－１ 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視

パラメータ 

重要監視パラメ

ータ 

重要計器 

（計測範囲） 

検出器 

の種類 

重要代替計器等 

（代表）（※118） 

重要計器に故障の疑いが 

ある場合 

重要計器の計測範囲を超え

た場合（※119） 

原子炉圧力容器

内の温度 

原子炉圧力容器温度 

（0～500℃） 

熱 電 対 ・多重性を有する重要計器

の他の検出器 

・原子炉圧力（SA）（0～

11MPa）（※120） 

損傷炉心の冷却失敗の判断

値（300℃）を監視可能 

原子炉圧力容器

内の圧力 

原子炉圧力（SA） 

（0～11MPa） 

弾 性 圧

力 検 出 

器 

（※121） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉圧力（0～10MPa） 

・原子炉圧力容器温度（0～

500℃）（※120） 

重大事故等時において、原

子炉圧力容器最高使用圧力

（ 8.62MPa ） の 1.2 倍

（10.34MPa）を監視可能 

原子炉圧力容器

内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

（－3,800～1,500mm（※122）） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※123） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉水位（SA 広帯域）

（ － 3,800 ～ 1,500mm

重大事故等時において、原

子炉水位（広帯域）及び原

子炉水位（燃料域）にて、原

子炉水位制御範囲から有効

燃料棒底部まで監視可能 

原子炉水位（燃料域） 

（－3,800～1,300mm（※127）） 

                             
（※116）チャンネルとは、多重化された片系統の計器をいう。 

（※117）申請者は、「当該パラメータの他チャンネルの「重要計器」」と記載しているが、本節では分かりやす

く「重要計器（他チャンネル）」と記載 

（※118）複数ある重要代替計器の代表を記載 

（※119）計測範囲を超えない場合は、その理由を記載 

（※120）原子炉圧力容器内が飽和状態と仮定し、原子炉圧力容器温度又は原子炉圧力を推定 

（※121）隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（凝縮槽からの水頭圧を含む。）と大気圧の差を計測 

（※122）基準点（0mm）はドライヤスカート底部付近（原子炉圧力容器零レベルより 1,313cm） 

（※123）隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（凝縮槽からの水頭圧を含む。）と原子炉圧力容器下部の差圧

を計測 

（※127）基準点（0mm）は有効燃料棒頂部付近（原子炉圧力容器零レベルより 900cm) 
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（※122））（※124） 

・原子炉水位（SA 燃料域）

（ － 3,800 ～ 1,300mm

（※127））（※124） 

・高圧代替注水系ポンプ出

口流量（0～120m3/h）（※125） 

・原子炉圧力（SA）（0～

11MPa）及び圧力抑制室圧

力（0～1MPa[abs]）（※126） 

原子炉圧力容器

への注水量 

高圧炉心スプレイ系ポンプ

出口流量 

（0～1,500m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の高圧炉心ス

プレイ系ポンプの最大注水

量（1,050m3/h）を監視可能 

高圧代替注水系ポンプ出口

流量 

（0～120m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の高圧代替注

水系ポンプの最大注水量

（90.8m3/h）を監視可能 

原子炉隔離時冷却系ポンプ

出口流量 

（0～150m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の原子炉隔離

時冷却系ポンプの最大注水

量（90.8m3/h）を監視可能 

 

低圧炉心スプレイ系ポンプ

出口流量 

（0～1,500m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・圧力抑制室水位（0～5m）

（※130） 

重大事故等時の低圧炉心ス

プレイ系ポンプの最大注水

量（1,050m3/h）を監視可能 

代替循環冷却ポンプ出口流

量 

（0～200m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・圧力抑制室水位（0～5m）

（※130） 

重大事故等時の代替循環冷

却ポンプを用いた原子炉圧

力容器注水時における最大

注水量（150m3/h）を監視可

能 

残留熱除去系洗浄ライン流

量（残留熱除去系ヘッドスプ

レイライン洗浄流量） 

（0～220m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の復水移送ポ

ンプ又は大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）を用いた低圧

代替注水系（残留熱除去系A

系ライン）における最大注

水量（199m3/h）を監視可能 

残留熱除去系洗浄ライン流

量（残留熱除去系 B系格納容

器冷却ライン洗浄流量） 

（0～220m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）を用い

た低圧代替注水系（残留熱

除去系 B 系ライン）におけ

る最大注水量（199m3/h）を

監視可能 

                             
（※124）原子炉水位（SA 広帯域）は他の広帯域の原子炉水位と、また、原子炉水位（SA 燃料域）は他の燃料

域の原子炉水位と同じ基準面器で計測器が異なる。 

（※125）原子炉圧力容器への注水量、崩壊熱除去による蒸発量及び直前の水位から炉心の冠水を推定 

（※126）LOCA の発生がなく、水位が主蒸気配管より上になるまで注水した場合には、原子炉圧力と圧力抑制室

圧力の差圧から炉心の冠水を推定 

（※128）隔液ダイアフラムにかかる絞り機構前後の差圧を計測 

（※129）復水貯蔵タンク水位の変化量及び注水時間から注水量を推定 

（※130）圧力抑制室水位の変化量及び注水時間から注水量を推定 
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直流駆動低圧注水系ポンプ

出口流量（0～100m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の直流駆動低

圧注水系ポンプを用いた原

子炉圧力容器注水時におけ

る最大注水量（80m3/h）を監

視可能 

残留熱除去系ポンプ出口流

量（0～1,500m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・圧力抑制室水位（0～5m）

（※130） 

重大事故等時の残留熱除去

系ポンプの最大注水量

（1,136m3/h）を監視可能 

原子炉格納容器

への注水量 

残留熱除去系洗浄ライン流

量（残留熱除去系ヘッドスプ

レイライン洗浄流量） 

（0～220m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の復水移送ポ

ンプを用いた原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（残

留熱除去系 A 系ライン）に

おける最大注水量（88m3/h）

を監視可能 

残留熱除去系洗浄ライン流

量（残留熱除去系 B系格納容

器冷却ライン洗浄流量） 

（0～220m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の復水移送ポ

ンプを用いた原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（残

留熱除去系 B 系ライン）に

おける最大注水量（88m3/h）

を監視可能 

原子炉格納容器代替スプレ

イ流量 

（0～100m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・原子炉格納容器下部水位

（0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、

2.5m、2.8m）及びドライウ

ェル水位（0.02m、0.23m、

0.34m）（※131） 

重大事故等時の大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）を用い

た原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系による最大注水

量（88m3/h）を監視可能 

代替循環冷却ポンプ出口流

量 

（0～200m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・原子炉格納容器下部水位

（0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、

2.5m、2.8m）及びドライウ

ェル水位（0.02m、0.23m、

0.34m）（※131） 

重大事故等時の代替循環冷

却ポンプを用いた原子炉格

納容器スプレイ時における

最大注水量（150m3/h）を監

視可能 

原子炉格納容器下部注水流

量（0～110m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の復水移送ポ

ンプ又は大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）を用いた原子

炉格納容器下部注水系によ

る最大注水量（80m3/h）を監

視可能 

原子炉格納容器

内の温度 

ドライウェル温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・多重性を有する重要計器

の他の検出器 

・ドライウェル圧力（0～

1MPa[abs]）（※132） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器の限界温度

（200℃）を監視可能。 

さらに可搬型計測器にて

350℃まで計測可能 
圧力抑制室内空気温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・多重性を有する重要計器

の他の検出器 

・サプレッションプール水

温度（0～200℃）（※133） 

                             
（※131）原子炉格納容器下部水位及びドライウェル水位の変化量と注水時間から注水量を推定 

（※132）原子炉格納容器内が飽和状態と仮定し、原子炉格納容器内の温度又は圧力を推定 

（※133）空気温度と水温が平衡状態と仮定し、空気温度又は水温を推定 
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サプレッションプール水温

度 

（0～200℃） 

測 温 抵

抗 体 

・多重性を有する重要計器

の他の検出器 

・圧力抑制室内空気温度（0

～300℃）（※133） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器限界圧力

（0.854MPa）におけるサプ

レッションプール水の飽和

温度（約 178℃）を監視可能 

原子炉格納容器下部温度 

（0～700℃） 

熱 電 対 ・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時において、原

子炉格納容器下部に溶融炉

心が落下した場合における

原子炉圧力容器の破損検知

が可能 

原子炉格納容器

内の圧力 

ドライウェル圧力 

（0～1MPa[abs]） 

弾 性 圧

力 検 出

器（※134） 

・圧力抑制室圧力（0～

1MPa[abs]）（※135） 

・ドライウェル温度（0～

300℃）（※132） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器限界圧力

（0.854MPa）をドライウェ

ル圧力又は圧力抑制室圧力

にて監視可能 圧力抑制室圧力 

（0～1MPa[abs]） 

弾 性 圧

力 検 出

器（※134） 

・ドライウェル圧力（0～

1MPa[abs]）（※135） 

・圧力抑制室内空気温度（0

～300℃）（※132） 

原子炉格納容器

内の水位 

圧力抑制室水位 

（0～5m）（※136） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※137） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・代替循環冷却ポンプ出口

流量（0～200m3/h）（※138） 

重大事故等時において、外

部水源注水量限界（通常運

転水位＋約 2m（※136））の範

囲を監視可能 

原子炉格納容器下部水位 

（0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、

2.5m、2.8m） 

電 極 式

水 位 検

出 器 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉格納容器下部注水

流量（0～110m3/h）（※138） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器下部への注水

による圧力容器ペデスタル

部の蓄水状況を監視可能 

ドライウェル水位 

（0.02m、0.23m、0.34m） 

電 極 式

水 位 検

出 器 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉格納容器下部注水

流量（0～110m3/h）（※138） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器下部の溶融炉

心の冷却に必要な水深

（0.23m）を監視可能 

原子炉格納容器

内の水素濃度 

格納容器内雰囲気水素濃度 

（0～30vol%／0～100vol%） 

熱 伝 導

率 式 水

素 検 出 

器 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・格納容器内水素濃度

（D/W）（0～100vol%）及び

格納容器内水素濃度（S/C）

（0～100vol%）（※139） 

重大事故等時において、炉

心の著しい損傷時に変動す

る可能性のある範囲（0～

100vol%）を監視可能 

原子炉格納容器

内の酸素濃度 

格納容器内酸素濃度 

（0～30vol%） 

熱 磁 気

風 式 酸

素 検 出 

器 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時において、原

子炉格納容器内の酸素濃度

の変動範囲（0～4.3vol%）

を監視可能 

                             
（※134）隔液ダイアフラムにかかるドライウェル圧力及び圧力抑制室圧力の絶対圧力を計測 

（※135）圧力抑制室圧力はドライウェル圧力－0.0125MPa からドライウェル圧力＋0.0069MPa の範囲で推移 

（※136）基準点（0m）は通常運転水位（O.P.－3,850mm） 

（※137）隔液ダイアフラムにかかる圧力抑制室圧力（凝縮槽からの水頭圧を含む。）と圧力抑制室下部の差圧

を計測 

（※138）流量と注入時間から水位を推定 

（※139）格納容器内水素濃度（D/W）及び格納容器内水素濃度（S/C）は、水素吸蔵材料式水素検出器を用いて

計測 
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原子炉格納容器

内の放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線モ

ニタ（D/W） 

（10-2～105Sv/h） 

電 離 箱 ・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

炉心損傷の判断値（停止直

後で約 10Sv/h）を監視可能 

格納容器内雰囲気放射線モ

ニタ（S/C） 

（10-2～105Sv/h） 

電 離 箱 ・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

未臨界

の維持

又は監

視 

中性子

束 

起動領域モニタ 

（10-1～106cps（1.0×103～

1.0×109cm-2・s-1）、0～40%又

は 0～125%（1.0×108～2.0×

1013cm-2・s-1）） 

核 分 裂

電 離 箱 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・平均出力領域モニタ（0～

125%（1.2×1012～2.8×

1014cm-2・s-1））（※140） 

設計基準事故（制御棒落下）

初期は中性子束が急激に上

昇し、一時的に計測範囲を

超えるが、負の反応度フィ

ードバック効果により短期

間であり、かつ出力上昇及

び下降は急峻であるため、

現状の計測範囲で事故対応

が可能。重大事故等時も同

様 

平均出力領域モニタ 

（0～125%（1.2×1012～2.8×

1014cm-2・s-1）） 

核 分 裂

電 離 箱 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・起動領域モニタ（10-1～

106cps（1.0×103～1.0×

109cm-2・s-1）、0～40%又は 0

～125%（1.0×108～2.0×

1013cm-2・s-1））（※141） 

最終ヒ

ートシ

ンクの

確 保

（代替

循環冷

却系） 

代替循

環冷却

系系統

水の温

度 

サプレッションプール水温

度 

（0～200℃） 

測 温 抵

抗 体 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・圧力抑制室内空気温度（0

～300℃）（※133） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器限界圧力

（0.854MPa）におけるサプ

レッションプール水の飽和

温度（約178℃）を監視可能 

残留熱除去系熱交換器入口

温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・サプレッションプール水

温度（0～200℃） 

重大事故等時において、代

替循環冷却系系統水の最高

使用温度（186℃）を監視可

能 

代替循

環冷却

系の系

統流量 

代替循環冷却ポンプ出口流

量 

（0～200m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

（低圧代替注水時） 

・圧力抑制室水位（0～5m）

（※130） 

重大事故等時の代替循環冷

却ポンプを用いた原子炉圧

力容器注水時における最大

注水量（150m3/h）を監視可

能 

（原子炉格納容器スプレ

イ時） 

・原子炉格納容器下部水位

（0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、

2.5m、2.8m）及びドライウ

ェル水位（0.02m、0.23m、

0.34m）（※131） 

重大事故等時の代替循環冷

却ポンプを用いた原子炉格

納容器スプレイ時における

最大注水量（150m3/h）を監

視可能 

最終ヒ

ートシ

ンクの

確 保 

格納容

器圧力

逃がし

装置ス

クラビ

フィルタ装置水位（広帯域） 

（0～3,650mm） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※142） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時のフィルタ装

置機能維持のための水位を

監視可能 

                             
（※140）原子炉起動時から定格出力運転時の中性子束を監視可能 

（※141）起動領域モニタが測定できる領域を超えた場合には平均出力領域モニタによって監視可能 

（※142）隔液ダイアフラムにかかるフィルタ装置内の圧力（気相部）とフィルタ装置下部の差圧を計測 
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（原子

炉格納

容器フ

ィルタ

ベント

系 ） 

ング水

の水位 

格納容

器圧力

逃がし

装置の

圧力 

フィルタ装置入口圧力（広帯

域） 

（－0.1～1MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※143） 

・ドライウェル圧力（0～

1MPa[abs]）又は圧力抑制

室圧力（0～1MPa[abs]）（※
144） 

重大事故等時の原子炉格納

容器フィルタベント系フィ

ルタ装置内の最高使用圧力

（0.854MPa）を監視可能 

フィルタ装置出口圧力（広帯

域） 

（－0.1～1MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※143） 

フィル

タ装置

スクラ

ビング

水温度 

フィルタ装置水温度 

（0～200℃） 

熱 電

対 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時の原子炉格納

容器フィルタベント系フィ

ルタ装置の最高使用温度

（200℃）を監視可能 

格納容

器圧力

逃がし

装置出

口の放

射線量

率 

フィルタ装置出口放射線モ

ニタ 

（10-2～105mSv/h） 

電 離 箱 ・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時のフィルタ装

置出口の最大線量当量率

（約 1.9×103mSv/h（※145））

を監視可能 

格納容

器圧力

逃がし

装置出

口の水

素濃度 

フィルタ装置出口水素濃度 

（0～30vol%／0～100vol%） 

熱 伝 導

式 水 素

検 出 器 

・格納容器内水素濃度

（D/W）（0～100vol%）又は

格納容器内水素濃度（S/C）

（0～100vol%）（※146） 

原子炉格納容器ベント後の

原子炉格納容器フィルタベ

ント系の配管内の水素燃焼

の可燃限界（水素濃度：

4vol%）を監視可能 

最終ヒ

ートシ

ンクの

確 保

（耐圧

強化ベ

ン ト

系） 

耐圧強

化ベン

ト系の

放射線

量 率 

耐圧強化ベント系放射線モ

ニタ 

（10-2～105mSv/h） 

電 離 箱 ・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時の耐圧強化ベ

ント系の排気ラインの最大

線量当量率（約 2.0×10-

2mSv/h（※147））を監視可能 

最終ヒ

ートシ

ンクの

残留熱

除去系

残留熱除去系熱交換器入口

温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・原子炉圧力容器温度（0～

500℃）（※148） 

重大事故等時の残留熱除去

系系統水の最高使用温度

（186℃）を監視可能 

                             
（※143）隔液ダイアフラムにかかるフィルタ装置入口圧力及びフィルタ装置出口圧力を計測 

（※144）傾向監視により原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置の健全性を確認する。 

（※145）原子炉停止後に炉心損傷し、原子炉格納容器ベント開始を原子炉停止後 1時間と想定した線量率 

（※146）フィルタ装置出口水素濃度は、原子炉格納容器内の気体が通過することから格納容器内水素濃度とほ

ぼ同じ濃度となる。 

（※147）炉心損傷前にベントすることを想定した保守的な線量率（炉心損傷の判断値（停止直後で約 10Sv/h）

を包絡） 

（※148）原子炉圧力容器温度と残留熱除去系熱交換器入口温度の関係（実績値）を基に推定 
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確 保

（残留

熱除去

系） 

系統水

の温度 

残留熱除去系熱交換器出口

温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・残留熱除去系熱交換器入

口温度（0～300℃）（※149） 

重大事故等時の残留熱除去

系系統水の最高使用温度

（186℃）を監視可能 

残留熱

除去系

系統水

の流量 

残留熱除去系ポンプ出口流

量 

（0～1,500m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・残留熱除去系ポンプ出口

圧力（0～4MPa） 

重大事故等時の残留熱除去

系ポンプの最大注水量

（1,136m3/h）を監視可能 

格納容

器バイ

パスの

監 視 

原子炉

圧力容

器内の

水位及

び圧力 

原子炉水位（広帯域） 

（－3,800～1,500mm（※122）） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※123） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉水位（SA 広帯域）

（－3,800～1,500mm（※
122））（※124）、原子炉水位

（SA 燃料域）（－3,800～

1,300mm（※127））（※124） 

重大事故等時において、原

子炉水位（広帯域）及び原

子炉水位（燃料域）にて、原

子炉水位制御範囲から燃料

有効長底部まで監視可能 
原子炉水位（燃料域） 

（－3,800～1,300mm（※127）） 

原子炉圧力（SA） 

（0～11MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※121） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉圧力（0～10MPa） 

・原子炉圧力容器温度（0～

500℃）（※120） 

重大事故等時において、原

子炉圧力容器最高使用圧力

（ 8.62MPa ） の 1.2 倍

（10.34MPa）を監視可能 

ドライ

ウェル

の温度

及び圧

力 

ドライウェル温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・多重性を有する重要計器

の他の検出器 

・ドライウェル圧力（0～

1MPa[abs]）（※132） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器の限界温度

（200℃）を監視可能。さら

に可搬型計測器にて 350℃

まで計測可能 

ドライウェル圧力 

（0～1MPa[abs]） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※134） 

・圧力抑制室圧力（0～

1MPa[abs]）（※135） 

・ドライウェル温度（0～

300℃）（※132） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器限界圧力

（0.854MPa）をドライウェ

ル圧力又は圧力抑制室圧力

にて監視可能 

原子炉

格納容

器外の

系統圧

力 

高圧炉心スプレイ系ポンプ

出口圧力 

（0～12MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※150） 

・原子炉圧力（SA）（0～

11MPa）（※151） 

重大事故等時の高圧炉心ス

プレイ系ポンプの最高使用

圧力（10.8MPa）を監視可能 

低圧炉心スプレイ系ポンプ

出口圧力 

（0～5MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※150） 

・原子炉圧力（SA）（0～

11MPa）（※151） 

重大事故等時の低圧炉心ス

プレイ系ポンプの最高使用

圧力（4.41MPa）を監視可能 

残留熱除去系ポンプ出口圧

力 

（0～4MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※150） 

・原子炉圧力（SA）（0～

11MPa）（※151） 

重大事故等時の残留熱除去

系ポンプの最高使用圧力

（3.73MPa）を監視可能 

                             
（※149）熱交換器ユニットの熱交換量（設計値）を用いて水温を推定 

（※150）隔液ダイアフラムにかかる出口圧力を計測 

（※151）定期試験時に漏えいがあった場合に推定 
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水源の

確保 

水源の

水位 

復水貯蔵タンク水位 

（0～3,200m3） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※152） 

・残留熱除去系洗浄ライン

流量（残留熱除去系ヘッド

スプレイライン洗浄流量）

（0～220m3/h）、残留熱除

去系洗浄ライン流量（残留

熱除去系B系格納容器冷却

ライン洗浄流量）（0～

220m3/h）（※138） 

・原子炉格納容器下部注水

流量（0～110m3/h）（※138） 

復水貯蔵タンクの底部から

オーバーフローレベル（0～

3,173m3）を監視可能 

圧力抑制室水位 

（0～5m）（※136） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※137） 

・多重性を有する重要計

器の他チャンネル 

・代替循環冷却ポンプ出口

流量（0～200m3/h）又は残

留熱除去系ポンプ出口流

量（0～1,500m3/h）（※138） 

圧力抑制室水位の変動範囲

（0.05～2.27m）を監視可能 

原子炉建屋内の

水素濃度 

原子炉建屋内水素濃度 

（0～10vol%） 

触 媒 式

水 素 検

出 器 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・静的触媒式水素再結合装

置 動作 監視 装置（ 0～

500℃）（※153） 

重大事故等時において、原

子炉建屋内の水素燃焼の可

燃限界（水素濃度：4vol%）

を監視可能 

気 体 熱

伝 導 式

水 素 検

出 器 

使用済

燃料プ

ールの

監 視 

使用済

燃料プ

ールの

水位及

び温度 

使用済燃料プール水位／温

度（ガイドパルス式） 

（－4,300～7,300mm、0～

120℃） 

ガ イ ド

パ ル ス

式 水 位

検 出 器

（※154） 

・使用済燃料プール水位／

温度（ヒートサーモ式）（0

～7,010mm、0～150℃） 

・使用済燃料プール上部空

間放射線モニタ（高線量、

低線量）（高線量 10 1～

108mSv/h、低線量 10-2～

1 0 5 m S v / h ）（ ※ 155 ） 

重大事故等時に変動する可

能性のある使用済燃料プー

ル上部から底部近傍までの

範囲にわたり水位を監視可

能。 

重大事故等により変動する

可能性のある使用済燃料プ

ールの温度を監視可能 

測 温 抵

抗 体 

使用済

燃料プ

ールの

放射線

量 率 

使用済燃料プール上部空間

放射線モニタ（高線量、低線

量） 

（高線量 101～108mSv/h、低線

量 10-2～105mSv/h） 

電 離 箱 ・使用済燃料プール水位／

温度（ガイドパルス式）（－

4,300 ～ 7,300mm 、 0 ～

120℃）（※155） 

重大事故等により変動する

可能性がある放射線量率の

範囲（5.4×10-2～107mSv/h）

にわたり監視可能 

                             
（※152）隔液ダイアフラムにかかるタンクの水頭圧と大気圧の差を計測 

（※153）静的触媒式水素再結合装置動作監視装置の熱電対で測定される入口と出口の温度差で推定 

（※154）パルス信号を発信し水面までの往復時間を測定することで、水面までの距離を計測 

（※155）遮蔽計算により算出した水位と線量率の関係により推定 
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使用済

燃料プ

ールの

状 態 

使用済燃料プール監視カメ

ラ 

可 視 光

カ メ ラ 

・使用済燃料プール水位／

温度（ガイドパルス式）（－

4,300 ～ 7,300mm 、 0 ～

120℃） 

・使用済燃料プール上部空

間放射線モニタ（高線量、

低線量）（高線量 101～

108mSv/h、低線量 10-2～

105mSv/h） 

－ 

・特に記載がなければ、本表での圧力はゲージ圧を示す。 

・重要計器に故障の疑いがある場合の複数ある推定手段については、優先順位に従って箇条書きに記載する。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能

力（最高計測可能温度等）を明確にする。 

b. 設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定す

るための計測範囲を有する設計とする。 

c. 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率等

想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータを計測又は監

視及び記録する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)全ての監視パラメータから事

象判別も含めた重大事故等の対処に必要なパラメータを抽出し、炉心損傷

防止及び原子炉格納容器破損防止対策に係る判断に関する重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータを選定し、それらを計測する計器を重

大事故等対処設備として位置付けるとともに設計基準を超える状態にお

ける発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度、圧力、水位、

注水量等）を明確にしていること、b)重大事故等対処設備は、設計基準を

超える状態において、重要代替計器又は可搬型計測器により発電用原子炉

施設の状態を推定するための計測範囲を有していること、c)安全パラメー

タ表示システム（SPDS）等により重大事故等への対応に必要となるパラメ

ータが一定期間保存される容量を有すること、計測又は監視及び記録する

機能を有していることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 
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また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５８条等要求事項ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針である

ことを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器

の故障が疑われる場合には、重要計器（他チャンネル）による計測の

手順に着手する。 

b. 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器

の故障が疑われた場合、又は重大事故等時に監視している必要なパラ

メータの値が計器の計測範囲を外れ確認できない場合には、重要代替

計器によるパラメータの推定の手順に着手する。 

c. 重大事故等時に、監視している必要なパラメータの値が計器の計測

範囲を外れ確認できない場合、又は重大事故等時に直流電源が喪失し

た場合において、中央制御室でのパラメータ監視が確認できない場合

には、可搬型計測器によるパラメータの計測の手順に着手する。この

手順では、1 測定点当たり可搬型計測器の接続、計測等を計 2 名によ

り、55 分以内に実施する。 

d. 重大事故等が発生した場合には、安全パラメータ表示システム

（SPDS）によるパラメータの記録の手順に着手する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)推定する手順の優先順位を a.、

b.の順に設定して明確化していること、b)パラメータの推定に当たり、複

数の代替パラメータの中から計測される値の確からしさを考慮し、使用す

る代替パラメータの優先順位を定めて有効な情報を把握するとしている

こと、c)可搬型計測器によるパラメータの監視手順については、計測範囲、

測定場所を明確にするとともに換算表等を定め必要な教育を行うことと

していること、d)安全パラメータ表示システム（SPDS）等により重大事故

等への対応に必要となるパラメータが記録容量を超える前に定期的に記

録媒体に保存すること、e)照明により夜間等でのアクセス性を確保してい

ること、f)必要な通信連絡設備を確保していること、g)作業環境（作業空

間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す
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る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上により、規制委員会は、①a.の対策が第５８条等要求事項イ）及び同ロ）

に、①b.の対策が同ハ）に、①c.の対策が同ロ）に対応するものであること、①

d.の対策が第５８条等要求事項のうち、計測機器の故障により、重大事故等に対

処するために必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当

該パラメータを推定するために有効な情報を得るための対策に対応するもので

あること、①に掲げる重大事故等対処設備が同ニ）に適合する設計方針であるこ

と、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に

整備する方針であることから、第５８条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、重大事故等時に監視することが必要なパラメータを

計測する機能を構成するフロントライン系及びサポート系の機能を回復するた

めの自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、重要計器（他チャンネル）、重要代替計器の故障を想定し、重大事

故等時に監視することが必要なパラメータを計測するフロントライン系の機

能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１５－２参照）を用いた主な手順等は

以下のとおりとしている。 

① 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器の故

障が疑われた場合、又は重大事故等時に監視している必要なパラメータの

値が計器の計測範囲を外れ確認できない場合には、重大事故等対処設備と

しての要求事項を満たさない当該パラメータの他チャンネルの常用計器

（以下「常用計器（他チャンネル）」という。）、重要代替監視パラメータを

計測する当該パラメータの他の常用代替計器（以下「常用代替計器」とい

う。）によるパラメータの推定に着手する。 

 

（２）サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等 
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申請者は、直流電源の喪失を想定し、重大事故等時に監視することが必要な

パラメータを計測するサポート系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．

１５－２参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 直流電源喪失により、温度、圧力、水位及び注水量等のパラメータが監

視できない場合には、125V 代替充電器用電源車接続設備による電源機能回

復に着手する。この手順では、125V 代替充電器用電源車接続設備による

125V 代替充電器への給電操作を計 6名により、140 分以内に実施する。 

② 非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失

して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブル（常設）

を用いた 3 号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線 2G 系へ

の給電の手順に着手する。この手順では、電路の構成、電源からの給電操

作、給電の確認等を計 2名により、35 分以内に実施する。 

③ 非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失

して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）を用いた 3 号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線 2G

系への給電の手順に着手する。この手順では、電路の構成、電源からの給

電操作、給電の確認等を計 7名により、225 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１５－２ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

主要パラメー

タの常用計器

（他チャンネ

ル）及び常用代

替計器 

重大事故等対処設備に要求される耐震性又は耐環境性がない

計器か、若しくは電源が非常用電源から供給されていないも

のの、使用可能な場合は事故対応時に有効な手段となり得る。 

例）ドライウェル圧力（0～600kPa[abs]）は、主要パラメータ

のドライウェル圧力の常用代替計器であり、原子炉格納容器

内の圧力を計測可能である。 

125V 代替充電

器用電源車接

続設備 

給電開始までに時間を要するものの、給電可能であれば重大

事故等の対処に必要となるパラメータの監視が可能となるこ

とから代替手段として有効である。 

号炉間電力融

通設備 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、給電可能であれば重大事故等の対処に必要となる

パラメータの監視が可能となることから代替手段として有効

である。 
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Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第２６条、

第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６関係） 

本節では、原子炉制御室について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について、以下の事項を確認した。 

設計基準対象施設としては、第２６条第１項第２号に基づき追加要求となった、

原子炉制御室に発電用原子炉施設外の状況を把握できる設備を有するか。 

重大事故等対処施設としては、炉心の著しい損傷が発生した場合（重大事故等対

処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有する原子炉格納容

器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除く。）においても運転員が原

子炉制御室にとどまるための申請者が計画する設備及び手順等について以下の事

項を確認した。 

・第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６項（以下「第５９条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第２６条第１項第２号は、発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有

することを要求している。また、第２６条の設置許可基準規則解釈第２項は、

原子炉制御室から、発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等

を把握できることを要求している。 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

（２）第５９条等は、発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合（重

大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有す

る原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除く。）に

おいても運転員が原子炉制御室にとどまるために必要な設備及び手順等を要

求している。第５９条等における「運転員がとどまるために必要な設備及び手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備及び手順等としている。 

イ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性については次

の要件を満たすものであること。 

イ）－１ 第３７条において想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制

御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に
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成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容

器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）

を想定すること。 

イ）－２ 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただし、その場合は、

実施のための体制を整備すること。 

イ）－３ 交代要員体制を考慮してもよい。ただし、その場合は、実施のた

めの体制を整備すること。 

イ）－４ 判断基準は、運転員等の被ばくによる実効線量が 7日間で 100mSv

を超えないこと。 

イ）－５ 原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉格納容器から漏え

いした空気中の放射性物質の濃度を低減する必要がある場合は、非

常用ガス処理系等を設置すること。 

イ）－６ 原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉建屋に設置された

ブローアウトパネルを閉止する必要がある場合は、容易かつ確実に

閉止操作ができること。また、ブローアウトパネルは、現場におい

て人力による操作が可能なものとすること。 

ロ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、

原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング、作業服

の着替え等を行うための区画を設けること。 

ハ）原子炉制御室用の空調、照明等に用いる電源として、代替交流電源設備

からの給電を可能とする手順等 

 

申請者は、第５９条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 中央制御室及び中央制御室待避所の遮蔽、中央制御室送風機等による室

内の適切な空調のための設備及び手順等 

② 非常用ガス処理系による運転員等の被ばくを低減するための設備及び

手順等 

③ 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置による開口部を閉止するため

の設備及び手順等 

④ 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による中央制御室内の濃度を確認す

るための設備及び手順等 

⑤ 運転員等の全面マスク着用及び運転員等の交代により、運転員等の被ば

くによる実効線量が 7日間で 100mSv を超えないための体制の整備 

⑥ チェンジングエリア用資機材により、中央制御室の外側からの汚染の持

込みを防止するための設備及び手順等 
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⑦ ガスタービン発電機からの給電により、中央制御室送風機、中央制御室

排風機、中央制御室再循環送風機、非常用ガス処理系排風機及び可搬型照

明（SA）を維持するための設備及び手順等（※156） 

 

これらにより、規制委員会は、重大事故が発生した場合においても、運転員

等が原子炉制御室にとどまるために申請者が計画する設備及び手順等が、第５

９条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針である

ことから、第５９条等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、自主的に上記に記載されたもの以外の設備

及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第２６条としての要求 

申請者は、第２６条の規定に適合するため、同条第１項第２号の追加要求規

定について、以下の設備を整備するとしている。 

① 原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等や発電所構内の状

況を昼夜にわたり把握するため、暗視機能等を持った監視カメラや気象観

測設備等を設置する設計とする。 

② 公的機関からの地震、津波、竜巻情報等について、中央制御室において

把握できる装置を設置する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、監視カメラ、気象観測設備等を設置するこ

とにより、原子炉制御室から原子炉施設外の状況を昼夜にわたり把握すること

及び電話、FAX 等を設置することにより、地震、津波、竜巻情報等を把握する

ことができる方針としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適

合するものと判断した。 

 

（２）第５９条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

                             
（※156）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手

順等」において整理 
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申請者は、第５９条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 中央制御室遮蔽、中央制御室待避所遮蔽、中央制御室送風機、中央

制御室排風機、中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）等により、

重大事故時に環境に放出された放射性物質による放射線被ばくから運

転員等を防護し居住性を確保。そのために、中央制御室待避所遮蔽、

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）等を重大事故等対処設備と

して新たに整備するとともに、中央制御室遮蔽、中央制御室送風機、

中央制御室排風機等を重大事故等対処設備として位置付ける。また、

運転員等の全面マスクの着用のための手順等及び運転員等の交代のた

めの体制を整備し、事故シーケンスを想定した上で運転員等の被ばく

による実効線量が 7日間で 100mSv を超えないようにする。 

b. 非常用ガス処理系により、重大事故時に二次格納施設内に放出され

た放射性物質による運転員等の放射線被ばくを低減。そのために、非

常用ガス処理系を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 原子炉建屋原子炉棟の気密バウンダリの一部を担う原子炉建屋ブ

ローアウトパネル開放時の原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置に

よる開口部の閉止。そのために、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止

装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計により中央制御室内の濃度を確

認。そのために、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を重大事故等対処

設備として新たに整備する。 

e. 可搬型照明（SA）により中央制御室の照明を確保。そのために、可

搬型照明（SA）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

f. チェンジングエリアを設けることにより、中央制御室への汚染の持

込みを防止する。 

 

規制委員会は、上記 a.、b.及び c.の対策が第５９条等要求事項イ）に、

上記 f.の対応が同ロ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 中央制御室送風機、中央制御室排風機及び中央制御室再循環送風機

は 2系統を有する。また、中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）
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は中央制御室待避所内に運転員がとどまることができるよう十分な供

給量を確保する。 

b. 非常用ガス処理系は、原子炉格納容器から二次格納施設内に漏えい

した放射性物質を含む気体を排気筒から排気することで、中央制御室

の運転員等の被ばくを低減できる換気率を確保できる設計とする。 

c. 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、原子炉建屋ブローアウ

トパネル開放時に、容易かつ確実に開口部の閉止が可能な設計とする。

また、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、現場において人力

により操作できる設計とする。 

d. 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、必要な数（バックアップを含

む。）を確保するとともに、それらの保管場所を分散する。 

e. 可搬型照明（SA）は、非常用照明に対して電源の多様性を備え、必

要な数（バックアップを含む。）を確保するとともに、それらの保管場

所を分散する。 

f. 中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室再循環送風機、

非常用ガス処理系排風機及び可搬型照明（SA）は、ガスタービン発電

機から受電できる設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)中央制御室遮蔽及び中央制御

室待避所遮蔽による遮蔽、外気を遮断し中央制御室送風機、中央制御室再

循環送風機、中央制御室再循環フィルタ装置及び中央制御室待避所加圧設

備（空気ボンベ）による適切な空調により居住性を確保できること、また、

運転員の被ばくによる実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないように、全

面マスク等の着用、運転員等の交代を考慮、非常用ガス処理系の運転、原

子炉建屋ブローアウトパネル開放時の原子炉建屋ブローアウトパネル閉

止装置による開口部の閉止により運転員の被ばく低減を図るとともに、原

子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は人力操作が可能な設計とするこ

と、b)酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計により、外気の遮断以降、室内の

濃度の確認ができること、c)可搬型照明（SA）は、非常用照明に対して電

源の多様性を有していること、d)中央制御室の代替電源設備は、ガスター

ビン発電機とし、外部電源及び非常用ディーゼル発電機に対して多様性、

独立性を有していること及び異なる区画に設置することにより位置的分

散を図ることを確認した。 

なお、中央制御室内での運転員等の被ばくによる実効線量については、

運転員等の被ばくの観点から最も結果が厳しくなる事故収束に成功した

シーケンスとして、「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動
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力電源喪失」を想定し、代替循環冷却系又は原子炉格納容器フィルタベン

ト系を使用した場合に、遮蔽、空調、全面マスク等の着用及び運転員等の

交代を考慮した上で、7日間で約51mSvと評価されていることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.、b.、c.、d.及び e.

に掲げる重大事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に

関する共通的な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であ

ることを確認した。また、規制委員会は、申請者が①a.に掲げる対策が第

５９条等要求事項イ）－４に、①b.の対策が同イ）－５に、①c.の対策が

同イ）－６に適合する設計方針であることを確認した。 

なお、申請者は、中央制御室内での運転員等の被ばくによる実効線量の

評価に当たって、原子炉施設の安全解析に用いる気象条件として、これま

での 1991 年 11 月から 1992 年 10 月までの気象資料に代えて、2012 年 1月

から 2012年 12月までの１年間にわたり敷地において観測された気象資料

を使用するとしている。このため、規制委員会は、気象資料の代表性につ

いて審査を行った。 

規制委員会は、気象資料の代表性について、申請者が被ばく評価ガイド

を踏まえ、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（昭和 57 年 1

月 28 日原子力安全委員会決定）に基づいて検討を行っており、本申請に

よる気象資料（2012 年 1月から 2012 年 12 月までの気象資料）が長期間の

気象状態を適切に代表していることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた手順等は以下のとおりとしている。 

a. 中央制御室換気空調系は、原子炉建屋原子炉棟排気放射能高、燃料

取替エリア放射能高のいずれかによる隔離信号により、自動的に事故

時運転モードとなるため、事故時運転モード状態を確認するための手

順に着手する。この手順では、事故時運転モードの状態確認を 1名に

より、5分以内に実施する。 

b. 全交流動力電源喪失により、中央制御室換気空調系の事故時運転モ

ードが停止した場合には、常設代替交流電源設備による中央制御室換

気空調系の起動手順に着手する。この手順では、ガスタービン発電機

からの受電後、中央制御室換気空調系の再起動操作等を１名により、

15 分以内に実施する。 

c． 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器フィルタベント

系を作動させる必要がある場合には、中央制御室待避所を加圧する手

順に着手する。この手順では、中央制御室待避所加圧設備の高圧空気
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ボンベユニット接続端止め弁の開操作等を計 2名により、15分以内に

実施する。また、原子炉格納容器フィルタベント系を中央制御室で操

作する約 20 分前には、中央制御室待避所の加圧のため、加圧空気供給

ライン流量調整弁前弁、後弁の開操作等を 1名により、10 分以内に実

施する。 

d. 原子炉水位低（L-3）、ドライウェル圧力高、原子炉建屋原子炉棟排

気放射能高、燃料取替エリア放射能高及び原子炉建屋原子炉棟換気空

調系全停のいずれかの信号が発生した場合には、非常用ガス処理系を

起動する手順に着手する。この手順では、非常用ガス処理系の起動等

を 1 名により、5 分以内に実施する。また、非常用ガス処理系の起動

時に原子炉建屋ブローアウトパネルの開閉状態を確認し、開放状態に

なっている場合には、中央制御室からの操作により閉止する手順に着

手する。この手順では、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置によ

る開口部の閉止操作を 1名により、5分以内に実施する。 

e. 全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源設備からの受電により

非常用ガス処理系が自動起動しない場合には、非常用ガス処理系を手

動により起動する手順に着手する。この手順では、非常用ガス処理系

の手動による起動等を 1名により、5分以内に実施する。 

f. 交流動力電源が確保されている場合であって、原子炉建屋ブローア

ウトパネルが開放状態の場合には、中央制御室からの原子炉建屋ブロ

ーアウトパネルの開口部を閉止する手順に着手する。この手順では、

原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置による開口部の閉止操作を 1

名により、5分以内に実施する。 

g. 全交流動力電源喪失時に原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状

態の場合であって、炉心が健全であることを確認した場合には、人力

による原子炉建屋ブローアウトパネルの開口部を閉止する手順に着手

する。この手順では、人力による原子炉建屋ブローアウトパネル閉止

装置を使用した開口部の閉止操作を計 2 名により、200 分以内に実施

する。 

h. 炉心損傷を判断した後に現場作業を行う場合には、運転員の内部被

ばくを低減するために全面マスクを着用する手順に着手する。この手

順では、現場作業を行う運転員が全面マスクを着用する。なお、重大

事故時においても、中長期での運転操作等の対応に支障が出ることが

ないよう、運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化のため、長

期的な保安の観点から運転員の交代要員体制を整備する。 
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i. 中央制御室換気空調系設備が事故時運転モードとなった場合には、

中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う手

順に着手する。この手順では、中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素

濃度の測定及び管理を 1名により、実施する。運転員が中央制御室待

避所へ待避した場合には、中央制御室待避所内の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度の測定及び管理を行う手順に着手する。この手順では、酸素

濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を 1名により、実施する。 

j. 中央制御室の照明が使用できない場合には、可搬型照明（SA）によ

り照明を確保する手順に着手する。この手順では、可搬型照明（SA）

等の設置・点灯操作を 1名により、10 分以内に実施する。 

k. 炉心損傷を判断し、原子炉格納容器第二隔離弁（FCVS ベントライン

隔離弁）の開操作が完了した場合には、中央制御室待避所に可搬型照

明（SA）により照明を確保する手順に着手する。この手順では、可搬

型照明（SA）の設置を 1名により、5分以内に実施する。 

l. 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条特

定事象が発生した場合には、中央制御室への汚染の持込みを防止する

ため、身体サーベイ、防護具の着替え等を行うためのチェンジングエ

リアを設置する手順に着手する。この手順では、チェンジングエリア

の設置を計 2名により、90 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)中央制御室の居住性を確保するための手順等について、中央制御室及び

中央制御室待避所の適切な空調を行うための手順等を整備し、必要な人員

を確保するとともに必要な訓練を実施するとしていること、c)運転員等の

被ばくによる実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないための手順等を整備

するとしていること、d)可搬型照明（SA）の確保のための手順等を整備す

るとしていること、e)中央制御室に汚染を持ち込まないようにするための

手順等を整備していることを確認した。 

以上の確認などから、申請者が、①a.、b.、c.、d.、e.及び f.に掲げる

設備を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手

順等に関する共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であ

ることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.、b.及び c.の対策が第５９条等要求事項イ）

に、①f.の対策が同ロ）に対応するものであること、①a.の対策が同イ）－４に、

①b.の対策が同イ）－５に、①c.の対策が同イ）－６に適合する設計方針である
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こと、①a.、b.、c.、d.、e.及び f.に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等

が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５９条等に適合

するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、重大事故が発生した場合においても運転員等が中央

制御室にとどまるための自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）原子炉制御室の居住性を確保するための設備及び手順等 

申請者は、中央制御室内の照明確保のための設備（表Ⅳ―４．１６－１参照）

を用いた主な手順等として、設備が健全である場合には、非常用照明を使用す

るとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

 表Ⅳ―４．１６－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

非常用照明 重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、設備が健全である場合には、中央制御室

の照明の代替設備となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１７ 監視測定設備及び監視測定等に関する手順等（第３１条、第

６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７関係） 

本節では、監視測定設備について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第３１条の設置許可基準規則解釈第５項に基づき追

加要求となった事項として、モニタリングポストを非常用所内電源に接続しない場

合には無停電電源等により電源復旧まで電力を供給できる設計であること、また、

モニタリングポストの伝送系は多様性を有する設計とすることを確認した。 

重大事故等対処施設としては、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物

質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するため、ま

699



 

472 

 

た、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために申請者

が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７項（以下「第６０条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第３１条の設置許可基準規則解釈第５項は、モニタリングポストについて、

非常用所内電源に接続しない場合には無停電電源等により電源復旧までの期

間を担保できる設計であること、また、モニタリングポストの伝送系は多様性

を有する設計とすることを要求している。 

 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

 

（２）第６０条等は、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の

周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃

度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録すること、また、

風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる

設備及び手順等の整備を要求している。第６０条等における「発電用原子炉施

設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並び

にその結果を記録することができる設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備

及び手順等又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出され

ると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並

びにその結果を記録できる設備及び手順等 

ロ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失しても代替

し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代替モニタリング設備の

配備 

ハ）重大事故等が発生した場合に、発電所において風向、風速その他の気象

条件を測定し、及びその結果を記録できる設備及び手順等 

ニ）代替交流電源設備から常設モニタリング設備への給電を可能とする設備

及び手順等 

ホ）敷地外でのモニタリングについて、他の機関との適切な連携体制を構築

する手順等 
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へ）事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、バック

グラウンド低減対策手段の検討 

 

申請者は、第６０条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① モニタリングポストが機能喪失した場合に、可搬型モニタリングポスト

による放射線量の代替測定及びその結果の記録を行うための設備及び手

順等 

② 放射能観測車搭載機器が機能喪失した場合に、可搬型放射線計測装置

（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ及びβ線サーベイ

メータをいう。）による放射性物質の濃度の代替測定及びその結果の記録

を行うための設備及び手順等 

③ 発電所及びその周辺（周辺海域含む。）において、可搬型放射線計測装置

等により、発電所から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定と

その結果の記録を行うための設備及び手順等 

④ 気象観測設備が機能喪失した場合に、代替気象観測設備による風向、風

速その他の気象条件の測定及びその結果の記録を行うための設備及び手

順等 

⑤ 代替交流電源設備である常設代替交流電源設備からの給電により、モニ

タリングポストでの放射線量の監視及び測定を継続するための設備及び

手順等（※157） 

⑥ 敷地外でのモニタリングについて、国及び地方公共団体が連携して策定

するモニタリング計画に従って実施する体制の構築のための手順等 

⑦ バックグラウンド低減対策により、事故後の周辺汚染による測定不能状

態を回避するための手順等 

 

これらにより、規制委員会は、重大事故が発生した場合においても、発電所

及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放

出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結

果を記録すること、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記

録するために申請者が計画する設備及び手順等について、第６０条等における

各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第６

０条等に適合するものと判断した。 

                             
（※157）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手

順等」において整理 
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規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記に記載さ

れたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を

確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３１条としての要求 

申請者は、第３１条の規定に適合するため、第３１条の設置許可基準規則解

釈第５項の追加要求規定について、以下の設備を整備するとしている。 

① モニタリングポストは、非常用交流電源設備に接続するとともに、モニ

タリングポスト専用の無停電電源装置を有し、電源切替時の短時間の停電

時に電力の供給を可能とする設計とする。 

② 中央制御室及び緊急時対策所までのデータの伝送系は、有線及び無線に

より多様性を有する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者による監視測定設備の設計において、モニタリングポス

トは、非常用交流電源設備に接続するとともに、電源切替時の停電時に専用の無

停電電源装置からの電力の供給により、電源復旧までの期間を担保することがで

きる方針としていること、また、これらの伝送系は有線及び無線によって多様性

を有するものとする方針としていることを確認したことから、設置許可基準規則

に適合しているものと判断した。 

 

（２）第６０条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第６０条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. モニタリングポストが機能喪失した場合には、可搬型モニタリング

ポストにより、放射線量を代替測定し、その結果を記録する。そのた

めに、可搬型モニタリングポストを重大事故等対処設備として新たに

整備する。 

b. 放射能観測車搭載機器が機能喪失した場合には、可搬型放射線計測

装置（ダスト・よう素サンプラの代替として可搬型ダスト・よう素サ

ンプラ、放射性よう素測定装置の代替としてγ線サーベイメータ、放
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射性ダスト測定装置の代替としてβ線サーベイメータ）により、放射

性物質の濃度を代替測定し、その結果を記録する。そのために、当該

可搬型放射線計測装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 重大事故等が発生した場合、可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・

よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ、α線サ

ーベイメータ及び電離箱サーベイメータ）により、発電所及びその周

辺（周辺海域測定時は小型船舶に積載）において、発電用原子炉施設

から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を測定し、その結果を

記録する。そのために、当該可搬型放射線計測装置及び小型船舶を重

大事故対処設備として新たに整備する。 

d. 気象観測設備が機能喪失した場合、代替気象観測設備により風向、

風速その他の気象条件を代替測定し、その結果を記録する。そのため

に、代替気象観測設備を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e. 敷地外でのモニタリングについては、国及び地方公共団体と連携し

て策定するモニタリング計画に従って実施する体制を構築する。 

f. 重大事故等による周辺汚染に対して、検出器の養生、周辺土壌の撤

去等により、モニタリングポスト及び可搬型モニタリングポストのバ

ックグラウンドの低減対策を実施する。 

 

規制委員会は、a.、b.及び c.の対策が第６０条等要求事項イ）及び同ロ）

に、d.の対策が同ハ）に、e.の対策が同ホ）に、f.の対応が同ヘ）に対応

するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 可搬型モニタリングポストは、モニタリングポストに対して、保管

場所の位置的分散を図るとともに、必要な台数を確保する。 

b. 可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サー

ベイメータ及びβ線サーベイメータ）は、放射能観測車搭載機器に対

して、保管場所の位置的分散を図るとともに、必要な台数を確保する。 

c. 可搬型放射線計測装置（α線サーベイメータ及び電離箱サーベイメ

ータ）は、必要な台数を確保する。 

d. 代替気象観測設備については、気象観測設備に対して、保管場所の

位置的分散を図るとともに、代替測定に必要な台数を確保する。 
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e. 小型船舶は、周辺海域での放射線量等の測定に必要な台数を確保す

る。 

f. モニタリングポストは、代替交流電源設備である常設代替交流電源

設備から受電できる設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)可搬型モニタリングポスト及

び可搬型放射線計測装置は、モニタリングポスト及び放射能観測車搭載機

器の機能喪失に対して、放射性物質の濃度及び放射線量の代替測定に必要

な台数（バックアップを含む。）を確保するとともに、モニタリングポスト

及び放射能観測車搭載機器に対して、異なる場所でかつ耐震性を有する建

屋内に保管することで位置的分散を図ること、b)可搬型放射線計測装置

（電離箱サーベイメータ及びα線サーベイメータ）は、必要な台数（バッ

クアップを含む。）を確保すること、c)代替気象観測設備は、風向、風速そ

の他の気象条件の代替測定に必要な台数（バックアップを含む。）を確保す

るとともに、気象観測設備に対して、屋外の異なる場所に保管することで

位置的分散を図ること、d)小型船舶は、周辺海域での放射性物質の濃度及

び放射線量の測定を行うために必要な測定装置及び要員を積載できると

ともに、必要な台数（バックアップを含む。）を確保すること、e)モニタリ

ングポストは、代替電源設備である常設代替交流電源設備からの給電に対

応した設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から d.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 重大事故等が発生した後、緊急時対策所でモニタリングポストの指

示値及び警報表示を確認し、モニタリングポストの放射線量の測定機

能が喪失したと判断した場合には、可搬型モニタリングポストによる

放射線量の代替測定の手順に着手する。この手順では、可搬型モニタ

リングポストを 6台配置する場合には、運搬・設置等を計 4名により、

270 分以内に実施する。なお、測定データは、緊急時対策所に自動伝

送され、記録される。 
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b. 重大事故等が発生した後、放射能観測車に搭載しているダスト・よ

う素サンプラ等が測定機能を喪失したと判断した場合には、可搬型放

射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ

及びβ線サーベイメータ）による空気中の放射性物質の濃度の代替測

定の手順に着手する。この手順では、車両等による移動、測定、記録

等を計2名により、最も時間を要する場合においても1箇所当たり100

分以内に実施する。 

c. 重大事故等が発生した後、スタック放射線モニタ等の指示値を確認

し、発電用原子炉施設から放射性物質が放出されるおそれがあると判

断した場合には、空気中の放射性物質の濃度を測定する手順に着手す

る。この手順では、測定、記録等を計 2名により、最も時間を要する

場合においても 1箇所当たり 100 分以内に実施する。 

d. 重大事故等が発生した後、放射性廃棄物放出水モニタ等の指示値を

確認し、発電用原子炉施設から周辺海域へ放射性物質が含まれる水が

放出されたおそれがあると判断した場合には、水中の放射性物質の濃

度を測定する手順に着手する。この手順では、測定、記録等を計 2名

により、最も時間を要する場合においても 1 箇所当たり 70 分以内に

実施する。 

e. 重大事故等が発生した後、空気中の放射性物質の濃度を測定する手

順により放射性物質の放出が確認された場合又はスタック放射線モニ

タの指示値を確認し、発電用原子炉施設から放射性物質が放出された

と判断した場合には、土壌中の放射性物質の濃度を測定する手順に着

手する。この手順では、測定、記録等を計 2名により、最も時間を要

する場合においても 1箇所当たり 70 分以内に実施する。 

f. 重大事故等が発生した後、水中の放射性物質の濃度を測定する手順

により放射性物質の放出が確認された場合又はスタック放射線モニタ

等の指示値を確認し、発電用原子炉施設から放射性物質が放出された

と判断した場合には、小型船舶を用いた海上モニタリングの手順に着

手する。この手順では、船舶の出航までの作業を計 3名により、90分

以内に実施する。また、測定場所への移動、試料採取、測定及び記録

を計 3名により、1箇所当たり 110 分以内に実施する。 

g. 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条特

定事象が発生したと判断した場合には、可搬型モニタリングポストに

よる放射線量（海側）の測定の手順に着手する。この手順では、可搬

型モニタリングポストを 2 台配置する場合には、運搬、設置等を計 2

名により、90 分以内に実施する。また、測定データは、緊急時対策所
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に自動伝送され、記録される。また、緊急時対策所の加圧判断のため

に可搬型モニタリングポスト 1台の設置を計 2名により、40分以内に

実施する。 

h. 緊急時対策所で気象観測設備の指示値及び警報表示を確認し、気象

観測設備による風向、風速、日射量、放射収支量及び降水量のいずれ

かの測定機能が喪失したと判断した場合には、代替気象観測設備によ

る風向、風速その他の気象観測条件の代替測定の手順に着手する。こ

の手順では、装置の配置等を計 2 名により、210 分以内に実施する。

なお、測定データは、緊急時対策所に自動伝送され、記録される。 

i. 敷地外でのモニタリングについては、国が立ち上げる緊急時モニタ

リングセンターにおいて、国及び地方公共団体が連携して策定するモ

ニタリング計画に従って実施する。 

j. 事故後の周辺汚染により測定ができなくなるおそれがあると判断

した場合には、バックグラウンド低減対策の手順に着手する。なお、

モニタリングポストについては、検出器保護カバーの交換、局舎壁等

の除染、除草、周辺の土壌撤去等、可搬型モニタリングポストについ

ては、養生シートの交換、除草、周辺の土壌撤去等及び可搬型放射線

計測装置については、遮蔽材による包囲、バックグラウンドレベルの

低い場所への移動等により、バックグラウンド低減対策を実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)発電用原子炉施設から放出される放射線量の測定について、可搬型モニ

タリングポストの運搬、機器据付け、測定の手順等を整備し、必要な人員

を確保していること、c)空気中、水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定について、可搬型放射線計測装置の運搬、測定の手順等を整備し、必要

な人員を確保していること、d)海上での放射性物質の濃度及び放射線量の

測定について、小型船舶の準備、可搬型放射線計測装置の運搬、測定の手

順等を整備し、必要な人員を確保していること、e)風向、風速その他の気

象条件の測定について、代替気象観測設備の運搬、機器据付け、測定の手

順等を整備し、必要な人員を確保していること、f)敷地外でのモニタリン

グについて国及び地方公共団体との連携体制を構築する手順等を整備し

ていること、g)周辺汚染により測定ができなくなることを避けるためのバ

ックグラウンド低減対策の手順等を整備していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す
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る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.、b.、c.の対策が第６０条等要求事項イ）

及びロ）に、①d.の対策が同ハ）に、①e.の対策が同ホ）に、①f.の対策が同ヘ）

に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第

４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第６０条等に基づく要

求事項に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対応における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、放射線量等を監視測定するための自主対策設備及び

手順等を整備するとしている。 

 

（１）放射線量等の測定のための自主的な対策としての設備及び手順等 

申請者は、放射線量等の測定を行うための設備（表Ⅳ－４．１７－１参照）

を用いた主な手順等の方針を以下のとおりとしている。 

① モニタリングポストは、その機能が健全であれば継続して使用する。 

② 放射能観測車搭載機器は、それらの機能が健全であれば継続して使用す

る。 

③ Ge 半導体式試料放射能測定装置、可搬型 Ge 半導体式放射能測定装置及

びガスフロー測定装置は、その機能が健全であれば継続して使用する。 

④ 気象観測設備は、その機能が健全であれば継続して使用する。 

 

（２）放射線量等の測定の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、モニタリングポストへの常用電源の供給が途絶えた場合の給電の

ための設備（表Ⅳ－４．１７－１参照）を用いた主な設備及び手順等の方針を

以下のとおりとしている。 

① モニタリングポストの常用電源が喪失した場合には、専用の無停電電源

装置から給電を開始する。給電状況は中央制御室において確認する。 

② 常設代替交流電源設備からモニタリングポストへの給電が開始された

場合には、専用の無停電電源装置から常設代替交流電源設備に切り替える。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 
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 表Ⅳ－４．１７－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

モニタリングポス

ト 

通常時より使用する設備であり、重大事故等対処設備に

要求される耐震性としては十分ではないものの、事故対

応に対して有効な手段となり得る。 

放射能観測車搭載

機器 

通常時より使用する設備であり、重大事故等対処設備に

要求される耐震性としては十分ではないものの、事故対

応に対して有効な手段となり得る。 

Ge 半導体式試料放

射能測定装置、可搬

型 Ge 半導体式試料

放射能測定装置及

びガスフロー測定

装置 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、事故対応に対して有効な手段となり得る。 

気象観測設備 通常時より使用する設備であり、重大事故等対処設備に

要求される耐震性としては十分ではないものの、事故対

応に対して有効な手段となり得る。 

モニタリングポス

ト専用の無停電電

源装置 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、事故対応に対して有効な手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１８ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等（第３４条、

第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８関係） 

本節では、緊急時対策所について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について、以下の事項を確認した。 

・設計基準対象施設としては、第３４条に基づき、発電用原子炉施設に異常が発

生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所

に設ける設計であるか。 

・重大事故等対処施設としては、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場

合においても重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるために申

請者が計画する設備及び手順等が、第６１条及び重大事故等防止技術的能力基

準１．１８項（以下「第６１条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ
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るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第３４条は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発

生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場

所に設置することを要求している。 

 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に緊急時対策所を整

備する方針であることを確認した。 

 

（２）第６１条等は、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合においても

当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、①必要な指示

を行う対策要員がとどまることができる適切な措置を講じること、②必要な指

示ができるよう、必要な情報を把握できる設備を設けること、③内外の必要の

ある場所と発電所との通信連絡を行うために必要な設備を設けること、④必要

な数の対策要員を収容できること及びこれらの手順等を整備することを要求

している。第６１条等における緊急時対策所とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備及び手順等としている。 

イ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機

能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

ロ）緊急時対策所と原子炉制御室は想定される事象に対して共通要因により

同時に機能喪失しないこと。 

ハ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。また、当

該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多重性又は多様性を

有すること。 

ニ）緊急時対策所の居住性が確保され、対策要員がとどまることができるよ

うに、適切な遮蔽設計及び換気設計を行うこと。 

ホ）緊急時対策所の居住性については、第６１条等に定める要件（※158）に

適合するものとすること。 

へ）対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線管理が十分

できること。 

                             
（※158） 

・想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とすること。 

・プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用

なしとして評価すること。 

・交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよい。ただし、その場合は、実施のため

の体制を整備すること。 

・判断基準は、対策要員の被ばくによる実効線量が 7日間で 100mSv を超えないこと。 
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ト）資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 

チ）少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動するための飲料水及び食

料等を備蓄すること。 

リ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業

服の着替え等を行うための区画を設けること。 

また、「重大事故等に対処するために必要な数の対策要員」とは、「重大事故

等に対処するために必要な指示を行う対策要員」に加え、少なくとも原子炉格

納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策

に対処するために必要な数の対策要員を含むものとする。 

 

申請者は、第６１条等の要求事項に対応するため、以下の措置を行うための

設備及び手順等を整備する方針としている。 

① 緊急時対策所は、耐震構造とするとともに、基準津波の影響を受けない

位置に設置する。 

② 緊急時対策所は、中央制御室に対して共通要因故障を防止するために位

置的分散を確保する。 

③ 代替電源設備（ガスタービン発電機及び電源車（緊急時対策所用））から

の給電を可能とする設備及び手順等を整備するとともに、緊急時対策所の

電源設備は多様性を確保する（※159）。 

④ 緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所換気空調系（緊急時対策所非常用送風

機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置）、緊急時対策所加圧設備（緊急時

対策所加圧設備（空気ボンベ）及び差圧計）等により緊急時対策所の居住

性を確保するための設備及び手順等 

⑤ 緊急時対策所の居住性については、第６１条等に定める要件に適合する

ものとする。 

⑥ 重大事故等対策要員等の装備（線量計、マスク等）の配備。放射線管理

のための手順等 

⑦ 重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を整備するため

の手順等 

⑧ 少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動するために必要な飲料水

及び食料等を備蓄等するための手順等 

⑨ 身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うためのチェンジングエリア

を設置するための資機材及び手順等 

                             
（※159）代替電源（電源車（緊急時対策所用）を除く。）に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 

電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 
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⑩ 重大事故等に対処するために必要な情報把握及び通信連絡を行うため

の設備及び手順等 

⑪ 重大事故等に対処するために必要な数の重大事故等対策要員等を収容

するための設備及び手順等 

 

これらにより、規制委員会は、重大事故等が発生した場合においても重大事

故等に対処するための適切な措置が講じられるために申請者が計画する設備

及び手順等が、第６１条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整

備される方針であることから、第６１条等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記に記載さ

れたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を

確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３４条としての要求 

申請者は、第３４条の追加要求規定に適合するため、以下の設備を整備する

方針としている。 

原子炉施設に異常が発生した場合に、本発電所内の対応と状況の把握等適切

な措置をとるため、緊急時対策所を中央制御室以外の場所に設置する設計とす

る。 

 

規制委員会は、申請者による緊急時対策所の設計において、原子炉施設に異

常が発生した場合に適切な措置をとるため、原子炉制御室以外の場所に設置す

る方針としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するもの

と判断した。 

 

（２）第６１条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第６１条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替電源からの給電。そのために、ガスタービン発電機、ガスター

ビン発電設備軽油タンク、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ、ガ
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スタービン発電機接続盤、軽油タンク、タンクローリ、緊急用高圧母

線 2F 系、電源車（緊急時対策所用）、緊急時対策所軽油タンク及び緊

急時対策所用高圧母線Ｊ系を重大事故等対処設備として新たに整備す

る。 

b. 緊急時対策所の居住性の確保。そのために、緊急時対策所遮蔽、緊

急時対策所換気空調系（緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所

非常用フィルタ装置）、緊急時対策所加圧設備（緊急時対策所加圧設備

（空気ボンベ）及び差圧計）、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、緊急時

対策所可搬型エリアモニタ及び可搬型モニタリングポストを重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

c. 重大事故等に対処するために必要な数の重大事故等対策要員等の

収容。そのために、緊急時対策所に重大事故等対策要員等の装備（線

量計、マスク等）、重大事故等対策の検討に必要な資料、外部からの支

援なしに 1週間活動するための飲料水、食料等及びチェンジングエリ

ア用資機材等を新たに整備する。 

d. 緊急時対策所から重大事故等に対処するために必要な指示を行う

ために必要な情報の把握。そのために、安全パラメータ表示システム

（SPDS）を構成する SPDS 表示装置、データ収集装置及び SPDS 伝送装

置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e. 緊急時対策所と原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所との通信連絡の実施。そのために、緊急時対策所に衛星電話設備、

無線連絡設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備

を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、a.の対策が第６１条等要求事項ハ）に、b.の対策が同ニ）

に、上記 c.の対策が同ヘ）、同ト）、同チ）及び同リ）に対応するものであ

ることを確認した。 

また、a.及び b.の対策が第６１条等のうち①重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う緊急時対策要員等がとどまるための対策、c.の対策が

第６１条等のうち④重大事故等に対処するために必要な数の緊急時対策

要員等を収容するための対策、d.の対策が第６１条等のうち②重大事故等

に対処するために必要な情報を把握するための対策、e.の対策が第６１条

等のうち③発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な設備を設けることの対策に対応するものであることを確

認した。 
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② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 緊急時対策所は、基準地震動による地震力に対し機能を喪失しない

設計とするとともに、基準津波の影響を受けない位置に設置する。 

b. 緊急時対策所は、中央制御室とは離れた位置に設置することで、位

置的分散を図る。 

c. 緊急時対策所の電源設備は、ガスタービン発電機及び電源車（緊急

時対策所用）により多様性を確保する。 

d. 緊急時対策所は、居住性を確保し、重大事故等対策要員等がとどま

ることができるように、適切な遮蔽及び換気ができる設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)緊急時対策所は、基準地震動

による地震力に対し、耐震構造とすることにより機能を喪失しないように

するとともに、基準津波の影響を受けない位置に設置すること、b)緊急時

対策所は、制御建屋にある中央制御室とは離れた位置の別建屋に設置する

ことで位置的分散を図ること、c)緊急時対策所の電源設備は、緊急時対策

所に給電するために必要な容量を有するものとして、ガスタービン発電機

を 2 台設置すること及び電源車（緊急時対策所用）については、1 台保管

することにより多様性を確保すること、d)緊急時対策所は、緊急時対策所

にとどまる重大事故等対策要員の被ばくの実効線量が 7 日間で 100mSv を

超えないように、建屋と一体となった緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所換

気空調系、緊急時対策所加圧設備の設置及び気密性を確保する設計とする

ことを確認した。 

なお、重大事故等対策要員等の被ばくによる実効線量の評価については、

想定する放射性物質の放出量等を東京電力福島第一原子力発電所事故と

同等とし、マスクの着用、交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備

等を条件として考慮しない評価を行い、7日間で約 0.7mSv であることを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.、b.、c.、d.及び e.

に掲げる重大事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に

関する共通的な要求事項）に適合する措置等を講じた設計方針であること

を確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.、b.、c.、d.及び e.に掲げる重大事

故等対処設備について、第６１条等要求事項イ）、同ロ）、同ハ）、同ニ）及

び同ホ）に適合する設計方針であることを確認した。 
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③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた手順等は以下のとおりとしている。

緊急時対策所は、重大事故が発生するおそれがある場合等、発電所対策本

部を設置する準備として、立ち上げる。 
③－１ 代替電源設備からの給電の手順 

a. 緊急時対策所を立ち上げる場合であって、外部電源及び非常用電源

設備による給電ができない場合には、電源車（緊急時対策所用）から

の給電の手順に着手する。この手順では、電源車の準備及び起動操作

を重大事故等対応要員 3名により、30 分以内に実施する。 

③－２ 居住性を確保するための手順等 

a. 緊急時対策所を立ち上げる場合には、緊急時対策所換気空調系を運

転する手順に着手する。この手順では、緊急時対策所換気空調系の起

動操作等を重大事故等対策要員 1名により、5分以内に実施する。 

b. 炉心損傷後に格納容器ベントの実施を判断した場合等には、緊急時

対策所加圧設備（空気ボンベ）による緊急時対策所等内の加圧を実施

する手順に着手する。この手順では、起動操作等を重大事故等対策要

員 1名により、3分以内に実施する。 

c. 周辺環境中の放射性物質の減少が可搬型モニタリングポスト等に

より確認された場合には、緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）を停

止する手順に着手する。この手順では、緊急時対策所換気空調系の操

作等を重大事故等対策要員 1名により、5分以内に実施する。 

d. プルーム通過中に緊急時対策所にとどまる重大事故等対策要員等

は、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等 54 名及び

原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するために要員36名のうち2号炉運転員7名を除いた29名の合計83

名と想定している。 

③－３ 必要な数の要員の収容に係る手順等 

a. 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条特

定事象が発生し、格納容器内雰囲気放射線モニタ等により炉心損傷を

判断した場合には、チェンジングエリアの運用を開始する手順に着手

する。この手順は、床、壁等の養生、各資機材の設置等を重大事故等

対策要員 2名により、緊急時対策所では 20 分以内に実施する。 

b. 緊急時対策所には、重大事故等に対処する重大事故等対策要員等を

最大 200 名収容する。このため、重大事故等対策要員等の装備（線量

計、マスク等）を配備するとともに、少なくとも外部からの支援なし
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に 1週間、活動を続けるために必要な飲料水及び食料等を備蓄し、こ

れらを維持及び管理する。 

③－４ 重大事故等に対処するために必要な情報把握及び通信連絡に関わ

る手順等 

a. 安全パラメータ表示システム（SPDS）は、緊急時対策所立ち上げ時

に重大事故等対策要員 1名により操作する。 

b. 重大事故等が発生した場合の検討に必要な資料を緊急時対策所に

配備し、常に最新となるよう維持及び管理する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、b)

緊急時対策所の居住性を確保するため、緊急時対策所換気空調系、緊急時対策

所加圧設備等の操作手順等を整備するとしていること、c)電源車（緊急時対策

所用）から、緊急時対策所への給電についての操作手順等を整備するとしてい

ること、d)緊急時対策所に要員をとどめるための身体サーベイ、作業服の着替

え等を行うためのチェンジングエリアの設置等の手順等を定めるとしている

こと、e)重大事故等対策要員等が 7日間外部からの支援がなくても緊急時対策

所の機能を維持できる資機材を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた手順

等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.、b.、c.、d.及び e.の対策が第６１条等要

求事項ハ）、同ニ）、同へ）から同リ）及び情報把握、通信連絡、収容数に関する

要求に対応するものであること、①a.、b.、c.、d.及び e.に従って整備する重大

事故等対処設備が同イ）、同ロ）、同ハ）、同ニ）及び同ホ）に適合する設計方針で

あること、①a.、b.、c.、d.及び e.に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等

が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第６１条等に適合

するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、発電所内外との通信連絡を行うための自主対策設備

及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）発電所内外の通信連絡を行うための設備及び手順等 
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申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための設備（表Ⅳ－４．１８－１参

照）を用いた主な手順等として、以下のとおりとしている。 

① 設備が健全である場合、移動無線設備、送受話器（ページング）（警報装

置を含む。）、電力保安通信用電話設備、局線加入電話設備、社内テレビ会

議システム及び専用電話設備（地方公共団体向ホットライン）を使用する

としており、その手順は、「Ⅳ－４．１９ 通信連絡を行うために必要な設

備及び通信連絡に関する手順等」において記載のとおりとしている。 

 

（２）予備電源車（自主対策設備）から給電するための設備及び手順等 

申請者は、緊急時対策所へ給電するための予備電源車（自主対策設備）（表Ⅳ

－４．１８－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

緊急時対策所を立ち上げる場合であって、外部電源、非常用交流電源設備、

常設代替交流電源設備及び電源車（緊急時対策所用）による給電ができない場

合には、予備電源車（自主対策設備）からの給電の手順に着手する。この手順

では、電源車の準備及び起動操作を重大事故等対応要員 3 名により、125 分以

内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１８－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

移動無線設備、送受

話器（ページング）

（ 警 報装 置を 含

む。）、電力保安通信

用電話設備、局線加

入電話設備、社内テ

レビ会議システム

及び専用電話設備

（地方公共団体向

ホットライン） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、設備が健全である場合は、通信連絡設備

の代替設備となり得る。 

予備電源車（自主対

策設備） 

給電開始までに時間を要するものの、電源を確保する手

段となり得る。 

 

４．審査過程における主な論点 
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審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）緊急時対策所の構造 

申請者は、当初、3 号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を設置し、将来は、設

置予定の免震重要棟内に移設する計画としていた。 

その後、申請者からは、当初申請の後、「震源を特定せず策定する地震動」

（Ss-N1）、プレート間地震（Ss-F1、F2）、海洋プレート内地震（Ss-D3、Ss-F3）

の追加及びプレート地震（Ss-D1）、海洋プレート地震（Ss-D2）の見直しを踏ま

え検討を重ねたところ、免震重要棟で計画していた一般の免震装置をそのまま

採用することは困難であり、免震重要棟を設置するためには、新たな仕様の免

震装置の設計や性能の実証が必要であり、現段階では免震装置の設計の成立の

見通しを得ることができなくなったとして、免震重要棟の設置に替えて実績の

ある耐震構造の緊急時対策建屋を建設し、同棟内に緊急時対策所を設置する計

画に変更したいとの説明があった。 

規制委員会は、耐震構造の建物に設置する緊急時対策所が、免震重要棟に設

置するものと同等以上の性能を有することを示すことを求めた。 

これに対し申請者は、耐震構造であっても、免震構造と同様に基準地震動に

よる地震力に対して建屋を弾性範囲内に収めることにより、建屋の構造体全体

の信頼性を確保すること、地震時の居住性については、免震構造と耐震構造の

事務建屋における 2011 年東北地方太平洋沖地震の経験を踏まえ、耐震構造を

採用する場合の設計上の配慮を加えることにより改善を図るとの方針を示し

た。 

 

以上により、規制委員会は、緊急時対策所を免震重要棟内ではなく耐震構造

の緊急時対策建屋内に設置するとの申請者の方針が第６１条等に適合する設

計方針であることを確認した。 

 

 

Ⅳ－４．１９ 通信連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手

順等（第３５条、第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１９関係） 

本節では、通信連絡設備について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第３５条第１項及び同条第２項に基づき追加要求と

なった事項として、設計基準事故が発生した場合において発電所内の人に必要な指

示をするために多様性を確保した通信連絡設備を設けること、また、発電所外の必

717



 

490 

 

要な場所と通信連絡するために多様性を確保した専用通信回線を設けることを確

認した。 

重大事故等対処施設としては、原子炉施設の内外の通信連絡をする必要がある場

所との通信連絡を行うために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事

項を確認した。 

・第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１９項（以下「第６２条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第３５条第１項は、設計基準事故が発生した場合において、発電所内の人に

必要な指示をするために多様性を確保した通信連絡設備を設ける設計とする

ことを追加要求している。また、同条第２項は、発電所外の必要な場所と通信

連絡するために多様性を確保した専用通信回線を設ける設計とすることを追

加要求している。 

 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

 

（２）第６２条等は、原子炉施設の内外の通信連絡をする必要がある場所との通信

連絡を行うために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第６

２条等における「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手

順等又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの受電が可能な通信

連絡設備及び手順等 

ロ）計測等を行った特に重要なパラメータを必要な場所で共有する手順等 

 

申請者は、第６２条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 発電用原子炉施設の内外の必要な場所と通信連絡を行うとともに、通信

連絡設備に対して代替電源設備からの給電を可能とするための衛星電話
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設備、可搬型代替交流電源設備、常設代替交流電源設備、緊急時対策所用

代替交流電源設備等の設備及び手順等（※160） 

② 計測等を行った特に重要なパラメータを本発電所内外の必要な場所で

共有するための衛星電話設備、無線連絡設備等の設備及び手順等 

 

これらにより、規制委員会は、重大事故等が発生した場合においても原子炉

施設の内外の通信連絡をする必要がある場所との通信連絡を行うために申請

者が計画する設備及び手順等が、第６２条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第６２条等に適合するものと判

断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が第４３条等に従って重大

事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、自主的に上記に記載されたもの以外の設備

及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３５条としての要求 

申請者は、第３５条第１項の追加要求規定に適合するために、以下の設備を

整備するとしている。 

① 本発電所内の通信連絡設備として、多様性を確保した通信設備を設置す

る設計とする。 

② 緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備と

して、安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する設計とする。 

③ これらの設備については、非常用所内電源又は無停電電源に接続する設

計とする。 

また、申請者は、第３５条第２項の追加要求規定に適合するために、以下の

設備を整備するとしている。 

① 本発電所外の本店（宮城）、国、地方公共団体、その他関係機関等へ連絡

できるよう、通信連絡設備を設置する設計とする。 

                             
（※160）代替電源に関する設備（緊急時対策所用代替交流電源設備を除く。）及び手順等については、「Ⅳ－

４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理。緊急時対策所用代替交流電源設備

については、「Ⅳ－４．１８ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等」において整理。 
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② 緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送する設備として、

データ伝送設備（※161）、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設

備（※162）を設置する設計とする。 

③ 通信連絡設備は、有線系回線、無線系回線又は衛星系回線による多様性

を備えた専用通信回線に接続するとともに、輻輳等による制限を受けるこ

となく常時使用できる設計とする。 

④ これらの設備については、非常用所内電源又は無停電電源に接続する設

計とする。 

 

規制委員会は、申請者による設計が、以下の方針としていることを確認した

ことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

① 設計基準事故が発生した場合において、本発電所内の人に必要な指示が

できるよう、多様性を確保した通信連絡設備を設けること。 

② 本発電所外の必要な場所と通信連絡するため、通信設備及びデータ伝送

設備が常時使用できるよう、輻輳等による制限を受けることなく使用でき

るとともに、通信方式の多様性を有する専用通信回線を設けること。 

③ これら通信連絡設備等は非常用所内電源又は無停電電源に接続するこ

と。 

 

（２）第６２条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第６２条に基づく要求事項に対応するために、以下の対策と

そのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 発電用原子炉施設の内外の必要な場所との通信連絡及び代替電源

設備からの受電。そのため、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通

話装置、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、安全パ

ラメータ表示システム（SPDS）、可搬型代替交流電源設備、緊急時対策

所用代替交流電源設備及び常設代替交流電源設備を重大事故等対処設

備として新たに整備する。 

b. 計測等を行った特に重要なパラメータの必要な場所での共有。その

ため、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置及び統合原子力

防災ネットワークを用いた通信連絡設備を重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

 

                             
（※161）データ伝送設備とは、安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち、SPDS 伝送装置を示す。 

（※162）統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は、テレビ会議システム、IP 電話及び IP-FAX か

ら構成される。 
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規制委員会は、a.の対策が第６２条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置、統合原子力防災ネ

ットワークを用いた通信連絡設備及び安全パラメータ表示システム

（SPDS）は、代替電源設備から給電され、電源の多様性を有する設計

とする。 

b. 衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置、統合原子力防災ネ

ットワークを用いた通信連絡設備及び安全パラメータ表示システム

（SPDS）は、通信方式の多様性を有する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)衛星電話設備、無線連絡設備、

携行型通話装置、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備及び

安全パラメータ表示システム（SPDS）は、緊急時対策所代替交流電源設備、

可搬型代替交流電源設備、常設代替交流電源設備等から給電され、これら

の電源は、水冷であるディーゼル発電機に対し空冷式であること等から、

設計基準事故対処設備としての電源に対して多様性を有していること、b)

通信連絡設備として、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置、統

合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備及び安全パラメータ表

示システム（SPDS）を設けることにより、有線系回線、無線系回線及び衛

星系回線による通信方式の多様性を有することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

③－１ 計測等を行った特に重要なパラメータの必要な場所での共有 

a. 発電所内 

特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合には、そ

の結果を現場（屋内）と中央制御室との間の連絡には携行型通話装置

を、現場（屋外）と緊急時対策所との間の連絡には無線連絡設備を、
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中央制御室と緊急時対策所との間の連絡には衛星電話設備及び無線連

絡設備をそれぞれ使用し、特に重要なパラメータを共有する手順に着

手する。 

これらのうち携行型通話装置に関する手順は、使用する端末の通話

装置用ケーブルの接続、連絡等を実施する。 

b. 発電所外 

特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合には、そ

の結果を衛星電話設備又は統合原子力防災ネットワークを用いた通信

連絡設備により、緊急時対策所と本店（宮城）、国、地方公共団体等と

の間で共有する手順に着手する。これらのうち統合原子力防災ネット

ワークを用いた通信連絡設備による通信連絡のための手順は、テレビ

会議システムの起動、通信状態の確認等を緊急時対策所で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)衛星電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備等は、

緊急時対策所用代替交流電源設備等に接続された所内の電源系統から給

電できる手順等を整備していること、c)炉心損傷防止及び格納容器破損防

止に必要なパラメータ等は、衛星電話設備、統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備等により発電所内外で共有される手順等を整備し

ていることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第６２条等要求事項イ）に、①

b.の対策が同ロ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備

及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、

第６２条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための自主対策設備、

手順等を整備するとしている。 
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（１）発電所内外の通信連絡を行うための設備及び手順等 

申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための設備（表Ⅳ－４．１９－１参

照）を用いた主な手順等として、設備が健全である場合には、通常時使用され

ている設備である移動無線設備、送受話器（ページング）（警報装置を含む。）、

電力保安通信用電話設備、局線加入電話設備、社内テレビ会議システム及び専

用電話設備（地方公共団体向ホットライン）を重大事故等時においても発電所

内外の通信連絡に用いるとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１９－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

移動無線設備、送受話器（ペー

ジング）（警報装置を含む。）、

電力保安通信用電話設備、局

線加入電話設備、社内テレビ

会議システム及び専用電話設

備（地方公共団体向ホットラ

イン） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性とし

ては十分ではないものの、設備が健全である

場合には、通信連絡設備の代替手段となり得

る。 

 

 

Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

Ⅲ章及びⅣ章において、設計基準対象施設に関して変更申請がなされた内容につ

いて審査し、結果を示した。また、Ⅳ章において、重大事故等に対処するために必

要な設備及び手順等に関して適切に整備する方針であるか審査し、結果を示した。 

加えて、重大事故等防止技術的能力基準は、大規模損壊に対する対応を要求して

いる。本章において、申請者の方針が要求事項を踏まえた適切なものであるか審査

した。 

 

重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、大規模損壊が発生した場合における

体制の整備に関し、申請者において、以下の項目についての手順書が適切に整備さ

れていること又は整備される方針が示されていること、加えて、当該手順書に従っ

て活動を行うための体制及び資機材が適切に整備されていること又は整備される

方針が示されていることを要求している。 
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一 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。 

二 炉心の著しい損傷の影響を緩和するための対策に関すること。 

三 原子炉格納容器の破損の影響を緩和するための対策に関すること。 

四 使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷の

影響を緩和するための対策に関すること。 

五 放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。 

 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．手順書の整備 

２．体制の整備 

３．設備及び資機材の整備 

 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準２．１項及び同項

の解釈を踏まえて必要な検討を加えた上で策定されており、大規模損壊が発生した

場合における体制の整備に関して必要な手順書、体制及び資機材等が適切に整備さ

れる方針であることを確認したことから、重大事故等防止技術的能力基準２．１項

に適合しているものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．手順書の整備 

申請者は、大規模損壊が発生した場合の手順書の整備について、以下のとおり

としている。 

（１）手順書の策定に際しては、設計基準を超えるような規模の自然災害が発電

用原子炉施設の安全性に与える影響、故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる施設の広範囲にわたる損壊、不特定多数の機器の機能喪失、

大規模な火災等の発生、有効性評価において想定する事故シーケンスグルー

プに追加しなかった地震及び津波特有の事故シーケンス（Ⅳ－１．１ 事故

の想定参照）などを考慮する。 

（２）大規模損壊によって発電用原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大き

く、あらかじめシナリオを設定した対応操作は困難であると考えられること

などから、環境への放射性物質の放出低減を最優先に考えた対応を行うこと

とし、重大事故等対策において整備する手順等に加えて、可搬型重大事故等

対処設備による対応を中心とした多様性及び柔軟性を有する手順等を以下

のとおり整備する。 

① 発電用原子炉施設の被害状況を速やかに把握するための手順及び対応
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操作の実行判断を行うための手順を整備する。 

② 故意による大型航空機の衝突による大規模な航空機燃料火災を想定し、

放水砲等を用いた泡消火についての手順書を整備する。また、事故対応を

行うためのアクセスルート、操作場所に支障となる火災等の消火活動も想

定して手順を整備する。 

③ 大規模損壊発生時の対応手順は、中央制御室での監視及び操作が行えな

い場合も想定し、発電用原子炉施設の状況把握が困難な場合は、状況把握

がある程度可能な場合を含め、以下の対応を考慮して手順を整備する。 

a. 中央制御室の監視機能及び制御機能の喪失並びに緊急時対策所の

監視機能喪失により、状況把握が困難な場合は、アクセスルートが確

保され次第、確認できないパラメータを対象にして、外からの目視に

よる確認又は可搬型計測器により、優先順位に従った内部の状況確認

を順次行い、必要の都度大規模損壊に対する緩和措置を行う。 

b. 中央制御室又は緊急時対策所の監視機能の一部が健全である場合

は、安全機能等の状況把握を行い、アクセスルートが確保され次第、

確認できないパラメータを対象にして、外からの目視による確認又は

可搬型計測器により、優先順位に従った内部の状況確認を順次行い、

必要の都度大規模損壊に対する緩和措置を行う。 

④ 重大事故等防止技術的能力基準２．１項の一から五までの活動を行うた

めの手順書として、重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加

えて、事象進展の抑制及びその影響の緩和に資するための多様性を持たせ

た手順等を整備する。 

⑤ 重大事故等防止技術的能力基準の「１．重大事故等対策における要求事

項」における１．２項から１．１４項の要求事項に基づき整備する手順等

に加えて、大規模損壊の発生を想定し、中央制御室での監視及び制御機能

が喪失した場合も対応できるよう現場にてプラントパラメータを監視す

る手順、現場において直接機器を作動させるための手段等を追加して整備

する。 

 

規制委員会は、申請者の手順書の整備の計画が大規模損壊の発生により重大事

故等発生時の手順がどのような影響を受けるか検討を行うなど、大規模損壊発生

時の特徴を踏まえた手順書を整備する方針としていることから、適切なものと判

断した。 

 

２．体制の整備 

申請者は、大規模損壊発生時の体制について、以下のとおりとしている。 
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（１）教育及び訓練 

大規模損壊への対応のための重大事故等に対処する要員への教育及び訓練に

ついては、重大事故等対策にて実施する教育及び訓練に加え、大規模損壊が発生

した場合も想定した教育及び訓練を実施する。また、大規模損壊発生時に通常の

指揮命令系統が機能しない場合を想定した原子力防災管理者及びその代行者へ

の個別の教育及び訓練を実施する。 

さらに、運転員及び重大事故等対策要員の役割に応じて付与される力量に加え、

柔軟に対応できるような力量を確保していくことにより、期待する運転員及び重

大事故等対策要員以外の運転員及び重大事故等対策要員でも対応できるよう教

育及び訓練の充実を図る。 

 

（２）体制の整備 

① 大規模損壊時の体制については、通常の原子力防災組織を基本としつつ、

通常とは異なる対応が必要となる状況においても柔軟に対応できるよう

にするとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うことを

前提として、以下の基本的な考え方に基づき整備する。 

a. 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても本発電所構内に

運転員 15名、初期消火要員（消防車隊）6名、その他の重大事故等対

策要員 23 名計 44 名を常時確保し、大規模損壊の発生により中央制御

室（運転員を含む。）が機能しない場合においても対応できる体制とす

る。 

b. 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における重大事故等対策要

員、１、３号炉運転員及び初期消火要員（消防車隊）は、地震、津波等

の大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合においても対応できるよう分散して待機する。 

c. 地震、津波等の大規模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムの発生により、通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しなくなる可能性を考慮した体制とする。 

d. 建物の損壊等により要員が被災するような状況においても、本発電

所構内に勤務している他の要員を活用する等の柔軟な対応をとること

ができる体制とする。 

e. 大規模損壊発生時において、社員寮、社宅等からの参集に時間を要

する場合も想定し、本発電所構内の運転員、重大事故等対策要員及び

初期消火要員（消防車隊）により当面の間は事故対応を行うことがで

きる体制とする。 
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f. プルーム放出時は、最低限必要な運転員、重大事故等対策要員、１、

３号炉運転員、初期消火要員（消防車隊）はそれぞれ中央制御室待避

所及び緊急時対策所に留まり、プルーム通過後、活動を再開する。そ

の他の重大事故等対策要員は、本発電所構外へ一時避難し、その後、

本発電所へ再参集する。 

② 大規模損壊が発生した場合において、運転員及び重大事故等対策要員が

活動を行うに当たっての拠点は、中央制御室及び緊急時対策所を基本とす

るが、中央制御室等が機能喪失する場合も想定し、緊急時対策所以外に代

替可能なスペースも状況に応じて活用する。 

③ 大規模損壊発生時における本発電所外部からの支援体制として、本店対

策本部が速やかに確立できるよう体制を整備する。また、他の原子力事業

者及び原子力緊急事態支援組織へ応援要請し、技術的な支援が受けられる

よう体制を整備する。さらに、協力会社より現場作業や資機材輸送等に係

る要員の派遣を要請できる体制、プラントメーカによる技術的支援を受け

られる体制を構築する。 

 

規制委員会は、申請者の体制の整備の計画が、大規模損壊の発生により重大事

故等発生時の体制がどのような影響を受けるか検討を行うなど、大規模損壊発生

時の特徴を踏まえた体制を整備する方針としていることから、適切なものと判断

した。 

 

３．設備及び資機材の整備 

申請者は、大規模損壊発生時に必要な設備及び資機材の整備について、以下の

とおりとしている。 

（１）大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な可搬型重大事

故等対処設備は、以下の事項を考慮して整備する。 

① 共通要因による同等の機能を有する設備の損傷の防止 

可搬型重大事故等対処設備は、同等の機能を有する設計基準事故対処設

備及び常設重大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう、外

部事象の影響を受けにくい場所に保管する。 

② 共通要因による複数の可搬型設備の損傷の防止 

同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないよう、同一機

能を有する複数の可搬型重大事故等対処設備の間で十分な離隔距離を確

保し、複数箇所に分散して配置する。 

（２）大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については、重大事故等対策で配備

する資機材の基本的な考え方を基に、以下のとおり配備する。また、大規模損
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壊発生時においても使用を期待できるよう、原子炉建屋及び制御建屋から 100m

以上離隔をとった場所に配備する。 

① 地震及び津波の大規模な自然災害による油タンク火災又は故意による

大型航空機の衝突に伴う大規模な燃料火災の発生に備え、必要な消火活動

を実施するために着用する防護具、消火薬剤等の資機材及び大容量送水ポ

ンプ（タイプⅡ）、放水砲等を配備する。 

② 高線量の環境下において、事故対応を行うために高線量対応防護服等の

必要な資機材を配備する。 

③ 大規模損壊発生時において、指揮者と現場間、本発電所外等との連絡に

必要な通信連絡手段を確保するため、多様な通信手段を配備する。 

 

規制委員会は、申請者の設備及び資機材の整備の計画が、共通要因により同時

に機能喪失しないよう十分な配慮を行うなど、大規模損壊発生時の特徴を踏まえ

た設備及び資機材の整備を行う方針としていることから、適切なものと判断した。 
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Ⅵ 審査結果 

東北電力株式会社が提出した「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請

書（2 号発電用原子炉施設の変更）」（平成 25 年 12 月 27 日申請、令和元年 9 月 19

日、令和元年 11 月 6 日、令和元年 11 月 19 日及び令和 2 年 2 月 7 日補正）を審査

した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能

力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められる。 
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略語等 

本審査書で用いられる主な略語等は以下のとおり 

略語等 名称又は説明 

安全重要度分類 発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な各

種の機能について、安全上の見地からそれらの相対的重

要度を定めて分類すること 

安全評価指針 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 

溢水ガイド 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド 

解釈別記１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈別記１ 

解釈別記２ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈別記２ 

解釈別記３ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈別記３ 

外部火災ガイド 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

格納容器破損モード 格納容器破損に至る格納容器への負荷の種類に着目し

て類型化したもの 

火災防護基準 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る

審査基準 

火山ガイド 原子力発電所の火山影響評価ガイド 

機器条件 重大事故等対処設備の機器条件 

技術的能力指針 原子力事業者の技術的能力に関する審査指針 

規制委員会 原子力規制委員会 

原子炉水位高（レベル 8） 

原子炉水位低（レベル 3） 

原子炉水位低（レベル 2） 

原子炉水位低（レベル 1） 

これらの燃料有効長頂部からの高さは以下のとおり 

原子炉水位高（レベル 8）：＋560cm 

原子炉水位低（レベル 3）：＋444cm 

原子炉水位低（レベル 2）：＋316cm 

原子炉水位低（レベル 1）：＋47cm 

原子炉等規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

事故シーケンスグループ 炉心損傷に至る事故シーケンスを、起因事象、安全機能

の喪失状況に着目して、類型化したもの 

事故条件 評価上想定する事故の条件 

地震ガイド 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

地盤ガイド 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

重大事故等防止技術的能 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事
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力基準 故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

重要事故シーケンス 各事故シーケンスグループにおいて事象進展や対策の

実施の観点から最も厳しい事故シーケンス 

申請者 東北電力株式会社 

設置許可基準規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則 

設置許可基準規則解釈 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈 

全交流動力電源喪失 外部電源喪失と設計基準対象施設の非常用所内交流動

力電源喪失の重畳 

操作条件 重大事故等対処設備の操作条件 

大規模損壊 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な

損壊 

竜巻ガイド 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

地質ガイド 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガ

イド 

津波ガイド 基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

停止中評価ガイド 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃

料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

評価事故シーケンス 各格納容器破損モードにおいて事象進展や対策の実施

の観点から最も厳しい事故シーケンス 

保安規定 女川原子力発電所原子炉施設保安規定 

本申請 女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（2

号発電用原子炉施設の変更）（平成 25 年 12 月 27 日申

請、令和元年 9月 19日、令和元年 11 月 6 日、令和元年

11 月 19 日及び令和 2年 2月 7日補正） 

本発電所 女川原子力発電所 

有効性評価ガイド 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容

器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

ATWS スクラム失敗を伴う過渡事象（Anticipated Transient 

Without Scram の略。）。運転時の異常な過渡変化に対し

て、原子炉の緊急停止が要求された（必要とされた）に

もかかわらず、原子炉安全保護系（あるいは停止系）の

故障等により原子炉が緊急停止しない事象 
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ABWR 改良型沸騰水型原子炉 

ARI 代替制御棒挿入回路 

BWR 沸騰水型原子炉 

CRD 制御棒駆動機構 

DCH 格納容器雰囲気直接加熱 

DG ディーゼル発電機 

ECCS 非常用炉心冷却系 

ERSS 緊急時対策支援システム 

FCI 溶融燃料－冷却材相互作用 

HPCS 高圧炉心スプレイ系 

LOCA 原子炉冷却材喪失事故 

MCCI 溶融炉心・コンクリート相互作用 

NUPEC 財団法人原子力発電技術機構 

PAR 静的触媒式水素再結合装置 

PCT 燃料被覆管最高温度 

PDS プラント損傷状態 

PRA 確率論的リスク評価 

PWR 加圧水型原子炉 

RCIC 原子炉隔離時冷却系 

RHR 残留熱除去系 

SFP 評価ガイド 実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃

料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

SGTS 非常用ガス処理系 

SLCS ほう酸水注入設備 

SPDS 安全パラメータ表示システム 

SRV 逃がし安全弁 

O.P. 女川原子力発電所工事用基準面 
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【別紙６】 

（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 東北電力株式会社 

取締役社長 社長執行役員 名 宛て 

 

 

 

 

 原子力規制委員会 

 

 

 

女川原子力発電所の発電用原子炉の設置変更（２号発電用原子炉

施設の変更）について 

 

 

平成２５年１２月２７日付け東北電原技第８号（令和元年９月１９日付け東

北電原技第３号、令和元年１１月６日付け東北電原技第５号、令和元年１１月１

９日付け東北電原技第６号及び令和２年２月７日付け東北電原技第７号をもっ

て一部補正）をもって、申請のあった上記の件については、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の８第１項の規定に基づき、

許可します。 
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（修正案） 
 

 

東 北 電 力 株 式 会 社 

女 川 原 子 力 発 電 所 の 

発電用原子炉設置変更許可申請書 

（２号発電用原子炉施設の変更） 

に 関 す る 審 査 書 
（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に 

関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係るもの）、第３号及び第４号関連） 
 
 
 
 
 
 

 

年  月  日 

原子力規制委員会 

 

 

※資料中の赤字部分は、意見募集における案からの修正箇所を示す 
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Ⅰ はじめに 

１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

の規定に基づいて、東北電力株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委

員会（以下「規制委員会」という。）に提出した「女川原子力発電所発電用原子炉

設置変更許可申請書（2 号発電用原子炉施設の変更）」（平成 25 年 12 月 27 日申

請、令和元年 9月 19 日、令和元年 11 月 6 日、及び令和元年 11月 19 日及び令和

2年 2月 7日補正。以下「本申請」という。）の内容が、以下の規定に適合してい

るかどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の８第２項の規定により準用する同法第４３

条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設置するために必要な技術

的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術的能力に係る規定。 

（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行する

に足りる技術的能力があること。）。 

（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質

若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の

防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合す

るものであること。）。 

 

なお、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規定（発電用原子炉が

平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）及び同項第２号の規定のうち

経理的基礎に係る規定に関する審査結果は、別途取りまとめる。 

 

２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力

に係る規定に関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審

査指針（平成 16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」

という。）。 

（２）同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用発電

用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発第

1306197 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事故等

防止技術的能力基準」という。）。 
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（３）同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びその附

属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 日原子

力規制委員会規則第 5号。以下「設置許可基準規則」という。）、実用発電用

原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈

（原規技発第 1306193 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以

下「設置許可基準規則解釈」という。）及び実用発電用原子炉及びその附属施

設の火災防護に係る審査基準（原規技発第 1306195 号（平成 25年 6月 19 日

原子力規制委員会決定）。以下「火災防護基準」という。）。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた以下のガイド等を参照するとと

もに、その他法令で定める基準、学協会規格等も参照した。 

（１） 原子力発電所の火山影響評価ガイド（原規技発第 13061910 号（平成 25

年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「火山ガイド」という。） 

（２） 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド（原規技発第 13061911 号（平成 25

年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「竜巻ガイド」という。） 

（３） 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（原規技発第 13061912 号（平

成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「外部火災ガイド」と

いう。） 

（４） 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド（原規技発第 13061913 号（平

成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「溢水ガイド」という。） 

（５） 原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（原規技発第 13061914 号（平

成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。 

（６） 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061915 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「有効性評価ガイド」という。） 

（７） 実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061916 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「SFP 評価ガイド」という。） 

（８） 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061917 号（平成 25 年 6

月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「停止中評価ガイド」という。） 

（９） 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061918 号（平成

25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「被ばく評価ガイド」とい

う。） 

（１０）敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド（原管地発
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第 1306191 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地

質ガイド」という。） 

（１１）基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306192 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地震ガイド」と

いう。） 

（１２）基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306193 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「津波ガイド」と

いう。） 

（１３）基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド（原管地発第

1306194 号（平成 25 年 6月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「地盤ガ

イド」という。） 

 

なお、本審査は、1 号炉及び 3 号炉の原子炉圧力容器には燃料を装荷しないこ

とを前提としている。 

 

３．本審査書の構成 

「Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、技術的能力指

針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅲ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則のうち設計基準対象施設に

適用される規定への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」には、設置

許可基準規則のうち重大事故等対処施設に適用される規定及び重大事故等防止

技術的能力基準への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係）」には、重大事故等防止

技術的能力基準のうち「２．１ 可搬型設備等による対応」への適合性に関する

審査内容を示した。 

「Ⅵ 審査結果」には、規制委員会としての結論を示した。 

 

なお、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の双方の機能を有する施設の

うち、原子炉制御室等、監視設備、緊急時対策所及び通信連絡設備に関する審査

内容については、「Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能

力」において、設計基準対象施設としての基準適合性に関する審査内容と併せて

示した。 

 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文
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章の要約、言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 

原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを要求している。 

また、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

本章においては、原子炉を設置するために必要な技術的能力及び原子炉の運転を

適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果を記載する。なお、東京電

力福島第一原子力発電所事故を踏まえて新たに要求された重大事故の発生及び拡

大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力についての審査結果は、

Ⅳ－２、Ⅳ－４及びⅤで記載する。 

規制委員会は、申請者の当該技術的能力を技術的能力指針に沿って審査した。具

体的には、本申請が既に運転実績を有する原子炉に関するものであることに鑑み、

技術的能力指針の項目を以下の項目に整理して審査を行った。 

１．組織 

２．技術者の確保 

３．経験 

４．品質保証活動体制 

５．技術者に対する教育・訓練 

６．発電用原子炉主任技術者等の選任・配置 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．組織 

技術的能力指針は、原子炉施設の設計及び工事並びに運転及び保守を実施する

ために、役割分担が明確化された組織を構築すること又は構築する方針を示すこ

とを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 
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（１）設計及び工事並びに運転及び保守の業務は、女川原子力発電所原子炉施設

保安規定（以下「保安規定」という。）等で定めた業務所掌に基づき実施する。 

（２）設計及び工事の業務は、本店の原子力部及び土木建築部並びに本発電所の

担当グループそれぞれにおいて実施する。なお、設計及び工事の業務のうち、

現地における管理は本発電所の担当グループにおいて実施する。 

（３）運転及び保守の業務は、本店の原子力部及び土木建築部並びに本発電所の

担当グループそれぞれにおいて実施する。なお、自然災害及び重大事故等の

非常事態に際しては、本発電所に設置する原子力防災組織により、運転及び

保守の業務を実施する。また、これらの組織は、本店に設置する原子力防災

組織とも連携する。 

（４）保安規定等の法令上の手続きを要するものについては、本店の原子炉施設

保安委員会において審議し、本発電所で使用する手順については、本発電所

の原子炉施設保安運営委員会において審議する。 

 

規制委員会は、設計及び工事並びに運転及び保守の業務を実施する本店の原子

力部及び土木建築部並びに本発電所の担当グループ並びに本店の原子炉施設保

安委員会及び本発電所の原子炉施設保安運営委員会については、保安規定等で定

めた業務所掌に基づき本店と本発電所の役割分担を明確化した上で業務を実施

するとしており、更に自然災害及び重大事故等の非常事態に対応するための組織

として、原子力防災組織を設置し、対応するとしていることなど、申請者の組織

の構築については適切なものであることを確認した。 

 

２．技術者の確保 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守を行うための専門知識、

技術及び技能を有する技術者を確保すること又は確保する方針を示すことを要

求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）本店及び本発電所においては、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な

技術者の人数を確保するとともに、原子炉主任技術者、放射線取扱主任者、

ボイラー・タービン主任技術者等の資格を有する技術者を確保する。さらに、

本発電所では、自然災害及び重大事故等への対応に必要な大型自動車等を運

転する資格を有する技術者を確保する。 

（２）設計及び工事に必要な技術者は、業務の各工程において必要な人数を配置

する。また、運転及び保守に必要な技術者及び有資格者である技術者につい

ても、業務を実施するために必要な人数を配置する。 

（３）さらに、必要な技術者については、採用、教育及び訓練を行うことにより、
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今後とも継続的に確保する方針とする。 

 

規制委員会は、本店及び本発電所における、技術者数の推移、採用実績、教育

及び訓練実績により、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な技術者及び有資

格者である技術者を確保していること、今後とも計画的かつ継続的に採用、教育

及び訓練を実施するとしていることなど、申請者における技術者の確保について

は適切なものであることを確認した。 

 

３．経験 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守に必要な経験として、本

申請と同等又は類似の施設の経験を有していること又は経験を蓄積する方針を

示すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）本発電所 3基及び東通原子力発電所 1基の建設及び改造を通じた設計及び

工事の経験に加えて、約 35 年にわたる運転及び保守の経験を有する。 

（２）また、東京電力福島第一原子力発電所事故以前に自主的なアクシデントマ

ネジメント対策として原子炉再循環ポンプトリップ、代替制御棒挿入、原子

炉又は原子炉格納容器への代替注水、原子炉自動減圧、耐圧強化ベント及び

非常用電源のユニット間融通を可能とするための設備改造を実施した経験

を有していることに加えて、経済産業大臣の指示に基づき実施した緊急安全

対策である電源車、消防ポンプ等の配備を通じた設計及び工事並びに運転及

び保守の経験を有する。 

（３）さらに、国内外の関連施設への技術者の派遣並びにトラブル対応に関する

情報の収集及び活用により、設計及び工事並びに運転及び保守の経験を蓄積

する。 

 

規制委員会は、緊急安全対策も含めたこれまでの設計及び工事並びに運転及び

保守の経験に加えて、国内外の関連施設への技術者派遣実績並びにトラブル対応

情報の収集及び活用の実績があること、また、今後ともこれらを適切に継続する

方針であることなど、申請者の設計及び工事並びに運転及び保守の経験並びに経

験を蓄積する方針については適切なものであることを確認した。 

 

４．品質保証活動体制 

技術的能力指針は、設計及び工事並びに運転及び保守を遂行するために必要な

品質保証活動を行う体制を構築すること又は構築する方針を示すことを要求し

ている。 
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申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）社内の体制 

① 品質保証活動の実施に当たっては、原子力発電所の安全を達成、維持

及び向上することを目的として、安全文化を醸成するための活動並びに

関係法令及び保安規定の遵守に対する意識の向上を図るための活動を

含めた品質マネジメントシステムを構築するため「原子力発電所におけ

る安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）」及び「実用発電用原子

炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及

びその検査のための組織の技術基準に関する規則」（以下「品質管理基準

規則」という。）に基づいて原子力発電の安全に係る品質保証計画及び原

子力品質保証規程を品質マニュアルとして定める。 

② 本店の各業務を主管する実施部門及び発電所並びに監査部門である

本店の原子力考査室においては、品質マニュアルに基づき、手順及び記

録に関する文書体系を定める。 

③ 社長は、品質マニュアルに基づく品質方針を定め、原子力安全の重要

性を組織内に周知する。また、実施部門の管理責任者である原子力本部

長の下、本店各室部長及び発電所長は、同方針に基づき各実施部門にお

ける品質保証活動に関する計画を策定、実施、評価及び改善する。 

④ 監査部門の管理責任者である原子力考査室長は、実施部門とは独立し

た立場で監査を実施する。 

⑤ 社長は、管理責任者から品質保証活動に関する報告を受け、その実施

状況を踏まえた改善の必要性についてマネジメントレビューを行う。 

⑥ さらに、品質マネジメントシステムの有効性を維持あるいは向上させ

るために、実施部門に共通する活動については本店の原子力安全推進会

議において審議し、また、本発電所において実施する活動は本発電所の

品質保証会議において審議し、それぞれの審議結果を業務へ反映する。 

（２）設計及び工事並びに運転及び保守の品質保証活動 

① 設計及び工事は、各業務を主管する組織の長が、品質マニュアルに従

い、その重要度に応じて実施する。調達する場合には、供給者に対して

要求事項を明確にするとともに、重要度に応じて管理を行い、試験及び

検査等により調達する製品等が要求事項を満足していることを確認す

る。 

② 運転及び保守は、各業務を主管する組織の長が、品質マニュアルに従

って、個々の業務を計画し、実施する。調達する場合には、設計及び工

事と同様に管理、確認する。 

③ 設計及び工事並びに運転及び保守において不適合が発生した場合、各
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業務を主管する組織の長は、不適合を除去し、原因を特定した上で是正

処置を実施する。調達においては、これらを供給者に行わせ、各業務を

主管する組織が確認する。 

 

規制委員会は、設計及び工事並びに運転及び保守を遂行するために必要な品質

保証活動体制については、品質管理基準規則等に基づいて品質マニュアルを定め

た上で、その品質マニュアル等の下で調達管理を含めた品質保証活動に関する計

画、実施、評価、改善を実施する仕組み及び役割を明確化した体制を構築してい

ることなど、申請者の設計及び工事並びに運転及び保守を遂行するために必要な

品質保証活動体制の構築が適切なものであることを確認した。 

 

５．技術者に対する教育・訓練 

技術的能力指針は、技術者に対して、専門知識、技術及び技能を維持及び向上

させるための教育及び訓練を行う方針を示すことを要求している。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）新たに配属された技術者に対しては、原子力発電の基礎知識の習得を図る

ため、基礎教育及び訓練を実施する。 

（２）設計及び工事並びに運転及び保守に従事する技術者に対しては、専門知識、

技術及び技能の習得を図るため、本発電所の訓練施設に加え、株式会社ＢＷ

Ｒ運転訓練センター等の国内の原子力関係機関において能力に応じた机上

教育及び実技訓練を実施する。 

（３）教育・訓練は、専門知識、技術及び技能の習得状況に応じて対象者、内容

及び時間等に関する実施計画を策定し実施する。 

（４）自然災害及び重大事故等に対応する技術者、事務系社員及び協力会社社員

に対しては、各役割に応じて必要な教育及び訓練を実施する。 

 

規制委員会は、技術者に対しては専門知識、技術及び技能を維持及び向上させ

るため、教育・訓練に係る実施計画を策定した上で必要な教育及び訓練を実施す

ること、更に事務系職員及び協力会社社員に対しても、自然災害対応等の役割に

応じて、教育及び訓練を実施することなど、申請者の技術者等に対する教育及び

訓練の方針は適切なものであることを確認した。 

 

６．発電用原子炉主任技術者等の選任・配置 

技術的能力指針は、発電用原子炉主任技術者及び運転責任者をその職務が適切

に遂行できるよう配置していること又は配置する方針を示すことを要求してい

る。 
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申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）発電用原子炉主任技術者は、原子炉主任技術者の免状を有し、実務経験を

有する者から、原子炉ごとに選任する。 

（２）発電用原子炉主任技術者は、発電用原子炉施設の運転に関し保安の監督を

誠実かつ最優先に行うこととし、発電用原子炉施設の運転に関して必要な指

示ができるよう、職務の独立性を確保するために社長が選任し配置する。 

（３）発電用原子炉主任技術者の代行者は、発電用原子炉主任技術者の要件を有

する特別管理職の職位の者から選任する。 

（４）運転責任者は、規制委員会が定める基準に適合した者の中から選任し、当

直の責任者である発電課長の職位として配置する。 

 

規制委員会は、発電用原子炉主任技術者については、必要な要件を踏まえた上

で選任し、独立性を確保した職位として配置すること、運転責任者については、

基準に適合した者の中から選任し、発電課長の職位として配置することなど、申

請者の有資格者等の選任及び配置の方針については適切なものであることを確

認した。 
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Ⅲ 設計基準対象施設 

本章においては、設計基準対象施設を含む発電用原子炉施設に関して変更申請が

なされた内容について審査した結果を、設置許可基準規則の条項ごとに示した。 

 

 

Ⅲ－１ 地震による損傷の防止（第４条関係） 

第４条は、設計基準対象施設について、地震により発生するおそれがある安全機

能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の相対的な程度（以下「耐震重要度」

という。）に応じた地震力に十分に耐えることができる設計とすることを要求して

いる。また、耐震重要施設については、基準地震動による地震力及び基準地震動に

よって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対してその安全機能が損なわれるおそれ

がない設計とすることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅲ－１．１ 基準地震動 

１．地下構造モデル 

２．敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

３．震源を特定せず策定する地震動 

４．基準地震動の策定 

Ⅲ－１．２ 耐震設計方針 

１．耐震重要度分類の方針 

２．弾性設計用地震動の設定方針 

３．地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定方針 

４．荷重の組合せと許容限界の設定方針 

５．波及的影響に係る設計方針 

６．炉心内の燃料被覆材の設計方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

なお、規制委員会は、耐震重要施設の周辺斜面については、本申請の内容を確認

した結果、斜面法尻から対象施設までの離間距離が十分にあることから耐震重要施

設の安全機能に影響を与える斜面は存在しないことを確認し、設置許可基準規則に

適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 
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Ⅲ－１．１ 基準地震動 

設置許可基準規則解釈別記２（以下「解釈別記２」という。）は、基準地震動につ

いて、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、

地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適

切なものを策定することを要求している。また、「敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」について、敷地の解放基盤表

面における水平方向及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定することを要求し

ている。 

 

規制委員会は、申請者が行った地震動評価の内容について審査した結果、本申請

における基準地震動は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十

分に考慮して、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等

の地震学及び地震工学的見地から適切に策定されていることから、解釈別記２の規

定に適合していることを確認した。 

 

１．地下構造モデル 

（１）解放基盤表面の設定 

解釈別記２は、解放基盤表面について、著しい高低差がなく、ほぼ水平で相

当な拡がりを持って想定される自由表面であり、せん断波速度（以下「Ｓ波速

度」という。）がおおむね 700m/s 以上の硬質地盤であって、著しい風化を受け

ていない位置に設定することを要求している。 

申請者は、解放基盤表面の設定に関する評価について、以下のとおりとして

いる。 
・敷地内で実施した地表地質調査結果、ボーリング調査結果及びＰＳ検層結

果より、砂岩、頁岩、砂岩頁岩互層が、相当な広がりを持って、地表面付

近から女川原子力発電所工事用基準面（※1）（以下「O.P.」という。）－200m

まで分布していることを確認した。また、ＰＳ検層結果によると、敷地の

速度構造が概ね水平な成層構造をなし、O.P.－14.1m 以深で概ねＳ波速度

が 1,500m/s 以上となり硬質岩盤で著しい風化がみられない。以上のこと

から、2 号炉原子炉建屋設置レベル O.P.－14.1m に解放基盤表面を設定し

た。 
 
規制委員会は、本申請における解放基盤表面は、必要な特性を有し、要求さ

れるＳ波速度を持つ硬質地盤の表面に設定されていることから、解釈別記２の

規定に適合していることを確認した。 
                             
（※1）東京湾平均海面（以下「T.P.」という。）-－0.74m 相当。 
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（２）敷地地盤の地下構造及び地震波の伝播特性の評価 

解釈別記２は、地震動評価においては、適用する評価手法に必要となる特性

データに留意の上、敷地地盤の地下構造及び地震波の伝播特性に係る以下の項

目を考慮することを要求している。 
① 敷地及び敷地周辺の調査については、地域特性及び既往文献の調査、既

存データの収集・分析、地震観測記録の分析、地質調査、ボーリング調査

並びに二次元又は三次元の物理探査等を適切な手順との組合せで実施す

ること。 
② 敷地及び敷地周辺の地下構造（深部・浅部地盤構造）が地震波の伝播特

性に与える影響を検討するため、敷地及び敷地周辺における地層の傾斜、

断層及び褶曲構造等の地質構造を評価するとともに、地震基盤の位置及び

形状、岩相・岩質の不均一性並びに地震波速度構造等の地下構造及び地盤

の減衰特性を評価すること。 
申請者は、敷地地盤の地下構造及び地震波の伝播特性の評価について、敷地

及び敷地周辺における地質調査、地震観測記録の分析等に基づき以下のとおり

としている。 
① 敷地及び敷地近傍において、文献調査、変動地形学的調査、地表地質調

査、ボーリング調査、試掘坑調査、トレンチ調査、弾性波探査等を実施し

た。調査の結果、敷地には、砂岩、頁岩及び砂岩頁岩互層の中生界ジュラ

系堆積岩類が広く分布し、部分的にこれらを貫く白亜系ひん岩脈が分布す

る。また、一部海岸付近及び低地周辺には、第四紀層が分布する。敷地の

ジュラ系は、牡鹿
お し か

層群月
つき

の
の

浦
うら

累層及び荻
おぎ

の
の

浜
はま

累層に区分される。 

② 敷地内で得られた地震観測記録を、地震波の到来方向ごとに応答スペク

トル比を比較した結果、到来方向による大きな違いは見られず、ばらつき

も小さいことを確認した。また、敷地内のＰＳ検層から、敷地地盤の速度

構造は概ね水平な成層構造をなすことを確認した。以上のことから、一次

元の速度構造でモデル化できることを確認した。 

③ 統計的グリーン関数法に用いる地下構造モデルとして、解放基盤表面を

含む層から O.P.－128.4m 以浅（以下「浅部」という。）をモデル化した（以

下「浅部地下構造モデル」という。）。速度構造は自由地盤観測点の地質柱

状図及びＰＳ検層より初期値を与え、敷地における中小地震の地震観測記

録を用いて最適化して設定した。また、減衰定数については 2003 年 5 月

26 日及び 2005 年 8 月 16 日宮城県沖の地震による強震動シミュレーショ

ンに基づき、3%と設定した。さらに、当該モデルについては、2011 年 3月

11 日東北地方太平洋沖地震及び 2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震を対象に
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伝達関数シミュレーションによる検証を行い、各地震観測記録と整合して

いることを確認した。なお、浅部地下構造モデルの最下層（浅部以深）は、

S波速度を 3,000m/s とし、減衰定数をプレート間地震及び内陸地殻内地震

の場合は地震調査研究推進本部（2005）に基づき、海洋プレート内地震の

場合は佐藤（2004）に基づき、それぞれ設定した。 

④ 理論的手法に用いる地下構造モデルとして、解放基盤表面を含む層以深

をモデル化した。速度については、浅部は浅部地下構造モデルの採用値を、

浅部直下の 1層は防災科学技術研究所（2012）を、さらに深部は地震調査

研究推進本部（2012）を用いて設定した。また、減衰定数については解放

基盤表面を含む層から浅部直下の 1 層までは防災科学技術研究所（2012）

を、さらに深部は地震調査研究推進本部（2012）を用いて設定した。当該

モデルについては、内陸地殻内地震の地震動評価で用いることから、内陸

地殻内地震のうち長周期成分を比較的含む 2003 年 8 月 8 日宮城県北部の

地震、2012 年 10 月 1 日宮城県沖の地震及び 2014 年 2 月 12 日金華山
きんかざん

の地

震を対象に強震動シミュレーションによる検証を行い、各地震観測記録と

整合していることを確認した。 

 
規制委員会は、申請者が実施した本発電所敷地及び敷地周辺の敷地地盤の地

下構造及び地震波の伝播特性の評価については、以下のことから、解釈別記２

の規定に適合していることを確認した。 

・調査の手法が地質ガイドを踏まえた適切なものであること 

・調査結果に基づき、敷地及び敷地周辺における到来方向別の複数の地震観

測記録を分析し、地震波の到来方向の違いによる特異な伝播特性は認めら

れないとしていること、及び敷地内のＰＳ検層結果をもとに敷地地盤の速

度構造は概ね水平な成層構造をなすことから、一次元構造でモデル化でき

るとしていること 

・当該地下構造のモデル化に当たっては、ＰＳ検層、地震観測記録を用いた

解析、文献における知見等から地震波速度、減衰定数等を適切に設定する

とともに、シミュレーション解析を行い、地震観測記録との整合を確認し

ていること 
 

２．敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

解釈別記２は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は、内陸地殻内地

震、プレート間地震及び海洋プレート内地震について、敷地に大きな影響を与え

ると予想される地震（以下「検討用地震」という。）を複数選定し、選定した検討

用地震ごとに、不確かさを考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層
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モデルを用いた手法による地震動評価を、解放基盤表面までの地震波の伝播特性

を反映して策定することを要求している。 

 

規制委員会は、申請者が実施した「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

の評価については、適切に選定された複数の検討用地震ごとに、各種の不確かさ

を十分に考慮して応答スペクトルに基づく地震動評価及び断層モデルを用いた

手法による地震動評価を適切な手法で行っていることから、解釈別記２の規定に

適合していることを確認した。 

 

（１）震源として考慮する活断層 
解釈別記２は、内陸地殻内地震に関し、震源として考慮する活断層の評価に

当たっては、調査地域の地形及び地質条件に応じ、文献調査、変動地形学的調

査、地質調査、地球物理学的調査等の特性を活かし、これらを適切に組み合わ

せた調査を実施した上で、その結果を総合的に評価し活断層の位置、形状、活

動性等を明らかにすることを要求している。 
申請者は、調査内容、調査結果及びその評価について、以下のとおりとして

いる。 
① 敷地周辺及び敷地近傍の地質及び地質構造を把握するため、陸域につい

ては、文献調査、変動地形学的調査、地表地質調査、反射法地震探査、ボ

ーリング調査等を実施した。海域については、文献調査、音波探査、ボー

リング調査、海底地形面調査、既往音波探査記録の再解析等を行い、地質・

地質構造の検討を実施した。 

② 敷地周辺及び敷地近傍では、産業技術総合研究所が発行している地質図、

地質調査所編（1992）、地震調査研究推進本部（2006）、今泉ほか編（2018）

等の文献調査を含む調査結果に基づき、震源として考慮する活断層として

次の断層を抽出し、活断層の位置、形状等を評価した。 

a. 敷地から 30km 以遠 

（陸域）長町
ながまち

―利府
り ふ

線断層帯、北上
きたかみ

低地
て い ち

西縁
せいえん

断層帯、山形
やまがた

盆地
ぼ ん ち

断層

帯、福島
ふくしま

盆地
ぼ ん ち

西縁
せいえん

断層帯、双葉
ふ た ば

断層、横手
よ こ て

盆地
ぼ ん ち

東縁
とうえん

断層帯、1962 年宮

城県北部地震震源断層 

（海域）Ⅲ断層、Ⅳ断層、Ⅴ断層 

b. 敷地から 30km 圏内の境界を横断する断層 

（陸域）加護坊山
か ご ぼ う や ま

－箟岳山
ののだけやま

断層 

（海域）Ｆ－２断層・Ｆ－４断層、Ｆ－６断層～Ｆ－９断層（４つ

の断層から構成）、Ｆ－１２断層～Ｆ－１４断層（３つの断層から構成）、

Ｆ－１５断層・Ｆ－１６断層 
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c. 敷地から 30km 圏内 

（陸域）旭山
あさひやま

撓曲・須江
す え

断層、2003 年宮城県中部の地震南部セグメ

ント断層 

（海域）Ｆ－５断層、ｆ－１３断層、ｆ－１４断層、ｆ－１５断層、

網地
あ じ

島
しま

南西沖で１測線のみで認められる断層 

d. また、敷地近傍においては、震源として考慮する活断層に該当する

断層等（断層及びリニアメント）は認められない。 

③ 震源として考慮する活断層のうち、北上低地帯から仙台湾海域にかけて

分布する断層については、連動しやすい断層群について検討を行った。断

層面の傾斜方向が互いに反対方向で断層面が離れていくような配置の断

層については連動しにくいこと、一方で、ほぼ同一線上の位置関係又は弧

状に配列し断層面が互いに接するような方向・配置の位置関係にある場合

は連動しやすいことから、北上低地帯～宮城県北部の断層群、石巻平野周

辺の断層群及び仙台湾の断層群の 3断層群について、各々連動を考慮する

（※2）こととした。 

このうち、仙台湾の断層群については、断層群の連続性を考慮して、重

力異常及び音波探査結果を踏まえ、仙台湾北部に南傾斜の仮想震源断層を

設定した。 

④ 敷地においては、文献調査、変動地形学的調査、地表地質調査、ボーリ

ング調査等を行い、地質・地質構造の検討を実施した。敷地には新しい時

代の活動を示唆するリニアメント等は判読されず、敷地に認められる断層

は、震源として考慮する活断層には該当しないと評価した。 

 

当初、申請者は、Ｆ－６断層～Ｆ－９断層に関する北西端の評価については、

敷地に近い側の北西端端部を他機関による取得データをもとに評価を行って

いた。、その評価は、Ｆ－６断層の北西延長方向において１測線でのみ認めら

れる断層があることから、当該断層のさらに北西延長方向にある断層が認めら

れない測線までをを根拠に断層端部としＦ－６断層～Ｆ－９断層として、その

断層長さを約 22km としていた。 

規制委員会は、審査の過程において、Ｆ－６断層～Ｆ－９断層に関する評価

に関して、その根拠となるデータの拡充も含めて、明瞭な調査結果を提示した

上で、検討するよう求めた。 

これに対して、申請者は、北西端に重点をおいた追加調査（音波探査及び海

底地形調査）を実施し、さらに、断層の北西延長方向に当たる寄
より

磯崎
いそざき

において

                             
（※2）申請者は、北上低地帯から仙台湾の断層群全てが連動をすることは考えにくいが、連動した場合の影

響検討を行ったところ、「４．基準地震動の策定」で示す「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」

による基準地震動を超えないことを確認しているた。 
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も追加調査（露頭調査及び地表地質調査）を実施した。調査の結果、Ｆ－６断

層～Ｆ－９断層について、その位置（端部）を見直し、断層長さを約 23.7km と

評価を見直した。 

 

規制委員会は、申請者が実施した震源として考慮する活断層の評価について

は、調査地域の地形・地質条件に応じて適切な手法、範囲及び密度で調査を実

施した上で、その結果を総合的に評価し、活断層の位置、形状、活動性等を明

らかにしていることから、解釈別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

（２）検討用地震の選定 

解釈別記２は、内陸地殻内地震、プレート間地震及び海洋プレート内地震に

ついて、活断層の性質や地震発生状況を精査し、中・小・微小地震の分布、応

力場及び地震発生様式（プレートの形状・運動・相互作用を含む。）に関する既

往の研究成果等を総合的に検討し、検討用地震を複数選定することを要求して

いる。また、内陸地殻内地震に関しては、震源モデルの形状及び震源特性パラ

メータ等の評価に当たっては、孤立した短い活断層の扱いに留意するとともに、

複数の活断層の連動を考慮することを、プレート間地震及び海洋プレート内地

震に関しては、国内のみならず世界で起きた大規模な地震を踏まえ、地震の発

生機構及びテクトニクス的背景の類似性を考慮した上で震源領域の設定を行

うことを要求している。 

申請者は、検討用地震の選定について、以下のとおりとしている。 

 

① 内陸地殻内地震 

内陸地殻内地震については、被害地震、震源として考慮する活断層によ

る地震及び連動を考慮する断層群による地震のそれぞれについて、敷地に

影響を及ぼす地震を抽出した。被害地震については、敷地周辺で震度 5弱

（1996 年以前は震度Ⅴ）程度と推定される 1900 年宮城県北部の地震及び

同地震よりも地震規模が小さいものの敷地に最も近い 2003 年宮城県中部

の地震を抽出した。また、震源として考慮する活断層による地震及び連動

を考慮する断層群による地震については、地震規模と等価震源距離の関係

から、敷地に影響を及ぼす地震をそれぞれで抽出した。このように抽出し

た敷地に影響を及ぼす地震について、 Noda et al.(2002)の方法により求

めた応答スペクトルの比較を行った結果、敷地への影響が大きいＦ－６断

層～Ｆ－９断層による地震及びＦ－１２断層～Ｆ－１４断層と仙台湾北

部の南傾斜の仮想地震断層の連動を考慮した断層（以下「仙台湾の断層群」

という。）による地震を検討用地震として選定した。 
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② プレート間地震 

プレート間地震については、過去の地震及び知見から敷地の震度が 5弱

（1996 年以前は震度Ｖ）程度以上であったと推定される地震を抽出した。 

このように抽出した敷地に影響を及ぼす地震のうち、2011 年東北地方太

平洋沖地震は、敷地を含む広い領域で震度 6弱となっており、他の被害地

震と比較して敷地への影響が大きく、マグニチュード（以下「M」という。）

と震央距離との関係（M －⊿図）による検討からも、敷地への影響が最も

大きい。また、地震調査研究推進本部(2012)においても、プレート間地震

として、複数の領域を震源域とする東北地方太平洋沖型の地震を想定して

いる。なお、地震調査研究推進本部(2019)においては同想定地震を超巨大

地震（東北地方太平洋沖型）としている。以上のことから、2011 年東北地

方太平洋沖地震を代表とする三陸沖中部から茨城県沖で発生するモーメ

ントマグニチュード（以下「Mw」という。）9.0 の地震（以下「2011 年東北

地方太平洋沖型地震」という。）を検討用地震として選定した。 

 

③ 海洋プレート内地震 

海洋プレート内地震については、発生機構等の違いを踏まえ、地震タイ

プ別に海洋プレート内地震の検討対象地震を想定し、予め不確かさを考慮

した敷地への影響検討を行ったうえで、最も影響の大きい地震タイプを検

討用地震として選定することとした。 

a. 二重深発地震面上面の地震 2011 年 4 月 7日宮城県沖型地震 

b. 二重深発地震面上面の地震 2003 年 5 月 26 日宮城県沖型地震 

c. 二重深発地震面下面の地震 

d. 沖合いのやや浅い地震 

e. アウターライズ地震 

これらのうち、a、c及び dについては、断層モデルを用いた手法による

地震動評価、b 及び e については観測記録を用いた検討による評価を実施

した。 

影響検討を行った結果、応答スペクトルの比較により、a.の二重深発地

震面上面の地震である 2011 年 4 月 7 日宮城県沖型地震を検討用地震とし

て選定した。 

 

当初、申請者は、海洋プレート内地震における検討用地震の選定については

定性的な影響検討から 2011 年 4 月 7 日宮城県沖型地震を検討用地震としてい

た。 
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規制委員会は、審査の過程において、検討用地震の選定過程について、その

詳細を提示するよう求めた。 

これに対して、申請者は、発生タイプごとに断層モデルを用いた手法による

地震動評価又は観測記録を用いた検討による評価を実施し、応答スペクトルの

比較検討結果を提示し、検討用地震の選定結果の妥当性を示した。 

 
規制委員会は、申請者が実施した検討用地震の選定に係る評価については、

活断層の性質や地震発生状況を精査し、地震発生様式等に関する既往の研究成

果等を総合的に検討することにより複数の検討用地震を適切に選定している

とともに、評価に当たっては複数の活断層の連動も考慮していることから、解

釈別記２の規定に適合していることを確認した。 
 

（３）地震動評価 

解釈別記２は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」について、検討

用地震ごとに、敷地における地震観測記録を踏まえて、地震発生様式及び地震

波の伝播経路等に応じた諸特性を十分に考慮して、応答スペクトルに基づく地

震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を実施して策定する

ことを要求している。また、内陸地殻内地震に関しては、震源モデルの形状及

び震源特性パラメータ等の評価に当たっては、複数の活断層の連動を考慮する

ことを要求している。また、プレート間地震及び海洋プレート内地震に関して

は、国内のみならず世界で起きた大規模な地震を踏まえ、地震の発生機構及び

テクトニクス的背景の類似性を考慮した上で震源領域の設定を行うことを要

求している。さらに、基準地震動の策定過程に伴う各種の不確かさについては、

敷地における地震動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメ

ータについて分析した上で、必要に応じて不確かさを組み合わせるなど適切な

手法を用いて考慮することを要求している。 

申請者は、検討用地震として選定したＦ－６断層～Ｆ－９断層による地震、

仙台湾の断層群による地震、2011 年東北地方太平洋沖型地震及び 2011 年 4 月

7 日宮城県沖型地震について、震源モデル及び震源特性パラメータの設定並び

に地震動評価の内容を以下のとおりとしている。検討用地震のうち、2011 年東

北地方太平洋沖型地震及び 2011 年 4 月 7 日宮城県沖型地震の地震動評価に当

たって、地震調査研究推進本部（2019）等の最新の知見による影響はないこと

を確認している。なお、水平方向の地震動評価に当たっては、施設の配置を考

慮して、概ね北西―南東方向の方向を基本とし、2 方向を評価する際はそれと

直交する概ね北東―南西方向としている。 
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① Ｆ－６断層～Ｆ－９断層による地震 

a. 基本ケースは、地質調査結果及び地震調査研究推進本部による「震

源断層を特定した地震の強震動予測手法（2017）（「レシピ」）」（以下「レ

シピ」という。）に基づき、震源モデル及び震源特性パラメータを設定

した。 

b. 基本ケースにおける主なパラメータとして、金華山付近で限定的で

はあるが、地震が深さ 20 ㎞付近で発生していることから、当該地域の

微小地震分布等を踏まえ、断層上端深さを 3km、断層下端深さを 22km 

と設定した。また、調査結果に基づき、断層長さを 23.7km とし、傾斜

角を西傾斜 60°、逆断層と設定した。アスペリティは、構成する 4断

層のうち 3 断層が比較的密に分布する位置に大きなアスペリティを、

敷地に近いＦ－６断層の位置に小さなアスペリティを、断層上端にそ

れぞれ配置した。破壊開始点は断層の破壊が敷地に向かう位置に複数

設定した。 

c. 基本ケースに対して、地震動評価に影響が大きいと考えられるパラ

メータの不確かさを考慮したケースとして、2007 年新潟県中越沖地震

の知見を踏まえた短周期の地震動レベルを基本ケースの 1.5倍とした

ケース、断層傾斜角の不確かさとしての断層傾斜角を 45°としたケー

ス及びアスペリティ位置の不確かさとしてのアスペリティを敷地寄

り断層上端の一つに集約したケースについても設定した。 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価は、解放基盤表面における水平

方向及び鉛直方向の地震動の応答スペクトルを評価することができ

る Noda et al.(2002)の方法を用いた。地震動評価に当たって使用す

る M は、当該断層の断層幅の観点から、断層長さから求める松田（1975）

ではなく、M が大きく推定されるよう、断層長さ及び断層幅から武村

（1990）により求めた。なお、地震動評価上は、内陸地殻内地震の補

正係数は適用しない。 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価では、短周期側に統計的

グリーン関数法を、長周期側に理論的手法（久田（19977）による波数

積分法）を用いたハイブリッド合成法により評価した。震源特性パラ

メータのうち、地震モーメントは入倉・三宅（2001）により断層面積

から設定し、平均応力降下量は 円形クラックの式により、アスペリテ

ィの面積は短周期レベルの式を介し、アスペリティの応力降下量は平

均応力降下量及びアスペリティの断層全体面積に対する面積比（以下

「アスペリティ面積比」という。）から設定した。 
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② 仙台湾の断層群による地震 

a. 基本ケースは、地質調査結果及びレシピに基づき、震源モデル及び

震源特性パラメータを設定した。 

b. 基本ケースにおける主なパラメータとして、敷地周辺の微小地震分

布等を踏まえ、断層上端深さを 3km、断層下端深さを 15km と設定し

た。また、断層長さを仙台湾北部の南傾斜の仮想震源断層とＦ－１２

断層～Ｆ－１４断層とを合わせた 2 つのセグメントからなる 43.1km

とし、傾斜角をレシピに基づき西傾斜 60°、逆断層と設定した。アス

ペリティは２つのセグメントそれぞれに敷地に近い位置の断層上端

に集中して配置した。破壊開始点は断層の破壊が敷地に向かう位置に

複数設定した。 

c. 基本ケースに対して、地震動評価に影響が大きいと考えられるパラ

メータの不確かさを考慮したケースとして、2007 年新潟県中越沖地震

の知見を踏まえた短周期の地震動レベルを基本ケースの 1.5倍とした

ケースについても設定した。 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価は、解放基盤表面における水平

方向及び鉛直方向の地震動の応答スペクトルを評価することができ

る Noda et al.(2002)の方法を用いた。地震動評価に当たって使用す

る M は、断層長さから松田（1975）により求めた。なお、地震動評価

上は、内陸地殻内地震の補正係数は適用しない。 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価では、活断層の連動によ

る規模の大きな地震であることを踏まえ、表面波の卓越が反映できる

ように、経験的グリーン関数法により評価した。これに用いる要素地

震については、仙台湾の断層群より北方で発生した地震ではあるが、

地震発生様式、震源特性、伝播経路特性及び敷地地盤の振動特性を適

切に反映していることを確認した上で、宮城県中部で発生した地震

（2003 年 7 月 26 日、M5.5）の敷地での観測記録を採用した。なお、

同記録を分析し、表面波の卓越も確認した。震源特性パラメータのう

ち、地震モーメントは入倉・三宅（2001）により断層面積から設定し、

平均応力降下量は円形クラックの式により、アスペリティの面積は短

周期レベルの式を介し、アスペリティの応力降下量は平均応力降下量

及びアスペリティ面積比から設定した。 

 

③ 2011 年東北地方太平洋沖型地震 

a. 諸井ほか（2013）によりレシピの適用性及び統計的グリーン関数法

による評価と敷地での観測記録との整合性が確認されていることか
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ら、基本ケースはレシピに基づき、諸井ほか（2013）を参考に震源モ

デル及び震源特性パラメータを設定した。地震規模は、前述の通り、

2011 年東北地方太平洋沖地震を踏まえ、Mw9.0 とした。断層面は、前

述の通り、三陸沖中部から茨城県沖にかけて太平洋プレートの形状を

考慮して設定した。断層面積は地震規模から佐藤 (1989）により設定

し、断層長さを 500 ㎞、断層幅を 200 ㎞とした。 

b. 基本ケースにおける主なパラメータとして、強震動生成域（以下

「SMGA」という。）の位置及び数は、過去に発生した M7～8の地震の震

源域を考慮して、地震調査研究推進本部（2012）の領域区分に対応す

るよう 5 領域に M8 クラスの大きさで 1 個ずつ設定した。諸井ほか

（2013）による検討を参考に宮城県沖の地域性を考慮して、全ての

SMGA の応力降下量は福島県沖及び茨城県沖で発生した地震の平均的

な応力降下量の 1978 年宮城県沖地震の地震動レベルを踏まえ、諸井

ほか（2013）による地震モーメントと短周期レベルとの関係から求ま

る応力降下量 24.6MPa の 1.4 倍であとなる 34.5MPa を設定した。諸井

ほか（2013）に従い、SMGA の断層全体面積に対する面積比（以下「SMGA

面積比」という。）は 0.125 とした。破壊開始点については、影響検討

により最も敷地に影響が大きい傾向にあることを確認した破壊が敷

地に向かう位置となる 2011 年東北地方太平洋沖地震の本震の破壊開

始点とした。 

c. 基本ケースに対して、地震動評価に影響が大きいと考えられるパラ

メータの不確かさを考慮したケースとして、宮城県沖の陸寄りの 

SMGA の応力降下量（短周期レベル）を基本ケースの 1.14 倍（平均的

な応力降下量諸井ほか（2013）による地震モーメントと短周期レベル

との関係から求まる応力降下量24.6MPaの 1.6倍相当）である39.4MPa

としたケースについても設定した。この不確かさケースにおいては、

提案されている 2011 年東北地方太平洋沖地震の震源モデルの中で、

宮城県沖の SMGA の面積を最大のまま据え置き、応力降下量が最大で

ある佐藤（2012）と同等となるように割り増した。 

さらに、宮城県沖の陸寄りの SMGA について、その応力降下量（短

周期レベル）を基本ケースの 1.14 倍（平均的な応力降下量諸井ほか

（2013）による地震モーメントと短周期レベルとの関係から求まる応

力降下量 24.6MPa の 1.6 倍相当）である 39.4MPa とし、かつ、その位

置を敷地に対して最も近い位置に設定した、不確かさを重畳して考慮

したケースについても設定した。 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価は、M9クラスの地震に関しては

763



 

22 

 

地震規模と距離減衰式の適用について課題とされていること、さらに、

敷地では 2011 年東北地方太平洋沖地震の観測記録が得られているこ

とから、敷地での地震観測記録より求めた解放基盤波を包絡した応答

スペクトルを用いた。 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価では、統計的グリーン関

数法による評価と敷地での観測記録との整合性が確認されているこ

とから、統計的グリーン関数法により評価した。地震調査研究推進本

部（2005）による宮城県沖地震に関する検討を踏まえ、放射特性係数

は一定値を採用したことから、水平方向は概ね北西―南東方向のみの

1 方向のみでの評価とした。震源特性パラメータについては、地震モ

ーメントは地震規模から Kanamori(1977)による Mwの定義式により設

定した。次に地震モーメント及び断層面積から円形クラックの式より

平均応力降下量を設定し、諸井ほか(2013)による SMGA 面積比 0.125 を

用いて算出される応力降下量を 1.4 倍した値を各 SMGA の応力降下量

とした。 

 

当初、申請者は、プレート間地震の検討用地震による地震動評価においては、

2011 年東北地方太平洋沖地震についての文献調査等に基づき、当該地震は敷地

にとって最も影響の大きい SMGA を有した地震であったことから、観測記録を

最重要視することとし、敷地における 2011 年東北地方太平洋沖地震の観測記

録より求めた解放基盤波を採用していた。 

規制委員会は、審査の過程において、プレート間地震による地震動評価につ

いては、各種の不確かさを考慮すると、全周期帯にわたって既往の観測記録が

最大とまではいえないことから、応答スペクトルに基づく評価及び断層モデル

を用いた手法による評価を適切に実施するよう求めた。 

これに対して、申請者は、プレート間地震による地震動評価について、応答

スペクトルに基づく評価では敷地での地震観測記録より求めた解放基盤波を

上回る、包絡した応答スペクトルとして評価を行った。また、断層モデルを用

いた手法による地震動評価では、諸井ほか（2013）を参考に基本ケースを設定

するとともに、不確かさも考慮した地震動評価を行った。 

 

④ 2011 年 4 月 7 日宮城県沖型地震 

a. 原田・釜江（2011）を参考に設定した断層モデルを用いた統計的グ

リーン関数法による評価結果と敷地での観測記録との整合性が確認

されていることから、基本ケースは原田・釜江（2011）、レシピ等を参

考に震源モデル及び震源特性パラメータを設定した。地震規模は 2011
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年 4月 7日宮城県沖の地震（M7.2）の震源域の広がりの特徴を考慮す

るとともに、東北地方で過去に発生した沈み込んだ海洋プレート内地

震の最大規模（M7.3）を上回る規模として M7.5（Mw7.4）を設定した。

また、この規模の設定は北海道と東北地方では海洋プレート内地震の

発生機構や地震テクトニクスに違いはあるものの、沈み込んだ海洋プ

レート内地震として最大規模の 1993 年釧路沖地震と同規模である。

断層面は 2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震の断層位置及び形状が敷地

に対して厳しい位置であることから、原田・釜江（2011）及び東北大

学（2011）に基づき、同位置となる海洋性マントル内に配置した。 

b. 基本ケースにおける主なパラメータとして、断層傾斜角やずれは、

原田・釜江（2011）による知見を踏まえ 37°の逆断層として設定した。

SMGA の位置及び数は、南側には原田・釜江（2011）による知見を踏ま

え断層下端及び断層上端に 1つずつ、さらに北側には断層上端に１つ

の計 3個を設定した。破壊開始点は、敷地に影響が大きい傾向となる

ように破壊の伝播が敷地に向かう位置に複数設定した。また、短周期

レベルは 2011 年 4 月 7 日宮城県沖の地震における短周期レベルを考

慮して、レシピによる短周期レベルの 1.5 倍とした。さらに、SMGA 面

積比 0.4 として、SMGA の応力降下量は 119.6MPa とした。 

c. 基本ケースに対して、地震動評価に影響が大きいと考えられるパラ

メータの不確かさを考慮したケースとして、断層位置の不確かさを考

慮し敷地に近づくように断層位置を海洋地殻から海洋性マントルに

かけて設定し SMGA を海洋地殻内に配置したケース（以下「SMGA 海洋

地殻内ケース」という。）を設定した。なお、SMGA 海洋地殻内ケース

では海洋地殻と海洋性マントルの物性の違いを踏まえ、SMGA の応力降

下量を 93.1MPa とした。 

また、地震動評価に影響の大きい SMGA 位置等の不確かさを考慮した

ケースとして、SMGA の位置を全て海洋性マントル内の断層上端にした

ケース及び海洋性マントル内で SMGA を断層上端で 2 つに集約したケ

ースについても設定した（以下、基本ケース及び SMGA 海洋地殻内ケー

スを除いた不確かさケースを合わせて「SMGA 海洋性マントル内ケース」

という）。 

d. 応答スペクトルに基づく地震動評価は、解放基盤表面における水平

方向及び鉛直方向の地震動の応答スペクトルを評価することができ

る Noda et al.(2002)の方法を用いた。また、敷地での観測記録を基

にした補正係数を適用した。 

e. 断層モデルを用いた手法による地震動評価では、SMGA 海洋性マント
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ル内ケースについては統計的グリーン関数法による評価と敷地での

観測記録との整合性が確認されていることから、統計的グリーン関数

法により評価した。地震調査研究推進本部（2005）による宮城県沖地

震に関する検討を踏まえ、放射特性係数は一定値を採用したことから、

水平方向は概ね北西―南東方向のみの 1方向のみでの評価とした。ま

た、SMGA 海洋地殻内ケースについては、海洋地殻の地震動特性が反映

できるように経験的グリーン関数法により評価した。これに用いる要

素地震については、地震発生様式、震源特性、伝播経路特性及び敷地

地盤の振動特性を適切に反映していることを確認した上で、宮城県沖

で発生した地震（2012 年 3 月 30 日、M4.6）の敷地での観測記録を採

用した。震源特性パラメータについては、地震モーメントは 

Kanamori(1977)による Mw の定義式 から設定し、次に地震モーメント

と断層面積より求めた平均応力降下量と SMGA面積比から SMGAの応力

降下量を設定した。 

 

当初、申請者は、海洋プレート内地震については、2011 年 4 月 7 日宮城県沖

の地震を参考とし、予め不確かさが考慮されているとして M7.5 の基本ケース

のみで地震動評価を実施していた。 

規制委員会は、審査の過程において、断層位置や SMGA 位置等の不確かさの

考慮についても検討するよう求めた。 

これに対して、申請者は、海洋プレート内地震による地震動評価における不

確かさについて再検討を実施し、断層位置及び SMGA 位置等について不確かさ

ケースを設定した地震動評価を行った。 

 

規制委員会は、申請者が評価した「敷地ごとに震源を特定して策定する地震

動」は、検討用地震ごとに、各種の不確かさを十分に考慮して「応答スペクト

ルに基づく地震動評価」及び「断層モデルを用いた手法による地震動評価」に

基づき適切に行われており、以下のことから、解釈別記２の規定に適合してい

ることを確認した。 

① 内陸地殻内地震であるＦ－６断層～Ｆ－９断層による地震及び仙台湾

の断層群による地震の地震動評価においては、 

・文献調査、地質調査等を踏まえ、複数の活断層の連動を考慮した震源

モデル及び震源特性パラメータを設定するとともに、敷地での地震動

が大きくなるよう予め敷地に近い位置にアスペリティを配置した基

本ケースを設定して適切に評価を実施していること 
・短周期の地震動レベルを基本ケースの 1.5 倍としたケース等の不確か
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さを十分に考慮した評価を実施していること 
② プレート間地震である 2011 年東北地方太平洋沖型地震の地震動評価に

おいては、 

・過去の地震発生状況及び敷地での既往観測記録を十分に検討するとと

もに、レシピの適用性及び統計的グリーン関数法による評価と観測記

録との整合性が確認されている諸井ほか（2013）を参考に震源モデル

及び震源特性パラメータを設定していること 

・応答スペクトルに基づく地震動評価では、2011 年東北地方太平洋沖地

震の敷地での地震観測記録を包絡した応答スペクトルを設定してい

ること 

・基本ケースにおいて、宮城県沖の地域性を考慮して、すべての SMGA の

応力降下量を平均的な応力降下量の 1.4倍として大きく設定するなど

予め不確かさを考慮していること 

・不確かさケースとして、SMGA の応力降下量を基本ケースの 1.14 倍と

したケース、また、SMGA の応力降下量の不確かさと SMGA の位置を敷

地に最も近づけた不確かさとの重畳を考慮したケースを設定し、不確

かさを十分に考慮した評価を実施していること 

③ 海洋プレート内地震である 2011 年 4 月 7 日宮城県沖型地震の地震動評

価においては、 

・過去の地震発生状況及び敷地での既往観測記録を十分に検討するとと

もに、2011 年 4月 7 日宮城県沖の地震の知見を参考に設定した当該地

震の断層モデルを用いた統計的グリーン関数法による評価と観測記

録との整合性を確認した上で、当該地震及び既往の同タイプの地震を

上回る予め地震規模を大きくした震源モデル及び震源特性パラメー

タを設定していること 

・基本ケースにおいて、敷地に対して厳しい位置に断層位置を設定する

とともに、宮城県沖の地域性を考慮して、短周期レベルをレシピの 1.5

倍として予め大きく設定して適切に評価を実施していること 

・不確かさケースとして、SMGA の位置及び数に関する複数のケース、ま

た、断層全体を近づけるケースを設定し、不確かさを十分に考慮した

評価を実施していること 
 

３．震源を特定せず策定する地震動 

解釈別記２は、「震源を特定せず策定する地震動」について、震源と活断層を関

連づけることが困難な過去の内陸地殻内の地震について得られた震源近傍にお

ける観測記録を収集し、これらを基に、各種の不確かさを考慮して敷地の地盤物
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性に応じた応答スペクトルを設定して策定することを要求している。 
申請者は、地震ガイドに例示された収集対象となる内陸地殻内地震の評価につ

いて、以下のとおりとしている。 

（１）地震規模が Mw6.5 以上の地震については、2008 年岩手・宮城内陸地震及び

2000 年鳥取県西部地震を検討対象とした。 

（２）2008 年岩手・宮城内陸地震については、震源域近傍は、新第三紀～第四紀の

火山岩及び堆積岩が厚く堆積し、中新世以降に形成された褶曲及び断層が分布

する。また、震源域は火山フロントに位置し、火山活動が活発な地域である。

さらに、地質学的・測地学的ひずみ集中帯の領域内にある。 

一方、敷地近傍及び周辺は、中・古生代の硬質な砂岩及び頁岩を主とする堆

積岩類が褶曲構造による繰り返しを伴いながら広く分布し、変動地形の疑いの

あるリニアメント等が認められない。また、敷地は火山フロントの東側（前弧

側）の地域に位置し、第四紀の火山活動などは知られておらず、ひずみ集中帯

からも外れた地域に位置している。 

以上のことから、2008 年岩手・宮城内陸地震の震源域は、敷地近傍及び周辺

とは地質・地質構造、活断層・リニアメントの分布状況及びひずみ集中帯との

関係に違いが認められ、地質学的背景等が異なることから、観測記録収集対象

外とした。 

（３）2000 年鳥取県西部地震については、震源域近傍は、主に古第三紀の花崗岩及

び貫入岩体としての新第三紀中新世の安山岩～玄武岩の岩脈が分布する。また、

地震地体構造からみると、地形地質上、安定隆起とされている。また、島弧の

内帯に位置する中でも、断層数及び断層の分布密度が比較的少ないが、地震活

動は高い傾向にある。さらに、第四紀中期以降に新たに断層面を形成して、断

層が発達しつつあり、活断層の発達過程としては初期ないし未成熟な段階であ

るとされており、リニアメントの集中が見られる地域とされている。 

一方、敷地近傍及び周辺は、中・古生代の堆積岩が広く分布し、それらは白

亜紀前期に形成された。また、地震地体構造からみると、地形地質上、外弧隆

起帯、安定域とされており、島弧の外帯に位置するため、地震活動が著しく少

なく、断層数も少なく、地震・断層の分布密度も低い。さらに、敷地周辺の北

上山地南部には活断層がみられず、変動地形の疑いのあるリニアメント等は認

められない。 

以上のことから、2000 年鳥取県西部地震の震源域は、敷地近傍及び周辺とは

地質・地質構造、活断層・リニアメントの分布状況及び成熟度に違いが認めら

れ、地質学的背景が異なることから、観測記録収集対象外とした。 

（４）また、Mw6.5 未満の地震については、収集した観測記録を、加藤ほか（2004）

に基づき設定した応答スペクトルと対比させ、その結果、加藤ほか（2004）を
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一部周期帯で上回ることから敷地に及ぼす影響の大きい地震観測記録として、

5 地震（2004 年北海道留萌
る も い

支庁南部地震、2011 年茨城県北部地震、2013 年栃

木県北部地震、2011 年和歌山県北部地震、2011 年長野県北部地震）による記

録を抽出した。このうち、2004 年北海道留萌支庁南部地震による震源近傍の K-

NET 港町観測点における地震観測記録については、佐藤ほか（2013）でボーリ

ング調査等による精度の高い地盤情報を基に基盤地震動が推定されている。佐

藤ほか（2013）等の知見を参考に、K-NET 港町観測点の地盤モデルの不確かさ

等を考慮した基盤地震動に保守性を考慮した地震動を「震源を特定せず策定す

る地震動」として採用した。なお、地盤物性のうち地震波速度は、K-NET 港町

観測点で基盤地震動を推定した位置では敷地の解放基盤表面の値よりも遅い

ため、敷地の解放基盤表面の地震波速度相当位置では地震動が小さくなること

について、その影響を考慮していない。 

 

規制委員会は、申請者が評価した「震源を特定せず策定する地震動」は、以下

のことから、解釈別記２の規定に適合していることを確認した。 

・2008 年岩手・宮城内陸地震及び 2000 年鳥取県西部地震については、敷地近

傍及び敷地周辺との地域性の違いを十分に評価したうえで、地質学的背景等

が異なることから、観測記録収集対象外としていること 

・Mw6.5 未満の地震については、震源近傍における観測記録を精査して抽出さ

れた、2004 年北海道留萌支庁南部地震による震源近傍の観測点における記録

に各種の不確かさを考慮した地震動を採用していること 
 

４．基準地震動の策定 

解釈別記２は、基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」及

び「震源を特定せず策定する地震動」について、解放基盤表面における水平方向

及び鉛直方向の地震動としてそれぞれ策定することを要求している。 

申請者は、施設の耐震設計に用いる基準地震動について、敷地の解放基盤表面

における水平方向及び鉛直方向の地震動として基準地震動 Ss-D1 から Ss-D3、Ss-

F1 から Ss-F3 及び Ss-N1 を以下のとおり策定している。 

 

（１）敷地ごとに震源を特定して策定する地震動 

① 応答スペクトルに基づく手法による地震動 

a. 基準地震動 Ss-D1（最大加速度：水平方向 640cm/s2、鉛直方向

430cm/s2） 

基準地震動 Ss-D1 は、プレート間地震による応答スペクトルに基づ

く地震動評価結果を包絡させて策定した地震動 
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b. 基準地震動 Ss-D2（最大加速度：水平方向 1,000cm/s2、鉛直方向

600cm/s2） 

基準地震動 Ss-D2 は、海洋プレート内地震による応答スペクトルに

基づく地震動評価結果のうち、SMGA 海洋性マントル内ケースを包絡さ

せて策定した地震動 

c. 基準地震動 Ss-D3（最大加速度：水平方向 800cm/s2、鉛直方向

500cm/s2） 

基準地震動 Ss-D3 は、海洋プレート内地震による応答スペクトルに

基づく地震動評価結果のうち、SMGA 海洋地殻内ケースを包絡させて策

定した地震動 

なお、内陸地殻内地震による応答スペクトルに基づく地震動評価結果及

び断層モデルを用いた手法による地震動評価結果は、全ての周期帯で基準

地震動 Ss-D1、Ss-D2 及び Ss-D3 に包絡されている。 

② 断層モデルを用いた手法による地震動 

a. 基準地震動 Ss-F1（最大加速度：水平方向 717cm/s2、鉛直方向

393cm/s2）及び Ss-F2（最大加速度：水平方向 722cm/s2、鉛直方向

396cm/s2） 

基準地震動 Ss-F1 及び Ss-F2 は、プレート間地震の断層モデルを用

いた手法による地震動評価結果のうち一部の周期帯で基準地震動 Ss-

D1 の応答スペクトルを上回る 2ケースの地震動 

b. 基準地震動 Ss-F3（最大加速度：水平方向 835cm/s2、鉛直方向

443cm/s2） 

基準地震動 Ss-F3 は、海洋プレート内地震の断層モデルを用いた手

法による地震動評価結果のうち時刻歴波形の主要動の継続時間及び位

相特性の特徴を考慮して選定した 1ケースの地震動 

 

（２）震源を特定せず策定する地震動 

① 基準地震動 Ss-N1（最大加速度：水平方向 620cm/s2、鉛直方向 320cm/s2） 

基準地震動 Ss-N1 は、一部の周期帯で「敷地ごとに震源を特定して策定

する地震動」に基づく基準地震動の応答スペクトルを上回る 2004 年北海

道留萌支庁南部地震を考慮した地震動 

 

当初、申請者は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」に基づく基準

地震動のうち、基準地震動 Ss-D1 については、長周期側で速度応答値が低下し

ている形状で評価しており、時刻歴波形を作成する際の振幅包絡線における地

震規模を M8.0 としていた。 
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規制委員会は、審査の過程において、M9 クラスのプレート間地震による基準

地震動であることを踏まえ、基準地震動 Ss-D1 の応答スペクトルの形状を再検

討した上で、時刻歴波形を作成する際、その振幅包絡線の経時的変化について

は 2011 年東北地方太平洋沖地震の記録長と比較するとともに、2011 年東北地

方太平洋沖地震による最大加速度等の距離減衰式との比較検討等による知見

を再確認した上で採用すべき地震規模について、再検討するように求めた。 

これに対して、申請者は、基準地震動 Ss-D1 の速度応答値を周期 0.51 秒以

上の長周期側で一定値に変更するとともに、時刻歴波形の振幅包絡線を 2011

年東北地方太平洋沖地震の観測記録に基づく分析を踏まえ M8.3 に基づき設定

した。 

また、当初、申請者は、海洋プレート内地震について、SMGA 海洋性マントル

内ケース及び SMGA 海洋地殻内ケースのそれぞれで断層モデルを用いた手法に

よる地震動評価を含めた評価結果の全てを包絡するよう応答スペクトルに基

づく手法による基準地震動を策定していた。 

規制委員会は、審査の過程において、海洋プレート内地震による断層モデル

を用いた手法による地震動については、断層モデルの設定において宮城県沖の

地域性も考慮して SMGA の応力降下量を大きく設定しており短周期成分に富ん

でいることから、応答スペクトルに基づく手法による Ss-D2 及び Ss-D3 のみを

基準地震動としたことについて、再検討することを求めた。 

これに対して、申請者は、海洋プレート内地震による断層モデルを用いた手

法による地震動評価結果について、主要動の継続時間及びその位相特性につい

て検討し、短周期が卓越し主要動の継続時間が最も短く地震波が緻密であると

いう特徴を有している海洋性マントル内で SMGA を 2 つに集約したケースを基

準地震動 Ss-F3 として採用した。 

 

規制委員会は、本申請における基準地震動は、「敷地ごとに震源を特定して策

定する地震動」及び「震源を特定せず策定する地震動」に関し、最新の科学的・

技術的知見を踏まえ、各種の不確かさを十分に考慮して、敷地の解放基盤表面に

おける水平方向及び鉛直方向の地震動として適切に策定されていることから、解

釈別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

なお、申請者は、「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」のうち、短周期

側で最も大きい基準地震動 Ss-D2 の年超過確率は 10-4～10-6程度、長周期側で最

も大きい基準地震動 Ss-D1 の年超過確率は 10-6より小さいとしている。また、基

準地震動Ss-F1及び Ss-F2の年超過確率は基準地震動Ss-D1を超過する周期帯で

は 10-6より小さく、基準地震動 Ss-F3 の年超過確率は概ね 10-4程度である。さら
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に、「震源を特定せず策定する地震動」の年超過確率は 10-4～10-7程度としている。 

 

 

Ⅲ－１．２ 耐震設計方針 

１．耐震重要度分類の方針 

解釈別記２は、耐震重要度に応じて、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラスに設計基

準対象施設を分類すること（以下「耐震重要度分類」という。）を要求している。 

申請者は、以下のとおり、耐震重要度分類を適用する方針としている。 

 

（１）施設の分類 

設計基準対象施設については、地震により発生するおそれがある安全機能の

喪失による影響及び公衆への放射線による影響を踏まえ、Ｓクラス、Ｂクラス、

Ｃクラスに分類する。また、津波による安全機能の喪失を防止するために必要

となる施設もＳクラスとする。 

 

（２）設備の区分 

設計基準対象施設を構成する設備については、その施設に要求される安全機

能の役割に応じて、主要設備、補助設備、直接支持構造物、間接支持構造物及

び波及的影響を評価すべき施設に区分する。 

 

（３）検討用地震動の設定 

間接支持構造物及び波及的影響を評価すべき施設については、それぞれに関

連する主要設備、補助設備及び直接支持構造物の耐震設計に適用する地震力を

踏まえ、検討用地震動（当該施設を支持する構造物の支持機能が維持されるこ

とを確認する地震動及び当該施設に波及的影響を及ぼさないことを確認する

地震動）を設定する。 

 

規制委員会は、申請者が、耐震重要度分類の適用について、津波による安全機

能の喪失を防止するために必要となる施設をはじめとする設計基準対象施設を、

耐震重要度に応じて、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラスに分類する方針としている

こと、さらに、分類した施設を、安全機能の役割に応じた設備に区分する方針と

し、安全機能に間接的な役割を担う設備については、それに関連する設備に適用

する地震力を踏まえ検討用地震動を設定する方針としていることから、これらの

方針が解釈別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえているこ

とを確認した。 
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２．弾性設計用地震動の設定方針 

解釈別記２は、工学的判断に基づき、基準地震動との応答スペクトルの比率が

目安として 0.5 を下回らないように弾性設計用地震動を設定することを要求し

ている。 

申請者は、以下のとおり、弾性設計用地震動を設定する方針としている。 

 

（１）地震動設定の条件 

弾性設計用地震動と基準地震動との応答スペクトルの比率については、工学

的判断として以下を考慮し Ss-F1～F3 及び Ss-N1 に対して 0.5、Ss-D1～D3 に

対しては 0.58 と設定する。 

① 弾性設計用地震動と基準地震動との応答スペクトルの比率は、弾性限界

と安全機能限界それぞれに対する入力荷重の比率に対応し、その値は 0.5

程度である。 

② 弾性設計用地震動は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

（昭和 56年 7月 20 日原子力安全委員会決定、平成 13 年 3月 29 日一部改

訂）における基準地震動 S1が耐震設計上果たしてきた役割を一部担うもの

であることを踏まえ、その応答スペクトルは、基準地震動 S1の応答スペク

トルをおおむね下回らないようにする。 

 

（２）弾性設計用地震動 

前項の条件で設定する弾性設計用地震動は、最大加速度が Sd-D1 については

水平方向 371cm/s2及び鉛直方向 249cm/s2、Sd-D2 については水平方向 580cm/s2

及び鉛直方向 348cm/s2、Sd-D3 については水平方向 464cm/s2 及び鉛直方向

290cm/s2、Sd-F1 については水平方向 359cm/s2及び鉛直方向 197cm/s2、Sd-F2 に

ついては水平方向 361cm/s2及び鉛直方向 198cm/s2、Sd-F3 については水平方向

418cm/s2及び鉛直方向 222cm/s2、Sd-N1 については水平方向 310cm/s2及び鉛直

方向 160cm/s2である。 

 

規制委員会は、申請者が、弾性限界と安全機能限界に対する入力荷重の比率を

考慮すること及び基準地震動 S1 の応答スペクトルをおおむね下回らないように

考慮すること、これらの工学的判断に基づき、基準地震動との応答スペクトルの

比率を Ss-F1～F3 及び Ss-N1 に対しては 0.5、Ss-D1～D3 に対しては 0.58 として

弾性設計用地震動を適切に設定する方針としていることから、この方針が解釈別

記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 
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なお、申請者は、弾性設計用地震動の年超過確率は短周期側で 10-2～10-4程度、

長周期側で 10-3～10-5程度としている。 

 

３．地震応答解析による地震力及び静的地震力の算定方針 

（１）地震応答解析による地震力 

解釈別記２は、基準地震動又は弾性設計用地震動を用いて、水平 2方向及び

鉛直方向について適切に組み合わせたものとして、地震応答解析による地震力

を算定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、地震応答解析による地震力を算定する方針として

いる。 

 

① Ｓクラスの施設の地震力の算定方針 

基準地震動及び弾性設計用地震動から定まる入力地震動を用いて、建

物・構築物の三次元応答性状及びそれによる機器・配管系への影響を考慮

し、水平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ、地震応答解析に

よる地震力を算定する。なお、地震応答解析には、建物・構築物と地盤と

の相互作用、地盤等の非線形性を考慮する。 
 

② Ｂクラスの施設の地震力の算定方針 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については、弾性設計用

地震動に 2分の 1を乗じたものから定まる入力地震動（以下「共振影響検

討用の地震動」という。）を用いることとし、加えてＳクラスと同様に、水

平 2方向及び鉛直方向について適切に組み合わせ、地震力を算定する。 
 

③ 入力地震動の設定方針 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動については、対象建物・

構築物の地盤の非線形特性等の条件を考慮し、必要に応じて二次元有限要

素法、一次元波動理論又は一次元地盤応答解析を用いて設定する。この際、

地盤条件については、敷地全体の地下構造との関係に留意し、地盤の非線

形応答に関する動的変形特性を考慮する。 
また、必要に応じて敷地における観測記録による検証や最新の科学的・

技術的知見を踏まえる。 
 

④ 地震応答解析方法 

対象施設の形状、構造特性、振動特性等を踏まえ、解析手法の適用性、

適用限界等を考慮のうえ、地震応答解析方法を選定するとともに、十分な
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調査に基づく解析条件を設定する。地震時における地盤の有効応力の変化

に伴う影響を考慮する場合には、有効応力解析を実施する。有効応力解析

に用いる液状化強度特性は、敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏

まえた上で実施した試験の結果に基づいて、保守性を考慮して設定する。 

また、対象とする施設の形状、構造特性等を踏まえたモデル化を行う。 
 

なお、審査の過程において、申請者は、2011 年東北地方太平洋沖地震後に実

施した点検及び設置されていた地震計の観測記録に基づく解析により検討を

行った結果、建物・構築物に発生したコンクリートのひび割れに伴う初期剛性

低下を建物・構築物の地震応答解析に考慮する方針を示すとともに、このひび

割れは、2011 年東北地方太平洋沖地震等の地震とコンクリートの乾燥収縮が重

畳したものであることを示した。ただし、建物・構築物のうち、屋外重要土木

構造物はひび割れが認められず、かつ、構造物の剛性が高い方が、地中構造物

にとって支配的な地震時荷重である土圧を保守的に評価することになるため、

初期剛性低下を考慮しない方針を示した。 

機器・配管系については、耐震Ｓクラス設備に地震による損傷はなく、観測

波に基づく地震応答解析結果が弾性範囲内であること、また、Ｂクラス及びＣ

クラス設備のうち異常を確認した設備については、復旧するため地震による損

傷は残らないことから、機器・配管系の設計において、初期剛性低下を考慮し

た建物・構築物の地震応答解析の結果を適用すること以外は、設計への反映事

項はないとした。 

これに対して規制委員会は、ひび割れの影響を網羅的に整理した上で、設計

への反映の考え方について説明を求めた。 

これに対し申請者は、これらのひび割れは、鉄筋コンクリート造耐震壁の初

期剛性及びその後の剛性を低下させるが、機能維持限界耐力及び終局耐力は、

工事計画認可申請の審査において実績のある復元力特性の各耐力を上回って

いることが試験等により確認されたことから、この復元力特性に初期剛性低下

を反映して適用できることを示した。 

これに対して規制委員会は、乾燥収縮ひび割れの今後の進展に伴う剛性低下

及び今後発生し得る地震による剛性低下の設計への反映の考え方について説

明を求めた。 

これに対し申請者は、乾燥収縮ひび割れは建設後 25 年程度経過しており、

おおむね収束していると考えられること及び今後発生し得る地震による剛性

低下を想定して、現状の初期剛性低下に加えて、さらに基準地震動相当の地震

を経験した場合の剛性低下を考慮する方針を示した。 

規制委員会は、申請者が、建物・構築物の構造特性に関して、2011 年東北地
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方太平洋沖地震等の地震及び乾燥収縮の影響により発生したひび割れに伴う

影響を適切に考慮する方針であることを確認した。 

なお、「３．（１）④地震応答解析方法」に示された有効応力解析における地

下水位の設定については、「７．地下水位低下設備の効果を考慮した地下水位

の設定に関する審査の経緯」に示す。 

 

規制委員会は、申請者が、施設、地盤等の構造特性、振動等の施設の応答特

性、施設と地盤との相互作用及び地盤等の非線形性を適切に考慮し、水平 2方

向及び鉛直方向を適切に組み合わせたものとして地震応答解析による地震力

を算定する方針としていることから、この方針が解釈別記２の規定に適合して

いること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（２）静的地震力 

解釈別記２は、耐震重要度分類に応じて水平方向及び鉛直方向の静的地震力

を算定することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、静的地震力を算定する方針としている。 

 

① 建物・構築物の水平地震力 

水平地震力については、地震層せん断力係数に、施設の耐震重要度分類

に応じた係数（Ｓクラスは 3.0、Ｂクラスは 1.5 及びＣクラスは 1.0）を

乗じ、さらに当該層以上の重量を乗じて算定する。 
ここで、地震層せん断力係数は、標準せん断力係数を 0.2 以上とし、建

物・構築物の振動特性、地盤の種類等を考慮して求められる値とする。 
 

② 建物・構築物の保有水平耐力 

保有水平耐力については、必要保有水平耐力を上回るものとし、必要保

有水平耐力については、地震層せん断力係数に乗じる係数を 1.0、標準せ

ん断力係数を 1.0 以上として算定する。 
 

③ 建物・構築物の鉛直地震力 

鉛直地震力については、震度 0.3 以上を基準とし、建物・構築物の振動

特性及び地盤の種類等を考慮し、高さ方向に一定として求めた鉛直震度よ

り算定する。 
 

④ 機器・配管系の地震力 

機器・配管系の地震力については、建物・構築物で算定した地震層せん

776



 

35 

 

断力係数に施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたものを水平震度と見

みなし、その水平震度と建物・構築物の鉛直震度をそれぞれ 20%増しとし

て算定する。 
 

⑤ 水平地震力と鉛直地震力の組合せ 

Ｓクラスの施設については、水平地震力と鉛直地震力が同時に不利な方

向の組合せで作用するものとする。 
 

⑥ 標準せん断力係数等の割増し係数 

標準せん断力係数等の割増し係数については、耐震性向上の観点から、

一般産業施設及び公共施設等の耐震基準との関係を考慮して設定する。 
 

規制委員会は、申請者が、施設の振動特性等を考慮し、算定に用いる係数等

の割増しをして求めた水平震度及び鉛直震度より静的地震力を算定する方針

としていることから、この方針が解釈別記２の規定に適合していること及び地

震ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

４．荷重の組合せと許容限界の設定方針 

（１）建物・構築物 

解釈別記２は、設計基準対象施設のうちの建物・構築物についての荷重の組

合せと許容限界の考え方に対し、以下を満たすことを要求している。 

① Ｓクラスの建物・構築物については、常時作用している荷重及び運転時

に作用する荷重と基準地震動による地震力との組合せに対する評価にお

いて、構造物全体としての変形が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を

有し、部材・部位ごとの応力、ひずみ等が終局耐力時の応力、ひずみ等に

対して妥当な安全余裕を有していること。 

② Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については、常時作用

している荷重及び運転時に作用する荷重と、弾性設計用地震動（Ｂクラス

は共振影響検討用の地震動、Ｃクラスは考慮せず。）による地震力又は静的

地震力を組み合わせ、その結果発生する応力に対して、建築基準法等の安

全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とする

こと。 

申請者は、以下のとおり、建物・構築物の荷重の組合せ及び許容限界を設定

する方針としている。 

 

① 荷重の組合せ 

777



 

36 

 

Ｓクラスの建物・構築物について、基準地震動による地震力、弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、常時作用し

ている荷重（固定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件による

荷重）、運転時に作用する荷重（通常運転時に作用する荷重及び運転時の異

常な過渡変化時に生じる荷重）、設計基準事故時に生じる荷重（設計基準事

故が発生し長時間継続する事象による荷重）及び設計用自然条件（積雪、

風荷重等）とする。Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物について、共振

影響検討用の地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、

常時作用している荷重、運転時に作用する荷重及び設計用自然条件（積雪、

風荷重等）とする。なお、運転時及び設計基準事故時の荷重には、機器・

配管系から作用する荷重が含まれるものとし、地震力には、地震時土圧、

機器・配管系からの反力、スロッシング等による荷重が含まれるものとす

る。 

 
② 許容限界 

Ｓクラスの建物・構築物について、「４．（１）①荷重の組合せ」におけ

る荷重と基準地震動による地震力との組合せに対する評価において、構造

物全体としての変形（耐震壁のせん断ひずみ等）が終局耐力時の変形に対

して十分な余裕を有し、部材・部位ごとの応力、ひずみ等が終局耐力時の

応力、ひずみ等に対して妥当な安全余裕を有することとする。なお、終局

耐力は、構造物又は部材・部位に荷重が作用し、その変形が著しく増加し

て破壊に至る過程での最大の荷重とし、既往の実験式等に基づき定めるも

のとする。 
Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物については、「４．（１）

①荷重の組合せ」における荷重と弾性設計用若しくは共振影響検討用の地

震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する評価において、建築

基準法等の安全上適切と認められる規格及び基準による許容応力度を許

容限界とする。 
 

規制委員会は、申請者が、荷重の組合せについて、耐震重要度分類に応じて

常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重を地震力と適切に組み合わ

せる方針としており、荷重の組合せに対する許容限界については、基準地震動

による地震力との組合せの場合は、構造物全体としての変形が終局耐力時の変

形に対して十分な余裕を有し、部材・部位ごとの応力、ひずみ等が終局耐力時

の応力、ひずみ等に対して妥当な安全余裕を有する方針としており、また、そ

の他の地震力との組合せの場合は、安全上適切と認められる規格及び基準によ
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る許容応力度を許容限界とする方針としていることから、これらの方針が解釈

別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていること、これら

に加え、設計基準事故時に生じる荷重及び自然事象による荷重についても適切

に考慮する方針としていることを確認した。 
 

（２）機器・配管系 

解釈別記２は、設計基準対象施設のうちの機器・配管系について、荷重の組

合せと許容限界の考え方に対し、以下を満たすことを要求している。 

① Ｓクラスの機器・配管系については、通常運転時に作用する荷重、運転

時の異常な過渡変化時に生じる荷重又は設計基準事故時に生じる荷重と

基準地震動による地震力との組合せに対する評価において、その施設に要

求される機能を保持すること。組合せ荷重により塑性域に達するひずみが

生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界

のひずみに対して十分な余裕を有し、その施設に要求される機能に影響を

及ぼさないこと。 

② Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系については、通常運転

時に作用する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重又は設計基準

事故時に生じる荷重と、弾性設計用地震動（Ｂクラスは共振影響検討用の

地震動、Ｃクラスは考慮せず。）による地震力又は静的地震力を組み合わせ

た荷重条件に対して、応答が全体的におおむね弾性状態にとどまること。 

③ 運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生じる荷重について

は、次の荷重を考慮すること。 

a. 地震によって引き起こされるおそれのある事象により生じる荷重 

b. 地震によって引き起こされるおそれのない事象であっても、事象の

発生頻度、継続時間及び地震動の年超過確率との関係を踏まえ長時間

継続する荷重 
申請者は、以下のとおり、機器・配管系の荷重の組合せ及び許容限界を設定

する方針としている。 

 

① 荷重の組合せ 

Ｓクラスの機器・配管系について、基準地震動による地震力、弾性設計

用地震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、通常運転時

に作用する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重、設計基準事故

時に生じる荷重及び設計用自然条件（積雪、風荷重等）とする。 

Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系について、共振影響検討用の地震

動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は、通常運転時に作用

779



 

38 

 

する荷重、運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重及び設計用自然条件

（積雪、風荷重等）とする。 

なお、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生じる荷重は、

地震によって引き起こされるおそれのある事象による荷重及び地震によ

って引き起こされるおそれはないが、事象の発生頻度、継続時間及び地震

動の年超過確率との関係を踏まえ長時間継続する事象による荷重とする。 
 

② 許容限界 

Ｓクラスの機器・配管系について、「４．（２）①荷重の組合せ」におけ

る荷重と基準地震動による地震力との組合せに対する評価において、塑性

域に達するひずみが生じる場合であっても、その量が小さなレベルにとど

まって破断延性限界のひずみに対して十分な余裕を有し、その施設の機能

に影響を及ぼすことがない限度に応力、荷重等を制限する値を許容限界と

する。なお、地震時又は地震後の機器等の動的機能要求については、実証

試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界とする。 

Ｓクラス、Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系については、「４．（２）

①荷重の組合せ」における荷重と弾性設計用若しくは共振影響検討用の地

震動による地震力又は静的地震力との組合せに対する評価において、応答

が全体的におおむね弾性状態にとどまることを許容限界とする。 
 

規制委員会は、申請者が、荷重の組合せについて、耐震重要度分類に応じて

運転状態の荷重を地震力と適切に組み合わせる方針としており、荷重の組合せ

に対する許容限界については、基準地震動による地震力との組合せの場合は、

破断延性限界のひずみに対して十分な余裕を有し、その施設の機能に影響を及

ぼすことがないように、また、その他の地震力との組合せの場合は、応答全体

がおおむね弾性状態にとどまるように、適切に設定する方針としていることか

ら、これらの方針が解釈別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏

まえていること、これらに加え、自然事象による荷重についても適切に考慮す

る方針としていることを確認した。 

 

（３）津波防護施設、浸水防止設備等 

解釈別記２は、津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物並

びに浸水防止設備及び津波監視設備についての荷重の組合せと許容限界の考

え方に対し、以下を満たすことを要求している。 
① 常時作用している荷重及び運転時に作用する荷重と基準地震動による

地震力の組合せに対して、その施設、設備に要求される機能（津波防護機
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能、浸水防止機能及び津波監視機能）を保持すること。 
② これらの荷重の組合せに関しては、地震と津波が同時に作用する可能性

について検討し、必要に応じて基準地震動による地震力と津波による荷重

の組合せを考慮すること。 
申請者は、以下のとおり、津波防護施設、浸水防止設備等の荷重の組合せ及

び許容限界を設定する方針としている。 

 

① 荷重の組合せ 

基準地震動による地震力と組み合わせる荷重は、津波防護施設及び浸水

防止設備が設置された建物・構築物については、常時作用している荷重（固

定荷重、積載荷重、土圧、水圧及び通常の気象条件による荷重）、運転時に

作用する荷重（通常運転時に作用する荷重及び運転時の異常な過渡変化時

に生じる荷重）及び設計用自然条件（積雪、風荷重等）とする。浸水防止

設備及び津波監視設備については、通常運転時に作用する荷重、運転時の

異常な過渡変化時に生じる荷重、設計用自然条件（積雪、風荷重等）及び

設計基準事故時に生じる荷重とする。また、必要に応じて津波による荷重

の組合せを考慮する。なお、津波以外の地震力に組み合わせる荷重は、「４．

（１）建物・構築物」又は「４．（２）機器・配管系」の荷重の組合せの荷

重に準じるものとする。 
 

② 許容限界 

津波防護施設及び浸水防止設備が設置された建物・構築物の許容限界は、

構造物全体としての変形が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有す

るとともに、その施設に要求される津波防護機能及び浸水防止機能を保持

できることとする。また、浸水防止設備及び津波監視設備について、常時

作用している荷重及び運転時に作用する荷重等と基準地震動による地震

力の組合せに対して、要求される浸水防止機能及び津波監視機能が保持で

きることを許容限界とする。 

 
規制委員会は、申請者が、津波防護施設、浸水防止設備等の荷重の組合せ

と許容限界について、Ｓクラスの建物・構築物又は機器・配管系に準じて設

定する方針とすること、また、基準地震動による地震力には必要に応じて津

波による荷重を組み合わせる方針としていることから、これらの方針が解釈

別記２の規定に適合していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認

した。 
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５．波及的影響に係る設計方針 

解釈別記２は、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響によ

って、耐震重要施設の安全機能を損なわないように設計することを要求している。 

申請者は、以下のとおり、波及的影響の評価に係る事象選定及び影響評価を行

う方針としている。 

（１）敷地全体を俯瞰した調査・検討の内容等を含めて、以下に示す 4つの影響

（視点）について、波及的影響の評価に係る事象選定を行う。 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又は不等沈

下による影響 
② 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相互影響 
③ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下等による耐震

重要施設への影響 
④ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷、転倒、落下等による耐震

重要施設への影響 
（２）これら 4つの影響（視点）以外に追加すべきものがないかを、原子力発電

所の地震被害情報を基に確認し、新たな検討事象が抽出された場合には、そ

の影響（視点）を追加する。 

（３）各影響（視点）より選定した事象に対して波及的影響の評価を行い、波及

的影響を考慮すべき施設を摘出する。 

（４）波及的影響の評価に当たっては、耐震重要施設の設計に用いる地震動又は

地震力を適用する。また、水平 2方向及び鉛直方向の地震力が同時に作用す

る場合の影響も考慮して評価する。 

（５）波及的影響の評価においては、溢水防護及び火災防護の観点からの波及的

影響についても確認する。 

 

規制委員会は、申請者が、波及的影響の評価に係る事象選定及び影響評価につ

いて、以下のとおりの方針としており、これらの方針が解釈別記２の規定に適合

していること及び地震ガイドを踏まえていることを確認した。 

（１）波及的影響の評価に係る事象選定については、敷地全体を俯瞰した調査・

検討の内容等を含めて波及的影響の評価に係る事象選定を行う方針として

いることに加え、原子力発電所の地震被害情報についても併せて検討する方

針としていること。 

（２）影響評価については、選定された事象による波及的影響を評価した上で影

響を考慮すべき施設を摘出する方針としていることに加え、溢水防護及び火

災防護の観点も踏まえて影響を考慮すべき施設を摘出する方針としている

こと。 
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６．炉心内の燃料被覆材の設計方針 

第４条第５項の規定は、炉心内の燃料被覆材について、基準地震動による地震

力に対して放射性物質の閉じ込めの機能が損なわれるおそれがないものでなけ

ればならないことを要求している。 

また、第４条の設置許可基準規則解釈ただし書第１号及び第２号の規定におい

て、炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、通常運転時

及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と地震力との組合せが、

弾性設計用地震動による地震力等との組合せに対しては炉心内の燃料被覆材の

応答が全体的におおむね弾性状態にとどまること、基準地震動による地震力との

組合せに対しては塑性ひずみが生じる場合であっても破断延性限界に十分な余

裕を有し、放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさないこととしている。 

 

申請者は、炉心内の燃料被覆管の放射性物質の閉じ込め機能について、以下の

とおり設計するとしている。 

 

（１）通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と、弾性設

計用地震動による地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力を組み合

わせた荷重条件に対して、炉心内の燃料被覆管の応答が全体的におおむね弾性

状態にとどまる設計とする。 
（２）通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と基準地

震動による地震力を組み合わせた荷重条件により塑性ひずみが生じる場合であ

っても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し、

放射性物質の閉じ込めの機能に影響を及ぼさない設計とする。 
 

規制委員会は、申請者による炉心内の燃料被覆材に係る荷重の組合せと許容限

界の設定方針が、炉心内の燃料被覆材の放射性物質の閉じ込めの機能については、

通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時に生じるそれぞれの荷重と地震力と

の組合せが、弾性設計用地震動による地震力等との組合せに対しては炉心内の燃

料被覆材の応答が全体的におおむね弾性状態にとどまること、基準地震動による

地震力との組合せに対しては塑性ひずみが生じる場合であっても破断延性限界

に十分な余裕を有し、放射性物質の閉じ込め機能に影響を及ぼさないこととして

いることを確認した。 

 

７．地下水位低下設備の効果を考慮した地下水位の設定に関する審査の経緯 
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審査の過程において、申請者は、本発電所に特有な事象として、防潮堤下部を

地盤改良することで敷地から海への地下水の流下がせき止められるため、地下水

位が地表面付近まで上昇する可能性があることを考慮して、地下水位低下設備に

より一定の範囲に保持される地下水位を前提として、建屋の範囲だけではなく、

敷地広範囲の設計用地下水位を適切に設定することで、建物・構築物の設計及び

その水位に基づく液状化評価を実施し、地盤変状が生じた場合においても機能が

保持できる設計とする方針を示した。 

これに対して規制委員会は、地下水位低下設備は供用期間全てにおいて機能を

有している必要があり、地下水位低下設備が機能喪失した場合には、重要安全施

設等に影響を及ぼすことから、耐震性を含めた信頼性確保の考え方についての説

明を求めた。 

これに対し申請者は、地下水位低下設備について、以下の方針を示した。 

（１）基準地震動に対して機能維持する設計とする。 

（２）設置許可基準規則第１２条第２項に規定する多重性又は多様性及び独立

性が確保された設計とする。 

（３）全交流動力電源の喪失を想定し、常設代替交流電源設備からの電源供給

が可能な設計とする。 

（４）地下水位低下設備の機能喪失への対応として、可搬型設備等を確保する

とともに、当該設備に対する運転上の制限（以下「ＬＣＯ」という。）及び

ＬＣＯを満足していない場合に要求される措置等を含めた運転管理にお

ける手順及び体制を整備する。 
 

以上のことから、規制委員会は、申請者が、地下水位低下設備について適切に

信頼性を確保した上で、その効果を考慮して設計用地下水位を設定する方針であ

ることを確認した。 

 

 

Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係） 

第３条は、設計基準対象施設は、当該設計基準対象施設を十分に支持することが

できる地盤に設けなければならないこと並びに耐震重要施設は、変形した場合にお

いてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならないこと

及び変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならないことを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．地盤の変位 

２．地盤の支持 

３．地盤の変形 
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規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．地盤の変位 

設置許可基準規則解釈別記１（以下「解釈別記１」という。）は、耐震重要施設

を「将来活動する可能性のある断層等」の露頭が無いことを確認した地盤に設置

することを要求している。 

申請者は、耐震重要施設を設置する地盤における断層の活動性評価について、

敷地における文献調査、変動地形学的調査、地表地質調査、ボーリング調査、試

掘坑調査、弾性波探査、トレンチ調査、立坑調査等に基づく検討結果から、評価

結果を以下のとおりとしている。 

（１）敷地には、砂岩、頁岩及び砂岩頁岩互層の中生界ジュラ系堆積岩類が広く分

布し、部分的にこれらを貫く白亜系ひん岩脈が分布する。また、一部海岸付近

及び低地周辺には、第四紀層が分布する。原子炉建屋設置位置付近には、中生

界ジュラ系堆積岩類を構成する荻の浜累層の一部である狐崎
きつねざき

砂岩頁岩互層、

緊急時対策建屋付近は、荻の浜累層の一部である牧
まき

の
の

浜
はま

砂岩部層が分布してい

る。 

（２）敷地の中生界ジュラ系の地質構造には、小屋
こ や

取
とり

背斜と鳴
なる

浜
はま

向斜に代表される

NNE-SSW～NE-SW 走向の顕著な褶曲構造が確認される。 

（３）敷地には、褶曲構造の形成と関連性が示唆される断層が認められ、断層走向

と褶曲軸の走向との関係から、褶曲軸の方向と同方向に延びる「走向断層」、褶

曲軸の方向とほぼ直交する走向の「横断断層」及び褶曲軸の方向と斜交する走

向の「斜交断層」の３つのタイプに分類される。 

（４）敷地には、褶曲構造及びひん岩脈を切り、顕著な変位量を有し、かつ比較的

破砕幅があり、さらに連続性のある断層として、走向断層は 2条（ＳＦ－１～

２）、横断断層は 7 条（ＴＦ－１～７）及び斜交断層は 7 条（ＯＦ－１～７）

の計 16 条の断層が認められ、これらのうち、耐震重要施設を設置する地盤に

は、ＳＦ－２、ＯＦ－１～４及びＴＦ－１～４の 9条の断層が認められる。Ｔ

Ｆ－１断層及びＯＦ－４断層以外の断層は、他の断層との新旧関係（切り切ら

れ関係）から、ＴＦ－１断層又はＯＦ－４断層より古い断層であり、活動性評

価の対象に該当しない。ＴＦ－１断層は、敷地内において破砕規模が最大であ

り、敷地の地質構造を規制する最も主要な断層である。また、ＯＦ－４断層に

ついては、規模は小さいものの、延長が短く他の断層により切られておらず、
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ＴＦ－１断層との新旧関係が判断できなかったため、ＴＦ－１断層及びＯＦ－

４断層の 2条の断層を活動性評価の対象断層として、詳細な評価を行った。 

（５）ＴＦ－１断層及びＯＦ－４断層は、評価に有効な上載地層は認められなかっ

たものの、断層活動の最新面に確認される熱水活動に伴う鉱物脈の晶出状況等

に着目し評価を行った。 

（６）ＴＦ－１断層の薄片観察等によれば、断層活動最新面には方解石（カルサイ

ト）脈が面を横断して連続的に分布していることが確認されるが、断層活動に

より変形を受けたカルサイト脈及び自形のカルサイト脈が共存していること

から、ＴＦ－１断層面の最終活動と同じ時期にカルサイトが断層面破砕部に複

数回晶出していると考えられ、また流動的な変形も認められることから、高温

環境下にあったものと考えられる。特に、自形のカルサイト脈が存在している

ことから、ＴＦ－１断層はカルサイト晶出終了以降は活動していないものと考

えられる。さらに、トレンチ調査の結果、ＴＦ－１断層はひん岩脈を切ってい

る状況を確認している。 

（７）ＯＦ－４断層の薄片観察等によれば、鉱物を伴う比較的連続性の良い断層活

動最新面が認められ、最新面より上盤側には細粒な変形ゾーンが確認される。

細粒な変形ゾーン内には緑泥石が脈状に晶出しており、断層活動に伴う変形は

確認されない。また、最新面の形成に伴う逆断層センスの変形構造を切るよう

に晶出している。 

さらに、ＯＦ－４断層の最新面自体には、せん断面に垂直な方向に成長して

いる熱水由来のスメクタイト脈及び緑泥石脈が晶出しており、いずれも変形は

認められない。以上のことから、これらの鉱物の生成以降、ＯＦ－４断層の活

動はなかったものと考えられる。 

（８）ＴＦ－１断層及びＯＦ－４断層に生成している鉱物の生成環境を推定するた

め、カルサイトの流体包有物の均質化温度測定や他の鉱物の生成状況等につい

て検討した。その結果、ＴＦ－１断層及びＯＦ－４断層で確認された脈状のカ

ルサイトや緑泥石等は前期白亜紀に終息した熱水活動により生成されたもの

であると考えられ、ＴＦ－１断層及びＯＦ－４断層は前期白亜紀の熱水活動が

終了息して以降に活動していないと判断される。 

（９）以上の結果、耐震重要施設を設置する地盤に確認される断層は、前期白亜紀

の熱水活動が終息して以降は活動していないと考えられることから、「将来活

動する可能性のある断層等」に該当しないと評価した。 

 

当初、申請者は、敷地に認められる断層の活動性の評価については、主として

地質構造発達史の観点から、前期白亜紀中に終了した大島造山運動に伴う褶曲構
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造と密接に形成された古い断層であることから、「将来活動する可能性のある断

層等」に該当しないと評価していた。 

規制委員会は、審査の過程において、断層面と鉱物脈との関係について、断層

の最新面を切る鉱物脈の存在が断層の活動性評価に重要であることから、詳細な

評価を行うことを求めた。 

これに対して、申請者は、ＴＦ－１断層及びＯＦ－４断層について、薄片観察

等を実施し、評価の対象となる鉱物（カルサイト、緑泥石等）の晶出状況及び生

成環境等を確認することにより、前期白亜紀の熱水活動が終息して以降は活動し

ていないことを確認した。 

 

規制委員会は、耐震重要施設を設置する地盤の変位については、以下のことか

ら、解釈別記１の規定に適合していること及び地質ガイドを踏まえていることを

確認した。 

・敷地に確認される断層走向と褶曲軸の走向との関係から３つのタイプに分類

し、それぞれについて、変位量、破砕幅及び連続性の観点から、活動性の検

討対象となる断層（16断層）を抽出していること 

・上記の断層から、耐震重要施設を設置する地盤に確認される断層（9 断層）

を抽出し、これらの断層について、その破砕規模や活動の新旧関係を確認し

た上で活動性評価の対象となる断層（2断層）を抽出していること 

・当該 2断層の活動性について、上載地層を用いた方法は適用できないものの、

断層活動により変形を受けていない高温環境下で晶出された鉱物脈が断層

の活動最新面に確認されており、当該鉱物脈の流体包有物の均質化温度測定

や他の鉱物の生成状況等について検討した結果、前期白亜紀の熱水活動が終

息してた以降に断層の活動がないものと評価し、当該断層は「将来活動する

可能性のがある断層等」には該当しないとしていること 
 

２．地盤の支持 

解釈別記１は、設計基準対象施設について、耐震重要度分類の各クラスに応じ

て算定する地震力（耐震重要施設にあっては、基準地震動による地震力を含む。）

が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設けな

ければならないこと、さらに、耐震重要施設については、基準地震動による地震

力が作用することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、基準地震動

による地震力に対する支持性能が確保されていることを確認することを要求し

ている。 

申請者は、設計基準対象施設に対する設計方針及び耐震重要施設に対する動的

解析の内容を以下のとおりとしている。 
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（１）設計基準対象施設については、耐震重要度分類の各クラスに応じて算定した

地震力が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤

に設置する。 

（２）耐震重要施設は、直接又はマンメイドロックあるいは杭を介して十分な支持

性能を有する岩盤及び改良地盤に支持されるよう設計する方針とする。なお、

改良地盤については、各種試験から物性値を設定し、十分な支持性能を有する

ことを確認する。 

（３）耐震重要施設については、当該施設の基礎形式及び施設規模等を踏まえ、原

子炉建屋、防潮堤（盛土堤防）及び防潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部を代表施設

として選定した上で、これらの施設を対象に、基礎地盤の支持力、基礎地盤の

すべり及び基礎底面の傾斜に対する安全性を評価した。 

（４）基準地震動による地震力を作用させた動的解析は、原子炉建屋については、

周辺の地質、振動方向等を考慮し、炉心を通り、褶曲軸に概ね平行及び直交す

る2断面を評価対象断面として選定した上で、二次元有限要素法により行った。

また、防潮堤（盛土堤防）及び防潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部については、延

長の長い線状構造物であることから、置換コンクリート底面のせん断力及び防

潮堤背面の土圧並びに地質等を主な観点とし、防潮堤の方向に直交する複数の

評価断面候補を選定した上で、地震応答解析により防潮堤（盛土堤防）及び防

潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部それぞれに評価断面として１断面を選定し、二次

元有限要素法により行った。 

（５）動的解析に用いる地盤パラメータについては、各種の調査結果を基に設定し

た。解析に当たっては、せん断強度のばらつき、入力地震動の位相の反転につ

いても考慮した。また、地下水位については、原子炉建屋の地下水位は、「Ⅲ－

１．２ 耐震設計方針」で示す設計水位を参照の上、基礎版中央高さに設定し、

それ以外の施設及び周辺地盤については、地表面に設定した。なお、基礎地盤

のすべり評価に当たっては、地下水位以深の盛土・旧表土が入力地震動による

繰り返しの振動により軟化し、強度が低下する可能性を考慮し、盛土・旧表土

のすべり抵抗力に期待せず、岩盤部のみのすべりに対する安全性の検討を行っ

た。 

（６）動的解析の結果から得られた基礎底面における最大接地圧及び支持力試験の

結果から得られた評価基準値は以下のとおりであり、いずれの施設も評価基準

値を満足することを確認した。なお、防潮堤については、解析断面において、

改良地盤支持部と岩盤支持部が存在することから、それぞれの部位において評

価を実施した。 

・原子炉建屋最大接地圧：3.9N/mm2（評価基準値：13.7N/mm2） 

・防潮堤（盛土堤防）最大接地圧：改良地盤支持部 1.4N/mm2（評価基準値：
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4.4N/mm2）、岩盤支持部 2.9N/mm2（評価基準値：11.4N/mm2） 

・防潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部最大接地圧：改良地盤支持部 1.3N/mm2（評

価基準値：4.4N/mm2）、岩盤支持部 6.7N/mm2（評価基準値：11.4N/mm2） 

（７）動的解析の結果から得られた原子炉建屋、防潮堤（盛土堤防）及び防潮堤（鋼

管式鉛直壁）一般部の基礎地盤の最小すべり安全率は、評価基準値の 1.5 を上

回る。 

（８）動的解析の結果から得られた基準地震動による原子炉建屋基礎底面の最大傾

斜は、評価基準値の目安である 1/2,000 を下回る。なお、防潮堤（盛土堤防）

及び防潮堤（鋼管式鉛直壁）一般部については、傾斜は津波防護機能に影響を

及ぼすものではないことから、評価対象外とした。 

 

規制委員会は、設計基準対象施設を設置する地盤の支持については、以下のこ

とから、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえているこ

とを確認した。 

・設計基準対象施設について、要求される地震力が作用した場合においても、

接地圧に対する十分な支持力を有する岩盤（マンメイドロック、杭、改良地

盤を含む）に設置すること 
・耐震重要施設について、申請者が実施した動的解析の手法、地盤パラメータ

の設定方法等が適切であり、基準地震動を用いた評価を行った結果、評価基

準値又は評価基準値の目安を満足していること 
 

３．地盤の変形 

解釈別記１は、耐震重要施設について、地震発生に伴う地殻変動によって生じ

る支持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液

状化及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状が生じた場合においてもその安全

機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならないことを要求してい

る。 

申請者は、耐震重要施設の支持地盤に係る設計方針及び地殻変動による傾斜に

関する評価を以下のとおりとしている。 

（１）耐震重要施設は、直接又はマンメイドロック、杭を介して岩盤及び改良地盤

の上に設置されていることから、不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等による

影響を受けるおそれはないが、液状化による地盤変状を考慮した場合において

も、その安全機能が損なわれないよう、適切な対策を講ずる設計とする。 

（２）その際、液状化対策として、本発電所では、防潮堤下部の地盤改良等により

地下水の流れが遮断され地下水位が地表面付近まで上昇するおそれがあるこ

とを踏まえ、地下水位を一定の範囲に保持する地下水位低下設備を設置し、同
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設備の効果が及ぶ範囲においてはその機能を考慮した設計用地下水位を設定

する。地下水位低下設備の効果が及ばない範囲においては、自然水位より保守

的に設定した水位又は地表面にて設計用地下水位を設定する。 
（３）耐震重要施設の支持地盤の地殻変動による傾斜については、敷地及び敷地近

傍には、「将来活動する可能性のある断層等」は認められないことから、地震

活動に伴い生じる地殻変動による本発電所への影響は小さいと考えられるが、

敷地周辺に想定される断層のうち、「Ⅲ－３．１ 基準津波」において設定し

た東北地方太平洋沖型地震を想定した波源モデルである基準断層モデル③に

よる地震並びに本発電所に比較的近い活断層であるＦ－６断層～Ｆ－９断層

による地震及び仙台湾の断層群による地震について、Okada(1992)の手法によ

り、原子炉建屋の傾斜を評価した結果、評価基準値の目安である 1/2,000 を下

回る。また、基準地震動による傾斜との重畳を考慮した場合においても、

1/2,000 を下回る。 

 

規制委員会は、耐震重要施設を設置する地盤の変形については、以下のことか

ら、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえていることを

確認した。 

・耐震重要施設は、不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等による影響を受ける

おそれはないが、液状化による地盤変状を考慮した場合においても、その安

全機能が損なわれないよう、適切な対策を講ずる設計とする方針としている

こと 
・地殻変動による傾斜に関する評価が適切であり、評価基準値の目安を満足し

ていること 
 

 

Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係） 
第５条は、設計基準対象施設について、基準津波に対して安全機能が損なわれる

おそれがない設計とすることを要求している。 
このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 
Ⅲ－３．１ 基準津波 

１．地震に伴う津波 

２．地震以外の要因による津波 

３．地震に伴う津波と地震以外の要因による津波の組合せ 

４．基準津波の策定等 

Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針 

１．防護対象とする施設の選定方針 
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２．基本事項 

３．津波防護の方針 

４．施設又は設備の設計方針 
 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 
 
 

Ⅲ－３．１ 基準津波 

設置許可基準規則解釈別記３（以下「解釈別記３」という。）は、基準津波につい

て、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、波源海域から敷地周辺までの海底地形、

地質構造及び地震活動性等の地震学的見地から想定することが適切なものを策定

することを要求している。また、津波の発生要因として、地震のほか、地すべり、

斜面崩壊その他の地震以外の要因、及びこれらの組合せによるものを複数選定し、

不確かさを考慮して数値解析を実施し、策定することを要求している。 
 

規制委員会は、申請者が実施した津波評価の内容について審査した結果、本申請

における基準津波は、津波の発生要因として、地震のほか、地すべり、斜面崩壊そ

の他の地震以外の要因、及びこれらの組合せについて検討した上で、敷地に大きな

影響を及ぼす地震による津波を複数選定し、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、

各種の不確かさを十分に考慮して数値解析を実施し、適切に策定されていることか

ら、解釈別記３の規定に適合していることを確認した。 

 

１．地震に伴う津波 

解釈別記３は、地震に伴う津波について、プレート間地震、海洋プレート内地

震及び海域の活断層による地殻内地震に伴う津波を考慮し、津波の発生要因に係

る調査及び波源モデルの設定に必要な調査、敷地周辺に襲来した可能性のある津

波に係る調査及び津波の伝播経路に係る調査を行うことを要求している。また、

基準津波の策定に当たっては、適切な規模の津波波源を考慮するとともに、不確

かさの考慮に当たっては、基準津波の策定に及ぼす影響が大きいと考えられる波

源特性の不確かさの要因及びその大きさの程度並びにそれらに係る考え方及び

解釈の違いによる不確かさを十分踏まえた上で、適切な手法を用いることを要求

している。 

申請者は、地震に伴う津波評価について、以下のとおりとしている。 
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（１）検討波源の選定 

① 敷地周辺の既往津波及び痕跡高等についての文献調査の結果、敷地周辺

に影響を与えたと考えられる津波には、近地津波と遠地津波があり、近地

津波については、日本海溝沿いの 869 年貞観の津波、1611 年慶長の津波、

1896 年明治三陸地震津波、1933 年昭和三陸地震津波及び 2011 年東北地方

太平洋沖地震に伴う津波がある。これらのうち、敷地に最も影響が大きい

津波は 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波である。また、869 年貞観

の津波は、2011 年東北地方太平洋沖地震と同型のプレート間地震による津

波とされており、宍倉ほか（2011）によれば、仙台平野及び石巻平野では、

2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波と同規模の浸水域であったとさ

れているが、津波堆積物に関する文献調査において、菅原ほか（2011、2013）

によれば、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波は、869 年貞観の津波

とほぼ同等、もしくは上回っていたと考えられることを確認した。また、

これ以外の近地津波では、千島海溝沿いの巨大地震による津波があるが、

内閣府中央防災会議によるシミュレーション結果によれば、敷地への影響

は 2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波より小さいことを確認した。

さらに、遠地津波については、文献調査の結果、1960 年チリ地震による津

波が敷地周辺の津波痕跡高として最大となるが、敷地への影響は 2011 年

東北地方太平洋沖地震に伴う津波より小さいことを確認した。 

② 文献調査の結果を踏まえ、検討波源としては、敷地への影響が大きいと

考えられる日本海溝沿いで発生する東北地方太平洋沖型の地震（869 年貞

観の津波、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波）、津波地震（1611 年

慶長の津波、1896 年明治三陸地震津波）及び海洋プレート内地震（1611 年

慶長の津波、1933 年昭和三陸地震津波）による津波を選定した。これらの

うち、1611 年の津波については、プレート間地震における津波地震と海洋

プレート内地震における正断層型の地震の波源モデルが提案されている

ことから、両方について検討を行うこととした。なお、海域の活断層につ

いては、既往津波の記録はないが、後期更新世以降の活動性を考慮してい

る断層を選定して評価を行った。推定津波高は、阿部（1989）の簡易予測

式を用いて評価を行った結果、プレート間地震に起因する津波及び海洋プ

レート内地震に起因する津波を上回るものではないことを確認した。 

 

（２）津波伝播の数値計算手法 

① 津波に伴う水位変動の評価は、敷地前面海岸を評価対象とし、範囲内の

最大値を評価するものとして、非線形長波理論に基づき、差分法による平
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面二次元モデルによる津波シミュレーションプログラムを用いて実施し

た。なお、基準津波の策定のための敷地前面等における津波水位評価及び

基準津波定義位置における津波水位評価では、潮位条件を考慮していない

としては、気象庁鮎川
あゆかわ

検潮所における観測記録を用いて算定した朔望平均

満潮位を適用した検討を実施した。また、2011 年東北地方太平洋沖地震に

伴う地殻変動を考慮し、敷地は一様に約 1m 沈下した状態として評価を行

った。 

② 津波シミュレーションに用いる数値計算モデルについては、計算領域は

日本海溝沿い・千島海溝沿い南部の津波発生領域が含まれる範囲及び北海

道・東日本沿岸からの反射波が発電所に与える影響を考慮して設定した。

計算格子間隔は、最大 2,500m から最小 5m まで徐々に細かい格子サイズを

設定した。 

③ 津波シミュレーションの再現性については、評価の指標としては、相田

（1977）による既往津波高と数値シミュレーションにより計算された津波

高さとの比から求める幾何平均値 K 及びばらつきを表す指標κを用い、検

討波源を用いた検証を行い、土木学会（2016）に基づく再現性の目安を満

足することを確認した。 

 

（３）地震に伴う津波評価 

① 東北地方太平洋沖型の地震（プレート間地震）に起因する津波 

東北地方太平洋沖型の津波波源による特性化波源モデルについては、

2011 年東北地方太平洋沖地震の地震特性を再現する各種の震源断層モデ

ルのすべり領域と、広域の津波特性を再現する津波波源モデルのすべり領

域に違いが見られることを踏まえ、大すべり域の不確かさを考慮できるモ

デル（以下「特性化モデル」という。）として、広域の津波特性を考慮した

特性化モデルである基準断層モデル①、宮城県沖の大すべり域の破壊特性

を考慮した特性化モデルである基準断層モデル②及び当該モデルの海溝

側すべり量を強調した基準断層モデル③を次のとおり設定した。なお、設

定に当たっては、地震調査研究推進本部(2019)等の内容が評価に影響を与

えないことを確認した。 

a. 基準断層モデル① 

ア．広域の津波特性を考慮した特性化モデルについては、すべり領

域を内閣府（2012a）、Satake et al.(2013)及び杉野ほか（2013）

を参考に、青森県東方沖及び岩手県沖北部～茨城県沖に設定した。

地震規模は、断層面積から Mw9.13 とした。平均応力降下量は、杉

野ほか(2014)を参考に 3.26MPa とした。平均すべり量は、地震の
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規模に関するスケーリング則及び地震モーメントの定義式から算

定した。すべり量の不均一性については、内閣府（2012b）で示さ

れている大すべり域、超大すべり域の面積よりも大きい面積を示

している杉野ほか（2014）を参考に、超大すべり域、大すべり域

及び背景領域のすべり量をそれぞれ平均すべり量の3倍、1.4倍、

0.33 倍に、面積をそれぞれ全体の面積の 15％、25％、60％程度と

なるように設定した。超大すべり域、大すべり域の位置について

は、Seno(2014)を参考にした各領域の固着等に関する分析結果を

踏まえ、超大すべり域は岩手県沖南部と宮城県沖に、大すべり域

は超大すべり域を取り囲むように設定した。また、立ち上がり時

間は 60 秒とした。 

イ．この広域の津波特性を考慮した特性化モデルについて、土木学

会(2016)の再現性の基準を満足するとともに、敷地を含む宮城県

周辺については、痕跡高に対して計算値の方が大きく、保守的な

モデルとなっていることを確認した上で、基準断層モデル①とし

た。 

ウ．さらに、当該モデルの宮城県沖の大すべり域の位置を南北に約

10 ㎞単位で移動させたパラメータスタディを行い、敷地への影響

が最も大きいケースを抽出した。 

b. 基準断層モデル② 

ア．宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデルにつ

いては、すべり領域を地震調査研究推進本部（2012、2014、2019）

と同様に、岩手県沖南部～茨城県沖に設定した。地震規模は、断

層面積から Mw9.04 とした。平均応力降下量は、内閣府（2012b）

を参考に 3.13MPa とした。平均すべり量は、地震の規模に関する

スケーリング則及び地震モーメントの定義式から算定した。すべ

り量の不均一性を考慮した超大すべり域、大すべり域の設定につ

いて、国内外の巨大地震の解析事例の調査に基づく内閣府（2012b）

を参考に、すべり量はそれぞれ平均すべり量の 4倍、2倍とした。

位置及び面積については、内閣府（2012b）を踏まえ、超大すべり

域、大すべり域の合計面積を全体の 20％程度とすることを基本と

し、杉野ほか（2013）で用いられている Wu et al.(2012)による

長周期地震動に基づいて設定された震源断層モデルのすべり分布

の範囲と比較し、位置については同モデルと同等の宮城県沖に、

面積については、内閣府（2012b）に示されている面積比率よりも

大きくなるように設定した。また、立ち上がり時間は 60 秒とし
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た。大すべり域・超大すべり域を設定することによる地震モーメ

ントの調整は、宮城県沖の大すべり域の破壊特性を反映するため

基本すべり域を含めた波源全体で調整した。設定した特性化モデ

ルについては、2011 年東北地方太平洋沖地震の地殻変動量を上回

っているとともに、同地震の沖合いの観測波形及び津波水位を良

好に再現できていることから、宮城県沖の大すべり域の破壊特性

を適切に考慮していることを確認した。さらに、当該モデルの宮

城県沖の大すべり域・超大すべり域の位置を南北に約 10 ㎞単位で

移動させたパラメータスタディを行い、敷地への影響が最も大き

いケースを抽出した。 

イ．基準断層モデル②は、宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮

した特性化モデルが、広域の津波特性を再現する津波波源モデル

と比較してすべり領域の面積が小さいことを踏まえ、上記で設定

した特性化モデルの超大すべり域及び大すべり域のすべり量を

20%割り増ししたモデルとした。 

c. 基準断層モデル③ 

基準断層モデル③は、基準断層モデル②をベースに、杉野ほか（2013）

を参考に、短周期の波の要因となる未知なる分岐断層の活動や海底地

すべりの発生等の可能性を考慮し、海溝側のすべりを強調するように、

大すべり域及び超大すべり域の形状を変更し、さらに中間大すべり域

を配置したモデルとした。 

d. 考慮する不確かさ 

基準断層モデル①、基準断層モデル②及び基準断層モデル③の評価

に当たり考慮する不確かさについては、破壊開始点、破壊伝播速度及

び立ち上がり時間について検証した上で、評価への影響が大きい破壊

開始点及び破壊伝播速度とした。 

 

当初、申請者は、東北地方太平洋沖型の地震を津波波源とする波源モデ

ルについては、広域～敷地周辺の痕跡高及び観測波形を良好に再現できる

モデル（以下「再現モデル」という。）及び特性化モデルを設定し、特性化

モデルについてすべり量を 20％割り増しした基準断層モデル②、及び未知

なる分岐断層の活動や海底地すべりの発生等の可能性を考慮した基準断

層モデル③を設定していた。 

規制委員会は、審査の過程において、基準津波（水位上昇側）の津波波

源として選定されていた特性化モデルは、敷地前面では再現モデルを上回

ることは確認できるものの、それ以外の評価点では必ずしも保守性を有し
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ていないことについて指摘した。 

これに対して、申請者は、広域の津波特性を考慮した特性化モデルを設

定し、内閣府（2012a）のほか、Satake et al.(2013)や杉野ほか（2013）

等を参考に、すべり領域や断層パラメータを見直し、広域の津波高を再現

できる波源モデルである基準断層モデル①を設定した。 

また、当初、申請者は、東北地方太平洋沖型地震を津波波源とする波源

モデルの不確かさの考慮として、大すべり域の位置を南北に約 50 ㎞単位

で移動させた評価を行った上で、破壊開始点を複数設定して評価を行って

いた。 

規制委員会は、審査の過程において、波源特性の不確かさについては、

大すべり域の位置が、敷地に最も影響が大きい位置となっていることにつ

いて、さらに詳細な検討を行うこと、また、破壊開始点のみでなく、破壊

伝播速度や立ち上がり時間の不確かさについても検討するよう求めた。 

これに対して、申請者は、以下のとおり対応した。 
・大すべり域の位置については、南北に約 10 ㎞単位で移動させた評価

を実施した。 

・破壊開始点、破壊伝播速度及び立ち上がり時間について敷地への影響

について検証を行い、破壊開始点に加え、破壊伝播速度の不確かさを

考慮することとした。 

 
② 津波地震（プレート間地震）に起因する津波 

津波地震に起因する津波については、地震規模に関する知見の整理を行

い、地震調査研究推進本部(2012､2019)によれば、1896 年明治三陸地震は

国内外で最大規模の津波地震であることを踏まえ、同地震による津波の再

現モデルを上回る規模の津波波源を設定した。波源モデルは土木学会

（2016）に基づき、Mw8.5 にスケーリングしたモデルとし、すべり領域は

地震調査研究推進本部（2014)による津波地震の断層面の設定方法を参考

に、敷地に与える影響が大きい位置である宮城県沖から福島県沖までとし

た。さらに、不確かさを考慮したケースとして、位置、走向、傾斜角及び

すべり角を変動させて、敷地への影響が最も大きくなる波源モデルを確認

した。 

 

③ 海洋プレート内地震に起因する津波 

海洋プレート内地震に起因する津波については、地震規模に関する知見

の整理を行い、地震調査研究推進本部(2012、2019)等、及び 2011 年東北地

方太平洋沖地震発生後の応力状態を考慮して、1933 年昭和三陸地震津波を
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再現するモデルのうち最大規模のもの(Mw8.35)を基本とし、津波波源につ

いてはこれを上回る土木学会（2016）に基づく Mw8.6 にスケーリングした

モデルとした。すべり領域は波源モデルの南端が北緯約 38°付近となるよ

うに設定した。不確かさを考慮したケースとして、土木学会(2002，2016)

及び地震調査研究推進本部(2014)を参考に、位置、走向、傾斜及び断層上

縁深さについて変動させて、敷地への影響が最も大きくなる波源モデルを

確認した。 

 

④ 地震に伴う津波の波源の選定 

以上の検討結果から、地震に起因する津波のうち、敷地への影響が大き

い津波波源として、東北地方太平洋沖型の地震に伴う津波波源を選定した。

なお、津波波源の選定に当たっては、防波堤の有無が基準津波の選定の評

価に影響しないこともあわせて確認した。 
 

規制委員会は、申請者が実施した地震に伴う津波の評価については、以下のこ

とから、解釈別記３の規定に適合していることを確認した。 

① 津波堆積物調査を含む文献調査により、波源モデルの設定等に必要な検

討波源の選定が適切に行われていること 
② 津波計算の数値計算手法について再現性の確認が適切に行われている

こと 
③ 東北地方太平洋沖型の地震に伴う津波については、 

・申請時に考慮していた宮城県沖の大すべり域の破壊地域特性を考慮し

た特性化モデルに加え、広域の津波特性を考慮した特性化モデルを設

定していること 
・広域の津波特性を考慮した特性化モデルについては、敷地を含む宮城

県周辺において、2011 年東北地方太平洋沖地震に伴う津波の痕跡高よ

りも評価結果の方が大きく、保守的なモデルとなっていること 
・宮城県沖の大すべり域の破壊地域特性を考慮した特性化モデルについ

ては、2011 年東北地方太平洋沖地震の地殻変動量、沖合いの観測波形

及び発電所の津波水位を良好に再現するモデルを設定した上で、既存

の 2011 年東北地方太平洋沖地震の津波特性を再現するモデルと当該

モデルとの断層面積の違いを考慮し、大すべり域・超大すべり域のす

べり量を 20％割増したモデルを設定していること。また、未知なる活

分岐断層による地震や海底地すべりの発生を考慮し、海溝側のすべり

を強調したモデルを設定していること 
・これらの特性化モデルは、最新の知見を踏まえ、大すべり域及び超大
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すべり域の位置、面積、すべり量等について、不確かさを考慮して設

定していること。大すべり域及び超大すべり域の位置については、宮

城県沖の大すべり域の位置を 10km単位で移動させたパラメータスタ

ディを行い、敷地への影響が最も大きい位置を抽出していること 
・敷地への影響が大きいパラメータについて検証した上で、詳細なパラ

メータスタディを行っていること 
④ 津波地震による津波及び海洋プレート内地震による津波についても、最

新の知見を踏まえ、津波波源及びその規模について保守性を考慮して設定

するとともに、波源の位置、走向及び傾斜等、各種の不確かさを考慮して

適切に評価していること 
 

２．地震以外の要因による津波 

解釈別記３は、地震以外の要因による津波について、地すべり、斜面崩壊その

他の地震以外の要因を考慮し、津波の発生要因に係る調査及び波源モデルの設定

に必要な調査、敷地周辺に襲来した可能性のある津波に係る調査及び津波の伝播

経路に係る調査を行うことを要求している。また、基準津波の策定に当たっては、

適切な規模の津波波源を考慮するとともに、不確かさの考慮に当たっては、基準

津波の策定に及ぼす影響が大きいと考えられる波源特性の不確かさの要因及び

その大きさの程度並びにそれらに係る考え方及び解釈の違いによる不確かさを

十分踏まえた上で、適切な手法を用いることを要求している。 

申請者は、地震以外の要因による津波評価について、以下のとおりとしている。 

（１）文献調査の結果、敷地周辺において、陸域及び海底での地すべり、斜面崩壊

並びに火山現象による歴史津波の記録は認められなかった。 

（２）防災科学技術研究所（2009）等によれば、敷地周辺陸域の海岸付近には大規

模な地すべり地形及び斜面崩壊地形は認められなかった。 

（３）日本海溝付近の海底地すべりについて、小平ほか(2012)では、2011 年東北

地方太平洋沖地震を起因とする海底地すべりが発生していた可能性を示して

いることを踏まえ、海底地すべり地形を検討し、Watts et al.(2005)の予測式

を用いて数値シミュレーションを実施した。その結果、地震に伴う津波を上回

るものではないことを確認した。 
（４）この他の海底地すべりについては、文献調査に加え、敷地前面の音波探査に

よる海底地形判読の結果、海底地すべりの可能性のある地形は認められないこ

とを確認した。また、ハワイ付近に認められる海底地すべりによる津波につい

ても、敷地への影響が小さいことを確認した。 
（５）火山現象に起因する津波については、海上保安庁等によれば、敷地周辺及び

敷地前面海域には、敷地に影響を及ぼす津波の要因となる海底火山は認められ
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ないことから、敷地への影響は小さいことを確認した。 
（６）以上の検討から、地震以外の要因による津波は、地震に伴う津波と比較して

敷地への影響は十分に小さいと評価した。 

 

規制委員会は、申請者が実施した地震以外の要因による津波の評価については、

波源モデルの設定等に必要な調査を実施し、敷地への影響を評価しており、その

結果、地震に伴う津波のうち、各種の不確かさを十分に考慮した東北地方太平洋

沖型の地震による津波波源と比較し、敷地への影響は十分に小さいとしているこ

とは妥当であると判断した。 

 

３．地震に伴う津波と地震以外の要因による津波の組合せ 

解釈別記３は、津波発生要因に係る敷地の地学的背景及び津波発生要因の関連

性を踏まえ、地震及び地すべり又は斜面崩壊等の組合せについて考慮することを

要求している。 
申請者は、地震による津波と地震以外の要因による津波の組合せについて、地

震以外を要因とする津波については、地震に伴う津波のうち、東北地方太平洋沖

型の地震による津波波源と比較して、敷地に及ぼす影響が十分に小さいと考えら

れること、また、地震に伴う津波の評価のうち、プレート間地震に起因する津波

の評価においては、未知なる分岐断層の活動や海底地すべりの発生等の可能性を

考慮していることから、これらの津波の組合せの必要はないとしている。 
 
規制委員会は、申請者が実施した地震に伴う津波と地震以外の要因による津波

の組合せについては、地震以外を要因とする津波が敷地に及ぼす影響は十分に小

さく、組合せを考慮した場合でも、敷地への津波の遡上の検討には影響がないも

のと考えられること、また、地震に伴う津波の評価においては、未知なる分岐断

層の活動や海底地すべりの発生等の可能性を考慮した評価を行っているため、組

合せの必要がないことを確認した。 
 

４．基準津波の策定等 

解釈別記３は、基準津波の時刻歴波形について、敷地前面海域の海底地形の特

徴を踏まえ、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となるよう、施

設から離れた沿岸域における津波を用いることを要求している。また、基準津波

による遡上津波は、敷地周辺における津波堆積物等の地質学的証拠及び歴史記録

等から推定される津波高及び浸水域を上回っていること、行政機関により敷地又

はその周辺の津波が評価されている場合には、波源設定の考え方及び解析条件の

相違点に着目した上で、安全側の評価を実施するとの観点から必要な科学的・技

799



 

58 

 

術的知見を基準津波の策定に反映することを要求している。さらに、砂移動の評

価に必要な調査を行い、基準津波による水位変動に伴う砂の移動・堆積に対して

取水口及び取水路の通水性が確保できることを要求している。 

申請者は、基準津波の策定の内容を以下のとおりとしている。 

（１）基準津波は、時刻歴波形に対して施設からの反射波の影響が微少となるよう、

敷地前面の沖合い約 10km の水深 100m 地点で定義した。 

（２）津波シミュレーションによる計算の結果から、水位上昇側で敷地に最も影響

のある波源モデルは、東北地方太平洋沖型の地震に伴う津波のうち、基準断層

モデル③による津波（大すべり域・超大すべり域を波源モデルの基準位置、同

時破壊、立ち上がり時間 60 秒）である。また、水位下降側で敷地に最も影響の

ある波源モデルは、東北地方太平洋沖型地震による津波のうち、基準断層モデ

ル②による津波（大すべり域・超大すべり域を波源モデルの基準位置、破壊開

始点は超大すべり域の中央に配置、破壊伝播速度は 1.0 ㎞/s、立ち上がり時間

60 秒）である。 

（３）基準津波定義位置における上昇側の基準津波による最高水位は T.P.＋8.63m、

最低水位は T.P.－3.57m である。また、下降側の基準津波による最高水位は T.P.

＋6.61m、最低水位は T.P.－3.30 m である。 

（４）基準津波の規模が敷地周辺における津波堆積物等から推定される津波の規模

を超えていることについては、「１．地震に伴う津波」において、基準断層モ

デル①は、敷地を含む宮城県周辺の痕跡高に対して計算値の方が大きく、保守

的なモデルになっていることによって確認した。 

（５）行政機関による既往評価との比較として、「１．地震に伴う津波」において、

基準断層モデル①は、内閣府（2012a）を踏まえて設定されており、必要な科学

的・技術的知見を基準津波の策定に反映していることを確認した。 

（６）基準津波に伴う砂移動の数値計算では、藤井ほか（1998）及び高橋ほか（1999）

の方法を用いて砂の堆積厚を評価し、非常用海水ポンプの取水に支障が生じな

いことを確認した。 

 

規制委員会は、本申請による基準津波は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、

各種の不確かさを十分に考慮して、適切な位置で適切に時刻歴波形として策定さ

れていること、基準津波による津波高さは、敷地周辺の津波堆積物調査結果及び

行政機関が行った津波評価を上回っていること、また、基準津波による水位変動

に伴う砂移動の評価が適切に行われていることから、解釈別記３の規定に適合し

ていることを確認した。 

 

なお、申請者は、基準津波定義位置における基準津波による水位上昇側の年超
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過確率は 10-6～10-7程度、水位下降側の年超過確率は 10-3～10-4程度としている。 

 

 

Ⅲ－３．２ 耐津波設計方針 

１．防護対象とする施設の選定方針 

解釈別記３は、設計基準対象施設に対して基準津波によって安全機能が損なわ

れるおそれがないことを要求している。また、津波ガイドでは、重要な安全機能

を有する施設は、基準津波に対して、その安全機能を損なわない設計であること

を基本方針として示している。 

申請者は、設計基準対象施設のうち、耐震重要度分類におけるＳクラスの施設

を防護対象とする施設として選定する方針としている。これに加えて、「発電用

軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」（平成 2年 8月 30

日原子力安全委員会決定）に示された、安全機能を有する構築物、系統及び機器

に対する設計上の考慮（自然現象に対する設計上の考慮）を参考にして、安全重

要度分類におけるクラス１及びクラス２に属する構築物、系統及び機器に加え、

安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、系統及び機器について

も防護対象とする施設として選定する方針としている。また、上記以外のクラス

３に属する構築物、系統及び機器は代替設備によって必要な機能を確保する等の

対応を行うよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、防護対象とする施設の選定について、申請者が、設計基準対象

施設のうち耐震重要度分類におけるＳクラスの施設及び重要な安全機能を有す

る施設を選定することに加え、安全評価上その機能を期待する施設にも着目して

選定することとしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること

及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

２．基本事項 

（１）敷地及び敷地周辺における地形と施設の配置 

津波ガイドでは、耐津波設計の前提条件に関する基本事項として、敷地及び

敷地周辺における地形、施設の配置等について、以下の事項についてそれぞれ

を網羅的に示すこととしている。これらの事項は、遡上域及び浸水域の評価並

びに漂流物の評価において必要な情報である。 

① 敷地及び敷地周辺における地形、標高並びに敷地周辺における河川の存

在 

② 敷地における施設の位置、形状等 

③ 敷地周辺における人工構造物等の位置、形状等 
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申請者は、敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について、図面等を用い

て以下のように示している。 

① 敷地は宮城県の女川
お な が わ

町及び石巻
いしのまき

市の牡鹿
お じ か

半島
は ん と う

牡鹿半島のほぼ中央東部

に位置しており、敷地の北方約 17km のところに一級河川の北上
き た か み

川、牡鹿

半島を流れる二級河川及び準用河川が複数あり、敷地に最も近い河川とし

て、南方約 3km のところに二級河川の後
うしろ

川がある。 

② 施設、設備が設置される敷地の高さは、主に O.P.＋2.5m、O.P.＋13.8m

及びO.P.＋59m以上の高さに分かれている。なお、敷地の高さについては、

2011 年東北地方太平洋沖地震に伴い生じた沈降を考慮している。 

③ 防護対象とする施設を内包する建屋及び区画として、原子炉建屋、ター

ビン建屋及び制御建屋をO.P.＋13.8mの敷地に設置する。屋外設備として、

排気筒、海水ポンプ室補機ポンプエリア、軽油タンクエリア及び復水貯蔵

タンクを O.P.＋13.8m の敷地に、原子炉建屋と接続する海水ポンプ室補機

ポンプエリア、軽油タンクエリア及び復水貯蔵タンクからの配管を敷設す

る地下構造物、排気筒連絡ダクトはO.P.＋13.8mの敷地地下部に設置する。 

④ 津波防護施設として女川湾に面した O.P.＋13.8m の敷地前面に O.P.＋

29m を天端とする鋼管式鉛直壁と盛土堤防で構成される防潮堤を設置する。

また、2 号炉海水ポンプ室スクリーンエリア及び 3 号炉海水ポンプ室スク

リーンエリアの開口部並びに2号炉放水立坑及び3号炉放水立坑の開口部

を取り囲むようO.P.＋13.8m の敷地面に O.P.＋19m又は O.P.＋20mを天端

とする防潮壁を、3 号炉海水熱交換器建屋取水立坑の開口部を取り囲むよ

う O.P.＋14.0m の位置に O.P.＋20m を天端とする防潮壁を設置する。さら

に、1号炉取水路及び 1号炉放水路に取放水路流路縮小工（※3）を、取水

口底盤に O.P.－6.3m を天端とする貯留堰を設置する。 

⑤ 津波監視設備として原子炉建屋の屋上O.P.＋49.5m及び防潮堤北側エリ

ア O.P.＋29.0m に津波監視カメラを海水ポンプ室補機ポンプエリア O.P.

＋2.0m の位置に取水ピット水位計を設置する。 

⑥ 敷地内の防潮堤外側の遡上域の建物・構築物等として、O.P.＋2.5m の敷

地に放水口モニタ建屋、屋外電動機等点検建屋等がある。 

⑦ 敷地内の港湾施設として物揚岸壁、防波堤がある。 

⑧ 敷地外の港湾施設として女川港のほか、8 つの漁港があり、敷地周辺で

最も規模の大きい女川港及び発電所に最も近い小屋
こ や

取
と り

漁港には防波堤が

ある。 

⑨ 敷地外の海上設置物として女川港及び小屋取漁港に係留船舶があり、女

                             
（※3）取水路及び放水路にコンクリートを打設し、水路内の断面積を縮小して、敷地への流入を防止する施

設 
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川湾に養殖筏等がある。 

⑩ 敷地周辺には民家、漁具、配電柱等がある。 

⑪ 海上交通として本発電所沖合約 2km 及び 12km に航路がある。 

 

規制委員会は、耐津波設計の前提条件における必要な事項として、申請者が、

敷地及び敷地周辺の地形、施設の配置等について図面等を用いて網羅的に示し

ており、これらの事項が津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（２）基準津波による敷地周辺の遡上域及び浸水域 
解釈別記３は、遡上域及び浸水域の評価に当たって、敷地及び敷地周辺の地

形及びその標高、河川等の存在、沿岸域の海底地形、津波の侵入角度及び伝播

経路上の人工構造物等を考慮した遡上解析を実施して、遡上波の回り込みを含

め敷地への遡上の可能性を検討することを要求している。また、地震時の変状

（地盤の液状化）又は津波襲来時の洗掘と堆積を起因とする地形及び河川流路

の変化が考えられる場合は、敷地への遡上経路に及ぼす影響を検討することを

要求している。 

申請者は、以下のとおり遡上解析を実施するとしている。 

 

① モデル 

a. 敷地及び敷地周辺の地形とその標高について、解析上影響を及ぼす

斜面、道路等を考慮してモデル化する。 

b. 津波の伝播経路上の人工構造物について、図面を基に解析上影響を

及ぼす構造物の設置状況を考慮してモデル化する。また、2011 年東北

地方太平洋沖地震により被災した地域での防波堤及び防潮壁等の建

設を目的とした復旧・改修工事計画を考慮する。なお、モデル化につ

いては、2011 年東北地方太平洋沖地震による広域的な地殻変動等を反

映する。 

c. 敷地沿岸域及び海域については、一般財団法人日本水路協会及び深

浅測量等による地形データを使用する。また、陸域については 2011 年

東北地方太平洋沖地震後に整備された国土地理院等による地形デー

タを使用し、取水路及び放水路等の諸元、敷地標高については本発電

所の竣工図等を使用する。なお、一般財団法人日本水路協会による地

形データ及び本発電所の竣工図には、2011 年東北地方太平洋沖地震に

よる広域的な地殻変動等を反映する。 

 

② 考慮事項 
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a. 敷地前面、側面及びその周辺における津波の流向、流速及びそれら

の経時変化を把握する。 

b. 敷地の地形、標高の局所的な変化等による遡上波の敷地への回り込

みについて、敷地周辺の遡上域における津波の流向及び流速に留意し

た上で考慮する。 

c. 地震による液状化、流動化、すべり、標高変化を考慮する。 

d. 敷地の周辺斜面が、遡上波の敷地への到達に対して障壁となってい

る箇所はない。 

e. 敷地の北方約 17km に位置する北上川、南方約 3km に位置する後川

等、全ての河川は敷地と標高 100m 以上の山地を隔てた位置にあるこ

とから、これら河川における遡上波は敷地に影響しない。 

f. 揺すり込み及び液状化に伴う盛土・旧表土の変形及び沈下、本発電

所港内の防波堤の損傷について検討し、検討結果に基づき解析条件を

設定する。 

g. 遡上の可能性を検討するに当たって、初期潮位は、朔望平均潮位と

し、潮位のばらつきについては遡上解析から算定した津波水位に加え

ることで考慮する（※4）。 

 

規制委員会は、遡上解析について、申請者が、公的機関による信頼性の高い

データや最新技術に基づいたデータを用いてモデルを作成すること及び地震

による影響を適切に考慮した上で敷地への遡上の可能性を検討することとし

ており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイド

を踏まえていることを確認した。 

 

（３）入力津波の設定 

解釈別記３は、基準津波の波源からの数値解析により、各施設、設備等の設

置位置において算定される水位変動の時刻歴波形を入力津波として設定する

ことを要求している。また、入力津波の設定に当たっては、津波による港湾内

の局所的な海面振動の励起を適切に評価し考慮することを要求している。 

申請者は、基準津波の波源からの津波伝播等の数値解析により、各施設、設

備等の設置位置において、海水面の基準レベルからの水位変動量を算定し、時

刻歴波形として入力津波を設定するとしている。津波による本発電所港湾内の

局所的な海面振動については、本発電所港口、本発電所港奥の取水口前面にお

ける最高水位分布や時刻歴水位に大きな差異はないことから励起しないと評

                             
（※4）朔望平均潮位、潮位のばらつきを含む遡上解析の条件の妥当性については「２．（４）津波防護の方針

設定に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動）」で確認 

804



 

63 

 

価している。なお、基準津波策定位置と本発電所港口における時刻歴水位につ

いても大きな差異はないと評価している。 

さらに、津波防護施設の設計に用いる入力津波の設定については、敷地及び

その周辺の遡上域、津波の伝播経路の不確かさ並びに施設の広がりを考慮する

としている。また、各施設、設備等の設置位置において算定された津波高さ、

速度、衝撃力等に対して、保守的な設計又は評価となるよう考慮して入力津波

高さや速度を設定するとしている。 

 

なお、審査の過程において、申請者は、入力津波の評価について、2011 年東

北地方太平洋沖地震後の女川町等の復旧・改修工事計画を地形データに反映し

ない条件での評価結果を示していた。 

これに対して規制委員会は、復旧・改修工事計画による地形改変が入力津波

へ及ぼす影響を確認するよう求めた。 

これに対し申請者は、2011 年東北地方太平洋沖地震後の復旧・改修工事計画

を反映した入力津波の評価を実施し、上昇側の入力津波に与える影響がないこ

と、また、下降側の入力津波は、復旧・改修工事計画を反映しない入力津波の

評価結果より最低水位は低くなるものの非常用海水ポンプの取水性に影響が

ないことから復旧・改修工事計画を反映しない入力津波を採用する方針を示し

た。 

これに対して規制委員会は、復旧・改修工事計画の完了前及び完了後のいず

れにおいても保守的な入力津波を採用するよう求めた。 

これに対し申請者は、復旧・改修工事計画の反映前後の入力津波の評価結果

を比較した上で、双方の評価結果から保守的な入力津波を採用することを示し

た。 

 

規制委員会は、入力津波の設定について、申請者が、基準津波の波源からの

数値解析により、各施設、設備等の設置位置において、海水面からの水位変動

量の時刻歴波形で設定すること、本発電所港奥の取水口前面における局所的な

海面振動の励起を評価し、その結果を考慮することとしており、これらの方針

が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていること

を確認した。これに加えて、津波防護施設及び浸水防止設備の設計に用いる入

力津波の設定について、敷地及びその周辺の遡上域、津波の伝播経路の不確か

さ並びに施設の広がりを考慮することを確認した。 

 

（４）津波防護の方針設定に当たっての考慮事項（水位変動、地殻変動） 
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解釈別記３は、津波防護施設及び浸水防止設備の設計並びに原子炉補機冷却

海水系の評価に当たって、潮汐に加え高潮等の要因による水位変動も考慮して

保守的な評価を実施することを要求している。また、地震に伴う広域的な地殻

変動による敷地の隆起又は沈降を考慮して保守的な評価を実施することを要

求している。 

申請者は、津波防護施設、浸水防止設備の設計及び原子炉補機冷却海水系の

評価について、以下のとおり実施するとしている。 

 

① 潮汐による水位変動 

敷地周辺の観測地点「鮎川
あゆかわ

鮎川検潮所」における潮位観測記録に基づき

求めた朔望平均満潮位を、入力津波による上昇側水位変動に対して考慮す

るとともに、朔望平均干潮位を入力津波による下降側水位変動に対して考

慮する。また、観測地点「鮎川検潮所」における潮位観測記録に基づき求

めた潮位のばらつきを考慮する。 

 

② 高潮による水位変動 

潮汐以外の要因による潮位変動については、影響の大きなものとして高

潮を抽出する。観測地点「鮎川検潮所」における過去 41 年の潮位観測記録

に基づき高潮の発生状況の調査及び高潮のハザードの評価を行い、基準津

波の超過確率を踏まえ、再現期間 100 年の高潮を算定し、これと基準津波

との重畳を考慮する。 

 

③ 地殻変動による隆起又は沈降の影響 

地震に伴う地殻変動による敷地の隆起又は沈降は、地殻変動解析に基づ

き設定する。基準津波の波源である東北地方太平洋沖型の地震による地殻

変動に伴い敷地全体が 0.72m 沈降すると評価され、2011 年東北地方太平洋

沖地震による広域的な地殻変動に伴い敷地で 1m の沈降が観測されたこと

から、上昇側（寄せ波）の水位変動に対してそれらを合わせた 1.72m の沈

降を考慮する。また、下降側（引き波）の水位変動に対しては、2011 年東

北地方太平洋沖地震による広域的な地殻変動に伴い敷地で観測された 1m

の沈降を考慮するが、余効変動として沈降が解消された場合も考慮する。 

 
規制委員会は、水位変動及び地殻変動について、申請者が、朔望平均満潮位

を入力津波の上昇側水位変動に対して考慮し、朔望平均干潮位を入力津波の下

降側水位変動に対して考慮するとともに、潮汐以外の要因の中で最も影響の大

きな高潮による水位変動をハザードの評価に基づき保守的に評価すること、ま
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た、地震に伴う地殻変動による沈降を上昇側の水位変動に対して考慮し、下降

側の水位変動に対しては、地震に伴う地殻変動による沈降が余効変動として解

消された場合も考慮する保守的な評価をすることとしており、これらの方針が

解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを

確認した。 

 

３．津波防護の方針 

（１）津波防護の基本方針 

津波ガイドでは、津波防護の基本方針が敷地の特性に応じたものであること、

また、津波防護の概要を敷地及び敷地周辺全体図、施設配置図等に明示するこ

とを示している。 

申請者は、敷地の地形及び人工構造物等の位置、形状等に基づく津波の遡上

解析及び管路の水理解析（※5）（以下「管路解析」という。）等の結果を踏まえ

て、津波防護の対象となる敷地の範囲を特定した上で、津波防護の概要を以下

のように示している。 

① 防護対象とする施設を内包する建屋及び区画が設置された敷地に基準

津波による遡上波を到達又は流入させないように津波防護施設を設置す

る。また、取水路、放水路等の地下部を介して、防護対象とする施設を内

包する建屋及び区画に津波を流入させないように津波防護施設及び浸水

防止設備を設置する。 

② 取水施設、放水施設、地下部等については、漏水の可能性を考慮のうえ、

漏水による浸水範囲を限定して、重要な安全機能を有する施設への影響を

防止できる設計とする。 

③ 建屋内の海水を内包する耐震性の低い配管等が地震により破断するこ

とを想定し、そこからの津波の流入に対して防護対象とする施設の安全機

能が損なわれない設計とする。 

④ 津波の引き波時の水位低下により非常用海水冷却系の取水性が損なわ

れないよう津波防護施設として貯留堰を設置する。 

⑤ 津波の襲来等を監視できるよう津波監視設備を設置する。 

以上の津波防護の概要に沿って、防護対象とする施設を内包する建屋及

び区画、津波防護のために設置する施設等（津波防護施設、浸水防止設備、

津波監視設備）の位置を敷地全体図に示している。 
 

規制委員会は、申請者の津波防護の基本方針が、敷地の特性に応じた方針で

                             
（※5）取水路及び放水路の水路形状、材質及び水路表面の状況を考慮したモデル化を行い実施する管路の水

理解析 
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あること及び申請者が、当該方針に基づく津波防護施設、浸水防止設備、津波

監視設備等の配置を図面により示していることから、この方針が津波ガイドを

踏まえていることを確認した。 
 

（２）敷地への浸水防止（外郭防護１） 

① 遡上波の到達、施設等への流入防止 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び重要な

安全機能を有する屋外の施設を、基準津波による遡上波の到達しない十分

高い場所に設置することを要求している。また、到達する高さにある場合

には、津波防護施設、浸水防止設備を設置することを要求している。 

申請者は、遡上波の到達、流入を防止するため、以下の方針を示してい

る。 

a. 基準津波による遡上解析について、地震による地盤沈下量、水位変

動等を初期条件として考慮して実施した。その結果、入力津波高さは

O.P.＋24.4m（敷地高さ O.P.＋13.8m に対する浸水深は 11m 程度）と設

定する（※6）。 
b. 防護対象とする施設を内包する建屋が設置されている敷地は、入力

津波高さ O.P.＋24.4m に対してその敷地高さが O.P.＋13.8m であり、

津波による遡上波が到達する高さにあることから、津波防護施設とし

て敷地前面に O.P.＋29m を天端とする防潮堤を設置する。 

c. 津波が遡上する防潮堤外側の O.P.＋2.5m の敷地に、防護対象とす

る施設を内包する建屋及び区画はない。 

d. 屋外設備が設置されている敷地高さは、軽油タンクエリア、海水ポ

ンプ室補機ポンプエリア、復水貯蔵タンク及び排気筒が O.P.＋13.8m、

原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポン

プが O.P.＋2.0m であり、津波による遡上波が到達する高さにあるこ

とから、津波防護施設として敷地前面に O.P.＋29m を天端とする防潮

堤を設置する。 

 

規制委員会は、遡上波の到達、流入の防止の要求に対して、申請者が、

基準津波による遡上域を把握するために実施した解析の結果に基づき、防

護対象とする施設を内包する建屋及び区画が設置された敷地に遡上波が

到達しないよう津波防護施設を設置することとしており、これらの方針が

                             
（※6）入力津波高さのうち、＋24.4m の数値は、基準津波（沖合約 10km、水深 100m）に基づき、海底地形、

防波堤の影響、潮位のばらつき等の条件を考慮した遡上解析の結果であり、なお、この遡上解析におけ

る各条件の妥当性は「２．基本事項」の（１）～（４）で確認 
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解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえているこ

とを確認した。 

 

② 取水路、放水路等の経路からの津波の流入防止 

解釈別記３は、取水路、放水路等の経路から防護対象とする施設を内包

する建屋及び区画への津波の流入の可能性について検討した上で、流入経

路を特定し、それらに対して対策を施すことにより、津波の流入を防止す

ることを要求している。 
申請者は、以下のとおり、津波の流入経路を特定した上で、流入防止対

策を施す方針としている。 
 

a. 流入経路の特定 

海域とつながる取水路、放水路等の開口部の設置位置において、入

力津波高さと開口部の高さとを比較することにより、津波が防護対象

とする施設を内包する建屋及び区画へ流入する可能性を検討する。流

入経路として、以下を特定した。 
ア．2 号炉取水路から海水ポンプ等を設置するエリアへの津波の流

入については、管路解析により評価を行い、2 号炉海水ポンプ室

の入力津波高さ O.P.＋18.1m に対し、2 号炉海水ポンプ室スクリ

ーンエリアの開口部が O.P.＋14.0m、2 号炉海水ポンプ室防潮壁

内の揚水井戸、補機冷却系トレンチへのアクセス用入口が O.P.＋

14.0m、海水ポンプ室補機ポンプエリア床面の開口部が O.P.＋

2.0m に位置することから、流入経路として 2号炉海水ポンプ室ス

クリーンエリア、2 号炉海水ポンプ室防潮壁内の揚水井戸、補機

冷却系トレンチへのアクセス用入口、海水ポンプ室補機ポンプエ

リア床面の開口部を特定した。 

イ．1 号炉取水路から敷地地上部への津波の流入については、管路

解析により評価を行い、1号炉海水ポンプ室の入力津波高さ O.P.

＋10.4m に対し、1 号炉海水ポンプ室スクリーンエリアの開口部

が O.P.＋14.0m に位置することから、流入経路として、1 号炉海

水ポンプ室スクリーンエリアの開口部を特定した。3 号炉取水路

から敷地地上部への津波の流入については、管路解析により評価

を行い、3 号炉海水ポンプ室及び 3 号炉海水熱交換器建屋の入力

津波高さ O.P.＋19.0m に対し、3 号炉海水ポンプ室スクリーンエ

リア、3号炉海水ポンプ室防潮壁内の揚水井戸、3号炉海水熱交換

器建屋取水立坑の開口部が O.P.＋14.0m、3 号炉海水熱交換器建
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屋補機ポンプエリア床面、3 号炉海水熱交換器建屋取水立坑への

アクセス用入口が O.P.＋2.0m に位置することから、流入経路と

して、3号炉海水ポンプ室スクリーンエリア、3号炉海水熱交換器

建屋取水立坑、3号炉海水ポンプ室防潮壁内の揚水井戸、3号炉海

水熱交換器建屋補機ポンプエリア床面の開口部、3 号炉海水熱交

換器建屋取水立坑へのアクセス用入口を特定した。 
ウ．1 号炉放水路から敷地地上部への津波の流入については、管路

解析により評価を行い、1 号炉放水立坑の入力津波高さ O.P.＋

11.8m に対し、1 号炉放水立坑の開口部が O.P.＋14.0m に位置す

ることから、流入経路として 1号炉放水立坑の開口部を特定した。

2 号炉放水路から敷地地上部への津波の流入については、管路解

析により評価を行い、2号炉放水立坑の入力津波高さ O.P.＋17.4m

に対し、2号炉放水立坑の開口部が O.P.＋14.0m、2 号炉補機冷却

海水系放水路の防潮壁横断部が O.P.＋11.4m に位置することから、

流入経路として 2 号炉放水立坑の開口部、2 号炉補機冷却海水系

放水路の防潮壁横断部を特定した。3 号炉放水路から敷地地上部

への津波の流入については、管路解析により評価を行い、3 号炉

放水立坑の入力津波高さ O.P.＋17.5m に対し、3号炉放水立坑、3

号炉補機冷却海水系放水ピットの開口部が O.P.＋14.0m に位置す

ることから、流入経路として 3 号炉放水立坑、3 号炉補機冷却海

水系放水ピットの開口部を特定した。 

エ．屋外排水路から敷地地上部への津波の流入については、遡上解

析により評価を行い、敷地北側の屋外排水路の入力津波高さ O.P.

＋24.4m 及び敷地南側の屋外排水路の入力津波高さ O.P.＋24.4m

に対し、屋外排水路が O.P.＋2.5m に位置することから、流入経路

として屋外排水路を特定した。 

 

b. 津波の流入防止対策 

特定した経路から津波が流入することを防止するため、以下の対策

を講じる。 
ア．2号炉取水路からの津波の流入に対し、津波防護施設として、2

号炉海水ポンプ室スクリーンエリアの開口部を取り囲むように防

潮壁、浸水防止設備として、補機冷却系トレンチへのアクセス用

入口、2 号炉海水ポンプ室防潮壁内の揚水井戸の開口部に浸水防

止蓋、海水ポンプ室補機ポンプエリア床面の開口部に逆止弁付フ

ァンネルを設置する。 
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イ．1 号炉取水路から敷地地上部への津波の流入に対し、津波防護

施設として、1 号炉海水ポンプ室スクリーンエリアの開口部から

津波が流入しないように、1 号炉取水路内に取放水路流路縮小工

を設置する。3 号炉取水路からの津波の流入に対し、津波防護施

設として、3号炉海水ポンプ室スクリーンエリア、3号炉海水熱交

換器建屋取水立坑の開口部を取り囲むように防潮壁、浸水防止設

備として、3号炉海水ポンプ室防潮壁内の揚水井戸、3号炉海水熱

交換器建屋補機ポンプエリア床面の開口部に浸水防止蓋、3 号炉

海水熱交換器建屋補機ポンプエリア床面の開口部に逆止弁付ファ

ンネル、3 号炉海水熱交換器建屋取水立坑へのアクセス用入口に

水密扉を設置する。 

ウ．1 号炉放水路から敷地地上部への津波の流入に対し、津波防護

施設として、1 号炉放水立坑の開口部から津波が流入しないよう

に、1号炉放水路内に取放水路流路縮小工を設置する。2号炉放水

路から敷地地上部への津波の流入に対し、津波防護施設として 2

号炉放水立坑の開口部を取り囲むように防潮壁、浸水防止設備と

して、2 号炉補機冷却海水系放水路の防潮壁横断部に逆流防止設

備を設置する。3 号炉放水路から敷地地上部への津波の流入に対

し、津波防護施設として 3号炉放水立坑の開口部を取り囲むよう

に防潮壁、浸水防止設備として、3 号炉補機冷却海水系放水ピッ

トの開口部に浸水防止蓋を設置する。 

エ．屋外排水路からの津波の流入に対し、浸水防止設備として屋外

排水路の防潮堤の横断部に逆流防止設備を設置する。 

 

規制委員会は、申請者が、取水路、放水路等の開口部から防護対象とす

る施設を内包する建屋及び区画へ津波が流入する可能性を検討し、津波防

護施設及び浸水防止設備を設置することにより津波の流入を防止するこ

ととしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び

津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（３）漏水による重要な安全機能を有する施設への影響防止（外郭防護２） 

① 浸水対策 

解釈別記３は、設置される設備の構造上の特徴等を考慮して、取水施設、

放水施設、地下部等における漏水の可能性を検討し、漏水の継続による浸

水の範囲を想定（以下｢浸水想定範囲｣という。）するとともに、漏水箇所か

ら浸水想定範囲内の経路を特定し、それらに対して浸水対策を施すことに
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より、浸水範囲を限定することを要求している。 
申請者は、以下のとおり、浸水想定範囲を設定した上で、浸水対策を施

す方針としている。 
 

a. 浸水想定範囲 

設置される設備の構造上の特徴等を考慮して、取水施設、放水施設、

地下部等における漏水の可能性を検討し、津波が取水口を通じて海水

ポンプ室床面から流入する可能性があり、漏水が継続するものと仮定

して、海水ポンプ室を浸水想定範囲として設定する。 
 

b. 浸水対策 

漏水の可能性のある経路として、海水ポンプ室床面に開口部が存在

するため、これらに逆止弁付ファンネルを設置する。 
 

規制委員会は、申請者が、重要な安全機能を有する施設への漏水による

影響を防止するため、海水ポンプ室を浸水想定範囲として設定した上で、

浸水防止設備を設置し浸水範囲を限定することとしており、これらの方針

が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえている

ことを確認した。 

 

② 重要な安全機能を有する施設への影響評価 

解釈別記３は、浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備があ

る場合は、防水区画化するとともに、必要に応じて同区画内の浸水量評価

を実施して、重要な安全機能を有する設備への影響がないことを確認する

ことを要求している。 
申請者は、浸水想定範囲である海水ポンプ室に津波防護対象設備である

原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプを

設置しているため、海水ポンプ室補機ポンプエリアのうち、原子炉補機冷

却海水ポンプ（Ａ）（Ｃ）室、原子炉補機冷却海水ポンプ（Ｂ）（Ｄ）室及

び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室を防水区画化する方針として

いる。また、海水ポンプ室補機ポンプエリアに設置する逆止弁付ファンネ

ルについて、漏水による浸水経路となる可能性があるため、浸水量を評価

し、原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ

への影響がないことを確認する方針としている。 
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規制委員会は、重要な安全機能を有する施設への影響評価について、申

請者が、浸水想定範囲である海水ポンプ室補機ポンプエリアのうち、原子

炉補機冷却海水ポンプ（Ａ）（Ｃ）室、原子炉補機冷却海水ポンプ（Ｂ）（Ｄ）

室及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室、それぞれを防水区画化し

た上で、区画内の浸水量評価によって原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧

炉心スプレイ補機冷却海水ポンプへの影響がないことを確認する方針と

しており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波

ガイドを踏まえていることを確認した。 

 
③ 排水設備設置の検討 

解釈別記３は、長期間の浸水が想定される浸水想定範囲には、排水設備

を設置することを要求している。 
申請者は、浸水想定範囲における上記②の浸水量評価に基づき、長期間

の浸水が想定される場合は、原子炉補機冷却海水ポンプ（Ａ）（Ｃ）室、原

子炉補機冷却海水ポンプ（Ｂ）（Ｄ）室及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水

ポンプ室に排水設備を設置する方針としている。 
 
規制委員会は、申請者が、上記②の浸水量評価に基づき、長期間の浸水

の有無に応じて排水設備を設置する方針としており、この方針が解釈別記

３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを確認

した。 

 

（４）重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画につい

て、浸水防護重点化範囲として明確化することを要求している。また、津波の

流入による浸水範囲及び浸水量（※7）を保守的に想定した上で、耐震性の低い

配管等の破断箇所から浸水防護重点化範囲への流入経路を特定し、それらに対

して流入防止の対策を施すことにより、防護対象とする施設が津波による影響

を受けない設計とすることを要求している。 

申請者は、防護対象とする施設を内包する建屋及び区画について、浸水防護

重点化範囲として設定した上で、以下のとおり津波の流入防止対策を施す方針

としている。 

 

① 浸水防護重点化範囲の設定 

                             
（※7）屋内の海水を内包する耐震性の低い配管等が地震により破断することによって、当該箇所から内部保

有水及び津波による海水等が溢水し、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画に流入する

ことを考慮した浸水範囲及び浸水量 
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津波に対する浸水防護重点化範囲として、原子炉建屋、制御建屋、海水

ポンプ室補機ポンプエリア、軽油タンクエリア、復水貯蔵タンク、排気筒

及び排気筒連絡ダクト並びに海水ポンプ室補機ポンプエリア、軽油タンク

エリア及び復水貯蔵タンクから原子炉建屋に接続する配管を敷設する地

下構造物を設定する。 
 

② 浸水防護重点化範囲への流入量評価 

浸水防護重点化範囲への津波の流入については、屋内配管の損傷による

溢水及び浸水量並びに屋外配管や屋外タンクの損傷による溢水及び浸水

量を以下のとおり検討し、浸水防護重点化範囲への流入経路を特定する。 
 

a. 屋内配管の損傷による浸水防護重点化範囲の溢水及び浸水量 

ア．タービン建屋内の主復水器エリアに流入した津波により、ター

ビン建屋に隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建屋、制御建屋）

が受ける影響を評価する。また、タービン補機冷却海水系配管を

敷設する補機冷却系トレンチ及びタービン建屋タービン補機冷却

水系熱交換器・ポンプ室に流入した津波により、タービン建屋に

隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建屋、制御建屋、海水ポン

プ室補機ポンプエリア）が受ける影響を評価する。 

イ．地震に起因する、タービン建屋内の循環水系配管伸縮継手及び

耐震性の低い配管の破断を想定し、当該箇所から循環水ポンプ停

止及び復水器水室出入口弁閉止までに生ずる溢水量、保有水によ

る溢水量の合計からタービン建屋内の浸水量を算定する。なお、

循環水ポンプの停止及び復水器水室出入口弁の閉止までに生ずる

浸水量については、インターロック（原子炉スクラム及びタービ

ン建屋復水器室の漏えい信号で作動）による循環水ポンプの停止

及び復水器水室出入口弁の閉止までに生ずる溢水量を算出する。

また、地震に起因する、タービン補機冷却海水系配管（補機冷却

系トレンチ及びタービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室に敷設

している部分に限る。）及び耐震性の低い配管の破断を想定し、当

該箇所からタービン補機冷却海水ポンプ停止及び同ポンプ吐出弁

閉止までに生ずる溢水量、保有水による溢水量の合計からタービ

ン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ及びタービ

ン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室の浸水量を算定

する。なお、同ポンプの停止及び吐出弁の閉止までに生ずる浸水

量については、インターロック（原子炉スクラム及びタービン補
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機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチの漏えい信号又

は原子炉スクラム及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換

器・ポンプ室の漏えい信号で作動）による同ポンプの停止及び吐

出弁の閉止までに生ずる溢水量を算出する。 

ウ．循環水系配管の破断による津波の流入については、津波が襲来

する前に復水器水室出入口弁を閉止するインターロック（原子炉

スクラム及びタービン建屋復水器室の漏えい信号で作動）を設け、

津波の流入を防止することから、流入量は考慮しない。また、タ

ービン補機冷却海水系配管の破断による津波の流入については、

津波が襲来する前にタービン補機冷却海水ポンプ吐出弁を閉止す

るインターロック（原子炉スクラム及びタービン補機冷却海水系

配管を敷設する補機冷却系トレンチの漏えい信号又は原子炉スク

ラム及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室

の漏えい信号で作動）を設け、津波の流入を防止することから、

流入量は考慮しない。 

エ．地震に起因する地下水の流入については、地震により揚水ポン

プが停止することを想定し、建屋周囲の水位が建屋周辺の地下水

位まで上昇するとして浸水量を評価する。 

 

b. 屋外配管や屋外タンクの損傷による浸水防護重点化範囲の溢

水及び浸水量 

ア．海水ポンプ室循環水ポンプエリア内に流入した津波により浸水

防護重点化範囲（海水ポンプ室補機ポンプエリア）が受ける影響

を評価する。また、海水ポンプ室補機ポンプエリアのタービン補

機冷却海水ポンプ室に流入した津波により浸水防護重点化範囲

（海水ポンプ室補機ポンプエリアの原子炉補機冷却海水ポンプ室

及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室）が受ける影響を評

価する。 
イ．海水ポンプ室循環水ポンプエリア内の循環水系配管伸縮継手及

び海水ポンプ室補機ポンプエリア内のタービン補機冷却海水系機

器・配管は、基準地震動による地震力に対し、バウンダリ機能を

維持する設計とすることから、津波の流入は考慮しない。 
ウ．屋外タンクの損傷による溢水について、別途溢水に対する評価

を実施する。 
 

③ 浸水防護重点化範囲への流入防止対策 
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a. 屋内配管の損傷による浸水防護重点化範囲への流入防止対策 

浸水防護重点化範囲への流入防止対策については、特定した経路に

対して、タービン建屋と隣接する原子炉建屋及び制御建屋の境界に水

密扉を設置するとともに、配管等の貫通部への止水処置等を実施する。 

 

b. 屋外配管や屋外タンクの損傷による浸水防護重点化範囲への

流入防止対策 

浸水防護重点化範囲への流入防止対策については、特定した経路に

対して、海水ポンプ室補機ポンプエリア周りに浸水防止壁を設置する

とともに、軽油タンクエリアに浸水防止蓋の設置及び貫通部への止水

処置を実施する。 

 

c. 地下水の浸水防護重点化範囲への流入防止対策 

地震により揚水ポンプが停止し、原子炉建屋周囲の水位が地表面ま

で上昇するとして、原子炉建屋等の地下外壁に貫通部止水処置等を実

施する。さらに、上記の貫通部止水処置等を実施したとしても、地震

時における原子炉建屋等の地下外壁の貫通部等からの地下水の流入を

考慮し、浸水防護重点化範囲が受ける影響を評価する。 
 

d. 施設・設備の施工上生じうる隙間部に対する流入防止対策 

施工上生じ得る建屋間の隙間部が津波及び溢水の流入経路となるこ

とを想定し、その隙間部に止水処置を実施する。 
 

規制委員会は、申請者が、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び

区画を浸水防護重点化範囲としていること、浸水防護重点化範囲への流入量を

評価していること、浸水防護重点化範囲への流入防止対策を施すことにより重

要な安全機能を有する設備が津波等による影響を受けない設計としているこ

とから、これらが解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏ま

えていることを確認した。 

 

（５）水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能を有する施設への影

響防止 

① 海水ポンプの取水機能を維持する方針 

解釈別記３は、基準津波による水位の低下に対して海水ポンプが機能を

維持できる設計であることを要求している。 
申請者は、非常用海水ポンプの取水性について、以下の方針としている。 
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a. 水位低下に対する非常用海水ポンプの機能維持 

引き波による水位低下時において非常用海水ポンプの機能が維持で

きるよう、取水口底盤前面に貯留堰を設置する。 

 

b. 循環水ポンプの運用 

循環水ポンプと非常用海水ポンプは隣設していることから、引き波

時の水位低下を抑制し非常用海水ポンプの取水量を確保するために循

環水ポンプを停止する手順を整備する。 
 

規制委員会は、申請者が、引き波による水位低下時において非常用海水

ポンプの機能を維持できる設計とすること及び隣設している循環水ポン

プを停止して非常用海水ポンプの水位低下を抑制する運用とすることか

ら、これらが解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏ま

えていることを確認した。 

 
② 津波の二次的な影響に対する原子炉補機冷却海水系の機能維持確

認 

解釈別記３は、基準津波による水位変動に伴う取水口付近の砂の移動及

び堆積並びに漂流物について評価することを要求している。また、原子炉

補機冷却海水系は、砂の移動及び堆積並びに漂流物に対して通水性を確保

できること、砂の混入に対して機能を維持できることを要求している。 
申請者は、取水口前面の砂の移動及び堆積並びに取水口付近の漂流物の

評価並びに原子炉補機冷却海水系の機能が維持できることについて、以下

のとおりとしている。 

 

a. 取水口付近の砂の移動及び堆積 

基準津波による砂移動解析を実施した結果、取水口前面における砂

の堆積が少ないことから取水路は閉塞しない。 
 

b. 砂の混入に対する海水ポンプの機能維持 

非常用海水ポンプは砂が混入しても軸受が固着しにくい構造とする。

具体的には、取水時に砂がポンプの軸受に混入したとしても、約 4.5mm

（原子炉補機冷却海水ポンプ）、約 2.5mm（高圧炉心スプレイ補機冷却

海水ポンプ）の異物逃がし溝から排出される構造とする。一方で、本

発電所付近の砂の平均粒径が約 0.2mm で、数 mm 以上の砂は僅かであ
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り、海水ポンプ室内に流入した津波の流速に対し、数 mm 以上の砂は浮

遊しにくいことから、大きな粒径の砂はほとんど混入せず、非常用海

水ポンプの取水機能は維持できる。 

 
c. 取水口付近の漂流物 

基準津波に伴う取水口付近の漂流物について、以下のとおり非常用

海水ポンプの取水性に影響を与えないと評価している。 
ア．津波の数値解析の結果及び 2011 年東北地方太平洋沖地震の被害

実績を踏まえ、津波の流速、流向を考慮し、本発電所敷地内及び

本発電所西側の女川港を含む範囲で漂流物となる可能性のある施

設、設備等を調査して抽出する。 

イ．上記ア．について、地震で倒壊する可能性のあるものは倒壊す

るものとみなして漂流物を抽出する。 

ウ．地震に起因する敷地地盤の変状、標高変化等を保守的に考慮す

る。 

エ．これらの結果、本発電所敷地内で漂流物となる可能性があるも

のとして、津波が遡上する護岸部にある鉄骨造建物、屋外中継盤、

車両等を抽出した。これらの設置位置及び津波の流向を踏まえる

と、漂流物が取水口に到達する可能性があるが、取水口呑口が十

分に大きいことから取水口が閉塞することはなく、通水性は確保

できる。なお、上記以外に本発電所敷地内の物揚岸壁に停泊する

燃料等輸送船等が挙げられるが、津波警報等発表時に緊急退避す

るため漂流物とならない。 

オ．本発電所敷地外で漂流する可能性があるものとして、車両、コ

ンテナ・ユニットハウス、小型船舶、油槽所のタンク、がれき及

び本発電所港湾近傍で航行不能となった漁船等を抽出したが、取

水口呑口が十分に大きいことから取水口が閉塞することはなく、

通水性は確保できる。 

 

なお、審査の過程において、申請者は、漂流物評価について、2011

年東北地方太平洋沖地震により敷地内に到達した漂流物の実績を考慮

した上で、津波の影響を受ける場所に設置している施設・設備そのも

のの比重が海水の比重より小さい物を漂流物として抽出する方針とし

ていた。 

これに対して規制委員会は、南三陸南三陸
みなみさんりく

町、気仙沼気仙沼
けせんぬま

市の港

湾部においても 2011 年東北地方太平洋沖地震による漂流物が報告さ
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れていることから、これらの港湾部における漂流物の実績を調査した

上で、漂流物の抽出の網羅性を示すこと、また、女川町で 4階建ての

鉄筋コンクリート造建物が約 70m 漂流したことから、敷地内の鉄筋コ

ンクリート造建物において開口部から天井まで空気が溜まるとした場

合の浮力を考慮した漂流物評価を行うことを求めた。 

これに対し申請者は、南三陸町、気仙沼市等における漂流物の調査

を実施し、抽出した漂流物と差異がなく、抽出した漂流物が網羅され

ていることを示した。また、敷地内の鉄筋コンクリート造建物に対し

ても浮力を考慮した漂流物評価を実施し、漂流しないことを示した。 

 

規制委員会は、申請者が、基準津波による取水口前面の砂の移動、堆積

及び非常用海水ポンプへの砂の混入並びに取水口付近の漂流物の影響を

評価し、それらの結果を踏まえ原子炉補機冷却海水系の機能を維持できる

こととしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及

び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（６）津波監視 

津波ガイドでは、津波監視設備を設置して敷地への津波の襲来を確実に監視

できることを確認するとしている。 

申請者は、津波監視設備として、原子炉建屋の屋上 O.P.＋49.5m、防潮堤北

側エリア O.P.＋29.0m の位置に津波監視カメラを、海水ポンプ室補機ポンプエ

リア O.P.＋2.0m に取水ピット水位計を設置するとしている。津波監視カメラ

は昼夜問わず監視できる設計、取水ピット水位計は測定範囲（O.P.－11.25m～

＋O.P.19.00m）として上昇側（寄せ波）及び下降側（引き波）の津波高さを計

測し、いずれも中央制御室から監視できる設計としている。 

 

規制委員会は、津波監視について、申請者が、敷地への津波の襲来を昼夜問

わず原子炉制御室から監視できるカメラを設置すること、また、上昇側及び下

降側の津波高さを原子炉制御室から計測できる取水ピット水位計を設置する

ことにより、敷地への津波の襲来を監視できる方針としていることから、津波

ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

４．施設又は設備の設計方針 

津波ガイドでは、津波防護施設、浸水防止設備、津波監視設備等の設計方針を

確認するとしている。 
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（１）津波防護施設の設計 

解釈別記３は、津波防護施設について、侵食及び洗掘に対する抵抗性並びに

すべり及び転倒に対する安定性を評価し、越流時の耐性も考慮した上で、入力

津波に対して津波防護機能が維持できるよう設計することを要求している。 

申請者は、津波防護施設（防潮堤、防潮壁、取放水路流路縮小工及び貯留堰）

について、侵食及び洗掘に対する抵抗性並びにすべり及び転倒に対する安定性

を評価し、越流時の耐性及び止水性も考慮した上で、入力津波に対して津波防

護機能が維持できるよう設計するとしている。 

防潮堤、防潮壁、取放水路流路縮小工等に作用する荷重の組合せは、漂流物

による荷重、余震による荷重、自然条件（積雪、風荷重等）と入力津波の荷重

を適切に組み合わせるとしている。また、許容限界は、地震後、津波後の再使

用性や津波の繰り返し作用に対して津波防護機能が維持できるよう設定する

としている。 

 

① 防潮堤 

申請者は、防潮堤について、以下のとおり設計する方針としている。 
a. 防潮堤として、鋼管杭を基礎構造とし鋼管と遮水壁による上部構造

とした鋼管式鉛直壁及びセメント改良土による盛土堤防を設置する。 

b． 防潮堤においては、十分な支持性能を有する岩盤又は改良地盤に設

置するとともに、基準地震動による地震力に対して津波防護機能が十

分に保持できる設計とする。 

c. 主要な構造体の境界部には、想定される荷重及び相対変位を考慮し、

止水ジョイント等を設置し、止水処置を講じる設計とする。 

 
② 防潮壁 

申請者は、防潮壁について、以下のとおり設計及び運用する方針として

いる。 
a. 防潮壁として、鋼管杭とフーチングによる基礎又は既存の躯体に支

持され、上部を鋼板、鋼桁又はコンクリート製の遮水壁とした構造を

設置する。 

b. 防潮壁においては、十分な支持性能を有する岩盤又は既存の躯体に

設置するとともに、基準地震動による地震力に対して津波防護機能が

十分に保持できる設計とする。 

c. 主要な構造体の境界部には、想定される荷重及び相対変位を考慮し、

止水ジョイント等を設置し、止水処置を講じる設計とする。 

d. 防潮壁鋼製扉については、原則閉運用とするが、開放後の確実な閉止操
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作の手順を整備する。 

 

③ 取放水路流路縮小工 

申請者は、取放水路流路縮小工について、以下のとおり設計する方針と

している。 
a. 取水路、放水路から津波が敷地へ流入することを防止するため、1号

炉取水路及び 1 号炉放水路内にコンクリート製の取放水路流路縮小工

を設置する。 

b. 取放水路流路縮小工においては、十分な支持性能を有する岩盤に設

置するとともに、基準地震動による地震力に対して津波防護機能が十

分に保持できる設計とする。 

c. 取放水路流路縮小工の設置により、1 号炉に悪影響を与えない設計

とする。 

 
なお、審査の過程において、①防潮堤（鋼管式鉛直壁及び盛土堤防）の構造

成立性、止水性の確保、②杭基礎構造の防潮壁の構造成立性が主な論点となっ

た。それらについて以下に示す。 
① 申請者は、防潮堤（鋼管式鉛直壁）の構造成立性、止水性の確保につい

て、岩盤上の盛土・旧表土の上部に改良地盤、背面補強工を設置し、鋼管

杭及び遮水壁を支持する構造とし、地震時に盛土・旧表土に液状化等によ

る不等沈下が生じたとしても、長杭を岩盤に支持させることで構造成立性

を確保し、短杭については、岩盤に支持させず、盛土・旧表土の変位に追

従させる構造とし、鋼管杭の周囲に粘性土の長期圧密沈下対策用のシート

（以下「NF シート」という。）を施工することで、盛土・旧表土の不等沈

下に、改良地盤を含む防潮堤の上部構造が追従し、津波の流入経路が生じ

ず止水性を確保する設計としていた。 
また、防潮堤（盛土堤防）の構造成立性、止水性の確保について、岩盤

上の盛土・旧表土の上部にセメント改良土を設置する構造とし、地震時に

盛土・旧表土の不等沈下が発生したと仮定しても、セメント改良土が変位

に追従するため、構造成立性、止水性が確保される設計としていた。 
これに対して規制委員会は、鋼管式鉛直壁について止水性確保の観点か

ら、盛土・旧表土が地震時に不等沈下し、用途が異なる NFシートが機能し

なかった場合には、改良地盤を含む防潮堤の上部構造と盛土・旧表土との

間に間隙が生じ津波の流入経路となる可能性があることから、NF シートが

確実に機能することを実証試験等で確認することを求めた。また、盛土堤

防について構造成立性の確保の観点から、盛土堤防下部の盛土・旧表土が
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地震時に不等沈下した場合に生じうる変状を把握するため、3 次元的な広

がりを考慮した沈下量を詳細な解析等で確認することを求めた。 

これに対し申請者は、実証試験、詳細な解析等で追加的に検討するので

はなく、止水性及び構造成立性の抜本的な改善をはかるため、防潮堤直下

の盛土・旧表土を地盤改良し、不等沈下をしない構造とするとともに、支

持地盤のすべり安定性を確保するため鋼管式遮水鉛直壁の海側前面に施

設として置換コンクリートを設置する方針を示した。 
② 申請者は、杭基礎構造の防潮壁の構造成立性について、フーチング基礎

に設置した H型の鋼製支柱間にプレキャストコンクリート（以下「PC」と

いう。）パネルを多層に分割してはめ込む PC パネル遮水壁を採用し、PCパ

ネルと鋼製支柱の間は止水性を兼ねたゴム支承を介してボルトで固定し

支持する構造とし、さらに、上下の PC パネル間に止水性を兼ねたゴム支

承を設置することで、遮水壁の変形によって PC パネル間に生じる相対変

位に対して追従性を確保する方針としていた。 

これに対して規制委員会は、止水性、支持性、変位追従性を同時に担う

ゴム支承の採用は先行実績がなく、振動性状が把握できていないこと、か

つ、適用できる規格基準がないことから、構造及び設計の成立性について

振動試験等で確認することを求めた。 

これに対し申請者は、振動試験等で追加的な検討をするのではなく、構

造及び設計の成立性の抜本的な改善をはかるため、PC パネル遮水壁を取り

やめ、先行実績のある構造として、鋼製遮水壁を採用するとともに、支柱

と鋼板をボルトで接合し、遮水壁間の継ぎ手部に止水性及び変位追従性の

ある止水ゴムを設置する方針を示した。 

 

規制委員会は、津波防護施設の設計について、申請者が、防潮堤、防潮壁、

取放水路流路縮小工等に作用する荷重を適切に組み合わせること及び地震後、

津波後の再使用性や津波の繰り返し作用を考慮して許容限界を設定すること

により入力津波に対して津波防護機能を維持できるよう設計することとして

おり、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを

踏まえていることを確認した。 

 

（２）浸水防止設備の設計 

解釈別記３は、浸水防止設備について、浸水時の荷重等に対する耐性を評価

し、越流時の耐性も考慮した上で、入力津波に対して浸水防止機能が維持でき

るよう設計することを要求している。 
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申請者は、浸水防止設備（逆流防止設備、水密扉、浸水防止蓋、浸水防止壁、

逆止弁付ファンネル及び貫通部止水処置）について、浸水時の荷重等に対する

耐性を評価し、浸水防止機能が維持できるよう設計するとしている。 

浸水防止設備に作用する荷重の組合せは、漂流物による荷重、余震による荷

重、自然条件（積雪、風荷重等）と入力津波の荷重を適切に組み合わせるとし

ている。許容限界は、地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返し作用に対し

て浸水防止機能が維持できるよう設定するとしている。また、浸水防止設備の

うち水密扉及び浸水防止蓋は、確実に閉止できる手順を整備する方針としてい

る。 

 

規制委員会は、浸水防止設備の設計について、申請者が、設備に作用する荷

重を適切に組み合わせること及び地震後、津波後の再使用性や津波の繰り返し

作用を考慮して許容限界を設定すること並びに水密扉及び浸水防止蓋につい

て津波の襲来時に確実に閉止できる手順を整備することにより入力津波に対

して浸水防止機能を維持できるよう設計することとしており、これらの方針が

解釈別記３の規定に適合していること及び津波ガイドを踏まえていることを

確認した。 

 

（３）津波監視設備の設計 

解釈別記３は、津波監視設備について、津波の影響（波力、漂流物の衝突等）

を受けにくい位置への設置又は影響の防止、緩和等の対策を検討した上で、津

波監視機能が維持できるよう設計することを要求している。 

申請者は、津波監視カメラ及び取水ピット水位計について入力津波に対して

波力及び漂流物の影響を受けにくい位置に設置し、津波監視機能を維持できる

よう設計するとしている。また、余震による荷重、自然条件（積雪、風荷重等）

と入力津波による荷重の組合せを考慮するとしている。 

 

規制委員会は、津波監視設備の設計について、申請者が、津波の影響を受け

にくい位置に設置すること及び設備に作用する荷重を適切に組み合わせるこ

ととしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津波

ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

（４）津波による荷重及び余震荷重並びに津波の繰り返し作用に対する設計 

解釈別記３は、津波防護施設、浸水防止設備等の設計について、津波による

荷重及び余震荷重並びに津波の繰り返し作用に対して十分な余裕を考慮して

設計する方針であることを要求している。 
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申請者は、津波防護施設、浸水防止設備の設計について、以下の方針として

いる。また、津波による荷重の設定において、津波の数値解析に含まれる不確

かさ等を考慮する方針としている。 

① 各施設、設備に作用する荷重（浸水高、波力・波圧、洗掘力、浮力等）

に対して、十分な余裕を考慮して設計する。 

② 基準津波と余震とが重なる可能性を検討し、余震による荷重と入力津波

による荷重との組合せを考慮する。余震による荷重については、基準津波

の最大水位が発生する時間帯に起きる余震を全ての周期において包絡す

る地震動を弾性設計用地震動の中から設定する。 

③ 入力津波の時刻歴波形に基づき、津波の繰り返しの作用が津波防護機能

及び浸水防止機能へ及ぼす影響について検討する。 

 
規制委員会は、申請者が、津波荷重の設定において不確かさを考慮すること、

余震による荷重を適切に組み合わせること、津波の繰り返し作用を検討するこ

となどにより、十分な余裕を考慮し津波防護施設及び浸水防止設備を設計する

こととしており、これらの方針が解釈別記３の規定に適合していること及び津

波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 
（５）漂流物による波及的影響に対する設計 

解釈別記３は、発電所敷地内及び近傍における漂流物が、津波防護施設及び

浸水防止設備に波及的影響を与えないよう、漂流物の発生を防止する措置又は

津波防護施設及び浸水防止設備への影響を防止する措置を要求している。 

申請者は、「３．（５）②津波の二次的な影響に対する原子炉補機冷却海水系

の機能維持確認」において検討した漂流物のうち、最も重量が大きい総トン数

19t（排水トン数 57t）の漁船による荷重と入力津波による荷重の組合せを考慮

することで、津波防護施設及び浸水防止設備が入力津波による波力及び漂流物

の衝突力に対して十分耐える構造として設計する方針としている。また、港湾

内に停泊する燃料等輸送船、作業船、貨物船等については、津波警報等が発表

された場合において、荷役作業等を中断し、必要に応じ固縛等の措置を講じた

上で、陸側作業員を退避させるとともに、緊急離岸する船側との退避状況に関

する情報連絡を行う手順等を整備して、緊急離岸を的確に実施することにより

漂流物としないとしている。 

 

規制委員会は、漂流物による波及的影響について、申請者が、荷重の組合せ

を考慮して津波防護施設及び浸水防止設備が漂流物による波及的影響を受け

ないよう設計することとしており、この方針が解釈別記３の規定に適合してい
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ること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。また、本発電所港湾内

に停泊する燃料等輸送船等については、津波襲来時に退避する手順を整備して

的確に実施することにより、漂流物としないことを確認した。 

 

 

Ⅲ－４ 外部からの衝撃による損傷の防止（第６条関係） 

第６条の規定は、設計上考慮すべき自然現象（地震及び津波を除く。以下本節に

おいて同じ。）及びその組合せ（地震及び津波を含む。）並びに人為事象（故意によ

るものを除く。以下本節において同じ。）により、安全施設の安全機能が損なわれ 

ないよう設計することなどを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出 

１．自然現象の抽出 

２．人為事象の抽出 

Ⅲ－４．２ 外部事象に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針 

Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針 

Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ 

Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する重

要安全施設への考慮 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

 

Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出 

安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る外部事象として、自然現象及び人為事象

を抽出する必要がある。 

 

１．自然現象の抽出 

自然現象に対する設計方針を検討するためには、自然災害や自然現象の知見・
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情報を収集した上で、発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境を踏まえ、安全施設

の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象に加え、当該自然現象に関連して発生す

る可能性がある自然現象も含めて、抽出する必要がある。 

申請者は、国内外の基準や文献等に基づき自然現象の知見・情報を収集し、海

外の選定基準を考慮の上、本発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境を踏まえ、安

全施設の安全機能に影響を及ぼし得る個々の自然現象として、竜巻、火山の影響、

森林火災、風（台風）、降水、落雷、生物学的事象、凍結、積雪、地滑り、高潮及

び洪水を抽出している。 

また、これらの自然現象ごとに、関連して発生する可能性がある自然現象も含

めている。 

 

規制委員会は、申請者による自然現象の抽出が、自然災害や自然現象に関する

国内外の知見・情報を収集し、設置許可基準規則解釈に具体的に例示したもの及

び個々の自然現象に関連して発生する可能性があるものを含めた自然現象を検 

討対象とした上で、本発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境を踏まえ、客観的な

選定基準に基づき安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象を抽出して

いることから、その抽出の考え方に合理性があることを確認した。 

 

２．人為事象の抽出 

人為事象に対する設計方針を検討するためには、人為事象に関する知見・情報

を収集した上で、発電所の敷地及び敷地周辺の状況を踏まえ、安全施設の安全機

能に影響を及ぼし得る人為事象を抽出する必要がある。 

申請者は、国内外の基準や文献等に基づき人為事象の知見・情報を収集し、海

外の選定基準を考慮の上、本発電所の敷地及び敷地周辺の状況を踏まえ、安全施

設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象として、爆発、近隣工場等の火災、有

毒ガス、船舶の衝突、電磁的障害、飛来物（航空機落下）及びダムの崩壊を抽出

している。 

 

規制委員会は、申請者による人為事象の抽出が、人為事象に関する国内外の知

見・情報を収集し、設置許可基準規則解釈に具体的に例示したものを含めた人為

事象を検討対象とした上で、本発電所の敷地及び敷地周辺の状況を踏まえ、客観 

的な選定基準に基づき安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象を抽出

していることから、その抽出の考え方に合理性があることを確認した。 
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Ⅲ－４．２ 外部事象に対する設計方針 

発電用原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべき外部事象（設計上考慮

すべき自然現象及び設計上考慮すべき人為事象をいう。）によって、安全施設の安

全機能が損なわれないよう設計する必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機能

に影響を及ぼし得る自然現象について、自然現象ごとに発電用原子炉施設に与える

影響を評価した上で、設計上考慮すべき自然現象に対する設計方針又は設計上考慮

する必要はないとする設計方針を策定している。 

これらの安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る自然現象に対する設計方針に

ついて、竜巻については「Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針」、火山の影響に

ついては「Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針」、森林火災については外

部火災の一部として「Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針」、風（台風）、

降水、落雷、生物学的事象、凍結、積雪、地滑り、高潮及び洪水（以下「その他自

然現象」という。）については「Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方

針」において記載している。 

また、申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の２．で抽出した安全施設の安

全機能に影響を及ぼし得る人為事象について、人為事象ごとに発電用原子炉施設に

与える影響を評価した上で、設計上考慮すべき人為事象に対する設計方針又は設計

上考慮する必要はないとする設計方針を策定している。 

これらの安全施設の安全機能に影響を及ぼし得る人為事象に対する設計方針に

ついて、爆発、近隣工場等の火災及び有毒ガスについては外部火災の一部として「Ⅲ

－４．２．３ 外部火災に対する設計方針」、船舶の衝突、電磁的障害、飛来物（航

空機落下）及びダムの崩壊（以下「その他人為事象」という。）については「Ⅲ－

４．２．５ その他人為事象に対する設計方針」において記載している。 

 

 

Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項の規定は、想定される自然現象（竜巻）が発生した場合

においても安全施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求してい

る。 

規制委員会は、竜巻に対する防護に関して、以下の項目について審査を行った。 

１．設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

２．発生を想定する竜巻の設定 

３．設計荷重の設定 

４．設計対処施設の設計方針 

５．竜巻随伴事象に対する設計対処施設の設計方針 

827



 

86 

 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

竜巻に対して、安全施設の安全機能が損なわれないようにする必要がある。こ

のため、竜巻に対してその施設の安全機能が損なわれないように防護する必要が

ある施設（以下本節において「竜巻防護対象施設」という。）及び竜巻防護対象施

設に対して影響を及ぼし得る施設に区分して抽出した上で、設計上対処すべき施

設（以下本節において「設計対処施設」という。）を特定する方針が示されること

が必要である。 

 

（１）竜巻防護対象施設を抽出するための方針 

申請者は、竜巻によって安全機能が損なわれないことを確認する必要がある

施設を安全重要度分類のクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系

統及び機器としている。 

その上で、竜巻防護対象施設として上記構築物、系統及び機器の中から、ク

ラス１、クラス２及び安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、

系統及び機器に加え、それらを内包する建屋を抽出する方針としている。これ

らの抽出した施設について、屋外施設、外気と繋がっている施設及び外殻とな

る施設による防護機能が期待できない施設に整理し、設計対処施設としている。 

なお、建屋に内包され防護される設備及び代替手段があることなどにより必

要な安全機能が維持される設備については、竜巻による影響評価の対象としな

い方針としている。 

規制委員会は、申請者による竜巻防護対象施設を抽出するための方針が安全

機能を有する全ての設備を検討対象とした上で、安全機能の重要度を踏まえて

竜巻から防護すべき設備を抽出するとしていることを確認した。 

 

（２）竜巻防護対象施設に影響を及ぼし得る施設を抽出するための方針 

申請者は、竜巻防護対象施設に影響を及ぼし得る施設を、倒壊による機械的

影響の観点及び付属設備の破損等による機能的影響の観点から抽出する方針

としている。 

規制委員会は、申請者が竜巻防護対象施設に影響を及ぼし得る施設を抽出す

る方針について、安全機能への影響を網羅的な観点で検討するものであること

を確認した。 

なお、竜巻防護対象施設への竜巻による影響として飛来物によるものもある

が、この点については「３．（１）設計竜巻荷重の設定」にて記載している。 
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以上のとおり、規制委員会は、申請者による設計対処施設を抽出するための方

針が、竜巻防護対象施設と竜巻防護対象施設に対して影響を及ぼし得る施設に区

分した上で、それぞれについて安全機能への影響を網羅的に検討し、抽出するも

のであることを確認した。 

 

２．発生を想定する竜巻の設定 

竜巻に対する防護設計を行うためには、発電所敷地への襲来を想定する竜巻

（以下「設計竜巻」という。）を設定することが必要である。竜巻ガイドは、この

設定について、竜巻発生の観点から、発電所が立地する地域及び類似の気象条件

等を有する地域（以下「竜巻検討地域」という。）を設定した上で、竜巻検討地域

への竜巻襲来実績を踏まえて設計対処施設の安全性に影響を与えるおそれがあ

る竜巻（以下「基準竜巻」という。）を設定することを示している。さらに、発電

所が立地する地域の特性等を踏まえて基準竜巻に対して最大風速を割り増す必

要性を検討した上で、設計竜巻を設定することを示している。 

 

（１）竜巻検討地域の設定 

申請者は、本発電所が立地する地域と気象条件の類似性の観点から検討を行

い、竜巻検討地域を設定している。 

 

（２）基準竜巻の最大風速の設定 

申請者は、基準竜巻の最大風速の設定に当たり竜巻検討地域において過去に

発生した竜巻の規模や発生頻度、最大風速の年超過確率等を考慮し、過去に発

生した竜巻による最大風速（VB1）と、竜巻最大風速のハザード曲線による最大

風速（VB2）を求め、その結果、大きい方を基準竜巻の最大風速として設定して

いる。 

具体的には VB1 として竜巻検討地域で過去に発生した最大の竜巻である藤田

スケール 3（風速 70～92m/s）の最大値（92m/s）を選定している。VB2として、

竜巻検討地域におけるハザード曲線を基に、年超過確率 10-5 に相当する風速

（86.7m/s）を選定している。その上で、VB1と VB2を比較し、大きい方の VB1を

基準竜巻の最大風速として設定している。 

 

（３）設計竜巻の最大風速等の設定 

申請者は、設計竜巻の最大風速の設定に当たり本発電所の地形等を踏まえれ

ば基準竜巻の最大風速を割り増す必要はないが、将来の竜巻発生に関する不確

実性を踏まえ、基準竜巻の最大風速を安全側に切り上げて設計竜巻の最大風速
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（100m/s）とするとしている。また、設計竜巻の最大接線風速等の特性値の設

定に当たり、米国原子力規制委員会（NRC）の基準類を参考とするとしている。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による設計竜巻の設定が竜巻ガイドを踏

まえたものであることに加え、保守性を考慮したものであることを確認した。 

 

３．設計荷重の設定 

竜巻に対する防護設計を行うためには、設計竜巻による荷重（以下「設計竜巻

荷重」という。）とその他の荷重を適切に組み合わせた荷重（以下「設計荷重」と

いう。）を設定することが必要である。 

 

（１）設計竜巻荷重の設定 

申請者は、竜巻に対する防護設計を行うため、設計竜巻荷重としては、風圧

力による荷重、設計対処施設内外の気圧差による荷重及び飛来物の衝撃荷重を

設定している。このうち飛来物の衝撃荷重の設定に当たっては、本発電所構内

において飛来物となり得るものを現地調査等により抽出した上で、運動エネル

ギー及び貫通力の大きさから設計上考慮すべき飛来物（以下「設計飛来物」と

いう。）を設定している。その上で、衝突時に設計対処施設に与えるエネルギー

が設計飛来物によるものより大きくなるものについては、固定、固縛等により

確実に飛来物とならないようにする運用としている。 

規制委員会は、風圧力による荷重、設計対処施設内外の気圧差による荷重及

び飛来物の衝撃荷重の設定について、竜巻ガイドを踏まえたものであることを

確認した。また、飛来物の衝撃荷重の設定において、飛来物となり得るものを

現地調査等により網羅的に抽出した上で設計飛来物を選定していること、飛来

物の運動エネルギー又は貫通力が設計飛来物より大きくなる場合には固縛等

の飛来物発生防止対策を講じる方針としていることを確認した。 

 

（２）設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定 

申請者は、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重の設定に当たり、設計対処施設

に常時作用する荷重、運転時荷重を適切に組み合わせるとしている。 

また、竜巻と同時に発生し得る自然現象による荷重については、竜巻と同時

に発生し得る自然現象が与える影響のモードを踏まえた検討により、設計竜巻

荷重に包絡されるとしている。 

さらに、設計基準事故時の荷重との組合せを適切に考慮する設計としている。 

規制委員会は、申請者が、設計竜巻荷重と組み合わせる荷重を設定するとし

ていることについて、竜巻ガイドを踏まえたものであることを確認した。 
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なお、設計基準事故時の荷重との組合せについては「Ⅲ－４．４ 大きな影

響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対する重要安全施設への考

慮」で記載している。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による設計荷重の設定が、竜巻ガイドを

踏まえたものであり、設計竜巻荷重とその他の荷重を適切に組み合わせたもので

あることを確認した。 

 

４．設計対処施設の設計方針 

設計対処施設については、設計荷重に対してその構造健全性が維持され、竜巻

防護対象施設の安全機能が損なわれない設計とすることが必要である。 

申請者は、以下のとおり、竜巻に対して竜巻防護対象施設の安全機能が損なわ

れないように設計するとしている。 

 

（１）屋外の竜巻防護対象施設（竜巻防護対象施設を内包する施設も含む） 

屋外の竜巻防護対象施設は、設計荷重により安全機能が損なわれない設計と

する。安全機能が損なわれる場合には、必要に応じ竜巻防護ネット等の防護対

策を講じることにより安全機能が損なわれない設計としている。 

 

（２）外気と繋がっている建屋内の竜巻防護対象施設 

外気と繋がっている建屋内の竜巻防護対象施設は、設計荷重により安全機能

が損なわれない設計とする。安全機能が損なわれる場合には、必要に応じ防護

鋼板の設置等の防護対策を講じることにより安全機能が損なわれない設計と

している。 

 

（３）外殻となる施設による防護機能が期待できない竜巻防護対象施設 

外殻となる施設による防護機能が期待できない竜巻防護対象施設は、設計荷

重により安全機能が損なわれない設計とする。設計飛来物の衝突により、開口

部の開放又は開口部建具の貫通が発生することを考慮し、開口部建具の補強等

の防護対策を講じることにより安全機能が損なわれない設計としている。 

 

（４）竜巻防護対象施設に影響を及ぼし得る施設 

竜巻防護対象施設に影響を及ぼし得る施設については、設計荷重による影響

を受ける場合においても竜巻防護対象施設に影響を与えないように設計する

としている。 
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規制委員会は、申請者の設計方針が、竜巻ガイドを踏まえたものであり、設計

荷重によって生じる影響を考慮し、必要に応じて設計対処施設に対して防護対策

を講じることにより、竜巻防護対象施設の安全機能が損なわれないようにするも

のであることを確認した。 

 

５．竜巻随伴事象に対する設計対処施設の設計方針 

竜巻に伴い発生が想定される事象（以下「竜巻随伴事象」という。）の考慮につ

いては、竜巻ガイドにおいて、竜巻防護対象施設の安全機能が損なわれない設計

とすることを示している。 

申請者は、竜巻随伴事象として、過去の他地域における竜巻被害状況及び本発

電所のプラント配置から想定される事象として、火災、溢水及び外部電源喪失を

抽出している。 

火災については、屋外にある危険物貯蔵施設等からの火災を想定し、火災源と

竜巻防護対象施設の位置関係を踏まえて熱影響を評価した上で、竜巻防護対象施

設の許容温度を超えないように必要に応じて防護対策を講じる方針としている。 

なお、詳細については、「Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針」にて記

載する。 

また、建屋内に竜巻防護対象施設が設置されている区画の開口部には飛来物が

侵入することによる火災の発生を防止するための防護鋼板等の竜巻防護対策を

講じる方針としている。 

溢水については、屋外タンク等からの溢水を想定し、溢水源と竜巻防護対象施

設の位置関係を踏まえた影響評価を行った上で、竜巻防護対象施設の安全機能が

損なわれないよう必要に応じて防護対策を講じる方針としている。なお、詳細に

ついては、「Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係）」にて記載する。 

外部電源喪失については、竜巻防護対象施設として抽出される非常用ディーゼ

ル発電機の安全機能が損なわれないように防護する設計とする方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、竜巻ガイドを踏まえたものであり、危険

物貯蔵施設等と竜巻防護対象施設の位置関係を本発電所の図面等により確認す

る等、竜巻随伴事象の影響を適切に設定した上で、その竜巻随伴事象に対して竜

巻防護対象施設の安全機能が損なわれないようにするものであることを確認し

た。 

 

 

Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方針 

第６条第１項及び第２項の規定は、想定される火山事象が発生した場合において
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も安全施設の安全機能が損なわれないよう設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

 

１．原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

２．原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価 

３．個別評価の結果を受けた原子力発電所への火山事象の影響評価 

４．火山活動に対する防護に関して設計対処施設を抽出するための方針 

５．降下火砕物による影響の選定 

６．設計荷重の設定 

７．降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

８．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 
１．原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出 

火山ガイドは、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出について、地理的

領域にある第四紀火山の完新世における活動の有無を確認するとともに、完新世

に活動を行っていない火山については過去の活動を示す階段ダイヤグラムを作

成し、将来の火山活動可能性が否定できない場合は、個別評価対象とすることを

示している。 

申請者は、本発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出について、以下のとおりと

している。 

（１）文献調査等の結果より、敷地から半径 160km の地理的領域内にある 31 の第

四紀火山のうち、完新世に活動を行った火山として、鳥海山
ちょうかいさん

、栗駒山
くりこまやま

、肘
ひじ

折
おり

カ

ルデラ、鳴子
な る こ

カルデラ、蔵王山
ざおうさん

、吾妻山
あづまやま

、安達
あ だ

太良山
た ら や ま

及び磐梯山
ばんだいさん

の 8火山を抽

出した。 

（２）完新世に活動を行っていない火山については、階段ダイヤグラムを作成し、

最後の活動終了からの期間が全活動期間より長いこと、または又は、最後の活

動終了からの期間が過去の最大休止期間より長いことから 20 火山を原子力発

電所に影響を及ぼし得る火山ではないと評価した。また、最後の活動終了から

の期間が過去の最大休止期間より短いことから、将来の活動可能性が否定でき

ない火山として焼石
やけいし

岳
だけ

、月山
がっさん

及び笹森山
ささもりやま

の 3火山を抽出した。 

 

規制委員会は、申請者が実施した本発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出は、

火山ガイドを踏まえたものであり、完新世における活動の有無及び階段ダイヤグ

ラムの作成等により火山活動履歴を評価して行われていることを確認した。 
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また、規制委員会は、申請者が完新世に活動を行っていない火山のうち 20 火

山を原子力発電所に影響を及ぼし得る火山ではないとする評価については、火山

ガイドを踏まえたものであり、最後の活動終了からの期間が全活動期間又は過去

の最大休止期間より長いことによる評価であることから、妥当であると判断した。 

 

２．原子力発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価 

火山ガイドは、原子力発電所に影響を及ぼし得る火山について、原子力発電所

の運用期間における火山活動の可能性を総合的に評価し、可能性が十分小さいと

判断できない場合は、設計対応が不可能な火山事象が運用期間中に原子力発電所

に影響を及ぼす可能性の評価を行うことを示している。 
申請者は、本発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価について、

以下のとおりとしている。 
（１）原子力発電所に影響を及ぼし得る火山（11火山）と敷地との位置関係より、

敷地まで十分に離隔距離があることから、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜

面崩壊については、本発電所敷地に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価

した。 

（２）新しい火口の開口及び地殻変動については、敷地から火山フロントまでの距

離は約 60 ㎞であり、敷地周辺では第四紀の火山活動は確認されていないこと

から、敷地において発生する可能性は十分に小さいと評価した。 

（３）火砕物密度流については、各火山の火砕物密度流を伴う火山事象の活動履歴

及び過去最大規模の火砕物密度流の分布から到達可能性範囲を検討した結果、

焼石岳については活動履歴及び噴出物に関する文献調査結果から、火砕物密度

流の発生は認められないこと、また、それ以外の火山については、火砕物密度

流の到達範囲が山体周辺に限られ、敷地から十分に離れていることから、本発

電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。 
（４）このように、本発電所の運用期間における火山活動に関する個別評価を行っ

た結果、既往最大規模の噴火を考慮しても、設計対応不可能な火山事象が本発

電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価した。 
 
規制委員会は、申請者が実施した本発電所の運用期間における火山活動に関す

る個別評価は、火山ガイドを踏まえたものであり、活動履歴の把握等に基づき適

切に実施されていることを確認した。 
また、規制委員会は、申請者が本発電所の運用期間に設計対応不可能な火山事

象が本発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいとする評価は、火山ガイドを

踏まえたものであり、溶岩流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊は、敷地まで十

分に離隔距離があることから敷地に到達しないこと、新しい火口の開口及び地殻
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変動は、敷地周辺では第四紀の火山活動が確認されておらず敷地において発生し

ないこと、並びに、火砕物密度流については、敷地周辺までの到達が認められな

いことから、妥当であると判断した。 
 

３．個別評価の結果を受けた原子力発電所への火山事象の影響評価 

火山ガイドは、原子力発電所の運用期間中において設計対応不可能な火山事象

が原子力発電所の安全性に影響を及ぼす可能性が十分小さいと評価された火山

について、それが噴火した場合に原子力発電所の安全性に影響を与える可能性の

ある火山事象を原子力発電所との位置関係から抽出し、各火山事象に対する設計

対応及び運転対応の妥当性について評価を行うことを示している。 

申請者は、設計対応可能な火山事象の影響評価について、以下のとおりとして

いる。 

（１）火山性土石流、火山泥流及び洪水、火山から発生する飛来物（噴石）、火山ガ

ス、津波及び静振、大気現象、火山性地震とこれに関連する事象並びに熱水系

及び地下水の異常の影響については、文献調査の結果、敷地までの離隔距離及

び敷地の地形条件から、本発電所に影響を及ぼす可能性は十分に小さいと評価

した。 

（２）降下火砕物については、文献調査結果、地質調査結果及び敷地と各火山との

位置関係も含めて検討した結果、敷地に影響を及ぼす可能性があるものとして、

以下のとおり、評価対象となる給源火山を抽出した。 

① 文献調査の結果、町田・新井（2011）、宍倉ほか（2007）等によれば、敷

地及び敷地周辺に降灰した可能性のあるテフラは、肘
ひじ

折
おり

尾花沢
おばなざわ

、十和田
と わ だ

ａ、

榛名
は る な

二ツ岳
ふたつだけ

伊香保
い か ほ

、蔵王
ざ お う

川崎
かわさき

、鳴子
な る こ

柳沢
やなぎさわ

、鳴子
な る こ

荷坂
に さ か

、鳴子
な る こ

一迫
いちはさま

、安達
あ だ ち

愛
めで

島
しま

等が挙げられるが、その層厚はいずれも敷地付近で数㎝以下とされる。

地質調査の結果、敷地内においては、最大層厚 6㎝の十和田を給源とする

十和田 a と、10 ㎝の肘折カルデラを給源とする肘折尾花沢が確認された。 

② さらに、敷地における降下火砕物の層厚を検討するため、数値シミュレ

ーションを行うこととし、以下の条件を満たす対象火山を抽出した。 

a. 敷地内及び敷地周辺において、降下火砕物の分布状況を調査し、そ

の分布状況が広がりを有している降下火砕物の給源火山 

b. 原子力発電所に影響を及ぼし得る 11 火山及び十和田について火山

タイプを確認し「溶岩卓越タイプ」と判断される火山以外の給源火

山 

（３）上記（２）の検討から、評価対象火山として、鳴子カルデラ、蔵王山、肘折

カルデラ及び十和田を抽出し、これらの火山について不確かさを考慮した数値

シミュレーションを実施した結果、敷地における最大の層厚となる降下火砕物
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は、鳴子カルデラを給源とする鳴子荷坂テフラの 12.5 ㎝であった。 

（４）鳴子荷坂テフラの層厚の評価に当たっては、文献調査の結果、町田・新井

(2011)に示される鳴子荷坂テフラの等層厚線は複数の噴火による層厚であり、

１回のシミュレーションにおいて再現は困難であることから、露頭調査及び文

献調査により、各噴火の等層厚線図及び再現可能な噴出量を算出し、それらを

合算した噴出量として 3.33 ㎞ 3を設定した上で、不確かさを考慮した数値シミ

ュレーションを実施した。 

（５）上記（２）～（４）の検討から、敷地における降下火砕物の最大層厚を 15cm

と設定した。降下火砕物の密度は、文献調査を踏まえた湿潤密度 1.5g/cm3、粒

径は顕微鏡観察の結果 0.25 ㎜以下と設定した。 

 

当初、申請者は、設計上考慮する降下火砕物の層厚を検討するためにの数値シ

ミュレーションについては、建設時の敷地における地質調査結果で確認された降

下火砕物のうち、層厚が厚く、かつ、敷地からの距離が近い十和田及び肘折カル

デラを対象に数値シミュレーションを実施した上で、層厚については、文献調査、

地質調査結果も総合的に判断し、10 ㎝としていた。 

規制委員会は、審査の過程において、数値シミュレーションの対象となる火山

については、敷地で確認された降下火砕物の給源火山のみではなく、敷地周辺の

地理的領域内外の火山を含め、これまでの活動履歴を踏まえた発電所への影響を

考慮して改めて検討するよう求めた。 

これに対して、申請者は、敷地及び敷地周辺で確認される降下火砕物の分布状

況が広がりを有している火山であって噴出物が溶岩主体ではない火山として、当

初の肘折カルデラ及び十和田に加え、鳴子カルデラ、及び蔵王山及び十和田を評

価対象として抽出し、これらの火山について数値シミュレーションを実施した結

果、敷地においては、鳴子カルデラの降下火砕物である鳴子荷坂テフラの層厚が

最大となることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者が実施した設計対応可能な火山事象の影響評価について

は、火山ガイドを踏まえたものであり、文献調査、地質調査等により、本発電所

への影響を適切に評価していることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が設定した降下火砕物の最大層厚等は、火山ガイ

ドを踏まえたものであり、最新の文献調査及び地質調査結果を踏まえ、降下火砕

物の分布状況、降下火砕物シミュレーション結果から総合的に評価し、不確かさ

を考慮して適切に設定されていることから、妥当であると判断した。 

 
４．火山事象に対する防護に関して設計対処施設を抽出するための方針 
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火山事象の影響評価により発電所に影響を及ぼす可能性のある事象として降

下火砕物が抽出されたことから、降下火砕物によって安全施設の安全機能が損な

われないようにする必要がある。このため、降下火砕物に対して防護すべき施設

を抽出した上で、設計上対処すべき施設（以下本節において「設計対処施設」と

いう。）を特定する方針が示されることが必要である。 

申請者は、降下火砕物によって安全機能が損なわれないことを確認する必要が

ある施設を安全重要度分類のクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、

系統及び機器としている。 

このうち、降下火砕物に対して防護すべき施設として上記構築物、系統及び機

器の中から、クラス 1及びクラス２に属する構築物、系統及び機器に加え、安全

評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、系統及び機器を抽出する方

針としている。その上で、屋内設備の外殻となる建屋、屋外に設置されている施

設、降下火砕物を含む海水又は空気の流路となる施設及び外気から取り入れた屋

内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設を設計対処施設としている。 

なお、代替設備があることなどにより必要な安全機能が維持される施設につい

ては、降下火砕物による影響評価の対象としない方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による設計対処施設を抽出するための方針が、安全機能

の重要度を踏まえて、降下火砕物によって安全機能が損なわれるおそれがある構

築物、系統及び機器について、火山ガイドに沿って降下火砕物の特徴を考慮した

上で適切に抽出するものであることを確認した。 

 
５．降下火砕物による影響の選定 

降下火砕物に対する防護設計を行うためには、設計対処施設の機能に及ぼす影

響を選定することが必要である。火山ガイドは、この選定について、降下火砕物

が直接及ぼす影響（以下「直接的影響」という。）とそれ以外の影響（以下「間接

的影響」という。）をそれぞれ選定することを示している。 

 

（１）直接的影響 

申請者は、降下火砕物の特徴から荷重、閉塞、摩耗、腐食、大気汚染、水質

汚染及び絶縁低下を検討対象として設定した上で、直接的影響の主な因子とし

て、構造物に対する静的負荷及び化学的影響（腐食）、水循環系に対する機械的

影響（閉塞、摩耗）及び化学的影響（腐食）、換気系、電気系及び計装制御系に

対する機械的影響（摩耗、閉塞）及び化学的影響（腐食）、建屋及び屋外施設に

対する粒子の衝突、本発電所周辺の大気汚染並びに計装盤の絶縁低下を選定し

ている。 
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（２）間接的影響 

申請者は、間接的影響として、本発電所外で生じる影響である外部電源の喪

失及び本発電所へのアクセスの制限を選定している。 

 

規制委員会は、申請者による降下火砕物の直接的影響及び間接的影響の選定が、

火山ガイドを踏まえたものであり、降下火砕物の特徴及び設計対処施設の特徴を

考慮していることを確認した。 

 

６．設計荷重の設定 

降下火砕物に対する防護設計を行うためには、その堆積荷重に加え、火山事象

以外の自然事象や設計基準事故時の荷重との組合せを設定する必要がある。 

申請者は、降下火砕物に対する防護設計を行うために、個々の設計対処施設に

応じて常時作用する荷重、運転時荷重を適切に組み合わせる設計としている。 

火山事象以外の自然事象による荷重との組合せについては、同時発生の可能性

のある風（台風）及び積雪を対象としている。さらに、設計基準事故時の荷重と

の組合せを適切に考慮する設計としている。 

 

規制委員会は、申請者による設計荷重の設定が、設計対処施設ごとに常時作用

する荷重、運転時荷重等を考慮するものであることを確認した。 

なお、同時発生の可能性のある風（台風）及び積雪による荷重の組合せの抽出

については「Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ」、設計基準事故時の荷重との組合せ

については「Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現

象に対する重要安全施設への考慮」で記載している。 

 

７．降下火砕物の直接的影響に対する設計方針 

設計対処施設については、降下火砕物の直接的影響によって安全機能が損なわ

れない設計方針とする必要がある。 

 

（１）構築物等の健全性の維持（荷重）に対する設計方針 

申請者は、設計対処施設のうち降下火砕物が堆積する建屋及び屋外施設につ

いて、設計荷重が許容荷重に対して安全裕度を有することにより構造健全性を

失わず、安全機能を損なうことのない設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計について、設計荷重が許容荷重に対して余裕を

有することにより構造健全性を失わず、安全機能が損なわれない方針としてい

ることを確認した。 
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（２）安全上重要な設備の機能の維持に対する設計方針 

申請者は、降下火砕物による構造物への化学的影響（腐食）、水循環系の閉

塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食）、電気系及び計装制御系に対する

機械的影響（閉塞、摩耗）及び化学的影響（腐食）等によって、以下のとおり

安全機能が損なわれないように設計するとしている。 

 

① 構造物への化学的影響（腐食） 

設計対処施設である建屋及び屋外施設は、外装塗装等を実施し、降下火

砕物に含まれる腐食性ガスによる化学的影響（腐食）に対して、安全機能

が損なわれないように設計するとしている。 

 

② 水循環系の閉塞、内部における摩耗及び化学的影響（腐食） 

設計対処施設である水循環系を有する施設は、降下火砕物の粒径に対し

て、その施設の狭隘部に十分な流路幅を設け閉塞しないように設計すると

している。降下火砕物の性状の変化による閉塞については、降下火砕物が

粘土質でないため考慮する必要はないとしている。 

また、降下火砕物から海水に溶出した腐食性成分による腐食に対しては、

塗装又は耐食性を有する材料の使用等により影響を及ぼさないように設

計するとしている。摩耗については、降下火砕物の硬度が砂と同等又は砂

よりも硬度が低くもろいことから摩耗による影響は小さく、保守管理等に

より補修が可能としている。 

 

③ 電気系及び計装制御系に対する機械的影響（閉塞、摩耗）及び化

学的影響（腐食） 

電気系及び計装制御系の設計対処施設は、外気と遮断された全閉構造等

により機械的影響（閉塞、摩耗）を受けず、また塗装等により化学的影響

（腐食）を受けないように設計するとしている。 

 

④ その他の影響 

設計対処施設への直接的影響としては、上記の①から③の他に、降下火

砕物の粒子の衝突、水質汚染の影響が考えられるが、降下火砕物の粒子の

衝突については、竜巻における砂等の飛来物の評価に包絡されるとし、水

質汚染の影響については、設計対処施設の構造上、有意な影響を受ける可

能性がないとしている。 

また、電気系及び計装制御系のうち、空気を取り込む機構を有する計測
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制御用電源設備（無停電電源装置設備）及び非常用所内電気源設備（所内

低圧系統）は、絶縁低下しないように外気取入口にフィルタを設置する等

の空調管理された場所に設置するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、降下火砕物の特徴を踏まえ、設計対処施設

に与える化学的影響、機械的影響その他の影響に対して、安全機能が損なわれ

ない方針としていることを確認した。 

 

（３）外気取入口からの降下火砕物の侵入に対する設計方針 

申請者は、降下火砕物を含む空気の流路となる設計対処施設（外気を取り入

れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設を含む。）については、

機械的影響（閉塞、摩耗）に対して、降下火砕物が侵入し難い設計とするとと

もに、バグフィルタ等の設置、換気空調系の停止等により、閉塞及び摩耗に対

して機能が損なわれないよう設計するとしている。また、降下火砕物がフィル

タに付着した場合においても取替え又は清掃が可能とする設計としている。 

当該施設については、化学的影響（腐食）に対して、金属材料の使用等によ

り、降下火砕物に含まれる腐食性成分による腐食に対して機能が損なわれない

よう設計するとしている。 

中央制御室は、降下火砕物により大気汚染が本発電所で発生した場合、外気

を遮断するため中央制御室換気空調系の事故時運転モード等を実施できるよ

うにした上で、酸素濃度及び二酸化炭素濃度について影響評価を実施し、居住

性を確保できる設計方針としている。 

規制委員会は、申請者の設計が降下火砕物や設計対処施設の特徴を踏まえて、

降下火砕物の侵入防止対策として、バグフィルタ等の設置や換気空調系の停止

等により、安全施設の安全機能が損なわれないようにするとともに、原子炉制

御室にあっては事故時運転モード等により居住性を確保する方針としている

ことを確認した。 

 

（４）降下火砕物の除去等の対策 

申請者は、設計対処施設に、長期にわたり静的荷重がかかることや化学的影

響（腐食）が発生することを避け、機能を維持するために、降下火砕物の除去

等の対応を適切に実施する方針としている。 

規制委員会は、申請者が、降下火砕物の除去等に必要な資機材を確保すると

ともに、手順等を整備する方針としていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が、降下火砕物の直接的影響により安全
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機能が損なわれないとしており、この設計方針が火山ガイドを踏まえていること

を確認した。 

 

８．降下火砕物の間接的影響に対する設計方針 

火山ガイドは、降下火砕物による間接的影響として長期間の外部電源の喪失及

び発電所へのアクセスの制限を想定し、外部からの支援がなくても、原子炉及び

使用済燃料プールの安全性を損なわないように対応が必要であることを示して

いる。 

申請者は、原子炉及び使用済燃料プールの安全性を損なわないように非常用デ

ィーゼル発電機の７日間の連続運転により、電力の供給を可能とする設計として

いる。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、降下火砕物の間接的影響として外部電源

喪失及び交通の途絶を想定し、非常用ディーゼル発電機及び軽油タンクを備え、

非常用ディーゼル発電機の７日間の連続運転を可能とするものであり、火山ガイ

ドを踏まえたものであることを確認した。 

 
 
Ⅲ－４．２．３ 外部火災に対する設計方針 

第６条第１項から第３項までの規定は、敷地及び敷地周辺で想定される自然現象

及び人為事象による火災等（以下「外部火災」という。）が発生した場合において

も、その影響によって、安全施設の安全機能が損なわれないよう設計することを要

求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．外部火災に対して、設計上対処すべき施設を抽出するための方針 

２．考慮すべき外部火災 

３．外部火災に対する設計方針 

（１）森林火災 

（２）近隣の産業施設の火災・爆発 

（３）発電所敷地内における航空機落下による火災 

（４）二次的影響 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．外部火災に対して、設計上対処すべき施設を抽出するための方針 
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外部火災によって安全施設の安全機能が損なわれないようにする必要がある。

このため、外部火災に対して防護すべき設備（以下「外部火災防護対象施設」と

いう。）を抽出した上で、外部火災に対して設計上対処すべき施設（以下本節にお

いて「設計対処施設」という。）を特定する方針が示されることが必要である。 

申請者は、外部火災により発生する火炎及び輻射熱の直接的影響並びにばい煙

等の二次的影響によって安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施

設を、安全重要度分類のクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統

及び機器としている。その上で、外部火災防護対象施設として上記構築物、系統

及び機器の中から、クラス１及びクラス２に属する構築物、系統及び機器に加え、

安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、系統及び機器を抽出す

る方針としている。 

これらの抽出した施設について、施設を内包する建屋、屋外に設置されている

施設及び二次的影響を受ける施設に整理し、設計対処施設としている。 

なお、代替手段があることなどにより必要な安全機能が維持できる施設につい

ては、外部火災による影響評価の対象としない方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による設計対処施設の特定する方針について、外部火災

によって安全機能が損なわれるおそれがある構築物、系統及び機器を、火炎及び

輻射熱の影響並びにばい煙等の二次的影響の特徴を考慮した上で、安全機能の重

要度を踏まえて抽出するものとしていることを確認した。 

 

２．考慮すべき外部火災 

外部火災ガイドは、外部火災に対して安全施設の安全機能が損なわれないよう

な設計方針を策定するために、考慮すべき種々の火災とその二次的影響について

示している。 

申請者は、外部火災として、森林火災、近隣の産業施設の火災・爆発（発電所

敷地内に存在する危険物貯蔵施設等の火災等を含む。）及び航空機落下火災によ

る熱影響等並びに二次的影響としてばい煙及び有毒ガスによる影響を考慮する

としている。 

 

規制委員会は、申請者による外部火災の設定が、外部火災ガイドを踏まえたも

のであることを確認した。 

 

３．外部火災に対する設計方針 

（１）森林火災 

外部火災ガイドは、森林火災に対して安全施設の安全機能が損なわれないよ
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う防護設計を行うために、発電所周辺で発生し得る森林火災の設定方法及び森

林火災による発電所への影響を評価する方法を示している。 

申請者は、以下のとおり森林火災を設定し、その影響を評価した上で、森林

火災に対する設計方針を策定している。 

 

① 発生を想定する森林火災による影響評価 

外部火災ガイドは、森林火災による影響の評価について、発生を想定す

る森林火災の設定方法、延焼速度、火線強度及び火炎輻射強度の算出方法

を示すとともに、延焼速度を基に発火点から発電所までの到達時間を、火

線強度を基に防火帯幅を、火炎輻射強度を基に危険距離（火災の延焼防止

に必要な距離をいう。以下本節において同じ。）を算出する方法を示してい

る。 

 

a. 発生を想定する森林火災の設定 

申請者は、発生を想定する森林火災の条件として、本発電所周辺の

可燃物の量（植生）、気象条件、発火点等を以下のように設定している。 

 

ア．可燃物の量（植生）の設定 

申請者は、宮城県及び東北森林管理局から入手した森林簿、現

地調査等により得られた樹種、林齢を踏まえ、可燃物量が多くな

るように植生を設定している。 

 

イ．気象条件の設定 

申請者は、宮城県における森林火災発生頻度が年間を通じて比

較的高い月の過去10年間の気象データとして、石巻特別地域気象

観測所及び江ノ島気象観測所のものを採用し、その中から最小湿

度、最高気温及び最大風速をそれぞれ抽出し、それらの組合せを

気象条件として設定している。また、風向については、上記の気

象データの中から最大風速における風向と卓越風向を調査し、こ

れらを基に風向を設定している。 

 

ウ．発火点の設定 

申請者は、発火点について、人為的行為を考慮し、火を扱う可

能性がある箇所で、火災の発生頻度が高いと想定される居住地区、

道路沿い等に設定するとともに、風向を考慮し、本発電所の風上

の 4地点を設定している。 

843



 

102 

 

また、いずれの発火点も本発電所からの直線距離が 10km までの

範囲内である。 

 

エ．土地の利用状況及び地形の設定 

申請者は、土地利用データについて、国土交通省により提供さ

れている国土数値情報の 100m メッシュのデータを用い、地形デー

タについては国土地理院により提供されている基盤地図情報の

10m メッシュの土地の標高、地形等のデータを用いている。 

 

オ．発火時刻の設定 

申請者は、森林火災の発火時刻について、日照時間による火線

強度の変化を考慮し、火線強度が最大となる時刻を採用している。 

 

規制委員会は、発生を想定する森林火災の設定が、外部火災ガイド

を踏まえたものであり、植生、気象条件等の設定が本発電所周辺の特

徴を考慮した上で、パラメータごとに厳しい値を採用していること、

発火時刻の設定が火線強度又は反応強度を最大にするものであり保守

的なものであることを確認した。 

 

b. 森林火災による影響評価 

申請者は、保守的に火炎をモデル化した上で、上記の設定を基に森

林火災シミュレーション解析コード（FARSITE）を用いて、延焼速度、

火線強度及び火炎輻射強度を算出し、延焼速度を基に発火点から防火

帯までの到達時間を、火線強度を基に防火帯幅を算出している。具体

的には、延焼速度は 0.49m/s と算出され、これを基に、発火点から防

火帯までの火災の到達時間を約 1.8 時間としている。防火帯の外縁で

の最大火線強度は 4,428kW/m と算出され、これに必要な防火帯幅を

19.7m としている。また、最大の火炎輻射強度は 477kW/m2と算出され

ている。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災の影響評価が、外部火災ガイ

ドを踏まえたものであり、受熱側の輻射強度が保守的に評価されるよ

うモデル化するとともに、延焼速度、火線強度及び火炎輻射強度を評

価し、防火帯幅を導出していることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災の設定及び森林火災による影響評
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価が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、必要なパラメータが適切に

設定及び算出されていることを確認した。 

 

② 森林火災に対する設計方針 

外部火災ガイドは、発生を想定する森林火災の設定等について、発火点

から発電所敷地境界までの到達時間の算出及び防火帯幅の設定の考え方

を示している。 

申請者は、発火点から防火帯までの到達時間が約 1.8 時間と算出された

ことから、本発電所に常駐する自衛消防隊により、万が一の飛び火等によ

る火炎の延焼を防止することが可能であるとしている。 

防火帯は、必要な防火帯幅が 19.7m と算出されたことから、約 20m 以上

確保した上で、防火帯内に可燃物を含む機器等を設置する場合は、必要最

小限とする運用としている。また、森林火災による熱影響（最大の火炎輻

射強度）が 477kW/m2と算出されたことから、これを設計方針の策定に用い

る火炎輻射強度とし、これに対する危険距離を算出した上で、危険距離に

応じた離隔距離を確保するとしている。 

これら森林火災に対する設計方針は、防火帯幅及び離隔距離の設定を前

提として、以下のように策定するとしている。 

設計対処施設のうち建屋について、防火帯外縁における森林火災から最

も近い建屋の外壁温度が許容値を下回り、かつ、建屋内の温度上昇により

建屋内部の外部火災防護対象施設の機能が損なわれないよう設計すると

している。設計対処施設のうち屋外の施設については、森林火災に伴う温

度上昇により機能が損なわれないよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災に対する設計方針が、外部火災ガ

イドを踏まえたものであり、必要な防火帯幅及び外部火災防護対象施設と

の離隔距離を確保するものであることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による森林火災に対する設計方針が、森林火災による

影響に対して必要な防火帯を確保すること等により、安全機能が損なわれない

ようにするものであることを確認した。 

 

（２）近隣の産業施設の火災・爆発 

外部火災ガイドは、近隣の産業施設の火災・爆発に対して、安全施設の安全

機能が損なわれないよう防護設計を行うために、発電所敷地外の石油コンビナ

ート等に火災・爆発が発生した場合における発電所への影響（飛来物による影
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響を含む。）を評価する方法を示している。 

申請者は、以下のとおり近隣の産業施設の火災・爆発による影響を評価した

上で、火災・爆発の発生が想定される地点から設計対処施設までの距離が危険

距離及び危険限界距離（爆発の爆風圧が 0.01MPa 以下になる距離をいう。以下

本節において同じ。）以上となるように、設計方針を策定している。 

 

① 近隣の産業施設の火災・爆発の発生の想定 

近隣の産業施設の火災・爆発による影響を評価するためには、発電所に

影響を及ぼすような火災・爆発を発生し得る近隣の産業施設を抽出する必

要がある。 

また、外部火災ガイドは、具体的な火災・爆発の設定方法、危険距離及

び危険限界距離の算出方法を示している。 

 

a. 近隣の産業施設の火災・爆発の設定 

申請者は、本発電所敷地外の半径 10km 以内に存在する産業施設とし

て危険物貯蔵施設及び高圧ガス貯蔵施設を抽出するとともに、本発電

所敷地に接近する可能性のある車両及び敷地周辺を航行する船舶の港

湾内への漂流についても想定した上で、それらの火災やガス爆発を想

定し、危険距離及び危険限界距離を算出している。 

 

規制委員会は、申請者による近隣の産業施設（本発電所敷地に接近

する可能性のある車両及び敷地周辺を航行する船舶を含む。以下「近

隣の産業施設等」という。）の火災・爆発の発生の想定が、外部火災ガ

イドを踏まえたものであり、地図等を用いて近隣の産業施設等が抽出

された上で、その施設における危険物等の火災やガス爆発の発生が想

定され、近隣の産業施設等の火災・爆発による危険距離及び危険限界

距離が算出されていることを確認した。 

 

b. 発電所敷地内の危険物による火災等の設定 

申請者は、発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等についても考

慮し、危険物の保有量と設計対処施設との距離から、輻射強度が最大

となる火災を想定している。タービン建屋等の近傍に設置されている

変圧器についても、危険物を内包していることから、これらによる火

災も考慮するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による発電所敷地内の危険物タンク等による
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火災の設定が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、火災源等とし

て、発電所敷地内に存在する危険物貯蔵施設等を特定し、これらによ

る火災が設定されていることを確認した。 

 

② 想定される近隣の産業施設等の火災・爆発に対する設計方針 

a. 近隣の産業施設等の火災・爆発等に対する設計方針 

発生を想定する近隣の産業施設等の火災・爆発に対して防護設計を

行うために、設計方針を策定する必要がある。外部火災ガイドは、近

隣の産業施設等と発電用原子炉施設の間の距離を、評価上必要とされ

る危険距離及び危険限界距離以上に確保することを示している。 

申請者は、近隣の産業施設等において想定される火災・爆発に対し

て算出された危険距離及び危険限界距離を上回る離隔が確保されると

している。また、近隣の産業施設等の爆発に伴い発生が想定される飛

来物については、過去の実績を踏まえた算出方法等によって求められ

た最大の飛距離を上回る離隔距離が確保されるとしている。 

 

b. 発電所敷地内の危険物貯蔵施設等の火災に対する設計方針 

申請者は、発電所敷地内の危険物貯蔵施設等による火災を想定し、

輻射強度を算出している。その上で、設計対処施設のうち建屋につい

て、算出された輻射強度に対し、建屋の外壁温度が許容値を下回り、

かつ、建屋内の温度上昇により建屋内部の外部火災防護対象施設の機

能が損なわれないよう設計するとしている。 

また、設計対処施設のうち屋外の施設については、危険物貯蔵施設

等による火災に伴う温度上昇により機能が損なわれないよう設計する

としている。 

敷地内の変圧器（2号炉所内変圧器、2号炉起動変圧器等）について

は、変圧器本体の火災を想定した場合の輻射強度に対して建屋の外壁

温度が許容値を下回り、かつ、建屋内の温度上昇により建屋内部の外

部火災防護対象施設の機能が損なわれないよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による発電所敷地内の危険物貯蔵施設等によ

る火災に対する設計方針が、算出された輻射強度を用いて外壁温度を

評価し、建屋の外壁温度を許容値以下とするものであることを確認し

た。 

 

規制委員会は、申請者による近隣の産業施設等の火災・爆発に対する設計方
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針が、外部火災ガイドを踏まえたものであり、算出された危険距離及び危険限

界距離等に対して、必要な離隔を確保することで、安全施設の安全機能が損な

われないようにするものであることを確認した。 

 

（３）発電所敷地内における航空機落下による火災 

外部火災ガイドは、航空機落下による火災に対して安全施設の安全機能が損

なわれないよう防護設計を行うために、発電所敷地内における航空機落下の想

定の方法、この火災による発電所への影響を評価する方法を示している。 

申請者は、以下のとおり本発電所敷地内における航空機落下による火災を設定

した上で、設計方針を策定している。その際、航空機落下による火災と発電所敷地

内の危険物貯蔵施設等による火災の重畳を考慮している。 

 

① 発生を想定する発電所敷地内における航空機落下による火災の設

定等 

外部火災ガイドは、航空機落下による影響の評価について、落下を想定

する航空機の条件及び落下地点の設定方法、輻射強度の算定方法を示して

いる。 

申請者は、航空機落下事故の最新の事例、機種による飛行形態の違いを

基に、航空機を種類別に分類し、その種類ごとに燃料積載量が最大の航空

機を選定している。また、航空機の種類ごとの落下確率に関するデータを

基に、敷地内において航空機落下確率が10-7回/炉･年以上となる区域を設

定し、その中で設計対処施設から最も近い場所に航空機が落下し、搭載さ

れた全燃料が発火した場合の火災を想定している。なお、落下事例がない

航空機については、保守的に落下事故の発生件数を0.5件としている。その

上で、選定された航空機ごとの燃料積載量と落下地点から設計対処施設ま

での距離を基に、輻射強度が最大となる航空機の種類を特定し、その落下

による火災を想定している。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下による火災の設定が、外部火災

ガイドを踏まえたものであり、航空機落下確率が 10-7回/炉・年以上となる

範囲が設定されていること、搭載された全燃料が燃焼した場合を想定して

いること、その上で輻射強度が最大となる航空機の種類と落下地点を想定

することにより、航空機落下による火災が保守的に設定されていることを

確認した。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下による火災の設定について、外
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部火災ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

 

② 航空機落下による火災に対する設計方針 

発生を想定する発電所敷地内における航空機落下による火災の設定等

に基づき、外部火災防護対象施設に対する設計方針を策定する必要がある。 

申請者は、航空機落下による火災を想定した場合について輻射強度を算

出している。その上で、設計対処施設のうち建屋について、算出された輻

射強度に対し、建屋の外壁温度が許容値を下回り、かつ、建屋内の温度上

昇により建屋内部の外部火災防護対象施設の機能が損なわれないよう設

計するとしている。 

また、設計対処施設のうち屋外の施設については、航空機落下による火

災に伴う温度上昇により機能が損なわれないよう設計するとしている。 

さらに、航空機落下による火災と発電所敷地内の危険物貯蔵施設等によ

る火災の重畳について、同様に建屋の外壁温度を評価し、離隔距離を確保

することにより、外壁温度が許容値を下回り、かつ、建屋内の温度上昇に

より建屋内部の外部火災防護対象施設の機能が損なわれないように設計

するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下による火災に対する設計方針が、

外部火災ガイドを踏まえたものであり、航空機火災の設定において発電所

敷地内の危険物貯蔵施設等による火災との重畳を考慮し、より厳しい火災

に対する輻射強度が算出されていること、算出された輻射強度を用いて外

壁温度を評価し、建屋の外壁温度を許容値以下とするものであることを確

認した。 

 

規制委員会は、申請者による航空機落下火災に対する設計方針が、外部火災

ガイドを踏まえたものであり、当該火災が保守的に評価された上で策定されて

いることを確認した。 

 

（４）二次的影響 

外部火災による二次的影響に対して、安全施設の安全機能が損なわれないよ

うに、発生を想定する二次的影響を適切に考慮した上で、その二次的影響に対

する設計方針について策定する必要がある。外部火災ガイドは、考慮すべき二

次的影響として、ばい煙、有毒ガス、爆風等による影響等を示している。 

申請者は、火災に伴い発生を想定する二次的影響として、ばい煙及び有毒ガ

スによる影響を抽出している。 
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なお、爆風等による影響については、「（２）近隣の産業施設の火災・爆発」

において記載している。 

これら二次的影響に対する設計として、外気を取り入れる設計対処施設につ

いては、ばい煙に対して、フィルタにより一定以上の粒径のばい煙粒子を捕獲

すること等により、機能が損なわれないよう設計するとしている。 

さらに、中央制御室の居住性を確保する必要のある場所は、ばい煙及び有毒

ガスに対して、外気を遮断するため換気空調系の事故時運転モード等を実施で

きる設計とした上で、酸素濃度及び二酸化炭素濃度について影響評価を実施し、

居住性を確保する設計方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による外部火災の二次的影響に対する設計方針が、外

部火災ガイドを踏まえたものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－４．２．４ その他自然現象に対する設計方針 

発電用原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべきその他自然現象によっ

て、安全施設の安全機能が損なわれないよう設計する必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機能

に影響を及ぼし得る自然現象のうち、その他自然現象によって安全施設の安全機能

が損なわれないようにするため、その他自然現象に対して防護すべき施設を「Ⅲ－

４．２．１ 竜巻に対する設計方針」等と同様に安全重要度分類のクラス１及びク

ラス２に属する構築物、系統及び機器に加え、安全評価上その機能を期待するクラ

ス３に属する構築物、系統及び機器とし、以下のとおり設計するとしている。 

なお、建屋による防護が期待できる場合は、建屋を設計上対処する施設としてい

る。 

１．風（台風）に対しては、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これに対し機

械的強度を有する設計とする。 

２．降水に対しては、本発電所近隣の気象観測所で観測された最大 1時間降水量

を上回る処理能力を持つ排水口及び構内排水路を設置して海域に排水すると

ともに浸水防止のための建屋止水処置等を行う設計とする。 

３．落雷に対しては、JEAG4608 等の民間規格に基づき、雷撃電流値を設定し、こ

れに対し避雷針、接地網等を設置するなど雷害防止対策を行う設計とする。 

４．生物学的事象に対しては、クラゲ等の発生を考慮して原子炉補機冷却海水系

等に除塵装置及び海水ストレーナを設ける設計とする。小動物の侵入に対して

屋外設備の端子箱貫通部の閉止処置等を行う設計とする。 

５．凍結に対しては、本発電所近隣の気象観測所で観測された最低気温を考慮し、
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屋外設備で凍結のおそれがあるものは保温等の凍結防止対策を行う設計とす

る。 

６．積雪に対しては、本発電所近隣の気象観測所で観測された月最深積雪の最大

となる積雪量から積雪荷重を設定し、これに対し機械的強度を有する設計とす

る。 

７．高潮に対しては、本発電所近隣の検潮所での過去最高潮位以上の敷地高さに

安全施設を設置し、高潮により影響を受けることのない設計とする。 

８．地滑りに対しては、本発電所敷地内に地滑りの素因となるような地滑り地形

の存在は認められず、地滑りが発生しないことから、設計上考慮する必要はな

い。 

９．洪水に対しては、本発電所周辺には河川が存在せず、洪水による被害を受け

ないことから、設計上考慮する必要はない。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、以下のとおり、安全施設の安全機能が損な

われないようにするものであることを確認した。 

１．風（台風）については、信頼性のある過去の記録等を調査し、安全施設への

影響として考えられる最大の風速を考慮して風荷重を設定し、これに対して機

械的強度を有する方針としていること。なお、風（台風）に対する防護対策は、

「Ⅲ－４．２．１ 竜巻に対する設計方針」に包絡される。 

２．降水については、信頼性のある過去の記録等を調査し、安全施設への影響と

して考えられる最大の降水量を考慮し、これに対して構内排水設備等を設計す

るとしていること。なお、降水に対する防護対策は、「Ⅲ－７ 溢水による損傷

の防止等（第９条関係）」に包絡される。 

３．落雷については、信頼性のある過去の記録等を調査し、安全施設への影響と

して考えられる最大の雷撃電流値を考慮し、これに対して避雷針、接地網等を

設計するとしていること。 

４．生物学的事象については、個々の生物学的事象に対してそれぞれ防護措置を

とる方針としていること。 

５．凍結については、信頼性のある過去の記録を調査し、安全施設への影響とし

て考えられる最低気温を考慮し、これに対して凍結防止対策を行う方針として

いること。 

６．積雪については、信頼性のある過去の記録等を調査し、安全施設への影響と

して考えられる最大の積雪量を考慮して積雪荷重を設定し、これに対して機械

的強度を有する方針としていること。なお、積雪に対する防護対策は、地震及

び火山の影響による設計荷重の評価に包絡される（地震については「Ⅲ－１ 

地震による損傷の防止（第４条関係）」、火山の影響については「Ⅲ－４．２．
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２ 火山の影響に対する設計方針」）。 

７．高潮については、信頼性のある過去の記録を調査し、高潮の影響を受けない

よう安全施設への影響として考えられる最大の潮位を考慮して安全施設を設

置する方針としていること。なお、高潮に対する防護対策は、「Ⅲ－３ 津波に

よる損傷の防止（第５条関係）」に包絡される。 

８．地滑りについては、本発電所の敷地の地形状況から、地滑りが発生しないと

して設計上考慮する必要はないとしていることは合理性があること。 

９．洪水については、本発電所周辺の地形状況から判断して、洪水による被害を

受けないとして設計上考慮する必要はないとしていることは合理性があるこ

と。 

 

 

Ⅲ－４．２．５ その他人為事象に対する設計方針 

発電用原子炉施設の設計に当たっては、設計上考慮すべきその他人為事象によっ

て、安全施設の安全機能が損なわれないよう設計する必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の２．で抽出した安全施設の安全機能

に影響を及ぼし得る人為事象のうち、その他人為事象については、以下のとおり、

安全施設の安全機能が損なわれないよう設計するとしている。 

１．船舶の衝突については、一般航路は本発電所から離隔距離が確保されている。

また、小型船舶が本発電所近傍で漂流した場合でも、敷地前面の防波堤等に衝

突して止まることから取水性に影響はない。船舶の座礁により重油流出事故が

発生した場合は、オイルフェンスを設置する措置を講じる。 

２．電磁的障害については、安全保護系に対し、電磁的障害による影響を受けな

い設計とする。 

３．飛来物（航空機落下）については、「実用発電用原子炉施設への航空機落下確

率の評価について（平成14･07･29原院第4号）」等に基づき、航空機落下確率を

評価した結果、約5.0×10-8回/炉･年であり、防護設計の要否判断の基準である

10-7回/炉･年を超えないため、航空機落下による防護については、設計上考慮

する必要はない。 

４．ダムの崩壊については、崩壊により本発電所に影響を及ぼすようなダムはな

いことから、設計上考慮する必要はない。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、以下のとおり、安全施設の安全機能が損な

われないようにするものであることを確認した。 

１．船舶の衝突に対しては、本発電所周辺の航路や船舶漂流等の可能性も踏まえ

た対策を講じるとしていること。 
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２．電磁的障害に対しては、計測制御回路を構成する機器に電磁波侵入防止対策

を講じるとしていること。 

３．飛来物（航空機落下）に対しては、最新の航路、飛行実績等の情報を踏まえ

て航空機落下確率を評価し、防護設計の要否判断の基準である10-7回/炉･年を

超えていないことから、設計上考慮する必要はないとしていることは合理性が

あること。 

４．ダムの崩壊に対しては、本発電所周辺にダムはないことから、設計上考慮す

る必要はないとしていることは合理性があること。 

 

 

Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ 

安全施設の設計に当たっては、設計上考慮すべき自然現象の組合せを検討する必

要がある。なお、安全施設の安全機能が損なわれないことを広く確認する観点から、

地震と津波についても、組み合わせる自然現象の対象に含める必要がある。 

その上で、その組合せによる影響（地震と津波に係る影響は「Ⅲ－１ 地震によ

る損傷の防止（第４条関係）」及び「Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係）」

において検討していない影響）により、安全施設の安全機能が損なわれないよう設

計する必要がある。 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した安全施設の安全機能

に影響を及ぼし得る自然現象に地震及び津波を加えたものから、「Ⅲ－４．２．４ 

その他自然現象に対する設計方針」で本発電所の敷地では発生しないと評価した洪

水、地滑り及び「Ⅲ－３ 津波による損傷の防止（第５条関係）」において評価した

高潮を除いた事象について、組合せを検討している。その際、各自然現象によって

関連して発生する可能性がある自然現象も考慮し、自然現象の組合せについて網羅

的に検討している。 

この組合せが発電用原子炉施設に与える影響について、①個々の自然現象の設計

に包絡されている、②発電用原子炉施設に与える影響が自然現象を組み合わせるこ

とにより、個々の自然現象がそれに与える影響より増長しない、③同時に発生する

とは考えられない、という 3つの観点から検討している。 

その結果、上記の①から③までのいずれかに該当する自然現象の組合せについて

は、安全施設の安全機能が損なわれないとしている。また、①から③までのいずれ

にも該当しない設計上考慮すべき自然現象の組合せとして、「火山の影響、風（台

風）及び積雪の組合せ」が抽出され、それら組合せに対して安全施設の安全機能が

損なわれないよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者による自然現象の組合せが、安全施設に与える影響を考慮
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して検討されていること、また、自然現象の組合せが安全施設に与える影響につい

ては、安全機能が損なわれないようにするとしていることを確認した。 

なお、設計上考慮すべき自然現象の組合せのうち、「火山の影響、風（台風）及び

積雪」に対する設計方針については、「Ⅲ－４．２．２ 火山の影響に対する設計方

針」において記載している。 

 

 

Ⅲ－４．４ 大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象に対

する重要安全施設への考慮 

重要安全施設の設計に当たっては、これに大きな影響を及ぼすおそれがあると想

定される自然現象（組合せを含む。）により作用する力（衝撃）に設計基準事故時の

荷重（応力）を適切に考慮する必要があり、それぞれの因果関係や時間的変化を踏

まえて、適切に組み合わせる必要がある。 

申請者は、重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現

象は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」の１．で抽出した自然現象に含まれるとして

いる。また、これらの自然現象又は「Ⅲ－４．３ 自然現象の組合せ」で抽出した

自然現象の組合せにより、重要安全施設を含む安全施設の安全機能が損なわれない

よう設計するとしていることから、これらの自然現象により設計基準事故は発生し

ないため、当該自然現象と設計基準事故を組み合わせる必要はないとしている。ま

た、設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えられる自然現象により重要安

全施設に作用する衝撃と設計基準事故時に生じる応力を適切に考慮する設計とし

ている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、当該自然現象によって設計基準事故が発生

しないものであること、また、設計基準事故の影響が及ぶ期間に発生すると考えら

れる自然現象により、重要安全施設に作用する力と設計基準事故時の荷重を適切に

組み合わせるものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－５ 発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

第７条の規定は、発電用原子炉施設への人の不法な侵入、爆発性又は易燃性を有

する物件等が不正に持ち込まれること及び不正アクセス行為のそれぞれを防止す

るための設備を設けることを要求している。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．発電用原子炉施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し、その

区域を人の侵入を防止できる障壁により防護し、巡視、監視等を行うことによ
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り人の侵入防止及び出入管理が行える設計とする。 

２．発電用原子炉施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件等の持込み（郵便

物等による発電所外からの爆破物及び有害物質の持込みを含む。）が行われる

ことを防止するため、持込み点検が可能な設計とする。 

３．発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の

操作に係る情報システムが、電気通信回線を通じた不正アクセス行為（サイバ

ーテロを含む。）を受けることがないように、当該情報システムに対する外部

からのアクセスを遮断する設計とする。 

４．これらは、核物質防護対策の一環として実施する。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、核物質防護対策として上記の対策１．から

３．を講じるものであることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するも

のと判断した。 

 

 

Ⅲ－６ 火災による損傷の防止（第８条関係） 

第８条の規定は、火災により発電用原子炉施設の安全性が損なわれないよう、火

災の発生を防止すること、かつ、早期に火災を感知及び消火すること並びに火災の

影響を軽減することができるよう設計することを要求している。また、消火設備の

破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても発電用原子炉を安全に停止させる

ための機能が損なわれないように消火設備を設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．火災区域又は火災区画の設定 

２．火災防護計画を策定するための方針 

３．火災の発生防止に係る設計方針 

４．火災の感知及び消火に係る設計方針 

５．火災の影響軽減に係る設計方針 

６．特定の火災区域又は火災区画における対策の設計方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、火災防護基準にのっとり、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．火災区域又は火災区画の設定 
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第８条第１項の規定は、設計基準対象施設に対し、火災により発電用原子炉施

設の安全性が損なわれないよう措置を講ずることを要求している。 

また、火災防護基準は、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影

響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じるために、火災区域又は火災区

画を設定することを要求している。 

申請者は、設計基準対象施設について火災により発電用原子炉施設の安全性が

損なわれないように措置を講ずるとしている。 

その上で、火災によってその安全機能が損なわれないことを確認する施設を安

全重要度分類のクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、系統及び機器

としている。 

火災から防護する対象（以下本節において「防護対象設備」という。）について

は、上記構築物、系統及び機器の中から、原子炉を安全に停止する（原子炉の高

温停止及び低温停止を達成し、これを維持することをいう。以下本節において同

じ。）ために必要な安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに放射性物質の

貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器として、クラス１及びクラ

ス２に属する構築物、系統及び機器に加え、安全評価上その機能を期待するクラ

ス３に属する構築物、系統及び機器を抽出する方針としている。 

これらの抽出した原子炉を安全に停止するために必要な安全機能を有する構

築物、系統及び機器並びに放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、

系統及び機器（以下本節において「安全機能を有する機器等」という。）を設置す

る区域であって、耐火壁によって他の区域と分離されている区域を火災区域とし

て、また、火災区域を耐火壁等によりさらに細分化したものを火災区画として設

定している。 

なお、設計基準対象施設については、消防法、建築基準法等に基づく火災防護

対策を行うとしている。 

 

規制委員会は、申請者による防護対象設備を抽出するための方針が、安全機能

を有する全ての設備を検討対象とした上で、安全機能の重要度を踏まえたもので

あることを確認した。また、安全機能を有する機器等を設置する場所を、火災区

域又は火災区画として設定する方針としていることを確認した。 

 

２．火災防護計画を策定するための方針 

火災防護基準は、火災防護対策を実施するために必要な手順、機器、体制等を

定める火災防護計画を策定することを要求している。 

申請者は、火災防護対策を適切に実施するため、以下の方針で火災防護計画を

定めるとしている。 
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（１）発電用原子炉施設全体を対象とする。 

（２）安全機能を有する機器等を火災から防護するため、火災の発生防止、火災

の感知及び消火並びに火災の影響軽減のそれぞれの目的を達成するための

火災防護対策について定める。 

（３）火災防護計画を実施するために必要な手順（可燃物の持込管理、火気作業

管理等に係るものを含む。）、機器、組織体制を定める。 

 

規制委員会は、申請者による火災防護計画を策定する方針が、火災防護基準の

規定にのっとっているものであることを確認した。 

 

３．火災の発生防止に係る設計方針 

火災防護基準は、発電用原子炉施設に対して火災の発生を防止するための対策

を講じること、安全機能を有する機器等に対して不燃性材料又は難燃性材料、難

燃ケーブルを使用すること、並びに発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器

に対して自然現象によって火災が発生しないように対策を講じることを要求し

ている。 

 

（１）発電用原子炉施設における火災の発生防止 

申請者は、以下のとおり対策を講じるとしている。 

① 火災区域に、発火性又は引火性物質を内包する設備を設置する場合、以

下を考慮した設計とする。 

a. 発火性又は引火性物質の漏えいやその拡大の防止 

b. 発火性又は引火性物質を内包する設備との離隔距離等の確保 

c. 火災区域の換気 

d. 防爆型の電気・計装品の使用及び電気設備の接地 

e. 発火性又は引火性物質の貯蔵量の制限 

② 可燃性の蒸気が滞留するおそれがある火災区域においては、換気により

可燃性の蒸気を滞留させない設計とする。 

③ 火災区域には、可燃性の微粉が発生する設備を設置しない設計とする。 

④ 発電用原子炉施設には、火花が発生する設備等を金属製の筐体に収納す

る等の対策を行い発火源となる設備を設置しない設計とする。 

⑤ 水素が発生又は漏えいするおそれがある火災区域においては、換気設備

を設置する。また、水素の漏えいを検知し中央制御室に警報を発するよう

対策を講じる設計とする。 

⑥ 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子
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炉の安全性を損なうおそれのある場所には、社団法人火力原子力発電技術

協会「ＢＷＲ配管における混合ガス（水素・酸素）蓄積防止に関するガイ

ドライン（平成 17 年 10 月）」等に基づき、水素の蓄積を防止する設計と

する。 

⑦ 発電用原子炉施設は、電気系統の過電流による過熱、焼損の防止等の対

策を講じる設計とする。 

 

規制委員会は、申請者による発電用原子炉施設における火災の発生防止に係

る設計方針が、火災防護基準の規定にのっとっているものであることを確認し

た。 

 

（２）安全機能を有する機器等における火災の発生防止 

申請者は、以下のとおり対策を講じるとしている。 

① 機器等及びそれらの支持構造物のうち、主要な構造材には不燃性材料を

使用する。 

② 建屋内の変圧器及び遮断器は可燃性物質である絶縁油を内包していな

いものを使用する。 

③ 難燃ケーブルは、実証試験によりケーブル単体で自己消火性及び延焼性

を確認したケーブルを使用する。難燃ケーブルとすべき原子炉格納容器内

の核計装用ケーブルは、実証試験において、それ単体で延焼を防止するこ

とが確認できないものの、通常運転時に原子炉格納容器内に窒素を満たす

こと等により、火災の発生を防止する。 

④ 換気設備のフィルタは、チャコールフィルタを除き難燃性材料を使用す

る。 

⑤ 保温材は、不燃性材料を使用する。 

⑥ 建屋内装材は、不燃性材料を使用する。 

 

規制委員会は、申請者による安全機能を有する機器等における火災の発生防

止に係る設計方針が、火災防護基準の規定にのっとっているものであることを

確認した。 

ただし、原子炉格納容器外に敷設される難燃ケーブルでない核計装用ケーブ

ルについては、チャンネルごとに専用電線管に収納し、電線管外部からの酸素

の供給防止のため、両端は耐火性を有するシール材で処置する設計とすること

により、十分な保安水準が確保されることを確認した。 

原子炉格納容器内の核計装用ケーブルについて、原子炉起動時において原子

炉格納容器内に窒素が満たされるまでの間は、火災が発生したとしても、当該
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火災を早期に感知し、原子炉を確実に停止できる設計とすることにより、十分

な保安水準が確保されることを確認した。 

 

（３）自然現象による発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器における

火災の発生防止 

申請者は、「Ⅲ－４．１ 外部事象の抽出」において抽出された自然現象のう

ち、火災区域内において火災を発生させるおそれのあるものとして、地震と落

雷を想定している。その上で、安全機能を有する機器等を十分な支持性能をも

つ地盤に設置し、自らが破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止するこ

と、発電用原子炉施設内の構築物、系統及び機器について、落雷による火災の

発生防止対策として建屋等への避雷設備の設置及び接地網の敷設を行うとし

ている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、自然現象により発電用原子炉施設内の

構築物、系統及び機器における火災の発生を防止するものであり、火災防護基

準の規定にのっとっていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による火災の発生防止に係る設計方針が、

火災防護基準の規定にのっとっているものであることを確認した。 

 

４．火災の感知及び消火に係る設計方針 

火災防護基準は、火災感知設備及び消火設備について、早期の火災感知及び消

火を行える設計とすることを要求している。また、これらの火災感知設備及び消

火設備は、地震等の自然現象に対して機能及び性能を維持すること、消火設備の

破損、誤作動又は誤操作が起きた場合においても、安全機能を有する機器等の安

全機能が損なわれないよう消火設備を設計することを要求している。 

 

（１）火災感知設備 

申請者は、火災感知設備について、以下の設計方針としている。 

① 火災区域又は火災区画における環境条件や想定される火災の性質を考

慮して設置する。 

② 早期に火災を感知するため、煙感知器、熱感知器及び炎感知器から異な

る種類の感知器を組み合わせて設置するとともに、火災の発生場所を特定

することができるものとする。 

③ 感知器の誤作動を防止するため、平常時の状況（温度、煙の濃度）を監

視し、急激な温度上昇や煙の濃度上昇を把握することができる方式（以下
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「アナログ式」という。）の火災感知器を使用する。 

④ 外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう蓄電池を設置

するとともに、非常用電源に接続する設計とする。 

⑤ 火災感知設備の作動状況が中央制御室で監視できるものとする。 

⑥ 赤外線感知機能を備えた監視カメラシステムを用いる場合は、死角とな

る場所がないように当該システムを設置する。 

⑦ 発火源がなく可燃物を置かない運用とすることで火災を発生させない

火災区域又は火災区画は、火災感知器を設置しない。 

⑧ 原子炉格納容器内では、通常運転時に窒素が満たされることにより火災

が発生するおそれはなく、火災感知器を設置する必要はない。原子炉起動

時において原子炉格納容器内に窒素が満たされるまでの間は、アナログ式

である熱感知器及び煙感知器により火災を感知する。通常運転時は比較的

温度及び線量が高くなり、故障するおそれがあることから、当該感知器に

ついては、窒素封入後中央制御室から遠隔操作により電源を切り、運転停

止後に交換する運用とする。 

 

規制委員会は、申請者による火災感知設備の設計方針が、火災防護基準の規

定にのっとっているものであることを確認した。 

ただし、一部の火災区域又は火災区画については、アナログ式の火災感知器

では有効に機能しないことから、環境を考慮し、以下の対応により十分な保安

水準が確保されることを確認した。 

① 屋外エリアでは、降水等の浸入による火災感知器の故障に伴う誤作動を

防止するため、屋外仕様のアナログ式の熱感知カメラ（赤外線方式）及び

アナログ式でない炎感知器（赤外線方式）を設置する。 

② 水素等により発火性の雰囲気を形成するおそれのある場所では、火災感

知器の作動時の爆発を防止するため、防爆型のアナログ式でない熱感知器

及びアナログ式でない煙感知器を設置する。 

 

（２）消火設備 

申請者は、消火設備について、以下の設計方針としている。 

 

① 煙の充満又は放射線の影響により消火活動が困難となる火災区域

又は火災区画に設置する消火設備の設計方針 

原子炉を安全に停止するために必要な構築物、系統及び機器を設置する

火災区域又は火災区画のうち、火災時の煙の充満又は放射線の影響により

消火活動が困難となるおそれのある火災区域には、自動消火設備又は中央
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制御室からの手動操作による固定式消火設備を設置する。ただし、放射線

の影響により消火活動が困難とならない火災区域又は火災区画であって、

火災が発生しても煙が大気に放出され充満するおそれがない火災区域若

しくは火災区画、可燃物がほとんどなく煙が充満しにくい火災区域若しく

は火災区画又は運転員が常駐し高感度煙検出設備を設置することにより

早期の消火活動が可能である火災区域若しくは火災区画においては、消火

器等で消火する。 

また、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機

器を設置する火災区域のうち、火災時の煙の充満又は放射線の影響により

消火活動が困難となるおそれがある火災区域には、自動起動の消火設備又

は中央制御室からの手動操作による固定式消火設備を設置する。ただし、

放射線の影響により消火活動が困難とならない火災区域であって、可燃物

がほとんどなく煙が充満しにくい火災区域においては、消火器等で消火す

る。 

 

② 消火用水供給系の多重性又は多様性の確保 

消火用の水源は、消火水槽（屋内消火用）1 基、消火水タンク（屋内消

火用）1基及び屋外消火水タンク（屋外消火用）2基とし、水道水系とは共

用しない。消火ポンプは、屋内消火用として電動機駆動消火ポンプ 2台及

び屋外消火用として電動機駆動消火ポンプとディーゼル駆動消火ポンプ

を各々1台設置する。 

 

③ 消火設備の系統分離に応じた独立性の確保 

系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置するガ

ス消火設備等は、動的機器である弁等の単一故障（単一の原因によって一

つの機械又は器具が所定の機能を失うこと（従属要因による多重故障を含

む。）をいう。）を仮定しても、同時に消火機能を失うことがないようにす

る。 

 

④ 火災に対する二次的影響の考慮 

煙等による二次的な影響が、火災が発生していない安全機能を有する機

器等に及ばない設計とする。 

 

⑤ 消火設備の電源確保 

消火設備は、外部電源喪失時においても消火が可能となるように、非常

用電源から受電する若しくは蓄電池を有する設計又は電源が不要な設計
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とする。 

 

⑥ その他 

上記①から⑤に加えて、以下の対策を講じる。 

a. 消火剤及び消火用水の確保 

b. 移動式消火設備の配備 

c. 中央制御室に消火設備の故障警報を発するための吹鳴機能の確保 

d. 火災区域及び火災区画の消火活動を可能とするための消火栓の配

置 

e. 固定式ガス消火設備の作動前における退出警報を発するための吹

鳴機能の確保 

f. 管理区域内での消火活動による放射性物質を含むおそれがある水

の管理区域外への流出防止 

g. 消火活動を行うために必要となる照明の設置 

 

規制委員会は、申請者による消火設備の設計方針が、火災防護基準の規定に

のっとっているものであることを確認した。 

ただし、復水貯蔵タンク、使用済燃料プール、使用済樹脂貯蔵槽及び浄化系

沈降分離槽に消火設備を設置しないとしていることについては、発火源がなく

可燃物を置かない運用とすることで火災を発生させないとしていることを確

認した。 

 

（３）地震等の自然現象に対する火災感知設備及び消火設備の機能等の維持 

申請者は、消火設備及び火災感知設備について、凍結、風水害及び地震時に

おける地盤変位を以下のとおり考慮するとしている。 

① 凍結を防止するために、屋外消火栓は不凍式消火栓を採用する。また、

屋外の火災感知設備は-－14.6℃の環境下でも使用可能なものとする。 

② 屋外消火栓を除き、消火設備は屋内設置することとし、外部からの浸水

防止対策を講じる。屋外消火栓は風水害の影響を受けないよう機械式を用

いる。 

③ 屋外の火災感知設備は、屋外仕様とした上で、風水害の影響を受けた場

合にも、早期に取替えを行うことにより当該機器の機能及び性能の維持が

できる運用とする。 

④ 火災感知設備及び消火設備は、安全機能を有する機器等の耐震重要度分

類のクラスに応じて火災区域及び火災区画に設置することとし、耐震Ｂ、
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Ｃクラス機器に基準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合におい

ても安全機能を有する機器等の機能及び性能の維持ができるものとする。 

⑤ 消火配管の建屋接続部付近は、地盤変位による影響を直接受けないよう

に、当該変位を吸収できる設計とする。消火配管は、地上又はトレンチ内

に設置する。消火配管接続口は、建屋の外部に設置する。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、火災防護基準の規定にのっとっている

ものであることを確認した。 

 

（４）消火設備の破損、誤作動又は誤操作による安全機能への影響 

申請者は、消火設備からの放水による溢水に対して、安全機能を有する機器

等の安全機能が損なわれないよう設計するとしている。 

また、水以外を用いる消火設備として、ハロゲン化物消火剤を用いることと

しているが、ハロゲン化物消火剤は電気絶縁性が大きく揮発性も高いことから、

消火設備の破損、誤作動又は誤操作により消火剤が放出されても、電気及び機

械設備に影響を与えないとしている。なお、消火設備からの放水による溢水に

対する防護設計については、「Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係）」

において記載する。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、火災防護基準の規定にのっとっている

ものであることを確認した。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者による火災感知設備及び消火設備の設

計方針が、火災防護基準の規定にのっとっているものであることを確認した。 

 

５．火災の影響軽減に係る設計方針 

火災防護基準は、原子炉を安全に停止するために必要な構築物、系統及び機器

について、発電用原子炉施設内のいかなる火災による影響を考慮しても、互いに

異なる系統を分離することにより、多重化された系統が同時に機能を喪失するこ

とがないように設計することを要求している。また、火災によって運転時の異常

な過渡変化又は設計基準事故が発生した場合にも、原子炉を安全に停止できるよ

う設計することを要求している。 

 

（１）原子炉を安全に停止するために必要な構築物、系統及び機器を設置す

る火災区域の分離 

申請者は、原子炉を安全に停止するための構築物、系統及び機器を設置して
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いる屋内の火災区域は、3 時間以上の耐火能力を有する壁、床、天井又は耐火

壁（貫通部シール、防火扉、防火ダンパ）で分離するとしている。 

 

規制委員会は、申請者が、火災耐久試験により耐火性能を確認した隔壁等に

より互いに異なる系統を分離する設計方針としており、火災防護基準の規定に

のっとっているものであることを確認した。 

 

（２）原子炉を安全に停止するために必要な構築物、系統及び機器の系統分

離 

申請者は、発電用原子炉施設において火災が発生した場合に、原子炉を安全

に停止するために必要な構築物、系統及び機器（以下「火災防護対象機器」と

いう。）及び火災防護対象機器を駆動又は制御するケーブル（以下「火災防護対

象ケーブル」といい、これらを総称して「火災防護対象機器等」という。）を防

護し、同機器等の相互の系統分離を行うとしている。また、火災防護対象ケー

ブルの系統分離においては、火災防護対象ケーブルと同じトレイに敷設される

などにより火災防護対象ケーブルの系統と関連することとなる火災防護対象

ケーブル以外のケーブルも当該系統に含め、他系統との分離を行うとしている。

系統分離に当たっては、火災区画内及び隣接火災区画間の延焼を防止するため、

以下のいずれかに該当する設計とするとしている。 

 

① 3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、3 時間以上の耐火能力を有

する隔壁等により分離する｡ 

 

② 水平距離 6m 以上の距離等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、互いの系統間の水平距離を

6m 以上とし、これらの系統を含む火災区画に火災感知設備及び自動消火設

備を設置する｡さらに、互いの系統間には仮置きするものを含め可燃性物

質を置かない。 

 

③ 1 時間の耐火能力を有する隔壁等による系統分離 

互いに異なる系統の火災防護対象機器等は、1 時間の耐火能力を有する

隔壁等により分離し、かつ、これらの系統を含む火災区画内に火災感知設

備及び自動消火設備を設置する｡ 

 

規制委員会は、申請者による火災の影響軽減に係る設計方針（中央制御室の
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うち中央制御盤内及び原子炉格納容器内を除く。）が、火災防護基準の規定に

のっとっているものであり、火災耐久試験により耐火性能を確認した隔壁等に

より互いに異なる系統を分離することを確認した。 

ただし、原子炉制御室のうち制御盤内及び原子炉格納容器内の区画における

影響軽減に係る設計方針については、（３）及び（４）で記載している。 

 

（３）原子炉制御室制御盤内における火災の影響軽減対策 

申請者は、中央制御室中央制御盤内で発生が想定される火災に対して、運転

員の操作性及び視認性向上を目的として機器等を近接して設置することから

上記（２）の系統分離対策を講じることができないものの、以下のとおり対策

を講じるとしている。 

① 中央制御盤内において火災が発生した場合であっても、近接する他の構

成部品に影響がないことを実証試験により確認する。 

② ケーブルは、当該ケーブルに火災が発生しても延焼せず、また、周囲に

火災の影響を与えない金属外装ケーブル、耐熱ビニル電線、フッ素樹脂電

線及び難燃ケーブルを使用する。 

③ 中央制御室に設置する異なる種類の火災感知器とは別に、直ちに煙を検

知できる高感度煙検出設備を中央制御盤内に設置する。 

④ 常駐する運転員により早期の消火活動が実施できるよう手順を定めて

訓練を実施する。 

⑤ 火災の発生箇所の特定ができるようサーモグラフィカメラ等を配備す

る。 

⑥ 中央制御盤の一つの区画内で火災が発生し当該区画の安全機能が全て

喪失した場合であっても、他の区画の制御盤による運転操作、現場での操

作により原子炉を停止することができるものとする。 

 

規制委員会は、申請者による原子炉制御室制御盤内における火災の影響軽減

対策が、火災防護基準に規定している対策と同一ではないものの、複数の運転

員が常駐していることを踏まえ、申請者が上記①から⑥までの対策を講じるこ

とにより十分な保安水準が確保されることを確認した。 

 

（４）原子炉格納容器内における火災の影響軽減対策 

申請者は、原子炉格納容器内については、機器やケーブルが密集して設置さ

れていることから上記（２）の系統分離対策を講じることができないものの、

以下のとおり対策を講じるとしている。なお、通常運転時は、原子炉格納容器

内に窒素が満たされることにより火災が発生するおそれはないとしている。 
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① 火災防護対象機器等は、6m以上の水平距離を確保することを原則とする

が、6m 以上の水平距離を確保することが困難である箇所については、可能

な限り離隔を確保した上で、火災の延焼や火災からの影響を抑制するため

金属製の蓋付ケーブルトレイ等で覆う。 

② 電気盤又は油を内包した機器は、金属製の筐体又はケーシング等により、

原子炉格納容器内における火災の影響を限定する。 

③ 火災源となり得る油を内包した機器は、堰等により油が漏れた場合でも

拡大しないように設計する。 

④ 原子炉格納容器内は、可燃物の持込み管理を行う。 

⑤ 原子炉起動時において原子炉格納容器内に窒素が満たされるまでの間

の監視のためには、アナログ式である熱感知器及び煙感知器を設置する。

なお、通常運転時は比較的温度及び線量が高くなり、故障するおそれがあ

ることから、運転停止後に交換する運用とする。 

⑥ 原子炉起動時に原子炉格納容器内で火災が発生した場合は、消防要員又

は運転員の進入が困難なため、速やかに原子炉を停止することとする。そ

の上で、原子炉格納容器内への窒素注入を継続し、窒息消火を行う又は窒

素注入作業を中止し、早期に消火活動を実施する運用とする。 

 

規制委員会は、申請者による原子炉格納容器内における火災の影響軽減対策

が、火災防護基準に規定している対策と同一ではないものの、通常運転時には

窒素が充填されることにより火災が発生するおそれはないことを踏まえ、申請

者が上記①から⑥までの対策を講じることにより十分な保安水準が確保され

ることを確認した。 

 

（５）その他の影響軽減に対する設計上の考慮 

申請者は、放射性物質の貯蔵及び閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機

器が設置される火災区域は、3 時間以上の耐火能力を有する壁等によって他の

火災区域から分離すること、他の火災区域又は火災区画へ火炎、熱、煙が悪影

響を及ぼさないよう換気空調設備には防火ダンパを設置する設計とすること、

中央制御室の火災発生時の煙を排気するために建築基準法に準拠した容量の

排煙設備を配備すること、油タンク付近の火災により油タンク内で発生するガ

スをベント管等により屋外へ排気する設計とすることとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、火災防護基準の規定にのっとったもの

であることを確認した。 
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（６）火災影響評価 

申請者は、火災による影響を考慮しても安全機能が失われない設計とすると

し、評価に当たっては、「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指

針」（平成 2 年 8 月 30 日原子力安全委員会決定。以下「安全評価指針」とい

う。）に基づき、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故に対処するための

機器の単一故障を想定しても異常状態を収束できることを確認するとしてい

る。 

 

規制委員会は、申請者が、火災により運転時の異常な過渡変化又は設計基準

事故が発生したとしても設計基準事故等を収束できるよう設計するとしてい

ることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による火災の影響軽減に係る設計方針が、

火災防護基準の規定にのっとっているものであることを確認した。 

 

６．特定の火災区域又は火災区画における対策の設計方針 

火災防護基準は、上記１．から５．までの項目に加え、安全機能を有する機器

等それぞれの特徴を考慮した火災防護対策を講じた設計とすることを要求して

いる。 

申請者は、以下のとおりとしている。 

（１）ケーブル処理室は、自動消火設備である全域ガス消火設備により消火する

設計とする。また、ケーブルトレイ間は分離した設計とする。 

（２）電気室は、電源供給のみに使用する設計とする。 

（３）蓄電池室には、蓄電池のみを設置し直流開閉装置やインバータは設置しな

い設計とする。蓄電池室の換気空調設備は、水素の排気に必要な換気量以上

となるように設計するとともに、当該設備が停止した場合には、中央制御室

に警報を発する機能を有する設計とする。 

（４）ポンプ室には、煙を排気するための可搬型の排煙装置を設置できる設計と

する。 

（５）中央制御室を含む火災区画の換気空調設備には、防火ダンパを設置する設

計とする。また、中央制御室の床面には、防炎性を有するカーペットを使用

する設計とする。 

（６）使用済燃料貯蔵設備及び新燃料貯蔵設備は、消火水が入ったとしても臨界

にならないように、燃料の配置及びラックの材料を考慮することにより、水

中において未臨界となるよう設計とする。 
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（７）放射性廃棄物処理設備及び放射性廃棄物貯蔵設備を設置する火災区域は、

換気空調設備が排気筒に繋がるダンパを閉止し隔離できるように設計する。

また、放射性物質を含んだ使用済イオン交換樹脂、濃縮廃液、チャコールフ

ィルタ及び HEPA フィルタは、固体廃棄物として処理を行うまでの間、金属

製の容器や不燃シートに包んで保管する設計とするとともに、崩壊熱による

火災の発生を考慮する必要がある放射性物質を貯蔵しない設計とする。 

 

規制委員会は、申請者による特定の火災区域又は火災区画における火災防護対

策の設計方針が火災防護基準の規定にのっとっており、安全機能を有する機器等

それぞれの特徴を考慮した対策を講じるものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－７ 溢水による損傷の防止等（第９条関係） 

第９条第１項の規定は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合におい

ても安全施設の安全機能が損なわれないように設計することを要求している。また、

同条第２項の規定は、設計基準対象施設について、発電用原子炉施設内の放射性物

質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふ

れ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないように設計することを

要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．溢水に対し防護すべき設備を抽出するための方針 

２．溢水源及び溢水量を設定するための方針 

３．溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

４．建屋内の防護対象設備を防護するための設計方針 

５．建屋外の防護対象設備を防護するための設計方針 

６．溢水防護区画を内包する建屋外で発生した溢水に対する流入防止に関する設

計方針 

７．放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えいを防止するための設計方針 

８．溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．溢水に対し防護すべき設備を抽出するための方針 
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発電用原子炉施設内で発生する溢水に対して安全施設の安全機能が損なわれ

ないようにする必要がある。このため、溢水に対して防護すべき設備（以下本節

において「防護対象設備」という。）を抽出する方針が示されることが必要であ

る。 

申請者は、溢水によってその安全機能が損なわれないことを確認する必要があ

る施設を、安全重要度分類のクラス１、クラス２及びクラス３に属する構築物、

系統及び機器としている。その上で、防護対象設備として上記構築物、系統及び

機器の中から、原子炉の高温停止、低温停止を達成し、これを維持するため、放

射性物質の閉じ込め機能を維持するため並びに使用済燃料プールの冷却機能及

び給水機能を維持するために必要なクラス１及びクラス２に属する構築物、系統

及び機器に加え、安全評価上その機能を期待するクラス３に属する構築物、系統

及び機器を抽出する方針としている。 

なお、溢水によって機能が損なわれない静的機器、動作機能を損なってもその

ままで機能を維持できる弁等の機器及び損傷した場合であっても代替手段があ

ることなどにより機能を維持できる機器並びに原子炉冷却材喪失事故等を想定

して設置する原子炉格納容器内の機器については、溢水による影響評価の対象と

しない方針としている。 

 

規制委員会は、申請者による防護対象設備を抽出するための方針について、安

全機能を有する全ての設備を検討対象とした上で、それらの中から、原子炉の高

温停止、低温停止を達成し、これを維持するために必要な設備、放射性物質の閉

じ込め機能を維持するために必要な設備並びに使用済燃料プールの冷却機能及

び給水機能を維持するために必要な設備を抽出するものであることを確認した。 

 

２．溢水源及び溢水量を設定するための方針 

防護対象設備を防護するための設計方針を検討するに当たり、機器の破損等に

より生じる溢水（以下「破損による溢水」という。）、異常状態（火災を含む。）の

拡大防止のために設置される系統からの放水による溢水（以下「消火水等の放水

による溢水」という。）及び地震による機器の破損等により生じる溢水（以下「地

震による溢水」という。）を含む発電用原子炉施設内における溢水を想定し、溢水

源及び溢水量を設定する方針が示されることが必要である。 

申請者は、発電用原子炉施設内で発生する溢水として、（１）破損による溢水、

（２）消火水等の放水による溢水、（３）地震による溢水及び（４）その他の要因

による溢水を想定している。 

 

（１）破損による溢水 
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申請者は、溢水ガイドを踏まえ、単一の機器の破損等により生じる溢水を想

定して、配管の破損箇所を溢水源として設定している。溢水量の算出に当たっ

ては、配管の破損箇所から流出した漏水量と隔離範囲内の系統保有水量を合算

して溢水量を設定する方針としている。ここで、漏水量は、配管の破損形状を

考慮した流出流量と漏水箇所の隔離までに必要な時間（以下「隔離時間」とい

う。）を乗じて設定するとしている。配管の破損形状については、配管が内包す

る流体のエネルギーに応じて高エネルギー配管と低エネルギー配管に分類し

た上で、高エネルギー配管については応力評価の結果に応じて完全全周破断又

は貫通クラックを、低エネルギー配管については貫通クラックを設定する方針

としている。 

なお、想定する機器の破損箇所は防護対象設備への溢水影響が最も大きくな

る位置とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者による溢水源及び溢水量の設定が、溢水源については

全ての高エネルギー配管及び低エネルギー配管を対象として破損を想定する

配管を抽出した上で単一の破損を設定する方針としていることを確認した。ま

た、溢水量については操作時間を踏まえた隔離時間や漏水量が最大となる破損

位置等を検討の上、保守性を有するよう設定する方針としていることを確認し

た。 

 

（２）消火水等の放水による溢水 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、消火設備（「Ⅲ－６ 火災による損傷の防止

（第８条関係）」において設置するとしたものを含む。以下本節において同じ。）

からの放水を溢水源として設定している。溢水量の算出に当たっては、単位時

間当たりの放水量と放水時間から溢水量を設定する方針としている。消火栓か

らの放水時間は 3時間に設定する方針としている。 

なお、消火設備のうちスプリンクラについては、防護対象設備が設置される

建屋にスプリンクラは設置しないことから、溢水源として想定しないとしてい

る。また、消火設備以外の溢水源として原子炉格納容器スプレイを想定した上

で、単一故障による誤作動が発生しないよう設計上考慮されていることから、

誤作動による溢水は想定しないとしている。 

 

規制委員会は、申請者による溢水源及び溢水量の設定が、溢水源については

火災発生時の消火設備からの放水とする設計方針としていること、溢水量につ

いては保守性を有するよう設定する設計方針としていることを確認した。 
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（３）地震による溢水 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、基準地震動による地震力により本発電所内

で発生する溢水を想定するとしている。 

具体的な溢水源として、基準地震動による地震力に対して耐震性が確保され

る機器以外の機器であって流体を内包する配管及び容器並びにスロッシング

により溢水する可能性がある使用済燃料プール等の設備を想定している。 

地震時には機器の破損が複数箇所で同時に発生する可能性があることから、

漏えい検知による自動隔離機能に期待する場合を除き隔離による漏えい停止

には期待しないとしている。 

溢水量の算出に当たっては、配管の破損により生じる流出流量と隔離時間と

を乗じて得られる漏水量と、隔離範囲内の保有水量を合算して溢水量を設定す

る方針としている。容器の破損により生じる溢水量は、容器内保有水の全量流

出を想定している。 

なお、想定する機器の破損箇所は、防護対象設備への溢水影響が最も大きく

なる位置とするとしている。 

使用済燃料プール等からの溢水量については、基準地震動により発生するス

ロッシングによる当該プール等の外への漏えい量としている。 

 

規制委員会は、申請者が、溢水源については、基準地震動による地震力に対

する評価を行った上で、耐震性が確保される機器以外の機器であって流体を内

包する配管、容器その他の設備の全てを対象とする方針としていること、また、

溢水量の設定においては、自動隔離機能に期待する場合に限り隔離時間を考慮

する方針としていることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者がスロッシングによる溢水量について、評価条

件を保守的に設定するとともに実績のある解析プログラムを使用する方針と

していることを確認した。 

 

（４）その他の要因による溢水 

申請者は、地震以外の自然現象による屋外タンクの破損、降水、地下水、機

器の誤作動その他の要因による溢水を想定している。 

 

規制委員会は、申請者が上記の（１）から（３）以外の要因による溢水につ

いても設定する方針としていることを確認した。 

 

871



 

130 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による溢水評価において本発電所の状況

を踏まえた検討を行った上で、溢水源を網羅的に想定し、保守的な溢水量の設定

を行う方針としていることを確認した。 

 

３．溢水防護区画及び溢水経路を設定するための方針 

防護対象設備の設計方針を検討するに当たり、防護対象設備が設置される区画

及び溢水経路を設定する方針が示されることが必要である。 

 

（１）溢水防護区画の設定 

申請者は、溢水ガイドを踏まえて、防護対象設備が設置されている全ての場

所並びに中央制御室及び現場操作が必要な防護対象設備へのアクセス通路を

対象に溢水防護区画を設定する方針としている。 

 

規制委員会は、申請者が防護対象設備が設置されている場所及び現場操作が

必要な防護対象設備へのアクセス通路を対象に、壁、扉、堰、床段差等によっ

て溢水防護区画を設定する方針であることを確認した。 

 

（２）溢水経路の設定 

申請者は、溢水ガイドを踏まえて、溢水防護区画内外で発生する溢水を想定

した上で、床ドレン、開口部、扉（水密扉を除く。）等からの流入又は流出につ

いて溢水経路を設定する方針としている。ただし、消火活動時など、溢水時に

水密扉の開放が想定される場合は、当該扉を溢水経路として設定するとしてい

る。 

溢水影響を軽減することを期待する壁、堰、床段差等については、基準地震

動による地震力等の溢水の要因となる事象に伴い生じる荷重や環境に対し健

全性を維持できる設計とするとともに、水密扉の閉止等の運用を含め、これら

の設計を維持するための保守管理を適切に実施するとしている。また、火災に

より貫通部の止水機能が損なわれる場合には、当該貫通部からの消火水の流入

を考慮するとしている。なお、溢水経路上の溢水防護区画の水位評価において

は、当該区画内で発生する溢水は他区画への流出を想定しないこと及び当該区

画外で発生する溢水は当該区画への流入が最も多くなるよう保守的に条件設

定することとしている。 

 

規制委員会は、申請者による溢水経路の設定が、溢水防護区画の水位が最も

高くなるように行われる方針としていること、また、溢水経路上の壁、水密扉、

堰等に溢水影響の軽減又は止水機能を期待する場合は、基準地震動や火災等に
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対して当該機能が維持されることを評価するとともに、それらを維持するため

の保守管理や運用を適切に実施する方針としていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者による溢水防護区画の設定が防護対象設

備が設置されている場所及び当該場所へのアクセス通路を対象になされる方針

であることを確認した。また、申請者による溢水経路の設定が、溢水防護区画の

水位が最も高くなるような保守的な条件でなされる方針であることを確認した。 

 

４．建屋内の防護対象設備を防護するための設計方針 

防護対象設備は、破損による溢水、消火水等の放水による溢水、地震による溢

水及びその他の要因による溢水に関して、没水影響、被水影響及び蒸気影響の観

点で、安全機能が損なわれないよう防護される方針であることが必要である。ま

た、原子炉制御室及び現場操作が必要な設備へのアクセス通路については、環境

条件等を考慮しても、アクセス性が失われない設計方針であることが必要である。 

さらに、使用済燃料プール水が地震に伴うスロッシングによって漏えいしても、

当該プールに対し冷却及び給水ができる方針であることが必要である。 

 

（１）没水の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、没水による影響について評価した上で、溢

水により溢水防護区画に滞留する水の水位（以下「溢水水位」という。）が、流

入状態、溢水源からの距離、没水域での人員のアクセス等による水位変動を考

慮しても、防護対象設備の機能が損なわれるおそれがある高さ（以下「機能喪

失高さ」という。）を上回らないこと又は多重性若しくは多様性を有する防護

対象設備を別区画に設置することにより安全機能が損なわれないように設計

するとしている。 

なお、没水により安全機能が損なわれるおそれがあると評価された場合には、

溢水源若しくは溢水経路又は防護対象設備に対して以下の対策を行う方針と

している。 

 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

a. 溢水の発生を早期に検知し、中央制御室からの遠隔操作（自動又は

手動）又は現場操作により溢水箇所を隔離する。 

b. 溢水源とならぬよう、想定する溢水源に対して、基準地震動による

地震力に対して耐震性を確保し、又は補強工事等により発生応力を低

減する。 

c. 壁、水密扉、堰等による溢水防護区画への流入防止対策を行う。 
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d. 上記に加え、その他の要因による溢水のうち機器の誤作動等による

溢水については、漏えい検知システム等による溢水の発生の早期検知

を行う。 

 

② 防護対象設備に対する対策 

a. 防護対象設備の機能喪失高さが溢水水位を十分な裕度を持って上

回るよう、設備設置高さをかさ上げする。 

b. 防護対象設備の周囲に浸水防護堰を設置する。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が防護対象設備ごとに現場の設置状況を踏

まえて機能喪失高さを評価した上で、水位変動等を考慮した溢水水位が防護対

象設備の機能喪失高さを上回らないように設置すること、多重性又は多様性を

有する防護対象設備については、同時に没水により機能が損なわれない別区画

に設置することにより安全機能が損なわれないようにすることを確認した。ま

た、没水により安全機能が損なわれるおそれがある場合には流入防止等の対策

を行うことにより防護対象設備の機能が損なわれないようにすることを確認

した。 

 

（２）被水の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、被水による影響として、溢水源からの飛散

による被水及び天井面等の開口部や貫通部からの被水による影響を評価して

いる。 

その上で、これら被水による影響について、被水試験等により確認された防

滴機能を有していること若しくは防護対象設備に対して保護カバー等による

被水対策を実施すること又は多重性若しくは多様性を有する防護対象設備を

同時に被水影響が及ばない別区画に設置することにより安全機能が損なわれ

ないように設計するとしている。 

なお、被水により安全機能が損なわれるおそれがあると評価された場合には、

溢水源若しくは溢水経路又は防護対象設備に対して以下の対策を行う方針と

している。 

 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

a. 溢水源とならぬよう、想定する溢水源に対して、基準地震動による

地震力に対して耐震性を確保し、又は補強工事等により発生応力を低

減する。 

b. 壁、水密扉、堰等による溢水防護区画への流入防止対策を行う。 

874



 

133 

 

c. 溢水防護区画内の火災に対しては、原則として水消火以外の消火手

段を採用することとし、水消火を行う場合には、防護対象設備に対し

て不用意な放水を行わない運用とする。 

 

② 防護対象設備に対する対策 

a. 防護対象設備を被水試験等により確認された防滴機能を有してい

るものにする。 

b. 防護対象設備に対して保護カバー等による被水防護対策を実施す

る。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が被水試験等により確認された防滴機能を

有していること又は防護対象設備に対して保護カバー等による被水対策を実

施すること、多重性又は多様性を有する防護対象設備については、同時に被水

影響が及ばない別区画に設置することで安全機能が損なわれないようにする

ことを確認した。また、被水により安全機能が損なわれるおそれがある場合に

は流入防止等の対策を行うことにより防護対象設備の機能が損なわれないよ

うにすることを確認した。 

 

（３）蒸気放出の影響に対する設計方針 

申請者は、溢水ガイドを踏まえ、蒸気影響として、溢水源からの漏えい蒸気

の直接噴出及び拡散による影響を受ける範囲内にある防護対象設備への影響

を評価している。その上で、これら蒸気影響について、防護対象設備が耐蒸気

仕様を有すること又は多重性若しくは多様性を有する防護対象設備を同時に

蒸気影響が及ばない別区画に設置することにより安全機能が損なわれないよ

うに設計するとしている。また、蒸気影響により安全機能が損なわれるおそれ

があると評価された場合には、溢水源若しくは溢水経路又は防護対象設備に対

して以下の対策を行う方針としている。 

 

① 溢水源又は溢水経路に対する対策 

a. 蒸気影響を緩和するための対策として、蒸気の漏えいを自動検知し、

自動又は手動による隔離を行う設計とする。当該対策だけでは、その

防護対象設備の健全性が確保されない想定破損箇所については、防護

カバーを設置する。 

b. 溢水源とならぬよう、想定する溢水源に対して、基準地震動による

地震力に対する耐震性の確保又は補強工事等により発生応力を低減す

る。 
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c. 壁、水密扉等による溢水防護区画への流入防止対策を行う。 

 

② 防護対象設備に対する対策 

a. 防護対象設備を蒸気暴露試験又は机上評価により蒸気影響に対し

て耐性を有しているものにする。 

b. 防護対象設備に対して蒸気暴露試験等により確認したシール、パッ

キン等による蒸気防護対策を実施する。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、防護対象設備の健全性が確認されてい

る条件を超えることがないよう防護対象設備が耐蒸気仕様を有すること、多重

性又は多様性を有する防護対象設備については、同時に蒸気影響が及ばない別

区画に設置することで安全機能が損なわれないようにすることを確認した。ま

た、蒸気放出の影響により安全機能が損なわれるおそれがある場合には流入防

止等の対策を行うことにより防護対象設備の機能が損なわれないようにする

ことを確認した。 

 

（４）その他の要因による溢水に対する設計方針 

申請者は、地震以外の自然現象による屋外タンクの破損、降水、地下水の流

入等による溢水が溢水防護区画に流入するおそれがある場合には、壁、扉、堰

等により溢水防護区画を内包するエリア及び建屋内への浸水を防止する設計

としている。また、機器の誤作動等による漏えいに対して、漏えい検知システ

ム等による早期検知が可能とし、防護対象設備の安全機能が損なわれない設計

としている。 

 

規制委員会は、申請者が、地震以外の自然現象による屋外タンクの破損等に

よる溢水に対して、壁、扉、堰等により溢水防護区画内への浸水を防止し、防

護対象設備の安全機能が損なわれない設計としていることを確認した。 

 

（５）アクセス通路の設計方針 

申請者は、溢水が発生した場合においても現場操作が必要な設備に対して、

アクセス通路の環境の温度及び放射線量並びに溢水水位を考慮しても、運転員

による操作場所までのアクセスが可能な設計とする方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が現場操作が必要な設備へのアクセス通路

について、環境条件等を考慮しても、アクセス性が失われないものであること

を確認した。 
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（６）使用済燃料プールのスロッシング後の機能維持に関する設計方針 

申請者は、使用済燃料プールの冷却及び給水機能の維持に必要な設備の没水、

被水、蒸気放出の影響に対する安全機能維持に係る設計に加え、使用済燃料プ

ールが、スロッシング後においても、プール冷却機能及び遮蔽に必要な水位を

確保する設計を行う方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、使用済燃料プールのスロッシング後に

おいても使用済燃料プールの冷却及び給水機能が維持されることから、水温を

維持し、遮蔽水位を維持できるものであることを確認した。 

 

規制委員会は、申請者による溢水に対する設計方針が没水、被水、蒸気放出に

対して防護するものであること、アクセス通路のアクセス性を確保するものであ

ること及び使用済燃料プールの機能を維持するものであることを確認した。 

 

５．建屋外の防護対象設備を防護するための設計方針 

建屋外の防護対象設備については、溢水に対して安全機能が損なわれない設計

方針であることが要求される。 

申請者は、建屋外の防護対象設備である海水ポンプについて、海水ポンプエリ

ア内外で生じる溢水に対して安全機能が損なわれない設計方針としている。具体

的には、海水ポンプエリア外で生じる溢水が流入しないようにするために、壁、

閉止板等による溢水伝播防止対策を図る方針としている。当該エリア内で生じる

溢水に対しては、想定される溢水源が、地震により溢水源とならぬよう基準地震

動による地震力に対する耐震性を確保する。また、破損による溢水により多重性

を有する防護対象設備が同時に機能を損なわないよう別区画に設置し、壁、閉止

板等による溢水伝播防止対策を図る方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、溢水防護区画内外からの溢水に対して壁、

閉止板等による溢水伝播防止対策等を図ることを確認した。 

 

６．溢水防護区画を内包する建屋外で発生した溢水に対する流入防止に関す

る設計方針 

防護対象設備が設置されている溢水防護区画については、溢水防護区画外から

の溢水に対する流入防止を講じる設計方針であることが必要である。 

申請者は、溢水防護区画外の溢水源に対して、防護対象設備が設置されている

溢水防護区画へ流入しないようにするため、溢水防護区画又は溢水防護区画を内
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包する建屋に壁（壁貫通部の止水措置を含む。）、水密扉、堰等の設置等の流入防

止対策を講じる設計とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、溢水防護区画を内包する建屋外からの溢

水経路を特定した上で、それぞれの流入経路に対して流入防止対策を講じるもの

であることを確認した。 

 

７．放射性物質を含んだ液体の管理区域外への漏えいを防止するための設計

方針 

第９条第２項の規定は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包す

る容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、

当該液体が管理区域外へ漏えいしないことを要求している。 

申請者は、放射性物質を含む液体を内包する容器又は配管の破損等によって当

該容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、

溢水経路に壁、扉、堰等による漏えい防止対策を講じることにより、当該液体が

管理区域外へ漏えいしない設計方針としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が建屋内の壁、堰等の設置によって、放射性

物質を含んだ液体の管理区域外への溢水経路に対策を実施することにより、当該

液体が管理区域外へ漏えいしないものであることを確認した。 

 

８．溢水によって発生する外乱に対する評価方針 

溢水に対する設計方針を踏まえた上で、溢水により原子炉に外乱が及び、かつ、

安全保護系、原子炉停止系の作動が要求される場合には、溢水の影響を考慮して

も安全機能が失われないことを確認するため安全評価指針に基づき安全解析を

行うことが必要である。 

申請者は、溢水により防護対象設備の安全機能が損なわれない設計とし、評価

に当たっては、安全評価指針に基づき、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事

故に対処するために必要な機器の単一故障を考慮しても異常状態を収束できる

設計とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、安全評価指針に基づき、運転時の異常な

過渡変化又は設計基準事故に対処するための機器の単一故障を考慮しても異常

状態を収束できるものであることを確認した。 
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Ⅲ－８ 誤操作の防止（操作の容易性）（第１０条関係） 

第１０条第２項の規定は、安全施設は、容易に操作できるよう設計することを要

求している。 

申請者は、想定される地震や外部電源喪失等の環境条件下においても、運転員が

容易に安全施設を操作できるよう、以下の設計方針としている。 

１．中央制御室の盤面器具は、系統ごとにグループ化した配列にするとともに、

操作器具は、形状や色等の視覚的要素により識別を容易にする設計とする。 

２．現場の弁等については、系統等による色分け及び弁等への銘板取り付けによ

り識別管理できる設計とする。 

３．中央制御室については、制御盤等の固定、手すりの設置等により、地震発生

時においても運転操作に影響を与えない設計とする。 

４．中央制御室等の操作場所は、地震や外部電源喪失等の事象が発生した場合に

おいても、操作に必要な環境が維持される設計とする。 
 
規制委員会は、申請者の設計方針が、原子炉制御室や現場で操作する機器等の識

別管理等を行うものであること及び想定される地震や外部電源喪失等の環境条件

下においても、運転員が安全施設を容易に操作できるようにするものであることを

確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
 

 

Ⅲ－９ 安全避難通路等（第１１条関係） 

第１１条第３号の規定は、設計基準事故が発生した場合に用いる照明（避難用の

照明を除く。）及びその専用の電源を備える設計とすることを要求している。 

申請者は、以下の設計方針としている。 

１．原子炉の停止、停止後の冷却、監視等の操作が必要となる可能性のある中央

制御室、現場作業場所（計測制御電源室等）及び当該現場へのアクセスルート

に、避難用照明とは別に非常用電源から給電できる作業用照明を設置する設計

とする。 

２．作業用照明として、非常用母線から給電できる非常用照明、非常用母線及び

蓄電池（非常用）から給電できる直流照明兼非常用照明又は蓄電池（非常用）

から給電できる直流照明を設置するとともに、全交流動力電源喪失時に操作が

必要な場所には、作業用照明のうち直流照明兼非常用照明又は直流照明を設置

する設計とする。 

３．全交流電源喪失時における作業を実施する場合等を想定し、随時使用可能な

ように、中央制御室等に電池を内蔵した可搬型照明を備える。 
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規制委員会は、申請者の設計方針が、設計基準事故が発生した場合に用いる作業

用照明及びその専用の電源を備える方針としていること、また、可搬型照明を時間

的余裕も考慮し準備可能とすることにより、昼夜及び場所を問わず作業可能とする

ものであることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅲ－１０ 安全施設（第１２条関係） 

第１２条第２項の規定は、重要度が特に高い安全機能を有する系統に対して、原

則として多重性又は多様性及び独立性の確保を要求している。当該系統のうち静的

機器については、長期間（24 時間以降又は運転モードの切替時点以降をいう。以下

本節において同じ。）において想定される静的機器の単一故障を仮定しても、所定

の安全機能が達成できるよう設計することを要求している。 

また、同条第６項の規定は、重要安全施設について、二以上の発電用原子炉施設

において共用し、又は相互に接続するものであってはならないこととした上で、共

用又は相互に接続することによって当該二以上の発電用原子炉施設の安全性が向

上する場合は、この限りではないとしている。 

さらに、同条第７項の規定は、重要安全施設以外の安全施設について、二以上の

発電用原子炉施設において共用し、又は相互に接続する場合には、発電用原子炉施

設の安全性が損なわれないものであることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．静的機器の多重性 

２．共用又は相互接続（重要安全施設及び重要安全施設以外の安全施設） 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．静的機器の多重性 

第１２条第２項の規定は、重要度が特に高い安全機能を有する系統を構成する

設備のうち、静的機器であって長期間の機能維持を期待するものに対して、当該

系統を構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は

多様性を確保し、及び独立性を確保した設計とすることを要求している。 

ただし、想定される静的機器の単一故障を仮定すべき長期間の安全機能の評価

に当たっては、想定される最も過酷な条件下においても、その単一故障が安全上

支障のない期間に除去又は修復できることが確実であれば、その単一故障を考慮
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しなくてもよいとされている。また、単一故障の発生の可能性が極めて小さいこ

とが合理的に説明できる場合又は単一故障を仮定することで系統の機能が失わ

れる場合であっても、他の系統を用いて、その機能を代替できることが安全解析

等により確認できる場合は、当該機器に対する多重性の要求は適用しないとされ

ている。 

申請者は、重要度が特に高い安全機能を有する系統を構成する設備のうち、多

重性を有しない静的機器であって、設計基準事故が発生した場合に、長期間にわ

たり機能が要求される設備として、非常用ガス処理系の配管の一部及びフィルタ

装置、中央制御室換気空調系のダクトの一部及び再循環フィルタ装置並びに格納

容器スプレイ冷却系のスプレイ管を抽出している。 

抽出された設備については、以下のとおり、（１）単一故障が安全上支障のない

期間に除去又は修復できることが確実である場合又は（２）単一故障を仮定して

も代替手段等により安全機能を確保できる場合に該当するとしている。 

 

（１）単一故障が安全上支障のない期間に除去又は修復できることが確実で

ある場合 

非常用ガス処理系の配管の一部及びフィルタ装置並びに中央制御室換気空

調系のダクトの一部及び再循環フィルタ装置については、当該設備に要求され

る原子炉格納容器内又は放射性物質が原子炉格納容器内から漏れ出た場所の

雰囲気中の放射性物質の濃度低減機能等が喪失する単一故障として、想定され

る最も過酷な条件となる故障を、配管及びダクトについては全周破断を、フィ

ルタ本体については閉塞を想定している。 

いずれの故障においても、単一故障による放射性物質の放出に伴う被ばくの

影響を最小限に抑えるよう、安全上支障のない期間に故障を確実に除去又は修

復できる設計とし、長期間の安全機能の評価に当たってその単一故障を考慮し

ないとしている。 

安全上支障のない期間については、故障を確実に除去又は修復するまでの間

の周辺公衆の放射線被ばくが、安全評価指針に示された設計基準事故時の判断

基準を十分下回る期間であること及び除去又は修復作業にかかる作業員の被

ばくが、緊急時作業に係る線量限度以下とすることができる期間であることと

し、3日間としている。 

なお、除去又は修復ができない場合であっても、周辺公衆の放射線被ばくが、

安全評価指針に示された設計基準事故時の判断基準を十分下回るとしている。 

 

（２）単一故障を仮定しても代替手段等により安全機能を確保できる場合 
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格納容器スプレイ冷却系のスプレイ管は、安全機能に最も影響を与える単一

故障として静的機器である配管一箇所の全周破断を仮定したとしても、原子炉

格納容器の冷却機能を達成し、所定の安全機能を維持できる設計とするとして

いる。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、重要度が特に高い安全機能を有する系統

を構成する設備のうち、静的機器であって長期間の機能維持を期待するものを抽

出した上で、以下のとおりとしていることを確認した。 

（１）申請者が単一故障を仮定しないとした非常用ガス処理系の配管の一部及び

フィルタ装置並びに中央制御室換気空調系のダクトの一部及び再循環フィ

ルタ装置については、設計基準事故時に、ダクト、配管の全周破断又はフィ

ルタ本体の閉塞を仮定したとしても、放射性物質の漏えいに伴う周辺の公衆

に対する被ばくによる実効線量の評価値が、安全評価指針に示された設計基

準事故時の判断基準を十分下回るよう安全上支障のない期間内に除去又は

修復できるとしていること。 

（２）申請者が、多重性は必要ないとした格納容器スプレイ冷却系の格納容器ス

プレイ管については、配管一箇所の全周破断を仮定した場合であっても、原

子炉格納容器の冷却機能を達成し所定の安全機能を維持できることが、安全

解析等により適切に確認されていること。 

 

２．共用又は相互接続 

第１２条第６項の規定は、二以上の発電用原子炉施設における重要安全施設の

共用又は相互接続について、これらを行うことは原則せず、二以上の発電用原子

炉施設の安全性が向上する場合にのみ認められることを規定している。また、同

条第７項においては、重要安全施設以外の安全施設について、二以上の発電用原

子炉施設において共用又は相互に接続する場合、発電用原子炉施設の安全性が損

なわれないことを要求している。 

申請者は、発電用原子炉施設間で共用又は相互に接続する重要安全施設はない

としている。 

重要安全施設以外の安全施設のうち、通信連絡設備等については、1号炉、2号

炉及び 3号炉で共用するとし、液体窒素蒸発装置等については、2号炉及び 3号

炉で共用するとし、加熱蒸気及び復水戻り系については、1 号炉及び 2 号炉で共

用するとしている。共通用所内高圧母線については、1号炉と 2 号炉との間及び

2号炉と 3号炉との間で相互に接続するとしている。 

これらの設備については、以下の理由から、本発電所 2号炉の安全性が損なわ

れないとしている。 
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（１）共用 

通信連絡設備は、共用する 1 号炉、2 号炉及び 3 号炉で同時に通信連絡を行

っても支障のない設計とすること。 

液体窒素蒸発装置並びに加熱蒸気及び復水戻り系は、共用する号炉で必要な

容量を確保するとともに、接続部の弁において隔離できる設計とすること。 

 

（２）相互接続 

共通用所内高圧母線は、電源融通時に何らかの要因で電気故障が発生した場

合、遮断器により故障箇所を隔離し、他の号炉へ影響を及ぼさない設計とする

こと。 

 

規制委員会は、申請者による安全施設の共用又は相互接続の設計方針について、

発電用原子炉施設間で共用又は相互に接続する重要安全施設はないことを確認

した。また、重要安全施設以外の安全施設である通信連絡設備、液体窒素蒸発装置並

びに加熱蒸気及び復水戻り系を共用し、共通用所内高圧母線を相互に接続すること

は、本発電所の安全性を損なわないと判断した。 

 

 

Ⅲ－１１ 全交流動力電源喪失対策設備（第１４条関係） 

第１４条の規定は、全交流動力電源喪失（外部電源喪失と設計基準対象施設の非

常用所内交流動力電源喪失の重畳をいう。以下同じ。）に備えて、非常用所内直流

電源設備は、原子炉の安全な停止、停止後の冷却及び原子炉格納容器の健全性の確

保のために必要とする電気容量を一定時間（重大事故等に対処するための電源設備

から電力が供給されるまでの間）確保できるよう設計することを要求している。 

申請者は、蓄電池（非常用）について、全交流動力電源喪失時から重大事故等に

対処するための電源設備によって電力が供給されるまでの約 15 分間に対し、原子

炉を安全に停止し、停止後に冷却し、及び原子炉格納容器の健全性を確保するため

に必要な設備に 8 時間以上の電源供給が可能な容量を備えた設計とするとしてい

る。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、重大事故等対処設備からの電力供給が可能

となるまでの間、原子炉停止等のために必要な設備に対し電源供給が可能な容量を

有する蓄電池（非常用）を備えるものであることを確認したことから、設置許可基

準規則に適合するものと判断した。 

 

883



 

142 

 

 

Ⅲ－１２ 炉心等（第１５条関係） 

第１５条第６項第１号の規定は、燃料体について、通常運転時及び運転時の異常

な過渡変化時における発電用原子炉内の圧力等の燃料体に加わる負荷に耐えるも

のとすること等を要求している。 

申請者は、燃料体は通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時における発電用原

子炉内の圧力、自重、附加荷重、核分裂生成物（以下「FP」という。）の蓄積による

燃料被覆管の内圧上昇、熱応力等の荷重に耐える設計とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者による炉心等の設計方針が、運転時の異常な過渡変化時に

おける荷重に対しても耐える設計としていることを確認したことから、設置許可基

準規則に適合するものと判断した。 

なお、申請者が本申請以前から運転時の異常な過渡変化時における荷重も考慮し

た評価を行っていたことは、過去の申請から確認できる。 

 

 

Ⅲ－１３ 燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設（第１６条関係） 

第１６条第２項第２号ニの規定は、使用済燃料の貯蔵施設（乾式キャスクを除く。）

において想定される燃料体等の落下時だけでなく、他の重量物の落下時においても、

使用済燃料の貯蔵施設の機能（遮蔽能力、最終ヒートシンクへの崩壊熱の輸送、漏

えい検知等）が損なわれないよう設計することを要求している。 

同条第３項第１号の規定は、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場

所の放射線量について、その異常を検知し、原子炉制御室における監視等が可能な

設計とすることを要求している。同項第２号は、外部電源が利用できない場合であ

っても、使用済燃料貯蔵槽のパラメータの監視が可能な設計とすることを要求して

いる。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．使用済燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策 

２．使用済燃料貯蔵槽を監視する機能の確保 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．使用済燃料の貯蔵施設内における重量物落下対策 
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第１６条第２項第２号ニの規定は、想定される重量物の落下時においても、使

用済燃料の貯蔵施設の機能が損なわれないよう設計することを要求している。 

申請者は、使用済燃料の貯蔵施設内において落下のおそれがある重量物を抽出

した上で、使用済燃料の貯蔵施設の機能を損なうおそれがある重量物の落下を防

止できるよう、以下の設計方針としている。 

 

（１）落下のおそれがある重量物の抽出 

落下時に使用済燃料プールの機能に影響を及ぼす重量物については、使用済

燃料プール周辺の状況、現場における作業実績、図面等にて確認することによ

り、落下のおそれがある重量物の落下時のエネルギーを評価し、気中における

落下試験時のチャンネルボックスを取り付けた燃料集合体の落下エネルギー

以上となる設備等を抽出している（原子炉建屋原子炉棟の構造物、燃料交換機

及び原子炉建屋クレーン）。 

 

（２）抽出された各重量物に対する設計又は運用に関する方針 

抽出したそれぞれの重量物に対して、以下のような対策を講じる。 

① 原子炉建屋原子炉棟の構造物については、基準地震動による地震力に対

して使用済燃料プール内への落下を防止できるように設計する。 

② 燃料交換機については、基準地震動による地震力に対して、燃料交換機

本体、転倒防止装置及び走行レールに発生する荷重により生ずる応力が許

容応力以下となるように、吊荷の重量を考慮し保守的に設計する。 

③ 原子炉建屋クレーンについては、基準地震動による地震力に対して、ク

レーン本体及び脱線防止ラグに発生する荷重により生ずる応力が許容応

力以下となるように、吊荷の重量を考慮し保守的に設計する。また、重量

物の移送時には、走行範囲を制限する措置を講ずることで、仮に走行レー

ルから脱落したとしても、クレーン本体及び吊荷が使用済燃料プールに落

下しない設計とする。さらに使用済燃料輸送容器をキャスクピット上で取

り扱う場合は、落下物とならないよう運用上の措置を講ずる。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、現場状況及び作業実態を調査した上で、

当該貯蔵施設の機能に影響を与えないことが既に確認されているチャンネルボ

ックスを取り付けた燃料集合体の落下時のエネルギーと比べてその値が大きい

物を、落下によって使用済燃料の貯蔵施設の機能を損なうおそれがある重量物と

して抽出し、それぞれの重量物に対して落下を防止するものであることを確認し

た。 
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２．使用済燃料貯蔵槽を監視する機能の確保 

第１６条第３項第１号の規定は、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料

取扱場所の放射線量について、その異常を検知し、原子炉制御室における監視等

が可能なように設計することを要求している。また、同項第２号の規定は、外部

電源が利用できない場合においても、使用済燃料貯蔵槽の状態を示すパラメータ

の監視が可能であることを要求している。 

申請者は、使用済燃料プールの水位及び水温、燃料取扱場所の放射線量を中央

制御室において監視し、異常時に警報を発信するように設計するとしている。さ

らに、外部電源が利用できない場合においても、非常用所内電源からの給電によ

り、使用済燃料プールの水位及び水温、燃料取扱場所の放射線量を監視できるよ

うに設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、使用済燃料貯蔵槽を監視するために必要

なパラメータとして、放射線量に加え、水位及び水温についても、異常の検知や

原子炉制御室における監視を可能とし、外部電源喪失時においても監視を可能と

するものであることを確認した。 

 

 

Ⅲ－１４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ（第１７条関係） 

第１７条の規定は、発電用原子炉施設には原子炉冷却材圧力バウンダリを構成す

る機器を設けることを要求している。原子炉冷却材圧力バウンダリに接続している

配管（以下「接続配管」という。）のうち、通常時及び設計基準事故時ともに閉とな

るべきにもかかわらず、通常時又は設計基準事故時に開となるおそれがある弁を有

する配管については、原子炉側からみて、第 2隔離弁を含むまでの範囲を、原子炉

冷却材圧力バウンダリ（クラス１機器）とすることとしている。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．通常時又は設計基準事故時に開となるおそれがある通常時閉及び設計基準事

故時閉となる弁を有する接続配管は、原子炉側からみて、第 2隔離弁までの範

囲を原子炉冷却材圧力バウンダリとする。 

２．通常時閉及び設計基準事故時閉となる弁を有する接続配管のうち、弁の施錠

管理を行うことにより開とならない運用とする場合は、原子炉側からみて、第

1隔離弁までの範囲を原子炉冷却材圧力バウンダリとする。 

３．原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及び配管については、原子炉冷却材

圧力バウンダリに加わる負荷に耐えるとともに、瞬間的破壊が生じないよう十

分なじん性を有する設計とする。また、クラス１機器としての供用期間中検査

を可能とする。 
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４．新たに原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及び配管については、クラス

１機器における要求を満足していることを確認する。また、クラス１機器とし

ての供用期間中検査を継続的に行い、健全性を確認する。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、原子炉冷却材圧力バウンダリとなる機器及

び配管を抽出するとしていること、当該機器及び配管をクラス１機器として位置付

けるとしていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断

した。 

 

 

Ⅲ－１５ 安全保護回路（第２４条関係） 

第２４条第６号の規定は、安全保護回路は不正アクセス行為等による被害を防止

できるよう設計することを要求している。 

これに対し、申請者は、以下の設計方針としている。 

１．安全保護系のデジタル計算機は、盤の施錠等により、ハードウェアを直接接

続させないことで物理的に分離する設計とする。 

２．安全保護系のデジタル計算機は、通信状態を監視し、送信元、送信先及び送

信内容を制限することにより、目的外の通信を遮断した上で、通信を送信のみ

に制限することで機能的に分離する設計とする。 

３．安全保護系のデジタル計算機は、固有のプログラム言語を使用し、一般的な

コンピュータウイルスが動作しない環境となる設計とする。 

４．安全保護系のデジタル計算機の設計、製作、試験及び変更管理の各段階にお

いて、「安全保護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」（JEAC4620-2008）

及び「ディジタル安全保護系の検証及び妥当性確認に関する指針」（JEAG4609-

2008）に準じて、検証及び妥当性確認がなされたソフトウェアを使用する設計

とする。 

５．発電所出入管理により、物理的アクセスを制限する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、物理的分離及び機能的分離を適切に講じる

とともに、使用するソフトウェアについては検証及び妥当性確認により、コンピュ

ータウイルスが混入することを防止する等、承認されていない動作や変更を防ぐこ

とができるものであることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するもの

と判断した。 
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Ⅲ－１６ 放射性廃棄物の処理施設（第２７条関係） 

申請者は、新たに重大事故等対処施設を設置するためのスペースを確保するため、

サプレッションプール水貯蔵タンク等（放射性液体廃棄物の処理施設に関連する設

備であり、サプレッションプール水を一時的に貯留する等の能力を有するが、放射

性液体廃棄物を処理する能力を有しない。）を撤去するとしている。 

当該設備の撤去後においても、放射性液体廃棄物を処理する施設は、その能力に

変更はないとしており、かつ、放射性液体廃棄物の処理施設から液体状の放射性廃

棄物が漏えいすることを防止する設計に変更はないとしている。 

なお、設備の撤去に伴い発生する放射性廃棄物は除染後、金属製の容器等に収納

し、固体廃棄物の貯蔵施設で貯蔵するとしている。 

 

規制委員会は、当該設備の撤去後においても、放射性廃棄物を処理する能力に変

更がないこと及び液体状の放射性廃棄物が漏えいすることを防止する方針として

いることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅲ－１７ 保安電源設備（第３３条関係） 

第３３条の規定は、保安電源設備について、安全施設への電力の供給が停止する

ことがないよう設計することを要求している。また、外部電源喪失時における発電

所構内の電源として、必要な電力を供給するよう設計することを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の事項について審査を行った。 

１．保安電源の信頼性 

（１）発電所構内における電気系統の信頼性 

（２）電線路の独立性 

（３）電線路の物理的分離 

（４）複数号炉を設置する場合における電力供給確保 

２．外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保 

（１）非常用電源設備等 

（２）隣接する発電用原子炉施設に属する非常用電源設備等への依存 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．保安電源の信頼性 
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（１）発電所構内における電気系統の信頼性 

第３３条第３項の規定は、保安電源設備について、電線路、発電用原子炉施

設において常時使用される発電機及び非常用電源設備から安全施設への電力

の供給が停止することがないよう、機器の損壊、故障その他の異常を検知する

とともに、その拡大を防止するよう設計することを要求している。 

申請者は、保安電源設備について、安全施設への電力の供給が停止すること

がないよう設計するとしている。安全施設に対する電気系統を構成する機器は、

短絡若しくは地絡又は母線の低電圧若しくは過電流等を検知し、検知した場合

には遮断器により故障箇所を隔離することにより故障による影響を局所化す

ることができるとともに、他の安全機能への影響を限定できるよう設計すると

している。また、1 相開放時は、電力の供給の安定性を回復できる設計として

いる。重要安全施設に対する電気系統については、開閉所の母線について 275kV

母線を 4母線、66kV 母線を 1母線、所内の非常用高圧母線について 3母線で構

成することにより、多重性を有し、系統分離が可能である母線構成としており、

電気系統を構成する機器は、規格等で定められた適切な仕様とするとともに、

非常用所内電源系からの受電時等の母線の切替操作が容易な設計としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、以下の点を考慮する方針としていることを

確認した。 

① 保安電源設備については、安全施設への電力の供給が停止することがな

いようにすること、電力系統の異常の検知とその拡大防止については、遮

断器により短絡等の故障による影響を局所化するとともに、他の安全機能

への影響を限定できること。 

② 外部電源に直接接続している変圧器の 1 次側において、3 相のうちの 1

相の電路の開放が生じた場合にあっては、安全施設への電力の供給が不安

定になったことを検知し、保護継電器が作動することによる故障箇所の隔

離又は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策を行う

ことによって、安全施設への電力の供給の安定性を回復できること。 

③ 重要安全施設に対する電気系統については、系統分離を考慮した母線に

よって構成されるとともに、電気系統を構成する個々の機器が信頼性の高

いものであって、非常用所内電源系からの受電時等の母線の切替操作が容

易であること。 

 

（２）電線路の独立性 

第３３条第４項の規定は、設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なく

とも 2回線について、それぞれ互いに独立しているものであって、当該施設に
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おいて受電可能なものであり、かつ、それにより当該施設を電力系統に連系す

る設計とすることを要求している。 

申請者は、本発電所について、送受電可能な 275kV 送電線（牡鹿幹線及び松

島幹線）2ルート各 2回線と、受電可能な 66kV 送電線（塚浜支線（鮎川線 1号

を一部含む。））1 ルート 1 回線の 3 ルート 5回線で電力系統に連系しており、

275kV 送電線は約 28 ㎞離れた石巻変電所及び約 84km 離れた宮城中央変電所に

連系し、66kV 送電線は約 8km 離れた女川変電所及び万石線を経由し、上流側の

接続先である約 22 ㎞離れた西石巻変電所に連系するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、発電用原子炉施設に接続する電線路の

上流側の接続先の変電所等が停止した場合であっても、当該発電用原子炉施設

に接続された送電線による電力の供給が停止しないとしており、独立性を有す

るものであることを確認した。 

 

（３）電線路の物理的分離 

第３３条第５項の規定は、設計基準対象施設に接続する電線路のうち少なく

とも 1回線について、当該設計基準対象施設において他の回線と物理的に分離

して受電できる設計とすることを要求している。 

申請者は、275kV 送電線（牡鹿幹線）2 回線と、275kV 送電線（松島幹線）2

回線及び 66kV 送電線（塚浜支線（鮎川線 1号を一部含む。）及び万石線）1 回

線について、同一の送電鉄塔に架線しない設計とした上で、大規模な盛土崩壊、

大規模な地すべり等による被害の最小化を図るため、鉄塔基礎の安定性を確保

するとともに、強風又は着氷雪による事故防止対策の実施により、外部電源系

からの電力供給が同時に停止することのないよう設計するとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、地滑り等の共通要因にて電力の供給が全て

同時に停止しないように、電線路のうち少なくとも一回線は、他の回線と物理

的に分離して受電できるものであることを確認した。 

 

（４）複数号炉を設置する場合における電力供給確保 

第３３条第６項の規定は、設計基準対象施設に接続する電線路について、同

一の発電所の二以上の発電用原子炉施設を電力系統に連系する場合には、いず

れの2回線が喪失した場合においても電力系統からこれらの発電用原子炉施設

への電力の供給が同時に停止しないよう設計することを要求している。 

申請者は、設計基準対象施設に連系する送電線について、受電可能な 5回線

を有し、いずれの 2回線が喪失しても、それ以外のいずれかの 1 回線により 2
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号炉に必要な電力を供給し得る容量を備える構成とし、275kV 送電線は、母線

連絡遮断器を介し、母線のタイラインにより起動変圧器を介して 2号炉に接続

するとともに、66kV 送電線は予備変圧器を介して接続する設計としている。ま

た、開閉所から主発電機側の送受電設備は、十分な支持性能を持つ地盤に設置

する設計とした上で、遮断器等の機器についても、耐震性の高いものを使用す

るとしている。また、当該開閉所等は、防潮堤等により津波に対して防護する

とともに、塩害を考慮する設計としている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、設計基準対象施設に接続する電線路の

いずれの2回線が喪失した場合でも他の1回線によって2号炉に電力を供給で

きるものであることを確認した。 

 

２．外部電源喪失時における発電所構内の電源の確保 

（１）非常用電源設備等 

第３３条第７項の規定は、非常用電源設備及びその附属設備について、多重

性又は多様性、及び独立性を確保し、その系統を構成する機器又は器具の単一

故障が発生した場合であっても、設計基準事故に対処するための設備がその機

能を確保するために十分な容量を有する設計とすることを要求している。 

申請者は、非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

を含む。）及びその附属設備は、多重性及び独立性を考慮し、必要な容量のもの

を各々別の場所に 3 台備え、それぞれ非常用高圧母線に接続するとしている。

設計基準事故に対処するために必要な非常用ディーゼル発電機等の連続運転

に必要とする燃料を貯蔵する設備として、軽油タンクを設置し、7 日間の連続

運転に必要な容量以上の燃料を貯蔵するとしている。 

蓄電池は、非常用 3系統を各々異なる区画に設置し、多重性及び独立性を確

保することで、いずれか 1系統の単一故障が発生した場合でも、残りの 2系統

により設計基準事故に対処するための設備の機能を確保する容量を有する設

計とするとしている。 

 

規制委員会は、申請者の設計方針が、非常用電源設備について、多重性及び

独立性を考慮し、それぞれ別の場所に設置することにより、その系統を構成す

る機器又は器具の単一故障が発生した場合であっても、設計基準事故に対処す

るための設備の機能が損なわれないよう十分な容量を有するものであること

を確認した。 

 

（２）隣接する発電用原子炉施設に属する非常用電源設備等への依存 
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第３３条第８項の規定は、設計基準対象施設について、隣接する発電用原子

炉施設に属する非常用電源設備及びその附属設備から受電する場合にあって

も、これに過度に依存しない設計とすることを要求している。 

申請者は、非常用電源設備及びその附属設備は号炉ごとに単独で設置し、他

の発電用原子炉施設と共用しない設計としている。 

 

規制委員会は、申請者が、他の発電用原子炉施設に属する非常用電源設備等

を共用しない設計とすることを確認した。 
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Ⅳ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力 

東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて原子炉等規制法は、重大事故（炉

心の著しい損傷その他の重大な事故）への対策を規制の対象と位置付け、平成 25

年 7 月に施行された。この際、設置許可基準規則及び重大事故等防止技術的能力基

準が併せて施行されている。 

本章においては、申請者の計画が、設置許可基準規則第三章「重大事故等対処施

設」及び重大事故等防止技術的能力基準のうち１．０から１．１９項に適合してい

るか否かを審査した。 

また、Ⅴ章においては、重大事故等防止技術的能力基準２．１項に適合している

か否かを審査した。審査の概要は、以下のとおりである。 

 

１．重大事故等の拡大の防止等（第３７条） 

申請者は、事故の想定を幅広く行い、その想定した事故に対して有効な対策を

計画しなければならない。 

 

（１）事故の想定 

事故の原因となる事象の抽出、起因事象（※8）と安全機能の喪失の組合せを

網羅的かつ体系的に行っているかを審査する。 

起因事象と安全機能の喪失の組合せは多数存在することから、効率的に対策

を計画するため、起因事象、安全機能の喪失状況、対策の共通性に着目して少

数の事故シーケンスグループ等に類型化する。その上で、事故シーケンスグル

ープ等ごとに事故の進展や対策の実施等の観点から最も厳しい重要事故シー

ケンス等を選定する。すなわち、重要事故シーケンス等に対して対策が有効で

あれば、その対策は当該重要事故シーケンス等が含まれる事故シーケンスグル

ープ等に対して有効であるものと判断できる重要事故シーケンス等を選定す

る。これらが適切に行われているかを審査する。 

 

（２）有効性評価 

事故シーケンスグループ等ごとに、申請者の計画する対策が、当該事故シー

ケンスグループ等の特徴を踏まえたものか審査する。その上で、重要事故シー

ケンス等に対して申請者が計画している対策の有効性について、適切な解析手

法を用いているか、解析結果が評価項目を満たしているか、解析コード等の不

確かさを考慮しても評価項目を満たしていることに変わりはないかを審査す

                             
（※8）通常の運転状態を妨げる事象であって、炉心損傷、格納容器破損及び燃料損傷に波及する可能性のあ

る事象（外部電源喪失、LOCA 等）。以下この章において同じ。 
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る。また、当該対策が要員及び燃料等の観点からも対応可能であるかを審査す

る。 

 

２．設備及び手順等（第３８～第４１条、第４３～第６２条、重大事故等防

止技術的能力基準１．０～１．１９） 

申請者は、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえた対策や前記のように網

羅的かつ体系的に想定した事故への対策に関する設備及び手順等を適切に整備

する必要がある。さらに、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施

する必要がある。 

 

（１）設備及び手順等に対して要求される共通事項（第３８～第４１条、第

４３条、重大事故等防止技術的能力基準１．０） 

地震及び津波などにより機能を喪失しないこと、炉心損傷防止などに必要な

性能を確保することなどは、重大事故等に対処するための設備及び手順に対し

て要求される共通の事項であり、これらが適切になされる方針であるか審査す

る。 

 

（２）機能ごとに要求される事項（第４４～第６２条、重大事故等防止技術

的能力基準１．１～１．１９） 

① 設置許可基準規則等の逐条において必要とされる設備及び手順等 

設置許可基準規則第三章「重大事故等対処施設」及び重大事故等防止技

術的能力基準第１項は、主として福島第一原子力発電所事故の教訓から導

かれた要求事項から構成されている。申請者が設備及び手順等を整備する

上での申請者の方針が、要求事項にのっとった適切なものであるかについ

て審査する。 

 

② 有効性評価において必要とされる設備及び手順等 

上記有効性評価において必要とされた重大事故等対処設備及びその手

順等の整備が、適切な方針の下に行われるかを審査する。 

 

③ 申請者の自主的な設備及び手順等 

機能喪失の原因分析などを行った上で、さらなる対策の抽出を行い、上

記以外の設備及び手順等を整備するなど自主的な対応を含め重大事故等

への対処を確実に実施する方針であることを確認する。なお、有効性評価

においては厳しい条件で解析を行うため、故障した設備の復旧などは見込

まないが、実際には復旧対策などの自主的な対応が行われる。このため、
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全体としての対策の実現性を検討するためには、自主的な対応も確認する

ことが必要である。 

 

３．大規模損壊対策（重大事故等防止技術的能力基準２．１） 

申請者は、原子炉施設が大規模な損壊に至った場合に対しても、事故の影響を

緩和する対策を整備しておく必要がある。 

重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊

（以下「大規模損壊」という。）が発生した場合における手順書、当該手順書に従

って活動を行うための体制及び資機材を適切に整備する方針であることを要求

している。 

Ⅴ章において、申請者の計画が、大規模損壊に対する手順書、体制及び資機材

の整備が大規模損壊発生時の特徴を踏まえた適切な方針であるかを審査する。 

 

 

Ⅳ－１ 重大事故等の拡大の防止等（第３７条関係） 

第３７条は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、重大

事故が発生した場合においては、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物

質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じることを要求している。 

また、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下｢貯蔵槽内燃料体等｣と

いう。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、運転停止中（※9）

における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の

著しい損傷を防止するために必要な措置を講じることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅳ－１．１ 事故の想定 

Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策  

Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

Ⅳ－１．２．４ 運転停止中の原子炉の燃料損傷防止対策 

また、規制委員会は、申請者が有効性評価に用いた解析コードについて、その適

用性を確認した。 

 

                             
（※9）停止中評価ガイドにでは、「原子炉運転停止の過程における主発電機の解列から、原子炉起動過程にお

ける主発電機の並列まで」を原子炉の運転停止中の期間と示している。ただし、全燃料が使用済燃料貯

蔵槽に取り出され、原子炉に燃料がない場合は除くとされしている。 
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規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。なお、以下において位置付けた重大

事故等対処設備及びその手順等の整備の方針は、Ⅳ－２からⅣ－４に示している。 

 

 

Ⅳ－１．１ 事故の想定 

第３７条の設置許可基準規則解釈は、評価対象とする原子炉施設において「想定

する事故シーケンスグループ（※10）」若しくは「想定する格納容器破損モード（※
11）」は、以下に示す事故シーケンスグループ等を必ず含めた上で、当該プラントに

対する確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）などを実施し、有意な頻度又は

影響がある事故シーケンスグループ等が見いだされた場合には、これを追加するこ

とを求めている。 

有効性評価ガイドは、想定する事故シーケンスグループごとに、炉心の著しい損

傷に至る重要な事故シーケンス（以下「重要事故シーケンス」という。）を選定し、

有効性評価の対象とするとしている。また、格納容器破損モードごとに、格納容器

の破損に至る重要な事故シーケンス（以下「評価事故シーケンス」という。）を選定

するとしている。 

また、SFP 評価ガイドは、使用済燃料貯蔵槽内の燃料の著しい損傷防止について

は、想定事故１及び想定事故２を想定するとしている。 

さらに、停止中評価ガイドは、燃料の著しい損傷に至る重要事故シーケンスを選

定し、有効性評価の対象とするとしている。 

 

事故シーケンスグループ等（設置許可基準規則解釈において、必ず想定すること

を要求しているもの）は、以下のとおり。 

 

① 運転中の事故シーケンスグループ 

a. 高圧・低圧注水機能喪失 

b. 高圧注水・減圧機能喪失 

c. 全交流動力電源喪失 

d. 崩壊熱除去機能喪失 

e. 原子炉停止機能喪失 

f. LOCA 時注水機能喪失 

                             
（※10）起因事象、安全機能の喪失状況に着目して事故シーケンスを類型化したもの。単数若しくは複数の事

故シーケンスを含む。 

（※11）格納容器破損に至る格納容器への負荷の種類に着目して類型化したもの。 
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g. 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

 

② 格納容器破損モード 

a. 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

b. 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

c. 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

d. 水素燃焼 

e. 格納容器直接接触（シェルアタック） 

f. 溶融炉心・コンクリート相互作用 

 

③ 想定事故１及び想定事故２ 

a. 使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機能の喪失 

b. 使用済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失 

 

④ 運転停止中の事故シーケンスグループ 

a. 崩壊熱除去機能喪失（RHR の故障による停止時冷却機能喪失） 

b. 全交流動力電源喪失 

c. 原子炉冷却材の流出 

d. 反応度の誤投入 

 

１．申請内容 

申請者は、事故シーケンスグループ等の特定及び事故シーケンスグループ等ご

との重要事故シーケンス等の選定については、以下のとおりとしている。 

 

（１）運転中の原子炉において炉心損傷に至るおそれがある事故 

① 事故シーケンスグループの特定 

a. イベントツリーによる炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出 

内部事象レベル 1PRA（※12）の手法を活用し、各起因事象と炉心損

傷を防止するための手段等との組合せをイベントツリーで分析し、炉

心損傷に至る事故シーケンスを抽出した。また、地震 PRA 及び津波 PRA

の手法を活用し、複数機能の同時喪失を伴う事象の発生を想定し、起

因事象をプラントに与える影響度の高いものから順に並べた起因事象

階層イベントツリーと、炉心損傷を防止する手段等の状況を示すイベ

                             
（※12）PRA には、①偶発故障又は人的過誤により発生する事故と、②地震等特定の事象により発生する事故

を対象とするものがある。①を「内部事象 PRA」と呼ぶ。なお、IAEA ガイド(SSG-3)ではレベル 1PRA の

評価対象として偶発故障、内部ハザード（内部火災等）及び外部ハザード（地震等）の 3つとしてい

る。 
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ントツリーによって分析し、炉心損傷に至る事故シーケンスを抽出し

た。 

 

b. PRA に代わる方法による炉心損傷に至る事故シーケンスの検

討 

内部事象、地震及び津波以外の事象について、現時点では、内部事

象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シーケンスを検討した。 

具体的には、内部溢水及び内部火災の事故シーケンスについては、

溢水、火災により様々な同時故障が発生しても、炉心損傷を防止する

ための手段等との組合せは内部事象レベル 1PRA と同じであるため、

内部事象レベル 1PRA により抽出された事故シーケンスと同じ事故シ

ーケンスになると推定される。 

また、風（台風）、竜巻等の事故シーケンスは、安全上の重要度の高

い建屋内部の設備に直接的な影響を及ぼす可能性は低く、建屋外部に

設置された設備への影響として海水ポンプ及び変圧器・送電線等の機

能喪失による全交流動力電源喪失があるが、これは内部事象レベル

1PRA の手法を活用したイベントツリーにより抽出済みの事故シーケ

ンスである。よって、新たに炉心損傷に至る事故シーケンスは抽出さ

れなかった。 

 

c. 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

上記 a.においてイベントツリーにより網羅的に抽出した炉心損傷

に至る事故シーケンスを起因事象及び安全機能の喪失状況に着目し類

型化して事故シーケンスグループを特定するため、まず、抽出された

炉心損傷に至る事故シーケンスと、必ず想定する 7つの事故シーケン

スグループとの対応関係を整理した。その結果、抽出した炉心損傷に

至る事故シーケンスのうち、地震特有の 7つの事故シーケンス（原子

炉建屋損傷、制御建屋損傷、格納容器損傷、圧力容器損傷、計測・制

御系喪失、格納容器バイパス、Excessive LOCA）、津波特有の 1つの事

故シーケンス（複数の安全機能喪失）が、必ず想定する事故シーケン

スグループに含まれなかった。 

 

d. PRA の結果を考慮した事故シーケンスグループの特定 

上記の 8 つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループとし

て追加するか否かを、PRA の結果も考慮し、頻度及び影響度の観点か

ら必ず想定する事故シーケンスグループとの比較により検討した。そ
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の結果、地震特有の 7つの事故シーケンスは、頻度の観点からは、全

炉心損傷頻度に占める割合が極めて小さいことを確認した。また、影

響度の観点からは、建屋損傷等により機能喪失する炉心損傷を防止す

るための設備の組合せの特定は困難であり、影響度に大きな幅がある

が、発生する事象の程度に応じて使用可能な設備を用いて炉心損傷防

止対策や格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、必要に応

じて放水砲等を用いた大規模損壊対策による影響緩和が図られること

（「Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムへの対応」を参照）を確認した。また、津波特有の 1つの

事故シーケンスについては、頻度の観点から、全炉心損傷頻度に占め

る割合が極めて小さいことを確認した。また、影響度の観点からは、

津波の建屋内への流入により機能喪失する炉心損傷を防止するための

設備の組合せの特定は困難であり、影響度に大きな幅があるが、発生

する事象の程度に応じて使用可能な設備を用いて炉心損傷防止対策や

格納容器破損防止対策を柔軟に活用するとともに、必要に応じて放水

砲等を用いた大規模損壊対策による影響緩和が図られることを確認し

た。 

以上より、頻度及び影響度の観点から必ず想定する事故シーケンス

グループと比較し、総合的に判断して、地震特有の 7つの事故シーケ

ンス及び津波特有の 1つの事故シーケンスは新たに追加する必要はな

いとした。 

よって、想定する事故シーケンスグループは、設置許可基準規則解

釈が必ず想定することを要求しているものと同一である。 

 

e. 原子炉格納容器の機能に期待する事故シーケンス 

国内外の先進的な対策と同等のものが講じられた上で、炉心損傷防

止が困難であって、原子炉格納容器の機能に期待できる事故シーケン

スは、想定する事故シーケンスグループに含めないが、格納容器破損

防止対策における評価事故シーケンスに包絡させるものとする。 

 

② 重要事故シーケンスの選定 

有効性評価ガイドの指定する 4つの着眼点（系統間機能依存性、余裕時

間、設備容量、代表性）に沿って事故シーケンスグループごとに重要事故

シーケンスを選定した。4つの着眼点の各々について、影響度を「高」、「中」、

「低」で整理し、選定に用いた。また、選定の際に複数の事故シーケンス
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が重要事故シーケンスの候補となる場合には、事象進展が早いものなど、

より厳しいシーケンスを選定した。具体的には表Ⅳ－１のとおり。 

 

（２）運転中の原子炉において格納容器破損に至るおそれがある事故 

① 格納容器破損モードの抽出 

a. PRA の知見を活用した格納容器破損モードの検討 

内部事象については、プラント状態を分類し、事象の進展に伴い生

じる格納容器の健全性に影響を与える負荷を分析して、格納容器バイ

パス、格納容器隔離失敗及び格納容器物理的破損（※13）に係る以下の

水素燃焼を除く 11 の格納容器破損モードを一般社団法人日本原子力

学会（以下「日本原子力学会」という。）の PRA に関する実施基準（※
14）にのっとって検討対象とした。また、水素燃焼については、その対

策として原子炉格納容器内を窒素置換していることから、日本原子力

学会の PRA 実施基準の BWR 分類例では対象外としているが、窒素置換

対策の有効性を確認する目的で検討対象とした。 

1) インターフェイスシステム LOCA 

2) 格納容器隔離失敗 

3) 原子炉圧力容器内での水蒸気爆発 

4) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界確保失敗）） 

5) 原子炉圧力容器外での水蒸気爆発 

6) 格納容器雰囲気直接加熱 

7) 溶融物直接接触 

8) 溶融炉心・コンクリート相互作用 

9) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過温破損） 

10) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（崩壊熱除去失敗）） 

11) 雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（長期冷却失敗）） 

12) 水素燃焼 

 

b. PRA に代わる方法による格納容器破損モードの検討 

内部事象以外の事象については、現時点では、内部事象レベル

1.5PRA（※15）の手法と工学的な判断により検討を実施した。 

                             
（※13）日本原子力学会標準においては、事故後に限界耐力以上の負荷によって構造的な損傷を引き起こす原

子炉格納容器の状態として、格納容器バイパス、格納容器隔離失敗と並び用いられている。 

（※14）「日本原子力学会標準 原子力発電所の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基

準」（レベル 2PSA 編）：2008 

（※15）レベル 1.5PRA とは、炉心損傷後の格納容器破損確率を求めるまでの PRA をいう。 
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検討の結果、地震特有の格納容器破損モードとして、格納容器隔離

機能喪失、格納容器圧力抑制機能喪失及び地震による格納容器本体の

損傷が考えられるが、格納容器隔離機能喪失、格納容器圧力抑制機能

喪失については上記 a.の 12 の破損モードで抽出されていること、地

震による格納容器本体の損傷については構造的な損傷による直接的な

閉じ込め機能喪失であり国内外の先進的な対策と同等のものを講じて

も、原子炉格納容器損傷防止が困難であることから、格納容器破損防

止対策の有効性評価の対象とせず、大規模損壊対策で対応することと

し、新たに追加すべき格納容器破損モードはないとした。 

津波、火災、溢水及びその他の自然現象については、内部事象レベ

ル 1PRA で抽出された事故シーケンス以外の事故シーケンスはなく、

炉心損傷後の格納容器内物理現象（※16）による影響についても上記 a.

の 12 の破損モードで想定するものと同じと考えられることから、新

たに追加すべき格納容器破損モードはないとした。 

 

c. 評価対象とする格納容器破損モードの抽出 

上記 a.において検討対象とした 12 の格納容器破損モードには、必

ず想定する 6つの格納容器破損モードが含まれる。なお、必ず想定す

る格納容器破損モードのうち、格納容器直接接触（シェルアタック）

（※17）については、BWR の一部の原子炉格納容器（MARK-I 型）に特有

の事象であるため、MARK-I 改良型である女川 2号炉では評価の対象外

とする。 

原子炉圧力容器が高圧状態で破損した場合に溶融炉心が急激に噴出

（高圧溶融物放出）した後の格納容器破損モードとして、溶融物直接

接触（シェルアタックは対象外とする。）及び格納容器雰囲気直接加熱

を考慮している。両者とも、原子炉圧力容器の破損までに原子炉圧力

容器を減圧することが格納容器破損防止対策となるため、必ず想定す

る格納容器破損モードである格納容器雰囲気直接加熱としてまとめる。 

必ず想定する格納容器破損モードに分類されない 2 つの破損モード

（原子炉圧力容器内での水蒸気爆発及び格納容器隔離失敗）及び 3つ

の破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未臨界

確保失敗））、インターフェイスシステム LOCA 及び雰囲気圧力・温度に

                             
（※16）日本原子力学会標準では、格納容器破損の原因となる物理現象として水蒸気爆発、過圧破損、格納容

器雰囲気直接加熱等を格納容器内物理現象と呼んでいる。 

（※17）日本原子力学会の PRA に関する実施基準では、溶融物直接接触に格納容器直接接触（シェルアタッ

ク）が含まれている。 
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よる静的負荷（過圧破損（崩壊熱除去失敗）））については、以下の理

由から新たな格納容器破損モードとして考慮する必要はない。 

原子炉圧力容器内での水蒸気爆発については、国内外における実験

的研究と専門家による物理現象に関する分析により、発生確率は極め

て低いと判断されていること。 

格納容器隔離失敗については、定期検査及び原子炉起動前の格納容

器隔離機能の確認や手順書に基づく確実な操作を実施すること、原子

炉運転時には原子炉格納容器圧力を 1日に 1回確認する運用であるこ

と及び事故時において格納容器隔離信号発信時には隔離弁の閉止状態

を運転員が確認する手順となっていることなどにより、人的過誤によ

る発生確率は極めて低いと評価したこと。 

3 つの破損モード（雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（未

臨界確保失敗））、インターフェイスシステム LOCA 及び雰囲気圧力・温

度による静的負荷（過圧破損（崩壊熱除去失敗）））については、事故

シーケンスグループに含め炉心損傷防止対策として評価すること。 

さらに、雰囲気圧力・温度による静的負荷（過圧破損（長期冷却失

敗））及び雰囲気圧力・温度による静的負荷（過温破損）は、選定され

る事故シーケンスが同一となるため、必ず想定する格納容器破損モー

ドである雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）

としてまとめる。 

よって、想定する格納容器破損モードは以下の 5つとする。 

・雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）（過

圧破損（長期冷却失敗）、過温破損） 

・高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（溶融物直接接触、格

納容器雰囲気直接加熱） 

・原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（原子炉圧力容器

外での水蒸気爆発） 

・溶融炉心・コンクリート相互作用（溶融炉心・コンクリート相互

作用） 

・水素燃焼（水素燃焼） 

 

② プラント損傷状態の特定 

炉心損傷後のプラント損傷状態（以下「PDS」という。）は、レベル 1PRA

で抽出された炉心損傷に至る事故シーケンスから、原子炉格納容器破損時

期、原子炉圧力容器圧力、炉心損傷時期及び電源有無の 4種類の属性を用

いて分類した。 
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さらに、PDS ごとに、原子炉格納容器冷却の分岐・ヘディングを考慮し

設備の動作状態及び各種現象の発生状態を検討して、格納容器イベントツ

リーを作成し、格納容器破損に至る事故シーケンスが、①c．の 5つの格納

容器破損モードのいずれかに対応することを確認した。この結果を用いて、

格納容器破損モードごとに PDS を整理した。 

 

③ 評価事故シーケンスの選定 

格納容器破損モードごとの PDS から、格納容器への圧力又は温度による

負荷の大きさの観点で最も厳しくなる PDS を選定した。この PDS を構成す

る事故シーケンスから、事象進展が最も厳しくなる事故シーケンスを抽出

し、有効性評価の評価事故シーケンスとした。 

さらに、事象進展を厳しくする観点から複数の機能の喪失の重畳を考慮

した。具体的には表Ⅳ－１のとおり。 

 

（３）使用済燃料貯蔵槽内の燃料の著しい損傷に至るおそれがある事故 

想定事故１及び想定事故２を想定する。 

 

（４）運転停止中の原子炉において燃料の著しい損傷に至るおそれがある事

故 

① 事故シーケンスグループの特定 

運転停止中について、各起因事象と燃料損傷を防止するための手段等と

の組合せをイベントツリーで網羅的に分析し、燃料損傷に至る事故シーケ

ンスを抽出した。 

抽出した燃料損傷に至る事故シーケンスについて、喪失した機能及び炉

心損傷に至った原因の観点から、必ず想定する 4つの事故シーケンスグル

ープとの関係を整理した。その結果、必ず想定すべき事故シーケンスグル

ープに含まれない燃料損傷に至る事故シーケンスは新たに抽出されなか

った。 

 

② 重要事故シーケンスの選定 

停止中評価ガイドの指定する 3つの着眼点（余裕時間、設備容量、代表

性）に沿って事故シーケンスグループの中から有効性評価の代表シーケン

スとする重要事故シーケンスの選定を実施した。3 つの着眼点の各々につ

いて、影響度を「高」、「中」、「低」で整理して、選定に用いた。具体的に

は表Ⅳ－１のとおり。 
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２．審査結果 

（１）運転中の原子炉において炉心損傷に至るおそれがある事故 

規制委員会は、申請者が、炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出を、内部事

象については炉心損傷イベントツリー、地震及び津波については階層イベント

ツリーと炉心損傷イベントツリーを構築して行うという日本原子力学会の PRA

に関する実施基準にのっとった標準的な手法で行っていることを確認した。ま

た、内部事象、地震及び津波以外の事象について、当該事象を対象とする PRA

に代わる方法として、内部事象レベル 1PRA の手法と工学的判断により事故シ

ーケンスを検討していることは妥当と判断した。 

規制委員会は、申請者が、必ず想定する事故シーケンスグループに対応しな

い地震特有の7つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループとして追

加しないとしていることについて、設置許可基準規則解釈にのっとって、頻度

は全炉心損傷頻度に占める割合が極めて小さいことを確認し、加えて、大規模

損壊対策などにより緩和措置を図ることができるとしていること、津波特有の

1 つの事故シーケンスを新たな事故シーケンスグループとして追加しないとし

ていることについて、設置許可基準規則解釈にのっとって、頻度は全炉心損傷

頻度に占める割合が極めて小さいことを確認し、加えて、大規模損壊対策など

により緩和措置を図ることができるとしていることから、妥当であると判断し

た。 

また、事故シーケンスには、国内外の先進的な対策と同等のものを講じても、

炉心損傷の防止が困難なものがあり、申請者がこれらの事故シーケンスを炉心

損傷防止対策における事故シーケンスグループに含めず、格納容器破損防止対

策において考慮するとしたことは、設置許可基準規則解釈にのっとった考え方

であることから、妥当であると判断した。 

規制委員会は、事故シーケンスグループごとの重要事故シーケンスの選定は、

有効性評価ガイドの考え方を踏まえ4つの着眼点に沿って行われていることを

確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した事故シーケンスグループ及

び選定した重要事故シーケンスは、上記の確認と判断から、妥当であると判断

した。 

 

（２）運転中の原子炉において格納容器破損に至るおそれがある事故 

規制委員会は、申請者が、内部事象による格納容器破損モードを日本原子力

学会の PRA に関する実施基準にのっとって検討対象としていることを確認し

た。また、申請者が、自然現象について、新たに追加すべき格納容器破損モー
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ドはないとしていることは、最新の技術に基づく内部事象レベル 1.5PRA の手

法と工学的な判断により検討していることから、妥当と判断した。検討対象と

した12の格納容器破損モードについては、発生する可能性が極めて低いもの、

炉心損傷防止対策において評価するものを除き、すべて評価対象としているこ

とから、妥当であると判断した。評価対象とした5つの格納容器破損モードは、

格納容器直接接触（シェルアタック）を当該評価の対象から除外する以外は、

設置許可基準規則解釈における必ず想定する格納容器破損モードと一致する

ことを確認した。 

規制委員会は、申請者が、格納容器破損モードごとに最も厳しいプラント損

傷状態を選定し、さらにそのプラント損傷状態に至る最も厳しい事故シーケン

スを評価事故シーケンスとし、有効性評価ガイドを踏まえていることを確認し

た。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した格納容器破損モード及び選

定した評価事故シーケンスは、上記の確認と判断から、妥当であると判断した。 

 

（３）運転停止中の原子炉において燃料の著しい損傷に至るおそれがある事

故 

規制委員会は、申請者が、各起因事象と燃料損傷に至ることを防止するため

の手段等との組合せをイベントツリーで分析し、運転停止中に燃料損傷に至る

事故シーケンスを抽出しており、これは日本原子力学会の PRA に関する実施基

準にのっとった標準的な手法であることを確認した。 

規制委員会は、事故シーケンスグループごとの重要事故シーケンスの選定は、

停止中評価ガイドの考え方を踏まえ3つの着眼点に沿って行われていることを

確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が特定した事故シーケンスグループ及

び選定した重要事故シーケンスは、上記の確認から、妥当であると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

（１）「津波が防潮堤を超え敷地に流入する事象」の安全機能への影響につ

いて 

申請者は、当初、津波が防潮堤の高さ O.P.＋29m を超え敷地に流入する事象

に対し、安全機能への影響について、その根拠を明確に示していなかった。 

このため、規制委員会は、申請者に、津波が防潮堤を超えた場合の浸水範囲

を特定し、安全機能への影響を検討するように求めた。 
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申請者は、原子炉建屋等に津波が流入する前に海水ポンプが機能喪失するこ

とを防止するため、新たに海水ポンプエリア周辺に浸水防止壁を設置すること

とし、その上で、浸水範囲と安全機能への影響について検討を行った。その結

果、津波高さ（※18）により次の 2つに区分されることを示した。 

① 津波分類 A（津波高さ O.P.＋29m～O.P.＋33.9m）：浸水防止壁の設置等

により、津波は海水ポンプエリア内へ浸水しないため、海水ポンプは機能

喪失せず、また、原子炉建屋及び制御建屋の入口扉に到達しないため、建

屋内に設置されている設備の安全機能は喪失しない。 

② 津波分類 B（複数の安全機能喪失）（津波高さ O.P.＋33.9m 超過）：原子

炉建屋及び制御建屋の入口扉の高さを超えて建屋内に大量浸水が発生し、

複数の安全機能が喪失するが、当該区分の津波発生の頻度は極めて低く、

全炉心損傷頻度に対する寄与は極めて小さい。 

規制委員会は、申請者が、津波が防潮堤を超え敷地に流入する事象について、

浸水防止壁を設置した上で浸水範囲を特定し、津波高さと安全機能への影響と

の対応を整理した結果、津波分類 Bの発生頻度は極めて低く、全炉心損傷頻度

に対する寄与は極めて小さいこと、また、大規模損壊対策などにより緩和措置

を図るとしていることから、新たな事故シーケンスグループとして抽出しない

としていることは、妥当であると判断した。 

  

                             
（※18）ここでいう「津波高さ」とは、防潮堤の位置に無限の高さの壁があると仮定し、津波が防潮堤に衝突

したとき、せり上がった津波の高さをいう。 
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炉
心
損
傷
防
止
対
策 

事故シーケンスグループ 重要事故シーケンス 選定理由 

高圧・低圧注水機能喪失 
過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS

失敗 

起因事象として抽出された「過渡事象」、「手動停止」、「サポート系喪失」

のうち、事象進展が早い過渡事象を選定する。過渡事象後、逃がし安全弁の

再閉成功が、逃がし安全弁の再閉失敗に比べて、減圧時の設備容量の観点で、

原子炉圧力容器内が高圧状態に維持され、減圧のために逃がし安全弁の大き

な吹き出し容量を必要とすることから、より厳しい事故シーケンスとなる。 

高圧注水・減圧機能喪失 
過渡事象＋高圧注水失敗＋手動減圧

失敗 

起因事象として抽出された「過渡事象」、「手動停止」、「サポート系喪失」

のうち、事象進展が早い過渡事象を選定する。 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失 

・長期 TB 
外部電源喪失＋DG 失敗＋HPCS 失敗

（蓄電池枯渇後 RCIC 停止） 

全交流動力電源喪失時は、外部電源喪失後非常用ディーゼル発電機 2 台の機

能喪失及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失により（HPCS が

機能喪失に至る。）、原子炉隔離時冷却系を除く設計基準事故対処設備の注水

機能及び除熱機能が喪失する。原子炉隔離時冷却系の機能達成を阻害する要

因である、「蓄電池枯渇後原子炉隔離時冷却系停止」、「原子炉隔離時冷却系本

体の機能喪失」、「SRV 再閉失敗」及び「直流電源の喪失」に事故シーケンスグ

ループを分類した。 

・TBU 
外部電源喪失＋DG 失敗＋高圧注水失

敗（RCIC 本体の機能喪失） 

・TBP 
外部電源喪失＋DG 失敗＋SRV 再閉失

敗＋HPCS 失敗 

・TBD 
外部電源喪失＋DG 失敗＋直流電源喪

失＋HPCS 失敗 

崩
壊
熱
除
去
機
能
喪
失 

・取水機能が喪失した

場合※1 
過渡事象＋崩壊熱除去失敗 

起因事象として抽出された「LOCA」、「過渡事象」、「手動停止」、「サポ

ート系喪失」のうち、事象進展が早い過渡事象を選定する。代表性（炉心損

傷頻度が高い。）の観点から、逃がし安全弁の再閉成功を選定する。なお「LOCA」

は、原子炉格納容器内に蒸気が放出されるため原子炉格納容器内の圧力上昇

の観点で厳しいが、中小破断 LOCA は LOCA 時注水機能喪失シーケンス、大破

断 LOCA は格納容器過圧・過温破損シーケンスで評価する。 

・残留熱除去系が故障

した場合※1 
過渡事象＋崩壊熱除去失敗 

原子炉停止機能喪失 過渡事象＋原子炉停止失敗 

起因事象として、「過渡事象」を選定する。これは、出力上昇の評価の観点

で、原子炉圧力容器内の圧力上昇による正の反応度印加が生じるなど、原子

炉冷却材圧力バウンダリが破断している「LOCA」に比べ、より厳しい事故シ

ーケンスとなる。 

LOCA 時注水機能喪失 
中破断LOCA＋HPCS失敗＋低圧ECCS失

敗 

起因事象として、「中破断 LOCA」を選定する。これは、破断口径が大きく冷

却材の流出量が多いため、要求される設備容量の観点で、より厳しい事故シ

ーケンスとなる。 

格納容器バイパス インターフェイスシステム LOCA 格納容器バイパスに係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。 

格
納
容
器
破
損
防
止
対
策 

格納容器破損モード 
PRA で選定された 

評価事故シーケンス※2 
選定理由 

雰囲気圧力・温度による静的

負荷（格納容器過圧・過温破損） 

大破断LOCA＋HPCS失敗＋低圧ECCS失

敗＋全交流動力電源喪失 

起因事象として、破断規模が大きく原子炉格納容器内へ短時間で大量の冷却

材が放出され、原子炉格納容器内への注水により圧力上昇が抑制されない「大

破断 LOCA」を選定する。 

高圧溶融物放出／格納容器雰

囲気直接加熱 

過渡事象＋高圧注水失敗＋手動減圧

失敗＋炉心損傷後の原子炉減圧失敗

（＋DCH 発生） 

原子炉圧力容器が高圧で維持され、原子炉格納容器内への注水がなく高圧溶

融物放出時の格納容器雰囲気直接加熱が抑制されない過渡事象を選定する。

DCH 発生時の原子炉圧力の厳しさの観点から、高圧で維持される逃がし安全

弁の再閉成功時が、より厳しい事故シーケンスとなる。 

原子炉圧力容器外の溶融燃料

－冷却材相互作用 

過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS

失敗＋損傷炉心冷却失敗（＋FCI 発

生） 

原子炉格納容器下部へ一体となって落下する溶融炉心の割合が多くなる原子

炉圧力容器が低圧で破損する過渡事象又は LOCA から選定する。LOCA は、冷

却材が流出することからジルコニウムの酸化割合が小さく、デブリの保有熱

量が小さくなることから、「高圧・低圧注水機能喪失」を選定する。 

水素燃焼 
大破断LOCA＋HPCS失敗＋低圧ECCS失

敗＋全交流動力電源喪失 

原子炉格納容器内を窒素で置換しているため、PRA では水素燃焼による格納

容器破損シーケンスは選定されない。 

国内外の先進的な対策を考慮しても炉心損傷を防止することができない事故

シーケンスである、大破断 LOCA＋ECCS 機能喪失とした。 

溶融炉心・コンクリート相互作

用 

過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS

失敗＋損傷炉心冷却失敗（＋デブリ冷

却失敗） 

原子炉格納容器下部へ一体となって落下する溶融炉心の割合が多く、原子炉

圧力容器が低圧で破損する過渡事象又は LOCA から選定する。「LOCA」は、事

象初期から原子炉格納容器下部に原子炉冷却材が流入する可能性があること

から、「高圧・低圧注水機能喪失」を選定する。 

運
転
停
止
中
の
原
子
炉
に
お
け
る 

燃
料
破
損
防
止
対
策 

事故シーケンスグループ 重要事故シーケンス 選定理由 

崩壊熱除去機能喪失 
崩壊熱除去機能喪失＋崩壊熱除去・炉

心冷却失敗 

起因事象として、残留熱除去系のフロントライン系故障を選定する。これは、

残留熱除去系のフロントライン系故障、残留熱除去系のサポート系故障及び

外部電源喪失のうち、残留熱除去系のフロントライン系故障と残留熱除去系

のサポート系故障では崩壊熱除去機能への影響は同じであるが、余裕時間の

観点で残留熱除去系のフロントライン系故障が厳しい。なお、外部電源喪失

後の崩壊熱除去機能は「全交流動力電源喪失」に包絡される。 

全交流動力電源喪失 
外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩壊

熱除去・炉心冷却失敗 
起因事象として、外部電源喪失時の交流電源喪失を選定する。 

原子炉冷却材の流出 

原子炉冷却材の流出（RHR 切替時の冷

却材流出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失

敗 

起因事象として、事象認知までに要する時間、代表性（炉心損傷頻度が高い。）

の観点から残留熱除去系系統切替え時のミニマムフロー弁操作誤りを選定す

る。 

反応度の誤投入 制御棒の誤引き抜き 反応度の誤投入に係る事故シーケンスは当該シーケンスのみである。 

※1 有効性評価ガイドの要求を踏まえ、崩壊熱除去機能喪失のシーケンスグループを「取水機能が喪失した場合」及び「残留熱除去系が故障した場合」に事故シ

ーケンスグループを分類した。 

※2 有効性評価における評価事故シーケンスでは、事象進展をより厳しくする観点などから、PRA で選定された評価事故シーケンスに複数の機能の喪失の重畳を

考慮している。 

表Ⅳ－１ 申請者の重要事故シーケンス等の選定について 
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Ⅳ－１．２ 有効性評価の結果 

第３７条は、想定する事故シーケンスグループ等ごとに、その対策に有効性があ

ることを確認することを要求している。 

事故シーケンスグループ等ごとの申請内容、審査結果及び審査過程における主な

論点は以下のとおりである。 

 

 

Ⅳ－１．２．１ 炉心損傷防止対策 

第３７条第１項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもの

でなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈において、「炉心の著しい損傷を防止するため

に必要な措置を講じたもの」とは、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があ

ることを確認するという要件を満たすものとしている。「有効性があることを確認

する」とは、以下の（a）から（d）の項目（以下「炉心損傷防止対策の評価項目」

という。）を概ね満足することを確認するとしている。 

（a）炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に

冷却できるものであること（※19）。 

（b）原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の 1.2 倍又は限

界圧力を下回ること。 

（c）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下

回ること。 

（d）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下

回ること。 

また、有効性評価ガイドでは、格納容器圧力逃がし装置による排気（以下「格納

容器ベント」という。）を実施する場合には、「敷地境界での実効線量を評価し、

周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと（発生事故当たり

概ね 5mSv 以下）を確認する」としている。 

なお、上記の評価項目（c）及び（d）において限界圧力又は限界温度を評価項目

として用いる場合の根拠と妥当性については、「Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防

止対策」に示している。 

 

                             
（※19）「炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に冷却できるものであるこ

と」とは、以下に掲げる要件を満たすものであること。ただし、燃料被覆管の最高温度及び酸化量につ

いて、十分な科学的根拠が示される場合には、この限りでない。 
（a）燃料被覆管の最高温度が 1,200℃以下であること。 

（b）燃料被覆管の酸化量は、酸化反応が著しくなる前の被覆管厚さの 15%以下であること。 
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Ⅳ－１．２．１．１ 高圧・低圧注水機能喪失 

事故シーケンスグループ「高圧・低圧注水機能喪失」（以下本節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

（LOCA を除く。）の発生後、高圧注水機能の喪失と低圧注水機能の喪失が重畳した

場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故（LOCA を除く。）の発生後、高圧注水機能及び低圧注水機能が喪失

する。原子炉圧力の上昇に伴う逃がし安全弁からの水蒸気の流出により原

子炉水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉圧力容器を強制的

に減圧するとともに、代替注水設備により低圧注水を行い、炉心を冷却す

る必要がある。さらに、原子炉格納容器内を冷却し、原子炉格納容器から

の除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減

圧及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施

する。このため、逃がし安全弁（自動減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水

貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける（※20）。 

④ 安定状態（※21）に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持

及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により、炉心の冷却を継続

するとともに、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子

炉格納容器内の冷却を実施する。その後、原子炉格納容器からの除熱を実

施する。この場合、低圧注水機能を有している残留熱除去系が機能喪失し

ていることから、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系

のいずれかを用いる。このため、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ガスター

ビン発電設備軽油タンク、タンクローリ、原子炉格納容器フィルタベント

系及び耐圧強化ベント系を重大事故等対処設備として新たに整備する。な

                             
（※20）本審査書においては、既許可の対象となっている設備を重大事故等対処設備とする場合には「重大事

故等対処設備として位置付ける」とし、それ以外については「重大事故等対処設備として新たに整備す

る」と整理した。 

（※21）有効性評価ガイド 2.2.1(4)では、「原子炉が安定停止状態」と示しているが、原子炉及び原子炉格納

容器を安定させる必要がある場合は「安定状態」としている。 
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お、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系には、サプレ

ッションチェンバ側及びドライウェル側の 2経路がある。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び事象進展解析に用いるコー

ド（以下「解析コード」という。）の選定、解析条件の設定を以下のとおり

としている。 

a. 重要事故シーケンス：「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失

敗＋低圧 ECCS 失敗」を選定する。（ここで、逃がし安全弁の再閉は成

功している。）これは、対策の実施に対する余裕時間の観点では、給水

流量が全喪失しているため、事象進展が早いこと、また、対策に必要

な設備容量の観点では、逃がし安全弁の再閉失敗に比べて、原子炉圧

力容器内が高圧状態に維持され、減圧のために逃がし安全弁の大きな

吹出し容量を必要とすることなど、より厳しい事故シーケンスである

ことから選定する。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達等を取り扱う

ことができる SAFER を用いる。また、本重要事故シーケンスでは、炉

心露出時間が長く、燃料被覆管最高温度（以下「PCT」という。）が高

くなるため、この評価に当たっては、輻射による影響が詳細に考慮で

きる CHASTE を用いる。さらに、原子炉格納容器における各領域間の流

動、構造材との熱伝達等を取り扱うことができる MAAP を用いる。 

c. 評価上想定する事故の条件（以下「事故条件」という。）：外部電源

はあるものとする。これは、事象発生と同時に原子炉再循環ポンプ（以

下「再循環ポンプ」という。）が停止しないことにより、原子炉水位低

（レベル 3（※22））による原子炉スクラムまでは原子炉出力が高く維

持されるため、原子炉水位の低下が早く、炉心冷却の観点では厳しい

設定となる。 

d. 重大事故等対処設備の機器条件（以下「機器条件」という。）：低圧

代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水

流量は、原子炉圧力に応じた復水移送ポンプ 2台の注水特性に従うも

のとし（設計値として最大 199m3/h）、原子炉水位回復後は炉心の冠水

を維持する流量とする。原子炉圧力容器の減圧には、逃がし安全弁（自

                             
（※22）申請者は、燃料有効長頂部より上の原子炉水位について、低い方よりレベル 1（燃料有効長頂部から

＋47cm）からレベル 8（燃料有効長頂部から＋560cm）までの水位を設定している。水位レベルは原子炉

隔離時冷却系等の機器動作条件と関連づけられている。その他の水位レベルは略語等を参照。 
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動減圧機能）6個を使用するものとし、1個当たりの容量は設計値とす

る。大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いる原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（可搬型）によるスプレイ流量は、原子炉格納容器内の圧

力及び温度の抑制に必要な量を考慮して 88m3/h とする。原子炉格納容

器フィルタベント系の排気流量は、原子炉格納容器第一隔離弁を全開

として、原子炉格納容器内の圧力が 0.427MPa[gage]において、

10.0kg/s とする（※23）。 

e. 重大事故等対処設備の操作条件（以下「操作条件」という。）：原子

炉圧力容器の減圧の開始時間は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）の準備時間等を考慮し、事象発生から 25分後とする。原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却

は、原子炉格納容器内の圧力が、0.384MPa[gage]に到達した場合に実

施する。外部水源注水量限界（サプレッションプール水位が真空破壊

装置下端－0.4m（通常運転水位＋約 2m））に到達後、原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系（可搬型）を停止し、原子炉格納容器内の圧力が

0.427MPa[gage]に到達した場合に、原子炉格納容器フィルタベント系

又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器からの除熱を実施する。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 給水流量の全喪失の発生後、原子炉水位が低下する。原子炉水位低

（レベル 2）における主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉圧力容器内

が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により原

子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.69MPa[gage]に抑えられ

る。また、逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減

圧に伴い、原子炉水位が低下し、炉心が露出することにより燃料被覆

管温度は上昇するが、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）によ

る炉心の冷却により、PCT は約 859℃に抑えられる。また、燃料被覆管

の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下とな

る。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることで原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇するが、原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却、

原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原子

                             
（※23）耐圧強化ベント系を用いた場合は、原子炉格納容器フィルタベント系を用いた場合と比較して、排気

流量は大きくなり、原子炉格納容器内の圧力の低下傾向は大きくなることから、原子炉格納容器フィル

タベント系を用いた場合の条件に包絡される。以下同じ。 
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炉格納容器からの除熱（事象発生から約 45 時間後）により、原子炉格

納容器の最高圧力は約 0.427MPa[gage]、最高温度は約 154℃に抑えら

れる。 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系使用時の

敷地境界での実効線量は、格納容器ベントをより早期に実施する事故

シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」での評価結果（原子炉格

納容器フィルタベント系によるベント時：約 8.3×10-2mSv、耐圧強化

ベント系によるベント時：約 7.9×10-2mSv）以下であり、5mSv を下回

る。 

d. 低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を継続

し、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納

容器内の冷却及び原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベ

ント系による原子炉格納容器からの除熱により、原子炉及び原子炉格

納容器を安定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。また、c．より、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスク

を与えることはない。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER（※24）及び CHASTE は、試験データと比較して燃料被覆管温度

を高く評価する傾向がある。このため、実際の燃料被覆管温度は解析

結果より低くなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。また、燃料

被覆管温度を起点としている操作はないことから、解析コードにおけ

る特有の傾向が運転員等の操作時間に与える影響はない。 

MAAP の原子炉格納容器の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の検

証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃程

度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体とし

ては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現すること

が確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。また、原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）の操作は原子炉格納容器内の圧力及び温度を起点と

                             
（※24）SAFER の適用性については「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」において記載してい

る。以下、CHASTE、REDY、SCAT、MAAP 及び APEX についても同様。 
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するが、MAAP の不確かさがこれらのパラメータに与える影響は小さい

ため、運転員等の操作時間に与える影響も小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は、

解析結果よりも緩和されることから、評価項目に対する余裕は大

きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉圧力容器の減圧の操作開始時間を事象発生から 25 分後

としているが、この時間は保守性を考慮して遅めに設定されてお

り、実際の開始時間は早まる。この操作を行う運転員は、他の操

作との重複がないことから、操作開始時間が早まっても、他の運

転員等の操作時間に与える影響はない。また、この場合、低圧代

替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却も早まるこ

ととなり、燃料被覆管温度は解析結果より低くなることから評価

項目に対する余裕は大きくなる。原子炉圧力容器の減圧の操作開

始時間が遅れた場合、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

による炉心の冷却も遅れることとなる。事象発生から 40 分後（解

析上の開始時間に対して 15 分遅れ）に低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却を開始した場合、一時的に炉心

が露出するものの、再冠水し、PCT は約 966℃となる。この結果よ

り、PCT が 1,200℃以下であるという評価項目を満足することに変

わりはない。また、この場合の原子炉格納容器フィルタベント系

使用時の敷地境界での実効線量の評価結果は、約 3.5×10-1mSv、

耐圧強化ベント系使用時の敷地境界での実効線量の評価結果は、

約 3.4×10-1mSv であり、5mSv を下回ることから、周辺の公衆に対

して著しい放射線被ばくのリスクを与えることはない。 

原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器からの除熱は、原子炉格納容器内の圧力が

0.427MPa[gage]に到達したとき（事象発生から約 45 時間後）に中

央制御室からの遠隔操作で開始する。当該操作に失敗した場合は、

現場操作にて対応することとなり、約 1.5 時間操作開始が遅れる

可能性がある。その場合であっても、原子炉格納容器の限界圧力

の 0.854MPa[gage]に至るまでの時間は、過圧の観点で厳しい「Ⅳ

－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器
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過圧・過温破損）」においても事象発生から約 51 時間後であり、

約 5時間以上の余裕があることから時間余裕がある。 

c. 不確かさ影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスにおいて、対応及び復旧作業に必要な要員は、30

名である。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び

重大事故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）による炉心の冷却及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

による原子炉格納容器内の冷却を事象発生から7日間行った場合に必要と

なる水は、約 3,800m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3、

淡水貯水槽に約 10,000m3の水を保有しており、対応が可能である。 

本重要事故シーケンスにおいて、仮に外部電源が喪失しても、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を最大負荷で 7

日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）による復水貯蔵タンクへの給水及び格納容器代替スプレイを 7日

間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 32kL、外部電源喪失に伴い自

動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電

を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計 792kL 必要で

ある。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用軽

油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能

である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「高圧・低圧注水機能喪失」に対して

申請者が炉心損傷防止対策として計画している逃がし安全弁（自動減圧機能）に
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よる原子炉圧力容器の減圧、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉

心の冷却等が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS

失敗」において、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却等

を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評価項目をいず

れも満足しており、また、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与

えることはなく、さらに、申請者が使用した解析コード及び解析条件の不確かさ

を考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりがないことを確

認した。 

なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を

喪失した設備（高圧炉心スプレイ系、残留熱除去系等）の復旧を期待していない

が、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止

対策となり得る。 

また、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却等により炉

心の損傷を回避した後、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系

による原子炉格納容器からの除熱等の対策をとることにより、原子炉及び原子炉

格納容器を安定状態へ導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失敗

＋低圧 ECCS 失敗」における対策の有効性を確認したことにより、その対策が本

事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「高圧・低圧注水機能

喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると

判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）炉心損傷前の原子炉圧力容器の減圧開始判断 

原子炉圧力容器の減圧は、原子炉冷却材の保有水量の低下を伴うため、その

開始判断を適切に行う必要がある。 
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申請者は、当初、逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減

圧の判断基準を明確に示していなかった。 

このため、規制委員会は、減圧開始の判断基準を明確にするように求めた。 

申請者は、これに対して、低圧注水への移行を目的として、炉心損傷前にお

いて、低圧注水系又は低圧代替注水系のうち 1 系統以上の起動（※25）を確認

できた場合に原子炉圧力容器を減圧すると説明した。 

これにより、規制委員会は、炉心損傷前の原子炉圧力容器の減圧開始判断が

適切に行われることを確認した。 

 

（２）燃料被覆管の破裂が敷地境界における実効線量に与える影響 

申請者は、当初、本重要事故シーケンスでは燃料被覆管の破裂が生じないと

し、炉心損傷が発生する前の原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベ

ント系使用時の敷地境界での実効線量を、燃料被覆管の破裂が生じないという

条件で評価していた。申請者は、燃料被覆管の破裂の有無を判断するために試

験データに基づく破裂判定曲線を用いたが、本重要事故シーケンスの解析結果

は破裂条件に接近しており、試験データのばらつきや解析の不確かさを考慮し

た場合、破裂の可能性を否定できず、敷地境界の実効線量が 5mSv 以下となる

ことが根拠とともに示されていなかった。 

このため、規制委員会は、申請者に対して、燃料被覆管の破裂が原子炉格納

容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系使用時の敷地境界の実効線量に

与える影響を評価し、解析の不確かさを考慮した場合の成立性を示すことを求

めた。 

申請者は、燃料被覆管の破裂及びそれらからの放射性物質の放出の影響を確

認するため、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却の開

始時間を 15 分遅らせた場合の敷地境界での実効線量を評価し、その結果が上

記１．（２）③ｂ．イ．のとおり約 3.5×10-1mSv 以下であることを示した。 

これにより、規制委員会は、燃料被覆管の破裂が敷地境界での実効線量に及

ぼす影響を評価していること及び炉心損傷を判断した場合には炉心損傷後の

対策を行う手順が整備されることを確認した。 

 

（３）長期的な原子炉格納容器の安定状態の維持 

                             
（※25）申請者は、「低圧注水系又は低圧代替注水系のうち 1系統以上の起動」を、原子炉冷却材圧力バウンダ

リ低圧時での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧

注水モード）及び復水給水系のうち 1系統起動すること、また、それができない場合は低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）及び低圧代替注水系

（可搬型）のうち 1系統以上起動することとしている。 
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申請者は、事象発生から約 168 時間後における原子炉格納容器内の温度につ

いて、評価項目を満足するものの、高め（約 112℃）に推移している解析結果

を示している。 

このため、規制委員会は、長期的に原子炉格納容器の安定状態を維持するた

めの対策として、残留熱除去系の復旧並びに残留熱除去系の熱交換器が使用で

きない場合の対応を示すことを求めた。 

申請者は、残留熱除去系の復旧手順を整備し残留熱除去系ポンプ、原子炉補

機冷却水ポンプ及び原子炉補機冷却海水ポンプ電動機並びにポンプ部品の予

備品を確保すること、また、残留熱除去系の復旧が困難な場合には、自主対策

として、可搬型原子炉格納容器除熱系による原子炉格納容器除熱、原子炉補機

代替冷却水系を用いた原子炉冷却材浄化系による原子炉除熱及び原子炉補機

代替冷却水系を用いたドライウェル冷却系による原子炉格納容器除熱を整備

することを示した。 

これらにより、規制委員会は、長期的に原子炉格納容器からの除熱を行うた

めの対策が整備されることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．２ 高圧注水・減圧機能喪失 

事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能喪失」（以下本節において「本事故

シーケンスグループ」という。）では、運転時の異常な過渡変化又は設計基準事故

（LOCA を除く。）の発生後、高圧注水機能の喪失と原子炉減圧機能の喪失が重畳し

た場合において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故（LOCA を除く。）の発生後、高圧注水機能及び原子炉減圧機能（自

動減圧機能）が喪失し、原子炉圧力容器の減圧ができず高圧状態が継続す

る。逃がし安全弁（※26）（逃がし弁機能）によっても高圧状態が継続し低

圧注水が実施できず、原子炉圧力の制御に伴う水蒸気の流出により原子炉

                             
（※26）逃がし安全弁には、原子炉冷却系の過度の圧力上昇を抑えるために、弁入口圧力がスプリング荷重に打

勝って開放する安全弁機能のほか、外部からの信号(原子炉圧力高）により強制的に開放する逃がし弁機

能がある｡さらに、事故時に低圧注水系が運転可能な圧力まで原子炉圧力を速やかに低下させるために、

原子炉水位低（レベル 1）及びドライウェル圧力高の同時信号により逃がし安全弁を強制的に開放する自

動減圧機能がある。 
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水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、自動減圧系の作動ロジッ

クを追加することにより原子炉圧力容器を減圧するとともに、低圧注水を

行い、炉心を冷却する必要がある。さらに、原子炉圧力容器及び原子炉格

納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：代替自動減圧回路を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）

による原子炉圧力容器の減圧並びに低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去

系（低圧注水モード）による炉心の冷却を実施する。このため、代替自動

減圧回路を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安

全弁（自動減圧機能）、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及びサプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持並びに

低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）により、炉心の

冷却を継続するとともに、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モ

ード）による原子炉格納容器からの除熱を実施する。その後、残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除

熱を継続し、残留熱除去系（低圧注水モード）から残留熱除去系（原子炉

停止時冷却モード）に切り替えて原子炉圧力容器からの除熱を実施する。

このため、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）、残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）及びサプレッションチェンバを重大事故

等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失

敗＋原子炉手動減圧失敗」を選定する。（ここで、逃がし安全弁の再閉

は成功している。）これは、対策の実施に対する余裕時間の観点では、

給水流量が全喪失しているため、事象進展が早いことなど、より厳し

い事故シーケンスであることから選定する。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達等を取り扱う

ことができる SAFER を用いる。さらに、原子炉格納容器における各領

域間の流動、構造材との熱伝達等を取り扱うことができる MAAP を用

いる。 
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c. 事故条件：外部電源はあるものとする。これは、事象発生と同時に

再循環ポンプが停止しないことにより、原子炉水位低（レベル 3）に

よる原子炉スクラムまでは原子炉出力が高く維持されるため、原子炉

水位の低下が早く、炉心冷却の観点では厳しい設定となる。 

d. 機器条件：代替自動減圧回路を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）

による原子炉圧力容器の減圧の開始時間は、原子炉水位低（レベル 1）

到達から 10 分後とする。原子炉圧力容器の減圧には、逃がし安全弁

（自動減圧機能）2個を使用するものとし、1個当たりの容量は設計値

とする。低圧炉心スプレイ系及び 3系統の残留熱除去系（低圧注水モ

ード）は、原子炉水位低（レベル 1）で自動起動するものとする。低

圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉圧力

に応じた注水特性に従うものとし（最大 1,135m3/h）、原子炉水位回復

後は、原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水位高（レベル 8）の間で

維持する。残留熱除去系（低圧注水モード）3 系統による原子炉圧力

容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性に従うもの（1 系

統当たり最大 1,191m3/h）とする。残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード及び原子炉停止時冷却モード）の伝熱容量は設計性能

に基づき、熱交換器 1基当たりサプレッションプール水温又は原子炉

冷却材温度 52℃、海水温度 26℃において約 8.8MW とする。 

e. 操作条件：残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）に

よる原子炉格納容器からの除熱は、原子炉水位高（レベル 8）を確認

後、実施する。また、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）によ

る原子炉圧力容器からの除熱の開始時間は、事象発生から 12 時間後

とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 給水流量の全喪失の発生後、原子炉水位が低下する。原子炉水位低

（レベル 2）における主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉圧力容器内

が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動により原

子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.69MPa[gage]に抑えられ

る。また、代替自動減圧回路を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）

による原子炉圧力容器の減圧に伴い、原子炉水位が低下し、炉心が露

出することにより燃料被覆管温度は上昇するが、低圧炉心スプレイ系

及び残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却により、PCT は

約 749℃に抑えられる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著し
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くなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることで原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇するが、残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器から

の除熱及び残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉圧

力容器からの除熱により、原子炉格納容器内の最高圧力は約

0.034MPa[gage]、最高温度は約 83℃に抑えられる。 

c. 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉

格納容器からの除熱及び残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる炉心の冷却により、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ移行

させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER は、試験データと比較して燃料被覆管温度を高く評価する傾

向がある。このため、実際の燃料被覆管温度は解析結果より低くなり、

評価項目に対する余裕は大きくなる。また、燃料被覆管温度を起点と

している操作はないことから、解析コードにおける特有の傾向が運転

員等の操作時間に与える影響はない。 

MAAP の原子炉格納容器の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の検

証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃程

度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体とし

ては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現すること

が確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。また、原子炉格納容器内の圧力及び

温度を起点としている操作はないことから、運転員等の操作時間に与

える影響はない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は、

解析結果よりも緩和されることから、評価項目に対する余裕は大
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きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の操作開

始は、事象発生から約 40 分後としている。操作開始が遅れた場合

であっても、原子炉格納容器の最高使用圧力の 0.427MPa[gage]に

至るまでの時間は、「Ⅳ－１．２．１．１ 高圧・低圧注水機能喪

失」において事象発生から約 45 時間後であり、44 時間以上の余

裕があることから十分な時間余裕がある。 

c. 感度解析による影響評価 

本重要事故シーケンスでは、低圧炉心スプレイ系及び 3 系統の残留

熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却に期待しているが、仮

に 1 系統の残留熱除去系（低圧注水モード）のみによる炉心の冷却の

場合でも、PCT は約 797℃及び燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しく

なる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となり、評価項目を満足することに

変わりはない。 

d. 不確かさ影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、13 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事

故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスでは、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却並びに残留熱除去系（サプレッションプ

ール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレ

ッションプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇することは

ないため、対応が可能である。 

本重要事故シーケンスにおいて、仮に外部電源が喪失しても、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を最大負荷で 7

日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、外部電源喪失に伴い自

動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電
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を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計約 760kL 必要

である。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用

軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可

能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能喪失」に対して

申請者が炉心損傷防止対策として計画している代替自動減圧回路を用いた逃が

し安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧、低圧炉心スプレイ系及

び残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却等が、事象進展の特徴を捉

えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失敗＋原子炉

手動減圧失敗」において、代替自動減圧回路を用いた逃がし安全弁（自動減圧機

能）による原子炉圧力容器の減圧、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧

注水モード）による炉心の冷却等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉

心損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解

析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足

することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より

厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（高圧炉心スプレイ系等）

の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回

復も重要な炉心損傷防止対策となり得る。 

また、代替自動減圧回路を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉

圧力容器の減圧、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る炉心の冷却等により炉心の損傷を回避した後、残留熱除去系（サプレッション

プール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱等の対策をとることによ

り、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋高圧注水失敗

＋原子炉手動減圧失敗」における対策の有効性を確認したことにより、その対策

が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 
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以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「高圧注水・減圧機能

喪失」に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると

判断した。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．３ 全交流動力電源喪失 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」では、外部電源、非常用ディー

ゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失後（※27）、交流動

力電源を必要とする安全機能を有する機器が機能を喪失する「全交流動力電源喪失

（長期 TB）」において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

さらに、「全交流動力電源喪失（長期 TB）」に原子炉隔離時冷却系の本体故障によ

る高圧注水失敗が重畳する「全交流動力電源喪失（TBU）」、直流電源の喪失が重畳

する「全交流動力電源喪失（TBD）」及び逃がし安全弁の開固着による再閉失敗が重

畳する「全交流動力電源喪失（TBP）」を考慮し、計 4つの事故シーケンスグループ

において、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

１－１ 全交流動力電源喪失（長期 TB） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」（以下

本節において「本事故シーケンスグループ」という。）の特徴及びその対策を以

下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：外部電源、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能を喪失する。原子炉隔離

時冷却系が起動し炉心の冷却が維持されるが、その後、直流電源の枯渇に

より炉心を冷却できなくなり、逃がし安全弁からの水蒸気の流出により原

子炉水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、直流電源を確保し原子炉

隔離時冷却系による原子炉圧力容器への高圧注水によって原子炉水位を

維持しつつ、ガスタービン発電機による給電、原子炉圧力容器の減圧及び

原子炉圧力容器への低圧注水を行い、炉心を冷却する必要がある。さらに、

原子炉格納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉隔離時冷却系により炉心を冷却する。このため、125V

蓄電池 2A を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、原子炉

                             
（※27）ここでの非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失とは、設計基

準事故対処設備に位置付けている発電機の喪失をいう。 
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隔離時冷却系及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付け

る。 

さらに、ガスタービン発電機による給電を開始した後、逃がし安全弁（自

動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧及び低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施する。このため、ガスタービン発

電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタンクローリを

重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動

減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持並びに

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉補機代替冷却水系を

用いた残留熱除去系（低圧注水モード）により、炉心の冷却を継続すると

ともに、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッション

プール水冷却モード）により原子炉格納容器からの除熱を行う。このため、

原子炉補機代替冷却水系、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽

油タンク、軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新た

に整備するとともに、残留熱除去系（低圧注水モード）、残留熱除去系（サ

プレッションプール水冷却モード）及びサプレッションチェンバを重大事

故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失

敗）＋HPCS 失敗（蓄電池枯渇後 RCIC 停止）」を選定する。PRA の手法

により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認する必要があると

された事故シーケンスは上記のとおりであるが、ここでは「原子炉補

機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失」の重畳を考

慮する。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達等を取り扱う

ことができる SAFER を用いる。さらに、原子炉格納容器における各領

域間の流動、構造材との熱伝達等を取り扱うことができる MAAP を用

いる。 

c. 事故条件：外部電源、全ての非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心
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スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失し、全交流動力電源喪失に至

るものとする。 

d. 機器条件：原子炉隔離時冷却系は原子炉水位低（レベル 2）で自動

起動し、原子炉水位回復後は、原子炉水位低（レベル 2）から原子炉

水位高（レベル 8）の間で維持する。原子炉圧力容器への注水流量は

設計値である 90.8m3/h とする。原子炉圧力容器の減圧には逃がし安全

弁（自動減圧機能）2個を使用するものとし、1個当たりの容量は設計

値とする。減圧後の低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性（最大

130m3/h）に従うものとする。ガスタービン発電機による給電を開始し

た後の残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注

水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性に従うものとし（最大

1,191m3/h）、原子炉水位回復後は、原子炉水位低（レベル 3）から原子

炉水位高（レベル 8）の間で維持しつつ、原子炉注水の停止期間中に

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格

納容器からの除熱を実施する。原子炉補機代替冷却水系を用いた残留

熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）等の伝熱容量は設計

性能に基づき、熱交換器1基当たりサプレッションプール水温154℃、

海水温度 26℃において約 16MW とする。 

e. 操作条件：ガスタービン発電機による給電の開始時間は、事象発生

から 24 時間後とする。この条件に関連して、逃がし安全弁（自動減圧

機能）による原子炉圧力容器の減圧及び低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による炉心の冷却開始時間は事象発生から 24 時間後と

し、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッション

プール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱開始時間は事

象発生から 25 時間後とする。残留熱除去系（低圧注水モード）による

炉心の冷却は、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱開始後に、原子炉水位が原子炉水位

低（レベル 3）に到達した場合に実施する。 

原子炉隔離時冷却系を含めて必要な直流電源については、事象発生

から 1時間後までに中央制御室において不要な負荷を切り離し、事象

発生から 8時間後に現場において不要な負荷の切離しを実施する。こ

れにより、事象発生から 24 時間にわたり、直流電源を確保する。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 
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a. 全交流動力電源喪失の発生後、主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉

圧力容器内が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作

動により原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.77MPa[gage]

に抑えられる。原子炉隔離時冷却系による炉心の冷却によって、原子

炉水位は維持される。また、事象発生から 24 時間後のガスタービン発

電機による給電の開始後、逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子

炉圧力容器の減圧に伴い、原子炉水位は低下するが、低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水により原子

炉水位は回復し、炉心の冷却が維持されることによって、PCT は事象

発生前の値を上回ることがなく約 309℃となる。また、燃料被覆管の

酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度は徐々に上昇するが、

事象発生から 25 時間後、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）により原子炉格納容器か

らの除熱を実施する。これにより、原子炉格納容器バウンダリにかか

る最高圧力は約 0.366MPa[gage]、最高温度は約 153℃に抑えられる。 

c. 原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却と、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系

（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの

除熱を交互に切り替えることにより原子炉及び原子炉格納容器を安

定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER の燃料被覆管温度の評価結果は、炉心が冠水維持される場合

において、試験データと概ね一致する。有効性評価解析においても、

炉心の冠水が概ね維持され、燃料被覆管温度は事象発生前の値を上回

ることがないことから、評価項目となるパラメータに与える影響はな

い。また、燃料被覆管温度を起点としている操作はないことから、解

析コードにおける特有の傾向が運転員等の操作時間に与える影響はな

い。 
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MAAP の原子炉格納容器の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の検

証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃程

度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体とし

ては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現すること

が確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。また、格納容器圧力及び温度を起点

としている操作はないことから、運転員等の操作時間に与える影響は

ない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は

緩和されるが、炉心の冷却は原子炉隔離時冷却系の自動起動によ

り行われ、燃料被覆管温度を操作開始の起点としている運転員等

の操作はないため、運転員等の操作時間に与える影響はない。ま

た、炉心の冠水が概ね維持されており、燃料被覆管温度は事象発

生前の値を上回ることがないことから、評価項目を満足すること

に変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

現場における直流電源の負荷切離しは、事象発生 8 時間後から

操作時間 60 分で実施するとしているが、負荷切離しの対象となる

負荷について 9.5 時間以上給電を継続可能であるため、時間余裕

がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の

操作時間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の

余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は30名である。

これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等

対応要員は 30 名であり対応が可能である。 
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② 本重要事故シーケンスにおいて、原子炉隔離時冷却系及び低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行っ

た場合に必要となる水は、約 760m3 である。これに対して、復水貯蔵タン

クに約 1,192m3の水を保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッ

ションプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇することはな

いため、対応が可能である。 

ガスタービン発電機を7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

414kL、原子炉補機代替冷却水系用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日

間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 42kL、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）により復水貯蔵タンクへ 7日間給水した場合に必要となる軽油量

は約 32kL であり、合計約 488kL 必要である。これに対して、軽油タンクに

約 755kL、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の

軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスター

ビン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。さら

に、必要な直流負荷に対して、不要な直流負荷の切離しを行うことから、

蓄電池の容量は十分大きいため、対応が可能である。 

 

１－２ 全交流動力電源喪失（TBU） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBU）」（以下本節

において「本事故シーケンスグループ」という。）の特徴及びその対策を以下の

とおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：外部電源、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能を喪失すると同時に原

子炉隔離時冷却系の本体故障により原子炉隔離時冷却系が機能を喪失す

る。このため、炉心を冷却できず、逃がし安全弁からの水蒸気の流出によ

り原子炉水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、直流電源を確保し高圧代

替注水系による原子炉圧力容器への高圧注水によって原子炉水位を維持

しつつ、ガスタービン発電機による給電、原子炉圧力容器の減圧及び原子

炉圧力容器への低圧注水を行い、炉心を冷却する必要がある。さらに、原

子炉格納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：高圧代替注水系により炉心を冷却する。このため、高圧代
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替注水系及び125V蓄電池 2Bを重大事故等対処設備として新たに整備する

とともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、ガスタービン発電機による給電を開始した後、逃がし安全弁（自

動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧及び低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施する。このため、ガスタービン発

電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタンクローリを

重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動

減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失

（長期 TB）」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失

敗）＋高圧注水失敗（RCIC 本体の機能喪失）」を選定する。 

PRA の手法により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認する

必要があるとされた事故シーケンスは上記のとおりであるが、ここで

は「原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失」

の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期

TB）」と同一である。 

c. 事故条件：外部電源、全ての非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失し、全交流動力電源喪失に至

るものとする。さらに、原子炉隔離時冷却系が本体故障により機能喪

失するものとする。 

d. 機器条件：高圧代替注水系は中央制御室から遠隔で手動起動し、原

子炉水位回復後は原子炉水位低（レベル 2）から原子炉水位高（レベ

ル 8）の間で維持する。原子炉圧力容器への注水流量は設計値である

90.8m3/h とする。 

その他の機器条件は、原子炉隔離時冷却系が機能喪失している点を

除き、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同

一である。 
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e. 操作条件：高圧代替注水系による炉心の冷却開始時間は、事象発生

から 15 分後とする。 

ガスタービン発電機による給電、原子炉圧力容器の減圧、低圧代替

注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却、原子炉補機代替

冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱及び残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却の操作の条件は事故シーケンスグループ「全交流動

力電源喪失（長期 TB）」と同一である。 

高圧代替注水系を含めて必要な直流負荷については、事象発生から

1 時間後までに中央制御室において不要な負荷を切り離し、事象発生

から 8時間後に現場において不要な負荷の切離しを実施する。これに

より、事象発生から 24時間にわたり、直流電源を確保する。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源喪失の発生後、原子炉隔離時冷却系の起動に失敗す

るが、高圧代替注水系による炉心の冷却によって原子炉水位は維持さ

れる。 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と比較

した場合、手動起動の高圧代替注水系は、原子炉隔離時冷却系の機能

喪失の確認及び起動操作に時間を要するため、自動起動の原子炉隔離

時冷却系よりも起動の開始が遅れ、原子炉水位は原子炉水位低（レベ

ル 2）程度まで低下するが、その後の高圧代替注水系による炉心の冷

却により原子炉水位は回復する。原子炉水位回復後において、原子炉

隔離時冷却系及び高圧代替注水系以外の操作条件は同一であるため、

事象進展の過程を通して、解析結果は「全交流動力電源喪失（長期 TB）」

と概ね同様となる。 

以上のことから、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足してい

る。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一

である。 
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b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は

緩和されるが、炉心の冷却は原子炉隔離時冷却系の機能喪失の確

認を起点とした高圧代替注水系の手動起動により行われ、燃料被

覆管温度を操作開始の起点としている運転員等の操作はないため、

運転員等の操作時間に与える影響はない。また、炉心の冠水が概

ね維持されており、燃料被覆管温度は事象発生前の値を上回るこ

とがないことから、評価項目を満足することに変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

高圧代替注水系による炉心の冷却開始時間は事象発生から 15

分後としているが、この時間は保守性を考慮して遅めに設定され

ており、実際の開始時間は早まる。この操作を行う運転員は、他

の操作との重複がないことから、高圧代替注水系による炉心の冷

却開始時間が変動しても、他の運転員等の操作時間に与える影響

はない。 

高圧代替注水系による炉心の冷却開始が遅れた場合でも、事象

発生から 50 分後（解析上の開始時間に対して 35 分の遅れ）に炉

心の冷却を開始した場合、炉心が一旦露出して燃料被覆管温度が

上昇するものの、その最高温度は約 458℃であり 1,200℃を超えな

いため、評価項目を満足することに変わりはない。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の

操作時間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の

余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、事故シーケ

ンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可

能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、高圧代替注水系及び低圧代替注水系
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（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行っ

た場合に必要となる水は、約 730m3 である。これに対して、復水貯蔵タン

クに約 1,192m3の水を保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッ

ションプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇することはな

いため、対応が可能である。 

軽油量については、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長

期 TB）」と同一であり、対応が可能である。 

また、重大事故等対策に必要な電力供給量については、事故シーケンス

グループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可能で

ある。さらに、必要な直流負荷に対して、不要な直流負荷の切離しを行う

ことから、蓄電池の容量は十分大きいため、対応が可能である。 

 

１－３ 全交流動力電源喪失（TBD） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBD）」（以下本節

において「本事故シーケンスグループ」という。）の特徴及びその対策を以下の

とおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：外部電源、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能を喪失すると同時に直

流電源が機能を喪失するため、原子炉隔離時冷却系を起動できない。この

ため、炉心を冷却できず、逃がし安全弁からの水蒸気の流出により原子炉

水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、代替直流電源を確保し高

圧代替注水系による原子炉圧力容器への高圧注水によって原子炉水位を

維持しつつ、ガスタービン発電機による給電、原子炉圧力容器の減圧及び

原子炉圧力容器への低圧注水を行い、炉心を冷却する必要がある。さらに、

原子炉格納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：高圧代替注水系により炉心を冷却する。このため、高圧代

替注水系及び 125V 代替蓄電池を重大事故等対処設備として新たに整備す

るとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、ガスタービン発電機による給電を開始した後、逃がし安全弁（自

動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧及び低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施する。このため、ガスタービン発

電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタンクローリを
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重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動

減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失

（長期 TB）」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失

敗）＋直流電源喪失＋HPCS 失敗」を選定する。 

PRA の手法により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認する

必要があるとされた事故シーケンスは上記のとおりであるが、ここで

は「原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失」

の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期

TB）」と同一である。 

c. 事故条件：外部電源、全ての非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失し、全交流動力電源喪失に至

るものとする。さらに、原子炉隔離時冷却系が直流電源喪失により機

能喪失するものとする。 

d. 機器条件：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBU）」

と同一である。 

e. 操作条件：高圧代替注水系による炉心の冷却開始時間は、125V 代替

蓄電池からの受電操作等を考慮し、事象発生から 40 分後とする。 

ガスタービン発電機による給電、原子炉圧力容器の減圧、低圧代替

注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却、原子炉補機代替

冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱及び残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却の操作の条件は事故シーケンスグループ「全交流動

力電源喪失（長期 TB）」と同一である。 

高圧代替注水系を含めて必要な直流負荷については、事象発生から

8時間後に現場において不要な負荷の切離しを実施する。これにより、

事象発生から 24時間にわたり、直流電源を確保する。 
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② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源喪失の発生後、主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉

圧力容器内が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作

動により原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.77MPa[gage]

に抑えられる。原子炉圧力の上昇に伴う逃がし安全弁からの水蒸気の

流出により原子炉水位が低下し、一時的に炉心が露出することにより

被覆管温度は上昇するが、高圧代替注水系による炉心の冷却により、

PCT は約 309℃に抑えられる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が

著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度は徐々に上昇するが、

事象発生から 25 時間後、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）により原子炉格納容器か

らの除熱を実施する。これにより、原子炉格納容器バウンダリにかか

る最高圧力は約 0.375MPa[gage]、最高温度は約 155℃に抑えられる。 

c. 原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却と、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系

（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの

除熱を交互に切り替えることにより原子炉及び原子炉格納容器を安

定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER は、試験データと比較して燃料被覆管温度を高く評価する傾

向がある。このため、実際の燃料被覆管温度は解析結果より低くなり、

評価項目に対する余裕は大きくなる。また、燃料被覆管温度を起点と

している操作はないことから、解析コードにおける特有の傾向が運転

員等の操作時間に与える影響はない。 

MAAP の不確かさの影響については、事故シーケンスグループ「全交

流動力電源喪失（長期 TB）」と同一である。 
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b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は

緩和されるが、炉心の冷却は原子炉隔離時冷却系の機能喪失の確

認を起点とした高圧代替注水系の手動起動により行われ、燃料被

覆管温度を操作開始の起点としている運転員等の操作はないため、

運転員等の操作時間に与える影響はない。また、実際の燃料被覆

管温度の上昇は、解析結果よりも緩和されることから、評価項目

に対する余裕は大きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

高圧代替注水系による炉心の冷却開始時間は事象発生から 40

分後としているが、この時間は保守性を考慮して遅めに設定され

ており、実際の開始時間は早まる。この操作を行う運転員は、他

の操作との重複がないことから、高圧代替注水系による炉心の冷

却開始時間が変動しても、他の運転員等の操作時間に与える影響

はない。 

高圧代替注水系による炉心の冷却開始が遅れた場合でも、事象

発生から 50 分後（解析上の開始時間に対して 10 分の遅れ）に炉

心の冷却を開始した場合、炉心が一旦露出して燃料被覆管温度が

上昇するものの、その最高温度は約 458℃であり 1,200℃を超えな

いため、評価項目を満足することに変わりはない。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の

操作時間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の

余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、事故シーケ

ンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可

能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、高圧代替注水系及び低圧代替注水系
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（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行っ

た場合に必要となる水は、約 730m3 である。これに対して、復水貯蔵タン

クに約 1,192m3の水を保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッ

ションプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇することはな

いため、対応が可能である。 

軽油量については、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長

期 TB）」と同一であり、対応が可能である。 

また、重大事故等対策に必要な電力供給量については、事故シーケンス

グループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可能で

ある。さらに、必要な直流負荷に対して、不要な直流負荷の切離しを行う

ことから、蓄電池の容量は十分大きいため、対応が可能である。 

 

１－４ 全交流動力電源喪失（TBP） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBP）」（以下本節

において「本事故シーケンスグループ」という。）の特徴及びその対策を以下の

とおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：外部電源、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能を喪失すると同時に1個

の逃がし安全弁が開状態のまま固着する。このため、原子炉隔離時冷却系

が起動して炉心が冷却されるが、開固着した逃がし安全弁からの水蒸気の

流出により原子炉圧力が低下する。原子炉隔離時冷却系が機能喪失した後、

原子炉水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉隔離時冷却系が停

止し炉心損傷に至る前に、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポ

ンプ）による原子炉圧力容器への低圧注水を行い、炉心を冷却する必要が

ある。さらに、原子炉格納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉隔離時冷却系により炉心を冷却する。このため、125V

蓄電池 2A を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、原子炉

隔離時冷却系及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付け

る。 

また、原子炉隔離時冷却系が機能喪失した後、逃がし安全弁（自動減圧

機能）により原子炉圧力容器を減圧し、低圧代替注水系（常設）（直流駆動

低圧注水系ポンプ）により炉心を冷却する。このため、直流駆動低圧注水
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系ポンプ、125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B 及び 250V 蓄電池を重大事故等

対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動減圧機能）

を重大事故等対処設備として位置付ける。 

さらに、ガスタービン発電機による給電を開始した後、低圧代替注水系

（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施する。このため、ガス

タービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタン

クローリを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、復水移送

ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失

（長期 TB）」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失

敗）＋SRV 再閉失敗＋HPCS 失敗」を選定する。 

PRA の手法により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認する

必要があるとされた事故シーケンスは上記のとおりであるが、ここで

は「原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失」

の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期

TB）」と同一である。 

c. 事故条件：外部電源、全ての非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失し、全交流動力電源喪失に至

るものとする。さらに、1個の逃がし安全弁が開固着するものとする。 

d. 機器条件：原子炉隔離時冷却系は原子炉水位低（レベル 2）で自動

起動し、原子炉圧力が 1.04MPa[gage]に低下するまで炉心の冷却を継

続するものとする。原子炉圧力容器への注水流量は設計値である

90.8m3/h とする。原子炉圧力容器の減圧には逃がし安全弁（自動減圧

機能）1個（開固着している弁を除く。）を使用するものとし、1個当

たりの容量は設計値とする。減圧後の低圧代替注水系（常設）（直流駆

動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉

圧力に応じた注水特性（最大 80m3/h）に従うものとする。 

ガスタービン発電機による給電を開始した後の低圧代替注水系（常
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設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉

圧力に応じた注水特性（最大 130m3/h）に従うものとする。原子炉補機

代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性に従うものと

し（最大 1,191m3/h）、原子炉水位回復後は、原子炉水位低（レベル 3）

から原子炉水位高（レベル 8）の間で維持しつつ、原子炉注水の停止

期間中に残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による

原子炉格納容器からの除熱を実施する。 

原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプ

ール水冷却モード）等の伝熱容量は設計性能に基づき、熱交換器 1基

当たりサプレッションプール水温 154℃、海水温度 26℃において約

16MW とする。 

e. 操作条件：低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）に

よる炉心の冷却開始時間は、系統の構成等に要する時間を考慮して、

事象発生から 52分後とする。逃がし安全弁（自動減圧機能）による原

子炉圧力容器の減圧は、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系

ポンプ）による原子炉注水の準備が終了し、原子炉隔離時冷却系によ

る原子炉注水が停止した時点で実施する。ガスタービン発電機による

給電、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却、

原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱及び残留熱除去系

（低圧注水モード）による炉心の冷却の操作の条件は、事故シーケン

スグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一である。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）を含めて必要

な直流負荷については、事象発生から 1時間後までに中央制御室にお

いて不要な負荷を切り離し、事象発生から 8時間後に現場において不

要な負荷の切離しを実施する。これにより、事象発生から 24 時間にわ

たり、直流電源を確保する。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 全交流動力電源喪失の発生後、主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉

圧力容器内が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作

動により原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.77MPa[gage]

に抑えられる。原子炉隔離時冷却系による炉心の冷却によって、原子

炉水位は維持されるが、逃がし安全弁が開固着しているため、事象発

938



 

197 

 

生から約 52 分後に原子炉隔離時冷却系が停止する。また、逃がし安全

弁（自動減圧機能）の手動操作による原子炉圧力容器の減圧に伴い、

原子炉水位は低下するが、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水

系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水により原子炉水位は回復し、

炉心の冷却が維持されることによって、PCT は事象発生前の値を上回

ることがなく約 309℃となる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応

が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度は徐々に上昇するが、

事象発生から 25 時間後、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除

去系（サプレッションプール水冷却モード）により原子炉格納容器か

らの除熱を実施する。これにより、原子炉格納容器バウンダリにかか

る最高圧力は約 0.345MPa[gage]、最高温度は約 147℃に抑えられる。 

c. 原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却と、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系

（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの

除熱を交互に切り替えることにより原子炉及び原子炉格納容器を安

定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一で

ある。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は

緩和されるが、速やかに低圧注水手段を準備する手順に変わりは

なく、燃料被覆管温度を操作開始の起点としている運転員等の操

作はないため、運転員等の操作時間に与える影響はない。また、

炉心の冠水が概ね維持されており、燃料被覆管温度は事象発生前

の値を上回ることがないことから、評価項目を満足することに変
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わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による炉

心の冷却開始時間は事象開始から 52 分後としている。この操作を

行う運転員は、他の操作との重複がないことから、低圧代替注水

系による炉心の冷却開始時間が変動しても、他の運転員等の操作

時間に与える影響はない。 

低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による炉

心の冷却開始が遅れた場合でも、事象発生から 85 分後（解析上の

開始時間に対して 33 分の遅れ）に低圧代替注水系（常設）（直流

駆動低圧注水系ポンプ）による炉心の冷却を開始した場合、PCT は

約 743℃となり 1,200℃を超えないため、評価項目を満足すること

に変わりはない。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の

操作時間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の

余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、事故シーケ

ンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可

能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、原子炉隔離時冷却系、低圧代替注水系

（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行った場合に必要と

なる水は、約 780m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3の

水を保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッションプール水を

水源とし循環させることから、水源が枯渇することはないため、対応が可

能である。 

軽油量については、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長
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期 TB）」と同一であり、対応が可能である。 

また、重大事故等対策に必要な電力供給量については、事故シーケンス

グループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と同一であり、対応が可能で

ある。さらに、必要な直流負荷に対して、不要な直流負荷の切離しを行う

ことから、蓄電池の容量は十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」に

対して申請者が炉心損傷防止対策として計画している直流電源を用いた蒸気駆

動の原子炉隔離時冷却系による炉心の冷却、事故シーケンスグループ「全交流動

力電源喪失（TBU）」に対して申請者が炉心損傷防止対策として計画している直流

電源を用いた蒸気駆動の高圧代替注水系による炉心の冷却、事故シーケンスグル

ープ「全交流動力電源喪失（TBD）」に対して申請者が炉心損傷防止対策として計

画している代替直流電源を用いた蒸気駆動の高圧代替注水系による炉心の冷却、

事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBP）」に対して申請者が炉心損

傷防止対策として計画している直流駆動低圧注水系ポンプによる炉心の冷却、さ

らに、これらの事故シーケンスグループに対して計画しているガスタービン発電

機による給電、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッション

プール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱、復水移送ポンプによる

炉心の冷却又は原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却等が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

各事故シーケンスグループにおいて、原子炉隔離時冷却系、高圧代替注水系、

低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低

圧注水系ポンプ）又は残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却等を行

った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評価項目をいずれも

満足しており、さらに、申請者が使用した解析コード及び解析条件の不確かさを

考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりがないことを確認

した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機

能を喪失した設備（非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機、原子炉補機冷却水系等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当

たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対策となり得る。 

また、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）又は低圧代替注水系（常設）

（直流駆動低圧注水系ポンプ）による炉心の冷却により炉心の損傷を回避した後、

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器から

の除熱等の対策をとることにより、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導く

ことができることを確認した。 
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さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、事故シーケンスグループ「全交

流動力電源喪失」を 4つの事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期

TB）」、「全交流動力電源喪失（TBU）」、「全交流動力電源喪失（TBD）」及び「全交流

動力電源喪失（TBP）」に分割し、各事故シーケンスグループにおける対策の有効

性を確認したことにより、その対策が事故シーケンスグループ「全交流動力電源

喪失」に対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」

に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると判断し

た。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）重要事故シーケンスの選定及び事故シーケンスグループの分割 

申請者は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に対する重大事

故等対策の有効性を確認するための重要事故シーケンスとして、当初は「全交

流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 失敗）＋HPCS 失敗」のみを選定し、他の事

故シーケンスは他の事故シーケンスグループにおける評価により包絡される

としていた。 

規制委員会は、機能喪失及び事象進展に関する事故シーケンスグループ間の

包絡関係を明確化することを求めた。 

申請者は、原子炉隔離時冷却系の機能喪失要因及び対策の包絡性の観点から、

4 つの重要事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」、「全交

流動力電源喪失（TBU）」、「全交流動力電源喪失（TBD）」及び「全交流動力電源

喪失（TBP）」を選定するとともに、各事故シーケンスグループから重要事故シ

ーケンスを選定した上で有効性評価を実施するとした。 

これにより、規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」

に対する重要事故シーケンスの選定及び事故シーケンスグループの分割が適

切であることを確認した。 

 

（２）事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBU）」及び「全交流

動力電源喪失（TBD）」に対する有効性評価 
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これらの事故シーケンスグループでは、原子炉隔離時冷却系が本体の故障又

は直流電源の喪失により機能を喪失する。規制委員会は、この条件下において

も炉心損傷を回避するための対策を求めた。 

申請者は、原子炉隔離時冷却系の代替となる高圧代替注水系を用いて、原子

炉隔離時冷却系の機能喪失確認に要する時間、高圧代替注水系の起動操作に要

する時間等を考慮した上で有効性評価を実施した。高圧代替注水系は、直流電

源を喪失しても負荷の切離しを行うことで代替直流電源のみで 24 時間の運転

が可能であり、原子炉隔離時冷却系と同一の注水特性であることから、事故シ

ーケンスグループ「全交流動力電源喪失（長期 TB）」と概ね同様の手順により

炉心損傷が回避できることが示された。 

これにより、規制委員会は、高圧代替注水系及び代替直流電源を用いた重大

事故等対策の有効性を確認した。 

 

（３）事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失（TBP）」に対する有効

性評価 

本事故シーケンスグループでは、原子炉圧力が低下し続けるため蒸気駆動の

原子炉隔離時冷却系又は高圧代替注水系が短時間で停止するとともに、開固着

した逃がし安全弁から冷却材が流出し続ける。このため、申請者は、炉心損傷

を防止できないとし、有効性評価ガイドの解析条件「交流動力電源は 24 時間

使用できないものとする」の適用を除外するとしていた。 

規制委員会は、この場合、国内外の先進的な対策と同等のものが講じられて

いるとは言えないことから、本事故シーケンスグループに対しても解析条件

「交流動力電源は 24 時間使用できないものとする」を適用した上で、駆動源

の異なる注水等、多様な手段による対策を検討するよう求めた。 

申請者は、本事故シーケンスグループにおいてこの解析条件を設定し、全交

流動力電源喪失環境下における系統の構成等の成立性を考慮した上で、直流駆

動低圧注水系ポンプによる原子炉圧力容器への注水等による対策の有効性を

示した。 

これにより、規制委員会は、本事故シーケンスグループにおいて、重大事故

等対策の有効性が示されたことを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．４ 崩壊熱除去機能喪失 

事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」では、崩壊熱除去系のサポート
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系（※28）故障とフロントライン系（※28）故障の場合とでは、炉心損傷防止対策が

異なることを踏まえて、両故障についてそれぞれ事故シーケンスを選定する。サポ

ート系故障の事故シーケンスグループとして、１）「崩壊熱除去機能喪失（取水機

能が喪失した場合）」を、フロントライン系故障の事故シーケンスグループとして、

２）「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」を選定し、各事故シ

ーケンスグループについて、炉心損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

１－１ 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した場合） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失

した場合）」（以下本節において「本事故シーケンスグループ」という。）の

特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故（LOCA を除く。）の発生後、原子炉圧力容器への注水により炉心冷

却には成功するが、海水を取水する機能を喪失することに伴い最終ヒート

シンクへ熱を輸送できなくなることにより、原子炉格納容器からの除熱機

能を喪失し、原子炉格納容器内の圧力上昇を抑制できないため、原子炉格

納容器が先行破損に至る。これに伴い原子炉圧力容器への注水の継続がで

きなくなる場合、原子炉水位の低下により炉心が露出し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉格納容器からの除

熱を実施し、炉心の冷却を継続する必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉隔離時冷却系による炉心の冷却を実施し、逃がし安

全弁（自動減圧機能）により原子炉圧力容器を減圧した後は、低圧代替注

水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施する。このため、

125V 蓄電池 2A、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、

軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備す

るとともに、原子炉隔離時冷却系、逃がし安全弁（自動減圧機能）、復水

移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持及び低

圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により、炉心の冷却を継続する。

その後、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）

による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱を交互に実施する。このため、原子炉補

                             
（※28）フロントライン系とは、設計基準事故対処設備のうち、所要の安全機能を直接果たす設備をいい、フ

ロントライン系が機能を果たすのに必要な設備をサポート系という。以下同じ。 
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機代替冷却水系、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、

軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備す

るとともに、残留熱除去系（低圧注水モード）、残留熱除去系（サプレッ

ションプール水冷却モード）及びサプレッションチェンバを重大事故等対

処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定を以下の

とおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除

去失敗（取水機能が喪失した場合）」を選定する。（ここで、逃がし

安全弁の再閉は成功している。）これは、対策の実施に対する余裕時

間の観点では、給水流量が全喪失しているため、事象進展が早いこと

など、より厳しい事故シーケンスであることから選定する。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達等を取り扱う

ことができる SAFER を用いる。さらに、原子炉格納容器における領域

間の流動、構造材との熱伝達等を取り扱うことができる MAAP を用い

る。 

c. 事故条件：外部電源はないものとする。海水を取水する機能を喪失

することに伴い、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機の使用ができなくなる。これに、外部電源の喪失を重

畳させることにより全交流動力電源喪失となり、ガスタービン発電機

による重大事故等対処設備への給電が必要になることなどにより、要

員及び資源等の観点では、厳しい設定となる。 

d. 機器条件：原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注

水モード）による原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じ

た注水特性（最大 1,191m3/h）に従うものとする。原子炉補機代替冷却

水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）の

伝熱容量は設計性能に基づき、熱交換器 1基当たりサプレッションプ

ール水温 154℃、海水温度 26℃において 16MW とする。 

e. 操作条件：ガスタービン発電機からの給電の開始時間は、事象発生

から 15 分後とする。逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力

容器の減圧、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心

の冷却開始時間は、サプレッションプール熱容量制限値を考慮し、事
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象発生から 8時間後とする。原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱

除去系（サプレッションプール水冷却モード）の開始時間は、原子炉

補機代替冷却水系の準備時間を考慮して、事象発生から 24 時間後と

する。原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（低圧注水モー

ド）による原子炉圧力容器への注水は、原子炉水位が原子炉水位低（レ

ベル 3）に到達した場合に実施する。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 海水を取水する機能を喪失することに伴い、従属的に、残留熱除去

系の除熱の機能、非常用炉心冷却系の機能、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能が喪失する。原子炉

隔離時冷却系により炉心を冷却するとともに、逃がし安全弁（逃がし

弁機能）の作動により原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は、約

7.68MPa[gage]に抑えられる。 

事象発生から約 8時間後、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動操

作による原子炉圧力容器の減圧に伴い、原子炉水位は低下するが、低

圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により炉心の冷却を維持す

ることによって、PCT は事象発生前の値を上回ることがなく約 309℃

となる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料

被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が、原子炉格納容器内に流入す

ることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度は徐々に上昇するが、

事象発生から約 24 時間後、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱

除去系（サプレッションプール水冷却モード）により原子炉格納容器

からの除熱を実施する。これにより、原子炉格納容器バウンダリにか

かる最高圧力は約 0.311MPa[gage]、最高温度は約 143℃に抑えられる。 

c. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持及び原子炉補機代替冷却水

系を用いた残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却の継続、

原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱により、原子炉及

び原子炉格納容器を安定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 
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申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER の燃料被覆管温度の評価結果は、炉心が冠水維持される場合

において、試験データと概ね一致する。有効性評価解析においても、

炉心の冠水が概ね維持され、燃料被覆管温度は事象発生前の値を上回

ることがないことから、評価項目となるパラメータに与える影響はな

い。また、燃料被覆管温度を起点としている操作はないことから、解

析コードにおける特有の傾向が運転員等の操作時間に与える影響はな

い。 

MAAP の原子炉格納容器の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の検

証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃程

度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体とし

ては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現すること

が確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。また、原子炉格納容器内の圧力及び

温度を起点としている操作はないことから、解析コードにおける特有

の傾向が運転員等の操作時間に与える影響はない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は、

解析結果よりも緩和されることから、評価項目に対する余裕は大

きくなる。また、減圧後速やかに低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による炉心の冷却に移行する手順に変わりはなく、

燃料被覆管温度を操作開始の起点としている運転員等の操作はな

いため、運転員等の操作時間に与える影響はない。また、炉心の

冠水が概ね維持されており、燃料被覆管温度は事象発生前の値を

上回ることがないことから、評価項目を満足することに変わりは

ない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉補機代替冷却水系の運転開始時間は事象発生の約 24 時

間後としており、準備時間の余裕も含めて設定していることから、

実際の開始時間は早まる可能性がある。実際の開始時間が早まる

場合には、原子炉格納容器内の圧力及び温度を早期に低下させる

ことから、評価項目に対する余裕が大きくなる。 
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原子炉補機代替冷却水系の操作開始が遅れる場合においても、

原子炉格納容器の限界圧力 0.854MPa［gage］に至るまでの時間は、

過圧の観点で厳しい「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度に

よる静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」においても事象発生

約 51 時間後であり、約 26 時間以上の余裕があることから、十分

な時間余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事

故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、原子炉隔離時冷却系及び低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行っ

た場合に必要となる水は、約 770m3 である。これに対して、復水貯蔵タン

クに約 1,192m3の水を保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（低

圧注水モード）による炉心の冷却及び残留熱除去系（サプレッションプー

ル水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッ

ションチェンバのプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇す

ることはないため、対応が可能である。 

ガスタービン発電機を7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

414kL、原子炉補機代替冷却水系用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日

間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 42kL、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）により復水貯蔵タンクへ 7日間給水した場合に必要となる軽油量

は約 32kL であり、合計約 488kL 必要である。これに対して、軽油タンクに

約 755kL、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の

軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスター

ビン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 
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１－２ 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合） 

（１）事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が

故障した場合）」（以下本節において「本事故シーケンスグループ」という。）

の特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化又は設計基

準事故（LOCA を除く。）の発生後、原子炉圧力容器への注水により炉心冷

却には成功するが、残留熱除去系の故障により原子炉格納容器からの除熱

機能を喪失し、原子炉格納容器内の圧力上昇を抑制できないため、原子炉

格納容器が先行破損に至る。これに伴い、原子炉圧力容器への注水の継続

ができなくなる場合、原子炉水位の低下により炉心が露出し、炉心損傷に

至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉格納容器内の冷却

及び原子炉格納容器からの除熱を実施し、炉心の冷却を継続する必要があ

る。 

③ 初期の対策：原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による炉心の

冷却を実施し、原子炉圧力容器を減圧した後は、高圧炉心スプレイ系によ

る炉心の冷却を継続する。このため、逃がし安全弁（自動減圧機能）、原

子炉隔離時冷却系、高圧炉心スプレイ系、サプレッションチェンバ及び復

水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持及び高

圧炉心スプレイ系により、炉心の冷却を継続するとともに、原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却を実施す

る。その後、原子炉格納容器からの除熱を実施する。この場合、残留熱除

去系が機能喪失していることから、原子炉格納容器フィルタベント系又は

耐圧強化ベント系のいずれかを用いる。このため、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）、ガスタービン発電設備軽油タンク、タンクローリ、原子炉格納

容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を重大事故等対処設備とし

て新たに整備する。なお、原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化

ベント系には、サプレッションチェンバ側及びドライウェル側の 2経路が

ある。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定を以下の
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とおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除

去失敗（残留熱除去系が故障した場合）」を選定する。選定の理由は、

事故シーケンスグループ「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除

去失敗（取水機能が喪失した場合）」と同一である。 

b. 解析コード：事故シーケンスグループ「過渡事象（給水流量の全喪

失）＋崩壊熱除去失敗（取水機能が喪失した場合）」と同一である。 

c. 事故条件：外部電源はあるものとする。これは、事象発生と同時に

再循環ポンプが停止しないことにより、原子炉水位低（レベル 3）に

よる原子炉スクラムまでは原子炉出力が高く維持されるため、原子炉

水位の低下が早く、事象初期における炉心冷却の観点では厳しい設定

となる。 

d. 機器条件：高圧炉心スプレイ系は原子炉水位低（レベル 2）で自動

起動し、原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた注水特

性（最大 1,050m3/h）に従うものとする。原子炉隔離時冷却系は原子炉

水位低（レベル 2）で自動起動し、原子炉圧力容器への注水流量は設

計値である 90.8m3/h とする。原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可

搬型）によるスプレイ流量は、原子炉格納容器内の圧力及び温度の抑

制に必要な量を考慮して 88m3/h とする。原子炉格納容器フィルタベン

ト系の排気流量は、原子炉格納容器第一隔離弁を全開として、原子炉

格納容器内の圧力が 0.427MPa[gage]において、10.0kg/s とする。 

e. 操作条件：逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉減圧操作は、

サプレッションプール熱容量制限値を考慮し、事象発生から 8時間後

に実施する。高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時冷却系による原子

炉水位の回復後は、高圧炉心スプレイ系により原子炉水位を原子炉水

位低（レベル 2）から原子炉水位高（レベル 8）に維持する（※29）。

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却は、原子炉格納容器内の圧力が、0.384MPa[gage]に到達した

場合に実施する。サプレッションプール水位が真空破壊装置下端－

0.4m（通常運転水位＋2.0m）に到達後、原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）を停止し、原子炉格納容器内の圧力が 0.427MPa[gage]

に到達した場合に、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベ

ント系による原子炉格納容器からの除熱を実施する。 

                             
（※29）原子炉圧力容器への注水に原子炉隔離時冷却系を用いた場合は、高圧炉心スプレイ系を用いた場合と

比較して、原子炉隔離時冷却系の駆動蒸気として原子炉圧力容器内の蒸気を消費することになり、原子

炉格納容器内の圧力及び温度の上昇は緩和されることから、高圧炉心スプレイ系を用いた場合の条件に

包絡される。 
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② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 給水流量が全喪失した後、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系により炉心を冷却する。また、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の

作動により原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は、約

7.68MPa[gage]に抑えられる。 

原子炉水位が回復し、事象発生から 8時間後、逃がし安全弁（自動

減圧機能）により原子炉圧力容器を減圧し、高圧炉心スプレイ系によ

り炉心の冷却を継続する。これらにより、PCT は事象発生前の値を上

回ることがなく約 309℃となる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反

応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が、原子炉格納容器内に流入す

ることにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度は徐々に上昇するが、

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器

内を冷却し、事象発生から約 44 時間後、原子炉格納容器フィルタベン

ト系又は耐圧強化ベント系により原子炉格納容器からの除熱を実施す

る。これらにより、原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力及び温度

の最大値は、約 0.427MPa[gage]及び約 154℃に抑えられる。 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系の使用時

の敷地境界での実効線量は、事象発生から格納容器ベント実施までの

時間が同等である事故シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」で

の評価結果（原子炉格納容器フィルタベント系によるベント時：約

8.3×10-2mSv、耐圧強化ベント系によるベント時：約 7.9×10-2mSv）と

同等であり、5mSv を下回る。 

d. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持、高圧炉心スプレイ系によ

る炉心の冷却を継続し、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

による原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器フィルタベント系

又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器からの除熱により、原子

炉及び原子炉格納容器を安定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。また、c.より、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスク

を与えることはない。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下
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のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER の不確かさの影響については、「過渡事象（給水流量の全喪失）

＋崩壊熱除去失敗（取水機能が喪失した場合）」と同一である。 

MAAP の不確かさの影響についても、「過渡事象（給水流量の全喪失）

＋崩壊熱除去失敗（取水機能が喪失した場合）」と同一である。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は

緩和されるが、炉心の冷却は高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離

時冷却系の自動起動により行われ、燃料被覆管温度を操作開始の

起点としている運転員等の操作はないため、運転員等の操作時間

に与える影響はない。また、炉心の冠水が概ね維持されており、

燃料被覆管温度は事象発生前の値を上回ることがないことから、

評価項目を満足することに変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器からの除熱は、原子炉格納容器内の圧力が

0.427MPa[gage]に到達した時（事象発生から約 44 時間後）に中央

制御室からの遠隔操作で開始する。当該操作に失敗した場合は、

現場操作にて対応することとなり、約 1.5 時間操作開始が遅れる

可能性がある。その場合であっても、原子炉格納容器の限界圧力

の 0.854MPa[gage]に至るまでの時間は、過圧の観点で厳しい「Ⅳ

－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）」においても事象発生から約 51 時間後であり、

約 6時間以上の余裕があることから時間余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 
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① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事

故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、高圧炉心スプレイ系及び原子炉隔離時

冷却系による炉心の冷却並びに原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型）による原子炉格納容器内の冷却に必要となる水は、7 日間の対応を考

慮すると、約 3,750m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3、

淡水貯水槽に約 10,000m3、合計約 11,192m3の水を保有しており、対応が可

能である。 

本重要事故シーケンスにおいて、仮に外部電源が喪失しても、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を最大負荷で 7

日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）による復水貯蔵タンクへの給水及び格納容器代替スプレイを 7日

間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 32kL、外部電源喪失に伴い自

動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電

を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計 792kL 必要で

ある。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用軽

油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能

である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグル－プ「崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪

失した場合）」に対して、申請者が炉心損傷防止対策として計画している原子炉

隔離時冷却系等による炉心の冷却、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去

系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱等、

また、事故シーケンスグル－プ「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した

場合）」に対して、申請者が炉心損傷防止対策として計画している高圧炉心スプ

レイ系等による炉心の冷却、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベン

ト系による原子炉格納容器からの除熱等が、事象進展の特徴を捉えた対策である

と判断した。 

重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除去機能喪失（取

水機能が喪失した場合）」及び「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除去機

能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」において、原子炉隔離時冷却系による
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炉心の冷却等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評

価項目をいずれも満足しており、また、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばく

のリスクを与えることはなく、さらに、申請者が使用した解析コード及び解析条

件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりが

ないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定す

る観点から、機能を喪失した設備（残留熱除去系等）の復旧を期待していないが、

実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対

策となり得る。 

また、原子炉隔離時冷却系による炉心の冷却等により炉心の損傷を回避した後、

原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モ

ード）又は原子炉格納容器フィルタベント系若しくは耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器からの除熱等の対策をとることにより、原子炉及び原子炉格納容器

を安定状態へ導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩壊熱除去機

能喪失（取水機能が喪失した場合）」及び「過渡事象（給水流量の全喪失）＋崩

壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」における対策の有効性を確

認したことにより、その対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると

判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失」

に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると判断し

た。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．５ 原子炉停止機能喪失 
事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」（以下本節において「本事故シ

ーケンスグループ」という。）では、主蒸気隔離弁の誤閉止及び負荷の喪失等の運

転時の異常な過渡変化の発生後、原子炉停止機能が喪失した場合において、炉心損

傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 
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申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：運転時の異常な過渡変化の発生後に

原子炉停止機能が作動せず、原子炉出力を低下させることができないこと

から、原子炉圧力容器内の圧力が上昇することにより逃がし安全弁からの

水蒸気の流出が継続し、原子炉水位が低下することにより炉心が露出し、

炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉出力を低下させた

後、原子炉水位を維持することにより炉心の冷却を維持し、原子炉を停止

する必要がある。 

③ 初期の対策：ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）に

より原子炉出力を低下させる。その後、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心

スプレイ系により炉心の冷却を維持し、ほう酸水注入系により原子炉を未

臨界にする。なお、原子炉圧力容器内の圧力上昇は、逃がし安全弁（逃が

し弁機能）にて抑制する。また、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）

により自動減圧を阻止し、急減圧に伴う原子炉圧力容器への冷却水注水量

の増加による原子炉出力の急上昇を防止する。このため、ATWS 緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプトリップ機能）及び ATWS 緩和設備（自動減圧系作

動阻止機能）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、ほう

酸水注入系、逃がし安全弁（逃がし弁機能）、原子炉隔離時冷却系、高圧炉

心スプレイ系、復水貯蔵タンク及びサプレッションチェンバを重大事故等

対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：高圧炉心スプレイ系により炉心の冷却を継続す

るとともに、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）により

原子炉格納容器からの除熱を行う。このため、高圧炉心スプレイ系、残留

熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）、復水貯蔵タンク及びサプ

レッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「過渡事象（主蒸気隔離弁の誤閉止）＋原子炉

停止失敗」を選定する。これは、出力上昇の評価の観点では、主蒸気
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隔離弁の誤閉止に伴う原子炉圧力容器内の圧力上昇による正の反応度

印加が生じることから、より厳しい事故シーケンスとして選定する。 

b. 解析コード：炉心における核分裂出力、反応度フィードバック効果、

沸騰・ボイド率変化、原子炉圧力容器における冷却材流量変化等を取

り扱うことができる REDY を用いる。さらに、燃料棒内温度変化、燃料

棒表面熱伝達、沸騰遷移等を取り扱うことができる SCAT を用いる。な

お、同コードでは、リウェット現象の効果を考慮して評価する場合、

日本原子力学会標準で公開された相関式を用いる。 

c. 初期条件：炉心の状態は、平衡炉心のサイクル末期とする。これは、

サイクル末期の方がサイクル初期に比べて動的ボイド係数の絶対値が

大きいことから、主蒸気隔離弁閉止に伴う原子炉圧力上昇による正の

反応度印加の観点では厳しい設定となる。炉心流量は、原子炉定格出

力時の 85%とする。これは、初期炉心流量が小さいほど、初期のボイ

ド率が大きくなることから、主蒸気隔離弁閉止に伴う原子炉圧力上昇

による正の反応度印加の観点では厳しい設定となる。 

d. 事故条件：原子炉スクラムが失敗すること、手動での原子炉スクラ

ムは実施できないこと及び代替制御棒挿入機能は作動しないこととす

る。 

外部電源はあるものとする。これは、事象発生と同時に給復水及び

再循環ポンプがトリップしないことにより、原子炉出力が高く維持さ

れることから、PCT、原子炉格納容器内の圧力及びサプレッションプー

ル水温の上昇の観点では厳しい設定となる。 

e. 機器条件：ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）

により、原子炉圧力高（7.35MPa[gage]）又は原子炉水位低（レベル 2）

で再循環ポンプが全台トリップするものとする。また、再循環ポンプ

が 1台以上トリップしている状態で、運転点（原子炉出力－炉心流量）

が運転特性図上の高出力－低炉心流量領域に入った場合に作動する選

択制御棒挿入についても作動しないものとする。ATWS 緩和設備（自動

減圧系作動阻止機能）により、中性子束高（10%以上）及び原子炉水位

低（レベル 2）で、自動減圧系及び代替自動減圧回路の作動が阻止さ

れるものとする。逃がし安全弁（逃がし弁機能）の自動作動により原

子炉圧力容器内の圧力上昇を抑制するものとし、1 個当たりの容量は

設計値とする。高圧炉心スプレイ系はドライウェル圧力高

（0.0137MPa[gage]）で自動起動し、原子炉圧力容器への注水流量は、

原子炉圧力に応じた大きめの注水特性（最大 1,190m3/h）に従うものと

し、原子炉出力の観点では厳しい設定となる。原子炉隔離時冷却系は
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原子炉水位低（レベル 2）で自動起動し、原子炉圧力容器への注水流

量は、設計値である 90.8m3/h とする。 

f. 操作条件：ほう酸水注入系によるほう酸水の注入開始時間は、原子

炉スクラム失敗の確認から 10 分後とする。 

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉

格納容器からの除熱開始時間は、サプレッションプール水温が 32℃以

上であることを確認してから、優先して実施されるほう酸水注入系の

起動操作等に要する時間等を考慮し事象発生から 20 分後とする。 

高圧炉心スプレイ系の水源切替操作は、サプレッションプール水温

が 100℃に到達する前として、事象発生から 15分後とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 0 秒から約 60 秒の期間 

主蒸気隔離弁の誤閉止の発生後、原子炉スクラムに失敗し、原子炉

圧力上昇によるボイド率の減少によって正の反応度が印加され、中性

子束が増加する。これに伴い、燃料被覆管温度が上昇し、燃料被覆管

表面で沸騰遷移が生じるため、燃料被覆管温度は急激に上昇する。約

2秒後に ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）によ

り再循環ポンプ全台がトリップし、炉心流量が低下することにより一

時的にボイド率が増加して中性子束が低下し、燃料被覆管温度が低下

する。以上により、中性子束は最高673%まで上昇するが、PCTは約961℃

に抑えられ、また、原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力は、逃

がし安全弁（逃がし弁機能）により約 9.56MPa[gage]に抑えられる。

なお、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚

さの約 1%以下である。 

b. 約 60 秒から約 10分の期間 

主蒸気隔離弁の閉止により主蒸気が遮断され、給水加熱が喪失し、

炉心冷却材温度が低下する。このため、正の反応度が印加されること

により中性子束が徐々に上昇する。これに伴い、燃料被覆管温度が上

昇し、燃料被覆管表面で沸騰遷移が生じると、燃料被覆管温度が急激

に上昇するが、PCT は約 818℃に抑えられる。その後、主復水器ホット

ウェルの水位低下により電動機駆動原子炉給水ポンプがトリップする

ため原子炉水位が低下し、炉心流量及び中性子束が低下する。中性子

束の低下に伴い蒸気発生量が低下する過程において、逃がし安全弁（逃

がし弁機能）の開閉により一時的に原子炉圧力の変動が大きくなるこ

957



 

216 

 

とで、中性子束も変動するが、PCT は約 611℃に抑えられ、再度、大き

な上昇に転ずることはない。原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレ

イ系により炉心の冷却は維持される。 

c. 約 11 分以降 

事象発生から 11 分後、ほう酸水注入系を中央制御室より手動にて

操作する。中性子束は徐々に低下して、原子炉は未臨界状態に至る。

また、事象発生から 20分後、残留熱除去系（サプレッションプール水

冷却モード）を中央制御室より手動にて操作する。原子炉格納容器内

の圧力及びサプレッションプール水温は、それぞれ約 0.21MPa[gage]、

約 116℃に抑えられる。 

d. ほう酸水注入系による未臨界の維持、高圧炉心スプレイ系による炉

心の冷却の継続、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）

による原子炉格納容器からの除熱により、原子炉及び原子炉格納容器

を安定状態へ移行させることができる。 

上記 a.から c.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

REDY では、ATWS 時の中性子動特性挙動は一点近似動特性モデルを

用いて評価され、その不確かさは、反応度フィードバック効果の不確

かさに含まれる。反応度フィードバック効果の不確かさは、REDY の入

力値である動的ボイド係数及び動的ドップラ係数の不確かさの影響を

受けるため、「b. 解析条件の不確かさの影響」に記載する。 

SCAT では、燃料表面熱伝達等を概ね保守的に評価する相関式を採用

しているため、PCT が高く評価される。このため、実際の PCT は解析

結果より低くなり、評価項目に対する余裕が大きくなる。 

また、REDY 及び SCAT ともに、事象進展中の炉心の出力分布変化を

取り扱うことができないが、保守的に中央がピークとなる軸方向出力

分布を代表的に与えることにより、PCT が高く評価される。このため、

実際の PCT は解析結果より低くなり、評価項目に対する余裕が大きく

なる。いずれも、燃料被覆管温度をパラメータとして操作開始の起点

としている運転員等の操作はないことから、運転員等の操作時間に与

える影響はない。 
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b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

動的ボイド係数には、平衡サイクル末期の値を 1.25 倍した値が

一律に設定され、動的ドップラ係数には、平衡サイクル末期の値

を 0.9 倍した値が一律に設定されている。事象進展中の動的ボイ

ド係数及び動的ドップラ係数の変動範囲における感度解析により、

プラント挙動への影響が小さいこと及び PCT 評価値の上昇幅も

数℃程度であることが確認されていることから、評価項目となる

パラメータに与える影響は小さい。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

高圧炉心スプレイ系の水源切替操作については、本操作の解析

上の開始時間は、サプレッションプール水温 100℃到達前を考慮

して事象発生から 15 分後と設定しているが、この時間はサプレッ

ションプール水温が80℃に到達した時点から約6分を想定してお

り、本操作が中央制御室内での簡易なスイッチ操作であることか

ら、時間余裕がある。 

ほう酸水注入系運転操作の開始時間については、事象発生から

11 分後としているが、実際の操作は原子炉スクラムの失敗を確認

次第、再循環ポンプの停止確認及び解析上考慮していない自動減

圧系作動阻止機能の手動操作後に速やかに実施する手順となって

おり、実際の操作は早まることから、原子炉格納容器内の圧力及

び温度は解析結果よりも低くなる可能性があり、評価項目に対す

る余裕は大きくなる。 

c. 感度解析による影響評価 

PCT 及び燃料被覆管の酸化量の評価においては、燃料被覆管表面で

沸騰遷移（ドライアウト）が生じた際にリウェット現象を考慮してい

るが、リウェット現象を考慮しない場合でも、PCT は約 961℃及び燃料

被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前の燃料被覆管厚さの 1%以

下となり、評価項目を満足することに変わりはない。 

d. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 
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申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名である。こ

れに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事故等対

応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスでは、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ

系による炉心の冷却については、サプレッションプール水を水源として使

用できるようになるまでに必要となる水の量は、約 840m3 である。これに

対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3 の水を保有しており、対応が可能で

ある。水源を切り替えた後は、サプレッションプール水を水源とし循環さ

せることから、水源が枯渇することはないため、対応が可能である。残留

熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器か

らの除熱については、サプレッションプール水を水源とし循環させること

から、水源が枯渇することはないため、対応が可能である。 

本重要事故シーケンスが発生し、仮に外部電源が喪失しても、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を最大負荷で 7

日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 735kL、大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの給水を 7日間運転継続した場合に

必要となる軽油量は約 32kL、外部電源喪失に伴い自動起動するガスタービ

ン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電を想定した場合に必要

となる軽油量は約 25kL であり、合計約 792kL 必要である。これに対して、

軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用軽油タンクに約 300kL、

合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による電力供

給量が十分に大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」に対して、申

請者が炉心損傷防止対策として計画している ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環

ポンプトリップ機能）による原子炉出力の低下、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉

心スプレイ系による炉心の冷却の維持、ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へ

のほう酸水の注入、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による

原子炉格納容器からの除熱等が事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「過渡事象（主蒸気隔離弁の誤閉止）＋原子炉停止失敗」

において、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉
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出力の低下等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評

価項目をいずれも満足しており、さらに、申請者が使用した解析コード及び解析

条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足することに変わり

がないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定

する観点から、機能を喪失した設備（原子炉停止機能）の復旧を期待していない

が、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止

対策となり得る。 

また、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉出

力の低下等により炉心損傷を回避した後、ほう酸水注入、残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱等の対策をとる

ことにより、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導くことができることを確

認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「過渡事象（主蒸気隔離弁の誤閉止）＋原子炉停

止失敗」における対策の有効性を確認したことにより、その対策が本事故シーケ

ンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉停止機能喪失」

に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると判断し

た。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．６ LOCA 時注水機能喪失 

事故シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」（以下本節において「本事故シ

ーケンスグループ」という。）では、中小破断 LOCA の発生後、高圧注水機能の喪失

と低圧注水機能の喪失が重畳した場合において、炉心損傷防止対策に有効性がある

かを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：中小破断 LOCA の発生後、高圧注水

機能及び低圧注水機能が喪失し、破断箇所からの原子炉冷却材の流出によ
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り原子炉水位が低下し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、原子炉圧力容器を強制的

に減圧するとともに、代替注水設備により低圧注水を行い、炉心を冷却す

る必要がある。さらに、原子炉格納容器内を冷却し、原子炉格納容器から

の除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減

圧及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を実施

する。このため、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、

軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備す

るとともに、逃がし安全弁（自動減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水貯蔵

タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持及び低

圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）により、炉心の冷却を継続すると

ともに、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納

容器内の冷却を実施する。その後、原子炉格納容器からの除熱を実施する。

この場合、低圧注水機能を有している残留熱除去系が機能喪失しているこ

とから、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系のいずれ

かを用いる。このため、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ガスタービン発電

機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク、タンクローリ、原子

炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系を重大事故等対処設

備として新たに整備する。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「中破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗」

を選定する。（ここで、逃がし安全弁の再閉は成功している。）これは、

対策の実施に対する余裕時間の観点では、原子炉冷却材の流出流量が

多いことから、より厳しい事故シーケンスとして選定する。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達等を取り扱う

ことができる SAFER を用いる。また、本重要事故シーケンスでは、炉

心露出時間が長く、PCT が高くなるため、この評価に当たっては、輻

射による影響が詳細に考慮できる CHASTE を用いる。さらに、原子炉格

納容器における各領域間の流動、構造材との熱伝達等を取り扱うこと
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ができる MAAP を用いる。 

c. 事故条件：破断面積は、1.4cm2とする。これは、破断を想定する配

管に対して、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）を用いた炉心

の冷却等による炉心損傷防止対策の有効性の確認を行う範囲として

設定したものである。 

破断位置は、原子炉圧力容器に接続された配管の中で接続位置が低

く最大口径である原子炉再循環配管（出口ノズル）（最大破断面積：約

2,100cm2）とする。この場合、大きな水頭がかかるとともに液相状態

での流出となるため、気相状態での流出に比べて原子炉冷却材の流出

量が大きいことにより、炉心の冷却の観点では、厳しい設定となる。 

また、外部電源はないものとする。これは、外部電源が喪失するこ

とにより、原子炉圧力容器への給水が行えなくなるため、原子炉水位

の低下が早くなり、炉心冷却の観点では、厳しい設定となる。さらに、

原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能喪失を想

定することから、非常用所内電源設備（交流）の使用ができなくなる。

これに、外部電源の喪失を重畳させることによって、ガスタービン発

電機による重大事故等対処設備への給電が必要になることなどにより、

要員及び資源等の観点でも、厳しい設定となる。 

d. 機器条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉

圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた復水移送ポンプ 2台の

注水特性に従うものとし（設計値として最大 199m3/h）、原子炉水位回

復後は炉心の冠水を維持する流量とする。原子炉圧力容器の減圧には、

逃がし安全弁（自動減圧機能）6個を使用するものとし、1個当たりの

容量は設計値とする。大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いる原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）によるスプレイ流量は、原子

炉格納容器内の圧力及び温度の抑制に必要な量を考慮して 88m3/h と

する。原子炉格納容器フィルタベント系の排気流量は、原子炉格納容

器第一隔離弁を全開として、原子炉格納容器内の圧力が

0.427MPa[gage]において、10.0kg/s とする。 

e. 操作条件：原子炉圧力容器の減圧の開始時間は、低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）の準備時間等を考慮し、事象発生から 20 分後

とする。 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容

器内の冷却は、原子炉格納容器内の圧力が、0.384MPa[gage]に到達し

た場合に実施する。サプレッションプール水位が真空破壊装置下端－

0.4m（通常運転水位＋約 2m）に到達後、原子炉格納容器代替スプレイ
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冷却系（可搬型）を停止し、原子炉格納容器内の圧力が 0.427MPa[gage]

に到達した場合に、原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベ

ント系による原子炉格納容器からの除熱を実施する。 

f. 敷地境界の実効線量評価の条件：原子炉格納容器フィルタベント系

又は耐圧強化ベント系を用いた場合の敷地境界の実効線量評価では、

冷却材中の核分裂生成物 FP は運転上許容される最大濃度で存在する

とし、原子炉圧力の低下に伴う燃料棒からの核分裂生成物 FP の放出

量は過去の実測値に基づき余裕を考慮して設定するなど、保守的な設

計基準事故時の評価手法を用いる。また、サプレッションチェンバ内

でのスクラビング等による除染係数並びに格納容器内での自然沈着及

び格納容器スプレイによる無機よう素の除染係数は 5、原子炉格納容

器フィルタベント系による有機よう素の除染係数は 50、無機よう素の

除染係数は 500 とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生後、外部電源喪失による原子炉水位の低下に伴い、原子炉

水位低（レベル 2）による主蒸気隔離弁の全閉により、原子炉圧力容

器内が高圧状態となるが、逃がし安全弁（逃がし弁機能）の作動によ

り原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は約 7.69MPa[gage]に抑え

られる。 

また、逃がし安全弁（自動減圧機能）の中央制御室からの手動遠隔

開操作による原子炉圧力容器の減圧に伴い、原子炉水位が低下し、炉

心が露出することにより燃料被覆管温度は上昇するが、低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却により、PCT は約 872℃

に抑えられる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前

の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 原子炉圧力容器内で発生する水蒸気が原子炉格納容器内に流入す

ることで原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇するが、原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却、

原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原子炉

格納容器からの除熱（事象発生から約 44 時間後）を行うことにより、

原子炉格納容器の最高圧力は約 0.427MPa[gage]、最高温度は約 155℃

に抑えられる。 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系を用いた場合の敷地境界での実

効線量は約 8.3×10-2mSv となり 5mSv を下回る。また、耐圧強化ベン
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ト系を用いた場合でも約 7.9×10-2mSv となり 5mSv を下回る（※30）。 

d. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の開維持、低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）による炉心の冷却を継続し、原子炉格納容器代替

スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却及び原子炉

格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容

器からの除熱により原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ移行させ

ることができる。 

上記 a.及び b.より、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足し

ている。また、c.より、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスク

を与えることはない。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER 及び CHASTE は、試験データと比較して燃料被覆管温度を高く

評価する傾向がある。このため、実際の燃料被覆管温度は解析結果よ

り低くなり、評価項目に対する余裕は大きくなる。また、燃料被覆管

温度を起点としている操作はないことから、解析コードにおける特有

の傾向が運転員等の操作時間に与える影響はない。 

MAAP の原子炉格納容器の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の検

証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃程

度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体とし

ては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現すること

が確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となるパ

ラメータに与える影響は小さい。また、原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）の操作は原子炉格納容器内の圧力及び温度を起点と

するが、MAAP の不確かさがこれらのパラメータに与える影響は小さい

ため、運転員等の操作時間に与える影響も小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は、

緩和されることから、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

                             
（※30）原子炉格納容器フィルタベント系を用いた場合の評価では、保守的に地上放出としているため、排気

筒放出としている耐圧強化ベント系を用いた場合と比較して敷地境界での実効線量が僅かに高い結果と

なっている。 
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破断面積の大きさにより原子炉圧力容器からの原子炉冷却材の

流出量が変動し、初期の原子炉水位低下挙動に影響を与えるが、

破断面積が設定値より小さければ運転員等の操作時間の余裕は大

きくなる。 

なお、破断面積が大きく、炉心損傷（燃料被覆管破裂を含む。）

に至る場合については、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度

による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」において格納容器破

損防止対策の有効性を確認した。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉圧力容器の減圧の操作開始時間を事象発生から 20 分後

としているが、この時間は保守性を考慮して遅めに設定されてお

り、実際の開始時間は早まる。この操作を行う運転員は、他の操

作との重複がないことから、操作開始時間が早まっても、他の運

転員等の操作時間に与える影響はない。また、この場合、低圧代

替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却も早まるこ

ととなり、燃料被覆管温度は解析結果より低くなることから評価

項目に対する余裕は大きくなる。原子炉圧力容器の減圧の操作開

始時間が遅れた場合、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

による炉心の冷却も遅れることとなる。事象発生から 25 分後（解

析上の開始時間に対して 5分遅れ）に低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却を開始した場合、一時的に炉心

が露出するものの、再冠水し、PCT は約 877℃となる。この結果よ

り、PCT が 1,200℃以下であるという評価項目を満足することに変

わりはない。 

原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による

原子炉格納容器からの除熱は、原子炉格納容器内の圧力が

0.427MPa[gage]に到達した時（事象発生から約 44 時間後）に中央

制御室からの遠隔操作で開始する。当該操作に失敗した場合は、

現場操作にて対応することとなり、約 1.5 時間操作開始が遅れる

可能性がある。その場合であっても、原子炉格納容器の限界圧力

の 0.854MPa[gage]に至るまでの時間は、過圧の観点で厳しい「Ⅳ

－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）」においても事象発生から約 51 時間後であり、

約 6時間以上の余裕があることから十分な時間余裕がある。 

c. 不確かさ影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操
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作時間に与える影響及び評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の

操作時間の余裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の

余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスにおいて、対応及び復旧作業に必要な要員は、30

名である。これに対して中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重

大事故等対応要員は 30名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）による炉心の冷却及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

による原子炉格納容器内の冷却を事象発生から7日間行った場合に必要と

なる水は、約 3,770m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3、

淡水貯水槽に約 10,000m3、合計約 11,192m3の水を保有しており、対応が可

能である。 

ガスタービン発電機を7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

414kL、原子炉補機代替冷却水系用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日

間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 42kL、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）により復水貯蔵タンクへの給水及び格納容器代替スプレイを 7日

間継続した場合に必要となる軽油量は約 32kL であり、合計約 488kL 必要

である。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備軽

油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能

である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスター

ビン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」に対して申請

者が炉心損傷防止対策として計画している逃がし安全弁（自動減圧機能）の中央

制御室からの手動遠隔開操作による原子炉圧力容器の減圧、低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷却等が、事象進展の特徴を捉えた対策であ

ると判断した。 

重要事故シーケンス「中破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗」において炉心

の損傷を回避するための低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の
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冷却等を行い、さらに、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導くために、原

子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原子炉格納容器か

らの除熱等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評価

項目をいずれも満足しており、また、周辺の公衆に対して著しい放射線被ばくの

リスクを与えることはないことを確認した。 

さらに、申請者が使用した解析コード及び解析条件の不確かさを考慮しても、

解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりがないことを確認した。なお、

申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した

設備（高圧炉心スプレイ系、残留熱除去系等）の復旧を期待していないが、実際

の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対策と

なり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「中破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗」にお

ける対策の有効性を確認したことにより、その対策が本事故シーケンスグループ

に対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」

に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると判断し

た。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）中小 LOCA 時の破断の考え方 

規制委員会は、重要事故シーケンス「中破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失

敗」において、申請者が設定した破断に関する解析条件の妥当性について説明

を求めた。 

申請者は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）を用いた炉心の冷却等

による炉心損傷防止対策の有効性の確認を行うとの観点から、燃料被覆管の破

裂を回避できる範囲（※31）を考慮し、破断面積及び破断位置を設定している

ことを示した。 

                             
（※31）燃料被覆管の破裂が生じた場合、敷地境界での実効線量の目安（発生事故当たり概ね 5mSv 以下）を満

足できなくなる。 
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具体的には、事故条件において原子炉圧力容器に接続された配管の中で接続

位置が低く最大口径である配管における破断（破断面積 1.4cm2）を解析におけ

る事故条件として選定し、また、破断面積の不確かさを考慮し 3.2cm2（※32）

の破断面積まで燃料被覆管の破裂の回避が可能であることを示した。 

加えて、本重要事故シーケンスにおいて、破断面積 1.4cm2 及び 3.2cm2 の事

象進展の比較により、これらに大きな差は生じず（※33）、中破断 LOCA の破断

面積の設定による影響が非常に小さいことを示し、破断面積 1.4cm2が本重要事

故シーケンスの特徴を代表できることを示した。 

なお、破断面積が大きく、炉心損傷（燃料被覆管破裂を含む。）に至る場合に

ついては、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）」において格納容器破損防止対策の有効性を確認した。 

これにより、規制委員会は、破断に関する解析条件が妥当であるものと判断

した。 

 

 

Ⅳ－１．２．１．７ 格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA） 

事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」（以下本節において「本事故シー

ケンスグループ」という。）では、原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統

の破断の発生後、破断箇所の隔離に失敗した場合において、炉心損傷防止対策に有

効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉冷却材圧力バウンダリ機能の

喪失に伴い、原子炉冷却材の原子炉格納容器外への漏えいが継続すること

で、保有水量が減少し、炉心損傷に至る。 

② 対策の考え方：炉心損傷を防止するためには、炉心の冷却を行うととも

に、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行うことで、原子炉格納容器外

への漏えいを抑制する必要がある。さらに、破断箇所の隔離を行うことで、

原子炉格納容器外への漏えいを停止する必要がある。 

                             
（※32）液相状態での流出となるため、気相状態での流出に比べて原子炉冷却材の流出量が大きく、気相部配

管（主蒸気系配管）における破断面積約 318cm2に相当する。 

（※33）破断面積 1.4cm2の場合では、事象発生から約 20 分後に原子炉圧力容器の減圧を開始し PCT は約 872℃

となり、破断面積 3.2cm2の場合では、事象発生から約 20 分後に原子炉圧力容器の減圧を開始し PCT は

約 875℃となる。 
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③ 初期の対策：原子炉隔離時冷却系、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去

系（低圧注水モード）により、炉心の冷却を維持する。また、逃がし安全

弁（自動減圧機能）により原子炉圧力容器の減圧を実施する。その後、破

断箇所の隔離を行う。このため、軽油タンクを重大事故等対処設備として

新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動減圧機能）、原子炉隔離時冷

却系、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）、復水貯蔵タ

ンク、サプレッションチェンバ、非常用ディーゼル発電機、HPCS 注入隔離

弁及び原子炉建屋ブローアウトパネルを重大事故等対処設備として位置

付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注

水モード）による炉心の冷却を継続しつつ、残留熱除去系（サプレッショ

ンプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱を実施する。こ

のため、軽油タンクを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、

残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）、サプレッションチェ

ンバ及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける炉心損傷防止対策の有効

性を確認するために、重要事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「インターフェイスシステム LOCA」を選定す

る。PRA の手法により抽出され、炉心損傷防止対策の有効性を確認す

る必要があるとされた事故シーケンスは「インターフェイスシステム

LOCA」のみである。 

b. 解析コード：炉心における崩壊熱、燃料棒表面熱伝達、気液熱非平

衡等を取り扱うことができる SAFER を用いる。 

c. 事故条件：原子炉冷却材圧力バウンダリと接続された系統の隔離弁

の故障等により、開閉試験中にインターフェイスシステム LOCA が発

生するものとする。原子炉冷却材の漏えい箇所は、高圧炉心スプレイ

系の吸込配管とする。これは、他の系統（※34）では隔離弁の開閉試験

が行われないか又は開閉試験中に2弁以上で隔離機能が維持されるこ

                             
（※34）具体的には、残留熱除去系（低圧注水モード）、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び低圧炉

心スプレイ系が挙げられている。低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）は低圧設計

配管まで 3弁設置されている。また、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）は低圧設計配管まで 2

弁であるものの、運転中の開閉試験は行われない。 
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とに対して、高圧炉心スプレイ系は開閉試験時に隔離弁が 1弁となる

ことから漏えいが発生する系統として想定する。破断面積は、低圧設

計部の耐圧バウンダリとなる箇所において、保守的に約 35cm2とする。 

外部電源はないものとする。これは、外部電源が喪失することによ

り、給復水系による原子炉圧力容器への給水が行えなくなるため、原

子炉水位の低下が早くなり、炉心の冷却の観点では、厳しい設定とな

る。 

d. 機器条件：原子炉隔離時冷却系は原子炉水位低（レベル 2）で自動

起動し、原子炉圧力容器の減圧と同時に停止するものとする。原子炉

圧力容器への注水流量は設計値である 90.8m3/h とする。原子炉圧力容

器の減圧には、逃がし安全弁（自動減圧機能）2 個を使用するものと

し、1 個当たりの容量は設計値とする。低圧炉心スプレイ系及び残留

熱除去系（低圧注水モード）は、原子炉水位低（レベル 1）で自動起

動するものとする。低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注

水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性（最大 1,135m3/h）に従うもの

とし、原子炉水位回復後は、原子炉水位低（レベル 3）から原子炉水

位高（レベル 8）の間で維持する。残留熱除去系（低圧注水モード）

による原子炉圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた注水特性

（1系統当たり最大 1,191m3/h）に従うものとする。 

e. 操作条件：原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧の開始時間は、イン

ターフェイスシステム LOCA の発生確認、中央制御室からの遠隔操作

による破断箇所の隔離操作及び隔離操作の失敗判断を考慮し、事象発

生から 30 分後とする。中央制御室からの遠隔操作による破断箇所の

隔離は失敗することとし、破断箇所隔離操作は、原子炉冷却材漏えい

により温度が上昇した原子炉建屋内のアクセスルート及び現場操作

場所が作業可能な温度までに低下するまでの時間を考慮して、事象発

生から 4 時間 20 分後に開始するものとし、現場操作場所への移動時

間と現場での隔離操作時間の合計約 40分を考慮し、事象発生から 5時

間後に終了するものとする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は以下のとおりである。 

a. 高圧炉心スプレイ系の破断箇所からの原子炉冷却材の流出により、

原子炉建屋ブローアウトパネルが開放するとともに、原子炉水位が低

下するが、原子炉隔離時冷却系により、炉心の冷却は維持される。ま

た、炉心の冷却を継続しつつ、逃がし安全弁（自動減圧機能）により
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原子炉圧力容器を減圧することで、破断箇所からの原子炉冷却材の漏

えいが抑制される。逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力

容器の減圧に伴い、原子炉水位が低下し、炉心が露出することにより

燃料被覆管温度は上昇するが、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系

（低圧注水モード）による炉心の冷却により、PCT は約 357℃に抑えら

れる。原子炉冷却材圧力バウンダリの最高圧力は、約 7.68MPa[gage]

に抑えられる。また、燃料被覆管の酸化量は酸化反応が著しくなる前

の燃料被覆管厚さの 1%以下となる。 

b. 現場における弁操作により高圧炉心スプレイ系の破断箇所の隔離

を行うことで、高圧炉心スプレイ系からの漏えいが停止する。また、

逃がし安全弁の作動による原子炉格納容器内への水蒸気の流入によ

り、原子炉格納容器内の圧力及び温度が上昇するが、原子炉格納容器

の限界圧力及び温度を下回る。 

c. 残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）による原子炉

格納容器からの除熱を開始することで、原子炉及び原子炉格納容器を

安定状態へ移行させることができる。 

上記 a.及び b.により、解析結果は炉心損傷防止対策の評価項目を満足

している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

SAFER は、試験データと比較して燃料被覆管温度を高く評価する傾

向がある。このため、実際の燃料被覆管温度は解析結果より低くなり、

評価項目に対する余裕は大きくなる。また、燃料被覆管温度を起点と

している操作はないことから、解析コードにおける特有の傾向が運転

員等の操作時間に与える影響はない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

最大線出力密度は、解析条件の 44.0kW/m に対して最確条件は約

42.0kW/m 以下である。このため、実際の燃料被覆管温度の上昇は、

解析結果よりも緩和されることから、評価項目に対する余裕は大

きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧操
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作開始は事象発生から 30 分後としている。原子炉圧力容器の減圧

により、原子炉隔離時冷却系が機能喪失するものの、減圧操作の

開始前に低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）

が自動起動していることから炉心の冷却が維持されるため、操作

開始が変動したとしても、評価項目を満足することに変わりはな

い。破断箇所の隔離操作は事象発生から 5 時間後に終了するとし

ているが、隔離の有無に関わらず、低圧炉心スプレイ系及び残留

熱除去系（低圧注水モード）により、炉心は再冠水することから、

操作時間には余裕がある。 

c. 不確かさ評価の影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目に与える影響は小さい。また、対策の有効性が確

認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認し

た結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの炉心損傷防止対策に必要な要員及び燃

料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事

故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、炉心の冷却を行った場合に必要となる

水は、約 450m3となる。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3の水を

保有しており、対応が可能である。残留熱除去系（サプレッションプール

水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱については、サプレッシ

ョンプール水を水源とし循環させることから、水源が枯渇することはない

ため、対応が可能である。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

最大負荷で 7 日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの給水を 7日間運転継続し

た場合に必要となる軽油量は約 32kL、外部電源喪失に伴い自動起動するガ

スタービン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電を想定した場

合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計約 792kL 必要である。これ

に対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備用軽油タンクに

約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ
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ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」に対して申請者

が炉心損傷防止対策として計画している原子炉隔離時冷却系、低圧炉心スプレイ

系及び残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心の冷却等が、事象進展の特徴

を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「インターフェイスシステム LOCA」において、原子炉隔離

時冷却系、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水モード）による炉心

の冷却等を行った場合に対する申請者の解析結果は、炉心損傷防止対策の評価項

目をいずれも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード及び解析条件の

不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を概ね満足することに変わりがない

ことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観

点から、機能を喪失した設備（高圧炉心スプレイ系）の復旧を期待していないが、

実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な炉心損傷防止対

策となり得る。 

また、原子炉隔離時冷却系、低圧炉心スプレイ系及び残留熱除去系（低圧注水

モード）による炉心の冷却、逃がし安全弁（自動減圧機能）による原子炉減圧及

び運転員の破断箇所隔離により炉心の損傷を回避した後、残留熱除去系（サプレ

ッションプール水冷却モード）による原子炉格納容器からの除熱等の対策をとる

ことにより、原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導くことができることを確

認した。 

さらに、規制委員会は、対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者の計

画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「インター

フェイスシステム LOCA」における対策の有効性を確認したことにより、その対策

が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「格納容器バイパス」

に対して申請者が計画している炉心損傷防止対策は、有効なものであると判断し

た。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 
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（１）インターフェイスシステム LOCA 発生時の現場環境 

申請者は、インターフェイスシステム LOCA の漏えい箇所の隔離は、中央制

御室での遠隔操作が失敗することを想定して、インターフェイスシステム LOCA

の発生箇所とは異なる区画にて現場における隔離操作を行うとした。しかし、

その現場操作の成立性について十分な説明がなされなかった。 

このため、規制委員会は、その成立性を詳細に示すよう求めた。 

申請者は、発生し得るインターフェイスシステム LOCA 時における隔離操作

を行う現場環境を評価した結果、事象発生から約 4時間後のアクセスルート及

び隔離操作場所の雰囲気温度の最大値は約 44℃、空間線量率の最大値は約

4mSv/h であり、防護具（自給式呼吸器及び耐熱服）を着用することにより確実

に現場作業が成立することを示した。 

これにより、規制委員会は、インターフェイスシステム LOCA における漏え

い箇所の現場での隔離操作に成立性があるものと判断した。 

 

（２）インターフェイスシステム LOCA の確認 

申請者は当初、インターフェイスシステム LOCA 発生の確認の実現性につい

て明確にしていなかった。 

このため、規制委員会は、インターフェイスシステム LOCA の確認の実現性

を示すよう求めた。 

申請者は、インターフェイスシステム LOCA の発生を原子炉水位、原子炉圧

力、格納容器内圧力（ドライウェル）、ドライウェル雰囲気温度及び系統のポン

プ吐出圧力により確認することを示した。 

これにより、規制委員会は、インターフェイスシステム LOCA の発生の確認

が可能であることを判断した。 

 

 

Ⅳ－１．２．２ 格納容器破損防止対策 

第３７条第２項は、発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原

子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準の放出を防止する

ために必要な措置を講じたものでなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、想定する格納容器破損モードに対して、原

子炉格納容器の破損を防止し、かつ、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出され

ることを防止する対策に有効性があることを確認するとしている。「有効性がある

ことを確認する」とは、以下の（a）から（i）の項目（以下｢格納容器破損防止対策

の評価項目｣という。）を概ね満足することを確認するとしている。 
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（a）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下

回ること。 

（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下

回ること。 

（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環

境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること（※35）。 

（d）原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減されて

いること。 

（e）急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的

荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。 

（f）原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。（ドラ

イ条件に換算して水素濃度が 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下である

こと。） 

（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足するこ

と。 

（h）原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格納容器

バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

（i）溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪

失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

上記の評価項目（a）及び（b）において、限界圧力又は限界温度を評価項目とし

て用いる場合には、その根拠と妥当性を示すこととしている。 

申請者は、上記の評価項目（a）及び（b）について、重大事故時に作用する荷重

として、自重、圧力、機械的荷重を考慮し、格納容器破損防止対策における原子炉

格納容器の放射性物質の閉じ込め機能を確認する圧力（以下「限界圧力」という。）

及び温度（以下「限界温度」という。）として最高使用圧力の 2倍（2Pd）及び 200℃

を定めている。その根拠として、原子炉格納容器本体及び実機条件下でリークパス

となる可能性が考えられるドライウェル主フランジ部、エアロック、配管貫通部等

を対象として、設計・建設規格に基づく評価結果、評価対象機器を模擬した試験体

による実測値及び有限要素法による解析結果を示した。 

 

以上のことから、規制委員会は、申請者が格納容器破損防止対策において、原子

炉格納容器の閉じ込め機能に期待できる根拠と妥当性を示した上で、評価項目とし

て原子炉格納容器の限界圧力及び限界温度を設定していることを確認した。 

 

                             
（※35）有効性評価ガイドでは、「想定する格納容器破損モードに対して、Cs-137 の放出量が 100TBq を下回っ

ていること」としている。 
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Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過

温破損） 

格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」（以下本節において「本格納容器破損モード」という。）では、雰囲気圧力及び

温度による静的負荷の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格

納容器破損の防止及び放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止

する対策に有効性があるかを確認した。対策の一部である原子炉格納容器からの除

熱のための手段として、代替循環冷却系を用いる対策と、格納容器圧力逃がし装置

を用いる対策の 2通りの対策に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち、｢（a）

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回るこ

と。｣、｢（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度

を下回ること。｣、｢（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染

の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。｣及び

｢（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足するこ

と。｣について、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。ただし、評価

項目（g）に関しては、可燃性ガスの燃焼が生じた場合においても（a）の要件を満

足するかは「Ⅳ－１．２．２．４ 水素燃焼」において確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、原子炉圧力容器の破損が回避される場合につ

いて、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。原子炉圧力容器が破損

する場合について、格納容器破損防止対策に有効性があるかは、「Ⅳ－１．２．２．

５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」において確認した。 

 

１．申請内容 

１－１ 代替循環冷却系を使用する場合 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：配管破断等により流出した高温の原子炉

冷却材、崩壊熱及びジルコニウム－水反応の熱により発生した水蒸気並び

にジルコニウム－水反応及び水の放射線分解による非凝縮性ガスによっ

て、原子炉格納容器内の圧力及び温度が上昇する。事故発生から数時間後

には最高使用圧力又は最高使用温度に到達し、その後、放置すれば原子炉

格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：原子炉格納容器の破損を防止するためには、原子炉格納
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容器内の圧力の上昇を抑制する観点及び原子炉格納容器雰囲気の過熱を

防止する観点から、炉心へ注水する必要がある。さらに、原子炉格納容器

内を冷却し、最終的な熱の逃がし場へ熱を輸送することによって、原子炉

格納容器からの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による炉心の冷

却を実施する。このため、ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽

油タンク、軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新た

に整備するとともに、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対

処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：代替循環冷却系による原子炉格納容器からの除

熱を実施する。このため、代替循環冷却ポンプ、原子炉補機代替冷却水系、

ガスタービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及び

タンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、サプ

レッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋

全交流動力電源喪失｣を選定する。 

これは、原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇並びに時間余裕の

観点から、原子炉格納容器への冷却材流出量が大きくなるとともに炉

心損傷が早まること、原子炉格納容器圧力上昇の抑制の観点から、高

圧注水機能、低圧注水機能及び格納容器スプレイ機能を喪失している

こと、環境に放出される放射性物質量の観点では、原子炉格納容器圧

力が高く推移することなど、より厳しい事故シーケンスであることか

ら選定する。PRA の手法により抽出され、格納容器破損防止対策の有

効性を確認する必要があるとされた事故シーケンスは、過圧・過温破

損に対しては「LOCA」であり、対応時間などを厳しく評価する観点か

ら、LOCA と全交流動力電源喪失との重畳を考慮する。さらに、原子炉

補機冷却機能喪失の重畳を考慮する。 

b. 解析コード：原子炉格納容器における区画内や区画間の流動、構造

材との熱伝達、格納容器スプレイ冷却、サプレッションプール水冷却

などの現象を取り扱うことができる MAAP を用いる。 
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c. 事故条件：起因事象として大破断 LOCA を仮定し、原子炉圧力容器内

の保有水量並びに原子炉格納容器内の圧力及び温度を厳しく評価す

るため、破断箇所は再循環配管（出口ノズル）とする。安全機能の喪

失に対する仮定として、高圧炉心スプレイ系及び低圧注水系の機能が

喪失するものとし、さらに全交流動力電源喪失及び原子炉補機冷却機

能喪失との重畳を考慮する。また、原子炉格納容器内の圧力及び温度

の評価においては、炉心損傷時のジルコニウム－水反応による水素発

生及び化学反応熱を考慮する。 

d. 機器条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉

圧力容器への注水流量は、原子炉圧力に応じた復水移送ポンプの注水

特性に従うものとし（設計値として最大 130m3/h）、原子炉水位回復後

は炉心の冠水を維持する流量とする。代替循環冷却系による循環流量

は、原子炉格納容器からの除熱に必要な量を考慮して 150m3/h とする。 

e. 操作条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉

圧力容器への注水の開始時間は、ガスタービン発電機からの受電操作

を考慮し、事象発生から 25 分後とする。代替循環冷却系による原子炉

格納容器からの除熱の開始時間は、原子炉補機代替冷却水系の準備時

間を考慮し、事象発生から 24 時間後とする。代替循環冷却系による原

子炉格納容器からの除熱の開始に伴い、低圧代替注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を停止する。 

f. Cs-137 の放出量評価の条件：事象発生まで、定格出力の 100%で長期

間にわたって運転されていたものとする。その運転時間は、燃料を約

1/4 ずつ取り替えていく場合の平衡炉心を考えて、最高 50,000 時間と

する。 

Cs-137 は、原子炉格納容器から漏えいし原子炉建屋を経由して環境

に放出されるものとする。原子炉圧力容器から原子炉格納容器内への

漏えい量は、炉心に内蔵される Cs-137 が事象進展に応じた割合で原

子炉格納容器内に漏えいするものとし、代表的なソースタームに関す

る報告書である NUREG-1465 の放出割合よりも大きい値を示す傾向の

ある MAAP を用いて算出する。また、原子炉格納容器内での Cs-137 の

除去効果については、格納容器スプレイ及びサプレッションプールで

のスクラビング等による効果を考慮する。原子炉格納容器から原子炉

建屋への漏えい率は、原子炉格納容器内の圧力に応じて設計漏えい率

を基に評価した値を用いる。原子炉格納容器貫通部内における粒子状

放射性物質の捕集効果による除染係数は 10 とする。また、非常用ガス

処理系により原子炉建屋原子炉棟内の負圧が達成されるまでの 70 分
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間は、原子炉建屋に漏えいした全量が大気に放出されるものとする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は以下のとおりである。 

a. 大破断 LOCA 時に高圧注水機能、低圧注水機能及び全交流動力電源

の機能が喪失するため、原子炉水位が急速に低下し炉心が露出するこ

とから、事象発生から約 4 分後に PCT が約 727℃に到達するが、事象

発生から約 15 分後にガスタービン発電機による給電を開始し、事象

発生から 25 分後に低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉圧力容器への注水を行うことにより、原子炉水位が回復し炉心

は再冠水し、原子炉圧力容器は破損しない。 

b. 原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇するが、代替循環冷却系に

よる原子炉格納容器からの除熱（事象発生から 24 時間後）により、原

子炉格納容器の最高圧力は約 0.536MPa[gage]、最高温度は約 178℃に

抑えられる。以降、原子炉格納容器内の圧力及び温度は下降傾向が維

持されており、安定状態となっている。 

c. 原子炉格納容器内が最高圧力となる時点における原子炉格納容器

内の非凝縮性ガスの総量に対し、水の放射線分解による水素及び酸素

の発生量は 1%以下であり、その影響を考慮しても限界圧力に到達する

ことはない。 

d. 原子炉格納容器から原子炉建屋へ漏えいし環境に放出される Cs-

137 の放出量は、7 日間で約 9.9×10-1TBq であり、100TBq を下回って

いる。 

上記 b.、c.及び d.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目

（a）、（b）及び（c）を満足している。さらに、後述する格納容器破損モー

ド「Ⅳ－１．２．２．４ 水素燃焼」において水素燃焼の防止を確認して

いること及び上記 c.より、評価項目（g）を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP の原子炉格納容器内の熱水力モデルについて、HDR 実験解析の

検証結果では、領域によって原子炉格納容器内の雰囲気温度を十数℃

程度、圧力を 1割程度高めに評価する傾向が得られているが、全体と

しては、原子炉格納容器内の圧力及び温度の傾向を適切に再現するこ
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とが確認されている。したがって、MAAP の不確かさが評価項目となる

パラメータに与える影響は小さい。また、原子炉格納容器内の圧力及

び温度を操作開始の起点としている運転員等の操作はないことから、

運転員等の操作時間に与える影響はない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

燃焼度は、解析条件の33GWd/tに対して最確条件では約31GWd/t

である。このため、実際の崩壊熱は小さくなり格納容器圧力及び

温度の上昇は遅くなるため、評価項目に対する余裕は大きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

ガスタービン発電機からの受電後の低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却開始時間は、事象発生から 25 分

後であり、保守的な作業時間を設定している。このため、実際の

注水開始時間は早まり、ジルコニウム－水反応による発熱量が増

加するが、注水の開始時間も早まっており、評価項目となるパラ

メータに与える影響は小さい。ガスタービン発電機からの受電開

始時間が遅れた場合、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

の注水開始時間も遅れることとなるが、事象発生から 50 分（解析

上の開始時間に対して 25 分遅れ）に原子炉圧力容器への注水を開

始した場合、原子炉圧力容器は破損しない評価結果となり、注水

を継続することで炉心を冷却できるため、評価項目を満足するこ

とに変わりはない。 

代替循環冷却系による原子炉格納容器からの除熱は、事象発生

から 24 時間後であるが、本操作が遅れた場合でも原子炉格納容器

内の圧力が 0.854MPa[gage]に到達するのは約 51 時間後であるこ

とから十分な時間余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要となる要

員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスにおいて、対応及び復旧作業に必要な要員は 30 名で
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ある。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大

事故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本評価事故シーケンスにおいて、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）による原子炉圧力容器への注水を事象発生から 7日間行った場合に必

要となる水は、約 890m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3

の水を保有しており、対応が可能である。代替循環冷却系による原子炉格

納容器からの除熱については、サプレッションプール水を水源とし循環さ

せることから、水源が枯渇することはないため、対応が可能である。 

ガスタービン発電機を7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

414kL、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日間運転継続した場合に必要と

なる軽油量は約 32kL、原子炉補機代替冷却水系を 7日間運転継続した場合

に必要となる軽油量は約 42kL であり、合計約 488kL 必要である。これに

対して、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、軽油タンクに約

755kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスター

ビン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

１－２ 格納容器圧力逃がし装置を使用する場合 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：代替循環冷却系を使用する場合と同一で

ある。 

② 対策の考え方：代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

③ 初期の対策：代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

④ 安定状態に向けた対策：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）によ

る原子炉圧力容器への注水により、炉心の冷却を継続するとともに、原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却

を実施する。その後、原子炉格納容器フィルタベント系（※36）による原子

炉格納容器からの除熱を実施する。このため、大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）、軽油タンク、タンクローリ及び原子炉格納容器フィルタベント系を重

大事故等対処設備として新たに設備する。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

                             
（※36）申請者は、格納容器圧力逃がし装置の名称を「原子炉格納容器フィルタベント系」としている。 
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申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

b. 解析コード：代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

c. 事故条件：代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

d. 機器条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に係る機器条

件は、代替循環冷却系を使用する場合と同一である。原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系（可搬型）によるスプレイ流量は、原子炉格納容

器内の圧力及び温度の抑制に必要な量を考慮して 88m3/h とする。原子

炉格納容器フィルタベント系の排気流量は、原子炉格納容器第一隔離

弁を全開とした流量とする。 

e. 操作条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に係る操作条

件は、代替循環冷却系を使用する場合と同一である。原子炉格納容器

代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却は、原

子炉格納容器内の圧力が 0.640MPa［gage］に到達した場合に開始し、

0.540MPa[gage]に低下した場合又はサプレッションプール水位が真

空破壊装置下端－0.4m（通常運転水位＋約 2m）に到達した場合に停止

する。 

原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの除熱

は、サプレッションプール水位が真空破壊装置下端－0.4m（通常運転

水位＋約 2m）到達から 5分後に実施する。なお、中央制御室からの弁

の開操作に失敗した場合でも、原子炉格納容器内の圧力が

0.854MPa[gage]に到達する前に現場において弁の開操作を実施するこ

とができる。 

f. Cs-137 の放出量評価の条件：事象発生までの運転時間、原子炉格納

容器から原子炉建屋への漏えい率、原子炉格納容器貫通部内における

粒子状放射性物質の捕集効果による除染係数、非常用ガス処理系を考

慮した原子炉建屋から大気への放出等の条件は、代替循環冷却系を使

用する場合と同一である。 

Cs-137 は、原子炉格納容器から漏えいし原子炉建屋を経由して環境

に放出されるとともに、原子炉格納容器フィルタベント系によるベン

トにより原子炉格納容器から環境に放出されるものとする。原子炉格

納容器フィルタベント系の粒子状放射性物質に対する除染係数は

1,000 とする。 
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② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は以下のとおりである。 

a. 大破断 LOCA 時に高圧注水機能、低圧注水機能及び全交流動力電源

の機能が喪失するため、原子炉水位が急速に低下し炉心が露出するこ

とから、事象発生から約 4 分後に PCT が約 727℃に到達するが、事象

発生から約 15 分後にガスタービン発電機による給電を開始し、事象

発生から 25 分後に低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉圧力容器への注水を行うことにより、原子炉水位が回復し炉心

は再冠水し、原子炉圧力容器は破損しない。 

b. 原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇するが、原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却及び原子

炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの除熱（事象

発生から約 45 時間後）を行うことにより、原子炉格納容器の最高圧力

は約 0.640MPa[gage]、最高温度は約 178℃に抑えられる。以降、原子

炉格納容器内の圧力及び温度は下降傾向が維持されており、安定状態

となっている。 

c. 原子炉格納容器内が最高圧力となる時点における原子炉格納容器

内の非凝縮性ガスの総量に対し、水の放射線分解による水素及び酸素

の発生量は 2%以下であり、その影響を考慮しても限界圧力に到達する

ことはない。 

d. 原子炉格納容器から原子炉建屋へ漏えいし環境に放出される Cs-

137 の放出量は、7 日間で約 9.9×10-1TBq である。これに加え、原子

炉格納容器フィルタベント系を経由して原子炉格納容器から環境に

放出される Cs-137 の放出量は、サプレッションチェンバ側からベン

トした場合は 7 日間で約 8.0×10-4TBq、ドライウェル側からベントし

た場合は 7日間で約 3.2×10-1TBq となる。原子炉格納容器から環境に

放出される Cs-137 の放出量は、7日間で最大約 1.4TBq であり、100TBq

を下回っている。 

上記 b.、c.及び d.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目

（a）、（b）及び（c）を満足している。さらに、後述する格納容器破損モー

ド「Ⅳ－１．２．２．４ 水素燃焼」において水素燃焼の防止を確認して

いること並びに上記 c.より、評価項目（g）を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 
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a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP については、代替循環冷却系を使用する場合と同一である。ま

た、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の操作は原子炉格

納容器内の圧力を起点とするが、MAAP の不確かさがこれらのパラメー

タに与える影響は小さいため、運転員等の操作時間に与える影響も小

さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

ガスタービン発電機からの受電後の低圧代替注水系（常設）（復

水移送ポンプ）による炉心の冷却開始時間等に係る操作条件の不

確かさの影響は、代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの

除熱は、事象発生から約 45 時間後であることから十分な時間余裕

がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要となる要

員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスにおいて、対応及び復旧作業に必要な要員は 30 名で

ある。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大

事故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本評価事故シーケンスにおいて、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却

系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却を事象発生から 7日間行った

場合に必要となる水は、約 3,480m3 である。これに対して、復水貯蔵タン

クに約 1,192m3、淡水貯水槽に約 10,000m3、合計約 11,192m3の水を保有し

ており、対応が可能である。 

ガスタービン発電機を7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約

414kL、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日間運転継続した場合に必要と
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なる軽油量は約 32kL、原子炉補機代替冷却水系を 7日間運転継続した場合

に必要となる軽油量は約 42kL であり、合計約 488kL 必要である。これに

対して、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、軽油タンクに約

755kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスター

ビン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納

容器過圧・過温破損）」に対して申請者が格納容器破損防止対策として計画して

いる低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水及

び代替循環冷却系又は原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器

からの除熱、さらに、原子炉格納容器フィルタベント系を使用する場合には原子

炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却が、事

象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電

源喪失｣において、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力

容器への注水及び代替循環冷却系又は原子炉格納容器フィルタベント系による

原子炉格納容器からの除熱、さらに、原子炉格納容器フィルタベント系を使用す

る場合には原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却を行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損防止対策の評

価項目（a）、（b）、（c）及び（g）を満足している。さらに、申請者が使用した解

析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目（a）、（b）、（c）及び（g）

を概ね満足しているという判断は変わらないことを確認した。なお、申請者が行

った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（残留

熱除去系等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの

設備の機能回復も重要な格納容器破損防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

｢Ⅳ－１．１ 事故の想定｣で示したように、評価事故シーケンス｢大破断 LOCA

＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失｣における対策の有効性を確

認したことにより、その対策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断

できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による

静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」に対して申請者が計画している格納容器破
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損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）代替循環冷却系による安定状態に向けた対策 

申請者は、代替循環冷却系を使用する場合における安定状態に向けた対策と

して、原子炉補機代替冷却水系を用いてサプレッションプール水を冷却して循

環させる代替循環冷却系により原子炉注水を行う一方、淡水貯水槽を水源とし

た原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）の間欠運転による原子炉格納

容器内の冷却により、原子炉格納容器内の温度を抑制することとしていた。 

これに対し、規制委員会は、事象発生から約 168 時間後における原子炉格納

容器内の温度について、評価項目を満足するものの、高め（約 147℃）に推移

していることから、より効率的に原子炉格納容器内の温度を低下させる対策を

求めた。 

申請者は、原子炉補機代替冷却水系を用いてサプレッションプール水を冷却

して循環させる代替循環冷却系について、原子炉注水及び格納容器スプレイを

同時に実施できるよう設計変更し、原子炉格納容器からの除熱を行う方針を示

した。また、この対策により、事象発生から約 168 時間後における原子炉格納

容器内の温度が約 94℃に低下することを示した。 

これにより、規制委員会は、代替循環冷却系による安定状態に向けた対策の

有効性を確認した。 

 

（２）原子炉圧力容器が破損する場合の評価 

申請者は、MAAP を用いた解析の結果に基づき、本評価事故シーケンス｢大破

断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失｣においては事象発

生から 25 分後に原子炉圧力容器への注水を開始することで原子炉圧力容器の

破損を回避できるとし、原子炉圧力容器が破損する場合の評価は不要としてい

た。 

これに対し、規制委員会は、炉心損傷後の事故進展挙動の解析は現時点にお

ける最新の知見をもってしても不確かさが大きく、原子炉圧力容器の破損の有

無という大きな事象分岐をその解析結果を根拠に決定論的に判断すべきでは

ないとの観点から、原子炉圧力容器が破損する場合についても評価を求めた。 

申請者は、原子炉圧力容器破損後の格納容器破損防止対策の有効性を評価す

る「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」の解析結果により、原子炉圧

987



 

246 

 

力容器が破損する場合に対する格納容器過圧・過温破損の防止対策の有効性を

確認できることを示した。 

これにより、規制委員会は、原子炉圧力容器が破損に至る場合の格納容器過

圧・過温破損防止対策の有効性についても、格納容器破損モード「高圧溶融物

放出／格納容器雰囲気直接加熱」により確認した。（「Ⅳ－１．２．２．５ 溶

融炉心・コンクリート相互作用」を参照） 

 

（３）Cs-137 の放出量評価におけるベント経路の影響 

申請者は、Cs-137 の放出量評価において、原子炉格納容器フィルタベント系

による格納容器ベントをサプレッションチェンバ側から実施した場合の放出

量をもって最大放出量としていた。 

これに対し、規制委員会は、原子炉格納容器フィルタベント系の実施手順に

ドライウェル側からベントを行う場合も含まれることから、ベント時にサプレ

ッションプール水でのスクラビングに期待できないドライウェル側からのベ

ントについても放出量の評価を求め、さらに、原子炉格納容器から漏えいし原

子炉建屋を経由して環境に放出される量についても考慮した評価を求めた。 

申請者は、ドライウェル側からベントした場合の放出量を評価するとともに、

原子炉格納容器から原子炉建屋への漏えい率は、原子炉格納容器内の圧力に応

じて設計漏えい率を基に評価した値を用い、さらに、評価を厳しくするために

原子炉建屋内での沈着等による放射性物質除去効果を考慮しないものとして、

原子炉格納容器から漏えいし原子炉建屋を経由して環境に放出される Cs-137

の量を評価し、それらの合計が 100TBq より十分低いことを示した。 

これにより、規制委員会は、本評価事故シーケンスにおける Cs-137 の放出

量が、代替循環冷却系及び格納容器圧力逃がし装置のいずれを使用した場合に

おいても、100TBq を下回ることを確認した。 

 

（４）Cs-137 の放出量評価等における原子炉格納容器から漏えいする際の

除染係数 

申請者は、原子炉格納容器から原子炉建屋へ漏えいする際の原子炉格納容器

貫通部における粒子状放射性物質の除染係数について、当初、除染効果には期

待しないとして除染係数 1を設定することとしていた。 

これに対し、規制委員会は、重大事故等時の対応判断を適切に行う観点から、

Cs-137 の放出量や作業員の被ばくによる実効線量を適切に評価するため、より

現実的な除染係数を設定するよう求めた。 

申請者は、原子炉格納容器の限界温度及び限界圧力を超える条件下で破損さ
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せた貫通部及びフランジ部を対象とした除染係数の実験結果（※37）を基に、

健全な状態の貫通部及びフランジ部における除染係数として 10 を設定するこ

ととした。 

これにより、規制委員会は、Cs-137 の放出量評価等において、原子炉格納容

器から漏えいする粒子状放射性物質の除染係数として、十分な保守性を担保し

つつ、より現実的な値を設定した上で評価した結果、Cs-137 の放出量に係る評

価項目を満足していることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 

格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」（以下本節に

おいて「本格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器が高い圧力の状況

で損傷する観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器の破

損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策に

有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（d）

原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減されているこ

と。」について、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。 

なお、原子炉圧力容器の破損後については、「Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容

器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンク

リート相互作用」において、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉圧力容器が高い圧力の状況で損傷

し、溶融炉心等が急速に放出され、原子炉格納容器雰囲気が直接加熱され

ることで、原子炉格納容器内の温度及び圧力が上昇し、原子炉格納容器の

破損に至る。 

② 対策の考え方：高圧溶融物放出に伴う格納容器雰囲気直接加熱を防止す

るためには、原子炉圧力容器破損前までに原子炉圧力容器の減圧を行う必

要がある。 

③ 初期の対策：原子炉圧力容器破損前までに逃がし安全弁（自動減圧機能）

                             
（※37）「重要構造物安全評価（原子炉格納容器信頼性実証事業）に関する総括報告書（原子力発電技術機構 

平成 15 年 3月）」で報告されている放射性物質捕集特性試験 
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による原子炉圧力容器の減圧を実施する。また、逃がし安全弁の温度上昇

を抑制するため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子

炉格納容器内の冷却を実施する。このため、逃がし安全弁（自動減圧機能）、

復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク及び非常用ディーゼル発電機を重大事故

等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート

相互作用」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：「過渡事象＋高圧注水失敗＋手動減圧失敗＋

炉心損傷後の原子炉減圧失敗（＋DCH 発生）」を選定する。これは、PRA

の手法により抽出されたシーケンスであり、時間余裕の観点から、事

象進展が早く炉心損傷までの経過時間がより短くなるような過渡事

象（給水流量の全喪失）を起因事象とし、原子炉圧力容器の破損時に

おける原子炉圧力の厳しさの観点から、原子炉圧力容器内が高圧で維

持される状態を想定することで、より厳しい事故シーケンスであるこ

とから選定している。 

なお、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」の格納容器破損

防止対策の有効性を評価するためには、原子炉圧力容器の破損まで事

象を進展させる必要がある。そのため、原子炉圧力容器への注水手段

の全てが使用できないものと仮定することで、事象を炉心損傷に進展

させ、さらに、原子炉圧力容器の破損に進展させるものとする。 

「Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互

作用」及び「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」

において、原子炉圧力容器の破損まで事象を進展させるために、原子

炉圧力容器への注水手段の全てが使用できないと仮定した場合、事象

進展及び運転員等の操作時間は本評価事故シーケンスと同じとなる。 

b. 解析コード：逃がし安全弁からの冷却材流出（臨界流・差圧流）、原

子炉圧力容器における溶融炉心のリロケーション、原子炉圧力容器内

溶融炉心－冷却材相互作用、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達、原

子炉圧力容器破損等を取り扱うことができる MAAP を用いる。 

c. 事故条件：起因事象として、給水流量の全喪失が発生するものとす
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る。 

高圧注水機能及び低圧注水機能が全て喪失するとし、これに伴い、

自動減圧系は作動しないものとする。さらに、低圧代替注水系（常設）

（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系

ポンプ）による原子炉圧力容器への注水にも期待しないものとする。 

外部電源はないものとする。これは、非常用ディーゼル発電機にて

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）等への給電が可能である

ことから外部電源がある場合と事象進展は同等となるが、資源の確保

の観点では、厳しい設定となる。原子炉圧力を厳しく評価するため、

原子炉冷却材圧力バウンダリ、逃がし安全弁等については破損や漏え

い等は考慮しない。 

d. 機器条件：原子炉圧力容器の減圧には逃がし安全弁（自動減圧機能）

2個を使用し、1個当たりの容量は設計値とする。原子炉格納容器代替

スプレイ冷却系（常設）の流量は、88m3/h とする。その他は、「Ⅳ－１．

２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」と同一である。 

e. 操作条件：原子炉圧力容器の減圧操作は、原子炉水位が燃料有効長

底部から燃料有効長の 20%上の位置に到達した場合に実施し、減圧操

作後は、原子炉圧力容器破損時まで、逃がし安全弁（自動減圧機能）

を開状態に維持する。原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）に

よる原子炉格納容器内の冷却は、原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃

に到達した場合に開始する。その他は、「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉

心・コンクリート相互作用」と同一である。 

 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は以下のとおりとしている。 

a. 原子炉圧力容器への注水ができないことから、原子炉水位は急速に

低下して炉心が露出し、事象発生から約 43 分後に炉心損傷に至る。事

象発生から約 43 分後に、原子炉水位が燃料有効長底部から燃料有効

長の 20%上の位置に到達し、逃がし安全弁（自動減圧機能）による減

圧を実施することから、原子炉圧力容器破損の時点（事象発生から約

4.3 時間後）の圧力は約 0.1MPa[gage]となり、2.0MPa[gage]以下に抑

えられる。 

b. 原子炉圧力容器破損後の事象進展解析結果は、「Ⅳ－１．２．２．５ 

溶融炉心・コンクリート相互作用」と同一である。 

 

上記 a.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（d）を満足
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している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

MAAP による原子炉水位の低下は、より精緻なモデルを備えた SAFER

による評価結果とは異なるものの、その差は小さい（原子炉水位が、

燃料有効長底部から燃料有効長の 20%上の位置に到達するのが数分程

度異なる。）ため、原子炉水位を起点とする減圧操作の開始時間への影

響は小さく、評価項目となるパラメータに与える影響も小さい。 

炉心ヒートアップ、原子炉圧力容器における溶融炉心のリロケーシ

ョン、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達、原子炉圧力容器破損に係

る不確かさがある。これらについては、感度解析を実施しており（※
38）、いずれのケースにおいても、原子炉圧力への影響が小さいことが

確認されており、原子炉圧力容器破損に至るまでの間に原子炉圧力が

2.0MPa[gage]を下回ることに変わりはない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

解析条件では、高めの燃焼度を想定することで崩壊熱に保守性

を持たせているため、最確条件の場合には原子炉水位の低下は緩

慢になり、原子炉水位を起点とする減圧操作の開始が遅くなるこ

とから、時間余裕が大きくなる。この場合、原子炉圧力容器の破

損も遅くなるため、原子炉圧力容器破損に至るまでの間に原子炉

圧力が 2.0MPa[gage]を下回ることに変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉圧力容器の破損までに減圧操作を完了する必要があるが、

操作時間は 5 分であり、原子炉圧力容器は事象発生から約 4.3 時

間後に破損することから十分な時間余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

                             
（※38）「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」２．（５）MAAP を参照 
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（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、同一の評価事故シーケンスである「Ⅳ－１．２．２．５ 

溶融炉心・コンクリート相互作用」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱」に対して、申請者が格納容器破損防止対策として計画している逃がし安全弁

（自動減圧機能）による原子炉圧力容器の減圧等が高圧溶融物放出／格納容器雰

囲気直接加熱に至る可能性のある事象進展の特徴を捉えた対策であると判断し

た。 

評価事故シーケンス「過渡事象＋高圧注水失敗＋手動減圧失敗＋炉心損傷後の

原子炉減圧失敗（＋DCH 発生）」において、逃がし安全弁（自動減圧機能）による

原子炉圧力容器の減圧を行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損

防止対策の評価項目（d）を満足している。 

さらに申請者が使用した解析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価

項目を概ね満足しているという判断は変わらないことを確認した。なお、申請者

が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（非

常用炉心冷却系等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこ

れらの設備の機能回復も重要な格納容器破損防止対策となり得る。 

また、原子炉圧力容器の減圧により、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接

加熱」を防止した後、「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」

への対策と同一の対策をとることにより、原子炉格納容器を安定状態に導くこと

ができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、当該対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等につい

ても、申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した評価事故シーケンス「過渡事象＋高圧注水失敗＋手動減圧失敗＋炉心

損傷後の原子炉減圧失敗（＋DCH 発生）」における対策の有効性を確認したことに

より、その対策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、格納容器破損モード「高圧溶融物放出／格納容

器雰囲気直接加熱」に対して申請者が計画している格納容器破損防止対策は、有

効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 
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審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）逃がし安全弁の開保持機能の維持 

申請者は、本評価事故シーケンスにおいて、原子炉圧力容器が破損するまで

（事象発生から約 4.3 時間後）、逃がし安全弁の開保持により過熱蒸気の流出

を継続するとしていた。 

規制委員会は、過熱蒸気が長時間にわたり逃がし安全弁を通過しても、開保

持機能が維持されることの確実性について説明を求めた。 

申請者は、原子炉圧力容器の減圧中における環境を想定し、逃がし安全弁の

本体部と補助作動装置の温度上昇を評価し、機能確認試験の結果との比較によ

り、開保持機能を維持できることを示した。さらに、原子炉圧力容器の減圧を

継続している状況で、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）により逃が

し安全弁の温度上昇を抑制する手順とすることで、減圧中の開保持をより確実

にする方針であることを示した。 

これにより、規制委員会は、原子炉圧力容器を減圧する過程において、過熱

蒸気が逃がし安全弁を通過しても、開保持機能の信頼性は高いことを確認した。 

 

（２）原子炉圧力容器への注水手段がない場合の原子炉減圧の考え方 

申請者は、当初、原子炉水位が燃料有効長底部から燃料有効長の 10%上の位

置に到達した時点で、減圧の観点からより厳しい条件として逃がし安全弁（自

動減圧機能）1個を用いて、原子炉圧力容器の減圧を実施するとしていた。 

規制委員会は、事象進展への影響を踏まえて減圧開始の条件の考え方を説明

するように求めた。 

申請者は、減圧開始のタイミングについては、原子炉圧力容器内の保有水に

より燃料を冷却する効果を期待するために原子炉減圧を遅らせる観点のみな

らず、ジルコニウム－水反応による水素発生量を抑制する観点も考慮し、原子

炉水位が燃料有効長底部から燃料有効長の 20%上の位置に到達した時点で実施

する手順に変更することとした。また、開放する逃がし安全弁（自動減圧機能）

の数については、1 個の場合は水素発生量が大きくなること、他方で弁の個数

を多くするほど、原子炉圧力容器内の蒸気流量が大きくなり、燃料被覆管に対

する負荷が増加することを考慮し、開放する弁数を 2個とすることとした。 

これにより、規制委員会は、原子炉減圧の考え方が妥当であることを確認し

た。 
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Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 

格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」（以下本

節において「本格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器外の溶融燃料

－冷却材相互作用（以下「FCI」という。）により生じる一時的な圧力の急上昇の観

点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器破損を防止し、放

射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策に有効性がある

かを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（e）

急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によ

って原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと」について、格納容器破損

防止対策に有効性があるかを確認した。 

本節では、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」及

び｢Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用｣と共通する事項を省略

し、本格納容器破損モードに特有の事項を中心に記載する。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉圧力容器外の FCI には、衝撃を伴

う水蒸気爆発と、溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生に伴う急

激な圧力上昇（以下｢圧力スパイク｣という。）があるが、水蒸気爆発の発生

の可能性は極めて低いと考えられるため、圧力スパイクについて考慮する。

本格納容器破損モードの特徴として、溶融炉心と原子炉圧力容器外の冷却

水が接触して、圧力スパイクが生じる可能性があり、このときに発生する

エネルギーが大きいと構造物が破壊され、原子炉格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：原子炉格納容器の破損を防止するためには、原子炉格納

容器を冷却及び除熱し、水蒸気発生に伴う原子炉格納容器圧力の上昇を抑

制する必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉圧力容器破損前の対策は「Ⅳ－１．２．２．２ 高

圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子炉圧力容器

の減圧開始後は｢Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用｣

と同一である。初期の対策のうち本格納容器破損モードに対するものは、

圧力スパイクが発生した場合に原子炉格納容器バウンダリの機能を維持

し、原子炉圧力容器破損前の原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）

による逃がし安全弁の温度上昇の抑制及び溶融炉心・コンクリート相互作
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用の緩和効果に期待できる水位として、ドライウェル水位を 0.02m（原子

炉格納容器下部水位 3.67m）から 0.23m（原子炉格納容器下部水位 3.88m）

に設定することである。このため、原子炉格納容器下部水位計及びドライ

ウェル水位計（※39）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

④ 安定状態に向けた対策：「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート

相互作用」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋

損傷炉心冷却失敗（＋FCI 発生）｣を選定する。 

これは、溶融炉心から冷却材への伝熱による水蒸気発生の観点から、

原子炉圧力容器下部からまとまって落下する溶融炉心の割合が多くな

る原子炉圧力容器が低圧で破損する過渡事象及び LOCA のうち、冷却

材が流出することからジルコニウムの酸化割合が小さく溶融炉心の保

有熱量が小さくなる LOCA を除外し、溶融炉心の保有熱量が大きい上

記の過渡事象を選定した上で、さらに、事象進展の観点から、過渡事

象のうち、事象初期の高圧注水が行えず水位低下が早くなる｢過渡事象

＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗｣が、より厳しい事故シーケンスであ

ることから選定する。 

b. 解析コード：原子炉格納容器における各領域間の流動、構造材との

熱伝達、格納容器スプレイ冷却、炉心損傷後の原子炉圧力容器外の FCI

等を取り扱うことができる MAAP を用いる。 

c. 事故条件：「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」と同一である。 

d. 機器条件：原子炉圧力容器破損前は「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶

融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子炉圧力容器

破損後は「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」

と同一である。 

e. 操作条件：原子炉圧力容器破損前は「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶

                             
（※39）申請者が用いている水位計の名称は「原子炉格納容器下部水位」及び「ドライウェル水位」である

が、計測器であることが判別できるように原子炉格納容器下部水位計及びドライウェル水位計と記載し

ている。また、本審査書では、その他の計測器についても同様に計測器名称であることが判別できるよ

うに記載している。 
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融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子炉圧力容器

破損後は「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」

と同一である。 

 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融

物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。なお、本格納容器破損

モードにおける評価項目に関連する解析結果は以下のとおりである。 

a. 事象発生から約 4.3 時間後には原子炉圧力容器破損に至り、圧力ス

パイクが生じることにより原子炉格納容器内の圧力及び温度は上昇

するが、溶融燃料流出停止までの期間の原子炉格納容器の最高圧力・

最高温度はそれぞれ約 0.23MPa[gage]及び約 128℃にとどまる。 

上記 a.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（e）を満足

している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

原子炉圧力容器外の FCI 現象に関する大規模実験の知見から、圧力

スパイクへの影響因子として、原子炉格納容器下部水位、破損口径、

エントレインメント係数及びデブリ粒子径を挙げ、これらの影響因子

に対する感度解析等を実施した。その結果、これらのパラメータが圧

力スパイクに与える影響は小さいことが確認されている（※40）ことか

ら、解析コードの不確かさが評価項目となるパラメータに与える影響

は小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

事故シーケンスを評価事故シーケンスとして選定していない

「大破断LOCA＋HPCS失敗＋低圧ECCS失敗＋全交流動力電源喪失」

とし、原子炉冷却材圧力バウンダリの機能の喪失を仮定した場合、

原子炉冷却材の放出量が増加することにより、原子炉圧力容器破

損に至るまでの事象進展は早まるが、圧力スパイクによる原子炉

格納容器内の圧力の最大値は約 0.30MPa[gage]であり、限界圧力

には至らず、評価項目を満足することに変わりはない。 

                             
（※40）「Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード」２．（５）MAAP を参照 
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イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納

容器下部への注水操作は、原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に

到達した時点で開始するとしているが、この温度に到達するまで

の時間は事象発生から約 2.5 時間後であり、操作は原子炉圧力容

器下鏡部温度の上昇傾向を監視しながらあらかじめ準備すること

が可能であることから、操作が遅れる可能性は小さい。また、原

子炉格納容器下部への注水の開始操作の所要時間は約 10 分であ

り、原子炉格納容器下部への注水水位の下限であるドライウェル

水位 0.02m（原子炉格納容器下部水位 3.67m）までの注水は約 1.2

時間で完了する（事象発生から約 3.7 時間後）ことから、事象発

生から約 4.3 時間後の原子炉圧力容器の破損まで、約 0.6 時間の

時間余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが評価項目とな

るパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が確認でき

る範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認した結果、

操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」と同一としている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相

互作用」において、申請者が水蒸気爆発の発生の可能性は極めて低いとしている

ことは妥当と判断した。その上で、規制委員会は、格納容器破損防止対策として

申請者が計画している、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」及び「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」と同

一の対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋損傷炉心冷

却失敗（＋FCI 発生）｣において、原子炉格納容器下部への注水等を行い、さらに、

原子炉及び原子炉格納容器を安定状態へ導くために、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧

溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」及び｢Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コ

ンクリート相互作用｣に示した対策を行った場合に対する申請者の解析結果は、
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格納容器破損防止対策の評価項目（e）を満足している。さらに、申請者が使用し

た解析コード、解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目（e）を概ね満足して

いるという判断は変わらないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（非常用炉心冷却系等）

の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たっては、これらの設備の機能

回復も重要な格納容器破損防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

｢Ⅳ－１．１ 事故の想定｣で示したように、より厳しい事故シーケンスとして

選定した評価事故シーケンス｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋損傷

炉心冷却失敗（＋FCI 発生）｣における対策の有効性を確認したことにより、その

対策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、格納容器破損モード「原子炉圧力容器外の溶融

燃料－冷却材相互作用」に対して申請者が計画している格納容器破損防止対策は、

有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）水蒸気爆発が実機において発生する可能性 

申請者は、原子炉圧力容器外の FCI のうち、水蒸気爆発は、実機において発

生する可能性は極めて低いとしている。 

これに対して、規制委員会は、その根拠を整理して提示するよう求めた。 

申請者は、実機において想定される溶融物（二酸化ウランとジルコニウムの

混合溶融物）を用いた大規模実験として、COTELS、FARO、KROTOS 及び TROI を

挙げ、これらのうち、水蒸気爆発が発生した KROTOS、TROI の一部実験の特徴

としては、外乱を与えて液－液直接接触を生じさせていること、又は溶融物の

初期の温度を高く設定することで、溶融物表面の蒸気膜が安定化する反面、溶

融物表面が冷却材中で固化しにくくさせていることが要因であることを示し

た。さらに、大規模実験の条件と実機条件とを比較した上で、実機においては、

液－液直接接触が生じるような外乱となり得る要素は考えにくいこと、実機で

想定される溶融物の初期の温度は実験条件よりも低く、冷却材中を落下する過

程で溶融物表面の固化が起こりやすいことを示した。 

これにより、規制委員会は、原子炉圧力容器外の FCI で生じる事象として、
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水蒸気爆発は除外し圧力スパイクを考慮すべきであることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．２．４ 水素燃焼 

格納容器破損モード「水素燃焼」（以下本節において「本格納容器破損モード」と

いう。）では、水素燃焼の観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子

炉格納容器の破損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されることを

防止する対策に有効性があるかを確認した。 

本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち「（f）

原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。（ドライ条件

に換算して、水素濃度が 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であること）」につ

いて、格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。 

本節では、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過

圧・過温破損）」と共通する事項を省略し、本格納容器破損モードに特有の事項を

中心に記載する。 

また、本節においては、原子炉圧力容器の破損が回避される場合について対策に

有効性があるかを確認した。なお、原子炉圧力容器が破損する場合についての対策

に有効性があるかは、「Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用」に

おいて確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：ジルコニウム－水反応、水の放射線分解

等によって水素が発生し、発生した酸水素と原子炉格納容器内の酸素が反

応することにより激しい燃焼が生じ、原子炉格納容器の破損に至る。 

② 対策の考え方：原子炉起動時に原子炉格納容器内を不活性化し、水素濃

度及び酸素濃度が可燃領域に至ることを防止する。 

③ 初期の対策：原子炉起動時に、窒素ガス置換により原子炉格納容器内を

不活性化する。これに用いる原子炉格納容器調気系は、重大事故等が発生

した際に使用するものではないため設計基準対象施設とする。その他の対

策は、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器

過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

④ 安定状態に向けた対策：原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監

視を行う。このため、格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度
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計（S/C）及び格納容器内雰囲気水素濃度計を重大事故等対処設備として新

たに整備するとともに、格納容器内雰囲気酸素濃度計を重大事故等対処設

備として位置付ける。その他の対策は、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用

する場合と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：PRA の手法では抽出されないものの、「Ⅳ－１．

２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一の事故シーケンス「大

破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電源喪失」を選定

する。 

原子炉運転中は窒素ガス置換により原子炉格納容器内の酸素濃度が

低く保たれていることから、水素燃焼防止の観点では酸素濃度が重要

となる。大破断 LOCA 時には、水素濃度が 13vol%を上回るものの、そ

の他のプラント損傷状態に比べてジルコニウム－水反応に寄与する冷

却材の量が少なくなり水素発生量が抑えられることから酸素濃度が相

対的に高くなることなど、より厳しいシーケンスであることから選定

する。なお、原子炉格納容器フィルタベント系を使用する場合、原子

炉格納容器内の気体が排出され、水素及び酸素の絶対量が減少すると

ともに、サプレッションチェンバのプール水の減圧沸騰等によって発

生する水蒸気により水素及び酸素の分圧が低く維持されることで原子

炉格納容器内での水素燃焼の可能性が無視できる状態となる。このた

め、水素燃焼の観点で厳しくなる代替循環冷却系を使用する場合を評

価する。 

b. 解析コード：｢Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負

荷（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同

一である。 

c. 事故条件：｢Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一

である。なお、ジルコニウム－水反応による水素発生量は、MAAP の評

価結果から得られた値を用いる。これは、全炉心内のジルコニウム量
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の 75%が水と反応した場合には MAAP による評価結果に比べて原子炉

格納容器内の水素濃度が増加するため酸素濃度が低下すること及び

MAAPによる評価結果においても水素濃度が 13vol%を超えることから、

水素燃焼の観点で厳しい設定となる。原子炉格納容器内の初期酸素濃

度は、2.5vol%とする。水の放射線分解による水素及び酸素の発生割合

（以下「G値」という。）は、それぞれ 0.06 分子/100eV、0.03 分子/100eV

とする。 

d. 機器条件：「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一

である。 

e. 操作条件：「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一

である。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は以下のとおりである。 

a. 炉心の露出から再冠水までの間に、原子炉圧力容器内の全ジルコニ

ウム量の約 13%が水と反応して水素が発生する。これにより、事象発

生直後から原子炉格納容器内の水素濃度は 13vol%（ドライ条件）を上

回る。また、水の放射線分解によって水素及び酸素が発生する。 

b. ドライ条件に換算したドライウェル内の酸素濃度は、事象発生の約

11 時間後から約 24 時間後まで 5vol%を上回るが、この期間は LOCA 破

断口からの水蒸気によりドライウェル内が満たされ、ドライウェル内

の酸素濃度は約 0.007vol%（ウェット条件）である。 

c. 事象発生から 7 日後におけるドライウェル内の酸素濃度は約

2.8vol%（ドライ条件）、サプレッションチェンバ内の酸素濃度は約

3.4vol%（ドライ条件）であり、5vol%を下回る。 

d. その後も水素濃度及び酸素濃度を監視し、原子炉格納容器内の酸素

濃度が上昇した場合には原子炉格納容器内に窒素を注入するととも

に、水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に至る場合については、格納容

器ベントによって、水素濃度及び酸素濃度を低減することで安定状態

を維持できる。 

e. その他の事象進展解析結果は、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・

温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を

使用する場合と同じである。 

上記 b.及び c.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（f）
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を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容

器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一である。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

G 値の不確かさから、水の放射線分解による酸素の発生が大幅

に増加する場合、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が可

燃領域に至る可能性がある。G 値を設計基準事故対処設備である

可燃性ガス濃度制御系の性能評価に用いる G 値（（沸騰状態の場

合）水素:0.4 分子/100eV、酸素:0.2 分子/100eV、（非沸騰状態の

場合）水素:0.25 分子/100eV、酸素:0.125 分子/100eV）とした場

合の評価を実施した。その結果、原子炉格納容器からの除熱を開

始した後、事象発生から約 48 時間後に原子炉格納容器内の酸素濃

度が 4.0vol%（ドライ条件）に到達し、可搬型窒素ガス供給装置に

よる原子炉格納容器内への窒素注入を実施することで、原子炉格

納容器内の酸素濃度の上昇は抑制され、事象発生から 7 日後にお

けるまでのドライウェル内の酸素濃度の最高値は約 4.1vol%（ド

ライ条件）、サプレッションチェンバ内での酸素濃度の最高値は約

4.0vol%（ドライ条件）であり、5vol%を下回ることから、評価項

目を満足することに変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格

納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一

である。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 
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申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等については、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷

（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一として

いる。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「水素燃焼」に対して、申請者が格納容器

破損防止対策として計画している「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合と同一

の対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

評価事故シーケンス「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動力電

源喪失」において、原子炉起動時に原子炉格納容器調気系を用いた原子炉格納容

器内の不活性化等を行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器破損防止

対策の評価項目（f）を満足している。さらに、申請者が使用した解析コード、解

析条件の不確かさを考慮しても、評価項目を概ね満足しているという判断は変わ

らないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定

する観点から、機能を喪失した設備（残留熱除去系等）の復旧を期待していない

が、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な格納容器破損

防止対策となり得る。 

また、「Ⅳ－１．２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）」の代替循環冷却系を使用する場合に示した対策と同一の対策をとる

ことにより、原子炉格納容器を安定状態に導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した評価事故シーケンス「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交

流動力電源喪失」における対策の有効性を確認したことにより、その対策が本格

納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、格納容器破損モード「水素燃焼」に対して申請

者が計画している格納容器破損防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 
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（１）評価に用いる G値の妥当性 

申請者は、解析条件に用いる G 値を水素 0.06 分子/100eV、酸素 0.03 分子

/100eV としている。 

規制委員会は、知見が少ない G値について、不確かさに対する検討が不足し

ている点を指摘し、G 値の不確かさを踏まえた酸素発生について検討すること

を求めた。 

申請者は、これに対し以下のように説明した。 

① G 値の不確かさを考慮し、設計基準事故対処設備である可燃性ガス濃度

制御系の性能評価に用いる G値（（沸騰状態の場合）水素:0.4 分子/100eV、

酸素:0.2 分子/100eV、（非沸騰状態の場合）水素:0.25 分子/100eV、酸

素:0.125 分子/100eV）とした場合、原子炉格納容器内の酸素濃度は、事象

発生から約 48 時間後に 4.0vol%（ドライ条件）に到達する（※41）。 

② 上記①の場合、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉格納容器内への窒

素注入を実施することにより、原子炉格納容器内の酸素濃度の上昇は抑制

され、事象発生から 7日後におけるまでのドライウェル内の酸素濃度の最

高値は約 4.1vol%（ドライ条件）、サプレッションチェンバ内での酸素濃度

の最高値は約 4.0vol%（ドライ条件）であり、5vol%を下回る。 

③ さらに、対策の手順には、原子炉格納容器内の酸素濃度計に基づく判断

が含まれており、原子炉格納容器からの除熱を開始した後、原子炉格納容

器内の酸素濃度が 4.0vol%（ドライ条件）到達時に窒素注入を行い、原子

炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に至る前（酸素濃度が

4.3vol%（ドライ条件）かつ 1.5vol%（ウェット条件）到達時）に、原子炉

格納容器フィルタベント系を用いて原子炉格納容器内の気体を排出する

手順としている。 

これらにより、規制委員会は、G 値の不確かさを考慮した場合においても、

格納容器破損防止対策に有効性があることを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．２．５ 溶融炉心・コンクリート相互作用 

格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」（以下本節において「本

格納容器破損モード」という。）では、原子炉圧力容器から流出した溶融炉心によ

るコンクリートの侵食という観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原

子炉格納容器の破損を防止し、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出されること

を防止する対策に有効性があるかを確認した。 

                             
（※41）原子炉格納容器からの除熱を開始する前は、ドライ条件に換算した原子炉格納容器内の酸素濃度は、

5vol%を上回る期間があるものの、その期間は水蒸気で原子炉格納容器内が満たされており、このような

雰囲気下において水素濃度及び酸素濃度は可燃領域に達しない。 
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本格納容器破損モードにおいては、格納容器破損防止対策の評価項目のうち｢（a）

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回るこ

と｣、｢（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度

を下回ること｣、｢（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の

視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること｣、「（f）原

子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること（ドライ条件に換

算して、水素濃度が 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下であること）」、｢（g）可

燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足すること｣及び

「（i）溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失

しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること」について、対策に有効性がある

かを確認した。 

なお、｢（d）原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低

減されていること｣については「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰

囲気直接加熱」において、｢（e）急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互

作用による熱的・機械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しな

いこと｣については「Ⅳ－１．２．２．３ 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相

互作用」においてそれぞれ確認した。 

本格納容器破損モードの有効性評価においては、原子炉圧力容器が破損する場合

について格納容器破損防止対策に有効性があるかを確認した。原子炉圧力容器の破

損が回避される場合について格納容器破損防止対策に有効性があるかは、「Ⅳ－１．

２．２．１ 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」におい

て確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本格納容器破損モードの特徴及びその対策 

申請者は、本格納容器破損モードの特徴及びその対策を以下のとおりとして

いる。 

① 本格納容器破損モードの特徴：原子炉格納容器下部への溶融炉心の落下

に伴い発生する水蒸気及び非凝縮性ガスによって、原子炉格納容器内の圧

力及び温度が上昇し、原子炉格納容器の破損に至る。また、ジルコニウム

－水反応、水の放射線分解、コンクリート侵食等によって水素が発生し、

発生した水素と原子炉格納容器内の酸素が反応することにより激しい燃

焼が生じ、原子炉格納容器の破損に至る。さらに、原子炉圧力容器から溶

融炉心が原子炉格納容器内の床上に流出し、溶融炉心と接触した床コンク

リートが溶融炉心により侵食され、原子炉格納容器の構造部材の支持機能

が喪失し、原子炉格納容器の破損に至る。 
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② 対策の考え方：溶融炉心を冷却し、溶融炉心によるコンクリート侵食を

抑制するためには、原子炉圧力容器破損前に原子炉格納容器下部へ注水す

る必要がある。さらに、原子炉圧力容器破損後に原子炉格納容器内の圧力

及び温度を抑制するため、原子炉格納容器内を冷却し、原子炉格納容器か

らの除熱を行う必要がある。 

③ 初期の対策：原子炉圧力容器破損前の対策は「Ⅳ－１．２．２．２ 高

圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子炉圧力容器

の減圧後は原子炉圧力容器破損による溶融炉心の落下に備え、原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水を実

施する。原子炉圧力容器破損後には、原子炉格納容器下部注水系（常設）

（復水移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水に切り替えるとと

もに原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器

内の冷却を実施する。このため、原子炉格納容器下部水位計、ドライウェ

ル水位計、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ガスタービン発電設備軽油タン

ク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整備するととも

に、復水移送ポンプ、復水貯蔵タンク及び非常用ディーゼル発電機を重大

事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：原子炉格納容器からの除熱を実施するため、代

替循環冷却系により、原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内のス

プレイを同時に行う。このため、代替循環冷却ポンプ、原子炉補機代替冷

却水系、ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリを重大事故等

対処設備として新たに整備するとともに、サプレッションチェンバ及び非

常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本格納容器破損モードにおける格納容器破損防止対策の有効

性を確認するために、評価事故シーケンス及び解析コードの選定、解析条

件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 評価事故シーケンス：｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋

損傷炉心冷却失敗（＋デブリ冷却失敗）｣を選定する。これは、溶融炉

心の冷却の観点から、原子炉格納容器下部に落下する溶融炉心の細粒

化割合が小さく冷却が厳しくなる原子炉圧力容器が低圧で破損する

シーケンスのうち、事象初期から原子炉格納容器下部に原子炉冷却材

が流入する可能性がある「LOCA」を除外し、原子炉格納容器下部に落
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下する溶融炉心を冷却するための対策実施の時間余裕がより厳しく

なるシーケンスであることから選定する。 

b. 解析コード：炉心損傷後の原子炉圧力容器内の溶融炉心のリロケー

ション、原子炉圧力容器破損、溶融炉心によるコンクリート分解等を

取り扱うことができる MAAP を用いる。 

c. 事故条件：「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気

直接加熱」と同一である。 

d. 機器条件：原子炉圧力容器破損前の機器条件は「Ⅳ－１．２．２．

２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子

炉圧力容器の破損後の原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）による原子炉格納容器下部への注水流量は、溶融炉心の冠水継

続が可能な流量を考慮して 50m3/h とする。原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系（可搬型）の流量は、原子炉格納容器内の圧力及び温度の抑

制に必要なスプレイ流量を考慮して 88m3/h とする。代替循環冷却系の

循環流量は、原子炉格納容器内のスプレイに 100m3/h、原子炉圧力容器

への注水に 50m3/h の流量配分とし、同時に注水及びスプレイを実施す

る。 

e. 操作条件：原子炉圧力容器破損前の操作条件は「Ⅳ－１．２．２．

２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」と同一である。原子

炉圧力容器破損前において、原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到

達した場合に開始する原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）に

よる原子炉格納容器下部への注水は、ドライウェル水位が 0.23m（原

子炉格納容器下部水位 3.88m）に到達した場合に停止する。原子炉圧

力容器の破損後の原子炉格納容器下部への注水は、ドライウェル水位

が 0.02m（原子炉格納容器下部水位 3.67m）まで低下した場合に実施

し、ドライウェル水位が 0.23m（原子炉格納容器下部水位 3.88m）に到

達した場合に停止する。原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）

による原子炉格納容器内の冷却は、原子炉格納容器内の圧力が

0.640MPa[gage]に到達した場合に開始し、代替循環冷却系による原子

炉格納容器からの除熱を開始した場合に停止する。代替循環冷却系に

よる原子炉格納容器からの除熱の開始時間は、原子炉補機代替冷却水

系への切替えの準備時間等を考慮して、事象発生から 24 時間後とす

る。 

f. Cs-137 の放出量評価の条件：事象発生まで、定格出力の 100%で長期

間にわたって運転されていたものとする。その運転時間は、燃料を約
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1/4 ずつ取り替えていく場合の平衡炉心を考えて、最高 50,000 時間と

する。 

Cs-137 は、原子炉格納容器から漏えいし、原子炉建屋を経由して環

境に放出されるものとする。原子炉圧力容器から原子炉格納容器内へ

の漏えい量は、炉心に内蔵される Cs-137 が事象進展に応じた割合で

原子炉格納容器内に漏えいするものとし、代表的なソースタームに関

する報告書である NUREG-1465 の放出割合よりも大きい値を示す傾向

のある MAAP を用いて算出する。また、原子炉格納容器内での Cs-137

除去効果については、格納容器スプレイ及びサプレッションプールで

のスクラビング等による効果を考慮する。原子炉格納容器から原子炉

建屋への漏えい率は、原子炉格納容器内の圧力に応じて設計漏えい率

を基に評価した値を用いる。原子炉格納容器貫通部内における粒子状

放射性物質の捕集効果による除染係数は 10 とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った事象進展解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生から約 43 分後に炉心損傷に至る。事象発生から約 2.5 時

間後に原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した時点で原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注

水を開始する。原子炉圧力容器が破損に至り溶融炉心が原子炉格納容

器下部に落下する時点（事象発生から約 4.3 時間後）において約 3.8m

の原子炉格納容器下部水位が確保され、溶融炉心は冷却される。コン

クリートの侵食量は原子炉格納容器下部の床面及び壁面ともに約 2cm

であり、原子炉格納容器の構造部材の支持機能に及ぼす影響はない。 

b. 炉心損傷に伴うジルコニウム－水反応及び水の放射線分解により、

事象発生から 7 日後において、ドライ条件に換算して、水素濃度は

13vol%を超えるが、ドライウェル内の酸素濃度は約 2.3vol%、サプレ

ッションチェンバ内の酸素濃度は約 3.2vol%であり、可燃限界である

5vol%を下回る。 

c. 原子炉圧力容器の破損時に、溶融炉心が原子炉格納容器下部の水中

に落下する際、圧力スパイクが生じるが、原子炉格納容器内の圧力は

約 0.23MPa[gage]、温度は約 128℃に抑えられる。 

d. 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下後は、継続的に原子炉格納

容器への下部注水を行うことで溶融炉心を冷却するとともに原子炉

格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）により原子炉格納容器内を冷
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却することから、原子炉格納容器内の最高圧力は 0.640MPa[gage]、最

高温度は約 180℃に抑えられる。 

e. 事象発生から 24 時間後、原子炉補機代替冷却水系による代替循環

冷却を開始することにより、原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇

は抑制され低下傾向に転じ、原子炉格納容器を安定状態へ移行させる

ことができる。 

f. 原子炉格納容器から環境への Cs-137 の放出について、原子炉格納

容器から原子炉建屋への漏えい率は、原子炉格納容器内の圧力に応じ

て設計漏えい率を基に評価した値を用いる。保守的に原子炉建屋内で

の除去効果を考慮せず評価した場合の放出量は約 1.2×10-1TBq（7 日

間）となり、100TBq を下回っている。 

上記 a.より、解析結果は格納容器破損防止対策の評価項目（i）を、上

記 c.及び d.により評価項目（a）及び（b）を、上記 f.より評価項目（c）

を、上記 b.より評価項目（f）を満足している。さらに、上記 b.及び d.よ

り、評価項目（g）を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

溶融炉心とコンクリートとの間の伝熱及びコンクリート侵食挙動に

ついては、ACE 実験及び SURC 実験、また、より新しい DEFOR 実験、

OECD-MCCI 実験等の結果により MAAP 解析の妥当性が確認されている。 

しかし、これらの現象は不確かさが大きいことからコンクリート侵

食量に影響を与えるパラメータについて検討し、感度解析を実施した。 

コンクリート侵食量に対して支配的な溶融炉心の上面熱流束につい

て感度解析を実施した。上面熱流束が圧力に依存しないとした場合、

コンクリート侵食量は原子炉格納容器下部の床面及び壁面ともに約

18cm であり、評価項目（i）を満足することに変わりはない。また、コ

ンクリート侵食量の増加に伴い溶融炉心・コンクリート相互作用によ

る可燃性ガスの発生量が増加することとなるが、溶融炉心・コンクリ

ート相互作用によって酸素が発生することはなく、可燃性ガスの発生

量の増加は相対的に酸素濃度を下げる要因となり、事象発生から 7日

後において、ドライ条件に換算して、水素濃度は 13vol%を上回るが、

酸素濃度は約 3.2vol%以下であり、評価項目（f）を満足することに変

わりはない。さらに、コンクリート侵食の発生を操作の起点とする運
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転員等の操作はないため、運転員等の操作時間に与える影響はない。

なお、コンクリートの侵食量については、原子炉格納容器下部におい

て、溶融炉心が均一に堆積する場合を想定して解析を実施している。

仮に溶融炉心が均一に堆積しない場合を想定すると、溶融炉心と水の

伝熱面積が大きくなるため、溶融炉心の冷却が促進される傾向となる

ことから、評価項目（i）及び（f）を満足することに変わりはない。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

解析条件では高めの燃焼度を想定することにより、崩壊熱に保

守性を与えている。最確条件の場合には、崩壊熱は解析条件より

も小さく、原子炉圧力容器破損までの事象進展が緩やかになるた

め、原子炉格納容器下部への注水操作に対する準備時間の余裕は

大きくなる。また、溶融炉心の持つエネルギが小さくなることか

ら、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくなる。 

解析条件では、原子炉格納容器内の構造部材について、コンク

リート以外（内側鋼板、外側鋼板及びリブ鋼板）は考慮していな

い。最確条件の場合には、内側鋼板、外側鋼板及びリブ鋼板はコ

ンクリートより融点が高いため、コンクリート侵食量が抑制され

ることから、評価項目となるパラメータに対する余裕が大きくな

る。なお、仮に内側鋼板が侵食され、その支持機能に期待できな

い場合でも、外側鋼板のみで支持機能を維持できることから、原

子炉格納容器の構造部材の支持機能に及ぼす影響はない。 

評価事故シーケンスを「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失

敗＋全交流動力電源喪失」とし、原子炉注水機能についても原子

炉圧力容器破損まで使用できない場合、事象発生後の原子炉水位

の低下が早いため原子炉圧力容器破損までの時間が約 3.0 時間と

短くなり、溶融炉心の崩壊熱が大きくなるが、溶融炉心によるコ

ンクリート侵食量は原子炉格納容器下部の床面及び壁面ともに約

3cm であり、評価項目（i）を満足することに変わりはない。さら

に、炉心損傷に伴うジルコニウム－水反応、水の放射線分解及び

溶融炉心・コンクリート相互作用により発生する水素濃度及び酸

素濃度は、ドライ条件に換算して、それぞれ 13vol%以上及び約

3.2vol%以下であり可燃限界に至らないことから、評価項目（f）

を満足することに変わりはない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 
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原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納

容器下部への注水操作は、原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に

到達した時点で開始するとしているが、この温度に到達するまで

の時間は事象発生から約 2.5 時間後であり、操作は原子炉圧力容

器下鏡部温度の上昇傾向を監視しながらあらかじめ準備すること

が可能であることから、操作が遅れる可能性は低い。また、原子

炉格納容器下部への注水の開始操作の所要時間は約 10 分であり、

原子炉格納容器下部への注水水位の下限であるドライウェル水位

0.02m（原子炉格納容器下部水位 3.67m）までの注水は約 1.2 時間

で完了する（事象発生から約 3.7 時間後）ことから、事象発生か

ら約 4.3 時間後の原子炉圧力容器の破損まで、約 0.6 時間の時間

余裕がある。 

c. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが運転員等の操

作時間及び評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、

対策の有効性が確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余

裕について確認した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本評価事故シーケンスへの格納容器破損防止対策に必要な要員及

び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本事故シーケンスにおいて、対応及び復旧作業に必要な要員は、30 名で

ある。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大

事故等対応要員は 30 名であり対応が可能である。 

② 本評価事故シーケンスにおいて、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（常設）及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉格納容器下部への注水並びに原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（可搬型）による原子炉格納容器内の冷却を事象発生から 7日間継続した

場合に必要となる水は、約 590m3 である。これに対して、復水貯蔵タンク

に約 1,192m3、淡水貯水槽に約 10,000m3、合計約 11,192m3の水を保有して

おり、対応が可能である。代替循環冷却系による原子炉格納容器からの除

熱については、サプレッションプール水を水源とし循環することから、水

源が枯渇することはないため、対応が可能である。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

全出力で 7 日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 735kL、大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）を 7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は
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約 32kL、原子炉補機代替冷却水系を 7日間運転継続した場合に必要となる

軽油量は約 42kL、外部電源喪失に伴い自動起動するガスタービン発電機に

ついて緊急用電気品建屋に 24 時間給電を想定した場合に必要となる軽油

量は約 25kL であり、合計約 834kL 必要である。これに対して、軽油タンク

に約 755kL、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL

の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート相互作用」に対

して申請者が格納容器破損防止対策として計画している原子炉格納容器への下

部注水、原子炉格納容器代替スプレイ冷却等の対策が、事象進展の特徴を捉えた

対策であると判断した。 

評価事故シーケンス｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋損傷炉心冷

却失敗（＋デブリ冷却失敗）｣において、原子炉格納容器への下部注水、原子炉格

納容器代替スプレイ冷却等を行った場合に対する申請者の解析結果は、格納容器

破損防止対策の評価項目（a）、（b）、（c）、（f）、（g）及び（i）を満足している。

さらに、申請者が使用した解析コード、解析条件及び現象の不確かさを考慮して

も、評価項目（a）、（b）、（c）、（f）、（g）及び（i）を概ね満足しているという判

断は変わらないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条

件を設定する観点から、機能を喪失した設備（非常用炉心冷却系等）の復旧を期

待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重要な

格納容器破損防止対策となり得る。 

また、代替循環冷却系による原子炉格納容器からの除熱等の対策をとることに

より、原子炉格納容器を安定状態に導くことができることを確認した。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」で示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した評価事故シーケンス｢過渡事象＋高圧注水失敗＋低圧 ECCS 失敗＋損

傷炉心冷却失敗（＋デブリ冷却失敗）｣における対策の有効性を確認したことに

より、その対策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 
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以上のとおり、規制委員会は、格納容器破損モード「溶融炉心・コンクリート

相互作用」に対して申請者が計画している格納容器破損防止対策は、有効なもの

であると判断した。 

 

３．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）原子炉格納容器下部への注水に係る水位の確認 

申請者は、原子炉格納容器下部へ落下した溶融炉心の冷却のための事前注水

については、注水流量に基づき原子炉格納容器下部水位 3.4m が確保されてい

ることを確認するとしていた。 

規制委員会は、溶融炉心・コンクリート相互作用を抑制するため、原子炉格

納容器下部へ落下した溶融炉心が確実に冷却される必要があるとの観点から、

下部注水による水位を確実に把握できることを求めた。 

申請者は、原子炉格納容器下部へ溶融炉心が落下する前に注水水位が確保さ

れていることが確認できるようにドライウェル水位計を重大事故等対処設備

として新たに整備するとともに、ドライウェル水位計の設置高さ（※42）を考

慮し、ドライウェル床面から 0.23m（原子炉格納容器下部から 3.88m）まで注

水することとした。 

これにより、規制委員会は、下部注水による水位を確実に把握できることを

確認した。 

 

（２）溶融炉心によるドライウェル床ドレンサンプへの影響について 

申請者は、ドライウェル床ドレンサンプへの溶融炉心の流入はないとしてい

た。 

規制委員会は、知見が少ない溶融炉心挙動について不確かさに対する検討が

不足している点を指摘し、溶融炉心がドライウェル床ドレンサンプへ流入した

場合の影響を評価することを求めた。 

申請者は、仮にドライウェル床ドレンサンプに溶融炉心が流入した場合を想

定し、ドライウェル床ドレンサンプのコンクリート侵食量を評価した。その結

果、侵食量は壁面で約 16cm、床面で約 20cm であり、この場合であっても、原

子炉格納容器バウンダリまで侵食は到達しないこと、また、原子炉格納容器の

構造部材の支持機能に与える影響はないことを示した。 

                             
（※42）ドライウェル水位計は、ドライウェル床面から 0.02m（原子炉格納容器下部から 3.67m）、0.23m（原子

炉格納容器下部から 3.88m）及び 0.34m（原子炉格納容器下部から 3.99m）の高さに設置する。 
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これらにより、規制委員会は、溶融炉心挙動の不確かさを考慮し、仮にドラ

イウェル床ドレンサンプに溶融炉心が流入した場合でも、原子炉格納容器バウ

ンダリ機能が維持されること及び原子炉格納容器の構造部材の支持機能に与

える影響がないことを確認した。 

 

 

Ⅳ－１．２．３ 使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策 

第３７条第３項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽

内燃料体等」という。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもので

なければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、「貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷を防止す

るために必要な措置を講じたもの」とは、使用済燃料貯蔵槽の冷却機能又は注水機

能が喪失することにより、使用済燃料貯蔵槽内の水の温度が上昇し、蒸発により水

位が低下する事故（以下「想定事故１」という。）及びサイフォン現象等により使用

済燃料貯蔵槽内の水の小規模な喪失が発生し、使用済燃料貯蔵槽の水位が低下する

事故（以下「想定事故２」という。）に対して、以下の（a）から（c）の項目（以下

「燃料損傷防止対策の評価項目」という。）を満足することを確認するとしている。 

（a）燃料有効長頂部が冠水していること。 

（b）放射線の遮蔽が維持される水位が確保されていること。 

（c）未臨界が維持されていること。 

なお、本節において、「使用済燃料貯蔵槽」を申請者が用いている名称である「使

用済燃料プール」と言い換える。 

 

 

Ⅳ－１．２．３．１ 想定事故１ 

「想定事故１」では、使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失すること

により、使用済燃料プール内の水の温度が上昇し、蒸発により水位が低下する場合

において、燃料損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）想定事故の特徴及びその対策 

申請者は、「想定事故１」の特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故の特徴：使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失に

より、使用済燃料プール内の水温が徐々に上昇し、沸騰して蒸発すること

によって使用済燃料プール水位が低下し、燃料が露出して損傷に至る。 
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② 対策の考え方：必要な水位を維持し、燃料の損傷を防止するために、使

用済燃料プールへの注水を行う。 

③ 対策：燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの注

水を行う。このため、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ガスタービン発電

設備軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として新たに整

備する。また、使用済燃料プールの状態を監視する。このため、使用済燃

料プール水位／温度計（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度

計（ガイドパルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、

低線量）及び使用済燃料プール監視カメラを重大事故等対処設備として新

たに整備する。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、「想定事故１」に対する燃料損傷防止対策の解析手法を、以

下のとおりとしている。 

a. 評価の考え方：使用済燃料プールにおける放射線の遮蔽を維持でき

る最低水位の確保をもって、使用済燃料プールにおける燃料損傷防止

対策の評価項目（a）及び（b）を満たすものとする。ここで、放射線

の遮蔽に対する判断の目安を 10mSv/h（※43）とし、この線量率に対応

する水位（通常水位－約 1.3m）を「放射線の遮蔽を維持できる最低水

位」とする。 

b. 事故条件：燃料プール冷却浄化系、残留熱除去系、復水補給水系等

の機能喪失により、使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能が喪失

するものとする。事象発生時の使用済燃料プールに貯蔵されている使

用済燃料の崩壊熱は約 6.7MW、初期水温は運転上許容される上限の

65℃、初期水位は通常水位とする。使用済燃料プールと原子炉ウェル

との間に設置されているプールゲートは、保有水量を厳しく評価する

観点から閉とする。また、外部電源の有無は事象進展及び運転員等の

操作時間に影響を及ぼさないが、必要な燃料等を厳しく評価する観点

から外部電源はないものとする。 

c. 機器条件：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の流量は 114m3/h とする。 

d. 操作条件：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による注水の準備は、冷

却機能の喪失を確認した時点から開始するものとし、運転員及び重大

                             
（※43）原子炉建屋燃料取替床での作業及び退避の時間は 3.5 時間以内であり、運転員及び重大事故等対応要

員の被ばく量は最大でも 35mSv となるため、緊急作業時における被ばく限度の 100mSv に対して余裕があ

る値 
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事故等対応要員の移動及び準備に必要な時間等を考慮して、事象発生

から 13 時間後に注水を開始するものとする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能の喪失により、使用済燃

料プール内の水温が約 8 時間後に 100℃に到達し、水位が緩慢に低下

し始める。 

b. 事象発生から 13 時間後、使用済燃料プールの水位は通常水位から

約 0.36m 低下するが、放射線の遮蔽を維持できる最低水位は確保され

ている。この時点で使用済燃料プールへの代替注水を開始する。 

c. 代替注水の流量は 114m3/h であり、崩壊熱により使用済燃料プール

水温が 100℃に到達した時の蒸発量を補うために必要な注水量である

約 12m3/h を上回っていることから、通常水位に回復され、維持される。 

d. 使用済燃料プールにおいて、燃料はボロン添加ステンレス鋼製ラッ

クセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水

密度の状態によらず未臨界が維持される。 

上記 b.、c.及び d.より、評価結果は使用済燃料プールにおける燃料損

傷防止対策の評価項目（a）、（b）及び（c）を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が用いた解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

崩壊熱、初期水温及び初期水位の変動を考慮した場合、使用済

燃料プールの水温上昇速度及び水位低下速度は変動するが、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）等を用いた注水操作の開始は冷却機能

喪失の確認を起点とするため、運転員等の操作時間に与える影響

はない。 

初期水温の最確値を用いた場合、解析条件として設定している

初期水温より低い側への変動となるため、評価項目に対する余裕

は大きくなる。初期水位の変動を考慮し、解析条件である通常水

位より厳しい水位低警報レベル（通常水位－約 0.17m）として評

価した結果、放射線の遮蔽を維持できる最低水位に到達するまで

の時間は約 23 時間となるが、使用済燃料プールへの注水は、事象
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発生から 13 時間後に開始することが可能であるため、評価項目と

なるパラメータに与える影響は小さい。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

使用済燃料プールへの注水の開始時間は事象発生から 13 時間

後としているが、実際には冷却機能喪失を確認した時点で準備を

開始し、事象発生から 10時間後には注水が可能となる。このため、

水位回復が早まり、評価項目に対する余裕は大きくなる。また、

注水が遅れた場合でも、使用済燃料プールの水位が放射線の遮蔽

を維持できる最低水位に到達するのは事象発生から約 1 日後であ

り、十分な時間余裕がある。 

b. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、「想定事故１」に対する燃料損傷防止対策に必要な要員及び燃料

等を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故が発生した場合の対応及び復旧作業に必要な要員は、28 名で

ある。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大

事故等対応要員は 28 名であり対応が可能である。 

② 本想定事故において、燃料プール代替注水系（可搬型）による注水を事

象発生から 7 日間行った場合に必要となる水は、約 1,970m3である。これ

に対して、淡水貯水槽に約 10,000m3の水を保有しており、対応が可能であ

る。 

③ 本想定事故において、非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機を最大負荷で7日間運転継続した場合に必要となる軽油

量は約 735kL、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を 7 日間運転継続した場合

に必要となる軽油量は約 32kL、外部電源喪失に伴い自動起動するガスター

ビン発電機について緊急用電気品建屋に 24 時間給電を想定した場合に必

要となる軽油量は約 25kL であり、合計約 792kL 必要である。これに対し

て、軽油タンクに約755kL、ガスタービン発電設備用軽油タンクに約300kL、

合計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

 

２．審査結果 
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規制委員会は、使用済燃料プールの「想定事故１」に対して申請者が計画して

いる燃料損傷防止対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

「想定事故１」において、使用済燃料プールへの代替注水を行った場合に対す

る申請者の解析結果は、燃料損傷防止対策の評価項目をいずれも満足している。

さらに、申請者が使用した解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目をいずれ

も満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（燃料プール冷却浄化

系等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の

機能回復も重要な燃料損傷防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、使用済燃料プールの「想定事故１」に対して申

請者が計画している燃料損傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

 

Ⅳ－１．２．３．２ 想定事故２ 

「想定事故２」では、サイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の小規模

な流出が発生し、使用済燃料プールの水位が低下する場合において、燃料損傷防止

対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）想定事故の特徴及びその対策 

申請者は、「想定事故２」の特徴及びその対策を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故の特徴：サイフォン現象等により使用済燃料プール内の水の

小規模な流出が発生し、使用済燃料プール水位が低下し、燃料が露出して

損傷に至る。 

② 対策の考え方：必要な水位を維持し、燃料の損傷を防止するために、使

用済燃料プールへの注水を行う。 

③ 対策：「想定事故１」と同一である。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、「想定事故２」に対する燃料損傷防止対策の解析手法を、以下

のとおりとしている。 

a. 評価の考え方：「想定事故１」と同一である。 
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b. 事故条件：使用済燃料プール水位を最も低下させるサイフォン現象

の起因として、燃料プール冷却浄化系配管のうち系統最下部の配管の

破断が発生すると想定する。同時に、燃料プール冷却浄化系配管に設

置された逆止弁が開固着し、逆止弁機能が十分に働かないと想定する。

このため、水位は瞬時に低下するが、サイフォンブレーク孔の効果に

より、通常水位－0.5m で水位の低下が停止すると想定する。これらに

重畳して、使用済燃料プールの冷却機能及び注水機能の喪失を考慮す

る。事象発生時の使用済燃料プールに貯蔵されている使用済燃料の崩

壊熱は約 6.7MW、初期水温は運転上許容される上限の 65℃、初期水位

は通常水位とする。使用済燃料プールと原子炉ウェルとの間に設置さ

れているプールゲートは、保有水量を厳しく評価する観点から閉とす

る。また、外部電源の有無は事象進展及び運転員等の操作時間に影響

を及ぼさないが、必要な燃料等を厳しく評価する観点から外部電源は

ないものとする。 

c. 機器条件：「想定事故１」と同一である。 

d. 操作条件：大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による注水の準備は、注

水機能の喪失を確認した時点から開始するものとし、運転員及び重大

事故等対応要員の移動及び準備に必要な時間等を考慮して、事象発生

から 13 時間後に注水を開始するものとする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 燃料プール冷却浄化系の配管破断により使用済燃料プール内の水

位が通常水位から 0.5m 下まで低下した後、使用済燃料プール内の水

温が約 7時間後に 100℃に到達し、水位が緩慢に低下し始める。 

b. 事象発生から 13 時間後、使用済燃料プールの水位は通常水位から

約 0.89m 低下するが、放射線の遮蔽を維持できる最低水位は確保され

ている。この時点で使用済燃料プールへの代替注水を開始する。 

c. 代替注水の流量は 114m3/h であり、崩壊熱により使用済燃料プール

水温が 100℃に到達した時の蒸発量を補うために必要な注水量である

約 12m3/h を上回っていることから、通常水位に回復され、維持される。 

d. 使用済燃料プールにおいて、燃料はボロン添加ステンレス鋼製ラッ

クセルに貯蔵されており、必要な燃料間距離をとる等の設計により水

密度の状態によらず未臨界が維持される。 

上記 b.、c.及び d.より、評価結果は使用済燃料プールにおける燃料損傷

防止対策の評価項目（a）、（b）及び（c）を満足している。 
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③ 不確かさの影響評価 

申請者が用いた解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

崩壊熱、初期水温及び初期水位の変動を考慮した場合、使用済

燃料プールの水温上昇速度及び水位低下速度は変動するが、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）等を用いた注水操作の開始は、注水機

能喪失の確認を起点とするため、運転員等の操作時間に与える影

響はない。 

初期水温の最確値を用いた場合、解析条件として設定している

初期水温より低い側への変動となるため、評価項目に対する余裕

は大きくなる。初期水位の変動を考慮し、解析条件である通常水

位より厳しい水位低警報レベル（通常水位－約 0.17m）とした場

合であっても、漏えいによる水位低下は、サイフォンブレーク孔

の効果により通常水位－0.5m で停止するとしていることから、評

価項目となるパラメータに与える影響はない。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

使用済燃料プールへの注水の開始時間は事象発生から 13 時間

後としているが、実際には注水機能喪失を確認した時点で準備を

開始し、事象発生から 10時間後には注水が可能となる。このため、

水位回復が早まり、評価項目に対する余裕は大きくなる。また、

注水が遅れた場合でも、使用済燃料プールの水位が放射線の遮蔽

を維持できる最低水位に到達するのは事象発生から約 18 時間後

であり、十分な時間余裕がある。 

b. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響はない。また、対策の有効性が確

認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認し

た結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、「想定事故２」に対する燃料損傷防止対策に必要な要員及び燃料

等を以下のとおりとしている。 

① 本想定事故が発生した場合の対応及び復旧作業に必要な要員について

は｢想定事故１｣と同一である。 
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② 本想定事故において、燃料プール代替注水系（可搬型）による注水を事

象発生から 7 日間行った場合に必要となる水は、約 2,070m3となる。これ

に対して、淡水貯水槽に約 10,000m3の水を保有しており、対応が可能であ

る。 

③ 本想定事故の対応に必要な燃料については｢想定事故１｣と同一である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、使用済燃料プールの「想定事故２」に対して申請者が計画して

いる燃料損傷防止対策が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

「想定事故２」において、使用済燃料プールへの代替注水を行った場合に対す

る申請者の解析結果は、燃料損傷防止対策の評価項目をいずれも満足している。

さらに、申請者が使用した解析条件の不確かさを考慮しても、評価項目をいずれ

も満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、

より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（燃料プール冷却浄化

系等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の

機能回復も重要な燃料損傷防止対策となり得る。 

さらに、規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、使用済燃料プールの「想定事故２」に対して申

請者が計画している燃料損傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 

 

Ⅳ－１．２．４ 運転停止中の原子炉の燃料損傷防止対策 

第３７条第４項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を

防止するために必要な措置を講じたものでなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、「運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために必要な措置を講じたもの」とは、想定する運転停止中事故シーケ

ンスグループに対して、以下の（a）から（c）の項目（以下「運転停止中原子炉内

燃料体の損傷防止対策の評価項目」という。）を満足することを確認するとしてい

る。 

（a）燃料有効長頂部が冠水していること。 

（b）放射線の遮蔽が維持される水位が確保されていること。 

（c）未臨界が確保されていること（ただし、通常の運転操作における臨界、又は

燃料の健全性に影響を与えない一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は除
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く。）。 

 

 

Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機能喪失 

運転停止中事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系の故障

による停止時冷却機能喪失）」（以下本節において「本事故シーケンスグループ」と

いう。）では、原子炉の運転停止中に、残留熱除去系の故障等により崩壊熱除去機

能が喪失した場合において、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策に有効性が

あるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：残留熱除去系の故障に伴う崩壊熱除

去機能の喪失に起因して、原子炉圧力容器内の保有水が炉心崩壊熱により

継続的に蒸発して減少し、運転停止中の原子炉内燃料体の損傷に至る（※
44）。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するた

めには、原子炉圧力容器への注水手段を確保し、原子炉水位を回復する必

要がある。さらに、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送を確保し、原子炉

内燃料体からの除熱を継続的に実施する必要がある。 

③ 初期の対策：待機している残留熱除去系（低圧注水モード）による原子

炉圧力容器への注水を開始し、原子炉水位を回復する。このため、軽油タ

ンクを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁

（自動減圧機能）、残留熱除去系（低圧注水モード）、サプレッションチェ

ンバ及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置付け

る。 

④ 安定状態に向けた対策：残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

水位の回復後、中央制御室にて残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

へ切り替えることにより、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送を行い、原

子炉圧力容器からの除熱を実施する。このため、軽油タンクを重大事故等

対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置

                             
（※44）原子炉補機冷却機能喪失に従属して崩壊熱除去機能が喪失する場合については、全交流動力電源喪失

にて燃料損傷防止対策の有効性を確認する。 
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付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉内燃料

体の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンスの選定、

評価の考え方及び解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「崩壊熱除去機能喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却

失敗」を選定する。PRA の手法により抽出され、運転停止中原子炉内

燃料体の損傷防止対策の有効性を確認する必要があるとされた事故

シーケンスは上記のとおりである。対策の実施に対する余裕時間及び

燃料損傷回避に必要な設備容量を厳しく評価する観点から、プラント

状態については、崩壊熱が高く、原子炉圧力容器内の原子炉冷却材の

保有水量が少なく、保有水が炉心崩壊熱により継続的に蒸発して減少

する状態として、原子炉格納容器蓋は開放、原子炉圧力容器は未開放

の状態とする。 

b. 評価の考え方：燃料の崩壊熱により原子炉冷却材が蒸発することか

ら、原子炉の水位が低下する。原子炉圧力容器が未開放状態では、放

射線の遮蔽に対する判断の目安である原子炉建屋内の空間線量率

10mSv/h（※43）に対応した原子炉水位は、燃料有効長頂部の約 2.0m 上

である。原子炉水位が燃料有効長頂部の約 2.0m 上に到達するまでの

時間及び冠水維持に必要な注水流量を評価し、原子炉水位が燃料有効

長頂部の約 2.0m 上に到達する前に蒸発量を上回る流量で注水を開始

できることを確認する。 

c. 初期条件：本評価では、原子炉格納容器蓋は開放、原子炉圧力容器

は未開放の状態であり、運転中の残留熱除去系（原子炉停止時冷却モ

ード）1系統のほかに、残留熱除去系（低圧注水モード）1系統が待機

状態とする。原子炉停止後の炉心の崩壊熱は、原子炉水位の低下を厳

しく評価するために、評価期間を通して原子炉停止 1日後の崩壊熱の

値（約 14MW）を用いる。この崩壊熱に相当する原子炉圧力容器内の蒸

発量は約 24m3/h である。 

事象発生前の原子炉水位は通常運転水位とし、また、水温は、残留

熱除去系（原子炉停止時冷却モード）にて原子炉が冷却されているた

め、設計値である 52℃とする。 

原子炉の初期圧力は大気圧とする。また、事象発生後において、水

位低下量を厳しく評価するために、逃がし安全弁（自動減圧機能）の
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手動開操作によって水蒸気を流出させ原子炉圧力を大気圧に維持する

ものとする。 

d. 事故条件：外部電源はないものとする。これは、非常用ディーゼル

発電機にて残留熱除去系への給電が可能であることから外部電源が

ある場合と事象進展は同等となるが、非常用ディーゼル発電機への燃

料補給が必要になることから、必要な要員及び燃料等の観点では、厳

しい設定となる。 

e. 機器条件：残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器

への注水流量は、設計値の 1,136m3/h とする。 

f. 操作条件：残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器

への注水の開始時間は、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）の

故障に伴う崩壊熱除去機能喪失の確認に要する時間を考慮して、事象

発生から 2時間後とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生後、原子炉圧力容器内の水温が上昇し、事象発生から約 1

時間後に、沸騰することにより原子炉水位は低下し始める。事象発生

から 2時間後の原子炉圧力容器への注水の開始により、原子炉水位は

回復する。この過程において、原子炉水位は約 0.9m 低下して、燃料有

効長頂部の約 4.2m 上となるが、冠水は維持される。 

b. 原子炉格納容器蓋は開放、原子炉圧力容器は未開放の状態では、原

子炉水位が燃料有効長頂部の約 4.2m 上に低下しても、原子炉建屋内

の空間線量率は、放射線の遮蔽に対する判断の目安である原子炉建屋

内の空間線量率 10mSv/h（※43）を上回ることはない。 

c. 原子炉水位が回復後、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる原子炉圧力容器からの除熱を実施することで、安定状態に移行す

ることができる。 

d. 本重要事故シーケンスにおいて、全制御棒全挿入状態が維持されて

いるため、未臨界は維持される。 

上記 a.から d.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 
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ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

解析条件の燃料の崩壊熱、初期水温及び初期水位の変動を考慮

した場合、原子炉水温上昇速度及び水位低下速度は変動するが、

原子炉圧力容器への注水操作の開始は、崩壊熱除去機能喪失の確

認を起点とするため、運転員等の操作時間に与える影響はない。 

解析条件の燃料の崩壊熱（原子炉停止 1 日後）及び初期水温

（52℃）より厳しい原子炉停止 7 時間後の崩壊熱及び水温 100℃

として評価した結果、原子炉水位が放射線の遮蔽を維持できる最

低水位まで低下するのは事象発生から約 2.2 時間後となるが、原

子炉圧力容器への注水は、事象発生から 2 時間後に開始すること

が可能であるため、評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。また、解析条件の初期水位（通常運転水位）に対して最確

条件は通常運転水位以上であり、原子炉水位が燃料有効長頂部ま

で低下する時間は長くなることから、評価項目となるパラメータ

に対する余裕が大きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉圧力容器への注水操作開始時間を事象発生から 2 時間後

としているが、原子炉水位低下時に原子炉注水の必要性を確認し

操作を実施することは容易であり、実際の注水開始時間は早くな

ることから、原子炉水位の回復が早くなることにより、評価項目

に対する余裕が大きくなる。また、注水操作を開始するまでの時

間は事象発生から 2 時間後としているが、原子炉水位が放射線の

遮蔽が維持される水位まで低下するのは事象発生から約 4 時間後

であることから、注水操作の準備時間が確保できるため、時間余

裕がある。 

b. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料体の損傷防止対策に必要

な要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、11 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事
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故等対応要員は 28 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、残留熱除去系（低圧注水モード）によ

る原子炉圧力容器への注水については、サプレッションプール水を水源と

し循環させることから、水源が枯渇することはないため、対応が可能であ

る。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

最大負荷で 7 日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 735kL、外部

電源喪失に伴い自動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品

建屋に 24 時間給電を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、

合計 760kL 必要である。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスター

ビン発電設備用軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄して

おり、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、運転停止中事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失（残

留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）」に対して、申請者が運転停止中

原子炉内燃料体の損傷防止対策として計画している待機中の残留熱除去系（低圧

注水モード）による原子炉圧力容器への注水及び残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）への切替えによる炉心の冷却が、事象進展の特徴を捉えた対策である

と判断した。 

重要事故シーケンス「崩壊熱除去機能喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」にお

いて、待機中の残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水

を行い、さらに、原子炉を安定状態へ導くために、残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード）による原子炉圧力容器からの除熱を行った場合に対する申請者の解

析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目をいずれも満足

している。解析条件の不確かさを考慮しても、解析結果が評価項目を満足するこ

とに変わりがないことを確認した。なお、申請者が行った解析では、より厳しい

条件を設定する観点から、機能を喪失した設備（残留熱除去系の 1系統）の復旧

を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能回復も重

要な運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策となり得る。 

さらに規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「崩壊熱除
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去機能喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」における対策の有効性を確認したこと

により、その対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「崩壊熱除去機能喪失

（残留熱除去系の故障による停止時冷却機能喪失）」に対して申請者が計画して

いる運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有効なものであると判断した。 

 
 

Ⅳ－１．２．４．２ 全交流動力電源喪失 

運転停止中事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」（以下本節において

「本事故シーケンスグループ」という。）では、外部電源、非常用ディーゼル発電

機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失し、さらに、原子炉補機冷

却機能が喪失する場合において、運転停止中の原子炉内燃料体の損傷防止対策に有

効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：外部電源、非常用ディーゼル発電機

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の機能喪失に起因して、残留熱

除去系等の炉心注水機能が喪失し、さらに、原子炉補機冷却水系（原子炉

補機冷却海水系を含む。）の機能喪失に起因する残留熱除去系の崩壊熱除

去機能喪失により、原子炉圧力容器内の保有水が炉心崩壊熱により継続的

に蒸発して減少することで、運転停止中の原子炉内燃料体の損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止するた

めには、代替交流動力電源を確保するとともに、原子炉圧力容器への注水

手段を確保し、原子炉水位を回復する必要がある。さらに、最終的な熱の

逃がし場への熱の輸送を確保し、原子炉内燃料体の除熱を継続的に実施す

る必要がある。 

③ 初期の対策：ガスタービン発電機による給電を開始した後、低圧代替注

水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水を開始し、

原子炉水位を回復する。このため、125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B、ガス

タービン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタン

クローリを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安
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全弁（自動減圧機能）、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等

対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）による炉心の冷却を実施する。なお、残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）ポンプの軸受等の冷却は、原子炉補機

代替冷却水系で実施する。このため、原子炉補機代替冷却水系、ガスター

ビン発電機、ガスタービン発電設備軽油タンク、軽油タンク及びタンクロ

ーリを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系

（原子炉停止時冷却モード）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉内燃料

体の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンスの選定、

評価の考え方及び解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：外部電源、非常用ディーゼル発電機及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機が機能喪失する「外部電源喪失＋交

流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を選定する。PRA の手法に

より抽出され、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性を

確認する必要があるとされた事故シーケンスは上記のとおりであるが、

ここでは原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機

能喪失の重畳を考慮する。プラント状態については、「Ⅳ－１．２．

４．１ 崩壊熱除去機能喪失」と同一である。 

b. 評価の考え方：「Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機能喪失」と同

一である。 

c. 初期条件：「Ⅳ－１．２．４．１ 崩壊熱除去機能喪失」と同一で

ある。 

d. 事故条件：全交流動力電源喪失により残留熱除去系の炉心注水機能

が喪失し、さらに、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含

む。）の機能喪失により残留熱除去系の崩壊熱除去機能が喪失するも

のとする。 

e. 機器条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉

圧力容器への注水流量は設計値の 100m3/h とする。 

原子炉補機代替冷却水系の伝熱容量は原子炉冷却材温度 154℃、海

水温度 26℃における設計値の約 16MW とする。 
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f. 操作条件：低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子

炉圧力容器への注水の開始時間は、事象発生から 2時間後とする。ま

た、原子炉補機代替冷却水系を用いた残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード）による炉心の冷却の開始時間は、原子炉補機代替冷却水系

の準備に要する時間を考慮して、事象発生から 24 時間後とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 事象発生後、原子炉圧力容器内の水温が上昇する。約 1時間後に沸

騰し原子炉水位は低下し始める。事象発生から 2時間後の低圧代替注

水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器への注水によ

り、原子炉水位は回復する。この過程において、原子炉水位は、燃料

有効長頂部の約 4.2m 上までの低下にとどまり、冠水は維持される。 

b. 原子炉格納容器蓋は開放、原子炉圧力容器は未開放の状態であり、

原子炉水位が燃料有効長頂部の約 4.2m 上まで低下しても、原子炉建

屋内の線量率は、放射線の遮蔽に対する判断の目安である原子炉建屋

内の空間線量率 10mSv/h（※43）を上回ることはない。 

c. 原子炉水位が回復後、事象発生から 24 時間後に原子炉補機代替冷

却水系を用いた残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子

炉圧力容器からの除熱を実施することで、安定状態に移行することが

できる。 

d. 本重要事故シーケンスにおいて、全制御棒全挿入状態が維持されて

いるため、未臨界は維持されている。 

上記 a.から d.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

解析条件の燃料の崩壊熱、初期水温及び初期水位の変動を考慮

した場合、原子炉水温上昇速度及び水位低下速度は変動するが、

原子炉圧力容器への注水準備操作の開始は、全交流動力電源喪失

の確認を起点とするため、運転員等の操作時間に与える影響はな

い。 
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解析条件の燃料の崩壊熱（原子炉停止 1 日後）及び初期水温

（52℃）より厳しい原子炉停止 7 時間後の崩壊熱及び水温 100℃

として評価した結果、原子炉水位が放射線の遮蔽を維持できる最

低水位まで低下するのは事象発生から約 2.2 時間後となるが、原

子炉圧力容器への注水は、事象発生から 25 分後に開始することが

可能であるため、評価項目となるパラメータに与える影響は小さ

い。また、解析条件の初期水位（通常運転水位）に対して最確条

件は通常運転水位以上であり、原子炉水位が燃料有効長頂部まで

低下する時間は長くなることから、評価項目となるパラメータに

対する余裕が大きくなる。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

全交流動力電源喪失後、ガスタービン発電機から給電し、低圧

代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による注水準備操作を終

了する時間は、事象発生から 25 分後であるが、本操作が遅れた場

合でも通常運転水位から放射線の遮蔽を維持できる最低水位に到

達するまでの時間は、事象発生から約 4 時間後であることから、

十分な時間余裕がある。 

b. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料体の損傷防止対策に必要

な要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、28 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大

事故等対応要員は 28 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスにおいて、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）による炉心の冷却を事象発生から 7日間行った場合に必要となる

水は、約 534m3である。これに対して、復水貯蔵タンクに約 1,192m3の水

を保有しており、対応が可能である。 

ガスタービン発電機を 7 日間運転継続した場合に必要となる軽油量は

約 414kL、原子炉補機代替冷却水系用の大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

を 7日間運転継続した場合に必要となる軽油量は約 42kL、大容量送水ポ

1031



 

290 

 

ンプ（タイプⅠ）により復水貯蔵タンクへ 7日間給水した場合に必要と

なる軽油量は約 32kL であり、合計約 488kL 必要である。これに対して、

軽油タンクに約 755kL、ガスタービン発電設備軽油タンクに約 300kL、合

計約 1,055kL の軽油を備蓄しており、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、ガスタ

ービン発電機からの電力供給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、運転停止中事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」に

対して、申請者が運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策として計画している

ガスタービン発電機による給電、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）に

よる原子炉圧力容器への注水及び原子炉補機代替冷却水系による炉心冷却が、事

象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失

敗」において、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容

器への注水を行い、さらに、原子炉を安定状態へ導くために、原子炉補機代替冷

却水系を用いた残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による炉心の冷却を行

った場合に対する申請者の解析結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対

策の評価項目をいずれも満足しており、さらに解析条件の不確かさを考慮しても、

解析結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確認した。なお、申請

者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、機能を喪失した設備

（非常用ディーゼル発電機等）の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当

たってはこれらの設備の機能回復も重要な運転停止中原子炉内燃料体の損傷防

止対策となり得る。 

さらに規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「外部電源

喪失＋交流電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」における対策の有効性を確認

したことにより、その対策が本事故シーケンスグループに対して有効であると判

断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「全交流動力電源喪失」

に対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有

効なものであると判断した。 
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Ⅳ－１．２．４．３ 原子炉冷却材の流出 

事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」（以下本節において「本事故シ

ーケンスグループ」という。）では、原子炉運転停止中に、原子炉冷却材圧力バウン

ダリに接続された系統から誤操作等による漏えいが発生する場合において、運転停

止中の原子炉内燃料体の損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉冷却材圧力バウンダリに接続

された系統から誤操作等により原子炉冷却材が原子炉圧力容器に戻らず

にサプレッションチェンバ側に流出する。これにより、原子炉圧力容器内

の保有水が継続的に減少し、運転停止中の原子炉内燃料体の損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中の原子炉内燃料体の露出及び損傷を防止する

ためには、原子炉冷却材の流出を止めるとともに、原子炉圧力容器に注水

し、原子炉水位を回復する必要がある。さらに、最終的な熱の逃がし場へ

の熱の輸送を確保し、原子炉内燃料体からの除熱を継続的に実施する必要

がある。 

③ 初期の対策：残留熱除去系系統切替時の原子炉冷却材の流出箇所を特定

し、流出元の弁を閉止することにより流出を止めた後、待機している残留

熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器への注水を開始し、原

子炉水位を回復する。このため、軽油タンクを重大事故等対処設備として

新たに整備するとともに、残留熱除去系（低圧注水モード）、サプレッショ

ンチェンバ及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

水位の回復後、残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水を停止し、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）で原子炉圧力

容器からの除熱を実施する。このため、軽油タンクを重大事故等対処設備

として新たに整備するとともに、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）

及び非常用ディーゼル発電機を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉内燃料
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体の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンスの選定、

評価の考え方及び解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：「原子炉冷却材の流出（RHR 切替時の冷却材流

出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」を選定する。PRA の手法により抽

出され、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の有効性を確認す

る必要があるとされた事故シーケンスは上記のとおりである。これは、

対策の実施に対する余裕時間の観点では、事象の認知までに要する時

間が長く、原子炉冷却材の流出量が多いことから、より厳しい事故シ

ーケンスとして選定する。 

b. 評価の考え方：操作の誤り等による原子炉冷却材の系外への流出に

より原子炉水位が低下するが、燃料有効長頂部の冠水及び未臨界を維

持できることを評価する。さらに、放射線の遮蔽が維持される水位を

確保できることを確認する。 

c. 初期条件：原子炉圧力容器の開放時について評価する。保有水量を

厳しく評価する観点から、プールゲートは閉とする。また、水温は、

原子炉は残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）にて冷却されてい

るため、その設計値である 52℃とする。 

d. 事故条件：残留熱除去系系統切替時の残留熱除去系ポンプミニマム

フロー弁開防止措置忘れによるサプレッションチェンバへの流出流

量は 100m3/h とする。 

崩壊熱除去機能喪失を仮定した場合においても、事象発生から原子

炉ウェル満水まで水位が回復する約 2.2 時間に対して、原子炉冷却材

の水温が 100℃に至るまでの時間が約 3.6 時間と長いため、崩壊熱に

よる原子炉冷却材の水温上昇及び蒸発については考慮しない。 

外部電源はないものとし、非常用ディーゼル発電機によって給電を

行うものとする。 

e. 機器条件：残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器

への注水流量は設計値である 1,136m3/h とする。 

f. 操作条件：運転停止中における原子炉水位の確認は運転員により 1

時間ごとに確認を行うことから、水位低下の確認は、事象発生から 1

時間後とする。流出の停止時間及び待機している残留熱除去系（低圧

注水モード）による注水は、水位低下の確認に要する時間及び操作時

間を考慮して、事象発生から 2時間後とする。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 
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a. 事象発生後、原子炉冷却材が残留熱除去系の残留熱除去系ポンプミ

ニマムフロー弁からサプレッションチェンバへ流出することにより

原子炉水位は低下する。事象発生から 2時間後に原子炉圧力容器への

注水を行うことで、原子炉水位は回復する。この過程において、原子

炉水位は燃料有効長頂部の約 14m 上まで低下するが、冠水は維持され

る。 

b. 放射線の遮蔽が維持される水位は燃料有効長頂部の約 3.0m 上であ

り、燃料有効長頂部の約 14m 上まで水位が低下しても、放射線の遮蔽

に対する判断の目安である原子炉建屋内の空間線量率 10mSv/h（※43）

を上回ることはない。 

c. 原子炉水位が回復後、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）に

よる原子炉圧力容器からの除熱を実施することで、安定状態に移行す

ることができる。 

d. 本重要事故シーケンスにおいて、全制御棒全挿入状態が維持されて

いるため、未臨界は維持される。 

上記 a.から d.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析条件の不確かさの影響評価は、以下のとおりである。 

a. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

初期条件の原子炉初期水位及び原子炉圧力容器の状態について、

原子炉圧力容器が未開放の場合には、原子炉圧力容器等の遮蔽に

期待でき、放射線の遮蔽を維持できる原子炉の最低水位に到達す

るまでの時間（約 43 分）は原子炉圧力容器への注水が可能となる

時間（約 30 分）に対して、時間余裕があり、事象の認知も容易で

あることから、評価項目となるパラメータに与える影響は小さい。 

また、燃料有効長頂部まで原子炉水位が低下するまでの時間は

1時間以上であり、時間余裕がある。 

イ．操作条件の不確かさの影響 

原子炉冷却材流出の停止操作は、水位低下の認知に要する時間

及び隔離操作を考慮して、事象発生から 2 時間後としている。実

際の操作は、運転員の残留熱除去系系統切替時のプラント状態の

把握による早期の認知に期待でき、その開始時間は早くなること

から、十分な時間余裕がある。 
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原子炉注水の開始時間は、事象発生から 2時間後としているが、

原子炉ウェル満水から必要な遮蔽を確保できる最低水位に低下す

るまでの時間は事象発生から約 8 時間後であることから、十分な

時間余裕がある。 

b. 不確かさの影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析条件の不確かさが運転員等の操作時間及び評価

項目となるパラメータに与える影響は小さい。また、対策の有効性が

確認できる範囲内において、運転員等の操作時間の余裕について確認

した結果、操作が遅れた場合でも一定の余裕がある。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料体の損傷防止対策に必要

な要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスの対応及び復旧作業に必要な要員は、11 名であ

る。これに対して、中央制御室の運転員、発電所対策本部要員及び重大事

故等対応要員は 28 名であり対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスでは、残留熱除去系（低圧注水モード）による原

子炉圧力容器への注水については、サプレッションプール水を水源とする

ことから、水源が枯渇することはないため、対応が可能である。 

非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を

最大負荷で 7 日間運転した場合に必要となる軽油量は約 735kL、外部電源

喪失に伴い自動起動するガスタービン発電機について緊急用電気品建屋

に 24 時間給電を想定した場合に必要となる軽油量は約 25kL であり、合計

約 760kL 必要である。これに対して、軽油タンクに約 755kL、ガスタービ

ン発電設備用軽油タンクに約 300kL、合計約 1,055kL の軽油を備蓄してお

り、対応が可能である。 

また、重大事故等対処設備全体に必要な電力供給量に対して、非常用デ

ィーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からの電力供

給量が十分大きいため、対応が可能である。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、運転停止中事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」に

対して、申請者が運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策として計画している

原子炉冷却材の流出停止、待機していた残留熱除去系（低圧注水モード）による

原子炉圧力容器への注水が、事象進展の特徴を捉えた対策であると判断した。 

重要事故シーケンス「原子炉冷却材の流出（RHR 切替時の冷却材流出）＋崩壊
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熱除去・炉心冷却失敗」において、待機中の残留熱除去系による原子炉圧力容器

への注水を行った場合に対する申請者の解析結果は、運転停止中原子炉内燃料体

の損傷防止対策の評価項目をいずれも満足しており、さらに解析条件の不確かさ

を考慮しても、解析結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確認し

た。なお、申請者が行った解析では、より厳しい条件を設定する観点から、原子

炉冷却材の流出が発生した残留熱除去系の 1系統について、流出停止後の注水機

能の復旧を期待していないが、実際の事故対策に当たってはこれらの設備の機能

回復も重要な運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策となり得る。 

さらに規制委員会は、対策及び復旧作業に必要な要員及び燃料等についても、

申請者の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、重要事故シーケンス「原子炉冷

却材の流出（RHR 切替時の冷却材流出）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」における

対策の有効性を確認したことにより、その対策が本事故シーケンスグループに対

して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「原子炉冷却材の流出」

に対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有

効なものであると判断した。 

 
 

Ⅳ－１．２．４．４ 反応度の誤投入 

運転停止中事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」（以下本節において「本

事故シーケンスグループ」という。）では、原子炉の運転停止中に、制御棒の誤引

き抜き等によって炉心に反応度が投入される場合において、運転停止中原子炉内燃

料体の損傷防止対策に有効性があるかを確認した。 

 

１．申請内容 

（１）本事故シーケンスグループの特徴及びその対策 

申請者は、本事故シーケンスグループの特徴及びその対策を以下のとおりと

している。 

① 本事故シーケンスグループの特徴：原子炉の運転停止中に、制御棒の誤

引き抜き等によって、臨界又は臨界近傍にある炉心に正の反応度が急激に

投入され、これに伴い原子炉出力が上昇することにより運転停止中の原子

炉内燃料体の損傷に至る。 

② 対策の考え方：運転停止中原子炉内燃料体の損傷を防止するためには、

未臨界に必要な負の反応度を投入する必要がある。 
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③ 初期の対策：原子炉停止機能による原子炉自動スクラムにより制御棒全

挿入とする。このため、原子炉スクラム信号を発する起動領域モニタを重

大事故等対処設備として位置付ける。 

④ 安定状態に向けた対策：初期の対策により原子炉の未臨界状態を維持す

る。 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

① 解析手法 

申請者は、本事故シーケンスグループにおける運転停止中原子炉内燃料

体の損傷防止対策の有効性を確認するために、重要事故シーケンス及び解

析コードの選定、解析条件の設定を以下のとおりとしている。 

a. 重要事故シーケンス：反応度誤投入として、「停止中に実施される

試験等により、制御棒 1 本が全引き抜きされている状態から、他の 1

本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作によって引き抜かれ、

異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故」を想定す

る。 

原子炉運転停止中において、炉心が臨界又は臨界近傍の状態になり

得る試験として、制御棒 1本が全引き抜きされている状態から、他の

1 本の制御棒が引き抜かれる試験が実施されている。この試験におい

て、運転員が操作量の制限を超える誤った制御棒引き抜きの操作を実

施することとする。 

b. 解析コード：炉心平均中性子束の過渡応答の評価を行うため、炉心

における核分裂出力、反応度フィードバック効果、制御棒反応度効果

等を取り扱うことができる APEX を用いる。 

さらに、燃料エンタルピの過渡応答の評価により燃料健全性を確認

するため、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達等を取り扱うことが

できる SCAT（RIA 用）を用いる。 

c. 初期条件：余剰反応度を大きくするため、炉心状態は、燃料交換後

である平衡炉心のサイクル初期とする。炉心の実効増倍率は 1.0、原

子炉出力は定格値の 10-8、原子炉圧力は 0.0MPa[gage]、燃料被覆管表

面温度及び冷却材の温度は 20℃、燃料エンタルピの初期値は

8kJ/kgUO2とする。 

d. 事故条件：運転停止中の原子炉において、制御棒 1本が全引き抜き

されている状態から、他の 1本の制御棒が操作量の制限を超える誤っ

た操作によって連続的に引き抜かれる事象を想定する。運転停止中に

実施される試験等の方法を考慮し、制御棒引き抜きによる正の反応度
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投入量を大きくするため、全引き抜きされている制御棒と誤引き抜き

される制御棒は、実効増倍率が最も高くなる対角隣接の組合せのもの

とする。誤引き抜きされる制御棒の反応度価値は、臨界近接時に引き

抜かれる制御棒の最大反応度価値の制限値（1.0%Δk 以下）を超える

約 1.93%Δk とする。制御棒の引き抜き操作には、外部電源が必要とな

るため、外部電源はあるものとする。 

e. 機器条件：制御棒は、引抜速度の上限値 9.1cm/s にて連続で引き抜

かれるものとする。原子炉自動スクラムは、起動領域モニタの原子炉

周期短（原子炉周期 10秒）信号により作動するものとする。 

f. 操作条件：運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策としての運転

員等の操作はない。 

 

② 解析結果 

申請者が行った解析の結果は、以下のとおりである。 

a. 制御棒の引き抜き開始から約9.3秒後に起動領域モニタの原子炉周

期短（原子炉周期 10 秒）信号が発信することにより、原子炉が自動ス

クラムする。原子炉出力は定格値の約 4.4%までの上昇にとどまり、制

御棒全挿入状態になることにより、原子炉は未臨界になる。この過程

で投入される反応度は約 1.14 ドル（投入反応度最大値:約 0.71%Δk）

であることから、反応度投入事象（※45）に至るが、燃料エンタルピは

最大で約 37kJ/kgUO2 であり、「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入

事象に関する評価指針」（昭和 59年 1月 19 日原子力安全委員会決定）

に示された燃料の許容設計限界のうち最も厳しいしきい値である

272kJ/kgUO2（65cal/gUO2）を超えることはなく、また、燃料エンタル

ピ増分の最大値は約 29kJ/kgUO2 であり、「発電用軽水型原子炉施設の

反応度投入事象における燃焼の進んだ燃料の取扱いについて」（平成

10 年 4 月 13 日 原子力安全委員会了承）に示された燃料ペレット燃

焼度65,000MWd/t以上の燃料に対するペレット－被覆管機械的相互作

用を原因とする破損のしきい値であるピーク出力部燃料エンタルピ

の増分 167kJ/kgUO2（40cal/gUO2）を超えることはなく、燃料の健全性

は維持される。 

b. 原子炉水位に有意な変動はないため、燃料有効長頂部は冠水が維持

されている。 

                             
（※45）「発電用軽水型原子炉施設の反応度投入事象に関する評価指針」（昭和 59年 1月 19 日原子力安全委員

会決定）において、反応度投入事象は、「臨界又は臨界近接の原子炉に、原則的に 1ドル以上の反応度が

急激に投入されることによって、原子炉出力の上昇とそれに伴う原子炉燃料のエンタルピ増大が生じる

事象をいう。」と定義されている。 
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c. 原子炉水位に有意な変動はないため、放射線の遮蔽は維持されてい

る。 

上記 a.から c.より、解析結果は運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止

対策の評価項目を満足している。 

 

③ 不確かさの影響評価 

申請者が行った解析コード及び解析条件の不確かさの影響評価は、以下

のとおりである。なお、本重要事故シーケンスでは、原子炉停止機能が自

動で働くため、運転員等の操作はなく、運転員等の操作時間に与える影響

等の評価は不要である。 

a. 解析コードにおける不確かさの影響 

解析コードの不確かさとして、ドップラ反応度フィードバック効果、

制御棒反応度及び実効遅発中性子割合の不確かさを試験データとの比

較により評価している。感度解析の結果から、これらの不確かさが、

燃料エンタルピに与える影響は小さいことから、評価項目となるパラ

メータに与える影響は小さい。 

b. 解析条件の不確かさの影響 

ア．初期条件、事故条件及び機器条件の不確かさの影響 

初期条件の不確かさとして、炉心燃焼度、装荷されている燃料

タイプ、初期出力、初期燃料温度等が考慮されている。感度解析

の結果から、これらの不確かさが、燃料エンタルピに与える影響

は小さいことから、評価項目となるパラメータに与える影響は小

さい。 

c. 不確かさ影響評価のまとめ 

上記のとおり、解析コード及び解析条件の不確かさが評価項目とな

るパラメータに与える影響は小さい。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、本重要事故シーケンスへの原子炉内燃料体の損傷防止対策に必要

な要員及び燃料等を以下のとおりとしている。 

① 本重要事故シーケンスにおいては、原子炉停止機能が自動で働くため運

転員等の操作はないが、原子炉自動スクラム後の原子炉状態を確認するた

めに必要な要員は 1名である。これに対して、中央制御室には 5名の運転

員がおり、対応が可能である。 

② 本重要事故シーケンスでは、原子炉圧力容器への注水等はない。また、

外部電源がある状態を想定しているため軽油等の燃料の消費はない。 
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２．審査結果 

規制委員会は、運転停止中事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に対し

て、申請者が運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策として計画している原子

炉停止機能による原子炉自動スクラムが、事象進展の特徴を捉えた対策であると

判断した。 

重要事故シーケンス「停止中に実施される試験等により、制御棒１本が全引き

抜きされている状態から、他の 1本の制御棒が操作量の制限を超える誤った操作

によって引き抜かれ、異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に至る事故」

において、原子炉停止機能による原子炉自動スクラムが作動した場合に対する申

請者の評価結果は、運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策の評価項目をいず

れも満足しており、さらに申請者が使用した解析コード及び解析条件の不確かさ

を考慮しても、評価結果が評価項目を満足することに変わりがないことを確認し

た。 

また、原子炉自動スクラムにより運転停止中原子炉内燃料体の損傷を回避（※
46）し、未臨界状態に到達した後は、未臨界状態の維持が可能であることを確認

した。 

さらに、規制委員会は、当該対策に必要な要員及び燃料等についても、申請者

の計画が十分なものであることを確認した。 

「Ⅳ－１．１ 事故の想定」に示したように、より厳しい事故シーケンスとし

て選定した重要事故シーケンス「停止中に実施される試験等により、制御棒 1本

が全引き抜きされている状態から、他の 1本の制御棒が操作量の制限を超える誤

った操作によって引き抜かれ、異常な反応度の投入を認知できずに燃料の損傷に

至る事故」における対策の有効性を確認したことにより、その対策が本事故シー

ケンスグループに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、事故シーケンスグループ「反応度の誤投入」に

対して申請者が計画している運転停止中原子炉内燃料体の損傷防止対策は、有効

なものであると判断した。 

 

 
Ⅳ－１．２．５ 有効性評価に用いた解析コード 

申請者が使用している解析コードのうち、炉心損傷防止対策の有効性評価で使用

する解析コードについては、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としていることから、

                             
（※46）一時的かつ僅かな出力上昇を伴う臨界は発生するものの、燃料の健全性に影響を与えないことを確認

した。 
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原則として従来の設計基準事故を対象とした安全解析コードとほぼ同様な妥当性

確認方法が適用可能であると考えられる。よって、これらのコードに対しては、有

効性評価ガイドを踏まえ、実験等を基に妥当性が確認され、適用範囲が適切なコー

ドを用いているかという観点を主とし、不確かさ幅が大きいと思われる場合に感度

解析による不確かさ評価が行われているかという観点を従として審査を行う。 

他方、原子炉格納容器破損防止対策の有効性評価で使用する解析コードは、炉心

が損傷した後の事象進展を解析対象としており、個々の解析モデルについては部分

的に実験による妥当性の確認が行われているものの、実験と実機のスケールの差を

含めた条件の違いや、実機の事故では複数の現象が同時進行することから、不確か

さの幅が大きいと考えられる。このため、有効性評価ガイドの「不確かさが大きい

モデルを使用する場合」に該当すると見みなし、有効性評価への適用に際しては、

感度解析による不確かさ評価結果から、解析結果の適切性に係る確認が行われてい

るかという観点を主とした審査を行う。 

以下、コードごとに申請内容とその確認内容について示す。 

 

１．申請者が使用している解析コード 

申請者は、評価対象の事故シーケンスグループ及び原子炉格納容器破損モード

で考慮すべき現象を踏まえて、有効性評価に使用するコードを以下のとおりとし

ている。 

 

（１）炉心損傷防止対策の有効性評価 

①－１ 起因事象発生時に原子炉の停止に成功する事象で、炉心の冷却状態

を解析する上で原子炉格納容器の状態からは有意な影響がない「高圧

注水・減圧機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱除去機能喪失」

及び「格納容器バイパス（インターフェイスシステム LOCA）」の評価

については、長期間の原子炉内熱水力過渡変化を解析することが可能

な SAFER を使用している。また、「高圧・低圧注水機能喪失」及び「LOCA

時注水機能喪失」の評価においては、燃料露出時において燃料被覆管

の温度が 900℃以上の高温になる場合もあることから、詳細な燃料被

覆管の温度評価が必要になるため、SAFER に加えて、燃料棒間等の輻

射熱伝達を詳細に解析することが可能な CHASTE を併用している。 

①－２ 起因事象発生時に原子炉の停止に失敗し、炉心の熱水力挙動に応じ

て原子炉出力が変動する「原子炉停止機能喪失」の評価については、

炉心の熱水力挙動及び出力変化を同時に解析することが可能な REDY

を使用している。PCT の評価については、REDY の計算結果を入力とし

て、単一チャンネルの熱水力挙動を解析することが可能な SCAT を使

1042



 

301 

 

用している。 

② 「原子炉停止機能喪失」及び「格納容器バイパス（インターフェイスシ

ステム LOCA）」以外の事故シーケンスグループに対する評価については、

原子炉圧力容器内で発生した水蒸気及び非凝縮性ガスが原子炉格納容器

内へ長期間にわたり放出され、原子力格納容器内の温度及び圧力が上昇す

ることから、原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の熱水力挙動を解析

することが可能な MAAP を使用している。 

 

（２）原子炉格納容器破損防止対策の有効性評価 

① いずれの原子炉格納容器破損モードについても、原子炉圧力容器内及び

原子炉格納容器内の熱水力挙動を解析でき、炉心損傷後特有の溶融炉心挙

動及び核分裂生成物（以下「FP」という。）挙動に関するモデルを有する

MAAP を使用している。 

 

（３）運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価 

① 「反応度の誤投入」の評価については、制御棒誤引抜き時の炉心の出力

変化等を解析することが可能な APEX 及び SCAT（RIA 用）を使用している。

他の 3事故シーケンスグループ（崩壊熱除去機能喪失、全交流動力電源喪

失、原子炉冷却材の流出）については、崩壊熱曲線や水の物性値を用いて

原子炉圧力容器内の水インベントリ変化を算出しており、解析コードを使

用していない。 

 

２．解析コードの妥当性確認及び有効性評価への適用性 

（１）SAFER 

① 申請内容 

申請者は、SAFER の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のと

おりとしている。 

a. SAFER は、原子炉内熱水力過渡変化、炉心ヒートアップ、熱構造材、

燃料被覆管の膨張等の計算機能及び燃料被覆管の破裂判定機能を有し、

原子炉圧力容器に接続する原子炉冷却材圧力バウンダリの各種配管の

破断事故、原子炉冷却材の喪失事故、原子炉冷却材保有量の異常な変

化等を評価することが可能な熱水力過渡変化解析コードである。 

b. 本コードは、「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の性能評価指針」

（昭和 56年 7月 20 日原子力安全委員会決定。以下「ECCS 性能評価指

針」という。）において使用の妥当性が認められている解析モデルを有

しており、BWR プラントの設計基準事故の LOCA 解析（ECCS の性能評価
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解析）に適用実績がある。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析により妥当

性の確認を行っている。 

c.－１ 炉心における重要現象（燃料棒表面熱伝達、二相流体の流動）

のモデルについては、総合効果試験である TBL（※47）、ROSA-Ⅲ（※
47）及び FIST-ABWR（※48）の解析結果により妥当性を確認してい

る。 

c.－２ 逃がし安全弁を含む原子炉圧力容器における重要現象のうち

臨界流のモデルについては、TBL 試験、ROSA-Ⅲ試験及び FIST-ABWR

試験の解析結果により妥当性を確認しており、二相流体の流動モ

デルについては FIST-ABWR 試験の解析結果により妥当性を確認し

ている。 

c.－３ 炉心（燃料）における重要現象（燃料棒表面熱伝達）のモデル

に用いる熱伝達相関式については、熱伝達相関式の実験データベ

ースの参照及び妥当性確認実験の結果との比較より、有効性評価

解析に対しても適用できることを確認している。 

d. 不確かさ評価としては、設計基準事故解析と同様に有効性評価解析

においても、燃料棒表面熱伝達モデル、二相流体の流動モデル等は、

PCT の評価において保守性を確保していることを確認している。 

 

② 確認内容 

規制委員会は、SAFER についての申請者の説明内容について、以下のと

おり確認した。 

a. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失

を除く。）における炉心及び原子炉圧力容器内の熱流動に係る重要現象

に対する解析モデルが説明されている。 

b. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルは、「ECCS 性能評価指針」で適

用性が認められており、BWRプラントの設計基準事故のLOCA解析（ECCS

の性能評価の解析）に適用実績がある。 

c. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、対象となる炉心損傷

防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失を除く。）に

対しても、実験等を基に妥当性の確認が行われ、適用範囲が示されて

いる。 

                             
（※47）TBL と ROSA-Ⅲは、BWR5 を模擬した LOCA 実験装置 

（※48）FIST-ABWR は、ABWR を模擬した LOCA 実験装置 
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さらに、規制委員会は、RELAP5/MOD3.3（※49）を用いて、モデルプラン

トを対象に重要事象の解析を実施し、炉心損傷防止対策の有効性を評価す

る上で重要となる現象及び評価項目に関連するパラメータ（※50）の傾向

を確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の SAFER の特

性に応じた使用方法は、妥当と判断できる。 

 

（２）CHASTE 

① 申請内容 

申請者は、CHASTE の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のと

おりとしている。 

a. CHASTE は、燃料棒間や燃料棒－チャンネルボックス間等の複雑な輻

射伝熱等の計算機能を有し、炉心露出・ヒートアップ時の PCT を評価

することが可能な解析コードである。なお、本コードの入力の一部は、

SAFER の解析結果を引き継いでいる。 

b. 本コードは、「ECCS 性能評価指針」で使用の妥当性が認められてい

る解析モデルを有しており、BWR プラントの設計基準事故の LOCA 解析

（ECCS の性能評価解析）に適用実績がある。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように試験解析により妥当

性の確認を行っている。 

c.－１ 炉心における重要現象モデル（燃料棒表面熱伝達、輻射熱伝達）

のモデルについては、BWR-FLECHT 実験、炉心冷却実験及びスプレ

イ熱伝達実験の解析結果により妥当性を確認している。また、BWR-

FLECHT 実験では、PCT が高温領域のケースについてもデータがあ

り、さらに、スプレイ冷却特性実験では、スプレイを作動させな

い試験も実施していることから、この試験の解析結果により輻射

熱伝達モデル単独の妥当性も確認している。 

d. 不確かさ評価としては、上記 c.―－1１の実験の解析結果が実験結

果を上回っていることから、本コードの燃料表面熱伝達モデルは PCT

の評価に対して保守性を確保していることを確認している。 

 

② 確認内容 

                             
（※49）Information Systems Laboratories, Inc，”RELAP5/MOD3.3 CODE MANUAL, VOLUME I: CODE 

STRUCTURE, SYSTEM MODELS, AND SOLUTION METHODS”, （December 2001，Rockville, Maryland, Idaho 

Falls, Idaho.） 

（※50）評価項目に関連するパラメータ：燃料被覆管温度等 

1045



 

304 

 

規制委員会は、CHASTE についての申請者の説明内容について、以下のと

おり確認した。 

a. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失

を除く。）における炉心の熱流動に係る重要現象に対する解析モデルが

説明されている。 

b. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルは、「ECCS 性能評価指針」で適

用性が認められており、BWRプラントの設計基準事故のLOCA解析（ECCS

の性能評価の解析）に適用実績がある。 

c. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、対象となる炉心損傷

防止対策の事故シーケンスグループ（原子炉停止機能喪失を除く。）に

対しても、実験等を基に妥当性の確認が行われ、適用範囲が示されて

いる。 

さらに、規制委員会は、RELAP5/MOD3.3 を用いて、モデルプラントを対

象に重要事象の解析を実施し、炉心損傷防止対策の有効性を評価する上で

重要となる現象及び評価項目に関連するパラメータの傾向を確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の CHASTE の特

性に応じた使用方法は、妥当と判断できる。 

 

（３）REDY 

① 申請内容 

申請者は、REDY の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のとお

りとしている。 

a. REDY は、制御系、熱水力、炉心動特性（一点炉近似動特性）、原子

炉圧力容器内のほう酸濃度変化等の計算機能を有し、原子炉冷却材圧

力バウンダリ全体の熱流動と炉心動特性との相互作用を評価すること

が可能なプラント過渡特性解析コードである。 

b. 本コードは、実機プラントの起動試験などで妥当と確認されたもの

であり、BWR の原子炉設置許可申請書等において、「運転時の異常な過

渡変化」及び「事故」におけるプラント過渡動特性解析に適用実績が

ある。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等により妥当性の確認を行っている。 

c.－１ 炉心の中性子動特性挙動に係る重要現象（核分裂出力、反応度

フィードバック効果（ボイド、ドップラ））と炉心全体の熱流動に

係る重要現象（沸騰、ボイド率変化）のモデルについては、ABWR
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実機試験等における中性子束、シュラウド外水位等の過渡変化挙

動の解析結果により、妥当性を確認している。 

c.－２ 炉心全体の熱流動に係る重要現象（沸騰、ボイド率変化）のモ

デルについては、日本国内で実施されたボイドマップ確認試験等

の解析結果により妥当性を確認している。 

c.－３ 再循環系における重要現象（冷却材流量変化）のモデルについ

ては、実機試験の解析結果により制御系の応答特性等の妥当性を

確認している。 

c.－４ 給水系（代替注水設備を含む。）における重要現象（ECCS 注水）

のモデルについては、実機試験の解析結果等により妥当性を確認

している。 

c.－５ 逃がし安全弁における重要現象（冷却材流出（臨界流、差圧流））

のモデルについては、実機試験の解析結果により妥当性を確認し

ている。 

c.－６ 原子炉圧力容器内へのほう酸水注入に係る重要現象（ほう酸水

拡散）のモデルについては、実機を模擬した試験装置（縮尺モデ

ル）の試験結果を根拠に、ほう酸水が拡散しにくい保守的な設定

をしている。 

c.－７ 原子炉格納容器における重要現象（サプレッション・プール冷

却）のモデルについては、空間的に原子炉格納容器を一体とし、

基礎的な物理法則を適用した単純計算により保守性を確保してい

る。 

d. 不確かさ評価としては、「原子炉停止機能喪失」時の過渡事象に伴う

原子炉出力評価に対して影響が大きいとされる動的ボイド係数及び

動的ドップラ係数について、当該事象の進展に係る変化の様相の影響、

一点炉近似動特性モデルの影響、炉心内の空間的な過渡変化による影

響、評価炉心変更の影響等を考慮して、感度解析を実施し、PCT の評

価への影響が限定的であることを確認している。 

本コードが、事象進展中の原子炉出力分布が一定として取り扱うこ

とについても、感度解析等により PCT の評価への影響が限定的である

ことを確認している。 

一点炉近似動特性モデルにおけるボロン反応度の不確かさについて

は、三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードによる詳細計算等により未

臨界を確保できることを確認している。 

 

② 確認内容 
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規制委員会は、REDY についての申請者の説明内容について、以下のとお

り確認した。 

a. 「原子炉停止機能喪失」時における原子炉冷却材圧力バウンダリ内

の熱流動と炉心動特性との相互作用に係る重要現象に対する解析モデ

ルが説明されている。 

b. 本コードは、炉心損傷に至る前の原子炉を対象としており、BWR の

原子炉設置許可申請書等において、「運転時の異常な過渡変化」及び「事

故」におけるプラント過渡動特性解析に適用実績がある。 

c. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、「原子炉停止機能喪

失」時の事象に対しても、試験結果を基にした妥当性の確認や感度解

析により検討が行われ、適用範囲が示されている。 

d. 不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析

による不確かさ評価を行っている。 

さらに、規制委員会は、RELAP5/MOD3.3 を用いて、モデルプラントを対

象に「原子炉停止機能喪失」の代表事故シーケンスの解析を実施し、炉心

損傷防止対策の有効性を評価する上で重要となる現象及び評価項目に関

連するパラメータの傾向を確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の REDY の特性

に応じた使用方法は概ね妥当と認められる。 

 

（４）SCAT 

① 申請内容 

申請者は、SCAT の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のとお

りとしている。 

a. SCAT は、燃料棒内温度変化、燃料棒表面熱伝達、沸騰遷移等が計算

でき、燃料の熱的余裕及び PCT を評価することが可能な単チャンネル

熱水力解析コードである。 

b. 本コードは、BWR の原子炉設置許可申請書等において、「運転時の異

常な過渡変化」及び「事故」における最小限界出力比（MCPR）の評価

に適用実績がある。一方、有効性評価では、新たに、原子炉停止機能

喪失の事象で生じる沸騰遷移後の PCT 及び燃料被覆管表面の酸化量を

評価する。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等により妥当性の確認を行っている。 

c.－１ 炉心内の燃料棒表面熱伝達に係る重要現象（被覆管表面熱伝達、
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リウェット）のモデルについては、NUPEC が実施した BWR 燃料集

合体熱水力試験（※51）の解析結果により妥当性を確認している。 

c.－２ 炉心内の沸騰遷移に係る重要現象（沸騰遷移）のモデルについ

ては、ATLAS 試験データの解析結果により妥当性を確認している。 

c.－３ 炉心内の気液熱非平衡に係る重要現象（被覆管表面熱伝達、リ

ウェット）のモデルについては、NUPEC が実施した BWR 燃料集合

体熱水力試験の解析結果により妥当性を確認している。 

c.－４ 炉心内の燃料被覆管における重要現象（燃料被覆管酸化）につ

いては、「ECCS 性能評価指針」において使用の妥当性が認められ

ている Baker-Just 式により評価している。 

d. 不確かさ評価としては、燃料棒表面熱伝達や気液熱非平衡に係る重

要現象のモデル（被覆管表面熱伝達モデル、リウェットモデル）に用

いる相関式が、有効性評価で着目する燃料被覆管温度の高温領域でも

PCT を高めに評価する傾向を示すことを根拠に、PCT 評価の保守性が

維持されていることを確認している。 

 

② 確認内容 

規制委員会は、SCAT についての申請者の説明内容について、以下のとお

り確認した。 

a. 「原子炉停止機能喪失」時における炉心の熱流動と燃料に係る重要

現象に対する解析モデルが説明されている。 

b. 本コードは、沸騰遷移に至る前の炉心を対象としており、BWR の原

子炉設置許可申請書等の「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」に

おける沸騰遷移に至るまでの安全余裕の解析に適用実績がある。 

c. 上記 a.の重要現象に係る解析モデルについて、「原子炉停止機能喪

失」時の事象に対しても、試験結果を基にした妥当性の確認により検

討が行われ、PCT 評価に係る適用範囲が示されている。 

d. 不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析

による不確かさ評価を行っている。 

さらに、規制委員会は、RELAP5/MOD3.3 を用いて、モデルプラントを対

象に「原子炉停止機能喪失」の代表事故シーケンスの解析を実施し、炉心

損傷防止対策の有効性を評価する上で重要となる現象及び評価項目に関

連するパラメータの傾向を確認した。 

 

                             
（※51）平成 8年度「燃料集合体信頼性実証試験に関する報告書（BWR 新型燃料集合体熱水力試験編）」、(財)

原子力発電技術機構、平成 9年 3月（本試験は、平成 9年度、平成 10 年度及び平成 11 年度にも実施さ

れている。） 
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以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の SCAT の特性

に応じた使用方法は概ね妥当と認められる。 

 

（５）MAAP 

① 申請内容 

申請者は、MAAP の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のとお

りとしている。 

a. MAAP は、シビアアクシデントの事象進展の各段階を網羅し、炉心、

原子炉圧力容器内、原子炉格納容器内で起こると考えられる重要な事

故時の物理現象をモデル化するとともに、工学的安全施設のモデル化

や重大事故等対策として用いる各種機器の取扱いが可能である。また、

広範囲の物理現象を評価することが可能な総合解析コードであり、シ

ビアアクシデントで想定される種々の事故シーケンスについて、起因

事象から安定した状態、あるいは過圧・過温により原子炉格納容器の

健全性が失われる状態まで計算が可能であることが特徴である。 

b. 国内外でシビアアクシデント時の評価に広く利用されており、欧米

では許認可にも適用された実績がある。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等による妥当性の確認を行っている。 

c.－１ 炉心における重要現象（燃料内温度変化、燃料棒表面熱伝達、

被覆管酸化・変形）については、TMI 事故ベンチマーク解析及び

BWRの炉心溶融過程を模擬したCORA実験解析により妥当性を確認

している。 

c.－２ 主蒸気逃がし安全弁における重要現象（冷却材放出）について

は、放出流量が設計値に基づいて設定されている。 

c.－３ LOCA 破断口における重要現象（臨界流：Henry-Fauske のモデ

ル）については、Marviken 試験装置による実験の結果より、妥当

性を確認している。 

c.－４ 格納容器の重要現象（区画間の流動、構造材との熱伝達及び内

部熱伝導、沸騰・水素濃度）については、HDR 実験及び CSTF 実験

の解析により妥当性を確認している。 

c.－５ 炉心損傷後の原子炉圧力容器における重要現象（リロケーショ

ン、下部プレナムでの溶融炉心の熱伝達、原子炉圧力容器内 FP 挙

動）については、TMI 事故ベンチマーク解析及び PHEBUS-FP 実験

解析により妥当性を確認している。 

c.－６ 炉心損傷後の原子炉格納容器における重要現象（格納容器内 FP
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挙動）については、PHEBUS-FP 実験及び ABCOVE 実験の解析により

妥当性を確認している。 

c.－７ 炉心損傷後の原子炉格納容器における重要現象（溶融炉心とコ

ンクリートの伝熱、コンクリート分解及び非凝縮性ガス発生）に

ついては、ACE 試験、SURC 試験、DEFOR 試験、OECD-MCCI 実験等の

解析により妥当性を確認している。 

d. 不確かさ評価としては、「高圧注水・減圧機能喪失」及び「LOCA 時

注水機能喪失（中小破断 LOCA）」の事象進展中における炉心露出開始

時間について、SAFER との比較により不確かさを評価している。また、

FCI、DCH、MCCI の各事象について、感度解析による不確かさ評価を行

っている。 

 

② 確認内容 

規制委員会は、MAAP についての申請者の説明内容について、以下のとお

り確認した。なお、シビアアクシデントの解析は一般的に不確かさが大き

く、申請者の解析結果の解釈においては、不確かさを踏まえて判断を下す

必要がある。 

a. 炉心損傷後を含めたシビアアクシデントの事象進展に係る重要現

象に対する解析モデルが説明されている。 

b. シビアアクシデントの分野においては、国際的に広く利用されてい

る最も代表的なコードのひと 1 つであり、BWR 実機を対象とした安全

解析への豊富な適用実績がある。 

c. 実験による妥当性の確認や他のシビアアクシデントコードとのベ

ンチマーク計算を通じて、一定の信頼性が確認されている。これを前

提として、上記の a.の重要現象に係る解析モデルについて感度解析を

行い、解析結果が概ね妥当と見なせることを確認している。 

d. 規制委員会は、これまでに MELCOR（※52-53）によりモデルプラント

を対象とした複数の事故シーケンスについて解析を行い、解析結果の

解釈において考慮すべき主要な不確かさ要因について確認している。

また、多くの事故シーケンスで、MAAP による解析と比較可能な結果を

得ている。これらで抽出された不確かさ要因について、申請者は感度

解析による不確かさ評価を行っている。 

 

                             
（※52）R. Gauntt et. al., "MELCOR Computer Code Manuals Vol.2:Reference Manuals Ver.1.8.5.," 

NUREG/CR-6119, Vol.2, Rev.2 / SAND2000-2417/2, （May 2000）. 

（※53）R. Gauntt et. al., "MELCOR Computer Code Manuals Vol.3: Demonstration Problems," NUREG/CR-

6119, vVol.3, NRC. （2001） 
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以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の MAAP の解析

結果の解釈は現在の技術レベルに照らして妥当であり、適切に不確かさを

考慮することで有効性評価に適用が可能と考えている。 

 

（６）APEX 

① 申請内容 

申請者は、APEX の妥当性の確認及び有効性評価への適用性を以下のとお

りとしている。 

a. APEX は、一点炉近似動特性方程式、定常の二次元（RZ）拡散方程式

等を用いて、反応度投入事象における炉心の中性子動特性等を評価す

ることが可能な解析コードである。燃料エンタルピの増分については、

APEX の解析結果を入力として、SCAT（RIA 用）を用いて単チャンネル

熱水力解析を行うことにより評価する。 

b. APEX と SCAT（RIA 用）は、BWR の原子炉設置許可申請書等において

「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」の解析において燃料エンタ

ルピ増分の評価に使用されているものと同一である。「反応度の誤投入」

時の物理事象が、「原子炉起動時の制御棒の異常な引き抜き」と基本的

に同一の物理現象を扱い、反応度の投入量も少ないことから、本コー

ドは「反応度の誤投入」時の有効性評価に対して適用性がある。 

c. 重要現象の解析モデルについて、以下のように計算ベンチマークや

試験解析等により妥当性評価を行っている。 

c.－１ APEX の炉心の核特性に係る重要現象（中性子動特性、ドップラ

反応度フィードバック効果等）については、SPERT-Ⅲ E-core 実

験の解析結果により、総合的に妥当性を確認している。 

c.－２ ドップラ反応度フィードバック効果については、核定数として

のドップラ反応度係数（※54）を Hellstrand らの実効共鳴積分の

実験式との比較により検証し、また、実効遅発中性子発生割合（※
55）を MISTRAL 臨界試験の解析結果により妥当性を確認している。 

c.－３ 制御棒反応度価値（※56）については、実機での制御棒価値測定

試験の解析結果により妥当性を確認している。 

d. 不確かさ評価としては、「反応度の誤投入」時において、投入反応度

                             
（※54）核定数は APEX の入力データであり、単位燃料集合体核計算コードにより求めている。Hellstrand の

式の実効共鳴積分の温度依存性と単位燃料集合体核計算コードによる実効共鳴積分の温度依存性の比較

をしている。 

（※55）実効遅発中性子割合は APEX の入力データであり、単位燃料集合体核計算コードにより求めている。単

位燃料集合体核計算コードによる解析値と試験の測定値を比較している。 

（※56）制御棒反応度価値は APEX の入力データであり、三次元沸騰水型原子炉模擬計算コードにより求めてい

る。 
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量及び燃料エンタルピ増分の評価に対して影響が大きいと思われるド

ップラフィードバック効果及び制御棒反応度価値について、感度解析

による不確かさ評価を行っている。 

 

② 確認内容 

規制委員会は、APEX についての申請者の説明内容について、以下のよう

に確認した。 

a. 「反応度の誤投入」時の事象進展中における炉心の中性子動特性等

と単チャンネル熱水力解析に係る重要現象に対する解析モデルが説明

されている。 

b. 本コードについては、BWR の原子炉設置許可申請書等において「運

転時の異常な過渡変化」及び「事故」の解析において燃料エンタルピ

増分の評価に適用実績がある。 

c. 上記 a.の重要現象が「原子炉起動時の制御棒の異常な引き抜き」の

物理現象に包含されることから、本コードは「反応度の誤投入」時の

解析に適用できる。 

d. 不確かさ幅が大きいと思われる物理現象を適切に抽出し、感度解析

による不確かさ評価を行っている。 

 

以上のとおり、規制委員会は、有効性評価における申請者の APEX の特性

に応じた使用方法は概ね妥当と認められる。 

 

 

Ⅳ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重

大事故等防止技術的能力基準１．０関係） 

重大事故等防止技術的能力基準１．０項「共通事項」は、重大事故等に対処する

ために必要な手順等に関し共通の要求事項、全社的な体制の整備など重大事故等に

対処するための基盤的な要求事項を満たす手順等を、保安規定等において規定する

方針であることを要求している。 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項及び同項

の解釈を踏まえ必要な検討を加えた上で策定されており、重大事故等に対処するた

めに必要な手順等に関し、設置許可基準規則に基づいて整備される設備の運用手順

等も含め、共通の要求事項を満たす手順等を保安規定等で規定する方針であること

を確認したことから、重大事故等防止技術的能力基準１．０項の要求事項に適合す

るものと判断した。 
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具体的な審査内容は以下のとおり。 

なお、各手順等における固有の要求に対する審査については、Ⅳ－４．１からⅣ

－４．１９で行っている。 

また、重大事故等対策については、1号及び 3号炉の原子炉圧力容器に燃料を装

荷しないことを前提とした手順等として確認した。 

 

１．重大事故等対処設備に関する手順等に係る共通の要求事項 

（１）切替えの容易性 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（１）

①にのっとって、重大事故等に対処するための系統構成を速やかに整えられる

よう必要な手順を整備するとともに、確実に行えるよう訓練を実施する方針で

あることを確認した。 

 

（２）アクセスルートの確保 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（１）

②にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 

① 想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処

設備を運搬するため、又は他の設備の被害状況を把握するため、発電所内

の道路及び通路が確保できるよう、迂回路も考慮して複数のアクセスルー

トを確保する方針であること。 

② 障害物を除去可能なブルドーザ等の重機を保管し、それを運転できる要

員を確保する等、実効性のある運用管理を行う方針であること。 

なお、規制委員会は、設計基準において想定している規模を超える自然現象

が生じた場合の対応等を示すよう求めた。申請者は、設計基準上の想定を超え

る自然現象等の発生によりアクセスルートの確保が困難になる場合を想定し、

迂回路も考慮して複数のアクセスルートを確保した上で、被害状況に応じて複

数のアクセスルートの中からルートを選択するなどの措置を講ずることを示

した。 

 

２．復旧作業に係る要求事項 

（１）予備品等の確保 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

①にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 
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① 優先順位を考慮して重要安全施設の取替え可能な機器、部品等の復旧作

業を実施することとし、そのために必要な予備品及び予備品への取替えの

ために必要な資機材等を確保すること。 

② 有効な復旧対策についての継続的な検討を行うとともに、必要な予備品

の確保に努めること。 

 

（２）保管場所の確保 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

②にのっとって、地震による周辺斜面の崩落、津波による浸水等の外部事象の

影響を受けにくい場所に位置的分散を考慮して予備品等を保管する方針であ

ることを確認した。 

 

（３）アクセスルートの確保 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（２）

③にのっとって、設備の復旧作業を行うためのアクセスルートの確保について、

「１．（２）アクセスルートの確保」と同じ運用管理を実施する方針であること

を確認した。 

 

３．支援に係る要求事項 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（３）

にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 

（１）本発電所内であらかじめ用意された重大事故等対処設備、予備品、燃料等

により、事故発生後 7日間は事故収束対応を維持できる方針であること。 

（２）プラントメーカ、協力会社、燃料供給会社、他の原子力事業者等関係機関

と協議及び合意の上、外部からの支援計画を定める方針であること。 

（３）本発電所は、発電所外に保有している重大事故等対処設備と同種の設備、

予備品、燃料等について、事象発生後 6日間までに支援を受けられる計画で

あること。 

 

４．手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

（１）手順書の整備 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈１にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 

① 情報の収集及び判断基準【解釈１a)】 
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全ての交流動力電源及び常設直流電源の喪失、安全系の機器若しくは計

測器類の多重故障、複数号炉の同時被災等の過酷な状態において、発電用

原子炉施設の状態の把握及び重大事故等対策の適切な判断を行うため、必

要な情報が速やかに得られるように情報の種類及び入手方法を整理すると

ともに、判断基準を明確にし、手順書にまとめる方針であること。 

② 判断に迷う操作等の判断基準の明確化【解釈１b)】 

海水の使用等、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐため

に優先すべき操作等の判断基準をあらかじめ明確にした手順書を整備する

方針であること。 

③ 財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針【解釈１c)】 

a. 財産（設備等）保護よりも安全を優先する共通認識を持ち、行動で

きるよう、社長があらかじめ方針を示すこと。 

b. 発電課長が躊躇せず指示できるよう、財産（設備等）保護よりも安

全を優先する方針に基づき定めた判断基準を運転操作手順書に整備す

る方針であること。 

c. 発電所の発電所対策本部長が、財産（設備等）保護よりも安全を優

先する方針に従った判断を実施すること。同方針に基づき定めた判断

基準を発電所対策本部用手順書に整備する方針であること。 

④ 手順書の構成及び手順書相互間の移行基準の明確化【解釈１d)】 

a. 事故の進展状況に応じて具体的な重大事故等対策を実施するため

の運転員用及び支援組織用の手順書を整備する方針であること。 

b. 運転操作手順書は、事故の進展状況に応じて構成を明確化し、手順

書相互間の移行基準を明確にする方針であること。 

⑤ 状態の監視及び事象進展の予測に係る手順書の整備【解釈１e)】 

a. 重大事故等に対処するために監視することが必要である計測可能

なパラメータをあらかじめ選定し、運転操作手順書及び発電所対策本

部用手順書に明記する方針であること。 

b. 重大事故等対策実施時におけるパラメータ挙動予測、影響評価すべ

き項目、監視パラメータ等を発電所対策本部用手順書に整理する方針

であること。 

c. 有効性評価等にて整理した有効な情報を、運転員が使用する運転操

作手順書、重大事故等対策要員（運転員を除く。）が使用する発電所対

策本部用手順書に整理する方針であること。 

⑥ 前兆事象の確認を踏まえた事前の対応手順の整備【解釈１f)】 
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a. 前兆事象として把握ができるか、重大事故を引き起こす可能性があ

るかを考慮して、設備の安全機能の維持及び事故の防止対策をあらか

じめ検討する方針であること。 

b. 前兆事象を確認した時点で事前の対応ができる体制及び手順書を

整備する方針であること。 

c. 大津波警報が発令された場合、原子炉を停止し、冷却操作を開始す

る手順書を整備する方針であること。 

 

（２）訓練の実施 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈２にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 

① 教育及び訓練の実施方針【解釈２a)】 

重大事故等対策は、発電用原子炉施設の状況に応じた幅広い対策が必要

であることを踏まえ、重大事故等発生時の発電用原子炉施設の挙動に関す

る知識の向上を図る教育及び訓練を実施する方針であること。 

② 知識ベースの理解向上に資する教育及び総合的な演習の実施【解釈２b)】 

a. 要員の役割に応じて重大事故等の内容、基本的な対処方法等、定期

的に知識ベースの理解向上に資する教育を行う方針であること。 

b. 現場作業を行う重大事故等対策要員（運転員を除く。）と運転員が連

携して一連の活動を行うための訓練及び実施組織と支援組織の実効性

等を総合的に確認するための演習等を定期的に計画する方針であるこ

と。 

③ 保守訓練の実施【解釈２c)】 

普段から保守点検活動を社員自らが行って部品交換等の実務経験を積む

ことなどにより、発電用原子炉施設、予備品等について熟知する方針であ

ること。 

④ 高線量下等を想定した訓練の実施【解釈２d)】 

高線量下、夜間、悪天候等を想定した事故時対応訓練を実施する方針で

あること。 

⑤ マニュアル等を即時利用可能とするための準備【解釈２e)】 

設備及び資機材等に関する情報並びに手順書が即時に利用できるよう、

普段から保守点検活動等を通じて準備し、それらの情報及び手順書を用い

た事故時対応訓練を行う方針であること。 

なお、規制委員会は、重大事故等対策要員の力量付与について申請者に示す

よう求めた。 
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申請者は、各要員の役割に応じた教育及び訓練を実施し、力量を付与された

要員を必要人数配置することを示した。 

これにより、規制委員会は、重大事故等対策に必要な力量を有する要員が確

保される方針であることを確認した。 

 

（３）体制の整備 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（４）

解釈３にのっとったものであることを確認した。 

具体的には以下のとおり。 

① 役割分担及び責任者の明確化【解釈３a)】 

a. 重大事故等対策を実施する実施組織及び実施組織に対して支援を

行う支援組織の役割分担、責任者等を定める方針であること。 

b. 専門性及び経験を考慮した作業班の構成を行う方針であること。 

c. 指揮命令系統を明確にし、効果的な重大事故等対策を実施し得る体

制を整備する方針であること。 

② 実施組織の構成【解釈３b)】 

重大事故等対策を実施する実施組織を、 

a. 事故の影響緩和及び拡大防止に関わるプラントの運転操作等を実

施する発電管理班 

b. 事故の影響緩和及び拡大防止に関わる可搬型重大事故等対処設備

の操作、不具合設備の復旧、火災発生時の消火活動等を実施する保修

班 

c. 火災発生時に消火活動を実施する自衛消防隊 

で構成し、必要な役割分担を行い、重大事故等対策が円滑に実施できる体

制を整備する方針であること。 

③ 複数号炉の同時被災への対応【解釈３c)】 

a. 複数号炉での対処が必要な事象が発生した場合において、運転号炉

及び停止号炉に配置された統括は、発電所対策本部長の活動方針の下、

対象号炉の事故影響の緩和及び拡大の防止に関わる運転操作への助言、

可搬型重大事故等対処設備を用いた対応、不具合設備の復旧等に関す

る統括を行い、重大事故等対策を実施する方針であること。 

b. 必要な重大事故等に対処する要員を発電所内に常時確保し、複数号

炉の同時被災等が発生した場合においても対応できる体制とする方針

であること。 

④ 支援組織の構成【解釈３d)】 
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a. 発電所対策本部に支援組織として、実施組織に対して技術的助言を

行う技術支援組織、実施組織が重大事故等対策に専念できる環境を整

える運営支援組織を設ける方針であること。 

b. 技術支援組織は、プラント状態の進展予測、評価等を行う班、発電

所内外の放射線及び放射能の状況把握、影響範囲の評価、被ばく管理、

汚染拡大防止措置に関する指示等を行う班で構成すること。 

c. 運営支援組織は、発電所対策本部の運営支援、対外関係機関への通

報連絡等を行う班、要員の呼集、資材の調達及び輸送に関する一元管

理等を行う班、社外対応情報の収集、報道機関対応者の支援等を行う

班で構成すること。 

⑤ 対策本部の設置及び要員の招集【解釈３e)】 

a. 所長（原子力防災管理者）を本部長とする発電所対策本部を設置し、

その中に実施組織及び支援組織を設置する方針であること。 

b. 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において重大事故等が発生

した場合に速やかに対応を行うため、発電所内に、重大事故等対策要

員（2 号炉運転員 7名を含む。）30 名、1 号炉及び 3 号炉の運転員計 8

名及び初期消火要員（消防車隊）6名の合計 44名を常時確保する方針

であること。なお、事象発生後約 12 時間を目途に重大事故等対策要員

54 名を確保する方針とし、このうち、事象発生後約 1時間以内に重大

事故等対策要員 4名を確保する方針としている。 

c. 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）を含めて必要な要員を非常

招集できるよう、あらかじめ定めた連絡体制に基づき、定期的に連絡

訓練を実施する方針であること。 

また、申請者は、所定の重大事故等に対処する要員に欠員が生じた場合

の対応に備え、重大事故等に対処する要員の体制に係る管理を行うこと、

重大事故等に対処する要員の補充の見込みが立たない場合は、原子炉停止

等の措置を実施し、確保できる要員で、安全が確保できる発電用原子炉の

運転状態に移行することを示した。 

これにより、規制委員会は、重大事故等対策に必要な力量を有する要員

が確保される方針であることを確認した。 

⑥ 各班の役割分担及び責任者の明確化【解釈３f)】 

重大事故等対策の実施組織及び支援組織について、上記４．（３）②項及

び４．（３）④項に示す各班の機能を明確にするとともに、対策の実施責任

を有する各班の班長及び発電課長並びにその代行者を配置する方針である

こと。 

⑦ 指揮命令系統及び代行者の明確化【解釈３g)】 
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発電所対策本部における指揮命令系統を明確にすること、指揮者等が欠

けた場合に備え、代行者と代行順位をあらかじめ定め明確にする方針であ

ること。 

⑧ 実効的に活動するための設備等の整備【解釈３h)】 

a. 実施組織及び支援組織が定められた役割を遂行するため、発電所内

外に通信連絡を行い関係箇所と連携を図るための統合原子力防災ネッ

トワークに接続する通信連絡設備等（テレビ会議システムを含む。）を

備えた緊急時対策所を整備する方針であること。 

b. 中央制御室、緊急時対策所及び現場との連携を図るため、携行型通

話装置等を整備する方針であること。 

⑨ 発電所内外への情報提供【解釈３i)】 

発電用原子炉施設の状態及び重大事故等対策の実施状況について、発電

所内外の組織への通報及び連絡を実施できるよう、衛星電話設備及び統合

原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備を用いて、広く情報提供

を行うことができる体制を整備する方針であること。 

⑩ 外部からの支援体制の整備【解釈３j)】 

a. 発電所外部からの支援を受けることができるよう、緊急体制を発令

した場合に本店対策本部を設置する等の体制を整備する方針であるこ

と。 

b. 本店対策本部は、発電所対策本部が事故対応に専念できるよう、店

所対策本部及び関係店所との連絡を行う事務局、応急復旧の総括、官

公庁及び地方自治体への報告及び連絡、放射性物質による被害状況の

把握、事故影響範囲の評価、他原子力事業者及び原子力緊急事態支援

組織への応援要請、原子力事業所災害対策支援拠点の開設及び運営等

を行う班、報道関係に対する情報提供等を行う班、土地の被害調査等

を行う班、復旧活動従業員の安全対策、医師・病院の手配等を行う班、

復旧用資材の調達及び輸送、輸送用機動力の調達及び確保、一般交通

関係情報の収集等を行う班、ヘリコプタ－の確保及び運用、供給対策

等を行う班、応急復旧対策及び本復旧計画の策定等を行う班、保安通

信回線の確保、電気通信事業者回線及び社外非常用通信設備の利用対

策を行う班で構成し、技術面及び運営面で支援する方針であること。 

c. 本店対策本部は、原子力事業所災害対策支援拠点の設置を行うこと、

他の原子力事業者及び原子力緊急事態支援組織からの技術的な支援が

受けられる体制を整備する方針であること。 

d. 本店対策本部は、原子力部門のみでなく他部門を含めた全社体制に

て原子力災害対策活動を実施する方針であること。 
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⑪ 事故後の中長期的な対応に備えた体制の整備【解釈３k)】 

a. 重大事故等発生後の中長期的な対応が必要になる場合に備えて、社

内外の関係各所と連係し、適切かつ効果的な対応を検討できる体制を

整備する方針であること。 

b. 重大事故等時に、機能喪失した設備の復旧を実施するための放射線

量低減活動、放射性物質を含んだ汚染水が発生した場合の対応等につ

いて、事故の収束活動を円滑に実施するため、平時から連絡体制を構

築するとともに、必要な対応を検討できる協力体制を整備する方針で

あること。 

 

 

Ⅳ－３ 重大事故等対処施設に対する共通の要求事項（第３８条～第４１

条及び第４３条関係） 

第３８条から第４１条は、重大事故等対処施設に対して、必要な機能が地盤の変

位等、地震、津波及び火災によって損なわれるおそれがないことを要求している。

第３８条から第４１条の審査においては、重大事故等対処施設の設計方針等につい

て、設計基準対象施設の設計方針等との相違を踏まえた審査を行った。 
また、第４３条においては、重大事故等に対処するため、重大事故等対処設備に

ついて、必要な容量の確保や悪影響の防止等の適切な措置等を講じることを要求し

ている。 
なお、各設備における固有の要求に対する審査内容については、Ⅳ－４．１から

Ⅳ－４．１９で示している。 
 

 
Ⅳ－３．１ 重大事故等対処施設の地盤（第３８条関係） 

第３８条は、重大事故等対処施設について、施設の区分に応じて適用される地震

力が作用した場合においても、十分に支持することができる地盤に設けなければな

らないことを要求している。 
また、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備（※57）が設置されるものに限る。）は、変形した場合においても重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければなら

ないこと、及び変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならないことを要求

している。 
申請者は、「Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係）」において評価され

                             
（※57）「常設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設重大事故緩和設備」は、第３８条において定義されて

いるものである。以下同様。 
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ている地盤に設置される重大事故等対処施設については、同項の評価内容で代表で

きるものとし、当該地盤以外に設置される重大事故等対処施設については、施設規

模等を踏まえ、緊急時対策建屋を代表施設に選定し、当該建屋を対象に評価を行っ

ている。 
規制委員会は、この施設を対象に評価を行うことは妥当であると判断し、以下の

項目について審査を行った。 
１．地盤の変位 
２．地盤の支持 
３．地盤の変形 

 
規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 
 
各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．地盤の変位 

第３８条において準じて適用する解釈別記１は、重大事故等対処施設（常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置されるものに限る。以

下この項において同じ。）を「将来活動する可能性のある断層等」の露頭が無いこ

とを確認した地盤に設置することを要求している。 
申請者は、重大事故等対処施設を設置する地盤における断層の活動性評価につ

いて、評価結果を以下のとおりとしている。 

（１）緊急時対策建屋を設置する地盤には、断層を示唆する系統的な不連続や累積

的な変位・変形は認められず、「将来活動する可能性のある断層等」は認めら

れないと評価した。 

（２）なお、「Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係）」において評価され

ている地盤に設置される重大事故等対処施設については、同項に示すとおり、

重大事故等対処施設を設置する地盤には、「将来活動する可能性のある断層等」

に該当する断層は認められないと評価した。 
 

規制委員会は、重大事故等対処施設を設置する地盤の変位については、申請者

が実施した調査及び評価手法が適切であり、その結果、「将来活動する可能性の

ある断層等」に該当する断層は認められないことを確認していることから、解釈

別記１の規定に適合していること及び地質ガイドを踏まえていることを確認し

た。 
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２．地盤の支持 

第３８条において準じて適用する解釈別記１は、重大事故等対処施設について、

施設の区分に応じた地震力（常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩

和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力）

が作用した場合においても、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設けな

ければならないこと、さらに、常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施設については、基準地震動による地震力

が作用することによって弱面上のずれ等が発生しないことを含め、基準地震動に

よる地震力に対する支持性能が確保されていることを確認することを要求して

いる。 

申請者は、重大事故等対処施設に対する設計方針及び重大事故等対処施設に対

する動的解析の内容を以下のとおりとしている。 

（１）常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設については、基準地震動による地震力が作用した場合において

も、接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。また、常設耐震重

要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設については、代替する機能を有する設計基準事故対処設備が属する耐震

重要度分類のクラスに適用される地震力が作用した場合においても、接地圧に

対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

（２）重大事故等対処施設については、十分な支持性能を有する岩盤に直接支持す

る設計方針としている。 

（３）緊急時対策建屋を対象に、基礎地盤の支持力、基礎地盤のすべり及び基礎底

面の傾斜に対する安全性を評価した。 

（４）基準地震動による地震力を作用させた動的解析は、緊急時対策建屋の振動方

向及び地質を考慮し、当該施設を通り直交する 2断面を評価対象断面として選

定した上で、二次元有限要素法により行った。 

（５）動的解析に用いる地盤パラメータについては、各種の調査結果を基に設定し

た。解析に当たっては、せん断強度のばらつき、入力地震動の位相の反転につ

いても考慮した。また、地下水位については、地表面に設定した。 

（６）動的解析の結果から得られた緊急時対策建屋の基礎底面における最大接地圧

は 1.0N/mm2であり、支持力試験の結果から得られた評価基準値（11.4N/mm2）を

下回る。 

（７）動的解析の結果から得られた緊急時対策建屋の基礎地盤の最小すべり安全率

は、評価基準値の 1.5 を上回る。 

（８）動的解析の結果から得られた緊急時対策建屋の基礎底面の最大傾斜は、評価

基準値の目安である 1/2,000 を下回る。 
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（９）「Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係）」において評価されている

地盤に設置される重大事故等対処施設については、同項「２．地盤の支持」に

示すとおり、原子炉建屋の評価に代表され、評価基準値または又は評価基準値

の目安を満足する。 

 

規制委員会は、重大事故等対処施設を設置する地盤の支持については、以下の

ことから、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえている

ことを確認した。 

・重大事故等対処施設について、要求される地震力が作用した場合においても、

接地圧に対する十分な支持力を有する岩盤に設置すること 
・重大事故等対処施設について、申請者が実施した動的解析の手法、地盤パラ

メータの設定方法等が適切であり、基準地震動を用いた評価を行った結果、

評価基準値又は評価基準値の目安を満足していること 
 

３．地盤の変形 

第３８条において準じて適用する解釈別記１は、重大事故等対処施設（常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置されるものに限る。以

下この項において同じ。）について、地震発生に伴う地殻変動によって生じる支

持地盤の傾斜及び撓み並びに地震発生に伴う建物・構築物間の不等沈下、液状化

及び揺すり込み沈下等の周辺地盤の変状が生じた場合においてもその重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければ

ならないことを要求している。 

申請者は、重大事故等対処施設の支持地盤に係る設計方針、地殻変動による傾

斜に関する評価を以下のとおりとしている。 

（１）重大事故等対処施設は、直接又はマンメイドロックを介して岩盤及び改良地

盤の上に設置されていることから、不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等によ

る影響を受けるおそれはないが、液状化による地盤変状を考慮した場合におい

ても、その安全機能が損なわれないよう、適切な対策を講ずる設計とする。 

（２）重大事故等対処施設の支持地盤の地殻変動による傾斜については、敷地及び

敷地近傍には、「将来活動する可能性のある断層等」は認められないことから、

地震活動に伴い生じる地殻変動による本発電所への影響は小さいと考えられ

るが、敷地周辺に想定される断層のうち、「Ⅲ－３．１ 基準津波」において設

定した東北地方太平洋沖型地震を想定した波源モデルである基準断層モデル

③並びに本発電所に比較的近い活断層であるＦ－６断層～Ｆ－９断層による

地震及び仙台湾の断層群による地震について、Okada(1992)の手法により、緊急

時対策建屋の傾斜を評価した結果、評価基準値の目安である1/2,000を下回る。
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また、基準地震動による傾斜との重畳を考慮した場合においても、1/2,000 を

下回る。 

（３）「Ⅲ－２ 設計基準対象施設の地盤（第３条関係）」において評価されている

地盤に設置される重大事故等対処施設については、同項「３．地盤の変形」に

示すとおり、原子炉建屋の評価に代表され、評価基準値の目安を満足する。 

 

規制委員会は、重大事故等対処施設を設置する地盤の変形については、以下の

ことから、解釈別記１の規定に適合していること及び地盤ガイドを踏まえている

ことを確認した。 

・重大事故等対処施設は、不等沈下、液状化、揺すり込み沈下等による影響を

受けるおそれはないが、液状化による地盤変状を考慮した場合においても、

その安全機能が損なわれないよう、適切な対策を講ずる設計とする方針とし

ていること 
・地殻変動による傾斜に関する評価が適切であり、評価基準値の目安を満足し

ていること 

 

 

Ⅳ－３．２ 地震による損傷の防止（第３９条関係） 

第３９条は、重大事故等対処施設が、施設の区分に応じて適用される地震力に対

して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

ること等を要求している。 

また、重大事故等対処施設（常設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩

和設備が設置されるものに限る。）が、基準地震動による地震力によって生ずるお

それのある斜面の崩壊に対して、重大事故等に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがない設計とすることを要求している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．耐震設計方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

なお、規制委員会は、重大事故等対処施設の周辺斜面については、本申請の内容

を確認した結果、斜面法尻から対象施設までの離間距離が十分にあることから耐震

重要施設の安全機能に影響を与える斜面は存在しないことを確認し、設置許可基準

規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 
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１．耐震設計方針 

申請者は、重大事故等対処施設について、設計基準対象施設の耐震設計におけ

る動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故等対処施設の

構造上の特徴、重大事故等時における運転状態、重大事故等の状態で施設に作用

する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないことを目的として、以下のとおり耐震設計を行

うとしている。 

 

（１）重大事故等対処施設の施設区分に応じた耐震設計 

① 常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設は、基

準地震動による地震力に対して、重大事故に至るおそれがある事故に対処

するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう設計する。 

② 常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置さ

れる重大事故等対処施設は、代替する機能を有する設計基準事故対処設備

が属する耐震重要度分類のクラスに適用される地震動による地震力及び

静的地震力に十分に耐えることができるよう設計する。 

③ 常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設は、基準地震動

による地震力に対して、重大事故に対処するために必要な機能が損なわれ

るおそれがないよう設計する。 

 

（２）地震力の算定方針 

地震力の算定は、設計基準対象施設の耐震設計に用いる地震力の算定等を適

用する。 

 

（３）荷重の組合せと許容限界の設定方針 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設の建物・構築物については、常時作用している荷重、運転時

の状態で施設に作用する荷重、設計基準事故の状態で施設に作用する荷重及び

重大事故等の状態で施設に作用する荷重と基準地震動による地震力を組み合

わせた荷重条件に対して、構造物全体としての変形（耐震壁のせん断ひずみ等）

が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有し、部材・部位ごとの応力、ひず

み等が終局耐力時の応力、ひずみ等に対して妥当な安全余裕を有するよう設計

する。 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設の機器・配管系については、通常運転、運転時の異常な過渡
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変化、設計基準事故及び重大事故等の状態で作用する荷重と基準地震動による

地震力を組み合わせた荷重条件に対して、塑性域に達するひずみが生じる場合

であっても、その量が小さなレベルにとどまって破断延性限界のひずみに対し

て十分な余裕を有し、その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度に応力、

荷重等を制限する値を許容限界とする。「運転時の異常な過渡変化、設計基準

事故及び重大事故等の状態で作用する荷重」のうち、 

① 地震によって引き起こされるおそれのある事象によって作用する荷重

は、地震力と組み合わせる 

② 地震によって引き起こされるおそれはないが、いったん発生した場合、

長時間継続する事象による荷重は、事象の発生頻度、継続時間及び地震動

の年超過確率との関係を踏まえ、適切な地震力と組み合わせる 

ものとする。 

 

（４）波及的影響に係る設計方針 

常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重

大事故等対処施設は、Ｂクラス及びＣクラスの施設等の波及的影響によって、

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 

 

規制委員会は、申請者が重大事故等対処施設について、設計基準対象施設の耐

震設計における動的地震力又は静的地震力に対する設計方針を踏襲し、重大事故

等対処施設の構造上の特徴、重大事故等時における運転状態、重大事故等の状態

で施設に作用する荷重等を考慮し、適用する地震力に対して重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがないように設計するとしており、解釈

別記２の規定に適合していることを確認した。 

 

 

Ⅳ－３．３ 津波による損傷の防止（第４０条関係） 

第４０条は、重大事故等対処施設が基準津波に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない設計とすることを要求している。 

申請者は、重大事故等対処施設について、基準津波に対して以下の方針としてい

る。 

１．防護対象とする施設を内包する建屋及び区画に設置する重大事故等対処施設

は、設計基準対象施設と同じ耐津波設計方針とする。 

２．それ以外の建屋及び区画に設置する重大事故等対処施設は、設計基準対象施

設と同じ耐津波設計方針とし、可搬型重大事故等対処設備保管場所である第 3

保管エリアについては浸水防止対策を実施するとともに、緊急時対策建屋、緊
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急用電気品建屋、ガスタービン発電設備タンクピット及び可搬型重大事故等対

処設備保管場所である第 1保管エリア等は、津波による遡上波が到達しない高

さの敷地に設置する。 

 

規制委員会は、申請者が、設計基準対象施設と同じ耐津波設計方針により、重大

事故等対処施設が基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損

なわれない設計としていることから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ－３．４ 火災による損傷の防止（第４１条関係） 

第４１条は、重大事故等対処施設が、火災によって必要な機能を損なうおそれが

ないよう、火災の発生を防止すること、かつ、火災を感知及び消火することを要求

している。 
申請者は、重大事故等対処施設は、火災により必要な機能を損なうおそれがない

よう、設計基準対象施設の火災防護対策に準じて、火災の発生防止、火災の感知及

び消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じた設計とするとしている。 
 
規制委員会は、重大事故等対処施設について、火災防護基準に基づく火災防護設

計が行われる方針であり、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ－３．５ 重大事故等対処設備（第４３条関係） 

第４３条は、重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要

求している。 

① 環境条件及び荷重条件（43-1-1（※58）） 

② 操作性（43-1-2） 

③ 試験又は検査（43-1-3） 

④ 切替えの容易性（43-1-4） 

⑤ 他の設備に対する悪影響防止（43-1-5） 

⑥ 現場の作業環境（43-1-6） 

また、常設重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要求

している。 

① 容量（43-2-1） 

② 共用の禁止（43-2-2） 

③ 設計基準事故対処設備との多様性（43-2-3） 

                             
（※58）「43-1-1」は、第４３条において該当する条項「第４３条第１項第１号」を示す。以下同様。 
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さらに、可搬型重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を

要求している。 

① 容量（43-3-1） 

② 確実な接続（43-3-2） 

③ 複数の接続口（43-3-3） 

④ 現場の作業環境（43-3-4） 

⑤ 保管場所（43-3-5） 

⑥ アクセスルートの確保（43-3-6） 

⑦ 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（43-3-7） 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

なお、各設備が第４３条に適合しているかはⅣ－４．１からⅣ－４．１９で示し

ている。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．審査確認事項 

（１）重大事故等対処設備（第４３条第１項関係） 

申請者は、重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する方針と

している。 

① 環境条件及び荷重条件 

重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合における

温度、放射線、荷重及びその他の使用条件において、その機能が有効に発

揮できるよう、その設置場所（使用場所）又は保管場所に応じた耐環境性

を有する設計とするとともに、操作が可能な設計とする。 

② 操作性 

想定される重大事故等が発生した場合においても、重大事故等対処設備

の操作を確実なものとするため、重大事故等時の環境条件を考慮し、操作

場所での操作が可能な設計とする。 

③ 試験又は検査 

重大事故等対処設備は、健全性及び能力を確認するため、発電用原子炉

の運転中又は停止中に必要な箇所の保守点検、試験又は検査を実施できる

よう、機能・性能の確認、漏えいの有無の確認、分解点検等ができる構造

とする。 

④ 切替えの容易性 
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重大事故等対処設備のうち、本来の用途以外の用途として重大事故等に

対処するために使用する設備は、通常時に使用する系統から速やかに切替

操作が可能なように、系統に必要な弁等を設ける設計とする。 

⑤ 他の設備に対する悪影響防止 

重大事故等対処設備は、発電用原子炉施設内の他の設備（設計基準対象

施設及び当該重大事故等対処設備以外の重大事故等対処設備）に対して悪

影響を及ぼさない設計とする。 

⑥ 現場の作業環境 

重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合において

も操作及び復旧作業に支障がないように、放射線量が高くなるおそれの少

ない設置場所の選定、遮蔽の設置等により設置場所で操作できる設計又は

放射線の影響を受けない異なる区画若しくは離れた場所から遠隔で操作

できる設計とする。 

 

規制委員会は、本申請が、重大事故等対処設備の設備共通の設計方針等とし、

他の設備に対して悪影響を及ぼさない設計方針とするなど、第４３条第１項及

び同項の設置許可基準規則解釈を踏まえた設計方針としていることから、適切

なものであると判断した。 

 

（２）常設重大事故等対処設備（第４３条第２項関係） 

申請者は、常設重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する方

針としている。 

① 容量 

常設重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、想

定する事象及びその事象の進展等を考慮し、重大事故等時に必要な目的を

果たすために、系統の目的に応じて必要となる容量等を有する設計とする。 

② 共用の禁止 

常設重大事故等対処設備の各機器は、二以上の発電用原子炉施設におい

て共用しない設計とする。 

③ 設計基準事故対処設備との多様性 

常設重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備、使用済燃料プールの

冷却機能又は注水機能を有する設備等（以下「設計基準事故対処設備等」

という。）の安全機能と、環境条件、地震、津波その他の自然現象、人為事

象、溢水、火災及びサポート系の故障による共通要因によって同時にその

機能が損なわれるおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限

り多様性、独立性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とする。 
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規制委員会は、本申請が、常設重大事故等対処設備の設備共通の設計方針等

について、想定される重大事故等の収束に必要な容量を有する設計とするなど、

第４３条第２項及び同項の設置許可基準規則解釈を踏まえた設計方針として

いることから、適切なものであると判断した。 

 

（３）可搬型重大事故等対処設備（第４３条第３項関係） 

申請者は、可搬型重大事故等対処設備全般について、以下のとおり設計する

方針としている。 

① 容量 

可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等の収束において、

想定する事象及びその事象の進展を考慮し、系統の目的に応じて必要な容

量等を有する設計とするとともに、設備の機能、信頼度等を考慮し、予備

を含めた保有数を確保することにより、必要な容量等に加え、十分に余裕

のある容量等を有する設計とする。 

② 確実な接続 

可搬型重大事故等対処設備を常設設備と接続するものについては、容易

かつ確実に接続できるように、ケーブルはボルト・ネジ接続等を用い、配

管は配管径や内部流体の圧力によって、大口径配管又は高圧環境において

はフランジを、小口径かつ低圧環境においてはより簡便な接続方式等を用

いる設計とする。また、同一ポンプを接続する配管は口径を統一する等、

複数の系統での接続方法の統一も考慮する。 

③ 複数の接続口 

可搬型重大事故等対処設備のうち、原子炉建屋の外から水又は電力を供

給する設備と常設設備との接続口は、故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズム等の共通要因によって接続することができなくなることを

防止するため、建屋の異なる面の隣接しない位置又は屋内及び建屋面の適

切に離隔した位置に複数箇所設置する。 

④ 現場の作業環境 

可搬型重大事故等対処設備は、想定される重大事故等が発生した場合に

おいても設置及び常設設備との接続に支障がないように、放射線量が高く

なるおそれの少ない場所の選定、遮蔽の設置等により、当該設備の設置及

び常設設備との接続が可能な設計とする。 

⑤ 保管場所 

可搬型重大事故等対処設備は、地震、津波その他の自然現象又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故対処
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設備等及び常設重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で、

原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保するとともに、

可搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対

処設備及び常設重大事故等対処設備からも 100m 以上の離隔距離を確保し

た上で、複数箇所に分散するなどして保管する。 

⑥ アクセスルートの確保 

想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処

設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、本発電所内の道

路及び通路が確保できるよう設計する。 

屋内及び屋外において、想定される重大事故等への対処に必要な可搬型

重大事故等対処設備の保管場所から設置場所及び接続場所まで運搬する

ためのアクセスルート、又は他の設備の被害状況を把握するためのアクセ

スルートは、自然現象、人為事象、溢水及び火災を想定し、迂回路も考慮

して複数を確保する。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響、その他自然現象による影

響を想定し、複数のアクセスルートの中から早期に復旧可能なルートを確

保するため、障害物を除去可能なブルドーザ及びバックホウをそれぞれ 1

台（予備 1台）保管、使用する。 

⑦ 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性 

可搬型重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備等又は常設重大事故

防止設備の重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機

能と、環境条件、地震、津波その他の自然現象、人為事象、溢水、火災及

びサポート系の故障による共通要因によって同時にその機能が損なわれ

るおそれがないよう、共通要因の特性を踏まえ、可能な限り多様性、独立

性、位置的分散を考慮して適切な措置を講じた設計とする。 

 

規制委員会は、本申請が、可搬型重大事故等対処設備の設備共通の設計方針

について、原子炉建屋及び制御建屋から 100m 以上の離隔距離を確保した場所

に複数箇所に分散して保管するなど、第４３条第３項及び同項の設置許可基準

規則解釈を踏まえた設計方針としていることから、適切なものであると判断し

た。 

 

 

Ⅳ－４ 重大事故等対処設備及び手順等 

第４４条から第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１項から１．１９

項は、原子炉設置者に対し、重大事故等に対処するために必要な設備及び手順等を

1072



 

331 

 

整備することを要求している。このうち、手順等については、保安規定等において

規定する方針であることを要求している。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の要求事項に対応し、適切に整備する方針

であるか、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等が、適切に整備される方針であるかを審査した。さらに、申請者が、自主的な

対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であるかを審査した。 

 

 

Ⅳ－４．１ 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備及

び手順等（第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１関係） 

本節では、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために申請者が計画する設備

及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１項（以下「第４４条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第４４条等は、運転時の異常な過渡変化時において原子炉の運転を緊急に停

止することができない事象が発生するおそれがある場合又は当該事象が発生

した場合においても炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持するとともに、原子炉を未臨界に移

行するために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第４４条等における「原子炉を未臨界に移行するために必要な設備及び手順

等」とは、「原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するお

それがある場合」において、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以

上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）手動による原子炉の緊急停止操作を実施する手順等 

ロ）センサー出力から最終的な作動装置の入力までの原子炉スクラム系統か

ら独立した代替制御棒挿入回路（ARI） 

ハ）原子炉出力を抑制するため、原子炉冷却材再循環ポンプを自動で停止さ

せる設備 
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二）原子炉出力を抑制するため、原子炉冷却材再循環ポンプが自動停止しな

い場合は、手動操作により停止させる手順等 

ホ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備及び手順等 

また、上記ホ）の設備及び手順等については、以下の措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うこととしている。 

へ）ほう酸水注入設備を起動する判断基準を明確に定めること。 

ト）緊急停止することができない事象の発生時に不安定な出力振動が検知さ

れた場合には、ほう酸水注入設備を作動させること。 

 

申請者は、第４４条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 手動による原子炉の緊急停止操作を実施するための設備及び手順等 

② センサー出力から最終的な作動装置の入力までが原子炉スクラム系統

から独立した代替制御棒挿入回路 

③ 原子炉出力を抑制するため、原子炉再循環ポンプトリップ機能（※59）の

代替機能を有する設備及び手順等 

④ 原子炉出力を抑制するため、原子炉再循環ポンプが自動停止しない場合

は、手動により停止させるための設備及び手順等 

⑤ 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系及び手順等 

⑥ 原子炉圧力容器の自動減圧により原子炉圧力容器への冷却水注水量は

増加する。これに伴う原子炉出力の急上昇を防止するため、自動減圧を阻

止するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※60）において、緊急停止失敗時に原子

炉を未臨界にするための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備す

る方針としている。 

① 原子炉出力を抑制するため、原子炉再循環ポンプトリップ機能の代替機

能を有する設備及び手順等 

② 十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入系及び手順等 

③ 原子炉圧力容器の自動減圧により原子炉圧力容器への冷却水注水量は

増加する。これに伴う原子炉出力の急上昇を防止するため、自動減圧を阻

止するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするために申請者が計画

する設備及び手順等が、第４４条等における各々の要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であることから、第４４条等に適合するものと判断した。

                             
（※59）タービントリップ又は発電機負荷遮断時に原子炉再循環ポンプ全 2台を自動停止させる原子炉再循環

ポンプトリップ機能 

（※60）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「原子炉停止機能喪失」についての有効性評価をいう。 
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また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手

順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条及び重大事故

等防止技術的能力基準１．０項（重大事故等対処設備及び手順等に関する共通

的な要求事項。以下「第４３条等」という。）等に従って重大事故等対処設備及

び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４４条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 手動操作により代替制御棒挿入回路を作動させることによる原子

炉緊急停止。そのために、ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）を重

大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. センサー出力から最終的な作動装置の入力までが原子炉スクラム

系統から独立した代替制御棒挿入回路による自動制御棒全挿入。その

ために、ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）を重大事故等対処設備

として新たに整備する。 

c. 原子炉再循環ポンプの自動トリップによる原子炉出力の抑制。その

ために、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を重

大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 原子炉再循環ポンプが自動トリップしない場合における原子炉再

循環ポンプの手動停止による原子炉出力の抑制。そのために、ATWS 緩

和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）を重大事故等対処設

備として新たに整備する。 

e. ほう酸水注入系を用いたほう酸水の注入による原子炉の未臨界へ

の移行。そのために、ほう酸水注入系ポンプ、ほう酸水注入系貯蔵タ

ンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 
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f. ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）の信号又は手動操作によ

る自動減圧の阻止。そのために、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止

機能）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、a.の対策が第４４条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に、c.の対策が同ハ）に、d.の対策が同ニ）に、e.の対策が同ホ）、同へ）

及び同ト）に対応するものであることを確認した。 

f.の対策が第４４条等要求事項のうち発電用原子炉を未臨界に移行す

るための対策に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び ATWS 緩和設備（代替原

子炉再循環ポンプトリップ機能）は、設計基準事故対処設備に対して

独立性を有する設計とする。 

b. ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、緊急停

止失敗の場合に、必要な負の反応度を投入できるように原子炉再循環

ポンプ全 2台を自動停止又は手動停止（※61）できる設計とする。 

c. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び ATWS 緩和設備（代替原

子炉再循環ポンプトリップ機能）は、設計基準事故対処設備に対して

多様性を有する設計とする。 

d. ほう酸水注入系は、緊急停止失敗の場合に原子炉を未臨界状態にす

るために十分な反応度制御能力を有する設計とする。 

e. ほう酸水注入系は、設計基準事故対処設備に対して位置的分散を図

り、多様性を有する設計とする。 

f. ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）は、信号による自動作動

又は起動スイッチによる手動操作により自動減圧を阻止する設計と

する。なお、自動作動させる信号は、中性子束高及び原子炉水位低（レ

ベル 2）とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)ATWS 緩和設備（代替制御棒挿

入機能）及び ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、

検出器から代替制御棒挿入機能用電磁弁又は代替原子炉再循環ポンプト

                             
（※61）炉心流量の減少により過渡的に原子炉圧力容器内のボイド率が増加し、ボイド反応度係数の負の反応

度帰還効果により、原子炉出力を降下させる。 
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リップ遮断器までを設計基準事故対処設備である多重化された原子炉保

護系に対して独立した構成とすることにより、共通要因により同時に機能

を喪失しない設計であること、b)ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプ

トリップ機能）は、著しい炉心損傷の防止に必要な原子炉出力降下をさせ

るために原子炉再循環ポンプ全2台を自動停止及び手動停止できる設備で

あること、c)ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）及び ATWS 緩和設備（代

替原子炉再循環ポンプトリップ機能）は、設計基準事故対処設備である原

子炉保護系に対して、異なる電源を用いることにより多様性を有している

こと、d)ほう酸水注入系は、緊急停止失敗時において原子炉を未臨界にす

るために十分な反応度制御能力を有する設備であること、e)ほう酸水注入

系は、設計基準事故対処設備である制御棒、制御棒駆動機構及び制御棒駆

動水圧系水圧制御ユニットに対して、原子炉建屋原子炉棟内の異なる区画

に設置することにより位置的分散が図られており、異なる駆動源を用いる

ことにより多様性を有していること、f)ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻

止機能）は、自動減圧を阻止できることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 原子炉の自動スクラム失敗を、全制御棒全挿入ランプ等により確認

した場合には、手動スクラムを実施するとともに、重大事故等対処設

備である ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作の手順に着

手する。この手順では、中央制御室での操作を 1 名により、2 分以内

に実施する。 

b. ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作を実施した場合で

あって、制御棒 1本よりも多くの制御棒が未挿入の場合（※62）には、

ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子炉

再循環ポンプの自動停止の確認の手順に着手する。この手順では、中

央制御室での確認を 1名で実施する。 

c. ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子

炉再循環ポンプの自動停止機能が作動していない場合には、停止して

                             
（※62）以降、”ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作を実施した場合であって、制御棒 1本より

も多くの制御棒が未挿入の場合”を、”ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉

緊急停止が失敗した場合”という。 
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いない原子炉再循環ポンプを手動により停止する手順に着手する。こ

の手順では、中央制御室での操作を計 31名により、1分以内に実施す

る。 

d. ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子

炉再循環ポンプのトリップ状況を確認した後、自動減圧の阻止の手順

に着手する。この手順では、中央制御室での ATWS 緩和設備（自動減圧

系作動阻止機能）の手動操作を計 31 名により、1 分以内に実施する。 

e. ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ機能）による原子

炉出力の抑制を図った場合には、不安定な出力振動の発生の有無にか

かわらずほう酸水注入の手順に着手する。この手順では、中央制御室

でのほう酸水注入の準備を計 31 名により、5分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を、a.、b.、

c.、d.、e.の順に設定して明確化していること、b)上記の全ての操作を中

央制御室で行えることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上により、規制委員会は、①a.の対策が第４４条等要求事項イ）に、①b.

の対策が同ロ）に、①c.の対策が同ハ）に、①d.の対策が同ニ）に、①e.の対

策が同ホ）、同へ）及び同ト）に対応するものであること、①f.の対策が第４４

条等要求事項のうち発電用原子炉を未臨界に移行するための対策に対応する

ものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等

に従って適切に整備される方針であることから、第４４条等に適合するものと

判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、緊急停止失敗時に原子炉

を未臨界にするために、ATWS 緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ

機能）により原子炉出力を抑制すること、ほう酸水注入系を用いたほう酸

水の注入により原子炉を未臨界に移行すること及び原子炉出力の急上昇

を防止するため自動減圧を阻止することを必要な対策としている。 
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これらの対策は、（１）①c.、e.及び f.と同じであるため、必要な重大

事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処設備

の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、緊急停止

失敗時に原子炉を未臨界にするための重大事故等対処設備及び手順等と

して位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方

針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉緊急停止失敗時において原子炉出力を抑制し

未臨界にする機能が喪失した場合に、その機能を構成する機能を回復するための

自主対策設備（※63）及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にする機能を構成するフロント

ライン系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１－１参照）を用いた主

な手順等は以下のとおりとしている。 

① 運転時の異常な過渡変化時において、原子炉が自動スクラムしなかった

場合には、設計基準事故対処設備である原子炉手動スクラムボタンを操作

するとともに原子炉モードスイッチを「停止」とする手順に着手する。こ

の手順では、中央制御室での操作を１名により実施する。 

② ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、選択制御棒挿入機

構を手動操作することによる原子炉出力抑制の手順に着手する。この手順

では、中央制御室での操作を計 2名により、1分以内に実施する。 

③ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、スクラムソレノイ

ドヒューズの引抜き操作による制御棒挿入の手順に着手する。この手順で

は、中央制御室での操作を計 2名により、10 分以内に実施する。 

                             
（※63）申請者は、「自主対策設備」を、「技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況に

おいて使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備」と定義してい

る。以下同じ。 
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④ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、スクラムテストス

イッチによるシングルロッドスクラム操作の手順に着手する。この手順で

は、中央制御室での操作を計 2名により、20 分以内に実施する。 

⑤ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、スクラムパイロッ

ト弁用制御空気の排気操作による制御棒挿入の手順に着手する。この手順

では、現場での操作を計 2名により、50 分以内に実施する。 

⑥ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、スクラム弁が閉の場合には、原子炉手動制御系

による制御棒挿入の手順に着手する。この手順では、中央制御室での操作

の準備を計 2名により、1分以内に実施する。 

⑦ ATWS 緩和設備（代替制御棒挿入機能）の手動操作による原子炉緊急停止

が失敗した場合であって、原子炉出力が基準値以上の場合又は原子炉が隔

離状態の場合には、給水系（タービン駆動原子炉給水ポンプ、電動機駆動

原子炉給水ポンプ）による給水量の調整等により、レベル 1 より 1,000mm

以上を維持するように原子炉水位の低下操作の手順に着手する。この手順

では、中央制御室での操作の準備を計 2名により、1分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対

処が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉手動スクラ

ムボタン及び原子

炉モードスイッチ 

設計基準事故対処設備である原子炉保護系の一部であ

り、主スクラム回路を自動スクラムと共有しているも

のの、原子炉手動スクラムボタン及び原子炉モードス

イッチ「停止」を操作することで制御棒のスクラム動

作が可能となる場合があるため、制御棒を挿入する手

段となり得る。 

選択制御棒挿入機

構 

あらかじめ選択した制御棒を自動的に挿入する機能で

あり、全ての状況に対応した未臨界の維持は困難であ

るものの、原子炉出力を抑制する手段となり得る。 

スクラムソレノイ

ドヒューズ 

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、中

央制御室に設置している当該ヒューズを引き抜くこと
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でスクラムパイロット弁電磁コイルの電源を遮断する

ことにより、制御棒を緊急挿入する手段となり得る。 

スクラムテストス

イッチ 

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、当

該スイッチを操作することで制御棒の緊急挿入が可能

であるため、制御棒を挿入する手段となり得る。 

スクラムパイロッ

ト弁用制御空気配

管・弁 

全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、ス

クラムパイロット弁用制御空気配管内の計装用圧縮空

気を排出することで制御棒のスクラム動作が可能であ

るため、制御棒を挿入する手段となり得る。 

原子炉手動制御系 全制御棒全挿入完了までには時間を要するものの、制

御棒を手動挿入することにより、原子炉出力を抑制す

る手段となり得る。 

給水制御系及び給

水系（タービン駆

動原子炉給水ポン

プ、電動機駆動原

子炉給水ポンプ） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分

ではないものの、常用電源が健全であれば給水系によ

る原子炉への給水量の調整により原子炉水位を低下さ

せることができるため、原子炉出力を抑制する手段と

なり得る。 

 

 

Ⅳ－４．２ 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備及び手順等（第４５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

２関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において発電用原子炉を冷

却するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．２項（以下「第４５条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 
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（１）第４５条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する冷却機能（※64）が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備及び手順

等を整備することを要求している。第４５条等における「発電用原子炉を冷却

するために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこ

れらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

①－１ 全交流動力電源の喪失及び常設直流電源系統の喪失を想定し、原子

炉隔離時冷却系により原子炉を冷却するため、以下の設備及び手順等

を整備すること。 

イ）可搬型重大事故防止設備 

現場での可搬型重大事故防止設備（可搬型バッテリ又は窒素ボンベ

等）を用いた弁の操作により原子炉隔離時冷却系の起動及び十分な期

間（※65）の運転継続を行う設備及び手順等（ただし、下記ロ）の人力

による措置が容易に行える場合を除く。） 

ロ）現場操作 

現場での人力による弁の操作により、原子炉隔離時冷却系の起動及

び十分な期間の運転継続を行うために必要な設備及び手順等 

ハ）監視及び制御 

ハ）－１ 原子炉水位を推定する手順等 

ハ）－２ 原子炉隔離時冷却系等の安全上重要な設備の作動状況を確認

する手順等 

ハ）－３ 原子炉水位を制御する手順等 

①－２ 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において、注水すること

及び原子炉を冷却できる設備に電源を接続することにより、起動及び

十分な期間の運転継続ができる手順等 

①－３ 重大事故等の進展を抑制するため、ほう酸水注入系（SLCS）又は制

御棒駆動機構（CRD）等から注水できる手順等 

 

申請者は、第４５条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

②－１ 現場での人力による弁の操作により、原子炉隔離時冷却系及び高圧

代替注水系を起動・運転継続するための設備及び手順等 

                             
（※64）申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態における設計基準事故対処設備が有する冷却機

能について、以下のとおりとしている。 

・原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による冷却機能 

（※65）「十分な期間」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧対策及び原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

の冷却対策の準備が整うまでの期間のことをいう。 
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②－２ 計測設備により監視及び制御するための手順等 

a. 原子炉水位を監視又は推定するための手順等（※66） 

b. 原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の作動状況を確認するた

めの手順等 

c. 原子炉水位の制御のための手順等 

②－３ 原子炉隔離時冷却系を起動及び運転継続するための可搬型代替直

流電源設備、代替交流電源設備等の設備及び手順等（※67） 

②－４ 原子炉圧力容器へほう酸水を注入するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※68）において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態において発電用原子炉を冷却するための重大事故等対処

設備及び手順等として、中央制御室からの起動による原子炉圧力容器への注水

のための高圧代替注水系等の設備及び手順等を整備する方針としている。 

（３）規制委員会は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に発電用原子炉を冷却

するために申請者が計画する設備及び手順等が、第４５条等における各々の要

求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第４５条等に

適合するものと判断した。 

また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び

手順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４５条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４５条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

                             
（※66）監視又は推定するための手順等については、「Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等」において整理 

（※67）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順

等」において整理 

（※68）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 
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a. 原子炉隔離時冷却系の現場操作による原子炉圧力容器への注水。そ

のために、原子炉隔離時冷却系ポンプ（現場手動操作）及び復水貯蔵

タンクを重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 高圧代替注水系の現場操作による原子炉圧力容器への注水。そのた

めに、高圧代替注水系ポンプ（現場手動操作）を重大事故等対処設備

として新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設

備として位置付ける。 

c. 原子炉隔離時冷却系及び高圧代替注水系の作動状況並びに原子炉

水位の監視及び制御。そのために、原子炉水位計（SA 広帯域）、原子

炉水位計（SA 燃料域）、原子炉圧力計（SA）、高圧代替注水系ポンプ出

口流量計及び復水貯蔵タンク水位計を重大事故等対処設備として新

たに整備するとともに、原子炉水位計（広帯域）、原子炉水位計（燃料

域）及び原子炉圧力計を重大事故等対処設備として位置付ける。 

d. 原子炉隔離時冷却系を復旧するための設備及び手順等。そのために、

可搬型代替直流電源設備、ガスタービン発電機及び可搬型代替交流電

源設備（電源車）を重大事故等対処設備として新たに整備するととも

に、原子炉隔離時冷却系ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処

設備として位置付ける。 

e. ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入。そのため

に、ガスタービン発電機及び可搬型代替交流電源設備（電源車）を重

大事故等対処設備として新たに整備するとともに、ほう酸水注入系ポ

ンプ及びほう酸水注入系貯蔵タンクを重大事故等対処設備として位

置付ける。 

 

規制委員会は、a.及び b.の対策が第４５条等要求事項ロ）に、c.の対策

が同ハ）に、d.の対策が同①－２に、e.の対策が①－３に対応するもので

あることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 原子炉隔離時冷却系の起動に必要な電動弁は、設計基準事故対処設

備に対して弁の駆動方法について多様性を有する設計とする。 

b. 高圧代替注水系は、設計基準事故対処設備に対して多様性を有し、

位置的分散を図る設計とするとしている。また、炉心の著しい損傷を

防止するために必要な流量を確保する設計とする。 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)原子炉隔離時冷却系の起動に

必要な電動弁は、現場での手動操作を可能とすることで、設計基準事故対

処設備である非常用直流電源設備からの給電による遠隔操作に対して、弁

の駆動方法について多様性を有する設計とすること、b)高圧代替注水系ポ

ンプは、タービン駆動であり、電動機駆動である設計基準事故対処設備で

ある高圧炉心スプレイ系ポンプに対して、ポンプの駆動方法について多様

性を有していること、c)高圧代替注水系の起動に必要な電動弁は、所内常

設蓄電式直流電源設備、常設代替直流電源設備及び可搬型代替直流電源設

備からの給電並びに現場での手動操作を可能とすることにより、設計基準

事故対処設備である非常用交流電源設備から給電される高圧炉心スプレ

イ系及び非常用直流電源設備から給電される原子炉隔離時冷却系に対し

て、弁の駆動方法について多様性を有していること、d)高圧代替注水系ポ

ンプは、原子炉建屋原子炉棟内の高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔

離時冷却系ポンプとは異なる区画に設置することにより位置的分散が図

られていること、想定している重大事故等に対処するために必要な容量を

確保する設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル 3）以上に維持できない場合であって、中央制御室から

の操作により高圧代替注水系を起動できない場合には、現場手動操作

による高圧代替注水系起動の手順に着手する。この手順では、現場で

の RCIC 蒸気供給ライン分離弁の手動閉操作、HPAC 注入弁及び HPAC タ

ービン止め弁の手動開操作等を計 3 名により、35 分以内に実施する。 

b. 全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により原子炉圧力

容器への注水ができず、中央制御室からの操作により高圧代替注水系

を起動できない場合であって、高圧代替注水系が現場起動できない場

合、又は高圧代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル 3）以上に維持できない場合には、現場手動操作による原
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子炉隔離時冷却系起動の手順に着手する。この手順では、現場での

RCIC 蒸気供給ライン分離弁及び RCIC タービン止め弁の手動開操作、

HPAC 蒸気供給ライン分離弁の手動閉操作等を計 5名により、110 分以

内に実施する。 

c. 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ

系、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、ほ

う酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水の注入の手順に着

手する。この手順では、中央制御室におけるほう酸水注入系ポンプ起

動、運転状況の確認等を 1名により、15 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順を設定して明確化してい

ること、b)人力による原子炉隔離時冷却系ポンプ及び高圧代替注水系ポン

プの起動等について、弁の手動操作、ポンプの流量調整の手順等を定め、

必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)照明

により夜間等でのアクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡設備

を確保していること、e)弁の手動操作、ポンプの流量調整等を行う作業環

境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.及び b.の対策が第４５条等要求事項ロ）

に、①c.の対策が同ハ）に、①d.の対策が同①－２に、①e.の対策が同①－３

に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が

第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第４５条等に適合

するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧時に発電用原子炉を冷却するために必要となる以下の対策と

そのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 高圧代替注水系の中央制御室からの操作による原子炉圧力容器へ

の注水。そのために、高圧代替注水系ポンプを重大事故等対処設備と
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して新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備

として位置付ける。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

①に掲げる重大事故等対処設備については、（１）①b.と同じであるため、

重大事故等対処設備の設計方針も同じである。 

よって、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備につい

て、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）に適合す

る措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系により原

子炉注水ができず、原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル

3）以上に維持できない場合には、中央制御室からの高圧代替注水系起

動の手順に着手する。この手順では、中央制御室での RCIC 蒸気供給ラ

イン分離弁の閉操作、HPAC 注入弁及び HPAC タービン止め弁の開操作

等を 1名により、15 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の判断基準が明確である

こと、b)原子炉圧力容器への注水の手順等について、高圧代替注水系ポン

プの起動の手順等を定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行

うとしていることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材

圧力バウンダリが高圧時に発電用原子炉を冷却するための重大事故等対処設

備及び手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に

整備する方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 
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規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時において発電

用原子炉の冷却機能が喪失した場合に、その機能を構成するサポート系の機能を

回復するため、重大事故等の進展を抑制するため並びに監視及び制御を行うため

の自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）サポート系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリの冷却機能を構成するサポート系の

機能を回復させるための設備を用いた主な手順として、代替電源設備からの給

電による原子炉隔離時冷却系の復旧に関する手順等については、「Ⅳ－４．１

４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理するとしている。 

 

（２）重大事故等の進展を抑制するための設備及び手順等 

申請者は、重大事故等の進展を抑制するための設備（表Ⅳ－４．２－１参照）

を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、制御棒駆動水

圧系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、制

御棒駆動水ポンプ起動、運転状況の確認等を 1名により、20分以内に実施

する。 

② 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり、高圧炉心スプレイ系、

高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位

を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、純水補給水系

を水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水の手順に着

手する。この手順では、ほう酸水注入系ポンプ起動、系統の構成等を計 3

名により、35 分以内に実施する。 

 

（３）監視及び制御を行うための設備及び手順等 

申請者は、監視及び制御を行うための設備を用いた主な手順等として、原子

炉水位（狭帯域）、高圧代替注水系及び原子炉隔離時冷却系の現場起動時に使

用する現場監視計器に関する手順等については、「Ⅳ－４．１５ 計装設備及

びその手順等」において整理するとしている。 

 

1088



 

347 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対

処が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．２－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

制御棒駆動水圧

系 

原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず、重大事

故等対処設備に要求される設備としての耐震性は確保され

ないものの、原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における重

大事故等の進展を抑制する手段となり得る。 

ほう酸水注入系

（原子炉へ注水

する場合） 

原子炉を冷却するための十分な注水量が確保できず、純水補

給水系において、重大事故等対処設備に要求される設備とし

ての耐震性は確保されないものの、水源を純水補給水系に切

り替えることができれば、ほう酸水注入系による原子炉への

注水が可能となることから、原子炉冷却材圧力バウンダリ高

圧時における重大事故等の進展を抑制する手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．３ 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備及び手順

等（第４６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．３関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事

項を確認した。 

・第４６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．３項（以下「第４６条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第４６条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する減圧機能（※69）が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウン

                             
（※69）申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態における設計基準事故対処設備が有する減圧機

能について、以下のとおりとしている。 

・逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能 
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ダリを減圧するために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。

第４６条等における「炉心の著しい損傷」を「防止するため、原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧するために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設

備及び手順又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）原子炉の水位が低下した状態であって、低圧注水系が利用可能な状態で

ある場合に、逃がし安全弁を作動させる減圧自動化ロジックの追加 

ロ）可搬型重大事故防止設備 

ロ）－１ 常設直流電源系統喪失時においても、減圧用の弁（逃がし安全弁）

を作動させ原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える手動設

備又は可搬型代替直流電源設備及び手順等 

ロ）－２ 減圧用の弁が空気作動弁である場合、減圧用の弁を作動させ原子

炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える可搬型コンプレッサー

又は窒素ボンベ及び手順等 

ハ）常設直流電源喪失時においても、減圧用の弁を作動させ原子炉冷却材圧

力バウンダリの減圧操作が行えるよう代替電源による復旧手順等が整備

されていること。 

ニ）インターフェイスシステム LOCA 発生時において、原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの損傷箇所を隔離するための手順等。隔離できない場合に原子炉

を減圧し、原子炉冷却材の漏えいを抑制するために、逃がし安全弁を作動

させることなどにより原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作が行える

手順等 

また、上記ロ）－１及びロ）－２については、以下の措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うこととしている。 

ホ）減圧用の弁は、作動可能な環境条件を明確にするとともに、想定される

重大事故等が発生した場合の環境条件において確実に作動すること。 

 

申請者は、第４６条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能喪失時において、逃がし

安全弁（自動減圧機能）を作動させるための代替自動減圧回路（代替自動

減圧機能）等の設備 

② 常設直流電源系統喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機

能を回復するための可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充電器及

び 125V 代替蓄電池）、125V 直流電源切替盤、主蒸気逃がし安全弁用可搬型
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蓄電池等の設備及び手順等（※70） 

③ 逃がし安全弁（自動減圧機能）作動窒素ガス喪失時において、逃がし安

全弁（自動減圧機能）の機能を回復するための高圧窒素ガスボンベ等の設

備及び手順等 

④ 常設直流電源喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を

回復するための可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充電器及び

125V 代替蓄電池）、ガスタービン発電機等の設備及び手順等（※70） 

⑤ インターフェイスシステム LOCA 発生時において、漏えい箇所を隔離す

るための HPCS 注入隔離弁等の設備及び手順等。また、漏えい箇所の隔離

ができない場合に原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行うための逃が

し安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

⑥ 上記②及び③の設備については、減圧用の弁の作動可能な環境条件を明

確にするとともに、想定される重大事故等が発生した場合の環境条件にお

いて確実に作動する設計とする。 

⑦ 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合にお

いて、高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器

破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための逃が

し安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※71）において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリが高圧の状態において原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としている。 

① 逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能喪失時において、逃がし

安全弁（自動減圧機能）を作動させるための代替自動減圧回路（代替自動

減圧機能）等の設備 

② 常設直流電源系統喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機

能を回復するための可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充電器及

び 125V 代替蓄電池）等の設備及び手順等 

③ 常設直流電源喪失時において、逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能を

回復するためのガスタービン発電機等の設備及び手順等 

④ インターフェイスシステム LOCA 発生時において、漏えい箇所を隔離す

るための HPCS 注入隔離弁等の設備及び手順等。また、漏えい箇所の隔離

                             
（※70）代替電源（主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池及び 125V 直流電源切替盤を除く。）に関する設備及び

手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 

（※71）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち、「高圧・低圧注水機能喪失」、「高圧注水・減圧機能喪失」、「全

交流動力電源喪失」、「崩壊熱除去機能喪失」、「LOCA 時注水機能喪失」及び「格納容器バイパス（インタ

ーフェイスシステム LOCA）」、原子炉格納容器破損防止対策の有効性評価のうち、「高圧溶融物放出／格

納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリ

ート相互作用」をいう。 
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ができない場合に原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を行うための逃が

し安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

⑤ 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合にお

いて、高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器

破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための逃が

し安全弁（自動減圧機能）及び手順等 

（３）規制委員会は、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧するために申請者が計画する設備及び手順等が、第

４６条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

ることから、第４６条等に適合するものと判断した。また、有効性評価（第３

７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備され

る方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４６条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４６条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）を用いて逃がし安全弁（自

動減圧機能）を作動させることによる原子炉冷却材圧力バウンダリの

減圧。そのために、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）を重大事

故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動減

圧機能）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

b. 可搬型重大事故防止設備等を用いた原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧。そのために、可搬型代替直流電源設備（電源車、125V 代替充

電器及び 125V 代替蓄電池）、125V 直流電源切替盤、主蒸気逃がし安全

弁用可搬型蓄電池及び高圧窒素ガスボンベを重大事故等対処設備と

して新たに整備するとともに、逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大
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事故等対処設備として位置付ける。 

c. 代替電源による復旧。そのために、可搬型代替直流電源設備（電源

車、125V 代替充電器及び 125V 代替蓄電池）及びガスタービン発電機

を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、逃がし安全弁

（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

d. インターフェイスシステム LOCA発生時における漏えい箇所の隔離。

そのために、HPCS 注入隔離弁及び原子炉建屋ブローアウトパネルを重

大事故等対処設備として位置付ける。漏えい箇所の隔離ができない場

合の原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧。そのために、逃がし安全弁

（自動減圧機能）を重大事故等対処設備として位置付ける。 

e. 原子炉格納容器高圧時に逃がし安全弁（自動減圧機能）を確実に動

作させるための背圧対策。そのために、代替高圧窒素ガス供給系とし

て高圧窒素ガスボンベを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

f. 炉心損傷時に原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態である場合

において、高圧溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉

格納容器破損を防止するための原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧。

そのために、逃がし安全弁（自動減圧機能）を重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

 

規制委員会は、a.の対策が第４６条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に、c.の対策が同ハ）に、d.の対策が同ニ）に、e.の対策が同ホ）に対応

するものであることを確認した。f.の対策が第４６条のうち原子炉格納容

器の破損を防止するための対策に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）の論理回路は、設計基準事

故対処設備に対して可能な限り多様性を備えた設計とする。なお、本

論理回路は、ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）（※72）により、

自動減圧系及び代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）による自動減

圧を阻止する設計とする。 

b. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源である高圧窒素ガスボンベ

及び主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、必要な容量を確保した設

                             
（※72）ATWS 緩和設備（自動減圧系作動阻止機能）による自動減圧の阻止に係る手順等については、「Ⅳ－

４．１ 緊急停止失敗時に原子炉を未臨界にするための設備及び手順等（第４４条及び重大事故等防止

技術的能力基準１．１関係）」において整理 
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計とする。 

c. 高圧窒素ガスボンベ及び主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、逃

がし安全弁（自動減圧機能）の駆動方法について、設計基準事故対処

設備に対して多様性を備え、位置的分散が図られた設計とする。 

d. HPCS 注入隔離弁は、漏えい箇所を隔離できる設計とする。また、原

子炉建屋ブローアウトパネルは、内圧が上昇した場合に自動的に開放

し、原子炉建屋原子炉棟内の圧力及び温度を低下させることができる

設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)代替自動減圧回路（代替自動

減圧機能）の論理回路は、設計基準事故対処設備である自動減圧機能の論

理回路に対して異なる作動論理とすることで可能な限り多様性を有する

設計とするとともに、自動減圧系の制御盤とは別の制御盤に収納すること

により位置的分散を図る設計とすること、b)逃がし安全弁（自動減圧機能）

は、電磁弁の電源を 125V 直流電源切替盤を用いて可搬型代替直流電源設

備（電源車、125V 代替充電器及び 125V 代替蓄電池）又は主蒸気逃がし安

全弁用可搬型蓄電池から給電すること、駆動用窒素を高圧窒素ガスボンベ

から供給すること、これらにより、弁の駆動方法について、常設直流電源

系統及びアキュムレータを用いた弁操作に対して多様性を有しているこ

と、c)高圧窒素ガスボンベは、原子炉建屋付属棟内に分散して保管し、原

子炉格納容器内の逃がし安全弁のアキュムレータと位置的分散を図るこ

と、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、制御建屋内の異なる区画に保

管し、125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B 及び 125V 代替蓄電池と位置的分散

を図ること、d)逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動源である高圧窒素ガ

スボンベ及び主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池は、想定される重大事故

に対処するために必要な容量を確保するとともに、予備を確保することに

より必要な容量以上を確保していること、e)HPCS 注入隔離弁は、インター

フェイスシステム LOCA 発生時に現場で弁を操作することにより、原子炉

冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計とすること、原子炉建屋ブローアウ

トパネルは、高圧の原子炉冷却材が原子炉建屋原子炉棟内へ漏えいして蒸

気となり、圧力が上昇した場合において、外気との差圧により自動的に開

放し、原子炉建屋原子炉棟内の圧力及び温度を低下させることができる設

計とすること、f)逃がし安全弁（自動減圧機能）は、駆動用の高圧窒素ガ

スボンベから供給される駆動用窒素の設定圧力について、想定される原子

炉格納容器内の圧力に対し十分な余裕を考慮して設定が可能とすること

により確実に操作できる設計とすることを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第４６条等要求事項ホ）に適合する措置等を講じた設計とする方針である

ことを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の自動減圧機能のみが喪失した場合

であって、以下の条件のいずれかが成立した場合には、中央制御室か

らの逃がし安全弁（自動減圧機能）を用いた手動による原子炉冷却材

圧力バウンダリの減圧の手順に着手する。 

（ア）原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合であって、

主復水器が使用できない場合 

（イ）急速減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代替注水系の

うち１系統以上の起動（※73）により原子炉圧力容器への注水手

段が確保された場合 

（ウ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用できな

いが、低圧注水系 1系統（※74）以上が使用可能である場合、又

は、原子炉圧力容器への注水手段が確保できず、原子炉水位が

規定水位（燃料有効部の下端から燃料有効長の 20%上の位置）に

到達した場合（※75） 

この手順では、逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を 1

名により、5分以内に実施する。 

b. 常設直流電源系統喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減

圧機能）を遠隔操作できない場合であって、以下の条件の全て（ア）

及び（イ）の両方が成立した場合には、可搬型代替直流電源設備（電

                             
（※73）「低圧注水系又は低圧代替注水系のうち１系統以上の起動」とは、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時

での注水が可能な系統である高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モー

ド）及び復水給水系のうち１系統以上起動すること、また、それができない場合は低圧代替注水系（常

設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）、低圧代替注水系（可搬

型）、代替循環冷却系及びろ過水系のうち１系統以上起動することをいう。（以降、本節において同じ） 

（※74）「低圧注水系１系統」とは、低圧炉心スプレイ系、残留熱除去系（低圧注水モード）、復水給水系、代

替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水

系ポンプ）、低圧代替注水系（可搬型）又はろ過水系のいずれか１系統をいう。（以降、本節において同

じ。） 

（※75）当該条件により、「手動による原子炉減圧」の手順に着手することで、原子炉格納容器破損防止対策の

うち「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」への対策を行う。 
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源車、125V 代替充電器及び 125V 代替蓄電池）による逃がし安全弁（自

動減圧機能）の開放の手順に着手する。 

（ア）以下の条件のいずれかが成立した場合 

ⅰ）炉心損傷前の減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代

替注水系のうち１系統以上の起動により原子炉圧力容器へ

の注水手段が確保されている場合 

ⅱ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用でき

ないが、低圧注水系 1 系統以上が使用可能である場合、又

は原子炉水位が規定水位（燃料有効部の下端から燃料有効

長の 20%上の位置）に到達した場合 

（イ）逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動用の窒素ガスが確

保されている場合 

（ウイ）逃がし安全弁（自動減圧機能）の駆動に必要な直流電源が

可搬型代替直流電源設備より給電可能な場合 

この手順では、125V 直流電源切替盤の操作、逃がし安全弁（自動減

圧機能）の手動開操作等を計 3名により、30 分以内に実施する。 

c. 常設直流電源系統喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減

圧機能）を遠隔操作できず、かつ、可搬型代替直流電源設備が使用で

きない場合であって、以下（ア）及び（イ）の条件のいずれか両方が

成立した場合には、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池による逃がし

安全弁（自動減圧機能）の開放の手順に着手する。 

（ア）以下の条件のいずれかが成立した場合 

（ⅰア）炉心損傷前の減圧の場合であって、低圧注水系又は低圧代

替注水系のうち 1 系統以上の起動により原子炉圧力容器への注

水手段が確保されている場合 

（ⅱイ）炉心損傷後の減圧の場合であって、高圧注水系は使用でき

ないが、低圧注水系 1 系統以上が使用可能である場合、又は注

水手段がない場合で原子炉水位が規定水位（燃料有効部の下端

から燃料有効長の 20%上の位置）に到達した場合 

（イ）逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動用の窒素ガスが確保さ

れている場合 

この手順では、主蒸気逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続、逃がし

安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計 3名により、45分以内に

実施する。 

d. 逃がし安全弁（自動減圧機能）の作動に必要な作動窒素ガスの供給

圧力が低下し、高圧窒素ガス供給系原子炉格納容器入口圧力低警報が
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発生した場合には、高圧窒素ガス供給系（常用）から高圧窒素ガス供

給系（非常用）への切替えの手順に着手する。この手順では、高圧窒

素ガス供給系（非常用）への切替操作等を 1 名により、5 分以内に実

施する。 

e. 高圧窒素ガス供給系（常用）及び高圧窒素ガス供給系（非常用）の

喪失により中央制御室から逃がし安全弁（自動減圧機能）を遠隔操作

できない場合には、代替高圧窒素ガス供給系による逃がし安全弁（自

動減圧機能）の開放の手順に着手する。この手順では、逃がし安全弁

（自動減圧機能）の手動開操作等を計 3名により、25 分以内に実施す

る。 

f. 炉心損傷を判断した場合には、代替高圧窒素ガス供給系による逃が

し安全弁（自動減圧機能）の開放の手順に着手する。この手順では、

逃がし安全弁（自動減圧機能）の手動開操作等を計 3名により、25分

以内に実施する。 

g. 非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の出口配管の圧力上昇、

原子炉建屋原子炉棟内の温度上昇、エリア放射線モニタ指示値の上昇

等を示すパラメータの変化及び漏えい関連警報の発生により、インタ

ーフェイスシステム LOCA の発生を判断した場合には、漏えい箇所の

隔離の手順に着手する。また、中央制御室からの遠隔隔離を実施でき

ない場合には、逃がし安全弁（自動減圧機能）による急速減圧を行い、

原子炉建屋原子炉棟内への原子炉冷却材の漏えいを抑制する。その後、

現場で隔離操作を実施する。この手順では、漏えい箇所の隔離操作、

必要に応じて、逃がし安全弁（自動減圧機能）による急速減圧等を以

下のとおり実施する。 

（ア）中央制御室からの隔離操作を行う場合、計 3名により、20 分

以内 

（イ）遠隔操作による隔離ができない場合であって、現場での隔離

操作を行う場合、計 5名により、300 分以内 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順を設定して明確化してい

ること、b)高圧窒素ガスボンベによる逃がし安全弁（自動減圧機能）の機

能回復の手順等について、系統の構成、設定圧力等を定め、必要な人員を

確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)照明により夜間等

でのアクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡設備を確保してい

ること、e)高圧窒素ガス供給系（非常用）への切替操作、代替高圧窒素ガ

ス供給系による逃がし安全弁（自動減圧機能）の開放操作、インターフェ
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イスシステム LOCA の発生時の漏えい箇所の隔離等を行う作業環境（作業

空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第４６条等要求事項イ）に、①

b.の対策が同ロ）に、①c.の対策が同ハ）に、①d.の対策が同ニ）に、①e.の

対策が同ホ）に対応するものであること、①f.の対策が第４６条のうち原子炉

格納容器の破損を防止するための対策に対応するものであること、①に掲げる

重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される

方針であることから、第４６条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウン

ダリを減圧するために、代替自動減圧回路（代替自動減圧機能）により逃

がし安全弁（自動減圧機能）を作動させることによる原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの減圧、可搬型代替直流電源設備を用いた逃がし安全弁（自動減

圧機能）の機能回復による原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧、ガスター

ビン発電機を用いた逃がし安全弁（自動減圧機能）の機能回復による原子

炉冷却材圧力バウンダリの減圧、インターフェイスシステム LOCA 発生時

の漏えい箇所の隔離及び原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧並びに高圧

溶融物放出及び格納容器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器破損を防

止するための原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧を必要な対策としてい

る。これらの対策は、（１）①a.、b.、c.、d.及び f.と同じであるため、

必要な重大事故等対処設備も同じであり、これらの重大事故等対処設備の

設計及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、原子

炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において発電用原子炉を減圧するため

の重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３

条等に従って適切に整備する方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 
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規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機能が喪失した

場合に、その機能を構成するフロントライン系及びサポート系の機能を回復する

ための自主対策設備並びにインターフェイスシステム LOCA が発生した場合に対

応するための自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）フロントライン系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機能を構成するフロントライ

ン系の機能を回復させる設備（表Ⅳ－４．３－１参照）を用いた主な手順等は

以下のとおりとしている。 

主蒸気隔離弁が全開状態であり、かつ常用電源が健全で、主復水器の真空状

態が維持できている場合であって、以下の条件のいずれかが成立した場合には、

中央制御室からのタービンバイパス弁を用いた手動による原子炉冷却材圧力

バウンダリの減圧の手順に着手する。 

① 原子炉を冷温停止に移行するために減圧する場合であって、主復水器が

使用可能であり、タービンバイパス弁の開操作が可能な場合 

② 急速減圧の場合であって、逃がし安全弁が使用できず、主復水器が使用

可能であり、タービンバイパス弁の開操作が可能な場合 

この手順では、タービンバイパス弁の手動開操作等を 1 名により、5 分以内

に実施する。 

 

（２）サポート系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧機能を構成するサポート系の

機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．３－１参照）を用いた主な手順等は

以下のとおりとしている。 

常設直流電源喪失により、逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場合には、

125V 代替充電器用電源車接続設備による逃がし安全弁の復旧の手順に着手す

る。この手順では、125V 代替充電器用電源車接続設備による 125V 代替充電器

への給電操作等を計 6名により、140 分以内に実施する。 

 

（３）インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応のための設備及び手順

等 

申請者は、インターフェイスシステム LOCA 発生時の対応のための設備（表

Ⅳ－４．３－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 
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非常用炉心冷却系及び原子炉隔離時冷却系の出口配管の圧力上昇、原子炉建

屋原子炉棟内の温度上昇、エリア放射線モニタ指示値の上昇等を示すパラメー

タの変化及び漏えい関連警報の発生により、インターフェイスシステム LOCA

の発生を判断した場合には、漏えい箇所の隔離の手順に着手する。また、中央

制御室からの隔離操作を実施できない場合であって、主復水器が使用可能な場

合には、逃がし安全弁に加えてタービンバイパス弁を用いた減圧の手順に着手

する。その後、現場で隔離操作を実施する。この手順では、漏えい箇所の隔離

操作、必要に応じて、逃がし安全弁及びタービンバイパス弁による急速減圧等

を以下のとおり実施する。 

① 中央制御室からの隔離操作の場合、計 3名により、20分以内 

② 遠隔操作による隔離ができず、現場で隔離操作を行う場合、計 5名によ

り、300 分以内 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．３－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

タービンバイ

パス弁及びタ

ービン制御系 

炉心損傷前及びインターフェイスシステムLOCA発生時におい

て、主蒸気隔離弁が全開状態であり、かつ、常用電源が健全で、

主復水器の真空が維持できていれば、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリの減圧手段となり得る。 

125V 代替充電

器用電源車接

続設備 

給電開始までに時間を要するものの、逃がし安全弁の作動に

必要な直流電源を確保する手段となり得る。 

 

４．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）逃がし安全弁の耐環境性向上に向けた取組 

申請者は、原子炉圧力容器の減圧中における環境を想定し、逃がし安全弁の

温度上昇を評価し、機能確認試験の結果との比較により、開保持機能を維持で

きることを示した（※76）。また、合わせて、逃がし安全弁の耐環境性向上対策

                             
（※76）逃がし安全弁の開保持機能の維持については、「Ⅳ－１．２．２．２ 高圧溶融物放出／格納容器雰囲

気直接加熱」において整理 
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に継続的に取り組むとの方針を示した。 

これに対して、規制委員会は、逃がし安全弁の耐環境性向上に向けた取組の

具体的な内容について説明を求めた。 

 

申請者は、逃がし安全弁の補助作動装置（逃がし安全弁用電磁弁）について、

駆動用の高圧窒素ガスを供給する際の流路のバウンダリのシール部を、従来の

フッ素ゴムより高温耐性が優れた改良エチレンプロピレンゴム材に変更する

方針であること、変更後の高温蒸気環境下におけるシール性能を蒸気暴露試験

により確認していることを示した。 

さらに、申請者は、逃がし安全弁本体のシリンダ部について、ピストンの動

作に影響のないシール部のＯリングを改良エチレンプロピレンゴム材に変更

するとともに、全開状態を保持した場合の駆動用の窒素ガスの漏えいを防止す

るため、従来材を使用するシール部に追加して、新たに改良エチレンプロピレ

ンゴム材を用いたシール部（バックシートＯリング）を設置するとの改良を行

う方針としていること、改良シリンダについては、高温蒸気環境下における健

全性確認試験を実施しており、動作に影響がないこと等を確認していることを

示した。なお、シリンダ部の改良については、耐環境性の設計目標として原子

炉格納容器の限界温度・限界圧力に耐えることを目指す設計とするとともに、

今後信頼性確認試験を実施し、プラント運転に影響を与えないことを確認する

予定としている。 

これにより、規制委員会は、申請者が逃がし安全弁の耐環境性向上対策に継

続して取り組んでいることを確認した。 

 

 

Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための設備及び手順等（第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．

４関係） 

本節では、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するために

申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第４７条及び重大事故等防止技術的能力基準１．４項（以下「第４７条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 
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１．審査の概要 

（１）第４７条等は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基

準事故対処設備が有する冷却機能（※77）が喪失した場合においても炉心の著

しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却する

ために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第４７条等にお

ける「炉心の著しい損傷」を「防止するため、発電用原子炉を冷却するために

必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等

以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）可搬型重大事故防止設備。その運搬、接続及び操作に関する手順等 

ロ）炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合には、これに対応

するための常設重大事故防止設備 

ハ）設計基準事故対処設備に代替電源を接続することにより、起動及び十分

な期間の運転継続ができる手順等 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多様性及び独立

性を有し、位置的分散が図られた設計とすること。 

 

申請者は、第４７条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 可搬型重大事故防止設備として低圧代替注水系（可搬型）を用いた原子

炉圧力容器への注水（以下「Ⅳ－４ 重大事故等対処設備及び手順等」に

おいて、常設重大事故防止設備として低圧代替注水系（常設）を用いた原

子炉圧力容器への注水と合わせて、「低圧代替注水」という。）のための大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設備及び手順等 

② 低圧代替注水系（常設）を用いた低圧代替注水のための復水移送ポンプ、

直流駆動低圧注水系ポンプ等の設備及び手順等 

③ 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポ

ンプを用いた炉心注水又は原子炉除熱のためのガスタービン発電機等の

設備及び手順等（※78） 

                             
（※77）申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態における設計基準事故対処設備が有する冷却機

能について、以下のとおりとしている。 

・残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系による原子炉内低圧時における冷却機能 

また、申請者は、原子炉停止中において、発電用原子炉を長期的に冷却するために設計基準事故対処

設備が有する原子炉の冷却機能について、以下のとおりとしている。 

・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉内の崩壊熱除去機能 

（※78）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順

等」において整理 

1102



 

361 

 

④ 上記①及び②の設備については、設計基準事故対処設備に対して多様性

及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

⑤ 炉心の著しい損傷及び溶融が発生した場合において、原子炉圧力容器に

残存する溶融炉心を冷却するための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※79）において、原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための重大事故等対処設備及び手順

等として以下を整備する方針としている。 

① 低圧代替注水系（可搬型）及び低圧代替注水系（常設）による低圧代替

注水のための設備及び手順等 

② 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポ

ンプを用いた炉心注水又は原子炉除熱のための設備及び手順等 

③ 代替循環冷却系による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の

ための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るために申請者が計画する設備及び手順等が、第４７条等における各々の要求

事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第４７条等に適

合するものと判断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重

大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４７条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

                             
（※79）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「高圧・低圧注水機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱

除去機能喪失」及び「LOCA 時注水機能喪失」、格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧

力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、

「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作

用」並びに運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性評価のうち「全交流動力電源喪失」についての有効

性評価をいう。 
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a. 可搬型重大事故防止設備を用いた低圧代替注水。そのために、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備す

る。 

b. 炉心の著しい損傷に至るまでの時間的余裕のない場合に対応する

ための常設重大事故防止設備を用いた低圧代替注水。そのために、直

流駆動低圧注水系ポンプ、ガスタービン発電機及び常設代替直流電源

設備（250V 蓄電池）を重大事故等対処設備として新たに整備するとと

もに、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

c. 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去

系ポンプを用いた炉心注水又は原子炉除熱及び低圧炉心スプレイ系

ポンプを用いた炉心注水。そのために、ガスタービン発電機を重大事

故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系ポンプ

（低圧注水モード及び原子炉停止時冷却モード）及び低圧炉心スプレ

イ系ポンプを重大事故等対処設備として位置付ける。 

d. 炉心の著しい損傷及び溶融が発生した場合において、原子炉圧力容

器に残存する溶融炉心を冷却するための炉心冷却。そのために、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）及び代替循環冷却ポンプを重大事故等対処

設備として新たに整備するとともに、復水移送ポンプ、復水貯蔵タン

ク及びサプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付

ける。 

 

規制委員会は、a.の対策が第４７条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に、c.の対策が同ハ）に対応するものであることを確認した。また、d.の

対策が第４７条のうち、原子炉格納容器の破損を防止するための対策に対

応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計基準事故対処設備に対して

多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。また、

低圧代替注水のために必要な流量を確保する設計とする。 

b. 復水移送ポンプ及び直流駆動低圧注水系ポンプは、設計基準事故対

処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計
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とする。また、低圧代替注水のために必要な流量を確保する設計とす

る。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は、ディーゼル駆動であり、淡水（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））

又は海水を水源とすることにより、電源を非常用ディーゼル発電機とし、

水源をサプレッションチェンバとする設計基準事故対処設備である残留

熱除去系ポンプ（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系ポンプに対し

て多様性を有していること、さらに、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、

屋外に保管することにより、原子炉建屋原子炉棟内に設置する設計基準事

故対処設備である残留熱除去系ポンプ（低圧注水モード）及び低圧炉心ス

プレイ系ポンプに対して独立性を有し、位置的分散が図られていること、

想定される重大事故等に対処するために必要な容量を確保する設計とす

ること、b)復水移送ポンプは、空冷式のガスタービン発電機又は可搬型代

替交流電源設備（電源車）からの給電による電動機駆動であり、復水貯蔵

タンクを水源とすることにより、設計基準事故対処設備である残留熱除去

系ポンプ（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系ポンプに対して、多

様性を有していること、さらに、復水移送ポンプは、残留熱除去系ポンプ

及び低圧炉心スプレイ系ポンプとは原子炉建屋原子炉棟内の異なる区画

に設置することにより独立性を有し、位置的分散が図られていること、想

定される重大事故等に対処するために必要な容量を確保する設計とする

こと、c)直流駆動低圧注水系ポンプは、常設代替直流電源設備（250V 蓄電

池）からの給電による電動機駆動であり、復水貯蔵タンクを水源とするこ

とにより、設計基準事故対処設備である残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心

スプレイ系ポンプに対して、多様性を有していること、さらに、直流駆動

低圧注水系ポンプは、原子炉建屋付属棟内に設置することにより、原子炉

建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心スプレイ系ポンプに

対して独立性を有し、位置的分散が図られていること、想定される重大事

故等に対処するために必要な容量を確保する設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備

について、第４７条等要求事項ニ）に適合する措置等を講じた設計とする

方針であることを確認した。 
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③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水

ができず、かつ、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持

できない場合には、低圧代替注水系（可搬型）による原子炉注水の手

順に着手する（※80）。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を計 130名により、

385 分以内に実施する。 

b. 復水給水系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水

ができず、かつ、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）以上に維持

できない場合には、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、復水移送

ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施する。 

c. 復水給水系、非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送

ポンプ）及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができず、

かつ、原子炉水位低（レベル 3）以上に維持できない場合には、低圧

代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉注水の

手順に着手する。この手順では、系統の構成、直流駆動低圧注水系ポ

ンプの起動等を計 3名により、35分以内に実施する。 

d. 全交流動力電源喪失時、ガスタービン発電機による非常用高圧母線

2C 系又は及び 2D 系への給電が完了した場合であって、残留熱除去系

ポンプの電源が復旧された場合には、原子炉停止中においては残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）による原子炉除熱、原子炉運転中

においては残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、残留熱除去系

ポンプの起動等を以下のとおり実施する。 

（ア）原子炉停止中において残留熱除去系（原子炉停止時冷却モー

ド）による原子炉除熱を行う場合、1名により、30 分以内 

（イ）原子炉運転中においては残留熱除去系（低圧注水モード）に

よる原子炉圧力容器への注水を行う場合、1 名により、15 分以

内 

                             
（※80）低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への

代替注水の準備を同時並行で行う。注水に使用する手段は、準備が完了したもののうち、低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）、代替循環冷却系（自主対策設備）、低圧代替注水系（常設）（直流駆動低

圧注水系ポンプ）、ろ過水ポンプ（自主対策設備）、低圧代替注水系（可搬型）の順で選択する。 
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e. 全交流動力電源喪失時、ガスタービン発電機による非常用高圧母線

2C 系への給電が完了した場合であって、残留熱除去系（低圧注水モー

ド）の電源が復旧できず、低圧炉心スプレイ系ポンプの電源が復旧さ

れた場合には、低圧炉心スプレイ系による原子炉注水の手順に着手す

る。この手順では、系統の構成、低圧炉心スプレイ系ポンプの起動等

を 1名により、15 分以内に実施する。 

f. 原子炉圧力容器が破損したと判断（※81）した場合には、代替循環冷

却系による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着

手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を

1名により、15分以内に実施する。 

g. 原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却

系が使用できない場合には、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）

による原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手す

る。この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名によ

り、15 分以内に実施する。 

h. 原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却

系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合

には、低圧代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器内に残存する

溶融炉心の冷却の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成、ポンプ起動等を計

120 名により、385 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)フロントライン系故障時の優

先順位を b.、c.、a.の順に、サポート系故障時の手順は d.、e.の順に、溶

融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合の優先順位を f.、g.、h.の順に、

設定して明確化していること、b)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等による

原子炉注水等の手順等について、送水ホース等の運搬、接続作業等を定め、

必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)照明

により夜間等でのアクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡設備

を確保していること、e)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の運搬、接続等

を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

                             
（※81）原子炉格納容器下部温度の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器内の圧力の低下、原子炉格納容器

内の圧力の上昇、原子炉格納容器下部の雰囲気温度の低下、原子炉格納容器内の水素濃度の上昇により

確認する。（以降、本節において同じ。） 
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る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第４７条等要求事項イ）に、①

b.の対策が同ロ）に、①c.の対策が同ハ）に対応するものであること、①d.の

対策が第４７条のうち、原子炉格納容器の破損を防止するための対策に対応す

るものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条

等に従って適切に整備される方針であることから、第４７条等に適合するもの

と判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉冷却材圧力バウンダリ

低圧時に原子炉を冷却するために、低圧代替注水系（可搬型）及び、低圧代替

注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧

注水系ポンプ）による炉心注水並びに残留熱除去系ポンプ電源復旧による炉心

注水又は原子炉除熱並びに代替循環冷却系による原子炉圧力容器内に残存す

る溶融炉心の冷却を必要な対策としている。これらの対策は（１）①a.、b.、

c.及び d.と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じであり、これら

の重大事故等対処設備の設計及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、原子

炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に原子炉を冷却するための重大事故等対処設

備及び手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に

整備する方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に原子炉を冷

却するために必要となる重大事故等対処設備及び手順等を整備するとともに、原

子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する機能が喪失した場

合に、その機能を構成するフロントライン系の機能を回復するための自主対策設

備及び手順等、原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却のための自主対策設

備及び手順等を整備するとしている。 
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（１）フロントライン系の機能を回復するための設備及び手順等 

申請者は、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に原子炉を冷却する機能を

構成するフロントライン系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．４－１

参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 復水給水系、非常用炉心冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポ

ンプ）による原子炉注水ができず、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）

以上に維持できない場合には、代替循環冷却系による原子炉注水の手順に

着手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1

名により、15 分以内に実施する。 

② 復水給水系、非常用炉心冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポン

プ）、代替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポ

ンプ）による原子炉注水ができず、原子炉水位を原子炉水位低（レベル 3）

以上に維持できない場合には、ろ過水ポンプによる原子炉注水の手順に着

手する。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、

20 分以内に実施する。 

③ 原子炉停止中においては、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード系）

による原子炉の除熱ができない場合であって、非常用交流電源設備又は常

設代替交流電源設備が使用可能な場合には、原子炉冷却材浄化系により原

子炉を除熱する手順に着手する。この手順では、系統の構成、原子炉冷却

材浄化系ポンプの起動等を 1名により、35 分以内に実施する。 

 

（２）原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心の冷却のための設備及び手順等 

申請者は、炉心の著しい損傷及び溶融の発生により、原子炉圧力容器内に残

存する溶融炉心を冷却するための設備（表Ⅳ－４．４－１参照）を用いた主な

手順等は以下のとおりとしている。 

① 原子炉圧力容器が破損したと判断した場合であって、代替循環冷却系及

び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合には、残

留熱除去系ヘッドスプレイ配管を使用したろ過水ポンプによる原子炉圧

力容器内に残存する溶融炉心の冷却の手順に着手する。この手順では、系

統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対

処が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．４－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 
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代替循環冷却ポ

ンプ 

重大事故等対処設備に要求される原子炉を冷却するための

復水移送ポンプと同等の流量は確保できないものの、炉心

注水の代替手段となり得る。 

ろ過水ポンプ、ろ

過水タンク等 

重大事故等対処設備に要求される設備としての耐震性は確

保されず、復水移送ポンプと同等の流量は確保できないも

のの、炉心注水の代替手段となり得る。また、原子炉圧力

容器内に残存する溶融炉心を冷却する手段となり得る。 

原子炉冷却材浄

化系ポンプ、原子

炉冷却材浄化系

非再生熱交換器

等 

原子炉停止直後の原子炉を除熱するための十分な熱交換量

が確保できず、また、重大事故等対処設備に要求される設

備としての耐震性は確保されないものの、原子炉冷却材浄

化系非再生熱交換器への原子炉補機冷却水系（原子炉補機

冷却海水系を含む。）の通水が可能であれば、原子炉を除熱

する手段となり得る。 

残留熱除去系ヘ

ッドスプレイ配

管 

残留熱除去系注入配管からの注水と同等の流量は確保でき

ないものの、残留熱除去系注入配管からの注水ができない

場合において、原子炉圧力容器内に残存する溶融炉心を冷

却する手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び手順等（第４

８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．５関係） 

本節では、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下

の事項を確認した。 

・第４８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．５項（以下「第４８条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針である

か。 

 

１．審査の概要 
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（１）第４８条等は、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送

する機能（※82）が喪失した場合において、炉心の著しい損傷及び原子炉格納

容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止す

るため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な設備及び手順等を整備

することを要求している。第４８条等における「最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこ

れらと同等以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）取水機能の喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失する

ことを想定した上で、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉

冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替

の最終ヒートシンクシステム（UHSS）の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし

場への熱の輸送ができる設備及び手順等 

ロ）残留熱除去系（RHR）の使用が不可能な場合について考慮し、炉心の著し

い損傷等を防止するための設備及び手順等 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）上記ロ）の重大事故防止設備は、設計基準事故対処設備に対して、多重

性又は多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設計とすること。 

ニ）格納容器圧力逃がし装置を整備する場合は、後述する第５０条等要求事

項ハ）に準ずること。また、その使用に際しては、敷地境界での線量評価

を行うこと。 

 

申請者は、第４８条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 所内車載代替の最終ヒートシンクシステムとして熱交換器ユニット及

び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた原子炉補機冷却（※83）（以下、

Ⅳ－４において「原子炉補機代替冷却」という。）を実施するための設備及

び手順等 

② 原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施するための原子炉格納容器フ

ィルタベント系、耐圧強化ベント系及び手順等 

                             
（※82）申請者は、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は以下のとおりとし

ている。 

・炉心の熱を残留熱除去系から原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）を介して最終ヒー

トシンクへ輸送する機能 

（※83）熱交換器ユニットの淡水側を原子炉補機冷却水系に接続し、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）により熱

交換器ユニットに海水を送水することで、熱を最終的な熱の逃がし場である海へ輸送する。 
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（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※84）において、最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針

としている。 

① 原子炉補機代替冷却を実施するための熱交換器ユニット、大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）及び手順等 

② 原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施するための原子炉格納容器フ

ィルタベント系、耐圧強化ベント系及び手順等 

（３）規制委員会は、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために申請者が計画する設

備及び手順等が、第４８条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に

整備される方針であることから、第４８条等に適合するものと判断した。また、

有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が第４３条等に従って重大

事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者がフォールトツリー解析等により機能喪失の原

因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載さ

れたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を

確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４８条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は第４８条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策と

そのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉

補機代替冷却。そのために、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系による原

子炉格納容器内の減圧及び除熱。そのために、フィルタ装置及び遠隔

手動弁操作設備を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

                             
（※84）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「高圧・低圧注水機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱

除去機能喪失」及び「LOCA 時注水機能喪失」並びに運転停止中の燃料損傷防止対策の有効性評価のうち

「全交流動力電源喪失」についての有効性評価をいう。 
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規制委員会は、a.の対策が第４８条等要求事項イ）及び同ハ）に、b.の

対策が同ロ）、同ハ）及び同ニ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針は、

以下のとおりとしている。 

a. 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計基準

事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る設

計とする。 

b. 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、必要な容

量を確保した設計とする。 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は、設計基

準事故対処設備に対して多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る

設計とする。 

d. 原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系の隔離弁

は、想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できる

設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)原子炉補機代替冷却に用いる熱

交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）をディーゼル駆動とする

ことにより、非常用電源から給電される設計基準事故対処設備である原子炉

補機冷却水ポンプ、原子炉補機冷却海水ポンプに対して電源の多様性を有し

ていること、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計

基準事故対処設備である原子炉建屋付属棟内の原子炉補機冷却水ポンプ及

び海水ポンプ室の原子炉補機冷却海水ポンプと離れた屋外に保管及び設置

することにより独立性を有し、位置的分散が図られていること、b)熱交換器

ユニットは 2台確保し、さらに、故障時のバックアップ及び保守点検による

待機除外時のバックアップとして 1台を確保することで、必要な容量を確保

した設計とすること、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は 2台 1セットを 2セ

ット確保し、さらに、故障時のバックアップ及び保守点検による待機除外時

のバックアップとして 1台を確保することで、必要な容量を確保した設計と

すること、c)原子炉格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は、代

替電源からの給電とし、非常用電源から給電される設計基準事故対処設備で

ある残留熱除去系に対して電源の多様性を有していること、原子炉格納容器

フィルタベント系及び耐圧強化ベント系は、原子炉建屋原子炉棟内の設計基

準事故対処設備である残留熱除去系と離れた位置に設置することにより独
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立性を有し、位置的分散が図られていること、d)原子炉格納容器フィルタベ

ント系及び耐圧強化ベント系の隔離弁は、遠隔手動弁操作設備又は操作ハン

ドルを設け手動操作を可能とすることにより、想定される重大事故等が発生

した場合において確実に操作できる設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処

設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）

に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第４８条等要求事項ハ）及び同ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方

針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の故障等によ

り原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）の機能が喪失

した場合には、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

による原子炉補機代替冷却の手順に着手する。この手順では、計 9名

により、系統の構成等を 20 分以内、補機冷却水供給開始を 540 分以内

に実施する。 

b. 炉心損傷前において、残留熱除去系ポンプの故障等による最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合であって、原子炉格納容

器内の圧力を規定圧力（0.384MPa[gage]）以下に維持できない場合に

は、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱の手順に着手する。この手順では、系統の構成等を計 3名に

より、中央制御室から操作可能な場合、1名により、1520 分以内、中

央制御室から操作できず現場で操作を行う場合、計 3名により、1705

分以内に実施する。 

c. 炉心損傷前において、残留熱除去系ポンプの故障等による最終ヒー

トシンクへ熱を輸送する機能が喪失し、原子炉格納容器内の圧力を規

定圧力（0.384MPa[gage]）以下に維持できない場合であって、原子炉

格納容器フィルタベント系の機能が喪失した場合には、耐圧強化ベン

ト系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手する。この

手順では、系統の構成等を計 3名により、中央制御室から操作可能な

場合、1名により、250 分以内、中央制御室から操作できず現場で操作

を行う場合、計 3名により、17580 分以内に実施する。 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)現場での手動操作等の手順等

について定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしてい

ること、b)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、c)必要

な通信連絡設備を確保していること、d)現場での手動操作等を行う作業環

境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認していること、e)炉心損

傷前の原子炉格納容器ベントの開始圧力を原子炉格納容器の最高使用圧

力（0.427MPa[gage]）としていること、f)残留熱除去系又は代替循環冷却

系による原子炉格納容器内の除熱機能が 1系統回復し、原子炉格納容器内

の水素濃度及び酸素濃度の測定が可能な場合、並びに可搬型窒素ガス供給

装置を用いた原子炉格納容器内への窒素封入が可能な場合には、S/C ベン

ト用出口隔離弁又は D/W ベント用出口隔離弁を全閉し、原子炉格納容器ベ

ントを停止する（※85）ことを基本とし、その他の要因を考慮した上で総合

的に判断し適切に対応することなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上より、規制委員会は、①の対策が第４８条等要求事項イ）及び同ロ）に

対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備が第４８条等要求事

項ハ）及び同ニ）に適合する措置を講じた設計とする方針であること、①に掲

げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備さ

れる方針であることから、第４８条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、最終ヒートシンクへ熱を輸送

するために熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉

補機代替冷却、並びに原子炉格納容器フィルタベント系又は耐圧強化ベント系

による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を必要な対策としている。これらの対

策は、（１）①a.及び b.と同じであるため必要な重大事故等対処設備も同じで

ある。また、これらに関する重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針

も同じである。 

 

                             
（※85）なお、S/C ベント用出口隔離弁又は D/W ベント用出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能

がさらに 1系統回復するなど、より安定的な状態になった場合に FCVS ベントライン隔離弁を全閉にする

としている。 
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よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するための重大事故等対処設備及び手順等として位置付

けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確

認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、サポート系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱

を輸送するための機能が喪失した場合に、その機能を代替するための自主対策設

備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）サポート系の機能喪失時に最終ヒートシンクに熱を輸送する機能を代

替するための設備及び手順等 

申請者は、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能を代替するための大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）（表Ⅳ－４．５－１参照）を用いた主な手順等は以下のと

おりとしている。ここで、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉補機代替

冷却の場合は重大事故等対処設備として使用するが、原子炉補機冷却水系に直

接海水を注水する場合は自主対策設備として使用する。 

① 原子炉補機代替冷却水系熱交換器ユニットの故障等により原子炉補機

代替冷却ができない場合には、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子

炉補機冷却水系への海水注水の手順に着手する。この手順では、系統の構

成、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の移動等を計 9 名により、575 分以内

に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．５－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）（原

子炉補機冷却水

系に直接海水を

注水する場合） 

原子炉補機冷却水系の淡水側に直接海水を注水するため、

熱交換器の破損や配管の腐食が発生する可能性があるもの

の、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サプレッシ

ョンプール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モー
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ド）と合わせて使用することで、最終ヒートシンク（海）

へ熱を輸送する手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．６ 原子炉格納容器内の冷却等のための設備及び手順等（第４９条

及び重大事故等防止技術的能力基準１．６関係） 

本節では、原子炉格納容器内の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等

について、以下の事項を確認した。 

・第４９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．６項（以下「第４９条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第４９条等は、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能

（※86）が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、また、炉

心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するた

め、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第４９条等におけ

る「原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるた

めに必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと

同等以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した

場合において炉心の著しい損傷を防止するため、格納容器スプレイ注水設

備（ポンプ又は水源）が機能喪失しているものとして、格納容器スプレイ

代替注水設備により、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

に必要な設備及び手順等 

ロ）炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止

するため、格納容器スプレイ注水設備（ポンプ又は水源）が機能喪失して

いるものとして、格納容器スプレイ代替注水設備により、原子炉格納容器

                             
（※86）申請者は、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能は以下のとおりとしている。 

・残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モ

ード）の冷却機能 
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内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設

備及び手順等 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）格納容器スプレイ代替注水設備は、設計基準事故対処設備に対して、多

様性及び独立性を有し、位置的分散を図る。 

なお、上記イ）の炉心損傷防止目的の設備とロ）の格納容器破損防止目的の

設備は、同一設備であってもよい。 

 

申請者は、第４９条等の要求事項に対応するため、炉心の著しい損傷の防止

及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の冷却等の

ための以下の設備及び手順等を整備する方針としている。 

① 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）（※87）を用いた格納容器ス

プレイ（※88）を実施するための復水移送ポンプ等の設備及び手順等 

② 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）（※87）を用いた格納容器

スプレイ（※88）を実施するための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の設備及

び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※89）において、炉心の著しい損傷の防

止及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の冷却等

のための重大事故等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としてい

る。 

① 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系（可搬型）による格納容器代替スプレイを実施するための設備及

び手順等 

② 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポ

ンプ（格納容器スプレイ冷却モード）を用いた格納容器除熱を実施するた

めのガスタービン発電機等の設備及び手順等（※90） 

                             
（※87）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）は、

第４９条等の要求事項における「格納容器スプレイ代替注水設備」に該当する。 

（※88）以下、Ⅳ－４において、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレ

イ冷却系（可搬型）を用いた格納容器スプレイを「格納容器代替スプレイ」という。 

（※89）炉心損傷防止対策の有効性評価のうち「高圧・低圧注水機能喪失」、「全交流動力電源喪失」、「崩壊熱

除去機能喪失」及び「LOCA 時注水機能喪失」並びに格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気

圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」につ

いての有効性評価をいう。 

（※90）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順

等」において整理 
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③ 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポ

ンプ（サプレッションプール水冷却モード）を用いたサプレッションプー

ル水除熱を実施するためのガスタービン発電機等の設備及び手順等（※90） 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器内の冷却等のために申請者が計画する設備及

び手順等が、第４９条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備

される方針であることから、第４９条等に適合するものと判断した。また、有

効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４９条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４９条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）を用いた格納容器代替

スプレイ。そのために、可搬型代替交流電源設備（電源車）及びガス

タービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するととも

に、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備として

位置付ける。 

b. 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代

替スプレイ。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、a.及び b.の対策が第４９条等要求事項イ）及びロ）に対

応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 
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申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた格納容

器代替スプレイは、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下できる設

計とする。 

b. 復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を用いた格納容

器代替スプレイは、原子炉格納容器内の放射性物質濃度を低下できる

設計とする。 

c. 復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計基準事

故対処設備に対して、多様性及び独立性を有し、位置的分散を図る設

計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)復水移送ポンプ及び大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）は、原子炉格納容器の破損を防止するために必要な

スプレイ流量を有すること、b)復水移送ポンプ及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）を用いた格納容器代替スプレイを行うことにより原子炉格納容器

内の放射性物質の濃度を低下できること、c)復水移送ポンプは、電源を空

冷式のガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備（電源車）とし、

水源を復水貯蔵タンクとすることにより、電源を非常用ディーゼル発電機

とし、水源をサプレッションチェンバとする設計基準事故対処設備である

残留熱除去系ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）に対して多様性を有

していること、さらに、復水移送ポンプは、原子炉建屋原子炉棟内の残留

熱除去系ポンプとは異なる区画に設置することにより独立性を有し、位置

的分散が図られていること、d)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、ディー

ゼル駆動であり、淡水（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））又は

海水を水源とすることにより、設計基準事故対処設備である残留熱除去系

ポンプ（格納容器スプレイ冷却モード）に対して多様性を有していること、

また、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管することにより、原

子炉建屋原子炉棟内に設置する残留熱除去系ポンプに対して独立性を有

し、位置的分散が図られていることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備

について、第４９条等要求事項ハ）に適合する措置等を講じた設計とする

方針であることを確認した。 
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③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による原子炉格納容

器内へのスプレイができない場合であって、原子炉格納容器内の圧力、

温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準（※91）に到達

した場合には、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）を用いた

格納容器代替スプレイの手順に着手する。この手順では、系統の構成、

復水移送ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

b. 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）による格納容器スプ

レイができない場合には、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬

型）を用いた格納容器代替スプレイの手順に着手する（※92）。この手

順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統の

構成、ポンプ起動等を計 130 名により、385 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a.、b.の順

に設定して明確化していること、b)原子炉格納容器代替スプレイ冷却系

（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納

容器代替スプレイについて、系統の構成、ポンプの起動等の手順等を定め、

必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)接続

等を行う作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認している

こと、d)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、e)必要な

通信連絡設備を確保していることなどを確認した。 

                             
（※91）以下のいずれかの条件に該当（以降、本節において同じ） 

(1)炉心損傷前（炉心の著しい損傷防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力が 13.7kPa[gage]以上で、原子炉水位が－3,660mm 以下を経験した場合 

b. 圧力抑制室圧力が 0.384MPa[gage]に到達した場合 

②温度に係る条件 

a. ドライウェル温度が 171℃以上の場合 

b. 圧力抑制室空気温度が 104℃以上の場合（サプレッションチェンバ内へのスプレイ） 

③水位に係る条件 

a. 圧力抑制室水位が通常水位＋1.8m に到達した場合 

(2)炉心損傷後（原子炉格納容器破損防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力又は圧力抑制室圧力が 0.640MPa[gage]に到達した場合 

②温度に係る条件 

a. ドライウェル温度が 190℃以上の場合 

b. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合 

（※92）原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代替スプレイは、原子炉格納容器内

の圧力、温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準に到達した場合に実施する。判断基準

に到達した場合の格納容器代替スプレイに使用する手段は、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常

設）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）、ろ過水ポンプ（自主対策設備）の順で選択する。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.及び b.の対策が第４９条等要求事項イ）、

ロ）及びハ）に対応するものであること、①a.及び b.に掲げる重大事故等対処

設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であること

から、第４９条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、炉心の著しい損傷の防止

及び炉心の著しい損傷が発生した場合における原子炉格納容器内の冷却

等のために、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納

容器代替スプレイ冷却系（可搬型）を用いた格納容器代替スプレイ並びに

全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去系ポン

プを用いた格納容器除熱及びサプレッションプール水除熱を必要な対策

としている。このうち、格納容器代替スプレイの対策は（１）①と同じで

あるため、必要な重大事故等対処設備も同じであり、これらの重大事故等

対処設備の設計及び手順等の方針も同じである。全交流動力電源喪失時に

電源を復旧させることによる残留熱除去系ポンプを用いた格納容器除熱

及びサプレッションプール水除熱については、以下の対策とそのための重

大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去

系ポンプを用いた格納容器除熱。そのために、ガスタービン発電機を

重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、残留熱除去系ポ

ンプ（格納容器スプレイ冷却モード）を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

b. 全交流動力電源喪失時に電源を復旧させることによる残留熱除去

系ポンプを用いたサプレッションプール水除熱。そのために、ガスタ

ービン発電機を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、

残留熱除去系ポンプ（サプレッションプール水冷却モード）を重大事

故等対処設備として位置付ける。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 
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申請者は、①a.及び b.に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計

方針を「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」におい

て整理している。 

よって、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備につい

て、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）に適合す

る措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 炉心損傷前の全交流動力電源喪失時又は炉心損傷を判断した場合

において、ガスタービン発電機により非常用高圧母線 2C 系又は 2D 系

への給電が完了し、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）が

使用可能な状態に復旧された場合であって、原子炉格納容器内の圧力、

温度等について、残留熱除去系による格納容器スプレイ開始の判断基

準（※93）に到達した場合には、残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却

モード）による格納容器除熱の手順に着手する。この手順では、系統

の構成、残留熱除去系ポンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施

する。 

b. 炉心損傷前の全交流動力電源喪失時又は炉心損傷を判断した場合

において、ガスタービン発電機により非常用高圧母線 2C 系又は 2D 系

への給電が完了し、残留熱除去系が使用可能な状態に復旧された場合

には、残留熱除去系（サプレッションプール水冷却モード）によるサ

プレッションプール水除熱の手順に着手する。この手順では、系統の

構成、残留熱除去系ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施す

る。 

 

                             
（※93）以下のいずれかの条件に該当 

(1)炉心損傷前（炉心の著しい損傷防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力が 13.7kPa[gage]以上で、原子炉水位が－3,660mm 以下を経験した場合 

b. 圧力抑制室圧力が 13.7kPa[gage]以上の場合（サプレッションチェンバ内へのスプレイ） 

c. 圧力抑制室圧力が 0.098MPa[gage]以上で 24 時間継続した場合 

d. 圧力抑制室圧力が 0.245MPa[gage]以上の場合 

②温度に係る条件 

a. ドライウェル温度が 171℃以上の場合 

b. 圧力抑制室空気温度が規定値以上の場合（サプレッションチェンバ内へのスプレイ） 

③水位に係る条件 

a. 圧力抑制室水位が通常水位＋1.8m 以上の場合 

(2)炉心損傷後（原子炉格納容器破損防止） 

①圧力に係る条件 

a. ドライウェル圧力又は圧力抑制室圧力が 0.245MPa[gage]以上の場合 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を a.、b.の順

に設定して明確化していること、b)作業環境（作業空間、温度等）に支障

がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において

原子炉格納容器内の冷却等のため重大事故等対処設備及び手順等として位置

付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であること

を確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、フロントライン系の機能が喪失し、原子炉格納容器

内の冷却等のための機能が喪失した場合に、その機能を代替するための自主対策

設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）フロントライン系の機能喪失時に原子炉格納容器内の冷却等のための

機能を代替するための設備及び手順等 

申請者は、炉心の著しい損傷の防止及び炉心の著しい損傷が発生した場合に

おける原子炉格納容器内の冷却等のための機能を回復させるための設備（表Ⅳ

－４．６－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）、原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（常設）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）に

よる格納容器スプレイができない場合であって、原子炉格納容器内の圧力、

温度等について、格納容器代替スプレイ開始の判断基準に到達し、ガスタ

ービン発電機等により必要な電源が確保された場合には、ろ過水ポンプに

よる格納容器スプレイの手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ

過水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

② 残留熱除去系による原子炉格納容器の除熱ができない場合であって、非

常用交流電源設備又はガスタービン発電機により原子炉補機冷却水系（原

子炉補機冷却海水系を含む。）が復旧可能である場合には、ドライウェル冷
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却系による原子炉格納容器内の除熱の手順に着手する。この手順では、系

統の構成、ドライウェル冷却系下部送風機の起動等を 1名により、65 分以

内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．６－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

ろ過水ポンプ、ろ

過水タンク等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されておら

ず、復水移送ポンプと同等の流量は確保できないものの、

ろ過水系が健全であれば、原子炉格納容器内を冷却する手

段となり得る。 

ドライウェル冷

却系 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されておら

ず、除熱量は小さいものの、原子炉格納容器内への冷却水

通水及びドライウェル冷却系下部送風機の起動が可能であ

る場合、原子炉格納容器内を除熱するための手段となり得

る。また、ドライウェル冷却系下部送風機が停止している

場合においても、冷却水の通水を継続することにより、ド

ライウェル冷却系下部冷却器のコイル表面で蒸気を凝縮

し、原子炉格納容器内の圧力上昇を緩和する手段となり得

る。 

 

 

Ⅳ－４．７ 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備及び手順等

（第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７関係） 

本節では、原子炉格納容器の過圧破損を防止するために申請者が計画する設備及

び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．７項（以下「第５０条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針である

か。 

 

１．審査の概要 
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（１）第５０条第１項及び重大事故等防止技術的能力基準１．７項（以下「第５０

条第１項等」という。）は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格

納容器の過圧による破損を防止するため、原子炉格納容器バウンダリを維持し

ながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備及び

手順等を整備することを要求している。第５０条第２項及び重大事故等防止技

術的能力基準１．７項（以下「第５０条第２項等」という。）は、発電用原子炉

施設（原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生した場合において短

時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生するおそれがあるもの

に限る。）には、第５０条第１項等の設備及び手順等に加えて、原子炉格納容器

内の圧力を大気中に逃がすために必要な設備及び手順等を整備することを要

求している。また、第５０条第３項では、第５０条第２項の設備は、共通要因

によって第５０条第１項の設備の過圧破損防止機能（炉心の著しい損傷が発生

した場合において原子炉格納容器の過圧による破損を防止するために必要な

機能をいう。）と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置

を講じたものでなければならないことを要求している。 

上記の第５０条第１項における「原子炉格納容器バウンダリを維持」とは、

限界圧力及び限界温度において評価される原子炉格納容器の漏えい率を超え

ることなく、原子炉格納容器内の放射性物質を閉じ込めておくことをいい、第

５０条第２項における「原子炉格納容器の構造上、炉心の著しい損傷が発生し

た場合において短時間のうちに原子炉格納容器の過圧による破損が発生する

おそれがあるもの」とは、原子炉格納容器の容積が小さく炉心損傷後の事象進

展が速い発電用原子炉施設であるBWR及びアイスコンデンサ型格納容器を有す

る PWR をいう。 

 

第５０条第１項等における「原子炉格納容器バウンダリを維持しながら原子

炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備及び手順等」とは、

以下に掲げる設備及び手順又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手

順等をいう。 

イ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニット及びそれら設備に

より原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等 

 

第５０条第２項等における「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすため

に必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順又はこれらと同等

以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

ロ）格納容器圧力逃がし装置及びその設備により原子炉格納容器内の圧力及

び温度を低下させるために必要な手順等 
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ハ）上記ロ）の格納容器圧力逃がし装置は、以下の措置又はこれらと同等以

上の効果を有する措置を行うこと。 

ハ）－１ 排気中に含まれる放射性物質を低減するものであること。 

ハ）－２ 可燃性ガスの爆発防止等の対策が講じられていること。 

ハ）－３ 配管等は、他の系統・機器（例えば SGTS）や他号機の格納容器圧

力逃がし装置等と共用しないこと。ただし、他への悪影響がない場

合を除く。 

ハ）－４ 使用に際しては、必要に応じて、原子炉格納容器の負圧破損を防

止する設備及び手順等を整備すること。 

ハ）－５ 隔離弁は、人力により容易かつ確実に開閉操作ができること。 

ハ）－６ 炉心の著しい損傷時においても、現場において、人力で隔離弁の

操作ができるよう、遮蔽又は離隔等の放射線防護対策がなされてい

ること。 

ハ）－７ 隔離弁の駆動源が喪失した場合においても、格納容器圧力逃がし

装置の隔離弁を操作できるよう、必要な資機材を近傍に配備する等

の措置を講じること。 

ハ）－８ ラプチャーディスクを使用する場合は、バイパス弁を併置するこ

と。ただし、格納容器圧力逃がし装置の使用の妨げにならないよう、

十分に低い圧力に設定されたラプチャーディスク（原子炉格納容器

の隔離機能を目的としたものではなく、例えば、配管の窒素充填を

目的としたもの）を使用する場合又はラプチャーディスクを強制的

に手動で破壊する装置を設置する場合を除く。 

ハ）－９ 長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響を受けない場所に接続され

ていること。 

ハ）－１０ 使用後に高線量となるフィルタ等からの被ばくを低減するため

の遮蔽等の放射線防護対策がなされていること。 

 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）多様性及び可能な限り独立性を有し、位置的分散を図ること。 

ホ）格納容器代替循環冷却系又は格納容器再循環ユニットによる原子炉格納

容器内の圧力及び温度の低下の手順は、格納容器圧力逃がし装置による原

子炉格納容器の圧力及び温度の低下の手順に優先して実施されるもので

あること。 

 

申請者は、第５０条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を
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整備する方針としている。 

① 代替循環冷却ポンプを用いた残留熱除去系熱交換器によるサプレッシ

ョンプール水の冷却並びに原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器

内へのスプレイ（以下Ⅳ－４において「代替循環冷却」という。）により原

子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための代替循環冷却系及び

手順等 

② 原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための原子炉格納容器

フィルタベント系及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※94）において、原子炉格納容器内の圧

力及び温度を低下させるための重大事故等対処設備及び手順等として、以下の

設備及び手順等を整備する方針としている。 

① 代替循環冷却により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるた

めの代替循環冷却系及び手順等 

② 原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための原子炉格納容器

フィルタベント系及び手順等 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために申請者

が計画する設備及び手順等が、第５０条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第５０条等に適合するものと判

断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設

備及び手順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

に記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等へ

の対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５０条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５０条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱。そのため

                             
（※94）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作

用」、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価をいう。 
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に、代替循環冷却ポンプ、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）を重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、サプ

レッションチェンバ及び残留熱除去系熱交換器を重大事故等対処設備

として位置付ける。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧

及び除熱。そのために、フィルタ装置、フィルタ装置出口側圧力開放

板、可搬型窒素ガス供給装置及び遠隔手動弁操作設備を重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、a.の対策が第５０条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

 

②－１）代替循環冷却系 

a. 代替循環冷却ポンプ、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）は、原子炉格納容器内の雰囲気を除熱できる容量を確保した

設計とする。また、想定される重大事故等が発生した場合において確

実に操作できる設計とする。 

 

②－２）原子炉格納容器フィルタベント系 

a. 原子炉格納容器フィルタベント系は、排気中に含まれる放射性物質

を低減し、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるための容量

を確保した設計とする。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系は、可燃性ガスによる爆発を防ぐ

ことが可能な設計とする。 

c. 原子炉格納容器フィルタベント系は、他の系統・機器に悪影響を及

ぼさない設計とする。 

d. 原子炉格納容器フィルタベント系は、原子炉格納容器の負圧破損を

防止する設計とする。 

e. 原子炉格納容器フィルタベント系を使用する際に操作が必要な隔

離弁は、作業員の放射線防護を考慮し、遠隔手動弁操作設備によって

人力で容易に操作可能な設計とする。 

f. フィルタ装置出口側圧力開放板は、原子炉格納容器からの排気圧力
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と比較して十分に低い圧力で破裂し排気の妨げとならない設計とする。 

g. 原子炉格納容器フィルタベント系は、長期的にも溶融炉心及び水没

の悪影響を受けない設計とする。 

h. 原子炉格納容器フィルタベント系使用時に高線量となるフィルタ

装置等からの被ばくを低減するための遮蔽壁等の放射線防護を考慮し

た設計とする。 

i. 原子炉格納容器フィルタベント系は、代替循環冷却系と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう、多様性及び可能な限りの独立性

を有し、位置的分散が図られた設計とする。 

規制委員会は、申請者の計画において、①に掲げる重大事故等対処設備

について以下のことを確認した。 

a)代替循環冷却系は、系統の圧力損失を考慮しても、原子炉格納容器

の破損を防止するために必要な除熱能力を有すること、また、代替

循環冷却系の使用時は、系統配管の周辺が高線量となるため、使用

開始後に操作が必要な弁及びポンプは遠隔操作ができる設計とする

こと。 

b)原子炉格納容器フィルタベント系は、粒子状放射性物質に対して

99.9%以上、無機よう素に対して 99.8%以上、有機よう素に対して 98%

以上の除去効率を有すること、また、系統の圧力損失を考慮しても、

原子炉格納容器の破損を防止するために必要な減圧能力を有するこ

と。 

c)原子炉格納容器フィルタベント系は、系統内をあらかじめ不活性化

しておくこと、可燃性ガスが局所的に蓄積する可能性のある箇所に

ついては、可燃性ガスを排出するためのバイパスラインを設置する

ことで可燃性ガスによる爆発を防ぐことが可能なこと。 

d)原子炉格納容器フィルタベント系と他の系統・機器を隔離する弁は、

直列で二重に設置し、確実に隔離することで悪影響を及ぼさないこ

と。 

e）格納容器スプレイを行う場合において、原子炉格納容器の負圧破損

を防止するため、原子炉格納容器内の圧力を監視し、規定の圧力ま

で減圧した場合は格納容器スプレイを停止する運用とすること、ま

た、原子炉格納容器フィルタベント系の使用後においても原子炉格

納容器の負圧破損を防止するために、可搬型窒素ガス供給装置を用

いて原子炉格納容器内に窒素を供給する設計とすること。 

f)原子炉格納容器フィルタベント系の隔離弁は、遠隔手動弁操作設備

により原子炉建屋付属棟内から人力操作が可能であること、遠隔手

1130



 

389 

 

動弁操作設備の操作場所には、必要に応じて遮蔽材を設置すること。 

g)フィルタ装置出口側圧力開放板は、原子炉格納容器からの排気圧力

と比較して十分に低い約 100kPa[gage]にて破裂し排気の妨げとな

らないこと。 

h)原子炉格納容器フィルタベント系は、サプレッションチェンバ側及

びドライウェル側のいずれからも排気を可能とし、サプレッション

チェンバ側からの排気では水面からの高さを確保すること、また、

ドライウェル側からの排気では燃料有効長頂部よりも高い位置に接

続箇所を設けることにより、長期的にも溶融炉心及び水没の悪影響

を受けないこと。 

i)原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置等の周囲に遮蔽壁

を設置すること。 

j)原子炉格納容器フィルタベント系は、代替循環冷却系に対して原理

の異なる冷却及び減圧手段を用いることにより多様性を有する設計

とすること。 

k)原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置及びフィルタ装置

出口側圧力開放板は、原子炉建屋原子炉棟内に設置すること、代替

循環冷却系の代替循環冷却ポンプは原子炉建屋付属棟内に設置する

こと、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は原子

炉建屋から離れた屋外に分散して保管すること並びに原子炉格納容

器フィルタベント系と代替循環冷却系は流路を分離することにより

可能な限りの独立性を有し、位置的分散が図られていること。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①b.に掲げる重大事故等対処設備につい

て、第５０条等要求事項ハ）及び同ニ）に適合する措置等を講じた設計と

する方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

 

③－１）代替循環冷却系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手

順 
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a. 炉心損傷を判断（※95）し、残留熱除去系の復旧に見込みがなく、原

子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3vol%（ドライ条件）以下の場合（※
96）には、代替循環冷却の手順に着手する。この手順では、系統の構成、

代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、30 分以内に実施する。な

お、原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海水系を含む。）が使用でき

ない場合には、代替循環冷却の手順に着手する前に、熱交換器ユニッ

ト及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による原子炉補機代替冷却の手

順に着手する。この手順では、計 9名により、系統の構成、熱交換器

ユニットの移動等を 535 分以内に実施する。 

 

③－２）原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱の手順 

a. 炉心損傷を判断し、残留熱除去系及び代替循環冷却系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱ができず、原子炉格納容器内の圧力が

0.640MPa[gage]に到達（※97）した場合、又は原子炉建屋地上 3階（原

子炉建屋原子炉棟内）の水素濃度が 2.0vol%に到達した場合には、原

子炉格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の圧力及び温

度を低下させるための手順に着手する（※98）。この手順では、中央制

御室から操作可能な場合、格納容器ベントのための系統の構成等を 1

名により、15 分以内、出口隔離弁の開操作を 1名により、5分以内に

実施する。中央制御室から操作できず現場で操作を行う場合、格納容

器ベントのための系統の構成等を計 3名により、75 分以内、遠隔手動

弁操作設備による出口隔離弁の開操作を計 3 名により、115 分以内に

実施する。 

b. 残留熱除去系による除熱機能が喪失した場合には、可搬型窒素ガス

供給装置による原子炉格納容器の負圧破損を防止するための手順に着

手する。この手順では、可搬型窒素ガス供給装置の配備及びホース接

続、系統の構成、装置の起動等を計 8 名により、315 分以内に実施す

る。 

                             
（※95）格納容器内雰囲気放射線モニタで原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ

線線量率の 10 倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線モニタが使用できない場合に原子炉圧力容

器温度で 300℃以上を確認した場合。以下同じ。 

（※96）ただし、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.3%（ドライ条件）を超えている場合において、酸素濃度が

1.5vol%（ウェット条件）未満の場合は、代替循環冷却系による原子炉格納容器内へのスプレイを実施す

ることで、ドライウェル側とサプレッションチェンバ側のガスの混合を促進させる。 

（※97）この場合、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）又は原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可

搬型）による原子炉格納容器内の冷却の実施と同時に、原子炉格納容器フィルタベント系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱の手順に着手する。 

（※98）ただし、発電用原子炉の冷却ができない場合、又は原子炉格納容器内の冷却ができない場合は、速や

かに格納容器ベントの準備を開始する。 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)代替循環冷却系による原子炉

格納容器内の減圧及び除熱の手順は、原子炉格納容器フィルタベント系に

よる原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順に優先して実施するとして

いること、b)系統の構成、隔離弁の手動開操作等の手順等を定め、必要な

人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、c)照明により

夜間等でのアクセス性及び作業性を確保していること、d)必要な通信連絡

設備を確保していること、e)外部水源により格納容器スプレイを継続して

いる状態において、サプレッションプール水位が通常運転水位＋約 2m に

到達した場合又は原子炉建屋地上 3階（原子炉建屋原子炉棟内）の水素濃

度が 2.3vol%に到達した場合には格納容器ベントを実施することなどを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、上記 a)の確認から、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用

いた手順等について、第５０条等要求事項ホ）を満たす手順等を整備する

方針であることを確認した。 

 

以上より、規制委員会は、①の対策が第５０条等要求事項イ）、同ロ）、同ハ）、

同ニ）及び同ホ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備

及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、

第５０条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させるために、代替循環冷却及び格納容器ベントを必要な対策とし

ている。これらの対策は、（１）①a.及び①b.と同じであるため必要な重大事故

等対処設備も同じである。また、これらに関する重大事故等対処設備の設計方

針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が有効性評価（第３７条）において原子炉格

納容器の過圧破損を防止するため重大事故等対処設備及び手順等として位置

付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であること

を確認した。 
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３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉格納容器外へのよう素の放出量を低減するた

めの自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）原子炉格納容器外へのよう素の放出量を低減するための設備及び手順

等 

申請者は、原子炉格納容器外へのよう素の放出量を低減するための原子炉格

納容器 pH 調整系（表Ⅳ－４．７－１参照）を用いた主な手順等は以下のとお

りとしている。 

① 炉心損傷を判断した場合には、原子炉格納容器 pH 調整系による原子炉

格納容器内への薬液（水酸化ナトリウム）注入の手順に着手する。この手

順では、系統の構成、薬液注入等の操作を 1名により、20 分以内に実施す

る。 

なお、申請者は、上記の自主対策を行った場合においても、pH 制御した

サプレッションプール水の水酸化ナトリウムは低濃度であり、原子炉格納

容器バウンダリを主に構成しているステンレス鋼及び炭素鋼の腐食領域

ではないこと、原子炉格納容器のシール材が耐アルカリ性を有しているこ

と等から他の設備に与える悪影響がないとしている。 

 

規制委員会は、原子炉格納容器 pH 調整系等の効果は確認していないものの、

申請者の計画が、重大事故が発生した場合には、他の設備に悪影響を与えること

なく実施される方針であることを確認した。また、申請者の自主的な対応を含め、

重大事故等への対処が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．７－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉格納容器 pH

調整系ポンプ等 

サプレッションチェンバのプール水が酸性化すると、水

中に溶解しているよう素が有機よう素としてサプレッシ

ョンチェンバの気相部へ放出されるという知見がある。 

重大事故等対処設備である原子炉格納容器フィルタベン

ト系のフィルタ装置により中央制御室の被ばく低減効果

が一定程度得られるものの、原子炉格納容器外へのよう

素放出量をさらに低減する手段となり得る。 
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４．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）原子炉格納容器フィルタベント系のフィルタ装置の並列設置 

申請者は、原子炉格納容器フィルタベント系について、フィルタ装置 3台を

並列に設置する系統構成とし、この場合においても原子炉格納容器フィルタベ

ント系の性能に影響はないとしていた。 

これに対し、規制委員会は、その根拠について、各フィルタ装置へ流入する

排気流量に差が生じた場合の性能への影響も含め、整理して提示するよう求め

た。 

申請者は、原子炉格納容器フィルタベント系の性能への影響を網羅的に抽出

した上で、フィルタ装置 1台当たりに流入する排気流量比の差を一定以内とす

る配管ルートとすることなど設計上の考慮事項を示した。 

これにより、規制委員会は、フィルタ装置 3台を並列に設置する系統構成で

も、原子炉格納容器フィルタベント系の性能への影響はないことを確認した。 

 

 

Ⅳ－４．８ 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備及び手

順等（第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８関係） 

本節では、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するために申請者が計画する設

備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．８項（以下「第５１条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５１条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の

破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却す

るために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第５１条等に

おける「溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要
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な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上

の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するための原子炉格納容

器下部注水設備及び手順等 

ロ）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、原子

炉圧力容器へ注水する手順等 

また、上記イ）の設備及び手順等については、以下の措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）可搬型の原子炉格納容器下部注水設備を用いる場合は、接続する建屋内

の流路をあらかじめ敷設すること。 

ニ）原子炉格納容器下部注水設備は多重性又は多様性及び独立性を有し、位

置的分散を図ること（ただし、建屋内の構造上の流路及び配管を除く。）。 

ホ）交流又は直流電源が必要な場合は、代替電源からの給電を可能とするこ

と。 

 

申請者は、第５１条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水を実施

するための復水移送ポンプ等の設備及び手順等 

② 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替循環

冷却系による原子炉格納容器下部への注水を実施するための代替循環冷

却ポンプ等の設備及び手順等 

③ 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプレイ

冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水を実施するための大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設備及び手順等 

④ 原子炉圧力容器への注水を実施するための高圧代替注水系ポンプ、復水

移送ポンプ、代替循環冷却ポンプ、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設

備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※99）において、原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための重大事故等対処設備及び手順等として、以下を整備

する方針としている。 

                             
（※99）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温

破損）」、「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」、「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作

用」、「水素燃焼」及び「溶融炉心・コンクリート相互作用」についての有効性評価をいう。 
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① 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水を実施

するための復水移送ポンプ等の設備及び手順等 

② 代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水を実施するための

代替循環冷却ポンプ等の設備及び手順等 

③ 原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下

部への注水を実施するための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の設備及び

手順等 

④ 原子炉圧力容器への注水を実施するための復水移送ポンプ、代替循環冷

却ポンプ等の設備及び手順等 

（３）規制委員会は、原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するために申請者が計

画する設備及び手順等（※100）が、第５１条等における各々の要求事項に対応

し、かつ、適切に整備される方針であることから、第５１条等に適合するもの

と判断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対

処設備及び手順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

に記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等へ

の対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５１条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５１条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び原子炉格

納容器代替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注

水。そのために、復水移送ポンプ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対

処設備として位置付ける。 

b. 原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び代替

循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水。そのために、代替循

                             
（※100）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため、原子炉圧力容器へ注水する手順等

を含む。 
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環冷却ポンプを重大事故等対処設備として新たに整備するとともに、

サプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 原子炉格納容器下部注水系（可搬型）及び原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水。そのため

に、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対処設備として新た

に整備する。 

d. 原子炉圧力容器への注水。そのために、高圧代替注水系ポンプ、代

替循環冷却ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事故等対

処設備として新たに整備するとともに、復水移送ポンプ、復水貯蔵タ

ンク及びサプレッションチェンバを重大事故等対処設備として位置付

ける。 

 

規制委員会は、a.、b.及び c.の対策が第５１条等要求事項イ）、d.の対

策が同ロ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 復水移送ポンプ、代替循環冷却ポンプ及び大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）は、互いに多様性及び独立性を有し、位置的分散が図られた設

計とする。また、復水移送ポンプ及び代替循環冷却ポンプは、全交流

動力電源が喪失した場合でも代替電源設備により給電が可能な設計と

する。さらに、復水移送ポンプ及び代替循環冷却ポンプによる原子炉

格納容器下部への注水は、溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器

下部に必要な水量を蓄水できるとともに、溶融炉心が落下した後に溶

融炉心を冠水できる設計とする。大容量送水ポンプ（タイプⅠ）によ

る原子炉格納容器下部への注水は、溶融炉心が落下した後に溶融炉心

を冠水できる設計とする。 

b. 高圧代替注水系ポンプ及び復水移送ポンプは、設計基準事故対処設

備に対して多様性を有し、位置的分散が図られた設計とする。また、

全交流動力電源が喪失した場合でも代替電源設備により給電が可能な

設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)復水移送ポンプは、電源を非

常用ディーゼル発電機又は空冷式のガスタービン発電機若しくは可搬型

代替交流電源設備（電源車）とし、水源を復水貯蔵タンクとすること、代
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替循環冷却ポンプは、電源を非常用ディーゼル発電機又は空冷式のガスタ

ービン発電機とし、水源をサプレッションチェンバとすること、大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）は、ディーゼル駆動であり、水源を淡水（淡水貯水

槽（No.1）又は淡水貯水槽（No.2））又は海水とすることにより、互いに多

様性を有していること、b)さらに、復水移送ポンプは原子炉建屋原子炉棟

内に設置すること、代替循環冷却ポンプは原子炉建屋付属棟内に設置する

こと、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は原子炉建屋から離れた屋外に保管

することにより、互いに独立性を有し、位置的分散が図られていること、

c)復水移送ポンプ及び代替循環冷却ポンプは全交流動力電源が喪失した

場合でも代替電源設備から給電が可能であること、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）はディーゼル駆動であり、電源を必要としないこと、d）原子炉格

納容器下部への注水は、原子炉格納容器下部へ接続された配管により直接

注水すること又はドライウェル内にスプレイした水が原子炉格納容器下

部開口部を経由して原子炉格納容器下部へ流入することで、溶融炉心が落

下するまでに、溶融炉心を冷却するために必要な水量としてドライウェル

水位 0.02m（原子炉格納容器下部水位 3.67m）を蓄水できるとともに、溶融

炉心が原子炉格納容器下部に落下した場合において、崩壊熱相当以上の注

水を行うことにより溶融炉心を冠水できる設計とすること、e)高圧代替注

水系ポンプは、高圧炉心スプレイ系ポンプ及び原子炉隔離時冷却系ポンプ

に対して多様性を有し、位置的分散が図られた設計とすること、また、全

交流動力電源が喪失した場合でも常設代替直流電源により給電が可能な

設計とすること、復水移送ポンプは、残留熱除去系ポンプ及び低圧炉心ス

プレイ系ポンプに対して多様性を有し、位置的分散が図られた設計とする

ことを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５１条等要求事項ハ）、ニ）及びホ）に適合する措置等を講じた設計とす

る方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

 

③－１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却（初期水張り） 
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a. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合には、溶融炉心

が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、代替循

環冷却系による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この

手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、

20 分以内に実施する。 

b. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循

環冷却系が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ

落下する前の初期水張りを行うため、原子炉格納容器代替スプレイ冷

却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。

この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名により、

20 分以内に実施する。 

c. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循

環冷却系及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用でき

ない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水

張りを行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポ

ンプ）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手

順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、20

分以内に実施する。 

d. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であり、代替循

環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格

納容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）が使用できない場合

には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行

うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）による

原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統

の構成、復水移送ポンプの起動等を1名により、15分以内に実施する。 

③－２）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却（落下後の崩壊熱相

当以上の注水） 

a. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合に

は、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水

を行うため、代替循環冷却系による原子炉格納容器下部への注水の手

順に着手する。この手順では、系統の構成、代替循環冷却ポンプの起

動等を 1名により、5分以内に実施する。 

b. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、代替循環冷却系が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格
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納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格納

容器下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）による原子炉格納容器

下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、代替循

環冷却ポンプの起動等を 1名により、5分以内に実施する。 

c. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、代替循環冷却系及び原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循

環冷却ポンプ）が使用できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器

下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水を行うため、原子炉格納容器代

替スプレイ冷却系（常設）による原子炉格納容器下部への注水の手順

に着手する（※101）。この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起

動等を 1名により、5分以内に実施する。 

d. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環

冷却ポンプ）及び原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）が使用

できない場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱

相当以上の注水を行うため、原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水

移送ポンプ）による原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する

（※101）。この手順では、系統の構成、復水移送ポンプの起動等を 1名

により、5分以内に実施する。 

e. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合に

は、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水

を行うため、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水の手順に着手する（※101）。この手順では、

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統の構成、ポ

ンプの起動等を、計 12名により、385 分以内に実施する。 

f. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容

器内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合で

あり、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（可搬型）が使用できない

場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下後に崩壊熱相当以上

の注水を行うため、原子炉格納容器下部注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水の手順に着手する（※101）。この手順では、大

                             
（※101）原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水は、ドライウェル水位を 0.02m（原子炉格納容

器下部水位 3.67m）から 0.23m（原子炉格納容器下部水位 3.88m）の範囲に維持する。 
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容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統の構成、ポン

プの起動等を、計 12 名により、385 分以内に実施する。 

③－３）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止 

a. 炉心損傷を判断した場合であって、原子炉冷却材圧力バウンダリが

高圧であり、復水給水系、原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ

系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、高圧代替注水

系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、

系統の構成、高圧代替注水系ポンプの起動等を 1名により、15分以内

に実施する。 

b. 炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系及び非常用炉心冷却

系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、代替循環冷却

系による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、

代替循環冷却ポンプの起動等を 1名により、15分以内に実施する。 

c. 炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系

及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水ができない場合に

は、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による原子炉圧力容器

への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、復水移送ポ

ンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施する。 

d. 炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系及び非常用炉心冷却

系による原子炉圧力容器への注水ができない場合には、低圧代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この

手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の配備、ホース接続、系統

の構成、ポンプの起動等を計 12 名により、385 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を、原子炉格

納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための手順として初期水張りに

ついて③－１）a.、b.、c.、d.の順に、また、溶融炉心が原子炉格納容器

下部へ落下後に崩壊熱相当以上の注水について③－２）a.、b.、c.、d.、

e.、f.の順にそれぞれ設定して明確化していること、b)原子炉格納容器下

部への注水、原子炉圧力容器への注水等について現場での手動操作等の手

順等について定め、必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとし

ていること、c)作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認し

ていること、d)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、e)

必要な通信連絡設備を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す
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る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、上記③－１）及び③－２）の手順等が第５１条等

要求事項イ）、③－３）の手順等が同ロ）に対応するものであることを確認

した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.、b.及び c.の対策が第５１条等要求事項

イ）に、①d.の対策が同ロ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故

等対処設備が同ハ）、同ニ）及び同ホ）に適合する措置を講じた設計とする方針

であること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従

って適切に整備される方針であることから、第５１条等に適合するものと判断

した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、原子炉格納容器下部の溶融炉

心を冷却するための原子炉格納容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）、原

子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、代替循環冷却系及び原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水並びに溶

融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための低圧代替注水

系（常設）（復水移送ポンプ）及び代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注

水を必要な対策としている。これらの対策は、（１）①a.、b.、c.及び d.と同

じであるため必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する

重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において原子炉

格納容器下部の溶融炉心を冷却するため重大事故等対処設備及び手順等とし

て位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であ

ることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、全交流動力電源喪失を想定することにより、自主対

策設備及び手順等を整備するとしている。 
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（１）原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却のための設備及び手順

等 

申請者は、全交流動力電源が喪失した場合において、原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための機能を回復する設備（表Ⅳ－４．８－１参照）を用

いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却（初期水張り） 

a. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であって、代替循

環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器

下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）及び原子炉格納容器下部注水

系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合において、代替電源設

備により、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納

容器下部への注水に必要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原子

炉格納容器下部へ落下する前の初期水張りを行うため、ろ過水ポンプ

（ペデスタル注水配管使用）を用いた原子炉格納容器下部への注水の手

順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1

名により、20 分以内に実施する。 

b. 原子炉圧力容器下鏡部温度が 300℃に到達した場合であって、代替循

環冷却系、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容器

下部注水系（常設）（代替循環冷却ポンプ）、原子炉格納容器下部注水系

（常設）（復水移送ポンプ）及びろ過水ポンプ（ペデスタル注水配管使用）

が使用できない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポンプ（ス

プレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水に必要な電源が確保

された場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下する前の初期水

張りを行うため、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）を用いた原子炉格納

容器下部への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過

水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

② 原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却（落下後の崩壊熱相当以

上の注水） 

a. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器

内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合であ

って、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷

却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）及び原子炉格納

容器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）が使用できない場合において、

代替電源設備により、ろ過水ポンプ（スプレイ管使用）による原子炉格

納容器下部への注水に必要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原

子炉格納容器下部へ落下した後の溶融炉心の冷却を行うため、ろ過水ポ
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ンプ（スプレイ管使用）を用いた原子炉格納容器下部への注水の手順に

着手する（※101）。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を

1名により、5分以内に実施する。 

b. 原子炉格納容器下部の水温の上昇又は指示値の喪失、原子炉圧力容器

内の圧力の低下傾向等から原子炉圧力容器の破損を判断した場合であ

って、代替循環冷却系、原子炉格納容器下部注水系（常設）（代替循環冷

却ポンプ）、原子炉格納容器代替スプレイ冷却系（常設）、原子炉格納容

器下部注水系（常設）（復水移送ポンプ）及びろ過水ポンプ（スプレイ管

使用）が使用できない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポン

プ（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水に必

要な電源が確保された場合には、溶融炉心が原子炉格納容器下部へ落下

した後の溶融炉心の冷却を行うため、ろ過水ポンプ（ペデスタル注水配

管使用）を用いた原子炉格納容器下部への注水の手順に着手する（※101）。

この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの起動等を 1 名により、5 分

以内に実施する。 

 

（２）溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下の遅延又は防止のための設備

及び手順等 

申請者は、全交流動力電源が喪失した場合において、溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下の遅延又は防止するための機能を回復する設備（表Ⅳ－４．

８－２参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 炉心損傷を判断した場合であって、代替電源設備により、制御棒駆動水

圧系による注水に必要な電源が確保された場合には、制御棒駆動水圧系に

よる高圧での原子炉圧力容器への注水の手順に着手する。この手順では、

系統の構成、制御棒駆動水ポンプの起動等を 1名により、20 分以内に実施

する。 

② 炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系、代

替循環冷却系及び低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）による注水が

できない場合において、系統構成が可能な場合には、低圧代替注水系（常

設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水の手順に

着手する。この手順では、系統の構成、直流駆動低圧注水系ポンプの起動

等を 1名により、20 分以内に実施する。 

③ 炉心損傷を判断した場合であって、復水給水系、非常用炉心冷却系、代

替循環冷却系、低圧代替注水系（常設）（復水移送ポンプ）及び低圧代替注

水系（常設）（直流駆動低圧注水系ポンプ）による原子炉圧力容器への注水

ができない場合において、代替電源設備により、ろ過水ポンプによる注水
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に必要な電源が確保された場合には、ろ過水ポンプによる原子炉圧力容器

への注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、ろ過水ポンプの

起動等を 1名により、20 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．８－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

（落下溶融炉心の冷却） 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

ろ過水ポンプ、ろ過

水タンク等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は有しておら

ず、復水移送ポンプと同等の流量は確保できないもの

の、原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却する

手段となり得る。 

 

表Ⅳ－４．８－２ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

（溶融炉心の落下の遅延又は防止） 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

制御棒駆動水ポンプ

等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は有しておら

ず、原子炉圧力容器内を冷却するためには十分な容量は

有していないものの、重大事故の進展抑制の手段となり

得る。 

直流駆動低圧注水系

ポンプ等 

全交流動力電源喪失の場合には、系統構成のために現場

での操作が必要であるものの、系統構成が可能な場合に

は、原子炉圧力容器への注水手段として有効である。 

ろ過水ポンプ、ろ過

水タンク等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は有しておら

ず、復水移送ポンプと同等の流量は確保できないもの

の、重大事故の進展抑制の手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．９ 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

及び手順等（第５２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９関係） 

本節では、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために申請者が計画

する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９項（以下「第５２条等」と

いう。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 
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・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５２条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器内

における水素爆発による破損を防止する必要がある場合には、そのために必要

な設備及び手順等を整備することを要求している。 

第５２条等における「水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するため

に必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）原子炉格納容器内を不活性化する設備及び手順等 

ロ）水素を原子炉格納容器外に排出する場合には、排出経路での水素爆発を

防止する設備、放射性物質を低減する設備並びに水素及び放射性物質濃度

を測定する設備及びそれらの手順等 

ハ）炉心の著しい損傷時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で測定でき

る水素濃度監視設備及び手順等 

また、上記イ）、ロ）及びハ）については、以下の措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）交流又は直流電源を必要とする場合は代替電源設備からの給電を可能と

すること。 

ホ）水－ジルコニウム反応及び水の放射線分解による水素及び酸素の水素爆

発による原子炉格納容器の破損を防止する手順等を整備すること。 

 

申請者は、第５２条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉格納容器内を不活性化するための設備及び手順等 

② 原子炉格納容器内から水素及び酸素を排出するための原子炉格納容器

フィルタベント系及び手順等 

③ 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視するための格納容器

内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水

素濃度計、格納容器内雰囲気酸素濃度計及び手順等（※102） 

                             
（※102）原子炉補機冷却機能が喪失した場合にサンプルガスの海水冷却に用いる大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）等に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．５ 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備

及び手順等」において整理 
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④ 上記設備のためのガスタービン発電機等の代替電源設備及び手順等（※
103） 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）（※104）において、水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止するための設備及び手順等として以下を整備する方針

としている。 

① 原子炉格納容器内を不活性化するための設備及び手順等 

② 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を監視するための設備及び

手順等 

③ 上記設備のための代替電源設備及び手順等 

（３）規制委員会は、水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するために申請

者が計画する設備及び手順等が、第５２条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第５２条等に適合するものと判

断した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設

備及び手順等が、適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

に記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等へ

の対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５２条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５２条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための設備を整備するとしている。 

a. 炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉格納容器内の不活性化。

そのために、可搬型窒素ガス供給装置を重大事故等対処設備として新

たに整備する。なお、原子炉格納容器内は、原子炉の通常運転中にお

いては原子炉格納容器調気系（※105）により不活性化した状態が維持

されている。 

                             
（※103）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手

順等」において整理 

（※104）格納容器破損防止対策の有効性評価のうち、「水素燃焼」についての有効性評価をいう。 

（※105）申請者は、通常運転中に原子炉格納容器内の不活性化に用いる設備を原子炉格納容器調気系と称して

いる。原子炉起動時に原子炉格納容器調気系を用いて原子炉格納容器内を窒素ガスにより置換し、原子

炉運転中においては原子炉格納容器内を不活性化した状態を維持するとしている。 
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b. 原子炉格納容器フィルタベント系を用いた原子炉格納容器からの

水素及び酸素の排出。なお、系統内を窒素ガスで置換することにより

排出経路での水素爆発を防止すること、フィルタ装置により放射性物

質を低減すること並びに排出経路にフィルタ装置出口水素濃度計及び

フィルタ装置出口放射線モニタを設置することを含む。そのために、

フィルタ装置、フィルタ装置出口側圧力開放板、可搬型窒素ガス供給

装置、フィルタ装置出口水素濃度計及びフィルタ装置出口放射線モニ

タを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視。そのために、格

納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）及び格納容

器内雰囲気水素濃度計を重大事故等対処設備として新たに整備すると

ともに、格納容器内雰囲気酸素濃度計を重大事故等対処設備として位

置付ける。 

 

規制委員会は、a.の対策が第５２条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に、c.の対策が同ハ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 可搬型窒素ガス供給装置は、炉心の著しい損傷が発生した場合にお

いて、原子炉格納容器内を不活性化するために必要な容量を有する設

計とする。 

b. 原子炉格納容器フィルタベント系は、排出経路での水素爆発を防止

できる設計とする。また、原子炉格納容器内から排出されるガスに含

まれる放射性物質を低減できる設計とする。さらに、排出経路の水素

濃度の監視及び放射性物質濃度の推定ができる設計とする。 

c. 格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納

容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は、原子炉

格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の測定ができる計測範囲とし、他

の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

d. 原子炉格納容器フィルタベント系、格納容器内水素濃度計（D/W）、

格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納

容器内雰囲気酸素濃度計は、代替電源設備からの給電に対応した設計

とする。 
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規制委員会は、申請者の計画において、a)可搬型窒素ガス供給装置は、

原子炉格納容器内に窒素を供給することで原子炉格納容器内の水素濃度

及び酸素濃度を可燃域とならないよう抑制できる設計とすること、b)原子

炉格納容器フィルタベント系は、あらかじめ配管内を窒素で置換しておく

ことで、使用時に排出経路内の水素濃度及び酸素濃度が可燃域とならない

ようにすること、フィルタ装置により原子炉格納容器から排出されるガス

に含まれる放射性物質を低減すること、排出経路の配管にフィルタ装置出

口放射線モニタを設置することにより放射線量率を測定し放射性物質濃

度を推定すること、排出経路にフィルタ装置出口水素濃度計を設置するこ

とにより水素濃度を監視すること、c)格納容器内水素濃度計（D/W）、格納

容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納容器内雰

囲気酸素濃度計は、計測誤差を考慮した上で、適切な計測範囲を確保して

いること（※106）、他の設備と電気的な分離をすることで他の設備に悪影響

を及ぼさないこと、d)格納容器内水素濃度計（D/W）及び格納容器内水素濃

度計（S/C）は代替電源設備である 125V 代替蓄電池等からの給電に対応し

た設計とすること、e)原子炉格納容器フィルタベント系、格納容器内雰囲

気水素濃度計及び格納容器内雰囲気酸素濃度計は代替電源設備であるガ

スタービン発電機等からの給電に対応した設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。ま

た、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、第

５２条等要求事項ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針であるこ

とを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 炉心損傷を判断し、可燃性ガス濃度制御系による水素濃度及び酸素

濃度の制御ができず、原子炉格納容器内の酸素濃度が 3.5vol%（ドラ

イ条件）に到達した場合には、可搬型窒素ガス供給装置による原子炉

                             
（※106）格納容器内水素濃度計（D/W）、格納容器内水素濃度計（S/C）、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格納

容器内雰囲気酸素濃度計について、申請者は、想定される重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度

及び酸素濃度が変動する可能性のある範囲を監視すること、可燃限界濃度を監視することを目的として

いる。具体的な計測範囲は次のとおりであり、適切な計測範囲を確保していることを確認した。 

格納容器内水素濃度計（D/W）：0～100vol% 

格納容器内水素濃度計（S/C）：0～100vol% 

格納容器内雰囲気水素濃度計：0～30vol%及び 0～100vol% 

格納容器内雰囲気酸素濃度計：0～30vol% 
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格納容器内の不活性化の手順に着手する。この手順では、可搬型窒素

ガス供給装置の配備、ホース接続、系統の構成、装置の起動等を計 8

名により、315 分以内に実施する。なお、原子炉格納容器調気系を用

いた原子炉格納容器内の不活性化は、重大事故等が発生した際に実施

するものではなく、通常の運転操作により実施する。 

b. 炉心損傷を判断し、可燃性ガス濃度制御系による水素濃度及び酸素

濃度の制御ができず、原子炉格納容器内の酸素濃度が 4.0vol%（ドラ

イ条件）かつ 1.5vol%（ウェット条件）に到達した場合には、原子炉

格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器からの水素及び酸

素の排出の手順に着手する。この手順では、系統の構成等を 1名によ

り、20 分以内に実施する。 

c. 炉心損傷を判断した場合には、格納容器内水素濃度計（D/W）及び格

納容器内水素濃度計（S/C）による原子炉格納容器内の水素濃度の監視

の手順に着手する。全交流動力電源又は直流電源が喪失している場合

には、代替電源設備からの給電を確認した後に手順に着手する。この

手順では、中央制御室での監視を 1名で実施する。 

d. 炉心損傷を判断した場合には、格納容器内雰囲気水素濃度計及び格

納容器内雰囲気酸素濃度計による原子炉格納容器内の水素濃度及び

酸素濃度の監視の手順に着手する。全交流動力電源及び原子炉補機冷

却機能が喪失した場合には、代替電源設備からの給電を確認及び原子

炉補機代替冷却水系による冷却機能を確保した後に手順に着手する。

この手順では、水素濃度及び酸素濃度の計測に必要なサンプリングポ

ンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)必要な手順等を明確化してい

ること、b)必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うこと、c)照明

により夜間等でのアクセス性を確保していること、d)必要な通信連絡設備

を確保していること、e）弁操作等を行う作業環境（作業空間、温度等）に

支障がないことを確認していること、f）原子炉格納容器からの水素及び酸

素の排出は、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に至る

前に実施することなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 
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また、上記 a.、b.、c.及び d.の確認から、規制委員会は、申請者が①に

掲げる設備を用いた手順等について、第５２条等要求事項ホ）を満たす手

順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が、第５２条等要求事項イ）、同ロ）、

同ハ）、同ニ）及び同ホ）に対応するものであること、また、①に掲げる重大事

故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針で

あることから、第５２条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、評価項目（f）「原子炉格納容

器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること」を満足するために必要

な対策を、原子炉格納容器内の不活性化、水素濃度及び酸素濃度の監視、及び

それらの設備の代替給電としている。これらの対策は（１）①a.及び、c.及び

d.と同じであるため、必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これら

に関する重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、水素

燃焼による原子炉格納容器の破損を防止するための重大事故等対処設備及び

手順等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備す

る方針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉格納容器内の水素濃度制御及び低減のための

自主対策設備及び手順等を整備するとした。 

 

（１）原子炉格納容器内の水素濃度を制御するための可燃性ガス濃度制御系

及び手順等 

申請者は、原子炉格納容器内の水素濃度を制御するための可燃性ガス濃度制

御系（表Ⅳ－４．９－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸

素濃度が上昇し、原子炉格納容器内の圧力が可燃性ガス濃度制御系運転時

の制限圧力以下であり、残留熱除去系が使用可能な場合には、可燃性ガス

濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度制御の手順に着手する。こ
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の手順では、可燃性ガス濃度制御系の起動操作等を 1名により、20分以内

に実施する（※107）。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４.９－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

可燃性ガス濃度

制御系 

炉心損傷による大量の水素が発生するような状況下での水

素の処理に期待できず、また、原子炉格納容器内の圧力に

対して使用範囲に制限があるものの、原子炉格納容器内の

水素濃度及び酸素濃度を低減する手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１０ 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

及び手順等（第５３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１０関係） 

本節では、水素爆発による原子炉建屋その他の原子炉格納容器から漏えいする気

体状の放射性物質を格納するための施設（以下「原子炉建屋等」という。）の損傷を

防止するために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５３条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１０項（以下「第５３条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５３条等は、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉建屋等の水

素爆発による損傷を防止する必要がある場合には、そのために必要な設備及び

手順等を整備することを要求している。 

第５３条等における「水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために

必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等

以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）水素濃度制御設備（制御により原子炉建屋等で水素爆発のおそれがない

ことを示すこと。）又は水素排出設備（動的機器等に水素爆発を防止する機

能を付けること。放射性物質低減機能を付けること。）。その設備により、

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために必要な手順等 

                             
（※107）可燃性ガス濃度制御系起動後、再結合運転開始までの予熱時間は、180 分以内としている。 
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ロ）想定される事故時に水素濃度が変動する可能性のある範囲で推定できる

監視設備 

また、上記イ）及びロ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うこととしている。 

ハ）交流又は直流電源を必要とする場合は代替電源設備からの給電を可能と

すること。 

 

申請者は、第５３条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 水素濃度の上昇を抑制するための静的触媒式水素再結合装置（以下

｢PAR｣という。）、PAR 動作監視装置及び手順等 

② 水素濃度を測定し監視するための原子炉建屋内水素濃度計及び手順等 

③ 上記設備のための 125V 代替蓄電池等の代替電源設備及び手順等（※108） 

（２）規制委員会は、水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するために申請者

が計画する設備及び手順等が、第５３条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第５３条等に適合するものと判

断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）に

記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への

対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５３条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５３条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 原子炉建屋内の水素濃度上昇の抑制。そのために、PAR（電源を必要

としない。）及び PAR 動作監視装置を重大事故等対処設備として新た

に整備する。 

                             
（※108）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順

等」において整理 
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b. 原子炉建屋内の水素濃度監視設備による水素濃度の測定及び監視。

そのために、原子炉建屋内水素濃度計を重大事故等対処設備として新

たに整備する。 

 

規制委員会は、a.の対策が第５３条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. PAR 及び PAR 動作監視装置は、他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。 

b. PAR は、適切な位置に配置され、水素濃度の上昇を抑制できる設計

とする。 

c. 原子炉建屋内水素濃度計は、適切な位置に配置され、原子炉建屋内

の水素濃度の測定ができる計測範囲を有する設計とする。 

d. PAR 動作監視装置及び原子炉建屋内水素濃度計は、代替電源設備か

らの給電に対応した設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)PAR は、重大事故等時の再結

合反応による温度上昇が重大事故等対処に必要となる他の設備に悪影響

を及ぼさない設計とすること、PAR 動作監視装置は水素処理性能へ悪影響

を及ぼさない設計とすること、b)PAR は、水素の効率的な除去を考慮して

原子炉建屋燃料取替床内に分散させた配置とすること、PAR の台数の設定

に当たっては、水素発生量は有効燃料部の被覆管がジルコニウム―水反応

により全て反応したときに発生する量（約 990 ㎏）、原子炉格納容器漏え

い率は保守的に設定した値（10%/日）とし、ガス状よう素による性能低下

及び水素再結合反応開始の不確かさを考慮しても原子炉建屋原子炉棟内

の水素濃度及び酸素濃度が可燃領域に達することを防止するために必要

な水素処理容量を有する設計（19 個）とすること、c）原子炉建屋内水素

濃度計は、原子炉建屋原子炉棟内に分散させた配置とし、計測誤差を考慮

した上で、0～10vol%を計測範囲としていることにより適切な計測範囲を

確保していること、d)PAR 動作監視装置及び原子炉建屋内水素濃度計は代

替電源設備である 125V 代替蓄電池等からの給電が可能であることを確認

した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５３条等要求事項ハ）に適合する措置等を講じた設計とする方針である

ことを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. PAR は、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇に伴って触媒反応

を開始するため、運転員による準備や起動操作は不要である。炉心損

傷を判断した場合には、PAR 動作監視装置の作動状況確認及び原子炉

建屋原子炉棟内の水素濃度監視の手順に着手する。電源が喪失してい

る場合には、代替電源設備からの給電を確認した後に手順に着手する。

この手順では、中央制御室での監視等を 1名で実施する。なお、非常

用ガス処理系が運転している際に、原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度

の上昇を確認した場合には、非常用ガス処理系の系統内での水素爆発

を回避するため、非常用ガス処理系を停止する（※109）。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)必要な手順を明確化してい

ること、b)必要な人員を確保するとともに必要な訓練を行うとしている

ことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用い

た手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に

関する共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であるこ

とを確認した。 

 

よって、規制委員会は、①の対策が第５３条等要求事項イ）、同ロ）及び同ハ）

に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及び手順等が第４３

条等に従って適切に整備される方針であることから、第５３条等に適合するもの

と判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

                             
（※109）非常用ガス処理系に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住

性等に関する手順等」において整理 
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規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、原子炉格納容器外への水素の漏えい抑制及び原子炉

建屋原子炉棟内からの水素排出のための自主対策設備及び手順等を整備すると

している。 

 

（１）原子炉格納容器外への水素の漏えい抑制のための設備及び手順等 

申請者は、ドライウェル主フランジのシール材の熱劣化を防止することによ

り水素の漏えいを抑制するための原子炉格納容器頂部注水系（常設）及び原子

炉格納容器頂部注水系（可搬型）（表Ⅳ－４.１０－１参照）を用いた主な手順

等は以下のとおりとしている。 

① 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の温度が 171℃を

超えるおそれがある場合には、原子炉格納容器頂部注水系（常設）による

原子炉ウェルへの注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、燃

料プール補給水ポンプの起動等を 1名により、15 分以内に実施する。 

② 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器内の温度が 171℃を

超えるおそれがある場合には、原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）によ

る原子炉ウェルへの注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポ

ンプ（タイプⅠ）の配備、ホースの接続等を計 10 名により、380 分以内に

実施する。 

なお、申請者は、上記の自主対策を行った場合、注水によりドライウェ

ル主フランジ締付ボルトが冷却されたときに発生する応力が降伏応力を

下回っており、ボルトが破損することはないことなどから他の設備に与え

る悪影響がないとしている。 

 

（２）原子炉建屋原子炉棟内からの水素排出のための設備及び手順等 

申請者は、原子炉建屋原子炉棟内からの水素排出のための原子炉建屋ベント

設備（表Ⅳ－４.１０－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

① 原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度の上昇により格納容器ベントを実施

したにもかかわらず原子炉建屋原子炉棟内の水素濃度が低下しない場合

には、原子炉建屋ベント設備による水素排出の手順に着手する。この手順

では、原子炉建屋ベント設備の開放等を計 3名により、60 分以内に実施す
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る。なお、上記の原子炉建屋ベント設備を開放する場合には、放水砲を用

いた原子炉建屋への放水を実施する（※110）。 

 

以上により、規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事

故等への対処が確実に実施される方針であることを確認した。なお、規制委員会

は、原子炉格納容器頂部注水系（常設）又は原子炉格納容器頂部注水系（可搬型）

による原子炉ウェルへの注水については、他の対策との優先度を考慮しつつ早期

に手順着手することが望ましいと考える。 

 

表Ⅳ－４.１０－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

原子炉格納容器頂

部注水系（常設）及

び原子炉格納容器

頂部注水系（可搬

型） 

原子炉格納容器からの水素の漏えいを防止する効果に不

確かさがあるものの、原子炉格納容器頂部を冷却するこ

とで、ドライウェル主フランジのシール材の熱劣化を緩

和することにより、原子炉建屋原子炉棟内への水素の漏

えいを抑制するための手段となり得る。 

原子炉建屋ベント

設備 

放射性物質の低減機能がないものの、原子炉建屋原子炉

棟内に漏えいした水素が PAR で処理しきれない場合は、

原子炉建屋原子炉棟内における水素の滞留を防止するた

めの手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１１ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備及び手順等（第５４

条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１関係） 

本節では、使用済燃料貯蔵槽の冷却等のために申請者が計画する設備及び手順等

について、以下の事項を確認した。 

・第５４条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１項（以下「第５４条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

なお、本節において、「使用済燃料貯蔵槽」を申請者が用いている名称である「使

用済燃料プール」と言い換える。 

                             
（※110）放水砲に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するための設備及び手順等」において整理 
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１．審査の概要 

（１）第５４条第１項及び重大事故等防止技術的能力基準１．１１項は、使用済燃

料プールの冷却機能又は注水機能が喪失（以下「想定事故１」という。）し、又

は使用済燃料プールからの水の漏えいその他の要因（以下「想定事故２」とい

う。）により当該使用済燃料プールの水位が低下した場合において貯蔵槽内燃

料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備及び

手順等を整備することを要求している。また、第５４条第２項及び重大事故等

防止技術的能力基準１．１１項は、使用済燃料プールからの大量の水の漏えい

その他の要因により当該使用済燃料プールの水位が異常に低下した場合にお

いて貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するため

に必要な設備及び手順等を整備することを要求している。 

 

第５４条等における「想定事故１」又は「想定事故２」に対する「貯蔵槽内

燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及び臨界を防止するために必要な設備及

び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上の効果を

有する設備及び手順等としている。 

イ）可搬型代替注水設備（注水ライン、ポンプ等）及び手順等 

ロ）使用済燃料プールから発生する水蒸気が重大事故等対処設備に悪影響を

及ぼす可能性がある場合は、当該悪影響を防止するために必要な手順等 

 

大量の水の漏えいその他の要因による水位の異常な低下に対する「貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し、及び臨界を防止するために必要な設備

及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上の効果

を有する設備及び手順等としている。 

ハ）可搬型スプレイ設備（スプレイヘッダ、スプレイライン、ポンプ等）及

び手順等 

ニ）燃料損傷時に、できる限り環境への放射性物質の放出を低減するための

設備及び手順等 

 

さらに、使用済燃料プールの監視のための以下の設備及び手順等を整備する

としている。 

ホ）使用済燃料プールの水位、水温及び上部の空間線量率を計測するための

設備及び手順等 

ヘ）使用済燃料プールの状態をカメラにより監視するための設備及び手順等 
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また、上記イ）、ハ）及びホ）については、以下の措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うこととしている。 

ト）上記イ）の代替注水設備は、設計基準対象施設の冷却設備及び注水設備

が機能喪失し、又は小規模な漏えいがあった場合でも、使用済燃料プール

の水位を維持できるものであること。 

チ）上記ハ）のスプレイ設備は、代替注水設備によって使用済燃料プールの

水位が維持できない場合でも、燃料損傷を緩和できるものであること。 

リ）上記ホ）の計測設備は、燃料貯蔵設備に係る重大事故等により変動する

可能性のある範囲にわたり測定可能であること。 

ヌ）上記ホ）の計測設備は、交流又は直流電源が必要な場合には代替電源設

備からの給電を可能とすること。 

 

申請者は、第５４条等の要求事項を満たすため、以下の設備及び手順等を整

備する方針としている。 

① 使用済燃料プールへの代替注水のための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

等の設備及び手順等 

② 使用済燃料プールからの除熱のための設備及び手順等 

③ 使用済燃料プールへのスプレイのための大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

等の設備及び手順等 

④ 原子炉建屋への放水のための大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等の

設備及び手順等（※111） 

⑤ 状態監視（使用済燃料プールの温度、水位等の計測）のための設備及び

手順等 

⑥ 状態監視設備に給電するためのガスタービン発電機等の代替電源設備

及び手順等（※112） 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、「想定事故１」及び「想定事故

２」における燃料損傷を防止するための重大事故等対処設備及び手順等として

以下を整備する方針としている。 

① 使用済燃料プールへの代替注水を行うための設備及び手順等 

② 使用済燃料プールを監視するための設備及び手順等 

③ 上記設備のための代替電源設備及び手順等 

                             
（※111）原子炉建屋への放水に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１２ 工場等外への放射性物質

の拡散を抑制するための設備及び手順等」において整理 

（※112）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手

順等」において整理 
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また、使用済燃料プールで発生した熱を燃料プール冷却浄化系から原子炉補

機代替冷却水系を介して最終ヒートシンクへ輸送するため、以下の設備及び手

順等を整備するとしている。 

④ 使用済燃料プールからの除熱のための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、使用済燃料プールの冷却等のために申請者が計画する設備及

び手順等が、第５４条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備

される方針であることから、第５４条等に適合するものと判断した。また、有

効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）

に記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等へ

の対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５４条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５４条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 使用済燃料プールへの代替注水。そのために、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）、燃料プール代替注水系（常設配管）、ホース、ホース延長回

収車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱。そのた

めに、熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）を重大事

故等対処設備として新たに整備する。 

c. 使用済燃料プールへのスプレイ及び原子炉建屋への放水砲等によ

る放水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、スプレイノズル、

燃料プールスプレイ系（常設配管）、ホース、ホース延長回収車、注水

用ヘッダ、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲を重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

d. 使用済燃料プールの状態監視。そのために、使用済燃料プール水位

／温度計（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度計（ガイド

パルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）
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及び使用済燃料プール監視カメラを重大事故等対処設備として新たに

整備する。 

 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５４条等要求事項イ）に、b.の対策が

同ロ）に、c.の対策が同ハ）及び同ニ）に、d.の対策が同ホ）及び同ヘ）

に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、設計基準対象施設の注水設備に

対して多様性を有し、また、位置的分散が図られる設計とする。 

b. 大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及びスプレイノズルによる代替注水

及びスプレイは、使用済燃料プールの水位が低下した場合でも放射線

量が高くなるおそれの少ない屋外で操作可能な設計とする。 

c. 使用済燃料プールへの代替注水設備及び状態監視設備は他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。 

d. 代替注水設備は、使用済燃料プールの冷却設備又は注水設備が機能

喪失し、又は水の漏えいその他の要因により水位が低下した場合にお

いて、使用済燃料プール内の燃料体等を冷却し、放射線を遮蔽し、及

び臨界を防止することができる設計とする。 

e. スプレイ設備は、使用済燃料プールからの大量の水の漏えいが発生

し、使用済燃料プールへの注水を実施しても水位の低下が継続する場

合に、燃料損傷の進行を緩和できる設計とする。 

f. 状態監視設備は、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわ

たり測定可能な設計とする。 

g. 状態監視設備は、代替電源設備からの給電に対応した設計とする。 

h. 熱交換器ユニット及び大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、使用済燃

料プールを除熱できる容量を確保した設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）

は、ディーゼル駆動であり、淡水（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））

又は海水を水源とすることにより、電源を非常用ディーゼル発電機とし、

水源をサプレッションチェンバとする設計基準事故対処設備である残留

熱除去系ポンプに対して多様性を有していること、また、大容量送水ポン

プ（タイプⅠ）は屋外に保管することにより、原子炉建屋原子炉棟内に設
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置する残留熱除去系ポンプに対して独立性を有し、位置的分散が図られて

いること、b)燃料プール代替注水系（常設配管）、燃料プールスプレイ系（常

設配管）及びスプレイノズルを使用した代替注水及びスプレイは、使用済

燃料プール付近の線量率が上昇した場合でも使用済燃料プールに接近す

る必要がないよう、原子炉建屋の外での操作が可能な設計とすること、c)

ポンプ類、発電機類、水位計、温度計、線量率計等は他の設備に悪影響を

及ぼさないよう通常運転時には系統から分離された設計とすること、d)大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）が使用済燃料プールの水位を維持するために

必要な容量を有すること、e)燃料損傷を緩和するため、スプレイ設備は使

用済燃料プール全域に必要な流量でスプレイできる設計とすること、f)使

用済燃料プール水位／温度計（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／

温度計（ガイドパルス式）及び使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高

線量、低線量）は、重大事故等により変動する可能性のある範囲にわたり

状態監視が可能な設計とすること、g)状態監視設備は代替電源設備である

ガスタービン発電機等からの給電に対応した設計とすること、h)熱交換器

ユニットは、使用済燃料プールを冷却するために必要な除熱能力を有する

こと、i)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、使用済燃料プールの冷却を行

うために必要な量の水を熱交換器ユニットへ給水できるものであること、

j)熱交換器ユニットは、3台（1台 1セットを 2セット及び予備 1台）、大

容量送水ポンプ（タイプⅠ）は、5台（2台 1セットを 2セット及び予備 1

台）を保有することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５４条等要求事項ト）、同チ）、同リ）及び同ヌ）に適合する措置等を講

じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

 

③－１）使用済燃料プールへの注水の手順 

a. 燃料プール水位低警報又は温度高警報が発生した場合、若しくは、

使用済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない

場合には、燃料プール代替注水系（常設配管）による使用済燃料プー
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ルへの代替注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）等の配置、系統の構成等を計 130 名により、380 分以内

に実施する。 

b. a.の手順着手の条件に至った場合であって、燃料プール代替注水系

（常設配管）が使用できない場合には、原子炉建屋大物搬出入口を経

由し、燃料プール代替注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの

代替注水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13 名により、380 分以内に実施す

る。 

c. b.の手順着手の条件に至った場合であって、原子炉建屋大物搬出入

口を経由できない場合には、原子炉建屋扉を経由し、燃料プール代替

注水系（可搬型）による使用済燃料プールへの代替注水の手順に着手

する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統

の構成等を計 13名により、380 分以内に実施する。 

 

③－２）使用済燃料プールへのスプレイの手順 

a. 使用済燃料プールへの注水を行っても、水位低下が継続する場合又

は使用済燃料貯蔵ラック上端＋6m を下回る水位低下を確認した場合

には、燃料プールスプレイ系（常設配管）による使用済燃料プールへ

のスプレイの手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）の配備及びホース接続、系統の構成等を計 130 名により、380

分以内に実施する。 

b. a.の手順着手の条件に至った場合であって、燃料プールスプレイ系

（常設配管）が使用できない場合には、原子炉建屋大物搬出入口を経

由し、燃料プールスプレイ系（可搬型）による使用済燃料プールへの

スプレイの手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）等の配置、系統の構成等を計 13 名により、380 分以内に実施す

る。 

c. b.の手順着手の条件に至った場合であって、原子炉建屋大物搬出入

口を経由できない場合には、原子炉建屋扉を経由し、燃料プールスプ

レイ系（可搬型）による使用済燃料プールへのスプレイの手順に着手

する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等の配置、系統

の構成等を計 13名により、380 分以内に実施する。 

 

③－３）使用済燃料プールの監視 
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重大事故等対処設備のうち、常設設備である使用済燃料プール水位

／温度計（ヒートサーモ式）、使用済燃料プール水位／温度計（ガイド

パルス式）、使用済燃料プール上部空間放射線モニタ（高線量、低線量）

及び使用済燃料プール監視カメラは、設置作業等を必要としないため、

通常時から継続的に状態の監視が可能である。なお、全交流動力電源

又は直流電源が喪失している場合には、代替電源設備からの給電を確

認する。 

 

③－４）燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱 

a. 全交流動力電源の喪失及び原子炉補機冷却水系（原子炉補機冷却海

水系を含む。）の機能喪失により使用済燃料プールからの除熱機能が失

われた後、常設代替電源設備等からの給電が完了している場合であっ

て、原子炉補機代替冷却水系による補機冷却水が確保されている場合

には、燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱の手

順に着手する。この手順では、燃料プール冷却浄化系ポンプの起動等

を 1名により、20 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)必要な手順等を明確化してい

ること、b)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）等による代替注水及びスプレイ

の手順等について、接続作業、ポンプの起動等を定め、必要な人員を確保

するとともに必要な訓練を行うこと、c)大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の

配置、ホースの接続等、冷却水の供給作業の手順等を定め、必要な人員を

確保するとともに必要な訓練を行うとしていること、d)大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）の配置、ホースの接続等を行う作業環境（作業空間、温度等）

に支障がないことを確認していること、e)移動経路を確保していること、

f)照明により夜間等でのアクセス性を確保していること、g)必要な通信連

絡設備を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順

等が、第５４条等要求事項イ）、同ロ）、同ハ）、同ニ）、同ホ）、同ヘ）、同ト）、

同チ）、同リ）及び同ヌ）に対応するものであること、また、第４３条等に従っ
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て適切に整備される方針であることから、第５４条等に適合するものと判断し

た。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、使用済燃料プールへの注水、

代替燃料プール冷却浄化系による使用済燃料プールからの除熱、使用済燃料プ

ールの監視、及びそれらの設備への代替給電を必要な対策としている。これら

の対策は（１）①a.、b.及び d.と同じであるため、必要な重大事故等対処設備

も同じである。また、これらに関する重大事故等対処設備の設計方針及び手順

等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、使用

済燃料プールの冷却等のための重大事故等対処設備及び手順等として位置付

けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを

確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、使用済燃料プールへの代替注水、代替スプレイ及び

漏えい緩和のための自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）使用済燃料プールへの代替注水のための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料プールへの代替注水のための設備（表Ⅳ－４.１１－１

参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 燃料プール水位低警報又は温度高警報が発生した場合、若しくは、使用

済燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し復旧が見込めない場合であ

って、ろ過水タンクが使用できる場合には、ろ過水ポンプ等による使用済

燃料プールへの代替注水の手順に着手する。この手順では、系統の構成、

ろ過水ポンプ等の起動、使用済燃料プールへの注水を計 3名により、45分

以内に実施する。 

 

（２）使用済燃料プールへの代替スプレイのための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料プールへの代替スプレイのための設備（表Ⅳ－４.１１

－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 
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① 燃料プール水位低警報が発生した場合であって、使用済燃料プールへの

注水を行っても水位低下が継続する場合、又は使用済燃料貯蔵ラック上端

＋6m を下回る水位低下を確認した場合であって、火災が発生していない場

合には、化学消防自動車及び大型化学高所放水車による燃料プールスプレ

イ系（常設配管）を用いた使用済燃料プールへの代替スプレイの手順に着

手する。水源としてろ過水タンクを使用する。この手順では、ホースの敷

設、化学消防自動車及び大型化学高所放水車の起動、使用済燃料プールへ

のスプレイを計 7名により、125 分以内に実施する。 

 

（３）使用済燃料プールからの水の漏えいを緩和するための設備及び手順等 

申請者は、使用済燃料プールからの大量の水の漏えいを緩和するための設備

（表Ⅳ－４.１１－１参照）を用いた主な手順等を以下のとおりとしている。 

① 燃料プール水位低警報が発生した場合であって、使用済燃料プールへの

注水を行っても水位低下が継続する場合、又は使用済燃料貯蔵ラック上端

＋6m を下回る水位低下を確認した場合には、使用済燃料プールにおいて、

ステンレス鋼板等を用いた水の漏えいの緩和に着手する。この手順では、

漏えい部への鋼板の設置等を計 3名により、180 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４.１１－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

ろ過水ポンプ、ろ

過水タンク等 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されてい

ないものの、使用済燃料プールへの注水の代替手段となり

得る。 

化学消防自動車、

大型化学高所放水

車及びろ過水タン

ク 

重大事故等対処設備に要求される耐震性は確保されてい

ないものの、使用済燃料プールへのスプレイの代替手段と

なり得る。 

ステンレス鋼板、

シール材、接着剤

及び吊り降ろしロ

ープ 

使用済燃料プールに接近可能な場合にしか実施できず、ま

た、効果に不確実性はあるものの、大量の水の漏えいを緩

和する手段となり得る。 
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Ⅳ－４．１２ 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び

手順等（第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２関係） 

本節では、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を抑制するため

に申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１２項（以下「第５５条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５５条等は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するために必要な設備及び手順等の整備を要求している。 

第５５条等における「発電所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要

な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同等以上

の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）原子炉建屋に放水できる設備及び手順等 

ロ）海洋への放射性物質の拡散を抑制する設備及び手順等 

また、上記イ）については、以下の措置又はこれらと同等以上の効果を有す

る措置を行うこととしている。 

ハ）放水設備は、原子炉建屋周辺における航空機衝突による航空機燃料火災

に対応できること。 

ニ）放水設備は、移動等により、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水す

ることが可能なこと。 

ホ）放水設備は、複数の原子炉施設の同時使用を想定し、発電所内原子炉施

設基数の半数以上を配備すること。 

 

申請者は、第５５条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉建屋に放水し、大気への放射性物質の拡散を抑制するための大容

量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等の設備及び手順等 

② 放水砲による放水に伴う海洋への放射性物質の拡散を抑制するための

シルトフェンス及び手順等 

③ 航空機燃料火災に対して泡消火するための大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅱ）、放水砲、泡消火薬剤混合装置等の設備及び手順等 
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（２）規制委員会は、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷に至った場合において発電所外への放射性物質の拡散を

抑制するために申請者が計画する設備及び手順等が、第５５条等における各々

の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第５５条

等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）に

記載されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への

対処を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５５条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５５条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 放水設備による原子炉建屋への放水。そのために、大容量送水ポン

プ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置を重大事故等対処設備

として新たに整備する。 

b. 原子炉建屋への放水に伴う海洋への放射性物質の拡散の抑制。その

ために、シルトフェンスを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、上記 a.の対策が第５５条等要求事項イ）に、上記 b.の対

策が同ロ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲は、海を水源とし、車両

により運搬、移動でき、複数の方向から原子炉建屋に向けて放水でき

るとともに、原子炉建屋の最高点である屋上に放水できる容量を有す

る設計とする。大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、2台（故障時、保守

点検用のバックアップを含めて、合計 3台）、放水砲は、1台（故障時、

保守点検用のバックアップを含めて、合計 2 台）を保管する。なお、
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本申請が複数の原子炉施設の同時使用を想定するものでないため、第

５５条等要求事項ホ）は、適用しない。 

b. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲及び泡消火薬剤混合装置は、

海を水源とし、車両により運搬、移動でき、航空機燃料火災に対応す

るため、泡消火薬剤と混合しながら複数の方向から原子炉建屋周辺に

向けて放水できる設計とする。泡消火薬剤混合装置は、1台（故障時、

保守点検用のバックアップを含めて、合計 2台）を保管する。 

c. 海洋への放射性物質の拡散を抑制するシルトフェンスは、設置場所

に応じた高さ及び幅を有する設計とする。保有数は、南側排水路排水

枡、タービン補機放水ピット、北側排水路排水枡及び取水口の設置場

所に各 2組（バックアップを含めて、各 3組）とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、

放水砲等は、放射性物質の拡散を抑制するために原子炉建屋の屋上まで放

水できること、車両により運搬、移動できるため、原子炉建屋に対して、

複数の方向から放水できること、b)航空機衝突による航空機燃料火災に対

しては、泡消火薬剤混合装置等により泡消火薬剤を混合し、放水砲等によ

る泡消火ができる仕様であること、c)放水砲等による放水後の放射性物質

の海洋への流出に対しては、発電所から海洋への流出箇所の南側排水路排

水枡、タービン補機放水ピット、北側排水路排水枡及び取水口にシルトフ

ェンスを設置することにより放射性物質の拡散の抑制を図る方針である

ことを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）

に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、①a.に掲げる重大事故等対処設備について、第５

５条等要求事項ハ）及び同ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針

であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 炉心損傷を判断した場合であって、あらゆる注水手段を講じても原

子炉圧力容器への注水が確認できない場合、使用済燃料プールの水位

が低下した場合であって、あらゆる注水手段を講じても水位低下が継

続する場合、又は原子炉建屋外観で大きな損傷を確認した場合には、
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原子炉建屋への放水の手順に着手する。この手順では、大容量送水ポ

ンプ（タイプⅡ）を取水箇所周辺に配置し、大容量送水ポンプ（タイ

プⅡ）から放水砲までホースを敷設し、放水準備の完了までの作業を

計 6 名により、395 分以内に実施する。手順に着手したときの状況が

継続している場合であって、原子炉格納容器の破損のおそれがあると

判断した場合、原子炉建屋内の水素濃度が低下しないことにより原子

炉建屋ベント設備を開放する場合、燃料プールにスプレイができない

場合、又はモニタリングポストの指示値が一桁上昇した場合には、大

容量送水ポンプ（タイプⅡ）を起動し放水砲による放水を開始する。

この手順では、放水開始までの作業を計 6名により、10 分以内に実施

する。 

b. 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲による放射性物質の大気

への拡散抑制を行うと判断した場合には、シルトフェンスを用いた汚

染水の海洋への拡散抑制の手順に着手する。この手順では、南側排水

路排水桝及びタービン補機放水ピットへの 1 重目の設置を計 10 名に

より、75分以内に実施し、南側排水路排水桝及びタービン補機放水ピ

ットへの 2重目のシルトフェンス設置並びに北側排水路排水枡及び取

水口へのシルトフェンスの設置を計 10 名により、190 分以内に実施す

る。 

c. 航空機燃料火災が発生した場合には、原子炉建屋周辺への泡消火の

手順に着手する。この手順では、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）を取

水箇所周辺に配置し、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）から、泡消火薬

剤混合装置及び放水砲までホースを敷設後、大容量送水ポンプ（タイ

プⅡ）及び泡消火薬剤混合装置を起動し、放水砲による泡消火を開始

するまでの作業を計 6名により、205 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)必要な手順を明確化している

こと、b)大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、放水砲等により、原子炉建屋又は

原子炉建屋周辺へ放水するための手順等について、重大事故等時に原子炉

建屋等への放水を的確かつ柔軟に対処できるよう人員を確保するととも

に必要な訓練を行うとしていること、c)照明により夜間等でのアクセス性

を確保していること、d)必要な通信連絡手段を確保していること、e)大容

量送水ポンプ（タイプⅡ）等の移動、接続等を行う作業環境（作業空間、

温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す
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る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第５５条等要求事項イ）に、①b.

の対策が同ロ）にそれぞれ対応するものであること、①a.に掲げる重大事故等対

処設備が同ハ）及び同ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針であること、

①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整

備される方針であることから、第５５条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、海洋への放射性物質の拡散を抑制するための自主対

策設備及び手順等、航空機衝突による航空機燃料火災時に泡消火を実施するため

の自主対策設備及び手順等、原子炉建屋から大気へ放出される放射性物質等を検

出するための自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）海洋への放射性物質の拡散を抑制するための設備及び手順等 

申請者は、海洋への放射性物質の拡散を抑制するための設備（表Ⅳ－４．１

２－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 大容量送水ポンプ（タイプⅡ）及び放水砲による放射性物質の大気への

拡散抑制を行うと判断した場合には、放射性物質吸着材を用いた汚染水の

海洋への拡散抑制の手順に着手する。この手順では、南側排水路集水桝及

び北側排水路集水枡への吸着材の設置の作業を計 4 名により、190 分以内

に実施する。 

 

（２）航空機燃料火災に対する初期対応における延焼を防止するための設備

及び手順等 

申請者は、泡消火を実施することによって初期対応における延焼を防止する

ための設備（表Ⅳ－４．１２－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりと

している。 

① 航空機燃料火災が発生した場合において、放水砲等による消火が開始さ

れる前の初動対応の場合には、化学消防自動車及び泡原液搬送車並びに大

型化学高所放水車及び泡原液備蓄車による泡消火の手順に着手する。この

手順では、水源として耐震性防火水槽、防火水槽、ろ過水タンク又は屋外

消火栓を使用し、ホースを敷設後、化学消防自動車、大型化学高所放水車
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等を起動し泡消火を開始する。以上の作業を、化学消防自動車を使用する

場合、計 6名により、40分以内に実施し、大型化学高所放水車を使用する

場合、計 6名により、120 分以内に実施する。 

 

（３）原子炉建屋から大気へ放出される放射性物質等を検出するための設備

及び手順等 

申請者は、原子炉建屋へ放水する場合には、原子炉建屋から大気へ放出され

る放射性物質等を検出するための設備（表Ⅳ－４．１２－１参照）を必要に応

じて用いるとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１２－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

放射性物質吸着材 吸着材を設置するために時間を要するものの、放射性物質

の吸着効果が期待でき、海洋への放射性物質の拡散を抑制

するための手段となり得る。 

化学消防自動車、

泡原液搬送車、大

型化学高所放水車

及び泡原液備蓄車 

大容量送水ポンプ（タイプⅡ）に比べ、流量が少ないため、

重大事故等対処設備と同等の放水効果は得られにくいも

のの、早期に消火活動を開始できるため、航空機燃料飛散

によるアクセスルート及び建屋への延焼拡大を防止する

ための手段となり得る。 

ガンマカメラ及び

サーモカメラ 

大気への放射性物質の放出を直接抑制する手段ではない

ものの、原子炉建屋へ放水する際に、放射性物質及び熱を

検出するための手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１３ 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順等（第

５６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３関係） 

本節では、重大事故等の収束に必要となる水を供給するために申請者が計画する

設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第５６条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１３項（以下「第５６条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 
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・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５６条等は、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準

事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を供給するために必要な設備及び手順等を整備することを要

求している。 

具体的には、第５６条等における「設計基準事故の収束に必要な水源とは別

に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保すること

に加えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等

の収束に必要となる水の供給設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手

順等又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる設備

及び手順等 

ロ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されていること。 

ハ）海を水源として利用できること。 

また、上記イ）、ロ）及びハ）については、以下の措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うこととしている。 

ニ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ホ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

へ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めること。 

 

申請者は、第５６条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心注水するための代替水源

（復水貯蔵タンク）の確保と水を供給するための設備及び手順等 

② 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に炉心注水するための代替水源

（サプレッションチェンバ）の確保と水を供給するための設備及び手順等 

③ 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するため

の代替水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））の確保と水を供

給するための設備及び手順等 

④ 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するため

の代替水源として海水を供給するための設備及び手順等 

⑤ 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへ水を
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補給するための設備及び手順等 

⑥ 復水貯蔵タンクへ海水を補給するための設備及び手順等 

⑦ 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）へ海水を補給するための設

備及び手順等 

⑧ サプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替のための設

備及び手順等 

⑨ 淡水から海水への水源切替のための設備及び手順等 

（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、重大事故等の収束までの間、

十分な量の水を供給するための重大事故等対処設備及び手順等として以下を

整備する方針としている。 

① 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時に炉心注水するための代替水源

（復水貯蔵タンク）の確保と水を供給するための設備及び手順等 

② 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に炉心注水するための代替水源

（サプレッションチェンバ）の確保と水を供給するための設備及び手順等 

③ 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水するため

の代替水源（淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2））の確保と水を供

給するための設備及び手順等 

④ 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンクへ水を

補給するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、重大事故等の収束に必要となる水を供給するために申請者が

計画する設備及び手順等が、第５６条等における各々の要求事項に対応し、か

つ、適切に整備される方針であることから、第５６条等に適合するものと判断

した。また、有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備

及び手順等が、第５６条等と同じく適切に整備される方針であることを確認し

た。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順 

（１）第５６条等の規制要求に対する設備及び手順 
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① 対策と設備 

申請者は、第５６条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備等を整備するとしている。 

a. 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時の高圧代替注水系による炉

心注水。そのために、高圧代替注水系ポンプを重大事故等対処設備と

して新たに整備するとともに、復水貯蔵タンクを重大事故等対処設備

として位置付ける。 

b. 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時の残留熱除去系（低圧注水モ

ード）による炉心注水。そのために、サプレッションチェンバ及び残

留熱除去系を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水する

ための淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）からの注水。その

ために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホース、ホース延長回収車及

び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 原子炉圧力容器、原子炉格納容器又は使用済燃料プールへ注水する

ための海水の注水。そのために、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）、ホー

ス、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

e. 復水貯蔵タンクへの淡水の補給。そのために、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）、ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

f. 復水貯蔵タンクへの海水の補給。そのために、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）、ホース、ホース延長回収車及び注水用ヘッダを重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

g. 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への海水の補給。その

ために、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）、ホース及びホース延長回収車

を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

h. サプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへの水源切替。そのた

めに、サプレッションチェンバ及び復水貯蔵タンクを重大事故等対処

設備として位置付ける。 

i. 淡水から海水への水源切替。そのために、大容量送水ポンプ（タイ

プⅡ）を新たに重大事故等対処設備として整備する。 

 

規制委員会は、上記 a.、b.、c.、d.、e.、f.及び g.の対策が第５６条等

要求事項イ）に、c.の対策が同ロ）に、d.、f.及び g.の対策が同ハ）に、

a.、b.、c.、d.、e.、f.及び g.の対策が同ニ）に、c.、d.、e.、f.及び g.
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の対策が同ホ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 高圧代替注水系に使用する復水貯蔵タンクは、屋外に設置し、原子

炉建屋原子炉棟内に設置するサプレッションチェンバと位置的分散を

図る設計とする。 

b. 原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧時に炉心注水するための残留

熱除去系（低圧注水モード）は、重大事故の収束に必要な容量に対し

て十分な容量を有する設計とする。 

c. 淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）又は海を水源として原

子炉圧力容器又は原子炉格納容器へ注水するために使用する大容量送

水ポンプ（タイプⅠ）は、屋外に保管し、原子炉建屋原子炉棟内に設

置する残留熱除去系ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

d. 復水貯蔵タンク、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への

淡水又は海水の補給に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大

容量送水ポンプ（タイプⅡ）は、屋外の異なる位置に分散して保管す

ることで位置的分散を図る設計とする。また、復水貯蔵タンクの代替

水源として、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を複数の淡

水源として確保する設計とする。 

e. 淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）又は海を水源として使用済

燃料プールへの注水を行うために使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は、屋外に保管し、原子炉建屋原子炉棟内の燃料プール冷却浄化

系ポンプと位置的分散を図る設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)復水貯蔵タンクは、屋外に設

置し、原子炉建屋原子炉棟内に設置するサプレッションチェンバと位置的

分散を図ること、b)残留熱除去系ポンプの容量は、重大事故の収束に必要

な容量に対して十分な容量を有すること、c)淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水

槽（No.2）又は海を水源とした注水を行うための大容量送水ポンプ（タイ

プⅠ）及び大容量送水ポンプ（タイプⅡ）は屋外に保管することとし、原

子炉建屋原子炉棟内の残留熱除去系ポンプと位置的分散を図るとともに、

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給できること、d)復水貯

蔵タンク、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）への淡水又は海水

補給に使用する大容量送水ポンプ（タイプⅠ）及び大容量送水ポンプ（タ
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イプⅡ）は、屋外の異なる位置に分散して保管することで位置的分散を図

るとともに、設計基準事故対処設備の水源枯渇に対する代替淡水源として、

複数の淡水源が確保できること、e)淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）

又は海を水源として注水を行うために使用する大容量送水ポンプ（タイプ

Ⅰ）は屋外に保管され、原子炉建屋原子炉棟内の燃料プール冷却浄化系ポ

ンプに対して位置的分散を図るとともに、重大事故等の収束に必要となる

十分な量の水を供給できることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事項）

に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いる主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 重大事故等の発生時において、復水給水系、原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系により炉心注水ができず、かつ、原子炉水位低

（レベル 3）以上を維持できない場合の復水貯蔵タンクを水源とした

炉心注水の手順の整備については「Ⅳ－４．２ 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等」に

おける手順等と同じである。 

b. 重大事故等の発生時において、全交流動力電源が喪失し、常設代替

交流電源設備から非常用高圧母線 2C 系又は 2D 系への受電の完了後、

残留熱除去系ポンプが使用可能な状況に復旧された場合のサプレッシ

ョンチェンバを水源とした残留熱除去系ポンプ電源復旧後の原子炉圧

力容器への注水の手順の整備については「Ⅳ－４．４ 原子炉冷却材

圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順

等」における手順等と同じである。 

c. 重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンク又はサプレッション

チェンバを水源とした注水ができない場合には、淡水貯水槽（No.1）

及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした注水の手順に着手する。この手

順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計

9名により、380 分以内に実施する。 

d. 重大事故等の発生時において、淡水の注水ができない場合には、海

を水源とした注水の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 9 名により、380 分以内

に実施する。 
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e. 重大事故等の発生時において、復水貯蔵タンクへの補給が必要な場

合には、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タ

ンクへの補給の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、大容

量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10名により、380 分以内に実

施する。 

f. 重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）、淡水貯水槽（No.2）

及び淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給ができない場合には、海

水を復水貯蔵タンクに補給する手順に着手する。この手順では、ホー

スの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の起動等を計 10 名により、

380 分以内に実施する。 

g. 重大事故等の発生時において、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽

（No.2）が枯渇するおそれがある場合には、海水を淡水貯水槽（No.1）

及び淡水貯水槽（No.2）に補給する手順に着手する。この手順では、

ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅡ）の起動等を計 9名によ

り、295 分以内に実施する。 

h. 重大事故等の発生時において、サプレッションプール水温度が 80℃

に到達した場合のサプレッションチェンバから復水貯蔵タンクへの水

源切替の手順の整備については、「Ⅳ－４．２ 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び手順等」にお

ける手順等と同じである。 

i. 重大事故等の発生時において、淡水を水源とした送水又は補給がで

きない場合には、水源を淡水から海水へ切り替える手順に着手する。

復水貯蔵タンクへの補給を淡水から海水に切り替える手順は、df.の手

順と同様である。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、復水貯蔵タンク又はサプレッシ

ョンチェンバが水源として使用できない場合、代替水源である淡水貯水槽

（No.1）、淡水貯水槽（No.2）及び海水の選択を明確化して水の供給が中断

することがないように水源切替えの優先順位を設定し、重大事故等の収束

までの間、十分な量の水を供給できること、代替水源から水を供給するた

めの設備及び手順等について、ホース及び移送ルートの確保、接続作業等

を定め、重大事故等時に的確かつ柔軟に対処できるよう人員を確保すると

ともに必要な訓練を行うとしていること、照明により夜間等でのアクセス

性を確保していること、必要な通信連絡手段を確保していること、大容量

送水ポンプ（タイプⅠ）等の運搬、接続等を行う作業環境（作業空間、温

度等）に支障がないことなどを確認した。 
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以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、申請者が①i.に掲げる対策について、第５６条等

要求事項へ）に適合する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記①a.、b.、c.、d.、e.、f.及び g.に掲げ

る対策が第５６条等要求事項イ）に、①c.に掲げる対策が同ロ）に、①d.、f.

及び g.に掲げる対策が同ハ）に、①a.、b.、c.、d.、e.、f.及び g.に掲げる対

策が同ニ）に、①c.、d.、e.、f.及び g.に掲げる対策が同ホ）に、①h.及び i.

に掲げる対策が同ヘ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処

設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であること

から、第５６条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、炉心を十分に冷却するため、

原子炉格納容器の破損を防止するため及び使用済燃料プールの冷却をするた

めに、復水貯蔵タンク又はサプレッションチェンバを水源とする原子炉圧力容

器及び原子炉格納容器への注水、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）

を水源とする注水、復水貯蔵タンク又は淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽

（No.2）への補給に必要な対策とそのための重大事故等対処設備及び手順等を

整備するとしている。これらの対策は、（１）①a.、b.、c.及び e.と同じであ

るため、必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する重大

事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、重大

事故等の収束に必要となる水を供給するための重大事故等対処設備及び手順

等として位置付けた設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方

針であることを確認した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、重大事故等の収束に必要となる水を供給するための

自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 
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（１）淡水タンク（純水タンク等）から原子炉圧力容器、原子炉格納容器又

は使用済燃料プールへ注水する設備及び手順等 

申請者は、淡水タンクを水源とした注水のための設備（表Ⅳ－４．１３－１

参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 重大事故等の発生時に、復水貯蔵タンク、サプレッションチェンバ、淡

水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）を水源とした注水ができない場

合には、淡水タンクを水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による注

水の手順に着手する。この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タ

イプⅠ）の起動等を計 9名により、380 分以内に実施する。 

 

（２）復水貯蔵タンクへ補給する設備及び手順等 

申請者は、復水貯蔵タンクから炉心等へ注水する場合において、復水貯蔵タ

ンクへの補給のための設備（表Ⅳ－４．１３－１参照）を用いた主な手順等は

以下のとおりとしている。 

① 重大事故等の発生時に、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）か

ら復水貯蔵タンクへの補給ができない場合には、淡水タンクを水源とした

大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給の手順に着

手する。この手順では、ホースの敷設、大容量送水ポンプ（タイプⅠ）の

起動等を計 10 名により、380 分以内に実施する。 

② 重大事故等の発生時に、淡水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）か

ら復水貯蔵タンクへの補給ができない場合であって、淡水タンク及び海を

水源とした大容量送水ポンプ（タイプⅠ）による復水貯蔵タンクへの補給

ができない場合で、火災が発生していない場合には、耐震性防火水槽を水

源とした化学消防自動車による復水貯蔵タンクへの補給の手順に着手す

る。この手順では、ホースの敷設、化学消防自動車の起動等を計 6名によ

り、65 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１３－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

淡水タンク（純水

タンク、ろ過水タ

ンク及び原水タン

ク） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、代替水源としての設備となり得る。また、

補給に必要な水量は確保できない場合はあるものの、淡

水貯水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タ
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ンクへの補給ができない場合には、復水貯蔵タンクへの

淡水を補給するための代替手段としての設備となり得

る。 

化学消防自動車及

び耐震性防火水槽 

補給に必要な水量が確保できない場合はあるが、淡水貯

水槽（No.1）及び淡水貯水槽（No.2）から復水貯蔵タンク

への補給ができない場合で、重大事故等へ対処するため

に消火が必要な火災が発生していない場合には、耐震性

防火水槽の水を復水貯蔵タンクへ補給する手段として有

効である。 

 

 

Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条及び重大

事故等防止技術的能力基準１．１４関係） 

本節では、電源の確保に関して申請者が計画する設備及び手順等について、以下

の事項を確認した。 

・第５７条第１項及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４項（以下「第５７

条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

るか。 

・有効性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、

適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第５７条等は、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽

内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における原子炉内の燃料体の著しい

損傷を防止するために必要な電力を確保するため、必要な設備及び手順等を整

備することを要求している。第５７条等における「必要な電力を確保するため

に必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順等又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等をいう。 

イ）可搬型代替電源設備（電源車及びバッテリ等）及び手順等 

ロ）常設代替電源設備として交流電源設備及び手順等 

ハ）上記イ）及びロ）の代替電源設備は、設計基準事故対処設備に対して、

独立性を有し、位置的分散を図る設計とすること。 
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ニ）所内常設蓄電式直流電源設備は、負荷切り離しを行わずに 8時間、電気

の給電が可能であること。ただし、「負荷切り離しを行わず」には原子炉制

御室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切り離しを行う

場合を含まない。その後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計

24 時間にわたり、電気の給電を行うことが可能であること。 

ホ）24 時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気（直流）の給電

を行うことが可能である可搬型直流電源設備 

ヘ）所内直流電源設備から給電されている 24 時間内に、十分な余裕を持っ

て可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できる手順等 

ト）複数号機が設置されている発電所では、号機間の電力融通を行えるよう

にあらかじめ手動で接続可能なケーブル等を敷設しておくこと。また、敷

設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備のケーブル等を用意す

る手順等 

チ）所内電気設備（モーターコントロールセンター（MCC）、パワーセンター

（P/C）及び金属閉鎖配電盤（メタクラ）（MC）等）は、代替所内電気設備

を設けることなどにより共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系

統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

 

申請者は、第５７条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 常設代替交流電源設備としてガスタービン発電機により給電を実施す

るための設備及び手順等 

② 号炉間電力融通恒設ケーブル（常設）又は号炉間電力融通予備ケーブル

（可搬型）により代替電源（交流）からの給電を実施するための設備及び

手順等については、本申請が当該号炉のみであるため適用されない。 

③ 可搬型代替交流電源設備として電源車により給電を実施するための設

備及び手順等 

④ 所内常設蓄電式直流電源設備として 125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B

により給電するための設備及び手順等 

⑤ 常設代替直流電源設備として125V代替蓄電池及び250V蓄電池により給

電するための設備及び手順等 

⑥ 可搬型代替直流電源設備として 125V 代替蓄電池、250V 蓄電池、125V 代

替充電器、250V 充電器及び電源車により給電するための設備及び手順等 

⑦ 代替所内電気設備により代替電源から給電を実施するための設備及び

手順等 
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（２）申請者は、有効性評価（第３７条）において、電源の確保に関する重大事故

等対処設備及び手順等として以下を整備する方針としている。 

① ガスタービン発電機を代替交流電源として給電を実施するための設備

及び手順等 

② 125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B、125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池を代

替直流電源として給電を実施するための設備及び手順等 

（３）規制委員会は、電源の確保のために申請者が計画する設備及び手順等が、第

５７条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であ

ることから、第５７条等に適合するものと判断した。また、有効性評価（第３

７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等が、適切に整備され

る方針であることを確認した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）、（２）に記載

されたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処

を確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５７条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 常設代替交流電源設備からの給電。そのために、ガスタービン発電

機、ガスタービン発電設備軽油タンク、ガスタービン発電設備燃料移

送ポンプ、軽油タンク及びタンクローリを重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

b. 可搬型代替交流電源設備からの給電。そのために、電源車、軽油タ

ンク、ガスタービン発電設備軽油タンク及びタンクローリを重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

c. 所内常設蓄電式直流電源設備からの給電。そのために、125V 蓄電池

2A 及び 125V 蓄電池 2B を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 常設代替直流電源設備からの給電。そのために、125V 代替蓄電池及

び 250V 蓄電池を重大事故等対処設備として新たに整備する。 
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e. 可搬型代替直流電源設備からの給電。そのために、電源車、125V 代

替蓄電池、250V 蓄電池、125V 代替充電器及び 250V 充電器を重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

f. 代替所内電気設備による給電。そのために、ガスタービン発電機接

続盤、緊急用高圧母線 2F 系、緊急用高圧母線 2G 系、緊急用動力変圧

器 2G 系、緊急用低圧母線 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2G 系、緊急用

交流電源切替盤 2C 系及び緊急用交流電源切替盤 2D 系を重大事故等対

処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、a.の対策が第５７条等要求事項ロ）、b.及び e.の対策が

同イ）、c.及び d.の対策が同ニ）、f.の対策が同チ）に対応するものである

ことを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 緊急用高圧母線に接続されたガスタービン発電機及び電源車は、設

計基準事故対処設備の非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系

ディーゼル発電機含む。以下本節において同じ。）に対して独立性を有

し、位置的分散が図られた設計とする。 

b. 125V 蓄電池 2A、125V 蓄電池 2B、125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池

は、必要な期間にわたり給電が可能な設計とする。 

c. 電源車、125V 代替蓄電池、250V 蓄電池、125V 代替充電器及び 250V

充電器は、設計基準事故対処設備の非常用ディーゼル発電機、蓄電池

及び充電器に対して独立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。

また、電源車は、必要な期間にわたり給電が可能な設計とする。 

d. ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F 系、緊急用高圧母線

2G 系、緊急用動力変圧器 2G 系、緊急用低圧母線 2G 系、緊急用交流電

源切替盤 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2C 系及び緊急用交流電源切替

盤 2D 系は、設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備に対して独

立性を有し、位置的分散が図られた設計とする。また、これらは、設

置場所で操作可能な設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)ガスタービン発電機、電源車、

ガスタービン発電機接続盤、緊急用高圧母線 2F系、緊急用高圧母線 2G系、

緊急用動力変圧器 2G 系、緊急用低圧母線 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2G
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系、緊急用交流電源切替盤 2C 系及び緊急用交流電源切替盤 2D 系は設計基

準事故対処設備に対して独立した電路で接続されることなどにより独立

性を有していること、設計基準事故対処設備とは異なる区画において整備

するなど位置的分散を図ること、b)電源車は、燃料の補給が可能であり 24

時間にわたり給電が可能な設計とすること、c)125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄

電池 2B は、1時間以内に中央制御室において行う簡易な操作での切離し以

外の負荷の切離しを行わずに 8 時間、必要な負荷以外を切り離して計 24

時間の給電が可能な設計とすること、125V 代替蓄電池は、負荷の切離しを

行わずに 8 時間、必要な負荷以外を切り離して計 24 時間の給電が可能な

設計とすること、250V 蓄電池は、1時間以内に中央制御室において行う簡

易な操作での切離し以外の負荷の切離しを行わずに 24 時間の給電が可能

な設計とすること、d)所内電気設備は、ガスタービン発電機接続盤、緊急

用高圧母線 2F 系、緊急用高圧母線 2G 系、緊急用動力変圧器 2G 系、緊急

用低圧母線 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2G 系、緊急用交流電源切替盤 2C

系及び緊急用交流電源切替盤 2D 系を設けることなどにより共通要因で機

能を失うことなく、少なくとも一系統は機能が維持され、これらは設置場

所で操作が可能であり接近性を有する設計であることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５７条等要求事項ハ）、同ニ）、同ホ）及び同チ）に適合する設計方針で

あることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 外部電源及び非常用ディーゼル発電機による非常用高圧母線 2C 系

及び 2D 系への給電ができない場合には、ガスタービン発電機を代替

交流電源とした非常用所内電気設備への給電の手順に着手する。この

手順では、起動状態確認、給電の確認等を計 2名により、15分以内に

実施する。 

b. 外部電源及び非常用ディーゼル発電機による非常用高圧母線 2C 系

及び 2D 系への給電ができない場合には、電源車を代替交流電源とし

た非常用所内電気設備への給電の手順に着手する。この手順では、電
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源車の配置、ケーブルの敷設、給電操作、給電の確認等を計 7名によ

り、125 分以内に実施する。 

c. 全交流動力電源が喪失し、125V 充電器盤 2A 及び 125V 充電器盤 2B

の交流入力電源が喪失した場合には、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池

2B を代替直流電源とした給電の手順に着手する。この手順は自動動作

となるため、動作状況を 125V 直流主母線盤 2A 電圧、及び 125V 直流

主母線盤 2B 電圧、125V 直流主母線 2A-1 電圧及び 125V 直流主母線 2B-

1 電圧で確認する。また、250V 充電器の交流入力電源が喪失した場合

には、250V 蓄電池を代替直流電源とした給電の手順に着手する。この

手順は自動動作となるため、動作状況を 250V 直流主母線電圧で確認

する。その後、中央制御室における 1時間以内の不要な負荷の切離し

を 1名により、5分以内に実施する。 

d. 全交流動力電源が喪失し、1 時間以内に代替交流電源設備による給

電が完了する見込みがない場合には、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池

2B の不要な負荷の切離しの手順に着手する。この手順では、中央制御

室における 1 時間以内の不要な負荷の切離しを 1 名により、5 分以内

に実施する。また、現場における 8時間以内の不要な負荷の切離しを

計 2名により、60 分以内に実施する。 

e. 全交流動力電源が喪失し、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B によ

る給電ができない場合には、125V 代替蓄電池を代替直流電源とした給

電の手順に着手する。この手順では、125V 代替蓄電池の給電切替操作

を計 3名により、50 分以内に実施する。また、現場における 8時間以

内の不要な負荷の切離しを計 2名により、15 分以内に実施する。 

f. 全交流動力電源が喪失し、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B によ

る給電ができない場合には、電源車を用いた可搬型代替直流電源設備

による給電の手順に着手する。この手順では、ケーブル敷設、電源か

らの給電操作、給電の確認等を計 6名により、130 分以内に実施する。 

g. 非常用所内電気設備の非常用高圧母線 2C系及び 2D系が同時に機能

喪失して電源からの給電ができない場合には、ガスタービン発電機を

用いた緊急用低圧母線 2G 系への給電の手順に着手する。この手順で

は、電路の構成、電源からの給電操作、給電の確認等を 1名により、

15 分以内に実施する。 

h. 非常用所内電気設備の非常用高圧母線 2C系及び 2D系が同時に機能

喪失して電源からの給電ができない場合には、電源車を用いた緊急用

低圧母線 2G 系への給電の手順に着手する。この手順では、電路の構
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成、電源からの給電操作、給電の確認等を計 6 名により、130 分以内

に実施する。 

i. 各機器の燃料が規定油量以上であることを確認した上で運転開始

後、燃料保有量及び燃料消費率からあらかじめ算出した給油時間とな

った場合には、電源車、ガスタービン発電機等への燃料補給の手順に

着手する。この手順では、タンクローリの準備、ホースの敷設、給油

等を計 2名により、電源車等への燃料補給を 175 分以内に実施し、ガ

スタービン発電設備軽油タンクへの燃料補給を 185 分以内に実施する

（※113）。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順の優先順位を交流電源喪

失時の対応手順として a.、b.の順に、また、直流電源喪失時の対応手順と

して c.、d.、e.、f.の順に設定して明確化していること、b)代替電源から

の給電、燃料補給の手順等について、必要な人員を確保するとともに必要

な訓練を行うとしていること、c)照明により夜間等でのアクセス性を確保

していること、d)必要な通信連絡設備を確保していること、e)作業環境（作

業空間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

また、規制委員会は、上記 b.及び e.の手順等が第５７条等要求事項へ）

に対応するものであることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①の対策が第５７条等要求事項イ）、同ロ）、

同ニ）及び同チ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備

が同ハ）、同ニ）、同ホ）及び同チ）に適合する設計方針であること、③b.及び

f.の手順等が第５７条等要求事項ヘ）に対応するものであること、①に掲げる

重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される

方針であることから、第５７条等に適合するものと判断した。 

 

（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において、必要な電力を確保するために、

ガスタービン発電機を常設代替交流電源設備とした給電並びに 125V 蓄電池 2A、

                             
（※113）軽油タンクからタンクローリへの燃料補給を 135 分以内に実施し、タンクローリから電源車等への燃

料補給を 40 分以内に実施する。また、軽油タンクからタンクローリへの燃料補給を 135 分以内に実施

し、タンクローリからガスタービン発電設備軽油タンクへの燃料補給を 50 分以内に実施する。 
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125V 蓄電池 2B、125V 代替蓄電池及び 250V 蓄電池を代替直流電源とした給電

を必要な対策としている。これらの対策は、（１）①a.、c.、d.及び e.と同じ

であるため、必要な重大事故等対処設備も同じである。また、これらに関する

重大事故等対処設備の設計方針及び手順等の方針も同じである。 

 

よって、規制委員会は、申請者が、有効性評価（第３７条）において、電源

の確保に関して必要となる重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた

設備及び手順等を、第４３条等に従って適切に整備する方針であることを確認

した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、電源の確保に関する機能が喪失した場合に、その機

能を代替するための自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）電源の確保に関する機能を代替するための設備及び手順等 

申請者は、電源の確保に関する機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１

４－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 全交流動力電源喪失後、125V 蓄電池 2A 及び 125V 蓄電池 2B による給電

ができない場合であって、可搬型代替直流電源設備である電源車による給

電ができない場合には、125V 代替充電器用電源車接続設備による 125V 代

替充電器への給電の手順に着手する。この手順では、電路の構成、給電操

作等を計 6名により、140 分以内に実施する。 

② 外部電源、非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による非常

用高圧母線 2C 系及び 2D系への給電ができない場合には、号炉間電力融通

ケーブル（常設）を用いた 3号炉の非常用ディーゼル発電機による非常用

所内電気設備への給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を計

3名により、30分以内に実施する。 

③ 外部電源、非常用ディーゼル発電機及びガスタービン発電機による非常

用高圧母線 2C 系及び 2D系への給電ができない場合には、号炉間電力融通

ケーブル（可搬型）を用いた 3号炉の非常用ディーゼル発電機による非常

用所内電気設備への給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を

計 8名により、225 分以内に実施する。 

1189



 

448 

 

④ 非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失

して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブル（常設）

を用いた 3 号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線 2G 系へ

の給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を計 2名により、35

分以内に実施する。 

⑤ 非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失

して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）を用いた 3 号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線 2G

系への給電の手順に着手する。この手順では、給電操作等を計7名により、

225 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

がより確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１４－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

125V 代替充電器用

電源車接続設備 

給電開始までに時間を要するものの、可搬型代替直流電

源設備である電源車の代替手段となり得る。 

号炉間電力融通設

備 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、重大事故等の対処に必要な電源を確保す

る手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１５ 計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技術

的能力基準１．１５関係） 

本節では、計測機器（非常用のものを含む。以下同じ。）の故障により、重大事故

等に対処するために必要なパラメータを計測することが困難となった場合におい

て、当該パラメータを推定するための有効な情報を把握するために申請者が計画す

る必要な設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 
・第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１５項（以下「第５８条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るかを確認した。 

 

１．審査の概要 
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（１）第５８条等は、計測機器の故障により、重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において、当該

パラメータを推定するために有効な情報を把握するための必要な設備及び手

順等を整備することを要求している。第５８条等における「当該重大事故等に

対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難とな

った場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するた

めの必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手順又はこれらと同

等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場

合の発電用原子炉施設の状態を推定するための設備及び手順等 

イ）－１ 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位の推定 

イ）－２ 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量の推定 

イ）－３ 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの

中から確からしさを考慮した優先順位を定める。 

ロ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想

定される重大事故等の対応に必要となるパラメータを計測、監視又は記録

する設備及び手順等 

ハ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視する手順等（テ

スター又は換算表等） 

また、以下の措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うこととし

ている。 

ニ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明

確化する。（最高計測可能温度等） 

 

申請者は、第５８条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の

状態を把握するための設備及び手順等 

② 計測に必要な計器電源が喪失した場合の設備及び手順等 

③ 重大事故等時のパラメータを記録するための設備及び手順等 

④ パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握

するための設備及び手順等 

⑤ 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を

明確化する。（最高計測可能温度等） 
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（２）規制委員会は、重大事故等に対処するために必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において、当該パラメータを推定するために有効な情報

を把握するために申請者が計画する必要な設備及び手順等が、第５８条等に基

づく要求事項に対応し、適切に整備される方針であることから、第５８条等に

適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、フォールトツリー解析等により機能喪失の

原因分析を行った上で、対策の抽出を行い、自主的に上記（１）に記載された

もの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処をより

確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第５８条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第５８条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超え

た場合において、発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメー

タの推定及び優先順位の設定。そのために、重要監視パラメータ（※114）

（表Ⅳ－４．１５－１参照）を選定し、代替パラメータを計測する計

器（以下「重要代替計器」という。）を重大事故等対処設備として位置

付け、可搬型計測器等を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

b. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の給電及び可搬型計測器に

よる計測。そのために、可搬型計測器並びに常設代替交流電源設備及

び可搬型代替直流電源設備（※115）を重大事故等対処設備として新た

に整備する。 

c. 重大事故等時のパラメータの記録。そのために、安全パラメータ表

示システム（SPDS）として SPDS 表示装置、データ収集装置及び SPDS

伝送装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

                             
（※114）申請者は、基準で要求される重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを「重要

監視パラメータ」と定義し、当該パラメータを計測する機器を「重要計器」と定義している。また、重

要監視パラメータを推定するための代替パラメータを「重要代替監視パラメータ」と定義している。 

（※115）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する設

備及び手順等」において整理 

1192



 

451 

 

d. 重大事故等の対処に必要なパラメータを計測する計器の故障時に

おいて、発電用原子炉施設の状態を把握するための当該パラメータの

他チャンネル（※116）による計測及び代替パラメータの計測による当

該パラメータの推定。そのために、当該パラメータの他チャンネルの

重要計器（以下「重要計器（他チャンネル）」（※117）という。）及び重

要代替計器を重大事故等対処設備として位置付ける。 

 

規制委員会は、a.の対策が第５８条等要求事項イ）及び同ロ）に、b.の

対策が同ハ）に、c.の対策が同ロ）に対応するものであること、d.の対策

が第５８条等要求事項のうち、計測機器の故障により、重大事故等に対処

するために必要なパラメータを計測することが困難となった場合におい

て当該パラメータを推定するために有効な情報を得るための対策に対応

するものであることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１５－１ 申請者が重大事故等対処設備により計測する重要監視

パラメータ 

重要監視パラメ

ータ 

重要計器 

（計測範囲） 

検出器 

の種類 

重要代替計器等 

（代表）（※118） 

重要計器に故障の疑いが 

ある場合 

重要計器の計測範囲を超え

た場合（※119） 

原子炉圧力容器

内の温度 

原子炉圧力容器温度 

（0～500℃） 

熱 電 対 ・多重性を有する重要計器

の他の検出器 

・原子炉圧力（SA）（0～

11MPa）（※120） 

損傷炉心の冷却失敗の判断

値（300℃）を監視可能 

原子炉圧力容器

内の圧力 

原子炉圧力（SA） 

（0～11MPa） 

弾 性 圧

力 検 出 

器 

（※121） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉圧力（0～10MPa） 

・原子炉圧力容器温度（0～

500℃）（※120） 

重大事故等時において、原

子炉圧力容器最高使用圧力

（ 8.62MPa ） の 1.2 倍

（10.34MPa）を監視可能 

原子炉圧力容器

内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

（－3,800～1,500mm（※122）） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※123） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉水位（SA 広帯域）

（ － 3,800 ～ 1,500mm

重大事故等時において、原

子炉水位（広帯域）及び原

子炉水位（燃料域）にて、原

子炉水位制御範囲から有効

燃料棒底部まで監視可能 

原子炉水位（燃料域） 

（－3,800～1,300mm（※127）） 

                             
（※116）チャンネルとは、多重化された片系統の計器をいう。 

（※117）申請者は、「当該パラメータの他チャンネルの「重要計器」」と記載しているが、本節では分かりやす

く「重要計器（他チャンネル）」と記載 

（※118）複数ある重要代替計器の代表を記載 

（※119）計測範囲を超えない場合は、その理由を記載 

（※120）原子炉圧力容器内が飽和状態と仮定し、原子炉圧力容器温度又は原子炉圧力を推定 

（※121）隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（凝縮槽からの水頭圧を含む。）と大気圧の差を計測 

（※122）基準点（0mm）はドライヤスカート底部付近（原子炉圧力容器零レベルより 1,313cm） 

（※123）隔液ダイアフラムにかかる原子炉圧力（凝縮槽からの水頭圧を含む。）と原子炉圧力容器下部の差圧

を計測 

（※127）基準点（0mm）は有効燃料棒頂部付近（原子炉圧力容器零レベルより 900cm) 
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（※122））（※124） 

・原子炉水位（SA 燃料域）

（ － 3,800 ～ 1,300mm

（※127））（※124） 

・高圧代替注水系ポンプ出

口流量（0～120m3/h）（※125） 

・原子炉圧力（SA）（0～

11MPa）及び圧力抑制室圧

力（0～1MPa[abs]）（※126） 

原子炉圧力容器

への注水量 

高圧炉心スプレイ系ポンプ

出口流量 

（0～1,500m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の高圧炉心ス

プレイ系ポンプの最大注水

量（1,050m3/h）を監視可能 

高圧代替注水系ポンプ出口

流量 

（0～120m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の高圧代替注

水系ポンプの最大注水量

（90.8m3/h）を監視可能 

原子炉隔離時冷却系ポンプ

出口流量 

（0～150m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の原子炉隔離

時冷却系ポンプの最大注水

量（90.8m3/h）を監視可能 

 

低圧炉心スプレイ系ポンプ

出口流量 

（0～1,500m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・圧力抑制室水位（0～5m）

（※130） 

重大事故等時の低圧炉心ス

プレイ系ポンプの最大注水

量（1,050m3/h）を監視可能 

代替循環冷却ポンプ出口流

量 

（0～200m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・圧力抑制室水位（0～5m）

（※130） 

重大事故等時の代替循環冷

却ポンプを用いた原子炉圧

力容器注水時における最大

注水量（150m3/h）を監視可

能 

残留熱除去系洗浄ライン流

量（残留熱除去系ヘッドスプ

レイライン洗浄流量） 

（0～220m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の復水移送ポ

ンプ又は大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）を用いた低圧

代替注水系（残留熱除去系A

系ライン）における最大注

水量（199m3/h）を監視可能 

残留熱除去系洗浄ライン流

量（残留熱除去系 B系格納容

器冷却ライン洗浄流量） 

（0～220m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）を用い

た低圧代替注水系（残留熱

除去系 B 系ライン）におけ

る最大注水量（199m3/h）を

監視可能 

                             
（※124）原子炉水位（SA 広帯域）は他の広帯域の原子炉水位と、また、原子炉水位（SA 燃料域）は他の燃料

域の原子炉水位と同じ基準面器で計測器が異なる。 

（※125）原子炉圧力容器への注水量、崩壊熱除去による蒸発量及び直前の水位から炉心の冠水を推定 

（※126）LOCA の発生がなく、水位が主蒸気配管より上になるまで注水した場合には、原子炉圧力と圧力抑制室

圧力の差圧から炉心の冠水を推定 

（※128）隔液ダイアフラムにかかる絞り機構前後の差圧を計測 

（※129）復水貯蔵タンク水位の変化量及び注水時間から注水量を推定 

（※130）圧力抑制室水位の変化量及び注水時間から注水量を推定 
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直流駆動低圧注水系ポンプ

出口流量（0～100m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の直流駆動低

圧注水系ポンプを用いた原

子炉圧力容器注水時におけ

る最大注水量（80m3/h）を監

視可能 

残留熱除去系ポンプ出口流

量（0～1,500m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・圧力抑制室水位（0～5m）

（※130） 

重大事故等時の残留熱除去

系ポンプの最大注水量

（1,136m3/h）を監視可能 

原子炉格納容器

への注水量 

残留熱除去系洗浄ライン流

量（残留熱除去系ヘッドスプ

レイライン洗浄流量） 

（0～220m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の復水移送ポ

ンプを用いた原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（残

留熱除去系 A 系ライン）に

おける最大注水量（88m3/h）

を監視可能 

残留熱除去系洗浄ライン流

量（残留熱除去系 B系格納容

器冷却ライン洗浄流量） 

（0～220m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の復水移送ポ

ンプを用いた原子炉格納容

器代替スプレイ冷却系（残

留熱除去系 B 系ライン）に

おける最大注水量（88m3/h）

を監視可能 

原子炉格納容器代替スプレ

イ流量 

（0～100m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・原子炉格納容器下部水位

（0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、

2.5m、2.8m）及びドライウ

ェル水位（0.02m、0.23m、

0.34m）（※131） 

重大事故等時の大容量送水

ポンプ（タイプⅠ）を用い

た原子炉格納容器代替スプ

レイ冷却系による最大注水

量（88m3/h）を監視可能 

代替循環冷却ポンプ出口流

量 

（0～200m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・原子炉格納容器下部水位

（0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、

2.5m、2.8m）及びドライウ

ェル水位（0.02m、0.23m、

0.34m）（※131） 

重大事故等時の代替循環冷

却ポンプを用いた原子炉格

納容器スプレイ時における

最大注水量（150m3/h）を監

視可能 

原子炉格納容器下部注水流

量（0～110m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・復水貯蔵タンク水位（0～

3,200m3）（※129） 

重大事故等時の復水移送ポ

ンプ又は大容量送水ポンプ

（タイプⅠ）を用いた原子

炉格納容器下部注水系によ

る最大注水量（80m3/h）を監

視可能 

原子炉格納容器

内の温度 

ドライウェル温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・多重性を有する重要計器

の他の検出器 

・ドライウェル圧力（0～

1MPa[abs]）（※132） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器の限界温度

（200℃）を監視可能。 

さらに可搬型計測器にて

350℃まで計測可能 
圧力抑制室内空気温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・多重性を有する重要計器

の他の検出器 

・サプレッションプール水

温度（0～200℃）（※133） 

                             
（※131）原子炉格納容器下部水位及びドライウェル水位の変化量と注水時間から注水量を推定 

（※132）原子炉格納容器内が飽和状態と仮定し、原子炉格納容器内の温度又は圧力を推定 

（※133）空気温度と水温が平衡状態と仮定し、空気温度又は水温を推定 
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サプレッションプール水温

度 

（0～200℃） 

測 温 抵

抗 体 

・多重性を有する重要計器

の他の検出器 

・圧力抑制室内空気温度（0

～300℃）（※133） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器限界圧力

（0.854MPa）におけるサプ

レッションプール水の飽和

温度（約 178℃）を監視可能 

原子炉格納容器下部温度 

（0～700℃） 

熱 電 対 ・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時において、原

子炉格納容器下部に溶融炉

心が落下した場合における

原子炉圧力容器の破損検知

が可能 

原子炉格納容器

内の圧力 

ドライウェル圧力 

（0～1MPa[abs]） 

弾 性 圧

力 検 出

器（※134） 

・圧力抑制室圧力（0～

1MPa[abs]）（※135） 

・ドライウェル温度（0～

300℃）（※132） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器限界圧力

（0.854MPa）をドライウェ

ル圧力又は圧力抑制室圧力

にて監視可能 圧力抑制室圧力 

（0～1MPa[abs]） 

弾 性 圧

力 検 出

器（※134） 

・ドライウェル圧力（0～

1MPa[abs]）（※135） 

・圧力抑制室内空気温度（0

～300℃）（※132） 

原子炉格納容器

内の水位 

圧力抑制室水位 

（0～5m）（※136） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※137） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・代替循環冷却ポンプ出口

流量（0～200m3/h）（※138） 

重大事故等時において、外

部水源注水量限界（通常運

転水位＋約 2m（※136））の範

囲を監視可能 

原子炉格納容器下部水位 

（0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、

2.5m、2.8m） 

電 極 式

水 位 検

出 器 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉格納容器下部注水

流量（0～110m3/h）（※138） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器下部への注水

による圧力容器ペデスタル

部の蓄水状況を監視可能 

ドライウェル水位 

（0.02m、0.23m、0.34m） 

電 極 式

水 位 検

出 器 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉格納容器下部注水

流量（0～110m3/h）（※138） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器下部の溶融炉

心の冷却に必要な水深

（0.23m）を監視可能 

原子炉格納容器

内の水素濃度 

格納容器内雰囲気水素濃度 

（0～30vol%／0～100vol%） 

熱 伝 導

率 式 水

素 検 出 

器 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・格納容器内水素濃度

（D/W）（0～100vol%）及び

格納容器内水素濃度（S/C）

（0～100vol%）（※139） 

重大事故等時において、炉

心の著しい損傷時に変動す

る可能性のある範囲（0～

100vol%）を監視可能 

原子炉格納容器

内の酸素濃度 

格納容器内酸素濃度 

（0～30vol%） 

熱 磁 気

風 式 酸

素 検 出 

器 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時において、原

子炉格納容器内の酸素濃度

の変動範囲（0～4.3vol%）

を監視可能 

                             
（※134）隔液ダイアフラムにかかるドライウェル圧力及び圧力抑制室圧力の絶対圧力を計測 

（※135）圧力抑制室圧力はドライウェル圧力－0.0125MPa からドライウェル圧力＋0.0069MPa の範囲で推移 

（※136）基準点（0m）は通常運転水位（O.P.－3,850mm） 

（※137）隔液ダイアフラムにかかる圧力抑制室圧力（凝縮槽からの水頭圧を含む。）と圧力抑制室下部の差圧

を計測 

（※138）流量と注入時間から水位を推定 

（※139）格納容器内水素濃度（D/W）及び格納容器内水素濃度（S/C）は、水素吸蔵材料式水素検出器を用いて

計測 
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原子炉格納容器

内の放射線量率 

格納容器内雰囲気放射線モ

ニタ（D/W） 

（10-2～105Sv/h） 

電 離 箱 ・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

炉心損傷の判断値（停止直

後で約 10Sv/h）を監視可能 

格納容器内雰囲気放射線モ

ニタ（S/C） 

（10-2～105Sv/h） 

電 離 箱 ・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

未臨界

の維持

又は監

視 

中性子

束 

起動領域モニタ 

（10-1～106cps（1.0×103～

1.0×109cm-2・s-1）、0～40%又

は 0～125%（1.0×108～2.0×

1013cm-2・s-1）） 

核 分 裂

電 離 箱 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・平均出力領域モニタ（0～

125%（1.2×1012～2.8×

1014cm-2・s-1））（※140） 

設計基準事故（制御棒落下）

初期は中性子束が急激に上

昇し、一時的に計測範囲を

超えるが、負の反応度フィ

ードバック効果により短期

間であり、かつ出力上昇及

び下降は急峻であるため、

現状の計測範囲で事故対応

が可能。重大事故等時も同

様 

平均出力領域モニタ 

（0～125%（1.2×1012～2.8×

1014cm-2・s-1）） 

核 分 裂

電 離 箱 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・起動領域モニタ（10-1～

106cps（1.0×103～1.0×

109cm-2・s-1）、0～40%又は 0

～125%（1.0×108～2.0×

1013cm-2・s-1））（※141） 

最終ヒ

ートシ

ンクの

確 保

（代替

循環冷

却系） 

代替循

環冷却

系系統

水の温

度 

サプレッションプール水温

度 

（0～200℃） 

測 温 抵

抗 体 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・圧力抑制室内空気温度（0

～300℃）（※133） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器限界圧力

（0.854MPa）におけるサプ

レッションプール水の飽和

温度（約178℃）を監視可能 

残留熱除去系熱交換器入口

温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・サプレッションプール水

温度（0～200℃） 

重大事故等時において、代

替循環冷却系系統水の最高

使用温度（186℃）を監視可

能 

代替循

環冷却

系の系

統流量 

代替循環冷却ポンプ出口流

量 

（0～200m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

（低圧代替注水時） 

・圧力抑制室水位（0～5m）

（※130） 

重大事故等時の代替循環冷

却ポンプを用いた原子炉圧

力容器注水時における最大

注水量（150m3/h）を監視可

能 

（原子炉格納容器スプレ

イ時） 

・原子炉格納容器下部水位

（0.5m、1.0m、1.5m、2.0m、

2.5m、2.8m）及びドライウ

ェル水位（0.02m、0.23m、

0.34m）（※131） 

重大事故等時の代替循環冷

却ポンプを用いた原子炉格

納容器スプレイ時における

最大注水量（150m3/h）を監

視可能 

最終ヒ

ートシ

ンクの

確 保 

格納容

器圧力

逃がし

装置ス

クラビ

フィルタ装置水位（広帯域） 

（0～3,650mm） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※142） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時のフィルタ装

置機能維持のための水位を

監視可能 

                             
（※140）原子炉起動時から定格出力運転時の中性子束を監視可能 

（※141）起動領域モニタが測定できる領域を超えた場合には平均出力領域モニタによって監視可能 

（※142）隔液ダイアフラムにかかるフィルタ装置内の圧力（気相部）とフィルタ装置下部の差圧を計測 
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（原子

炉格納

容器フ

ィルタ

ベント

系 ） 

ング水

の水位 

格納容

器圧力

逃がし

装置の

圧力 

フィルタ装置入口圧力（広帯

域） 

（－0.1～1MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※143） 

・ドライウェル圧力（0～

1MPa[abs]）又は圧力抑制

室圧力（0～1MPa[abs]）（※
144） 

重大事故等時の原子炉格納

容器フィルタベント系フィ

ルタ装置内の最高使用圧力

（0.854MPa）を監視可能 

フィルタ装置出口圧力（広帯

域） 

（－0.1～1MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※143） 

フィル

タ装置

スクラ

ビング

水温度 

フィルタ装置水温度 

（0～200℃） 

熱 電

対 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時の原子炉格納

容器フィルタベント系フィ

ルタ装置の最高使用温度

（200℃）を監視可能 

格納容

器圧力

逃がし

装置出

口の放

射線量

率 

フィルタ装置出口放射線モ

ニタ 

（10-2～105mSv/h） 

電 離 箱 ・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時のフィルタ装

置出口の最大線量当量率

（約 1.9×103mSv/h（※145））

を監視可能 

格納容

器圧力

逃がし

装置出

口の水

素濃度 

フィルタ装置出口水素濃度 

（0～30vol%／0～100vol%） 

熱 伝 導

式 水 素

検 出 器 

・格納容器内水素濃度

（D/W）（0～100vol%）又は

格納容器内水素濃度（S/C）

（0～100vol%）（※146） 

原子炉格納容器ベント後の

原子炉格納容器フィルタベ

ント系の配管内の水素燃焼

の可燃限界（水素濃度：

4vol%）を監視可能 

最終ヒ

ートシ

ンクの

確 保

（耐圧

強化ベ

ン ト

系） 

耐圧強

化ベン

ト系の

放射線

量 率 

耐圧強化ベント系放射線モ

ニタ 

（10-2～105mSv/h） 

電 離 箱 ・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

重大事故等時の耐圧強化ベ

ント系の排気ラインの最大

線量当量率（約 2.0×10-

2mSv/h（※147））を監視可能 

最終ヒ

ートシ

ンクの

残留熱

除去系

残留熱除去系熱交換器入口

温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・原子炉圧力容器温度（0～

500℃）（※148） 

重大事故等時の残留熱除去

系系統水の最高使用温度

（186℃）を監視可能 

                             
（※143）隔液ダイアフラムにかかるフィルタ装置入口圧力及びフィルタ装置出口圧力を計測 

（※144）傾向監視により原子炉格納容器フィルタベント系フィルタ装置の健全性を確認する。 

（※145）原子炉停止後に炉心損傷し、原子炉格納容器ベント開始を原子炉停止後 1時間と想定した線量率 

（※146）フィルタ装置出口水素濃度は、原子炉格納容器内の気体が通過することから格納容器内水素濃度とほ

ぼ同じ濃度となる。 

（※147）炉心損傷前にベントすることを想定した保守的な線量率（炉心損傷の判断値（停止直後で約 10Sv/h）

を包絡） 

（※148）原子炉圧力容器温度と残留熱除去系熱交換器入口温度の関係（実績値）を基に推定 
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確 保

（残留

熱除去

系） 

系統水

の温度 

残留熱除去系熱交換器出口

温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・残留熱除去系熱交換器入

口温度（0～300℃）（※149） 

重大事故等時の残留熱除去

系系統水の最高使用温度

（186℃）を監視可能 

残留熱

除去系

系統水

の流量 

残留熱除去系ポンプ出口流

量 

（0～1,500m3/h） 

差 圧 式

流 量 検

出 器 

（※128） 

・残留熱除去系ポンプ出口

圧力（0～4MPa） 

重大事故等時の残留熱除去

系ポンプの最大注水量

（1,136m3/h）を監視可能 

格納容

器バイ

パスの

監 視 

原子炉

圧力容

器内の

水位及

び圧力 

原子炉水位（広帯域） 

（－3,800～1,500mm（※122）） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※123） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉水位（SA 広帯域）

（－3,800～1,500mm（※
122））（※124）、原子炉水位

（SA 燃料域）（－3,800～

1,300mm（※127））（※124） 

重大事故等時において、原

子炉水位（広帯域）及び原

子炉水位（燃料域）にて、原

子炉水位制御範囲から燃料

有効長底部まで監視可能 
原子炉水位（燃料域） 

（－3,800～1,300mm（※127）） 

原子炉圧力（SA） 

（0～11MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※121） 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・原子炉圧力（0～10MPa） 

・原子炉圧力容器温度（0～

500℃）（※120） 

重大事故等時において、原

子炉圧力容器最高使用圧力

（ 8.62MPa ） の 1.2 倍

（10.34MPa）を監視可能 

ドライ

ウェル

の温度

及び圧

力 

ドライウェル温度 

（0～300℃） 

熱 電 対 ・多重性を有する重要計器

の他の検出器 

・ドライウェル圧力（0～

1MPa[abs]）（※132） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器の限界温度

（200℃）を監視可能。さら

に可搬型計測器にて 350℃

まで計測可能 

ドライウェル圧力 

（0～1MPa[abs]） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※134） 

・圧力抑制室圧力（0～

1MPa[abs]）（※135） 

・ドライウェル温度（0～

300℃）（※132） 

重大事故等時において、原

子炉格納容器限界圧力

（0.854MPa）をドライウェ

ル圧力又は圧力抑制室圧力

にて監視可能 

原子炉

格納容

器外の

系統圧

力 

高圧炉心スプレイ系ポンプ

出口圧力 

（0～12MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※150） 

・原子炉圧力（SA）（0～

11MPa）（※151） 

重大事故等時の高圧炉心ス

プレイ系ポンプの最高使用

圧力（10.8MPa）を監視可能 

低圧炉心スプレイ系ポンプ

出口圧力 

（0～5MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※150） 

・原子炉圧力（SA）（0～

11MPa）（※151） 

重大事故等時の低圧炉心ス

プレイ系ポンプの最高使用

圧力（4.41MPa）を監視可能 

残留熱除去系ポンプ出口圧

力 

（0～4MPa） 

弾 性 圧

力 検 出

器 

（※150） 

・原子炉圧力（SA）（0～

11MPa）（※151） 

重大事故等時の残留熱除去

系ポンプの最高使用圧力

（3.73MPa）を監視可能 

                             
（※149）熱交換器ユニットの熱交換量（設計値）を用いて水温を推定 

（※150）隔液ダイアフラムにかかる出口圧力を計測 

（※151）定期試験時に漏えいがあった場合に推定 
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水源の

確保 

水源の

水位 

復水貯蔵タンク水位 

（0～3,200m3） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※152） 

・残留熱除去系洗浄ライン

流量（残留熱除去系ヘッド

スプレイライン洗浄流量）

（0～220m3/h）、残留熱除

去系洗浄ライン流量（残留

熱除去系B系格納容器冷却

ライン洗浄流量）（0～

220m3/h）（※138） 

・原子炉格納容器下部注水

流量（0～110m3/h）（※138） 

復水貯蔵タンクの底部から

オーバーフローレベル（0～

3,173m3）を監視可能 

圧力抑制室水位 

（0～5m）（※136） 

差 圧 式

水 位 検

出 器 

（※137） 

・多重性を有する重要計

器の他チャンネル 

・代替循環冷却ポンプ出口

流量（0～200m3/h）又は残

留熱除去系ポンプ出口流

量（0～1,500m3/h）（※138） 

圧力抑制室水位の変動範囲

（0.05～2.27m）を監視可能 

原子炉建屋内の

水素濃度 

原子炉建屋内水素濃度 

（0～10vol%） 

触 媒 式

水 素 検

出 器 

・多重性を有する重要計器

の他チャンネル 

・静的触媒式水素再結合装

置 動作 監視 装置（ 0～

500℃）（※153） 

重大事故等時において、原

子炉建屋内の水素燃焼の可

燃限界（水素濃度：4vol%）

を監視可能 

気 体 熱

伝 導 式

水 素 検

出 器 

使用済

燃料プ

ールの

監 視 

使用済

燃料プ

ールの

水位及

び温度 

使用済燃料プール水位／温

度（ガイドパルス式） 

（－4,300～7,300mm、0～

120℃） 

ガ イ ド

パ ル ス

式 水 位

検 出 器

（※154） 

・使用済燃料プール水位／

温度（ヒートサーモ式）（0

～7,010mm、0～150℃） 

・使用済燃料プール上部空

間放射線モニタ（高線量、

低線量）（高線量 10 1～

108mSv/h、低線量 10-2～

1 0 5 m S v / h ）（ ※ 155 ） 

重大事故等時に変動する可

能性のある使用済燃料プー

ル上部から底部近傍までの

範囲にわたり水位を監視可

能。 

重大事故等により変動する

可能性のある使用済燃料プ

ールの温度を監視可能 

測 温 抵

抗 体 

使用済

燃料プ

ールの

放射線

量 率 

使用済燃料プール上部空間

放射線モニタ（高線量、低線

量） 

（高線量 101～108mSv/h、低線

量 10-2～105mSv/h） 

電 離 箱 ・使用済燃料プール水位／

温度（ガイドパルス式）（－

4,300 ～ 7,300mm 、 0 ～

120℃）（※155） 

重大事故等により変動する

可能性がある放射線量率の

範囲（5.4×10-2～107mSv/h）

にわたり監視可能 

                             
（※152）隔液ダイアフラムにかかるタンクの水頭圧と大気圧の差を計測 

（※153）静的触媒式水素再結合装置動作監視装置の熱電対で測定される入口と出口の温度差で推定 

（※154）パルス信号を発信し水面までの往復時間を測定することで、水面までの距離を計測 

（※155）遮蔽計算により算出した水位と線量率の関係により推定 
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使用済

燃料プ

ールの

状 態 

使用済燃料プール監視カメ

ラ 

可 視 光

カ メ ラ 

・使用済燃料プール水位／

温度（ガイドパルス式）（－

4,300 ～ 7,300mm 、 0 ～

120℃） 

・使用済燃料プール上部空

間放射線モニタ（高線量、

低線量）（高線量 101～

108mSv/h、低線量 10-2～

105mSv/h） 

－ 

・特に記載がなければ、本表での圧力はゲージ圧を示す。 

・重要計器に故障の疑いがある場合の複数ある推定手段については、優先順位に従って箇条書きに記載する。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能

力（最高計測可能温度等）を明確にする。 

b. 設計基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定す

るための計測範囲を有する設計とする。 

c. 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率等

想定される重大事故等への対応に必要となるパラメータを計測又は

監視及び記録する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)全ての監視パラメータから事

象判別も含めた重大事故等の対処に必要なパラメータを抽出し、炉心損傷

防止及び原子炉格納容器破損防止対策に係る判断に関する重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータを選定し、それらを計測する計器を重

大事故等対処設備として位置付けるとともに設計基準を超える状態にお

ける発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度、圧力、水位、

注水量等）を明確にしていること、b)重大事故等対処設備は、設計基準を

超える状態において、重要代替計器又は可搬型計測器により発電用原子炉

施設の状態を推定するための計測範囲を有していること、c)安全パラメー

タ表示システム（SPDS）等により重大事故等への対応に必要となるパラメ

ータが一定期間保存される容量を有すること、計測又は監視及び記録する

機能を有していることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 
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また、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対処設備について、

第５８条等要求事項ニ）に適合する措置等を講じた設計とする方針である

ことを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器

の故障が疑われる場合には、重要計器（他チャンネル）による計測の

手順に着手する。 

b. 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器

の故障が疑われた場合、又は重大事故等時に監視している必要なパラ

メータの値が計器の計測範囲を外れ確認できない場合には、重要代替

計器によるパラメータの推定の手順に着手する。 

c. 重大事故等時に、監視している必要なパラメータの値が計器の計測

範囲を外れ確認できない場合、又は重大事故等時に直流電源が喪失し

た場合において、中央制御室でのパラメータ監視が確認できない場合

には、可搬型計測器によるパラメータの計測の手順に着手する。この

手順では、1 測定点当たり可搬型計測器の接続、計測等を計 2 名によ

り、55 分以内に実施する。 

d. 重大事故等が発生した場合には、安全パラメータ表示システム

（SPDS）によるパラメータの記録の手順に着手する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)推定する手順の優先順位を a.、

b.の順に設定して明確化していること、b)パラメータの推定に当たり、複

数の代替パラメータの中から計測される値の確からしさを考慮し、使用す

る代替パラメータの優先順位を定めて有効な情報を把握するとしている

こと、c)可搬型計測器によるパラメータの監視手順については、計測範囲、

測定場所を明確にするとともに換算表等を定め必要な教育を行うことと

していること、d)安全パラメータ表示システム（SPDS）等により重大事故

等への対応に必要となるパラメータが記録容量を超える前に定期的に記

録媒体に保存すること、e)照明により夜間等でのアクセス性を確保してい

ること、f)必要な通信連絡設備を確保していること、g)作業環境（作業空

間、温度等）に支障がないことなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す
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る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上により、規制委員会は、①a.の対策が第５８条等要求事項イ）及び同ロ）

に、①b.の対策が同ハ）に、①c.の対策が同ロ）に対応するものであること、①

d.の対策が第５８条等要求事項のうち、計測機器の故障により、重大事故等に対

処するために必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当

該パラメータを推定するために有効な情報を得るための対策に対応するもので

あること、①に掲げる重大事故等対処設備が同ニ）に適合する設計方針であるこ

と、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条等に従って適切に

整備する方針であることから、第５８条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

フォールトツリー解析等により機能喪失の原因分析を行った上で、対策の抽出を

行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、重大事故等時に監視することが必要なパラメータを

計測する機能を構成するフロントライン系及びサポート系の機能を回復するた

めの自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）フロントライン系の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、重要計器（他チャンネル）、重要代替計器の故障を想定し、重大事

故等時に監視することが必要なパラメータを計測するフロントライン系の機

能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．１５－２参照）を用いた主な手順等は

以下のとおりとしている。 

① 重大事故等時に監視することが必要なパラメータを計測する計器の故

障が疑われた場合、又は重大事故等時に監視している必要なパラメータの

値が計器の計測範囲を外れ確認できない場合には、重大事故等対処設備と

しての要求事項を満たさない当該パラメータの他チャンネルの常用計器

（以下「常用計器（他チャンネル）」という。）、重要代替監視パラメータを

計測する当該パラメータの他の常用代替計器（以下「常用代替計器」とい

う。）によるパラメータの推定に着手する。 

 

（２）サポート系の機能を回復させるための設備及び手順等 
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申請者は、直流電源の喪失を想定し、重大事故等時に監視することが必要な

パラメータを計測するサポート系の機能を回復させるための設備（表Ⅳ－４．

１５－２参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

① 直流電源喪失により、温度、圧力、水位及び注水量等のパラメータが監

視できない場合には、125V 代替充電器用電源車接続設備による電源機能回

復に着手する。この手順では、125V 代替充電器用電源車接続設備による

125V 代替充電器への給電操作を計 6名により、140 分以内に実施する。 

② 非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失

して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブル（常設）

を用いた 3 号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線 2G 系へ

の給電の手順に着手する。この手順では、電路の構成、電源からの給電操

作、給電の確認等を計 32 名により、35分以内に実施する。 

③ 非常用所内電気設備の非常用高圧母線2C系及び2D系が同時に機能喪失

して電源からの給電ができない場合には、号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）を用いた 3 号炉の非常用ディーゼル発電機による緊急用低圧母線 2G

系への給電の手順に着手する。この手順では、電路の構成、電源からの給

電操作、給電の確認等を計 87 名により、225 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１５－２ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

主要パラメー

タの常用計器

（他チャンネ

ル）及び常用代

替計器 

重大事故等対処設備に要求される耐震性又は耐環境性がない

計器か、若しくは電源が非常用電源から供給されていないも

のの、使用可能な場合は事故対応時に有効な手段となり得る。 

例）ドライウェル圧力（0～600kPa[abs]）は、主要パラメータ

のドライウェル圧力の常用代替計器であり、原子炉格納容器

内の圧力を計測可能である。 

125V 代替充電

器用電源車接

続設備 

給電開始までに時間を要するものの、給電可能であれば重大

事故等の対処に必要となるパラメータの監視が可能となるこ

とから代替手段として有効である。 

号炉間電力融

通設備 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分ではな

いものの、給電可能であれば重大事故等の対処に必要となる

パラメータの監視が可能となることから代替手段として有効

である。 
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Ⅳ－４．１６ 原子炉制御室及びその居住性等に関する手順等（第２６条、

第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６関係） 

本節では、原子炉制御室について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について、以下の事項を確認した。 

設計基準対象施設としては、第２６条第１項第２号に基づき追加要求となった、

原子炉制御室に発電用原子炉施設外の状況を把握できる設備を有するか。 

重大事故等対処施設としては、炉心の著しい損傷が発生した場合（重大事故等対

処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有する原子炉格納容

器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除く。）においても運転員が原

子炉制御室にとどまるための申請者が計画する設備及び手順等について以下の事

項を確認した。 

・第５９条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１６項（以下「第５９条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第２６条第１項第２号は、発電用原子炉施設の外の状況を把握する設備を有

することを要求している。また、第２６条の設置許可基準規則解釈第２項は、

原子炉制御室から、発電用原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等

を把握できることを要求している。 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

（２）第５９条等は、発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合（重

大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。）が有す

る原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除く。）に

おいても運転員が原子炉制御室にとどまるために必要な設備及び手順等を要

求している。第５９条等における「運転員がとどまるために必要な設備及び手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行

うための設備及び手順等としている。 

イ）炉心の著しい損傷が発生した場合の原子炉制御室の居住性については次

の要件を満たすものであること。 

イ）－１ 第３７条において想定する格納容器破損モードのうち、原子炉制

御室の運転員の被ばくの観点から結果が最も厳しくなる事故収束に
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成功した事故シーケンス（例えば、炉心の著しい損傷の後、格納容

器圧力逃がし装置等の格納容器破損防止対策が有効に機能した場合）

を想定すること。 

イ）－２ 運転員はマスクの着用を考慮してもよい。ただし、その場合は、

実施のための体制を整備すること。 

イ）－３ 交代要員体制を考慮してもよい。ただし、その場合は、実施のた

めの体制を整備すること。 

イ）－４ 判断基準は、運転員等の被ばくによる実効線量が 7日間で 100mSv

を超えないこと。 

イ）－５ 原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉格納容器から漏え

いした空気中の放射性物質の濃度を低減する必要がある場合は、非

常用ガス処理系等を設置すること。 

イ）－６ 原子炉制御室の居住性を確保するために原子炉建屋に設置された

ブローアウトパネルを閉止する必要がある場合は、容易かつ確実に

閉止操作ができること。また、ブローアウトパネルは、現場におい

て人力による操作が可能なものとすること。 

ロ）原子炉制御室の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、

原子炉制御室への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング、作業服

の着替え等を行うための区画を設けること。 

ハ）原子炉制御室用の空調、照明等に用いる電源として、代替交流電源設備

からの給電を可能とする手順等 

 

申請者は、第５９条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 中央制御室及び中央制御室待避所の遮蔽、中央制御室送風機等による室

内の適切な空調のための設備及び手順等 

② 非常用ガス処理系による運転員等の被ばくを低減するための設備及び

手順等 

③ 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置による開口部を閉止するため

の設備及び手順等 

④ 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計による中央制御室内の濃度を確認す

るための設備及び手順等 

⑤ 運転員等の全面マスク着用及び運転員等の交代により、運転員等の被ば

くによる実効線量が 7日間で 100mSv を超えないための体制の整備 

⑥ チェンジングエリア用資機材により、中央制御室の外側からの汚染の持

込みを防止するための設備及び手順等 
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⑦ ガスタービン発電機からの給電により、中央制御室送風機、中央制御室

排風機、中央制御室再循環送風機、非常用ガス処理系排風機及び可搬型照

明（SA）を維持するための設備及び手順等（※156） 

 

これらにより、規制委員会は、重大事故が発生した場合においても、運転員

等が原子炉制御室にとどまるために申請者が計画する設備及び手順等が、第５

９条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針である

ことから、第５９条等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、自主的に上記に記載されたもの以外の設備

及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第２６条としての要求 

申請者は、第２６条の規定に適合するため、同条第１項第２号の追加要求規

定について、以下の設備を整備するとしている。 

① 原子炉施設に影響を及ぼす可能性のある自然現象等や発電所構内の状

況を昼夜にわたり把握するため、暗視機能等を持った監視カメラや気象観

測設備等を設置する設計とする。 

② 公的機関からの地震、津波、竜巻情報等について、中央制御室において

把握できる装置を設置する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の設計が、監視カメラ、気象観測設備等を設置するこ

とにより、原子炉制御室から原子炉施設外の状況を昼夜にわたり把握すること

及び電話、FAX 等を設置することにより、地震、津波、竜巻情報等を把握する

ことができる方針としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適

合するものと判断した。 

 

（２）第５９条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

                             
（※156）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手

順等」において整理 
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申請者は、第５９条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 中央制御室遮蔽、中央制御室待避所遮蔽、中央制御室送風機、中央

制御室排風機、中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）等により、

重大事故時に環境に放出された放射性物質による放射線被ばくから運

転員等を防護し居住性を確保。そのために、中央制御室待避所遮蔽、

中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）等を重大事故等対処設備と

して新たに整備するとともに、中央制御室遮蔽、中央制御室送風機、

中央制御室排風機等を重大事故等対処設備として位置付ける。また、

運転員等の全面マスクの着用のための手順等及び運転員等の交代のた

めの体制を整備し、事故シーケンスを想定した上で運転員等の被ばく

による実効線量が 7日間で 100mSv を超えないようにする。 

b. 非常用ガス処理系により、重大事故時に二次格納施設内に放出され

た放射性物質による運転員等の放射線被ばくを低減。そのために、非

常用ガス処理系を重大事故等対処設備として位置付ける。 

c. 原子炉建屋原子炉棟の気密バウンダリの一部を担う原子炉建屋ブ

ローアウトパネル開放時の原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置に

よる開口部の閉止。そのために、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止

装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

d. 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計により中央制御室内の濃度を確

認。そのために、酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計を重大事故等対処

設備として新たに整備する。 

e. 可搬型照明（SA）により中央制御室の照明を確保。そのために、可

搬型照明（SA）を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

f. チェンジングエリアを設けることにより、中央制御室への汚染の持

込みを防止する。 

 

規制委員会は、上記 a.、b.及び c.の対策が第５９条等要求事項イ）に、

上記 f.の対応が同ロ）に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 中央制御室送風機、中央制御室排風機及び中央制御室再循環送風機

は 2系統を有する。また、中央制御室待避所加圧設備（空気ボンベ）
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は中央制御室待避所内に運転員がとどまることができるよう十分な供

給量を確保する。 

b. 非常用ガス処理系は、原子炉格納容器から二次格納施設内に漏えい

した放射性物質を含む気体を排気筒から排気することで、中央制御室

の運転員等の被ばくを低減できる換気率を確保できる設計とする。 

c. 原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、原子炉建屋ブローアウ

トパネル開放時に、容易かつ確実に開口部の閉止が可能な設計とする。

また、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は、現場において人力

により操作できる設計とする。 

d. 酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は、必要な数（バックアップを含

む。）を確保するとともに、それらの保管場所を分散する。 

e. 可搬型照明（SA）は、非常用照明に対して電源の多様性を備え、必

要な数（バックアップを含む。）を確保するとともに、それらの保管場

所を分散する。 

f. 中央制御室送風機、中央制御室排風機、中央制御室再循環送風機、

非常用ガス処理系排風機及び可搬型照明（SA）は、ガスタービン発電

機から受電できる設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)中央制御室遮蔽及び中央制御

室待避所遮蔽による遮蔽、外気を遮断し中央制御室送風機、中央制御室再

循環送風機、中央制御室再循環フィルタ装置及び中央制御室待避所加圧設

備（空気ボンベ）による適切な空調により居住性を確保できること、また、

運転員の被ばくによる実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないように、全

面マスク等の着用、運転員等の交代を考慮、非常用ガス処理系の運転、原

子炉建屋ブローアウトパネル開放時の原子炉建屋ブローアウトパネル閉

止装置による開口部の閉止により運転員の被ばく低減を図るとともに、原

子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置は人力操作が可能な設計とするこ

と、b)酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計により、外気の遮断以降、室内の

濃度の確認ができること、c)可搬型照明（SA）は、非常用照明に対して電

源の多様性を有していること、d)中央制御室の代替電源設備は、ガスター

ビン発電機とし、外部電源及び非常用ディーゼル発電機に対して多様性、

独立性を有していること及び異なる区画に設置することにより位置的分

散を図ることを確認した。 

なお、中央制御室内での運転員等の被ばくによる実効線量については、

運転員等の被ばくの観点から最も結果が厳しくなる事故収束に成功した

シーケンスとして、「大破断 LOCA＋HPCS 失敗＋低圧 ECCS 失敗＋全交流動
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力電源喪失」を想定し、代替循環冷却系又は原子炉格納容器フィルタベン

ト系を使用した場合に、遮蔽、空調、全面マスク等の着用及び運転員等の

交代を考慮した上で、7日間で約51mSvと評価されていることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.、b.、c.、d.及び e.

に掲げる重大事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に

関する共通的な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であ

ることを確認した。また、規制委員会は、申請者が①a.に掲げる対策が第

５９条等要求事項イ）－４に、①b.の対策が同イ）－５に、①c.の対策が

同イ）－６に適合する設計方針であることを確認した。 

なお、申請者は、中央制御室内での運転員等の被ばくによる実効線量の

評価に当たって、原子炉施設の安全解析に用いる気象条件として、これま

での 1991 年 11 月から 1992 年 10 月までの気象資料に代えて、2012 年 1月

から 2012年 12月までの１年間にわたり敷地において観測された気象資料

を使用するとしている。このため、規制委員会は、気象資料の代表性につ

いて審査を行った。 

規制委員会は、気象資料の代表性について、申請者が被ばく評価ガイド

を踏まえ、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（昭和 57 年 1

月 28 日原子力安全委員会決定）に基づいて検討を行っており、本申請に

よる気象資料（2012 年 1月から 2012 年 12 月までの気象資料）が長期間の

気象状態を適切に代表していることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた手順等は以下のとおりとしている。 

a. 中央制御室換気空調系は、原子炉建屋原子炉棟排気放射能高、燃料

取替エリア放射能高のいずれかによる隔離信号により、自動的に事故

時運転モードとなるため、事故時運転モード状態を確認するための手

順に着手する。この手順では、事故時運転モードの状態確認を 1名に

より、5分以内に実施する。 

b. 全交流動力電源喪失により、中央制御室換気空調系の事故時運転モ

ードが停止した場合には、常設代替交流電源設備による中央制御室換

気空調系の起動手順に着手する。この手順では、ガスタービン発電機

からの受電後、中央制御室換気空調系の再起動操作等を１名により、

15 分以内に実施する。 

c． 炉心損傷を判断した場合において、原子炉格納容器フィルタベント

系を作動させる必要がある場合には、中央制御室待避所を加圧する手

順に着手する。この手順では、中央制御室待避所加圧設備の高圧空気
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ボンベユニット接続端止め弁の開操作等を計 2名により、15分以内に

実施する。また、原子炉格納容器フィルタベント系を中央制御室で操

作する約 20 分前には、中央制御室待避所の加圧のため、加圧空気供給

ライン流量調整弁前弁、後弁の開操作等を 1名により、10 分以内に実

施する。 

d. 原子炉水位低（L-3）、ドライウェル圧力高、原子炉建屋原子炉棟排

気放射能高、燃料取替エリア放射能高及び原子炉建屋原子炉棟換気空

調系全停のいずれかの信号が発生した場合には、非常用ガス処理系を

起動する手順に着手する。この手順では、非常用ガス処理系の起動等

を 1 名により、5 分以内に実施する。また、非常用ガス処理系の起動

時に原子炉建屋ブローアウトパネルの開閉状態を確認し、開放状態に

なっている場合には、中央制御室からの操作により閉止する手順に着

手する。この手順では、原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置によ

る開口部の閉止操作を 1名により、5分以内に実施する。 

e. 全交流動力電源喪失時に常設代替交流電源設備からの受電により

非常用ガス処理系が自動起動しない場合には、非常用ガス処理系を手

動により起動する手順に着手する。この手順では、非常用ガス処理系

の手動による起動等を 1名により、5分以内に実施する。 

f. 交流動力電源が確保されている場合であって、原子炉建屋ブローア

ウトパネルが開放状態の場合には、中央制御室からの原子炉建屋ブロ

ーアウトパネルの開口部を閉止する手順に着手する。この手順では、

原子炉建屋ブローアウトパネル閉止装置による開口部の閉止操作を 1

名により、5分以内に実施する。 

g. 全交流動力電源喪失時に原子炉建屋ブローアウトパネルが開放状

態の場合であって、炉心が健全であることを確認した場合には、人力

による原子炉建屋ブローアウトパネルの開口部を閉止する手順に着手

する。この手順では、人力による原子炉建屋ブローアウトパネル閉止

装置を使用した開口部の閉止操作を計 2 名により、200 分以内に実施

する。 

h. 炉心損傷を判断した後に現場作業を行う場合には、運転員の内部被

ばくを低減するために全面マスクを着用する手順に着手する。この手

順では、現場作業を行う運転員が全面マスクを着用する。なお、重大

事故時においても、中長期での運転操作等の対応に支障が出ることが

ないよう、運転員等の被ばく低減及び被ばく線量の平準化のため、長

期的な保安の観点から運転員の交代要員体制を整備する。 
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i. 中央制御室換気空調系設備が事故時運転モードとなった場合には、

中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を行う手

順に着手する。この手順では、中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素

濃度の測定及び管理を 1名により、実施する。運転員が中央制御室待

避所へ待避した場合には、中央制御室待避所内の酸素濃度及び二酸化

炭素濃度の測定及び管理を行う手順に着手する。この手順では、酸素

濃度及び二酸化炭素濃度の測定及び管理を 1名により、実施する。 

j. 中央制御室の照明が使用できない場合には、可搬型照明（SA）によ

り照明を確保する手順に着手する。この手順では、可搬型照明（SA）

等の設置・点灯操作を 1名により、10 分以内に実施する。 

k. 炉心損傷を判断し、原子炉格納容器第二隔離弁（FCVS ベントライン

隔離弁）の開操作が完了した場合には、中央制御室待避所に可搬型照

明（SA）により照明を確保する手順に着手する。この手順では、可搬

型照明（SA）の設置を 1名により、5分以内に実施する。 

l. 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条特

定事象が発生した場合には、中央制御室への汚染の持込みを防止する

ため、身体サーベイ、防護具の着替え等を行うためのチェンジングエ

リアを設置する手順に着手する。この手順では、チェンジングエリア

の設置を計 2名により、90 分以内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)中央制御室の居住性を確保するための手順等について、中央制御室及び

中央制御室待避所の適切な空調を行うための手順等を整備し、必要な人員

を確保するとともに必要な訓練を実施するとしていること、c)運転員等の

被ばくによる実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないための手順等を整備

するとしていること、d)可搬型照明（SA）の確保のための手順等を整備す

るとしていること、e)中央制御室に汚染を持ち込まないようにするための

手順等を整備していることを確認した。 

以上の確認などから、申請者が、①a.、b.、c.、d.、e.及び f.に掲げる

設備を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手

順等に関する共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であ

ることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.、b.及び c.の対策が第５９条等要求事項イ）

に、①f.の対策が同ロ）に対応するものであること、①a.の対策が同イ）－４に、

①b.の対策が同イ）－５に、①c.の対策が同イ）－６に適合する設計方針である
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こと、①a.、b.、c.、d.、e.及び f.に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等

が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第５９条等に適合

するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、重大事故が発生した場合においても運転員等が中央

制御室にとどまるための自主対策設備及び手順等を整備するとしている。 

 

（１）原子炉制御室の居住性を確保するための設備及び手順等 

申請者は、中央制御室内の照明確保のための設備（表Ⅳ―４．１６－１参照）

を用いた主な手順等として、設備が健全である場合には、非常用照明を使用す

るとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

 表Ⅳ―４．１６－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

非常用照明 重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、設備が健全である場合には、中央制御室

の照明の代替設備となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１７ 監視測定設備及び監視測定等に関する手順等（第３１条、第

６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７関係） 

本節では、監視測定設備について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第３１条の設置許可基準規則解釈第５項に基づき追

加要求となった事項として、モニタリングポストを非常用所内電源に接続しない場

合には無停電電源等により電源復旧まで電力を供給できる設計であること、また、

モニタリングポストの伝送系は多様性を有する設計とすることを確認した。 

重大事故等対処施設としては、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物

質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するため、ま
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た、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために申請者

が計画する設備及び手順等について、以下の事項を確認した。 

・第６０条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１７項（以下「第６０条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第３１条の設置許可基準規則解釈第５項は、モニタリングポストについて、

非常用所内電源に接続しない場合には無停電電源等により電源復旧までの期

間を担保できる設計であること、また、モニタリングポストの伝送系は多様性

を有する設計とすることを要求している。 

 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

 

（２）第６０条等は、重大事故等が発生した場合に発電所及びその周辺（発電所の

周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放射性物質の濃

度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録すること、また、

風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる

設備及び手順等の整備を要求している。第６０条等における「発電用原子炉施

設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並び

にその結果を記録することができる設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備

及び手順等又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出され

ると想定される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並

びにその結果を記録できる設備及び手順等 

ロ）常設モニタリング設備（モニタリングポスト等）が機能喪失しても代替

し得る十分な台数のモニタリングカー又は可搬型代替モニタリング設備の

配備 

ハ）重大事故等が発生した場合に、発電所において風向、風速その他の気象

条件を測定し、及びその結果を記録できる設備及び手順等 

ニ）代替交流電源設備から常設モニタリング設備への給電を可能とする設備

及び手順等 

ホ）敷地外でのモニタリングについて、他の機関との適切な連携体制を構築

する手順等 
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へ）事故後の周辺汚染により測定ができなくなることを避けるため、バック

グラウンド低減対策手段の検討 

 

申請者は、第６０条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① モニタリングポストが機能喪失した場合に、可搬型モニタリングポスト

による放射線量の代替測定及びその結果の記録を行うための設備及び手

順等 

② 放射能観測車搭載機器が機能喪失した場合に、可搬型放射線計測装置

（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ及びβ線サーベイ

メータをいう。）による放射性物質の濃度の代替測定及びその結果の記録

を行うための設備及び手順等 

③ 発電所及びその周辺（周辺海域含む。）において、可搬型放射線計測装置

等により、発電所から放出される放射性物質の濃度及び放射線量の測定と

その結果の記録を行うための設備及び手順等 

④ 気象観測設備が機能喪失した場合に、代替気象観測設備による風向、風

速その他の気象条件の測定及びその結果の記録を行うための設備及び手

順等 

⑤ 代替交流電源設備である常設代替交流電源設備からの給電により、モニ

タリングポストでの放射線量の監視及び測定を継続するための設備及び

手順等（※157） 

⑥ 敷地外でのモニタリングについて、国及び地方公共団体が連携して策定

するモニタリング計画に従って実施する体制の構築のための手順等 

⑦ バックグラウンド低減対策により、事故後の周辺汚染による測定不能状

態を回避するための手順等 

 

これらにより、規制委員会は、重大事故が発生した場合においても、発電所

及びその周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放

出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びにその結

果を記録すること、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記

録するために申請者が計画する設備及び手順等について、第６０条等における

各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であることから、第６

０条等に適合するものと判断した。 

                             
（※157）代替電源に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手

順等」において整理 

1215



 

474 

 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記に記載さ

れたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を

確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３１条としての要求 

申請者は、第３１条の規定に適合するため、第３１条の設置許可基準規則解

釈第５項の追加要求規定について、以下の設備を整備するとしている。 

① モニタリングポストは、非常用交流電源設備に接続するとともに、モニ

タリングポスト専用の無停電電源装置を有し、電源切替時の短時間の停電

時に電力の供給を可能とする設計とする。 

② 中央制御室及び緊急時対策所までのデータの伝送系は、有線及び無線に

より多様性を有する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者による監視測定設備の設計において、モニタリングポス

トは、非常用交流電源設備に接続するとともに、電源切替時の停電時に専用の無

停電電源装置からの電力の供給により、電源復旧までの期間を担保することがで

きる方針としていること、また、これらの伝送系は有線及び無線によって多様性

を有するものとする方針としていることを確認したことから、設置許可基準規則

に適合しているものと判断した。 

 

（２）第６０条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第６０条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. モニタリングポストが機能喪失した場合には、可搬型モニタリング

ポストにより、放射線量を代替測定し、その結果を記録する。そのた

めに、可搬型モニタリングポストを重大事故等対処設備として新たに

整備する。 

b. 放射能観測車搭載機器が機能喪失した場合には、可搬型放射線計測

装置（ダスト・よう素サンプラの代替として可搬型ダスト・よう素サ

ンプラ、放射性よう素測定装置の代替としてγ線サーベイメータ、放
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射性ダスト測定装置の代替としてβ線サーベイメータ）により、放射

性物質の濃度を代替測定し、その結果を記録する。そのために、当該

可搬型放射線計測装置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

c. 重大事故等が発生した場合、可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・

よう素サンプラ、γ線サーベイメータ、β線サーベイメータ、α線サ

ーベイメータ及び電離箱サーベイメータ）により、発電所及びその周

辺（周辺海域測定時は小型船舶に積載）において、発電用原子炉施設

から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を測定し、その結果を

記録する。そのために、当該可搬型放射線計測装置及び小型船舶を重

大事故対処設備として新たに整備する。 

d. 気象観測設備が機能喪失した場合、代替気象観測設備により風向、

風速その他の気象条件を代替測定し、その結果を記録する。そのため

に、代替気象観測設備を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e. 敷地外でのモニタリングについては、国及び地方公共団体と連携し

て策定するモニタリング計画に従って実施する体制を構築する。 

f. 重大事故等による周辺汚染に対して、検出器の養生、周辺土壌の撤

去等により、モニタリングポスト及び可搬型モニタリングポストのバ

ックグラウンドの低減対策を実施する。 

 

規制委員会は、a.、b.及び c.の対策が第６０条等要求事項イ）及び同ロ）

に、d.の対策が同ハ）に、e.の対策が同ホ）に、f.の対応が同ヘ）に対応

するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 可搬型モニタリングポストは、モニタリングポストに対して、保管

場所の位置的分散を図るとともに、必要な台数を確保する。 

b. 可搬型放射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サー

ベイメータ及びβ線サーベイメータ）は、放射能観測車搭載機器に対

して、保管場所の位置的分散を図るとともに、必要な台数を確保する。 

c. 可搬型放射線計測装置（α線サーベイメータ及び電離箱サーベイメ

ータ）は、必要な台数を確保する。 

d. 代替気象観測設備については、気象観測設備に対して、保管場所の

位置的分散を図るとともに、代替測定に必要な台数を確保する。 
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e. 小型船舶は、周辺海域での放射線量等の測定に必要な台数を確保す

る。 

f. モニタリングポストは、代替交流電源設備である常設代替交流電源

設備から受電できる設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)可搬型モニタリングポスト及

び可搬型放射線計測装置は、モニタリングポスト及び放射能観測車搭載機

器の機能喪失に対して、放射性物質の濃度及び放射線量の代替測定に必要

な台数（バックアップを含む。）を確保するとともに、モニタリングポスト

及び放射能観測車搭載機器に対して、異なる場所でかつ耐震性を有する建

屋内に保管することで位置的分散を図ること、b)可搬型放射線計測装置

（電離箱サーベイメータ及びα線サーベイメータ）は、必要な台数（バッ

クアップを含む。）を確保すること、c)代替気象観測設備は、風向、風速そ

の他の気象条件の代替測定に必要な台数（バックアップを含む。）を確保す

るとともに、気象観測設備に対して、屋外の異なる場所に保管することで

位置的分散を図ること、d)小型船舶は、周辺海域での放射性物質の濃度及

び放射線量の測定を行うために必要な測定装置及び要員を積載できると

ともに、必要な台数（バックアップを含む。）を確保すること、e)モニタリ

ングポストは、代替電源設備である常設代替交流電源設備からの給電に対

応した設計とすることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.から d.に掲げる重大

事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的

な要求事項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認

した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

a. 重大事故等が発生した後、緊急時対策所でモニタリングポストの指

示値及び警報表示を確認し、モニタリングポストの放射線量の測定機

能が喪失したと判断した場合には、可搬型モニタリングポストによる

放射線量の代替測定の手順に着手する。この手順では、可搬型モニタ

リングポストを 6台配置する場合には、運搬・設置等を計 4名により、

270 分以内に実施する。なお、測定データは、緊急時対策所に自動伝

送され、記録される。 
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b. 重大事故等が発生した後、放射能観測車に搭載しているダスト・よ

う素サンプラ等が測定機能を喪失したと判断した場合には、可搬型放

射線計測装置（可搬型ダスト・よう素サンプラ、γ線サーベイメータ

及びβ線サーベイメータ）による空気中の放射性物質の濃度の代替測

定の手順に着手する。この手順では、車両等による移動、測定、記録

等を計2名により、最も時間を要する場合においても1箇所当たり100

分以内に実施する。 

c. 重大事故等が発生した後、スタック放射線モニタ等の指示値を確認

し、発電用原子炉施設から放射性物質が放出されるおそれがあると判

断した場合には、空気中の放射性物質の濃度を測定する手順に着手す

る。この手順では、測定、記録等を計 2名により、最も時間を要する

場合においても 1箇所当たり 100 分以内に実施する。 

d. 重大事故等が発生した後、放射性廃棄物放出水モニタ等の指示値を

確認し、発電用原子炉施設から周辺海域へ放射性物質が含まれる水が

放出されたおそれがあると判断した場合には、水中の放射性物質の濃

度を測定する手順に着手する。この手順では、測定、記録等を計 2名

により、最も時間を要する場合においても 1 箇所当たり 70 分以内に

実施する。 

e. 重大事故等が発生した後、空気中の放射性物質の濃度を測定する手

順により放射性物質の放出が確認された場合又はスタック放射線モニ

タの指示値を確認し、発電用原子炉施設から放射性物質が放出された

と判断した場合には、土壌中の放射性物質の濃度を測定する手順に着

手する。この手順では、測定、記録等を計 2名により、最も時間を要

する場合においても 1箇所当たり 70 分以内に実施する。 

f. 重大事故等が発生した後、水中の放射性物質の濃度を測定する手順

により放射性物質の放出が確認された場合又はスタック放射線モニタ

等の指示値を確認し、発電用原子炉施設から放射性物質が放出された

と判断した場合には、小型船舶を用いた海上モニタリングの手順に着

手する。この手順では、船舶の出航までの作業を計 3名により、90分

以内に実施する。また、測定場所への移動、試料採取、測定及び記録

を計 3名により、1箇所当たり 110 分以内に実施する。 

g. 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条特

定事象が発生したと判断した場合には、可搬型モニタリングポストに

よる放射線量（海側）の測定の手順に着手する。この手順では、可搬

型モニタリングポストを 2 台配置する場合には、運搬、設置等を計 2

名により、90 分以内に実施する。また、測定データは、緊急時対策所
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に自動伝送され、記録される。また、緊急時対策所の加圧判断のため

に可搬型モニタリングポスト 1台の設置を計 2名により、40分以内に

実施する。 

h. 緊急時対策所で気象観測設備の指示値及び警報表示を確認し、気象

観測設備による風向、風速、日射量、放射収支量及び降水量のいずれ

かの測定機能が喪失したと判断した場合には、代替気象観測設備によ

る風向、風速その他の気象観測条件の代替測定の手順に着手する。こ

の手順では、装置の配置等を計 2 名により、210 分以内に実施する。

なお、測定データは、緊急時対策所に自動伝送され、記録される。 

i. 敷地外でのモニタリングについては、国が立ち上げる緊急時モニタ

リングセンターにおいて、国及び地方公共団体が連携して策定するモ

ニタリング計画に従って実施する。 

j. 事故後の周辺汚染により測定ができなくなるおそれがあると判断

した場合には、バックグラウンド低減対策の手順に着手する。なお、

モニタリングポストについては、検出器保護カバーの交換、局舎壁等

の除染、除草、周辺の土壌撤去等、可搬型モニタリングポストについ

ては、養生シートの交換、除草、周辺の土壌撤去等及び可搬型放射線

計測装置については、遮蔽材による包囲、バックグラウンドレベルの

低い場所への移動等により、バックグラウンド低減対策を実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)発電用原子炉施設から放出される放射線量の測定について、可搬型モニ

タリングポストの運搬、機器据付け、測定の手順等を整備し、必要な人員

を確保していること、c)空気中、水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定について、可搬型放射線計測装置の運搬、測定の手順等を整備し、必要

な人員を確保していること、d)海上での放射性物質の濃度及び放射線量の

測定について、小型船舶の準備、可搬型放射線計測装置の運搬、測定の手

順等を整備し、必要な人員を確保していること、e)風向、風速その他の気

象条件の測定について、代替気象観測設備の運搬、機器据付け、測定の手

順等を整備し、必要な人員を確保していること、f)敷地外でのモニタリン

グについて国及び地方公共団体との連携体制を構築する手順等を整備し

ていること、g)周辺汚染により測定ができなくなることを避けるためのバ

ックグラウンド低減対策の手順等を整備していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す
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る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.、b.、c.の対策が第６０条等要求事項イ）

及びロ）に、①d.の対策が同ハ）に、①e.の対策が同ホ）に、①f.の対策が同ヘ）

に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等が第

４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第６０条等に基づく要

求事項に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対応における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、放射線量等を監視測定するための自主対策設備及び

手順等を整備するとしている。 

 

（１）放射線量等の測定のための自主的な対策としての設備及び手順等 

申請者は、放射線量等の測定を行うための設備（表Ⅳ－４．１７－１参照）

を用いた主な手順等の方針を以下のとおりとしている。 

① モニタリングポストは、その機能が健全であれば継続して使用する。 

② 放射能観測車搭載機器は、それらの機能が健全であれば継続して使用す

る。 

③ Ge 半導体式試料放射能測定装置、可搬型 Ge 半導体式放射能測定装置及

びガスフロー測定装置は、その機能が健全であれば継続して使用する。 

④ 気象観測設備は、その機能が健全であれば継続して使用する。 

 

（２）放射線量等の測定の機能を回復させるための設備及び手順等 

申請者は、モニタリングポストへの常用電源の供給が途絶えた場合の給電の

ための設備（表Ⅳ－４．１７－１参照）を用いた主な設備及び手順等の方針を

以下のとおりとしている。 

① モニタリングポストの常用電源が喪失した場合には、専用の無停電電源

装置から給電を開始する。給電状況は中央制御室において確認する。 

② 常設代替交流電源設備からモニタリングポストへの給電が開始された

場合には、専用の無停電電源装置から常設代替交流電源設備に切り替える。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 
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 表Ⅳ－４．１７－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

モニタリングポス

ト 

通常時より使用する設備であり、重大事故等対処設備に

要求される耐震性としては十分ではなくいものの、機能

喪失の可能性があるものの、事故対応に対して有効な手

段となり得る。 

放射能観測車搭載

機器 

通常時より使用する設備であり、重大事故等対処設備に

要求される耐震性としては十分ではなくいものの、事故

対応に対して有効な手段となり得る。 

Ge 半導体式試料放

射能測定装置、可搬

型 Ge 半導体式試料

放射能測定装置及

びガスフロー測定

装置 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、事故対応に対して有効な手段となり得る。 

気象観測設備 通常時より使用する設備であり、重大事故等対処設備に

要求される耐震性としては十分ではないものの、事故対

応に対して有効な手段となり得る。 

モニタリングポス

ト専用の無停電電

源装置 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、事故対応に対して有効な手段となり得る。 

 

 

Ⅳ－４．１８ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等（第３４条、

第６１条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１８関係） 

本節では、緊急時対策所について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について、以下の事項を確認した。 

・設計基準対象施設としては、第３４条に基づき、発電用原子炉施設に異常が発

生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所

に設ける設計であるか。 

・重大事故等対処施設としては、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場

合においても重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるために申

請者が計画する設備及び手順等が、第６１条及び重大事故等防止技術的能力基

準１．１８項（以下「第６１条等」という。）における要求事項に対応し、かつ、

適切に整備される方針であるか。 
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・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第３４条は、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発

生した場合に適切な措置をとるために、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場

所に設置することを要求している。 

 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に緊急時対策所を整

備する方針であることを確認した。 

 

（２）第６１条等は、緊急時対策所に関し、重大事故等が発生した場合においても

当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、①必要な指示

を行う対策要員がとどまることができる適切な措置を講じること、②必要な指

示ができるよう、必要な情報を把握できる設備を設けること、③内外の必要の

ある場所と発電所との通信連絡を行うために必要な設備を設けること、④必要

な数の対策要員を収容できること及びこれらの手順等を整備することを要求

している。第６１条等における緊急時対策所とは、以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有する措置を行うための設備及び手順等としている。 

イ）基準地震動による地震力に対し、免震機能等により、緊急時対策所の機

能を喪失しないようにするとともに、基準津波の影響を受けないこと。 

ロ）緊急時対策所と原子炉制御室は想定される事象に対して共通要因により

同時に機能喪失しないこと。 

ハ）緊急時対策所は、代替交流電源からの給電を可能とすること。また、当

該代替電源設備を含めて緊急時対策所の電源設備は、多重性又は多様性を

有すること。 

ニ）緊急時対策所の居住性が確保され、対策要員がとどまることができるよ

うに、適切な遮蔽設計及び換気設計を行うこと。 

ホ）緊急時対策所の居住性については、第６１条等に定める要件（※158）に

適合するものとすること。 

へ）対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線管理が十分

                             
（※158） 

・想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等とすること。 

・プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用

なしとして評価すること。 

・交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮してもよい。ただし、その場合は、実施のため

の体制を整備すること。 

・判断基準は、対策要員の被ばくによる実効線量が 7日間で 100mSv を超えないこと。 
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できること。 

ト）資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 

チ）少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動するための飲料水及び食

料等を備蓄すること。 

リ）緊急時対策所の外側が放射性物質により汚染したような状況下において、

緊急時対策所への汚染の持ち込みを防止するため、モニタリング及び作業

服の着替え等を行うための区画を設けること。 

また、「重大事故等に対処するために必要な数の対策要員」とは、「重大事故

等に対処するために必要な指示を行う対策要員」に加え、少なくとも原子炉格

納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための対策

に対処するために必要な数の対策要員を含むものとする。 

 

申請者は、第６１条等の要求事項に対応するため、以下の措置を行うための

設備及び手順等を整備する方針としている。 

① 緊急時対策所は、耐震構造とするとともに、基準津波の影響を受けない

位置に設置する。 

② 緊急時対策所は、中央制御室に対して共通要因故障を防止するために位

置的分散を確保する。 

③ 代替電源設備（ガスタービン発電機及び電源車（緊急時対策所用））から

の給電を可能とする設備及び手順等を整備するとともに、緊急時対策所の

電源設備は多様性を確保する（※159）。 

④ 緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所換気空調系（緊急時対策所非常用送風

機及び緊急時対策所非常用フィルタ装置）、緊急時対策所加圧設備（緊急時

対策所加圧設備（空気ボンベ）及び差圧計）等により緊急時対策所の居住

性を確保するための設備及び手順等 

⑤ 緊急時対策所の居住性については、第６１条等に定める要件に適合する

ものとする。 

⑥ 重大事故等対策要員等の装備（線量計、マスク等）の配備。放射線管理

のための手順等 

⑦ 重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を整備するため

の手順等 

⑧ 少なくとも外部からの支援なしに 1週間、活動するために必要な飲料水

及び食料等を備蓄等するための手順等 

⑨ 身体サーベイ及び作業服の着替え等を行うためのチェンジングエリア

                             
（※159）代替電源（電源車（緊急時対策所用）を除く。）に関する設備及び手順等については、「Ⅳ－４．１４ 

電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理 
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を設置するための資機材及び手順等 

⑩ 重大事故等に対処するために必要な情報把握及び通信連絡を行うため

の設備及び手順等 

⑪ 重大事故等に対処するために必要な数の重大事故等対策要員等を収容

するための設備及び手順等 

 

これらにより、規制委員会は、重大事故等が発生した場合においても重大事

故等に対処するための適切な措置が講じられるために申請者が計画する設備

及び手順等が、第６１条等における各々の要求事項に対応し、かつ、適切に整

備される方針であることから、第６１条等に適合するものと判断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が、第４３条等に従って重

大事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、対策の抽出を行い、自主的に上記に記載さ

れたもの以外の設備及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を

確実に実施する方針であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３４条としての要求 

申請者は、第３４条の追加要求規定に適合するため、以下の設備を整備する

方針としている。 

原子炉施設に異常が発生した場合に、本発電所内の対応と状況の把握等適切

な措置をとるため、緊急時対策所を中央制御室以外の場所に設置する設計とす

る。 

 

規制委員会は、申請者による緊急時対策所の設計において、原子炉施設に異

常が発生した場合に適切な措置をとるため、原子炉制御室以外の場所に設置す

る方針としていることを確認したことから、設置許可基準規則に適合するもの

と判断した。 

 

（２）第６１条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第６１条等に基づく要求事項に対応するために、以下の対策

とそのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 代替電源からの給電。そのために、ガスタービン発電機、ガスター
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ビン発電設備軽油タンク、ガスタービン発電設備燃料移送ポンプ、ガ

スタービン発電機接続盤、軽油タンク、タンクローリ、緊急用高圧母

線 2F 系、電源車（緊急時対策所用）、緊急時対策所軽油タンク及び緊

急時対策所用高圧母線Ｊ系を重大事故等対処設備として新たに整備す

る。 

b. 緊急時対策所の居住性の確保。そのために、緊急時対策所遮蔽、緊

急時対策所換気空調系（緊急時対策所非常用送風機及び緊急時対策所

非常用フィルタ装置）、緊急時対策所加圧設備（緊急時対策所加圧設備

（空気ボンベ）及び差圧計）、酸素濃度計、二酸化炭素濃度計、緊急時

対策所可搬型エリアモニタ及び可搬型モニタリングポストを重大事故

等対処設備として新たに整備する。 

c. 重大事故等に対処するために必要な数の重大事故等対策要員等の

収容。そのために、緊急時対策所に重大事故等対策要員等の装備（線

量計、マスク等）、重大事故等対策の検討に必要な資料、外部からの支

援なしに 1週間活動するための飲料水、食料等及びチェンジングエリ

ア用資機材等を新たに整備する。 

d. 緊急時対策所から重大事故等に対処するために必要な指示を行う

ために必要な情報の把握。そのために、安全パラメータ表示システム

（SPDS）を構成する SPDS 表示装置、データ収集装置及び SPDS 伝送装

置を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

e. 緊急時対策所と原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所との通信連絡の実施。そのために、緊急時対策所に衛星電話設備、

無線連絡設備及び統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備

を重大事故等対処設備として新たに整備する。 

 

規制委員会は、a.の対策が第６１条等要求事項ハ）に、b.の対策が同ニ）

に、上記 c.の対策が同ヘ）、同ト）、同チ）及び同リ）に対応するものであ

ることを確認した。 

また、a.及び b.の対策が第６１条等のうち①重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う緊急時対策要員等がとどまるための対策、c.の対策が

第６１条等のうち④重大事故等に対処するために必要な数の緊急時対策

要員等を収容するための対策、d.の対策が第６１条等のうち②重大事故等

に対処するために必要な情報を把握するための対策、e.の対策が第６１条

等のうち③発電所内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行

うために必要な設備を設けることの対策に対応するものであることを確

認した。 
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② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 緊急時対策所は、基準地震動による地震力に対し機能を喪失しない

設計とするとともに、基準津波の影響を受けない位置に設置する。 

b. 緊急時対策所は、中央制御室とは離れた位置に設置することで、位

置的分散を図る。 

c. 緊急時対策所の電源設備は、ガスタービン発電機及び電源車（緊急

時対策所用）により多様性を確保する。 

d. 緊急時対策所は、居住性を確保し、重大事故等対策要員等がとどま

ることができるように、適切な遮蔽及び換気ができる設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)緊急時対策所は、基準地震動

による地震力に対し、耐震構造とすることにより機能を喪失しないように

するとともに、基準津波の影響を受けない位置に設置すること、b)緊急時

対策所は、制御建屋にある中央制御室とは離れた位置の別建屋に設置する

ことで位置的分散を図ること、c)緊急時対策所の電源設備は、緊急時対策

所に給電するために必要な容量を有するものとして、ガスタービン発電機

を 2 台設置すること及び電源車（緊急時対策所用）については、1 台保管

することにより多様性を確保すること、d)緊急時対策所は、緊急時対策所

にとどまる重大事故等対策要員の被ばくの実効線量が 7 日間で 100mSv を

超えないように、建屋と一体となった緊急時対策所遮蔽、緊急時対策所換

気空調系、緊急時対策所加圧設備の設置及び気密性を確保する設計とする

ことを確認した。 

なお、重大事故等対策要員等の被ばくによる実効線量の評価については、

想定する放射性物質の放出量等を東京電力福島第一原子力発電所事故と

同等とし、マスクの着用、交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備

等を条件として考慮しない評価を行い、7日間で約 0.7mSv であることを確

認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①a.、b.、c.、d.及び e.

に掲げる重大事故等対処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に

関する共通的な要求事項）に適合する措置等を講じた設計方針であること

を確認した。 

また、規制委員会は、申請者が①a.、b.、c.、d.及び e.に掲げる重大事

故等対処設備について、第６１条等要求事項イ）、同ロ）、同ハ）、同ニ）及
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び同ホ）に適合する設計方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた手順等は以下のとおりとしている。

緊急時対策所は、重大事故が発生するおそれがある場合等、発電所対策本

部を設置する準備として、立ち上げる。 
③－１ 代替電源設備からの給電の手順 

a. 緊急時対策所を立ち上げる場合であって、外部電源及び非常用電源

設備による給電ができない場合には、電源車（緊急時対策所用）から

の給電の手順に着手する。この手順では、電源車の準備及び起動操作

を重大事故等対応要員 3名により、30 分以内に実施する。 

③－２ 居住性を確保するための手順等 

a. 緊急時対策所を立ち上げる場合には、緊急時対策所換気空調系を運

転する手順に着手する。この手順では、緊急時対策所換気空調系の起

動操作等を重大事故等対策要員 1名により、5分以内に実施する。 

b. 炉心損傷後に格納容器ベントの実施を判断した場合等には、緊急時

対策所加圧設備（空気ボンベ）による緊急時対策所等内の加圧を実施

する手順に着手する。この手順では、起動操作等を重大事故等対策要

員 1名により、3分以内に実施する。 

c. 周辺環境中の放射性物質の減少が可搬型モニタリングポスト等に

より確認された場合には、緊急時対策所加圧設備（空気ボンベ）を停

止する手順に着手する。この手順では、緊急時対策所換気空調系の操

作等を重大事故等対策要員 1名により、5分以内に実施する。 

d. プルーム通過中に緊急時対策所にとどまる重大事故等対策要員等

は、重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等 54 名及び

原子炉格納容器の破損等による発電所外への放射性物質の拡散を抑制

するために要員36名のうち2号炉運転員7名を除いた29名の合計83

名と想定している。 

③－３ 必要な数の要員の収容に係る手順等 

a. 原子力災害対策特別措置法（平成 11 年法律第 156 号）第１０条特

定事象が発生し、格納容器内雰囲気放射線モニタ等により炉心損傷を

判断した場合には、チェンジングエリアの運用を開始する手順に着手

する。この手順は、床、壁等の養生、各資機材の設置等を重大事故等

対策要員 2名により、緊急時対策所では 20 分以内に実施する。 

b. 緊急時対策所には、重大事故等に対処する重大事故等対策要員等を

最大 200 名収容する。このため、重大事故等対策要員等の装備（線量
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計、マスク等）を配備するとともに、少なくとも外部からの支援なし

に 1週間、活動を続けるために必要な飲料水及び食料等を備蓄し、こ

れらを維持及び管理する。 

③－４ 重大事故等に対処するために必要な情報把握及び通信連絡に関わ

る手順等 

a. 安全パラメータ表示システム（SPDS）は、緊急時対策所立ち上げ時

に重大事故等対策要員 1名により操作する。 

b. 重大事故等が発生した場合の検討に必要な資料を緊急時対策所に

配備し、常に最新となるよう維持及び管理する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、b)

緊急時対策所の居住性を確保するため、緊急時対策所換気空調系、緊急時対策

所加圧設備等の操作手順等を整備するとしていること、c)電源車（緊急時対策

所用）から、緊急時対策所への給電についての操作手順等を整備するとしてい

ること、d)緊急時対策所に要員をとどめるための身体サーベイ、作業服の着替

え等を行うためのチェンジングエリアの設置等の手順等を定めるとしている

こと、e)重大事故等対策要員等が 7日間外部からの支援がなくても緊急時対策

所の機能を維持できる資機材を確保していることなどを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた手順

等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関する共通的

な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.、b.、c.、d.及び e.の対策が第６１条等要

求事項ハ）、同ニ）、同へ）から同リ）及び情報把握、通信連絡、収容数に関する

要求に対応するものであること、①a.、b.、c.、d.及び e.に従って整備する重大

事故等対処設備が同イ）、同ロ）、同ハ）、同ニ）及び同ホ）に適合する設計方針で

あること、①a.、b.、c.、d.及び e.に掲げる重大事故等対処設備及びその手順等

が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、第６１条等に適合

するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、発電所内外との通信連絡を行うための自主対策設備

及び手順等を整備するとしている。 
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（１）発電所内外の通信連絡を行うための設備及び手順等 

申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための設備（表Ⅳ－４．１８９－１

参照）を用いた主な手順等として、以下のとおりとしている。 

① 設備が健全である場合、移動無線設備、送受話器（ページング）（警報装

置を含む。）、電力保安通信用電話設備、局線加入電話設備、社内テレビ会

議システム及び専用電話設備（地方公共団体向ホットライン）を使用する

としており、その手順は、「Ⅳ－４．１９ 通信連絡を行うために必要な設

備及び通信連絡に関する手順等」において記載のとおりとしている。 

 

（２）予備電源車（自主対策設備）から給電するための設備及び手順等 

申請者は、緊急時対策所へ給電するための予備電源車（自主対策設備）（表Ⅳ

－４．１８－１参照）を用いた主な手順等は以下のとおりとしている。 

緊急時対策所を立ち上げる場合であって、外部電源、非常用交流電源設備、

常設代替交流電源設備及び電源車（緊急時対策所用）による給電ができない場

合には、予備電源車（自主対策設備）からの給電の手順に着手する。この手順

では、電源車の準備及び起動操作を重大事故等対応要員 3名により、1205 分以

内に実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１８－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

移動無線設備、送受

話器（ページング）

（ 警 報装 置を 含

む。）、電力保安通信

用電話設備、局線加

入電話設備、社内テ

レビ会議システム

及び専用電話設備

（地方公共団体向

ホットライン） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性としては十分で

はないものの、設備が健全である場合は、通信連絡設備

の代替設備となり得る。 

予備電源車（自主対

策設備） 

給電開始までに時間を要するものの、電源を確保する手

段となり得る。 
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４．審査過程における主な論点 

審査の過程において、規制委員会が特に指摘を行い、確認した点は以下のとお

りである。 

 

（１）緊急時対策所の構造 

申請者は、当初、3 号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を設置し、将来は、設

置予定の免震重要棟内に移設する計画としていた。 

その後、申請者からは、当初申請の後、「震源を特定せず策定する地震動」

（Ss-N1）、プレート間地震（Ss-F1、F2）、海洋プレート内地震（Ss-D3、Ss-F3）

の追加及びプレート地震（Ss-D1）、海洋プレート地震（Ss-D2）の見直しを踏ま

え検討を重ねたところ、免震重要棟で計画していた一般の免震装置をそのまま

採用することは困難であり、免震重要棟を設置するためには、新たな仕様の免

震装置の設計や性能の実証が必要であり、現段階では免震装置の設計の成立の

見通しを得ることができなくなったとして、免震重要棟の設置に替えて実績の

ある耐震構造の緊急時対策建屋を建設し、同棟内に緊急時対策所を設置する計

画に変更したいとの説明があった。 

規制委員会は、耐震構造の建物に設置する緊急時対策所が、免震重要棟に設

置するものと同等以上の性能を有することを示すことを求めた。 

これに対し申請者は、耐震構造であっても、免震構造と同様に基準地震動に

よる地震力に対して建屋を弾性範囲内に収めることにより、建屋の構造体全体

の信頼性を確保すること、地震時の居住性については、免震構造と耐震構造の

事務建屋における 2011 年東北地方太平洋沖地震の経験を踏まえ、耐震構造を

採用する場合の設計上の配慮を加えることにより改善を図るとの方針を示し

た。 

 

以上により、規制委員会は、緊急時対策所を免震重要棟内ではなく耐震構造

の緊急時対策建屋内に設置するとの申請者の方針が第６１条等に適合する設

計方針であることを確認した。 

 

 

Ⅳ－４．１９ 通信連絡を行うために必要な設備及び通信連絡に関する手

順等（第３５条、第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１９関係） 

本節では、通信連絡設備について、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

機能を有することから、双方の基準適合性について確認した。 

設計基準対象施設としては、第３５条第１項及び同条第２項に基づき追加要求と

なった事項として、設計基準事故が発生した場合において発電所内の人に必要な指

1231



 

490 

 

示をするために多様性を確保した通信連絡設備を設けること、また、発電所外の必

要な場所と通信連絡するために多様性を確保した専用通信回線を設けることを確

認した。 

重大事故等対処施設としては、原子炉施設の内外の通信連絡をする必要がある場

所との通信連絡を行うために申請者が計画する設備及び手順等について、以下の事

項を確認した。 

・第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１９項（以下「第６２条等」

という。）における要求事項に対応し、かつ、適切に整備される方針であるか。 

・申請者が、自主的な対応を含め重大事故等への対処を確実に実施する方針であ

るか。 

 

１．審査の概要 

（１）第３５条第１項は、設計基準事故が発生した場合において、発電所内の人に

必要な指示をするために多様性を確保した通信連絡設備を設ける設計とする

ことを追加要求している。また、同条第２項は、発電所外の必要な場所と通信

連絡するために多様性を確保した専用通信回線を設ける設計とすることを追

加要求している。 

 

規制委員会は、申請者が本要求事項を満たすために適切に設備を整備する方

針であることを確認した。 

 

（２）第６２条等は、原子炉施設の内外の通信連絡をする必要がある場所との通信

連絡を行うために必要な設備及び手順等を整備することを要求している。第６

２条等における「発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うために必要な設備及び手順等」とは、以下に掲げる設備及び手

順等又はこれらと同等以上の効果を有する設備及び手順等としている。 

イ）代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）からの受電が可能な通信

連絡設備及び手順等 

ロ）計測等を行った特に重要なパラメータを必要な場所で共有する手順等 

 

申請者は、第６２条等の要求事項に対応するため、以下の設備及び手順等を

整備する方針としている。 

① 発電用原子炉施設の内外の必要な場所と通信連絡を行うとともに、通信

連絡設備に対して代替電源設備からの給電を可能とするための衛星電話

1232



 

491 

 

設備、可搬型代替交流電源設備、常設代替交流電源設備、緊急時対策所用

代替交流電源設備等の設備及び手順等（※160） 

② 計測等を行った特に重要なパラメータを本発電所内外の必要な場所で

共有するための衛星電話設備、無線連絡設備等の設備及び手順等 

 

これらにより、規制委員会は、重大事故等が発生した場合においても原子炉

施設の内外の通信連絡をする必要がある場所との通信連絡を行うために申請

者が計画する設備及び手順等が、第６２条等における各々の要求事項に対応し、

かつ、適切に整備される方針であることから、第６２条等に適合するものと判

断した。 

規制委員会は、これらの確認に当たって、申請者が第４３条等に従って重大

事故等対処設備及び手順等を適切に整備する方針であることを確認した。 

なお、規制委員会は、申請者が、自主的に上記に記載されたもの以外の設備

及び手順等を整備することを含め、重大事故等への対処を確実に実施する方針

であることを確認した。 

 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

２．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第３５条としての要求 

申請者は、第３５条第１項の追加要求規定に適合するために、以下の設備を

整備するとしている。 

① 本発電所内の通信連絡設備として、多様性を確保した通信設備を設置す

る設計とする。 

② 緊急時対策所へ事故状態等の把握に必要なデータを伝送できる設備と

して、安全パラメータ表示システム（SPDS）を設置する設計とする。 

③ これらの設備については、非常用所内電源又は無停電電源に接続する設

計とする。 

また、申請者は、第３５条第２項の追加要求規定に適合するために、以下の

設備を整備するとしている。 

① 本発電所外の本店（宮城）、国、地方公共団体、その他関係機関等へ連絡

できるよう、通信連絡設備を設置する設計とする。 

                             
（※160）代替電源に関する設備（緊急時対策所用代替交流電源設備を除く。）及び手順等については、「Ⅳ－

４．１４ 電源設備及び電源の確保に関する手順等」において整理。緊急時対策所用代替交流電源設備

については、「Ⅳ－４．１８ 緊急時対策所及びその居住性等に関する手順等」において整理。 
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② 緊急時対策支援システム（ERSS）へ必要なデータを伝送する設備として、

データ伝送設備（※161）、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設

備（※162）を設置する設計とする。 

③ 通信連絡設備は、有線系回線、無線系回線又は衛星系回線による多様性

を備えた専用通信回線に接続するとともに、輻輳等による制限を受けるこ

となく常時使用できる設計とする。 

④ これらの設備については、非常用所内電源又は無停電電源に接続する設

計とする。 

 

規制委員会は、申請者による設計が、以下の方針としていることを確認した

ことから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

① 設計基準事故が発生した場合において、本発電所内の人に必要な指示が

できるよう、多様性を確保した通信連絡設備を設けること。 

② 本発電所外の必要な場所と通信連絡するため、通信設備及びデータ伝送

設備が常時使用できるよう、輻輳等による制限を受けることなく使用でき

るとともに、通信方式の多様性を有する専用通信回線を設けること。 

③ これら通信連絡設備等は非常用所内電源又は無停電電源に接続するこ

と。 

 

（２）第６２条等の規制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第６２条に基づく要求事項に対応するために、以下の対策と

そのための重大事故等対処設備を整備するとしている。 

a. 発電用原子炉施設の内外の必要な場所との通信連絡及び代替電源

設備からの受電。そのため、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通

話装置、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備、安全パ

ラメータ表示システム（SPDS）、可搬型代替交流電源設備、緊急時対策

所用代替交流電源設備及び常設代替交流電源設備を重大事故等対処設

備として新たに整備する。 

b. 計測等を行った特に重要なパラメータの必要な場所での共有。その

ため、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置及び統合原子力

防災ネットワークを用いた通信連絡設備を重大事故等対処設備として

新たに整備する。 

 

                             
（※161）データ伝送設備とは、安全パラメータ表示システム（SPDS）のうち、SPDS 伝送装置を示す。 

（※162）統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備は、テレビ会議システム、IP 電話及び IP-FAX か

ら構成される。 
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規制委員会は、a.の対策が第６２条等要求事項イ）に、b.の対策が同ロ）

に対応するものであることを確認した。 

 

② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる重大事故等対処設備について、主な設計方針を以

下のとおりとしている。 

a. 衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置、統合原子力防災ネ

ットワークを用いた通信連絡設備及び安全パラメータ表示システム

（SPDS）は、代替電源設備から給電され、電源の多様性を有する設計

とする。 

b. 衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置、統合原子力防災ネ

ットワークを用いた通信連絡設備及び安全パラメータ表示システム

（SPDS）は、通信方式の多様性を有する設計とする。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)衛星電話設備、無線連絡設備、

携行型通話装置、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備及び

安全パラメータ表示システム（SPDS）は、緊急時対策所代替交流電源設備、

可搬型代替交流電源設備、常設代替交流電源設備等から給電され、これら

の電源は、水冷であるディーゼル発電機に対し空冷式であること等から、

設計基準事故対処設備としての電源に対して多様性を有していること、b)

通信連絡設備として、衛星電話設備、無線連絡設備、携行型通話装置、統

合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備及び安全パラメータ表

示システム（SPDS）を設けることにより、有線系回線、無線系回線及び衛

星系回線による通信方式の多様性を有することを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる重大事故等対

処設備について、第４３条（重大事故等対処設備に関する共通的な要求事

項）に適合する措置等を講じた設計とする方針であることを確認した。 

 

③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備を用いた主な手順等は以下のとおりとしてい

る。 

③－１ 計測等を行った特に重要なパラメータの必要な場所での共有 

a. 発電所内 

特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合には、そ

の結果を現場（屋内）と中央制御室との間の連絡には携行型通話装置

を、現場（屋外）と緊急時対策所との間の連絡には無線連絡設備を、
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中央制御室と緊急時対策所との間の連絡には衛星電話設備及び無線連

絡設備をそれぞれ使用し、特に重要なパラメータを共有する手順に着

手する。 

これらのうち携行型通話装置に関する手順は、使用する端末の通話

装置用ケーブルの接続、連絡等を実施する。 

b. 発電所外 

特に重要なパラメータを可搬型の計測器にて計測した場合には、そ

の結果を衛星電話設備又は統合原子力防災ネットワークを用いた通信

連絡設備により、緊急時対策所と本店（宮城）、国、地方公共団体等と

の間で共有する手順に着手する。これらのうち統合原子力防災ネット

ワークを用いた通信連絡設備による通信連絡のための手順は、テレビ

会議システムの起動、通信状態の確認等を緊急時対策所で実施する。 

 

規制委員会は、申請者の計画において、a)手順等を明確化していること、

b)衛星電話設備、統合原子力防災ネットワークを用いた通信連絡設備等は、

緊急時対策所用代替交流電源設備等に接続された所内の電源系統から給

電できる手順等を整備していること、c)炉心損傷防止及び格納容器破損防

止に必要なパラメータ等は、衛星電話設備、統合原子力防災ネットワーク

を用いた通信連絡設備等により発電所内外で共有される手順等を整備し

ていることを確認した。 

以上の確認などから、規制委員会は、申請者が①に掲げる設備を用いた

手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（手順等に関す

る共通的な要求事項）等に適合する手順等を整備する方針であることを確

認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、①a.の対策が第６２条等要求事項イ）に、①

b.の対策が同ロ）に対応するものであること、①に掲げる重大事故等対処設備

及びその手順等が第４３条等に従って適切に整備される方針であることから、

第６２条等に適合するものと判断した。 

 

３．自主的対策における設備及び手順等 

規制委員会は、申請者に対して、重大事故等への対処を確実に実施するため、

対策の抽出を行い、自主的な対応を含めて網羅的に提示するよう要求した。 

これに対して、申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための自主対策設備、

手順等を整備するとしている。 
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（１）発電所内外の通信連絡を行うための設備及び手順等 

申請者は、発電所内外の通信連絡を行うための設備（表Ⅳ－４．１９－１参

照）を用いた主な手順等として、設備が健全である場合には、通常時使用され

ている設備である移動無線設備、送受話器（ページング）（警報装置を含む。）、

電力保安通信用電話設備、局線加入電話設備、社内テレビ会議システム及び専

用電話設備（地方公共団体向ホットライン）を重大事故等時においても発電所

内外の通信連絡に用いるとしている。 

 

規制委員会は、申請者の計画が、上記の追加対策を含め、重大事故等への対処

が確実に実施される方針であることを確認した。 

 

表Ⅳ－４．１９－１ 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

設備名 申請者が自主対策設備に位置付けた理由 

移動無線設備、送受話器（ペー

ジング）（警報装置を含む。）、

電力保安通信用電話設備、局

線加入電話設備、社内テレビ

会議システム及び専用電話設

備（地方公共団体向ホットラ

イン） 

重大事故等対処設備に要求される耐震性とし

ては十分ではないものの、設備が健全である

場合には、通信連絡設備の代替手段となり得

る。 

 

 

Ⅴ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応（重大事故等防止技術的能力基準２．１関係） 

Ⅲ章及びⅣ章において、設計基準対象施設に関して変更申請がなされた内容につ

いて審査し、結果を示した。また、Ⅳ章において、重大事故等に対処するために必

要な設備及び手順等に関して適切に整備する方針であるか審査し、結果を示した。 

加えて、重大事故等防止技術的能力基準は、大規模損壊に対する対応を要求して

いる。本章において、申請者の方針が要求事項を踏まえた適切なものであるか審査

した。 

 

重大事故等防止技術的能力基準２．１項は、大規模損壊が発生した場合における

体制の整備に関し、申請者において、以下の項目についての手順書が適切に整備さ

れていること又は整備される方針が示されていること、加えて、当該手順書に従っ

て活動を行うための体制及び資機材が適切に整備されていること又は整備される

方針が示されていることを要求している。 
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一 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。 

二 炉心の著しい損傷の影響を緩和するための対策に関すること。 

三 原子炉格納容器の破損の影響を緩和するための対策に関すること。 

四 使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷の

影響を緩和するための対策に関すること。 

五 放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。 

 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

１．手順書の整備 

２．体制の整備 

３．設備及び資機材の整備 

 

規制委員会は、申請者の計画が重大事故等防止技術的能力基準２．１項及び同項

の解釈を踏まえて必要な検討を加えた上で策定されており、大規模損壊が発生した

場合における体制の整備に関して必要な手順書、体制及び資機材等が適切に整備さ

れる方針であることを確認したことから、重大事故等防止技術的能力基準２．１項

に適合しているものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

１．手順書の整備 

申請者は、大規模損壊が発生した場合の手順書の整備について、以下のとおり

としている。 

（１）手順書の策定に際しては、設計基準を超えるような規模の自然災害が発電

用原子炉施設の安全性に与える影響、故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる施設の広範囲にわたる損壊、不特定多数の機器の機能喪失、

大規模な火災等の発生、有効性評価において想定する事故シーケンスグルー

プに追加しなかった地震及び津波特有の事故シーケンス（Ⅳ－１．１ 事故

の想定参照）などを考慮する。 

（２）大規模損壊によって発電用原子炉施設が受ける被害範囲は不確定性が大き

く、あらかじめシナリオを設定した対応操作は困難であると考えられること

などから、環境への放射性物質の放出低減を最優先に考えた対応を行うこと

とし、重大事故等対策において整備する手順等に加えて、可搬型重大事故等

対処設備による対応を中心とした多様性及び柔軟性を有する手順等を以下

のとおり整備する。 

① 発電用原子炉施設の被害状況を速やかに把握するための手順及び対応
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操作の実行判断を行うための手順を整備する。 

② 故意による大型航空機の衝突による大規模な航空機燃料火災を想定し、

放水砲等を用いた泡消火についての手順書を整備する。また、事故対応を

行うためのアクセスルート、操作場所に支障となる火災等の消火活動も想

定して手順を整備する。 

③ 大規模損壊発生時の対応手順は、中央制御室での監視及び操作が行えな

い場合も想定し、発電用原子炉施設の状況把握が困難な場合は、状況把握

がある程度可能な場合を含め、以下の対応を考慮して手順を整備する。 

a. 中央制御室の監視機能及び制御機能の喪失並びに緊急時対策所の

監視機能喪失により、状況把握が困難な場合は、アクセスルートが確

保され次第、確認できないパラメータを対象にして、外からの目視に

よる確認又は可搬型計測器により、優先順位に従った内部の状況確認

を順次行い、必要の都度大規模損壊に対する緩和措置を行う。 

b. 中央制御室又は緊急時対策所の監視機能の一部が健全である場合

は、安全機能等の状況把握を行い、アクセスルートが確保され次第、

確認できないパラメータを対象にして、外からの目視による確認又は

可搬型計測器により、優先順位に従った内部の状況確認を順次行い、

必要の都度大規模損壊に対する緩和措置を行う。 

④ 重大事故等防止技術的能力基準２．１項の一から五までの活動を行うた

めの手順書として、重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加

えて、事象進展の抑制及びその影響の緩和に資するための多様性を持たせ

た手順等を整備する。 

⑤ 重大事故等防止技術的能力基準の「１．重大事故等対策における要求事

項」における１．２項から１．１４項の要求事項に基づき整備する手順等

に加えて、大規模損壊の発生を想定し、中央制御室での監視及び制御機能

が喪失した場合も対応できるよう現場にてプラントパラメータを監視す

る手順、現場において直接機器を作動させるための手段等を追加して整備

する。 

 

規制委員会は、申請者の手順書の整備の計画が大規模損壊の発生により重大事

故等発生時の手順がどのような影響を受けるか検討を行うなど、大規模損壊発生

時の特徴を踏まえた手順書を整備する方針としていることから、適切なものと判

断した。 

 

２．体制の整備 

申請者は、大規模損壊発生時の体制について、以下のとおりとしている。 
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（１）教育及び訓練 

大規模損壊への対応のための重大事故等に対処する要員への教育及び訓練に

ついては、重大事故等対策にて実施する教育及び訓練に加え、大規模損壊が発生

した場合も想定した教育及び訓練を実施する。また、大規模損壊発生時に通常の

指揮命令系統が機能しない場合を想定した原子力防災管理者及びその代行者へ

の個別の教育及び訓練を実施する。 

さらに、運転員及び重大事故等対策要員の役割に応じて付与される力量に加え、

柔軟に対応できるような力量を確保していくことにより、期待する運転員及び重

大事故等対策要員以外の運転員及び重大事故等対策要員でも対応できるよう教

育及び訓練の充実を図る。 

 

（２）体制の整備 

① 大規模損壊時の体制については、通常の原子力防災組織を基本としつつ、

通常とは異なる対応が必要となる状況においても柔軟に対応できるよう

にするとともに、大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うことを

前提として、以下の基本的な考え方に基づき整備する。 

a. 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても本発電所構内に

運転員 15名、初期消火要員（消防車隊）6名、その他の重大事故等対

策要員 23 名計 44 名を常時確保し、大規模損壊の発生により中央制御

室（運転員を含む。）が機能しない場合においても対応できる体制とす

る。 

b. 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における重大事故等対策要

員、１、３号炉運転員及び初期消火要員（消防車隊）は、地震、津波等

の大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムが発生した場合においても対応できるよう分散して待機する。 

c. 地震、津波等の大規模な自然災害及び故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムの発生により、通常の原子力防災体制での指揮命

令系統が機能しなくなる可能性を考慮した体制とする。 

d. 建物の損壊等により要員が被災するような状況においても、本発電

所構内に勤務している他の要員を活用する等の柔軟な対応をとること

ができる体制とする。 

e. 大規模損壊発生時において、社員寮、社宅等からの参集に時間を要

する場合も想定し、本発電所構内の運転員、重大事故等対策要員及び

緊急時対策要員並びに初期消火要員（消防車隊）により当面の間は事

故対応を行うことができる体制とする。 
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f. プルーム放出時は、最低限必要な運転員、重大事故等対策要員、１、

３号炉運転員、初期消火要員（消防車隊）はそれぞれ中央制御室待避

所及び緊急時対策所に留まり、プルーム通過後、活動を再開する。そ

の他の重大事故等対策要員は、本発電所構外へ一時避難し、その後、

本発電所へ再参集する。 

② 大規模損壊が発生した場合において、運転員及び重大事故等対策要員が

活動を行うに当たっての拠点は、中央制御室及び緊急時対策所を基本とす

るが、中央制御室等が機能喪失する場合も想定し、緊急時対策所以外に代

替可能なスペースも状況に応じて活用する。 

③ 大規模損壊発生時における本発電所外部からの支援体制として、本店対

策本部が速やかに確立できるよう体制を整備する。また、他の原子力事業

者及び原子力緊急事態支援組織へ応援要請し、技術的な支援が受けられる

よう体制を整備する。さらに、協力会社より現場作業や資機材輸送等に係

る要員の派遣を要請できる体制、プラントメーカによる技術的支援を受け

られる体制を構築する。 

 

規制委員会は、申請者の体制の整備の計画が、大規模損壊の発生により重大事

故等発生時の体制がどのような影響を受けるか検討を行うなど、大規模損壊発生

時の特徴を踏まえた体制を整備する方針としていることから、適切なものと判断

した。 

 

３．設備及び資機材の整備 

申請者は、大規模損壊発生時に必要な設備及び資機材の整備について、以下の

とおりとしている。 

（１）大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行うために必要な可搬型重大事

故等対処設備は、以下の事項を考慮して整備する。 

① 共通要因による同等の機能を有する設備の損傷の防止 

可搬型重大事故等対処設備は、同等の機能を有する設計基準事故対処設

備及び常設重大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう、外

部事象の影響を受けにくい場所に保管する。 

② 共通要因による複数の可搬型設備の損傷の防止 

同時に複数の可搬型重大事故等対処設備が機能喪失しないよう、同一機

能を有する複数の可搬型重大事故等対処設備の間で十分な離隔距離を確

保し、複数箇所に分散して配置する。 

（２）大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については、重大事故等対策で配備

する資機材の基本的な考え方を基に、以下のとおり配備する。また、大規模損
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壊発生時においても使用を期待できるよう、原子炉建屋及び制御建屋から 100m

以上離隔をとった場所に配備する。 

① 地震及び津波の大規模な自然災害による油タンク火災又は故意による

大型航空機の衝突に伴う大規模な燃料火災の発生に備え、必要な消火活動

を実施するために着用する防護具、消火薬剤等の資機材及び大容量送水ポ

ンプ（タイプⅡ）、放水砲等を配備する。 

② 高線量の環境下において、事故対応を行うために高線量対応防護服等の

必要な資機材を配備する。 

③ 大規模損壊発生時において、指揮者と現場間、本発電所外等との連絡に

必要な通信連絡手段を確保するため、多様な通信手段を配備する。 

 

規制委員会は、申請者の設備及び資機材の整備の計画が、共通要因により同時

に機能喪失しないよう十分な配慮を行うなど、大規模損壊発生時の特徴を踏まえ

た設備及び資機材の整備を行う方針としていることから、適切なものと判断した。 
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Ⅵ 審査結果 

東北電力株式会社が提出した「女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請

書（2 号発電用原子炉施設の変更）」（平成 25 年 12 月 27 日申請、令和元年 9 月 19

日、令和元年 11 月 6 日、及び令和元年 11 月 19 日及び令和 2 年 2 月 7 日補正）を

審査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術

的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に適合しているものと認められる。 
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略語等 

本審査書で用いられる主な略語等は以下のとおり 

略語等 名称又は説明 

安全重要度分類 発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な各

種の機能について、安全上の見地からそれらの相対的重

要度を定めて分類すること 

安全評価指針 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 

溢水ガイド 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド 

解釈別記１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈別記１ 

解釈別記２ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈別記２ 

解釈別記３ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈別記３ 

外部火災ガイド 原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 

格納容器破損モード 格納容器破損に至る格納容器への負荷の種類に着目し

て類型化したもの 

火災防護基準 実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る

審査基準 

火山ガイド 原子力発電所の火山影響評価ガイド 

機器条件 重大事故等対処設備の機器条件 

技術的能力指針 原子力事業者の技術的能力に関する審査指針 

規制委員会 原子力規制委員会 

原子炉水位高（レベル 8） 

原子炉水位低（レベル 3） 

原子炉水位低（レベル 2） 

原子炉水位低（レベル 1） 

これらの燃料有効長頂部からの高さは以下のとおり 

原子炉水位高（レベル 8）：＋560cm 

原子炉水位低（レベル 3）：＋444cm 

原子炉水位低（レベル 2）：＋316cm 

原子炉水位低（レベル 1）：＋47cm 

原子炉等規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 

事故シーケンスグループ 炉心損傷に至る事故シーケンスを、起因事象、安全機能

の喪失状況に着目して、類型化したもの 

事故条件 評価上想定する事故の条件 

地震ガイド 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド 

地盤ガイド 基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド 

重大事故等防止技術的能 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事
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力基準 故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

重要事故シーケンス 各事故シーケンスグループにおいて事象進展や対策の

実施の観点から最も厳しい事故シーケンス 

申請者 東北電力株式会社 

設置許可基準規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則 

設置許可基準規則解釈 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則の解釈 

全交流動力電源喪失 外部電源喪失と設計基準対象施設の非常用所内交流動

力電源喪失の重畳 

操作条件 重大事故等対処設備の操作条件 

大規模損壊 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な

損壊 

竜巻ガイド 原子力発電所の竜巻影響評価ガイド 

地質ガイド 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガ

イド 

津波ガイド 基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド 

停止中評価ガイド 実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃

料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

評価事故シーケンス 各格納容器破損モードにおいて事象進展や対策の実施

の観点から最も厳しい事故シーケンス 

保安規定 女川原子力発電所原子炉施設保安規定 

本申請 女川原子力発電所発電用原子炉設置変更許可申請書（2

号発電用原子炉施設の変更）（平成 25 年 12 月 27 日申

請、令和元年 9月 19日、令和元年 11 月 6 日、及び令和

元年 11月 19 日及び令和 2年 2月 7日補正） 

本発電所 女川原子力発電所 

有効性評価ガイド 実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容

器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

ATWS スクラム失敗を伴う過渡事象（Anticipated Transient 

Without Scram の略。）。運転時の異常な過渡変化に対し

て、原子炉の緊急停止が要求された（必要とされた）に

もかかわらず、原子炉安全保護系（あるいは停止系）の

故障等により原子炉が緊急停止しない事象 
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ABWR 改良型沸騰水型原子炉 

ARI 代替制御棒挿入回路 

BWR 沸騰水型原子炉 

CRD 制御棒駆動機構 

DCH 格納容器雰囲気直接加熱 

DG ディーゼル発電機 

ECCS 非常用炉心冷却装置系 

ERSS 緊急時対策支援システム 

FCI 溶融燃料－冷却材相互作用 

HPCS 高圧炉心スプレイ系 

LOCA 原子炉冷却材喪失事故 

MCCI 溶融炉心・コンクリート相互作用 

NUPEC 財団法人原子力発電技術機構 

PAR 静的触媒式水素再結合装置 

PCT 燃料被覆管最高温度 

PDS プラント損傷状態 

PRA 確率論的リスク評価 

PWR 加圧水型原子炉 

RCIC 原子炉隔離時冷却系 

RHR 残留熱除去系 

SFP 評価ガイド 実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃

料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

SGTS 非常用ガス処理系 

SLCS ほう酸水注入設備 

SPDS 安全パラメータ表示システム 

SRV 逃がし安全弁 

O.P. 女川原子力発電所工事用基準面 
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